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１．概要

 本資料は、再処理施設の技術基準に関する規則「第６条 地震による損傷

の防止」及び「第 33 条 地震による損傷の防止」に関して、基本設計方針

に記載する事項、添付書類に記載すべき事項、補足説明すべき事項につ

いて整理した結果を示すものである。

 整理にあたっては、「共通 06：本文（基本設計方針、仕様表等）、添付書

類（計算書、説明書）、添付図面で記載すべき事項」及び「共通 07：添付

書類等を踏まえた補足説明すべき項目の明確化」を踏まえて実施した。

２．本資料の構成

 「共通 06：本文（基本設計方針、仕様表等）、添付書類（計算書、説明書）、

添付図面で記載すべき事項」及び「共通 07：添付書類等を踏まえた補足

説明すべき項目の明確化」を踏まえて本資料において整理結果を別紙と

して示し、別紙を以下の通り構成する。

 別紙１：基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較

事業変更許可 本文、添付書類の記載をもとに設定した基本設計

方針と発電炉の基本設計方針を比較し、記載程度の適正化等を図

る。

 別紙２：基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の

展開

基本設計方針の項目ごとに要求種別、対象設備、添付書類等への展

開事項の分類、第１回申請の対象、第２回以降の申請書ごとの対象

設備を展開する。

 別紙３：基本設計方針の添付書類への展開

基本設計方針の項目に対して、展開事項の分類をもとに、添付書類

単位で記載すべき事項を展開する。

 別紙４：添付書類の発電炉との比較

添付書類の記載内容に対して項目単位でその記載程度を発電炉と

比較し、記載すべき事項の抜けや論点として扱うべき差がないか

を確認する。なお、規則の名称、添付書類の名称など差があること

が明らかな項目は比較対象としない（概要などは比較対象外）。

 別紙５：補足説明すべき項目の抽出

基本設計方針を起点として、添付書類での記載事項に対して補足

が必要な事項を展開する。発電炉の補足説明資料の実績との比較

を行い、添付書類等から展開した補足説明資料の項目に追加すべ

きものを抽出する。

 別紙６：変更前記載事項の既設工認等との紐づけ

基本設計方針の変更前の記載事項に対し、既認可等との紐づけを

示す。
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別紙 
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：商業機密の観点から公開できない箇所 



再処理施設　設工認に係る補足説明資料　別紙リスト 令和４年11月８日　Ｒ18

資料№ 名称 提出日 Rev

別紙１ 基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 11/8 13

別紙２ 基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開 11/8 11 ※本別紙は地盤00-01、地震00-01統合した形式とする。

別紙３ 基本設計方針の添付書類への展開 11/8 11 ※本別紙は地盤00-01、地震00-01統合した形式とする。

別紙４ 添付書類の発電炉との比較 11/8 13

別紙５ 補足説明すべき項目の抽出 11/8 10 ※本別紙は地盤00-01、地震00-01統合した形式とする。

別紙６ 変更前記載事項の既設工認等との紐づけ 11/8 6

地震00-01　【本文、添付書類、補足説明項目への展開（地震）】

別紙
備考

(1/1) 4



令和４年 11 月８日 Ｒ13 

別紙１ 

基本設計方針の許可整合性、 

発電炉との比較 

注）本資料及び別紙４の主な修正点，説明項目は以下のとおり。 

・別紙４－１：液状化影響評価を行う対象に対する設計方針を記載。
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第六条、第三十三条（地震による損傷の防止）（1 / 116） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
（地震による損傷の防止） 

第六条 

 安全機能を有する施設は，

これに作用する地震力 (事業

指定基準規則第七条第二項の

規定により算定する地震力を

いう。) による損壊により公

衆に放射線障害を及ぼすこと

がないものでなければならな

い。DB①,③,④,⑤ 

 

２  耐震重要施設 (事業指定

基準規則第六条第一項に規定

する耐震重要施設をいう。以

下同じ。) は，基準地震動に

よる地震力 (事業指定基準規

則第七条第三項に規定する基

準地震動による地震力をい

う。以下同じ。) に対してそ

の安全性が損なわれるおそれ

がないものでなければならな

い。DB②,③,④,⑤,⑥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１章 共通項目 

3. 自然現象等 

3.1 地震による損傷の防止 

3.1.1 耐震設計 

(1) 耐震設計の基本方針 

再処理施設は，次の方針に基づき耐震

設計を行う。 

なお，以下の項目における建物・構築

物とは，建物，構築物及び土木構造物

（屋外重要土木構造物及びその他の土木

構造物）の総称とする。DB①,②,SA① 

また，屋外重要土木構造物とは，耐震

安全上重要な機器・配管系の間接支持機

能を求められる土木構造物をいう。 

DB①,②,SA① 

 

a．安全機能を有する施設 

(a) 安全機能を有する施設は，地震の発

生によって生ずるおそれがある安全機

能の喪失及びそれに続く放射線による

公衆への影響を防止する観点から，施

設の安全機能が喪失した場合の影響の

相対的な程度（以下「耐震重要度」と

いう。）に応じて，Ｓクラス，Ｂクラ

ス又はＣクラスに分類し，【DB③-

1,2】それぞれの耐震重要度に応じた

地震力に十分耐えられる設計とする。  

DB①-1,2 

 

 

 
 
 

(b) 耐震重要施設（(a)においてＳクラ

スに分類する施設をいう。）は，その

供用中に大きな影響を及ぼすおそれが

ある地震動（事業指定（変更許可）を

受けた基準地震動（以下「基準地震動

Ｓｓ」という。））による地震力に対

してその安全機能が損なわれるおそれ

がない設計とする。DB②-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(５) 耐震構造 

再処理施設は，次の方針に基づき耐震

設計を行い，事業指定基準規則に適合す

るように設計する。DB□1  

 (ⅰ)  安全機能を有する施設の耐震設計 

  

 

 

 

 

 

 

 

(ａ) 安全機能を有する施設は，地震力

に十分耐えることができる構造とす

る。DB①-1 

 

(ｂ ) 安全機能を有する施設は，地震  

の発生によって生ずるおそれがある

安全機能を有する施設の安全機能の

喪失及びそれに続く放射線による公

衆への影響の観点から，耐震設計上

の重要度をＳクラス，Ｂクラス及び

Ｃクラスに分類し，【DB③-1】それ

ぞれの重要度に応じた地震力に十分

耐えることができるように設計す

る。DB①-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1 安全機能を有する施設に関する基本

方針 

(１4) 安全機能を有する施設は，地震力が

作用した場合においても当該安全機能

を有する施設を十分に支持することが

できる地盤に設置するとともに，

【DB◇2 】地震力に十分に耐えることが

できる設計とする。この地震力は，地

震の発生により生ずるおそれがある安

全機能を有する施設の安全機能の喪失

に起因する放射線による公衆への影響

の程度に応じて算定する。DB◇7  

(中略) 

 

 

 

1.6 耐震設計 

再処理施設の耐震設計は，事業指定

基準規則に適合するように，「1.6.1 

安全機能を有する施設の耐震設計」に

基づき設計する。DB◇1  

1.6.1 安全機能を有する施設の耐震設計 

1.6.1.1 安全機能を有する施設の耐震設

計の基本方針 

 

 

 

 

 

(１) 安全機能を有する施設は，地震力に

十分耐えることができるように設計す

る。DB◇7  

 

(２) 安全機能を有する施設は，地震によ

り発生するおそれがある安全機能の喪

失及びそれに続く放射線による公衆へ

の影響を防止する観点から，耐震重要

度に応じてＳクラス，Ｂクラス及びＣ

クラスに分類し，それぞれの耐震重要

度に応じた地震力に十分耐えることが

できるように設計する。DB◇7  

安全機能を有する施設の耐震設計上の重

要度を，事業指定基準規則に基づき，Ｓク

ラス，Ｂクラス及びＣクラスに分類する方

針とする。DB③-2 
 

(3)   Ｓクラスの安全機能を有する施設

は，その供用中に大きな影響を及

ぼすおそれがある地震動（以下

「基準地震動」という。）による

地震力に対してその安全機能が損

なわれるおそれがないように設計

する。DB②-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１章 共通項目 

2. 自然現象 

2.1 地震による損傷の防止 

2.1.1 耐震設計 

(1) 耐震設計の基本方針 

耐震設計は，以下の項目に従って行う。 

 
2.1.1(1) c. 建物・構築物とは，建物，構築物

及び土木構造物（屋外重要土木構造物及びその

他の土木構造物）の総称とする。 

また，屋外重要土木構造物とは，耐震安全上

重要な機器・配管系の間接支持機能，若しくは

非常用における海水の通水機能を求められる土

木構造物をいう。 

 

 

 

2.1.1(1) b. 設計基準対象施設は，地震に

より発生するおそれがある安全機能の喪

失（地震に伴って発生するおそれがある

津波及び周辺斜面の崩壊等による安全機

能の喪失を含む。）及びそれに続く放射

線による公衆への影響を防止する観点か

ら，各施設の安全機能が喪失した場合の

影響の相対的な程度（以下「耐震重要

度」という。）に応じて，Ｓクラス，Ｂ

クラス又はＣクラスに分類（以下「耐震

重要度分類」という。）し，それぞれに

応じた地震力に十分耐えられる設計とす

る。 

 

 

 

2.1.1(1) a. 耐震重要施設は，その供用中

に当該耐震重要施設に大きな影響を及ぼ

すおそれがある地震（設置（変更）許可

を受けた基準地震動Ｓｓ（以下「基準地

震動Ｓｓ」という。））による加速度に

よって作用する地震力に対して，その安

全機能が損なわれるおそれがない設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DB②-1（P61へ） 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

事業変更許可申請書との

整合による発電炉との記

載の相違であり，再処理

施設では，事業変更許可

申請書において，敷地に

到達する津波はないこ

と，また耐震重要施設又

は常設耐震重要重大事故

等対処設備が設置される

重大事故等対処施設の周

辺に崩壊を起こすおそれ

のある斜面がないことを

記載しているため，当該

事項に係る内容は記載し

ていない。 

下線：基本設計方針に記載する事項(丸数字で紐づけ) 

波線：基本設計方針と許可の記載の内容変更部分 

灰色ハッチング：基本設計方針に記載しない事項 

黄色ハッチング：発電炉設工認と基本設計方針の記載内容が一致する箇所 

紫字：ＳＡ設備に関する記載 

  ：発電炉との差異の理由     ：許可からの変更点等 

                  ：他条文から展開した記載 

【凡例】 

  

 

①（P2）から 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設では，通水

機能を求められる屋外

重要土木構造物はない

ため，記載しない。 

【許可からの変更点】 

事業変更許可申請書の記載に合

わせるとともに，耐震重要度に

ついて許可基準規則別記 2及び

発電炉の記載も踏まえて説明を

充実した。 

【許可からの変更点】 

設工認段階として，事業変更許

可を受けた基準地震動を「基準

地震動Ｓｓ」とする旨，発電炉

と同様に定義を記載した。（以

下同様であり，変更点説明は省

略する） 

【許可からの変更点】 

前段の 2.地盤で「耐震重要施設」を定義

しており，技術基準規則への適合を示す

ために耐震重要施設として記載した。 

②（P9）から 

①（P2）へ 

【許可からの変更点】 

文末表現を設計のあり方を示す

表現として「～設計とする」と

の記載に修正。 

（以下同様であり，変更点説明

は省略する） 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

技術基準規則に基づく用語が異なるため。（以下同様であり，変更点説明は省略する） 

【許可からの変更点】 

事業変更許可申請（本文）では，

四，A.イ(2)にて「主要な…建物

及び構築物…設置する。…洞道を

設置する」程度の記載であった

が，発電炉では施設区分の説明を

記載していることを踏まえ，施設

区分を明確化するため再処理施設

の施設区分を追記。また，冒頭宣

言として(1)～(7)の方針に基づき

設計する旨を記載した。 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第六条、第三十三条（地震による損傷の防止）（2 / 116） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) Ｓクラスの施設は，基準地震動Ｓｓ

による地震力に対してその安全機能が

損なわれるおそれがない設計とする。

DB②-1,7 

 

建物・構築物については，基準地震

動Ｓｓによる地震力に対して，建物・

構築物全体としての変形能力（耐震壁

のせん断ひずみ等）が終局耐力時の変

形に対して十分な余裕を有し，部材・

部位ごとのせん断ひずみ・応力等が終

局耐力時のせん断ひずみ・応力等に対

して，妥当な安全余裕を有する設計と

する。DB⑤-31 

 

 

 

 

 

機器・配管系については，基準地震

動Ｓｓによる地震力に対して，その施

設に要求される機能を保持する設計と

し，塑性域に達するひずみが生じる場

合であっても，その量が小さなレベル

に留まって破断延性限界に十分な余裕

を有し，その施設に要求される機能に

影響を及ぼさない，【DB⑤-39】ま

た，動的機器等については，基準地震

動Ｓｓによる応答に対してその設備に

要求される機能を保持する設計とす

る。なお，動的機能が要求される機器

については，当該機器の構造，動作原

理等を考慮した評価を行い，既往の研

究等で機能維持の確認がなされた機能

確認済加速度等を超えていないことを

確認する。 

DB⑤-42 

また，Ｓクラスの施設は，事業指定

（変更許可）を受けた弾性設計用地震

動（以下「弾性設計用地震動Ｓｄ」と

いう。）による地震力又は静的地震力

のいずれか大きい方の地震力に対して

おおむね弾性状態に留まる範囲で耐え

られる設計とする。DB①-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (d) Ｓクラスの施設は，基準地震動による

地震力に対してその安全機能が損なわれ

るおそれがないように設計する。DB②-7 

 

 

 
 Ｓクラスの建物・構築物について，基

準地震動による地震力との組合せにおい

ては，建物・構築物全体としての変形能

力（耐震壁のせん断ひずみ等）が終局耐

力時の変形に対して十分な余裕を有し，

部材・部位ごとのせん断ひずみ・応力等

が終局耐力時のせん断ひずみ・応力等に

対し妥当な安全余裕を有することとす

る。DB⑤-31 

 
Ｓクラスの機器・配管系について，基

準地震動による地震力との組合せにおい

ては，破断延性限界に十分な余裕を有

し，その施設に要求される機能に影響を

及ぼすことがないものとする。DB⑤-39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(3)   Ｓクラスの安全機能を有する施設は，

その供用中に大きな影響を及ぼすおそ

れがある地震動（以下「基準地震動」

という。）による地震力に対してその

安全機能が損なわれるおそれがないよ

うに設計する。DB②-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
塑性域に達するひずみが生じる場合で

あっても，その量が小さなレベルに留ま

って破断延性限界に十分な余裕を有し，

その施設の機能に影響を及ぼすことがな

い限度に応力，荷重を制限する値を許容

限界とする。なお，地震時又は地震後の

機器・配管系の動的機能要求について

は，実証試験等により確認されている機

能維持加速度等を許容限界とする。 

DB⑤-42 

 

 

また，Ｓクラスの安全機能を有

する施設は，弾性設計用地震動に

よる地震力又は静的地震力のいず

れか大きい方の地震力に対してお

おむね弾性状態に留まる範囲で耐

えるように設計する。 

DB①-3 

2.1.1(1) c. 建物・構築物とは，建物，構

築物及び土木構造物（屋外重要土木構造

物及びその他の土木構造物）の総称とす

る。 

また，屋外重要土木構造物とは，耐震

安全上重要な機器・配管系の間接支持機

能，若しくは非常用における海水の通水

機能を求められる土木構造物をいう。 

 

2.1.1(1) d. Ｓクラスの施設（f.に記載の

ものを除く。）は，基準地震動Ｓｓによ

る地震力に対してその安全機能が保持で

きる設計とする。 
 

建物・構築物については，構造物全体

としての変形能力（終局耐力時の変形）

に対して十分な余裕を有し，建物・構築

物の終局耐力に対し妥当な安全余裕を有

する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

機器・配管系については，その施設に

要求される機能を保持する設計とし，塑

性ひずみが生じる場合であっても，その

量が小さなレベルに留まって破断延性限

界に十分な余裕を有し，その施設に要求

される機能に影響を及ぼさない，また，

動的機器等については，基準地震動Ｓｓ

による応答に対してその設備に要求され

る機能を保持する設計とする。なお，動

的機能が要求される機器については，当

該機器の構造，動作原理等を考慮した評

価を行い，既往の研究等で機能維持の確

認がなされた機能確認済加速度等を超え

ていないことを確認する。 

 

 

 

 

また，設置（変更）許可を受けた弾性

設計用地震動Ｓｄ（以下「弾性設計用地

震動Ｓｄ」という。）による地震力又は

静的地震力のいずれか大きい方の地震力

に対して，おおむね弾性状態に留まる範

囲で耐えられる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑮（P50）から 

【「等」の解説】 

「せん断ひずみ・応力等」の指す内容は，

せん断ひずみ，せん断力などであり，「Ⅳ-

2-1-1 再処理設備本体等に係る耐震性に関

する計算書（建物・構築物）」で示すため

当該箇所では許可の記載を用いた。 

【「等」の解説】 

「せん断ひずみ等」の指す内容

は，耐震壁のせん断ひずみ，層

間変形角などであり，「Ⅳ-2-

1-1 再処理設備本体等に係る耐

震性に関する計算書（建物・構

築物）」で示すため当該箇所で

は許可の記載を用いた。 

【「等」の解説】 

「動的機器等」とは，地震時又

は地震後に要求される機能を満

足するために必要な可動部を有

する機器の総称として示した記

載であることから当該箇所では

等を用いた。 

【「等」の解説】 

「動作原理等」とは，設備の振

動性状，型式，構成部品の総称

として示した記載であるため当

該箇所では等を用いた。 

【「等」の解説】 

「既往の研究等で機能維持の確認がなさ

れた機能確認済加速度等」とは，機能確

認済加速度，設備ごとに設定する許容荷

重などであり，「Ⅳ-1-1-8 機能維持の基

本方針」又は「Ⅳ-2-1-2 再処理設備本体

等に係る耐震性に関する計算書（機器・

配管系）」に示すため当該箇所では等を

用いた。 

④（P19）から 

⑲（P53）から 

⑳（P53）から 

【許可からの変更点】 

事業変更許可申請書に合わせて

記載するとともに，発電炉の記

載も踏まえて，前後のつながり

を考慮した構成として展開し

た。 

 

【許可からの変更点】 

事業変更許可申請書に合わせて

記載するとともに，発電炉の記

載も踏まえて設工認段階の記載

として詳細化。 

【許可からの変更点】 

事業変更許可申請書に合わせて記載する

とともに，安全機能を有する施設の旨は

章項目名として纏めて展開した。 

【許可からの変更点】 

設工認段階として，事業変更許可を受け

た弾性設計用地震動を「弾性設計用地震

動Ｓｄ」とする旨，発電炉と同様に定義

を記載した。（以下同様であり，変更点

説明は省略する） 

また，安全機能を有する施設の旨は章項

目名として纏めて展開した。 

①（P1）へ 

①（P1）から 
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建物・構築物については，弾性設計

用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地

震力のいずれか大きい方の地震力によ

り発生する応力に対して，建築基準法

等の安全上適切と認められる規格及び

基準による許容応力度を許容限界とす

る。 

 DB⑤-34 

 

 

機器・配管系については，弾性設計

用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地

震力のいずれか大きい方の地震力によ

る応答が全体的におおむね弾性状態に

留まる設計とする。DB⑤-41 

 

 

   

(d) Ｓクラスの施設について，静的地震

力は，水平地震力と鉛直地震力が同時

に不利な方向の組合せで作用するもの

とする。DB④-19 

 

 

また，基準地震動Ｓｓ及び弾性設計

用地震動Ｓｄによる地震力は，【DB④

-3】水平 2方向及び鉛直方向について

適切に組み合わせて算定するものとす

る。DB④-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｓクラス，Ｂクラス及びＣクラスの施

設を有する建物・構築物について，基準

地震動以外の地震動による地震力又は静

的地震力との組合せにおいては，地震力

に対しておおむね弾性状態に留まるよう

に，発生する応力に対して，建築基準法

等の安全上適切と認められる規格及び基

準による許容応力度を許容限界とする。

DB⑤-34 

 

 

Ｓクラス，Ｂクラス及びＣクラスの機

器・配管系について，基準地震動以外の

地震動による地震力又は静的地震力との

組合せによる影響評価においては，応答

が全体的におおむね弾性状態に留まるこ

とを許容限界とする。 

DB⑤-41 

 

 

Ｓクラスの施設については，水平地震力

と鉛直地震力が同時に不利な方向の組合

せで作用するものとする。DB④-19 

 

 

 
基準地震動及び弾性設計用地震動か

ら定まる入力地震動を用いて， 

DB④-3 

 
水平２方向及び鉛直方向について適切

に組み合わせて算定する。DB④-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建物・構築物については，発生する応

力に対して，建築基準法等の安全上適切

と認められる規格及び基準による許容応

力度を許容限界とする。 

 

 

 

 

 

 

機器・配管系については，応答が全体

的におおむね弾性状態に留まる設計とす

る。 

 

 

 

 

 

2.1.1(1) e. Ｓクラスの施設（f.に記載の

ものを除く。）について，静的地震力は，

水平地震力と鉛直地震力が同時に不利な方

向の組合せで作用するものとする。 

 

 

また，基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地

震動Ｓｄによる地震力は，水平 2 方向及

び鉛直方向について適切に組み合わせて

算定するものとする。 

 

 

 

 

 

 

2.1.1(1) f. 屋外重要土木構造物，津波防

護施設，浸水防止設備及び津波監視設備

並びに浸水防止設備又は津波監視設備が

設置された建物・構築物は，基準地震動

Ｓｓによる地震力に対して，構造物全体

として変形能力（終局耐力時の変形）に

ついて十分な余裕を有するとともに，そ

れぞれの施設及び設備に要求される機能

が保持できる設計とする。 

常設耐震重要重大事故防止設備又は常

設重大事故緩和設備が設置される重大事

故等対処施設の土木構造物は，基準地震

動Ｓｓによる地震力に対して，重大事故

等に対処するために必要な機能が損なわ

れるおそれがない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設では，重大事故等対象施設

に分類される土木構造物はないため記

載しない。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

屋外重要土木構造物については，再処

理施設では，建物・構築物に含まれ，

各クラスに適用される地震力に対して

要求される機能が損なわれるおそれが

ない設計としていることから記載しな

い。 

津波防護施設等については，事業変更

許可申請書との整合による発電炉との

記載の相違であり，再処理施設では，

津波の影響がないことから，設計上考

慮する必要がないため記載しない。 

【許可からの変更点】 

事業変更許可申請書に合わ

せて記載するとともに，発

電炉の記載も踏まえて，前

後のつながりを考慮した記

載を追加した。 

⑯（P50）から 

㉑（P53）から 

⑬（P23）から 

【「等」の解説】 

「建築基準法等」とは，許容

応力度の出典となる規格及び

基準の総称として示した記載

であることから許可の記載を

用いた。 

【許可からの変更点】 

事業変更許可申請書に合わせ

て記載するとともに，発電炉

の記載も踏まえて，前後のつ

ながりを考慮した構成として

展開した。 

【許可からの変更点】 

事業変更許可申請書に合わ

せて記載するとともに，事

業変更許可申請書(本文)で

は(ロ)静的地震力の項であ

るため，その旨を明確化し

た。 

⑦（P21）から 

⑥（P21）から 

8



別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第六条、第三十三条（地震による損傷の防止）（4 / 116） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(e) Ｂクラス及びＣクラスの施設は，静

的地震力に対しておおむね弾性状態に

留まる範囲で耐えられる設計とする。

また，Ｂクラスの施設のうち，共振の

おそれのある施設については，その影

響についての検討を行う。検討に用い

る地震動は，弾性設計用地震動Ｓｄに

2分の1を乗じたものとする。【DB①-

4】当該地震動による地震力は，水平2

方向及び鉛直方向について適切に組み

合わせて算定するものとする。DB④-7 

 

 

 

 

(f)      耐震重要施設は，耐震重要度の下位

のクラスに属する施設の波及的影響に

よって，その安全機能を損なわない設

計とする。DB⑥-1 

 

 

 

 

 
(g) 耐震重要施設については，周辺地盤

の変状により，その安全機能が損なわ

れるおそれがない設計とする。DB② 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
加えてＳクラスと同様に，水平２方向

及び鉛直方向について適切に組み合わ

せ，地震力を算定する。DB④-7 

 

 

 

 

耐震重要施設は，以下のとおり，耐震重

要度分類の下位のクラスに属する施設の波

及的影響によって，その安全機能を損なわ

ないように設計する。 

 DB⑥-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(４) Ｂクラス及びＣクラスの安全機能

を有する施設は，静的地震力に対し

ておおむね弾性状態に留まる範囲で

耐えるように設計する。また，Ｂク

ラスの安全機能を有する施設のう

ち，共振のおそれのある施設につい

ては，その影響についての検討を行

う。その場合，検討に用いる地震動

は，弾性設計用地震動に２分の１を

乗じたものとする。DB①-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

2.1.1(1) g. Ｂクラスの施設は，静的地震

力に対しておおむね弾性状態に留まる範

囲で耐えられる設計とする。 

また，共振のおそれのある施設につい

ては，その影響についての検討を行う。

その場合，検討に用いる地震動は，弾性

設計用地震動Ｓｄに 2 分の 1 を乗じたも

のとする。当該地震動による地震力は，

水平 2 方向及び鉛直方向について適切に

組み合わせて算定するものとする。 

Ｃクラスの施設は，静的地震力に対し

ておおむね弾性状態に留まる範囲で耐え

られる設計とする。 

 

 

2.1.1(1) h. 耐震重要施設及び常設耐震

重要重大事故防止設備又は常設重大事故

緩和設備が設置される重大事故等対処施

設が，それ以外の発電所内にある施設

（資機材等含む。）の波及的影響によっ

て，その安全機能及び重大事故等に対処

するために必要な機能を損なわない設計

とする。 

 

2.1.1(1) k. 耐震重要施設については，地

盤変状が生じた場合においても，その安

全機能が損なわれないよう，適切な対策

を講ずる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②（P8）へ 

【許可からの変更点】 

事業変更許可申請書（本文）

では，(1)敷地の面積及び形状

にて「周辺地盤の変状によ

り，その安全機能が損なわれ

るおそれがない地盤に設置」

と記載しており，発電炉の記

載も踏まえ，耐震設計の方針

として記載。 

㉚（P58）から 

【許可からの変更点】 

「重要度分類」「重要度分類のクラ

ス」「重要度の区分」等は図書内で

「重要度」に統一した。（以下同様で

あり，変更点説明は省略する） 

【許可からの変更点】 

事業変更許可申請書に合わせて記載する

とともに，安全機能を有する施設の旨は

章項目名としてまとめて展開した。 

⑩（P21）から 

【許可からの変更点】 

水平 2方向及び鉛直方向の組

合せについて，事業変更許可

申請書の記載に合わせるとと

もに，発電炉の記載も踏まえ

て前段の文章へのつながりを

考慮した記載を追加した。 
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（地震による損傷の防止） 

第三十三条 

 重大事故等対処施設は，次

の各号に掲げる施設の区分に

応じ，それぞれ当該各号に定

めるところにより設置された

ものでなければならない。 

 

一 常設耐震重要重大事故等

対処設備が設置される重大事

故等対処施設 基準地震動に

よる地震力に対して重大事故

に至るおそれがある事故 (運

転時の異常な過渡変化及び設

計基準事故を除く。) 又は重

大事故 (以下「重大事故等」

と総称する。) に対処するた

めに必要な機能が損なわれる

おそれがないものであるこ

と。SA①,②,③,④,⑤ 

 

二 常設耐震重要重大事故等

対処設備以外の常設重大事故

等対処設備が設置される重大

事故等対処施設 事業指定基

準規則第七条第二項の規定に

より算定する地震力に十分に

耐えるものであること。 

SA①,②,③,④,⑤ 

 

 
b.重大事故等対処施設 

(a)  重大事故等対処施設について，安

全機能を有する施設の耐震設計におけ

る動的地震力又は静的地震力に対する

設計方針を踏襲し，【SA③-1】重大事

故等対処施設の構造上の特徴，重大事

故等時における運転状態及び重大事故

等の状態で施設に作用する荷重等を考

慮し，【SA②-1】適用する地震力に対

して重大事故等に対処するために必要

な機能が損なわれるおそれがない設計

とする。SA①-1 

 

 

 

重大事故等対処施設について，施設

の各設備が有する重大事故等に対処す

るために必要な機能及び設置状態を踏

まえて，常設耐震重要重大事故等対処

設備，常設耐震重要重大事故等対処設

備以外の常設重大事故等対処設備に分

類し，それぞれの設備分類に応じて設

計する。SA②-2,4,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【31条】 

(ⅱ) 重大事故等対処施設の耐震設計 

 

重大事故等対処施設について，安

全機能を有する施設の耐震設計にお

ける動的地震力又は静的地震力に対

する設計方針を踏襲し，【SA③-1】

重大事故等対処施設の構造上の特

徴，重大事故等時における運転状態

及び重大事故等の状態で施設に作用

する荷重等を考慮し，【SA②-1】適

用する地震力に対して重大事故等に

対処するために必要な機能が損なわ

れるおそれがないことを目的とし

て，以下の項目に従って耐震設計を

行う。SA①-1 

 
  (ａ) 重大事故等対処施設について，施

設の各設備が有する重大事故等に対処

するために必要な機能及び設置状態を

踏まえて，以下の設備分類に応じて設

計する。SA②-2 

 (イ) 常設耐震重要重大事故等対処設備 

   常設重大事故等対処設備であって，

耐震重要施設に属する設計基準事故に

対処するための設備が有する機能を代

替するもの。SA②-4 

  (ロ) 常設耐震重要重大事故等対処設備以

外の常設重大事故等対処設備 

   常設重大事故等対処設備であって，

上記(イ)以外のもの。SA②-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【31条】 

1.6.2.1 重大事故等対処施設の耐震設計

の基本方針 

重大事故等対処施設については，安全

機能を有する施設の耐震設計における動

的地震力又は静的地震力に対する設計方

針を踏襲し，重大事故等対処施設の構造

上の特徴，重大事故等時における運転状

態及び重大事故等の状態で施設に作用す

る荷重等を考慮し，適用する地震力に対

して重大事故等に対処するために必要な

機能が損なわれるおそれがないことを目

的として，以下のとおり耐震設計を行

う。SA◇5  

 

 

(１) 重大事故等対処施設について，施設

の各設備が有する重大事故等に対処す

るために必要な機能及び設置状態を踏

まえて，以下の設備分類に応じて設計

する。SA◇5  

 

 

ａ．常設耐震重要重大事故等対処設備 

常設重大事故等対処設備であって，

耐震重要施設に属する設計基準事故に

対処するための設備が有する機能を代

替するもの。 SA◇5  

 

ｂ．常設耐震重要重大事故等対処設備以

外の常設重大事故等対処設備 

常設重大事故等対処設備であって，

上記ａ．以外のもの。 SA◇5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1(1)a.（中略） 

 重大事故等対処施設のうち，常設耐震

重要重大事故防止設備又は常設重大事故

緩和設備が設置される重大事故等対処施

設（特定重大事故等対処施設を除く。）

は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対し

て，重大事故等に対処するために必要な

機能が損なわれるおそれがない設計とす

る。 

 

 

 

 

 

2.1.1(1)b. （中略） 

重大事故等対処施設については，施設

の各設備が有する重大事故等に対処する

ために必要な機能及び設置状態を踏まえ

て，常設耐震重要重大事故防止設備が設

置される重大事故等対処施設，常設耐震

重要重大事故防止設備以外の常設重大事

故防止設備が設置される重大事故等対処

施設（特定重大事故等対処施設を除

く。），常設重大事故緩和設備が設置さ

れる重大事故等対処施設（特定重大事故

等対処施設を除く。）及び可搬型重大事

故等対処設備に分類する。 

 

 

 

重大事故等対処施設のうち，常設耐震

重要重大事故防止設備以外の常設重大事

故防止設備が設置される重大事故等対処

施設（特定重大事故等対処施設を除

く。）は，代替する機能を有する設計基

準事故対処設備が属する耐震重要度分類

のクラスに適用される地震力に十分に耐

えることができる設計とする。 

 

 

 

常設耐震重要重大事故防止設備以外の

常設重大事故防止設備が設置される重大

事故等対処施設と常設重大事故緩和設備

が設置される重大事故等対処施設の両方

に属する重大事故等対処施設について

は，基準地震動Ｓｓによる地震力を適用

するものとする。 

なお，特定重大事故等対処施設に該当

する施設は本申請の対象外である。 

 

 

SA③-1 

(P22,26,27,28,29,30,

31，32へ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

技術基準の相違による

発電炉との記載の相違

であり，再処理施設で

は，技術基準規則にお

いて常設耐震重要重大

事故防止設備，常設重

大事故緩和設備，特定

重大事故等対処施設の

分類がないため記載し

ない。 

このため，常設耐震重

要重大事故防止設備が

設置される重大事故等

対処施設と再処理施設

の常設耐震重要重大事

故等対処設備が設置さ

れる重大事故等対処施

設とを比較する。（以

下同じ） 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

技術基準の相違によ

る発電炉との記載の

相違であり，再処理

施設では，技術基準

規則において常設耐

震重大事故防止設

備，常設重大事故緩

和設備，各々が設置

される重大事故等対

処施設の両方に属す

る重大事故等対処施

設の分類がなく該当

しないため記載しな

い。 

③（P18）から 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

事業変更許可申請書との整合に

よる発電炉との記載の相違であ

り，重大事故時に作用する荷重

等を考慮することについて事業

変更許可申請書に合わせた記載

とした。 

【許可からの変更点】 

事業変更許可申請書の記載に合

わせるとともに，基本設計方針

にて各項に記載を展開した。 

また，SA③-1は安全機能を有

する施設の設計方針を踏襲する

項目に付番した。（以下同じ） 

【「等」の解説】 

「荷重等」の指す内容は，重大

事故等対処施設の設計における

考慮事項の総称として示した記

載であることから，許可の記載

を用いた。 

③（P6）へ 

④（P7）へ 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設においては

可搬型重大事故等対処

設備については 36条

（重大事故等対処設

備）にて記載。 
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(b) 常設耐震重要重大事故等対処設備が

設置される重大事故等対処施設は，基

準地震動Ｓｓによる地震力に対して，

重大事故等に対処するために必要な機

能が損なわれるおそれがない設計とす

る。SA①-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建物・構築物については，基準地震

動Ｓｓによる地震力に対して，建物・

構築物全体としての変形能力（耐震壁

のせん断ひずみ等）が終局耐力時の変

形に対して十分な余裕を有し，部材・

部位ごとのせん断ひずみ・応力等が終

局耐力時のせん断ひずみ・応力等に対

して，妥当な安全余裕を有する設計と

する。SA④-40 

 

機器・配管系については，基準地震

動Ｓｓによる地震力に対して，その施

設に要求される機能を保持する設計と

し，塑性域に達するひずみが生じる場

合であっても，その量が小さなレベル

に留まって破断延性限界に十分な余裕

を有し，その施設に要求される機能に

影響を及ぼさない設計とする。【SA④

-41】また，動的機器等については，

基準地震動Ｓｓによる応答に対して，

その設備に要求される機能を保持する

設計とする。なお，動的機能が要求さ

れる機器については，当該機器の構

造，動作原理等を考慮した評価を行

い，既往の研究等で機能維持の確認が

なされた機能確認済加速度等を超えて

いないことを確認する。SA④-48 

 
(c)  常設耐震重要重大事故等対処設備が

設置される重大事故等対処施設に適用

する基準地震動Ｓｓによる地震力は，

水平 2方向及び鉛直方向について適切

に組み合わせて算定するものとする。

SA③-7 

 

【31条】 

 

 
 (ｃ)  常設耐震重要重大事故等対処設備が

設置される重大事故等対処施設は，基

準地震動による地震力に対して，重大

事故等に対処するために必要な機能が

損なわれるおそれがないように設計す

る。SA①-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
建物・構築物については，構造物全

体としての変形能力（耐震壁のせん断

ひずみ等）が終局耐力時の変形に対し

て十分な余裕を有し，部材・部位ごと

のせん断ひずみ・応力等が終局耐力時

のせん断ひずみ・応力等に対し妥当な

安全余裕を有するように設計する。 

SA④-40 

 

 

 
機器・配管系については，その施設

に要求される機能を保持するように設

計し，塑性域に達するひずみが生じる

場合であっても，その量が小さなレベ

ルに留まって破断延性限界に十分な余

裕を有し，その施設に要求される機能

に影響を及ぼさないように設計する。 

SA④-41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (ｅ)  重大事故等対処施設に適用する動的

地震力は，水平２方向及び鉛直方向に

ついて適切に組み合わせて算定するも

のとする。SA③-7 
 

 

 

 

 

【31条】 

 (２) 常設耐震重要重大事故等対処設備が

設置される重大事故等対処施設は，基

準地震動による地震力に対して重大事

故等に対処するために必要な機能が損

なわれるおそれがないように設計す

る。SA◇5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ｃ．動的機器は，「1.6.1.5.4 許容限

界」の「(２) 機器・配管系」に示す

「ｃ．動的機器」を適用する。 

SA④-48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.1.1(1)a.（中略） 

 重大事故等対処施設のうち，常設耐震重要重

大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設

置される重大事故等対処施設（特定重大事故等

対処施設を除く。）は，基準地震動Ｓｓによる

地震力に対して，重大事故等に対処するために

必要な機能が損なわれるおそれがない設計とす

る。 

2.1.1(1)d. （中略） 

常設耐震重要重大事故防止設備又は常

設重大事故緩和設備が設置される重大事

故等対処施設（特定重大事故等対処施設

を除く。）は，基準地震動Ｓｓによる地

震力に対して，重大事故等に対処するた

めに必要な機能が損なわれるおそれがな

い設計とする。 

 

建物・構築物については，構造物全体

としての変形能力（終局耐力時の変形）

について十分な余裕を有し，建物・構築

物の終局耐力に対し妥当な安全余裕を有

する設計とする。 

 

 

 

 

 

 機器・配管系については，その施設に

要求される機能を保持する設計とし，塑

性ひずみが生じる場合であっても，その

量が小さなレベルに留まって破断延性限

界に十分な余裕を有し，その施設に要求

される機能に影響を及ぼさない，また，

動的機器等については，基準地震動Ｓｓ

による応答に対して，その設備に要求さ

れる機能を保持する設計とする。なお，

動的機能が要求される機器については，

当該機器の構造，動作原理等を考慮した

評価を行い，既往の研究等で機能維持の

確認がなされた機能確認済加速度等を超

えていないことを確認する。 

 

 

 

2.1.1(1)e. （中略） 

常設耐震重要重大事故防止設備又は常

設重大事故緩和設備が設置される重大事

故等対処施設については，基準地震動Ｓ

ｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄによる地震

力は水平 2 方向及び鉛直方向について適

切に組み合わせて算定するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「等」の解説】 

「動的機器等」とは，地震時又

は地震後に要求される機能を満

足するために必要な可動部を有

する機器の総称として示した記

載であることから当該箇所では

等を用いた。 

【「等」の解説】 

「動作原理等」とは，設備の振

動性状，型式，構成部品の総称

として示した記載であるため当

該箇所では等を用いた。 

【「等」の解説】 

「既往の研究等で機能維持の確

認がなされた機能確認済加速度

等」とは，機能確認済加速度，

設備ごとに設定する許容荷重な

どであり，「Ⅳ-1-1-8 機能維

持の基本方針」又は「Ⅳ-2-1-2 

再処理設備本体等に係る耐震性

に関する計算書（機器・配管

系）」に示すため当該箇所では

等を用いた。 

㉒（P54）から 

【「等」の解説】 

「せん断ひずみ等」の指す内容

は，耐震壁のせん断ひずみ，層

間変形角などであり，「Ⅳ-2-

1-1 再処理設備本体等に係る耐

震性に関する計算書（建物・構

築物）」で示すため当該箇所で

は許可の記載を用いた。 

【「等」の解説】 

「せん断ひずみ・応力等」の指

す内容は，せん断ひずみ，せん

断力などであり，「Ⅳ-2-1-1 

再処理設備本体等に係る耐震性

に関する計算書（建物・構築

物）」で示すため当該箇所では

許可の記載を用いた。 

㉓（P54）から 

㉔（P55）から 

㉘（P56）から 

【許可からの変更点】 

事業変更許可申請書に合わせて

記載するとともに，発電炉の記

載も踏まえて，前後のつながり

を考慮した記載を追加した。 

㉙（P56）から 

【許可からの変更点】 

事業変更許可申請書に合わせて記載す

るとともに，発電炉の記載も踏まえて

設工認段階の記載として詳細化。 

【許可からの変更点】 

事業変更許可申請書に合わせて記載す

るとともに，安全機能を有する施設と

章を統合するにあたり，記載表現を統

一した。 

③（P5）から 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

技術基準の相違による

発電炉との記載の相違

であり，再処理施設で

は，該当する施設がな

いため記載しない。 
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(d)  常設耐震重要重大事故等対処設備

以外の常設重大事故等対処設備が設

置される重大事故等対処施設は，代

替する機能を有する安全機能を有す

る施設が属する耐震重要度に適用さ

れる地震力に十分耐えることができ

る設計とする。SA①-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

また，代替する安全機能を有する

施設がない常設重大事故等対処設備

は，安全機能を有する施設の耐震設

計における耐震重要度の分類の方針

に基づき，重大事故等対処時の使用

条件を踏まえて，当該設備の機能喪

失により放射線による公衆への影響

の程度に応じて分類し，【SA②-8】

その地震力に対し十分に耐えること

ができる設計とする。SA①-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【31条】 

 

 
 (ⅾ)  常設耐震重要重大事故等対処設備

以外の常設重大事故等対処設備が設置

される重大事故等対処施設は，代替す

る機能を有する安全機能を有する施設

が属する耐震重要度分類のクラスに適

用される地震力に十分に耐えることが

できるように設計する。SA①-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
また，代替する安全機能を有する

施設がない常設重大事故等対処設備

は，安全機能を有する施設の耐震設

計における耐震重要度の分類方針に

基づき，重大事故等対処時の使用条

件を踏まえて，当該設備の機能喪失

により放射線による公衆への影響の

程度に応じて分類し，【SA②-8】そ

の地震力に対し十分に耐えることが

できるように設計する。SA①-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【31条】 

 (３) 常設耐震重要重大事故等対処設備以

外の常設重大事故等対処設備が設置さ

れる重大事故等対処施設は，代替する

機能を有する安全機能を有する施設が

属する耐震重要度分類のクラスに適用

される地震力に対し十分に耐えること

ができるように設計する。SA◇5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，代替する安全機能を有する施

設がない常設重大事故等対処設備は，

安全機能を有する施設の耐震設計にお

ける耐震重要度の分類方針に基づき，

重大事故等対処時の使用条件を踏まえ

て，当該設備の機能喪失により放射線

による公衆への影響の程度に応じて分

類し，その地震力に対し十分に耐える

ことができるように設計する。SA◇5  

 

 (４) 重大事故等対処施設に適用する動的

地震力は，水平２方向及び鉛直方向に

ついて適切に組み合わせて算定するも

のとする。SA◇5  

 

 (５) 常設耐震重要重大事故等対処設備が

設置される重大事故等対処施設につい

ては，基準地震動による地震力が作用

した場合においても，接地圧に対する

十分な支持力を有する地盤に設置す

る。SA◇3  

また，常設耐震重要重大事故等対処

設備以外の常設重大事故等対処設備が

設置される重大事故等対処施設につい

ては，代替する機能を有する安全機能

を有する施設が属する耐震重要度のク

ラスに適用される地震力が作用した場

合においても，接地圧に対する十分な

支持力を有する地盤に設置する。SA◇3  

 

 

 

 

 

 
2.1.1(1)b. （中略） 

重大事故等対処施設のうち，常設耐震重要重

大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が

設置される重大事故等対処施設（特定重大事故

等対処施設を除く。）は，代替する機能を有す

る設計基準事故対処設備が属する耐震重要度分

類のクラスに適用される地震力に十分に耐える

ことができる設計とする。 

 

2.1.1(1)g. （中略） 

常設耐震重要重大事故防止設備以外の

常設重大事故防止設備が設置される重大

事故等対処施設は，上記に示す，代替す

る機能を有する設計基準事故対処設備が

属する耐震重要度分類のクラスに適用さ

れる地震力に対して，おおむね弾性状態 

に留まる範囲で耐えられる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設特有の設計による発

電炉との記載の相違であり，事

業変更許可申請に記載の設計上

の考慮として，代替する安全機

能を有する施設がない常設重大

事故等対処設備について記載す

る。 

㉕（P55）から 

㉗（P55）から 

④（P5）から 

12



別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第六条、第三十三条（地震による損傷の防止）（8 / 116） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(e)  常設耐震重要重大事故等対処設備

が設置される重大事故等対処施設

は，Ｂクラス及びＣクラスの施設，

常設耐震重要重大事故等対処設備以

外の常設重大事故等対処設備が設置

される重大事故等対処施設，可搬型

重大事故等対処設備の波及的影響に

よって，その重大事故等に対処する

ために必要な機能を損なわない設計

とする。SA⑤-1 

 

 

 

 
 

(f)  緊急時対策所の耐震設計の基本方

針については，「(6) 緊急時対策

所」に示す。SA①-8 

 

 
(g)  常設耐震重要重大事故等対処設備

が設置される重大事故等対処施設に

ついては，周辺地盤の変状により，

重大事故等に対処するために必要な

機能が損なわれるおそれがない設計

とする。SA① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【31条】 

 

 
 (ｇ) 常設耐震重要重大事故等対処設備が

設置される重大事故等対処施設

は，Ｂクラス及びＣクラスの施

設，常設耐震重要重大事故等対処

設備以外の常設重大事故等対処設

備が設置される重大事故等対処施

設，可搬型重大事故等対処設備の

波及的影響によって，その重大事

故等に対処するために必要な機能

を損なわれるおそれがないように

設計する。SA⑤-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【31条】 

 (６) 常設耐震重要重大事故等対処設備が

設置される重大事故等対処施設の周辺

斜面は，基準地震動による地震力に対

して，重大事故等の対処に必要な機能

へ影響を及ぼすような崩壊を起こすお

それがないものとする。SA◇5  

 

 
 
 (７) 常設耐震重要重大事故等対処設備が

設置される重大事故等対処施設は，Ｂ

クラス及びＣクラスの施設，常設耐震

重要重大事故等対処設備以外の常設重

大事故等対処設備が設置される重大事

故等対処施設，可搬型重大事故等対処

設備の波及的影響によって，重大事故

等に対処するために必要な機能が損な

われるおそれがないように設計する。 

SA◇5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1(1) h. 耐震重要施設及び常設耐震重要重

大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設

置される重大事故等対処施設が，それ以外の発

電所内にある施設（資機材等含む。）の波及的

影響によって，その安全機能及び重大事故等に

対処するために必要な機能を損なわない設計と

する。 

 

 

 

 

2.1.1(1) i. 可搬型重大事故等対処設備に

ついては，地震による周辺斜面の崩壊等

の影響を受けないように「5.1.5 環境条

件等」に基づく設計とする。 

 

2.1.1(1) j. 緊急時対策所建屋の耐震設計

の基本方針については，「(6) 緊急時対

策所建屋」に示す。 

 

2.1.1(1) k. 

常設耐震重要重大事故防止設備又は常

設重大事故緩和設備が設置される重大事

故等対処施設については，地盤変状が生

じた場合においても，重大事故等に対処

するために必要な機能が損なわれるおそ

れがないよう，適切な対策を講ずる設計

とする。 

 

また，耐震重要施設及び常設耐震重要

重大事故防止設備又は常設重大事故緩和

設備が設置される重大事故等対処施設

は，その周辺地盤を強制的に液状化させ

ることを仮定した場合においても，支持

機能及び構造健全性が確保される設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA①-8（P62から） 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設では周辺地盤の液状化のおそれ

がある施設については，液状化の影響を考

慮するものとし，液状化特性は敷地地盤の

試験結果に基づき，ばらつき及び不確実性

を考慮した上で設定する。そのため，周辺

地盤を強制的に液状化させることを仮定し

た設計は行わない。 

【許可からの変更点】 

事業変更許可申請書のとおり

後段で記載することについ

て，発電炉の記載も踏まえ，

冒頭宣言として記載した。 

【許可からの変更点】 

事業変更許可申請書（本文）

では，(1)敷地の面積及び形状

にて「周辺地盤の変状によ

り，…重大事故等…に対処す

るために必要な機能が損なわ

れるおそれがない地盤に設

置」と記載しており，発電炉

の記載も踏まえ，耐震設計の

方針として記載。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設においては

可搬型重大事故等対処

設備については「36

条（重大事故等対処設

備）」にて記載。 

②（P4）から 

㉛（P63）から 
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(2) 耐震設計上の重要度分類及び重大事故

等対処施設の設備分類 

a. 安全機能を有する施設の耐震設計上

の重要度分類 

 

安全機能を有する施設の耐震重要度

を以下のとおり分類する。 

DB③-2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.1.2 耐震設計上の重要度分類 

 

 

安全機能を有する施設の耐震設計上

の重要度を，事業指定基準規則に基づ

き，Ｓクラス，Ｂクラス及びＣクラス

に分類する方針とする。DB③-2 

具体的には，平成４年 12月 24 日付

け４安（核規）第 844 号をもって事業

の指定を受け，その後，平成９年７月

29 日付け９安（核規）第 468 号，平成

14 年４月 18 日付け平成 14･04･03原第

13 号，平成 17年９月 29日付け平成

17･09･13 原第５号及び平成 23 年２月

14 日付け平成 22･02･19原第 11 号で変

更の許可を受けた再処理事業指定申請

書の本文及び添付書類（以下「旧申請

書」という。）における再処理施設安

全審査指針（昭和 61年２月 20 日原子

力安全委員会決定。）に基づく耐震重

要度の分類であるＡクラス及びＡｓク

ラスをＳクラス，Ｂクラス及びＣクラ

スをそれぞれＢクラス及びＣクラスに

置き換えるが，以下の施設について

は，事業指定基準規則の要求事項に照

らし，当該設備に求められる安全機能

の重要度に応じたクラスに分類するも

のとして，耐震重要度分類を見直す。 

DB◇3  

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

の定量ポット，中間ポット又は脱硝装

置を収納するグローブボックスは，収

納した設備の点検，保守及び修理作業

を行う際に核燃料物質を閉じ込める設

備である。点検，保守及び修理作業の

際，グローブボックス内には少量の核

燃料物質が存在するが，当該グローブ

ボックスの閉じ込め機能が喪失したと

しても環境への影響がＳクラス施設と

比べ小さいことから，旧申請書でＡク

ラスとしていたものをＢクラスとす

る。また，当該グローブボックスに付

随する排気系統等も同様にＢクラスに

見直す。DB◇3  

なお，Ｓクラスの施設を内包するグ

ローブボックスについては，当該Ｓク

ラス施設への波及的影響を及ぼさない

設計とする。DB◇3  

 

 

 

 

 

(2) 耐震重要度分類及び重大事故等対処

施設の設備分類 

2.1.1(2)a. 耐震重要度分類 

設計基準対象施設の耐震重要度を以下

のとおり分類する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

事業変更許可申請書特有の記載

（事業指定基準規則）を削除し，

設工認段階としてより明確な表現

とした。 

②（P1）へ 

14



別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第六条、第三十三条（地震による損傷の防止）（10 / 116） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前処理建屋，分離建屋，精製建屋，

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋及

び高レベル廃液ガラス固化建屋の換気

設備排気系は，汚染のおそれのある区

域からの排気を閉じ込める機能を有す

る設備であることから，換気設備の排

気経路において，建屋排気フィルタユ

ニットより下流の設備の信頼性を向上

させるため，旧申請書ではＣクラスと

していたものをＳクラスとする。DB◇3  

分離設備の臨界に係る計測制御系及

び遮断弁並びにプルトニウム精製設備

の注水槽及び注水槽の液位低警報に関

しては，安全上重要な施設の区分見直

しのとおり，当該設備は地震時におい

ても機能を期待するものではないこと

から，Ａクラス又はＡｓクラスとして

いたものをＣクラスとする。DB◇3  

安全保護回路及び遮蔽設備等，旧申

請書において主要設備としての具体的

な記載がなく，その後の設計及び工事

の方法の認可申請書において耐震重要

度分類を示した設備について記載を明

確にする。DB◇3  
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(a)  Ｓクラスの施設 

自ら放射性物質を内蔵している施

設，当該施設に直接関係しておりそ

の機能喪失により放射性物質を外部

に拡散する可能性のある施設，放射

性物質を外部に放出する可能性のあ

る事態を防止するために必要な施設

及び事故発生の際に，外部に放出さ

れる放射性物質による影響を低減さ

せるために必要な施設であって，環

境への影響が大きいもの。DB③-3 

 

 

 

 

 

 

   イ. その破損又は機能喪失により臨  

界事故を起こすおそれのある施

設DB③-6 

   ロ. 使用済燃料を貯蔵するための施

設DB③-7 

   ハ. 高レベル放射性液体廃棄物を内

蔵する系統及び機器並びにその

冷却系統DB③-8 

   二. プルトニウムを含む溶液を内蔵

する系統及び機器DB③-9 

   ホ. 上記ハ.及び二.の系統及び機器

から放射性物質が漏えいした場

合に，その影響の拡大を防止す

るための施設DB③-10 

   へ. 上記ハ.，二.及びホ.に関連する

施設で放射性物質の外部への放

出を抑制するための施設DB③-11 

   ト. 上記イ.からへ.の施設の機能を

確保するために必要な施設DB③-

12 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｓクラスの施設：自ら放射性物質を

内蔵している施設，当該施設に直接関

係しておりその機能喪失により放射性

物質を外部に拡散する可能性のある施

設，放射性物質を外部に放出する可能

性のある事態を防止するために必要な

施設及び事故発生の際に，外部に放出

される放射性物質による影響を低減さ

せるために必要な施設であって，環境

への影響が大きいもの。DB③-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(１) 耐震重要度による分類 

ａ．Ｓクラスの施設 

自ら放射性物質を内蔵している施

設，当該施設に直接関係しておりそ

の機能喪失により放射性物質を外部

に拡散する可能性のある施設，放射

性物質を外部に放出する可能性のあ

る事態を防止するために必要な施設

及び事故発生の際に，外部に放出さ

れる放射性物質による影響を低減さ

せるために必要な施設であって，環

境への影響が大きいもの。DB◇7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1(2)a.(a) Ｓクラスの施設 

地震により発生するおそれがある事象

に対して，原子炉を停止し，炉心を冷却

するために必要な機能を持つ施設，自ら

放射性物質を内蔵している施設，当該施

設に直接関係しておりその機能喪失によ

り放射性物質を外部に拡散する可能性の

ある施設，これらの施設の機能喪失によ

り事故に至った場合の影響を緩和し，放

射線による公衆への影響を軽減するため

に必要な機能を持つ施設及びこれらの重

要な安全機能を支援するために必要とな

る施設，並びに地震に伴って発生するお

それがある津波による安全機能の喪失を

防止するために必要となる施設であっ

て，その影響が大きいものであり，次の

施設を含む。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリを構成す

る機器・配管系 

・使用済燃料を貯蔵するための施設 

・原子炉の緊急停止のために急激に負の

反応度を付加するための施設，及び原子

炉の停止状態を維持するための施設 

・原子炉停止後，炉心から崩壊熱を除去

するための施設 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ破損事故

後，炉心から崩壊熱を除去するための施

設 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ破損事故

の際に，圧力障壁となり放射性物質の放

散を直接防ぐための施設 

・放射性物質の放出を伴うような事故の

際に，その外部放散を抑制するための施

設であり，上記の「放射性物質の放散を

直接防ぐための施設」以外の施設 

・津波防護施設及び浸水防止設備 

・津波監視設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DB③-6,7（P12から） 

 

DB③-8,9,10,11,12

（P13 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

技術基準の相違によ

る発電炉との記載の

相違であり，再処理

では，炉心冷却機能

の要求が該当ないた

め記載しない。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

事業変更許可申請書との整合によ

る発電炉との記載の相違であり，

津波防護施設等については，再処

理施設では，津波の影響がないこ

とから，設計上考慮する必要がな

いため記載しない。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

事業変更許可申請書

との整合による発電

炉との記載の相違で

あり，津波防護施設

等については，再処

理施設では，津波の

影響がないことか

ら，設計上考慮する

必要がないため記載

しない。 

【許可からの変更点】 

事業変更許可申請書（添付書類六）

1.6.1.2(2)a.(g)に纏めて記載していた内

容を発電炉の記載を踏まえ事業指定基準

規則の項目に合わせた記載とした。 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

技術基準の相違による発電炉との記載の相違であり，

施設として該当する設備を記載する。 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
(b)  Ｂクラスの施設 

安全機能を有する施設のうち，機

能喪失した場合の影響がＳクラスに

属する施設と比べ小さい施設。 

DB③-4 

 

 

 イ. 放射性物質を内蔵している施設

であって，Ｓクラスに属さない

施設（ただし，内蔵量が少ない

か又は貯蔵方式により，その破

損により公衆に与える放射線の

影響が十分小さいものは除

く。） 

DB③-13 

 

 

 

 

 

 

 ロ. 放射性物質の放出を伴うような

場合に，その外部放散を抑制す

るための施設で，Ｓクラスに属

さない施設DB③-14 

 

(c)  Ｃクラスの施設 

Ｓクラスに属する施設及びＢクラ

スに属する施設以外の一般産業施設

又は公共施設と同等の安全性が要求

される施設。DB③-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂクラスの施設：安全機能を有する

施設のうち，機能喪失した場合の影響

がＳクラスに属する施設と比べ小さい

施設。DB③-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃクラスの施設：Ｓクラスに属する

施設及びＢクラスに属する施設以外の

一般産業施設又は公共施設と同等の安

全性が要求される施設。DB③-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．Ｂクラスの施設 

安全機能を有する施設のうち，機

能喪失した場合の影響がＳクラスに

属する施設と比べ小さい施設。DB◇7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｃ．Ｃクラスの施設 

Ｓクラスに属する施設及びＢクラ

スに属する施設以外の一般産業施設

又は公共施設と同等の安全性が要求

される施設。DB◇7  

 

(２) クラス別施設 

上記耐震設計上の重要度分類による

クラス別施設を以下に示す。DB◇3  

 

ａ．Ｓクラスの施設 

 

(ａ) その破損又は機能喪失により臨界

事故を起こすおそれのある施設  

DB③-6 

ⅰ．形状寸法管理を行う設備のう

ち，平常運転時その破損又は機能

喪失により臨界を起こすおそれの

ある設備。DB◇3  

(ｂ) 使用済燃料を貯蔵するための施設 

DB③-7 

ⅰ．使用済燃料受入れ設備の燃料取

出し設備,使用済燃料貯蔵設備の燃

料貯蔵設備，燃料移送設備，燃料

送出し設備のプール，ピット，移

送水路，ラック，架台。DB◇3  

2.1.1(2)a.(b) Ｂクラスの施設 

安全機能を有する施設のうち，機能喪

失した場合の影響がＳクラス施設と比べ

小さい施設であり，次の施設を含む。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリに直接接

続されていて，1 次冷却材を内蔵してい

るか又は内蔵し得る施設 

・放射性廃棄物を内蔵している施設（た

だし，内蔵量が少ない又は貯蔵方式によ

り，その破損により公衆に与える放射線

の影響が「実用発電用原子炉の設置，運

転等に関する規則（昭和 53 年通商産業省

令第 77 号）」第 2 条第 2 項第 6 号に規

定する「周辺監視区域」外における年間

の線量限度に比べ十分小さいものは除

く。） 

・放射性廃棄物以外の放射性物質に関連

した施設で，その破損により，公衆及び

従事者に過大な放射線被ばくを与える可

能性のある施設 

・使用済燃料を冷却するための施設 

・放射性物質の放出を伴うような場合

に，その外部放散を抑制するための施設

で，Ｓクラスに属さない施設 

 

 

2.1.1(2)a.(c) Ｃクラスの施設 

Ｓクラスに属する施設及びＢクラスに

属する施設以外の一般産業施設又は公共

施設と同等の安全性が要求される施設で

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DB③-13（P14から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DB③-14（P15から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DB③-6,7（P11へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

技術基準の相違による発電炉との記載の相違であり，

施設として該当する設備を記載する。 
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 (ｃ) 高レベル放射性液体廃棄物を内蔵

する系統及び機器 DB③-8 

ⅰ．高レベル廃液を内蔵する系統及

び機器のうち安全上重要な施設。

DB◇3  

 (ｄ) プルトニウムを含む溶液を内蔵す

る系統及び機器 DB③-9 

ⅰ．プルトニウムを含む溶液を内蔵

する系統及び機器のうち安全上重

要な施設。DB◇3  

 (ｅ) 上記(ｃ)及び(ｄ)の系統及び機器から

放射性物質が漏えいした場合に，そ

の影響の拡大を防止するための施設 

DB③-10 

ⅰ．上記(ｃ)及び(ｄ)のＳクラスの設備

を収納するセル等及びせん断セ

ル。DB◇3  

 (ｆ) 上記(ｃ)，(ｄ)及び(ｅ)に関連する施設

で放射性物質の外部への放出を抑制

するための施設 DB③-11 

ⅰ．上記(ｃ)及び(ｄ)のＳクラスの機器

の廃ガス処理設備のうち安全上重

要な施設。DB◇3  

ⅱ．上記(ｅ)のＳクラスのセル等の換

気設備のうち安全上重要な施設。

DB◇3  

ⅲ．上記(ｅ)のＳクラスのセル等を収

納する構築物の換気設備のうち安

全上重要な施設。DB◇3  

 (ｇ) 上記(ａ)～(ｆ)の施設の機能を確保す

るために必要な施設 DB③-12 

ⅰ．非常用所内電源系統，安全圧縮

空気系及び安全蒸気系。DB◇3  

ⅱ．安全冷却水系及び使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設の使用済

燃料の貯蔵施設の使用済燃料貯蔵

設備のプール水浄化・冷却設備の

プール水冷却系（以下「プール水

冷却系」という。）。DB◇3  

ⅲ．安全保護回路及び保護動作を行

う機器。DB◇3  

ⅳ．安全上重要な施設の漏えい液を

受ける漏えい液受皿の集液溝の液

位警報及び漏えい液受皿から漏え

い液を回収するための系統のうち

安全上重要な施設。DB◇3  

ⅴ．計測制御系統施設等に係る安全

上重要な施設のうち，地震後にお

いても，その機能が継続して必要

な施設。DB◇3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DB③-8,9,10,11,12

（P11 へ） 
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(ｈ) その他の施設 

ⅰ．固化セル移送台車。DB◇3  

ⅱ．ガラス固化体貯蔵設備の収納

管，通風管。DB◇3  

ⅲ．ウラン・プルトニウム混合酸化

物貯蔵建屋換気設備のうち貯蔵室

から排風機までの範囲。DB◇3  

ⅳ．使用済燃料貯蔵設備の補給水設

備。DB◇3  

ⅴ．その機能喪失により臨界に至る

可能性のある計測制御系統施設に

係る安全上重要な施設は，Ｓクラス

とするか又は検出器の故障を検知

し警報を発する故障警報及び工程

停止のための系統をＳクラスとす

る。DB◇3  

ⅵ．制御建屋中央制御室換気設備。

DB◇3  

ⅶ．水素掃気用の安全圧縮空気系は

Ｓクラスとする。DB◇3  

また,Ｓクラスの水素掃気用の安

全圧縮空気系が接続されている機器

は，溶液の放射線分解により発生

する水素の爆発を適切に防止する

ため，Ｓクラスとする。DB◇3  

ⅷ．遮蔽設備のうち安全上重要な施

設。DB◇3  

 ｂ．Ｂクラスの施設 

 (ａ) 放射性物質を内蔵している施設で

あって，Ｓクラスに属さない施設

（ただし，内蔵量が少ないか又は貯

蔵方式により，その破損により公衆

に与える放射線の影響が十分小さい

ものは除く。）DB③-13 

ⅰ．使用済燃料貯蔵設備のプール水

浄化系。DB◇3  

ⅱ．高レベル廃液を内蔵する設備の

うち，溶解施設，分離施設，高レ

ベル廃液処理設備，高レベル廃液

ガラス固化設備の系統及び機器。

DB◇3  

ⅲ．プルトニウムを含む溶液を内蔵

する設備のうち，溶解施設，分離

施設，精製施設，ウラン・プルト

ニウム混合脱硝設備の系統及び機

器。DB◇3  

ⅳ．ウランを内蔵する系統及び機

器。DB◇3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DB③-13（P12へ） 
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ⅴ．プルトニウムを含む粉体を内蔵

する系統及び機器。DB◇3  

ⅵ．酸回収設備及び溶媒回収設備。

DB◇3  

ⅶ．低レベル廃液処理設備，ただ

し，使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設等からの洗濯廃液等（以

下「洗濯廃液」という。），床ド

レンの一部，試薬ドレン，手洗い

ドレン，空調ドレンに係る設備及

び海洋放出管の一部を除く。DB◇3  

ⅷ．低レベル固体廃棄物処理設備。 

ⅸ．分析設備。DB◇3  

 

 (ｂ) 放射性物質の放出を伴うような場

合に，その外部放散を抑制するため

の施設でＳクラスに属さない施設 

DB③-14 

ⅰ．Ｂクラスの設備を収納するセル

等。DB◇3  

ⅱ．Ｂクラスの機器の廃ガス処理設

備のうち，塔槽類から排風機を経

て弁までの範囲。DB◇3  

ⅲ．Ｂクラスのセル等の換気設備の

うち，セル等から排風機を経てダ

ンパまでの範囲。DB◇3  

 

 (ｃ) その他の施設 

ⅰ．放射性物質を取り扱う移送機器

及び装置類。ただし，以下の設備

を除く。DB◇3  

(ⅰ) 放射性物質の環境への放出のお

それがない移送機器及び装置類。 

DB◇3  

(ⅱ) 放射性物質の濃度が非常に低い

か，又は内蔵量が非常に小さいもの

を取り扱う移送機器及び装置類。 

ⅱ．主要な遮蔽設備。DB◇3  

ｃ．Ｃクラスの施設 

 上記Ｓ，Ｂクラスに属さない施

設。DB◇3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DB③-14（P12へ） 
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(３) 耐震重要度分類上の留意事項 

 ａ．再処理施設の安全機能は，その機

能に直接的に関連するもののほか，

補助的な役割をもつもの及び支持構

造物等の間接的な施設を含めて健全

性を保持する観点で，これらを主要

設備等，補助設備，直接支持構造

物，間接支持構造物及び波及的影響

を検討すべき設備に区分する。DB◇3  

   安全上要求される同一の機能上の

分類に属する主要設備等，補助設備

及び直接支持構造物については同一

の耐震重要度とするが，間接支持構

造物の支持機能及び波及的影響の評

価については，それぞれ関連する設

備の耐震設計に適用される地震動に

対して安全上支障がないことを確認

する。DB◇3  

 

ｂ．ウラン・プルトニウム混合酸化物

貯蔵設備の貯蔵ホールは，基準地震動

にて臨界安全が確保されていることの

確認を行う。DB◇3  

 ｃ．上位の分類に属する設備と下位の

分類に属する設備間で液体状の放射

性物質を移送するための配管及びサ

ンプリング配管のうち，明らかに取

扱い量が少ない配管は，設備のバウ

ンダリを構成している範囲を除き，

下位の分類とする。DB◇3  

 ｄ．ウラン・プルトニウム混合脱硝設

備の定量ポット，中間ポット及び脱

硝装置のグローブボックスは，収納

するＳクラスの機器へ波及的影響を

及ぼさない設計とする。DB◇3  

 ｅ．分離施設の補助抽出器中性子検出

器の計数率高による工程停止回路及

び遮断弁，抽出塔供給溶解液流量高

による送液停止回路及び遮断弁，抽

出塔供給有機溶媒液流量低による工

程停止回路及び遮断弁，第１洗浄塔

洗浄廃液密度高による工程停止回路

及び遮断弁，精製施設のプルトニウ

ム濃縮缶に係る注水槽の液位低によ

る警報及び注水槽は，上位の分類に

属するものへ波及的影響を及ぼさな

い設計とする。DB◇3  

 ｆ．竜巻防護対策設備は，竜巻防護施

設に波及的影響を及ぼさない設計と

する。DB◇3  
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上記に基づく耐震設計上の重要度分類

を第3.1.1-1表に示す。DB③-15 

なお，同表には当該施設を支持する建

物・構築物の支持機能が維持されること

を確認する地震動及び波及的影響を考慮

すべき施設に適用する地震動についても

併記する。DB③-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ｇ．溢水防護設備は，地震及び地震を

起因として発生する溢水によって安

全機能を有する施設のうち，再処理

施設内部で想定される溢水に対し

て，冷却，水素掃気，火災及び爆発

の防止，臨界防止等の安全機能を維

持するために必要な設備（以下「溢

水防護対象設備」という。）の安全

機能が損なわれない設計とする。 

DB◇3  

ｈ．化学薬品防護設備は，地震及び地

震を起因として発生する化学薬品の

漏えいによって安全機能を有する施

設のうち，再処理施設内部で想定さ

れる化学薬品の漏えいに対して，冷

却，水素掃気，火災及び爆発の防

止，臨界防止等の安全機能を維持す

るために必要な設備（以下「化学薬

品防護対象設備」という。）の安全

機能が損なわれない設計とする。 

DB◇3  

 

 ｉ．主排気筒及びその排気筒モニタの

ＳクラスとＢクラス以下の配管又は

ダクトの取合いは，Ｂクラス以下の

廃ガス処理設備又は換気設備の機能

が喪失したとしても，Ｓクラスの廃

ガス処理設備又は換気設備に影響を

与えないようにする。DB◇3  

 

上記に基づく耐震設計上の重要度

分類を第1.6－１表に示す。DB③-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記に基づくクラス別施設を第 2.1.1 

表に示す。 

なお，同表には当該施設を支持する構

造物の支持機能が維持されることを確認

する地震動及び波及的影響を考慮すべき

施設に適用する地震動についても併記す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

耐震設計上の重要度分類を事業変更

許可申請書に合わせて記載するとと

もに，発電炉の記載も踏まえて，検

討用地震動についても明確化して記

載した。 
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 b. 重大事故等対処施設の設備分類 

重大事故等対処施設について，施設

の各設備が有する重大事故等に対処す

るために必要な機能及び設置状態を踏

まえて，以下の設備分類に応じた設計

とする。SA②-2 

 

(a) 常設重大事故等対処設備 

重大事故に至るおそれがある事故及

び重大事故が発生した場合において，

対処するために必要な機能を有する設

備であって常設のもの。SA②-3 

 

 

 

 

 

 

 

イ．常設耐震重要重大事故等対処設備 

常設重大事故等対処設備であっ

て，耐震重要施設に属する設計基準

事故に対処するための設備が有する

機能を代替するもの。SA②-4 

 

 

ロ．常設耐震重要重大事故等対処設備

以外の常設重大事故等対処設備 

常設重大事故等対処設備であっ

て，上記イ．以外のもの。SA②-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【31条】 

 

  (ａ) 重大事故等対処施設について，施

設の各設備が有する重大事故等に対

処するために必要な機能及び設置状

態を踏まえて，以下の設備分類に応

じて設計する。SA②-2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(イ) 常設耐震重要重大事故等対処設備 

   常設重大事故等対処設備であっ

て，耐震重要施設に属する設計基準

事故に対処するための設備が有する

機能を代替するもの。SA②-4 

  

 

 (ロ) 常設耐震重要重大事故等対処設備

以外の常設重大事故等対処設備 

   常設重大事故等対処設備であっ

て，上記(イ)以外のもの。SA②-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【31条】 

1.6.2.2 重大事故等対処施設の設備分類 

  重大事故等対処施設について，施設

の各設備が有する重大事故等に対処す

るために必要な機能及び設置状態を踏

まえて，以下の区分に分類する。 

SA◇5  

 

(１) 常設重大事故等対処設備 

   重大事故に至るおそれがある事故

及び重大事故が発生した場合におい

て，対処するために必要な機能を有

する設備であって常設のもの。 

SA②-3 

 

 

 

 

 

 

 ａ．常設耐震重要重大事故等対処設備 

   常設重大事故等対処設備であっ

て，耐震重要施設（Ｓクラスに属す

る施設）に属する安全機能を有する

施設が有する機能を代替するもの。 

  SA◇5  
 
 ｂ．常設耐震重要重大事故等対処設備

以外の常設重大事故等対処設備 

   常設重大事故等対処設備であっ

て，上記ａ．以外のもの。SA◇5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1(2)b. 重大事故等対処施設の設備分

類 

重大事故等対処施設について，施設の

各設備が有する重大事故等に対処するた

めに必要な機能及び設置状態を踏まえ

て，以下の設備分類に応じて設計する。 

 

 

2.1.1(2)b.(a) 常設重大事故防止設備 

重大事故等対処設備のうち，重大事故

に至るおそれがある事故が発生した場合

であって，設計基準事故対処設備の安全

機能又は使用済燃料プールの冷却機能若

しくは注水機能が喪失した場合におい

て，その喪失した機能（重大事故に至る

おそれがある事故に対処するために必要

な機能に限る。）を代替することにより

重大事故の発生を防止する機能を有する

設備であって常設のもの 

 

イ. 常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故防止設備であって，耐震

重要施設に属する設計基準事故対処設備

が有する機能を代替するもの 

 

 

 

ロ. 常設耐震重要重大事故防止設備以外

の常設重大事故防止設備 

常設重大事故防止設備であって，イ.以

外のもの 

 

2.1.1(2)b.(b) 常設重大事故緩和設備 

重大事故等対処設備のうち，重大事故

が発生した場合において，当該重大事故

の拡大を防止し，又はその影響を緩和す

るための機能を有する設備であって常設

のもの 

 

2.1.1(2)b.(c) 可搬型重大事故等対処設

備 

重大事故等対処設備であって可搬型の

もの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

技術基準の相違による

発電炉との記載の相違

であり，規則における

定義に合わせて記載す

る。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

技術基準の違いによる

発電炉との記載の相違

であり，再処理施設で

は，技術基準規則にお

いて常設重大事故緩和

設備の分類がなく該当

しないため記載しな

い。 

 

 

 （発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設においては

可搬型重大事故等対処

設備については「36条

（重大事故等対処設

備）」にて記載。 

③（P5）へ 
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上記に基づく重大事故等対処施設の

設備分類について第3.1.1-2表に示す。 

なお，同表には，重大事故等対処設

備を支持する建物・構築物の支持機能

が損なわれないことを確認する地震力

についても併記する。SA②-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｃ) 安全機能を有する施設は，耐震設

計上の重要度に応じた地震力が作

用した場合においても当該安全機

能を有する施設を十分に支持する

ことができる地盤に設置する。 

DB□2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (d) Ｓクラスの施設は，基準地震動に

よる地震力に対してその安全機能が

損なわれるおそれがないように設計

する。DB②-7 

 

【31条】 

  上記に基づく重大事故等対処施設の

設備分類について第 1.6－５表に示す。 

なお，第1.6－５表には，重大事故等

対処設備を支持する建物・構築物の支

持機能が損なわれないことを確認する

地震力についても併記する。SA②-6 

 

 

 

 

 
 
1.6.1.3 基礎地盤の支持性能 

(１) 安全機能を有する施設は，耐震設

計上の重要度に応じた地震力が作用し

た場合においても，当該安全機能を有

する施設を十分に支持することができ

る地盤に設置する。DB◇2  

 

(２) 建物・構築物を設置する地盤の支

持性能については，基準地震動又は静

的地震力により生じる施設の基礎地盤

の接地圧が，安全上適切と認められる

規格及び基準に基づく許容限界に対し

て，妥当な余裕を有するよう設計す

る。DB◇2  

 

 

 

重大事故等対処設備のうち，耐震評価

を行う主要設備の設備分類について，第

2.1.2 表に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④（P2）へ 
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 (3) 地震力の算定方法 

耐震設計に用いる設計用地震力は，以

下の方法で算定される静的地震力及び動

的地震力とする。 

DB④-1,SA③-16 

 

 

 

 

 

 

 

(ｅ)  基準地震動は，最新の科学的・

技術的知見を踏まえ，敷地及び敷

地周辺の地質・地質構造，地盤構

造並びに地震活動性等の地震学及

び地震工学的見地から想定するこ

とが適切なものを選定することと

し，敷地ごとに震源を特定して策

定する地震動及び震源を特定せず

策定する地震動について，敷地の

解放基盤表面における水平方向及

び鉛直方向の地震動としてそれぞ

れ策定する。策定した基準地震動

の応答スペクトルを第５図（１）及

び第５図（２）に，加速度時刻歴波

形を第６図（１）～第６図（10）に示

す。解放基盤表面は，敷地地下で

著しい高低差がなく，ほぼ水平で

相当な拡がりを有し，著しい風化

を受けていない岩盤でＳ波速度が

おおむね 0.7ｋｍ／ｓ以上となる

標高－70ｍとする。DB□3  

また，弾性設計用地震動を以下

のとおり設定する方針とする。

DB□3  

(イ) 地震動設定の条件 

基準地震動との応答スペクトル

の比率は，工学的判断として以下

を考慮し，Ｓｓ－Ｂ１～Ｂ５，Ｓ

ｓ－Ｃ１～Ｃ４に対して0.5，Ｓ

ｓ－Ａに対して0.52と設定する。

DB□3  

１) 基準地震動との応答スペクト

ルの比率は，再処理施設の安全

機能限界と弾性限界に対する入

力荷重の比率に対応し，その値

は0.5程度である。DB□3  

２) 弾性設計用地震動は，「発電用

原子炉施設に関する耐震設計審

査指針」に基づく平成４年12月

24日付け４安（核規）第844号を

もって事業の指定を受け，その

後，平成９年７月29日付け９安

（核規）第468号，平成14年４月

18日付け平成14･04･03原第13

号，平成17年９月29日付け平成

17･09･13原第５号及び平成23年

２月14日付け平成22･02･19原第

11号で変更の許可を受けた再処

理事業指定申請書の本文及び添

付書類（以下「旧申請書」とい

う。）における基準地震動Ｓ１

の応答スペクトルをおおむね下

回らないようにする｡DB□3  

1.6.1.4 地震力の算定方法 

安全機能を有する施設の耐震設計に

用いる設計用地震力は，以下の方法で

算定される静的地震力及び動的地震力

とする。DB④-1 

 

【31条】 

1.6.2.3 地震力の算定方法 

  重大事故等対処施設の耐震設計に用

いる地震力の算定方法は，以下のとお

り適用する。SA③-16 

(3) 地震力の算定方法 

耐震設計に用いる地震力の算定は以下

の方法による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

事業変更許可申請書に合わせて記載すると

ともに，安全機能を有する施設と重大事故

等対処施設の共通の記載としてまとめた。 
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(ｆ) 地震応答解析による地震力及び静

的地震力の算定方針 

(イ) 地震応答解析による地震力 

以下のとおり，地震応答解析に

よる地震力を算定する方針とす

る。DB④-2 

 

１) Ｓクラスの施設の地震力の算定

方針 

基準地震動及び弾性設計用地

震動から定まる入力地震動を用

いて，【DB④-3】水平２方向及

び鉛直方向について適切に組み

合わせて算定する。【DB④-4】

なお，建物・構築物と地盤との

相互作用，埋込み効果及び周辺

地盤の非線形性について必要に

応じて考慮する。DB④-5 

 

２) Ｂクラスの施設の地震力の算定

方針 

Ｂクラスの施設のうち共振の

おそれのある施設の影響検討に

当たって，弾性設計用地震動に

２分の１を乗じたものから定ま

る入力地震動を用いることと

し，【DB④-6】加えてＳクラス

と同様に，水平２方向及び鉛直

方向について適切に組み合わ

せ，地震力を算定する。DB④-7 

 

３) 入力地震動の設定方針 

建物・構築物の地震応答解析

における入力地震動について，

解放基盤表面からの地震波の伝

播特性を考慮し，【DB④-8】必

要に応じて，地盤の非線形応答

に関する動的変形特性を考慮す

る。DB④-9 

 

４) 地震応答解析方法 

     地震応答解析方法について

は，対象施設の形状，構造特性

及び振動特性等を踏まえ，解析

手法の適用性及び適用限界を考

慮のうえ，解析方法を選定する

とともに，調査に基づく解析条

件を設定する。【DB④-10】ま

た，対象施設の形状及び構造特

性等を踏まえたモデル化を行

う。DB④-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

動的地震力の算定方針について，各ク

ラス施設に適用する地震力として基本

設計方針に具体的な記載を展開した。 
⑤（P24）へ 

⑧（P28）へ 

⑥（P3,24）へ 

⑦（P3,31,47）へ 

【許可からの変更点】 

事業変更許可申請書に合わせて記

載するとともに，動的地震力の算

定方針を明確化するため，基本設

計方針にて記載を詳細化した。 ⑪（P27）へ 

⑫（P28）へ 

⑩（P4,31,47）へ 

⑨（P24）へ 
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 a. 静的地震力 

安全機能を有する施設に適用する静

的地震力は，Ｓクラス，Ｂクラス及び

Ｃクラスの施設に適用することとし，

それぞれの耐震重要度に応じて以下の

地震層せん断力係数及び震度に基づき

算定する。DB④-12,13 

 

 

 

 

重大事故等対処施設については，常

設耐震重要重大事故等対処設備以外の

常設重大事故等対処設備が設置される

重大事故等対処施設に，代替する機能

を有する安全機能を有する施設が属す

る耐震重要度に適用される地震力を適

用する。SA③-1,2 

 

(a) 建物・構築物 

水平地震力は，地震層せん断力係

数Ｃｉに，次に示す施設の耐震重要

度に応じた係数を乗じ，さらに当該

層以上の重量を乗じて算定するもの

とする。DB④-14 

Ｓクラス  3.0 

Ｂクラス  1.5 

Ｃクラス  1.0 DB④-15 

ここで，地震層せん断力係数Ｃｉ

は，標準せん断力係数Ｃ０を0.2以上

とし，建物・構築物の振動特性，地

盤の種類等を考慮して求められる値

とする。DB④-16 

 

 

 

また，必要保有水平耐力の算定に

おいては，地震層せん断力係数Ｃｉ

に乗じる施設の耐震重要度に応じた

係数は，耐震重要度の各クラスとも

に1.0とし，その際に用いる標準せ

ん断力係数Ｃ０は1.0以上とする。 

DB④-17 

 

Ｓクラスの施設については，水平

地震力と鉛直地震力が同時に不利な

方向の組合せで作用するものとす

る。【DB④-19】鉛直地震力は，震度

0.3以上を基準とし，建物・構築物の

振動特性及び地盤の種類等を考慮

し，高さ方向に一定として求めた鉛

直震度より算定する。DB④-20 

 

 (ロ) 静的地震力 

以下のとおり，静的地震力を算定す

る方針とする。DB④-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１) 建物・構築物の水平地震力 

水平地震力は，地震層せん断

力係数に，再処理施設の耐震重

要度に応じた係数（Ｓクラスは

3.0，Ｂクラスは1.5及びＣクラ

スは1.0）を乗じ，さらに当該層

以上の重量を乗じて算定する。 

DB④-14 

 

ここで，地震層せん断力係数

は，標準せん断力係数を0.2以上

とし，建物・構築物の振動特

性，地盤の種類等を考慮して求

められる値とする。DB④-16 

 

 

２)  建物・構築物の保有水平耐力 

保有水平耐力は，必要保有水

平耐力を上回るものとし，必要

保有水平耐力は，地震層せん断

力係数に乗じる係数を1.0，標準

せん断力係数を1.0以上として算

定する。DB④-17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.1.4.1 静的地震力 

静的地震力は，Ｓクラス，Ｂクラス

及びＣクラスの施設に適用することと

し，それぞれ耐震重要度分類に応じて

以下の地震層せん断力係数及び震度に

基づき算定する。DB④-13 

耐震重要度分類に応じて定める静的

地震力を第1.6－２表に示す。DB◇7  

 

【31条】 

1.6.2.3.1 静的地震力 

  常設耐震重要重大事故等対処設備以

外の常設重大事故等対処設備が設置さ

れる重大事故等対処施設について，

「1.6.1.4.1 静的地震力」に示すＢク

ラス又はＣクラスの施設に適用する地

震力を適用する。SA③-2 

 
 

(１) 建物・構築物 

水平地震力は，地震層せん断力係

数Ｃｉに，次に示す施設の耐震重要度

分類に応じた係数を乗じ，さらに当

該層以上の重量を乗じて算定するも

のとする。DB◇7  

Ｓクラス  3.0 

Ｂクラス  1.5 

Ｃクラス  1.0 DB④-15 

ここで，地震層せん断力係数Ｃｉ

は，標準せん断力係数Ｃ０を0.2以上

とし，建物・構築物の振動特性及び

地盤の種類，地震層せん断力の係数

の高さ方向の分布係数，地震地域係

数を考慮して求められる値とする。 

DB◇7  

また，必要保有水平耐力の算定に

おいては，地震層せん断力係数Ｃｉに

乗じる施設の耐震重要度分類に応じ

た係数は，耐震重要度分類の各クラ

スともに1.0とし，その際に用いる標

準せん断力係数Ｃ０は1.0以上とす

る。DB◇7  

 

Ｓクラスの建物・構築物について

は，水平地震力と鉛直地震力は同時

に不利な方向の組合せで作用するも

のとする。鉛直地震力は，震度0.3以

上を基準とし，建物・構築物の振動

特性及び地盤の種類を考慮して求め

た鉛直震度より算定するものとす

る。ただし，鉛直震度は高さ方向に

一定とする。DB◇7  

2.1.1(3)a. 静的地震力 

設計基準対象施設に適用する静的地震

力は，Ｓクラスの施設（津波防護施設，

浸水防止設備及び津波監視設備を除

く。），Ｂクラス及びＣクラスの施設に

適用することとし，それぞれ耐震重要度

分類に応じて次の地震層せん断力係数Ｃ

ｉ及び震度に基づき算定する。 

 

 

 

重大事故等対処施設については，常設

耐震重要重大事故防止設備以外の常設重

大事故防止設備が設置される重大事故等

対処施設に，代替する機能を有する設計

基準事故対処設備が属する耐震重要度分

類のクラスに適用される静的地震力を適

用する。 

 

2.1.1(3)a.(a) 建物・構築物 

水平地震力は，地震層せん断力係数Ｃ

ｉに，次に示す施設の耐震重要度分類に

応じた係数を乗じ，さらに当該層以上の

重量を乗じて算定するものとする。 

 

Ｓクラス 3.0 

Ｂクラス 1.5 

Ｃクラス 1.0 

ここで，地震層せん断力係数Ｃｉは，

標準せん断力係数Ｃｏを 0.2 以上とし，

建物・構築物の振動特性，地盤の種類等

を考慮して求められる値とする。 

 

 

 

 

また，必要保有水平耐力の算定におい

ては，地震層せん断力係数Ｃｉに乗じる

施設の耐震重要度分類に応じた係数は，

Ｓクラス，Ｂクラス及びＣクラスともに

1.0 とし，その際に用いる標準せん断力

係数Ｃｏは 1.0 以上とする。 

 

 

Ｓクラスの施設については，水平地震

力と鉛直地震力が同時に不利な方向の組

合せで作用するものとする。鉛直地震力

は，震度 0.3 以上を基準とし，建物・構

築物の振動特性，地盤の種類等を考慮

し，高さ方向に一定として求めた鉛直震

度より算定するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA③-1（P5から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DB④-19,20 

（P23 から） 

 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

津波防護施設等につい

ては，再処理施設で

は，津波の影響がない

ことから，設計上考慮

する必要がないため記

載しない。 

【許可からの変更点】 

事業変更許可申請書に合わせて記載

するとともに，発電炉の記載も踏ま

えて，重大事故等対処施設について

引用せず直接記載して明確化した。 

【許可からの変更点】 

事業変更許可申請書に合わせ

るとともに，クラスに応じた

必要保有水平耐力の算定方針

を明確化した。 

【許可からの変更点】 

事業変更許可申請書に合わせ

るとともに，発電炉の記載も

踏まえ，係数の記号を明確化

として追記した。 

【「等」の解説】 

「地盤の種類等」の指す内容

は建物・構築物の振動特性，

地盤種類，地震層せん断力の

係数の高さ方向の分布係数で

あり，「Ⅳ-1-1-8 機能維持

の基本方針」で示すため当該

箇所では許可の記載を用い

た。なお，地震地域係数は地

震層せん断力の算定にあたり

地震層せん断力係数に乗じて

考慮するものであることか

ら，事業変更許可申請書本文

及び発電炉に合わせた構成に

記載を適正化した。 

【許可からの変更点】 

事業変更許可申請書に合わせ

るとともに，発電炉の記載も

踏まえ，施設に応じて適用す

る係数を明確化として列挙し

た。 

【許可からの変更点】 

静的地震力の算定方針について，発

電炉の記載も踏まえ，対象の施設と

耐震重要度に応じて算定する旨を基

本設計方針の冒頭にて明確化した。 
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(b) 機器・配管系 

耐震重要度の各クラスの地震力

は，上記(a)に示す地震層せん断力係

数Ｃｉに施設の耐震重要度に応じた

係数を乗じたものを水平震度とし，

当該水平震度及び上記(a)の鉛直震度

をそれぞれ20％増しとした震度より

求めるものとする。DB④-18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｓクラスの施設については，水平

地震力と鉛直地震力は同時に不利な

方向の組合せで作用するものとす

る。【DB④-19】ただし，鉛直震度は

高さ方向に一定とする。DB④-21 

 

 

 

 

 

 

 

上記(a)及び(b)の標準せん断力係数

Ｃ０等の割増し係数については，耐震

性向上の観点から，一般産業施設及び

公共施設の耐震基準との関係を考慮し

て設定する。DB④-22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３) 機器・配管系の地震力 

機器・配管系の地震力は，建

物・構築物で算定した地震層せ

ん断力係数に再処理施設の耐震

重要度に応じた係数を乗じたも

のを水平震度と見なし，その水

平震度と建物・構築物の鉛直震

度をそれぞれ20％増しとして算

定する。DB④-18 

 

 

 

 

 

 

 

４) 鉛直地震力 

Ｓクラスの施設については，

水平地震力と鉛直地震力が同時

に不利な方向の組合せで作用す

るものとする。【DB④-19】鉛直

地震力は，震度0.3以上を基準と

し，建物・構築物の振動特性及

び地盤の種類等を考慮し，高さ

方向に一定として求めた鉛直震

度より算定する。DB④-20 

 

 

５) 標準せん断力係数の割増し係数 

標準せん断力係数の割増し係

数については，耐震性向上の観

点から，一般産業施設及び公共

施設の耐震基準との関係を考慮

して設定する。DB④-22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (２) 機器・配管系 

耐震重要度分類の各クラスの地震

力は，上記(１)に示す地震層せん断力

係数Ｃｉに施設の耐震重要度分類に応

じた係数を乗じたものを水平震度と

し，当該水平震度及び上記 (１)の鉛直

震度をそれぞれ20％増しとした震度

より求めるものとする。DB◇7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｓクラスの施設については，水平

地震力と鉛直地震力は同時に不利な

方向の組合せで作用するものとす

る。【DB◇7 】ただし，鉛直震度は高

さ方向に一定とする。DB④-21 

 

 

 

 

 

 

 

上記(１)及び(２)の標準せん断力係数

Ｃ０等の割増し係数については，耐震

性向上の観点から，一般産業施設及

び公共施設の耐震基準との関係を考

慮して設定する。DB◇7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただし，土木構造物の静的地震力は，

安全上適切と認められる規格及び基準を

参考に，Ｃクラスに適用される静的地震

力を適用する。 

 

2.1.1(3)a.(b) 機器・配管系 

静的地震力は，上記(a)に示す地震層せ

ん断力係数Ｃｉに施設の耐震重要度分類

に応じた係数を乗じたものを水平震度と

して，当該水平震度及び上記(a)の鉛直震

度をそれぞれ 20 ％増しとした震度より求

めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｓクラスの施設については，水平地震

力と鉛直地震力は同時に不利な方向の組

合せで作用するものとする。ただし，鉛

直震度は高さ方向に一定とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記(a)及び(b)の標準せん断力係数Ｃ０

等の割増し係数の適用については，耐震

性向上の観点から，一般産業施設，公共

施設等の耐震基準との関係を考慮して設

定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DB④-19,20（P22へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「等」の解説】 

「標準せん断力係数Ｃ０等」の

指す内容は建物・構築物の振動

特性，地盤種類，地震層せん断

力の係数の高さ方向の分布係数

であり，「Ⅳ-1-1-8 機能維持

の基本方針」で示すため当該箇

所では許可の記載を用いた。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

土木構造物について

は，再処理施設で

は，建物・構築物に

含まれ，(3）a.(a) 
建物・構築物に記載

する各クラスに対す

る地震力を適用す

る。 

【許可からの変更点】 

事業変更許可申請書に合わせ

るとともに，発電炉の記載も

踏まえ，係数の記号を明確化

として追記した。 

【許可からの変更点】 

事業変更許可申請書に合わせるとともに，

各クラスの静的地震力について参照先（建

物・構築物）を明確化して記載した。 

⑬（P3）へ 
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b. 動的地震力 

安全機能を有する施設について，Ｓ

クラスの施設の設計に適用する動的地

震力は，基準地震動Ｓｓ及び弾性設計

用地震動Ｓｄから定める入力地震動を

適用する。DB④-2,3,23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂクラスの施設のうち共振のおそれ

のある施設については，上記Ｓクラス

の施設に適用する弾性設計用地震動Ｓ

ｄに2分の1を乗じたものから定める入

力地震動を適用する。DB④-6,26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

以下のとおり，地震応答解析による地

震力を算定する方針とする。DB④-2 

 

 

 

基準地震動及び弾性設計用地震動か

ら定まる入力地震動を用いて，DB④-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂクラスの施設のうち共振のおそれ

のある施設の影響検討に当たって，弾

性設計用地震動に２分の１を乗じたも

のから定まる入力地震動を用いること

とし，DB④-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.1.4.2 動的地震力 

Ｓクラスの施設の設計に適用する動

的地震力は，基準地震動及び弾性設計

用地震動から定める入力地震動を入力

として，【DB④-23】建物・構築物の三

次元応答性状及びそれによる機器・配

管系への影響を考慮し，【DB④-24】水

平２方向及び鉛直方向について適切に

組み合わせて算定する。DB④-25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂクラスの施設のうち支持構造物の

振動と共振のおそれのあるものについ

ては，上記Ｓクラスの施設に適用する

弾性設計用地震動に２分の１を乗じた

ものから定める入力地震動を入力とし

て，【DB④-26】建物・構築物の三次元

応答性状及びそれによる機器・配管系

への影響を考慮し，【DB④-27】水平２

方向及び鉛直方向について適切に組み

合わせて算定する。DB④-28 

 

水平２方向及び鉛直方向地震力の組

合せによる影響確認に当たっては，水

平２方向及び鉛直方向の地震力の影響

が考えられる施設，設備に対して，許

容限界の範囲内にとどまることを確認

する。DB④-29 

 

耐震重要度分類に応じて定める動的

地震力を第1.6－３表に示す。DB◇7  

 

弾性設計用地震動は，基準地震動と

の応答スペクトルの比率の値が目安と

して0.5を下回らないよう基準地震動に

係数を乗じて設定する。DB◇4  

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1(3)b. 動的地震力 

設計基準対象施設については，動的地

震力は，Ｓクラスの施設，屋外重要土木

構造物及びＢクラスの施設のうち共振の

おそれのあるものに適用する。 

Ｓクラスの施設（津波防護施設，浸水

防止設備及び津波監視設備を除く。）に

ついては，基準地震動Ｓｓ及び弾性設計

用地震動Ｓｄから定める入力地震動を適

用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂクラスの施設のうち共振のおそれの

あるものについては，弾性設計用地震動

Ｓｄから定める入力地震動の振幅を 2 分

の 1 にしたものによる地震力を適用す

る。 

 

屋外重要土木構造物，津波防護施設，

浸水防止設備及び津波監視設備並びに浸

水防止設備又は津波監視設備が設置され

た建物・構築物については，基準地震動

Ｓｓによる地震力を適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DB④-24,25,27,28,29 

（P26 へ） 

 

DB④-26（P28へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

屋外重要土木構造物

については，再処理

施設では，建物・構

築物に含まれ，各ク

ラス及び機能に応じ

た地震力を適用する

ことから記載しな

い。 

津波防護施設等につ

いては，再処理施設

では，津波の影響が

ないことから，設計

上考慮する必要がな

いため記載しない。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

津波防護施設等につ

いては，再処理施設

では，津波の影響が

ないことから，設計

上考慮する必要がな

いため記載しない。 

⑤（P21）から 

⑥（P21）から 

⑨（P21）から 

【許可からの変更点】 

3次元応答性状，水平２方向及び鉛直

方向の組合せについては，安全機能を

有する施設と重大事故等対処施設の記

載統合にあたり，発電炉の記載も踏ま

え，対象の施設を明確化するととも

に，各クラスの段落から末尾へ移行

し，統一した記載としてまとめた。 
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ここで，基準地震動に乗じる係数

は，工学的判断として，再処理施設の

安全機能限界と弾性限界に対する入力

荷重の比率に対応する値とする。さら

に，「基準地震動及び耐震設計方針に

係る審査ガイド」を踏まえ，弾性設計

用地震動については，「発電用原子炉

施設に関する耐震設計審査指針（昭和

56年７月20日原子力安全委員会決定，

平成13年３月29日一部改訂）」に基づ

く基準地震動Ｓ１が設計上果たしてき

た役割を一部担うものであることとさ

れていることから，応答スペクトルに

基づく地震動評価による基準地震動Ｓ

ｓ－Ａに乗ずる係数は，旧申請書にお

ける再処理施設の基準地震動Ｓ１の応

答スペクトルを下回らないよう配慮し

た値とする。DB◇4  

具体的には，工学的判断により，敷

地ごとに震源を特定して策定する地震

動のうち基準地震動Ｓｓ－Ｂ１～Ｂ５

及び震源を特定せず策定する地震動の

うち基準地震動Ｓｓ－Ｃ１～Ｃ４に対

して係数0.5を乗じた地震動，敷地ごと

に震源を特定して策定する地震動のう

ち基準地震動Ｓｓ－Ａに対しては，基

準地震動Ｓ１を上回るよう係数0.52を

乗じた地震動を弾性設計用地震動とし

て設定する。DB◇4  

また，建物・構築物及び機器・配管

系ともに同じ値を採用することで，弾

性設計用地震動に対する設計に一貫性

をとる。DB◇4  

弾性設計用地震動の最大加速度を第

1.6－４表に，応答スペクトルを第1.6

－１図（１）～第1.6－１図（５）に，弾性設

計用地震動の加速度時刻歴波形を第1.6

－２図（１）～第1.6－２図（10）に，弾性設

計用地震動と基準地震動Ｓ１の応答ス

ペクトルの比較を第1.6－３図に，弾性

設計用地震動と解放基盤表面における

地震動の一様ハザードスペクトルの比

較を第1.6－４図（１）～第1.6－４図（4）に

示す。DB◇4  

 

弾性設計用地震動Ｓｄ－Ａ及びＳｄ

－Ｂ１～Ｂ５の年超過確率はおおむね

10-3～10-4程度，Ｓｄ－Ｃ１～Ｃ４の年

超過確率はおおむね10-3～10-5程度であ

る。DB◇4  
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重大事故等対処施設については，常

設耐震重要重大事故等対処設備が設置

される重大事故等対処施設に基準地震

動Ｓｓによる地震力を適用する。 

SA③-3 

 

常設耐震重要重大事故等対処設備以

外の常設重大事故等対処設備が設置さ

れる重大事故等対処施設のうち，Ｂク

ラスに属する施設の機能を代替する施

設であって共振のおそれのある施設に

ついては，「b. 動的地震力」に示す

共振のおそれのあるＢクラス施設に適

用する地震力を適用する。 

SA①-5,③-4 

 

また，常設耐震重要重大事故等対処

設備以外の常設重大事故等対処設備

で，代替する安全機能を有する施設が

ない常設重大事故等対処設備のうち，

Ｓクラスの施設は常設耐震重要重大事

故等対処設備に適用する地震力を適用

する。SA③-5 

 

なお，重大事故等対処施設のうち，

安全機能を有する施設の基本構造と異

なる施設については，適用する地震力

に対して，要求される機能及び構造健

全性が維持されることを確認するた

め，当該施設の構造を適切にモデル化

した上での地震応答解析，加振試験等

を実施する。SA③-6 

 

安全機能を有する施設及び重大事故

等対処施設の動的解析においては，地

盤の諸定数も含めて材料のばらつきに

よる変動幅を適切に考慮する。DB④-

33,SA③-1 

 

動的地震力は，水平 2 方向及び鉛直

方向について適切に組み合わせて算定

する。水平 2方向及び鉛直方向地震力

の組合せによる影響確認に当たって

は，水平 1方向及び鉛直方向地震力を

組み合わせた既往の耐震計算への影響

が考えられる施設，設備の部位を抽出

し，建物・構築物の 3 次元応答性状及

びそれによる機器・配管系への影響を

考慮した上で，既往の方法を用いた耐

震性に及ぼす影響を評価する。 

DB④-24,25,27,28,29,SA③-1 

 

 

 

 

 

 

【31条】 

 
なお，Ｂクラス施設の機能を代替する常

設耐震重要重大事故等対処設備以外の常

設重大事故等対処設備が設置される重大

事故等対処施設のうち，共振のおそれの

ある施設については，弾性設計用地震動

に２分の１を乗じた地震動によりその影

響についての検討を行う。SA①-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【31条】 

1.6.2.3.2 動的地震力 

  常設耐震重要重大事故等対処設備が

設置される重大事故等対処施設につい

て，「1.6.1.4.2 動的地震力」に示す

基準地震動による地震力を適用する。 

SA③-3 

 

  常設耐震重要重大事故等対処設備以

外の常設重大事故等対処設備が設置さ

れる重大事故等対処施設のうち，Ｂク

ラス施設の機能を代替する施設であっ

て共振のおそれのある施設について

は，「1.6.1.4.2 動的地震力」に示す

共振のおそれのあるＢクラス施設に適

用する地震力を適用する。SA③-4 

 

 

  また，常設耐震重要重大事故等対処

設備以外の常設重大事故等対処設備

で，代替する安全機能を有する施設が

ない常設重大事故等対処設備のうち，

Ｓクラスの施設は常設耐震重要重大事

故等対処設備に適用する地震力を適用

する。SA③-5 

 

なお，重大事故等対処施設のうち，

安全機能を有する施設の基本構造と異

なる施設については，適用する地震力

に対して，要求される機能及び構造健

全性が維持されることを確認するた

め，当該施設の構造を適切にモデル化

した上での地震応答解析，加振試験等

を実施する。SA③-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等対処施設については，常設

耐震重要重大事故防止設備又は常設重大

事故緩和設備が設置される重大事故等対

処施設に基準地震動Ｓｓによる地震力を

適用する。 

 

常設耐震重要重大事故防止設備以外の

常設重大事故防止設備が設置される重大

事故等対処施設のうち，Ｂクラスの施設

の機能を代替する共振のおそれのある施

設については，共振のおそれのあるＢク

ラスの施設に適用する地震力を適用す

る。 

 

 

 

常設耐震重要重大事故防止設備又は常

設重大事故緩和設備が設置される重大事

故等対処施設の土木構造物については，

基準地震動Ｓｓによる地震力を適用す

る。 

 

 

重大事故等対処施設のうち，設計基準

対象施設の既往評価を適用できる基本構

造と異なる施設については，適用する地

震力に対して，要求される機能及び構造

健全性が維持されることを確認するた

め，当該施設の構造を適切にモデル化し

た上での地震応答解析，加振試験等を実

施する。 

 

動的解析においては，地盤の諸定数も

含めて材料のばらつきによる変動幅を適

切に考慮する。 

 

動的地震力は水平 2方向及び鉛直方向

について適切に組み合わせて算定する。

動的地震力の水平 2方向及び鉛直方向の

組合せについては，水平 1方向及び鉛直

方向地震力を組み合わせた既往の耐震計

算への影響の可能性がある施設・設備を

抽出し，3次元応答性状の可能性も考慮し

た上で既往の方法を用いた耐震性に及ぼ

す影響を評価する。 
2.1.1(3)b.(b) 地震応答解析 

イ. 動的解析法 

(イ) 建物・構築物 

(中略) 

原子炉建屋については，3 次元ＦＥＭ解析等

から，建物・構築物の 3 次元応答性状及びそ

れによる機器・配管系への影響を評価する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DB④-33（P27から） 

SA③-1 (P5 から) 

 

 

 

 

 

 

 

DB④-24,25,27,28,29 

（P24 から） 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設では，重大

事故等対象施設に分類

される土木構造物はな

いため記載しない。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

事業変更許可申請書との整合に

よる発電炉との記載の相違であ

り，再処理施設特有の設計上の

考慮として，常設耐震重要重大

事故等対処設備以外の常設重大

事故等対処設備が設置される重

大事故等対処施設のうち，代替

する安全機能を有する施設がな

い常設重大事故等対処設備のう

ちＳクラスの施設について記載

する。 
【「等」の解説】 

「加振試験等」とは，要求機能及び構

造健全性が維持されることの確認にあ

たり実施する解析などの総称として示

した記載であることから許可の記載を

用いた。 

⑥（P30）から 

【許可からの変更点】 

事業変更許可申請書に合わせて記載

するとともに，発電炉の記載も踏ま

えて重大事故等対処施設について引

用せず直接記載して明確化した。 

【許可からの変更点】 

事業変更許可申請書（添付書類

六）では，1.6.1.4.2(1)入力地

震動にて「解放基盤表面からの

地震波の伝播特性を適切に考

慮」程度の記載であったが，発

電炉の記載も踏まえ，より詳細

な記載に修正。 

 

㉖（P55）から 

【許可からの変更点】 

事業変更許可申請書に合わせるとともに，

発電炉の記載も踏まえ，共振のおそれのあ

るＢクラス施設と同一とすることが分かる

よう基本設計方針の記載を統一した。 

【許可からの変更点】 

3次元応答性状，水平２方向及

び鉛直方向の組合せについて

は，安全機能を有する施設と重

大事故等対処施設の記載統合に

あたり，発電炉の記載も踏ま

え，各クラスの段落から末尾へ

移行し，より詳細な記載として

まとめた。 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 (a) 入力地震動 

地質調査の結果によれば，重要な再

処理施設の設置位置周辺は，新第三紀

の鷹架層が十分な広がりをもって存在

することが確認されている。 

DB④-30,SA③-1 

 

解放基盤表面は，この新第三紀の鷹

架層のＳ波速度が0.7ｋｍ／ｓ以上を

有する標高約－70ｍの位置に想定する

こととする。DB④-31,SA③-1 

基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震

動Ｓｄは，解放基盤表面で定義する。 

DB④-32,SA③-1 

 

 

 建物・構築物の地震応答解析モデル

に対する入力地震動は，解放基盤表面

からの地震波の伝播特性を適切に考慮

し【DB④-8】た上で，必要に応じ 2 次

元ＦＥＭ解析又は 1次元波動論によ

り，地震応答解析モデルの入力位置で

評価した入力地震動を設定する。ま

た，必要に応じて地盤の非線形応答に

関する動的変形特性を考慮することと

し，地盤のひずみに応じた地盤物性値

を用いて作成する。非線形性の考慮に

当たっては，地下水排水設備による地

下水位の低下状態を踏まえ評価する。

地下水排水設備の外側に配置される建

物・構築物については，施設の構造上

の特徴，施設の周辺地盤及び周辺施設

の配置状況を踏まえ，液状化による影

響が生じるおそれがある場合には，そ

の影響について確認する。DB④-

9,33,SA③-1 
 

地盤条件を考慮する場合には，地震

動評価で考慮した敷地全体の地下構造

との関係や対象建物・構築物の直下又

は周辺の地質・速度構造の違いにも留

意する。DB④-33,SA③-1 
 

また，必要に応じ敷地における観測

記録による検証や最新の科学的・技術

的知見を踏まえ，地質・速度構造等の

地盤条件を設定する。 

DB④-34,SA③-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
建物・構築物の地震応答解析におけ

る入力地震動について，解放基盤表面

からの地震波の伝播特性を考慮し，

【DB④-8】必要に応じて，地盤の非線

形応答に関する動的変形特性を考慮す

る。DB④-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (１) 入力地震動 

地質調査の結果によれば，重要な

再処理施設の設置位置周辺は，新第

三紀の鷹架層が十分な広がりをもっ

て存在することが確認されている。 

DB④-30 

 

解放基盤表面は，この新第三紀の

鷹架層のＳ波速度が0.7ｋｍ／ｓ以上

を有する標高約－70ｍの位置に想定

することとする。 DB④-31 

基準地震動は，解放基盤表面で定

義する。 DB④-32 

 

 

 

建物・構築物の地震応答解析モデ

ルに対する入力地震動は，解放基盤

表面からの地震波の伝播特性を適切

に考慮して作成したものとするとと

もに，必要に応じて地盤の非線形応

答を考慮することとし，地盤のひず

みに応じた地盤物性値を用いて作成

する。DB④-33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，必要に応じ敷地における観

測記録による検証や最新の科学的・

技術的知見を踏まえ設定する。 

DB④-34 

 

 

 

 

 

 

2.1.1(3)b.(a) 入力地震動 

原子炉建屋設置位置付近は，地盤調査

の結果，新第三系鮮新統～第四系下部更

新統の久米層が分布し，EL.-370 m 以深

ではＳ波速度が 0.7 km/s 以上で著しい高

低差がなく拡がりをもって分布している

ことが確認されている。したがって，

EL.-370 m の位置を解放基盤表面として

設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

建物・構築物の地震応答解析における

入力地震動は，解放基盤表面で定義され

る基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動

Ｓｄを基に，対象建物・構築物の地盤条

件を適切に考慮した上で，必要に応じ 2 

次元ＦＥＭ解析又は 1 次元波動論によ

り，地震応答解析モデルの入力位置で評

価した入力地震動を設定する。 

地盤条件を考慮する場合には，地震動

評価で考慮した敷地全体の地下構造との

関係や対象建物・構築物位置と炉心位置

での地質・速度構造の違いにも留意する

とともに，地盤の非線形応答に関する動

的変形特性を考慮する。また，必要に応

じ敷地における観測記録による検証や最

新の科学的・技術的知見を踏まえ，地

質・速度構造等の地盤条件を設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA③-1（P5から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DB④-33（P26,29へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

非線形性の考慮に当たっては，地下水排

水設備を設置することによる地下水位の

低下状態を踏まえて評価することを明確

化した。また，液状化影響評価の考慮に

当たっては，施設の構造上の特徴，施設

の周辺地盤及び周辺施設の配置状況を踏

まえ評価することを明確化した。 

 

⑤（P28）へ 

【「等」の解説】 

「地質・速度構造等」とは，

地震力の算定に用いる地盤条

件である密度，せん断弾性係

数，ポアソン比などを示した

記載であり，「Ⅳ-1-1-2 地

盤の支持性能に係る基本方

針」で明確にするため当該箇

所では等を用いた。 

⑪（P21）から 

【許可からの変更点】 

事業変更許可申請書の記載に合わせる

とともに，発電炉の記載も踏まえ，よ

り詳細な記載に修正。 

【許可からの変更点】 

非線形性の考慮に当たっては，地

下水排水設備を設置することによ

る地下水位の低下状態を踏まえて

評価することを明確化した。ま

た，液状化影響評価の考慮につい

ては，施設の構造上の特徴及び施

設周辺の状況を踏まえ評価するこ

とを明確化した。 
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Ｂクラスの施設及びＢクラス施設の

機能を代替する常設重大事故等対処設

備が設置される重大事故等対処施設の

うち共振のおそれがあり，動的解析が

必要なものに対しては，弾性設計用地

震動Ｓｄに2分の1を乗じたものを用い

る。DB④-26,SA③-1 

 

 

(b) 動的解析法 

イ. 建物・構築物 

動的解析に当たっては，対象施設

の形状，構造特性，振動特性等を踏

まえ，地震応答解析手法の適用性及

び適用限界等を考慮のうえ，適切な

解析法を選定するとともに，建物・

構築物に応じて十分な調査に基づく

適切な解析条件を設定する。【DB④-

10】動的解析は，原則として，時刻

歴応答解析法を用いて求めるものと

する。DB④-35,SA③-1 

 

また，3次元応答性状等の評価は，

線形解析に適用可能な周波数応答解

析法による。DB④-35,SA③-1 

 

 

建物・構築物の動的解析に当たっ

ては，建物・構築物の剛性はそれら

の形状，構造特性，振動特性，減衰

特性を十分考慮して評価し，集中質

点系に置換した解析モデルを設定す

る。DB④-11,36,SA③-1 

 

動的解析には，建物・構築物と地

盤の相互作用及び埋込み効果を考慮

するものとし，解析モデルの地盤の

ばね定数は，基礎版の平面形状，地

盤の剛性等を考慮して定める。地盤

の剛性等については，必要に応じて

地盤の非線形応答を考慮することと

し，地盤のひずみに応じた地盤物性

値に基づくものとする。設計用地盤

定数の設定に当たっては，地盤の構

造特性の考慮として，地震動評価で

考慮した敷地全体の地下構造との関

係や対象建物・構築物の直下又は周

辺の地質・速度構造の違いにも留意

し，原則として，弾性波試験による

ものを用いる。DB④-5,37,SA③-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
地震応答解析方法については，対象

施設の形状，構造特性及び振動特性等

を踏まえ，解析手法の適用性及び適用

限界を考慮のうえ，解析方法を選定す

るとともに，調査に基づく解析条件を

設定する。DB④-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
また，対象施設の形状及び構造特性

等を踏まえたモデル化を行う。DB④-11 

 

 

 

 

 
なお，建物・構築物と地盤との相互作

用，埋込み効果及び周辺地盤の非線形

性について必要に応じて考慮する。 

DB④-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２) 動的解析法 

ａ．建物・構築物 

動的解析に当たっては，対象施設

の形状，構造特性，振動特性等を踏

まえ，地震応答解析手法の適用性及

び適用限界等を考慮のうえ，適切な

解析法を選定するとともに，建物・

構築物に応じて十分な調査に基づく

適切な解析条件を設定する。動的解

析は，原則として，時刻歴応答解析

法を用いて求めるものとする。 

DB④-35 

 

 

 

 

 

建物・構築物の動的解析に当たっ

ては，建物・構築物の剛性はそれら

の形状，構造特性，振動特性，減衰

特性を十分考慮して評価し，集中質

点系に置換した解析モデルを設定す

る。DB④-36 

 

動的解析には，建物・構築物と地

盤の相互作用及び埋込み効果を考慮

するものとし，解析モデルの地盤の

ばね定数は，基礎版の平面形状，地

盤の剛性等を考慮して定める。地盤

の剛性等については，必要に応じて

地盤の非線形応答を考慮することと

し，地盤のひずみに応じた地盤物性

値に基づくものとする。設計用地盤

定数は，原則として，弾性波試験に

よるものを用いる。DB④-37 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，設計基準対象施設における耐震

Ｂクラスの建物・構築物及び重大事故等

対処施設における耐震Ｂクラス施設の機

能を代替する常設重大事故防止設備が設

置される重大事故等対処施設の建物・構

築物のうち共振のおそれがあり，動的解

析が必要なものに対しては，弾性設計用

地震動Ｓｄに 2 分の 1 を乗じたものを用

いる。 

2.1.1(3)b.(b) 地震応答解析 

イ. 動的解析法 

(イ) 建物・構築物 

動的解析による地震力の算定に当たっ

ては，地震応答解析手法の適用性，適用

限界等を考慮のうえ，適切な解析法を選

定するとともに，建物・構築物に応じた

適切な解析条件を設定する。 

動的解析は，原則として，建物・構築

物の地震応答解析及び床応答曲線の策定

は，線形解析及び非線形解析に適用可能

な時刻歴応答解析法による。 

 

 

また，3 次元応答性状等の評価は，線

形解析に適用可能な周波数応答解析法に

よる。 

 

建物・構築物の動的解析に当たって

は，建物・構築物の剛性はそれらの形

状，構造特性等を十分考慮して評価し，

集中質点系等に置換した解析モデルを設

定する。 

 

 

動的解析には，建物・構築物と地盤と

の相互作用を考慮するものとし，解析モ

デルの地盤のばね定数は，基礎版の平面

形状，基礎側面と地盤の接触状況，地盤

の剛性等を考慮して定める。設計用地盤

定数は，原則として，弾性波試験による

ものを用いる。 

 

2.1.1(3)b.(a) 

(中略)  

地盤の非線形応答に関する動的変形特性を考慮

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA③-1（P5から） 

DB④-26（P24から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DB④-35（P30へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「等」の解説】 

「3次元応答性状等」とは，周

波数応答解析法を用いる線形解

析による 3次元応答性状，シミ

ュレーション解析などの評価の

総称として示した記載であるた

め当該箇所では等を用いた。 

【「等」の解説】 

「地盤の剛性等」とは，地盤ば

ねの設定にあたり考慮する施設

及びその周辺地盤の特性の総称

として示した記載であることか

ら許可の記載を用いた。 

【「等」の解説】 

「振動特性等」とは，地震応

答解析にあたり考慮する施設

の特徴の総称として示した記

載であることから許可の記載

を用いた。 

【「等」の解説】 

「適用限界等」とは，解析手法

の選定にあたり考慮する適用性

の総称として示した記載である

ことから許可の記載を用いた。 

⑤（P27）から 

【許可からの変更点】 

事業変更許可申請書（添付書類

六）では，「原則として，時刻

歴応答解析法」程度の記載であ

ったが，発電炉の記載も踏ま

え，より具体的な記載を追記。 

⑧（P21）から 

⑫（P21）から 

【許可からの変更点】 

事業変更許可申請書に合わせて記載するとと

もに，動的地震力の算定方針を明確化するた

め，基本設計方針にて記載を詳細化した。 

【許可からの変更点】 

事業変更許可申請書（添付書類

六）では 1.6.1.4.2動的地震力

にて 2分の 1 Ｓｄを記載して

いるが，発電炉の記載も踏ま

え，入力地震動の作成において

も用いることを明確化した。 
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地盤－建物・構築物連成系の減衰

定数は，振動エネルギの地下逸散及

び地震応答における各部のひずみレ

ベルを考慮して定める。 

DB④-38,SA③-1 

 

基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地

震動Ｓｄに対する応答解析におい

て，主要構造要素がある程度以上弾

性範囲を超える場合には，実験等の

結果に基づき，該当する建物部分の

構造特性に応じて，その弾塑性挙動

を適切に模擬した復元力特性を考慮

した応答解析を行う。 

DB④-39,SA③-1 

 

 

また，Ｓクラスの施設を支持する

建物・構築物及び常設耐震重要重大

事故等対処設備が設置される重大事

故等対処施設を支持する建物・構築

物の支持機能を検討するための動的

解析において，当該施設を支持する

建物・構築物の主要構造要素がある

程度以上弾性範囲を超える場合に

は，その弾塑性挙動を適切に模擬し

た復元力特性を考慮した応答解析を

行う。DB④-39,SA③-1 

 

 

地震応答解析に用いる材料定数に

ついては，地盤の諸定数も含めて材

料のばらつきによる変動幅を適切に

考慮する。また，材料のばらつきに

よる変動が建物・構築物の振動性状

や応答性状に及ぼす影響として考慮

すべき要因を選定した上で，選定さ

れた要因を考慮した動的解析により

設計用地震力を設定する。 

DB④-33,SA③-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地盤－建物・構築物連成系の減衰

定数は，振動エネルギの地下逸散及

び地震応答における各部のひずみレ

ベルを考慮して定める。DB④-38 

 

 

基準地震動及び弾性設計用地震動

に対する応答解析において，主要構

造要素がある程度以上弾性範囲を超

える場合には，実験等の結果に基づ

き，該当する建物部分の構造特性に

応じて，その弾塑性挙動を適切に模

擬した復元力特性を考慮した応答解

析を行う。DB④-39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地盤－建物・構築物連成系の減衰定数

は，振動エネルギの地下逸散及び地震応

答における各部のひずみレベルを考慮し

て定める。 

 

 

基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動

Ｓｄに対する応答解析において，主要構

造要素がある程度以上弾性範囲を超える

場合には，実験等の結果に基づき，該当

する建物部分の構造特性に応じて，その

弾塑性挙動を適切に模擬した復元力特性

を考慮した地震応答解析を行う。 

 

 

 

 

また，Ｓクラスの施設を支持する建

物・構築物及び常設耐震重要重大事故防

止設備又は常設重大事故緩和設備が設置

される重大事故等対処施設を支持する建

物・構築物の支持機能を検討するための

動的解析において，施設を支持する建

物・構築物の主要構造要素がある程度以

上弾性範囲を超える場合には，その弾塑

性挙動を適切に模擬した復元力特性を考

慮した地震応答解析を行う。 

 

 

 

地震応答解析に用いる材料定数につい

ては，地盤の諸定数も含めて材料のばら

つきによる変動幅を適切に考慮する。ま

た，材料のばらつきによる変動が建物・

構築物の振動性状や応答性状に及ぼす影

響として考慮すべき要因を選定した上

で，選定された要因を考慮した動的解析

により設計用地震力を設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA③-1（P5から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DB④-33（P27から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

事業変更許可申請書（添付書類

六）では，1.6.1.4.2(1)入力地

震動にて「解放基盤表面からの

地震波の伝播特性を適切に考

慮」程度の記載であったが，発

電炉の記載も踏まえ，より詳細

な内容として記載を充実。 

 

【許可からの変更点】 

事業変更許可申請書（添付書類

六）では，1.6.1.6.1にて「間

接支持構造物…は…適用する地

震力に対して…設計する」程度

の記載であったが，発電炉の記

載も踏まえ，より詳細な内容と

して記載を充実。 

 

【「等」の解説】 

「実験等」とは，弾塑性挙動の設定

にあたり参照する知見の総称として

示した記載であることから許可の記

載を用いた。 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
建物・構築物の動的解析において

は，地下水排水設備による地下水位

の低下を考慮して適切な解析手法を

選定する。このうち，地下水排水設

備の外側に配置される建物・構築物

については，施設の構造上の特徴，

施設の周辺地盤及び周辺施設の配置

状況を踏まえ，液状化による影響が

生じるおそれがある場合には，その

影響について確認する。ここで，地

震時の地盤の有効応力の変化に応じ

た影響を考慮する場合は，有効応力

解析を実施する。有効応力解析に用

いる液状化強度特性は，敷地の原地

盤における代表性及び網羅性を踏ま

えた上で保守性を考慮して設定する

ことを基本とする。 DB④-35,SA③-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 動的解析に用いる解析モデルは，

地震観測網により得られた観測記録

により振動性状の把握を行い，解析

モデルの妥当性の確認を行う。 

DB④-35,SA③-1 

 

建物・構築物のうち土木構造物の

動的解析に当たっては，構造物と地

盤の相互作用を考慮できる連成系の

地震応答解析手法を用いる。地震応

答解析手法は，地盤及び構造物の地

震時における非線形挙動の有無や程

度に応じて，線形，等価線形又は非

線形解析のいずれかによる。地盤の

地震応答解析モデルは，構造物と地

盤の動的相互作用を考慮できる有限

要素法を用いる。構造物の地震応答

解析に用いる減衰定数については，

地盤と構造物の非線形性を考慮して

適切に設定する。DB④-40,SA③-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

構築物のうち洞道の動的解析に当

たっては，洞道と地盤の相互作用を

考慮できる連成系の地震応答解析手

法を用いる。地震応答解析手法は，

地盤及び洞道の地震時における非線

形挙動の有無や程度に応じて，線

形，等価線形又は非線形解析のいず

れかによる。地盤の地震応答解析モ

デルは，洞道と地盤の動的相互作用

を考慮できる有限要素法を用いる。

洞道の地震応答解析に用いる減衰定

数については，地盤と洞道の非線形

性を考慮して適切に設定する。 

DB④-40 

建物・構築物の動的解析にて，地震時

の地盤の有効応力の変化に応じた影響を

考慮する場合は，有効応力解析を実施す

る。有効応力解析に用いる液状化強度特

性は，敷地の原地盤における代表性及び

網羅性を踏まえた上で保守性を考慮して

設定することを基本とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建物・構築物への地盤変位に対する保

守的な配慮として，地盤を強制的に液状

化させることを仮定した影響を考慮する

場合は，原地盤よりも十分に小さい液状

化強度特性（敷地に存在しない豊浦標準

砂に基づく液状化強度特性）を設定する。 

建物・構築物及び機器・配管系への加

速度応答に対する保守的な配慮として，

地盤の非液状化の影響を考慮する場合

は，原地盤において非液状化の条件（最

も液状化強度が大きい場合に相当）を仮

定した解析を実施する。 

原子炉建屋については，3 次元ＦＥＭ

解析等から，建物・構築物の 3 次元応答

性状及びそれによる機器・配管系への影

響を評価する。 

 

動的解析に用いる解析モデルは，地震

観測網により得られた観測記録により振

動性状の把握を行い，解析モデルの妥当

性の確認を行う。 

 

 

屋外重要土木構造物及び常設耐震重要

重大事故防止設備又は常設重大事故緩和

設備が設置される重大事故等対処施設の

土木構造物の動的解析は，構造物と地盤

の相互作用を考慮できる連成系の地震応

答解析手法とし，地盤及び構造物の地震

時における非線形挙動の有無や程度に応

じて，線形，等価線形又は非線形解析の

いずれかにて行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DB④-35（P28から） 

SA③-1（P5から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DB④-35（P28から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設では，全応力解析を実施する

とともに，地震時の地盤の有効応力の変

化に応じた影響を考慮する場合には有効

応力解析を実施する。 

有効応力解析に用いる液状化強度特性

は、敷地地盤の試験結果に基づき，ばら

つき及び不確実性を考慮した上で保守性

を考慮して設定するため，周辺地盤を強

制的に液状化させることを仮定した設計

は行わない。 

また，非液状化の条件については全応力

解析にて実施していることから記載しな

い。 

【許可からの変更点】 

事業変更許可申請書（添付書

類六）では，1.6.1.4.2(2)a.

にて「対象施設の…振動特性

等を踏まえ…適切な解析法を

選定」程度の記載であった

が，発電炉の記載も踏まえ，

より詳細な内容として記載を

充実。 

 

⑥（P26）へ 

【許可からの変更点】 

事業変更許可申請書（添付書

類六）では，1.6.1.4.2(2)に

て「対象施設の…適切な解析

法を選定」程度の記載であっ

たが，発電炉の記載も踏ま

え，より詳細な内容として記

載を充実。また，液状化影響

評価の考慮に当たっては，施

設の構造上の特徴及び施設周

辺の状況を踏まえ評価するこ

とを明確化した。 

【許可からの変更点】 

事業変更許可申請書（添付書

類六）では，「構築物」と記

載していたが，再処理施設の

施設区分に合わせて「建物・

構築物」と記載。 

【許可からの変更点】 

事業変更許可申請書（添付書類六）で

は，具体的な施設として「洞道」と記載

していたが，再処理施設の施設区分及び

発電炉の記載も踏まえ，「土木構造

物」，「構造物」と記載した。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

液状化影響評価の考慮に当たっては，施

設の構造上の特徴，施設の周辺地盤及び

周辺施設の配置状況を踏まえ評価するこ

とを明確化した。 
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地震力については，水平2方向及び

鉛直方向について適切に組み合わせ

て算定する。 

DB④-4,7,SA③-1,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ. 機器・配管系 

動的解析による地震力の算定に当

たっては，地震応答解析手法の適用

性，適用限界等を考慮のうえ，適切

な解析法を選定するとともに，解析

条件として考慮すべき減衰定数，剛

性等の各種物性値は，適切な規格及

び基準又は試験等の結果に基づき設

定する。DB④-41,SA③-1 

 

 

機器については，形状，構造特性

等を考慮して，代表的な振動モード

を適切に表現できるよう質点系モデ

ル，有限要素モデル等に置換し，設

計用床応答曲線を用いたスペクトル

モーダル解析法又は時刻歴応答解析

法により応答を求める。 

DB④-41,SA③-1 

 

また，時刻歴応答解析法及びスペ

クトルモーダル解析法を用いる場合

は地盤物性等のばらつきを適切に考

慮する。スペクトルモーダル解析法

には地盤物性等のばらつきを考慮し

た床応答曲線を用いる。 

DB④-41,SA③-1 

 

 

 

 

 

 

 
水平２方向及び鉛直方向について適切

に組み合わせて算定する。 

DB④-4 

 
 
加えてＳクラスと同様に，水平２方向

及び鉛直方向について適切に組み合わ

せ，地震力を算定する。DB④-7 

 

 

【31条】 

 
 (ｅ)  重大事故等対処施設に適用する動的地

震力は，水平２方向及び鉛直方向につい

て適切に組み合わせて算定するものとす

る。SA③-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．機器・配管系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機器については，その形状を考慮

して，１質点系又は多質点系モデル

に置換し，設計用床応答曲線を用い

た応答スペクトル・モーダル解析法

又は時刻歴応答解析法により応答を

求める。DB④-41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震力については，水平 2 方向及び鉛

直方向について適切に組み合わせて算定

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ロ) 機器・配管系 

動的解析による地震力の算定にあたっ

ては，地震応答解析手法の適用性，適用

限界等を考慮のうえ，適切な解析法を選

定するとともに，解析条件として考慮す

べき減衰定数，剛性等の各種物性値は，

適切な規格及び基準又は試験等の結果に

基づき設定する。 

 

 

 

機器の解析に当たっては，形状，構造

特性等を考慮して，代表的な振動モード

を適切に表現できるよう質点系モデル，

有限要素モデル等に置換し，設計用床応

答曲線を用いたスペクトルモーダル解析

法又は時刻歴応答解析法により応答を求

める。 

 

 

また，時刻歴応答解析法及びスペクト

ルモーダル解析法を用いる場合は地盤物

性等のばらつきを適切に考慮する。スペ

クトルモーダル解析法には地盤物性等の

ばらつきを考慮した床応答曲線を用い

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA③-1（P5から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DB④-41（P32へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

事業変更許可申請書における内容につい

て，発電炉の記載も踏まえて設工認段階の

記載として詳細化。 

【許可からの変更点】 

動的解析における考慮事項を

追記。 

 

【「等」の解説】 

「適用限界等」とは，地震応答解析手法の適

用方法，適用の妥当性の総称として示した記

載であるため当該箇所では等を用いた。 【「等」の解説】 

「剛性等」とは，縦弾性係

数，密度などの総称として示

した記載であるため当該箇所

では等を用いた。 

【「等」の解説】 

「試験等」とは，解析条件の

設定にあたり参照する試験結

果の総称として示した記載で

あることから当該箇所では等

を用いた。 

【許可からの変更点】 

事業変更許可申請書（添付書類

六）1.6.1.4.2(2)b.の補足とし

て，時刻歴応答解析法及びスペ

クトルモーダル解析法を用いる

場合の考慮事項を追記。 

【「等」の解説】 

「地盤物性等」とは，設計上ばらつきを考

慮する材料物性の総称として示した記載で

あることから当該箇所では等を用いた。 

【「等」の解説】 

「形状，構造特性等」とは，解

析対象設備の解析条件の総称と

して示した記載であることから

当該箇所では等を用いた。 

【「等」の解説】 

「有限要素モデル等」とは，質点系モデ

ル，シェルモデルなどの解析モデルの例と

して示した記載であり，「Ⅳ-2-1-2 再処

理設備本体等に係る耐震性に関する計算書

（機器・配管系）」に示すため当該箇所で

は等を用いた。 

⑦（P21）から 

⑩（P21）から 

㉘（P56）から 

【許可からの変更点】 

事業変更許可申請書に合わせて記載す

るとともに，動的地震力の算定方針を

明確化するため，基本設計方針にて記

載を詳細化した。 

【許可からの変更点】 

事業変更許可申請書に合わせるととも

に発電炉の記載も踏まえ，基本設計方

針にて組合せの方針の詳細化に併せて

安全機能を有する施設と章項目を統一

した。 

36



別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第六条、第三十三条（地震による損傷の防止）（32 / 116） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

配管系については，適切なモデル

を作成し，設計用床応答曲線を用い

たスペクトルモーダル解析法により

応答を求める。 

DB④-42,SA③-1 

 

 

スペクトルモーダル解析法及び時

刻歴応答解析法の選択に当たって

は，衝突・すべり等の非線形現象を

模擬する観点又は既往研究の知見を

取り入れ実機の挙動を模擬する観点

で，建物・構築物の剛性及び地盤物

性のばらつきへの配慮をしつつ時刻

歴応答解析法を用いる等，解析対象

とする現象，対象設備の振動特性・

構造特性等を考慮し適切に選定す

る。DB④-41,42,SA③-1 

 

また，設備の3次元的な広がりを踏

まえ，適切に応答を評価できるモデ

ルを用い，水平2方向及び鉛直方向の

応答成分について適切に組み合わせ

るものとする。 DB④-42,SA③-1 

 

なお，剛性の高い機器・配管系

は，その設置床面の最大床応答加速

度の1.2倍の加速度を静的に作用させ

て地震力を算定する。 

DB④-43,SA③-1 

 

c. 設計用減衰定数 

地震応答解析に用いる減衰定数

は，安全上適切と認められる規格及

び基準に基づき，設備の種類，構造

等により適切に選定するとともに，

試験等で妥当性を確認した値も用い

る。DB④-44,SA③-1 

 

なお，建物・構築物の地震応答解

析に用いる鉄筋コンクリートの減衰

定数の設定については，既往の知見

に加え，既設施設の地震観測記録等

により，その妥当性を検討する。 

DB④-44,SA③-1 

 

また，地盤と土木構造物の連成系

地震応答解析モデルの減衰定数につ

いては，地中構造物としての特徴，

同モデルの振動特性を考慮して適切

に設定する。DB④-44,SA③-1 

 

配管系については，適切なモデル

を作成し，設計用床応答曲線を用い

た応答スペクトル・モーダル解析法

により応答を求める。 

DB④-42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，剛性の高い機器・配管系

は，その設置床面の最大床応答加速

度の1.2倍の加速度を静的に作用させ

て地震力を算定する。 

DB④-43 

 

 

動的解析に用いる減衰定数は，既

往の振動実験，地震観測の調査結果

等を考慮して適切な値を定める。 

DB④-44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配管系については，その仕様に応じて

適切なモデルに置換し，設計用床応答曲

線を用いたスペクトルモーダル解析法又

は時刻歴応答解析法により応答を求め

る。 

 

 

スペクトルモーダル解析法及び時刻歴

応答解析法の選択に当たっては，衝突・

すべり等の非線形現象を模擬する観点又

は既往研究の知見を取り入れ実機の挙動

を模擬する観点で，建物・構築物の剛性

及び地盤物性のばらつきへの配慮をしつ

つ時刻歴応答解析法を用いる等，解析対

象とする現象，対象設備の振動特性・構

造特性等を考慮し適切に選定する。 

 

 

 

また，設備の 3 次元的な広がりを踏ま

え，適切に応答を評価できるモデルを用

い，水平 2方向及び鉛直方向の応答成分

について適切に組み合わせるものとす

る。 

 

剛性の高い機器は，その機器の設置床

面の最大応答加速度の 1.2 倍の加速度を

震度として作用させて構造強度評価に用

いる地震力を算定する。 

 

 

c. 設計用減衰定数 

地震応答解析に用いる減衰定数は，安

全上適切と認められる規格及び基準に基

づき，設備の種類，構造等により適切に

選定するとともに，試験等で妥当性を確

認した値も用いる。 

 

 

なお，建物・構築物の地震応答解析に

用いる鉄筋コンクリートの減衰定数の設

定については，既往の知見に加え，既設

施設の地震観測記録等により，その妥当

性を検討する。 

 

 

また，地盤と屋外重要土木構造物の連

成系地震応答解析モデルの減衰定数につ

いては，地中構造物としての特徴，同モ

デルの振動特性を考慮して適切に設定す

る。 

 

 

 

 

 

SA③-1（P5から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DB④-41（P31から） 

 

【「等」の解説】 

「構造等」とは，減衰定数の

設定にあたり考慮する施設の

特徴の総称として示した記載

であることから当該箇所では

等を用いた。 

【「等」の解説】 

「試験等」とは，設計用減衰

定数の設定にあたり参照する

知見の総称として示した記載

であることから当該箇所では

等を用いた。 

【「等」の解説】 

「すべり等」とは，非線形現象の総

称として示した記載であることから

当該箇所では等を用いた。 

【許可からの変更点】 

事業変更許可申請書（添付書類

六）1.6.1.4.2(2)b.の補足とし

て，スペクトルモーダル解析法

及び時刻歴応答解析法を用いる

場合の考慮事項を追記。 

【「等」の解説】 

「対象設備の振動特性・構造特

性等」とは，支持架構を含めた

機器・配管系の解析に当たって

考慮する条件の総称として示し

た記載であることから当該箇所

では等を用いた。 

【「等」の解説】 

「既設施設の地震観測記録

等」とは，鉄筋コンクリート

の減衰定数の妥当性を検討す

る際に参照するデータの総称

として示した記載であること

から当該箇所では等を用い

た。 

【「等」の解説】 

「時刻歴応答解析法を用いる等」と

は，時刻歴応答解析法，スペクトル

モーダル解析法の総称として示した

記載であることから当該箇所では等

を用いた。 

【許可からの変更点】 

事業変更許可申請書（添付書類六）

では，1.6.1.4.2(2)動的解析法にて

「既往の振動実験，地震観測の調査

結果等を考慮」程度の記載であった

が，発電炉の記載も踏まえ，より詳

細な記載を追記。 
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 (4) 荷重の組合せと許容限界 

耐震設計における荷重の組合せと許容

限界は，以下によるものとする。 

DB⑤-1,2,37,SA④-1 

また，耐震設計においては，安全機能

及び重大事故等に対処するために必要な

機能である閉じ込め機能，プロセス量等

の維持機能，掃気機能，崩壊熱等の除去

機能，臨界防止機能，遮蔽機能，落下・

転倒防止機能，支援機能，ソースターム

制限機能，放出量の監視機能，換気機

能，気密性，支持機能，操作場所及びア

クセスルートの保持機能等を維持する設

計とする。 

上記の機能のうち，遮蔽機能，落下・

転倒防止機能，気密性，支持機能，操作

場所及びアクセスルートの保持機能等に

ついては，安全機能を有する施設の耐震

重要度及び重大事故等対処施設の設備分

類に応じた地震力に対して，当該機能が

要求される施設の構造強度を確保するこ

とで，機能が維持できる設計とする。 

閉じ込め機能，プロセス量等の維持機

能，掃気機能，崩壊熱等の除去機能，臨

界防止機能，支援機能，ソースターム制

限機能，放出量の監視機能，換気機能等

については，構造強度を確保するととも

に，当該機能が要求される各施設の特性

に応じて許容限界を適切に設定する。 

DB⑤-1,2, 37,SA④-1 

 

 

a. 耐震設計上考慮する状態 

地震以外に設計上考慮する状態を以

下に示す。DB⑤-3,SA④-2 

 

(a) 安全機能を有する施設 

イ. 建物・構築物  

 

 

 

 

(イ) 運転時の状態 

再処理施設が運転している状

態。DB⑤-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｇ) 荷重の組合せと許容限界の設定方針 

 

 

 

 

  (イ) 建物・構築物 

     以下のとおり，建物・構築物

の荷重の組合せ及び許容限界を

設定する。DB⑤-2 

 
 以下のとおり，機器・配管系の荷

重の組合せ及び許容限界を設定す

る。DB⑤-37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.1.5 荷重の組合せと許容限界 

 

 

 

 

 

安全機能を有する施設に適用する荷

重の組合せと許容限界は，以下による

ものとする。DB⑤-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.1.5.1 耐震設計上考慮する状態 

地震以外に設計上考慮する状態を以

下に示す。DB⑤-3 

 

 

(１) 建物・構築物 

 

 

 

 

ａ．運転時の状態 

再処理施設が運転している状態。 

DB⑤-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 荷重の組合せと許容限界 

 

 

 

 

 

耐震設計における荷重の組合せと許容

限界は以下による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1(4)a. 耐震設計上考慮する状態 

地震以外に設計上考慮する状態を以下

に示す。 

 

 

2.1.1(4)a.(a) 建物・構築物 

設計基準対象施設については以下のイ.

～ハ.の状態，重大事故等対処施設につい

ては以下のイ.～ニ.の状態を考慮する。 

 

イ. 運転時の状態 

発電用原子炉施設が運転状態にあり，

通常の自然条件下におかれている状態 

ただし，運転状態には通常運転時，運

転時の異常な過渡変化時を含むものとす

る。 

 

ロ. 設計基準事故時の状態 

発電用原子炉施設が設計基準事故時にあ

る状態 

 

 

 

 

 

 

SA④-1,2（P35から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

事業変更許可申請書との整合による発電

炉との記載の相違であり，再処理施設で

は，運転時の異常な過渡変化時に建物に

影響する荷重は発生しないことから，設

計上考慮する必要がないため記載しな

い。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

事業変更許可申請書

との整合による発電

炉との記載の相違で

あり，再処理施設で

は，設計基準事故時

に建物に影響する荷

重は発生しないこと

から，設計上考慮す

る必要がないため記

載しない。 

⑧（P35）へ 

⑦（P35）へ 

⑰（P53）から 

【許可からの変更点】 

事業許可変更申請書に合わせるととも

に，発電炉の記載も踏まえて，基本設

計方針にて荷重の組合せと許容限界の

章を分けて詳細化した。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

安全機能の維持に当たっての許

容限界の設定方針として，当該

機能が要求される各施設の特性

に応じて評価することを明確化

した。 

【許可からの変更点等】 

耐震設計において機能維持

が必要な機能を記載すると

ともに，記載した各機能

が，構造強度の確保により

機能を維持するもの又は施

設の特性に応じて構造強度

のほかに評価項目を追加す

るもののどちらに該当する

か明確化した。 

【「等」の解説】 

「・・・機能等」とは，安全

機能を有する施設の安全機能

又は重大事故等に対処するた

めに必要な機能のうち代表的

な機能を記載し、全ての機能

について記載したものでない

ことから当該箇所では等を用

いた。 
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(ロ) 設計用自然条件 

設計上基本的に考慮しなけれ

ばならない自然条件（積雪，

風）。DB⑤-5 

 

 

 

 

 

ロ. 機器・配管系  

 

 

 

 

 

(イ) 運転時の状態 

再処理施設が運転している状

態。DB⑤-6 

 

 

 

 

(ロ) 運転時の異常な過渡変化時の

状態 

運転時に予想される機械又は

器具の単一の故障若しくはその

誤作動又は運転員の単一の誤操

作及びこれらと類似の頻度で発

生すると予想される外乱によっ

て発生する異常な状態であっ

て，当該状態が継続した場合に

は温度，圧力，流量その他の再

処理施設の状態を示す事項が安

全設計上許容される範囲を超え

るおそれがあるものとして安全

設計上想定すべき事象が発生し

た状態。DB⑤-7 

 

(ハ) 設計基準事故時の状態 

発生頻度が運転時の異常な過

渡変化より低い異常な状態であ

って，当該状態が発生した場合

には再処理施設から多量の放射

性物質が放出するおそれがある

ものとして安全設計上想定すべ

き事象が発生した状態。DB⑤-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．設計用自然条件 

設計上基本的に考慮しなければな

らない自然条件（積雪，風）。 

DB⑤-5 

 

 

 

 

 

 (２) 機器・配管系 

 

 

 

 

 

ａ．運転時の状態 

再処理施設が運転している状態。 

DB⑤-6 

 

 

 

 

ｂ．運転時の異常な過渡変化時の状態 

 

運転時に予想される機械又は器具

の単一の故障若しくはその誤作動又

は運転員の単一の誤操作及びこれら

と類似の頻度で発生すると予想され

る外乱によって発生する異常な状態

であって，当該状態が継続した場合

には温度，圧力，流量その他の再処

理施設の状態を示す事項が安全設計

上許容される範囲を超えるおそれが

あるものとして安全設計上想定すべ

き事象が発生した状態。DB⑤-7 

 

 

 

ｃ．設計基準事故時の状態 

発生頻度が運転時の異常な過渡変

化より低い異常な状態であって，当

該状態が発生した場合には再処理施

設から多量の放射性物質が放出する

おそれがあるものとして安全設計上

想定すべき事象が発生した状態。 

DB⑤-8 

 

 

 

 

 

 

 

ハ. 設計用自然条件 

設計上基本的に考慮しなければならな

い自然条件（風，積雪） 

 

ニ. 重大事故等時の状態 

発電用原子炉施設が，重大事故に至る

おそれのある事故又は重大事故時の状態

で，重大事故等対処施設の機能を必要と

する状態 

2.1.1(4)a.(b) 機器・配管系 

設計基準対象施設については以下のイ.

～ニ.の状態，重大事故等対処施設につい

ては以下のイ.～ホ.の状態を考慮する。 

 

 

イ. 通常運転時の状態 

発電用原子炉の起動，停止，出力運

転，高温待機，燃料取替え等が計画的又

は頻繁に行われた場合であって運転条件

が所定の制限値以内にある運転状態 

 

 

ロ. 運転時の異常な過渡変化時の状態 

 

通常運転時に予想される機械又は器具

の単一の故障若しくはその誤作動又は運

転員の単一の誤操作及びこれらと類似の

頻度で発生すると予想される外乱によっ

て発生する異常な状態であって，当該状

態が継続した場合には炉心又は原子炉冷

却材圧力バウンダリの著しい損傷が生じ

るおそれがあるものとして安全設計上想

定すべき事象が発生した状態 

 

 

 

 

 

ハ. 設計基準事故時の状態 

発生頻度が運転時の異常な過渡変化より

低い異常な状態であって，当該状態が発

生した場合には発電用原子炉施設から多

量の放射性物質が放出するおそれがある

ものとして安全設計上想定すべき事象が

発生した状態 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨（P35）へ 

⑩（P35）へ 

⑪（P36）へ 

⑫（P36）へ 

⑬（P36）へ 

⑭（P36）へ 
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(b) 重大事故等対処施設 

 

 

 

イ. 建物・構築物 

 

 

 

(イ) 運転時の状態 

再処理施設が運転している状

態。SA④-3 

 

 

 

(ロ)  重大事故等時の状態 

再処理施設が，重大事故に至

るおそれがある事故又は重大事

故の状態で，重大事故等対処施

設の機能を必要とする状態。 

SA④-4 

 

(ハ) 設計用自然条件 

設計上基本的に考慮しなけれ

ばならない自然条件（積雪，

風）。SA④-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【31条】 

1.6.2.4 荷重の組み合わせと許容限界 

重大事故等対処施設に適用する荷重

の組合せと許容限界は，以下によるも

のとする。SA④-1 

 

1.6.2.4.1 耐震設計上考慮する状態 

  地震以外に設計上考慮する状態を以

下に示す。SA④-2 

 

 (１) 建物・構築物 

 

 

 

 ａ．運転時の状態 

   「1.6.1.5.1 耐震設計上考慮する

状態」の「(１) 建物・構築物」に示

す「ａ．運転時の状態」を適用す

る。SA④-3 

 

 ｂ．重大事故等時の状態 

   再処理施設が，重大事故に至るお

それがある事故又は重大事故の状態

で，重大事故等対処施設の機能を必

要とする状態。SA④-4 

 

 

 ｃ．設計用自然条件 

「1.6.1.5.1 耐震設計上考慮する

状態」の「(１) 建物・構築物」に示

す「ｂ．設計用自然条件」を適用す

る。SA④-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.1.1(4)a.(a) 建物・構築物 

設計基準対象施設については以下のイ.～ハ.

の状態，重大事故等対処施設については以下の

イ.～ニ.の状態を考慮する。 

 
2.1.1(4)a.(a) 建物・構築物 

イ. 運転時の状態 

発電用原子炉施設が運転状態にあり，通常の

自然条件下におかれている状態 

 

 
2.1.1(4)a.(a) 建物・構築物 

ニ. 重大事故等時の状態 

発電用原子炉施設が，重大事故に至るおそれ

のある事故又は重大事故時の状態で，重大事故

等対処施設の機能を必要とする状態 

 

 
 

2.1.1(4)a.(a) 建物・構築物 

ハ. 設計用自然条件 

設計上基本的に考慮しなければならない自然

条件（風，積雪） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA④-1,2（P33へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧（P33）から 

⑦（P33）から 

⑨（P34）から 

【許可からの変更点】 

事業変更許可申請書に合わせて記載

するとともに，発電炉の記載も踏ま

えて重大事故等対処施設について引

用せず直接記載して明確化した。 

⑩（P34）から 
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ロ. 機器・配管系 

 

 

 

 

(イ) 運転時の状態 

再処理施設が運転している状

態。SA④-6 

 

 

 

 

(ロ) 運転時の異常な過渡変化時の

状態 

運転時に予想される機械又は

器具の単一の故障若しくはその

誤作動又は運転員の単一の誤操

作及びこれらと類似の頻度で発

生すると予想される外乱によっ

て発生する異常な状態であっ

て，当該状態が継続した場合に

は温度，圧力，流量その他の再

処理施設の状態を示す事項が安

全設計上許容される範囲を超え

るおそれがあるものとして安全

設計上想定すべき事象が発生し

た状態。SA④-7 

 

(ハ) 設計基準事故時の状態 

発生頻度が運転時の異常な過

渡変化より低い異常な状態であ

って，当該状態が発生した場合

には再処理施設から多量の放射

性物質が放出するおそれがある

ものとして安全設計上想定すべ

き事象が発生した状態。SA④-8 

 

 

 

 

 

 

 

(ニ) 重大事故等時の状態 

再処理施設が，重大事故に至

るおそれがある事故又は重大事

故の状態で，重大事故等対処施

設の機能を必要とする状態。 

SA④-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【31条】 

  (２) 機器・配管系 

 

 

 

 

 ａ．運転時の状態 

   「1.6.1.5.1 耐震設計上考慮する

状態」の「(２) 機器・配管系」に示

す「ａ．運転時の状態」を適用す

る。SA④-6 

 

 

 ｂ．運転時の異常な過渡変化時の状態 

   「1.6.1.5.1 耐震設計上考慮する

状態」の「(２) 機器・配管系」に示

す「ｂ．運転時の異常な過渡変化時

の状態」を適用する。SA④-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ｃ．設計基準事故時の状態 

   「1.6.1.5.1 耐震設計上考慮する

状態」の「(２) 機器・配管系」に示

す「ｃ．設計基準事故時の状態」を

適用する。SA④-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d．重大事故等時の状態 

   再処理施設が，重大事故に至るおそ

れがある事故又は重大事故の状態で，

重大事故等対処施設の機能を必要とす

る状態。SA④-9 

 

 

 

 

 
2.1.1(4)a.(b) 機器・配管系 

設計基準対象施設については以下のイ.～ニ.

の状態，重大事故等対処施設については以下の

イ.～ホ.の状態を考慮する。 

 
2.1.1(4)a.(b) 機器・配管系 

イ. 通常運転時の状態 

発電用原子炉の起動，停止，出力運転，高温

待機，燃料取替え等が計画的又は頻繁に行われ

た場合であって運転条件が所定の制限値以内に

ある運転状態 

 
2.1.1(4)a.(b) 機器・配管系 

ロ. 運転時の異常な過渡変化時の状態 

 

通常運転時に予想される機械又は器具の単一

の故障若しくはその誤作動又は運転員の単一の

誤操作及びこれらと類似の頻度で発生すると予

想される外乱によって発生する異常な状態であ

って，当該状態が継続した場合には炉心又は原

子炉冷却材圧力バウンダリの著しい損傷が生じ

るおそれがあるものとして安全設計上想定すべ

き事象が発生した状態 

 

 

 

 

 

 
2.1.1(4)a.(b) 機器・配管系 

ハ. 設計基準事故時の状態 

発生頻度が運転時の異常な過渡変化より低い

異常な状態であって，当該状態が発生した場合

には発電用原子炉施設から多量の放射性物質が

放出するおそれがあるものとして安全設計上想

定すべき事象が発生した状態 

 

 

 

ニ. 設計用自然条件 

設計上基本的に考慮しなければならな

い自然条件（風，積雪） 

  

 

 

ホ. 重大事故等時の状態 

発電用原子炉施設が，重大事故に至る

おそれのある事故又は重大事故時の状態

で，重大事故等対処施設の機能を必要と

する状態 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

事業変更許可申請書に合わせて記載

するとともに，発電炉の記載も踏ま

えて重大事故等対処施設について引

用せず基本設計方針に直接記載して

明確化した。 

【許可からの変更点】 

事業変更許可申請書に合わせて記載

するとともに，発電炉の記載も踏ま

えて重大事故等対処施設について引

用せず基本設計方針に直接記載して

明確化した。 

⑮（P46）へ 

⑪（P34）から 

⑫（P34）から 

⑬（P34）から 

⑭（P34）から 
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b. 荷重の種類 

(a) 安全機能を有する施設 

イ．建物・構築物  

 

 

 

(イ) 再処理施設のおかれている状

態にかかわらず常時作用してい

る荷重，すなわち固定荷重，積

載荷重，土圧及び水圧 

  DB⑤-9 

 

(ロ) 運転時の状態で施設に作用す

る荷重 DB⑤-10 

 

 

 

(ハ) 地震力，積雪荷重及び風荷重 

DB⑤-11 

 

 

 

ただし，運転時の状態で施設に作

用する荷重には，機器・配管系から

作用する荷重が含まれるものとし，

地震力には，地震時土圧，地震時水

圧及び機器・配管系からの反力が含

まれるものとする。DB⑤-12 

 

 

ロ．機器・配管系 

 

 

 

 

(イ) 運転時の状態で施設に作用す

る荷重 DB⑤-13 

 

(ロ) 運転時の異常な過渡変化時の

状態で施設に作用する荷重  

DB⑤-14 

 

(ハ) 設計基準事故時の状態で施設

に作用する荷重 DB⑤-15 

 

(ニ) 地震力 DB⑤-17 

 

ただし，各状態において施設に作

用する荷重には，常時作用している

荷重，すなわち自重等の固定荷重が

含まれるものとする。また，屋外に

設置される施設については，建物・

構築物に準じる。DB⑤-16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.1.5.2 荷重の種類 

 

(１) 建物・構築物 

 

 

 

ａ．再処理施設のおかれている状態に

かかわらず常時作用している荷重，

すなわち固定荷重，積載荷重，土圧

及び水圧 DB⑤-9 

 

 

ｂ．運転時の状態で施設に作用する荷重 

    DB⑤-10 

 

 

 

ｃ．積雪荷重及び風荷重 DB⑤-11 

 

 

 

 

ただし，運転時の荷重には，機

器・配管系から作用する荷重が含ま

れるものとし，地震力には，地震時

土圧，地震時水圧及び機器・配管系

からの反力が含まれるものとする。

DB⑤-12 

 

 

(２) 機器・配管系 

 

 

 

 

ａ．運転時の状態で施設に作用する荷重 

  DB⑤-13 

 

ｂ．運転時の異常な過渡変化時の状態

で施設に作用する荷重 DB⑤-14 

 

 

ｃ．設計基準事故時の状態で施設に作

用する荷重 DB⑤-15 

 

 

 

ただし，各状態において施設に作

用する荷重には，常時作用している

荷重，すなわち自重等の固定荷重が

含まれるものとする。また，屋外に

設置される施設については，建物・

構築物に準じる。DB⑤-16 

2.1.1(4)b. 荷重の種類 

2.1.1(4)b.(a) 建物・構築物 

設計基準対象施設については以下のイ.

～ニ.の荷重，重大事故等対処施設につい

ては以下のイ.～ホ.の荷重とする。 

 

イ. 発電用原子炉のおかれている状態に

かかわらず常時作用している荷重，す

なわち固定荷重，積載荷重，土圧，水

圧及び通常の気象条件による荷重 

 

 

ロ. 運転時の状態で施設に作用する荷重 

 

ハ.  設計基準事故時の状態で施設に作用

する荷重 

 

ニ. 地震力，風荷重，積雪荷重 

 

ホ. 重大事故等時の状態で施設に作用す

る荷重 

 

ただし，運転時の状態，設計基準事故

時の状態及び重大事故等時の状態での荷

重には，機器・配管系から作用する荷重

が含まれるものとし，地震力には，地震

時土圧，機器・配管系からの反力，スロ

ッシング等による荷重が含まれるものと

する。 

 

(b) 機器・配管系 

設計基準対象施設については以下のイ.

～ニ.の荷重，重大事故等対処施設につい

ては以下のイ.～ホ.の荷重とする。 

 

イ. 通常運転時の状態で施設に作用する

荷重 

 

ロ. 運転時の異常な過渡変化時の状態で

施設に作用する荷重 

 

 

ハ. 設計基準事故時の状態で施設に作用

する荷重 

 

ニ. 地震力，風荷重，積雪荷重 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DB⑤-17（P39から） 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

事業変更許可申請書（添付書

類六）では，地震力と組み合

わせる荷重の種類を意図して

記載していたが，発電炉の記

載も踏まえて地震力を明確化

した。 

 

【許可からの変更点】 

事業変更許可申請書に合わせるととも

に，重大事故等対処施設側の記載と表

現を統一した。 

⑯(P38)へ 

へ 

⑰(P38)へ 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

事業変更許可申請

書との整合による

発電炉との記載の

相違であり，再処

理施設では，風荷

重及び積雪荷重以

外に建物・構築物

に影響する通常の

気象条件による荷

重はないことか

ら，設計上考慮す

る必要がないため

記載しない。 

⑱(P38)へ 

⑲(P38)へ 
（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

事業変更許可申請書と

の整合による発電炉と

の記載の相違であり，

再処理施設では，設計

基準事故時に建物・構

築物に影響する荷重は

発生しないことから，

設計上考慮する必要が

ないため記載しない。 

【許可からの変更点】 

事業変更許可申請書（添付書

類六）では，地震力と組み合

わせる荷重の種類を意図して

記載していたが，発電炉の記

載も踏まえて地震力を明確化

した。 

 

⑳(P38)へ 

㉑(P38)へ 

㉗（P46）へ 

㉒(P38)へ 

㉓(P38)へ 

㉔(P38)へ 

㉕(P38)へ 

㉖(P38)へ 
（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

事業変更許可申請書との整合に

よる発電炉との記載の相違であ

り，建物・構築物の構成を踏ま

えた内容である事業変更許可申

請書に合わせた記載とした。 

【「等」の解説】 

「自重等」とは，保温材，内部

流体重量など，死荷重の総称と

して示した記載であることから

許可の記載を用いた。 
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(b) 重大事故等対処施設  

イ．建物・構築物  

 

 

(イ) 再処理施設のおかれている状

態にかかわらず常時作用してい

る荷重，すなわち固定荷重，積

載荷重，土圧及び水圧 

SA④-10 

 

(ロ) 運転時の状態で施設に作用す

る荷重  SA④-11 

 

(ハ) 重大事故等時の状態で施設に

作用する荷重 SA④-12 

 

(ニ) 地震力，積雪荷重及び風荷重 

SA④-13 

 

ただし，運転時及び重大事故等時

の状態で施設に作用する荷重には，

機器・配管系から作用する荷重が含

まれるものとし，地震力には，地震

時土圧，地震時水圧及び機器・配管

系からの反力が含まれるものとす

る。SA④-14 

 

 

ロ．機器・配管系  

 

 

(イ) 運転時の状態で施設に作用す

る荷重 SA④-15 

 

(ロ) 運転時の異常な過渡変化時の

状態で施設に作用する荷重  

SA④-16 

 

(ハ) 設計基準事故時の状態で施設

に作用する荷重 SA④-17 

 

(ニ) 重大事故等時の状態で施設に

作用する荷重 SA④-18 

 

(ホ) 地震力 SA④-20 

 

ただし，各状態において施設に作用

する荷重には，常時作用している荷

重，すなわち自重等の固定荷重が含ま

れるものとする。また，屋外に設置さ

れる施設については，建物・構築物に

準じる。SA④-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【31条】 

1.6.2.4.2 荷重の種類 

 (１) 建物・構築物 

 

 

 ａ．再処理施設のおかれている状態に

かかわらず常時作用している荷重，

すなわち固定荷重，積載荷重，土圧

及び水圧 SA④-10 

 

 

 ｂ．運転時の状態で施設に作用する荷  

重 SA④-11 

 

 ｃ．重大事故等時の状態で施設に作用

する荷重 SA④-12 

 

 ｄ．積雪荷重及び風荷重  SA④-13 

 

 

   ただし，運転時及び重大事故等時

の状態で施設に作用する荷重には，

機器・配管系から作用する荷重が含

まれるものとし，地震力には，地震

時土圧，地震時水圧及び機器・配管

系からの反力が含まれるものとす

る。SA④-14 

 

 

 (２) 機器・配管系 

 

 

 ａ．運転時の状態で施設に作用する荷

重 SA④-15 

 

 ｂ．運転時の異常な過渡変化時の状態

で施設に作用する荷重 SA④-16 

 

 

 ｃ．設計基準事故時の状態で施設に作

用する荷重 SA④-17 

 

 ⅾ．重大事故等時の状態で施設に作用

する荷重 SA④-18 

 

 

 

ただし，各状態において施設に作

用する荷重には，常時作用している

荷重，すなわち自重等の固定荷重が

含まれるものとする。また，屋外に

設置される施設については，建物・

構築物に準じる。 SA④-19 

2.1.1(4)b.(a) 建物・構築物 

設計基準対象施設については以下のイ.～ニ.

の荷重，重大事故等対処施設については以下の

イ.～ホ.の荷重とする。 

 
2.1.1(4)b.(a) 建物・構築物 

イ. 発電用原子炉のおかれている状態にかかわ

らず常時作用している荷重，すなわち固定荷

重，積載荷重，土圧，水圧及び通常の気象条

件による荷重 

 
2.1.1(4)b.(a) 建物・構築物 

ロ. 運転時の状態で施設に作用する荷重 

 
2.1.1(4)b.(a) 建物・構築物 
ホ. 重大事故等時の状態で施設に作用する荷重 

 

2.1.1(4)b.(a) 建物・構築物 

ニ. 地震力，風荷重，積雪荷重 

 
2.1.1(4)b.(a) 建物・構築物 

ただし，運転時の状態，設計基準事故時の状

態及び重大事故等時の状態での荷重には，機

器・配管系から作用する荷重が含まれるものと

し，地震力には，地震時土圧，機器・配管系か

らの反力，スロッシング等による荷重が含まれ

るものとする。 

 
 

(b) 機器・配管系 

設計基準対象施設については以下のイ.～ニ.

の荷重，重大事故等対処施設については以下の

イ.～ホ.の荷重とする。 

 

(b) 機器・配管系 

イ. 通常運転時の状態で施設に作用する荷重 

 
(b) 機器・配管系 

ロ. 運転時の異常な過渡変化時の状態で施設に

作用する荷重 

 
(b) 機器・配管系 

ハ. 設計基準事故時の状態で施設に作用する荷

重 

 

ホ. 重大事故等時の状態で施設に作用す

る荷重 

 
(b) 機器・配管系 

ニ. 地震力  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA④-20（P41から） 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

事業変更許可申請書（添付書

類六）では，地震力と組み合

わせる荷重の種類を意図して

記載していたが，発電炉の記

載も踏まえて地震力を明確化

した。 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

事業変更許可申請書との整合に

よる発電炉との記載の相違であ

り，建物・構築物の構成を踏ま

えた内容である事業変更許可申

請書に合わせた記載とした。 

【「等」の解説】 

「自重等」とは，保温材，内部

流体重量など，死荷重の総称と

して示した記載であることから

許可の記載を用いた。 

【許可からの変更点】 

事業変更許可申請書（添付書

類六）では，地震力と組み合

わせる荷重の種類を意図して

記載していたが，発電炉の記

載も踏まえて地震力を明確化

した。 

 

㉑(P37)から 

⑰(P37)から 

⑱(P37)から 

⑲(P37)から 

㉒(P37)から 

㉓(P37)から 

㉔(P37)から 

㉕(P37)から 

㉖(P37)から 

⑯(P37)から 

⑳(P37)から 
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c. 荷重の組合せ 

地震力と他の荷重との組合せについて

は，「3.3 外部からの衝撃による損傷の防

止」で設定している風及び積雪による荷重

を考慮し，以下のとおり設定する。 

DB⑤-17,SA④-20 

 

(a) 安全機能を有する施設 

イ．建物・構築物 

 

 

 

(イ) Ｓクラスの建物・構築物につ

いては，常時作用している荷重

（固定荷重，積載荷重，土圧及

び水圧），運転時の状態で施設

に作用する荷重，積雪荷重及び

風荷重と基準地震動Ｓｓによる

地震力とを組み合わせる。 

DB⑤-18,19 

 

 

 

 

 

 

(ロ) Ｓクラス，Ｂクラス及びＣク

ラスの建物・構築物について

は，常時作用している荷重（固

定荷重，積載荷重，土圧及び水

圧），運転時の状態で施設に作

用する荷重，積雪荷重及び風荷

重と基準地震動Ｓｓ以外の地震

動による地震力又は静的地震力

とを組み合わせる。DB⑤-18,20 

 

この際，常時作用している荷重の

うち，土圧及び水圧について，基準

地震動Ｓｓによる地震力又は弾性設

計用地震動Ｓｄによる地震力と組み

合わせる場合は，当該地震時の土圧

及び水圧とする。DB⑤-21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１) 荷重の組合せ 

     常時作用している荷重，運転

時の状態で施設に作用する荷

重，積雪荷重及び風荷重と地震

力を組み合わせる。DB⑤-18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.1.5.3 荷重の組合せ 

地震力と他の荷重との組合せは以下に

よる。DB⑤-17 

 

 

 

 

 

 (１) 建物・構築物 

 

 

 

Ｓクラスの建物・構築物につい

て，基準地震動による地震力と組み

合わせる荷重は，常時作用している

荷重（固定荷重，積載荷重，土圧及

び水圧），運転時の状態で施設に作

用する荷重，積雪荷重及び風荷重と

する。DB⑤-19 

 

 

 

 

 

 

 

Ｓクラス，Ｂクラス及びＣクラス

施設を有する建物・構築物につい

て，基準地震動以外の地震動による

地震力又は静的地震力と組み合わせ

る荷重は，常時作用している荷重，

運転時の状態で施設に作用する荷

重，積雪荷重及び風荷重とする。 

DB⑤-20 

 

 

この際，常時作用している荷重の

うち，土圧及び水圧について，基準

地震動による地震力又は弾性設計用

地震動による地震力と組み合わせる

場合は，当該地震時の土圧及び水圧

とする。DB⑤-21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1(4)c. 荷重の組合せ 

地震と組み合わせる荷重については，

「2.3 外部からの衝撃による損傷の防止」

で設定している風及び積雪による荷重を考

慮し，以下のとおり設定する。 

 

 

 

2.1.1(4)c.(a) 建物・構築物（(c)に記載

のものを除く。） 

 

 

イ. Ｓクラスの建物・構築物及び常設耐震

重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩

和設備が設置される重大事故等対処施設の

建物・構築物については，常時作用してい

る荷重及び運転時（通常運転時又は運転時

の異常な過渡変化時）の状態で施設に作用

する荷重と地震力とを組み合わせる。 
 

2.1.1(4)c. 荷重の組合せ 

(中略) 

ホ. Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物（中

略）については，常時作用している荷重及び運転

時の状態で施設に作用する荷重と動的地震力又は

静的地震力とを組み合わせる。 
 
ロ. Ｓクラスの建物・構築物については，

常時作用している荷重及び設計基準事故時

の状態で施設に作用する荷重のうち長時間

その作用が続く荷重と弾性設計用地震動Ｓ

ｄによる地震力又は静的地震力とを組み合

わせる。＊1,＊2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DB⑤-17（P37へ） 

SA④-20（P41から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA④-20（P38から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DB⑤-21（P48 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㉙（P42）から 

【許可からの変更点】 

荷重の組合せについて，重大事故等対

処施設も含めた構成とするにあたり，

図書内の記載を統一し，地震力と他の

荷重の記載順を修正。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

事業変更許可申請書と

の整合による発電炉と

の記載の相違であり，

再処理施設では，設計

基準事故時に建物に影

響する荷重は発生しな

いことから，設計上考

慮する必要がないため

記載しない。 

【許可からの変更点】 

事業許可変更申請書に合わせて記載す

るとともに，発電炉の記載も踏まえ，

基本設計方針にて考慮する荷重の明確

化として追記。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

事業変更許可申請書との整合

による発電炉との記載の相違

であり，地震力と組み合わせ

る土圧及び水圧について事業

変更許可申請書に合わせて記

載。 

㉘（P41）へ 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

事業変更許可申請書と

の整合による発電炉と

の記載の相違であり，

再処理施設では，運転

時の異常な過渡変化時

に建物に影響する荷重

は発生しないことか

ら，設計上考慮する必

要がないため記載しな

い。 

44



別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第六条、第三十三条（地震による損傷の防止）（40 / 116） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
ロ．機器・配管系 

 

 

(イ) Ｓクラスの機器・配管系につ

いては，常時作用している荷

重，運転時の状態で施設に作用

する荷重，運転時の異常な過渡

変化時に生じる荷重，設計基準

事故時に生じる荷重と基準地震

動Ｓｓによる地震力，弾性設計

用地震動Ｓｄによる地震力又は

静的地震力とを組み合わせる。 

     DB⑤-22,38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ロ) Ｂクラスの機器・配管系につ

いては，常時作用している荷

重，運転時の状態で施設に作用

する荷重，運転時の異常な過渡

変化時に生じる荷重と共振影響

検討用の地震動による地震力又

は静的地震力とを組み合わせ

る。DB⑤-23,38 

 

(ハ) Ｃクラスの機器・配管系につ

いては，常時作用している荷

重，運転時の状態で施設に作用

する荷重，運転時の異常な過渡

変化時に生じる荷重と静的地震

力とを組み合わせる。 

DB⑤-24,38 

 

なお，屋外に設置される施設につ

いては，建物・構築物と同様に積雪

荷重及び風荷重を組み合わせる。 

DB⑤-25 

 

 

 

 

 

 
運転時の状態で施設に作用する荷

重，運転時の異常な過渡変化時に生

じる荷重，設計基準事故時に生じる

荷重と地震力を組み合わせる。 

DB⑤-38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 (２) 機器・配管系 

 

 

Ｓクラスの機器・配管系につい

て，基準地震動による地震力，弾性

設計用地震動による地震力又は静的

地震力と組み合わせる荷重は，常時

作用している荷重，運転時の状態で

施設に作用する荷重，運転時の異常

な過渡変化時に生じる荷重，設計基

準事故時に生じる荷重とする。 

DB⑤-22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂクラスの機器・配管系につい

て，共振影響検討用の地震動による

地震力又は静的地震力と組み合わせ

る荷重は，常時作用している荷重，

運転時の状態で施設に作用する荷

重，運転時の異常な過渡変化時に生

じる荷重とする。DB⑤-23 

 

 

Ｃクラスの機器・配管系につい

て，静的地震力と組み合わせる荷重

は，常時作用している荷重，運転時

の状態で施設に作用する荷重，運転

時の異常な過渡変化時に生じる荷重

とする。DB⑤-24 

 

 

なお，屋外に設置される施設につ

いては，建物・構築物と同様に積雪

荷重及び風荷重を組み合わせる。 

DB⑤-25 

 

 

 

 

 
2.1.1(4)c.(b) 機器・配管系 

イ. Ｓクラスの機器・配管系(中略)について

は，通常運転時の状態で施設に作用する荷重と

地震力とを組み合わせる。 

 

2.1.1(4)c.(b) 機器・配管系 

ロ. Ｓクラスの機器・配管系については，運転

時の異常な過渡変化時の状態及び設計基準事故

時の状態のうち地震によって引き起こされるお

それのある事象によって施設に作用する荷重

は，その事故事象の継続時間等との関係を踏ま

え，適切な地震力とを組み合わせる。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.1.1(4)c.(b) 機器・配管系（(c)に記載のもの

を除く。） 

(中略) 

ヘ. Ｂクラス及びＣクラスの機器・配管系並び

に常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重

大事故防止設備が設置される重大事故等対処施

設の機器・配管系については，通常運転時の状

態で施設に作用する荷重及び運転時の異常な過

渡変化時の状態で施設に作用する荷重と，動的

地震力又は静的地震力とを組み合わせる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

荷重の組合せについて，重大事故等対

処施設も含めた構成とするにあたり，

図書内の記載の統一のため，地震力と

他の荷重の記載順を修正。 

㊱（P46）から 

㉛（P43）から 

㉚（P43）から 

⑱（P53）から 
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(b) 重大事故等対処施設 

イ.建物・構築物 

 

 

(イ) 常設耐震重要重大事故等対処設

備が設置される重大事故等対処施

設の建物・構築物については，常

時作用している荷重（固定荷重，

積載荷重，土圧及び水圧），積雪

荷重，風荷重及び運転時の状態で

施設に作用する荷重と基準地震動

Ｓｓによる地震力とを組み合わせ

る。SA④-21,22 

 

 

 

 

(ロ) 常設耐震重要重大事故等対処設

備が設置される重大事故等対処施

設の建物・構築物については，常

時作用している荷重（固定荷重，

積載荷重，土圧及び水圧），積雪

荷重，風荷重及び重大事故等時の

状態で施設に作用する荷重のう

ち，地震によって引き起こされる

おそれがある事象によって作用す

る荷重と基準地震動Ｓｓによる地

震力とを組み合わせる。 

SA④-21,23 

 

(ハ) 常設耐震重要重大事故等対処設

備が設置される重大事故等対処施

設の建物・構築物については，常

時作用している荷重（固定荷重，

積載荷重，土圧及び水圧），積雪

荷重，風荷重及び重大事故等時の

状態で施設に作用する荷重のう

ち，地震によって引き起こされる

おそれがない事象による荷重は，

その事故事象の発生確率，継続時

間及び地震動の年超過確率の関係

を踏まえ，適切な地震力（基準地

震動Ｓｓ又は弾性設計用地震動Ｓ

ｄによる地震力）と組み合わせ

る。この組合せについては，事故

事象の発生確率，継続時間及び地

震動の年超過確率の積等を考慮

し，工学的，総合的に勘案の上設

定する。なお，継続時間について

は対策の成立性も考慮した上で設

定する。SA④-24 

 

 

 

 

 

【31条】 

 (ｂ)  常設耐震重要重大事故等対処設備

が設置される重大事故等対処施設の

建物・構築物については，常時作用

している荷重，運転時の状態で施設

に作用する荷重，重大事故等時に生

じる荷重，積雪荷重及び風荷重と地

震力を組み合わせる。SA④-21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【31条】 

1.6.2.4.3 荷重の組合せ 

  地震力と他の荷重との組合せは以下

による。SA④-20 

 

 (１) 建物・構築物 

 ａ．常設耐震重要重大事故等対処設備

が設置される重大事故等対処施設の

建物・構築物については，常時作用

している荷重（固定荷重，積載荷

重，土圧及び水圧），積雪荷重，風

荷重及び運転時の状態で施設に作用

する荷重と基準地震動による地震力

とを組み合わせる。SA④-22 

 

 

 

 

 

 ｂ．常設耐震重要重大事故等対処設備

が設置される重大事故等対処施設の

建物・構築物については，常時作用

している荷重（固定荷重，積載荷

重，土圧及び水圧），積雪荷重，風

荷重及び重大事故等時の状態で施設

に作用する荷重のうち，地震によっ

て引き起こされるおそれがある事象

によって作用する荷重と基準地震動

による地震力とを組み合わせる。 

  SA④-23 

 

 

 ｃ．常設耐震重要重大事故等対処設備

が設置される重大事故等対処施設の

建物・構築物については，常時作用

している荷重（固定荷重，積載荷

重，土圧及び水圧），積雪荷重，風

荷重及び重大事故等時の状態で施設

に作用する荷重のうち，地震によっ

て引き起こされるおそれがない事象

による荷重は，その事故事象の発生

確率，継続時間及び地震動の年超過

確率の関係を踏まえ，適切な地震力

（基準地震動又は弾性設計用地震動

による地震力）と組み合わせる。こ

の組み合わせについては，事故事象

の発生確率，継続時間及び地震動の

年超過確率の積等を考慮し，工学

的，総合的に勘案の上設定する。な

お，継続時間については対策の成立

性も考慮した上で設定する。SA④-24 

 

 

 

 

 

 

 
2.1.1(4)c.(a). イ 

(中略) 

常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故

緩和設備が設置される重大事故等対処施設の建

物・構築物については，常時作用している荷重及

び運転時（通常運転時又は運転時の異常な過渡変

化時）の状態で施設に作用する荷重と地震力とを

組み合わせる。 

 

 

 

 

 

 

 

ハ. 常設耐震重要重大事故防止設備又は常

設重大事故緩和設備が設置される重大事故

等対処施設の建物・構築物については，常

時作用している荷重，設計基準事故時の状

態及び重大事故等時の状態で施設に作用す

る荷重のうち，地震によって引き起こされ

るおそれがある事象によって作用する荷重

と地震力とを組み合わせる。重大事故等に

よる荷重は設計基準対象施設の耐震設計の

考え方及び確率論的な考察を踏まえ，地震

によって引き起こされるおそれがない事象

による荷重として扱う。 

 

 

ニ. 常設耐震重要重大事故防止設備又は常

設重大事故緩和設備が設置される重大事故

等対処施設の建物・構築物については，常

時作用している荷重，設計基準事故時の状

態及び重大事故等時の状態で施設に作用す

る荷重のうち，地震によって引き起こされ

るおそれがない事象による荷重は，その事

故事象の発生確率，継続時間及び地震動の

年超過確率の関係を踏まえ，適切な地震力

（基準地震動Ｓｓ又は弾性設計用地震動Ｓ

ｄによる地震力）と組み合わせる。 

この組合せについては，事故事象の発生

確率，継続時間及び地震動の年超過確率の

積等を考慮し，工学的，総合的に勘案の上

設定する。なお，継続時間については対策

の成立性も考慮した上で設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA④-20（P38,39へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「等」の解説】 

「年超過確率の積等」とは，事故事

象と地震力の組合せの設定にあたり

考慮する事項の総称として示した記

載であることから許可の記載を用い

た。 

【許可からの変更点】 

事業変更許可申請書に合わせて記

載するとともに，基本設計方針に

て各状態で施設に作用する荷重と

して明確化した。 

㉘（P39）から 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

事業変更許可申請書と

の整合による発電炉と

の記載の相違であり，

再処理施設では，運転

時の異常な過渡変化時

に建物に影響する荷重

は発生しないことか

ら，設計上考慮する必

要がないため記載しな

い。 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ニ) 常設耐震重要重大事故等対処

設備以外の常設重大事故等対処

設備が設置される重大事故等対

処施設の建物・構築物について

は，常時作用している荷重（固

定荷重，積載荷重，土圧及び水

圧），運転時の状態で施設に作

用する荷重，積雪荷重及び風荷

重と，弾性設計用地震動Ｓｄに

よる地震力又は静的地震力とを

組み合わせる。SA④-25 

 

この際，常時作用している荷重の

うち，土圧及び水圧について，基準

地震動Ｓｓによる地震力又は弾性設

計用地震動Ｓｄによる地震力と組み

合わせる場合は，当該地震時の土圧

及び水圧とする。SA④-26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【31条】 

 ⅾ．常設耐震重要重大事故等対処設備

以外の常設重大事故等対処設備が設

置される重大事故等対処施設の建

物・構築物については，常時作用し

ている荷重（固定荷重，積載荷重，

土圧及び水圧），運転時の状態で施

設に作用する荷重，積雪荷重及び風

荷重と，弾性設計用地震動による地

震力又は静的地震力とを組み合わせ

る。SA④-25 

 

 

なお，常時作用している荷重のう

ち，土圧及び水圧について，基準地

震動による地震力，弾性設計用地震

動による地震力と組み合わせる場合

は，当該地震時の土圧及び水圧とす

る。SA④-26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上を踏まえ，原子炉格納容器バウンダ

リを構成する施設（原子炉格納容器内の圧

力，温度の条件を用いて評価を行うその他

の施設を含む。）については，いったん事

故が発生した場合，長時間継続する事象に

よる荷重と弾性設計用地震動Ｓｄによる地

震力とを組み合わせ，その状態からさらに

長期的に継続する事象による荷重と基準地

震動Ｓｓによる地震力を組み合わせる。 

なお，格納容器破損モードの評価シナリ

オのうち，原子炉圧力容器が破損する評価

シナリオについては，重大事故等対処設備

による原子炉注水は実施しない想定として

評価しており，本来は機能を期待できる高

圧代替注水系又は低圧代替注水系（常設）

による原子炉注水により炉心損傷の回避が

可能であることから荷重条件として考慮し

ない。 

また，その他の施設については，いった

ん事故が発生した場合，長時間継続する事

象による荷重と基準地震動Ｓｓによる地震

力とを組み合わせる。 

 

ホ. Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物

並びに常設耐震重要重大事故防止設備以外

の常設重大事故防止設備が設置される重大

事故等対処施設の建物・構築物について

は，常時作用している荷重及び運転時の状

態で施設に作用する荷重と動的地震力又は

静的地震力とを組み合わせる。 

 

 

＊1 Ｓクラスの建物・構築物の設計基準事

故の状態で施設に作用する荷重について

は，(b) 機器・配管系の考え方に沿った下

記の 2 つの考え方に基づき検討した結果と

して後者を踏まえ，施設に作用する荷重の

うち長時間その作用が続く荷重と弾性設計

用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力

とを組み合わせることとしている。この考

え方は，ＪＥＡＧ４６０１における建物・

構築物の荷重の組合せの記載とも整合して

いる。 

・常時作用している荷重及び設計基準事故

時の状態のうち地震によって引き起こされ

るおそれのある事象によって施設に作用す

る荷重は，その事故事象の継続時間との関

係を踏まえ，適切な地震力と組み合わせて

考慮する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA④-26（P48 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㉙（P39）へ 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

事業変更許可申請書

との整合による発電

炉との記載の相違で

あり，再処理施設で

は，設計基準事故時

に建物に影響する荷

重は発生しないこと

から，設計上考慮す

る必要がないため記

載しない。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

技術基準の相違による

発電炉との記載の相違

であり，再処理施設で

は，該当する施設がな

いため記載しない。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

事業変更許可申請書との整合

による発電炉との記載の相違

であり，地震力と組み合わせ

る土圧及び水圧について事業

変更許可申請書に合わせて記

載。 
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・常時作用している荷重及び設計基準事故

時の状態のうち地震によって引き起こされ

るおそれのない事象であっても，いったん

事故が発生した場合，長時間継続する事象

による荷重は，その事故事象の発生確率，

継続時間及び地震動の超過確率の関係を踏

まえ，適切な地震力と組み合わせる。 

＊2 原子炉格納容器バウンダリを構成する

施設については，異常時圧力の最大値と弾

性設計用地震動Ｓｄによる地震力とを組み

合わせる。 

 

2.1.1(4)c.(b) 機器・配管系（(c)に記載

のものを除く。） 

 

イ. Ｓクラスの機器・配管系及び常設耐震

重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩

和設備が設置される重大事故等対処施設の

機器・配管系については，通常運転時の状

態で施設に作用する荷重と地震力とを組み

合わせる。 

 

ロ. Ｓクラスの機器・配管系については，

運転時の異常な過渡変化時の状態及び設計

基準事故時の状態のうち地震によって引き

起こされるおそれのある事象によって施設

に作用する荷重は，その事故事象の継続時

間等との関係を踏まえ，適切な地震力とを

組み合わせる。 

 

ハ. 常設耐震重要重大事故防止設備又は常

設重大事故緩和設備が設置される重大事故

等対処施設の機器・配管系については，運

転時の異常な過渡変化時の状態，設計基準

事故時の状態及び重大事故等時の状態で作

用する荷重のうち，地震によって引き起こ

されるおそれがある事象によって作用する

荷重と地震力とを組み合わせる。重大事故

等による荷重は設計基準対象施設の耐震設

計の考え方及び確率論的な考察を踏まえ，

地震によって引き起こされるおそれがない

事象による荷重として扱う。 

 

ニ. Ｓクラスの機器・配管系については，

運転時の異常な過渡変化時の状態及び設計

基準事故時の状態のうち地震によって引き

起こされるおそれのない事象であっても，

いったん事故が発生した場合，長時間継続

する事象による荷重は，その事故事象の発

生確率，継続時間及び地震動の年超過確率

の関係を踏まえ，適切な地震力と組み合わ

せる。＊3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

技術基準の相違によ

る発電炉との記載の

相違であり，再処理

施設では，該当する

施設がないため記載

しない。 

㉝（P47）へ 

㉛（P40,47）へ 

㉜（P44）へ 

㉚（P40,44）へ 

48



別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第六条、第三十三条（地震による損傷の防止）（44 / 116） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

ロ．機器・配管系 

 

(イ) 常設耐震重要重大事故等対処

設備が設置される重大事故等対

処施設の機器・配管系について

は，常時作用している荷重及び

運転時の状態で施設に作用する

荷重と基準地震動Ｓｓによる地

震力とを組み合わせる。  

SA④-27 

 

(ロ) 常設耐震重要重大事故等対処

設備が設置される重大事故等対

処施設の機器・配管系について

は，常時作用している荷重，運

転時の異常な過渡変化時の状

態，設計基準事故時の状態及び

重大事故等時の状態で施設に作

用する荷重のうち，地震によっ

て引き起こされるおそれがある

事象によって作用する荷重と基

準地震動Ｓｓによる地震力とを

組み合わせる。SA④-28,29 

 

(ハ) 常設耐震重要重大事故等対処

設備が設置される重大事故等対

処施設の機器・配管系について

は，常時作用している荷重，運

転時の異常な過渡変化時の状

態，設計基準事故時の状態及び

重大事故等時の状態で施設に作

用する荷重のうち，地震によっ

て引き起こされるおそれがない

事象による荷重は，基準地震動

Ｓｓ又は弾性設計用地震動Ｓｄ

による地震力と組み合わせる。 

SA④-30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【31条】 

  

機器・配管系については，運転時

の状態で施設に作用する荷重，運転

時の異常な過渡変化時に生じる荷

重，設計基準事故時に生じる荷重及

び重大事故等時に生じる荷重と地震

力を組み合わせる。SA④-28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【31条】 

 (２) 機器・配管系 

 

 ａ．常設耐震重要重大事故等対処設備

が設置される重大事故等対処施設の

機器・配管系については，常時作用

している荷重及び運転時の状態で施

設に作用する荷重と基準地震動によ

る地震力とを組み合わせる。SA④-27 

 

 

 

 ｂ．常設耐震重要重大事故等対処設備

が設置される重大事故等対処施設の

機器・配管系については，常時作用

している荷重，運転時の異常な過渡

変化時の状態，設計基準事故時の状

態及び重大事故等時の状態で施設に

作用する荷重のうち，地震によって

引き起こされるおそれがある事象に

よって作用する荷重と基準地震動に

よる地震力とを組み合わせる。 

  SA④-29 

 

 

 ｃ．常設耐震重要重大事故等対処設備

が設置される重大事故等対処施設の

機器・配管系については，常時作用

している荷重，運転時の異常な過渡

変化時の状態，設計基準事故時の状

態及び重大事故等時の状態で施設に

作用する荷重のうち，地震によって

引き起こされるおそれがない事象に

よる荷重は，その事故事象の発生確

率，継続時間及び地震動の年超過確

率の関係を踏まえ，適切な地震力

（基準地震動又は弾性設計用地震動

による地震力）と組み合わせる。こ

の組み合わせについては，事故事象

の発生確率，継続時間及び地震動の

年超過確率の積等を考慮し，工学

的，総合的に勘案の上設定する。な

お，継続時間については対策の成立

性も考慮した上で設定する。SA④-30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1(4)c.(b).イ.（中略） 

常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事

故緩和設備が設置される重大事故等対処施設の

機器・配管系については，通常運転時の状態で

施設に作用する荷重と地震力とを組み合わせ

る。 

 

 
2.1.1(4)c.(b) 機器・配管系（(c)に記載のもの

を除く。） 

(中略) 

ハ. 常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重

大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施

設の機器・配管系については，運転時の異常な

過渡変化時の状態，設計基準事故時の状態及び

重大事故等時の状態で作用する荷重のうち，地

震によって引き起こされるおそれがある事象に

よって作用する荷重と地震力とを組み合わせ

る。重大事故等による荷重は設計基準対象施設

の耐震設計の考え方及び確率論的な考察を踏ま

え，地震によって引き起こされるおそれがない

事象による荷重として扱う。 

 

 

 

ホ. 常設耐震重要重大事故防止設備又は

常設重大事故緩和設備が設置される重大

事故等対処施設の機器・配管系について

は，運転時の異常な過渡変化時の状態，

設計基準事故時の状態及び重大事故等時

の状態で施設に作用する荷重のうち地震

によって引き起こされるおそれがない事

象による荷重は，その事故事象の発生確

率，継続時間及び地震動の年超過確率の

関係を踏まえ，適切な地震力（基準地震

動Ｓｓ又は弾性設計用地震動Ｓｄによる

地震力）と組み合わせる。 

この組合せについては，事故事象の発

生確率，継続時間及び地震動の年超過確

率の積等を考慮し，工学的，総合的に勘

案の上設定する。なお，継続時間につい

ては対策の成立性も考慮した上で設定す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㉚（P43）から 

㉜（P43）から 

【許可からの変更点】 

事業変更許可申請書に合わせて記載

するとともに，基本設計方針にて各

状態で施設に作用する荷重として明

確化した。 ㉞（P49）へ 

⑭（P49）へ 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上を踏まえ，重大事故等時の状態で

作用する荷重と地震力（基準地震動Ｓｓ

又は弾性設計用地震動Ｓｄによる地震

力）との組合せについては，以下を基本

設計とする。 

原子炉冷却材圧力バウンダリを構成す

る設備については，いったん事故が発生

した場合，長時間継続する事象による荷

重と弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力

とを組み合わせ，その状態からさらに長

期的に継続する事象による荷重と基準地

震動Ｓｓによる地震力を組み合わせる。 

原子炉格納容器バウンダリを構成する

設備（原子炉格納容器内の圧力，温度の

条件を用いて評価を行うその他の施設を

含む。）については，いったん事故が発

生した場合，長時間継続する事象による

荷重と弾性設計用地震動Ｓｄによる地震

力とを組み合わせ，その状態からさらに

長期的に継続する事象による荷重と基準

地震動Ｓｓによる地震力を組み合わせ

る。 

なお，格納容器破損モードの評価シナ

リオのうち，原子炉圧力容器が破損する

評価シナリオについては，重大事故等対

処設備による原子炉注水は実施しない想

定として評価しており，本来は機能を期

待できる高圧代替注水系又は低圧代替注

水系（常設）による原子炉注水により炉

心損傷の回避が可能であることから荷重

条件として考慮しない。 

また，その際に用いる荷重の継続時間

に係る復旧等の対応について，保安規定

に定める。保安規定に定める対応として

は，故障が想定される機器に対してあら

かじめ確保した取替部材を用いた既設系

統の復旧手段，及び，あらかじめ確保し

た部材を用いた仮設系統の構築手段につ

いて，手順を整備するとともに，社内外

から支援を受けられる体制を整備する。 

その他の施設については，いったん事

故が発生した場合，長時間継続する事象

による荷重と基準地震動Ｓｓによる地震

力とを組み合わせる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

技術基準の相違による

発電炉との記載の相違

であり，再処理施設で

は，該当する施設がな

いため記載しない。 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

(ニ) 常設耐震重要重大事故等対処

設備以外の常設重大事故等対処

設備が設置される重大事故等対

処施設の機器・配管系について

は，常時作用している荷重，運

転時の状態で施設に作用する荷

重及び運転時の異常な過渡変化

時の状態と弾性設計用地震動Ｓ

ｄによる地震力又は静的地震力

とを組み合わせる。SA④-31 

 

なお，屋外に設置される施設につ

いては，建物・構築物と同様に積雪

荷重及び風荷重を組み合わせる。 

SA④-32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【31条】 

 ⅾ．常設耐震重要重大事故等対処設備

以外の常設重大事故等対処設備が設

置される重大事故等対処施設の機

器・配管系については，常時作用し

ている荷重，運転時の状態で施設に

作用する荷重及び運転時の異常な過

渡変化時の状態と弾性設計用地震動

による地震力又は静的地震力とを組

み合わせる。SA④-31 

 

   なお，屋外に設置される施設につ

いては，建物・構築物と同様に積雪

荷重及び風荷重を組み合わせる。 

SA④-32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヘ. Ｂクラス及びＣクラスの機器・配管

系並びに常設耐震重要重大事故防止設備

以外の常設重大事故防止設備が設置され

る重大事故等対処施設の機器・配管系に

ついては，通常運転時の状態で施設に作

用する荷重及び運転時の異常な過渡変化

時の状態で施設に作用する荷重と，動的

地震力又は静的地震力とを組み合わせ

る。 

＊3 原子炉格納容器バウンダリを構成す

る設備については，ＣＣＶ規格を踏ま

え，異常時圧力の最大値と弾性設計用地

震動Ｓｄによる地震力とを組み合わせ

る。 
2.1.1(4)a.(b) 機器・配管系 

(中略) 
ニ. 設計用自然条件 

設計上基本的に考慮しなければならない自然

条件（風，積雪） 

 
2.1.1(4)b.(b) 機器・配管系 

ニ.  (中略) 風荷重，積雪荷重 

 

2.1.1(4)c.(c) 津波防護施設，浸水防止

設備及び津波監視設備並びに浸水防止設

備が設置された建物・構築物 

イ. 津波防護施設及び浸水防止設備が設

置された建物・構築物については，常時

作用している荷重及び運転時の状態で施

設に作用する荷重と基準地震動Ｓｓによ

る地震力とを組み合わせる。 

ロ. 浸水防止設備及び津波監視設備につ

いては，常時作用している荷重及び運転

時の状態で施設に作用する荷重等と基準

地震動Ｓｓによる地震力とを組み合わせ

る。 

 

上記(c)イ.，ロ.については，地震と津

波が同時に作用する可能性について検討

し，必要に応じて基準地震動Ｓｓによる

地震力と津波による荷重の組合せを考慮

する。また，津波以外による荷重につい

ては，「b. 荷重の種類」に準じるものと

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

事業変更許可申請書と

の整合による発電炉と

の記載の相違であり，

津波防護施設等につい

ては，再処理施設で

は，津波の影響がない

ことから，設計上考慮

する必要がないため記

載しない。 

㊱（P40）へ 

⑮（P36）から 

㉗（P37）から 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

技術基準の相違による

発電炉との記載の相違

であり，再処理施設で

は，該当する施設がな

いため記載しない。 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

(c) 荷重の組合せ上の留意事項 

 

 

 

 

 

 

 

イ．安全機能を有する施設のうち耐震

重要度の異なる施設を支持する建

物・構築物の当該部分の支持機能を

確認する場合においては，支持され

る施設の耐震重要度に応じた地震力

と常時作用している荷重，運転時に

施設に作用する荷重とを組み合わせ

る。DB⑤-26 

 

ロ. 安全機能を有する施設のうち機

器・配管系の運転時の異常な過渡変

化時及び設計基準事故（以下「事故

等」という。）時に生じるそれぞれ

の荷重については，地震によって引

き起こされるおそれのある事故等に

よって作用する荷重及び地震によっ

て引き起こされるおそれのない事故

等であっても，いったん事故等が発

生した場合，長時間継続する事故等

による荷重は，その事故等の発生確

率，継続時間及び地震動の超過確率

の関係を踏まえ，適切な地震力と組

み合わせて考慮する。 

DB⑤-27 

 

 

ハ. 安全機能を有する施設及び重大事

故等対処施設に適用する動的地震力

は，水平 2方向及び鉛直方向につい

て適切に組み合わせて算定するもの

とする。DB④-4,7,SA③-7 

 

 

 

ニ. 積雪荷重については，屋外に設置

されている安全機能を有する施設及

び重大事故等対処施設のうち，積雪

による受圧面積が小さい施設や，常

時作用している荷重に対して積雪荷

重の割合が無視できる施設を除き，

地震力との組合せを考慮する。 

DB⑤-28,SA④-34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

水平２方向及び鉛直方向について適切

に組み合わせて算定する。 

DB④-4 

 
加えてＳクラスと同様に，水平２方向

及び鉛直方向について適切に組み合わ

せ，地震力を算定する。DB④-7 

 

 

【31条】 

 
 (ｅ)  重大事故等対処施設に適用する動的地

震力は，水平２方向及び鉛直方向につい

て適切に組み合わせて算定するものとす

る。SA③-7 
 

 

1.6.1.5.3 荷重の組合せ 

(３) 荷重の組合せ上の留意事項 

 

ａ．ある荷重の組合せ状態での評価が

明らかに厳しいことが判明している

場合には，その他の荷重の組合せ状

態での評価は行わないことがある。 

 DB◇5  

 

ｂ．耐震重要度の異なる施設を支持す

る建物・構築物の当該部分の支持機

能を確認する場合においては，支持

される施設の耐震重要度に応じた地

震力と常時作用している荷重，運転

時に施設に作用する荷重とを組み合

わせる。DB⑤-26 

 

 

ｃ．機器・配管系の運転時の異常な過

渡変化時及び設計基準事故時（以下

「事故等」という。）に生じるそれ

ぞれの荷重については，地震によっ

て引き起こされるおそれのある事故

等によって作用する荷重及び地震に

よって引き起こされるおそれのない

事故等であっても，いったん事故等

が発生した場合，長時間継続する事

故等による荷重は，その事故等の発

生確率，継続時間及び地震動の超過

確率の関係を踏まえ，適切な地震力

と組み合わせて考慮する。DB⑤-27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｄ．積雪荷重については，屋外に設置

されている施設のうち，積雪による

受圧面積が小さい施設や，常時作用

している荷重に対して積雪荷重の割

合が無視できる施設を除き，地震力

との組合せを考慮する。DB⑤-28 

 

 

 

 

 

2.1.1(4)c.(d) 荷重の組合せ上の留意事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.1.1(4)c.(b) 機器・配管系 

（中略） 

ロ. Ｓクラスの機器・配管系については，運転

時の異常な過渡変化時の状態及び設計基準事故

時の状態のうち地震によって引き起こされるお

それのある事象によって施設に作用する荷重

は，その事故事象の継続時間等との関係を踏ま

え，適切な地震力とを組み合わせる。 
 

2.1.1(4)c.(b) 機器・配管系（(c)に記載のも

のを除く。） 

(中略) 

ニ. Ｓクラスの機器・配管系については，運転

時の異常な過渡変化時の状態及び設計基準事故

時の状態のうち地震によって引き起こされるお

それのない事象であっても，いったん事故が発

生した場合，長時間継続する事象による荷重

は，その事故事象の発生確率，継続時間及び地

震動の年超過確率の関係を踏まえ，適切な地震

力と組み合わせる。 

 

 動的地震力については，水平 2 方向と

鉛直方向の地震力とを適切に組み合わせ

算定するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA④-34（P48から） 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

事業変更許可申請書との整

合による発電炉との記載の

相違であり，発電炉では許

可時の記載を設工認添付書

類へ展開しているが，耐震

重要度の異なる施設を支持

する建物・建築物の荷重の

組合せについて明確化する

ため記載。 

 

㉛（P43）から 

㉝（P43）から 

【許可からの変更点】 

事業変更許可申請書に合わせ

るとともに，対象の施設を明

確化して記載した。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

事業変更許可申請書との整合によ

る発電炉との記載の相違であり，

発電炉では許可時の記載を設工認

添付書類へ展開しているが，屋外

に設置される施設の荷重の組合せ

としては建物・構築物と同様に積

雪，風荷重を考慮することを明確

化するため記載。 

⑦（P21）から 

⑩（P21）から 

【許可からの変更点】 

事業変更許可申請書に合わせ

るとともに，発電炉の記載も

踏まえて，水平 2方向と鉛直

方向の地震力の組合せについ

て荷重の組合せとしても留意

することを明確化して記載し

た。 

㉘（P56）から 

【許可からの変更点】 

事業変更許可申請書に合わせ

るとともに，対象の施設を明

確化して記載した。 
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ホ. 風荷重については，屋外の直接風

を受ける場所に設置されている安全

機能を有する施設及び重大事故等対

処施設のうち，風荷重の影響が地震

荷重と比べて相対的に無視できない

ような構造，形状及び仕様の施設に

おいては，地震力との組合せを考慮

する。DB⑤-29,SA④-35 

 

 

ヘ. 荷重として考慮する水圧のうち地

下水圧については，地下水排水設備

による地下水位の低下を踏まえた設

計用地下水位に基づき設定する。 

DB⑤-21,SA④-26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ト. 設備分類の異なる重大事故等対処

施設を支持する建物・構築物の当該

部分の支持機能を確認する場合にお

いては，支持される施設の設備分類

に応じた地震力と常時作用している

荷重（固定荷重，積載荷重，土圧及

び水圧），運転時の状態で施設に作

用する荷重及び重大事故等時の状態

で施設に作用する荷重並びに積雪荷

重及び風荷重を組み合わせる。 

SA④-33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｅ．風荷重については，屋外の直接風

を受ける場所に設置されている施設

のうち，風荷重の影響が地震荷重と

比べて相対的に無視できないような

構造，形状及び仕様の施設において

は，地震力との組合せを考慮する。

DB⑤-29 

 

 

 

 

 

 

 

 

【31条】 

 (３) 荷重の組合せ上の留意事項 

 ａ．ある荷重の組合せ状態での評価

が，その他の荷重の組合せ状態と比

較して明らかに厳しいことが判明し

ている場合には，その他の荷重の組

合せ状態での評価は行わないことが

ある。SA◇2  

 

 ｂ．設備分類の異なる重大事故等対処

施設を支持する建物・構築物の当該

部分の支持機能を確認する場合にお

いては，支持される施設の設備分類

に応じた地震力と常時作用している

荷重（固定荷重，積載荷重，土圧及

び水圧），運転時の状態で施設に作

用する荷重及び重大事故等時の状態

で施設に作用する荷重並びに積雪荷

重及び風荷重を組み合わせる。 

SA④-33 

 

 ｃ．積雪荷重については，屋外に設置

されている施設のうち，積雪による

受圧面積が小さい施設や，常時作用

している荷重に対して積雪荷重の割

合が無視できる施設を除き，地震力

との組み合わせを考慮する。SA④-34 

 

 ⅾ．風荷重については，屋外の直接風

を受ける場所に設置されている施設

のうち，風荷重の影響が地震荷重と

比べて相対的に無視できないような

構造，形状及び仕様の施設において

は，地震力との組み合わせを考慮す

る。SA④-35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DB⑤-21（P39から） 

SA④-26（P42から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA④-34（P47へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

事業変更許可申請書に合わせ

るとともに，対象の施設を明

確化して記載した。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

事業変更許可申請書との整合による発

電炉との記載の相違であり，発電炉で

は許可時の記載を設工認添付書類へ展

開しているが，設備分類の異なる重大

事故等対処施設を支持する建物・構築

物等の荷重の組合せについて明確化す

るため記載。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

事業変更許可申請書との整合による発

電炉との記載の相違であり，発電炉で

は許可時の記載を設工認添付書類へ展

開しているが，屋外に設置される施設

の荷重の組合せとしては建物・構築物

と同様に積雪，風荷重を考慮すること

を明確化するため記載。 
【許可からの変更点】 

荷重として考慮する水圧のう

ち地下水圧については，地下

水排水設備の設置による地下

水位の低下を考慮することを

明確化した。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

荷重として考慮する水圧のうち地下水

圧については，地下水排水設備の設置

による地下水位の低下を考慮すること

を明確化した。 
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チ. 常設耐震重要重大事故等対処設備

が設置される重大事故等対処施設の

機器・配管系の，常時作用している

荷重，運転時の異常な過渡変化時の

状態，設計基準事故時の状態及び重

大事故等時の状態で施設に作用する

荷重のうち，地震によって引き起こ

されるおそれがない事象による荷重

と，基準地震動Ｓｓ又は弾性設計用

地震動Ｓｄによる地震力との組合せ

については，事故事象の発生確率，

継続時間及び地震動の年超過確率の

積等を考慮し，工学的，総合的に勘

案の上設定する。なお，継続時間に

ついては対策の成立性も考慮した上

で設定する。SA④-30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リ．常設耐震重要重大事故等対処設備

以外の常設重大事故等対処設備で，

代替する安全機能を有する施設がな

い常設重大事故等対処設備のうち，

Ｓクラスの施設は常設耐震重要重大

事故等対処設備に係る機器・配管系

の荷重の組合せを適用する。 

SA④-36 

 

【31条】 
 ｃ．常設耐震重要重大事故等対処設備が設

置される重大事故等対処施設の機器・配

管系については，常時作用している荷

重，運転時の異常な過渡変化時の状態，

設計基準事故時の状態及び重大事故等時

の状態で施設に作用する荷重のうち，地

震によって引き起こされるおそれがない

事象による荷重は，その事故事象の発生

確率，継続時間及び地震動の年超過確率

の関係を踏まえ，適切な地震力（基準地

震動又は弾性設計用地震動による地震

力）と組み合わせる。この組み合わせに

ついては，事故事象の発生確率，継続時

間及び地震動の年超過確率の積等を考慮

し，工学的，総合的に勘案の上設定す

る。なお，継続時間については対策の成

立性も考慮した上で設定する。SA④-30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ｅ．重大事故等時の状態で施設に作用

する荷重の組み合わせにおける，地

震によって引き起こされるおそれが

ある事象又は地震によって引き起こ

されるおそれがない事象について

は，「第 1.7.18－１表 主要な重大

事故等対処設備の設備分類」の重大

事故等の要因事象に示す。SA◇2  

 

 ｆ．重大事故等時の状態で施設に作用

する荷重は，「1.7.18 重大事故等

対処施設に関する設計」の「(３) 環

境条件等」の「ａ．環境条件」の

「 (ｃ )  重大事故等時における環境条

件」に示す条件を考慮する。SA◇2  

 

ｇ．常設耐震重要重大事故等対処設備

以外の常設重大事故等対処設備で，

代替する安全機能を有する施設がな

い常設重大事故等対処設備のうち，

Ｓクラスの施設は常設耐震重要重大

事故等対処設備に係る機器・配管系

の荷重の組合せを適用する。SA④-36 

 
2.1.1(4)c.(b) （中略） 

ホ. 常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重

大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施

設の機器・配管系については，運転時の異常な

過渡変化時の状態，設計基準事故時の状態及び

重大事故等時の状態で施設に作用する荷重のう

ち地震によって引き起こされるおそれがない事

象による荷重は，その事故事象の発生確率，継

続時間及び地震動の年超過確率の関係を踏ま

え，適切な地震力（基準地震動Ｓｓ又は弾性設

計用地震動Ｓｄによる地震力）と組み合わせ

る。 

この組合せについては，事故事象の発生確

率，継続時間及び地震動の年超過確率の積等を

考慮し，工学的，総合的に勘案の上設定する。

なお，継続時間については対策の成立性も考慮

した上で設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(当社の記載) 

＜不一致の理由＞ 

事業変更許可申請書との整合による

発電炉との記載の相違であり，常設

耐震重要重大事故等対処設備以外の

常設重大事故等対処設備で，代替す

る安全機能を有する施設がない常設

重大事故等対処設備のうち，Ｓクラ

スの施設に係る荷重の組合せについ

て記載。 

【「等」の解説】 

「年超過確率の積等」と

は，事故事象と地震力の組

合せの設定にあたり考慮す

る事項の総称として示した

記載であることから許可の

記載を用いた。 

⑭（P44）から 

㉞（P44）から 
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d. 許容限界 

各施設の地震力と他の荷重とを組み合

わせた状態に対する許容限界は，以下の

とおりとし，安全上適切と認められる規

格及び基準又は試験等で妥当性が確認さ

れている値を用いる。DB⑤-30,SA④-37 

 

(a) 安全機能を有する施設 

イ. 建物・構築物 

 

 

(イ) Ｓクラスの建物・構築物(土木

構造物を除く。) 

 

 

 

ⅰ. 基準地震動Ｓｓによる地震力

との組合せに対する許容限界 

建物・構築物については，建

物・構築物全体としての変形能力

（耐震壁のせん断ひずみ等）が終

局耐力時の変形に対して十分な余

裕を有し，部材・部位ごとのせん

断ひずみ・応力等が終局耐力時の

せん断ひずみ・応力等に対して，

妥当な安全余裕を有することとす

る。DB⑤-31 

 

 

 

 

 

なお，終局耐力とは，建物・構

築物に対する荷重又は応力を漸次

増大していくとき，その変形又は

ひずみが著しく増加するに至る限

界の最大耐力とし，既往の実験式

等に基づき適切に定めるものとす

る。DB⑤-32,33 

 

ⅱ. 弾性設計用地震動Ｓｄによる

地震力又は静的地震力との組合

せに対する許容限界 

Ｓクラスの建物・構築物につい

ては，地震力に対しておおむね弾

性状態に留まるように，発生する

応力に対して，建築基準法等の安

全上適切と認められる規格及び基

準による許容応力度を許容限界と

する。DB⑤-34 

 

(ｇ) 荷重の組合せと許容限界の設定方針 

(イ) 建物・構築物 

２) 許容限界 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Ｓクラスの建物・構築物につ

いて，基準地震動による地震力

との組合せにおいては，建物・

構築物全体としての変形能力

（耐震壁のせん断ひずみ等）が

終局耐力時の変形に対して十分

な余裕を有し，部材・部位ごと

のせん断ひずみ・応力等が終局

耐力時のせん断ひずみ・応力等

に対し妥当な安全余裕を有する

こととする。DB⑤-31 

 

 

 

 

 

なお，終局耐力は，建物・構

築物に対する荷重又は応力が漸

次増大し，その変形又はひずみ

が著しく増加するに至る限界の

最大荷重負荷とする。DB⑤－32 

 

 

Ｓクラス，Ｂクラス及びＣク

ラスの施設を有する建物・構築

物について，基準地震動以外の

地震動による地震力又は静的地

震力との組合せにおいては，地

震力に対しておおむね弾性状態

に留まるように，発生する応力

に対して，建築基準法等の安全

上適切と認められる規格及び基

準による許容応力度を許容限界

とする。DB⑤-34 

 

 

 

1.6.1.5.4 許容限界 

各施設の地震力と他の荷重とを組み合わ

せた状態に対する許容限界は，以下のとお

りとする。DB⑤-30 

 

 

 

 

 (１) 建物・構築物 

  

 

ａ．Ｓクラスの建物・構築物 

 

 

 

 

(ａ) 基準地震動による地震力との組合せ

に対する許容限界 

建物・構築物全体としての変形能

力（耐震壁のせん断ひずみ等）が終

局耐力時の変形に対して十分な余裕

を有し，部材・部位ごとのせん断ひ

ずみ・応力等が終局耐力時のせん断

ひずみ・応力等に対して，妥当な安

全余裕を持たせることとする。 

   DB◇7  

 
 
 
 
 
 
 
なお，終局耐力とは，建物・構築

物に対する荷重を漸次増大していく

とき，その変形又はひずみが著しく

増加するに至る限界の最大耐力と

し，既往の実験式等に基づき適切に

定めるものとする。DB⑤-33 

 

 

(ｂ) 弾性設計用地震動による地震力又

は静的地震力との組合せに対する許

容限界 

Ｓクラスの建物・構築物について

は，地震力に対しておおむね弾性状

態に留まるように，発生する応力に

対して，建築基準法等の安全上適切

と認められる規格及び基準による許

容応力度を許容限界とする。DB◇7  

 

 

 

 

2.1.1(4)d. 許容限界 

各施設の地震力と他の荷重とを組み合わ

せた状態に対する許容限界は次のとおりと

し，安全上適切と認められる規格及び基準

又は試験等で妥当性が確認されている値を

用いる。 

 

 

2.1.1(4)d.(a) 建物・構築物（(c)に記載

のものを除く。） 

 

2.1.1(4)d.(a)イ. Ｓクラスの建物・構築

物及び常設耐震重要重大事故防止設備又は

常設重大事故緩和設備が設置される重大事

故等対処施設の建物・構築物（ヘ.に記載

のものを除く。） 

 

2.1.1(4)d.(a)イ.(ロ) 基準地震動Ｓｓに

よる地震力との組合せに対する許容限界 

構造物全体としての変形能力（終局耐力

時の変形）について十分な余裕を有し，終

局耐力に対し妥当な安全余裕を持たせるこ

ととする（評価項目はせん断ひずみ，応力

等）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，終局耐力は，建物・構築物に対す

る荷重又は応力を漸次増大していくとき，

その変形又はひずみが著しく増加するに至

る限界の最大耐力とし，既往の実験式等に

基づき適切に定めるものとする。 

 

 

 

2.1.1(4)d.(a)イ.(イ) 弾性設計用地震動

Ｓｄによる地震力又は静的地震力との組合

せに対する許容限界 

建築基準法等の安全上適切と認められる

規格及び基準による許容応力度を許容限界

とする。ただし，原子炉冷却材喪失事故時

に作用する荷重との組合せ（原子炉格納容

器バウンダリにおける長期的荷重との組合

せを除く。）に対しては，下記イ.(ロ)に

示す許容限界を適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

SA④-37（P54から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DB⑤-31（P52へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

） 

 

 

DB⑤-34（P51,52へ） 

 

【「等」の解説】 

「試験等」とは，許容限界の

設定にあたり参照する規格・

基準などの総称として示した

記載であることから当該箇所

では等を用いた。 

【「等」の解説】 

「せん断ひずみ・応力等」の

指す内容は，せん断ひずみ，

せん断力などであり，「Ⅳ-2-

1-1 再処理設備本体等に係る

耐震性に関する計算書（建

物・構築物）」で示すため当

該箇所では許可の記載を用い

た。 

【「等」の解説】 

「せん断ひずみ等」の指す内容は，耐震壁

のせん断ひずみ，層間変形角などであり，

「Ⅳ-2-1-1 再処理設備本体等に係る耐震

性に関する計算書（建物・構築物）」で示

すため当該箇所では許可の記載を用いた。 

【「等」の解説】 

「既往の実験式等」とは，終

局耐力に関する許容限界の設

定にあたり参照する知見の総

称として示した記載であるこ

とから許可の記載を用いた。 

【許可からの変更点】 

事業変更許可申請書添付書類六 1.6.2.4.4

許容限界の記載(応力以外の許容限界もあ

るため許容応力→値に適正化)と統合し，

発電炉に合わせた構成に修正。 

【許可からの変更点】 

事業変更許可申請書に合わせ

て記載するとともに，発電炉

の記載も踏まえて，基本設計

方針にて許容限界として耐力

側の表現に統一した。 

⑮（P2）へ 

【許可からの変更点】 

事業変更許可申請書に合わせて

記載するとともに，許容限界の

記載の詳細化に合わせて，章項

目名として展開した。 

㊲（P54）へ 

【「等」の解説】 

「建築基準法等」とは，許容

応力度の出典となる規格及び

基準の総称として示した記載

であることから許可の記載を

用いた。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

事業変更許可申請書

との整合による発電

炉その記載の相違で

あり，再処理施設で

は，設計基準事故時

の状態で施設に作用

する荷重は，長時間

施設に作用する事故

時荷重はないため記

載しない。 

⑯（P3）へ 
【許可からの変更点】 

事業変更許可申請書に合わせて

記載するとともに，基本設計方

針にて許容限界の記載の詳細化

に合わせて，各クラスの項目へ

展開した。 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 (ロ) Ｂクラス及びＣクラスの建

物・構築物 (土木構造物を除

く。) 

上記(イ)ⅱ.による許容応力度を

許容限界とする。DB⑤-34,35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ハ) 建物・構築物の保有水平耐力 

建物・構築物（土木構造物を除

く。）については，当該建物・構

築物の保有水平耐力が必要保有水

平耐力に対して，耐震重要度に応

じた適切な安全余裕を有している

ことを確認する。DB⑤-36 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ｂ．Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築

物 

上記ａ.(ｂ)による許容応力度を許容

限界とする。DB⑤-35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｃ．建物・構築物の保有水平耐力 

建物・構築物（屋外重要土木構造

物である洞道を除く）については，

当該建物・構築物の保有水平耐力が

必要保有水平耐力に対して，耐震重

要度に応じた適切な安全余裕を有し

ていることを確認する。DB⑤-36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1(4)d.(a)ロ. Ｂクラス及びＣクラス

の建物・構築物並びに常設耐震重要重大事

故防止設備以外の常設重大事故防止設備が

設置される重大事故等対処施設の建物・構

築物（ヘ.及びト.に記載のものを除く。） 

上記イ.(イ)による許容応力度を許容限

界とする。 

 

 

 

 

 

2.1.1(4)d.(a)ハ. 耐震重要度分類の異

なる施設又は設備分類の異なる重大事故等

対処施設を支持する建物・構築物（ヘ.及

びト.に記載のものを除く。） 

上記イ.(ロ)を適用するほか，耐震重要

度分類の異なる施設又は設備分類の異なる

重大事故等対処施設がそれを支持する建

物・構築物の変形等に対して，その支持機

能を損なわないものとする。 

当該施設を支持する建物・構築物の支

持機能が維持されることを確認する際の

地震動は，支持される施設に適用される

地震動とする。 

 

 

 

2.1.1(4)d.(a)ニ. 建物・構築物の保有水

平耐力（ヘ.及びト.に記載のものを除

く。） 

建物・構築物については，当該建物・構

築物の保有水平耐力が必要保有水平耐力に

対して耐震重要度分類又は重大事故等対処

施設が代替する機能を有する設計基準事故

対処設備が属する耐震重要度分類に応じた

安全余裕を有しているものとする。 

ここでは，常設重大事故緩和設備が設置

される重大事故等対処施設については，上

記における重大事故等対処施設が代替する

機能を有する設計基準事故対処設備が属す

る耐震重要度分類をＳクラスとする。 

 

 

ホ. 気密性，止水性，遮蔽性，通水機能，

貯水機能を考慮する施設 

構造強度の確保に加えて気密性，止水

性，遮蔽性，通水機能，貯水機能が必要な

建物・構築物については，その機能を維持

できる許容限界を適切に設定するものとす

る。 

 

 

 

 

 

 

DB⑤-34（P50から） 

DB⑤-35（P52へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

技術基準の相違によ

る発電炉との記載の

相違であり，再処理

施設では，技術基準

規則において常設重

大事故緩和設備の分

類がなく該当しない

ため記載しない。 

㊴（P55,58）へ 

㊵(P55)へ  

【許可からの変更点】 

事業変更許可申請書（添付書類六）で

は，具体的な施設として「屋外重要土

木構造物である洞道」と記載していた

が，再処理施設の施設区分を踏まえ

て，「土木構造物」と記載した。 

㊳(P54)へ 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 (二) 屋外重要土木構造物 

 

 

 

ⅰ. 基準地震動Ｓｓによる地震力

との組合せに対する許容限界  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

構造部材の曲げについては限

界層間変形角(層間変形角1/100)

又は終局曲率，せん断について

はせん断耐力を許容限界とす

る。 DB⑤-31 

 

 

なお，限界層間変形角，終局

曲率及びせん断耐力の許容限界

に対しては妥当な安全余裕を持

たせることとする。 DB⑤-31 

 

ⅱ. 弾性設計用地震動Ｓｄによる

地震力又は静的地震力との組合

せに対する許容限界 

地震力に対しておおむね弾性

状態に留まるように，発生する

応力に対して，安全上適切と認

められる規格及び基準による許

容応力度を許容限界とする。  
DB⑤-34 

 

 

（ホ） その他の土木構造物 

安全上適切と認められる規格及

び基準による許容応力度を許容限

界とする。 DB⑤-35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヘ. 屋外重要土木構造物及び常設耐震重要

重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設

備が設置される重大事故等対処施設の土木

構造物 

 (ロ) 基準地震動Ｓｓによる地震力との組

合せに対する許容限界 

 

新設屋外重要土木構造物の構造部材の曲

げについては許容応力度，構造部材のせん

断については許容せん断応力度を許容限界

の基本とするが，構造部材のうち，鉄筋コ

ンクリートの曲げについては限界層間変形

角又は終局曲率，鋼材の曲げについては終

局曲率，鉄筋コンクリート及び鋼材のせん

断についてはせん断耐力を許容限界とする

場合もある。 

 

既設屋外重要土木構造物の構造部材のう

ち，鉄筋コンクリートの曲げについては限

界層間変形角又は終局曲率，鋼材の曲げに

ついては終局曲率，鉄筋コンクリート及び

鋼材のせん断についてはせん断耐力を許容

限界とする。 

 

なお，限界層間変形角，終局曲率及びせ

ん断耐力の許容限界に対しては妥当な安全

余裕を持たせることとし，それぞれの安全

余裕については，各施設の機能要求等を踏

まえ設定する。 

 

 (イ) 静的地震力との組合せに対する許容

限界 

安全上適切と認められる規格及び基準に

よる許容応力度を許容限界とする。 

 

 

 

ト. その他の土木構造物及び常設耐震重要

重大事故防止設備以外の常設重大事故防止

設備が設置される重大事故等対処施設の土

木構造物 

安全上適切と認められる規格及び基準に

よる許容応力度を許容限界とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DB⑤-31,34 

（P50 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DB⑤-35(P51 から) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設では，土木構造物は重大事故

等対処設備の間接支持構造物であり，重

大事故等対象施設に分類される土木構造

物はないため記載しない。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設では，屋

外重要土木構造物は

全て鉄筋コンクリー

ト造であり，鋼材は

ないため記載しな

い。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設では，屋外重要土木構造物は

洞道のみであることから記載しない。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設では，該

当する施設はないた

め記載しない。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設では，土木構造物は重大事故

等対処設備の間接支持構造物であり，重

大事故等対象施設に分類される土木構造

物はないため記載しない。 

【許可からの変更点】 

事業変更許可申請書（添付書

類六）1.6.1.5.4許容限界で

は，「(1)建物・構築物」程度

の記載であったが，再処理施

設の施設区分及び発電炉の記

載を踏まえ，屋外重要土木構

造物の許容限界を明確化し

た。 

【許可からの変更点】 

事業変更許可申請書（添付書

類六）1.6.1.5.4許容限界で

は，「(1)建物・構築物」程度

の記載であったが，再処理施

設の施設区分及び発電炉の記

載を踏まえ，その他の土木構

造物の許容限界を明確化し

た。 

57



別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第六条、第三十三条（地震による損傷の防止）（53 / 116） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
ロ. 機器・配管系 

 

(イ) Ｓクラスの機器・配管系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅰ. 基準地震動Ｓｓによる地震力

との組合せに対する許容限界 

塑性域に達するひずみが生

じる場合であっても，その量

が小さなレベルに留まって破

断延性限界に十分な余裕を有

し，その施設の機能に影響を

及ぼすことがない限度に応

力，荷重を制限する値を許容

限界とする。 

DB⑤-40,42,45 

 

 

 

 

 

ⅱ. 弾性設計用地震動Ｓｄによる

地震力又は静的地震力との組合

せに対する許容限界 

発生する応力に対して，応答

が全体的におおむね弾性状態に

留まるように，降伏応力又はこ

れと同等の安全性を有する応力

を許容限界とする。DB⑤-41,43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ロ)   機器・配管系 

 

     以下のとおり，機器・配管系

の荷重の組合せ及び許容限界を

設定する。DB⑤-37 

 

 

１) 荷重の組合せ 

     運転時の状態で施設に作用す

る荷重，運転時の異常な過渡変

化時に生じる荷重，設計基準事

故時に生じる荷重と地震力を組

み合わせる。DB⑤-38 

 

２) 許容限界 

Ｓクラスの機器・配管系につ

いて，基準地震動による地震力

との組合せにおいては，破断延

性限界に十分な余裕を有し，そ

の施設に要求される機能に影響

を及ぼすことがないものとす

る。DB⑤-39 

なお，地震時又は地震後の機

器・配管系の動的機能要求につ

いては，実証試験等により確認

されている機能維持加速度等を

許容限界とする。【DB⑤-40】Ｓ

クラス，Ｂクラス及びＣクラス

の機器・配管系について，基準

地震動以外の地震動による地震

力又は静的地震力との組合せに

よる影響評価においては，応答

が全体的におおむね弾性状態に

留まることを許容限界とする。 

DB⑤-41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (２) 機器・配管系 

 

ａ．Ｓクラスの機器・配管系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ａ) 基準地震動による地震力との組合

せに対する許容限界 

塑性域に達するひずみが生じる場

合であっても，その量が小さなレベ

ルに留まって破断延性限界に十分な

余裕を有し，その施設の機能に影響

を及ぼすことがない限度に応力，荷

重を制限する値を許容限界とする。

なお，地震時又は地震後の機器・配

管系の動的機能要求については，実

証試験等により確認されている機能

維持加速度等を許容限界とする。 

DB⑤-42 

 

 

 

(ｂ) 弾性設計用地震動による地震力又

は静的地震力との組合せに対する許容

限界 

発生する応力に対して，応答が全

体的におおむね弾性状態に留まるよ

うに，降伏応力又はこれと同等の安

全性を有する応力を許容限界とす

る。DB⑤-43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1(4)d.(b) 機器・配管系（(c)に記載

のものを除く。） 

2.1.1(4)d.(b)イ. Ｓクラスの機器・配管

系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1(4)d.(b)イ.(ロ) 基準地震動Ｓｓに

よる地震力との組合せに対する許容限界 

塑性ひずみが生じる場合であっても，

その量が小さなレベルに留まって破断延

性限界に十分な余裕を有し，その施設に

要求される機能に影響を及ぼさないよう

に応力，荷重等を制限する値を許容限界

とする。 

また，地震時又は地震後に動的機能又

は電気的機能が要求される機器について

は，基準地震動Ｓｓによる応答に対して

試験等により確認されている機能確認済

加速度等を許容限界とする。 

 

 

 

2.1.1(4)d.(b)イ.(イ) 弾性設計用地震動

Ｓｄによる地震力又は静的地震力との組

合せに対する許容限界 

応答が全体的におおむね弾性状態に留

まるものとする（評価項目は応力等）。 

ただし，原子炉冷却材喪失事故時に作

用する荷重との組合せ（原子炉格納容器

バウンダリ及び非常用炉心冷却設備等に

おける長期的荷重との組合せを除く。）

に対しては，下記イ.(ロ)に示す許容限界

を適用する。 

 

2.1.1(4)d.(b)ロ. 常設耐震重要重大事故

防止設備又は常設重大事故緩和設備が設

置される重大事故等対処施設の機器・配

管系 

イ.(ロ)に示す許容限界を適用する。 

ただし，原子炉格納容器バウンダリを

構成する設備及び非常用炉心冷却設備等

の弾性設計用地震動Ｓｄと設計基準事故

時の状態における長期的荷重との組合せ

に対する許容限界は，イ.(イ)に示す許容

限界を適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DB⑤-45（P54から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DB⑤-41（P54へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑳（P2）へ 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

事業変更許可申請書との整合による発電

炉その記載の相違であり，再処理施設で

は，設計基準事故時の状態で施設に作用

する荷重は，長時間施設に作用する事故

時荷重はないため記載しない。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

事業変更許可申請書と

の整合による発電炉そ

の記載の相違であり，

再処理施設では，設計

基準事故時の状態で施

設に作用する荷重は，

長時間施設に作用する

事故時荷重はないため

記載しない。 

㊷（P56）へ 

【許可からの変更点】 

事業変更許可申請書に合わせて記載する

とともに，許容限界の記載の詳細化に合

わせて，基本設計方針に章項目名として

展開した。 

【許可からの変更点】 

事業許可変更申請書に合わせるととも

に，発電炉の記載も踏まえて，基本設計

方針にて荷重の組合せと許容限界の章を

分けて詳細化した。 

⑲（P2）へ 

㉑（P3）へ 

【許可からの変更点】 

事業変更許可申請書に合わせて記載する

とともに，発電炉の記載も踏まえて設工

認段階の記載として詳細化。 

⑰（P33）へ 

⑱（P40）へ 
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(ロ) Ｂクラス及びＣクラスの機

器・配管系 

 

 

上記 (イ)ⅱ.による応力を許容

限界とする。DB⑤-41,44 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 重大事故等対処施設  

 

 

イ.  建物・構築物 

 

 (イ) 常設耐震重要重大事故等対処

設備が設置される重大事故等対

処施設の建物・構築物 

上記(a)イ.(イ)ⅰ.を適用する。 

SA④-38 

 

 

 

 

(ロ) 常設耐震重要重大事故等対処

設備以外の常設重大事故等対処設

備が設置される重大事故等対処施

設の建物・構築物 

上記(a)イ.(ロ)を適用する。 

SA①-6,④-39,43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【31条】 

 (ｃ)  常設耐震重要重大事故等対処設

備が設置される重大事故等対処施

設は，基準地震動による地震力に

対して，重大事故等に対処するた

めに必要な機能が損なわれるおそ

れがないように設計する。SA①-2 

 

 

 

建物・構築物については，構造

物全体としての変形能力（耐震壁

のせん断ひずみ等）が終局耐力時

の変形に対して十分な余裕を有

し，部材・部位ごとのせん断ひず

み・応力等が終局耐力時のせん断

ひずみ・応力等に対し妥当な安全

余裕を有するように設計する。 

SA④-40 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．Ｂクラス及びＣクラスの機器・配管

系 

 

 

上記ａ．(ｂ)による応力を許容限界

とする。DB⑤-44 

 

 

 

ｃ．動的機器 

地震時及び地震後に動作を要求さ

れる機器・配管系については，実証

試験等により確認されている機能維

持加速度等を許容限界とする。 

DB⑤-45 

 

 

 

【31条】 

1.6.2.4.4 許容限界 

  各施設の地震力と他の荷重とを組み

合わせた状態に対する許容限界は次の

とおりとし，安全上適切と認められる

規格及び基準又は試験等で妥当性が確

認されている許容応力を用いる。 

SA④-37 

 

 (１) 建物・構築物 

 ａ．常設耐震重要重大事故等対処設備

が設置される重大事故等対処施設の

建物・構築物は，「1.6.1.5.4 許容

限界」の「 (１ ) 建物・構築物」の

「ａ．Ｓクラスの建物・構築物」に

示す「(ａ) 基準地震動による地震力

との組合せに対する許容限界」を適

用する。SA④-38 

 

 ｂ．常設耐震重要重大事故等対処設備

以外の常設重大事故等対処設備が設

置される重大事故等対処施設の建

物・構築物は，「1.6.1.5.4 許容限

界」の「(１) 建物・構築物」に示す

「ｂ．Ｂクラス及びＣクラスの建

物・構築物」を適用する。SA④-39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1(4)d.(b)ハ. Ｂクラス及びＣクラス

の機器・配管系並びに常設耐震重要重大

事故防止設備以外の常設重大事故防止設

備が設置される重大事故等対処施設の機

器・配管系 

応答が全体的におおむね弾性状態に留

まるものとする（評価項目は応力等）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.1.1(4)d.(a)イ.(ロ) 基準地震動Ｓｓによる

地震力との組合せに対する許容限界 

構造物全体としての変形能力（終局耐力時の

変形）について十分な余裕を有し，終局耐力に

対し妥当な安全余裕を持たせることとする（評

価項目はせん断ひずみ，応力等）。 

また，終局耐力は，建物・構築物に対する荷

重又は応力を漸次増大していくとき，その変形

又はひずみが著しく増加するに至る限界の最大

耐力とし，既往の実験式等に基づき適切に定め

るものとする。 

 

 
2.1.1(4)d.(a)ロ. Ｂクラス及びＣクラスの建

物・構築物並びに常設耐震重要重大事故防止設

備以外の常設重大事故防止設備が設置される重

大事故等対処施設の建物・構築物（ヘ.及びト.

に記載のものを除く。） 

上記イ.(イ)による許容応力度を許容限界と

する。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

DB⑤-41（P53から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

DB⑤-45（P53へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA④-37(P50 へ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA①-2（P61 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA①-6 （P55から） 

SA④-43（P55から） 

 

 

 

 

 

 

 

㉒（P6）へ 

㉓（P6）へ 

【許可からの変更点】 

事業変更許可申請書に合わせて記載す

るとともに，安全機能を有する施設と

章を統合するにあたり，建物・構築物

全体として語句を統一した。 

㊲（P50）から 

㊳(P51)から 

㊸（P56）へ 

【許可からの変更点】 

事業変更許可申請書に合わせるとと

もに，基本設計方針にて他項目の表

現と整合させた。 
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(ハ) 設備分類の異なる重大事故等

対処施設を支持する建物・構築物

(土木構造物を除く。) 

上記(イ)を適用するほか，建

物・構築物は，変形等に対してそ

の支持機能が損なわれない設計と

する。なお，当該施設を支持する

建物・構築物の支持機能が損なわ

れないことを確認する際の地震力

は，支持される施設に適用される

地震力とする。SA①-3 

 

 

 

 

(ニ) 建物・構築物の保有水平耐力 

建物・構築物(土木構造物を除

く。)については，当該建物・構築

物の保有水平耐力が必要保有水平

耐力に対して，重大事故等対処施

設が代替する機能を有する安全機

能を有する施設が属する耐震重要

度に応じた適切な安全余裕を有し

ていることを確認する。SA④-42 

 

 

 

 

 

 

(ホ)  設備分類の異なる重大事故等

対処施設を支持する土木構造物 

上記(a)イ.(ニ)ⅰ.又は(a)

イ.(ニ)ⅱ.を適用するほか，土木

構造物は，変形に対してその支持

機能が損なわれない設計とする。

なお，当該施設を支持する土木構

造物の支持機能が損なわれないこ

とを確認する際の地震力は，支持

される施設に適用される地震力と

する。SA①-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【31条】 

 

機器・配管系については，その

施設に要求される機能を保持する

ように設計し，塑性域に達するひ

ずみが生じる場合であっても，そ

の量が小さなレベルに留まって破

断延性限界に十分な余裕を有し，

その施設に要求される機能に影響

を及ぼさないように設計する。 

SA④-41 

 

  (ⅾ)   常設耐震重要重大事故等対処

設備以外の常設重大事故等対処設

備が設置される重大事故等対処施

設は，代替する機能を有する安全

機能を有する施設が属する耐震重

要度分類のクラスに適用される地

震力に十分に耐えることができる

ように設計する。【SA①-4】な

お，Ｂクラス施設の機能を代替す

る常設耐震重要重大事故等対処設

備以外の常設重大事故等対処設備

が設置される重大事故等対処施設

のうち，共振のおそれのある施設

については，弾性設計用地震動に

２分の１を乗じた地震動によりそ

の影響についての検討を行う。

【SA①-5】建物・構築物及び機

器・配管系ともに，静的地震力に

対しておおむね弾性状態に留まる

範囲で耐えられるように設計す

る。【SA①-6】建物・構築物につ

いては，発生する応力に対して，

建築基準法等の安全上適切と認め

られる規格及び基準による許容応

力度を許容限界とする。【SA④-

43】機器・配管系については，発

生する応力に対して，応答が全体

的におおむね弾性状態に留まるよ

うに設計する。 

SA④-44 

また，代替する安全機能を有す

る施設がない常設重大事故等対処

設備は，安全機能を有する施設の

耐震設計における耐震重要度の分

類方針に基づき，重大事故等対処

時の使用条件を踏まえて，当該設

備の機能喪失により放射線による

公衆への影響の程度に応じて分類

し，【SA②-8】その地震力に対し

十分に耐えることができるように

設計する。SA①-7 

【31条】 

ｃ．設備分類の異なる重大事故等対処

施設を支持する建物・構築物は，上

記ａ．を適用するほか，建物・構築

物が，変形等に対してその支持機能

を損なわれないものとする。なお，

当該施設を支持する建物・構築物の

支持機能を損なわれないことを確認

する際の地震力は，支持される施設

に適用される地震力とする。 

 SA①-3 

 

 

 

 

 

 

ｄ．建物・構築物（屋外重要土木構造

物である洞道を除く）の保有水平耐

力は，「1.6.1.5.4 許容限界」の

「(１) 建物・構築物」に示す「ｃ．

建物・構築物の保有水平耐力」を適

用する。SA④-42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1(4)d.(a)ハ. 耐震重要度分類の異なる

施設又は設備分類の異なる重大事故等対処施設

を支持する建物・構築物（ヘ.及びト.に記載の

ものを除く。） 

上記イ.(ロ)を適用するほか，耐震重要度分

類の異なる施設又は設備分類の異なる重大事故

等対処施設がそれを支持する建物・構築物の変

形等に対して，その支持機能を損なわないもの

とする。 

当該施設を支持する建物・構築物の支持機能

が維持されることを確認する際の地震動は，支

持される施設に適用される地震動とする。 

 

 

 

 

2.1.1(4)d.(a)ニ. 建物・構築物の保有水平耐

力（ヘ.及びト.に記載のものを除く。） 

建物・構築物については，当該建物・構築物

の保有水平耐力が必要保有水平耐力に対して耐

震重要度分類又は重大事故等対処施設が代替す

る機能を有する設計基準事故対処設備が属する

耐震重要度分類に応じた安全余裕を有している

ものとする。 

 

 
 

 

 

 

 
2.1.1(4)d.(a)ハ. 耐震重要度分類の異なる施

設又は設備分類の異なる重大事故等対処施設を

支持する建物・構築物（ヘ.及びト.に記載のも

のを除く。） 

上記イ.(ロ)を適用するほか，耐震重要度分

類の異なる施設又は設備分類の異なる重大事故

等対処施設がそれを支持する建物・構築物の変

形等に対して，その支持機能を損なわないもの

とする。 

当該施設を支持する建物・構築物の支持機能

が維持されることを確認する際の地震動は，支

持される施設に適用される地震動とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA①-6 （P54,56へ） 

 

 

 

SA④-43（P54へ） 

 

 

 

SA④-44（P56へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㊴（P51）から 
【許可からの変更点】 

事業変更許可申請書（添付書

類六）1.6.2.4.4 許容限界で

は，「(1)建物・構築物」程度

の記載であったが，再処理施

設の施設区分及び発電炉の記

載を踏まえ，土木構造物の許

容限界の考え方について明確

化した。 

【許可からの変更点】 

事業変更許可申請書に合わせ

て記載するとともに，発電炉

の記載も踏まえて重大事故等

対処施設について引用せず直

接記載して明確化した。 

【「等」の解説】 

「変形等」の指す内容は，せ

ん断ひずみ，変形角などであ

り，「Ⅳ-2-1-1 再処理設備本

体等に係る耐震性に関する計

算書（建物・構築物）」で示

すため当該箇所では許可の記

載を用いた。 

㊵(P51)から  

㊴（P51）から 

㉕（P7）へ 

㉔（P6）へ 

㉗（P7）へ 

【許可からの変更点】 

事業変更許可申請書（添付書

類六）では，具体的な施設と

して「屋外重要土木構造物で

ある洞道」と記載していた

が，再処理施設の施設区分を

踏まえて，「土木構造物」と

記載した。 

㉖（P26）へ 

【許可からの変更点】 

事業変更許可申請書に合わせるとともに，

発電炉の記載も踏まえ，共振のおそれのあ

るＢクラス施設と同一とすることが分かる

よう基本設計方針の記載を統一した。 
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ロ.機器・配管系 

 

(イ) 常設耐震重要重大事故等対処

設備が設置される重大事故等対

処施設の機器・配管系 

上記(a)ロ.(イ)ⅰ.を適用す

る。 

SA④-45 

 

 

 

(ロ) 常設耐震重要重大事故等対処

設備以外の常設重大事故等対処設

備が設置される重大事故等対処施

設の機器・配管系 

 

ⅰ. 上記(a)ロ.(ロ)を適用する。 

SA④-46 

 

ⅱ. 代替する安全機能を有する施

設がない常設重大事故等対処

設備のうちＳクラスの施設

は，上記(イ)を適用する。 

SA①-6,④-44,47 

 

 

 

 

 

【31条】 

  (ｅ)  重大事故等対処施設に適用する

動的地震力は，水平２方向及

び鉛直方向について適切に組

み合わせて算定するものとす

る。SA③-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【31条】 

 (２) 機器・配管系 

 ａ．常設耐震重要重大事故等対処設備

が設置される重大事故等対処施設の

機器・配管系は，「1.6.1.5.4 許容

限界」の「 (２ ) 機器・配管系」の

「ａ．Ｓクラスの機器・配管系」に

示す「(ａ) 基準地震動による地震力

との組合せに対する許容限界」を適

用する。SA④-45 

 

ｂ．常設耐震重要重大事故等対処設備

以外の常設重大事故等対処設備が設

置される重大事故等対処施設の機

器・配管系は，「1.6.1.5.4 許容限

界」の「(２) 機器・配管系」に示す

「ｂ．Ｂクラス及びＣクラスの機

器・配管系」を適用する。SA④-46 

 

   また，常設耐震重要重大事故等対

処設備以外の常設重大事故等対処設

備で，代替する安全機能を有する施

設がない常設重大事故等対処設備の

うち，Ｓクラスの施設はａ．に示す

常設耐震重要重大事故等対処設備に

係る機器・配管系の許容限界を適用

する。SA④-47 

 

 

 

 

 

 ｃ．動的機器は，「1.6.1.5.4 許容限

界」の「(２) 機器・配管系」に示す

「ｃ．動的機器」を適用する。 

SA④-48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.1.1(4)d.(b)ロ. 常設耐震重要重大事故防止

設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重

大事故等対処施設の機器・配管系 

イ.(ロ)に示す許容限界を適用する。 

 

 

 

 

 

 

2.1.1(4)d.(b)ハ.(中略) 
常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重

大事故防止設備が設置される重大事故等対処施

設の機器・配管系 

応答が全体的におおむね弾性状態に留まるも

のとする（評価項目は応力等）。 

 

 

ニ. チャンネル・ボックス 

チャンネル・ボックスは，地震時に作

用する荷重に対して，燃料集合体の原子

炉冷却材流路を維持できること及び過大

な変形や破損を生ずることにより制御棒

の挿入が阻害されないものとする。 

 

ホ. 逃がし安全弁排気管及び主蒸気系

（外側主蒸気隔離弁より主塞止弁まで） 

逃がし安全弁排気管は基準地震動Ｓｓ

に対して，主蒸気系（外側主蒸気隔離弁

より主塞止弁まで）は弾性設計用地震動

Ｓｄに対してイ.(ロ)に示す許容限界を適

用する。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA①-6 （P55から） 

SA④-44（P55から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

設置許可記載事項に

よる発電炉との記載

の相違であり，発電

炉では逃がし安全弁

排気管等の破損によ

る内圧上昇を防止す

る機能が要求されて

いるが，再処理施設

には同様の機能は要

求されていないため

記載しない。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

技術基準の相違による

発電炉との記載の相違

であり，発電炉ではチ

ャンネル・ボックスに

燃料集合体の冷却と制

御棒挿入経路確保機能

が求められるため記載

があるが，再処理施設

には同様の機能は要求

されないため記載して

いない。 

㊷（P53）から 

【許可からの変更点】 

事業変更許可申請書に合わせるとと

もに，基本設計方針にて安全機能を

有する施設と同様の項目立てによる

構成とした。 

㊸（P54）から 

【許可からの変更点】 

事業変更許可申請書に合わせるとと

もに，基本設計方針にて安全機能を

有する施設と記載を兼用する構成と

した。 

㉙（P6）へ 

㉘（P6,31,47）へ 

【許可からの変更点】 

事業変更許可申請書に合わせるとともに

発電炉の記載も踏まえ，基本設計方針に

て組合せの方針の詳細化に併せて安全機

能を有する施設と章項目を統一した。 
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【31条】 

 (３) 基礎地盤の支持性能 

 建物・構築物が設置する地盤の支

持性能については，基準地震動又は

静的地震力により生じる施設の基礎

地盤の接地圧が，安全上適切と認め

られる規格及び基準に基づく許容限

界に対して，妥当な余裕を有するよ

う設計する。SA◇3  

 

(c) 津波防護施設，浸水防止設備及び津波

監視設備並びに浸水防止設備が設置された

建物・構築物 

津波防護施設及び浸水防止設備が設置

された建物・構築物については，当該施

設及び建物・構築物が構造物全体として

の変形能力（終局耐力時の変形）及び安

定性について十分な余裕を有するととも

に，その施設に要求される機能（津波防

護機能及び浸水防止機能）が保持できる

ものとする（評価項目はせん断ひずみ，

応力等）。 

浸水防止設備及び津波監視設備につい

ては，その設備に要求される機能（浸水

防止機能及び津波監視機能）が保持でき

るものとする。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

事業変更許可申請書と

の整合による発電炉と

の記載の相違であり，

津波防護施設等につい

ては，再処理施設で

は，津波の影響がない

ことから，設計上考慮

する必要がないため記

載しない。 
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 (5) 設計における留意事項 

a. 主要設備等，補助設備，直接支持構

造物及び間接支持構造物 

主要設備等，補助設備及び直接支持

構造物については，耐震重要度に応じ

た地震力に十分耐えられる設計とする

とともに，安全機能を有する施設のう

ち，耐震重要施設に該当する設備は，

基準地震動Ｓｓによる地震力に対して

その安全機能が損なわれるおそれがな

い設計とする。また，間接支持構造物

については，支持する主要設備等又は

補助設備の耐震重要度に適用する地震

動による地震力に対して支持機能が損

なわれない設計とする。DB①-5,②-2 

 

 

 

 

 

 

b. 波及的影響に対する考慮 

 

 

 

 

耐震重要施設は，耐震重要度の下

位のクラスに属する施設の波及的影

響によって，その安全機能が損なわ

れないものとする。DB⑥-1 

 

 

 

 

 

 

 

評価に当たっては，以下の4つの観

点をもとに，敷地全体を俯瞰した調

査・検討を行い，各観点より選定し

た事象に対する波及的影響の評価に

より波及的影響を考慮すべき施設を

抽出し，耐震重要施設の安全機能へ

の影響がないことを確認する。 

   DB⑥-2,3,14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ｈ) 波及的影響に係る設計方針 

 

 

 

 

耐震重要施設は，以下のとおり，耐

震重要度分類の下位のクラスに属する

施設の波及的影響によって，その安全

機能を損なわないように設計する。 

DB⑥-1 

 

 

 

 

 

 

 (イ) 敷地全体を網羅した調査及び

検討の内容を含めて，以下に

示す４つの観点について，波

及的影響の評価に係る事象選

定を行う。DB⑥-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.1.6 設計における留意事項 

1.6.1.6.1 主要設備等，補助設備，直接

支持構造物及び間接支持構造物 

主要設備等，補助設備及び直接支持

構造物については，耐震重要度の区分

に応じた地震力に十分耐えることがで

きるよう設計するとともに，安全機能

を有する施設のうち，地震の発生によ

って生ずるおそれがあるその安全機能

の喪失に起因する放射線による公衆へ

の影響の程度が特に大きい施設（以下

「耐震重要施設」という。）に該当す

る設備は，基準地震動による地震力に

対してその安全機能が損なわれるおそ

れがない設計とする。また，間接支持

構造物については，支持する主要設備

等又は補助設備の耐震重要度分類に適

用する地震動による地震力に対して支

持機能が損なわれない設計とする。 

DB①-5,②-2 

 

1.6.1.6.2 波及的影響 

 

 

 

 

耐震重要施設は，耐震重要度分類の

下位のクラスに属する施設（以下「下

位クラス施設」という。）の波及的影

響によって，その安全機能が損なわれ

ないものとする。DB◇7  

 

 

 

 
 
 

評価に当たっては，以下の４つの観

点をもとに，敷地全体を俯瞰した調

査・検討を行い，各観点より選定した

事象に対して波及的影響の評価を行

い，波及的影響を考慮すべき施設を抽

出し，耐震重要施設の安全機能への影

響がないことを確認する。 

 DB⑥-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 設計における留意事項 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.1.1(4)d.(a)ハ. 耐震重要度分類の異なる施

設又は設備分類の異なる重大事故等対処施設を

支持する建物・構築物（ヘ.及びト.に記載のも

のを除く。） 

上記イ.(ロ)を適用するほか，耐震重要度分

類の異なる施設又は設備分類の異なる重大事故

等対処施設がそれを支持する建物・構築物の変

形等に対して，その支持機能を損なわないもの

とする。 

当該施設を支持する建物・構築物の支持機能

が維持されることを確認する際の地震動は，支

持される施設に適用される地震動とする。 

 

2.1.1(5)a. 波及的影響 

 

 

 

 

耐震重要施設及び常設耐震重要重大事

故防止設備又は常設重大事故緩和設備が

設置される重大事故等対処施設（以下

「上位クラス施設」という。）は，下位

クラス施設の波及的影響によって，その

安全機能及び重大事故等に対処するため

に必要な機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

2.1.1(5)a. 波及的影響 

この設計における評価に当たっては，敷地全

体を俯瞰した調査・検討等を行う。ここで，下

位クラス施設とは，上位クラス施設以外の発電

所内にある施設（資機材等含む。）をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DB⑥-1（P59 へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DB⑥-14（P60から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

事業変更許可申請書との整

合による発電炉との記載の

相違であり，再処理施設

は，主要設備等，補助設

備，直接支持構造物及び間

接支持構造物の設計におけ

る留意事項について事業変

更許可申請書に記載したこ

とから，当該内容を記載。 

㊴（P51）から 

【許可からの変更点等】 

「耐震重要施設」の定義は基本設

計方針の前段（2.地盤）で記載し

ているため，本項では削除した。 

【「等」の解説】 

「主要設備等」とは，当該機能に直接

的に関連する設備及び構築物であり，

「Ⅳ-1-1-3 重要度分類及び重大事故

等対処施設の設備分類の基本方針」で

示すため当該箇所では許可の記載を用

いた。（以下同じ） 

㊹（P60）へ 

【許可からの変更点】 

事業変更許可申請書に合わせて記載する

とともに，選定した事象に対する評価に

より波及的影響を考慮すべき施設を抽出

したうえで，影響がないことを確認する

旨を基本設計方針にて明確化した。 

㊺（P59）から 

【許可からの変更点】 

事業変更許可申請書に合わせるとともに，

発電炉の記載も踏まえ，基本設計方針にて

上位クラス施設の定義を明確化として記載

した。 

㉚（P4）へ 
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波及的影響の評価に当たっては，

耐震重要施設の設計に用いる地震動

又は地震力を適用する。【DB⑥-16】

なお，地震動又は地震力の選定に当

たっては，施設の配置状況，使用時

間を踏まえて適切に設定する。ま

た，波及的影響の確認においては水

平2方向及び鉛直方向の地震力が同時

に作用する場合に影響を及ぼす可能

性のある施設，設備を選定し評価す

る。DB⑥-4 

 

ここで，下位クラス施設とは，耐

震重要施設以外の再処理施設内にあ

る施設（資機材等含む。）をいう。

DB⑥-1 

 

波及的影響を防止するよう現場を

維持するため，機器設置時の配慮事

項等を保安規定に定めて，管理す

る。DB⑥-1 

 

なお，原子力施設及び化学プラン

ト等の地震被害情報をもとに，4つの

観点以外に検討すべき事項がないか

確認し，新たな検討事項が抽出され

た場合には，その観点を追加する。

DB⑥-5,17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 設置地盤及び地震応答性状の相

違に起因する相対変位又は不等沈

下による影響 DB⑥-6 

 

イ. 不等沈下 

耐震重要施設の設計に用いる地

震動又は地震力に対して不等沈下

により，耐震重要施設の安全機能

への影響がないことを確認する。 

    DB⑥-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１) 設置地盤及び地震応答性状の相

違に起因する相対変位又は不等

沈下による影響 DB⑥-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

波及的影響の評価に当たっては，耐

震重要施設の設計に用いる地震動又は

地震力を適用する。【DB◇7 】なお，地

震動又は地震力の選定に当たっては，

施設の配置状況，使用時間を踏まえて

適切に設定する。また，波及的影響の

確認においては水平２方向及び鉛直方

向の地震力が同時に作用する場合に影

響を及ぼす可能性のある施設，設備を

選定し評価する。DB⑥-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，原子力施設及び化学プラント

等の地震被害情報をもとに，４つの観

点以外に検討すべき事項がないか確認

し，新たな検討事項が抽出された場合

には，その観点を追加する。DB⑥-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(１) 設置地盤及び地震応答性状の相違

に起因する相対変位又は不等沈下によ

る影響 DB◇7  

 

ａ．不等沈下 

耐震重要施設の設計に用いる地震

動又は地震力に対して不等沈下によ

り，耐震重要施設の安全機能へ影響

がないことを確認する。 

  DB⑥-7 

 

 

 

波及的影響については，耐震重要施設

の設計に用いる地震動又は地震力を適用

して評価を行う。 

なお，地震動又は地震力の選定に当た

っては，施設の配置状況，使用時間等を

踏まえて適切に設定する。また，波及的

影響においては水平 2 方向及び鉛直方向

の地震力が同時に作用する場合に影響を

及ぼす可能性のある施設，設備を選定し

評価する。 

 

この設計における評価に当たっては，

敷地全体を俯瞰した調査・検討等を行

う。ここで，下位クラス施設とは，上位

クラス施設以外の発電所内にある施設

（資機材等含む。）をいう。 

 

波及的影響を防止するよう現場を維持

するため，保安規定に，機器設置時の配

慮事項等を定めて管理する。 

 

 

耐震重要施設に対する波及的影響につ

いては，以下に示す(a)～(d)の 4 つの事

項から検討を行う。 

また，原子力発電所の地震被害情報等

から新たに検討すべき事項が抽出された

場合には，これを追加する。 

 

常設耐震重要重大事故防止設備又は常

設重大事故緩和設備が設置される重大事

故等対処施設に対する波及的影響につい

ては，以下に示す(a)～(d)の 4 つの事項

について「耐震重要施設」を「常設耐震

重要重大事故防止設備又は常設重大事故

緩和設備が設置される重大事故等対処施

設」に，「安全機能」を「重大事故等に

対処するために必要な機能」に読み替え

て適用する。 

 

2.1.1(5)a.(a) 設置地盤及び地震応答性

状の相違等に起因する不等沈下又は相対

変位による影響 

 

2.1.1(5)a.(a)イ. 不等沈下 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又

は地震力に対して，不等沈下による耐震

重要施設の安全機能への影響 

 

 

 

 

 

 

 

DB⑥-16（P60から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DB⑥-1（P58 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

DB⑥-17（P60から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「等」の解説】 

「資機材等」とは，資材及び

機材の総称として示した記載

であることから当該箇所では

等を用いた。 

【「等」の解説】 

「配慮事項等」とは，保安規

定に定める配慮事項の総称と

して示した記載であることか

ら当該箇所では等を用いた。 

【「等」の解説】 

「化学プラント等」とは，４

つの観点以外に検討すべき事

項の確認にあたり確認する対

象の総称として示した記載で

あることから許可の記載を用

いた。 

㊻（P60）へ 

【許可からの変更点】 

下位クラス施設として資機材

等を含むこと，現場維持など

の運用で担保する内容につい

ては保安規定にて定めること

としているため，その旨の記

載を追加。 

㊺（P58）へ 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
ロ. 相対変位 

耐震重要施設の設計に用いる地

震動又は地震力による下位クラス

施設と耐震重要施設の相対変位に

より，耐震重要施設の安全機能へ

の影響がないことを確認する。 

DB⑥-8 

 

 

(b) 耐震重要施設と下位クラス施設

との接続部における相互影響 

 DB⑥-9 

耐震重要施設の設計に用いる地

震動又は地震力に対して，耐震重

要施設に接続する下位クラス施設

の損傷により，耐震重要施設の安

全機能への影響がないことを確認

する。DB⑥-10 

 

(c) 建屋内における下位クラス施設

の損傷，転倒及び落下による耐震

重要施設への影響 DB⑥-11 

耐震重要施設の設計に用いる地

震動又は地震力に対して，建屋内

の下位クラス施設の損傷，転倒及

び落下により，耐震重要施設の安

全機能への影響がないことを確認

する。DB⑥-12 

 

(d) 建屋外における下位クラス施設

の損傷，転倒及び落下による耐震

重要施設への影響 DB⑥-13 

耐震重要施設の設計に用いる地

震動又は地震力に対して，建屋外

の下位クラス施設の損傷，転倒及

び落下により，耐震重要施設の安

全機能への影響がないことを確認

する。DB⑥-15 

 

 

 

 

なお，常設耐震重要重大事故等対処設

備が設置される重大事故等対処施設に対

する波及的影響については，「耐震重要

施設」を「常設耐震重要重大事故等対処

設備が設置される重大事故等対処施設」

に，「耐震重要度の下位のクラスに属す

る施設」を「常設耐震重要重大事故等対

処設備が設置される重大事故等対処施設

以外の施設」に，「安全機能」を「重大

事故等に対処するために必要な機能」に

読み替えて適用する。SA⑤-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２) 耐震重要施設と下位のクラスの

施設との接続部における相互影響 

DB⑥-9 

 

 

 

 

 

 

 

３) 建屋内における下位のクラスの

施設の損傷，転倒，落下による

耐震重要施設への影響 DB⑥-11 

 

 

 

 

 

 

 

４) 建屋外における下位のクラスの

施設の損傷，転倒，落下による

耐震重要施設への影響 DB⑥-13 

 

(ロ) 各観点より選定した事象に対

して波及的影響の評価を行い，

波及的影響を考慮すべき施設を

抽出する。DB⑥-14 

 

(ハ) 波及的影響の評価に当たって

は，耐震重要施設の設計に用い

る地震動又は地震力を適用す

る。DB⑥-16 

 

(ニ) これら４つの観点以外に追加

すべきものがないかを，原子

力施設及び化学プラント等の

地震被害情報をもとに確認

し，新たな検討事項が抽出さ

れた場合には，その観点を追

加する。DB⑥-17 

 

 

 

ｂ．相対変位 

耐震重要施設の設計に用いる地震

動又は地震力による下位クラス施設

と耐震重要施設の相対変位により，

耐震重要施設の安全機能へ影響がな

いことを確認する。DB⑥-8 

 

 

 

(２) 耐震重要施設と下位クラス施設と

の接続部における相互影響 

耐震重要施設の設計に用いる地震

動又は地震力に対して，耐震重要施

設に接続する下位クラス施設の損傷

により，耐震重要施設の安全機能へ

影響がないことを確認する。DB⑥-10 

 

 

 

(３) 建屋内における下位クラス施設の

損傷，転倒及び落下による耐震重要施

設への影響 

耐震重要施設の設計に用いる地震

動又は地震力に対して，建屋内の下

位クラス施設の損傷，転倒及び落下

により，耐震重要施設の安全機能へ

影響がないことを確認する。DB⑥-12 

 

 

(４) 建屋外における下位クラス施設の

損傷，転倒及び落下による耐震重要施

設への影響 

耐震重要施設の設計に用いる地震

動又は地震力に対して，建屋外の下

位クラス施設の損傷，転倒及び落下

により，耐震重要施設の安全機能へ

影響がないことを確認する。DB⑥-15 

 

また，波及的影響の評価において

は，地震に起因する溢水防護，化学

薬品防護及び火災防護の観点からの

波及的影響についても評価する。 

DB◇6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1(5)a.(a)ロ. 相対変位 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又

は地震力に対して，下位クラス施設と耐

震重要施設の相対変位による耐震重要施

設の安全機能への影響 

 

 

 

 

2.1.1(5)a.(b) 耐震重要施設と下位クラ

ス施設との接続部における相互影響 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又

は地震力に対して，耐震重要施設に接続

する下位クラス施設の損傷による耐震重

要施設の安全機能への影響 

 

 

 

 

2.1.1(5)a.(c) 建屋内における下位クラ

ス施設の損傷，転倒及び落下等による耐

震重要施設への影響 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又

は地震力に対して，建屋内の下位クラス

施設の損傷，転倒及び落下等による耐震

重要施設の安全機能への影響 

 

 

 

2.1.1(5)a.(d) 建屋外における下位クラ

ス施設の損傷，転倒及び落下等による耐

震重要施設への影響 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又

は地震力に対して，建屋外の下位クラス

施設の損傷，転倒及び落下等による耐震

重要施設の安全機能への影響 

 
2.1.1(5)a. 波及的影響 

耐震重要施設及び常設耐震重要重大事故防止

設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重

大事故等対処施設（以下「上位クラス施設」と

いう。）は，下位クラス施設の波及的影響によ

って，その安全機能及び重大事故等に対処する

ために必要な機能を損なわない設計とする。 

 
2.1.1(5)a. 波及的影響 

常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大

事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設

に対する波及的影響については，以下に示す

(a)～(d)の 4 つの事項について「耐震重要施

設」を「常設耐震重要重大事故防止設備又は常

設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対

処施設」に，「安全機能」を「重大事故等に対

処するために必要な機能」に読み替えて適用す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DB⑥-14（P58へ） 

 

 

 

 

 

DB⑥-16,17（P59へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA⑤-1（P63 から） 

 

【許可からの変更点】 

事業変更許可申請書の記載，

発電炉の構成も踏まえ，耐震

重要施設及び重大事故等対処

施設を含めた構成として記載

位置を修正。 

㊻（P59）から 

㊹（P58）から 

【許可からの変更点】 

事業変更許可申請書に合わせる

とともに，基本設計方針では検

討すべき事項として表現を明確

化した。 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
c. 建物・構築物への地下水の影響 

 

耐震設計において地下水位の低下を期

待する建物・構築物は，周囲の地下水を

排水し，基礎スラブ底面レベル以深に地

下水位を維持できるよう地下水排水設備

（サブドレンポンプ，水位検出器等）を

設置する。また，基準地震動Ｓｓによる

地震力に対して，必要な機能が保持でき

る設計とするとともに，非常用電源設備

又は基準地震動Ｓｓによる地震力に対し

機能維持が可能な発電機からの給電が可

能な設計とする。 

DB②-1,SA①-2 

 

 

d. 一関東評価用地震動（鉛直） 

基準地震動Ｓｓ－Ｃ４は，水平方向の

地震動のみであることから，水平方向と

鉛直方向の地震力を組み合わせた影響評

価を行う場合には，工学的に水平方向の

地震動から設定した鉛直方向の評価用地

震動（以下「一関東評価用地震動（鉛

直）」という。）による地震力を用い

て，水平方向と鉛直方向の地震力を組み

合わせた影響が考えられる施設に対し

て，許容限界の範囲内に留まることを確

認する。DB⑤-46,SA④-48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.1.6.3 一関東評価用地震動（鉛直） 

基準地震動Ｓｓ－Ｃ４は，水平方向

の地震動のみであることから，水平方

向と鉛直方向の地震力を組み合わせた

影響評価を行う場合には，工学的に水

平方向の地震動から設定した鉛直方向

の評価用地震動（以下「一関東評価用

地震動（鉛直）」という。）による地

震力を用いる。DB⑤-46,SA④-48 

一関東評価用地震動（鉛直）は，一

関東観測点における岩手・宮城内陸地

震で得られた観測記録のＮＳ方向及び

ＥＷ方向のはぎとり解析により算定し

た基盤地震動の応答スペクトルを平均

し，平均応答スペクトルを作成する。

水平方向に対する鉛直方向の地震動の

比３分の２を考慮し，平均応答スペク

トルに３分の２を乗じた応答スペクト

ルを設定する。一関東観測点における

岩手・宮城内陸地震で得られた鉛直方

向の地中記録の位相を用いて，設定し

た応答スペクトルに適合するよう模擬

地震波を作成する。作成した模擬地震

波により厳しい評価となるように振幅

調整した地震動を一関東評価用地震動

（鉛直）とする。DB◇4  

一関東評価用地震動（鉛直）の設計

用応答スペクトルを第 1.6－５図に，設

計用模擬地震波の加速度時刻歴波形を

第 1.6－６図に示す。DB◇4  

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1(5)b. 原子炉建屋への地下水の影響 

原子炉本体等を支持する原子炉建屋の

耐震性を確保するため，原子炉建屋周囲

の地下水を排水できるよう原子炉建屋地

下排水設備（排水ポンプ（容量120 m3/h/

個，揚程50 m，原動機出力30 kW/個，個数

2）及び集水ピット水位計（個数2，計測

範囲EL.-17.0～-7.0 m））を設置する。ま

た，基準地震動Ｓｓによる地震力に対し

て，必要な機能が保持できる設計とする

とともに，非常用電源設備又は常設代替

交流電源設備からの給電が可能な設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DB②-1（P1から） 

SA①-2（P54 から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設特有の設計による発電炉との 

記載の相違であり，再処理施設特有の設計

上の考慮として，一関東評価用地震動（鉛

直）について事業変更許可申請に合わせた

記載とした。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

地下水排水設備の具体的な数値に

ついては，再処理施設においては

地下水排水設備の申請にて仕様表

に記載する。 

【許可からの変更点】 

事業変更許可申請書に合わせ

た記載とするとともに，影響

評価における確認内容につい

て明確化した。 

【許可からの変更点】 

事業変更許可申請書（添付書

類六）1.6.1.5.3（1）では

「建物・構築物について，基

準地震動による地震力と組み

合わせる荷重は…水圧…とす

る」程度の記載であったが，

発電炉では工認段階で記載を

追加していることも踏まえ，

事業変更許可申請書（添付書

類六）1.6.1.1(3)における地

震力に対して機能を損なわな

い設計に関する記載の充実と

して，以下の事項について追

記した。（重大事故等対処施

設も同様） 

・地下水位の低下を期待する

建物・構築物に地下水排水設

備を設けること 

・耐震評価の前提として地下

水排水設備により設計用地下

水位を維持すること 

（耐震評価上考慮が必要な事

項であるため本章にて記載） 

（なお，発電機の扱いについ

ては，補足説明資料「耐震建

物 13 建物・構築物周辺の設計

用地下水位の設定について」

における説明内容と整合済） 

【「等」の解説】 

「水位検出器等」の指す内容は，サブ

ドレンピット，サブドレンシャフト，

揚水管などであり，「Ⅳ－２－１ 再

処理設備本体等に係る耐震性に関する

計算書」のうち地下水排水設備の耐震

性についての計算書で示すため当該箇

所では等を用いた。 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 緊急時対策所 

緊急時対策所については，基準地震動

Ｓｓによる地震力に対して，重大事故等

に対処するために必要な機能が損なわれ

るおそれがない設計とする。緊急時対策

建屋については，耐震構造とし，基準地

震動Ｓｓによる地震力に対して，遮蔽機

能を確保する設計とする。SA①-8 

また，緊急時対策所の居住性を確保す

るため，鉄筋コンクリート構造とし，基

準地震動Ｓｓによる地震力に対して，緊

急時対策建屋の換気設備の性能とあいま

って十分な気密性を確保する設計とす

る。SA①-9 

 

 

 

 

なお，地震力の算定方法及び荷重の組

合せと許容限界については，「(3)地震力

の算定方法」及び「(4)荷重の組合せと許

容限界」に示す建物・構築物及び機器・

配管系を適用する。SA①-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【31条】 

1.6.2.5 重大事故等対処施設の周辺斜面 

常設耐震重要重大事故等対処設備が

設置される重大事故等対処施設の周辺

斜面は，基準地震動による地震力に対

して，重大事故等に対処するために必

要な機能に影響を及ぼすような崩壊を

起こすおそれがないものとする。SA◇7  

なお，当該施設の周辺においては，

基準地震動による地震力に対して，重

大事故等に対処するために必要な機能

に影響を与えるような崩壊を起こすお

それのある斜面はない。SA⑥-1,⑦-1 

 

 

 

1.6.2.6 緊急時対策所の耐震設計 

  緊急時対策所については，基準地震

動による地震力に対して，重大事故等

に対処するために必要な機能が損なわ

れるおそれがないように設計する。 

  緊急時対策建屋については，耐震構

造とし，基準地震動による地震力に対

して，遮蔽性能を確保する。SA①-8 

 また，緊急時対策所の居住性を確保

するため，鉄筋コンクリート構造と

し，基準地震動による地震力に対し

て，緊急時対策建屋の換気設備の性能

とあいまって【SA①-9】緊急時対策所

にとどまる原子力防災組織又は非常時

対策組織（以下「非常時対策組織」と

いう。）の要員の実効線量が７日間で

100ｍＳｖを超えない設計とする。SA◇4  

 

  なお，地震力の算定方法及び荷重の組

合せと許容限界については，「1.6.1.4 

地震力の算定方法」及び「1.6.1.5 荷

重の組合せと許容限界」に示す建物・構

築物及び機器・配管系を適用する。 

SA①-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1(6) 緊急時対策所建屋 

緊急時対策所建屋については，基準地

震動Ｓｓによる地震力に対して，重大事

故等に対処するために必要な機能が損な

われるおそれがない設計とする。 

緊急時対策所建屋については，耐震構造

とし，基準地震動Ｓｓによる地震力に対

して，遮蔽性能を確保する。 

また，緊急時対策所の居住性を確保す

るため，鉄筋コンクリート構造とし，緊

急時対策所建屋の換気設備の性能とあい

まって十分な気密性を確保できるよう，

基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，

地震時及び地震後において耐震壁のせん

断ひずみがおおむね弾性状態にとどまる

設計とする。 

 

 

なお，地震力の算定方法及び荷重の組

合せと許容限界については，「(3) 地震

力の算定方法」及び「(4) 荷重の組合せ

と許容限界」に示す建物・構築物及び機

器・配管系のものを適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA⑥-1 （P63へ） 

SA⑦-1 （P63へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA①-8（P8へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 50条（緊急時対策所）に係る設

計とのつながりとして記載 

（新規要求機能（条文）の新設施設

であることを踏まえて章を構成） 

【許可からの変更点】 

事業変更許可申請書の記載のうち遮蔽

についての用語を統一するとともに，

線量については第 50条（緊急時対策

所）にて展開するため，発電炉の記載

も踏まえ，耐震設計としては気密性の

確保について記載。 

【許可からの変更点】 

事業変更許可申請書における内

容について，設工認段階の記載

として詳細化。 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
（地震による損傷の防止） 

第六条 

３  耐震重要施設は，事業指

定基準規則第七条第三項の地

震により生ずる斜面の崩壊に

よりその安全性が損なわれる

おそれがないものでなければ

ならない。DB⑦ 

 

（地震による損傷の防止） 

第三十三条 

２  前項第一号の重大事故等

対処施設は，事業指定基準規

則第七条第三項の地震により

生ずる斜面の崩壊により重大

事故等に対処するために必要

な機能が損なわれるおそれが

ないよう，防護措置その他の

適切な措置が講じられたもの

でなければならない。SA⑥ 
 

(7) 地震による周辺斜面の崩壊に対する設

計方針  

 

 

 

耐震重要施設及び常設耐震重要重大

事故等対処設備が設置される重大事故

等対処施設については，基準地震動Ｓ

ｓによる地震力により周辺斜面の崩壊

の影響がないことが確認された場所に

設置する。DB⑦-1,SA⑥-2 

 

なお，耐震重要施設及び常設耐震重

要重大事故等対処設備が設置される重

大事故等対処施設周辺においては平坦

な造成地であることから，地震力に対

して，施設の安全機能及び重大事故等

に対処するために必要な機能に重大な

影響を与えるような崩壊を起こすおそ

れのある斜面はない。 

DB⑦-2,⑧-1,SA⑥-1,⑦-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｉ) 耐震重要施設の周辺斜面は，基

準地震動による地震力に対して，

耐震重要施設に影響を及ぼすよう

な崩壊を起こすおそれがないもの

とする。DB⑦-1 

 

 

 

 

 

 

 

【31条】 

(ｆ) 常設耐震重要重大事故等対処設

備が設置される重大事故等対処施

設の周辺斜面は，基準地震動によ

る地震力に対して，重大事故等の

対処に必要な機能へ影響を及ぼす

ような崩壊を起こすおそれがない

ものとする。SA⑥-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｇ) 常設耐震重要重大事故等対処設

備が設置される重大事故等対処施

設は，Ｂクラス及びＣクラスの施

設，常設耐震重要重大事故等対処

設備以外の常設重大事故等対処設

備が設置される重大事故等対処施

設，可搬型重大事故等対処設備の

波及的影響によって，その重大事

故等に対処するために必要な機能

を損なわれるおそれがないように

設計する。SA⑤-1 

 

 

 

 

 

 

1.6.1.7 耐震重要施設の周辺斜面 

 

 

 

 

耐震重要施設の周辺斜面は，基準地

震動による地震力に対して，耐震重要

施設に影響を及ぼすような崩壊を起こ

すおそれがないものとする。DB◇7  

 

 

 

なお，耐震重要施設周辺において

は，基準地震動による地震力に対し

て，施設の安全機能に重大な影響を与

えるような崩壊を起こすおそれのある

斜面はない。DB⑦-2,⑧-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.3 主要施設の耐震構造 

1.6.3.1 使用済燃料輸送容器管理建屋 

使用済燃料輸送容器管理建屋は，鉄

筋コンクリート造（一部鉄骨鉄筋コン

クリート造及び鉄骨造）で，使用済燃

料収納使用済燃料輸送容器保管庫，空

使用済燃料輸送容器保管庫及びトレー

ラエリアが地上１階（地上高さ約 26

ｍ），除染エリアが地上３階（地上高

さ約 16ｍ），地下１階，並びに保守エ

リアが地上２階（地上高さ約 21ｍ），

地下１階，平面が約 68ｍ（南北方向）

×約 180ｍ（東西方向）の建物であり，

堅固な基礎版上に設置する。 DB・SA◇1  

建物のうち，除染エリアは，相当に

剛性が高く，耐震設計上の重要度に応

じた耐震性を有する構造とする。ま

た，他のエリアは，耐震設計上の重要

度に応じた耐震性を有する構造とす

る。 DB・SA◇1  

 

 

2.1.2 地震による周辺斜面の崩壊に対す

る設計方針 

 

 

 

耐震重要施設及び常設耐震重要重大事

故防止設備又は常設重大事故緩和設備が

設置される重大事故等対処施設について

は，基準地震動Ｓｓによる地震力により

周辺斜面の崩壊の影響がないことが確認

された場所に設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA⑥-1 （P62から） 

SA⑦-1 （P62から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA⑤-1（P60 へ） 

 

主要施設の耐震構造については設工認本

文「第２章 個別項目 仕様表」，「Ⅳ-

2 再処理施設の耐震性に関する計算

書」，「Ⅵ-2-2 平面図及び断面図」に

て示す。 

㉛（P8）へ 

【許可からの変更点】 

事業変更許可申請書の記載に合わせると

ともに，技術基準規則の記載も踏まえて

施設の設計方針として記載。 

【許可からの変更点】 

事業変更許可申請書における内

容について，設工認段階の記載

として詳細化。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設特有の設計による発電炉との

記載の相違であり，再処理施設周辺にお

いて，崩壊を起こすおそれのある斜面が

ないことを明確化するため記載。 
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1.6.3.2 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋は，鉄

筋コンクリート造（一部鉄骨鉄筋コン

クリート造及び鉄骨造）で，地上３階

（地上高さ約 21ｍ），地下３階，平面

が約 130ｍ（南北方向）×約 86ｍ（東西

方向）の建物であり，堅固な基礎版上

に設置する。  DB・SA◇1  

 

 建物の内部は，多くの耐震壁があ

り，相当に剛性が高く，耐震設計上の

重要度に応じた耐震性を有する構造と

する。  DB・SA◇1  

 

1.6.3.3 使用済燃料受入れ・貯蔵管理建

屋 

使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋

は，鉄筋コンクリート造で，地上２階

（地上高さ約 15ｍ），地下３階，平面

が約 53ｍ（南北方向）×約 33ｍ（東西

方向）の建物であり，堅固な基礎版上

に設置する。  DB・SA◇1  

建物は，耐震設計上の重要度に応じ

た耐震性を有する構造とする。 
DB・SA◇1  

 

1.6.3.4 前処理建屋 

前処理建屋は，鉄筋コンクリート造

（一部鉄骨鉄筋コンクリート造及び鉄

骨造）で，地上５階（地上高さ約 32

ｍ），地下４階，平面が約 87ｍ（南北

方向）×約 69ｍ（東西方向）の建物で

あり，堅固な基礎版上に設置する。 

DB・SA◇1  

建物の内部は，多くの耐震壁があ

り，相当に剛性が高く，耐震設計上の

重要度に応じた耐震性を有する構造と

する。  DB・SA◇1  

 

1.6.3.5 分離建屋 

分離建屋は，鉄筋コンクリート造

で，地上４階（地上高さ約 26ｍ），地

下３階，平面が約 89ｍ（南北方向）×

約 65ｍ（東西方向）の建物であり，堅

固な基礎版上に設置する。  DB・SA◇1  

建物の内部は，多くの耐震壁があ

り，相当に剛性が高く，耐震設計上の

重要度に応じた耐震性を有する構造と

する。  DB・SA◇1  
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1.6.3.6 精製建屋 

 精製建屋は，鉄筋コンクリート造

で，地上６階（地上高さ約29ｍ），地

下３階，平面が約92ｍ（南北方向）×

約71ｍ（東西方向）の建物であり，堅

固な基礎版上に設置する。 DB・SA◇1  

 建物の内部は，多くの耐震壁があ

り，相当に剛性が高く，耐震設計上の

重要度に応じた耐震性を有する構造と

する。 DB・SA◇1  

 

 

1.6.3.7 ウラン脱硝建屋 

ウラン脱硝建屋は，鉄筋コンクリー

ト造で，地上５階（地上高さ約 27

ｍ），地下１階，平面が約 39ｍ（南北

方向）×約 41ｍ（東西方向）の建物で

あり，堅固な基礎版上に設置する。 

DB・SA◇1  

建物は，相当に剛性が高く，耐震設

計上の重要度に応じた耐震性を有する

構造とする。  DB・SA◇1  

 

 

1.6.3.8 ウラン・プルトニウム混合脱硝

建屋 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

は，鉄筋コンクリート造で，地上２階

（地上高さ約 16ｍ），地下２階，平面

が約 69ｍ（南北方向）×約 57ｍ（東西

方向）の建物であり，堅固な基礎版上

に設置する。  DB・SA◇1  

建物は，相当に剛性が高く，耐震設

計上の重要度に応じた耐震性を有する

構造とする。 DB・SA◇1  

 

 

1.6.3.9 ウラン酸化物貯蔵建屋 

ウラン酸化物貯蔵建屋は，鉄筋コン

クリート造（一部鉄骨鉄筋コンクリー

ト造）で，地上２階（地上高さ約 13

ｍ），地下２階，平面が約 53ｍ（南北

方向）×約 53ｍ（東西方向）の建物で

あり，堅固な基礎版上に設置する。 

DB・SA◇1  

建物は，相当に剛性が高く，耐震設

計上の重要度に応じた耐震性を有する

構造とする。 DB・SA◇1  
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1.6.3.10 ウラン・プルトニウム混合酸

化物貯蔵建屋 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯

蔵建屋は，鉄筋コンクリート造で，地

上１階（地上高さ約 14ｍ），地下４

階，平面が約 56ｍ（南北方向）×約 52

ｍ（東西方向）の建物であり，堅固な

基礎版上に設置する。 DB・SA◇1  

建物は，相当に剛性が高く，耐震設

計上の重要度に応じた耐震性を有する

構造とする。 DB・SA◇1  

なお，本建屋の地下４階において，

ＭＯＸ燃料加工施設の貯蔵容器搬送用

洞道（以下「貯蔵容器搬送用洞道」と

いう。）と接続する。 DB・SA◇1  

 

1.6.3.11 高レベル廃液ガラス固化建屋 

高レベル廃液ガラス固化建屋は，鉄

筋コンクリート造（一部鉄骨鉄筋コン

クリート造及び鉄骨造）で，地上２階

（地上高さ約 15ｍ），地下４階，平面

が約 59ｍ（南北方向）×約 84ｍ（東西

方向）の建物であり，堅固な基礎版上

に設置する。 DB・SA◇1  

建物の内部は，多くの耐震壁があ

り，相当に剛性が高く，耐震設計上の

重要度に応じた耐震性を有する構造と

する。 DB・SA◇1  

 

1.6.3.12 第１ガラス固化体貯蔵建屋 

第１ガラス固化体貯蔵建屋は，鉄筋

コンクリート造（一部鉄骨鉄筋コンク

リート造及び鉄骨造）で，地上１階

（地上高さ約 14ｍ），地下２階，平面

が第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟で約

47ｍ（南北方向）×約 56ｍ（東西方

向），第１ガラス固化体貯蔵建屋西棟

で約 47ｍ（南北方向）×約 56ｍ（東西

方向）の建物であり，堅固な基礎版上

に設置する。 DB・SA◇1  

建物は，相当に剛性が高く，耐震設

計上の重要度に応じた耐震性を有する

構造とする。 DB・SA◇1  
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1.6.3.13 低レベル廃液処理建屋 

低レベル廃液処理建屋は，鉄筋コン

クリート造で，地上３階（地上高さ約

17ｍ），地下２階，平面が約 63ｍ（南

北方向）×約 58ｍ（東西方向）の建物

であり，堅固な基礎版上に設置する。 

DB・SA◇1  

建物の内部は，多くの耐震壁があ

り，相当に剛性が高く，耐震設計上の

重要度に応じた耐震性を有する構造と

する。 DB・SA◇1  

 

1.6.3.14 低レベル廃棄物処理建屋 

低レベル廃棄物処理建屋は，鉄筋コ

ンクリート造で，地上４階（地上高さ

約 29ｍ），地下２階，平面が約 98ｍ

（南北方向）×約 99ｍ（東西方向）の

建物であり，堅固な基礎版上に設置す

る。 DB・SA◇1  

建物の内部は，多くの耐震壁があ

り，相当に剛性が高く，耐震設計上の

重要度に応じた耐震性を有する構造と

する。 DB・SA◇1  

 

1.6.3.15 チャンネルボックス・バーナ

ブルポイズン処理建屋 

チャンネルボックス・バーナブルポ

イズン処理建屋は，鉄筋コンクリート

造で，地上２階（地上高さ約 26ｍ），

地下１階，平面が約 61ｍ（南北方向）

×約 61ｍ（東西方向）の建物であり，

堅固な基礎版上に設置する。 DB・SA◇1  

建物の内部は，多くの耐震壁があ

り，相当に剛性が高く，耐震設計上の

重要度に応じた耐震性を有する構造と

する。 DB・SA◇1  

 

1.6.3.16 ハル・エンドピース貯蔵建屋 

ハル・エンドピース貯蔵建屋は，鉄

筋コンクリート造（一部鉄骨鉄筋コン

クリート造及び鉄骨造）で，地上２階

（地上高さ約 18ｍ），地下４階，平面

が約 43ｍ（南北方向）×約 54ｍ（東西

方向）の建物であり，堅固な基礎版上

に設置する。 DB・SA◇1  

建物の内部は，多くの耐震壁があ

り，相当に剛性が高く，耐震設計上の

重要度に応じた耐震性を有する構造と

する。 DB・SA◇1  
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1.6.3.17 第１低レベル廃棄物貯蔵建屋 

第１低レベル廃棄物貯蔵建屋は，鉄

筋コンクリート造で，地上１階（地上

高さ約６ｍ），平面が約 73ｍ（南北方

向）×約 38ｍ（東西方向）の建物であ

り，堅固な基礎版上に設置する。 

DB・SA◇1  

建物は，耐震設計上の重要度に応じ

た耐震性を有する構造とする。 

DB・SA◇1  

 

1.6.3.18 第２低レベル廃棄物貯蔵建屋 

第２低レベル廃棄物貯蔵建屋は，鉄

筋コンクリート造で，地上２階（地上

高さ約 13ｍ），地下３階，平面が約 70

ｍ（南北方向）×約 65ｍ（東西方向）

の建物であり，堅固な基礎版上に設置

する。 DB・SA◇1  

建物は，相当に剛性が高く，耐震設

計上の重要度に応じた耐震性を有する

構造とする。 DB・SA◇1  

 

1.6.3.19 第４低レベル廃棄物貯蔵建屋 

第４低レベル廃棄物貯蔵建屋は，鉄

筋コンクリート造で，地上１階（地上

高さ約６ｍ），平面が約 73ｍ（南北方

向）×約 38ｍ（東西方向）の建物であ

り，堅固な基礎版上に設置する。 

DB・SA◇1  

建物は，耐震設計上の重要度に応じ

た耐震性を有する構造とする。 

DB・SA◇1  

 

1.6.3.20 制御建屋 

制御建屋は，鉄筋コンクリート造

（一部鉄骨造）で，地上３階（地上高

さ約 18ｍ），地下２階，平面が約 40ｍ

（南北方向）×約 71ｍ（東西方向）の

建物であり，堅固な基礎版上に設置す

る。 DB・SA◇1  

建物は，耐震設計上の重要度に応じ

た耐震性を有する構造とする。 

DB・SA◇1  
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1.6.3.21 分析建屋 

 分析建屋は，鉄筋コンクリート造

（一部鉄骨鉄筋コンクリート造）で，

地上３階（地上高さ約18ｍ），地下３

階，平面が約46ｍ（南北方向）×約104

ｍ（東西方向）の建物であり，堅固な

基礎版上に設置する。 DB・SA◇1  

建物の内部は，多くの耐震壁があ

り，相当に剛性が高く，耐震設計上の

重要度に応じた耐震性を有する構造と

する。 DB・SA◇1  

 

 

1.6.3.22 非常用電源建屋 

非常用電源建屋は，鉄筋コンクリー

ト造で，地上２階（地上高さ約 14

ｍ），地下１階，平面が約 25ｍ（南北

方向）×約 50ｍ（東西方向）の建物で

あり，堅固な基礎版上に設置する。 

DB・SA◇1  

建物は，耐震設計上の重要度に応じ

た耐震性を有する構造とする。 

DB・SA◇1  

 

 

1.6.3.23 緊急時対策建屋 

緊急時対策建屋は，鉄筋コンクリー

ト造（一部鉄骨鉄筋コンクリート造）

で，地上１階（一部地上２階建て）

（地上高さ約17ｍ），地下１階，平面

が約60ｍ（南北方向）×約79ｍ（東西

方向）の建物であり，堅固な基礎版上

に設置する。 DB・SA◇1  

建物は，耐震設計上の重要度に応じ

た耐震性を有する構造とする。 

DB・SA◇1  

 

 

1.6.3.24 第１保管庫・貯水所 

第１保管庫・貯水所は，鉄筋コンク

リート造で，地上２階（保管庫）（地

上高さ約16ｍ，地下に第１貯水槽を収

納する），地下１階（貯水槽），平面

が約52ｍ（南北方向）×約113ｍ（東西

方向）の建物であり，堅固な基礎版上

に設置する。 DB・SA◇1  

建物は，耐震設計上の重要度に応じ

た耐震性を有する構造とする。 

DB・SA◇1  
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1.6.3.25 第２保管庫・貯水所 

第２保管庫・貯水所は，鉄筋コンク

リート造で，地上２階（保管庫）（地

上高さ約16ｍ，地下に第２貯水槽を収

納する），地下１階（貯水槽），平面

が約52ｍ（南北方向）×約113ｍ（東西

方向）の建物であり，堅固な基礎版上

に設置する。 DB・SA◇1  

建物は，耐震設計上の重要度に応じ

た耐震性を有する構造とする。 

DB・SA◇1  

  

1.6.3.26 溶解槽（連続式） 

溶解槽（連続式）は，補強リブ等に

よって剛性が高く，十分な耐震性を持

つ構造とする。また，これを取り付け

る支持構造物も十分剛性を持った耐震

性のあるものとする。 DB・SA◇1  

 

1.6.3.27 清澄機（遠心式） 

清澄機（遠心式）のケーシングは，

十分剛性のある構造とし，建物の床に

固定することで耐震性を持たせる。ま

た，回転部分も耐震性を十分考慮した

設計とする。 DB・SA◇1  

 

1.6.3.28 環状形パルスカラム 

環状形パルスカラムは細長い容器で

あるため，支持構造物を建物に取り付

け，それによって全体として十分な剛

性を持った耐震性のある構造とする。 

DB・SA◇1  

 

1.6.3.29 円筒形パルスカラム 

円筒形パルスカラムは細長い容器で

あるため，支持構造物を建物に取り付

け，それによって全体として十分な剛

性を持った耐震牲のある構造とする。 

DB・SA◇1  

 

1.6.3.30 その他 

その他の機器・配管系は，運転時荷

重，地震荷重による荷重により不都合

な応力が生じないよう必要に応じロッ

ドレストレイント，スナバ，その他の

装置を使用し耐震性を確保する。 

DB・SA◇1  
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1.9.7 地震による損傷の防止 

（地震による損傷の防止） 

第七条 安全機能を有する施設は，地

震力に十分に耐えることができるもの

でなければならない。 

２ 前項の地震力は，地震の発生によ

って生ずるおそれがある安全機能を有

する施設の安全機能の喪失に起因する

放射線による公衆への影響の程度に応

じて算定しなければならない。 

３ 耐震重要施設は，その供用中に当

該耐震重要施設に大きな影響を及ぼす

おそれがある地震による加速度によっ

て作用する地震力（以下「基準地震動

による地震力」という。）に対して安

全機能が損なわれるおそれがないもの

でなければならない。 

４ 耐震重要施設は，前項の地震の発

生によって生ずるおそれがある斜面の

崩壊に対して安全機能が損なわれるお

それがないものでなければならない。 

 

適合のための設計方針 

第１項及び第２項について 

(１) 安全機能を有する施設は，耐震

重要度分類に分類し，それぞれに応じ

た耐震設計を行う。DB◇7  

Ｓクラスの施設：自ら放射性物質を

内蔵している施設，当該施設に直接関

係しておりその機能喪失により放射性

物質を外部に拡散する可能性のある施

設，放射性物質を外部に放出する可能

性のある事態を防止するために必要な

施設及び事故発生の際に，外部に放出

される放射性物質による影響を低減さ

せるために必要な施設であって，環境

への影響が大きいもの。DB◇7  

Ｂクラスの施設：安全機能を有する

施設のうち，機能喪失した場合の影響

がＳクラスに属する施設と比べ小さい

施設。DB◇7  

Ｃクラスの施設：Ｓクラスに属する

施設及びＢクラスに属する施設以外の

一般産業施設又は公共施設と同等の安

全性が要求される施設。DB◇7  
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(２) Ｓクラス，Ｂクラス及びＣクラ

スの施設は，以下に示す地震力に対し

ておおむね弾性範囲に留まる設計とす

る。DB◇7  

Ｓクラス：弾性設計用地震動による

地震力又は静的地震力のいずれか大き

い方の地震力。DB◇7  

 

Ｂクラス：静的地震力 

共振のおそれのある施設について

は，弾性設計用地震動に２分の１を乗

じた地震力。DB◇7  

Ｃクラス：静的地震力DB◇7  

ａ．弾性設計用地震動による地震力 

弾性設計用地震動は，基準地震動と

の応答スペクトルの比率の値が，目安

として0.5 を下回らないような値で，

工学的判断に基づいて設定する。DB◇7  

ｂ．静的地震力 

(ａ) 建物・構築物 

水平地震力は，地震層せん断力係数

Ｃⅰに，次に示す施設の耐震重要度分類

に応じた係数を乗じ，さらに当該層以

上の重量を乗じて算定するものとす

る。 

Ｓクラス 3.0 

Ｂクラス 1.5 

Ｃクラス 1.0 DB◇7  

ここで，地震層せん断力係数Ｃⅰは，

標準せん断力係数Ｃ０を0.2 以上とし，

建物・構築物の振動特性及び地盤の種

類等を考慮して求められる値とする。 

DB◇7  

また，必要保有水平耐力の算定にお

いては，地震層せん断力係数Ｃⅰに乗じ

る施設の耐震重要度分類に応じた係数

は，耐震重要度分類の各クラスともに

1.0 とし，その際に用いる標準せん断

力係数Ｃ０は1.0 以上とする。DB◇7  

Ｓクラスの施設については，水平地

震力と鉛直地震力が同時に不利な方向

の組合せで作用するものとする。鉛直

地震力は，震度0.3 以上を基準とし，

建物・構築物の振動特性及び地盤の種

類等を考慮して求めた鉛直震度より算

定するものとする。ただし，鉛直震度

は高さ方向に一定とする。DB◇7  
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(ｂ) 機器・配管系 

耐震重要度分類の各クラスの地震力

は，上記(ａ)に示す地震層せん断力係

数Ｃⅰに施設の耐震重要度分類に応じた

係数を乗じたものを水平震度とし，当

該水平震度及び上記(ａ)の鉛直震度を

それぞれ20％増しとした震度より求め

るものとする。なお，水平地震力と鉛

直地震力とは同時に不利な方向の組合

せで作用するものとする。ただし，鉛

直震度は高さ方向に一定とする。DB◇7  

 

第３項について 

(１) 基準地震動は，最新の科学的・

技術的知見を踏まえ，敷地及び敷地周

辺の地質・地質構造，地盤構造並びに

地震活動性等の地震学及び地震工学的

見地から想定することが適切なものを

策定する。DB◇7  

 (２) 耐震重要施設は，基準地震動

による地震力に対して安全機能が損な

われないよう設計する。DB◇7  

第４項について 

耐震重要施設周辺においては，基準

地震動による地震力に対して，施設の

安全機能に重大な影響を与えるような

崩壊を起こすおそれのある斜面はな

い。DB◇7  

 

 
1.9.31 地震による損傷の防止 
 

（地震による損傷の防止） 

第三十一条 重大事故等対処施設は，

次に掲げる施設の区分に応じ， 

それぞれ次に定める要件を満たすもの

でなければならない。 

一 常設耐震重要重大事故等対処設備

が設置される重大事故等対処施設 

基準地震動による地震力に対して重

大事故等に対処するために必要な機

能が損なわれるおそれがないもので

あること。 

 

 

二 常設耐震重要重大事故等対処設備以

外の常設重大事故等対処設備が設置

される重大事故等対処施設 第七条第

二項の規定により算定する地震力に

十分に耐えることができるものであ

ること。 
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２ 前項第一号の重大事故等対処施設

は，第七条第三項の地震の発生に

よって生ずるおそれがある斜面の

崩壊に対して重大事故等に対処す

るために必要な機能が損なわれる

おそれがないものでなければなら

ない。 

（解釈） 

１ 第31 条の適用に当たっては，本

規程別記２に準ずるものとする。 

２ 第１項第２号に規定する「第七条

第二項の規定により算定する地震

力」とは，本規程別記２第７条第

２項から第４項までにおいて，当

該常設重大事故等対処設備が代替

する機能を有する設計基準事故に

対処するための設備が属する耐震

重要度分類のクラスに適用される

地震力と同等のものをいう。 

 

適合のための設計方針 

第１項について 

重大事故等対処施設について，施設

の各設備が有する重大事故等に対処す

るために必要な機能及び設置状態を踏

まえて「(１) 設備分類」のとおり分類

し，設備分類に応じて「(２) 設計方

針」に示す設計方針に従って耐震設計

を行う。耐震設計において適用する地

震動及び当該地震動による地震力等に

ついては，安全機能を有する施設のも

のを設備分類に応じて適用する。SA◇5  

なお，「(２) 設計方針」のａ．及び

ｂ．に示す設計方針が，それぞれ第１

項の第一号及び第二号の要求事項に対

応するものである。SA◇5  

 

(１) 設備分類 

重大事故に至るおそれがある事故

及び重大事故が発生した場合におい

て，対処するために必要な機能を有

する設備であって常設のもの。SA◇5  

 

 

ａ．常設耐震重要重大事故等対処設備 

常設重大事故等対処設備であっ

て，耐震重要施設（Ｓクラスに属す

る施設）に属する安全機能を有する

施設が有する機能を代替するもの。

SA◇5  
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以外の常設重大事故等対処設備 

常設重大事故等対処設備であっ

て，上記ａ．以外のもの。SA◇5  

(２) 設計方針 

ａ．常設耐震重要重大事故等対処設備

が設置される重大事故等対処施設 

基準地震動による地震力に対し

て，重大事故等に対処するために必

要な機能が損なわれるおそれがない

ように設計する。SA◇5  

ｂ．常設耐震重要重大事故等対処設備

以外の常設重大事故等対処設備が設

置される重大事故等対処施設 

代替する機能を有する安全機能を

有する施設の耐震重要度分類のクラ

スに適用される地震力に対し十分に

耐えることができるように設計す

る。SA◇5  

代替する安全機能を有する施設が

ない常設重大事故等対処設備は，安

全機能を有する施設の耐震設計にお

ける耐震重要度の分類方針に基づ

き，重大事故等対処時の使用条件を

踏まえて，当該設備の機能喪失によ

り放射線による公衆への影響の程度

に応じて分類し，その地震力に対し

十分に耐えることができるように設

計する。SA◇5  

 

上記設計において適用する動的地震

力は，水平２方向及び鉛直方向につい

て適切に組み合わせたものとして算定

する。SA◇5  

また，常設耐震重要重大事故等対処

設備が設置される重大事故等対処施設

は，Ｂクラス及びＣクラスの施設，常

設耐震重要重大事故等対処設備以外の

常設重大事故等対処設備が設置される

重大事故等対処施設，可搬型重大事故

等対処設備の波及的影響によって，重

大事故等に対処するために必要な機能

を損なわないように設計する。SA◇5  

 

第２項について 

常設耐震重要重大事故等対処設備

が設置される重大事故等対処施設周

辺においては，基準地震動による地

震力に対して，重大事故等に対処す

るために必要な機能に影響を与える

ような崩壊を起こすおそれのある斜

面はない。SA◇5  
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【許可からの変更点等】 

設工認段階として，JEAG重要度分

類，発電炉の記載を踏まえ，間接支

持構造物の検討用地震動を明記（以

下同様） 
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（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

事業変更許可申請書との整

合による発電炉との記載の

相違であり，再処理施設で

は安全機能を有する施設の

重要度分類を踏襲した内容

である事業変更許可申請書

に合わせた記載とした。 
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第六条及び第三十三条（地震による損傷の防止） 

１．技術基準の条文，解釈への適合に関する考え方 

№ 基本設計方針に記載する事項 適合性の考え方（理由） 項・号 解釈 添付書類 

DB① 
安全機能を有する施設の耐震

設計の基本方針 

技術基準の要求事項を受けている

内容 
６条１項 － a 

DB② 
基準地震動に対する耐震重要

施設の耐震設計の基本方針 

技術基準の要求事項を受けている

内容 
６条２項 － a 

DB③ 
安全機能を有する施設の耐震

重要度分類 

安全機能を有する施設の耐震設計

における耐震重要度分類について

記載する。 

６条１項 － a 

DB④ 地震力の算定方法 

安全機能を有する施設の耐震設計

における設計用地震力の算定方法

について記載する。 

６条１項 

６条２項 
－ a 

DB⑤ 荷重の組合せと許容限界 

安全機能を有する施設の耐震設計

における考慮すべき荷重の組合せ

と適用する許容限界について記載

する。 

６条１項 

６条２項 
－ a 

DB⑥ 

設計における留意事項のうち，

各段階における波及的影響の

評価方針 

波及的影響評価について，設計及

び工事の段階における調査・検討

内容等を記載するとともに，波及

的影響防止のための現場の維持管

理を保安規定に定める旨記載す

る。 

６条２項 － a 

DB⑦ 
地震による周辺斜面の崩壊に

対する設計方針 

周辺斜面の崩壊の影響がないこと

が確認された場所に設置する旨記

載する。 

６条３項 － a 

DB⑧ 
地震による周辺斜面の崩壊に

対する設計方針（第５条関連） 

周辺斜面の崩壊の影響がないこと

が確認された場所に設置する旨記

載する。 

６条３項 － a 

SA① 
重大事故等対処施設に係る耐

震設計の基本方針 

技術基準の要求事項を受けている

内容 

33条１項１号 

33条１項２号 
－ a 

SA② 
重大事故等対処施設の設備分

類 

重大事故等対処施設の耐震設計に

おける設備分類について記載す

る。 

33条１項１号 

33条１項２号 
－ a 

SA③ 地震力の算定方法 

重大事故等対処施設の耐震設計に

おける設計用地震力の算定方法に

ついて記載する。 

33条１項１号 

33条１項２号 
－ a 

SA④ 荷重の組合せと許容限界 

重大事故等対処施設の耐震設計に

おける考慮すべき荷重の組合せと

適用する許容限界について記載す

る。 

33条１項１号 

33条１項２号 
－ a 
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SA⑤ 

設計における留意事項のうち，

重大事故等対処施設における

波及的影響の評価方針 

波及的影響評価について，設計及

び工事の段階における調査・検討

内容等を記載するとともに，波及

的影響防止のための現場の維持管

理を保安規定に定める旨記載す

る。 

33条１項１号 － a 

SA⑥ 
地震による周辺斜面の崩壊に

対する設計方針 

周辺斜面の崩壊の影響がないこと

が確認された場所に設置する旨記

載する。 

33条２項 － a 

SA⑦ 
地震による周辺斜面の崩壊に

対する設計方針（第32条関連） 

周辺斜面の崩壊の影響がないこと

が確認された場所に設置する旨記

載する。 

33条２項 － a 

２．事業変更許可申請書の本文のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

DB□1  耐震設計の基本方針 

事業指定基準規則への適合性の方針を示すものであり，

別途，技術基準規則への適合性の方針を記載するため，

記載しない。 

－ 

DB□2  地盤に対する設置方針 
第５条地盤の要求事項に対する設計方針であることから

「地盤」の基本設計方針に記載する。 
－ 

DB□3  
基準地震動，弾性設計用地震動

の設定方針 

事業変更許可申請書で担保されている事項であり，詳細

については添付書類に記載することから基本設計方針に

記載しない。 

a 

３．事業変更許可申請書の添六のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

DB◇1  耐震設計の基本方針 

事業指定基準規則への適合性の方針を示すものであり，

別途，技術基準規則への適合性の方針を記載するため，

記載しない。 

a 

DB◇2  地盤に対する設置方針 
第５条地盤の要求事項に対する設計方針であることから

「地盤」の基本設計方針に記載する。 
－ 

DB◇3  
安全機能を有する施設の耐震

重要度分類 

耐震重要度分類の対象設備及び考え方であり，耐震設計

上の重要度分類の結果及び考え方を，本文第 3.1.1-1 表

「クラス別施設」に示し，詳細については添付書類に示

すことから，記載しない。 

a 

DB◇4  
基準地震動，弾性設計用地震動

の設定方針 

事業変更許可申請書で担保されている事項であり，詳細

については添付書類に記載することから基本設計方針に

記載しない。 

a 

DB◇5  

荷重の組合せ上の留意事項（水

平２方向と鉛直方向の組合せ

に関する記載を除く。） 

第６条の要求事項にないことから，詳細については，添

付書類に，荷重の組合せにおいて包絡できるケース等の

留意事項について記載する。 

a 

DB◇6  

溢水防護，化学薬品防護及び火

災防護の観点からの波及的影

響評価 

溢水防護については，「溢水による損傷の防止」の基本設

計方針，化学薬品防護については，「化学薬品の漏えいに

よる損傷の防止」の基本設計方針，火災防護については，

「火災等による損傷の防止」の基本設計方針に記載する。 

b,c,d 
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設工認申請書 各条文の設計の考え方 

3 

 

別紙１② 

DB◇7  重複記載 
事業変更許可申請書の本文又は添付書類六の他記載と重

複するため記載しない。 
－ 

DB・

SA◇1  
主要な施設の耐震構造 

主要設備の構造に関する記載であり，当該構造を踏まえ

た耐震性については，個別施設の仕様表，添付書類に記

載する。 

a,e,f 

SA◇1  
重大事故等対処施設の設備分

類 

重大事故等対処施設の設備分類の対象設備及び考え方で

あり，耐震設計上の設備分類の結果及び考え方を，本文

第 3.1.1-2 表「重大事故等対処施設（主要設備）の設備

分類」に示し，詳細については添付書類に示すことから

記載しない。 

a 

SA◇2  

荷重の組合せ上の留意事項（水

平２方向と鉛直方向の組合せ

に関する記載を除く。） 

第 33条の要求事項にないことから，詳細については，添

付書類に，荷重の組合せにおいて包絡できるケース等の

留意事項について記載する。 

a 

SA◇3  地盤に対する設置方針 
第 32 条地盤の要求事項に対する設計方針であることか

ら「地盤」の基本設計方針に記載する。 
－ 

SA◇4  緊急時対策所の設計方針 
第 50 条緊急時対策所の要求事項に対する設計方針であ

ることから「緊急時対策所」の基本設計方針に記載する。 
g 

SA◇5  重複記載 
事業変更許可申請書の本文又は添付書類六の他記載と重

複するため記載しない。 
－ 

４．添付書類等 

№ 書類名 

a 添付Ⅳ 耐震性に関する説明書 

b 添付Ⅵ－１－１－６ 再処理施設内における溢水による損傷の防止に関する説明書 

c 添付Ⅵ－１－１－７ 再処理施設内における化学薬品の漏えいによる損傷の防止に関する説明書 

d 添付Ⅲ 火災及び爆発の防止に関する説明書 

e 仕様表 

f 添付Ⅵ－２－２ 平面図及び断面図 

g 添付Ⅵ－１－３ 制御室及び緊急時対策所に関する説明書 

 

124



令和４年 11 月８日 Ｒ11 

 

 

 

 

 

別紙２ 
 

 

 

基本設計方針を踏まえた添付書類の 

記載及び申請回次の展開 
 

※本別紙は地盤 00-01、地震 00-01 統合した形式とする。 
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(1/35)

説明対象 申請対象設備
（２項変更①） 仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象 申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

1-1 第１章　共通項目
2.地盤
　安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設は，地震力が作用した場
合においても当該施設を十分に支持することができる地盤（当該地盤に設置
する建物・構築物を含む。「2.　地盤」では以下同様）に設置する。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針

2.耐震設計の基本方針
2.1基本方針

【2.耐震設計の基本方針】
【2.1基本方針】

・安全機能を有する施設及び重大
事故等対処施設における建物・構
築物の地盤の支持性能

― ― ○ 基本方針 ― Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針

2.耐震設計の基本方針
2.1基本方針

○ 基本方針 基本方針 ― Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針

2.耐震設計の基本方針
2.1基本方針

1-2 　なお，以下の項目における建物・構築物とは，建物，構築物及び土木構造
物（屋外重要土木構造物及びその他の土木構造物）の総称とする。また，
屋外重要土木構造物とは，耐震安全上重要な機器・配管系の間接支持機
能を求められる土木構造物をいう。

定義 基本方針 基本方針 Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
・建物・構築物の設計区分

― ― ○ 基本方針 ― Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
・「Ⅳ 耐震性に関する説明書」にお
ける建物・構築物とは，建物，構
築物及び土木構造物(屋外重要
土木構造物及びその他の土木構造
物)の総称とする。再処理施設の構
築物は，屋外機械基礎，竜巻防
護対策設備及び排気筒であり，土
木構造物は洞道である。ここで，屋
外重要土木構造物とは，耐震安
全上重要な機器・配管系の間接支
持機能を求められる土木構造物を
いう。

2-2 　また，上記に加え，基準地震動Ｓｓによる地震力が作用することによって弱
面上のずれが発生しない地盤として，事業指定(変更許可)を受けた地盤に設
置する。

設置要求 耐震重要施設及びそれらを支持する建
物・構築物

基本方針 Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針

2.耐震設計の基本方針
2.1基本方針

【2.耐震設計の基本方針】
【2.1基本方針】

・安全機能を有する施設における建
物・構築物の地盤の支持性能

― ― ○ 安全冷却水系 ― Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針

2.耐震設計の基本方針
2.1基本方針

【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
(1) 安全機能を有する施設
g.また，上記に加え，基準地震動
Ｓｓによる地震力が作用することに
よって弱面上のずれが発生しない地
盤として，事業指定(変更許可)を
受けた地盤に設置する。

2-3 　耐震重要施設以外の施設については，自重及び運転時の荷重等に加え，
耐震重要度分類の各クラスに応じて算定する地震力が作用した場合において
も，接地圧に対する十分な支持性能を有する地盤に設置する。

設置要求 施設共通 基本設計方針
（耐震重要施設以外の施設）

基本方針 Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針

2.耐震設計の基本方針
2.1基本方針

【2.耐震設計の基本方針】
【2.1基本方針】

・安全機能を有する施設における建
物・構築物の地盤の支持性能

― ― ○ 基本方針 ― Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針

2.耐震設計の基本方針
2.1基本方針

【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針]
(1) 安全機能を有する施設
g.耐震重要施設以外の施設につい
ては，自重及び運転時の荷重等に
加え，耐震重要度分類の各クラス
に応じて算定する地震力が作用した
場合においても，接地圧に対する
十分な支持性能を有する地盤に設
置する。

安全冷却水系 Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針

2.耐震設計の基本方針
2.1基本方針

第２回

― Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針

2.耐震設計の基本方針
2.1基本方針

【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
(1) 安全機能を有する施設
g.耐震重要施設及びそれらを支持
する建物・構築物については，自重
及び運転時の荷重等に加え，基準
地震動Ｓｓによる地震力が作用し
た場合においても，接地圧に対する
十分な支持性能を有する地盤（当
該地盤に設置する建物・構築物を
含む。本項目では以下同様。）に
設置する。
これらの地盤の評価については，
「Ⅳ－１－１－２　地盤の支持性
能に係る基本方針」に示す。

―

＜建物・構築物＞
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋/安全冷
却水系冷却塔A,B基礎間洞道
重油タンク室

＜系統＞
安全冷却水系

＜建物・構築物＞
前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建
屋
制御建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟
チャンネルボックス・バーナブルポイズン処
理建屋
ハル・エンドピース貯蔵建屋
主排気筒管理建屋
主排気筒
非常用電源建屋
分離建屋/高レベル廃液ガラス固化建屋
間洞道
分離建屋/精製建屋/ウラン脱硝建屋/
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋/低レ
ベル廃液処理建屋/低レベル廃棄物処
理建屋/分析建屋間洞道
精製建屋/ウラン・プルトニウム混合脱硝
建屋間洞道
高レベル廃液ガラス固化建屋/第１ガラ
ス固化体貯蔵建屋間洞道
前処理建屋/分離建屋/精製建屋/高
レベル廃液ガラス固化建屋/ウラン・プルト
ニウム混合脱硝建屋/制御建屋/非常
用電源建屋/冷却水設備の安全冷却
水系/主排気筒/主排気筒管理建屋間
洞道
燃料油貯蔵タンク
冷却塔

＜系統＞
安全冷却水系

【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
(1) 安全機能を有する施設
g.耐震重要施設及びそれらを支持
する建物・構築物については，自重
及び運転時の荷重等に加え，基準
地震動Ｓｓによる地震力が作用し
た場合においても，接地圧に対する
十分な支持性能を有する地盤（当
該地盤に設置する建物・構築物を
含む。本項目では以下同様。）に
設置する。
・耐震重要施設以外の施設につい
ては，自重及び運転時の荷重等に
加え，耐震重要度分類の各クラス
に応じて算定する地震力が作用した
場合においても，接地圧に対する
十分な支持性能を有する地盤に設
置する。
・これらの地盤の評価について，「Ⅳ
－１－１－２　地盤の支持性能
に係る基本方針」に示す。

――

要求種別 添付書類　説明内容（２）

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針

2.耐震設計の基本方針
2.1基本方針

2-1 耐震重要施設及びそれらを支持する建
物・構築物

2.1　安全機能を有する施設の地盤

　地震の発生によって生じるおそれがあるその安全機能の喪失に起因する放射
線による公衆への影響の程度が特に大きい施設（以下「耐震重要施設」とい
う。）及びそれらを支持する建物・構築物については，自重及び運転時の荷重
等に加え，その供用中に大きな影響を及ぼすおそれがある地震動（以下「基
準地震動Ｓｓ」という。）による地震力が作用した場合においても，接地圧に
対する十分な支持性能を有する地盤に設置する。

添付書類　構成（２）

第１回

主な設備 展開事項

設置要求

添付書類　構成（１） 添付書類　説明内容（１）項目
番号 基本設計方針

【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
(1) 安全機能を有する施設
g.耐震重要施設及びそれらを支持
する建物・構築物については，自重
及び運転時の荷重等に加え，基準
地震動Ｓｓによる地震力が作用し
た場合においても，接地圧に対する
十分な支持性能を有する地盤（当
該地盤に設置する建物・構築物を
含む。本項目では以下同様。）に
設置する。
これらの地盤の評価について，「Ⅳ
－１－１－２　地盤の支持性能
に係る基本方針」に示す。

基本方針 ―【2.耐震設計の基本方針】
【2.1基本方針】

・安全機能を有する施設における建
物・構築物の地盤の支持性能

○―

○ Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針

2.耐震設計の基本方針
2.1基本方針

【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
(1) 安全機能を有する施設
g.耐震重要施設及びそれらを支持
する建物・構築物については，自重
及び運転時の荷重等に加え，基準
地震動Ｓｓによる地震力が作用し
た場合においても，接地圧に対する
十分な支持性能を有する地盤（当
該地盤に設置する建物・構築物を
含む。本項目では以下同様。）に
設置する。
・耐震重要施設以外の施設につい
ては，自重及び運転時の荷重等に
加え，耐震重要度分類の各クラス
に応じて算定する地震力が作用した
場合においても，接地圧に対する
十分な支持性能を有する地盤に設
置する。
(2) 重大事故等対処施設
g.常設耐震重要重大事故等対処
設備を支持する建物・構築物につ
いては，自重及び運転時の荷重等
に加え，基準地震動Ｓｓによる地
震力が作用した場合においても，
接地圧に対する十分な支持性能を
有する地盤（当該地盤に設置する
建物・構築物を含む。本項目では
以下同様。）に設置する。
・常設耐震重要重大事故等対処
設備以外の常設重大事故等対処
設備を支持する建物・構築物につ
いては，自重及び運転時の荷重等
に加え，代替する機能を有する安
全機能を有する施設が属する耐震
重要度分類のクラスに適用される地
震力が作用した場合においても，
接地圧に対する十分な支持性能を
有する地盤に設置する。
これらの地盤の評価については，
「Ⅳ－１－１－２　地盤の支持性
能に係る基本方針」に示す。

― ―

―

＜建物・構築物＞
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋/安全冷
却水系冷却塔A,B基礎間洞道
重油タンク室

＜系統＞
安全冷却水系

＜建物・構築物＞
前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建
屋
制御建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟
チャンネルボックス・バーナブルポイズン処
理建屋
ハル・エンドピース貯蔵建屋
主排気筒管理建屋
主排気筒
非常用電源建屋
分離建屋/高レベル廃液ガラス固化建屋
間洞道
分離建屋/精製建屋/ウラン脱硝建屋/
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋/低レ
ベル廃液処理建屋/低レベル廃棄物処
理建屋/分析建屋間洞道
精製建屋/ウラン・プルトニウム混合脱硝
建屋間洞道
高レベル廃液ガラス固化建屋/第１ガラ
ス固化体貯蔵建屋間洞道
前処理建屋/分離建屋/精製建屋/高
レベル廃液ガラス固化建屋/ウラン・プルト
ニウム混合脱硝建屋/制御建屋/非常
用電源建屋/冷却水設備の安全冷却
水系/主排気筒/主排気筒管理建屋間
洞道
燃料油貯蔵タンク
冷却塔

＜系統＞
安全冷却水系

【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針 】
(1) 安全機能を有する施設
g.また，上記に加え，基準地震動
Ｓｓによる地震力が作用することに
よって弱面上のずれが発生しない地
盤として，事業指定(変更許可)を
受けた地盤に設置する。

第１回と同一

――

第１回と同一

○
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(2/35)

説明対象 申請対象設備
（２項変更①） 仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象 申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

要求種別 添付書類　説明内容（２）添付書類　構成（２）

第１回

主な設備 展開事項 添付書類　構成（１） 添付書類　説明内容（１）項目
番号 基本設計方針

4 　耐震重要施設は，将来活動する可能性のある断層等の露頭がない地盤とし
て，事業指定(変更許可)を受けた地盤に設置する。

設置要求 耐震重要施設 基本方針 Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針

2.耐震設計の基本方針
2.1基本方針

【2.耐震設計の基本方針】
【2.1基本方針】

・安全機能を有する施設における建
物・構築物の地盤の支持性能

― ― ○ 安全冷却水系 ― Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針

2.耐震設計の基本方針
2.1基本方針

【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針]
(1) 安全機能を有する施設
g.耐震重要施設の建物・構築物
は，将来活動する可能性のある断
層等の露頭がない地盤として，事
業指定(変更許可)を受けた地盤に
設置する。

Ⅳ－１－１－２　地盤の支持性
能に係る基本方針

4.地盤の支持力度
4.1　直接基礎の支持力度

【4.地盤の支持力度】
【4.1　直接基礎の支持力度】
・直接基礎の支持力評価方針

Ⅳ－１－１－２地盤の支持性能
に係る基本方針

4.地盤の支持力度
4.1　直接基礎の支持力度

【4.地盤の支持力度】
【4.1　直接基礎の支持力度】
・直接基礎の支持力評価方針

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針

5.機能維持の基本方針
5.1構造強度
5.1.5許容限界
(3)基礎地盤の支持性能

【5.1.5 許容限界】
(3) 基礎地盤の支持性能
a．Ｓクラスの建物・構築物，Ｓク
ラスの機器・配管系，常設耐震重
要重大事故等対処設備が設置さ
れる重大事故等対処施設の建物・
構築物，機器・配管系の基礎地
盤
(b) 弾性設計用地震動Ｓｄによる
地震力又は静的地震力との組合せ
に対する許容限界

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針

5.機能維持の基本方針
5.1構造強度
5.1.5許容限界
(3)基礎地盤の支持性能

【5.1.5 許容限界】
(3) 基礎地盤の支持性能
a．Ｓクラスの建物・構築物，Ｓク
ラスの機器・配管系，常設耐震重
要重大事故等対処設備が設置さ
れる重大事故等対処施設の建物・
構築物，機器・配管系の基礎地
盤
(b) 弾性設計用地震動Ｓｄによる
地震力又は静的地震力との組合せ
に対する許容限界

Ⅳ－１－１－２　地盤の支持性
能に係る基本方針

4.地盤の支持力度
4.1　直接基礎の支持力度

【4.地盤の支持力度】
【4.1　直接基礎の支持力度】
・直接基礎の支持力評価方針

Ⅳ－１－１－２　地盤の支持性
能に係る基本方針

4.地盤の支持力度
4.1　直接基礎の支持力度

【4.地盤の支持力度】
【4.1　直接基礎の支持力度】
・直接基礎の支持力評価方針

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針

5.機能維持の基本方針
5.1構造強度
5.1.5許容限界
(3)基礎地盤の支持性能

【5.1.5 許容限界】
(3) 基礎地盤の支持性能
b．Ｂクラス及びＣクラスの建物・構
築物，機器・配管系，常設耐震
重要重大事故等対処設備以外の
常設重大事故等対処設備が設置
される重大事故等対処施設の建
物・構築物，機器・配管系の基礎
地盤

Ⅳ－１－１－２　地盤の支持性
能に係る基本方針

4.地盤の支持力度
4.1　直接基礎の支持力度
4.2　杭基礎の支持力度

【4.地盤の支持力度】
【4.1　直接基礎の支持力度】・直
接基礎の支持力評価方針
【4.2　杭基礎の支持力算定式】・
杭基礎の押込み力及び引抜き力に
対する支持力評価方針

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針

5.機能維持の基本方針
5.1構造強度
5.1.5許容限界
(3)基礎地盤の支持性能

【5.1.5 許容限界】
(3) 基礎地盤の支持性能
a．Ｓクラスの建物・構築物，Ｓク
ラスの機器・配管系，常設耐震重
要重大事故等対処設備が設置さ
れる重大事故等対処施設の建物・
構築物，機器・配管系の基礎地
盤
(a) 基準地震動Ｓｓによる地震力
との組合せに対する許容限界

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針

5.機能維持の基本方針
5.1構造強度
5.1.5許容限界
(3)基礎地盤の支持性能

＜建物・構築物＞
前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建
屋
制御建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟
チャンネルボックス・バーナブルポイズン処
理建屋
ハル・エンドピース貯蔵建屋
主排気筒管理建屋
主排気筒
非常用電源建屋
分離建屋/高レベル廃液ガラス固化建屋
間洞道
分離建屋/精製建屋/ウラン脱硝建屋/
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋/低レ
ベル廃液処理建屋/低レベル廃棄物処
理建屋/分析建屋間洞道
精製建屋/ウラン・プルトニウム混合脱硝
建屋間洞道
高レベル廃液ガラス固化建屋/第１ガラ
ス固化体貯蔵建屋間洞道
前処理建屋/分離建屋/精製建屋/高
レベル廃液ガラス固化建屋/ウラン・プルト
ニウム混合脱硝建屋/制御建屋/非常
用電源建屋/冷却水設備の安全冷却
水系/主排気筒/主排気筒管理建屋間
洞道
燃料油貯蔵タンク
冷却塔

＜系統＞
安全冷却水系

―

―

【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針]
(1) 安全機能を有する施設
g.耐震重要施設の建物・構築物
は，地震発生に伴う地殻変動に
よって生じる支持地盤の傾斜及び
撓み並びに地震発生に伴う建物・
構築物間の不等沈下，液状化及
び揺すり込み沈下といった周辺地盤
の変状により，その安全機能が損な
われるおそれがない地盤として，事
業指定(変更許可)を受けた地盤に
設置する。

基本方針 第１回と同一

【5.1.5 許容限界】
(3) 基礎地盤の支持性能
a．Ｓクラスの建物・構築物，Ｓク
ラスの機器・配管系，常設耐震重
要重大事故等対処設備が設置さ
れる重大事故等対処施設の建物・
構築物，機器・配管系の基礎地
盤
(a) 基準地震動Ｓｓによる地震力
との組合せに対する許容限界

― ―

― ―

―

○ ＜建物・構築物＞
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋/安全冷
却水系冷却塔A,B基礎間洞道
重油タンク室

＜系統＞
安全冷却水系

＜建物・構築物＞
前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建
屋
制御建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟
チャンネルボックス・バーナブルポイズン処
理建屋
ハル・エンドピース貯蔵建屋
主排気筒管理建屋
主排気筒
非常用電源建屋
分離建屋/高レベル廃液ガラス固化建屋
間洞道
分離建屋/精製建屋/ウラン脱硝建屋/
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋/低レ
ベル廃液処理建屋/低レベル廃棄物処
理建屋/分析建屋間洞道
精製建屋/ウラン・プルトニウム混合脱硝
建屋間洞道
高レベル廃液ガラス固化建屋/第１ガラ
ス固化体貯蔵建屋間洞道
前処理建屋/分離建屋/精製建屋/高
レベル廃液ガラス固化建屋/ウラン・プルト
ニウム混合脱硝建屋/制御建屋/非常
用電源建屋/冷却水設備の安全冷却
水系/主排気筒/主排気筒管理建屋間
洞道
燃料油貯蔵タンク
冷却塔

＜系統＞
安全冷却水系

―

―

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針

2.耐震設計の基本方針
2.1基本方針

【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
(1) 安全機能を有する施設
g.耐震重要施設の建物・構築物
は，地震発生に伴う地殻変動に
よって生じる支持地盤の傾斜及び
撓み並びに地震発生に伴う建物・
構築物間の不等沈下，液状化及
び揺すり込み沈下といった周辺地盤
の変状により，その安全機能が損な
われるおそれがない地盤として，事
業指定(変更許可)を受けた地盤に
設置する。

＜建物・構築物＞
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋/安全冷
却水系冷却塔A,B基礎間洞道
重油タンク室

＜系統＞
安全冷却水系

5-3 評価要求　Ｂクラス及びＣクラスの施設の建物・構築物の地盤においては，自重及び運
転時の荷重等と，静的地震力及び動的地震力（Ｂクラスの共振影響検討に
係るもの）との組合せにより算定される接地圧に対して，安全上適切と認めら
れる規格及び基準に基づく地盤の短期許容支持力度を許容限界とする。

○

定義
評価要求

Ｓクラスの施設及びそれらを支持する建
物・構築物

評価要求5-1

【4.地盤の支持力度】
【4.1　直接基礎の支持力度】
・直接基礎の支持力評価方針

【4.2　杭基礎の支持力度】
・杭基礎の押込み力及び引抜き力
に対する支持力評価方針

3 ―　耐震重要施設は，地震発生に伴う地殻変動によって生じる支持地盤の傾
斜及び撓み並びに地震発生に伴う建物・構築物間の不等沈下，液状化及び
揺すり込み沈下といった周辺地盤の変状により，その安全機能が損なわれるお
それがない地盤として，事業指定(変更許可)を受けた地盤に設置する。

設置要求 【2.耐震設計の基本方針】
【2.1基本方針】

・安全機能を有する施設における建
物・構築物の地盤の支持性能

基本方針

【5.1.5 許容限界】
(3) 基礎地盤の支持性能

a．Ｓクラスの建物・構築物，Ｓク
ラスの機器・配管系，常設耐震重
要重大事故等対処設備が設置さ
れる重大事故等対処施設の建物・
構築物，機器・配管系の基礎地
盤

(b) 弾性設計用地震動Ｓｄによる
地震力又は静的地震力との組合せ
に対する許容限界

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針

5.機能維持の基本方針
5.1構造強度
5.1.5許容限界
(3)基礎地盤の支持性能

基本方針
評価条件
評価方法
評価

基本方針
Ｓクラスの施設の建物・構築物

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針

5.機能維持の基本方針
5.1構造強度
5.1.5許容限界
(3)基礎地盤の支持性能

【4.地盤の支持力度】
【4.1　直接基礎の支持力度】
・直接基礎の支持力評価方針

【4.2　杭基礎の支持力度】
・杭基礎の押込み力及び引抜き力
に対する支持力評価方針

基本方針
評価条件
評価方法
評価

5-2

　Ｓクラスの施設及びそれらを支持する建物・構築物の地盤の接地圧に対する
支持力の許容限界については，自重及び運転時の荷重等と基準地震動Ｓｓ
による地震力との組み合わせにより算定される接地圧が，安全上適切と認めら
れる規格及び基準に基づく地盤の極限支持力度に対して，妥当な余裕を有す
るよう設計する。

Ⅳ－１－１－２　地盤の支持性
能に係る基本方針

4.地盤の支持力度
4.1　直接基礎の支持力度
4.2　杭基礎の支持力度

Ⅳ－１－１－２　地盤の支持性
能に係る基本方針

4.地盤の支持力度
4.1　直接基礎の支持力度
4.2　杭基礎の支持力度

　また，上記のうち，Ｓクラスの施設の建物・構築物の地盤にあっては，自重
及び運転時の荷重等と弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震
力との組み合わせにより算定される接地圧について，安全上適切と認められる
規格及び基準に基づく地盤の短期許容支持力度を許容限界とする。

基本方針
評価条件
評価方法

【5.1.5 許容限界】
(3) 基礎地盤の支持性能

a．Ｓクラスの建物・構築物，Ｓク
ラスの機器・配管系，常設耐震重
要重大事故等対処設備が設置さ
れる重大事故等対処施設の建物・
構築物，機器・配管系の基礎地
盤
(a) 基準地震動Ｓｓによる地震力
との組合せに対する許容限界

Ⅳ－１－１－２　地盤の支持性
能に係る基本方針

4.地盤の支持力度
4.1　直接基礎の支持力度
4.2　杭基礎の支持力度

【5.1.5 許容限界】
(3) 基礎地盤の支持性能

b．Ｂクラス及びＣクラスの建物・構
築物，機器・配管系，常設耐震
重要重大事故等対処設備以外の
常設重大事故等対処設備が設置
される重大事故等対処施設の建
物・構築物，機器・配管系の基礎
地盤

【4.地盤の支持力度】
【4.1　直接基礎の支持力度】
・直接基礎の支持力評価方針

【4.2　杭基礎の支持力度】
・杭基礎の押込み力及び引抜き力
に対する支持力評価方針

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針

5.機能維持の基本方針
5.1構造強度
5.1.5許容限界
(3)基礎地盤の支持性能

―耐震重要施設 ○

施設共通 基本設計方針
（Ｂクラス及びＣクラスの施設）

安全冷却水系○

基本方針○

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針

2.耐震設計の基本方針
2.1基本方針

安全冷却水系

分離建屋/高レベル廃液ガラス固化建屋
間洞道

― ○

―

―

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針

2.耐震設計の基本方針
2.1基本方針

―

○ ＜建物・構築物＞
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋/安全冷
却水系冷却塔A,B基礎間洞道
重油タンク室

＜系統＞
安全冷却水系

＜建物・構築物＞
前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建
屋
制御建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟
チャンネルボックス・バーナブルポイズン処
理建屋
ハル・エンドピース貯蔵建屋
主排気筒管理建屋
主排気筒
非常用電源建屋
分離建屋/高レベル廃液ガラス固化建屋
間洞道
分離建屋/精製建屋/ウラン脱硝建屋/
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋/低レ
ベル廃液処理建屋/低レベル廃棄物処
理建屋/分析建屋間洞道
精製建屋/ウラン・プルトニウム混合脱硝
建屋間洞道
高レベル廃液ガラス固化建屋/第１ガラ
ス固化体貯蔵建屋間洞道
前処理建屋/分離建屋/精製建屋/高
レベル廃液ガラス固化建屋/ウラン・プルト
ニウム混合脱硝建屋/制御建屋/非常
用電源建屋/冷却水設備の安全冷却
水系/主排気筒/主排気筒管理建屋間
洞道
燃料油貯蔵タンク
冷却塔

＜系統＞
安全冷却水系

― Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針

2.耐震設計の基本方針
2.1基本方針

【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
(1) 安全機能を有する施設
g.耐震重要施設の建物・構築物
は，将来活動する可能性のある断
層等の露頭がない地盤として，事
業指定(変更許可)を受けた地盤に
設置する。

― ―

○

―
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(3/35)

説明対象 申請対象設備
（２項変更①） 仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象 申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

要求種別 添付書類　説明内容（２）添付書類　構成（２）

第１回

主な設備 展開事項 添付書類　構成（１） 添付書類　説明内容（１）項目
番号 基本設計方針

6-2 　また，上記に加え，基準地震動Ｓｓによる地震力が作用することによって弱
面上のずれが発生しない地盤として，事業指定(変更許可)を受けた地盤に設
置する。

設置要求 基本方針 Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針

2.耐震設計の基本方針
2.1基本方針

【2.耐震設計の基本方針】
【2.1基本方針】

・重大事故等対処施設における建
物・構築物の地盤の支持性能

― ― ― ― ― ― ―

6-3 　常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備を
支持する建物・構築物については，自重及び運転時の荷重等に加え，代替
する機能を有する安全機能を有する施設が属する耐震重要度分類のクラスに
適用される地震力が作用した場合においても，接地圧に対する十分な支持性
能を有する地盤に設置する。

設置要求 施設共通 基本設計方針
（常設耐震重要重大事故等対処設備
以外の常設重大事故等対処設備を支
持する建物・構築物）

基本方針 Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針

2.耐震設計の基本方針
2.1基本方針

【2.耐震設計の基本方針】
【2.1基本方針】

・重大事故等対処施設における建
物・構築物の地盤の支持性能

― ― ― ― ― ― ― ○ 基本方針 基本方針 ― ― ― Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針

2.耐震設計の基本方針
2.1基本方針

【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
(2) 重大事故等対処施設
g.常設耐震重要重大事故等対処
設備以外の常設重大事故等対処
設備を支持する建物・構築物につ
いては，自重及び運転時の荷重等
に加え，代替する機能を有する安
全機能を有する施設が属する耐震
重要度分類のクラスに適用される地
震力が作用した場合においても，
接地圧に対する十分な支持性能を
有する地盤に設置する。

7 　常設耐震重要重大事故等対処設備を支持する建物・構築物は，地震発
生に伴う地殻変動によって生じる支持地盤の傾斜及び撓み並びに地震発生に
伴う建物・構築物間の不等沈下，液状化及び揺すり込み沈下といった周辺地
盤の変状により，重大事故に至るおそれがある事故（運転時の異常な過渡変
化及び設計基準事故を除く。）又は重大事故に対処するために必要な機能が
損なわれるおそれがない地盤として，事業指定(変更許可)を受けた地盤に設
置する。

設置要求 基本方針 Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針

2.耐震設計の基本方針
2.1基本方針

【2.耐震設計の基本方針】
【2.1基本方針】

・重大事故等対処施設における建
物・構築物の地盤の支持性能

― ― ― ― ― ― ―

8 　常設耐震重要重大事故等対処設備を支持する建物・構築物は，将来活
動する可能性のある断層等の露頭がない地盤として，事業指定(変更許可)を
受けた地盤に設置する。

設置要求 基本方針 Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針

2.耐震設計の基本方針
2.1基本方針

【2.耐震設計の基本方針】
【2.1基本方針】

・重大事故等対処施設における建
物・構築物の地盤の支持性能

― ― ― ― ― ― ―

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針

5.機能維持の基本方針
5.1構造強度
5.1.5許容限界
(3)基礎地盤の支持性能

【5.1.5 許容限界】
(3) 基礎地盤の支持性能
a．Ｓクラスの建物・構築物，Ｓク
ラスの機器・配管系，常設耐震重
要重大事故等対処設備が設置さ
れる重大事故等対処施設の建物・
構築物，機器・配管系の基礎地
盤
(a) 基準地震動Ｓｓによる地震力
との組合せに対する許容限界

Ⅳ－１－１－２地盤の支持性能
に係る基本方針

4.地盤の支持力度
4.1　直接基礎の支持力度

【4.地盤の支持力度】
【4.1　直接基礎の支持力度】
・直接基礎の支持力評価方針

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針

5.機能維持の基本方針
5.1構造強度
5.1.5許容限界
(3)基礎地盤の支持性能

【5.1.5 許容限界】
(3) 基礎地盤の支持性能
b．Ｂクラス及びＣクラスの建物・構
築物，機器・配管系，常設耐震
重要重大事故等対処設備以外の
常設重大事故等対処設備が設置
される重大事故等対処施設の建
物・構築物，機器・配管系の基礎
地盤

Ⅳ－１－１－２　地盤の支持性
能に係る基本方針

4.地盤の支持力度
4.1　直接基礎の支持力度
4.2　杭基礎の支持力度

【4.地盤の支持力度】
【4.1　直接基礎の支持力度】・直
接基礎の支持力評価方針
【4.2　杭基礎の支持力度】・杭基
礎の押込み力及び引抜き力に対す
る支持力評価方針

―

○ ―

○

基本方針

【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
(2) 重大事故等対処施設
g.常設耐震重要重大事故等対処
設備を支持する建物・構築物につ
いては，自重及び運転時の荷重等
に加え，基準地震動Ｓｓによる地
震力が作用した場合においても，
接地圧に対する十分な支持性能を
有する地盤（当該地盤に設置する
建物・構築物を含む。本項目では
以下同様。）に設置する。
これらの地盤の評価については，
「Ⅳ－１－１－２　地盤の支持性
能に係る基本方針」に示す。

前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
制御建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
主排気筒管理建屋
主排気筒
緊急時対策建屋
分離建屋/高レベル廃液ガラス固化建屋
間洞道
分離建屋/精製建屋/ウラン脱硝建屋/
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋/低レ
ベル廃液処理建屋/低レベル廃棄物処
理建屋/分析建屋間洞道
精製建屋/ウラン・プルトニウム混合脱硝
建屋間洞道
前処理建屋/分離建屋/精製建屋/高
レベル廃液ガラス固化建屋/ウラン・プルト
ニウム混合脱硝建屋/制御建屋/非常
用電源建屋/冷却水設備の安全冷却
水系/主排気筒/主排気筒管理建屋間
洞道
重油貯槽

―

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
第１軽油貯槽
第２軽油貯槽

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針

2.耐震設計の基本方針
2.1基本方針

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針

2.耐震設計の基本方針
2.1基本方針

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針

5.機能維持の基本方針
5.1構造強度
5.1.5許容限界
(3)基礎地盤の支持性能

Ⅳ－１－１－２　地盤の支持性
能に係る基本方針

4.地盤の支持力度
4.1　直接基礎の支持力度
4.2　杭基礎の支持力度

基本方針
評価条件
評価方法

【5.1.5 許容限界】
(3) 基礎地盤の支持性能

b．Ｂクラス及びＣクラスの建物・構
築物，機器・配管系，常設耐震
重要重大事故等対処設備以外の
常設重大事故等対処設備が設置
される重大事故等対処施設の建
物・構築物，機器・配管系の基礎
地盤

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
第１軽油貯槽
第２軽油貯槽

基本方針

前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
制御建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
主排気筒管理建屋
主排気筒
緊急時対策建屋
分離建屋/高レベル廃液ガラス固化建屋
間洞道
分離建屋/精製建屋/ウラン脱硝建屋/
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋/低レ
ベル廃液処理建屋/低レベル廃棄物処
理建屋/分析建屋間洞道
精製建屋/ウラン・プルトニウム混合脱硝
建屋間洞道
前処理建屋/分離建屋/精製建屋/高
レベル廃液ガラス固化建屋/ウラン・プルト
ニウム混合脱硝建屋/制御建屋/非常
用電源建屋/冷却水設備の安全冷却
水系/主排気筒/主排気筒管理建屋間
洞道
重油貯槽

―

9-1 ― ― ―

施設共通 基本設計方針
（常設耐震重要重大事故等対処設備
以外の常設重大事故等対処設備を支
持する建物・構築物及び機器・配管
系）

　常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備を
支持する建物・構築物及び機器・配管系の地盤においては，自重及び運転時
の荷重等と，静的地震力及び動的地震力（Ｂクラスの施設の機能を代替す
る常設重大事故等対処設備の共振影響検討に係るもの）との組合せにより算
定される接地圧に対して，安全上適切と認められる規格及び基準に基づく地
盤の短期許容支持力度を許容限界とする。

○― ―Ⅳ－１－１－２　地盤の支持性
能に係る基本方針

4.地盤の支持力度
4.1　直接基礎の支持力度
4.2　杭基礎の支持力度

【4.地盤の支持力度】
【4.1　直接基礎の支持力度】
・直接基礎の支持力評価方針

【4.2　杭基礎の支持力度】
・杭基礎の押込み力及び引抜き力
に対する支持力評価方針

9-2

―

○

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針

2.耐震設計の基本方針
2.1基本方針

評価要求

常設耐震重要重大事故等対処設備を
支持する建物・構築物

基本方針2.2　重大事故等対処施設の地盤

　常設耐震重要重大事故等対処設備を支持する建物・構築物については，
自重及び運転時の荷重等に加え，基準地震動Ｓｓによる地震力が作用した
場合においても，接地圧に対する十分な支持性能を有する地盤に設置する。

設置要求 常設耐震重要重大事故等対処設備を
支持する建物・構築物

―6-1 ―

評価要求 Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針

5.機能維持の基本方針
5.1構造強度
5.1.5許容限界
(3)基礎地盤の支持性能

【5.1.5 許容限界】
(3) 基礎地盤の支持性能

a．Ｓクラスの建物・構築物，Ｓク
ラスの機器・配管系，常設耐震重
要重大事故等対処設備が設置さ
れる重大事故等対処施設の建物・
構築物，機器・配管系の基礎地
盤
(a) 基準地震動Ｓｓによる地震力
との組合せに対する許容限界

　常設耐震重要重大事故等対処設備を支持する建物・構築物の地盤の接地
圧に対する支持力の許容限界については，自重及び運転時の荷重等と基準
地震動Ｓｓによる地震力との組み合わせにより算定される接地圧が，安全上
適切と認められる規格及び基準に基づく地盤の極限支持力度に対して，妥当
な余裕を有するよう設計する。

―

常設耐震重要重大事故等対処設備を
支持する建物・構築物

常設耐震重要重大事故等対処設備を
支持する建物・構築物

基本方針
評価条件
評価方法
評価

― ― ―――

【2.耐震設計の基本方針】
【2.1基本方針】

・重大事故等対処施設における建
物・構築物の地盤の支持性能

常設耐震重要重大事故等対処設備を
支持する建物・構築物

― ―

【4.地盤の支持力度】
【4.1　直接基礎の支持力度】
・直接基礎の支持力評価方針

【4.2　杭基礎の支持力度】
・杭基礎の押込み力及び引抜き力
に対する支持力評価方針

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
第１軽油貯槽
第２軽油貯槽

― Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針

2.耐震設計の基本方針
2.1基本方針

【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
(2) 重大事故等対処施設
g.常設耐震重要重大事故等対処
設備を支持する建物・構築物は，
将来活動する可能性のある断層等
の露頭がない地盤として，事業指
定(変更許可)を受けた地盤に設置
する。

【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
(2) 重大事故等対処施設
g.常設耐震重要重大事故等対処
設備を支持する建物・構築物は，
地震発生に伴う地殻変動によって
生じる支持地盤の傾斜及び撓み並
びに地震発生に伴う建物・構築物
間の不等沈下，液状化及び揺すり
込み沈下といった周辺地盤の変状
により，重大事故等に対処するため
に必要な機能が損なわれるおそれが
ない地盤として，事業指定(変更許
可)を受けた地盤に設置する。

― ―

○ 前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
制御建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
主排気筒管理建屋
主排気筒
緊急時対策建屋
分離建屋/高レベル廃液ガラス固化建屋
間洞道
分離建屋/精製建屋/ウラン脱硝建屋/
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋/低レ
ベル廃液処理建屋/低レベル廃棄物処
理建屋/分析建屋間洞道
精製建屋/ウラン・プルトニウム混合脱硝
建屋間洞道
前処理建屋/分離建屋/精製建屋/高
レベル廃液ガラス固化建屋/ウラン・プルト
ニウム混合脱硝建屋/制御建屋/非常
用電源建屋/冷却水設備の安全冷却
水系/主排気筒/主排気筒管理建屋間
洞道
重油貯槽

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
第１軽油貯槽
第２軽油貯槽

前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
制御建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
主排気筒管理建屋
主排気筒
緊急時対策建屋
分離建屋/高レベル廃液ガラス固化建屋
間洞道
分離建屋/精製建屋/ウラン脱硝建屋/
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋/低レ
ベル廃液処理建屋/低レベル廃棄物処
理建屋/分析建屋間洞道
精製建屋/ウラン・プルトニウム混合脱硝
建屋間洞道
前処理建屋/分離建屋/精製建屋/高
レベル廃液ガラス固化建屋/ウラン・プルト
ニウム混合脱硝建屋/制御建屋/非常
用電源建屋/冷却水設備の安全冷却
水系/主排気筒/主排気筒管理建屋間
洞道
重油貯槽

― ―

―

―

―

―

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
第１軽油貯槽
第２軽油貯槽

○ 前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
制御建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
主排気筒管理建屋
主排気筒
緊急時対策建屋
分離建屋/高レベル廃液ガラス固化建屋
間洞道
分離建屋/精製建屋/ウラン脱硝建屋/
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋/低レ
ベル廃液処理建屋/低レベル廃棄物処
理建屋/分析建屋間洞道
精製建屋/ウラン・プルトニウム混合脱硝
建屋間洞道
前処理建屋/分離建屋/精製建屋/高
レベル廃液ガラス固化建屋/ウラン・プルト
ニウム混合脱硝建屋/制御建屋/非常
用電源建屋/冷却水設備の安全冷却
水系/主排気筒/主排気筒管理建屋間
洞道
重油貯槽

― ―

― ―

―

― Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針

2.耐震設計の基本方針
2.1基本方針

【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
(2) 重大事故等対処施設
g.また，上記に加え，基準地震動
Ｓｓによる地震力が作用することに
よって弱面上のずれが発生しない地
盤として，事業指定(変更許可)を
受けた地盤に設置する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(4/35)

説明対象 申請対象設備
（２項変更①） 仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象 申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

要求種別 添付書類　説明内容（２）添付書類　構成（２）

第１回

主な設備 展開事項 添付書類　構成（１） 添付書類　説明内容（１）項目
番号 基本設計方針

11 なお，以下の項目における建物・構築物とは，建物，構築物及び土木構造
物（屋外重要土木構造物及びその他の土木構造物）の総称とする。
また，屋外重要土木構造物とは，耐震安全上重要な機器・配管系の間接
支持機能を求められる土木構造物をいう。

定義 基本方針 基本方針 Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
・建物・構築物の設計区分

― ― ○ 基本方針 ― Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
・「Ⅳ 耐震性に関する説明書」にお
ける建物・構築物とは，建物，構
築物及び土木構造物(屋外重要
土木構造物及びその他の土木構造
物)の総称とする。再処理施設の構
築物は，屋外機械基礎，竜巻防
護対策設備及び排気筒であり，土
木構造物は洞道である。また，屋
外重要土木構造物とは，耐震安
全上重要な機器・配管系の間接支
持機能を求められる土木構造物を
いう。

基本方針 Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

10.耐震計算の基本方針

基本方針13 (b)耐震重要施設（(a)においてＳクラスに分類する施設をいう。）は，その供
用中に大きな影響を及ぼすおそれがある地震動(事業指定(変更許可)を受け
た基準地震動(以下「基準地震動Ｓｓ」という。))による地震力に対してその安
全機能が損なわれるおそれがない設計とする。

12 a.安全機能を有する施設
(a)安全機能を有する施設は，地震の発生によって生ずるおそれがある安全機
能の喪失及びそれに続く放射線による公衆への影響を防止する観点から，施
設の安全機能が喪失した場合の影響の相対的な程度(以下「耐震重要度」と
いう。)に応じて，Ｓクラス，Ｂクラス又はＣクラスに分類し，それぞれの耐震重
要度に応じた地震力に十分耐えられる設計とする。

基本方針Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【1.概要】
・再処理施設の耐震設計が「再処
理施設の技術基準に関する規則」
(以下「技術基準規則」という。)第
五条(地盤)及び第六条(地震によ
る損傷の防止)に適合することを説
明するものである。
・第三十二条(地盤)及び第三十三
条(地震による損傷の防止)に係る
説明については施設の申請に合わ
せて次回以降に詳細を説明する。
・上記条文以外への適合性を説明
する各資料にて基準地震動に対し
て機能を保持するとしているものとし
て，第十一条(火災等による損傷
の防止)に係る火災防護設備の耐
震性については「Ⅳ－４ 火災防護
設備の耐震性に関する説明書」に
て説明する。第三十五条(火災等
による損傷の防止)に係る火災防護
設備の耐震性については「Ⅳ－４
火災防護設備の耐震性に関する説
明書」，第十二条（再処理施設
内における溢水による損傷の防
止）及び第十三条（再処理施設
内における化学薬品の漏えいによる
損傷の防止）に係る溢水防護設
備，化学薬品防護設備の耐震性
については「Ⅳ－５ 溢水及び化学
薬品への配慮が必要な施設の耐震
性に関する説明書」にて，それぞれ
の防護設備の申請に合わせて次回
以降に詳細を説明する。また，第
三十六条（重大事故等対処設
備）に係る地震を要因とする重大
事故等に対する施設の耐震性につ
いては「Ⅳ－６ 地震を要因とする
重大事故等に対する施設の耐震性
に関する説明書」にて説明する。

【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
・再処理施設の耐震設計は，安全
機能を有する施設については，地
震により安全機能が損なわれるおそ
れがないことを目的とし，「技術基
準規則」に適合する設計とする。

第１回と同一

冒頭宣言

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
・基準地震動の概要及び詳細を示
す添付書類の展開先
・安全機能を有する施設の基準地
震動Ｓｓによる地震力に対する設
計方針

【10.耐震計算の基本方針】
・耐震計算に当たっての基本方針
・共通的な計算方針を示した添付
書類への展開先

― 基本方針基本方針

―

安全機能を有する施設 Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
・安全機能を有する施設を耐震重
要度に応じて分類し，耐震重要度
に応じた地震力による設計方針

―

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
1.概要

2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

基本方針 ― Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
1.概要

2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

基本方針 ― ― ○10 第1章　共通項目
3.　自然現象等
3.1　地震による損傷の防止
3.1.1　耐震設計
(1)　耐震設計の基本方針
再処理施設は，次の方針に基づき耐震設計を行う。

冒頭宣言

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
(1) 安全機能を有する施設
a.安全機能を有する施設は，地震
の発生によって生ずるおそれがある安
全機能の喪失及びそれに続く放射
線による公衆への影響を防止する
観点から，各施設の安全機能が喪
失した場合の影響の相対的な程度
(以下「耐震重要度」という。)に応じ
て，Ｓクラス，Ｂクラス及びＣクラス
に分類(以下「耐震重要度分類」と
いう。)し，それぞれの耐震重要度に
応じた地震力に十分耐えられる設
計とする。

冒頭宣言

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
1.概要
2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【1.概要】
・本資料の説明概要

【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
・安全機能を有する施設及び重大
事故等対処施設に対する地震によ
る損傷防止の設計方針

基本方針

○

―

基本方針

――

○

○ Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
・施設の設計にあたり考慮する，基
準地震動及び弾性設計用地震動
の概要を「Ⅳ－１－１－１ 基準
地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震
動Ｓｄの概要」に示す。
(1)安全機能を有する施設
b.耐震重要施設（(a)においてＳ
クラスに分類する施設をいう。）は，
その供用中に大きな影響を及ぼすお
それがある地震動(事業指定(変更
許可)を受けた基準地震動(以下
「基準地震動Ｓｓ」という。))による
地震力に対してその安全機能が損
なわれるおそれがない設計とする。
h.安全機能を有する施設の構造計
画及び配置計画に際しては，地震
の影響が低減されるように考慮す
る。

【10.耐震計算の基本方針】
・耐震設計方針に基づいて設計した
施設について，耐震計算を行うに
当たり，既設工認で実績があり，
かつ，最新の知見に照らしても妥当
な手法及び条件を用いることを基本
とする。
・最新の知見を適用する場合は，
その妥当性及び適用可能性を確認
した上で適用する。
・耐震計算における動的地震力の
水平方向及び鉛直方向の組合せ
については，水平1方向及び鉛直
方向地震力の組合せで実施した上
で，その計算結果に基づき水平2
方向及び鉛直方向地震力の組合
せが耐震性に及ぼす影響を評価す
る。
・評価対象設備である配管系，機
器(容器及びポンプ類)及び電気計
装品(盤，装置及び器具)のうち，
複数設備に共通して適用する計算
方法については「Ⅳ－１－１－11
－１　配管の耐震支持方針」，
「Ⅳ－１－１－11－２　ダクトの
耐震支持方針」及び「Ⅳ－１－２
耐震計算書作成の基本方針」に示
す。
・評価に用いる温度については，最
高使用温度及び環境温度を適切
に考慮する。そのうち環境温度につ
いては，「Ⅵ－１－１－４　安全
機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下に
おける健全性に関する説明書」の
「1.3.2(1)b.　環境温度及び湿度
による影響」に従う。

第１回と同一

基本方針

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

10.耐震計算の基本方針

基本方針

―

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

基本方針 Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【1.概要】
・再処理施設の耐震設計が「再処
理施設の技術基準に関する規則」
(以下「技術基準規則」という。)第
五条及び第三十二条(地盤)，第
六条及び第三十三条(地震による
損傷の防止)に適合することを説明
するものである。
・上記条文以外への適合性を説明
する各資料にて基準地震動に対し
て機能を保持するとしているものとし
て，第十一条(火災等による損傷
の防止)に係る火災防護設備の耐
震性については「Ⅳ－４ 火災防護
設備の耐震性に関する説明書」に
て説明する。第三十五条(火災等
による損傷の防止)に係る火災防護
設備の耐震性については「Ⅳ－４
火災防護設備の耐震性に関する説
明書」，第十二条（再処理施設
内における溢水による損傷の防
止）及び第十三条（再処理施設
内における化学薬品の漏えいによる
損傷の防止）に係る溢水防護設
備，化学薬品防護設備の耐震性
については「Ⅳ－５ 溢水及び化学
薬品への配慮が必要な施設の耐震
性に関する説明書」にて説明する。
・地震を要因とする重大事故等に
対する施設の耐震性については「Ⅳ
－６ 地震を要因とする重大事故
等に対する施設の耐震性に関する
説明書」にて説明する。

【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
・再処理施設の耐震設計は，安全
機能を有する施設については，地
震により安全機能が損なわれるおそ
れがないこと，重大事故等対処施
設については地震により重大事故に
至るおそれがある事故又は重大事
故に対処するために必要な機能が
損なわれるおそれがないことを目的と
し，「技術基準規則」に適合する設
計とする。

第１回と同一
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(5/35)

説明対象 申請対象設備
（２項変更①） 仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象 申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

要求種別 添付書類　説明内容（２）添付書類　構成（２）

第１回

主な設備 展開事項 添付書類　構成（１） 添付書類　説明内容（１）項目
番号 基本設計方針

―Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針
・Ｓクラスの施設のうち，建物・構築
物の基準地震動Ｓｓに対する許容
限界の設定方針

―

―Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1基本方針

―冒頭宣言
評価要求

基本方針
評価

動的機能維持等対象設備

基本方針
評価

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【2.耐震設計の基本方針】
【2.1基本方針】
・Ｓクラスの施設のうち，機器・配管
系の基準地震動Ｓｓに対する許容
限界及び動的機器等の機能維持
設計方針

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

10.耐震計算の基本方針

機器・配管系については，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，その施設
に要求される機能を保持する設計とし，塑性域に達するひずみが生じる場合で
あっても，その量が小さなレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有
し，その施設に要求される機能に影響を及ぼさない，また，動的機器等につい
ては，基準地震動Ｓｓによる応答に対してその設備に要求される機能を保持
する設計とする。なお，動的機能が要求される機器については，当該機器の構
造，動作原理等を考慮した評価を行い，既往の研究等で機能維持の確認が
なされた機能確認済加速度等を超えていないことを確認する。

14 (c)Ｓクラスの施設は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対してその安全機能が
損なわれるおそれがない設計とする。

16

15 建物・構築物については，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，建物・構
築物全体としての変形能力(耐震壁のせん断ひずみ等)が終局耐力時の変形
に対して十分な余裕を有し，部材・部位ごとのせん断ひずみ・応力等が終局耐
力時のせん断ひずみ・応力等に対して，妥当な安全余裕を有する設計とする。

Ｓクラスの施設

冒頭宣言

冒頭宣言
評価要求

基本方針 基本方針

＜建物・構築物＞
前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
第1ガラス固化体貯蔵建屋
チャンネルボックス・バーナブルポイズン処
理建屋
ハル・エンドピース貯蔵建屋
分離建屋/高レベル廃液ガラス固化建屋
間洞道

＜系統＞
溶解設備
清澄・計量設備
分配設備
プルトニウム精製設備
精製建屋一時貯留処理設備
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備(溶液
系，ウラン・プルトニウム混合脱硝系)
酸回収設備(第２酸回収系)
計測制御設備
安全保護回路
制御室
制御室換気設備
せん断処理・溶解廃ガス処理設備
塔槽類廃ガス処理設備(前処理建屋塔
槽類廃ガス処理設備，塔槽類廃ガス
処理系，塔槽類廃ガス処理系(プルトニ
ウム系)，パルセータ廃ガス処理系，ウラ
ン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃
ガス処理設備，高レベル濃縮廃液廃ガ
ス処理系，不溶解残渣廃液廃ガス処
理系)
高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設
備
換気設備(前処理建屋排気系，分離
建屋排気系，精製建屋排気系，ウラ
ン・プルトニウム混合脱硝建屋排気系，
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建
屋排気系，高レベル廃液ガラス固化建
屋換気排気系)
主排気筒
高レベル廃液処理設備(高レベル濃縮
廃液貯蔵系，不溶解残渣廃液貯蔵
系，共用貯蔵系)
高レベル廃液ガラス固化設備
ガラス固化体貯蔵設備
低レベル固体廃棄物貯蔵設備(ハル・エ
ンドピース貯蔵系)
放射線監視設備(屋外モニタリング設
備)
電気設備(所内高圧系統，所内低圧
系統，ディーゼル発電機，直流電源設
備，計測制御用交流電源設備)
安全圧縮空気系
安全冷却水系
安全蒸気系
(電路含む)

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

10.耐震計算の基本方針

基本方針

○

―

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
・Ｓクラスの施設の基準地震動Ｓｓ
による地震力に対する設計方針

【10.耐震計算の基本方針】
・耐震計算に当たっての基本方針
・共通的な計算方針を示した添付
書類への展開先

―

○

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
(1)安全機能を有する施設
c.Ｓクラスの施設は，基準地震動
Ｓｓによる地震力に対してその安全
機能が損なわれるおそれがない設計
とする。

【10.耐震計算の基本方針】
・耐震設計方針に基づいて設計した
施設について，耐震計算を行うに
当たり，既設工認で実績があり，
かつ，最新の知見に照らしても妥当
な手法及び条件を用いることを基本
とする。
・最新の知見を適用する場合は，
その妥当性及び適用可能性を確認
した上で適用する。
・耐震計算における動的地震力の
水平方向及び鉛直方向の組合せ
については，水平1方向及び鉛直
方向地震力の組合せで実施した上
で，その計算結果に基づき水平2
方向及び鉛直方向地震力の組合
せが耐震性に及ぼす影響を評価す
る。
・評価対象設備である配管系，機
器(容器及びポンプ類)及び電気計
装品(盤，装置及び器具)のうち，
複数設備に共通して適用する計算
方法については「Ⅳ－１－１－11
－１　配管の耐震支持方針」，
「Ⅳ－１－１－11－２　ダクトの
耐震支持方針」及び「Ⅳ－１－２
耐震計算書作成の基本方針」に示
す。
・評価に用いる温度については，最
高使用温度及び環境温度を適切
に考慮する。そのうち環境温度につ
いては，「Ⅵ－１－１－４　安全
機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下に
おける健全性に関する説明書」の
「1.3.2(1)b.　環境温度及び湿度
による影響」に従う。

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
(1)安全機能を有する施設
c.Ｓクラスの施設は，基準地震動
Ｓｓによる地震力に対してその安全
機能が損なわれるおそれがない設計
とする。

【10.耐震計算の基本方針】
・耐震設計方針に基づいて設計した
施設について，耐震計算を行うに
当たり，既設工認で実績があり，
かつ，最新の知見に照らしても妥当
な手法及び条件を用いることを基本
とする。
・最新の知見を適用する場合は，
その妥当性及び適用可能性を確認
した上で適用する。
・耐震計算における動的地震力の
水平方向及び鉛直方向の組合せ
については，水平1方向及び鉛直
方向地震力の組合せで実施した上
で，その計算結果に基づき水平2
方向及び鉛直方向地震力の組合
せが耐震性に及ぼす影響を評価す
る。
・評価対象設備である配管系，機
器(容器及びポンプ類)及び電気計
装品(盤，装置及び器具)のうち，
複数設備に共通して適用する計算
方法については「Ⅳ－１－１－11
－１　配管の耐震支持方針」，
「Ⅳ－１－１－11－２　ダクトの
耐震支持方針」及び「Ⅳ－１－２
耐震計算書作成の基本方針」に示
す。
・評価に用いる温度については，最
高使用温度及び環境温度を適切
に考慮する。そのうち環境温度につ
いては，「Ⅵ－１－１－４　安全
機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下に
おける健全性に関する説明書」の
「1.3.2(1)b.　環境温度及び湿度
による影響」に従う。

―安全冷却水系
(電路含む)

○― ○

溶解設備
溶液系
計測制御設備
安全保護回路
制御室
せん断処理・溶解廃ガス処理設備
前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備
塔槽類廃ガス処理系
パルセータ廃ガス処理系
塔槽類廃ガス処理系(プルトニウム系)
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽
類廃ガス処理設備
高レベル濃縮廃液廃ガス処理系
不溶解残渣廃液廃ガス処理系
高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設
備
前処理建屋排気系
分離建屋排気系
精製建屋給気系
精製建屋排気系
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋排気
系
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建
屋排気系
高レベル廃液ガラス固化建屋排気系
高レベル廃液ガラス固化建屋排気系
高レベル廃液濃縮系
高レベル廃液ガラス固化設備
屋外モニタリング設備
ディーゼル発電機
安全冷却水系
火災防護設備
溢水防護設備

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

10.耐震計算の基本方針

○ Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
(1)安全機能を有する施設
c.
・機器・配管系については，基準地
震動Ｓｓによる地震力に対して，
塑性域に達するひずみが生じる場合
であっても，その量が小さなレベルに
留まって破断延性限界に十分な余
裕を有し，その施設の機能を保持
できるように設計する。
・動的機器等については，基準地
震動Ｓｓによる地震力に対して，
当該機器に要求される機能を維持
する設計とする。このうち，動的機
能が要求される機器については，当
該機器の構造，動作原理等を考
慮した評価を行い，既往の研究等
で機能維持の確認がなされた機能
確認済加速度等を超えないことを
確認する。

―＜建物・構築物＞
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

＜系統＞
使用済燃料受入れ設備(燃料取出し設
備，燃料移送設備，燃料貯蔵設備，
燃料送出し設備，プール水冷却系，
補給水設備)
臨界防止設備
計測制御設備
制御室
低レベル固体廃棄物貯蔵設備(使用済
燃料受入れ・貯蔵建屋低レベル廃棄物
貯蔵系)
放射線監視設備(屋内モニタリング設
備，屋外モニタリング設備，放射線サー
ベイ機器)
電気設備(所内高圧系統，所内低圧
系統，ディーゼル発電機，直流電源設
備，計測制御用交流電源設備)
安全冷却水系
(電路含む)

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
(1)安全機能を有する施設
c.
・建物・構築物については，基準地
震動Ｓｓによる地震力に対して，
建物・構築物全体としての変形能
力(耐震壁のせん断ひずみ等)が終
局耐力時の変形に対して十分な余
裕を有し，部材・部位ごとのせん断
ひずみ・応力等が終局耐力時のせ
ん断ひずみ・応力等に対して，妥当
な安全余裕を有する設計とする。

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

―Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
(1)安全機能を有する施設
c.
・機器・配管系については，基準地
震動Ｓｓによる地震力に対して，
塑性域に達するひずみが生じる場合
であっても，その量が小さなレベルに
留まって破断延性限界に十分な余
裕を有し，その施設の機能を保持
できるように設計する。
・動的機器等については，基準地
震動Ｓｓによる地震力に対して，
当該機器に要求される機能を維持
する設計とする。このうち，動的機
能が要求される機器については，当
該機器の構造，動作原理等を考
慮した評価を行い，既往の研究等
で機能維持の確認がなされた機能
確認済加速度等を超えないことを
確認する。

― ―安全冷却水系

―

プール水冷却系
補給水設備
計測制御設備
制御室
ディーゼル発電機
安全冷却水系

―

―

第１回と同一

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(6/35)

説明対象 申請対象設備
（２項変更①） 仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象 申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

要求種別 添付書類　説明内容（２）添付書類　構成（２）

第１回

主な設備 展開事項 添付書類　構成（１） 添付書類　説明内容（１）項目
番号 基本設計方針

基本方針

基本方針
評価

基本方針
評価

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

―

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
・施設の設計にあたり考慮する，基
準地震動及び弾性設計用地震動
の概要を「Ⅳ－１－１－１ 基準
地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震
動Ｓｄの概要」に示す。

(1)安全機能を有する施設
c.
・Ｓクラスの施設は，事業指定(変
更許可)を受けた弾性設計用地震
動(以下「弾性設計用地震動Ｓ
ｄ」という。)による地震力又は静的
地震力のいずれか大きい方の地震
力に対しておおむね弾性状態に留ま
る範囲で耐える設計とする。

○

基本方針

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
(1)安全機能を有する施設
c.
・機器・配管系については，弾性設
計用地震動Ｓｄによる地震力又は
静的地震力のいずれか大きい方の
地震力による応答が全体的におお
むね弾性状態に留まる設計とする。

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
・Ｓクラスの施設のうち，機器・配管
系の設計方針

○

○

―

―

基本方針

(d)Ｓクラスの施設について，静的地震力は，水平地震力と鉛直地震力が同
時に不利な方向の組合せで作用するものとする。
また，基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力は，水平
2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて算定するものとする。

機器・配管系については，弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地
震力のいずれか大きい方の地震力による応答が全体的におおむね弾性状態に
留まる設計とする。

18

19

Ｓクラスの施設

冒頭宣言
評価要求

○

―

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
・Ｓクラスの施設に対する静的地震
力の組合せ，水平2方向及び鉛直
方向地震力の組合せの方針

―

○

安全冷却水系
(電路含む)

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【2.耐震設計の基本方針】
【2.1基本方針】
・Ｓクラスの施設の弾性設計用地震
動Ｓｄによる地震力又は静的地震
力に対する設計方針
・弾性設計用地震動Ｓｄ又は静
的地震力に対する許容限界

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
・Ｓクラスの設備のうち，建物・構築
物の許容限界設定方針

―

―

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

―Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1基本方針

基本方針 Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

建物・構築物については，弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地
震力のいずれか大きい方の地震力により発生する応力に対して，建築基準法
等の安全上適切と認められる規格及び基準による許容応力度を許容限界とす
る。

また，Ｓクラスの施設は，事業指定(変更許可)を受けた弾性設計用地震動
(以下「弾性設計用地震動Ｓｄ」という。)による地震力又は静的地震力のい
ずれか大きい方の地震力に対しておおむね弾性状態に留まる範囲で耐えられる
設計とする。

17 冒頭宣言
評価要求

冒頭宣言

20 Ｓクラスの施設

冒頭宣言

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

―

―

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
・施設の設計にあたり考慮する，基
準地震動及び弾性設計用地震動
の概要を「Ⅳ－１－１－１ 基準
地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震
動Ｓｄの概要」に示す。

(1)安全機能を有する施設
c.
・Ｓクラスの施設は，事業指定(変
更許可)を受けた弾性設計用地震
動(以下「弾性設計用地震動Ｓ
ｄ」という。)による地震力又は静的
地震力のいずれか大きい方の地震
力に対しておおむね弾性状態に留ま
る範囲で耐える設計とする。

―

― ―

― ―

― ＜建物・構築物＞
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

＜系統＞
使用済燃料受入れ設備(燃料取出し設
備，燃料移送設備，燃料貯蔵設備，
燃料送出し設備，プール水冷却系，
補給水設備)
臨界防止設備
計測制御設備
制御室
低レベル固体廃棄物貯蔵設備(使用済
燃料受入れ・貯蔵建屋低レベル廃棄物
貯蔵系)
放射線監視設備(屋内モニタリング設
備，屋外モニタリング設備，放射線サー
ベイ機器)
電気設備(所内高圧系統，所内低圧
系統，ディーゼル発電機，直流電源設
備，計測制御用交流電源設備)
安全冷却水系
(電路含む)

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

＜建物・構築物＞
前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
第1ガラス固化体貯蔵建屋
チャンネルボックス・バーナブルポイズン処
理建屋
ハル・エンドピース貯蔵建屋
分離建屋/高レベル廃液ガラス固化建屋
間洞道

＜系統＞
溶解設備
清澄・計量設備
分配設備
プルトニウム精製設備
精製建屋一時貯留処理設備
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備(溶液
系，ウラン・プルトニウム混合脱硝系)
酸回収設備(第２酸回収系)
計測制御設備
安全保護回路
制御室
制御室換気設備
せん断処理・溶解廃ガス処理設備
塔槽類廃ガス処理設備(前処理建屋塔
槽類廃ガス処理設備，塔槽類廃ガス
処理系，塔槽類廃ガス処理系(プルトニ
ウム系)，パルセータ廃ガス処理系，ウラ
ン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃
ガス処理設備，高レベル濃縮廃液廃ガ
ス処理系，不溶解残渣廃液廃ガス処
理系)
高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設
備
換気設備(前処理建屋排気系，分離
建屋排気系，精製建屋排気系，ウラ
ン・プルトニウム混合脱硝建屋排気系，
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建
屋排気系，高レベル廃液ガラス固化建
屋排気系)
主排気筒
高レベル廃液処理設備(高レベル濃縮
廃液貯蔵系，不溶解残渣廃液貯蔵
系，共用貯蔵系)
高レベル廃液ガラス固化設備
ガラス固化体貯蔵設備
低レベル固体廃棄物貯蔵設備(ハル・エ
ンドピース貯蔵系)
放射線監視設備(屋外モニタリング設
備)
電気設備(所内高圧系統，所内低圧
系統，ディーゼル発電機，直流電源設
備，計測制御用交流電源設備)
安全圧縮空気系
安全冷却水系
安全蒸気系
火災防護設備

基本方針 Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

第１回と同一

○Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
(1)安全機能を有する施設
d.Ｓクラスの施設について，静的地
震力は，水平方向地震力と鉛直
方向地震力が同時に不利な方向の
組合せで作用するものとする。
・基準地震動Ｓｓ及び弾性設計
用地震動Ｓｄによる地震力は，水
平2方向及び鉛直方向について適
切に組み合わせて算定するものとす
る。

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
(1)安全機能を有する施設
c.
・建物・構築物については，弾性設
計用地震動Ｓｄによる地震力又は
静的地震力のいずれか大きい方の
地震力により発生する応力に対し
て，建築基準法等の安全上適切と
認められる規格及び基準による許
容応力度を許容限界とする。

―

安全冷却水系

基本方針

＜建物・構築物＞
前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
第1ガラス固化体貯蔵建屋
チャンネルボックス・バーナブルポイズン処
理建屋
ハル・エンドピース貯蔵建屋
分離建屋/高レベル廃液ガラス固化建屋
間洞道

＜系統＞
溶解設備
清澄・計量設備
分配設備
プルトニウム精製設備
精製建屋一時貯留処理設備
ウラン・プルトニウム混合脱硝設備(溶液
系，ウラン・プルトニウム混合脱硝系)
酸回収設備(第２酸回収系)
計測制御設備
安全保護回路
制御室
制御室換気設備
せん断処理・溶解廃ガス処理設備
塔槽類廃ガス処理設備(前処理建屋塔
槽類廃ガス処理設備，塔槽類廃ガス
処理系，塔槽類廃ガス処理系(プルトニ
ウム系)，パルセータ廃ガス処理系，ウラ
ン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃
ガス処理設備，高レベル濃縮廃液廃ガ
ス処理系，不溶解残渣廃液廃ガス処
理系)
高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設
備
換気設備(前処理建屋排気系，分離
建屋排気系，精製建屋排気系，ウラ
ン・プルトニウム混合脱硝建屋排気系，
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建
屋排気系，高レベル廃液ガラス固化建
屋排気系)
主排気筒
高レベル廃液処理設備(高レベル濃縮
廃液貯蔵系，不溶解残渣廃液貯蔵
系，共用貯蔵系)
高レベル廃液ガラス固化設備
ガラス固化体貯蔵設備
低レベル固体廃棄物貯蔵設備(ハル・エ
ンドピース貯蔵系)
放射線監視設備(屋外モニタリング設
備)
電気設備(所内高圧系統，所内低圧
系統，ディーゼル発電機，直流電源設
備，計測制御用交流電源設備)
安全圧縮空気系
安全冷却水系
安全蒸気系
火災防護設備
(電路含む)

＜建物・構築物＞
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

＜系統＞
使用済燃料受入れ設備(燃料取出し設
備，燃料移送設備，燃料貯蔵設備，
燃料送出し設備，プール水冷却系，
補給水設備)
臨界防止設備
計測制御設備
制御室
低レベル固体廃棄物貯蔵設備(使用済
燃料受入れ・貯蔵建屋低レベル廃棄物
貯蔵系)
放射線監視設備(屋内モニタリング設
備，屋外モニタリング設備，放射線サー
ベイ機器)
所内高圧系統，所内低圧系統，
ディーゼル発電機，直流電源設備，計
測制御用交流電源設備
安全冷却水系

第１回と同一

― Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
(1)安全機能を有する施設
d.Ｓクラスの施設について，静的地
震力は，水平方向地震力と鉛直
方向地震力が同時に不利な方向の
組合せで作用するものとする。
・基準地震動Ｓｓ及び弾性設計
用地震動Ｓｄによる地震力は，水
平2方向及び鉛直方向について適
切に組み合わせて算定するものとす
る。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(7/35)

説明対象 申請対象設備
（２項変更①） 仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象 申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

要求種別 添付書類　説明内容（２）添付書類　構成（２）

第１回

主な設備 展開事項 添付書類　構成（１） 添付書類　説明内容（１）項目
番号 基本設計方針

＜建物・構築物＞
使用済燃料輸送容器管理建屋(使用
済燃料収納使用済燃料輸送容器保管
庫)
使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋

＜建物・構築物＞
ウラン脱硝建屋
ウラン酸化物貯蔵建屋
低レベル廃棄物処理建屋
分析建屋
出入管理建屋
ガラス固化体受入れ建屋

・六角鉄塔支持
形（制振装置付
き）

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

5.機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.5 許容限界

10.耐震計算の基本方針

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

6.構造計画と配置計画

10.耐震計算の基本方針

―

＜系統＞
溶解設備
分離設備
分配設備
分離建屋一時貯留処理設備
プルトニウム精製設備
精製建屋一時貯留処理設備
精製建屋一時貯留処理設備
塔槽類廃ガス処理設備(前処理建屋塔
槽類廃ガス処理設備，塔槽類廃ガス
処理系，塔槽類廃ガス処理系(プルトニ
ウム系)，パルセータ廃ガス処理系，ウラ
ン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃
ガス処理設備，高レベル濃縮廃液廃ガ
ス処理系)
換気設備(前処理建屋排気系，分離
建屋排気系，精製建屋排気系，ウラ
ン・プルトニウム混合脱硝建屋排気系，
高レベル廃液ガラス固化建屋排気系)
北換気筒(ハル・エンドピース及び第1ガラ
ス固化体貯蔵建屋換気筒)
高レベル廃液処理設備(高レベル濃縮
廃液貯蔵系)
高レベル廃液ガラス固化設備

○ ―

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
(1)安全機能を有する施設
f.耐震重要施設は，耐震重要度の
下位のクラスに属する施設(安全機
能を有する施設以外の施設及び資
機材等含む)の波及的影響によっ
て，その安全機能を損なわない設
計とする。

【6.構造計画と配置計画】
・安全機能を有する施設の構造計
画及び配置計画に際しては，地震
の影響が低減されるように考慮す
る。
・建物・構築物は，原則として剛構
造とし，重要な建物・構築物は，
地震力に対し十分な支持性能を有
する地盤に支持させる。剛構造とし
ない建物・構築物は，剛構造と同
等又はそれを上回る耐震安全性を
確保する。
・耐震設計において地下水位の低
下を期待する建物・構築物は，周
囲の地下水を排出し，基礎スラブ
底面レベル以深に地下水位を維持
できるよう地下水排水設備(サブドレ
ンポンプ，水位検出器等)を設置す
る。地下水排水設備は，安全機
能を有する施設に適用される要求
事項を満足するよう設計する。ま
た，上記より対象となる建物・構築
物の評価に影響するため，建物・
構築物の機能要求を満たすよう
に，基準地震動Ｓｓによる地震力
に対して機能を維持するとともに，
非常用電源設備又は基準地震動
Ｓｓによる地震力に対し機能維持
が可能な発電機からの給電が可能
な設計とすることとし，その評価を
「Ⅳ－２－１　再処理設備本体等
に係る耐震性に関する計算書」のう
ち地下水排水設備の耐震性につい
ての計算書に示す。
・機器・配管系は，応答性状を適
切に評価し，適用する地震力に対
して構造強度を有する設計とする。
配置に自由度のあるものは，耐震
上の観点からできる限り重心位置を
低くし，かつ，安定性のよい据え付
け状態になるよう，「9.　機器・配
管系の支持方針」に示す方針に従
い配置する。
・下位クラス施設は，耐震重要施
設に対して離隔を取り配置する，
又は耐震重要施設の有する安全機

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

6.構造計画と配置計画

10.耐震計算の基本方針

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

5.機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.5 許容限界

10.耐震計算の基本方針

第１回と同一Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
(1)安全機能を有する施設
e.Ｂクラス及びＣクラスの施設は，
静的地震力に対しておおむね弾性
状態に留まる範囲で耐えられる設計
とする。
・Ｂクラスの施設のうち，共振のおそ
れのある施設については，その影響
についての検討を行う。検討に用い
る地震動は，弾性設計用地震動
Ｓｄに2分の1を乗じたものとする。
当該地震動による地震力は，水平
2方向及び鉛直方向について適切
に組み合わせて算定するものとする。

【5.機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.5 許容限界】
(1)安全機能を有する施設
b. 機器・配管系
(b)Ｂクラス及びＣクラスの機器・配
管系
・b.(a)ロ.による応力を許容限界と
する。

【10.耐震計算の基本方針】
・耐震設計方針に基づいて設計した
施設について，耐震計算を行うに
当たり，既設工認で実績があり，
かつ，最新の知見に照らしても妥当
な手法及び条件を用いることを基本
とする。
・最新の知見を適用する場合は，
その妥当性及び適用可能性を確認
した上で適用する。
・耐震計算における動的地震力の
水平方向及び鉛直方向の組合せ
については，水平1方向及び鉛直
方向地震力の組合せで実施した上
で，その計算結果に基づき水平2
方向及び鉛直方向地震力の組合
せが耐震性に及ぼす影響を
・評価対象設備である配管系，機
器(容器及びポンプ類)及び電気計
装品(盤，装置及び器具)のうち，
複数設備に共通して適用する計算
方法については「Ⅳ－１－１－11
－１　配管の耐震支持方針」，
「Ⅳ－１－１－11－２　ダクトの
耐震支持方針」及び「Ⅳ－１－２
耐震計算書作成の基本方針」に示
す。
・評価に用いる温度については，最
高使用温度及び環境温度を適切
に考慮する。そのうち環境温度につ
いては，「Ⅵ－１－１－４　安全
機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下に
おける健全性に関する説明書」の
「1.3.2(1)b.　環境温度及び湿度
による影響」に従う。

○ Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
(1)安全機能を有する施設
f.耐震重要施設は，耐震重要度の
下位のクラスに属する施設(安全機
能を有する施設以外の施設及び資
機材等含む)の波及的影響によっ
て，その安全機能を損なわない設
計とする。

【6.構造計画と配置計画】
・安全機能を有する施設の構造計
画及び配置計画に際しては，地震
の影響が低減されるように考慮す
る。
・建物・構築物は，原則として剛構
造とし，重要な建物・構築物は，
地震力に対し十分な支持性能を有
する地盤に支持させる。剛構造とし
ない建物・構築物は，剛構造と同
等又はそれを上回る耐震安全性を
確保する。
・耐震設計において地下水位の低
下を期待する建物・構築物は，周
囲の地下水を排出し，基礎スラブ
底面レベル以深に地下水位を維持
できるよう地下水排水設備(サブドレ
ンポンプ，水位検出器等)を設置す
る。地下水排水設備は，安全機
能を有する施設に適用される要求
事項を満足するよう設計する。ま
た，上記より対象となる建物・構築
物の評価に影響するため，建物・
構築物の機能要求を満たすよう
に，基準地震動Ｓｓによる地震力
に対して機能を維持するとともに，
非常用電源設備又は基準地震動
Ｓｓによる地震力に対し機能維持
が可能な発電機からの給電が可能
な設計とすることとし，その評価を
「Ⅳ－２－１　再処理設備本体等
に係る耐震性に関する計算書」のう
ち地下水排水設備の耐震性につい
ての計算書に示す。
・機器・配管系は，応答性状を適
切に評価し，適用する地震力に対
して構造強度を有する設計とする。
配置に自由度のあるものは，耐震
上の観点からできる限り重心位置を
低くし，かつ，安定性のよい据え付
け状態になるよう，「9.　機器・配
管系の支持方針」に示す方針に従
い配置する。
・下位クラス施設は，耐震重要施
設に対して離隔を取り配置する，
又は耐震重要施設の有する安全機

―竜巻防護対策設備

―

＜系統＞
使用済燃料輸送容器受入れ・保管設
備
燃料取出し設備
燃料移送設備
燃料貯蔵設備
燃料送出し設備
直流電源設備
計測制御用交流電源設備
北換気筒(使用済燃料輸送容器管理
建屋換気筒)
北換気筒(使用済燃料受入れ・貯蔵建
屋換気筒)

【10.耐震計算の基本方針】
・耐震設計方針に基づいて設計した
施設について，耐震計算を行うに
当たり，既設工認で実績があり，
かつ，最新の知見に照らしても妥当
な手法及び条件を用いることを基本
とする。
・最新の知見を適用する場合は，
その妥当性及び適用可能性を確認
した上で適用する。
・耐震計算における動的地震力の
水平方向及び鉛直方向の組合せ
については，水平1方向及び鉛直
方向地震力の組合せで実施した上
で，その計算結果に基づき水平2
方向及び鉛直方向地震力の組合
せが耐震性に及ぼす影響を評価す
る。
・評価対象設備である配管系，機
器(容器及びポンプ類)及び電気計
装品(盤，装置及び器具)のうち，
複数設備に共通して適用する計算
方法については「Ⅳ－１－１－11
－１　配管の耐震支持方針」，
「Ⅳ－１－１－11－２　ダクトの
耐震支持方針」及び「Ⅳ－１－２
耐震計算書作成の基本方針」に示
す。
・評価に用いる温度については，最
高使用温度及び環境温度を適切
に考慮する。そのうち環境温度につ
いては，「Ⅵ－１－１－４　安全
機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下に
おける健全性に関する説明書」の
「1.3.2(1)b.　環境温度及び湿度
による影響」に従う。

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

6.構造計画と配置計画

10.耐震計算の基本方針

耐震重要施設に対し波及的影響を及
ぼすおそれのある耐震重要度の下位クラ
ス施設

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
・耐震重要施設の波及的影響設
計方針

【6. 構造計画と配置計画】
・構造計画，配置計画に際しての
地震影響低減の考慮事項

【10.耐震計算の基本方針】
・耐震計算に当たっての基本方針
・共通的な計算方針を示した添付
書類への展開先

○基本方針
設計方針
評価

基本方針(Ｂクラス及びＣクラスの施設) 基本方針(Ｂクラス及びＣクラスの施設)Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
・Ｂクラス及びＣクラスの施設のう
ち，機器・配管系の設計方針

【5.機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.5 許容限界】
・Ｂクラス及びＣクラスの施設に対す
る静的地震力及び弾性設計用地
震動に2分の1を乗じた地震力に対
する許容限界設計方針

【10.耐震計算の基本方針】
・耐震計算に当たっての基本方針
・共通的な計算方針を示した添付
書類への展開先

―

―

(f)耐震重要施設は，耐震重要度の下位のクラスに属する施設の波及的影響
によって，その安全機能を損なわない設計とする。

21 (e)Ｂクラス及びＣクラスの施設は，静的地震力に対しておおむね弾性状態に
留まる範囲で耐えられる設計とする。また，Ｂクラスの施設のうち，共振のおそ
れのある施設については，その影響についての検討を行う。検討に用いる地震
動は，弾性設計用地震動Ｓｄに2分の1を乗じたものとする。当該地震動によ
る地震力は，水平2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて算定する
ものとする。

冒頭宣言
評価要求

22

基本方針
評価方法

冒頭宣言
機能要求②
評価要求

― ―

【10.耐震計算の基本方針】
・耐震設計方針に基づいて設計した
施設について，耐震計算を行うに
当たり，既設工認で実績があり，
かつ，最新の知見に照らしても妥当
な手法及び条件を用いることを基本
とする。
・最新の知見を適用する場合は，
その妥当性及び適用可能性を確認
した上で適用する。
・耐震計算における動的地震力の
水平方向及び鉛直方向の組合せ
については，水平1方向及び鉛直
方向地震力の組合せで実施した上
で，その計算結果に基づき水平2
方向及び鉛直方向地震力の組合
せが耐震性に及ぼす影響を評価す
る。
・評価対象設備である配管系，機
器(容器及びポンプ類)及び電気計
装品(盤，装置及び器具)のうち，
複数設備に共通して適用する計算
方法については「Ⅳ－１－１－11
－１　配管の耐震支持方針」，
「Ⅳ－１－１－11－２　ダクトの
耐震支持方針」及び「Ⅳ－１－２
耐震計算書作成の基本方針」に示
す。
・評価に用いる温度については，最
高使用温度及び環境温度を適切
に考慮する。そのうち環境温度につ
いては，「Ⅵ－１－１－４　安全
機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下に
おける健全性に関する説明書」の
「1.3.2(1)b.　環境温度及び湿度
による影響」に従う。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(8/35)

説明対象 申請対象設備
（２項変更①） 仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象 申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

要求種別 添付書類　説明内容（２）添付書類　構成（２）

第１回

主な設備 展開事項 添付書類　構成（１） 添付書類　説明内容（１）項目
番号 基本設計方針

24 b.重大事故等対処施設
(a)重大事故等対処施設について，安全機能を有する施設の耐震設計にお
ける動的地震力又は静的地震力に対する設計方針を踏襲し，重大事故等
対処施設の構造上の特徴，重大事故等時における運転状態及び重大事故
等の状態で施設に作用する荷重等を考慮し，適用する地震力に対して重大
事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがない設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
・重大事故等対処設備の設備分
類に応じた地震力による設計方針

― ― ― ― ― ― ― ○ 基本方針 基本方針 ― ― ― Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
(2)重大事故等対処施設
a.重大事故等対処施設について，
安全機能を有する施設の耐震設計
における動的地震力又は静的地震
力に対する設計方針を踏襲し，重
大事故等対処施設の構造上の特
徴，重大事故等時における運転状
態及び重大事故等の状態で施設に
作用する荷重等を考慮し，適用す
る地震力に対して重大事故等に対
処するために必要な機能が損なわれ
るおそれがない設計とする。

― ― Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
(2)重大事故等対処施設
a.
重大事故等対処施設について，施
設の各設備が有する重大事故等に
対処するために必要な機能及び設
置状態を踏まえて，重大事故等が
発生した場合において対処するため
に必要な機能を有する設備であって
常設のもの(以下「常設重大事故
等対処設備」という。)を，常設耐
震重要重大事故等対処設備及び
常設耐震重要重大事故等対処設
備以外の常設重大事故等対処設
備に分類し，それぞれの設備分類
に応じて設計する。

―

＜建物・構築物＞
緊急時対策建屋

＜系統＞
溶解設備
清澄・計量設備
代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
重大事故時可溶性中性子吸収材供給
系
分離設備
分配設備
分離建屋一時貯留処理設備
プルトニウム精製設備
精製建屋一時貯留処理設備
重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停
止設備
溶液系
ウラン・プルトニウム混合脱硝系
第１酸回収系
第２酸回収系
計測制御設備
安全保護回路
制御室
制御室換気設備
計装設備
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回
路
重大事故時供給停止回路
せん断処理・溶解廃ガス処理設備
前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備
塔槽類廃ガス処理系
塔槽類廃ガス処理系(プルトニウム系)
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽
類廃ガス処理設備
高レベル濃縮廃液廃ガス処理系
高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設
備
前処理建屋排気系
分離建屋排気系
精製建屋排気系
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋給気
系
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋排気
系
高レベル廃液ガラス固化建屋排気系
高レベル廃液ガラス固化建屋排気系
主排気筒
代替換気設備
廃ガス貯留設備
廃ガス貯留設備
高レベル廃液濃縮系
高レベル濃縮廃液貯蔵系
不溶解残渣廃液貯蔵系
共用貯蔵系
高レベル廃液ガラス固化設備
屋外モニタリング設備
所内高圧系統
所内低圧系統
直流電源設備
計測制御用交流電源設備
代替所内電気設備
一般圧縮空気系
安全圧縮空気系
代替安全圧縮空気系
臨界事故時水素掃気系
安全冷却水系
代替安全冷却水系
分析設備
化学薬品貯蔵供給系
火災防護設備
化学薬品防護設備
補機駆動用燃料補給設備
緊急時対策所

燃料取出し設備
燃料貯蔵設備
燃料送出し設備
プール水冷却系
漏えい抑制設備
臨界防止設備
制御室
所内高圧系統
所内低圧系統
直流電源設備
計測制御用交流電源設備
溢水防護設備

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

―

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
g.
・耐震重要施設については，周辺
地盤の変状により，その安全機能
が損なわれるおそれがない設計とす
る。
・耐震重要施設のうち周辺地盤の
液状化のおそれがある施設は，その
周辺地盤の液状化を考慮した場合
においても，支持機能及び構造健
全性が確保される設計とする。
・建物・構築物の基礎地盤として置
き換えるマンメイドロック（以下
「MMR」という。）については，基盤
面及び周辺地盤の掘削に対する不
陸整正及び建物・構築物がMMR
を介して鷹架層に支持されることを
目的とする。そのため，直下の鷹架
層と同等以上の支持性能を有する
設計とし，接地圧に対する支持性
能評価においては鷹架層の支持力
を適用する。
・これらの地盤の評価については，
「Ⅳ－１－１－２　地盤の支持性
能に係る基本方針」に示す。

第１回と同一

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

10.耐震計算の基本方針

○― 基本方針 基本方針―

―

―

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
・重大事故等対処設備の設備分
類，設備分類に応じた設計方針

― ―

――

― ―

―Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

10.耐震計算の基本方針

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
・重大事故等対処施設のうち，常
設耐震重要重大事故等対処設備
が設置される重大事故等対処施設
の基準地震動Ｓｓによる地震力に
対する設計方針

【10.耐震計算の基本方針】
・耐震計算に当たっての基本方針
・共通的な計算方針を示した添付
書類への展開先

基本方針

―

― ―基本方針

基本方針 ○(g)耐震重要施設については，周辺地盤の変状により，その安全機能が損な
われるおそれがない設計とする。

基本方針
評価

冒頭宣言25 重大事故等対処施設について，施設の各設備が有する重大事故等に対処す
るために必要な機能及び設置状態を踏まえて，常設耐震重要重大事故等対
処設備，常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処
設備に分類し，それぞれの設備分類に応じて設計する。

(b)常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設
は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，重大事故等に対処するために
必要な機能が損なわれるおそれがない設計とする。

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
・耐震重要施設の地盤変状に対す
る設計方針

冒頭宣言
評価要求

評価要求 耐震重要施設

基本方針

常設耐震重要重大事故等対処設備が
設置される重大事故等対処施設

23

26 Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
(2)重大事故等対処施設
b.常設耐震重要重大事故等対処
設備が設置される重大事故等対処
施設は，基準地震動Ｓｓによる地
震力に対して，重大事故等に対処
するために必要な機能が損なわれる
おそれがない設計とする。
h.重大事故等対処施設の構造計
画及び配置計画に際しては，地震
の影響が低減されるように考慮す
る。

【10.耐震計算の基本方針】
・耐震設計方針に基づいて設計した
施設について，耐震計算を行うに
当たり，既設工認で実績があり，
かつ，最新の知見に照らしても妥当
な手法及び条件を用いることを基本
とする。
・最新の知見を適用する場合は，
その妥当性及び適用可能性を確認
した上で適用する。
・耐震計算における動的地震力の
水平方向及び鉛直方向の組合せ
については，水平1方向及び鉛直
方向地震力の組合せで実施した上
で，その計算結果に基づき水平2
方向及び鉛直方向地震力の組合
せが耐震性に及ぼす影響を評価す
る。
・評価対象設備である配管系，機
器(容器及びポンプ類)及び電気計
装品(盤，装置及び器具)のうち，
複数設備に共通して適用する計算
方法については「Ⅳ－１－１－11
－１　配管の耐震支持方針」，
「Ⅳ－１－１－11－２　ダクトの
耐震支持方針」及び「Ⅳ－１－２
耐震計算書作成の基本方針」に示
す。
・評価に用いる温度については，最
高使用温度及び環境温度を適切
に考慮する。そのうち環境温度につ
いては，「Ⅵ－１－１－４　安全
機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下に
おける健全性に関する説明書」の
「1.3.2(1)b.　環境温度及び湿度
による影響」に従う。

― ― ―― ○ ―
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(9/35)

説明対象 申請対象設備
（２項変更①） 仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象 申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

要求種別 添付書類　説明内容（２）添付書類　構成（２）

第１回

主な設備 展開事項 添付書類　構成（１） 添付書類　説明内容（１）項目
番号 基本設計方針

27 建物・構築物については，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，建物・構
築物全体としての変形能力(耐震壁のせん断ひずみ等)が終局耐力時の変形
に対して十分な余裕を有し，部材・部位ごとのせん断ひずみ・応力等が終局耐
力時のせん断ひずみ・応力等に対して，妥当な安全余裕を有する設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
・常設耐震重要重大事故等対処
設備が設置される重大事故等対処
施設のうち，建物・構築物の基準
地震動Ｓｓに対する許容限界の設
定方針

― ― ― ― ― ― ― ○ ― 基本方針 ― ― ― Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
(2)重大事故等対処施設
b.
・建物・構築物については，基準地
震動Ｓｓによる地震力に対して，
建物・構築物全体としての変形能
力(耐震壁のせん断ひずみ等)が終
局耐力時の変形に対して十分な余
裕を有し，部材・部位ごとのせん断
ひずみ・応力等が終局耐力時のせ
ん断ひずみ・応力等に対して，妥当
な安全余裕を有する設計とする。

＜建物・構築物＞
緊急時対策建屋

＜系統＞
溶解設備
清澄・計量設備
代替可溶性中性子吸収材緊急供給系
重大事故時可溶性中性子吸収材供給
系
分離設備
分配設備
分離建屋一時貯留処理設備
プルトニウム精製設備
精製建屋一時貯留処理設備
重大事故時プルトニウム濃縮缶加熱停
止設備
溶液系
ウラン・プルトニウム混合脱硝系
第１酸回収系
第２酸回収系
計測制御設備
安全保護回路
制御室
制御室換気設備
計装設備
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回
路
重大事故時供給停止回路
せん断処理・溶解廃ガス処理設備
前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備
塔槽類廃ガス処理系
塔槽類廃ガス処理系(プルトニウム系)
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽
類廃ガス処理設備
高レベル濃縮廃液廃ガス処理系
高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設
備
前処理建屋排気系
分離建屋排気系
精製建屋排気系
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋給気
系
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋排気
系
高レベル廃液ガラス固化建屋排気系
高レベル廃液ガラス固化建屋排気系
主排気筒
代替換気設備
廃ガス貯留設備
廃ガス貯留設備
高レベル廃液濃縮系
高レベル濃縮廃液貯蔵系
不溶解残渣廃液貯蔵系
共用貯蔵系
高レベル廃液ガラス固化設備
屋外モニタリング設備
所内高圧系統
所内低圧系統
直流電源設備
計測制御用交流電源設備
代替所内電気設備
一般圧縮空気系
安全圧縮空気系
代替安全圧縮空気系
臨界事故時水素掃気系
安全冷却水系
代替安全冷却水系
分析設備
化学薬品貯蔵供給系
火災防護設備
化学薬品防護設備
補機駆動用燃料補給設備
緊急時対策所

―

―○― ―

― ―

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

―

―

―

冒頭宣言
評価要求

基本方針
評価

―

基本方針
評価

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
・常設耐震重要重大事故等対処
設備が設置される重大事故等対処
施設のうち，機器・配管系の基準
地震動Ｓｓに対する許容限界及び
動的機器等の機能維持設計方針

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
・常設耐震重要重大事故等対処
設備が設置される重大事故等対処
施設に対する水平2方向及び鉛直
方向地震力の組合せの方針

―

―

29 (c)常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設
に適用する基準地震動Ｓｓによる地震力は，水平2方向及び鉛直方向につ
いて適切に組み合わせて算定するものとする。

冒頭宣言
評価要求

機器・配管系については，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，その施設
に要求される機能を保持する設計とし，塑性域に達するひずみが生じる場合で
あっても，その量が小さなレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有
し，その施設に要求される機能に影響を及ぼさない設計とする。また，動的機
器等については，基準地震動Ｓｓによる応答に対して，その設備に要求され
る機能を保持する設計とする。なお，動的機能が要求される機器については，
当該機器の構造，動作原理等を考慮した評価を行い，既往の研究等で機
能維持の確認がなされた機能確認済加速度等を超えていないことを確認する。

基本方針

常設耐震重要重大事故等対処設備が
設置される重大事故等対処施設

28 Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

○―

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
(2)重大事故等対処施設
c.常設耐震重要重大事故等対処
設備が設置される重大事故等対処
施設に適用する基準地震動Ｓｓに
よる地震力は，水平2方向及び鉛
直方向について適切に組み合わせ
て算定するものとする。

―――

燃料取出し設備
燃料貯蔵設備
燃料送出し設備
プール水冷却系
漏えい抑制設備
臨界防止設備
制御室
所内高圧系統
所内低圧系統
直流電源設備
計測制御用交流電源設備
溢水防護設備

― ―――

―代替注水設備
代替可溶性中性子吸収材緊急供給回
路
重大事故時供給停止回路
せん断処理・溶解廃ガス処理設備
塔槽類廃ガス処理系(プルトニウム系)
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽
類廃ガス処理設備
分離建屋排気系
高レベル廃液ガラス固化建屋排気系
高レベル廃液濃縮系
屋外モニタリング設備
代替安全圧縮空気系
水供給設備
安全冷却水系
代替安全冷却水系
火災防護設備
放水設備
抑制設備
抑制設備
緊急時対策所

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
(2)重大事故等対処施設
b.
・機器・配管系については，基準地
震動Ｓｓによる地震力に対して，
その施設に要求される機能を保持
するように設計し，塑性域に達する
ひずみが生じる場合であっても，その
量が小さなレベルに留まって破断延
性限界に十分な余裕を有し，その
施設に要求される機能を保持できる
設計とする。
・動的機器等については，基準地
震動Ｓｓによる地震力に対して，
当該機器に要求される機能を維持
する設計とする。このうち，動的機
能が要求される機器については，当
該機器の構造，動作原理等を考
慮した評価を行い，既往の研究等
で機能維持の確認がなされた機能
確認済加速度等を超えないことを
確認する。

134



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(10/35)

説明対象 申請対象設備
（２項変更①） 仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象 申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

要求種別 添付書類　説明内容（２）添付書類　構成（２）

第１回

主な設備 展開事項 添付書類　構成（１） 添付書類　説明内容（１）項目
番号 基本設計方針

＜建物・構築物＞
使用済燃料輸送容器管理建屋(使用
済燃料収納使用済燃料輸送容器保管
庫)
使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋

＜建物・構築物＞
ウラン脱硝建屋
ウラン酸化物貯蔵建屋
出入管理建屋

・六角鉄塔支持
形（制振装置付
き）

30

―

――

―

―

―

【10.耐震計算の基本方針】
・耐震設計方針に基づいて設計した
施設について，耐震計算を行うに
当たり，既設工認で実績があり，
かつ，最新の知見に照らしても妥当
な手法及び条件を用いることを基本
とする。
・最新の知見を適用する場合は，
その妥当性及び適用可能性を確認
した上で適用する。
・耐震計算における動的地震力の
水平方向及び鉛直方向の組合せ
については，水平1方向及び鉛直
方向地震力の組合せで実施した上
で，その計算結果に基づき水平2
方向及び鉛直方向地震力の組合
せが耐震性に及ぼす影響を評価す
る。
・評価対象設備である配管系，機
器(容器及びポンプ類)及び電気計
装品(盤，装置及び器具)のうち，
複数設備に共通して適用する計算
方法については「Ⅳ－１－１－11
－１　配管の耐震支持方針」，
「Ⅳ－１－１－11－２　ダクトの
耐震支持方針」及び「Ⅳ－１－２
耐震計算書作成の基本方針」に示
す。
・評価に用いる温度については，最
高使用温度及び環境温度を適切
に考慮する。そのうち環境温度につ
いては，「Ⅵ－１－１－４　安全
機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下に
おける健全性に関する説明書」の
「1.3.2(1)b.　環境温度及び湿度
による影響」に従う。

―

基本方針
評価

―

＜系統＞
北換気筒(使用済燃料輸送容器管理
建屋換気筒)
北換気筒(使用済燃料受入れ・貯蔵建
屋換気筒)

＜系統＞
溶解設備
分離設備
分配設備
分離建屋一時貯留処理設備
プルトニウム精製設備
精製建屋一時貯留処理設備
精製建屋一時貯留処理設備
塔槽類廃ガス処理設備(前処理建屋塔
槽類廃ガス処理設備，塔槽類廃ガス
処理系，塔槽類廃ガス処理系(プルトニ
ウム系)，パルセータ廃ガス処理系，ウラ
ン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃
ガス処理設備，高レベル濃縮廃液廃ガ
ス処理系)
換気設備(前処理建屋排気系，分離
建屋排気系，精製建屋排気系，ウラ
ン・プルトニウム混合脱硝建屋排気系，
高レベル廃液ガラス固化建屋排気系)
北換気筒(ハル・エンドピース及び第１ガ
ラス固化体貯蔵建屋換気筒)
高レベル廃液処理設備(高レベル濃縮
廃液貯蔵系)
高レベル廃液ガラス固化設備

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

6.構造計画と配置計画

10.耐震計算の基本方針

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
・耐震重要施設及び常設耐震重
要重大事故等対処設備が設置さ
れる重大事故等対処施設の波及
的影響設計方針

【6. 構造計画と配置計画】
・構造計画，配置計画に際しての
地震影響低減の考慮事項

【10.耐震計算の基本方針】
・耐震計算に当たっての基本方針
・共通的な計算方針を示した添付
書類への展開先

―

○

――

――

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
・常設耐震重要重大事故等対処
設備以外の常設重大事故等対処
設備が設置される重大事故等対処
施設及び代替する安全機能を有す
る施設がない常設重大事故等対処
設備に適用する地震力に対する設
計方針

【10.耐震計算の基本方針】
・耐震計算に当たっての基本方針
・共通的な計算方針を示した添付
書類への展開先

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

10.耐震計算の基本方針

―常設耐震重要重大事故等対処設備以
外の常設重大事故等対処設備が設置
される重大事故等対処施設

代替する安全機能を有する施設がない
常設重大事故等対処設備

冒頭宣言
機能要求②
評価要求

冒頭宣言
評価要求

31

(d)常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が
設置される重大事故等対処施設は，代替する機能を有する安全機能を有す
る施設が属する耐震重要度に適用される地震力に十分耐えることができる設計
とする。
また，代替する安全機能を有する施設がない常設重大事故等対処設備は，
安全機能を有する施設の耐震設計における耐震重要度の分類の方針に基づ
き，重大事故等対処時の使用条件を踏まえて，当該設備の機能喪失により
放射線による公衆への影響の程度に応じて分類し，その地震力に対し十分に
耐えることができる設計とする。

基本方針
設計方針
評価

(e)常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設
は，Ｂクラス及びＣクラスの施設，常設耐震重要重大事故等対処設備以外
の常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設，可搬型重
大事故等対処設備の波及的影響によって，その重大事故等に対処するために
必要な機能を損なわない設計とする。

重大事故等対処施設に対し波及的影
響を及ぼすおそれのある施設

― ―

― ― Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
(2)重大事故等対処施設
e.常設耐震重要重大事故等対処
設備が設置される重大事故等対処
施設は，Ｂクラス及びＣクラスの施
設，常設耐震重要重大事故等対
処設備以外の常設重大事故等対
処設備が設置される重大事故等対
処施設，可搬型重大事故等対処
設備の波及的影響によって，重大
事故等に対処するために必要な機
能を損なわない設計とする。

【6. 構造計画と配置計画】
・重大事故等対処施設の構造計
画及び配置計画に際しては，地震
の影響が低減されるように考慮す
る。
・建物・構築物は，原則として剛構
造とし，重要な建物・構築物は，
地震力に対し十分な支持性能を有
する地盤に支持させる。剛構造とし
ない建物・構築物は，剛構造と同
等又はそれを上回る耐震安全性を
確保する。
・耐震設計において地下水位の低
下を期待する建物・構築物は，周
囲の地下水を排出し，基礎スラブ
底面レベル以深に地下水位を維持
できるよう地下水排水設備(サブドレ
ンポンプ，水位検出器等)を設置す
る。地下水排水設備は，重大事
故等対処施設に適用される要求事
項を満足するよう設計する。また，
上記より対象となる建物・構築物の
評価に影響するため，建物・構築
物の機能要求を満たすように，基
準地震動Ｓｓによる地震力に対し
て機能を維持するとともに，非常用
電源設備又は基準地震動Ｓｓに
よる地震力に対し機能維持が可能
な発電機からの給電が可能な設計
とすることとし，その評価を「Ⅳ－２
－１　再処理設備本体等に係る耐
震性に関する計算書」のうち地下水
排水設備の耐震性についての計算
書に示す。
・機器・配管系は，応答性状を適
切に評価し，適用する地震力に対
して構造強度を有する設計とする。
配置に自由度のあるものは，耐震
上の観点からできる限り重心位置を
低くし，かつ，安定性のよい据え付
け状態になるよう，「9.　機器・配
管系の支持方針」に示す方針に従
い配置する。
・下位クラス施設は，常設耐震重
要重大事故等対処設備が設置さ
れる重大事故等対処施設に対して
離隔を取り配置する，又は重大事
故等に対処するために必要な機能
を保持する設計とする。

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

10.耐震計算の基本方針

基本方針○

―

基本方針

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

6.構造計画と配置計画

10.耐震計算の基本方針

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
(2)重大事故等対処施設
d.常設耐震重要重大事故等対処
設備以外の常設重大事故等対処
設備が設置される重大事故等対処
施設については，設計基準事故に
対処するための設備が有する機能を
代替する施設の属する耐震重要度
に応じた地震力に対し十分に耐えら
れる設計とする。
・代替する安全機能を有する施設
がない常設重大事故等対処設備
は，安全機能を有する施設の耐震
設計における耐震重要度の分類方
針に基づき，重大事故等対処時の
使用条件を踏まえて，当該設備の
機能喪失により放射線による公衆
への影響の程度に応じて分類した地
震力に対し十分に耐えられる設計と
する。

【10.耐震計算の基本方針】
・耐震設計方針に基づいて設計した
施設について，耐震計算を行うに
当たり，既設工認で実績があり，
かつ，最新の知見に照らしても妥当
な手法及び条件を用いることを基本
とする。
・最新の知見を適用する場合は，
その妥当性及び適用可能性を確認
した上で適用する。
・耐震計算における動的地震力の
水平方向及び鉛直方向の組合せ
については，水平1方向及び鉛直
方向地震力の組合せで実施した上
で，その計算結果に基づき水平2
方向及び鉛直方向地震力の組合
せが耐震性に及ぼす影響を評価す
る。
・評価対象設備である配管系，機
器(容器及びポンプ類)及び電気計
装品(盤，装置及び器具)のうち，
複数設備に共通して適用する計算
方法については「Ⅳ－１－１－11
－１　配管の耐震支持方針」，
「Ⅳ－１－１－11－２　ダクトの
耐震支持方針」及び「Ⅳ－１－２
耐震計算書作成の基本方針」に示
す。
・評価に用いる温度については，最
高使用温度及び環境温度を適切
に考慮する。そのうち環境温度につ
いては，「Ⅵ－１－１－４　安全
機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下に
おける健全性に関する説明書」の
「1.3.2(1)b.　環境温度及び湿度
による影響」に従う。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(11/35)

説明対象 申請対象設備
（２項変更①） 仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象 申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

要求種別 添付書類　説明内容（２）添付書類　構成（２）

第１回

主な設備 展開事項 添付書類　構成（１） 添付書類　説明内容（１）項目
番号 基本設計方針

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
3. 耐震設計上の重要度分類及び
重大事故等対処施設の設備分類
3.1 安全機能を有する施設の耐震
設計上の重要度分類

常設耐震重要重大事故等対処設備が
設置される重大事故等対処施設

Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び
重大事故等対処施設の設備分類
の基本方針
2.安全機能を有する施設の重要度
分類
2.1 耐震設計上の重要度分類
2.4 再処理施設の区分

―

―

(g)常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設
については，周辺地盤の変状により，重大事故等に対処するために必要な機
能が損なわれるおそれがない設計とする。

38 設計方針

36

―

Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び
重大事故等対処施設の設備分類
の基本方針
【2.安全機能を有する施設の重要
度分類】
【2.1 耐震設計上の重要度分類】
・安全機能を有する施設の重要度
に応じた分類の方針
【2.4 再処理施設の区分】
・安全機能を有する施設の耐震設
計上の重要度分類

基本方針
設計方針

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
3. 耐震設計上の重要度分類及び
重大事故等対処施設の設備分類
3.1 安全機能を有する施設の耐震
設計上の重要度分類

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【3. 耐震設計上の重要度分類及
び重大事故等対処施設の設備分
類】
【3.1 安全機能を有する施設の耐
震設計上の重要度分類】
・安全機能を有する施設の重要度
分類及び詳細内容を示す添付書
類の展開先

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
・緊急時対策所の耐震設計方針の
展開先

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

―

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【3. 耐震設計上の重要度分類及
び重大事故等対処施設の設備分
類】
【3.1 安全機能を有する施設の耐
震設計上の重要度分類】
・Ｃクラス施設の定義

基本方針

○ 基本方針

―

基本方針 ―

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
3. 耐震設計上の重要度分類及び
重大事故等対処施設の設備分類
3.1 安全機能を有する施設の耐震
設計上の重要度分類

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
3. 耐震設計上の重要度分類及び
重大事故等対処施設の設備分類
3.1 安全機能を有する施設の耐震
設計上の重要度分類

○

○

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
3. 耐震設計上の重要度分類及び
重大事故等対処施設の設備分類
3.1 安全機能を有する施設の耐震
設計上の重要度分類

Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び
重大事故等対処施設の設備分類
の基本方針
2.安全機能を有する施設の重要度
分類
2.1 耐震設計上の重要度分類
2.4 再処理施設の区分

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
3. 耐震設計上の重要度分類及び
重大事故等対処施設の設備分類
3.1 安全機能を有する施設の耐震
設計上の重要度分類

― 基本方針

―

―

―

―

―

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【3. 耐震設計上の重要度分類及
び重大事故等対処施設の設備分
類】
【3.1 安全機能を有する施設の耐
震設計上の重要度分類】
・Ｂクラス施設の定義

第１回と同一

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
(2)重大事故等対処施設
f.緊急時対策所の耐震設計におけ
る機能維持の基本方針について
は，「5.2 機能維持」に示す。

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【3. 耐震設計上の重要度分類及
び重大事故等対処施設の設備分
類】
【3.1 安全機能を有する施設の耐
震設計上の重要度分類】
・耐震設計上の重要度分類に基づ
く各施設の具体的な耐震設計上の
重要度分類及び当該施設を支持
する構造物の支持機能が維持され
ることを確認する地震動を「Ⅳ－１
－１－３ 重要度分類及び重大事
故等対処施設の設備分類の基本
方針」の第2.4-1表に，申請設備
の耐震重要度分類について同添付
書類の第2.4-2表に示す。

Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び
重大事故等対処施設の設備分類
の基本方針
【2.安全機能を有する施設の重要
度分類】
【2.1 耐震設計上の重要度分類】
・安全機能を有する施設の耐震設
計上の重要度を次のように分類す
る。
【2.4 再処理施設の区分】
・安全機能を有する施設の耐震設
計上の重要度分類に対するクラス
別施設を第2.4-1表に，安全機
能を有する施設の申請設備の耐震
重要度分類表を第2.4-2表に示
す。
・同表には，当該施設を支持する
建物・構築物の支持機能が維持さ
れることを確認する地震動及び波及
的影響を考慮すべき施設に適用す
る地震動(以下「検討用地震動」と
いう。)を併記する。

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【3. 耐震設計上の重要度分類及
び重大事故等対処施設の設備分
類】
【3.1 安全機能を有する施設の耐
震設計上の重要度分類】
(1)Ｓクラスの施設
・自ら放射性物質を内蔵している施
設，当該施設に直接関係しており
その機能喪失により放射性物質を
外部に拡散する可能性のある施
設，放射性物質を外部に放出する
可能性のある事態を防止するために
必要な施設及び事故発生の際
に，外部に放出される放射性物質
による影響を低減させるために必要
な施設であって，環境への影響が
大きいもの。
a．その破損又は機能喪失により臨
界事故を起こすおそれのある施設
b．使用済燃料を貯蔵するための
施設
c．高レベル放射性液体廃棄物を
内蔵する系統及び機器並びにその
冷却系統
d．プルトニウムを含む溶液を内蔵
する系統及び機器
e．上記c.及びd.の系統及び機器
から放射性物質が漏えいした場合
に，その影響の拡大を防止するため
の施設
f．上記c.，d.及びe.に関連する
施設で放射性物質の外部への放出
を抑制するための施設
g．上記a.からｆ.の施設の機能を
確保するために必要な施設

―

―

―

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
3. 耐震設計上の重要度分類及び
重大事故等対処施設の設備分類
3.1 安全機能を有する施設の耐震
設計上の重要度分類

○

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
・常設耐震重要重大事故等対処
設備が設置される重大事故等対処
施設の地盤変状に対する設計方針
・地盤の評価について示した添付書
類への展開先

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【3. 耐震設計上の重要度分類及
び重大事故等対処施設の設備分
類】
【3.1 安全機能を有する施設の耐
震設計上の重要度分類】
・Ｓクラス施設の定義

―

―

―

○― 基本方針

―

第１回と同一

第１回と同一

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
(2)重大事故等対処施設
g.常設耐震重要重大事故等対処
設備が設置される重大事故等対処
施設については，周辺地盤の変状
により，重大事故等に対処するため
に必要な機能が損なわれるおそれが
ない設計とする。
・常設耐震重要重大事故等対処
設備が設置される重大事故等対処
施設のうちその周辺地盤の液状化
のおそれがある施設は，その周辺地
盤の液状化を考慮した場合におい
ても，支持機能及び構造健全性が
確保される設計とする。
・これらの地盤の評価については，
「Ⅳ－１－１－２ 地盤の支持性
能に係る基本方針」に示す。

― 基本方針―

―

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

― ―

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【3. 耐震設計上の重要度分類及
び重大事故等対処施設の設備分
類】
【3.1 安全機能を有する施設の耐
震設計上の重要度分類】
・安全機能を有する施設の耐震設
計上の重要度分類及び詳細内容
を示す添付書類の展開

―

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
3. 耐震設計上の重要度分類及び
重大事故等対処施設の設備分類
3.1 安全機能を有する施設の耐震
設計上の重要度分類

―

基本方針

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
3. 耐震設計上の重要度分類及び
重大事故等対処施設の設備分類
3.1 安全機能を有する施設の耐震
設計上の重要度分類

第１回と同一

―

○― ― ―

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

― ―

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【3. 耐震設計上の重要度分類及
び重大事故等対処施設の設備分
類】
【3.1 安全機能を有する施設の耐
震設計上の重要度分類】
・安全機能を有する施設の耐震設
計上の重要度を以下のとおり分類
する。

設計方針

冒頭宣言 基本方針基本方針

冒頭宣言

(b) 　Ｂクラスの施設
安全機能を有する施設のうち，機能喪失した場合の影響がＳクラスに属する
施設と比べ小さい施設。
イ.　放射性物質を内蔵している施設であって，Ｓクラスに属さない施設(ただ
し，内蔵量が少ないか又は貯蔵方式により，その破損により公衆に与える放射
線の影響が十分小さいものは除く。)
ロ.　放射性物質の放出を伴うような場合に，その外部放散を抑制するための
施設で，Ｓクラスに属さない施設

定義 基本方針 基本方針
設計方針

基本方針 基本方針
設計方針

基本方針

(a) 　Ｓクラスの施設
自ら放射性物質を内蔵している施設，当該施設に直接関係しておりその機能
喪失により放射性物質を外部に拡散する可能性のある施設，放射性物質を
外部に放出する可能性のある事態を防止するために必要な施設及び事故発
生の際に，外部に放出される放射性物質による影響を低減させるために必要
な施設であって，環境への影響が大きいもの。
イ.　その破損又は機能喪失により臨界事故を起こすおそれのある施設
ロ.　使用済燃料を貯蔵するための施設
ハ.　高レベル放射性液体廃棄物を内蔵する系統及び機器並びにその冷却系
統
二.　プルトニウムを含む溶液を内蔵する系統及び機器
ホ.　上記ハ.及び二.の系統及び機器から放射性物質が漏えいした場合に，そ
の影響の拡大を防止するための施設
へ.　上記ハ.，二.及びホ.に関連する施設で放射性物質の外部への放出を抑
制するための施設
ト.　上記イ.からへ.の施設の機能を確保するために必要な施設

上記に基づく耐震設計上の重要度分類を第3.1.1-1表に示す。
なお，同表には当該施設を支持する建物・構築物の支持機能が維持されるこ
とを確認する地震動及び波及的影響を考慮すべき施設に適用する地震動につ
いても併記する。

(c) 　Ｃクラスの施設
Ｓクラスに属する施設及びＢクラスに属する施設以外の一般産業施設又は公
共施設と同等の安全性が要求される施設。

37

基本方針35

評価要求

(f)緊急時対策所の耐震設計の基本方針については，「(6) 緊急時対策所」
に示す。

33

34

定義

32

冒頭宣言(2)　耐震設計上の重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類
a. 安全機能を有する施設の耐震設計上の重要度分類
安全機能を有する施設の耐震重要度を以下のとおり分類する。

基本方針

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【3. 耐震設計上の重要度分類及
び重大事故等対処施設の設備分
類】
【3.1 安全機能を有する施設の耐
震設計上の重要度分類】
(3)Ｃクラスの施設
・Ｓクラスに属する施設及びＢクラス
に属する施設以外の一般産業施設
又は公共施設と同等の安全性が要
求される施設。

○

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【3. 耐震設計上の重要度分類及
び重大事故等対処施設の設備分
類】
【3.1 安全機能を有する施設の耐
震設計上の重要度分類】
(2)Ｂクラスの施設
・安全機能を有する施設のうち，機
能喪失した場合の影響がＳクラスに
属する施設と比べ小さい施設。
a．放射性物質を内蔵している施
設であって，Ｓクラスに属さない施
設(ただし，内蔵量が少ないか又は
貯蔵方式により，その破損により公
衆に与える放射線の影響が十分小
さいものは除く。)
b．放射性物質の放出を伴うような
場合に，その外部放散を抑制する
ための施設で，Ｓクラスに属さない
施設

定義

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
3. 耐震設計上の重要度分類及び
重大事故等対処施設の設備分類
3.1 安全機能を有する施設の耐震
設計上の重要度分類

―

第１回と同一

基本方針―
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(12/35)

説明対象 申請対象設備
（２項変更①） 仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象 申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

要求種別 添付書類　説明内容（２）添付書類　構成（２）

第１回

主な設備 展開事項 添付書類　構成（１） 添付書類　説明内容（１）項目
番号 基本設計方針

43 a.　静的地震力
安全機能を有する施設に適用する静的地震力は，Ｓクラス，Ｂクラス及びＣ
クラスの施設に適用することとし，それぞれの耐震重要度に応じて以下の地震
層せん断力係数及び震度に基づき算定する。

冒頭宣言 基本方針 評価条件 Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
4.設計用地震力
4.1 地震力の算定方法
4.1.1 静的地震力

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【4.設計用地震力】
【4.1 地震力の算定方法】
【4.1.1 静的地震力】
・安全機能を有する施設に適用す
る静的地震力の算定方法

― ― ○ 基本方針 ― Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
4.設計用地震力
4.1 地震力の算定方法
4.1.1 静的地震力

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【4.設計用地震力】
【4.1 地震力の算定方法】
【4.1.1 静的地震力】
・安全機能を有する施設に適用す
る静的地震力は，Ｓクラス，Ｂクラ
ス及びＣクラスの施設に適用すること
とし，それぞれの耐震重要度に応じ
て，以下の地震層せん断力係数Ｃ
ｉ及び震度に基づき算定するものと
する。

基本方針 ―基本方針 ○ Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
3. 耐震設計上の重要度分類及び
重大事故等対処施設の設備分類
3.2 重大事故等対処施設の設備
分類

―

―

基本方針

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
3. 耐震設計上の重要度分類及び
重大事故等対処施設の設備分類
3.2 重大事故等対処施設の設備
分類

基本方針

基本方針 ○ Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【4.設計用地震力】
【4.1 地震力の算定方法】
・耐震設計に用いる地震力の算定
は以下の方法による。

【4.2 設計用地震力】
・「4.1 地震力の算定方法」に基づ
く設計用地震力は「Ⅳ－１－１－
８ 機能維持の基本方針」に示す
地震力に従い算定するものとする。

Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本
方針
【2.機能維持の確認に用いる設計
用地震力】
・機能維持の確認に用いる設計用
地震力については，「Ⅳ－１－１
耐震設計の基本方針」の「4.設計
用地震力」に示す設計用地震力の
算定方法に基づくこととし，具体的
な算定方法は第2－1表に示す。
・当該申請における機器・配管系の
設計用地震力の算定に際しては，
「Ⅳ－１－１－６ 設計用床応答
曲線の作成方針」に定める方法に
て設定した設計用床応答曲線を用
いる。

第2-1表 設計用地震力
(1) 静的地震力
a. 安全機能を有する施設
b. 重大事故等対処施設
(2) 動的地震力
a. 安全機能を有する施設
b. 重大事故等対処施設
(3) 設計用地震力
a. 安全機能を有する施設
b. 重大事故等対処施設

―

―

―

基本方針

―○ Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【4. 設計用地震力】
【4.1.1 静的地震力】
・重大事故等対処施設について
は，常設耐震重要重大事故等対
処設備以外の常設重大事故等対
処設備が設置される重大事故等対
処施設に，代替する機能を有する
安全機能を有する施設が属する耐
震重要度分類のクラスに適用される
地震力を適用する。

― ―

―

―

― ―基本方針

―

―

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【3. 耐震設計上の重要度分類及
び重大事故等対処施設の設備分
類】
【3.2 重大事故等対処施設の設
備分類】
・重大事故等対処設備について，
施設の各設備が有する重大事故等
に対処するために必要な機能及び
設置状態を踏まえ，以下のとおりに
分類する。

―

―

○ 基本方針―

―

―

―

―

基本方針― ――Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【3. 耐震設計上の重要度分類及
び重大事故等対処施設の設備分
類】
【3.2 重大事故等対処施設の設
備分類】
・重大事故等対処施設の設備分
類及び詳細内容を示す添付書類の
展開先

―39

設計方針定義

基本方針定義(a)　常設重大事故等対処設備
重大事故に至るおそれがある事故及び重大事故が発生した場合において，対
処するために必要な機能を有する設備であって常設のもの。
 イ．常設耐震重要重大事故等対処設備
常設重大事故等対処設備であって，耐震重要施設に属する設計基準事故
に対処するための設備が有する機能を代替するもの。
 ロ．常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備
常設重大事故等対処設備であって，上記イ．以外のもの。

b. 重大事故等対処施設の設備分類
重大事故等対処施設について，施設の各設備が有する重大事故等に対処す
るために必要な機能及び設置状態を踏まえて，以下の設備分類に応じた設計
とする。

設計方針

冒頭宣言

Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本
方針
2.機能維持の確認に用いる設計用
地震力

第2-1表 設計用地震力
(1) 静的地震力
(2) 動的地震力
(3) 設計用地震力

評価条件

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
3. 耐震設計上の重要度分類及び
重大事故等対処施設の設備分類
3.2 重大事故等対処施設の設備
分類

Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び
重大事故等対処施設の設備分類
の基本方針
4.重大事故等対処施設の設備分
類
4.3 重大事故等対処施設の区分

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【3. 耐震設計上の重要度分類及
び重大事故等対処施設の設備分
類】
【3.2 重大事故等対処施設の設
備分類】
・重大事故等対処施設の設備分
類及び詳細内容を示す添付書類の
展開先

44

40

41

定義(3)　地震力の算定方法
耐震設計に用いる設計用地震力は，以下の方法で算定される静的地震力及
び動的地震力とする。

42

重大事故等対処施設については，常設耐震重要重大事故等対処設備以外
の常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設に，代替す
る機能を有する安全機能を有する施設が属する耐震重要度に適用される地震
力を適用する。

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
3. 耐震設計上の重要度分類及び
重大事故等対処施設の設備分類
3.2 重大事故等対処施設の設備
分類

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【3. 耐震設計上の重要度分類及
び重大事故等対処施設の設備分
類】
【3.2 重大事故等対処施設の設
備分類】
・常設重大事故等対処設備の定
義

―

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
4.設計用地震力
4.1 地震力の算定方法
4.2 設計用地震力

Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本
方針
2. 機能維持の確認に用いる設計
用地震力

第2-1表 設計用地震力
(1) 静的地震力
(2) 動的地震力
(3) 設計用地震力

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
4.設計用地震力
4.1 地震力の算定方法
4.1.1 静的地震力

―

第１回と同一

評価条件基本方針

Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本
方針
【2.機能維持の確認に用いる設計
用地震力】
・機能維持の確認に用いる設計用
地震力の算定方法
・当該申請における機器・配管系の
設計用地震力の算定を説明する添
付書類展開先

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【4.設計用地震力】
【4.1 地震力の算定方法】
【4.1.1 静的地震力】
・常設耐震重要重大事故等対処
設備以外の常設重大事故等対処
設備が設置される重大事故等対処
施設に適用する静的地震力

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【4.設計用地震力】
【4.1 地震力の算定方法】
・耐震設計に用いる地震力の算定
方法

【4.2 設計用地震力】
・設計用地震力の算定方法に関す
る添付書類展開先

―

基本方針

基本方針

―

―

―

○

―上記に基づく重大事故等対処施設の設備分類について第3.1.1-2表に示す。
なお，同表には，重大事故等対処設備を支持する建物・構築物の支持機能
が損なわれないことを確認する地震力についても併記する。

―Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
3. 耐震設計上の重要度分類及び
重大事故等対処施設の設備分類
3.2 重大事故等対処施設の設備
分類

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
4.設計用地震力
4.1 地震力の算定方法
4.2 設計用地震力

―

Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び
重大事故等対処施設の設備分類
の基本方針
【4.重大事故等対処施設の設備
分類】
【4.3 重大事故等対処施設の区
分】
・重大事故等対処施設の耐震設
計上の設備分類の方針

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
4.設計用地震力
4.1 地震力の算定方法
4.2 設計用地震力

Ⅳ－１－１ー８ 機能維持の基本
方針
2.機能維持の確認に用いる設計用
地震力

第2-1表 設計用地震力
(1) 静的地震力
(2) 動的地震力
(3) 設計用地震力

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【3. 耐震設計上の重要度分類及
び重大事故等対処施設の設備分
類】
【3.2 重大事故等対処施設の設
備分類】
・耐震設計上の分類に基づき耐震
評価を行う申請設備の設備分類に
ついて「Ⅳ－１－１－３ 重要度分
類及び重大事故等対処施設の設
備分類の基本方針」の第4.3-1表
に示す。

Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び
重大事故等対処施設の設備分類
の基本方針
【4.重大事故等対処施設の設備
分類】
【4.3 重大事故等対処施設の区
分】
・重大事故等対処施設の耐震設
計上の設備分類を第4.3-1表に示
す。
・同表には，当該施設を支持する
建物・構築物の支持機能が維持さ
れることを確認する検討用地震動に
ついても併記する。

○ 基本方針

―

定義

―

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【4.設計用地震力】
【4.1 地震力の算定方法】
・耐震設計に用いる地震力の算定
は以下の方法による。

【4.2 設計用地震力】
・「4.1 地震力の算定方法」に基づ
く設計用地震力は「Ⅳ－１－１－
８ 機能維持の基本方針」の第2-1
表に示す地震力に従い算定するも
のとする。

Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本
方針
【2.機能維持の確認に用いる設計
用地震力】
・機能維持の確認に用いる設計用
地震力については，「Ⅳ－１－１
耐震設計の基本方針」の「4.設計
用地震力」に示す設計用地震力の
算定方法に基づくこととし，具体的
な算定方法は第2-1表に示す。
・当該申請における機器・配管系の
設計用地震力の算定に際しては，
「Ⅳ－１－１－６ 設計用床応答
曲線の作成方針」に定める方法に
て設定した設計用床応答曲線を用
いる。

第2-1表 設計用地震力
(1) 静的地震力
a. 安全機能を有する施設
(2) 動的地震力
a. 安全機能を有する施設
(3) 設計用地震力
a. 安全機能を有する施設

―

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
3. 耐震設計上の重要度分類及び
重大事故等対処施設の設備分類
3.2 重大事故等対処施設の設備
分類

Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び
重大事故等対処施設の設備分類
の基本方針
4.重大事故等対処施設の設備分
類
4.3 重大事故等対処施設の区分

―

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
4. 設計用地震力
4.1 地震力の算定方法
4.1.1 静的地震力

基本方針

―

―

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【3. 耐震設計上の重要度分類及
び重大事故等対処施設の設備分
類】
【3.2 重大事故等対処施設の設
備分類】
(1)常設重大事故等対処設備
a.常設耐震重要重大事故等対処
設備
・常設重大事故等対処設備であっ
て，耐震重要施設に属する設計基
準事故に対処するための設備が有
する機能を代替するもの。
b.常設耐震重要重大事故等対処
設備以外の常設重大事故等対処
設備
・常設重大事故等対処設備であっ
て，上記a. 以外のもの。

基本方針

基本方針 ―
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(13/35)

説明対象 申請対象設備
（２項変更①） 仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象 申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

要求種別 添付書類　説明内容（２）添付書類　構成（２）

第１回

主な設備 展開事項 添付書類　構成（１） 添付書類　説明内容（１）項目
番号 基本設計方針

49 安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設の動的解析においては，地
盤の諸定数も含めて材料のばらつきによる変動幅を適切に考慮する。

定義 基本方針 基本方針 Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
4.設計用地震力
4.1 地震力の算定方法
4.1.2 動的地震力

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【4.設計用地震力】
【4.1 地震力の算定方法】
【4.1.2 動的地震力】
・動的解析におけるばらつきの考慮

― ― ○ 基本方針 ― Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
4.設計用地震力
4.1 地震力の算定方法
4.1.2 動的地震力

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【4.設計用地震力】
【4.1 地震力の算定方法】
【4.1.2 動的地震力】
・安全機能を有する施設の動的解
析においては，地盤の諸定数も含
めて材料のばらつきによる材料定数
の変動幅を適切に考慮する。

○ 基本方針 基本方針 ― ― ― Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
4.設計用地震力
4.1 地震力の算定方法
4.1.2 動的地震力

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【4.設計用地震力】
【4.1 地震力の算定方法】
【4.1.2 動的地震力】
・安全機能を有する施設及び重大
事故等対処施設の動的解析におい
ては，地盤の諸定数も含めて材料
のばらつきによる材料定数の変動幅
を適切に考慮する。

―

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
4.設計用地震力
4.1 地震力の算定方法
4.1.2 動的地震力

基本方針
施設共通　基本設計方針
(動的地震力の組合せ方法)

―

第１回と同一

基本方針 Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
4. 設計用地震力
4.1 地震力の算定方法
4.1.2 動的地震力

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【4.設計用地震力】
【4.1 地震力の算定方法】
【4.1.2 動的地震力】
・重大事故等対処施設について
は，常設耐震重要重大事故等対
処設備が設置される重大事故等対
処施設に基準地震動Ｓｓによる地
震力を適用する。
・常設耐震重要重大事故等対処
設備以外の常設重大事故等対処
設備が設置される重大事故等対処
施設のうち，Ｂクラスの施設の機能
を代替する共振のおそれのある施設
については，共振のおそれのあるＢ
クラス施設に適用する地震力を適
用する。
・常設耐震重要重大事故等対処
設備以外の常設重大事故等対処
設備で，代替する安全機能を有す
る施設がない常設重大事故等対処
設備のうち，Ｓクラスの施設は常設
耐震重要重大事故等対処設備に
適用する地震力を適用する。
・重大事故等対処施設のうち，安
全機能を有する施設の基本構造と
異なる施設については，適用する地
震力に対して，要求される機能及
び構造健全性が維持されることを確
認するため，当該施設の構造を適
切にモデル化した上での地震応答
解析，加振試験等を実施する。

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【4.設計用地震力】
【4.1 地震力の算定方法】
【4.1.2 動的地震力】
・安全機能を有する施設について
は，動的地震力は，Ｓクラスの施
設及びＢクラスの施設のうち共振の
おそれのあるものに適用する。
・Ｓクラスの施設については，基準
地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震
動Ｓｄから定める入力地震動を適
用する。
・Ｂクラスの施設のうち共振のおそれ
のあるものについては，弾性設計用
地震動Ｓｄから定める入力地震動
の振幅を2分の1にしたものによる地
震力を適用する。

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
4.設計用地震力
4.1 地震力の算定方法
4.1.2 動的地震力

○

第１回と同一

―

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
4. 設計用地震力
4.1 地震力の算定方法
4.1.1 静的地震力

第１回と同一基本方針

○

―

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
4.設計用地震力
4.1 地震力の算定方法
4.1.1 静的地震力

― ―

基本方針

―

○

基本方針
評価条件

―

―

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【4.設計用地震力】
【4.1 地震力の算定方法】
【4.1.2 動的地震力】
・動的地震力の水平2方向及び鉛
直方向地震力の組合せ
・既住の耐震計算に対する影響確
認の方針の添付書類展開先

○

46

47

動的地震力は，水平2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて算定
する。水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響確認に当たって
は，水平1方向及び鉛直方向地震力を組み合わせた既往の耐震計算への影
響が考えられる施設，設備の部位を抽出し，建物・構築物の3次元応答性状
及びそれによる機器・配管系への影響を考慮した上で，既往の方法を用いた耐
震性に及ぼす影響を評価する。

45

基本方針
施設共通　基本設計方針
(動的地震力の組合せ方法)

基本方針48

基本方針

―

定義

定義

定義

50

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【4.設計用地震力】
【4.1 地震力の算定方法】
【4.1.2 動的地震力】
・Ｓクラス施設及びＢクラス施設に
適用する動的地震力の算定方法

重大事故等対処施設については，常設耐震重要重大事故等対処設備が設
置される重大事故等対処施設に基準地震動Ｓｓによる地震力を適用する。
常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設
置される重大事故等対処施設のうち，Ｂクラスに属する施設の機能を代替す
る施設であって共振のおそれのある施設については，「b.　動的地震力」に示す
共振のおそれのあるＢクラス施設に適用する地震力を適用する。
また，常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設
備で，代替する安全機能を有する施設がない常設重大事故等対処設備のう
ち，Ｓクラスの施設は常設耐震重要重大事故等対処設備に適用する地震力
を適用する。
なお，重大事故等対処施設のうち，安全機能を有する施設の基本構造と異
なる施設については，適用する地震力に対して，要求される機能及び構造健
全性が維持されることを確認するため，当該施設の構造を適切にモデル化した
上での地震応答解析，加振試験等を実施する。

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【4.設計用地震力】
【4.1 地震力の算定方法】
【4.1.1 静的地震力】
(2)機器・配管系
・静的地震力は，上記(1)に示す
地震層せん断力係数Ｃｉに施設の
耐震重要度に応じた係数を乗じた
ものを水平震度として，当該水平
震度及び上記(1)の鉛直震度をそ
れぞれ20%増しとした震度より求め
るものとする。
・Ｓクラスの施設については，水平
地震力と鉛直地震力は同時に不
利な方向の組合せで作用するものと
する。ただし，鉛直震度は高さ方向
に一定とする。
・上記(1)及び(2)の標準せん断力
係数Ｃ０等の割増し係数について
は，耐震性向上の観点から，一般
産業施設及び公共施設の耐震基
準との関係を考慮して設定する。

基本方針

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
4.設計用地震力
4.1 地震力の算定方法
4.1.2 動的地震力

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【4.設計用地震力】
【4.1 地震力の算定方法】
【4.1.1 静的地震力】
(1)建物・構築物
・建物・構築物に適用する静的地
震力の算定方法

―

― ○

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【4.設計用地震力】
【4.1 地震力の算定方法】
【4.1.1 静的地震力】
(2)機器・配管系
・機器・配管系に適用する静的地
震力の算定方法

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
4. 設計用地震力
4.1 地震力の算定方法
4.1.2 動的地震力

評価要求

基本方針

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
4.設計用地震力
4.1 地震力の算定方法
4.1.2 動的地震力

(b)　機器・配管系
耐震重要度の各クラスの地震力は，上記(a)に示す地震層せん断力係数Ｃｉ

に施設の耐震重要度に応じた係数を乗じたものを水平震度とし，当該水平震
度及び上記(a)の鉛直震度をそれぞれ20%増しとした震度より求めるものとす
る。
Ｓクラスの施設については，水平地震力と鉛直地震力は同時に不利な方向の
組合せで作用するものとする。ただし，鉛直震度は高さ方向に一定とする。
上記(a)及び(b)の標準せん断力係数Ｃ０等の割増し係数については，耐震
性向上の観点から，一般産業施設及び公共施設の耐震基準との関係を考慮
して設定する。

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
4.設計用地震力
4.1 地震力の算定方法
4.1.1 静的地震力

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
4.設計用地震力
4.1 地震力の算定方法
4.1.1 静的地震力

―

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【4.設計用地震力】
【4.1 地震力の算定方法】
【4.1.2 動的地震力】
・常設耐震重要重大事故等対処
設備が設置される重大事故等対処
施設に適用する地震力
・常設耐震重要重大事故等対処
設備以外の常設重大事故等対処
設備が設置される重大事故等対処
施設のうち，Ｂクラス施設の機能を
代替する施設であって共振のおそれ
のある施設に適用する地震力
・常設耐震重要重大事故等対処
設備以外の常設重大事故等対処
設備で，代替する安全機能を有す
る施設がない常設重大事故等対処
設備のうち，Ｓクラスの施設に適用
する地震力

評価条件

定義

b.　動的地震力
安全機能を有する施設について，Ｓクラスの施設の設計に適用する動的地震
力は，基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄから定める入力地震動
を適用する。
Ｂクラスの施設のうち共振のおそれのある施設については，上記Ｓクラスの施設
に適用する弾性設計用地震動Ｓｄに2分の1を乗じたものから定める入力地震
動を適用する。

―

評価条件

評価条件 ―

―

―

(a)　建物・構築物
水平地震力は，地震層せん断力係数Ｃｉに，次に示す施設の耐震重要度
に応じた係数を乗じ，さらに当該層以上の重量を乗じて算定するものとする。
Ｓクラス　　3.0
Ｂクラス　　1.5
Ｃクラス　　1.0
ここで，地震層せん断力係数Ｃｉは，標準せん断力係数Ｃ０を0.2以上と
し，建物・構築物の振動特性，地盤の種類等を考慮して求められる値とする。
また，必要保有水平耐力の算定においては，地震層せん断力係数Ｃｉに乗
じる施設の耐震重要度に応じた係数は，耐震重要度の各クラスともに1.0と
し，その際に用いる標準せん断力係数Ｃ０は1.0以上とする。
Ｓクラスの施設については，水平地震力と鉛直地震力が同時に不利な方向の
組合せで作用するものとする。鉛直地震力は，震度0.3以上を基準とし，建
物・構築物の振動特性及び地盤の種類等を考慮し，高さ方向に一定として求
めた鉛直震度より算定する。

― Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【4.設計用地震力】
【4.1 地震力の算定方法】
【4.1.1 静的地震力】
(1)建物・構築物
・水平地震力は，地震層せん断力
係数Ｃｉに，次に示す施設の耐震
重要度に応じた係数を乗じ，さらに
当該層以上の重量を乗じて算定す
るものとする。
Ｓクラス　　3.0
Ｂクラス　　1.5
Ｃクラス　　1.0
・地震層せん断力係数Ｃｉは，標
準せん断力係数Ｃ０を0.2以上と
し，建物・構築物の振動特性，地
盤の種類等を考慮して求められる値
とする。
・必要保有水平耐力の算定におい
ては，地震層せん断力係数Ｃｉに
乗じる施設の耐震重要度に応じた
係数は，Ｓクラス，Ｂクラス及びＣ
クラスともに1.0とし，その際に用いる
標準せん断力係数Ｃ０は1.0以上
とする。
・Ｓクラスの施設については，水平
地震力と鉛直地震力が同時に不利
な方向の組合せで作用するものとす
る。鉛直地震力は，震度0.3以上
を基準とし，建物・構築物の振動
特性及び地盤の種類等を考慮し，
高さ方向に一定として求めた鉛直震
度より算定する。

基本方針

評価条件基本方針

―

― ― ―

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【4.設計用地震力】
【4.1 地震力の算定方法】
【4.1.2 動的地震力】
・動的地震力は，水平2方向及び
鉛直方向について適切に組み合わ
せて算定する。水平2方向及び鉛
直方向地震力の組合せによる影響
確認に当たっては，水平1方向及
び鉛直方向地震力を組み合わせた
既往の耐震計算への影響が考えら
れる施設，設備の部位を抽出し，
建物・構築物の3次元応答性状及
びそれによる機器・配管系への影響
を考慮した上で，既往の方法を用
いた耐震性に及ぼす影響を評価す
る。その方針を「Ⅳ－１－１－７
水平２方向及び鉛直方向地震力
の組合せに関する影響評価方針」
に示す。

第１回と同一
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(14/35)

説明対象 申請対象設備
（２項変更①） 仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象 申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

要求種別 添付書類　説明内容（２）添付書類　構成（２）

第１回

主な設備 展開事項 添付書類　構成（１） 添付書類　説明内容（１）項目
番号 基本設計方針

52 Ｂクラスの施設及びＢクラス施設の機能を代替する常設重大事故等対処設備
が設置される重大事故等対処施設のうち共振のおそれがあり，動的解析が必
要なものに対しては，弾性設計用地震動Ｓｄに2分の1を乗じたものを用い
る。

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【4. 設計用地震力】
【4.1 地震力の算定方法】
【4.1.2 動的地震力】
・動的解析においては，地盤の諸
定数も含めて材料のばらつきによる
材料定数の変動幅を適切に考慮す
る。

(1)　入力地震動
・地質調査の結果によれば，重要
な再処理施設の設置位置周辺
は，新第三紀の鷹架層が十分な
広がりをもって存在することが確認さ
れている。
解放基盤表面は，この新第三紀の
鷹架層のＳ波速度が0.7km/s以
上を有する標高約－70mの位置に
想定することとする。
・基準地震動Ｓｓ及び弾性設計
用地震動Ｓｄは，解放基盤表面
で定義する。
・建物・構築物の地震応答解析モ
デルに対する入力地震動は，解放
基盤表面からの地震波の伝播特性
を適切に考慮した上で，必要に応
じ2次元ＦＥＭ解析又は1次元波
動論により，地震応答解析モデル
の入力位置で評価した入力地震動
を設定する。また，必要に応じて地
盤の非線形応答に関する動的変形
特性を考慮することとし，地盤のひ
ずみに応じた地盤物性値を用いて
作成する。
・非線形性の考慮に当たっては，地
下水排水設備による地下水位の低
下状態を踏まえ評価する。
・地下水排水設備の外側に配置さ
れる建物・構築物については，施設
の構造上の特徴，施設の周辺地
盤及び周辺施設の配置状況を踏ま
え，液状化による影響が生じるおそ
れがある場合には，その影響につい
て確認する。
・入力地震動の設定に用いる地下
構造モデルについては，地震動評
価で考慮した敷地全体の地下構造
及び対象建物・構築物の直下又は
周辺の地質・速度構造の特徴を踏
まえて適切に設定する。また，必要
に応じ敷地における観測記録による
検証や最新の科学的・技術的知見
を踏まえ，地質・速度構造等の地
盤条件を設定する。
・Ｂクラスの施設のうち共振のおそれ
があり，動的解析が必要なものに対
しては，弾性設計用地震動Ｓｄに
2 分の1 を乗じたものを用いる。

Ⅳ－１－１－１ 基準地震動Ｓ
ｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄの
概要
【5. 敷地地盤の振動特性】
【5.1 解放基盤表面の設定】
・各種地質調査結果より，敷地の
地盤は速度構造的に特異性を有す
る地盤ではないと考えられる。解放
基盤表面については，敷地地下で
著しい高低差がなく，ほぼ水平で相
当な拡がりを有し，著しい風化を受
けていない岩盤である鷹架層におい
て，Ｓ波速度が概ね0.7km/s以
上となる標高-70mの位置に設定し
た。

Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の
基本方針
【2. 地震応答解析の方針】
【2.1 建物・構築物】
【2.1.1 建物・構築物(2.1.2に記
載のものを除く。)】
(1) 入力地震動
・解放基盤表面は，Ｓ波速度が
0.7km/s以上であるT.M.S.L.-
70mとしている。
・建物・構築物の地震応答解析に
おける入力地震動は，解放基盤表
面で定義される基準地震動Ｓｓ及
び弾性設計用地震動Ｓｄを基
に，対象建物・構築物の地盤条件
を適切に考慮した上で，必要に応
じ2次元FEM解析又は1次元波動
論により，地震応答解析モデルの
入力位置で評価した入力地震動を
設定する。
・建物・構築物の地震応答解析に
おける入力地震動は，地震動評価
で考慮した敷地全体の地下構造及
び対象建物・構築物の直下又は周
辺の地質・速度構造の特徴を踏ま
えて適切に設定した地下構造モデ
ルを用いて設定するとともに，地盤
の非線形応答に関する動的変形特
性を考慮する。地盤の動的変形特
性を考慮した入力地震動の算定に
当たっては，地盤のひずみの大きさ
に応じて解析手法の適用性に留意
する。地下水排水設備の外側に配
置される建物・構築物については，
杭基礎，地下躯体等の構造上の
特徴，施設の周辺地盤及び周辺
施設の配置状況を踏まえ，液状化
による影響が生じるおそれがある場
合には，その影響について確認す

基本方針 ― ― Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
4. 設計用地震力
4.1 地震力の算定方法
4.1.2 動的地震力

Ⅳ－１－１－１ 基準地震動Ｓ
ｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄの
概要
5. 敷地地盤の振動特性
5.1 解放基盤表面の設定

Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の
基本方針
2. 地震応答解析の方針
2.1 建物・構築物
2.1.1 建物・構築物(2.1.2に記
載のものを除く。)
(1) 入力地震動
2.1.2　屋外重要土木構造物
(1) 入力地震動
2.2 機器・配管系
(1) 入力地震動又は入力地震力

【2.1.2　屋外重要土木構造物】
(1) 入力地震動
・屋外重要土木構造物の地震応
答解析における入力地震動は，解
放基盤表面で定義される基準地震
動Ｓｓ及び弾性設計用地震動S
ｄを基に，対象構造物の地盤条
件を適切に考慮した上で，必要に
応じ2次元FEM解析又は1次元波
動論により，地震応答解析モデル
の入力位置で評価した入力地震動
を設定する。地盤条件を考慮する
場合には，地震動評価で考慮した
敷地全体の地下構造との関係にも
留意し，地盤の非線形応答に関す
る動的変形特性を考慮する。
・地下水排水設備の外側に配置さ
れる屋外重要土木構造物について
は，杭基礎，地下躯体等の構造
上の特徴，施設の周辺地盤及び
周辺施設の配置状況を踏まえ，液
状化による影響が生じるおそれがあ
る場合には，その影響について確認
する。

【2.2 機器・配管系】
(1) 入力地震動又は入力地震力
・機器・配管系の地震応答解析に
おける入力地震動又は入力地震力
は，基準地震動Ｓｓ及び弾性設
計用地震動Ｓｄ又は当該機器・
配管系の設置床における設計用床
応答曲線若しくは時刻歴応答波と
する。
・建屋応答解析における各入力地
震動が接地率に与える影響を踏ま
え，誘発上下動を考慮するモデル
を用いている場合については，鉛直
方向の加速度応答時刻歴に，誘
発上下動を考慮することとする。
・安全機能を有する施設における耐
震Ｂクラスの機器・配管系のうち共
振のおそれがあり，動的解析が必
要なものに対しては，弾性設計用
地震動Ｓｄを基に線形解析により
作成した設計用床応答曲線の応
答加速度を2分の1倍したものを用
いる。

○ Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
4.設計用地震力
4.1 地震力の算定方法
4.1.2 動的地震力

Ⅳ－１－１－１ 基準地震動Ｓ
ｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄの
概要
5. 敷地地盤の振動特性
5.1 解放基盤表面の設定

Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の
基本方針
2. 地震応答解析の方針
2.1 建物・構築物
2.1.1 建物・構築物(2.1.2に記
載のものを除く。)
(1) 入力地震動
2.1.2　屋外重要土木構造物
(1) 入力地震動

2.2 機器・配管系
(1) 入力地震動又は入力地震力

基本方針
設計方針
評価条件

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
4.設計用地震力
4.1 地震力の算定方法
4.1.2 動的地震力

51 基本方針 Ⅳ－１－１－１ 基準地震動Ｓ
ｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄの
概要
【5. 敷地地盤の振動特性】
【5.1 解放基盤表面の設定】
・鷹架層の分布及び解放基盤表面
の設定

Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の
基本方針
【2. 地震応答解析の方針】
【2.1 建物・構築物】
【2.1.1 建物・構築物(2.1.2に記
載のものを除く。)】
(1) 入力地震動
・建物・構築物の地震応答解析に
おける入力地震動設定方針
・伝搬特性，地盤の非線形性，
施設位置，観測記録を踏まえた留
意事項

【2.1.2　屋外重要土木構造物】
(1) 入力地震動
・屋外重要土木構造物の地震応
答解析における入力地震動設定方
針
・地盤条件を考慮する場合の留意
事項及び地盤の非線形応答に関
する考慮事項

【2.2 機器・配管系】
(1) 入力地震動又は入力地震力
・機器・配管系の地震応答解析に
おける入力地震動又は入力地震力

Ⅳ－１－１－１ 基準地震動Ｓ
ｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄの
概要
5. 敷地地盤の振動特性
5.1 解放基盤表面の設定

Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の
基本方針
2. 地震応答解析の方針
2.1 建物・構築物
2.1.1 建物・構築物(2.1.2に記
載のものを除く。)
(1) 入力地震動
2.1.2　屋外重要土木構造物
(1) 入力地震動
2.2 機器・配管系
(1) 入力地震動又は入力地震力

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【4.設計用地震力】
【4.1 地震力の算定方法】
【4.1.2 動的地震力】
・動的解析における地盤の考慮

(a)　入力地震動
地質調査の結果によれば，重要な再処理施設の設置位置周辺は，新第三
紀の鷹架層が十分な広がりをもって存在することが確認されている。
解放基盤表面は，この新第三紀の鷹架層のＳ波速度が0.7km/s以上を有
する標高約-70ｍの位置に想定することとする。
基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄは，解放基盤表面で定義す
る。
建物・構築物の地震応答解析モデルに対する入力地震動は，解放基盤表面
からの地震波の伝播特性を適切に考慮した上で，必要に応じ2次元FEM解析
又は1次元波動論により，地震応答解析モデルの入力位置で評価した入力地
震動を設定する。また，必要に応じて地盤の非線形応答に関する動的変形特
性を考慮することとし，地盤のひずみに応じた地盤物性値を用いて作成する。
非線形性の考慮に当たっては，地下水排水設備による地下水位の低下状態
を踏まえ評価する。
地下水排水設備の外側に配置される建物・構築物については，施設の構造
上の特徴，施設の周辺地盤及び周辺施設の配置状況を踏まえ，液状化によ
る影響が生じるおそれがある場合には，その影響について確認する。
地盤条件を考慮する場合には，地震動評価で考慮した敷地全体の地下構造
との関係や対象建物・構築物の直下又は周辺の地質・速度構造の違いにも留
意する。
また，必要に応じ敷地における観測記録による検証や最新の科学的・技術的
知見を踏まえ，地質・速度構造等の地盤条件を設定する。

定義

【2.1.2　屋外重要土木構造物】
(1) 入力地震動
・屋外重要土木構造物の地震応
答解析における入力地震動は，解
放基盤表面で定義される基準地震
動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓ
ｄを基に，対象構造物の地盤条
件を適切に考慮した上で，必要に
応じ2次元FEM解析又は1次元波
動論により，地震応答解析モデル
の入力位置で評価した入力地震動
を設定する。地盤条件を考慮する
場合には，地震動評価で考慮した
敷地全体の地下構造との関係にも
留意し，地盤の非線形応答に関す
る動的変形特性を考慮する。
・地下水排水設備の外側に配置さ
れる屋外重要土木構造物について
は，杭基礎，地下躯体等の構造
上の特徴，施設の周辺地盤及び
周辺施設の配置状況を踏まえ，液
状化による影響が生じるおそれがあ
る場合には，その影響について確認
する。

【2.2 機器・配管系】
(1) 入力地震動又は入力地震力
・機器・配管系の地震応答解析に
おける入力地震動又は入力地震力
は，基準地震動Ｓｓ及び弾性設
計用地震動Ｓｄ又は当該機器・
配管系の設置床における設計用床
応答曲線若しくは時刻歴応答波と
する。
・建屋応答解析における各入力地
震動が接地率に与える影響を踏ま
え，誘発上下動を考慮するモデル
を用いている場合については，鉛直
方向の加速度応答時刻歴に誘発
上下動を考慮することとする。
・安全機能を有する施設における耐
震Ｂクラスの機器・配管系及び重
大事故等対処施設における耐震Ｂ
クラスの施設の機能を代替する重大
事故防止設備が設置される重大事
故等対処施設の機器・配管系のう
ち共振のおそれがあり，動的解析が
必要なものに対しては，弾性設計
用地震動Ｓｄを基に線形解析によ
り作成した設計用床応答曲線の応
答加速度を2分の1倍したものを用
いる。

―基本方針― ○ 基本方針 Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【4. 設計用地震力】
【4.1 地震力の算定方法】
【4.1.2 動的地震力】
・動的解析においては，地盤の諸
定数も含めて材料のばらつきによる
材料定数の変動幅を適切に考慮す
る。

(1)　入力地震動
・地質調査の結果によれば，重要
な再処理施設の設置位置周辺
は，新第三紀の鷹架層が十分な
広がりをもって存在することが確認さ
れている。
解放基盤表面は，この新第三紀の
鷹架層のＳ波速度が0.7km/s以
上を有する標高約－70mの位置に
想定することとする。
・基準地震動Ｓｓ及び弾性設計
用地震動Ｓｄは，解放基盤表面
で定義する。
・建物・構築物の地震応答解析モ
デルに対する入力地震動は，解放
基盤表面からの地震波の伝播特性
を適切に考慮した上で，必要に応
じ2次元ＦＥＭ解析又は1次元波
動論により，地震応答解析モデル
の入力位置で評価した入力地震動
を設定する。また，必要に応じて地
盤の非線形応答に関する動的変形
特性を考慮することとし，地盤のひ
ずみに応じた地盤物性値を用いて
作成する。
・非線形性の考慮に当たっては，地
下水排水設備による地下水排水
設備による地下水位の低下状態を
踏まえ評価する。
・地下水排水設備の外側に配置さ
れる建物・構築物については，施設
の構造上の特徴，施設の周辺地
盤及び周辺施設の配置状況を踏ま
え，液状化による影響が生じるおそ
れがある場合には，その影響につい
て確認する。
・入力地震動の設定に用いる地下
構造モデルについては，地震動評
価で考慮した敷地全体の地下構造
及び対象建物・構築物の直下又は
周辺の地質・速度構造の特徴を踏
まえて適切に設定する。また，必要
に応じ敷地における観測記録による
検証や最新の科学的・技術的知見
を踏まえ，地質・速度構造等の地
盤条件を設定する。
・Ｂクラスの施設のうち共振のおそれ
があり，動的解析が必要なものに対
しては，弾性設計用地震動Ｓｄに
2 分の1 を乗じたものを用いる。

Ⅳ－１－１－１ 基準地震動Ｓ
ｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄの
概要
【5. 敷地地盤の振動特性】
【5.1 解放基盤表面の設定】
・各種地質調査結果より，敷地の
地盤は速度構造的に特異性を有す
る地盤ではないと考えられる。解放
基盤表面については，敷地地下で
著しい高低差がなく，ほぼ水平で相
当な拡がりを有し，著しい風化を受
けていない岩盤である鷹架層におい
て，Ｓ波速度が概ね0.7km/s以
上となる標高-70mの位置に設定し
た。

Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の
基本方針
【2. 地震応答解析の方針】
【2.1 建物・構築物】
【2.1.1 建物・構築物(2.1.2に記
載のものを除く。)】
(1) 入力地震動
・解放基盤表面は，Ｓ波速度が
0.7km/s以上であるT.M.S.L.-
70mとしている。
・建物・構築物の地震応答解析に
おける入力地震動は，解放基盤表
面で定義される基準地震動Ｓｓ及
び弾性設計用地震動Ｓｄを基
に，対象建物・構築物の地盤条件
を適切に考慮した上で，必要に応
じ2次元FEM解析又は1次元波動
論により，地震応答解析モデルの
入力位置で評価した入力地震動を
設定する。
・建物・構築物の地震応答解析に
おける入力地震動は，地震動評価
で考慮した敷地全体の地下構造及
び対象建物・構築物の直下又は周
辺の地質・速度構造の特徴を踏ま
えて適切に設定した地下構造モデ
ルを用いて設定するとともに，地盤
の非線形応答に関する動的変形特
性を考慮する。地盤の動的変形特
性を考慮した入力地震動の算定に
当たっては，地盤のひずみの大きさ
に応じて解析手法の適用性に留意
する。地下水排水設備の外側に配
置される建物・構築物については，
杭基礎，地下躯体等の構造上の
特徴，施設の周辺地盤及び周辺
施設の配置状況を踏まえ，液状化
による影響が生じるおそれがある場
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(15/35)

説明対象 申請対象設備
（２項変更①） 仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象 申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

要求種別 添付書類　説明内容（２）添付書類　構成（２）

第１回

主な設備 展開事項 添付書類　構成（１） 添付書類　説明内容（１）項目
番号 基本設計方針

○ 安全冷却水系 Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【4.設計用地震力】
【4.1 地震力の算定方法】
【4.1.2 動的地震力】
(2)　動的解析法
動的解析の方法，設計用減衰定
数等については，「Ⅳ－１－１－
５ 地震応答解析の基本方針」
に，設計用床応答曲線の作成方
法については，「Ⅳ－１－１－６
設計用床応答曲線の作成方針」に
示す。

【10.耐震計算の基本方針】
【10.1 建物・構築物】
・建物・構築物の評価は，基準地
震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動
Ｓｄを基に設定した入力地震動に
対する構造全体としての変形，並
びに地震応答解析による地震力及
び「4.　設計用地震力」で示す設計
用地震力による適切な応力解析に
基づいた地震応力と，組み合わす
べき地震力以外の荷重により発生
する局部的な応力が，「5.　機能
維持の基本方針」で示す許容限界
内にあることを確認すること(解析に
よる設計)により行う。
・評価手法は，以下に示す解析法
によりJEAG4601に基づき実施する
ことを基本とする。また，評価に当
たっては，材料物性のばらつき等を
適切に考慮する。
　・時刻歴応答解析法
　・FEM等を用いた応力解析法
　・スペクトルモーダル解析法
・建物・構築物の動的解析において
は，地下水排水設備による地下水
位の低下を考慮して適切な解析手
法を選定する。このうち，地下水排
水設備の外側に配置される建物・
構築物については，施設の構造上
の特徴，施設の周辺地盤及び周
辺施設の配置状況を踏まえ，液状
化による影響が生じるおそれがある
場合には，その影響について確認す
る。ここで，地震時の地盤の有効応
力の変化に応じた影響を考慮する
場合は，有効応力解析を実施す
る。有効応力解析に用いる液状化
強度特性は，敷地の原地盤におけ
る代表性及び網羅性を踏まえた上
で保守性を考慮して設定する。
・具体的な評価手法は，「Ⅳ－２
再処理施設の耐震性に関する計算
書」に示す。
・設備の補強や追加等の改造工事
に伴う地震応答解析モデルに重量
増加を反映していない施設について
は，重量増加による影響検討を行
い，影響が否定できない施設は地
震応答解析モデルに反映する。影
響が軽微な施設は影響検討した結
果を「Ⅳ－２－１　再処理設備本
体等に係る耐震性に関する計算
書」の地震応答計算書に示す。

＜建物・構築物＞
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
第１軽油貯槽
第２軽油貯槽
重油タンク室

＜系統＞
安全冷却水系

―

Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の
基本方針
【2. 地震応答解析の方針】
【2.1 建物・構築物】
【2.1.1 建物・構築物(2.1.2に記
載のものを除く。)】
(2) 解析方法及び解析モデル
・動的解析による地震力の算定に
当たっては，地震応答解析手法の
適用性，適用限界等を考慮の
上，適切な解析法を選定するととも
に，建物・構築物に応じた適切な
解析条件を設定する。また，原則と
して，建物・構築物の地震応答解
析及び床応答曲線の作成は，線
形解析及び非線形解析に適用可
能な時刻歴応答解析法による。
・建物・構築物の動的解析に当たっ
ては，建物・構築物の剛性はそれら
の形状，構造特性等を十分考慮
して評価し，集中質点系等に置換
した解析モデルを設定する。
・動的解析には，建物・構築物と
地盤との相互作用を考慮するものと
し，解析モデルの地盤のばね定数
は，基礎版の平面形状，基礎側
面と地盤の接触状況及び地盤の剛
性等を考慮して定める。各入力地
震動が接地率に与える影響を踏ま
えて，地盤ばねには必要に応じ
て，基礎浮上りによる非線形性又
は誘発上下動を考慮できる浮上り
非線形性を考慮するものとする。設
計用地盤定数の設定に当たって
は，地盤の構造特性の考慮とし
て，地震動評価で考慮した敷地全
体の地下構造との関係や対象建
物・構築物位置での地質・速度構
造の違いにも留意し，原則として，
弾性波試験によるものを用いる。
・地盤－建物・構築物連成系の減
衰定数は，振動エネルギの地下逸
散及び地震応答における各部のひ
ずみレベルを考慮して定める。
・Ｓクラスの施設を支持する建物・
構築物の支持機能を検討するため
の動的解析において，建物・構築
物の主要構造要素がある程度以上
弾性範囲を超える場合には，その
弾塑性挙動を適切に模擬した復元
力特性を考慮した地震応答解析を
行う。
・地震応答解析に用いる材料定数
については，材料物性のばらつき等
を適切に考慮する。また，ばらつき
による変動が建物・構築物の振動
性状や応答性状に及ぼす影響とし
て考慮すべきばらつきの要因を選定
した上で，選定された要因を考慮し
た動的解析により設計用地震力を
設定する。

―Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
4.設計用地震力
4.1 地震力の算定方法
4.1.2 動的地震力

10.耐震計算の基本方針
10.1 建物・構築物

Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の
基本方針
2. 地震応答解析の方針
2.1 建物・構築物
2.1.1 建物・構築物(2.1.2に記
載のものを除く。)
(2) 解析方法及び解析モデル

Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の
基本方針
【2. 地震応答解析の方針】
【2.1 建物・構築物】
【2.1.1 建物・構築物(2.1.2に記
載のものを除く。)】
(2) 解析方法及び解析モデル
・動的解析による地震力の算定に
当たっては，地震応答解析手法の
適用性，適用限界等を考慮の
上，適切な解析法を選定するととも
に，建物・構築物に応じた適切な
解析条件を設定する。また，原則と
して，建物・構築物の地震応答解
析及び床応答曲線の作成は，線
形解析及び非線形解析に適用可
能な時刻歴応答解析法による。
・建物・構築物の動的解析に当たっ
ては，建物・構築物の剛性はそれら
の形状，構造特性等を十分考慮
して評価し，集中質点系等に置換
した解析モデルを設定する。
・動的解析には，建物・構築物と
地盤との相互作用を考慮するものと
し，解析モデルの地盤のばね定数
は，基礎版の平面形状，基礎側
面と地盤の接触状況及び地盤の剛
性等を考慮して定める。各入力地
震動が接地率に与える影響を踏ま
えて，地盤ばねには必要に応じ
て，基礎浮上りによる非線形性又
は誘発上下動を考慮できる浮上り
非線形性を考慮するものとする。設
計用地盤定数の設定に当たって
は，地盤の構造特性の考慮とし
て，地震動評価で考慮した敷地全
体の地下構造との関係や対象建
物・構築物位置での地質・速度構
造の違いにも留意し，原則として，
弾性波試験によるものを用いる。
・地盤－建物・構築物連成系の減
衰定数は，振動エネルギの地下逸
散及び地震応答における各部のひ
ずみレベルを考慮して定める。
・Ｓクラスの施設を支持する建物・
構築物の支持機能を検討するため
の動的解析において，建物・構築
物の主要構造要素がある程度以上
弾性範囲を超える場合には，その
弾塑性挙動を適切に模擬した復元
力特性を考慮した地震応答解析を
行う。
・地震応答解析に用いる材料定数
については，材料物性のばらつき等
を適切に考慮する。また，ばらつき
による変動が建物・構築物の振動
性状や応答性状に及ぼす影響とし
て考慮すべきばらつきの要因を選定
した上で，選定された要因を考慮し
た動的解析により設計用地震力を
設定する。

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【4.設計用地震力】
【4.1 地震力の算定方法】
【4.1.2 動的地震力】
(2)　動的解析法
動的解析の方法，設計用減衰定
数等については，「Ⅳ－１－１－
５ 地震応答解析の基本方針」
に，設計用床応答曲線の作成方
法については，「Ⅳ－１－１－６
設計用床応答曲線の作成方針」に
示す。

【10.耐震計算の基本方針】
【10.1 建物・構築物】
・建物・構築物の評価は，基準地
震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動
Ｓｄを基に設定した入力地震動に
対する構造全体としての変形，並
びに地震応答解析による地震力及
び「4.　設計用地震力」で示す設計
用地震力による適切な応力解析に
基づいた地震応力と，組み合わす
べき地震力以外の荷重により発生
する局部的な応力が，「5.　機能
維持の基本方針」で示す許容限界
内にあることを確認すること(解析に
よる設計)により行う。
・評価手法は，以下に示す解析法
によりJEAG4601に基づき実施する
ことを基本とする。また，評価に当
たっては，材料物性のばらつき等を
適切に考慮する。
　・時刻歴応答解析法
　・FEM等を用いた応力解析法
　・スペクトルモーダル解析法
・建物・構築物の動的解析において
は，地下水排水設備による地下水
位の低下を考慮して適切な解析手
法を選定する。このうち，地下水排
水設備の外側に配置される建物・
構築物については，施設の構造上
の特徴，施設の周辺地盤及び周
辺施設の配置状況を踏まえ，液状
化による影響が生じるおそれがある
場合には，その影響について確認す
る。ここで，地震時の地盤の有効応
力の変化に応じた影響を考慮する
場合は，有効応力解析を実施す
る。有効応力解析に用いる液状化
強度特性は，敷地の原地盤におけ
る代表性及び網羅性を踏まえた上
で保守性を考慮して設定する。
・具体的な評価手法は，「Ⅳ－２
再処理施設の耐震性に関する計算
書」に示す。
・設備の補強や追加等の改造工事
に伴う地震応答解析モデルに重量
増加を反映していない施設について
は，重量増加による影響検討を行
い，影響が否定できない施設は地
震応答解析モデルに反映する。影
響が軽微な施設は影響検討した結
果を「Ⅳ－２－１　再処理設備本
体等に係る耐震性に関する計算
書」の地震応答計算書に示す。

＜建物・構築物＞
前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建
屋
制御建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟
チャンネルボックス・バーナブルポイズン処
理建屋
ハル・エンドピース貯蔵建屋
主排気筒管理建屋
主排気筒
非常用電源建屋
緊急時対策建屋
燃料油貯蔵タンク
冷却塔
重油貯槽

＜系統＞
安全冷却水系

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
4.設計用地震力
4.1 地震力の算定方法
4.1.2 動的地震力

10.耐震計算の基本方針
10.1 建物・構築物

Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の
基本方針
2. 地震応答解析の方針
2.1 建物・構築物
2.1.1 建物・構築物(2.1.2に記
載のものを除く。)
(2) 解析方法及び解析モデル

Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の
基本方針
【2. 地震応答解析の方針】
【2.1 建物・構築物】
【2.1.1 建物・構築物(2.1.2に記
載のものを除く。)】
(2) 解析方法及び解析モデル
・適用限界等の考慮した解析法の
選定方針
・建物・構築物の構造特性等を考
慮した解析モデルの設定方針
・地盤の非線形応答等を考慮した
地盤定数の設定方針
・地盤－建物・構築物連成系の減
衰定数の設定方針
・主要構造要素の弾塑性挙動の考
慮
・材料のばらつきによる変動の考慮

評価方法
評価

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
4.設計用地震力
4.1 地震力の算定方法
4.1.2 動的地震力

10.耐震計算の基本方針
10.1 建物・構築物

53 定義
評価要求

基本方針
Ｓクラスの施設
常設耐震重要重大事故等対処設備が
設置される重大事故等対処施設
上記の間接支持構造物

Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の
基本方針
2. 地震応答解析の方針
2.1 建物・構築物
2.1.1 建物・構築物(2.1.2に記
載のものを除く。)
(2) 解析方法及び解析モデル

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【4.設計用地震力】
【4.1 地震力の算定方法】
【4.1.2 動的地震力】
・動的解析の方法についての添付
書類展開先

【10.耐震計算の基本方針】
【10.1 建物・構築物】
・建物・構築物における評価概要，
評価手法，評価に当たっての考慮
事項
・詳細な方針を示した添付書類展
開先
・動的解析におけるばらつきの考慮
及び解析方法の展開

(b)　動的解析法
イ.　建物・構築物
動的解析に当たっては，対象施設の形状，構造特性，振動特性等を踏ま
え，地震応答解析手法の適用性及び適用限界等を考慮のうえ，適切な解
析法を選定するとともに，建物・構築物に応じて十分な調査に基づく適切な解
析条件を設定する。動的解析は，原則として，時刻歴応答解析法を用いて
求めるものとする。
また，3次元応答性状等の評価は，線形解析に適用可能な周波数応答解
析法による。
建物・構築物の動的解析に当たっては，建物・構築物の剛性はそれらの形
状，構造特性，振動特性，減衰特性を十分考慮して評価し，集中質点系
に置換した解析モデルを設定する。
動的解析には，建物・構築物と地盤の相互作用及び埋込み効果を考慮する
ものとし，解析モデルの地盤のばね定数は，基礎版の平面形状，地盤の剛性
等を考慮して定める。地盤の剛性等については，必要に応じて地盤の非線形
応答を考慮することとし，地盤のひずみに応じた地盤物性値に基づくものとす
る。設計用地盤定数の設定に当たっては，地盤の構造特性の考慮として，地
震動評価で考慮した敷地全体の地下構造との関係や対象建物・構築物の直
下又は周辺の地質・速度構造の違いにも留意し，原則として，弾性波試験に
よるものを用いる。

地盤－建物・構築物連成系の減衰定数は，振動エネルギの地下逸散及び地
震応答における各部のひずみレベルを考慮して定める。
基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄに対する応答解析において，
主要構造要素がある程度以上弾性範囲を超える場合には，実験等の結果に
基づき，該当する建物部分の構造特性に応じて，その弾塑性挙動を適切に
模擬した復元力特性を考慮した応答解析を行う。
また，Ｓクラスの施設を支持する建物・構築物及び常設耐震重要重大事故
等対処設備が設置される重大事故等対処施設を支持する建物・構築物の支
持機能を検討するための動的解析において，当該施設を支持する建物・構築
物の主要構造要素がある程度以上弾性範囲を超える場合には，その弾塑性
挙動を適切に模擬した復元力特性を考慮した応答解析を行う。

地震応答解析に用いる材料定数については，地盤の諸定数も含めて材料の
ばらつきによる変動幅を適切に考慮する。また，材料のばらつきによる変動が建
物・構築物の振動性状や応答性状に及ぼす影響として考慮すべき要因を選定
した上で，選定された要因を考慮した動的解析により設計用地震力を設定す
る。

―○ ―
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(16/35)

説明対象 申請対象設備
（２項変更①） 仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象 申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

要求種別 添付書類　説明内容（２）添付書類　構成（２）

第１回

主な設備 展開事項 添付書類　構成（１） 添付書類　説明内容（１）項目
番号 基本設計方針

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【4.設計用地震力】
【4.1 地震力の算定方法】
【4.1.2 動的地震力】
・地震観測網から得られた観測記
録による振動性状の把握方針及び
詳細概要の添付書類展開先

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
10.耐震計算の基本方針
10.1 建物・構築物

Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の
基本方針
2. 地震応答解析の方針
2.1 建物・構築物
2.1.1 建物・構築物(2.1.2に記
載のものを除く。)
(2) 解析方法及び解析モデル
2.1.2 屋外重要土木構造物
(2) 解析方法及び解析モデル

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【10.耐震計算の基本方針】
【10.1 建物・構築物】
・建物・構築物における評価概要，
評価手法，評価に当たっての考慮
事項
・詳細な方針を示した添付書類展
開先
・動的地震力の算定方針及び解析
方法の添付書類展開

○ 分離建屋/高レベル廃液ガラス固化建屋
間洞道
分離建屋/精製建屋/ウラン脱硝建屋/
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋/低レ
ベル廃液処理建屋/低レベル廃棄物処
理建屋/分析建屋間洞道
精製建屋/ウラン・プルトニウム混合脱硝
建屋間洞道
高レベル廃液ガラス固化建屋/第１ガラ
ス固化体貯蔵建屋間洞道
前処理建屋/分離建屋/精製建屋/高
レベル廃液ガラス固化建屋/ウラン・プルト
ニウム混合脱硝建屋/制御建屋/非常
用電源建屋/冷却水設備の安全冷却
水系/主排気筒/主排気筒管理建屋間
洞道
竜巻防護対策設備

竜巻防護対策設備 ○ 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋/安全冷
却水系冷却塔A,B基礎間洞道
竜巻防護対策設備

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
4.設計用地震力
4.1 地震力の算定方法
4.1.2 動的地震力

Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の
基本方針
2.地震応答解析の方針
2.1 建物・構築物
2.1.1 建物・構築物(2.1.2に記
載のものを除く。)
(2) 解析方法及び解析モデル

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
10.耐震計算の基本方針
10.1 建物・構築物

Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の
基本方針
2. 地震応答解析の方針
2.1 建物・構築物
2.1.1 建物・構築物(2.1.2に記
載のものを除く。)
(2) 解析方法及び解析モデル
2.1.2 屋外重要土木構造物
(2) 解析方法及び解析モデル

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【4.設計用地震力】
【4.1 地震力の算定方法】
【4.1.2 動的地震力】
・これらの地震応答解析を行う上
で，更なる信頼性の向上を目的と
して設置した地震観測網から得られ
た観測記録により振動性状の把握
を行う。地震観測網の概要について
は，「Ⅳ－１－１－５ 地震応答
解析の基本方針」の別紙「地震観
測網について」に示す。

Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の
基本方針
【2. 地震応答解析の方針】
【2.1 建物・構築物】
【2.1.1 建物・構築物(2.1.2に記
載のものを除く。)】
(2) 解析方法及び解析モデル
・更なる信頼性の向上を目的として
設置した地震観測網から得られた
観測記録により振動性状を把握す
る。動的解析に用いるモデルについ
ては，地震観測網により得られた観
測記録を用い解析モデルの妥当性
確認等を行う。

―Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【10.耐震計算の基本方針】
【10.1 建物・構築物】
・建物・構築物の評価は，基準地
震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動
Ｓｄを基に設定した入力地震動に
対する構造全体としての変形，並
びに地震応答解析による地震力及
び「4.　設計用地震力」で示す設計
用地震力による適切な応力解析に
基づいた地震応力と，組み合わす
べき地震力以外の荷重により発生
する局部的な応力が，「5.　機能
維持の基本方針」で示す許容限界
内にあることを確認すること(解析に
よる設計)により行う。
・評価手法は，以下に示す解析法
によりJEAG4601に基づき実施する
ことを基本とする。また，評価に当
たっては，材料物性のばらつき等を
適切に考慮する。
　・時刻歴応答解析法
　・FEM等を用いた応力解析法
　・スペクトルモーダル解析法
・建物・構築物の動的解析において
は，地下水排水設備による地下水
位の低下を考慮して適切な解析手
法を選定する。このうち，地下水排
水設備の外側に配置される建物・
構築物については，施設の構造上
の特徴，施設の周辺地盤及び周
辺施設の配置状況を踏まえ，液状
化による影響が生じるおそれがある
場合には，その影響について確認す
る。ここで，地震時の地盤の有効応
力の変化に応じた影響を考慮する
場合は，有効応力解析を実施す
る。有効応力解析に用いる液状化
強度特性は，敷地の原地盤におけ
る代表性及び網羅性を踏まえた上
で保守性を考慮して設定する。
・具体的な評価手法は，「Ⅳ－２
再処理施設の耐震性に関する計算
書」に示す。

Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の
基本方針
【2.地震応答解析の方針】
【2.1 建物・構築物】
【2.1.1 建物・構築物(2.1.2に記
載のものを除く。)】
(2) 解析方法及び解析モデル
・建物・構築物の動的解析において
は，地下水排水設備による地下水
位の低下を考慮して適切な解析手
法を選定する。このうち，地下水排
水設備の外側に配置される建物・
構築物については，杭基礎，地下
躯体等の構造上の特徴，施設の
周辺地盤及び周辺施設の配置状
況を踏まえ，液状化による影響が
生じるおそれがある場合には，その
影響について確認する。液状化の
影響確認にあたり，地震時の地盤
の有効応力解析の変化に応じた影
響を考慮する場合は，有効応力を
実施する。有効応力解析に用いる
液状化強度特性は，敷地の原地
盤における代表性及び網羅性を踏
まえた上で，保守性を考慮して設
定する。
【2.1.2 屋外重要土木構造物】
(2) 解析方法及び解析モデル
・動的解析においては，地下水排
水設備による地下水位の低下を考
慮して適切な解析手法を選定す
る。地下水排水設備の外側に配置
される屋外重要土木構造物につい
ては，杭基礎，地下躯体等の構
造上の特徴，施設の周辺地盤及
び周辺施設の配置状況を踏まえ，
液状化による影響が生じるおそれが
ある場合には，その影響について確
認する。液状化の影響確認にあた
り，地震時の地盤の有効応力の変
化に応じた影響を考慮する場合
は，有効応力解析を実施する。有
効応力解析に用いる液状化強度
特性は，敷地の原地盤における代
表性及び網羅性を踏まえた上で保
守性を考慮して設定する。
屋外重要土木構造物の液状化に
関する影響評価結果については，
「Ⅳ－２－４－３　液状化に関す
る影響評価結果」に示す。

基本方針

― Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【10.耐震計算の基本方針】
【10.1 建物・構築物】
・建物・構築物の評価は，基準地
震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動
Ｓｄを基に設定した入力地震動に
対する構造全体としての変形，並
びに地震応答解析による地震力及
び「4.　設計用地震力」で示す設計
用地震力による適切な応力解析に
基づいた地震応力と，組み合わす
べき地震力以外の荷重により発生
する局部的な応力が，「5.　機能
維持の基本方針」で示す許容限界
内にあることを確認すること(解析に
よる設計)により行う。
・評価手法は，以下に示す解析法
によりJEAG4601に基づき実施する
ことを基本とする。また，評価に当
たっては，材料物性のばらつき等を
適切に考慮する。
　・時刻歴応答解析法
　・FEM等を用いた応力解析法
　・スペクトルモーダル解析法
・建物・構築物の動的解析において
は，地下水排水設備による地下水
位の低下を考慮して適切な解析手
法を選定する。このうち，地下水排
水設備の外側に配置される建物・
構築物については，施設の構造上
の特徴，施設の周辺地盤及び周
辺施設の配置状況を踏まえ，液状
化による影響が生じるおそれがある
場合には，その影響について確認す
る。ここで，地震時の地盤の有効応
力の変化に応じた影響を考慮する
場合は，有効応力解析を実施す
る。有効応力解析に用いる液状化
強度特性は，敷地の原地盤におけ
る代表性及び網羅性を踏まえた上
で保守性を考慮して設定する。
・具体的な評価手法は，「Ⅳ－２
再処理施設の耐震性に関する計算
書」に示す。

Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の
基本方針
【2.地震応答解析の方針】
【2.1 建物・構築物】
【2.1.1 建物・構築物(2.1.2に記
載のものを除く。)】
(2) 解析方法及び解析モデル
・建物・構築物の動的解析において
は，地下水排水設備による地下水
位の低下を考慮して適切な解析手
法を選定する。このうち，地下水排
水設備の外側に配置される建物・
構築物については，杭基礎，地下
躯体等の構造上の特徴，施設の
周辺地盤及び周辺施設の配置状
況を踏まえ，液状化による影響が
生じるおそれがある場合には，その
影響について確認する。液状化の
影響確認にあたり，地震時の地盤
の有効応力解析の変化に応じた影
響を考慮する場合は，有効応力解
析を実施する。有効応力解析に用
いる液状化強度特性は，敷地の原
地盤における代表性及び網羅性を
踏まえた上で保守性を考慮して設
定する。
【2.1.2 屋外重要土木構造物】
(2) 解析方法及び解析モデル
・動的解析においては，地下水排
水設備による地下水位の低下を考
慮して適切な解析手法を選定す
る。地下水排水設備の外側に配置
される屋外重要土木構造物につい
ては，杭基礎，地下躯体等の構
造上の特徴，施設の周辺地盤及
び周辺施設の配置状況を踏まえ，
液状化による影響が生じるおそれが
ある場合には，その影響について確
認する。液状化の影響確認にあた
り，地震時の地盤の有効応力の変
化に応じた影響を考慮する場合
は，有効応力解析を実施する。有
効応力解析に用いる液状化強度
特性は，敷地の原地盤における代
表性及び網羅性を踏まえた上で保
守性を考慮して設定する。
屋外重要土木構造物の液状化に
関する影響評価結果については，
「Ⅳ－２－４－３　液状化に関す
る影響評価結果」に示す。

○

建物・構築物の動的解析においては，地下水排水設備による地下水位の低
下を考慮して適切な解析手法を選定する。このうち，地下水排水設備の外側
に配置される建物・構築物については，施設の構造上の特徴，施設の周辺地
盤及び周辺施設の配置状況を踏まえ，液状化による影響が生じるおそれがあ
る場合には，その影響について確認する。ここで，地震時の地盤の有効応力の
変化に応じた影響を考慮する場合は，有効応力解析を実施する。有効応力
解析に用いる液状化強度特性は，敷地の原地盤における代表性及び網羅性
を踏まえた上で保守性を考慮して設定することを基本とする。

55

基本方針
屋外重要土木構造物
竜巻防護対策設備

54 定義
評価要求

Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の
基本方針
2.地震応答解析の方針
2.1 建物・構築物
2.1.1 建物・構築物(2.1.2に記
載のものを除く。)
(2) 解析方法及び解析モデル

基本方針
設計方針
評価方法
評価

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
10.耐震計算の基本方針
10.1 建物・構築物

Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の
基本方針
2.地震応答解析の方針
2.1 建物・構築物
2.1.1 建物・構築物(2.1.2に記
載のものを除く。)
(2) 解析方法及び解析モデル
2.1.2 屋外重要土木構造物
(2) 解析方法及び解析モデル

基本方針定義

Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の
基本方針
【2.地震応答解析の方針】
【2.1 建物・構築物】
【2.1.1 建物・構築物(2.1.2に記
載のものを除く。)】
(2) 解析方法及び解析モデル
・建物・構築物の動的解析にて地
震時の地盤の有効応力の変化に伴
う影響の考慮事項
【2.1.2 屋外重要土木構造物】
(2) 解析方法及び解析モデル
・屋外重要土木構造物の動的解
析にて地震時の地盤の有効応力の
変化に伴う影響の考慮事項

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
4.設計用地震力
4.1 地震力の算定方法
4.1.2 動的地震力

動的解析に用いる解析モデルは，地震観測網により得られた観測記録により
振動性状の把握を行い，解析モデルの妥当性の確認を行う。

―

基本方針
設計方針

Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の
基本方針
【2.地震応答解析の方針】
【2.1 建物・構築物】
【2.1.1 建物・構築物(2.1.2に記
載のものを除く。)】
(2) 解析方法及び解析モデル
・地震観測網により得られた観測記
録を用いた解析モデルの妥当性確
認方針

―

第１回と同一―
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(17/35)

説明対象 申請対象設備
（２項変更①） 仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象 申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

要求種別 添付書類　説明内容（２）添付書類　構成（２）

第１回

主な設備 展開事項 添付書類　構成（１） 添付書類　説明内容（１）項目
番号 基本設計方針

設計方針
評価方法
評価

―

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【10.耐震計算の基本方針】
【10.1 建物・構築物】
・建物・構築物の評価方針
・評価手法及び評価に当たっての考
慮事項
・土木構造物の解析手法及び非線
形挙動の有無や程度に応じた解析
方法
・詳細な方針を示した添付書類展
開先
・動的地震力の算定方針及び解析
方法の添付書類展開

― Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
10.耐震計算の基本方針
10.1 建物・構築物

Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の
基本方針
2. 地震応答解析の方針
2.1 建物・構築物
2.1.2　屋外重要土木構造物
(2) 解析方法及び解析モデル

―基本方針 ―

○ ―

分離建屋/高レベル廃液ガラス固化建屋
間洞道
分離建屋/精製建屋/ウラン脱硝建屋/
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋/低レ
ベル廃液処理建屋/低レベル廃棄物処
理建屋/分析建屋間洞道
精製建屋/ウラン・プルトニウム混合脱硝
建屋間洞道
高レベル廃液ガラス固化建屋/第１ガラ
ス固化体貯蔵建屋間洞道
前処理建屋/分離建屋/精製建屋/高
レベル廃液ガラス固化建屋/ウラン・プルト
ニウム混合脱硝建屋/制御建屋/非常
用電源建屋/冷却水設備の安全冷却
水系/主排気筒/主排気筒管理建屋間
洞道

○ Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【10.耐震計算の基本方針】
【10.1 建物・構築物】
・建物・構築物の評価は，基準地
震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動
Ｓｄを基に設定した入力地震動に
対する構造全体としての変形，並
びに地震応答解析による地震力及
び「4.　設計用地震力」で示す設計
用地震力による適切な応力解析に
基づいた地震応力と，組み合わす
べき地震力以外の荷重により発生
する局部的な応力が，「5.　機能
維持の基本方針」で示す許容限界
内にあることを確認すること(解析に
よる設計)により行う。
・評価手法は，以下に示す解析法
によりJEAG4601に基づき実施する
ことを基本とする。また，評価に当
たっては，材料物性のばらつき等を
適切に考慮する。
　・時刻歴応答解析法
　・FEM等を用いた応力解析法
　・スペクトルモーダル解析法
・建物・構築物の動的解析において
は，地下水排水設備による地下水
位の低下を考慮して適切な解析手
法を選定する。このうち，地下水排
水設備の外側に配置される建物・
構築物については，施設の構造上
の特徴，施設の周辺地盤及び周
辺施設の配置状況を踏まえ，液状
化による影響が生じるおそれがある
場合には，その影響について確認す
る。ここで，地震時の地盤の有効応
力の変化に応じた影響を考慮する
場合は，有効応力解析を実施す
る。有効応力解析に用いる液状化
強度特性は，敷地の原地盤におけ
る代表性及び網羅性を踏まえた上
で保守性を考慮して設定する。
・具体的な評価手法は，「Ⅳ－２
再処理施設の耐震性に関する計算
書」に示す。

Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の
基本方針
【2.地震応答解析の方針】
【2.1 建物・構築物】
【2.1.2　屋外重要土木構造物】
(2) 解析方法及び解析モデル
・動的解析による地震力の算定に
当たっては，地震応答解析手法の
適用性，適用限界等を考慮の
上，適切な解析法を選定するととも
に，各構造物に応じた適切な解析
条件を設定する。地震応答解析
は，地盤と構造物の相互作用を考
慮できる手法とし，地盤及び構造
物の地震時における非線形挙動の
有無や程度に応じて，線形，等価
線形又は非線形解析のいずれかに
て行う。地震応答解析に用いる材
料定数については，材料物性のば
らつき等による変動が屋外重要土
木構造物の振動性状や応答性状
に及ぼす影響を検討し，材料物性
のばらつき等を適切に考慮する。

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【10.耐震計算の基本方針】
【10.1 建物・構築物】
・建物・構築物の評価は，基準地
震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動
Ｓｄを基に設定した入力地震動に
対する構造全体としての変形，並
びに地震応答解析による地震力及
び「4.　設計用地震力」で示す設計
用地震力による適切な応力解析に
基づいた地震応力と，組み合わす
べき地震力以外の荷重により発生
する局部的な応力が，「5.　機能
維持の基本方針」で示す許容限界
内にあることを確認すること(解析に
よる設計)により行う。
・評価手法は，以下に示す解析法
によりJEAG4601に基づき実施する
ことを基本とする。また，評価に当
たっては，材料物性のばらつき等を
適切に考慮する。
　・時刻歴応答解析法
　・FEM等を用いた応力解析法
　・スペクトルモーダル解析法
・建物・構築物の動的解析において
は，地下水排水設備による地下水
位の低下を考慮して適切な解析手
法を選定する。このうち，地下水排
水設備の外側に配置される建物・
構築物については，施設の構造上
の特徴，施設の周辺地盤及び周
辺施設の配置状況を踏まえ，液状
化による影響が生じるおそれがある
場合には，その影響について確認す
る。ここで，地震時の地盤の有効応
力の変化に応じた影響を考慮する
場合は，有効応力解析を実施す
る。有効応力解析に用いる液状化
強度特性は，敷地の原地盤におけ
る代表性及び網羅性を踏まえた上
で保守性を考慮して設定する。
・具体的な評価手法は，「Ⅳ－２
再処理施設の耐震性に関する計算
書」に示す。

Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の
基本方針
【2.地震応答解析の方針】
【2.1 建物・構築物】
【2.1.2　屋外重要土木構造物】
(2) 解析方法及び解析モデル
・動的解析による地震力の算定に
当たっては，地震応答解析手法の
適用性，適用限界等を考慮の
上，適切な解析法を選定するととも
に，各構造物に応じた適切な解析
条件を設定する。地震応答解析
は，地盤と構造物の相互作用を考
慮できる手法とし，地盤及び構造
物の地震時における非線形挙動の
有無や程度に応じて，線形，等価
線形又は非線形解析のいずれかに
て行う。地震応答解析に用いる材
料定数については，材料物性のば
らつき等による変動が屋外重要土
木構造物の振動性状や応答性状
に及ぼす影響を検討し，材料物性
のばらつき等を適切に考慮する。

―Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
10.耐震計算の基本方針
10.1 建物・構築物

Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の
基本方針
2. 地震応答解析の方針
2.1 建物・構築物
2.1.2 屋外重要土木構造物
(2) 解析方法及び解析モデル

―57 基本方針

56 定義
評価要求

Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の
基本方針
2. 地震応答解析の方針
2.1 建物・構築物
2.1.2　屋外重要土木構造物
(2) 解析方法及び解析モデル

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
10.耐震計算の基本方針
10.1 建物・構築物

土木構造物

基本方針
評価条件

建物・構築物のうち土木構造物の動的解析に当たっては，構造物と地盤の相
互作用を考慮できる連成系の地震応答解析手法を用いる。地震応答解析手
法は，地盤及び構造物の地震時における非線形挙動の有無や程度に応じ
て，線形，等価線形又は非線形解析のいずれかによる。地盤の地震応答解
析モデルは，構造物と地盤の動的相互作用を考慮できる有限要素法を用い
る。構造物の地震応答解析に用いる減衰定数については，地盤と構造物の非
線形性を考慮して適切に設定する。

地震力については，水平2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて算
定する。

定義

Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の
基本方針
【2.地震応答解析の方針】
【2.1 建物・構築物】
【2.1.2　屋外重要土木構造物】
(2) 解析方法及び解析モデル
・動的解析による地震力算定の考
慮事項
地震応答解析は，地盤と構造物
の相互作用を考慮できる手法とし，
地盤及び構造物の地震時における
非線形挙動の有無や程度に応じ
て，線形，等価線形又は非線形
解析のいずれかにて行う。地震応答
解析に用いる材料定数について
は，材料物性のばらつき等による変
動が屋外重要土木構造物の振動
性状や応答性状に及ぼす影響を検
討し，材料物性のばらつき等を適
切に考慮する。

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【4.設計用地震力】
【4.1 地震力の算定方法】
【4.1.2 動的地震力】
・動的地震力の水平2方向及び鉛
直方向地震力の組合せ
・既住の耐震計算に対する影響確
認の方針の添付書類展開先

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
4.設計用地震力
4.1 地震力の算定方法
4.1.2 動的地震力

○

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
4.設計用地震力
4.1 地震力の算定方法
4.1.2 動的地震力

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋/安全冷
却水系冷却塔A,B基礎間洞道

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【4.設計用地震力】
【4.1 地震力の算定方法】
【4.1.2 動的地震力】
・動的地震力は，水平2方向及び
鉛直方向について適切に組み合わ
せて算定する。水平2方向及び鉛
直方向地震力の組合せによる影響
確認に当たっては，水平1方向及
び鉛直方向地震力を組み合わせた
既往の耐震計算への影響が考えら
れる施設，設備の部位を抽出し，
建物・構築物の3次元応答性状及
びそれによる機器・配管系への影響
を考慮した上で，既往の方法を用
いた耐震性に及ぼす影響を評価す
る。その方針を「Ⅳ－１－１－７
水平２方向及び鉛直方向地震力
の組合せに関する影響評価方針」
に示す。

基本方針 第１回と同一
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(18/35)

説明対象 申請対象設備
（２項変更①） 仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象 申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

要求種別 添付書類　説明内容（２）添付書類　構成（２）

第１回

主な設備 展開事項 添付書類　構成（１） 添付書類　説明内容（１）項目
番号 基本設計方針

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
4.設計用地震力
4.1 地震力の算定方法
4.1.2 動的地震力
(2)動的解析法

10.耐震計算の基本方針
10.2 機器・配管系

Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の
基本方針
【2.2 機器・配管系】
(2) 解析方法及び解析モデル
・動的解析による地震力算定の考
慮事項及び減衰定数，剛性等の
設定方針

Ⅳ－１－１－６ 設計用床応答
曲線の作成方針
【1. 概要】
・機器・配管系の動的解析に用いる
設計用床応答曲線の作成方針及
びその方針に基づき作成した設計
用床応答曲線

Ⅳ－１－１－６ 別紙１ 各施設
の設計用床応答曲線
【1. 概要】
・各施設の機器・配管系の耐震設
計に用いる各床面の静的震度，最
大床応答加速度及び設計用床応
答曲線

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
4.設計用地震力
4.1 地震力の算定方法
4.1.2 動的地震力
(2)動的解析法

10.耐震計算の基本方針
10.2 機器・配管系

Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の
基本方針
2.2 機器・配管系
(2) 解析方法及び解析モデル

Ⅳ－１－１－６ 設計用床応答
曲線の作成方針
1. 概要

Ⅳ－１－１－６ 別紙１ 各施設
の設計用床応答曲線
1. 概要

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【4.設計用地震力】
【4.1 地震力の算定方法】
【4.1.2 動的地震力】
(2)動的解析法
・動的解析の方法，設計用減衰
定数等については，「Ⅳ－１－１
－５ 地震応答解析の基本方針」
に，設計用床応答曲線の作成方
法については，「Ⅳ－１－１－６
設計用床応答曲線の作成方針」に
示す。

【10. 耐震計算の基本方針】
【10.2 機器・配管系】
・機器・配管系の評価は，「4.　設
計用地震力」で示す設計用地震力
による適切な応力解析に基づいた
地震応力と，組み合わすべき他の
荷重による応力との組合せ応力が
「5.　機能維持の基本方針」で示す
許容限界内にあることを確認するこ
と(解析による設計)により行う。
・評価手法は，以下に示す解析法
によりJEAG4601に基づき実施する
ことを基本とし，その他の手法を適
用する場合は適用性を確認の上適
用することとする。なお，時刻歴応
答解析法及びスペクトルモーダル解
析法を用いる場合は，材料物性の
ばらつき等を適切に考慮する。
　・スペクトルモーダル解析法
　・時刻歴応答解析法
　・定式化された計算式を用いた解
析法
　・FEM等を用いた応力解析法
・機器・配管系については，解析方
法及び解析モデルを機器，配管系
ごとに設定するとともに，安全機能
に応じた評価を行う。
・これら機器，配管系ごとに適用す
る解析方法及び解析モデルを「Ⅳ－
１－１－５　地震応答解析の基
本方針」の「2.2(2)　解析方法及
び解析モデル」に示す。
・地震時及び地震後に機能維持が
要求される設備については，地震
応答解析により機器・配管系に作
用する加速度が振動試験又は解析
等により機能が維持できることを確
認した加速度(動的機能維持確認
済加速度又は電気的機能維持確
認済加速度)以下，若しくは，静
的又は動的解析により求まる地震
荷重が許容荷重以下となることを確
認する。

Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の
基本方針
【2.地震応答解析の方針】
【2.2 機器・配管系】
(2) 解析方法及び解析モデル
・動的解析による地震力の算定に
当たっては，地震応答解析手法の
適用性，適用限界等を考慮の
上，適切な解析法を選定するととも
に，解析条件として考慮すべき減
衰定数，剛性等の各種物性値
は，適切な規格・基準，あるいは
実験等の結果に基づき設定する。

Ⅳ－１－１－６ 設計用床応答
曲線の作成方針
【1. 概要】
・機器・配管系の動的解析に用いる
設計用床応答曲線の作成方針及
びその方針に基づき作成した設計
用床応答曲線に関して説明する。

Ⅳ－１－１－６ 別紙１ 各施設
の設計用床応答曲線
【1. 概要】
・各施設の機器・配管系の耐震設
計に用いる各床面の静的震度，最
大床応答加速度及び設計用床応
答曲線について示す。

○58 基本方針 Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の
基本方針
2.2 機器・配管系
(2) 解析方法及び解析モデル

Ⅳ－１－１－６ 設計用床応答
曲線の作成方針
1. 概要

Ⅳ－１－１－６ 別紙１ 各施設
の設計用床応答曲線
1. 概要

ロ.　機器・配管系
動的解析による地震力の算定に当たっては，地震応答解析手法の適用性，
適用限界等を考慮のうえ，適切な解析法を選定するとともに，解析条件とし
て考慮すべき減衰定数，剛性等の各種物性値は，適切な規格及び基準又
は試験等の結果に基づき設定する。

基本方針定義 設計方針
評価条件

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【4.設計用地震力】
【4.1 地震力の算定方法】
【4.1.2 動的地震力】
(2)動的解析法
・動的解析の方法等についての添
付書類展開先

【10.耐震計算の基本方針】
【10.2 機器・配管系】
・機器・配管系における評価概要，
評価手法，評価に当たっての考慮
事項
・機能維持の確認に当たり適用する
許容限界

― 第１回と同一
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(19/35)

説明対象 申請対象設備
（２項変更①） 仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象 申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

要求種別 添付書類　説明内容（２）添付書類　構成（２）

第１回

主な設備 展開事項 添付書類　構成（１） 添付書類　説明内容（１）項目
番号 基本設計方針

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
4.設計用地震力
4.1 地震力の算定方法
4.1.2 動的地震力
(2)動的解析法

10.耐震計算の基本方針
10.2 機器・配管系

Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の
基本方針
2.地震応答解析の方針
2.2 機器・配管系
(2) 解析方法及び解析モデル

Ⅳ－１－１－６ 設計用床応答
曲線の作成方針
2. 床応答スペクトルに係る基本方
針及び作成方法
2.1 基本方針

Ⅳ－１－１－10 機器の耐震支
持方針
2. 機器の支持構造物
2.1 基本原則

Ⅳ－１－１－11－1 配管の耐震
支持方針
1. 配管の耐震支持方針
1.3 配管の設計
1.3.2 多質点系はりモデルを用いた
評価方法
1.3.3 標準支持間隔を用いた評
価方法

Ⅳ－１－１－12 電気計測制御
装置等の耐震支持方針
4.電気計測制御装置等の耐震設
計方針
4.2 耐震設計の手順
4.2.4 電路類の耐震設計手順

―基本方針
施設共通　基本設計方針
(機器・配管系の動的解析方法)

○Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の
基本方針
【2.地震応答解析の方針】
【2.2 機器・配管系】
(2) 解析方法及び解析モデル
・機器の解析におけるモデル置換の
考慮事項及び応答を求める解析手
法
・配管系の解析におけるモデル作成
及び応答を求める解析手法
・スペクトルモーダル解析法又は時刻
歴応答解析法を用いる場合の考慮
事項
・解析手法選択に当たっての考慮
事項
・3次元的な広がりを持つ設備に対
する水平2方向及び鉛直方向の応
答成分の組合わせ方針
・剛性の高い機器・配管系は，その
機器・配管系の評価に用いる地震
力算定方針

Ⅳ－１－１－６ 設計用床応答
曲線の作成方針
【2. 床応答スペクトルに係る基本方
針及び作成方法】
【2.1 基本方針】
・機器・配管系の動的解析に用いる
設計用床応答曲線の作成方針

Ⅳ－１－１－10 機器の耐震支
持方針
【2.機器の支持構造物】
【2.1 基本原則】
・機器の耐震支持方針

Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐
震支持方針
【1. 配管の耐震支持方針】
【1.3 配管の設計】
【1.3.2 多質点系はりモデルを用い
た評価方法】
・多質点系はりモデルを用いた評価
方法におけるモデル設定方針及び
支持方法設定方針
【1.3.3 標準支持間隔を用いた評
価方法】
・標準支持間隔法による配管最大
支持間隔算出方針

Ⅳ－１－１－11－２ ダクトの耐
震支持方針
【4.ダクト設計の基本方針】
【4.4 ダクト支持点の設計方法】
【4.4.1 標準支持間隔を用いた評
価方法】
・標準支持間隔法によるダクト最大
支持間隔算出方針

Ⅳ－１－１－12 電気計測制御
装置等の耐震支持方針
【4.電気計測制御装置等の耐震
設計方針】
【4.2 耐震設計の手順】
【4.2.4 電路類の耐震設計手順】
・電路類の支持設定方針

Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の
基本方針
2.地震応答解析の方針
2.2 機器・配管系
(2) 解析方法及び解析モデル

Ⅳ－１－１－６ 設計用床応答
曲線の作成方針
2. 床応答スペクトルに係る基本方
針及び作成方法
2.1 基本方針

Ⅳ－１－１－10 機器の耐震支
持方針
2. 機器の支持構造物
2.1 基本原則

Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐
震支持方針
1. 配管の耐震支持方針
1.3 配管の設計
1.3.2 多質点系はりモデルを用いた
評価方法
1.3.3 標準支持間隔を用いた評
価方法

Ⅳ－１－１－11－２ ダクトの耐
震支持方針
4.ダクト設計の基本方針
4.4 ダクト支持点の設計方法
4.4.1 標準支持間隔を用いた評
価方法

Ⅳ－１－１－12 電気計測制御
装置等の耐震支持方針
4.電気計測制御装置等の耐震設
計方針
4.2 耐震設計の手順
4.2.4 電路類の耐震設計手順

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【4.設計用地震力】
【4.1 地震力の算定方法】
【4.1.2 動的地震力】
(2)動的解析法
・動的解析の方法等についての添
付書類展開先

【10.耐震計算の基本方針】
【10.2 機器・配管系】
・機器・配管系の評価方針
・評価手法及び評価に当たっての考
慮事項
・詳細な内容を示した添付書類展
開先
・動的地震力の算定方針及び解析
方法の添付書類展開
・機能維持の確認に当たり適用する
許容限界
・水平2方向及び鉛直方向地震力
の組合せに関する影響評価方針の
添付書類展開先

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
4.設計用地震力
4.1 地震力の算定方法
4.1.2 動的地震力
(2)動的解析法

10.耐震計算の基本方針
10.2 機器・配管系

設計方針
評価条件
評価方法

基本方針
施設共通　基本設計方針
(機器・配管系の動的解析方法)

定義
評価要求

機器については，形状，構造特性等を考慮して，代表的な振動モードを適
切に表現できるよう質点系モデル，有限要素モデル等に置換し，設計用床応
答曲線を用いたスペクトルモーダル解析法又は時刻歴応答解析法により応答を
求める。
また，時刻歴応答解析法及びスペクトルモーダル解析法を用いる場合は地盤
物性等のばらつきを適切に考慮する。スペクトルモーダル解析法には地盤物性
等のばらつきを考慮した床応答曲線を用いる。
配管系については，適切なモデルを作成し，設計用床応答曲線を用いたスペ
クトルモーダル解析法により応答を求める。
スペクトルモーダル解析法及び時刻歴応答解析法の選択に当たっては，衝突・
すべり等の非線形現象を模擬する観点又は既往研究の知見を取り入れ実機の
挙動を模擬する観点で，建物・構築物の剛性及び地盤物性のばらつきへの配
慮をしつつ時刻歴応答解析法を用いる等，解析対象とする現象，対象設備
の振動特性・構造特性等を考慮し適切に選定する。
また，設備の3次元的な広がりを踏まえ，適切に応答を評価できるモデルを用
い，水平2方向及び鉛直方向の応答成分について適切に組み合わせるものと
する。
なお，剛性の高い機器・配管系は，その設置床面の最大床応答加速度の
1.2倍の加速度を静的に作用させて地震力を算定する。

59 Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
4.設計用地震力
4.1 地震力の算定方法
4.1.2 動的地震力
(2)動的解析法

10.耐震計算の基本方針
10.2 機器・配管系

Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の
基本方針
2.地震応答解析の方針
2.2 機器・配管系
(2) 解析方法及び解析モデル

Ⅳ－１－１－６ 設計用床応答
曲線の作成方針
2. 床応答スペクトルに係る基本方
針及び作成方法
2.1 基本方針

Ⅳ－１－１－10 機器の耐震支
持方針
2. 機器の支持構造物
2.1 基本原則

Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐
震支持方針
1. 配管の耐震支持方針
1.3 配管の設計
1.3.2 多質点系はりモデルを用いた
評価方法
1.3.3 標準支持間隔を用いた評
価方法

Ⅳ－１－１－11－２ ダクトの耐
震支持方針
4.ダクト設計の基本方針
4.4 ダクト支持点の設計方法
4.4.1 標準支持間隔を用いた評
価方法

Ⅳ－１－１－12 電気計測制御
装置等の耐震支持方針
3.電気計測制御装置等の耐震設
計方針
3.3 耐震設計の手順
3.3.4 電路類の耐震設計手順

―――○ 基本方針
施設共通　基本設計方針
(機器・配管系の動的解析方法)

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【4.設計用地震力】
【4.1 地震力の算定方法】
【4.1.2 動的地震力】
(2)動的解析法
・動的解析の方法，設計用減衰
定数等については，「Ⅳ－１－１
－５ 地震応答解析の基本方針」
に，設計用床応答曲線の作成方
法については，「Ⅳ－１－１－６
設計用床応答曲線の作成方針」に
示す。

【10. 耐震計算の基本方針】
【10.2 機器・配管系】
・機器・配管系の評価は，「4.　設
計用地震力」で示す設計用地震力
による適切な応力解析に基づいた
地震応力と，組み合わすべき他の
荷重による応力との組合せ応力が
「5.　機能維持の基本方針」で示す
許容限界内にあることを確認するこ
と(解析による設計)により行う。
・評価手法は，以下に示す解析法
によりJEAG4601に基づき実施する
ことを基本とし，その他の手法を適
用する場合は適用性を確認の上適
用することとする。なお，時刻歴応
答解析法及びスペクトルモーダル解
析法を用いる場合は，材料物性の
ばらつき等を適切に考慮する。
　・スペクトルモーダル解析法
　・時刻歴応答解析法
　・定式化された計算式を用いた解
析法
　・FEM等を用いた応力解析法
・機器・配管系については，解析方
法及び解析モデルを機器，配管系
ごとに設定するとともに，安全機能
に応じた評価を行う。
・これら機器，配管系ごとに適用す
る解析方法及び解析モデルを「Ⅳ－
１－１－５　地震応答解析の基
本方針」の「2.2(2)　解析方法及
び解析モデル」に示す。
・具体的な評価手法は，「Ⅳ－１
－１－10 機器の耐震支持方
針」，「Ⅳ－１－１－11－１ 配
管の耐震支持方針」，「Ⅳ－１－
１－11－２ ダクトの耐震支持方
針」及び「Ⅳ－１－２ 耐震計算書
作成の基本方針」に示す。
・地震時及び地震後に機能維持が
要求される設備については，地震
応答解析により機器・配管系に作
用する加速度が振動試験又は解析
等により機能が維持できることを確
認した加速度(動的機能維持確認
済加速度又は電気的機能維持確
認済加速度)以下，若しくは，静
的又は動的解析により求まる地震
荷重が許容荷重以下となることを確
認する。
・水平2方向及び鉛直方向地震力
の組合せに関する影響評価について
は，「Ⅳ－２－３　水平２方向及
び鉛直方向地震力の組合せに関す
る影響評価結果」に示す。

Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の
基本方針
【2.地震応答解析の方針】
【2.2 機器・配管系】
(2) 解析方法及び解析モデル
・動的解析による地震力の算定に
当たっては，地震応答解析手法の
適用性，適用限界等を考慮の
上，適切な解析法を選定するととも
に，解析条件として考慮すべき減
衰定数，剛性等の各種物性値
は，適切な規格・基準，あるいは
実験等の結果に基づき設定する。
・機器の解析に当たっては，形状，
構造特性等を考慮して，代表的な
振動モードを適切に表現できるよう
質点系モデル，はりやシェル等の要
素を使用した有限要素モデル等に
置換し，設計用床応答曲線を用
いたスペクトルモーダル解析法又は
時刻歴応答解析法により応答を求
める。
・配管系については，適切なモデル
を作成し，設計用床応答曲線を用
いたスペクトルモーダル解析法又は
時刻歴応答解析法により応答を求
める。
・スペクトルモーダル解析法又は時刻
歴応答解析法を用いる場合は材料
物性のばらつき等を適切に考慮す
る。
・スペクトルモーダル解析法及び時刻
歴応答解析法の選択に当たって
は，衝突・すべり等の非線形現象を
模擬する観点又は既往研究の知見
を取り入れ実機の挙動を模擬する
観点で，材料物性のばらつき等へ
の配慮を考慮しつつ時刻歴応答解
析法を用いる等，解析対象とする
現象，対象設備の振動特性・構
造特性等を考慮し適切に選定す
る。
・3次元的な広がりを持つ設備につ
いては，3次元的な配置を踏まえ，
適切にモデル化し，水平2方向及
び鉛直方向の応答成分について適
切に組み合わせるものとする。具体
的な方針については「Ⅳ－１－１
－７ 水平２方向及び鉛直方向地
震力の組合せに関する影響評価方
針」に示す。
・剛性の高い機器・配管系は，その
機器・配管系の設置床面の最大応
答加速度の1.2倍の加速度を震度
として作用させて構造強度評価に
用いる地震力を算定する。
・機器，配管系の評価について
は，これら解析方法及び解析モデ
ルに応じた評価を行う。機器，配管
系の評価方法について，「Ⅳ－１
－１－11－１　配管の耐震支持
方針」，「Ⅳ－１－１－11－２
ダクトの耐震支持方針」及び「Ⅳ－
１－２　耐震計算書作成の基本
方針」に示す。

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【4.設計用地震力】
【4.1 地震力の算定方法】
【4.1.2 動的地震力】
(2)動的解析法
・動的解析の方法，設計用減衰
定数等については，「Ⅳ－１－１
－５ 地震応答解析の基本方針」
に，設計用床応答曲線の作成方
法については，「Ⅳ－１－１－６
設計用床応答曲線の作成方針」に
示す。

【10. 耐震計算の基本方針】
【10.2 機器・配管系】
・機器・配管系の評価は，「4.　設
計用地震力」で示す設計用地震力
による適切な応力解析に基づいた
地震応力と，組み合わすべき他の
荷重による応力との組合せ応力が
「5.　機能維持の基本方針」で示す
許容限界内にあることを確認するこ
と(解析による設計)により行う。
・評価手法は，以下に示す解析法
によりJEAG4601に基づき実施する
ことを基本とし，その他の手法を適
用する場合は適用性を確認の上適
用することとする。なお，時刻歴応
答解析法及びスペクトルモーダル解
析法を用いる場合は，材料物性の
ばらつき等を適切に考慮する。
　・スペクトルモーダル解析法
　・時刻歴応答解析法
　・定式化された計算式を用いた解
析法
　・FEM等を用いた応力解析法
・機器・配管系については，解析方
法及び解析モデルを機器，配管系
ごとに設定するとともに，安全機能
に応じた評価を行う。
・これら機器，配管系ごとに適用す
る解析方法及び解析モデルを「Ⅳ－
１－１－５　地震応答解析の基
本方針」の「2.2(2)　解析方法及
び解析モデル」に示す。
・具体的な評価手法は，「Ⅳ－１
－１－10 機器の耐震支持方
針」，「Ⅳ－１－１－11－１ 配
管の耐震支持方針」，「Ⅳ－１－
１－11－２ ダクトの耐震支持方
針」及び「Ⅳ－１－２ 耐震計算書
作成の基本方針」に示す。
・地震時及び地震後に機能維持が
要求される設備については，地震
応答解析により機器・配管系に作
用する加速度が振動試験又は解析
等により機能が維持できることを確
認した加速度(動的機能維持確認
済加速度又は電気的機能維持確
認済加速度)以下，若しくは，静
的又は動的解析により求まる地震
荷重が許容荷重以下となることを確
認する。
・水平2方向及び鉛直方向地震力
の組合せに関する影響評価について
は，「Ⅳ－２－３　水平２方向及
び鉛直方向地震力の組合せに関す
る影響評価結果」に示す。

基本方針
施設共通　基本設計方針
(機器・配管系の動的解析方法)

Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の
基本方針
【2.地震応答解析の方針】
【2.2 機器・配管系】
(2) 解析方法及び解析モデル
・動的解析による地震力の算定に
当たっては，地震応答解析手法の
適用性，適用限界等を考慮の
上，適切な解析法を選定するととも
に，解析条件として考慮すべき減
衰定数，剛性等の各種物性値
は，適切な規格・基準，あるいは
実験等の結果に基づき設定する。
・機器の解析に当たっては，形状，
構造特性等を考慮して，代表的な
振動モードを適切に表現できるよう
質点系モデル，はりやシェル等の要
素を使用した有限要素モデル等に
置換し，設計用床応答曲線を用
いたスペクトルモーダル解析法又は
時刻歴応答解析法により応答を求
める。
・配管系については，適切なモデル
を作成し，設計用床応答曲線を用
いたスペクトルモーダル解析法又は
時刻歴応答解析法により応答を求
める。
・スペクトルモーダル解析法又は時刻
歴応答解析法を用いる場合は材料
物性のばらつき等を適切に考慮す
る。
・スペクトルモーダル解析法及び時刻
歴応答解析法の選択に当たって
は，衝突・すべり等の非線形現象を
模擬する観点又は既往研究の知見
を取り入れ実機の挙動を模擬する
観点で，材料物性のばらつき等へ
の配慮を考慮しつつ時刻歴応答解
析法を用いる等，解析対象とする
現象，対象設備の振動特性・構
造特性等を考慮し適切に選定す
る。
・3次元的な広がりを持つ設備につ
いては，3次元的な配置を踏まえ，
適切にモデル化し，水平2方向及
び鉛直方向の応答成分について適
切に組み合わせるものとする。具体
的な方針については「Ⅳ－１－１
－７ 水平２方向及び鉛直方向地
震力の組合せに関する影響評価方
針」に示す。
・剛性の高い機器・配管系は，その
機器・配管系の設置床面の最大応
答加速度の1.2倍の加速度を震度
として作用させて構造強度評価に
用いる地震力を算定する。
・機器，配管系の評価について
は，これら解析方法及び解析モデ
ルに応じた評価を行う。機器，配管
系の評価方法について，「Ⅳ－１
－１－11－１　配管の耐震支持
方針」，「Ⅳ－１－１－11－２
ダクトの耐震支持方針」及び「Ⅳ－
１－２　耐震計算書作成の基本
方針」に示す。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(20/35)

説明対象 申請対象設備
（２項変更①） 仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象 申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

要求種別 添付書類　説明内容（２）添付書類　構成（２）

第１回

主な設備 展開事項 添付書類　構成（１） 添付書類　説明内容（１）項目
番号 基本設計方針

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
10.耐震計算の基本方針
10.2 機器・配管系

Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の
基本方針
2.地震応答解析の方針
2.2 機器・配管系
(2) 解析方法及び解析モデル

Ⅳ－１－１－６ 設計用床応答
曲線の作成方針
2. 床応答スペクトルに係る基本方
針及び作成方法
2.1 基本方針

Ⅳ－１－１－10 機器の耐震支
持方針
2. 機器の支持構造物
2.1 基本原則

Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐
震支持方針
1. 配管の耐震支持方針
1.3 配管の設計
1.3.2 多質点系はりモデルを用いた
評価方法
1.3.3 標準支持間隔を用いた評
価方法

Ⅳ－１－１－11－２ ダクトの耐
震支持方針
4.ダクト設計の基本方針
4.4 ダクト支持点の設計方法
4.4.1 標準支持間隔を用いた評
価方法

Ⅳ－１－１－12 電気計測制御
装置等の耐震支持方針
4.電気計測制御装置等の耐震設
計方針
4.2 耐震設計の手順
4.2.4 電路類の耐震設計手順

―――基本方針
施設共通　基本設計方針
(機器・配管系の動的解析方法)

基本方針
施設共通　基本設計方針
(機器・配管系の動的解析方法)

○Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
10.耐震計算の基本方針
10.2 機器・配管系

Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の
基本方針
2.地震応答解析の方針
2.2 機器・配管系
(2) 解析方法及び解析モデル

Ⅳ－１－１－６ 設計用床応答
曲線の作成方針
2. 床応答スペクトルに係る基本方
針及び作成方法
2.1 基本方針

Ⅳ－１－１－10 機器の耐震支
持方針
2. 機器の支持構造物
2.1 基本原則

Ⅳ－１－１－11－1 配管の耐震
支持方針
1. 配管の耐震支持方針
1.3 配管の設計
1.3.2 多質点系はりモデルを用いた
評価方法
1.3.3 標準支持間隔を用いた評
価方法

Ⅳ－１－１－12 電気計測制御
装置等の耐震支持方針
4.電気計測制御装置等の耐震設
計方針
4.2 耐震設計の手順
4.2.4 電路類の耐震設計手順

―基本方針
施設共通　基本設計方針
(機器・配管系の動的解析方法)

Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐
震支持方針
【1. 配管の耐震支持方針】
【1.3 配管の設計】
【1.3.2 多質点系はりモデルを用い
た評価方法】
・多質点系はりモデルを用いた評価
方法では，原則として固定点から
固定点までを独立した1つのブロック
として，地震荷重，自重 ，熱荷
重等により配管に生じる応力が許
容応力以下となるように配管経路
及び支持方法を定める。
【1.3.3 標準支持間隔を用いた評
価方法】
・標準支持間隔法による配管の耐
震計算は，配管を直管部，曲がり
部，集中質量部，分岐部，Z形
部，門形部及び分岐＋曲がり部の
各要素に分類し，要素ごとに許容
値を満足する最大の支持間隔を算
出する。

Ⅳ－１－１－12 電気計測制御
装置等の耐震支持方針
【4.電気計測制御装置等の耐震
設計方針】
【4.2 耐震設計の手順】
【4.2.4 電路類の耐震設計手順】
・構造的に健全ならば機能が維持さ
れるので構造的検討のみを行う。こ
の際には多質点系はりモデルによる
解析又は標準支持間隔法を用い
る。多質点系はりモデルによる解析
の場合は，固有振動数に応じて応
答解析による方法，又は静的解析
による方法を用いて構造的健全性
を確認する方針とする。
・標準支持間隔法を用いる場合
は，静的又は動的地震力による応
力が許容応力以下となる標準支持
間隔を設定し，標準支持間隔以
内で支持することにより耐震性を確
保する。

Ⅳ－１－１－６ 設計用床応答
曲線の作成方針
【2. 床応答スペクトルに係る基本方
針及び作成方法】
【2.1 基本方針】
・床応答スペクトルに対し，各再処
理施設の固有周期のシフトを考慮
し，周期方向に±10%の拡幅を行
い，設計用床応答曲線とする。

Ⅳ－１－１－10 機器の耐震支
持方針
【2. 機器の支持構造物】
【2.1 基本原則】
・機器の耐震支持方針は下記によ
るものとする。
(1) 重要な機器は岩盤上に設けた
強固な基礎又は岩盤により支持さ
れ十分耐震性を有する建物・構築
物内の基礎上に設置する。
(2) 支持構造物を含め十分剛構
造とすることで建物・構築物との共
振を防止する。
(3) 剛性を十分に確保できない場
合は，機器系の振動特性に応じた
地震応答解析により，応力評価に
必要な荷重等を算定し，その荷重
等に耐える設計とする。
(4) 重心位置を低くおさえる。
(5) 配管反力をできる限り機器にも
たせない構造とする。
(6) 偏心荷重を避ける。
(7) 高温機器は熱膨張を拘束しな
い構造とする。
(8) 動的機能が要求されるものにつ
いては地震時に機能を喪失しない
構造とする。
(9) 内部構造物については容器と
の相互作用を考慮した構造とする。
(10) 建物・構築物内の基礎上に
固定されていない移動式設備につい
ては，強固なガーダに設置し転倒
等による落下を防止するための措置
を講じる。
(11) 支持架構上に設置される機
器については，原則として架構を十
分剛に設計する。剛ではない場合
は，架構の剛性を考慮した地震荷
重等に耐える設計とするとともに，
剛ではない架構に設置される機器に
ついては，架構の剛性を考慮した
地震応答解析を行う。解析に当
たっては，設計用床応答曲線又は
時刻歴応答波を用いて耐震性の確
認を行うものとし，そのうち時刻歴
応答波については，実機の挙動を
より模擬する場合に用いる。

Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の
基本方針
【2.地震応答解析の方針】
【2.2 機器・配管系】
(2) 解析方法及び解析モデル
・機器の解析におけるモデル置換の
考慮事項及び応答を求める解析手
法
・配管系の解析におけるモデル作成
及び応答を求める解析手法
・スペクトルモーダル解析法又は時刻
歴応答解析法を用いる場合の考慮
事項
・解析手法選択に当たっての考慮
事項
・3次元的な広がりを持つ設備に対
する水平2方向及び鉛直方向の応
答成分の組合わせ方針
・剛性の高い機器・配管系は，その
機器・配管系の評価に用いる地震
力算定方針

Ⅳ－１－１－６ 設計用床応答
曲線の作成方針
【2. 床応答スペクトルに係る基本方
針及び作成方法】
【2.1 基本方針】
・機器・配管系の動的解析に用いる
設計用床応答曲線の作成方針

Ⅳ－１－１－10 機器の耐震支
持方針
【2.機器の支持構造物】
【2.1 基本原則】
・機器の耐震支持方針

Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐
震支持方針
【1. 配管の耐震支持方針】
【1.3 配管の設計】
【1.3.2 多質点系はりモデルを用い
た評価方法】
・多質点系はりモデルを用いた評価
方法におけるモデル設定方針及び
支持方法設定方針
【1.3.3 標準支持間隔を用いた評
価方法】
・標準支持間隔法による配管最大
支持間隔算出方針

Ⅳ－１－１－11－２ ダクトの耐
震支持方針
【4.ダクト設計の基本方針】
【4.4 ダクト支持点の設計方法】
【4.4.1 標準支持間隔を用いた評
価方法】
・標準支持間隔法によるダクト最大
支持間隔算出方針

Ⅳ－１－１－12 電気計測制御
装置等の耐震支持方針
【4.電気計測制御装置等の耐震
設計方針】
【4.2 耐震設計の手順】
【4.2.4 電路類の耐震設計手順】
・電路類の支持設定方針

Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の
基本方針
2.地震応答解析の方針
2.2 機器・配管系
(2) 解析方法及び解析モデル

Ⅳ－１－１－６ 設計用床応答
曲線の作成方針
2. 床応答スペクトルに係る基本方
針及び作成方法
2.1 基本方針

Ⅳ－１－１－10 機器の耐震支
持方針
2. 機器の支持構造物
2.1 基本原則

Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐
震支持方針
1. 配管の耐震支持方針
1.3 配管の設計
1.3.2 多質点系はりモデルを用いた
評価方法
1.3.3 標準支持間隔を用いた評
価方法

Ⅳ－１－１－11－２ ダクトの耐
震支持方針
4.ダクト設計の基本方針
4.4 ダクト支持点の設計方法
4.4.1 標準支持間隔を用いた評
価方法

Ⅳ－１－１－12 電気計測制御
装置等の耐震支持方針
4.電気計測制御装置等の耐震設
計方針
4.2 耐震設計の手順
4.2.4 電路類の耐震設計手順

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【10.耐震計算の基本方針】
【10.2 機器・配管系】
・機器・配管系の評価方針
・評価手法及び評価に当たっての考
慮事項
・詳細な内容を示した添付書類展
開先
・動的地震力の算定方針及び解析
方法の添付書類展開
・機能維持の確認に当たり適用する
許容限界
・水平2方向及び鉛直方向地震力
の組合せに関する影響評価方針の
添付書類展開先

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
10.耐震計算の基本方針
10.2 機器・配管系

設計方針
評価条件
評価方法

基本方針
施設共通　基本設計方針
(機器・配管系の動的解析方法)

定義
評価要求

機器については，形状，構造特性等を考慮して，代表的な振動モードを適
切に表現できるよう質点系モデル，有限要素モデル等に置換し，設計用床応
答曲線を用いたスペクトルモーダル解析法又は時刻歴応答解析法により応答を
求める。
また，時刻歴応答解析法及びスペクトルモーダル解析法を用いる場合は地盤
物性等のばらつきを適切に考慮する。スペクトルモーダル解析法には地盤物性
等のばらつきを考慮した床応答曲線を用いる。
配管系については，適切なモデルを作成し，設計用床応答曲線を用いたスペ
クトルモーダル解析法により応答を求める。
スペクトルモーダル解析法及び時刻歴応答解析法の選択に当たっては，衝突・
すべり等の非線形現象を模擬する観点又は既往研究の知見を取り入れ実機の
挙動を模擬する観点で，建物・構築物の剛性及び地盤物性のばらつきへの配
慮をしつつ時刻歴応答解析法を用いる等，解析対象とする現象，対象設備
の振動特性・構造特性等を考慮し適切に選定する。
また，設備の3次元的な広がりを踏まえ，適切に応答を評価できるモデルを用
い，水平2方向及び鉛直方向の応答成分について適切に組み合わせるものと
する。
なお，剛性の高い機器・配管系は，その設置床面の最大床応答加速度の
1.2倍の加速度を静的に作用させて地震力を算定する。
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Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐
震支持方針
【1. 配管の耐震支持方針】
【1.3 配管の設計】
【1.3.2 多質点系はりモデルを用い
た評価方法】
・多質点系はりモデルを用いた評価
方法では，原則として固定点から
固定点までを独立した1つのブロック
として，地震荷重，自重 ，熱荷
重等により配管に生じる応力が許
容応力以下となるように配管経路
及び支持方法を定める。
【1.3.3 標準支持間隔を用いた評
価方法】
・標準支持間隔法による配管の耐
震計算は，配管を直管部，曲がり
部，集中質量部，分岐部，Z形
部，門形部及び分岐＋曲がり部の
各要素に分類し，要素ごとに許容
値を満足する最大の支持間隔を算
出する。

Ⅳ－１－１－11－２ダクトの耐震
支持方針
【4.ダクト設計の基本方針】
【4.4 ダクト支持点の設計方法】
【4.4.1 標準支持間隔を用いた評
価方法】
・静的震度，1.2ZPA及び設計用
床応答曲線から地震力を算定し，
ダクトに生じる曲げモーメントが許容
座屈曲げモーメント以下となるように
支持間隔を算定する。

Ⅳ－１－１－12 電気計測制御
装置等の耐震支持方針
【4.電気計測制御装置等の耐震
設計方針】
【4.2 耐震設計の手順】
【4.2.4 電路類の耐震設計手順】
・構造的に健全ならば機能が維持さ
れるので構造的検討のみを行う。こ
の際には多質点系はりモデルによる
解析又は標準支持間隔法を用い
る。多質点系はりモデルによる解析
の場合は，固有振動数に応じて応
答解析による方法，又は静的解析
による方法を用いて構造的健全性
を確認する方針とする。
・標準支持間隔法を用いる場合
は，静的又は動的地震力による応
力が許容応力以下となる標準支持
間隔を設定し，標準支持間隔以
内で支持することにより耐震性を確
保する。

Ⅳ－１－１－６ 設計用床応答
曲線の作成方針
【2. 床応答スペクトルに係る基本方
針及び作成方法】
【2.1 基本方針】
・床応答スペクトルに対し，各再処
理施設の固有周期のシフトを考慮
し，周期方向に±10%の拡幅を行
い，設計用床応答曲線とする。

Ⅳ－１－１－10 機器の耐震支
持方針
【2. 機器の支持構造物】
【2.1 基本原則】
・機器の耐震支持方針は下記によ
るものとする。
(1) 重要な機器は岩盤上に設けた
強固な基礎又は岩盤により支持さ
れ十分耐震性を有する建物・構築
物内の基礎上に設置する。
(2) 支持構造物を含め十分剛構
造とすることで建物・構築物との共
振を防止する。
(3) 剛性を十分に確保できない場
合は，機器系の振動特性に応じた
地震応答解析により，応力評価に
必要な荷重等を算定し，その荷重
等に耐える設計とする。
(4) 重心位置を低くおさえる。
(5) 配管反力をできる限り機器にも
たせない構造とする。
(6) 偏心荷重を避ける。
(7) 高温機器は熱膨張を拘束しな
い構造とする。
(8) 動的機能が要求されるものにつ
いては地震時に機能を喪失しない
構造とする。
(9) 内部構造物については容器と
の相互作用を考慮した構造とする。
(10) 建物・構築物内の基礎上に
固定されていない移動式設備につい
ては，強固なガーダに設置し転倒
等による落下を防止するための措置
を講じる。
(11) 支持架構上に設置される機
器については，原則として架構を十
分剛に設計する。剛ではない場合
は，架構の剛性を考慮した地震荷
重等に耐える設計とするとともに，
剛ではない架構に設置される機器に
ついては，架構の剛性を考慮した
地震応答解析を行う。解析に当
たっては，設計用床応答曲線又は
時刻歴応答波を用いて耐震性の確
認を行うものとし，そのうち時刻歴
応答波については，実機の挙動を
より模擬する場合に用いる。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(21/35)

説明対象 申請対象設備
（２項変更①） 仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象 申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

要求種別 添付書類　説明内容（２）添付書類　構成（２）

第１回

主な設備 展開事項 添付書類　構成（１） 添付書類　説明内容（１）項目
番号 基本設計方針

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
4.設計用地震力
4.1 地震力の算定方法
4.1.2 動的地震力

―

Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の
基本方針
3. 設計用減衰定数

――

○ 基本方針 基本方針

○ ○ 基本方針 基本方針

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
4. 設計用地震力
4.1 地震力の算定方法
4.1.2 動的地震力

Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の
基本方針
3. 設計用減衰定数

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【4.設計用地震力】
【4.1 地震力の算定方法】
【4.1.2 動的地震力】
・動的解析においては，地盤の諸
定数も含めて材料のばらつきによる
材料定数の変動幅を適切に考慮す
る。動的解析の方法，設計用減衰
定数等については，「Ⅳ－１－１
－５ 地震応答解析の基本方針」
に，設計用床応答曲線の作成方
法については，「Ⅳ－１－１－６
設計用床応答曲線の作成方針」に
示す。

Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の
基本方針
【3.設計用減衰定数】
・地震応答解析に用いる減衰定数
は，JEAG4601-1987，1991に
記載されている減衰定数を設備の
種類，構造等により適切に選定す
るとともに，試験等で妥当性が確認
された値も用いる。
・建物・構築物の地震応答解析に
用いる鉄筋コンクリートの材料減衰
定数の設定については，既往の知
見に加え，既設施設の地震観測
記録等により，その妥当性を検討
する。
・地盤と屋外重要土木構造物の連
成系地震応答解析モデルの減衰定
数については，地中構造物としての
特徴及び同モデルの振動特性を考
慮して適切に設定する。

― Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【5.機能維持の基本方針】
・耐震設計においては，安全機能
及び重大事故等に対処するために
必要な機能である閉じ込め機能，
プロセス量の機能維持，掃気機
能，崩壊熱等の除去機能，臨界
防止機能，遮蔽機能，落下・転
倒防止機能，支援機能，ソース
ターム制限機能，放出量の監視機
能，換気機能，気密性，支持機
能，操作場所及びアクセスルートの
保持機能，地下水排水機能，飛
来物防護機能，漏えい検知機
能，火災防護機能，止水機能，
ユーティリティ機能，貯水機能，分
析機能，廃棄機能を維持する設
計とする。
・上記の機能のうち，遮蔽機能，
落下・転倒防止機能，気密性，
支持機能，操作場所及びアクセス
ルートの保持機能，飛来物防護機
能，止水機能，貯水機能，分析
機能，廃棄機能については，安全
機能を有する施設の耐震重要度及
び重大事故等対処施設の設備分
類に応じた地震力に対して，当該
機能が要求される施設の構造強度
を確保することで，機能が維持でき
る設計とする。
・閉じ込め機能，プロセス量等の維
持機能，掃気機能，崩壊熱等の
除去機能，臨界防止機能，支援
機能，ソースターム制限機能，放
出量の監視機能，換気機能，地
下水排水機能，漏えい検知機
能，火災防護機能，ユーティリティ
機能については，構造強度を確保
するとともに，当該機能が要求され
る各施設の特性に応じて評価項目
を追加することで，機能維持設計を
行う。

【5.1 構造強度】
・再処理施設は，安全機能を有す
る施設の耐震重要度に応じた地震
力による荷重と地震力以外の荷重
の組合せを適切に考慮した上で，
構造強度を確保する設計とする。ま
た，変位及び変形に対し，設計上
の配慮を行う。
・自然現象に関する組合せは，「Ⅵ
－１－１－１ 再処理施設の自然
現象等による損傷の防止に関する
説明書」に従い行う。
・具体的な荷重の組合せ及び許容
限界は「Ⅳ－１－１－８ 機能維
持の基本方針」の第3.1-1表に示
す。

【5.1.1 耐震設計上考慮する状
態】
・地震以外に設計上考慮する状態
を以下に示す。
(1) 安全機能を有する施設
a. 建物・構築物
(a)運転時の状態
再処理施設が運転している状態。
(b)設計用自然条件
設計上基本的に考慮しなければな
らない自然条件(積雪，風)。

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
5.機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.1 耐震設計上考慮する状態
(1) 安全機能を有する施設
a. 建物・構築物

5.2 機能維持
(1)建物・構築物
a.安全機能を有する施設
b.重大事故等対処施設

(2)機器・配管系
a.安全機能を有する施設
b.重大事故等対処施設

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
4. 設計用地震力
4.1 地震力の算定方法
4.1.2 動的地震力

Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の
基本方針
3. 設計用減衰定数

基本方針基本方針

(4)　荷重の組合せと許容限界
耐震設計における荷重の組合せと許容限界は，以下によるものとする。
また，耐震設計においては，安全機能及び重大事故等に対処するために必
要な機能である閉じ込め機能，プロセス量等の維持機能，掃気機能，崩壊
熱等の除去機能，臨界防止機能，遮蔽機能，落下・転倒防止機能，支
援機能，ソースターム制限機能，放出量の監視機能，換気機能，気密
性，支持機能，操作場所及びアクセスルートの保持機能等を維持する設計と
する。

上記の機能のうち，遮蔽機能，落下・転倒防止機能，気密性，支持機
能，操作場所及びアクセスルートの保持機能等については，安全機能を有す
る施設の耐震重要度及び重大事故等対処施設の設備分類に応じた地震力
に対して，当該機能が要求される施設の構造強度を確保することで，機能が
維持できる設計とする。
閉じ込め機能，プロセス量等の維持機能，掃気機能，崩壊熱等の除去機
能，臨界防止機能，支援機能，ソースターム制限機能，放出量の監視機
能，換気機能等については，構造強度を確保するとともに，当該機能が要求
される各施設の特性に応じて許容限界を適切に設定する。

a.　耐震設計上考慮する状態
地震以外に設計上考慮する状態を以下に示す。
(a)　安全機能を有する施設
イ．建物・構築物
(イ)運転時の状態
再処理施設が運転している状態。
(ロ)設計用自然条件
設計上基本的に考慮しなければならない自然条件(積雪，風)。
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基本方針 基本方針
評価条件

定義

○ ―定義

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【5.機能維持の基本方針】
・構造強度の確保を基本とした機能
維持方針

【5.1 構造強度】
【5.1.1 耐震設計上考慮する状
態】
(1) 安全機能を有する施設
a. 建物・構築物
・安全機能を有する施設について地
震以外に設計上考慮する状態
・安全機能を有する施設の耐震重
要度分類に応じた地震力による荷
重と地震力以外の荷重の組合せの
方針，変位，変形に対する設計
方針
・具体的な荷重の組合せと許容限
界について示した添付書類展開先

設計方針
評価条件

基本方針 Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【5.機能維持の基本方針】
・耐震設計においては，安全機能
である閉じ込め機能，プロセス量等
の維持機能，掃気機能，崩壊熱
等の除去機能，臨界防止機能，
遮蔽機能，落下・転倒防止機
能，支援機能，ソースターム制限
機能，放出量の監視機能，換気
機能，支持機能，地下水排水機
能，飛来物防護機能，漏えい検
知機能，火災防護機能，止水機
能，ユーティリティ機能，分析機
能，廃棄機能を維持する設計とす
る。
・上記の機能のうち，遮蔽機能，
落下・転倒防止機能，支持機
能，飛来物防護機能，止水機
能，分析機能，廃棄機能について
は，安全機能を有する施設の耐震
重要度に応じた地震力に対して，
当該機能が要求される施設の構造
強度を確保することで，機能が維
持できる設計とする。
・閉じ込め機能，プロセス量等の維
持機能，掃気機能，崩壊熱等の
除去機能，臨界防止機能，支援
機能，ソースターム制限機能，放
出量の監視機能，換気機能，地
下水排水機能，漏えい検知機
能，火災防護機能，ユーティリティ
機能については，構造強度を確保
するとともに，当該機能が要求され
る各施設の特性に応じて評価項目
を追加することで，機能維持設計を
行う。

【5.1 構造強度】
・再処理施設は，安全機能を有す
る施設の耐震重要度に応じた地震
力による荷重と地震力以外の荷重
の組合せを適切に考慮した上で，
構造強度を確保する設計とする。ま
た，変位及び変形に対し，設計上
の配慮を行う。
・自然現象に関する組合せは，「Ⅵ
－１－１－１ 再処理施設の自然
現象等による損傷の防止に関する
説明書」に従い行う。
・具体的な荷重の組合せ及び許容
限界は「Ⅳ－１－１－８ 機能維
持の基本方針」の第3.1-1表に示
す。

【5.1.1 耐震設計上考慮する状
態】
・地震以外に設計上考慮する状態
を以下に示す。
(1) 安全機能を有する施設
a. 建物・構築物
(a)運転時の状態
再処理施設が運転している状態。
(b)設計用自然条件
設計上基本的に考慮しなければな
らない自然条件(積雪，風)。

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【4.設計用地震力】
【4.1 地震力の算定方法】
【4.1.2 動的地震力】
・減衰定数の適用方針及び考慮事
項
・動的地震力の算定方針及び解析
方法の添付書類展開先

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
5.機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.1 耐震設計上考慮する状態
(1) 安全機能を有する施設
a. 建物・構築物

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
5.機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.1 耐震設計上考慮する状態
(1) 安全機能を有する施設
a. 建物・構築物

5.2 機能維持
(1)建物・構築物
a.安全機能を有する施設

(2)機器・配管系
a.安全機能を有する施設
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c. 設計用減衰定数
地震応答解析に用いる減衰定数は，安全上適切と認められる規格及び基準
に基づき，設備の種類，構造等により適切に選定するとともに，試験等で妥
当性を確認した値も用いる。
なお，建物・構築物の地震応答解析に用いる鉄筋コンクリートの減衰定数の設
定については，既往の知見に加え，既設施設の地震観測記録等により，その
妥当性を検討する。
また，地盤と土木構造物の連成系地震応答解析モデルの減衰定数について
は，地中構造物としての特徴，同モデルの振動特性を考慮して適切に設定す
る。

Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の
基本方針
【3.設計用減衰定数】
・地震応答解析に用いる減衰定数
の適用方針
・鉄筋コンクリートの減衰定数設定
における考慮事項
・地盤と土木構造物の連成系地震
応答解析モデルの減衰定数設定に
おける考慮事項

― ―

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【4.設計用地震力】
【4.1 地震力の算定方法】
【4.1.2 動的地震力】
・動的解析においては，地盤の諸
定数も含めて材料のばらつきによる
材料定数の変動幅を適切に考慮す
る。動的解析の方法，設計用減衰
定数等については，「Ⅳ－１－１
－５ 地震応答解析の基本方針」
に，設計用床応答曲線の作成方
法については，「Ⅳ－１－１－６
設計用床応答曲線の作成方針」に
示す。

Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の
基本方針
【3.設計用減衰定数】
・地震応答解析に用いる減衰定数
は，JEAG4601－1987，1991
に記載されている減衰定数を設備
の種類，構造等により適切に選定
するとともに，試験等で妥当性が確
認された値も用いる。
・建物・構築物の地震応答解析に
用いる鉄筋コンクリートの材料減衰
定数の設定については，既往の知
見に加え，既設施設の地震観測
記録等により，その妥当性を検討
する。
・地盤と屋外重要土木構造物の連
成系地震応答解析モデルの減衰定
数については，地中構造物としての
特徴及び同モデルの振動特性を考
慮して適切に設定する。

基本方針 ― ―
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(22/35)

説明対象 申請対象設備
（２項変更①） 仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象 申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

要求種別 添付書類　説明内容（２）添付書類　構成（２）

第１回

主な設備 展開事項 添付書類　構成（１） 添付書類　説明内容（１）項目
番号 基本設計方針

―Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【5.機能維持の基本方針】
【5.2 機能維持】
(1)建物・構築物
・再処理施設の安全機能のうち，
建物・構築物に要求される閉じ込め
機能，火災防護機能，遮蔽機
能，支持機能，地下水排水機
能，廃棄機能及び飛来物防護機
能の機能維持の方針を以下に示
す。

a.安全機能を有する施設
(a)閉じ込め機能の維持
・閉じ込め機能の維持が要求される
施設は，地震時及び地震後におい
て，放射性物質を限定された区域
に閉じ込めるため，安全機能を有
する施設の耐震重要度に応じた地
震動に対して，「5.1　構造強度」
に基づく構造強度を確保すること
で，閉じ込め機能が維持できる設
計とする。
・閉じ込め機能の維持が要求される
施設のうち，鉄筋コンクリート造の施
設は，地震時及び地震後におい
て，放射性物質が漏えいした場合
にその影響の拡大を防止するため，
閉じ込め機能の維持が要求される
壁及び床が安全機能を有する施設
の耐震重要度に応じた地震動に対
して構造強度を確保することで閉じ
込め機能が維持できる設計とする。
また，閉じ込め機能が要求される
壁・床・天井に設置する扉及びハッ
チ等は，壁・床・天井が発生する応
力の許容限界を満足していること
で，閉じ込め機能を確保できる。

(b)火災防護機能の維持
・火災防護機能の維持が要求され
る施設は，地震時及び地震後にお
いて，火災の影響を軽減するた
め，安全機能を有する施設の耐震
重要度に応じた地震動に対して，
「5.1　構造強度」に基づく構造強
度を確保することで，火災防護機
能が維持できる設計とする。

(c)遮蔽機能の維持
・遮蔽機能の維持が要求される施
設は，地震時及び地震後におい
て，放射線業務従事者の放射線
障害防止，再処理施設周辺の空
間線量率の低減，居住性の確保
及び放射線障害から公衆等を守る
ため，安全機能を有する施設の耐
震重要度に応じた地震動に対し
て，「5.1　構造強度」に基づく構
造強度を確保し，遮蔽体の形状
及び厚さを確保することで，遮蔽機
能が維持できる設計とする。

定義 Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【5.機能維持の基本方針】
・構造強度の確保を基本とした機能
維持方針

【5.1 構造強度】
【5.1.1 耐震設計上考慮する状
態】
(1) 安全機能を有する施設
a. 建物・構築物
・安全機能を有する施設について地
震以外に設計上考慮する状態
・安全機能を有する施設の耐震重
要度分類に応じた地震力による荷
重と地震力以外の荷重の組合せの
方針，変位，変形に対する設計
方針
・具体的な荷重の組合せと許容限
界について示した添付書類展開先

――61 基本方針 基本方針
評価条件

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
5.機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.1 耐震設計上考慮する状態
(1) 安全機能を有する施設
a. 建物・構築物

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
5.機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.1 耐震設計上考慮する状態
(1) 安全機能を有する施設
a. 建物・構築物

5.2 機能維持
(1)建物・構築物
a.安全機能を有する施設

(2)機器・配管系
a.安全機能を有する施設

○ 基本方針 ―(4)　荷重の組合せと許容限界
耐震設計における荷重の組合せと許容限界は，以下によるものとする。
また，耐震設計においては，安全機能及び重大事故等に対処するために必
要な機能である閉じ込め機能，プロセス量等の維持機能，掃気機能，崩壊
熱等の除去機能，臨界防止機能，遮蔽機能，落下・転倒防止機能，支
援機能，ソースターム制限機能，放出量の監視機能，換気機能，気密
性，支持機能，操作場所及びアクセスルートの保持機能等を維持する設計と
する。

上記の機能のうち，遮蔽機能，落下・転倒防止機能，気密性，支持機
能，操作場所及びアクセスルートの保持機能等については，安全機能を有す
る施設の耐震重要度及び重大事故等対処施設の設備分類に応じた地震力
に対して，当該機能が要求される施設の構造強度を確保することで，機能が
維持できる設計とする。
閉じ込め機能，プロセス量等の維持機能，掃気機能，崩壊熱等の除去機
能，臨界防止機能，支援機能，ソースターム制限機能，放出量の監視機
能，換気機能等については，構造強度を確保するとともに，当該機能が要求
される各施設の特性に応じて許容限界を適切に設定する。

a.　耐震設計上考慮する状態
地震以外に設計上考慮する状態を以下に示す。
(a)　安全機能を有する施設
イ．建物・構築物
(イ)運転時の状態
再処理施設が運転している状態。
(ロ)設計用自然条件
設計上基本的に考慮しなければならない自然条件(積雪，風)。

(d)支持機能の維持
・機器・配管系等の設備を間接的
に支持する機能の維持が要求され
る施設は，地震時及び地震後にお
いて，被支持設備の機能を維持す
るため，被支持設備の安全機能を
有する施設の耐震重要度に応じた
地震動に対して，「5.1　構造強
度」に基づく構造強度を確保するこ
とで，支持機能が維持できる設計と
する。
・支持機能の維持が要求される施
設のうち，建物・構築物の鉄筋コン
クリート造の施設は，耐震壁のせん
断ひずみの許容限界を満足すること
又は基礎を構成する部材に生じる
応力が終局強度に対し妥当な安全
余裕を有していることで，Ｓクラス設
備等に対する支持機能が維持でき
る設計とする。
・屋外重要土木構造物について
は，構造部材の曲げについては界
層間変形角(層間変形角1/100)
又は終局曲率，せん断については
せん断耐力を許容限界とする。な
お，限界層間変形角，終局曲率
及びせん断耐力の許容限界に対し
ては妥当な安全余裕をもたせること
とし，機器・配管系の支持機能が
維持できる設計とする。その他の土
木構造物については，安全上適切
と認められる規格及び基準による許
容応力度を許容限界とし，機器・
配管系の支持機能が維持できる設
計とする。

(e)地下水排水機能の維持
・地下水排水機能の維持が要求さ
れる施設は，地震時及び地震後に
おいて，建物・構築物の周囲の地
下水を排水するため，安全機能を
有する施設の耐震重要度に応じた
地震動に対して，「5.1　構造強
度」に基づく構造強度を確保するこ
とで，地下水排水機能が維持でき
る設計とする。
・地下水排水機能の維持が要求さ
れる施設である地下水排水設備(サ
ブドレン管，集水管，サブドレンピッ
ト及びサブドレンシャフト)について
は，耐震設計において地下水位の
低下を期待する建物・構築物の周
囲の地下水を排水するため，基準
地震動Ｓｓによる地震力に対して
機能が維持できる設計とする。

(f)廃棄機能の維持
・廃棄機能の維持が要求される施
設は，地震時及び地震後におい
て，放射性廃棄物を廃棄するた
め，安全機能を有する施設の耐震
重要度に応じた地震動に対して，
「5.1　構造強度」に基づく構造強
度を確保することで，廃棄機能が
維持できる設計とする。

(g)飛来物防護機能の維持
飛来物防護機能の維持が要求され
る施設は，地震時及び地震後にお
いて，設計竜巻によって発生する設
計飛来物による竜巻防護対象施
設への影響を防止するため，安全
機能を有する施設の耐震重要度に
応じた地震動に対して，「5.1　構
造強度」に基づく構造強度を確保す
ることで，飛来物防護機能が維持
できる設計とする。

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【5.機能維持の基本方針】
【5.2 機能維持】
(1)建物・構築物
・再処理施設の安全機能及び重大
事故等に対処するために必要な機
能のうち，建物・構築物に要求され
る閉じ込め機能，火災防護機
能，遮蔽機能，気密性，支持機
能，操作場所及びアクセスルートの
保持機能，地下水排水機能，廃
棄機能，飛来物防護機能及び貯
水機能の機能維持の方針を以下に
示す。

a.安全機能を有する施設
(a)閉じ込め機能の維持
・閉じ込め機能の維持が要求される
施設は，地震時及び地震後におい
て，放射性物質を限定された区域
に閉じ込めるため，安全機能を有
する施設の耐震重要度に応じた地
震動に対して，「5.1　構造強度」
に基づく構造強度を確保すること
で，閉じ込め機能が維持できる設
計とする。
・閉じ込め機能の維持が要求される
施設のうち，鉄筋コンクリート造の施
設は，地震時及び地震後におい
て，放射性物質が漏えいした場合
にその影響の拡大を防止するため，
閉じ込め機能の維持が要求される
壁及び床が安全機能を有する施設
の耐震重要度に応じた地震動に対
して構造強度を確保することで閉じ
込め機能が維持できる設計とする。
また，閉じ込め機能が要求される
壁・床・天井に設置する扉及びハッ
チ等は，壁・床・天井が発生する応
力の許容限界を満足していること
で，閉じ込め機能を確保できる。

(b)火災防護機能の維持
・火災防護機能の維持が要求され
る施設は，地震時及び地震後にお
いて，火災の影響を軽減するた
め，安全機能を有する施設の耐震
重要度に応じた地震動に対して，
「5.1　構造強度」に基づく構造強
度を確保することで，火災防護機
能が維持できる設計とする。

(c)遮蔽機能の維持
・遮蔽機能の維持が要求される施
設は，地震時及び地震後におい
て，放射線業務従事者の放射線
障害防止，再処理施設周辺の空
間線量率の低減，居住性の確保
及び放射線障害から公衆等を守る
ため，安全機能を有する施設の耐
震重要度に応じた地震動に対し
て，「5.1　構造強度」に基づく構
造強度を確保し，遮蔽体の形状
及び厚さを確保することで，遮蔽機
能が維持できる設計とする。

(d)支持機能の維持
・機器・配管系等の設備を間接的
に支持する機能の維持が要求され
る施設は，地震時及び地震後にお
いて，被支持設備の機能を維持す
るため，被支持設備の安全機能を
有する施設の耐震重要度に応じた
地震動に対して，「5.1　構造強
度」に基づく構造強度を確保するこ
とで，支持機能が維持できる設計と
する。
・支持機能の維持が要求される施
設のうち，建物・構築物の鉄筋コン
クリート造の施設は，耐震壁のせん
断ひずみの許容限界を満足すること
又は基礎を構成する部材に生じる
応力が終局強度に対し妥当な安全
余裕を有していることで，Ｓクラス設
備等に対する支持機能が維持でき
る設計とする。
・建物・構築物のうち屋外重要土木
構造物については，構造部材の曲
げについては界層間変形角(層間
変形角1/100)又は終局曲率，せ
ん断についてはせん断耐力を許容限
界とする。なお，限界層間変形
角，終局曲率及びせん断耐力の
許容限界に対しては妥当な安全余
裕をもたせることとし，機器・配管系
の支持機能が維持できる設計とす
る。その他の土木構造物について
は，安全上適切と認められる規格
及び基準による許容応力度を許容
限界とし，機器・配管系の支持機
能が維持できる設計とする。

(e)地下水排水機能の維持
・地下水排水機能の維持が要求さ
れる施設は，地震時及び地震後に
おいて，建物・構築物の周囲の地
下水を排水するため，安全機能を
有する施設の耐震重要度に応じた
地震動に対して，「5.1　構造強
度」に基づく構造強度を確保するこ
とで，地下水排水機能が維持でき
る設計とする。
・地下水排水機能の維持が要求さ
れる施設である地下水排水設備(サ
ブドレン管，集水管，サブドレンピッ
ト及びサブドレンシャフト)について
は，耐震設計において地下水位の
低下を期待する建物・構築物の周
囲の地下水を排水するため，基準
地震動Ｓｓによる地震力に対して
機能が維持できる設計とする。

(f)廃棄機能の維持
・廃棄機能の維持が要求される施
設は，地震時及び地震後におい
て，放射性廃棄物を廃棄するた
め，安全機能を有する施設の耐震
重要度に応じた地震動に対して，
「5.1　構造強度」に基づく構造強
度を確保することで，廃棄機能が
維持できる設計とする。

(g)飛来物防護機能の維持
飛来物防護機能の維持が要求され
る施設は，地震時及び地震後にお
いて，設計竜巻によって発生する設
計飛来物による竜巻防護対象施
設への影響を防止するため，安全
機能を有する施設の耐震重要度に
応じた地震動に対して，「5.1　構
造強度」に基づく構造強度を確保す
ることで，飛来物防護機能が維持
できる設計とする。

○ ―基本方針 基本方針 Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
5.機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.1 耐震設計上考慮する状態
(1) 安全機能を有する施設
a. 建物・構築物

5.2 機能維持
(1)建物・構築物
a.安全機能を有する施設
b.重大事故等対処施設

(2)機器・配管系
a.安全機能を有する施設
b.重大事故等対処施設

―
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(23/35)

説明対象 申請対象設備
（２項変更①） 仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象 申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

要求種別 添付書類　説明内容（２）添付書類　構成（２）

第１回

主な設備 展開事項 添付書類　構成（１） 添付書類　説明内容（１）項目
番号 基本設計方針

基本方針基本方針(4)　荷重の組合せと許容限界
耐震設計における荷重の組合せと許容限界は，以下によるものとする。
また，耐震設計においては，安全機能及び重大事故等に対処するために必
要な機能である閉じ込め機能，プロセス量等の維持機能，掃気機能，崩壊
熱等の除去機能，臨界防止機能，遮蔽機能，落下・転倒防止機能，支
援機能，ソースターム制限機能，放出量の監視機能，換気機能，気密
性，支持機能，操作場所及びアクセスルートの保持機能等を維持する設計と
する。

上記の機能のうち，遮蔽機能，落下・転倒防止機能，気密性，支持機
能，操作場所及びアクセスルートの保持機能等については，安全機能を有す
る施設の耐震重要度及び重大事故等対処施設の設備分類に応じた地震力
に対して，当該機能が要求される施設の構造強度を確保することで，機能が
維持できる設計とする。
閉じ込め機能，プロセス量等の維持機能，掃気機能，崩壊熱等の除去機
能，臨界防止機能，支援機能，ソースターム制限機能，放出量の監視機
能，換気機能等については，構造強度を確保するとともに，当該機能が要求
される各施設の特性に応じて許容限界を適切に設定する。

a.　耐震設計上考慮する状態
地震以外に設計上考慮する状態を以下に示す。
(a)　安全機能を有する施設
イ．建物・構築物
(イ)運転時の状態
再処理施設が運転している状態。
(ロ)設計用自然条件
設計上基本的に考慮しなければならない自然条件(積雪，風)。

定義61 ― 基本方針 ― ―基本方針
評価条件

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
5.機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.1 耐震設計上考慮する状態
(1) 安全機能を有する施設
a. 建物・構築物

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【5.機能維持の基本方針】
・構造強度の確保を基本とした機能
維持方針

【5.1 構造強度】
【5.1.1 耐震設計上考慮する状
態】
(1) 安全機能を有する施設
a. 建物・構築物
・安全機能を有する施設について地
震以外に設計上考慮する状態
・安全機能を有する施設の耐震重
要度分類に応じた地震力による荷
重と地震力以外の荷重の組合せの
方針，変位，変形に対する設計
方針
・具体的な荷重の組合せと許容限
界について示した添付書類展開先

○― Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
5.機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.1 耐震設計上考慮する状態
(1) 安全機能を有する施設
a. 建物・構築物

5.2 機能維持
(1)建物・構築物
a.安全機能を有する施設

(2)機器・配管系
a.安全機能を有する施設

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【5.機能維持の基本方針】
【5.2 機能維持】
(1)建物・構築物

○

(d)操作場所及びアクセスルートの
保持機能の維持
・操作場所及びアクセスルートの保
持機能の維持が要求される施設
は，地震時及び地震後において，
地震を要因として発生する重大事
故等に対処するために必要となる操
作場所及びアクセスルートを保持す
るため，重大事故等対処施設の設
備分類に応じた地震動に対して，
「5.1 構造強度」に基づく構造強度
を確保することで，操作場所及びア
クセスルートの保持機能が維持でき
る設計とする。
・操作場所及びアクセスルートの保
持機能の維持が要求される施設の
うち，鉄筋コンクリート造の施設
は，耐震壁のせん断ひずみの許容
限界を満足することで，操作場所
及びアクセスルートの保持機能が維
持できる設計とする。
・耐震壁以外の建物・構築物の部
位に関しても，耐震壁がせん断ひず
みの許容限界を満足していることで
健全性が確保されており，操作場
所及びアクセスルートの保持機能を
確保できる。

(e)地下水排水機能の維持
・地下水排水機能の維持が要求さ
れる施設は，重大事故等対処施
設の設備分類に応じた地震動に対
して，「5.2(1)a.(e)　地下水排
水機能の維持」と同様の設計を行う
ことで，地下水排水機能が維持で
きる設計とする。

(f)貯水機能の維持
・貯水機能の維持が要求される施
設は，地震時及び地震後におい
て，重大事故等への対処に必要と
なる水を確保するため，重大事故
等対処施設の設備分類に応じた地
震力に対して，「5.1 構造強度」に
基づく構造強度を確保することで，
貯水機能が維持できる設計とする。
・貯水機能の維持が要求される施
設のうち，鉄筋コンクリート造の施設
は，貯水機能の維持が要求される
壁及び床が，重大事故等対処施
設の設備分類に応じた地震動に対
して，おおむね弾性状態に留まるこ
とを基本とする。

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
5.機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.1 耐震設計上考慮する状態
(1) 安全機能を有する施設
a. 建物・構築物

5.2 機能維持
(1)建物・構築物
a.安全機能を有する施設
b.重大事故等対処施設

(2)機器・配管系
a.安全機能を有する施設
b.重大事故等対処施設

― Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【5.機能維持の基本方針】
【5.2 機能維持】
(1)建物・構築物

b.重大事故等対処施設
(a)遮蔽機能の維持
・遮蔽機能の維持が要求される施
設は，重大事故等対処施設の設
備分類に応じた地震動に対して，
「5.2(1)a.(c) 遮蔽機能の維持」
と同様の設計を行うことで，遮蔽機
能が維持できる設計とする。

(b)気密性の維持
・気密性の維持が要求される施設
は，地震時及び地震後において，
居住性確保のため，事故時に放射
性気体の流入を防ぐことを目的とし
て，重大事故等対処施設の設備
分類に応じた地震動に対して，
「5.1 構造強度」に基づく構造強度
を確保すること及び換気設備の換
気機能とあいまって施設の気圧差を
確保することで，必要な気密性が
維持できる設計とする。

(c)支持機能の維持
・機器・配管系等の設備を間接的
に支持する機能の維持が要求され
る施設は，被支持設備の重大事
故等対処施設の設備分類に応じた
地震動に対して，「5.2(1)a.(d)
支持機能の維持」と同様の設計を
行うことで，支持機能が維持できる
設計とする。

―基本方針
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(24/35)

説明対象 申請対象設備
（２項変更①） 仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象 申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

要求種別 添付書類　説明内容（２）添付書類　構成（２）

第１回

主な設備 展開事項 添付書類　構成（１） 添付書類　説明内容（１）項目
番号 基本設計方針

○ 基本方針 ― Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
5.機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.1 耐震設計上考慮する状態
(1) 安全機能を有する施設
a. 建物・構築物

5.2 機能維持
(1)建物・構築物
a.安全機能を有する施設

(2)機器・配管系
a.安全機能を有する施設

○61 ― ―基本方針 基本方針
評価条件

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
5.機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.1 耐震設計上考慮する状態
(1) 安全機能を有する施設
a. 建物・構築物

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【5.機能維持の基本方針】
・構造強度の確保を基本とした機能
維持方針

【5.1 構造強度】
【5.1.1 耐震設計上考慮する状
態】
(1) 安全機能を有する施設
a. 建物・構築物
・安全機能を有する施設について地
震以外に設計上考慮する状態
・安全機能を有する施設の耐震重
要度分類に応じた地震力による荷
重と地震力以外の荷重の組合せの
方針，変位，変形に対する設計
方針
・具体的な荷重の組合せと許容限
界について示した添付書類展開先

(4)　荷重の組合せと許容限界
耐震設計における荷重の組合せと許容限界は，以下によるものとする。
また，耐震設計においては，安全機能及び重大事故等に対処するために必
要な機能である閉じ込め機能，プロセス量等の維持機能，掃気機能，崩壊
熱等の除去機能，臨界防止機能，遮蔽機能，落下・転倒防止機能，支
援機能，ソースターム制限機能，放出量の監視機能，換気機能，気密
性，支持機能，操作場所及びアクセスルートの保持機能等を維持する設計と
する。

上記の機能のうち，遮蔽機能，落下・転倒防止機能，気密性，支持機
能，操作場所及びアクセスルートの保持機能等については，安全機能を有す
る施設の耐震重要度及び重大事故等対処施設の設備分類に応じた地震力
に対して，当該機能が要求される施設の構造強度を確保することで，機能が
維持できる設計とする。
閉じ込め機能，プロセス量等の維持機能，掃気機能，崩壊熱等の除去機
能，臨界防止機能，支援機能，ソースターム制限機能，放出量の監視機
能，換気機能等については，構造強度を確保するとともに，当該機能が要求
される各施設の特性に応じて許容限界を適切に設定する。

a.　耐震設計上考慮する状態
地震以外に設計上考慮する状態を以下に示す。
(a)　安全機能を有する施設
イ．建物・構築物
(イ)運転時の状態
再処理施設が運転している状態。
(ロ)設計用自然条件
設計上基本的に考慮しなければならない自然条件(積雪，風)。

定義

a.安全機能を有する施設
(a)動的機能維持
・動的機能が要求される設備は，
地震時及び地震後において，その
設備に要求される安全機能を維持
するため，安全機能を有する施設
の耐震重要度に応じた地震動に対
して，要求される動的機能が維持
できることを実証試験又は解析によ
り確認することで，動的機能を維持
する設計とする。実証試験等により
確認されている機能維持加速度を
超える場合には，詳細検討により
機能維持を満足する設計とする。
・動的機能が要求される弁等の機
器の地震応答解析結果の応答加
速度が当該機器を支持する配管の
地震応答により増加すると考えられ
るときは，当該配管の地震応答の
影響を考慮し，一定の余裕を見込
むこととする。

(b)電気的機能維持
・電気的機能が要求される設備
は，地震時及び地震後において，
その設備に要求される安全機能を
維持するため，安全機能を有する
施設の耐震重要度に応じた地震動
に対して，要求される電気的機能
が維持できることを実証試験又は解
析により確認することで，電気的機
能を維持する設計とする。

(c)閉じ込め機能の維持
・閉じ込め機能の維持が要求される
設備のうち，グローブボックスは，地
震時及び地震後において，グローブ
ボックスに要求される安全機能を維
持するため，安全機能を有する施
設の耐震重要度に応じた地震動に
対して，要求される閉じ込め機能が
維持できることを試験又は解析によ
り確認し，閉じ込め機能が維持でき
る設計とする。

(d)臨界防止機能の維持
・臨界防止機能の維持が要求され
る設備は，地震時及び地震後にお
いて，臨界の発生を防止するた
め，安全機能を有する施設の耐震
重要度に応じた地震動に対して，
核的制限値の維持に必要な形状
寸法管理，複数の機器間の面間
距離の維持として地震時において発
生する変位及び変形を制限すること
で，臨界防止機能が維持できる設
計とする。

基本方針Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【5.機能維持の基本方針】
【5.2 機能維持】
(2)機器・配管系
・再処理施設の安全機能として機
器・配管系に要求される機能のう
ち，遮蔽機能，落下・転倒防止
機能，止水機能，分析機能及び
廃棄機能については，「5.1　構造
強度」に基づく構造強度を確保する
ことで，当該機能が維持できる設計
とする。
・閉じ込め機能，プロセス量等の維
持機能，掃気機能，崩壊熱等の
除去機能，臨界防止機能，支援
機能，ソースターム制限機能，放
出量の監視機能，換気機能，地
下水排水機能，火災防護機能及
びユーティリティ機能については，
「5.1　構造強度」に基づく構造強
度を確保するとともに，当該機能が
要求される各施設の特性に応じ
て，動的機能を維持する設計とす
る。
・閉じ込め機能，プロセス量等の維
持機能，掃気機能，崩壊熱等の
除去機能，臨界防止機能，支援
機能，ソースターム制限機能，放
出量の監視機能，換気機能，地
下水排水機能，漏えい検知機
能，火災防護機能及びユーティリ
ティ機能については，「5.1　構造強
度」に基づく構造強度を確保すると
ともに，当該機能が要求される各
施設の特性に応じて，電気的機能
を維持する設計とする。
・閉じ込め機能及び臨界防止機能
については，「5.1　構造強度」に基
づく構造強度を確保するとともに，
当該機能が要求される各施設の特
性に応じて，閉じ込め機能及び臨
界防止機能を維持する設計とす
る。
・動的機能維持，電気的機能維
持，閉じ込め機能及び臨界防止
機能の機能維持の方針を以下に示
す。

a.安全機能を有する施設
(a)動的機能維持
・動的機能が要求される設備は，
地震時及び地震後において，その
設備に要求される安全機能を維持
するため，安全機能を有する施設
の耐震重要度に応じた地震動に対
して，要求される動的機能が維持
できることを実証試験又は解析によ
り確認することで，動的機能を維持
する設計とする。実証試験等により
確認されている機能維持加速度を
超える場合には，詳細検討により
機能維持を満足する設計とする。
・動的機能が要求される弁等の機
器の地震応答解析結果の応答加
速度が当該機器を支持する配管の
地震応答により増加すると考えられ
るときは，当該配管の地震応答の
影響を考慮し，一定の余裕を見込
むこととする。

(b)電気的機能維持
・電気的機能が要求される設備
は，地震時及び地震後において，
その設備に要求される安全機能を
維持するため，安全機能を有する
施設の耐震重要度に応じた地震動
に対して，要求される電気的機能
が維持できることを実証試験又は解
析により確認することで，電気的機
能を維持する設計とする。

(c)閉じ込め機能の維持
・閉じ込め機能の維持が要求される
設備のうち，グローブボックスは，地
震時及び地震後において，グローブ
ボックスに要求される安全機能を維
持するため，安全機能を有する施
設の耐震重要度に応じた地震動に
対して，要求される閉じ込め機能が
維持できることを試験又は解析によ
り確認し，閉じ込め機能が維持でき
る設計とする。

(d)臨界防止機能の維持
・臨界防止機能の維持が要求され
る設備は，地震時及び地震後にお
いて，臨界の発生を防止するた
め，安全機能を有する施設の耐震
重要度に応じた地震動に対して，
核的制限値の維持に必要な形状
寸法管理，複数の機器間の面間
距離の維持として地震時において発
生する変位及び変形を制限すること
で，臨界防止機能が維持できる設
計とする。

b.重大事故等対処施設
(a)動的機能維持
・動的機能が要求される設備は，
重大事故等対処施設の設備分類
に応じた地震動に対して，
「5.2(2)a.(a) 動的機能維持」と
同様の設計を行うことで，動的機
能を維持する設計とする。

(b)電気的機能維持
・電気的機能が要求される設備
は，重大事故等対処施設の設備
分類に応じた地震動に対して，
「5.2(2)a.(b) 電気的機能維持」
と同様の設計を行うことで，電気的
機能を維持する設計とする。

(c)閉じ込め機能の維持
・閉じ込め機能の維持が要求される
設備のうち，グローブボックスは，重
大事故等対処施設の設備分類に
応じた地震動に対して，
「5.2(2)a.(c) 閉じ込め機能の維
持」と同様の設計を行うことで，閉じ
込め機能が維持できる設計とする。

(d)臨界防止機能の維持
・臨界防止機能の維持が要求され
る設備は，重大事故等対処施設
の設備分類に応じた地震動に対し
て，「5.2(2)a.(d) 臨界防止機能
の維持」と同様の設計を行うこと
で，臨界防止機能が維持できる設
計とする。

・これらの機能維持の考え方を，
「Ⅳ－１－１－８　機能維持の基
本方針」に示す。
・重大事故等対処施設の設計にお
いては，設計基準事故時の状態と
重大事故等時の状態での評価条
件の比較を行い，重大事故等時の
状態の方が厳しい場合は別途，重
大事故等時の状態にて設計を行
う。

・これらの機能維持の考え方を，
「Ⅳ－１－１－８　機能維持の基
本方針」に示す。

― Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【5.機能維持の基本方針】
【5.2 機能維持】
(2)機器・配管系
・再処理施設の安全機能及び重大
事故等に対処するために必要な機
能として機器・配管系に要求される
機能のうち，遮蔽機能，落下・転
倒防止機能，止水機能，分析機
能及び廃棄機能については，「5.1
構造強度」に基づく構造強度を確
保することで，当該機能が維持でき
る設計とする。
・閉じ込め機能，プロセス量等の維
持機能，掃気機能，崩壊熱等の
除去機能，臨界防止機能，支援
機能，ソースターム制限機能，放
出量の監視機能，換気機能，地
下水排水機能，火災防護機能及
びユーティリティ機能については，
「5.1　構造強度」に基づく構造強
度を確保するとともに，当該機能が
要求される各施設の特性に応じ
て，動的機能を維持する設計とす
る。
・閉じ込め機能，プロセス量等の維
持機能，掃気機能，崩壊熱等の
除去機能，臨界防止機能，支援
機能，ソースターム制限機能，放
出量の監視機能，換気機能，地
下水排水機能，漏えい検知機
能，火災防護機能及びユーティリ
ティ機能については，「5.1　構造強
度」に基づく構造強度を確保すると
ともに，当該機能が要求される各
施設の特性に応じて，電気的機能
を維持する設計とする。
・閉じ込め機能及び臨界防止機能
については，「5.1　構造強度」に基
づく構造強度を確保するとともに，
当該機能が要求される各施設の特
性に応じて，閉じ込め機能及び臨
界防止機能を維持する設計とす
る。
・動的機能維持，電気的機能維
持，閉じ込め機能及び臨界防止
機能の機能維持の方針を以下に示
す。

基本方針 Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
5.機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.1 耐震設計上考慮する状態
(1) 安全機能を有する施設
a. 建物・構築物

5.2 機能維持
(1)建物・構築物
a.安全機能を有する施設
b.重大事故等対処施設

(2)機器・配管系
a.安全機能を有する施設
b.重大事故等対処施設

― ―
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(25/35)

説明対象 申請対象設備
（２項変更①） 仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象 申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

要求種別 添付書類　説明内容（２）添付書類　構成（２）

第１回

主な設備 展開事項 添付書類　構成（１） 添付書類　説明内容（１）項目
番号 基本設計方針

―Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【5.機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.1 耐震設計上考慮する状
態】
(2) 重大事故等対処施設
a. 建物・構築物
・重大事故等対処施設について地
震以外に設計上考慮する状態
・具体的な荷重の組合せと許容限
界について示した添付書類展開先

基本方針
評価条件

基本方針

―

基本方針
評価条件

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【5.機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.1 耐震設計上考慮する状
態】
(1) 安全機能を有する施設
b. 機器・配管系
(a)運転時の状態
・再処理施設が運転している状態。
(b)運転時の異常な過渡変化時の
状態
・運転時に予想される機械又は器
具の単一の故障若しくはその誤作動
又は運転員の単一の誤操作及びこ
れらと類似の頻度で発生すると予想
される外乱によって発生する異常な
状態であって，当該状態が継続し
た場合には温度，圧力，流量その
他の再処理施設の状態を示す事項
が安全設計上許容される範囲を超
えるおそれがあるものとして安全設計
上想定すべき事象が発生した状
態。
(c)設計基準事故時の状態
・発生頻度が運転時の異常な過渡
変化より低い異常な状態であって，
当該状態が発生した場合には再処
理施設から多量の放射性物質が放
出するおそれがあるものとして安全設
計上想定すべき事象が発生した状
態。

b.　荷重の種類
(a)　安全機能を有する施設
イ．建物・構築物
(イ)再処理施設のおかれている状態にかかわらず常時作用している荷重，すな
わち固定荷重，積載荷重，土圧及び水圧
(ロ)運転時の状態で施設に作用する荷重
(ハ)地震力，積雪荷重及び風荷重
ただし，運転時の状態で施設に作用する荷重には，機器・配管系から作用す
る荷重が含まれるものとし，地震力には，地震時土圧，地震時水圧及び機
器・配管系からの反力が含まれるものとする。

(b)　重大事故等対処施設
イ．建物・構築物
(イ)運転時の状態
再処理施設が運転している状態。
(ロ)重大事故等時の状態
再処理施設が，重大事故に至るおそれがある事故又は重大事故の状態で，
重大事故等対処施設の機能を必要とする状態。
(ハ)設計用自然条件
設計上基本的に考慮しなければならない自然条件(積雪，風)。

―

――Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
5.機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.2 荷重の種類
(1) 安全機能を有する施設
b. 機器・配管系

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【5.機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.2 荷重の種類】
(1) 安全機能を有する施設
b. 機器・配管系
・安全機能を有する施設の荷重の
種類

ロ．機器・配管系
(イ)運転時の状態
再処理施設が運転している状態。
(ロ)運転時の異常な過渡変化時の状態
運転時に予想される機械又は器具の単一の故障若しくはその誤作動又は運転
員の単一の誤操作及びこれらと類似の頻度で発生すると予想される外乱によっ
て発生する異常な状態であって，当該状態が継続した場合には温度，圧
力，流量その他の再処理施設の状態を示す事項が安全設計上許容される範
囲を超えるおそれがあるものとして安全設計上想定すべき事象が発生した状
態。
(ハ)設計基準事故時の状態
発生頻度が運転時の異常な過渡変化より低い異常な状態であって，当該状
態が発生した場合には再処理施設から多量の放射性物質が放出するおそれが
あるものとして安全設計上想定すべき事象が発生した状態。

定義

―

63

64

66

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【5.機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
・具体的な荷重の組合せと許容限
界について示した添付書類展開先

【5.1.1 耐震設計上考慮する状
態】
(1) 安全機能を有する施設
b. 機器・配管系
・機器・配管系の地震以外に設計
上考慮する状態

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【5.機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.2 荷重の種類】
(1) 安全機能を有する施設
a. 建物・構築物
・安全機能を有する施設の荷重の
種類

ロ．機器・配管系
(イ)運転時の状態で施設に作用する荷重
(ロ)運転時の異常な過渡変化時の状態で施設に作用する荷重
(ハ)設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重
(ニ)地震力
ただし，各状態において施設に作用する荷重には，常時作用している荷重，
すなわち自重等の固定荷重が含まれるものとする。また，屋外に設置される施
設については，建物・構築物に準じる。

定義 基本方針 ―

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
5.機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.1 耐震設計上考慮する状態
(2) 重大事故等対処施設
a. 建物・構築物

ロ．機器・配管系
(イ)運転時の状態
再処理施設が運転している状態。
(ロ)運転時の異常な過渡変化時の状態
運転時に予想される機械又は器具の単一の故障若しくはその誤作動又は運転
員の単一の誤操作及びこれらと類似の頻度で発生すると予想される外乱によっ
て発生する異常な状態であって，当該状態が継続した場合には温度，圧
力，流量その他の再処理施設の状態を示す事項が安全設計上許容される範
囲を超えるおそれがあるものとして安全設計上想定すべき事象が発生した状
態。
(ハ)設計基準事故時の状態
発生頻度が運転時の異常な過渡変化より低い異常な状態であって，当該状
態が発生した場合には再処理施設から多量の放射性物質が放出するおそれが
あるものとして安全設計上想定すべき事象が発生した状態。
(ニ)重大事故等時の状態
再処理施設が，重大事故に至るおそれがある事故又は重大事故の状態で，
重大事故等対処施設の機能を必要とする状態。

65

基本方針
評価条件

基本方針
評価条件

定義

基本方針
評価条件

定義

定義 基本方針

○

―

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
5.機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.2 荷重の種類
(1) 安全機能を有する施設
a. 建物・構築物

62

―

○

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
5.機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.1 耐震設計上考慮する状態

―基本方針

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
5.機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.1 耐震設計上考慮する状態
(2) 重大事故等対処施設
b. 機器・配管系

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
5.機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.2 荷重の種類
(1) 安全機能を有する施設
a. 建物・構築物

○

―

基本方針

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【5.機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.1 耐震設計上考慮する状
態】
(2) 重大事故等対処施設
b. 機器・配管系
・機器・配管系の地震以外に設計
上考慮する状態

基本方針 ―

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
5.機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.1 耐震設計上考慮する状態
(1) 安全機能を有する施設
b. 機器・配管系

―

―

―

基本方針

――

―

――

基本方針

○ Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
5.機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.2 荷重の種類
(1) 安全機能を有する施設
b. 機器・配管系

第１回と同一

第１回と同一

― Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
5. 機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.1 耐震設計上考慮する状態
(2) 重大事故等対処施設
a. 建物・構築物

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【5.機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
・再処理施設は，重大事故等対
処施設の設備分類に応じた地震力
による荷重と地震力以外の荷重の
組合せを適切に考慮した上で，構
造強度を確保する設計とする。ま
た，変位及び変形に対し，設計上
の配慮を行う。
・具体的な荷重の組合せ及び許容
限界は「Ⅳ－１－１－８ 機能維
持の基本方針」に示す。
【5.1.1 耐震設計上考慮する状
態】
(2) 重大事故等対処施設
a. 建物・構築物
(a)運転時の状態
・再処理施設が運転している状態。
(b)重大事故等時の状態
・再処理施設が，重大事故に至る
おそれがある事故又は重大事故の
状態で，重大事故等対処施設の
機能を必要とする状態。
(c)設計用自然条件
・設計上基本的に考慮しなければな
らない自然条件(積雪，風)。

― ― Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
5. 機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.1 耐震設計上考慮する状態
(2) 重大事故等対処施設
b. 機器・配管系

―

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【5.機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.2 荷重の種類】
(1) 安全機能を有する施設
a. 建物・構築物
(a)再処理施設のおかれている状態
にかかわらず常時作用している荷
重，すなわち固定荷重，積載荷
重，土圧及び水圧
(b)運転時の状態で施設に作用す
る荷重
(c)地震力，積雪荷重及び風荷重
・運転時の状態で施設に作用する
荷重には，機器・配管系から作用
する荷重が含まれるものとし，地震
力には，地震時の土圧，機器・配
管系からの反力，スロッシング等によ
る荷重が含まれるものとする。

基本方針

○ ― ―

― Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【5.機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.1 耐震設計上考慮する状
態】
(2) 重大事故等対処施設
b. 機器・配管系
(a)運転時の状態
・再処理施設が運転している状態。
(b)運転時の異常な過渡変化時の
状態
・運転時に予想される機械又は器
具の単一の故障若しくはその誤作動
又は運転員の単一の誤操作及びこ
れらと類似の頻度で発生すると予想
される外乱によって発生する異常な
状態であって，当該状態が継続し
た場合には温度，圧力，流量その
他の再処理施設の状態を示す事項
が安全設計上許容される範囲を超
えるおそれがあるものとして安全設計
上想定すべき事象が発生した状
態。
(c)設計基準事故時の状態
・発生頻度が運転時の異常な過渡
変化より低い異常な状態であって，
当該状態が発生した場合には再処
理施設から多量の放射性物質が放
出するおそれがあるものとして安全設
計上想定すべき事象が発生した状
態。
(d)重大事故等時の状態
・再処理施設が，重大事故に至る
おそれがある事故又は重大事故の
状態で，重大事故等対処施設の
機能を必要とする状態。

基本方針

第１回と同一

基本方針 Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【5.機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.2 荷重の種類】
(1) 安全機能を有する施設
b. 機器・配管系
(a)運転時の状態で施設に作用す
る荷重
(b)運転時の異常な過渡変化時の
状態で施設に作用する荷重
(c)設計基準事故時の状態で施設
に作用する荷重
(d)地震力
・各状態において施設に作用する荷
重には，常時作用している荷重，
すなわち自重等の固定荷重が含ま
れるものとする。また，屋外に設置さ
れる施設の積雪荷重及び風荷重に
ついては，建物・構築物に準じる。

基本方針

―

―
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(26/35)

説明対象 申請対象設備
（２項変更①） 仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象 申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

要求種別 添付書類　説明内容（２）添付書類　構成（２）

第１回

主な設備 展開事項 添付書類　構成（１） 添付書類　説明内容（１）項目
番号 基本設計方針

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
5.機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.2 荷重の種類
(2) 重大事故等対処施設
a. 建物・構築物

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
5.機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.3 荷重の組合せ
(1) 安全機能を有する施設
a. 建物・構築物

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
5.機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.2 荷重の種類
(2) 重大事故等対処施設
b. 機器・配管系

基本方針
評価条件

基本方針
評価方法

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【5.機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.3 荷重の組合せ】
(1) 安全機能を有する施設
a. 建物・構築物
・安全機能を有する施設の地震力
と他の荷重との組合せ
・基準地震動による地震力，弾性
設計用地震動による地震力と組み
合わせる場合の土圧及び水圧に対
する説明

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
5.機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.3 荷重の組合せ
(1) 安全機能を有する施設
b. 機器・配管系

基本方針
評価方法

69

―

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【5.機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.3 荷重の組合せ】
(1) 安全機能を有する施設
b. 機器・配管系
・安全機能を有する施設の地震力
と他の荷重との組合せ
・屋外に設置される施設の積雪荷
重及び風荷重の組合せの方針

定義

67

ロ．機器・配管系
(イ)運転時の状態で施設に作用する荷重
(ロ)運転時の異常な過渡変化時の状態で施設に作用する荷重
(ハ)設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重
(ニ)重大事故等時の状態で施設に作用する荷重
(ホ)地震力
ただし，各状態において施設に作用する荷重には，常時作用している荷重，
すなわち自重等の固定荷重が含まれるものとする。また，屋外に設置される施
設については，建物・構築物に準じる。

―

基本方針

基本方針
評価条件

定義

68

(b)　重大事故等対処施設
イ．建物・構築物
(イ)再処理施設のおかれている状態にかかわらず常時作用している荷重，すな
わち固定荷重，積載荷重，土圧及び水圧
(ロ)運転時の状態で施設に作用する荷重
(ハ)重大事故等時の状態で施設に作用する荷重
(ニ)地震力，積雪荷重及び風荷重
ただし，運転時及び重大事故等時の状態で施設に作用する荷重には，機
器・配管系から作用する荷重が含まれるものとし，地震力には，地震時土
圧，地震時水圧及び機器・配管系からの反力が含まれるものとする。

c.　荷重の組合せ
地震力と他の荷重との組合せについては，「3.3 外部からの衝撃による損傷の
防止」で設定している風及び積雪による荷重を考慮し，以下のとおり設定す
る。
(a)　安全機能を有する施設
イ．建物・構築物
(イ)Ｓクラスの建物・構築物については，常時作用している荷重(固定荷重，
積載荷重，土圧及び水圧)，運転時の状態で施設に作用する荷重，積雪
荷重及び風荷重と基準地震動Ｓｓによる地震力とを組み合わせる。
(ロ)Ｓクラス，Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物については，常時作用して
いる荷重(固定荷重，積載荷重，土圧及び水圧)，運転時の状態で施設に
作用する荷重，積雪荷重及び風荷重と基準地震動Ｓｓ以外の地震動によ
る地震力又は静的地震力とを組み合わせる。
この際，常時作用している荷重のうち，土圧及び水圧について，基準地震動
Ｓｓによる地震力又は弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力と組み合わせる
場合は，当該地震時の土圧及び水圧とする。

定義

ロ．機器・配管系
(イ)Ｓクラスの機器・配管系については，常時作用している荷重，運転時の状
態で施設に作用する荷重，運転時の異常な過渡変化時に生じる荷重，設計
基準事故時に生じる荷重と基準地震動Ｓｓによる地震力，弾性設計用地
震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力とを組み合わせる。
(ロ)Ｂクラスの機器・配管系については，常時作用している荷重，運転時の状
態で施設に作用する荷重，運転時の異常な過渡変化時に生じる荷重と共振
影響検討用の地震動による地震力又は静的地震力とを組み合わせる。
(ハ)Ｃクラスの機器・配管系については，常時作用している荷重，運転時の状
態で施設に作用する荷重，運転時の異常な過渡変化時に生じる荷重と静的
地震力とを組み合わせる。
なお，屋外に設置される施設については，建物・構築物と同様に積雪荷重及
び風荷重を組み合わせる。

定義

70

○

―

基本方針

―

基本方針

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【5.機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.2 荷重の種類】
(2) 重大事故等対処施設
a. 建物・構築物
・重大事故等対処施設の荷重の種
類

―

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
5.機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.3 荷重の組合せ
(1) 安全機能を有する施設
b. 機器・配管系

―

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【5.機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.2 荷重の種類】
(2) 重大事故等対処施設
b. 機器・配管系
・重大事故等対処施設の荷重の種
類

―

―

―

―

基本方針 ―

―

○

○

―

―

基本方針

―

第１回と同一Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【5.機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.3 荷重の組合せ】
・地震力と他の荷重との組合せは以
下による。
(1) 安全機能を有する施設
a. 建物・構築物
(a)Ｓクラスの建物・構築物について
は，常時作用している荷重(固定
荷重，積載荷重，土圧及び水
圧)，運転時の状態で施設に作用
する荷重，積雪荷重及び風荷重と
基準地震動Ｓｓによる地震力とを
組み合わせる。
(b)Ｓクラスの建物・構築物について
は，常時作用している荷重(固定
荷重，積載荷重，土圧及び水
圧)，運転時の状態で施設に作用
する荷重，積雪荷重及び風荷重と
弾性設計用地震動Ｓｄによる地
震力又は静的地震力とを組み合わ
せる。
(c)Ｂクラス及びＣクラスの建物・構
築物については，常時作用している
荷重(固定荷重，積載荷重，土
圧及び水圧)，運転時の状態で施
設に作用する荷重，積雪荷重及び
風荷重と，動的地震力又は静的
地震力とを組み合わせる。
・常時作用している荷重のうち，土
圧及び水圧について，基準地震動
Ｓｓによる地震力又は弾性設計用
地震動Ｓｄによる地震力と組み合
わせる場合は，当該地震時の土圧
及び水圧とする。

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
5. 機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.2 荷重の種類
(2) 重大事故等対処施設
b. 機器・配管系

―基本方針

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
5.機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.2 荷重の種類
(2) 重大事故等対処施設
a. 建物・構築物

基本方針

基本方針

―

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【5.機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.3 荷重の組合せ】
(1) 安全機能を有する施設
b. 機器・配管系
(a)Ｓクラスの機器・配管系について
は，常時作用している荷重，運転
時の状態で施設に作用する荷重と
地震力とを組み合わせる。
(b)Ｓクラスの機器・配管系について
は，運転時の異常な過渡変化時
の状態及び設計基準事故時の状
態のうち地震によって引き起こされる
おそれのある事故等によって施設に
作用する荷重は，その事故事象の
継続時間等との関係を踏まえ，適
切な地震力とを組み合わせる。
(c)Ｂクラスの機器・配管系について
は，常時作用している荷重，運転
時の状態で施設に作用する荷重，
運転時の異常な過渡変化時に生じ
る荷重と共振影響検討用の地震動
による地震力又は静的地震力とを
組み合わせる。
(d)Ｃクラスの機器・配管系について
は，常時作用している荷重，運転
時の状態で施設に作用する荷重，
運転時の異常な過渡変化時に生じ
る荷重と静的地震力とを組み合わ
せる。
・屋外に設置される施設について
は，建物・構築物と同様に積雪荷
重及び風荷重を組み合わせる。

―基本方針

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【5.機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.2 荷重の種類】
(2) 重大事故等対処施設
b. 機器・配管系
(a)運転時の状態で施設に作用す
る荷重
(b)運転時の異常な過渡変化時の
状態で施設に作用する荷重
(c)設計基準事故時の状態で施設
に作用する荷重
(d)重大事故等時の状態で施設に
作用する荷重
(e)地震力
・各状態において施設に作用する荷
重には，常時作用している荷重，
すなわち自重等の固定荷重が含ま
れるものとする。また，屋外に設置さ
れる施設の積雪荷重及び風荷重に
ついては，建物・構築物に準じる。

○

―

基本方針

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
5.機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.3 荷重の組合せ
(1) 安全機能を有する施設
a. 建物・構築物

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【5. 機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.2 荷重の種類】
(2) 重大事故等対処施設
a. 建物・構築物
(a)再処理施設のおかれている状態
にかかわらず常時作用している荷
重，すなわち固定荷重，積載荷
重，土圧及び水圧
(b)運転時の状態で施設に作用す
る荷重
(c)重大事故等時の状態で施設に
作用する荷重
(d)地震力，積雪荷重及び風荷
重
・運転時及び重大事故等時の状態
で施設に作用する荷重には，機
器・配管系から作用する荷重が含ま
れるものとし，地震力には，地震時
の土圧，機器・配管系からの反
力，スロッシング等による荷重が含ま
れるものとする。

――

第１回と同一

――

―――

151



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(27/35)

説明対象 申請対象設備
（２項変更①） 仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象 申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

要求種別 添付書類　説明内容（２）添付書類　構成（２）

第１回

主な設備 展開事項 添付書類　構成（１） 添付書類　説明内容（１）項目
番号 基本設計方針

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【5.機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.3 荷重の組合せ】
(2) 重大事故等対処施設
a. 建物・構築物
・重大事故等対処施設の地震力と
他の荷重との組合せ
・基準地震動による地震力，弾性
設計用地震動による地震力と組み
合わせる場合の土圧及び水圧に対
する説明

基本方針

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【5.機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.3 荷重の組合せ】
(2) 重大事故等対処施設
b. 機器・配管系
・重大事故等対処施設の地震力と
他の荷重との組合せ
・屋外に設置される施設の積雪荷
重及び風荷重の組合せの方針

基本方針
評価方法

基本方針定義

定義

ロ．機器・配管系
(イ)常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設
の機器・配管系については，常時作用している荷重及び運転時の状態で施設
に作用する荷重と基準地震動Ｓｓによる地震力とを組み合わせる。
(ロ)常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設
の機器・配管系については，常時作用している荷重，運転時の異常な過渡変
化時の状態，設計基準事故時の状態及び重大事故等時の状態で施設に作
用する荷重のうち，地震によって引き起こされるおそれがある事象によって作用
する荷重と基準地震動Ｓｓによる地震力とを組み合わせる。
(ハ)常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設
の機器・配管系については，常時作用している荷重，運転時の異常な過渡変
化時の状態，設計基準事故時の状態及び重大事故等時の状態で施設に作
用する荷重のうち，地震によって引き起こされるおそれがない事象による荷重
は，基準地震動Ｓｓ又は弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力と組み合わ
せる。
(ニ)常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備
が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系については，常時作用して
いる荷重，運転時の状態で施設に作用する荷重及び運転時の異常な過渡変
化時の状態と弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力とを組み
合わせる。
なお，屋外に設置される施設については，建物・構築物と同様に積雪荷重及
び風荷重を組み合わせる。

(b)　重大事故等対処施設
イ．建物・構築物
(イ)常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設
の建物・構築物については，常時作用している荷重(固定荷重，積載荷重，
土圧及び水圧)，積雪荷重，風荷重及び運転時の状態で施設に作用する荷
重と基準地震動Ｓｓによる地震力とを組み合わせる。
(ロ)常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設
の建物・構築物については，常時作用している荷重(固定荷重，積載荷重，
土圧及び水圧)，積雪荷重，風荷重及び重大事故等時の状態で施設に作
用する荷重のうち，地震によって引き起こされるおそれがある事象によって作用
する荷重と基準地震動Ｓｓによる地震力とを組み合わせる。
(ハ)常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設
の建物・構築物については，常時作用している荷重(固定荷重，積載荷重，
土圧及び水圧)，積雪荷重，風荷重及び重大事故等時の状態で施設に作
用する荷重のうち，地震によって引き起こされるおそれがない事象による荷重
は，その事故事象の発生確率，継続時間及び地震動の年超過確率の関係
を踏まえ，適切な地震力(基準地震動Ｓｓ又は弾性設計用地震動Ｓｄによ
る地震力)と組み合わせる。この組合せについては，事故事象の発生確率，継
続時間及び地震動の年超過確率の積等を考慮し，工学的，総合的に勘案
の上設定する。なお，継続時間については対策の成立性も考慮した上で設定
する。
(ニ)常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備
が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物については，常時作用して
いる荷重(固定荷重，積載荷重，土圧及び水圧)，運転時の状態で施設に
作用する荷重，積雪荷重及び風荷重と，弾性設計用地震動Ｓｄによる地
震力又は静的地震力とを組み合わせる。
この際，常時作用している荷重のうち，土圧及び水圧について，基準地震動
Ｓｓによる地震力又は弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力と組み合わせる
場合は，当該地震時の土圧及び水圧とする。

―― ―

―
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Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
5.機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.3 荷重の組合せ
(2) 重大事故等対処施設
a. 建物・構築物

―

― ○

― ―

基本方針―

基本方針

【5.機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.3 荷重の組合せ】
(2) 重大事故等対処施設
b. 機器・配管系
(a)常設耐震重要重大事故等対
処設備が設置される重大事故等対
処施設の機器・配管系について
は，常時作用している荷重及び運
転時の状態で施設に作用する荷重
と基準地震動Ｓｓによる地震力と
を組み合わせる。
(b)常設耐震重要重大事故等対
処設備が設置される重大事故等対
処施設の機器・配管系について
は，常時作用している荷重，運転
時の異常な過渡変化時の状態，
設計基準事故時の状態及び重大
事故等時の状態で施設に作用する
荷重のうち，地震によって引き起こ
されるおそれがある事象によって作用
する荷重と基準地震動Ｓｓによる
地震力とを組み合わせる。
(c)常設耐震重要重大事故等対
処設備が設置される重大事故等対
処施設の機器・配管系の，常時作
用している荷重，運転時の異常な
過渡変化時の状態，設計基準事
故時の状態及び重大事故等時の
状態で施設に作用する荷重のう
ち，地震によって引き起こされるおそ
れがない事象による荷重と，基準
地震動Ｓｓ又は弾性設計用地震
動Ｓｄによる地震力との組合せにつ
いては，事故事象の発生確率，継
続時間及び地震動の年超過確率
の積等を考慮し，工学的，総合
的に勘案の上設定する。なお，継
続時間については対策の成立性も
考慮した上で設定する。
・以上を踏まえ，重大事故等時の
状態で施設に作用する荷重と地震
力との組合せについては，いったん
事故が発生した場合，長時間継
続する事象による荷重と弾性設計
用地震動Ｓｄによる地震力とを組
み合わせ，その状態からさらに長期
的に継続する事象による荷重と基
準地震動Ｓｓによる地震力とを組
み合わせることとなるが，弾性設計
用地震動Ｓｄとの組合せの目安と
なる継続時間がごく僅かであることか
ら，重大事故等時の荷重と組み合
わせる地震力は，基準地震動Ｓ
ｓによる地震力とする。
(d)常設耐震重要重大事故等対
処設備以外の常設重大事故等対
処設備が設置される重大事故等対
処施設の機器・配管系について
は，常時作用している荷重，運転
時の状態で施設に作用する荷重及
び運転時の異常な過渡変化時の
状態と弾性設計用地震動Ｓｄに2
分の1を乗じたものによる地震力又
は静的地震力とを組み合わせる。
・屋外に設置される施設について
は，建物・構築物と同様に積雪荷
重及び風荷重を組み合わせる。

―

基本方針

基本方針

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【5.機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.3 荷重の組合せ】
(2) 重大事故等対処施設
a. 建物・構築物
(a)常設耐震重要重大事故等対
処設備が設置される重大事故等対
処施設の建物・構築物について
は，常時作用している荷重(固定
荷重，積載荷重，土圧及び水
圧)，積雪荷重，風荷重及び運
転時の状態で施設に作用する荷重
と基準地震動Ｓｓによる地震力と
を組み合わせる。
(b)常設耐震重要重大事故等対
処設備が設置される重大事故等対
処施設の建物・構築物について
は，常時作用している荷重(固定
荷重，積載荷重，土圧及び水
圧)，積雪荷重，風荷重及び重
大事故等時の状態で施設に作用す
る荷重のうち，地震によって引き起
こされるおそれがある事象によって作
用する荷重と基準地震動Ｓｓによ
る地震力とを組み合わせる。
(c)常設耐震重要重大事故等対
処設備が設置される重大事故等対
処施設の建物・構築物について
は，常時作用している荷重(固定
荷重，積載荷重，土圧及び水
圧)，積雪荷重，風荷重及び重
大事故等時の状態で施設に作用す
る荷重のうち，地震によって引き起
こされるおそれがない事象による荷重
は，その事故事象の発生確率，継
続時間及び地震動の年超過確率
の関係を踏まえ，適切な地震力
(基準地震動Ｓｓ又は弾性設計
用地震動Ｓｄによる地震力)と組
み合わせる。この組合せについて
は，事故事象の発生確率，継続
時間及び地震動の年超過確率の
積等を考慮し，工学的，総合的
に勘案の上設定する。なお，継続
時間については対策の成立性も考
慮した上で設定する。
・以上を踏まえ，重大事故等時の
状態で施設に作用する荷重と地震
力との組合せについては，いったん
事故が発生した場合，長時間継
続する事象による荷重と弾性設計
用地震動Ｓｄによる地震力とを組
み合わせ，その状態からさらに長期
的に継続する事象による荷重と基
準地震動Ｓｓによる地震力とを組
み合わせることとなるが，弾性設計
用地震動Ｓｄとの組合せの目安と
なる継続時間がごく僅かであることか
ら，重大事故等時の荷重と組み合
わせる地震力は，基準地震動Ｓ
ｓによる地震力とする。
(d)常設耐震重要重大事故等対
処設備以外の常設重大事故等対
処設備が設置される重大事故等対
処施設の建物・構築物について
は，常時作用している荷重(固定
荷重，積載荷重，土圧及び水
圧)，運転時の状態で施設に作用
する荷重，積雪荷重及び風荷重
と，弾性設計用地震動Ｓｄに2分
の1を乗じたものによる地震力又は
静的地震力とを組み合わせる。
・常時作用している荷重のうち，土
圧及び水圧について，基準地震動
Ｓｓによる地震力，弾性設計用
地震動Ｓｄに2分の1を乗じたもの
による地震力と組み合わせる場合
は，当該地震時の土圧及び水圧と
する。

―
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(28/35)

説明対象 申請対象設備
（２項変更①） 仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象 申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

要求種別 添付書類　説明内容（２）添付書類　構成（２）

第１回

主な設備 展開事項 添付書類　構成（１） 添付書類　説明内容（１）項目
番号 基本設計方針

基本方針
評価方法

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
5.機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.3 荷重の組合せ
(1) 安全機能を有する施設
b. 機器・配管系
(2) 重大事故等対処施設
b. 機器・配管系

5.1.4 荷重の組合せ上の留意事
項

基本方針定義 Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【5.機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.3 荷重の組合せ】
(1) 安全機能を有する施設
b. 機器・配管系
・運転時の異常な過渡変化時及び
設計基準事故時に生じるそれぞれ
の荷重を組み合わせる場合の考慮
事項
(2) 重大事故等対処施設
b. 機器・配管系
・運転時の異常な過渡変化時及び
設計基準事故時及び重大事故時
に生じるそれぞれの荷重を組み合わ
せる場合の考慮事項

【5.1.4 荷重の組合せ上の留意事
項】
・積雪，風荷重等，荷重の組合せ
に対する留意事項

(c)　荷重の組合せ上の留意事項
イ．　安全機能を有する施設のうち耐震重要度の異なる施設を支持する建
物・構築物の当該部分の支持機能を確認する場合においては，支持される施
設の耐震重要度に応じた地震力と常時作用している荷重，運転時に施設に
作用する荷重とを組み合わせる。
ロ. 　安全機能を有する施設のうち機器・配管系の運転時の異常な過渡変化
時及び設計基準事故(以下「事故等」という。)時に生じるそれぞれの荷重につ
いては，地震によって引き起こされるおそれのある事故等によって作用する荷重
及び地震によって引き起こされるおそれのない事故等であっても，いったん事故
等が発生した場合，長時間継続する事故等による荷重は，その事故等の発
生確率，継続時間及び地震動の超過確率の関係を踏まえ，適切な地震力
と組み合わせて考慮する。
ハ.　安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設に適用する動的地震
力は，水平2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて算定するものと
する。
ニ.　積雪荷重については，屋外に設置されている安全機能を有する施設及び
重大事故等対処施設のうち，積雪による受圧面積が小さい施設や，常時作
用している荷重に対して積雪荷重の割合が無視できる施設を除き，地震力と
の組合せを考慮する。
ホ.　風荷重については，屋外の直接風を受ける場所に設置されている安全機
能を有する施設及び重大事故等対処施設のうち，風荷重の影響が地震荷重
と比べて相対的に無視できないような構造，形状及び仕様の施設においては，
地震力との組合せを考慮する。
ヘ.　荷重として考慮する水圧のうち地下水圧については，地下水排水設備に
よる地下水位の低下を踏まえた設計用地下水位に基づき設定する。
ト.　設備分類の異なる重大事故等対処施設を支持する建物・構築物の当該
部分の支持機能を確認する場合においては，支持される施設の設備分類に応
じた地震力と常時作用している荷重(固定荷重，積載荷重，土圧及び水
圧)，運転時の状態で施設に作用する荷重及び重大事故等時の状態で施設
に作用する荷重並びに積雪荷重及び風荷重を組み合わせる。
チ．常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設
の機器・配管系の，常時作用している荷重，運転時の異常な過渡変化時の
状態，設計基準事故時の状態及び重大事故等時の状態で施設に作用する
荷重のうち，地震によって引き起こされるおそれがない事象による荷重と，基準
地震動Ｓｓ又は弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力との組合せについて
は，事故事象の発生確率，継続時間及び地震動の年超過確率の積等を考
慮し，工学的，総合的に勘案の上設定する。なお，継続時間については対
策の成立性も考慮した上で設定する。
リ.常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備
で，代替する安全機能を有する施設がない常設重大事故等対処設備のう
ち，Ｓクラスの施設は常設耐震重要重大事故等対処設備に係る機器・配管
系の荷重の組合せを適用する。

― ○73 ―― Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【5.機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.3 荷重の組合せ】
(1) 安全機能を有する施設
b. 機器・配管系
(e) 機器・配管系の運転時の異常
な過渡変化時及び設計基準事故
(以下「事故等」という。)時に生じる
それぞれの荷重については，地震に
よって引き起こされるおそれのある事
故等によって作用する荷重及び地
震によって引き起こされるおそれのな
い事故等であっても，いったん事故
等が発生した場合，長時間継続す
る事故等による荷重は，その事故
等の発生確率，継続時間及び地
震動の超過確率の関係を踏まえ，
適切な地震力と組み合わせて考慮
する。
・運転時の異常な過渡変化時の状
態及び設計基準事故の状態で施
設に作用する荷重は，運転時の状
態で施設に作用する荷重を超える
もの及び長時間施設に作用するも
のがないため，地震荷重と組み合わ
せるものはない。

(2) 重大事故等対処施設
b. 機器・配管系
(C) 常設耐震重要重大事故等対
処設備が設置される重大事故等対
処施設の機器・配管系の，常時作
用している荷重，運転時の異常な
過渡変化時の状態，設計基準事
故時の状態及び重大事故等時の
状態で施設に作用する荷重のう
ち，地震によって引き起こされるおそ
れがない事象による荷重と，基準
地震動Ｓｓ又は弾性設計用地震
動Ｓｄによる地震力との組合せにつ
いては，事故事象の発生確率，継
続時間及び地震動の年超過確率
の積等を考慮し，工学的，総合
的に勘案の上設定する。なお，継
続時間については対策の成立性も
考慮した上で設定する。
・以上を踏まえ，重大事故等時の
状態で施設に作用する荷重と地震
力との組合せについては，いったん
事故が発生した場合，長時間継
続する事象による荷重と弾性設計
用地震動Ｓｄによる地震力とを組
み合わせ，その状態からさらに長期
的に継続する事象による荷重と基
準地震動Ｓｓによる地震力とを組
み合わせることとなるが，弾性設計
用地震動Ｓｄとの組合せの目安と
なる継続時間がごく僅かであることか
ら，重大事故等時の荷重と組み合
わせる地震力は，基準地震動Ｓ
ｓによる地震力とする。

【5.1.4 荷重の組合せ上の留意事
項】
(1) 安全機能を有する施設のうち
耐震重要度の異なる施設を支持す
る建物・構築物の当該部分の支持
機能を確認する場合においては，
支持される施設の耐震重要度に応
じた地震力と常時作用している荷
重，運転時に施設に作用する荷重
とを組み合わせる。
(2) 安全機能を有する施設及び重
大事故等対処施設に適用する動
的地震力は，水平2方向及び鉛
直方向について適切に組み合わせ
て算定するものとする。
(3) ある荷重の組合せ状態での評
価が明らかに厳しいことが判明してい
る場合には，その妥当性を示した上
で，その他の荷重の組合せ状態で
の評価は行わないものとする。
(4) 複数の荷重が同時に作用し，
それらの荷重による応力の各ピークの
生起時刻に明らかなずれがある場合
は，その妥当性を示した上で，必
ずしもそれぞれの応力のピーク値を重
ねなくてもよいものとする。
(5) 積雪荷重については，屋外に
設置されている安全機能を有する
施設及び重大事故等対処施設の
うち，積雪による受圧面積が小さい
施設や，常時作用している荷重に
対して積雪荷重の割合が無視でき
る施設を除き，地震力との組合せ
を考慮する。
(6) 風荷重については，屋外の直
接風を受ける場所に設置されている
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処施設のうち，風荷重の影
響が地震荷重と比べて相対的に無
視できないような構造，形状及び
仕様の施設においては，地震力と
の組合せを考慮する。
(7) 荷重として考慮する水圧のうち
地下水圧については，地下水排水
設備による地下水位の低下を踏ま
えた設計用地下水位に基づき設定
する。
(8) 設備分類の異なる重大事故等
対処施設を支持する建物・構築物
の当該部分の支持機能を確認する
場合においては，支持される施設の
設備分類に応じた地震力と常時作
用している荷重(固定荷重，積載
荷重，土圧及び水圧)，運転時の
状態で施設に作用する荷重及び重
大事故等時の状態で施設に作用す
る荷重並びに積雪荷重及び風荷重
を組み合わせる。
(9) 常設耐震重要重大事故等対
処設備以外の常設重大事故等対
処設備で，代替する安全機能を有
する施設がない常設重大事故等対
処設備のうち，Ｓクラスの施設は常
設耐震重要重大事故等対処設備
に係る機器・配管系の荷重の組合
せを適用する。

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【5.機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.3 荷重の組合せ】
(1) 安全機能を有する施設
b. 機器・配管系
(e) 機器・配管系の運転時の異常
な過渡変化時及び設計基準事故
(以下「事故等」という。)時に生じる
それぞれの荷重については，地震に
よって引き起こされるおそれのある事
故等によって作用する荷重及び地
震によって引き起こされるおそれのな
い事故等であっても，いったん事故
等が発生した場合，長時間継続す
る事故等によって作用する荷重は，
その事故等の発生確率，継続時
間及び地震動の超過確率の関係を
踏まえ，適切な地震力と組み合わ
せて考慮する。
・運転時の異常な過渡変化時の状
態及び設計基準事故の状態で施
設に作用する荷重は，運転時の状
態で施設に作用する荷重を超える
もの及び長時間施設に作用するも
のがないため，地震荷重と組み合わ
せるものはない。

【5.1.4 荷重の組合せ上の留意事
項】
(1) 安全機能を有する施設のうち
耐震重要度の異なる施設を支持す
る建物・構築物の当該部分の支持
機能を確認する場合においては，
支持される施設の耐震重要度に応
じた地震力と常時作用している荷
重，運転時に施設に作用する荷重
とを組み合わせる。
(2) 安全機能を有する施設に適用
する動的地震力は，水平2方向及
び鉛直方向について適切に組み合
わせて算定するものとする。
(3) ある荷重の組合せ状態での評
価が明らかに厳しいことが判明してい
る場合には，その妥当性を示した上
で，その他の荷重の組合せ状態で
の評価は行わないものとする。
(4) 複数の荷重が同時に作用し，
それらの荷重による応力の各ピークの
生起時刻に明らかなずれがある場合
は，その妥当性を示した上で，必
ずしもそれぞれの応力のピーク値を重
ねなくてもよいものとする。
(5) 積雪荷重については，屋外に
設置されている安全機能を有する
施設のうち，積雪による受圧面積
が小さい施設や，常時作用している
荷重に対して積雪荷重の割合が無
視できる施設を除き，地震力との
組合せを考慮する。
(6) 風荷重については，屋外の直
接風を受ける場所に設置されている
安全機能を有する施設のうち，風
荷重の影響が地震荷重と比べて相
対的に無視できないような構造，形
状及び仕様の施設においては，地
震力との組合せを考慮する。
(7) 荷重として考慮する水圧のうち
地下水圧については，地下水排水
設備による地下水位の低下を踏ま
えた設計用地下水位に基づき設定
する。

基本方針 ― Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
5.機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.3 荷重の組合せ
(1) 安全機能を有する施設
b. 機器・配管系
(2) 重大事故等対処施設
b. 機器・配管系

5.1.4 荷重の組合せ上の留意事
項

― ―○ 基本方針 基本方針Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
5.機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.3 荷重の組合せ
(1) 安全機能を有する施設
b. 機器・配管系

5.1.4 荷重の組合せ上の留意事
項

153



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(29/35)

説明対象 申請対象設備
（２項変更①） 仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象 申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

要求種別 添付書類　説明内容（２）添付書類　構成（２）

第１回

主な設備 展開事項 添付書類　構成（１） 添付書類　説明内容（１）項目
番号 基本設計方針

76 (ロ)　Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物(土木構造物を除く。)
上記(イ)ⅱ.による許容応力度を許容限界とする。

定義 基本方針 基本方針
評価方法

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
5. 機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.5 許容限界
(1) 安全機能を有する施設
a. 建物・構築物

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【5. 機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.5 許容限界】
(1) 安全機能を有する施設
a. 建物・構築物
・Ｂクラス及びＣクラスの施設に適用
する許容限界

― ― ○ 基本方針 ― Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
5. 機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.5 許容限界
(1) 安全機能を有する施設
a. 建物・構築物

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【5. 機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.5 許容限界】
(1) 安全機能を有する施設
a. 建物・構築物
(b) Ｂクラス及びＣクラスの建物・構
築物(土木構造物を除く。)
・上記(a)ロ.による許容応力度を許
容限界とする。

77 (ハ)　建物・構築物の保有水平耐力
建物・構築物(土木構造物を除く。)については，当該建物・構築物の保有水
平耐力が必要保有水平耐力に対して，耐震重要度に応じた適切な安全余
裕を有していることを確認する。

定義 基本方針 基本方針
評価方法

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
5. 機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.5 許容限界
(1) 安全機能を有する施設
a. 建物・構築物

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【5. 機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.5 許容限界】
(1) 安全機能を有する施設
a. 建物・構築物
・建物・構築物(土木構造物を除
く。)の保有水平耐力

― ― ○ 基本方針 ― Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
5. 機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.5 許容限界
(1) 安全機能を有する施設
a. 建物・構築物

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【5.機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.5 許容限界】
(1) 安全機能を有する施設
a. 建物・構築物
(d) 建物・構築物の保有水平耐力
・建物・構築物(構築物(屋外機械
基礎)及び土木構造物を除く。)に
ついては，当該建物・構築物の保
有水平耐力が必要保有水平耐力
に対して，耐震重要度に応じた適
切な安全余裕を有していることを確
認する。

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
5.機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.5 許容限界

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【5.機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.5 許容限界】
(1) 安全機能を有する施設
a. 建物・構築物
・その他の土木構造物に適用する
許容限界

【8.ダクティリティに関する考慮】
・構造安全性を高めるための材料選
定等の留意事項及び具体的な留
意事項の添付書類展開先

基本方針

基本方針

―

―

○―

(ホ) その他の土木構造物
安全上適切と認められる規格及び基準による許容応力度を許容限界とする。

(a)　安全機能を有する施設
イ．建物・構築物
(イ)　Ｓクラスの建物・構築物(土木構造物を除く。)
ⅰ．基準地震動Ｓｓによる地震力との組合せに対する許容限界
建物・構築物全体としての変形能力(耐震壁のせん断ひずみ等)が終局耐力時
の変形に対して十分な余裕を有し，部材・部位ごとのせん断ひずみ・応力等が
終局耐力時のせん断ひずみ・応力等に対して，妥当な安全余裕を有することと
する。
なお，終局耐力とは，建物・構築物に対する荷重又は応力を漸次増大してい
くとき，その変形又はひずみが著しく増加するに至る限界の最大耐力とし，既
往の実験式等に基づき適切に定めるものとする。
ⅱ．弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力との組合せに対す
る許容限界
Ｓクラスの建物・構築物については，地震力に対しておおむね弾性状態に留ま
るように，発生する応力に対して，建築基準法等の安全上適切と認められる
規格及び基準による許容応力度を許容限界とする。

基本方針
評価方法

75

78

基本方針

定義

定義

―

定義

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【5.機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.5 許容限界】
(1) 安全機能を有する施設
a. 建物・構築物
・屋外重要土木構造物に適用する
許容限界

【8.ダクティリティに関する考慮】
・構造安全性を高めるための材料選
定等の留意事項及び具体的な留
意事項の添付書類展開先

―

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
5.機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.5 許容限界
(1) 安全機能を有する施設
a. 建物・構築物

8.ダクティリティに関する考慮

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
5.機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.5 許容限界
(1) 安全機能を有する施設
a. 建物・構築物

8. ダクティリティに関する考慮

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
5. 機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.5 許容限界
(1) 安全機能を有する施設
a. 建物・構築物

8. ダクティリティに関する考慮

―

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【5.機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.5 許容限界】
・各施設の地震力と他の荷重とを組
み合わせた状態に対する許容限界

基本方針

基本方針
評価方法

79

d.　許容限界
各施設の地震力と他の荷重とを組み合わせた状態に対する許容限界は，以
下のとおりとし，安全上適切と認められる規格及び基準又は試験等で妥当性
が確認されている値を用いる。

―

74

基本方針
評価方法

○基本方針
評価方法

―

基本方針

第１回と同一

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【5.機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.5 許容限界】
(1) 安全機能を有する施設
a. 建物・構築物
(a) Ｓクラスの建物・構築物(土木
構造物を除く。)
イ．基準地震動Ｓｓによる地震力
との組合せに対する許容限界
・建物・構築物全体としての変形能
力(耐震壁のせん断ひずみ等)が終
局耐力時の変形に対して十分な余
裕を有し，部材・部位ごとのせん断
ひずみ・応力等が終局耐力時のせ
ん断ひずみ・応力等に対して，妥当
な安全余裕を持たせることとする。
・終局耐力とは，建物・構築物に
対する荷重又は応力を漸次増大し
ていくとき，その変形又はひずみが著
しく増加するに至る限界の最大耐力
とし，既往の実験式等に基づき適
切に定めるものとする。
ロ．弾性設計用地震動Ｓｄによる
地震力又は静的地震力との組合せ
に対する許容限界
・地震力に対しておおむね弾性状態
に留まるように，発生する応力に対
して，建築基準法等の安全上適
切と認められる規格及び基準による
許容応力度を許容限界とする。

【8.ダクティリティに関する考慮】
・再処理施設は，構造安全性を一
層高めるために，材料の選定等に
留意し，その構造体のダクティリティ
を高めるよう設計する。具体的に
は，「Ⅳ－１－１－９ 構造計
画，材料選択上の留意点」に示
す。

―

(二)　屋外重要土木構造物
ⅰ．基準地震動Ｓｓによる地震力との組合せに対する許容限界
構造部材の曲げについては限界層間変形角(層間変形角1/100)又は終局
曲率，せん断についてはせん断耐力を許容限界とする。
なお，限界層間変形角，終局曲率及びせん断耐力の許容限界に対しては妥
当な安全余裕を持たせることとする。
ⅱ．弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力との組合せに対す
る許容限界
地震力に対しておおむね弾性状態に留まるように，発生する応力に対して，安
全上適切と認められる規格及び基準による許容応力度を許容限界とする。

定義

―

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【5. 機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.5 許容限界】
(1) 安全機能を有する施設
a. 建物・構築物
・Ｓクラスの施設に適用する許容限
界

【8. ダクティリティに関する考慮】
・構造安全性を高めるための材料選
定等の留意事項及び具体的な留
意事項の添付書類展開先

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
5. 機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.5 許容限界
(1) 安全機能を有する施設
a. 建物・構築物

8. ダクティリティに関する考慮

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
5.機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.5 許容限界

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【5. 機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.5 許容限界】
(1) 安全機能を有する施設
a. 建物・構築物
(f) その他の土木構造物
安全上適切と認められる規格及び
基準による許容応力度を許容限界
とする。

【8.　ダクティリティに関する考慮】
再処理施設は，構造安全性を一
層高めるために，材料の選定等に
留意し，その構造体のダクティリティ
を高めるよう設計する。具体的に
は，「Ⅳ－１－１－９ 構造計
画，材料選択上の留意点」に示
す。

○ 基本方針

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【5. 機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.5 許容限界】
(1) 安全機能を有する施設
a. 建物・構築物
(e) 屋外重要土木構造物
イ．基準地震動Ｓｓによる地震力
との組合せに対する許容限界
・構造部材の曲げについては限界層
間変形角(1/100)又は終局曲
率，せん断についてはせん断耐力を
許容限界とする。
・限界層間変形角，終局曲率及
びせん断耐力の許容限界に対して
は妥当な安全余裕を持たせることと
する。
ロ．弾性設計用地震動Ｓｄによる
地震力又は静的地震力との組合せ
に対する許容限界
・地震力に対しておおむね弾性状態
に留まるように，発生する応力に対
して，安全上適切と認められる規
格及び基準による許容応力度を許
容限界とする。

【8.　ダクティリティに関する考慮】
再処理施設は，構造安全性を一
層高めるために，材料の選定等に
留意し，その構造体のダクティリティ
を高めるよう設計する。具体的に
は，「Ⅳ－１－１－９ 構造計
画，材料選択上の留意点」に示
す。

第１回と同一

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
5. 機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.5 許容限界
(1) 安全機能を有する施設
a. 建物・構築物

8. ダクティリティに関する考慮

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【5.機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.5 許容限界】
・各施設の地震力と他の荷重とを組
み合わせた状態に対する許容限界
は次のとおりとし，JEAG4601等の
安全上適切と認められる規格及び
基準又は試験等で妥当性が確認さ
れている値を用いる。

基本方針

基本方針

○ 第１回と同一

―

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
5.機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.5 許容限界
(1) 安全機能を有する施設
a. 建物・構築物

8. ダクティリティに関する考慮

第１回と同一

第１回と同一

第１回と同一

―
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(30/35)

説明対象 申請対象設備
（２項変更①） 仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象 申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

要求種別 添付書類　説明内容（２）添付書類　構成（２）

第１回

主な設備 展開事項 添付書類　構成（１） 添付書類　説明内容（１）項目
番号 基本設計方針

81 (ロ)　Ｂクラス及びＣクラスの機器・配管系
上記(イ)ⅱ.による応力を許容限界とする。

定義 基本方針 基本方針
評価方法

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
5. 機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.5 許容限界
(1) 安全機能を有する施設
b. 機器・配管系

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【5. 機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.5 許容限界】
(1) 安全機能を有する施設
b. 機器・配管系
・Ｂクラス及びＣクラスの施設の機
器・配管系に適用する許容限界

― ― ○ 基本方針 ― Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
5. 機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.5 許容限界
(1) 安全機能を有する施設
b. 機器・配管系

【5. 機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.5 許容限界】
(1) 安全機能を有する施設
b. 機器・配管系
(b) Ｂクラス及びＣクラスの機器・配
管系
・上記b.(a)ロ.による応力を許容限
界とする。

83 (ロ)　常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備
が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物
上記(a)イ.(ロ)を適用する。

定義 基本方針 基本方針
評価方法

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
5.機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.5 許容限界
(2) 重大事故等対処施設
a. 建物・構築物

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【5.機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.5 許容限界】
(2) 重大事故等対処施設
a. 建物・構築物
・常設耐震重要重大事故等対処
設備以外の常設重大事故等対処
設備が設置される重大事故等対処
施設の建物・構築物に適用する許
容限界

― ― ― ― ― ― ― ○ 基本方針 基本方針 ― ― ― Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
5. 機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.5 許容限界
(2) 重大事故等対処施設
a. 建物・構築物

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【5. 機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.5 許容限界】
(2) 重大事故等対処施設
a. 建物・構築物
(b) 常設耐震重要重大事故等対
処設備以外の常設重大事故等対
処設備が設置される重大事故等対
処施設の建物・構築物(土木構造
物を除く。)
・上記(1)a.(b)による許容応力度
を許容限界とする。

85 (ニ)　建物・構築物の保有水平耐力
建物・構築物(土木構造物を除く。)については，当該建物・構築物の保有水
平耐力が必要保有水平耐力に対して，重大事故等対処施設が代替する機
能を有する安全機能を有する施設が属する耐震重要度に応じた適切な安全
余裕を有していることを確認する。

定義 基本方針 基本方針
評価方法

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
5. 機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.5 許容限界
(2) 重大事故等対処施設
a. 建物・構築物

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【5. 機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.5 許容限界】
(2) 重大事故等対処施設
a. 建物・構築物
・建物・構築物(土木構造物を除
く。)の保有水平耐力

― ― ― ― ― ― ― ○ 基本方針 基本方針 ― ― ― Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
5.機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.5 許容限界
(2) 重大事故等対処施設
a. 建物・構築物

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【5.機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.5 許容限界】
(2) 重大事故等対処施設
a. 建物・構築物
(d) 建物・構築物の保有水平耐力
・建物・構築物(構築物(屋外機械
基礎)及び土木構造物を除く。)に
ついては，当該建物・構築物の保
有水平耐力が必要保有水平耐力
に対して，重大事故等対処設備が
代替する機能を有する安全機能を
有する施設が属する耐震重要度に
応じた適切な安全余裕を有している
ことを確認する。

―

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
5. 機能維持の基本方針
5.1 構造強度
【5.1.5 許容限界】
(2) 重大事故等対処施設
a. 建物・構築物
・設備分類の異なる重大事故等対
処施設を支持する建物・構築物に
適用する許容限界

―

―

基本方針

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
5.機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.5 許容限界
(2) 重大事故等対処施設
a. 建物・構築物

8. ダクティリティに関する考慮

基本方針

84

定義

基本方針
評価方法

基本方針
評価方法

(ハ)　設備分類の異なる重大事故等対処施設を支持する建物・構築物(土木
構造物を除く。)
上記(イ)を適用するほか，建物・構築物は，変形等に対してその支持機能が
損なわれない設計とする。なお，当該施設を支持する建物・構築物の支持機
能が損なわれないことを確認する際の地震力は，支持される施設に適用される
地震力とする。

ロ．機器・配管系
(イ)　Ｓクラスの機器・配管系
ⅰ．基準地震動Ｓｓによる地震力との組合せに対する許容限界
塑性域に達するひずみが生じる場合であっても，その量が小さなレベルに留まっ
て破断延性限界に十分な余裕を有し，その施設の機能に影響を及ぼすことが
ない限度に応力，荷重を制限する値を許容限界とする。
ⅱ．弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力との組合せに対す
る許容限界
発生する応力に対して，応答が全体的におおむね弾性状態に留まるように，
降伏応力又はこれと同等の安全性を有する応力を許容限界とする。

(b)　重大事故等対処施設
イ．建物・構築物
(イ)　常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施
設の建物・構築物
上記(a)イ.(イ)ⅰ.を適用する。

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【5.機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.5 許容限界】
(2) 重大事故等対処施設
a. 建物・構築物
・常設耐震重要重大事故等対処
設備が設置される重大事故等対処
施設の建物・構築物に適用する許
容限界

【8. ダクティリティに関する考慮】
・構造安全性を高めるための材料選
定等の留意事項及び具体的な留
意事項の添付書類展開先

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
5. 機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.5 許容限界
(1) 安全機能を有する施設
b. 機器・配管系

8.ダクティリティに関する考慮

10. 耐震計算の基本方針
10.2 機器・配管系

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【5. 機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.5 許容限界】
(1) 安全機能を有する施設
b. 機器・配管系
・Ｓクラスの施設に適用する許容限
界

【8. ダクティリティに関する考慮】
・構造安全性を高めるための材料選
定等の留意事項及び具体的な留
意事項の添付書類展開先

【10. 耐震計算の基本方針】
【10.2 機器・配管系】
・機能維持の確認に当たり適用する
許容限界

―Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
5.機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.5 許容限界
(2) 重大事故等対処施設
a. 建物・構築物

――

―

―

基本方針

―

○

基本方針
評価方法

基本方針

82

定義

80

―

―

― ―

定義

― Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【5.機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.5 許容限界】
(2) 重大事故等対処施設
a. 建物・構築物
(c) 設備分類の異なる重大事故等
対処施設を支持する建物・構築物
(土木構造物を除く。)
・上記(a)を適用するほか，設備分
類の異なる重大事故等対処施設を
支持する建物・構築物は，変形等
に対してその支持機能が損なわれな
い設計とする。なお，当該施設を支
持する建物・構築物の支持機能が
損なわれないことを確認する際の地
震力は，支持される施設に適用さ
れる地震力とする。

第１回と同一

○ ― ―基本方針

― ○

基本方針

―

第１回と同一

――

―――基本方針基本方針

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【5. 機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.5 許容限界】
(1) 安全機能を有する施設
b. 機器・配管系
(a) Ｓクラスの機器・配管系
イ．基準地震動Ｓｓによる地震力
との組合せに対する許容限界
・塑性域に達するひずみが生じる場
合であっても，その量が小さなレベル
に留まって破断延性限界に十分な
余裕を有し，その施設の機能に影
響を及ぼすことがない限度に応力，
荷重を制限する値を許容限界とす
る。
ロ．弾性設計用地震動Ｓｄによる
地震力又は静的地震力との組合せ
に対する許容限界
・発生する応力に対して，応答が全
体的におおむね弾性状態に留まるよ
うに，降伏応力又はこれと同等の
安全性を有する応力を許容限界と
する。

【8. ダクティリティに関する考慮】
・再処理施設は，構造安全性を一
層高めるために，材料の選定等に
留意し，その構造体のダクティリティ
を高めるよう設計する。具体的に
は，「Ⅳ－１－１－９ 構造計
画，材料選択上の留意点」に示
す。

【10. 耐震計算の基本方針】
【10.2 機器・配管系】
・地震時及び地震後に機能維持が
要求される設備については，地震
応答解析により機器・配管系に作
用する加速度が振動試験又は解析
等により機能が維持できることを確
認した加速度(動的機能維持確認
済加速度又は電気的機能維持確
認済加速度)以下，若しくは，静
的又は動的解析により求まる地震
荷重が許容荷重以下となることを確
認する。

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【5.機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.5 許容限界】
(2) 重大事故等対処施設
a. 建物・構築物
(a) 常設耐震重要重大事故等対
処設備が設置される重大事故等対
処施設の建物・構築物(土木構造
物を除く。)
・上記(1)a.(a)イ.を適用する。

【8. ダクティリティに関する考慮】
再処理施設は，構造安全性を一
層高めるために，材料の選定等に
留意し，その構造体のダクティリティ
を高めるよう設計する。具体的に
は，「Ⅳ－１－１－９ 構造計
画，材料選択上の留意点」に示
す。

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
5. 機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.5 許容限界
(1) 安全機能を有する施設
b. 機器・配管系

8. ダクティリティに関する考慮

10. 耐震計算の基本方針
10.2 機器・配管系

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
5.機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.5 許容限界
(2) 重大事故等対処施設
a. 建物・構築物

8. ダクティリティに関する考慮

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
5.機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.5 許容限界
(2) 重大事故等対処施設
a. 建物・構築物
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(31/35)

説明対象 申請対象設備
（２項変更①） 仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象 申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

要求種別 添付書類　説明内容（２）添付書類　構成（２）

第１回

主な設備 展開事項 添付書類　構成（１） 添付書類　説明内容（１）項目
番号 基本設計方針

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
5.機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.5 許容限界
(2) 重大事故等対処施設
a. 建物・構築物

8. ダクティリティに関する考慮

―

○

―

基本方針(5)　設計における留意事項
a.　主要設備等，補助設備，直接支持構造物及び間接支持構造物
主要設備等，補助設備及び直接支持構造物については，耐震重要度に応
じた地震力に十分耐えられる設計とするとともに，安全機能を有する施設のう
ち，耐震重要施設に該当する設備は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対し
てその安全機能が損なわれるおそれがない設計とする。

定義

評価要求

88

90

基本方針

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
5. 機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.5 許容限界
(2) 重大事故等対処施設
b. 機器・配管系

8. ダクティリティに関する考慮

10. 耐震計算の基本方針
10.2 機器・配管系

定義

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
9. 機器・配管系の支持方針

89

また，間接支持構造物については，支持する主要設備等又は補助設備の耐
震重要度に適用する地震動による地震力に対して支持機能が損なわれない設
計とする。

基本方針
施設共通　基本設計方針
(間接支持構造物の支持機能における
評価方法)

―

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【5.機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.5 許容限界】
(2) 重大事故等対処施設
a. 建物・構築物
・設備分類の異なる重大事故等対
処施設を支持する土木構造物に適
用する許容限界

【8. ダクティリティに関する考慮】
・構造安全性を高めるための材料選
定等の留意事項及び具体的な留
意事項の添付書類展開先

―

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【9. 機器・配管系の支持方針】
・直接支持構造物の設計方針，
詳細な内容を示す添付書類への展
開先

基本方針
評価方法

―

―

―

基本方針

基本方針 基本方針
評価方法

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【5.機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.5 許容限界】
(1) 安全機能を有する施設
a. 建物・構築物
・耐震重要度の異なる施設を支持
する建物・構築物に適用する許容
限界
・耐震重要度の異なる施設を支持
する土木構造物に適用する許容限
界

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【5. 機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.5 許容限界】
(2) 重大事故等対処施設
b. 機器・配管系
・常設耐震重要重大事故等対処
設備以外の常設重大事故等対処
設備が設置される重大事故等対処
施設の機器・配管系に適用する許
容限界
・常設耐震重要重大事故等対処
設備以外の常設重大事故等対処
設備で，代替する安全機能を有す
る施設がない常設重大事故等対処
設備のうち，Ｓクラスの施設に適用
する許容限界

―

―Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【5. 機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.5 許容限界】
(2) 重大事故等対処施設
b. 機器・配管系
・常設耐震重要重大事故等対処
設備が設置される重大事故等対処
施設の機器・配管系に適用する許
容限界

【8. ダクティリティに関する考慮】
・構造安全性を高めるための材料選
定等の留意事項及び及び具体的
な留意事項の添付書類展開先

【10. 耐震計算の基本方針】
【10.2 機器・配管系】
・機能維持の確認に当たり適用する
許容限界

―基本方針
評価方法
評価

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
5. 機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.5 許容限界
(1) 安全機能を有する施設
a. 建物・構築物
(c) 耐震重要度の異なる施設を支
持する建物・構築物（土木構造物
を除く。）
(g)耐震重要度の異なる施設を支
持する土木構造物

基本方針

基本方針

―

―

ロ．機器・配管系
(イ)　常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施
設の機器・配管系
上記(a)ロ.(イ)ⅰ.を適用する。
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定義

定義

基本方針
評価方法

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
5. 機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.5 許容限界
(2) 重大事故等対処施設
b. 機器・配管系

86

―

―

○

(ロ)　常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備
が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系
ⅰ．上記(a)ロ.(ロ)を適用する。
ⅱ．代替する安全機能を有する施設がない常設重大事故等対処設備のうち
Ｓクラスの施設は，上記(イ)を適用する。

(ホ)　設備分類の異なる重大事故等対処施設を支持する土木構造物
上記(a)イ．(二)ⅰ.又は(a)イ．(二)ⅱ.を適用するほか，土木構造物は，
変形に対してその支持機能が損なわれない設計とする。なお，当該施設を支
持する土木構造物の支持機能が損なわれないことを確認する際の地震力は，
支持される施設に適用される地震力とする。

―

―

―基本方針―

基本方針

―

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
9. 機器・配管系の支持方針

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【5. 機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.5 許容限界】
(2) 重大事故等対処施設
b. 機器・配管系
(b) 常設耐震重要重大事故等対
処設備以外の常設重大事故等対
処設備が設置される重大事故等対
処施設の機器・配管系
イ．上記(1)b.(b)による応力を許
容限界とする。
ロ．代替する安全機能を有する施
設がない常設重大事故等対処設
備のうちＳクラスの施設は，上記
(a)を適用する。

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
5. 機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.5 許容限界
(2) 重大事故等対処施設
b. 機器・配管系

基本方針 基本方針 ―

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
5. 機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.5 許容限界
(1) 安全機能を有する施設
a. 建物・構築物
(c) 耐震重要度の異なる施設を支
持する建物・構築物（土木構造物
を除く。）
(g)耐震重要度の異なる施設を支
持する土木構造物

―

―

―

―

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
5. 機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.5 許容限界
(2) 重大事故等対処施設
a. 建物・構築物

8. ダクティリティに関する考慮

基本方針○

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【5.機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.5 許容限界】
(2) 重大事故等対処施設
b. 機器・配管系
(a) 常設耐震重要重大事故等対
処設備が設置される重大事故等対
処施設の機器・配管系
・上記(1)b.(a)イ.を適用する。

【8. ダクティリティに関する考慮】
・再処理施設は，構造安全性を一
層高めるために，材料の選定等に
留意し，その構造体のダクティリティ
を高めるよう設計する。具体的に
は，「Ⅳ－１－１－９ 構造計
画，材料選択上の留意点」に示
す。

【10. 耐震計算の基本方針】
【10.2 機器・配管系】
・地震時及び地震後に機能維持が
要求される設備については，地震
応答解析により機器・配管系に作
用する加速度が振動試験又は解析
等により機能が維持できることを確
認した加速度(動的機能維持確認
済加速度又は電気的機能維持確
認済加速度)以下，若しくは，静
的又は動的解析により求まる地震
荷重が許容荷重以下となることを確
認する。

第1回と同一

―

○

―

―

第１回と同一

―― ―

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【5. 機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.5 許容限界】
(1) 安全機能を有する施設
a. 建物・構築物
(c) 耐震重要度の異なる施設を支
持する建物・構築物（土木構造物
を除く。）
上記(a)イ.を適用するほか，耐震
重要度の異なる施設を支持する建
物・構築物は，変形等に対してその
支持機能が損なわれない設計とす
る。なお，当該施設を支持する建
物・構築物の支持機能が損なわれ
ないことを確認する際の地震力は，
支持される施設に適用される地震
力とする。
(g)耐震重要度の異なる施設を支
持する土木構造物
上記(e)イ.またはロ.を適用するほ
か，耐震重要度の異なる施設を支
持する土木構造物は，変形等に対
してその支持機能が損なわれない設
計とする。なお，当該施設を支持す
る土木構造物の支持機能が損なわ
れないことを確認する際の地震力
は，支持される施設に適用される
地震力とする。

―

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
5. 機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.5 許容限界
(2) 重大事故等対処施設
b. 機器・配管系

8. ダクティリティに関する考慮

10. 耐震計算の基本基本
10.2 機器・配管系

―

基本方針

○ Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【5. 機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.5 許容限界】
(2) 重大事故等対処施設
a. 建物・構築物
(e) 設備分類の異なる重大事故等
対処施設を支持する土木構造物
・上記(1)a.(e)イ.又は(1)a.(e)
ロ.を適用するほか，設備分類の異
なる重大事故等対処施設を支持す
る土木構造物は，変形に対してそ
の支持機能が損なわれない設計と
する。なお，当該施設を支持する
土木構造物の支持機能が損なわれ
ないことを確認する際の地震力は，
支持される施設に適用される地震
力とする。

【8. ダクティリティに関する考慮】
再処理施設は，構造安全性を一
層高めるために，材料の選定等に
留意し，その構造体のダクティリティ
を高めるよう設計する。具体的に
は，「Ⅳ－１－１－９ 構造計
画，材料選択上の留意点」に示
す。

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【9. 機器・配管系の支持方針】
・機器・配管系本体については「5.
機能維持の基本方針」に基づいて
耐震設計を行う。それらの支持構造
物の設計方針については，機器は
形状，配置等に応じて個別に支持
構造物の設計を行うこと，配管
系，電気計測制御装置等は設備
の種類，配置に応じて各々標準化
された支持構造物の中から選定する
ことから，それぞれ「Ⅳ－１－１－
10 機器の耐震支持方針」，「Ⅳ
－１－１－11－１ 配管の耐震
支持方針」，「Ⅳ－１－１－11
－２ ダクトの耐震支持方針」及び
「Ⅳ－１－１－12 電気計測制御
装置等の耐震支持方針」にて示
す。

―

――

基本方針
施設共通　基本設計方針
(間接支持構造物の支持機能における
評価方法)

―
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(32/35)

説明対象 申請対象設備
（２項変更①） 仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象 申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

要求種別 添付書類　説明内容（２）添付書類　構成（２）

第１回

主な設備 展開事項 添付書類　構成（１） 添付書類　説明内容（１）項目
番号 基本設計方針

Ⅳ－１－１－４ 波及的影響に係
る基本方針
3. 波及的影響を考慮した施設の
設計方針
3.1 波及的影響を考慮した施設の
設計の観点

4. 波及的影響の設計対象とする
下位クラス施設

5. 波及的影響の設計対象とする
下位クラス施設の耐震設計方針
5.3 設計用地震動又は地震力の
選定方針

6. 工事段階における下位クラス施
設の調査・検討

基本方針
設計方針

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
3. 耐震設計上の重要度分類及び
重大事故等対処施設の設備分類
3.3 波及的影響に対する考慮

6. 構造計画と配置計画

基本方針
施設共通　基本設計方針
(波及的影響に係る機器設置時の拝領
事項等)

基本方針

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
3. 耐震設計上の重要度分類及び
重大事故等対処施設の設備分類
3.3 波及的影響に対する考慮

Ⅳ－１－１－４ 波及的影響に係
る基本方針
【3. 波及的影響を考慮した施設の
設計方針】
【3.1 波及的影響を考慮した施設
の設計の観点】
・事業指定(変更許可)申請書に記
載したの4つの観点による設計方針
・4つの観点以外に設計の観点に含
める事項がないかの調査，検討方
針

【4. 波及的影響の設計対象とする
下位クラス施設】
・波及的影響の設計対象とする下
位クラス施設の抽出結果

【5. 波及的影響の設計対象とする
下位クラス施設の耐震設計方針】
・「4.　波及的影響の設計対象とす
る下位クラス施設」において選定した
施設の耐震設計方針
【5.3 設計用地震動又は地震力】
・設計用地震動又は地震力の選定
方針

【6. 工事段階における下位クラス施
設の調査・検討】
・工事段階における波及的影響の
調査・検討方針
・工事段階における現場保持の方
針

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【3. 耐震設計上の重要度分類及
び重大事故等対処施設の設備分
類】
【3.3 波及的影響に対する考慮】
・波及的影響の設計における評価
に当たっての方針(事業指定(変更
許可)に記載した4つの観点，資機
材等，原子力施設及び化学プラン
ト等)

定義
運用要求

91 冒頭宣言

92 評価に当たっては，以下の4つの観点をもとに，敷地全体を俯瞰した調査・検
討を行い，各観点より選定した事象に対する波及的影響の評価により波及的
影響を考慮すべき施設を抽出し，耐震重要施設の安全機能への影響がないこ
とを確認する。
波及的影響の評価に当たっては，耐震重要施設の設計に用いる地震動又は
地震力を適用する。なお，地震動又は地震力の選定に当たっては，施設の配
置状況，使用時間を踏まえて適切に設定する。また，波及的影響の確認にお
いては水平2方向及び鉛直方向の地震力が同時に作用する場合に影響を及
ぼす可能性のある施設，設備を選定し評価する。
ここで，下位クラス施設とは，耐震重要施設以外の再処理施設内にある施設
(資機材等含む。)をいう。
波及的影響を防止するよう現場を維持するため，機器設置時の配慮事項等
を保安規定に定めて，管理する。
なお，原子力施設及び化学プラント等の地震被害情報をもとに，4つの観点
以外に検討すべき事項がないか確認し，新たな検討事項が抽出された場合に
は，その観点を追加する。

b.　波及的影響に対する考慮
耐震重要施設は，耐震重要度の下位のクラスに属する施設の波及的影響に
よって，その安全機能が損なわれないものとする。

――Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【3. 耐震設計上の重要度分類及
び重大事故等対処施設の設備分
類】
【3.3 波及的影響に対する考慮】
・耐震重要施設及び常設耐震重
要重大事故等対処設備が設置さ
れる重大事故等対処施設の下位ク
ラス施設の波及的影響によって，そ
の安全機能及び重大事故等に対
処するために必要な機能を損なわな
い設計とする設計方針

【6.構造計画と配置計画】
・建物・構築物の建屋間相対変位
を考慮した設計方針

○

基本方針 基本方針 ○

基本方針
施設共通　基本設計方針
(波及的影響に係る機器設置時の拝領
事項等)

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【3. 耐震設計上の重要度分類及
び重大事故等対処施設の設備分
類】
【3.3 波及的影響に対する考慮】
・この設計における評価に当たって
は，以下の4つの観点をもとに，敷
地全体及びその周辺を俯瞰した調
査・検討を行い，各観点より選定し
た事象に対する波及的影響の評価
により波及的影響を考慮すべき施
設を抽出し，耐震重要施設の安
全機能への影響がないことを確認す
る。
・波及的影響の評価に当たっては，
耐震重要施設の設計に用いる地震
動又は地震力を適用し，地震動
又は地震力の選定は，施設の配
置状況，使用時間を踏まえて適切
に設定する。
・設定した地震動又は地震力につ
いて，動的地震力を用いる場合
は，水平2方向及び鉛直方向の地
震力が同時に作用する場合に影響
を及ぼす可能性のある施設，設備
を選定し評価する。
・下位クラス施設とは，耐震重要施
設の周辺にある耐震重要施設以外
の再処理施設内にある施設(安全
機能を有する施設以外の施設及び
資機材等含む)をいう。
・原子力施設及び化学プラント等の
地震被害情報から新たに検討すべ
き事項が抽出された場合は，これを
追加する。

― ―基本方針Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【3. 耐震設計上の重要度分類及
び重大事故等対処施設の設備分
類】
【3.3 波及的影響に対する考慮】
・「3.1 安全機能を有する施設の耐
震設計上の重要度分類」においてS
クラスの施設に分類する施設である
耐震重要施設は，耐震重要度の
下位のクラスに属する施設の波及的
影響によって，その安全機能を損な
わない設計とする。

【6.構造計画と配置計画】
・建物・構築物の建屋間相対変位
を考慮しても，建物・構築物及び
機器・配管系の耐震安全性を確保
する設計とする。
・下位クラス施設は，耐震重要施
設に対して離隔を取り配置する，
又は耐震重要施設の有する安全機
能を保持する設計とする。

― Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
3. 耐震設計上の重要度分類及び
重大事故等対処施設の設備分類
3.3 波及的影響に対する考慮

Ⅳ－１－１－４ 波及的影響に係
る基本方針
3. 波及的影響を考慮した施設の
設計方針
3.1 波及的影響を考慮した施設の
設計の観点

4. 波及的影響の設計対象とする
下位クラス施設

5. 波及的影響の設計対象とする
下位クラス施設の耐震設計方針

6. 工事段階における下位クラス施
設の調査・検討

Ⅳ－１－１－４ 波及的影響に係
る基本方針
【3. 波及的影響を考慮した施設の
設計方針】
【3.1 波及的影響を考慮した施設
の設計の観点】
・波及的影響を考慮した施設の設
計においては,「再処理施設の位
置、構造及び設備の基準に関する
規則の解釈別記２」(以下「別記
２」という。)に記載の4つの観点で
実施する。
・原子力施設情報公開ライブラリ
(NUCIA：ニューシア)から，原子
力施設の地震被害情報，官公庁
等の公開情報から化学プラント等の
地震被害情報を抽出し，その要因
を整理する。地震被害の発生要因
が別記２(1)～(4)の検討事項に
分類されない要因については，その
要因も設計の観点に追加する。

【4. 波及的影響の設計対象とする
下位クラス施設】
・「3. 波及的影響を考慮した施設
の設計方針」に基づき，構造強度
等を確保するように設計するものとし
て選定した下位クラス施設を示す。

【5. 波及的影響の設計対象とする
下位クラス施設の耐震設計方針】
・「4.　波及的影響の設計対象とす
る下位クラス施設」において選定した
施設の耐震設計方針を示す。
【5.3 設計用地震動又は地震力】
・波及的影響の設計対象とする下
位クラス施設においては，上位クラ
ス施設の設計に用いる地震動又は
地震力を適用する。

【6. 工事段階における下位クラス施
設の調査・検討】
・工事段階においても，上位クラス
施設の設計段階の際に検討した配
置・補強等が設計どおりに施されて
いることを，敷地全体を俯瞰した調
査・検討を行うことで確認する。ま
た，仮置資材等，現場の配置状
況等の確認を必要とする下位クラス
施設についても合わせて確認する。
・工事段階における検討は，別記
２の4つの観点のうち，(3)及び(4)
の観点，すなわち下位クラス施設の
損傷，転倒及び落下による影響に
ついて，現場調査により実施する。
・工事段階における確認の後も，波
及的影響を防止するように現場を
保持するため，保安規定に機器設
置時の配慮事項等を定めて管理す
る。

○ Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
3. 耐震設計上の重要度分類及び
重大事故等対処施設の設備分類
3.3 波及的影響に対する考慮

6. 構造計画と配置計画

――

第１回と同一

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【3. 耐震設計上の重要度分類及
び重大事故等対処施設の設備分
類】
【3.3 波及的影響に対する考慮】
・「3.1 安全機能を有する施設の耐
震設計上の重要度分類」においてS
クラスの施設に分類する施設である
耐震重要施設は，耐震重要度の
下位のクラスに属する施設の波及的
影響によって，その安全機能を損な
わない設計とする。

【6.構造計画と配置計画】
・建物・構築物の建屋間相対変位
を考慮しても，建物・構築物及び
機器・配管系の耐震安全性を確保
する設計とする。
・下位クラス施設は，耐震重要施
設及び常設耐震重要重大事故等
対処設備が設置される重大事故等
対処施設に対して離隔を取り配置
する，又は耐震重要施設の有する
安全機能及び重大事故等に対処
するために必要な機能を保持する設
計とする。

基本方針Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
3. 耐震設計上の重要度分類及び
重大事故等対処施設の設備分類
3.3 波及的影響に対する考慮

6. 構造計画と配置計画
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(33/35)

説明対象 申請対象設備
（２項変更①） 仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象 申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

要求種別 添付書類　説明内容（２）添付書類　構成（２）

第１回

主な設備 展開事項 添付書類　構成（１） 添付書類　説明内容（１）項目
番号 基本設計方針

基本方針Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【3. 耐震設計上の重要度分類及
び重大事故等対処施設の設備分
類】
【3.3 波及的影響に対する考慮】
・事業指定(変更許可)に記載した
4つの観点に対する波及的影響の
確認方針

―

Ⅳ－１－１－４ 波及的影響に係
る基本方針
【3. 波及的影響を考慮した施設の
設計方針】
【3.2 不等沈下又は相対変位の観
点による設計】
・建屋外に設置する安全機能を有
する施設及び重大事故等対処施
設を対象とした上位クラス施設の安
全機能及びを損なわないための設
計方針
(1) 地盤の不等沈下による影響
(2) 建屋間の相対変位による影響

【3.3 接続部の観点による設計】
・建屋内外に設置する安全機能を
有する施設及び重大事故等対処
施設を対象とした上位クラス施設の
安全機能を損なわないための下位ク
ラス施設の設計方針

【3.4 損傷，転倒及び落下の観点
による建屋内施設の設計】
・建屋内に設置する安全機能を有
する施設及び重大事故等対処施
設を対象とした上位クラス施設の安
全機能を損なわないための設計方
針

【3.5 損傷，転倒及び落下の観点
による建屋外施設の設計】
・建屋外に設置する安全機能を有
する施設及び重大事故等対処施
設を対象とした上位クラス施設の安
全機能を損なわないための設計方
針

【4. 波及的影響の設計対象とする
下位クラス施設】
・「3. 波及的影響を考慮した施設
の設計方針」に基づき，構造強度
等を確保するように設計するものとし
て選定した下位クラス施設

【5. 波及的影響の設計対象とする
下位クラス施設の耐震設計方針】
・「4.　波及的影響の設計対象とす
る下位クラス施設」において選定した
施設の耐震設計方針

Ⅳ－１－１－４ 波及的影響に係
る基本方針
3. 波及的影響を考慮した施設の
設計方針
3.2 不等沈下又は相対変位の観
点による設計

3.3 接続部の観点による設計

3.4 損傷，転倒及び落下の観点
による建屋内施設の設計

3.5 損傷，転倒及び落下の観点
による建屋外施設の設計

4. 波及的影響の設計対象とする
下位クラス施設

5. 波及的影響の設計対象とする
下位クラス施設の耐震設計方針

―

設計方針基本方針

定義

(a)　設置地盤及び地震応答性状の相違に起因する相対変位又は不等沈下
による影響
イ.　不等沈下
耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して不等沈下により，
耐震重要施設の安全機能への影響がないことを確認する。
ロ.　相対変位
耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力による下位クラス施設と耐震
重要施設の相対変位により，耐震重要施設の安全機能への影響がないことを
確認する。

(b)　耐震重要施設と下位クラス施設との接続部における相互影響
耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して，耐震重要施設に
接続する下位クラス施設の損傷により，耐震重要施設の安全機能への影響が
ないことを確認する。

(c)　建屋内における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下による耐震重要
施設への影響
耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して，建屋内の下位ク
ラス施設の損傷，転倒及び落下により，耐震重要施設の安全機能への影響
がないことを確認する。

(d)　建屋外における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下による耐震重要
施設への影響
耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して，建屋外の下位ク
ラス施設の損傷，転倒及び落下により，耐震重要施設の安全機能への影響
がないことを確認する。
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基本方針

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
3. 耐震設計上の重要度分類及び
重大事故等対処施設の設備分類
3.3 波及的影響に対する考慮

―Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【3. 耐震設計上の重要度分類及
び重大事故等対処施設の設備分
類】
【3.3 波及的影響に対する考慮】
・常設耐震重要重大事故等対処
設備が設置される重大事故等対処
施設への耐震重要施設における波
及的影響設計方針の適用方法

基本方針 Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
3. 耐震設計上の重要度分類及び
重大事故等対処施設の設備分類
3.3 波及的影響に対する考慮

―なお，常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施
設に対する波及的影響については，「耐震重要施設」を「常設耐震重要重大
事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設」に，「耐震重要度の下
位のクラスに属する施設」を「常設耐震重要重大事故等対処設備が設置され
る重大事故等対処施設以外の施設」に，「安全機能」を「重大事故等に対処
するために必要な機能」に読み替えて適用する。

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
3. 耐震設計上の重要度分類及び
重大事故等対処施設の設備分類
3.3 波及的影響に対する考慮

Ⅳ－１－１－４ 波及的影響に係
る基本方針
3. 波及的影響を考慮した施設の
設計方針
3.2 不等沈下又は相対変位の観
点による設計
3.3 接続部の観点による設計
3.4 損傷，転倒及び落下の観点
による建屋内施設の設計
3.5 損傷，転倒及び落下の観点
による建屋内施設の設計
4. 波及的影響の設計対象とする
下位クラス施設
5. 波及的影響の設計対象とする
下位クラス施設の耐震設計方針

―

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【3. 耐震設計上の重要度分類及
び重大事故等対処施設の設備分
類】
【3.3 波及的影響に対する考慮】
(1) 設置地盤及び地震応答性状
の相違に起因する相対変位又は不
等沈下による影響
a．不等沈下
・耐震重要施設の設計に用いる地
震動又は地震力に伴う不等沈下に
よる，耐震重要施設の安全機能へ
の影響
b．相対変位
・耐震重要施設の設計に用いる地
震動又は地震力に伴う下位クラス
施設と耐震重要施設の相対変位に
よる，耐震重要施設の安全機能へ
の影響
(2) 耐震重要施設と下位クラス施
設との接続部における相互影響
・耐震重要施設の設計に用いる地
震動又は地震力に伴う，耐震重
要施設に接続する下位クラス施設
の損傷による，耐震重要施設の安
全機能への影響
(3) 建屋内における下位クラス施設
の損傷，転倒及び落下による耐震
重要施設への影響
・耐震重要施設の設計に用いる地
震動又は地震力に伴う，建屋内の
下位クラス施設の損傷，転倒及び
落下による，耐震重要施設の安全
機能への影響
(4) 建屋外における下位クラス施設
の損傷，転倒及び落下による耐震
重要施設への影響
・耐震重要施設の設計に用いる地
震動又は地震力に伴う，建屋外の
下位クラス施設の損傷，転倒及び
落下による，耐震重要施設の安全
機能への影響
・波及的影響を考慮すべき下位クラ
ス施設及びそれに適用する地震動
を「Ⅳ－１－１－３ 重要度分類
及び重大事故等対処設備の設備
分類の基本方針」の第2.4-1表及
び第2.4-2表に示す。これらの波及
的影響を考慮すべき下位クラス施
設は，耐震重要施設の有する安全
機能を保持するよう設計する。
・工事段階においても，耐震重要
施設の設計段階の際に検討した配
置・補強等が設計どおりに施されて
いることを，敷地全体及びその周辺
を俯瞰した調査・検討を行うことで
確認する。また，仮置資材等，現
場の配置状況等の確認を必要とす
る下位クラス施設についても合わせ
て確認する。
・以上の詳細な方針は，「Ⅳ－１
－１－４ 波及的影響に係る基本
方針」に示す。

Ⅳ－１－１－４ 波及的影響に係
る基本方針
【3. 波及的影響を考慮した施設の
設計方針】
【3.2 不等沈下又は相対変位の観
点による設計】
・建屋外に設置する安全機能を有
する施設を対象に，別記２(1)「設
置地盤及び地震応答性状の相違
等に起因する相対変位又は不等沈
下による影響」の観点で，上位クラ
ス施設の安全機能を損なわないよう
設計する。
(1) 地盤の不等沈下による影響
・下位クラス施設が設置される地盤
の不等沈下により，上位クラス施設
の安全機能を損なわないよう設計す
る。
(2) 建屋間の相対変位による影響
・下位クラス施設と上位クラス施設と
の相対変位により，上位クラス施設
の安全機能を損なわないよう設計す
る。

【3.3 接続部の観点による設計】
・建屋内外に設置する安全機能を
有する施設を対象に，別記２(2)
「耐震重要施設と下位クラス施設と
の接続部における相互影響」の観
点で，上位クラス施設の安全機能
を損なわないよう下位クラス施設を
設計する。

【3.4 損傷，転倒及び落下の観点
による建屋内施設の設計】
・建屋内に設置する安全機能を有
する施設を対象に， 別記２(3)
「建屋内における下位クラス施設の
損傷，転倒及び落下による耐震重
要施設への影響」の観点で，上位
クラス施設の安全機能を損なわない
よう設計する。

【3.5 損傷，転倒及び落下の観点
による建屋外施設の設計】
・建屋外に設置する安全機能を有
する施設を対象に，別記２(4)「建
屋外における下位クラス施設の損
傷，転倒及び落下による耐震重要
施設への影響」の観点で，上位クラ
ス施設の安全機能を損なわないよう
設計する。

【4. 波及的影響の設計対象とする
下位クラス施設】
・「3. 波及的影響を考慮した施設
の設計方針」に基づき，構造強度
等を確保するように設計するものとし
て選定した下位クラス施設を示す。

【5. 波及的影響の設計対象とする
下位クラス施設の耐震設計方針】
・「4.　波及的影響の設計対象とす
る下位クラス施設」において選定した
施設の耐震設計方針を示す。

―

―

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
3. 耐震設計上の重要度分類及び
重大事故等対処施設の設備分類
3.3 波及的影響に対する考慮

Ⅳ－１－１－４ 波及的影響に係
る基本方針
3. 波及的影響を考慮した施設の
設計方針
3.2 不等沈下又は相対変位の観
点による設計
3.3 接続部の観点による設計
3.4 損傷，転倒及び落下の観点
による建屋内施設の設計
3.5 損傷，転倒及び落下の観点
による建屋内施設の設計
4. 波及的影響の設計対象とする
下位クラス施設
5. 波及的影響の設計対象とする
下位クラス施設の耐震設計方針

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【3. 耐震設計上の重要度分類及
び重大事故等対処施設の設備分
類】
【3.3 波及的影響に対する考慮】
(1) 設置地盤及び地震応答性状
の相違に起因する相対変位又は不
等沈下による影響
a．不等沈下
・耐震重要施設の設計に用いる地
震動又は地震力に伴う不等沈下に
よる，耐震重要施設の安全機能へ
の影響
b．相対変位
・耐震重要施設の設計に用いる地
震動又は地震力に伴う下位クラス
施設と耐震重要施設の相対変位に
よる，耐震重要施設の安全機能へ
の影響
(2) 耐震重要施設と下位クラス施
設との接続部における相互影響
・耐震重要施設の設計に用いる地
震動又は地震力に伴う，耐震重
要施設に接続する下位クラス施設
の損傷による，耐震重要施設の安
全機能への影響
(3) 建屋内における下位クラス施設
の損傷，転倒及び落下による耐震
重要施設への影響
・耐震重要施設の設計に用いる地
震動又は地震力に伴う，建屋内の
下位クラス施設の損傷，転倒及び
落下による，耐震重要施設の安全
機能への影響
(4) 建屋外における下位クラス施設
の損傷，転倒及び落下による耐震
重要施設への影響
・耐震重要施設の設計に用いる地
震動又は地震力に伴う，建屋外の
下位クラス施設の損傷，転倒及び
落下による，耐震重要施設の安全
機能への影響
・波及的影響を考慮すべき下位クラ
ス施設及びそれに適用する地震動
を「Ⅳ－１－１－３ 重要度分類
及び重大事故等対処設備の設備
分類の基本方針」の第2.4-1表及
び第2.4-2表に示す。これらの波及
的影響を考慮すべき下位クラス施
設は，耐震重要施設の有する安全
機能を保持するよう設計する。
・工事段階においても，耐震重要
施設の設計段階の際に検討した配
置・補強等が設計どおりに施されて
いることを，敷地全体及びその周辺
を俯瞰した調査・検討を行うことで
確認する。また，仮置資材等，現
場の配置状況等の確認を必要とす
る下位クラス施設についても合わせ
て確認する。
・以上の詳細な方針は，「Ⅳ－１
－１－４ 波及的影響に係る基本
方針」に示す。

Ⅳ－１－１－４ 波及的影響に係
る基本方針
【3. 波及的影響を考慮した施設の
設計方針】
【3.2 不等沈下又は相対変位の観
点による設計】
・建屋外に設置する安全機能を有
する施設及び重大事故等対処施
設を対象に，別記２(1)「設置地
盤及び地震応答性状の相違等に
起因する相対変位又は不等沈下に
よる影響」の観点で，上位クラス施
設の安全機能及び重大事故等に
対処するために必要な機能を損な
わないよう設計する。
(1) 地盤の不等沈下による影響
・下位クラス施設が設置される地盤
の不等沈下により，上位クラス施設
の安全機能及び重大事故等に対
処するために必要な機能を損なわな
いよう設計する。
(2) 建屋間の相対変位による影響
・下位クラス施設と上位クラス施設と
の相対変位により，上位クラス施設
の安全機能及び重大事故等に対
処するために必要な機能を損なわな
いよう設計する。

【3.3 接続部の観点による設計】
・建屋内外に設置する安全機能を
有する施設及び重大事故等対処
施設を対象に， 別記２(2)「耐震
重要施設と下位クラス施設との接続
部における相互影響」の観点で，
上位クラス施設の安全機能及び重
大事故等に対処するために必要な
機能を損なわないよう下位クラス施
設を設計する。

【3.4 損傷，転倒及び落下の観点
による建屋内施設の設計】
・建屋内に設置する安全機能を有
する施設及び重大事故等対処施
設を対象に， 別記２(3)「建屋内
における下位クラス施設の損傷，転
倒及び落下による耐震重要施設へ
の影響」の観点で，上位クラス施設
の安全機能及び重大事故等に対
処するために必要な機能を損なわな
いよう設計する。

【3.5 損傷，転倒及び落下の観点
による建屋外施設の設計】
・建屋外に設置する安全機能を有
する施設及び重大事故等対処施
設を対象に，別記２(4)「建屋外
における下位クラス施設の損傷，転
倒及び落下による耐震重要施設へ
の影響」の観点で，上位クラス施設
の安全機能及び重大事故等に対
処するために必要な機能を損なわな
いよう設計する。

【4. 波及的影響の設計対象とする
下位クラス施設】
・「3. 波及的影響を考慮した施設
の設計方針」に基づき，構造強度
等を確保するように設計するものとし
て選定した下位クラス施設を示す。

【5. 波及的影響の設計対象とする
下位クラス施設の耐震設計方針】
・「4.　波及的影響の設計対象とす
る下位クラス施設」において選定した
施設の耐震設計方針を示す。

― ―

―― Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
3. 耐震設計上の重要度分類及び
重大事故等対処施設の設備分類
3.3 波及的影響に対する考慮

○ Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【3. 耐震設計上の重要度分類及
び重大事故等対処施設の設備分
類】
【3.3 波及的影響に対する考慮】
・常設耐震重要重大事故等対処
設備が設置される重大事故等対処
施設に対する波及的影響について
は，「耐震重要施設」を「常設耐震
重要重大事故等対処設備が設置
される重大事故等対処施設」に，
「耐震重要度の下位のクラスに属す
る施設」を「常設耐震重要重大事
故等対処設備が設置される重大事
故等対処施設以外の施設」に，
「安全機能」を「重大事故等に対処
するために必要な機能」に読み替え
て適用する。

―基本方針基本方針

○ 基本方針 基本方針 ―定義

―
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(34/35)

説明対象 申請対象設備
（２項変更①） 仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象 申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

要求種別 添付書類　説明内容（２）添付書類　構成（２）

第１回

主な設備 展開事項 添付書類　構成（１） 添付書類　説明内容（１）項目
番号 基本設計方針

○

安全冷却水系

―基本方針
設計方針
評価

基本方針

―

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
6. 構造計画と配置計画

10. 耐震計算の基本方針
10.1 建物・構築物

Ⅳ－１－１－９ 構造計画，材
料選択上の留意点
2. 構造計画
2.1 建物・構築物

―

―

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【6.構造計画と配置計画】
・建物・構築物の耐震評価における
地下水排水設備により地下水位を
維持することを前提とした設計方針
・地下水位の低下を期待する建物・
構築物への地下水排水設備の設
置方針
・地下水排水設備の評価の展開先

【10.耐震計算の基本方針】
【10.1 建物・構築物】
・建物・構築物の耐震評価における
地下水排水設備により地下水位を
維持することを前提とした設計方針

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【5.機能維持の基本方針】
【5.2 機能維持】
(2) 重大事故等対処施設
a. 建物・構築物
(a) 遮蔽機能の維持
・遮蔽機能の維持が要求される施
設の地震時及び地震後における遮
蔽機能維持の設計方針
・本項に従う緊急時対策所の設計
方針
(b) 気密性の維持
・気密性の維持が要求される施設の
地震時及び地震後における気密性
確保の設計方針
・本項に従う緊急時対策所の設計
方針

―Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
5.機能維持の基本方針
5.2 機能維持
(2) 重大事故等対処施設
a. 建物・構築物

基本方針
地下水排水設備（集水管・サブドレン
管・サブドレンピット・サブドレンシャフト・サ
ブドレンポンプ・揚水管・水位検出器・制
御盤・電源）

Ⅳ－１－１－９ 構造計画，材
料選択上の留意点
【2. 構造計画】
【2.1 建物・構築物】
・地下水位の低下を期待する建物・
構築物への地下水排水設備の設
置方針

95 c. 建物・構築物への地下水の影響
耐震設計において地下水位の低下を期待する建物・構築物は，周囲の地下
水を排水し，基礎スラブ底面レベル以深に地下水位を維持できるよう地下水
排水設備(サブドレンポンプ，水位検出器等)を設置する。また，基準地震動
Ｓｓによる地震力に対して，必要な機能が保持できる設計とするとともに，非
常用電源設備又は基準地震動Ｓｓによる地震力に対し機能維持が可能な
発電機からの給電が可能な設計とする。

定義
機能要求①
機能要求②
評価要求

設計方針
評価

96

97 Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【5. 機能維持の基本方針】
【5.2 機能維持】
(1) 建物・構築物
b. 重大事故等対処施設
(a) 遮蔽機能の維持
遮蔽機能の維持が要求される施設
は，重大事故等対処施設の設備
分類に応じた地震動に対して
「5.2(1)a.(c)　遮蔽機能の維持」
と同様の設計を行うことで，遮蔽機
能が維持できる設計とする。
(b)気密性の維持
気密性の維持が要求される施設
は，地震時及び地震後において，
居住性確保のため，事故時に放射
性気体の流入を防ぐことを目的とし
て，重大事故等対処施設の設備
分類に応じた地震動に対して，
「5.1 構造強度」に基づく構造強度
を確保すること及び換気設備の換
気機能とあいまって施設の気圧差を
確保することで，必要な気密性が
維持できる設計とする。

評価要求 緊急時対策所
緊急時対策建屋
緊急時対策建屋の換気設備

Ｓクラスの施設
常設耐震重要重大事故等対処設備が
設置される重大事故等対処施設
上記の間接支持構造物

基本方針
評価

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
10. 耐震計算の基本方針
10.1 建物・構築物
10.2 機器・配管系

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【10. 耐震計算の基本方針】
・基準地震動Ｓｓ－Ｃ４の鉛直
方向地震動及び地震力の設定方
針
・一関東評価用地震動(鉛直)を組
み合わせた影響確認方針及び詳細
内容を示す添付書類展開先

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
10. 耐震計算の基本方針
10.1 建物・構築物
10.2 機器・配管系

(6)緊急時対策所
緊急時対策所については，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，重大事
故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがない設計とする。緊急
時対策建屋については，耐震構造とし，基準地震動Ｓｓによる地震力に対
して，遮蔽機能を確保する設計とする。
また，緊急時対策所の居住性を確保するため，鉄筋コンクリート構造とし，基
準地震動Ｓｓによる地震力に対して，緊急時対策建屋の換気設備の性能と
あいまって十分な気密性を確保する設計とする。
なお，地震力の算定方法及び荷重の組合せと許容限界については，「(3)地
震力の算定方法」及び「(4)荷重の組合せと許容限界」に示す建物・構築物及
び機器・配管系を適用する。

d. 一関東評価用地震動(鉛直)
基準地震動Ｓｓ－Ｃ４は，水平方向の地震動のみであることから，水平方
向と鉛直方向の地震力を組み合わせた影響評価を行う場合には，工学的に
水平方向の地震動から設定した鉛直方向の評価用地震動(以下「一関東評
価用地震動(鉛直)」という。)による地震力を用いて，水平方向と鉛直方向の
地震力を組み合わせた影響が考えられる施設に対して，許容限界の範囲内に
留まることを確認する。

―

― ― ―

＜建物・構築物＞
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋/安全冷
却水系冷却塔A,B基礎間洞道
第１軽油貯槽
第２軽油貯槽
重油タンク室

＜系統＞
安全冷却水系

＜建物・構築物＞
緊急時対策建屋

＜系統＞
緊急時対策所
緊急時対策建屋換気設備

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
5.機能維持の基本方針
5.2 機能維持
(1) 建物・構築物
b. 重大事故等対処施設
(a) 遮蔽機能の維持
(b) 気密性の維持

― Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【10. 耐震計算の基本方針】
【10.1 建物・構築物】
・基準地震動Ｓｓ－Ｃ４は，水
平方向の地震動のみであることか
ら，水平方向と鉛直方向の地震力
を組み合わせた影響評価に当たって
は，工学的に水平方向の地震動か
ら設定した鉛直方向の評価用地震
動(以下「一関東評価用地震動
(鉛直)」という。)による地震力を用
いた場合においても，水平方向と鉛
直方向の地震力を組み合わせた影
響が考えられる施設に対して，許容
限界の範囲内に留まることを確認す
る。具体的には，一関東評価用地
震動(鉛直)を用いた場合の応答と
基準地震動Ｓｓの応答との比較に
より，基準地震動Ｓｓを用いて評
価した施設の耐震安全性に影響を
与えないことを確認する。なお，施
設の耐震安全性へ影響を与える可
能性がある場合には詳細評価を実
施する。影響評価結果について
は，「Ⅳ－２－４－１ 一関東評
価用地震動(鉛直)に関する影響
評価結果」に示す。
・一関東評価用地震動(鉛直)の設
計用応答スペクトルを第10.1-1図
に，設計用模擬地震波の加速度
時刻歴波形を第10.1-2図に示
す。また，弾性設計用地震動Ｓｄ
に対応するものとして，一関東評価
用地震動（鉛直）に対して係数
0.5を乗じた地震動の設計用応答
スペクトルを第10.1-3図に，加速
度時刻歴を第10.1-4図に示す。

【10.2 機器・配管系】
・一関東評価用地震動(鉛直)を用
いた建物・構築物の応答結果を用
いた機器・配管系の影響評価結果
については，「Ⅳ－２－４－１ 一
関東評価用地震動(鉛直)に関す
る影響評価結果」に示す。
・影響評価に当たっては水平方向と
鉛直方向の地震力を組み合わせた
影響が考えられる施設に対して，許
容限界の範囲内に留まることを確認
する。具体的には，一関東評価用
地震動(鉛直)を用いた場合の応答
と基準地震動Ｓｓの応答との比較
により，基準地震動Ｓｓを用いて
評価した施設の耐震安全性に影響
を与えないことを確認する。なお，施
設の耐震安全性へ影響を与える可
能性がある場合には詳細評価を実
施する。

＜建物・構築物＞
前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建
屋
制御建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
第１ガラス固化体貯蔵建屋東棟
チャンネルボックス・バーナブルポイズン処
理建屋
ハル・エンドピース貯蔵建屋
主排気筒管理建屋
主排気筒
非常用電源建屋
緊急時対策建屋
分離建屋/高レベル廃液ガラス固化建屋
間洞道
分離建屋/精製建屋/ウラン脱硝建屋/
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋/低レ
ベル廃液処理建屋/低レベル廃棄物処
理建屋/分析建屋間洞道
精製建屋/ウラン・プルトニウム混合脱硝
建屋間洞道
高レベル廃液ガラス固化建屋/第１ガラ
ス固化体貯蔵建屋間洞道
前処理建屋/分離建屋/精製建屋/高
レベル廃液ガラス固化建屋/ウラン・プルト
ニウム混合脱硝建屋/制御建屋/非常
用電源建屋/冷却水設備の安全冷却
水系/主排気筒/主排気筒管理建屋間
洞道
燃料油貯蔵タンク
冷却塔
重油貯槽

＜系統＞
安全冷却水系

―

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【6.構造計画と配置計画】
・耐震設計において地下水位の低
下を期待する建物・構築物は，周
囲の地下水を排出し，基礎スラブ
底面レベル以深に地下水位を維持
できるよう地下水排水設備(サブドレ
ンポンプ，水位検出器等)を設置す
る。地下水排水設備は，安全機
能を有する施設に適用される要求
事項を満足するよう設計する。ま
た，上記より対象となる建物・構築
物の評価に影響するため，建物・
構築物の機能要求を満たすよう
に，基準地震動Ｓｓによる地震力
に対して機能を維持するとともに，
非常用電源設備又は基準地震動
Ｓｓによる地震力に対し機能維持
が可能な発電機からの給電が可能
な設計とすることとし，その評価を
「Ⅳ－２－１　再処理設備本体等
に係る耐震性に関する計算書」のう
ち地下水排水設備の耐震性につい
ての計算書に示す。

【10. 耐震計算の基本方針】
【10.1 建物・構築物】
・建物・構築物の耐震評価において
は，地下水排水設備による地下水
位の低下を考慮し，設計用地下
水位を基礎スラブ上端レベルに設定
する。また，地下水位を基礎スラブ
以深に維持することから，地下水圧
のうち側面からの圧力は考慮しない
こととするが，揚圧力については考
慮することとする。

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
10. 耐震計算の基本方針
10.1 建物・構築物
10.2 機器・配管系

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【10. 耐震計算の基本方針】
【10.1 建物・構築物】
・基準地震動Ｓｓ－Ｃ４は，水
平方向の地震動のみであることか
ら，水平方向と鉛直方向の地震力
を組み合わせた影響評価に当たって
は，工学的に水平方向の地震動か
ら設定した鉛直方向の評価用地震
動(以下「一関東評価用地震動
(鉛直)」という。)による地震力を用
いた場合においても，水平方向と鉛
直方向の地震力を組み合わせた影
響が考えられる施設に対して，許容
限界の範囲内に留まることを確認す
る。具体的には，一関東評価用地
震動(鉛直)を用いた場合の応答と
基準地震動Ｓｓの応答との比較に
より，基準地震動Ｓｓを用いて評
価した施設の耐震安全性に影響を
与えないことを確認する。なお，施
設の耐震安全性へ影響を与える可
能性がある場合には詳細評価を実
施する。影響評価結果について
は，「Ⅳ－２－４－１ 一関東評
価用地震動(鉛直)に関する影響
評価結果」に示す。
・一関東評価用地震動(鉛直)の設
計用応答スペクトルを第10.1-1図
に，設計用模擬地震波の加速度
時刻歴波形を第10.1-2図に示
す。また，弾性設計用地震動Ｓｄ
に対応するものとして，一関東評価
用地震動（鉛直）に対して係数
0.5を乗じた地震動の設計用応答
スペクトルを第10.1-3図に，加速
度時刻歴を第10.1-4図に示す。

【10.2 機器・配管系】
・一関東評価用地震動(鉛直)を用
いた建物・構築物の応答結果を用
いた機器・配管系の影響評価結果
については，「Ⅳ－２－４－１ 一
関東評価用地震動(鉛直)に関す
る影響評価結果」に示す。
・影響評価に当たっては水平方向と
鉛直方向の地震力を組み合わせた
影響が考えられる施設に対して，許
容限界の範囲内に留まることを確認
する。具体的には，一関東評価用
地震動(鉛直)を用いた場合の応答
と基準地震動Ｓｓの応答との比較
により，基準地震動Ｓｓを用いて
評価した施設の耐震安全性に影響
を与えないことを確認する。なお，施
設の耐震安全性へ影響を与える可
能性がある場合には詳細評価を実
施する。

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
6.構造計画と配置計画

10. 耐震計算の基本方針
10.1 建物・構築物

Ⅳ－１－１－９ 構造計画，材
料選択上の留意点

2. 構造計画
2.1 建物・構築物

―

―

Ⅳ－１－１－９ 構造計画，材
料選択上の留意点
【2. 構造計画】
【2.1 建物・構築物】
・耐震設計において地下水位の低
下を期待する建物・構築物は，周
囲の地下水を排水し，基礎スラブ
底面レベル以深に地下水位を維持
できるよう地下水排水設備(サブドレ
ンポンプ，水位検出器等)を設置す
る。

○ 基本方針 基本方針
【機能要求②】
地下水排水設備

―

Ⅳ－１－１－９ 構造計画，材
料選択上の留意点
【2. 構造計画】
【2.1 建物・構築物】
・耐震設計において地下水位の低
下を期待する建物・構築物は，周
囲の地下水を排水し，基礎スラブ
底面レベル以深に地下水位を維持
できるよう地下水排水設備(サブドレ
ンポンプ，水位検出器等)を設置す
る。

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
6.構造計画と配置計画

10. 耐震計算の基本方針
10.1 建物・構築物

Ⅳ－１－１－９ 構造計画，材
料選択上の留意点

2. 構造計画
2.1 建物・構築物

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【6.構造計画と配置計画】
・耐震設計において地下水位の低
下を期待する建物・構築物は，周
囲の地下水を排出し，基礎スラブ
底面レベル以深に地下水位を維持
できるよう地下水排水設備(サブドレ
ンポンプ，水位検出器等)を設置す
る。地下水排水設備は，安全機
能を有する施設及び重大事故等対
処施設に適用される要求事項を満
足するよう設計する。また，上記より
対象となる建物・構築物の評価に
影響するため，建物・構築物の機
能要求を満たすように，基準地震
動Ｓｓによる地震力に対して機能
を維持するとともに，非常用電源設
備又は基準地震動Ｓｓによる地震
力に対し機能維持が可能な発電機
からの給電が可能な設計とすることと
し，その評価を「Ⅳ－２－１　再処
理設備本体等に係る耐震性に関す
る計算書」のうち地下水排水設備
の耐震性についての計算書に示す。

【10. 耐震計算の基本方針】
【10.1 建物・構築物】
・建物・構築物の耐震評価において
は，地下水排水設備による地下水
位の低下を考慮し，設計用地下
水位を基礎スラブ上端レベルに設定
する。また，地下水位を基礎スラブ
以深に維持することから，地下水圧
のうち側面からの圧力は考慮しない
こととするが，揚圧力については考
慮することとする。

― ＜ポンプ＞
・容量
・揚程
・出力
・個数

＜水位検出器＞
・範囲
・個数

定義
評価要求

○

―― ○ ―― ―

○

159



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第三十二条（地盤）、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙２(35/35)

説明対象 申請対象設備
（２項変更①） 仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象 申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

要求種別 添付書類　説明内容（２）添付書類　構成（２）

第１回

主な設備 展開事項 添付書類　構成（１） 添付書類　説明内容（１）項目
番号 基本設計方針

○― 基本方針基本方針基本方針 Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【7.地震による周辺斜面の崩壊に
対する設計方針】
・耐震重要施設及び常設耐震重
要重大事故等対処設備が設置さ
れる重大事故等対処施設に対する
周辺斜面の崩壊による影響の確認
方針及び影響を与えるような崩壊を
起こす周辺斜面がないことの説明

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
7. 地震による周辺斜面の崩壊に対
する設計方針

―98 Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
7. 地震による周辺斜面の崩壊に対
する設計方針

(7)　地震による周辺斜面の崩壊に対する設計方針
耐震重要施設及び常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事
故等対処施設については，基準地震動Ｓｓによる地震力により周辺斜面の
崩壊の影響がないことが確認された場所に設置する。
なお，耐震重要施設及び常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される
重大事故等対処施設周辺においては平坦な造成地であることから,地震力に
対して，施設の安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能に重
大な影響を与えるような崩壊を起こすおそれのある斜面はない。

― Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
7. 地震による周辺斜面の崩壊に対
する設計方針

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【7.地震による周辺斜面の崩壊に
対する設計方針】
・耐震重要施設及び常設耐震重
要重大事故等対処設備が設置さ
れる重大事故等対処施設について
は，基準地震動Ｓｓによる地震力
により周辺斜面の崩壊の影響がない
ことが確認された場所に設置する。
具体的には，JEAG4601の安定
性評価の対象とすべき斜面や，土
砂災害防止法での土砂災害警戒
区域の設定離間距離を参考に，
個々の斜面高を踏まえて対象斜面
を抽出する。
・上記に基づく対象斜面の抽出につ
いては，事業指定(変更許可)申
請書にて記載，確認されており，そ
の結果，耐震重要施設及び常設
耐震重要重大事故等対処設備が
設置される重大事故等対処施設
周辺においては，地震力に対し
て，施設の安全機能及び重大事
故等に対処するために必要な機能
に重大な影響を与えるような崩壊を
起こすおそれのある斜面はないことを
確認している。

― ―○― Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針
【7.地震による周辺斜面の崩壊に
対する設計方針】
・耐震重要施設については，基準
地震動Ｓｓによる地震力により周
辺斜面の崩壊の影響がないことが確
認された場所に設置する。具体的に
は，JEAG4601の安定性評価の
対象とすべき斜面や，土砂災害防
止法での土砂災害警戒区域の設
定離間距離を参考に，個々の斜
面高を踏まえて対象斜面を抽出す
る。
・上記に基づく対象斜面の抽出につ
いては，事業指定(変更許可)申
請書にて記載，確認されており，そ
の結果，耐震重要施設周辺におい
ては，地震力に対して，施設の安
全機能に重大な影響を与えるような
崩壊を起こすおそれのある斜面はな
いことを確認している。

定義 基本方針基本方針
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基本設計方針の添付書類への展開
（第五条、第三十二条、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙３①
（Ⅳ-1-1_基本方針）(1/19)

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項

10

第1章　共通項目
3.　自然現象等
3.1　地震による損傷の防止
3.1.1　耐震設計
(1)　耐震設計の基本方針
再処理施設は，次の方針に基づき耐震設計を行う。

冒頭宣言 基本方針

基本方針 Ⅳ-1-1 耐震設計
の基本方針

1.概要

2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

【1.概要】
・再処理施設の耐震設計が「再処理施設の技術基準に関する規則」(以下「技術基準規則」という。)第五条及び第三
十二条(地盤)，第六条及び第三十三条(地震による損傷の防止)に適合することを説明するものである。
・上記条文以外への適合性を説明する各資料にて基準地震動に対して機能を保持するとしているものとして，第十一
条 (火災等による損傷の防止)に係る火災防護設備の耐震性については「Ⅳ－４ 火災防護設備の耐震性に関する説明
書」にて説明する。第三十五条(火災等による損傷の防止)に係る火災防護設備の耐震性については「Ⅳ－４ 火災防
護設備の耐震性に関する説明書」，第十二条（再処理施設内における溢水による損傷の防止）及び第十三条（再処理
施設内における化学薬品の漏えいによる損傷の防止）に係る溢水防護設備，化学薬品防護設備の耐震性については
「Ⅳ－５ 溢水及び化学薬品への配慮が必要な施設の耐震性に関する説明書」にて説明する。また，第三十六条（重
大事故等対処設備）に係る地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震性については「Ⅳ－６ 地震を要因とす
る重大事故等に対する施設の耐震性に関する説明書」にて説明する。
【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
・再処理施設の耐震設計は，安全機能を有する施設については，地震により安全機能が損なわれるおそれがないこ
と，重大事故等対処施設については地震により重大事故に至るおそれがある事故又は重大事故に対処するために必要
な機能が損なわれるおそれがないことを目的とし，「技術基準規則」に適合する設計とする。

＜耐震評価対象の網羅性，既設工認との評価手法の相違点の整
理＞
⇒申請施設における評価対象施設，評価項目・部位の網羅性及
び代表性を示すため，先行発電プラント及び既設工認との評価
手法の相違点の整理について補足説明する。
・[補足耐1]耐震評価対象の網羅性，既設工認との手法の相違
点の整理について（建物・構築物，機器・配管系）

1-2
なお，以下の項目における建物・構築物とは，建物，構築物及び土木構造物（屋外重要土木構造物及びその他の土木構造物）の総称とす
る。
また，屋外重要土木構造物とは，耐震安全上重要な機器・配管系の間接支持機能を求められる土木構造物をいう。

定義 基本方針

基本方針

11
なお，以下の項目における建物・構築物とは，建物，構築物及び土木構造物（屋外重要土木構造物及びその他の土木構造物）の総称とす
る。
また，屋外重要土木構造物とは，耐震安全上重要な機器・配管系の間接支持機能を求められる土木構造物をいう。

定義 基本方針

基本方針

13
(b)耐震重要施設（(a)においてＳクラスに分類する施設をいう。）は，その供用中に大きな影響を及ぼすおそれがある地震動(事業指定
(変更許可)を受けた基準地震動(以下「基準地震動Ｓｓ」という。))による地震力に対してその安全機能が損なわれるおそれがない設計と
する。

冒頭宣言 基本方針

基本方針

17
また，Ｓクラスの施設は，事業指定(変更許可)を受けた弾性設計用地震動(以下「弾性設計用地震動Ｓｄ」という。)による地震力又は静
的地震力のいずれか大きい方の地震力に対しておおむね弾性状態に留まる範囲で耐えられる設計とする。

冒頭宣言
評価要求

Ｓクラスの施設

基本方針

12

a.安全機能を有する施設
(a)安全機能を有する施設は，地震の発生によって生ずるおそれがある安全機能の喪失及びそれに続く放射線による公衆への影響を防止す
る観点から，施設の安全機能が喪失した場合の影響の相対的な程度(以下「耐震重要度」という。)に応じて，Ｓクラス，Ｂクラス又はＣ
クラスに分類し，それぞれの耐震重要度に応じた地震力に十分耐えられる設計とする。

冒頭宣言 安全機能を有する施設

基本方針 Ⅳ-1-1 耐震設計
の基本方針

2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針 「(1) 安全機能を有する施設　a.」】
・安全機能を有する施設は，地震の発生によって生ずるおそれがある安全機能の喪失及びそれに続く放射線による公
衆への影響を防止する観点から，各施設の安全機能が喪失した場合の影響の相対的な程度(以下「耐震重要度」とい
う。)に応じて，Ｓクラス，Ｂクラス及びＣクラスに分類（以下「耐震重要度分類」という。）し，それぞれの耐震
重要度に応じた地震力に十分耐えられる設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

13
(b)耐震重要施設（(a)においてＳクラスに分類する施設をいう。）は，その供用中に大きな影響を及ぼすおそれがある地震動(事業指定
(変更許可)を受けた基準地震動(以下「基準地震動Ｓｓ」という。))による地震力に対してその安全機能が損なわれるおそれがない設計と
する。

冒頭宣言 基本方針

基本方針 Ⅳ-1-1 耐震設計
の基本方針

2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針　「(1) 安全機能を有する施設　b.」】
・耐震重要施設(a.においてＳクラスに分類する施設をいう。)は，その供用中に大きな影響を及ぼすおそれがある地
震動(事業指定(変更許可)を受けた基準地震動(以下「基準地震動Ｓｓ」という。))による地震力に対してその安全機
能が損なわれるおそれがない設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

14 (c)Ｓクラスの施設は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対してその安全機能が損なわれるおそれがない設計とする。
冒頭宣言
評価要求

Ｓクラスの施設

基本方針
評価

15
建物・構築物については，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，建物・構築物全体としての変形能力（耐震壁のせん断ひずみ等）が終
局耐力時の変形に対して十分な余裕を有し，部材・部位ごとのせん断ひずみ・応力等が終局耐力時のせん断ひずみ・応力等に対して，妥
当な安全余裕を有する設計とする。

冒頭宣言 基本方針

基本方針

16

機器・配管系については，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，その施設に要求される機能を保持する設計とし，塑性域に達するひず
みが生じる場合であっても，その量が小さなレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有し，その施設に要求される機能に影響を及
ぼさない，また，動的機器等については，基準地震動Ｓｓによる応答に対してその設備に要求される機能を保持する設計とする。なお，
動的機能が要求される機器については，当該機器の構造，動作原理等を考慮した評価を行い，既往の研究等で機能維持の確認がなされた
機能確認済加速度等を超えていないことを確認する。

冒頭宣言
評価要求

動的機能維持等対象設備

基本方針
評価

17
また，Ｓクラスの施設は，事業指定(変更許可)を受けた弾性設計用地震動(以下「弾性設計用地震動Ｓｄ」という。)による地震力又は静
的地震力のいずれか大きい方の地震力に対しておおむね弾性状態に留まる範囲で耐えられる設計とする。

冒頭宣言
評価要求

Ｓクラスの施設

基本方針
評価

18
建物・構築物については，弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力のいずれか大きい方の地震力により発生する応力に対し
て，建築基準法等の安全上適切と認められる規格及び基準による許容応力度を許容限界とする。

冒頭宣言 基本方針
基本方針

19
機器・配管系については，弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力のいずれか大きい方の地震力による応答が全体的におおむ
ね弾性状態に留まる設計とする。

冒頭宣言 基本方針
基本方針

20
(d)Ｓクラスの施設について，静的地震力は，水平地震力と鉛直地震力が同時に不利な方向の組合せで作用するものとする。
また，基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力は，水平2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて算定するものとす
る。

冒頭宣言
評価要求

Ｓクラスの施設

基本方針
評価

Ⅳ-1-1 耐震設計
の基本方針

2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針 「(1) 安全機能を有する施設　d.」】
・Ｓクラスの施設について，静的地震力は，水平方向地震力と鉛直方向地震力が同時に不利な方向の組合せで作用す
るものとする。
・基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力は，水平2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて
算定するものとする。

※補足すべき事項の対象なし

21
(e)Ｂクラス及びＣクラスの施設は，静的地震力に対しておおむね弾性状態に留まる範囲で耐えられる設計とする。また，Ｂクラスの施設
のうち，共振のおそれのある施設については，その影響についての検討を行う。検討に用いる地震動は，弾性設計用地震動Ｓｄに2分の1
を乗じたものとする。当該地震動による地震力は，水平2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて算定するものとする。

冒頭宣言
評価要求

基本方針(Ｂクラス及びＣ
クラスの施設)

基本方針
評価方法

Ⅳ-1-1 耐震設計
の基本方針

2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針 「(1) 安全機能を有する施設　e.」】
・Ｂクラス及びＣクラスの施設は，静的地震力に対しておおむね弾性状態に留まる範囲で耐えられる設計とする。
・Ｂクラスの施設のうち，共振のおそれのある施設については，その影響についての検討を行う。検討に用いる地震
動は，弾性設計用地震動Ｓｄに2分の1を乗じたものとする。当該地震動による地震力は，水平2方向及び鉛直方向に
ついて適切に組み合わせて算定するものとする。

※補足すべき事項の対象なし

22 (f)耐震重要施設は，耐震重要度の下位のクラスに属する施設の波及的影響によって，その安全機能を損なわない設計とする。
冒頭宣言
機能要求②
評価要求

耐震重要施設に対し波及的
影響を及ぼすおそれのある
耐震重要度の下位クラス施
設

基本方針
設計方針
評価

Ⅳ-1-1 耐震設計
の基本方針

2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針 「(1) 安全機能を有する施設　f.」】
・耐震重要施設は，耐震重要度の下位のクラスに属する施設(安全機能を有する施設以外の施設及び資機材等含む)の
波及的影響によって，その安全機能を損なわない設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

展開先（小項目）

Ⅳ-1-1 耐震設計
の基本方針

2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
・施設の設計にあたり考慮する，基準地震動及び弾性設計用地震動の概要を「Ⅳ－１－１－１　基準地震動Ｓｓ及び
弾性設計用地震動Ｓｄの概要」に示す。

※補足すべき事項の対象なし

2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
・「Ⅳ 耐震性に関する説明書」における建物・構築物とは，建物，構築物及び土木構造物(屋外重要土木構造物及び
その他の土木構造物)の総称とする。再処理施設の構築物は，屋外機械基礎，竜巻防護対策設備及び排気筒であり，
土木構造物は洞道である。また，屋外重要土木構造物とは，耐震安全上重要な機器・配管系の間接支持機能を求めら
れる土木構造物をいう。

＜洞道の取扱い＞
⇒洞道の申請上の取り扱いについて明確化するために補足説明
する。
・[補足耐2]洞道の設工認申請上の取り扱いについて

Ⅳ-1-1 耐震設計
の基本方針

2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針 「(1) 安全機能を有する施設　c.」】
・Ｓクラスの施設は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対してその安全機能が損なわれるおそれがない設計とする。
・建物・構築物については，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，建物・構築物全体としての変形能力(耐震壁の
せん断ひずみ等)が終局耐力時の変形に対して十分な余裕を有し，部材・部位ごとのせん断ひずみ・応力等が終局耐
力時のせん断ひずみ・応力等に対して，妥当な安全余裕を有する設計とする。
・機器・配管系については，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，塑性域に達するひずみが生じる場合であって
も，その量が小さなレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有し，その施設の機能を保持できるように設計す
る。
・動的機器等については，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，当該機器に要求される機能を維持する設計とす
る。このうち，動的機能が要求される機器については，当該機器の構造，動作原理等を考慮した評価を行い，既往の
研究等で機能維持の確認がなされた機能確認済加速度等を超えないことを確認する。
・Ｓクラスの施設は，事業指定(変更許可)を受けた弾性設計用地震動(以下「弾性設計用地震動Ｓｄ」という。)によ
る地震力又は静的地震力のいずれか大きい方の地震力に対しておおむね弾性状態に留まる範囲で耐える設計とする。
・建物・構築物については，弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力のいずれか大きい方の地震力により
発生する応力に対して，建築基準法等の安全上適切と認められる規格及び基準による許容応力度を許容限界とする。
・機器・配管系については，弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力のいずれか大きい方の地震力による
応答が全体的におおむね弾性状態に留まる設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

Ⅳ-1-1 耐震設計
の基本方針
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基本設計方針の添付書類への展開
（第五条、第三十二条、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙３①
（Ⅳ-1-1_基本方針）(2/19)

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項展開先（小項目）

1-1

第１章　共通項目
2.地盤
　安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設は，地震力が作用した場合においても当該施設を十分に支持することができる地盤（当
該地盤に設置する建物・構築物を含む。「2. 地盤」では以下同様。）に設置する。

冒頭宣言 基本方針

基本方針

2-1

2.1　安全機能を有する施設の地盤
　地震の発生によって生じるおそれがあるその安全機能の喪失に起因する放射線による公衆への影響の程度が特に大きい施設（以下「耐
震重要施設」という。）及びそれらを支持する建物・構築物については，自重及び運転時の荷重等に加え，その供用中に大きな影響を及
ぼすおそれがある地震動（以下「基準地震動Ｓｓ」という。）による地震力が作用した場合においても，接地圧に対する十分な支持性能
を有する地盤に設置する。

設置要求
耐震重要施設及びそれらを
支持する建物・構築物

基本方針

2-2
　また，上記に加え，基準地震動Ｓｓによる地震力が作用することによって弱面上のずれが発生しない地盤として，事業指定(変更許可)
を受けた地盤に設置する。

設置要求
耐震重要施設及びそれらを
支持する建物・構築物

基本方針

2-3
　耐震重要施設以外の施設については，自重及び運転時の荷重等に加え，耐震重要度分類の各クラスに応じて算定する地震力が作用した
場合においても，接地圧に対する十分な支持性能を有する地盤に設置する。

設置要求
施設共通 基本設計方針
（耐震重要施設以外の施
設）

基本方針

3
　耐震重要施設は，地震発生に伴う地殻変動によって生じる支持地盤の傾斜及び撓み並びに地震発生に伴う建物・構築物間の不等沈下，
液状化及び揺すり込み沈下といった周辺地盤の変状により，その安全機能が損なわれるおそれがない地盤として，事業指定(変更許可)を
受けた地盤に設置する。

設置要求 耐震重要施設

基本方針

4 　耐震重要施設は，将来活動する可能性のある断層等の露頭がない地盤として，事業指定(変更許可)を受けた地盤に設置する。 設置要求 耐震重要施設

基本方針

23 (g)耐震重要施設については，周辺地盤の変状により，その安全機能が損なわれるおそれがない設計とする。 評価要求 耐震重要施設

基本方針

13
(b)耐震重要施設（(a)においてＳクラスに分類する施設をいう。）は，その供用中に大きな影響を及ぼすおそれがある地震動(事業指定
(変更許可)を受けた基準地震動(以下「基準地震動Ｓｓ」という。))による地震力に対してその安全機能が損なわれるおそれがない設計と
する。

冒頭宣言 基本方針

基本方針 Ⅳ-1-1 耐震設計
の基本方針

2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針 「(1) 安全機能を有する施設　h.」】
・安全機能を有する施設の構造計画及び配置計画に際しては，地震の影響が低減されるように考慮する。

※補足すべき事項の対象なし

24

b.重大事故等対処施設
(a)重大事故等対処施設について，安全機能を有する施設の耐震設計における動的地震力又は静的地震力に対する設計方針を踏襲し，重大
事故等対処施設の構造上の特徴，重大事故等時における運転状態及び重大事故等の状態で施設に作用する荷重等を考慮し，適用する地震
力に対して重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがない設計とする。

冒頭宣言 基本方針

基本方針 Ⅳ-1-1 耐震設計
の基本方針

2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針 「(2) 重大事故等対処施設　a.」】
・重大事故等対処施設について，安全機能を有する施設の耐震設計における動的地震力又は静的地震力に対する設計
方針を踏襲し，重大事故等対処施設の構造上の特徴，重大事故等時における運転状態及び重大事故等の状態で施設に
作用する荷重等を考慮し，適用する地震力に対して重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがな
い設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

25
重大事故等対処施設について，施設の各設備が有する重大事故等に対処するために必要な機能及び設置状態を踏まえて，常設耐震重要重
大事故等対処設備，常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備に分類し，それぞれの設備分類に応じて設計する。

冒頭宣言 基本方針

基本方針 Ⅳ-1-1 耐震設計
の基本方針

2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針 「(2) 重大事故等対処施設　a.」】
・重大事故等対処施設について，施設の各設備が有する重大事故等に対処するために必要な機能及び設置状態を踏ま
えて，重大事故等が発生した場合において対処するために必要な機能を有する設備であって常設のもの(以下「常設
重大事故等対処設備」という。)を，常設耐震重要重大事故等対処設備及び常設耐震重要重大事故等対処設備以外の
常設重大事故等対処設備に分類し，それぞれの設備分類に応じて設計する。

※補足すべき事項の対象なし

26
(b)常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，重大事故等に対処する
ために必要な機能が損なわれるおそれがない設計とする。

冒頭宣言
評価要求

常設耐震重要重大事故等対
処設備が設置される重大事
故等対処施設

基本方針
評価

27
建物・構築物については，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，建物・構築物全体としての変形能力(耐震壁のせん断ひずみ等)が終局
耐力時の変形に対して十分な余裕を有し，部材・部位ごとのせん断ひずみ・応力等が終局耐力時のせん断ひずみ・応力等に対して，妥当
な安全余裕を有する設計とする。

冒頭宣言 基本方針

基本方針

28

機器・配管系については，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，その施設に要求される機能を保持する設計とし，塑性域に達するひず
みが生じる場合であっても，その量が小さなレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有し，その施設に要求される機能に影響を及
ぼさない設計とする。また，動的機器等については，基準地震動Ｓｓによる応答に対して，その設備に要求される機能を保持する設計と
する。なお，動的機能が要求される機器については，当該機器の構造，動作原理等を考慮した評価を行い，既往の研究等で機能維持の確
認がなされた機能確認済加速度等を超えていないことを確認する。

冒頭宣言
評価要求

基本方針

基本方針
評価

29
(c)常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設に適用する基準地震動Ｓｓによる地震力は，水平2方向及び鉛直方
向について適切に組み合わせて算定するものとする。

冒頭宣言
評価要求

常設耐震重要重大事故等対
処設備が設置される重大事
故等対処施設

基本方針
評価

Ⅳ-1-1 耐震設計
の基本方針

2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針 「(2) 重大事故等対処施設　c.」】
・常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設に適用する基準地震動Ｓｓによる地震力は，水
平2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて算定するものとする。

※補足すべき事項の対象なし

【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針 「(1) 安全機能を有する施設　g.」】
・耐震重要施設及びそれらを支持する建物・構築物については，自重及び運転時の荷重等に加え，基準地震動Ｓｓに
よる地震力が作用した場合においても，接地圧に対する十分な支持性能を有する地盤(当該地盤に設置する建物・構
築物を含む。本項目では以下同様。)に設置する。
・また，上記に加え，基準地震動Ｓｓによる地震力が作用することによって弱面上のずれが発生しない地盤として，
事業指定(変更許可)を受けた地盤に設置する。
・耐震重要施設以外の施設については，自重及び運転時の荷重等に加え，耐震重要度分類の各クラスに応じて算定す
る地震力が作用した場合においても，接地圧に対する十分な支持性能を有する地盤に設置する。
・耐震重要施設は，地震発生に伴う地殻変動によって生じる支持地盤の傾斜及び撓み並びに地震発生に伴う建物・構
築物間の不等沈下，液状化及び揺すり込み沈下といった周辺地盤の変状により，その安全機能が損なわれるおそれが
ない地盤として，事業指定(変更許可)を受けた地盤に設置する。
・耐震重要施設は，将来活動する可能性のある断層等の露頭がない地盤として，事業指定(変更許可)を受けた地盤に
設置する。
・耐震重要施設については，周辺地盤の変状により，その安全機能が損なわれるおそれがない設計とする。
・耐震重要施設のうち周辺地盤の液状化のおそれがある施設は，その周辺地盤の液状化を考慮した場合においても，
支持機能及び構造健全性が確保される設計とする。
・建物・構築物の基礎地盤として置き換えるマンメイドロック（以下「MMR」という。）については，基盤面及び周
辺地盤の掘削に対する不陸整正及び建物・構築物がMMRを介して鷹架層に支持されることを目的とする。そのため，
直下の鷹架層と同等以上の支持性能を有する設計とし，接地圧に対する支持性能評価においては鷹架層の支持力を適
用する。
・これらの地盤の評価については，「Ⅳ－１－１－２　地盤の支持性能に係る基本方針」に示す。

※補足すべき事項の対象なしⅣ-1-1 耐震設計
の基本方針

2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

Ⅳ-1-1 耐震設計
の基本方針

2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針 「(2) 重大事故等対処施設　b.」】
・常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，重
大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがない設計とする。
・建物・構築物については，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，建物・構築物全体としての変形能力(耐震壁の
せん断ひずみ等)が終局耐力時の変形に対して十分な余裕を有し，部材・部位ごとのせん断ひずみ・応力等が終局耐
力時のせん断ひずみ・応力等に対して，妥当な安全余裕を有する設計とする。
・機器・配管系については，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，その施設に要求される機能を保持するように設
計し，塑性域に達するひずみが生じる場合であっても，その量が小さなレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕
を有し，その施設に要求される機能を保持できる設計とする。
・動的機器等については，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，当該機器に要求される機能を維持する設計とす
る。このうち，動的機能が要求される機器については，当該機器の構造，動作原理等を考慮した評価を行い，既往の
研究等で機能維持の確認がなされた機能確認済加速度等を超えないことを確認する。

※補足すべき事項の対象なし
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基本設計方針の添付書類への展開
（第五条、第三十二条、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙３①
（Ⅳ-1-1_基本方針）(3/19)

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項展開先（小項目）

30

(d)常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設は，代替する機能を有する安全機能
を有する施設が属する耐震重要度に適用される地震力に十分耐えることができる設計とする。
また，代替する安全機能を有する施設がない常設重大事故等対処設備は，安全機能を有する施設の耐震設計における耐震重要度の分類の
方針に基づき，重大事故等対処時の使用条件を踏まえて，当該設備の機能喪失により放射線による公衆への影響の程度に応じて分類し，
その地震力に対し十分に耐えることができる設計とする。

冒頭宣言
評価要求

常設耐震重要重大事故等対
処設備以外の常設重大事故
等対処設備が設置される重
大事故等対処施設
代替する安全機能を有する
施設がない常設重大事故等
対処設備

基本方針
評価

Ⅳ-1-1 耐震設計
の基本方針

2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針 「(2) 重大事故等対処施設　d.」】
・常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設については，設
計基準事故に対処するための設備が有する機能を代替する施設の属する耐震重要度に応じた地震力に対し十分に耐え
られる設計とする。
・代替する安全機能を有する施設がない常設重大事故等対処設備は，安全機能を有する施設の耐震設計における耐震
重要度の分類方針に基づき，重大事故等対処時の使用条件を踏まえて，当該設備の機能喪失により放射線による公衆
への影響の程度に応じて分類した地震力に対し十分に耐えられる設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

31
(e)常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設は，Ｂクラス及びＣクラスの施設，常設耐震重要重大事故等対処設
備以外の常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設，可搬型重大事故等対処設備の波及的影響によって，その重大事故等
に対処するために必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言
機能要求②
評価要求

重大事故等対処施設に対し
波及的影響を及ぼすおそれ
のある施設

基本方針
設計方針
評価

Ⅳ-1-1 耐震設計
の基本方針

2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針 「(2) 重大事故等対処施設　e.」】
・常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設は，Ｂクラス及びＣクラスの施設，常設耐震重
要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設，可搬型重大事故等対処設備
の波及的影響によって，重大事故等に対処するために必要な機能を損なわない設計とする。

※補足すべき事項の対象なし

32 (f)緊急時対策所の耐震設計の基本方針については，「(6) 緊急時対策所」に示す。 冒頭宣言 基本方針

基本方針 Ⅳ-1-1 耐震設計
の基本方針

2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針 「(2) 重大事故等対処施設　f.」】
・緊急時対策所の耐震設計における機能維持の基本方針については，「5.2 機能維持」に示す。

※補足すべき事項の対象なし

6-1
2.2　重大事故等対処施設の地盤
　常設耐震重要重大事故等対処設備を支持する建物・構築物については，自重及び運転時の荷重等に加え，基準地震動Ｓｓによる地震力
が作用した場合においても，接地圧に対する十分な支持性能を有する地盤に設置する。

設置要求
常設耐震重要重大事故等対
処設備を支持する建物・構
築物

基本方針

6-2
　また，上記に加え，基準地震動Ｓｓによる地震力が作用することによって弱面上のずれが発生しない地盤として，事業指定(変更許可)
を受けた地盤に設置する。

設置要求
常設耐震重要重大事故等対
処設備を支持する建物・構
築物

基本方針

6-3
　常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備を支持する建物・構築物については，自重及び運転時の荷重等に加
え，代替する機能を有する安全機能を有する施設が属する耐震重要度分類のクラスに適用される地震力が作用した場合においても，接地
圧に対する十分な支持性能を有する地盤に設置する。

設置要求

施設共通 基本設計方針
（常設耐震重要重大事故等
対処設備以外の常設重大事
故等対処設備を支持する建
物・構築物）

基本方針

7

　常設耐震重要重大事故等対処設備を支持する建物・構築物は，地震発生に伴う地殻変動によって生じる支持地盤の傾斜及び撓み並びに
地震発生に伴う建物・構築物間の不等沈下，液状化及び揺すり込み沈下といった周辺地盤の変状により，重大事故に至るおそれがある事
故（運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故を除く。）又は重大事故に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがない地盤とし
て，事業指定(変更許可)を受けた地盤に設置する。

設置要求
常設耐震重要重大事故等対
処設備が設置される重大事
故等対処施設

基本方針

8
　常設耐震重要重大事故等対処設備を支持する建物・構築物は，将来活動する可能性のある断層等の露頭がない地盤として，事業指定(変
更許可)を受けた地盤に設置する。

設置要求
常設耐震重要重大事故等対
処設備が設置される重大事
故等対処施設

基本方針

33
(g)常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設については，周辺地盤の変状により，重大事故等に対処するために
必要な機能が損なわれるおそれがない設計とする。

評価要求
常設耐震重要重大事故等対
処設備が設置される重大事
故等対処施設

基本方針

26
(b)常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，重大事故等に対処する
ために必要な機能が損なわれるおそれがない設計とする。

冒頭宣言
評価要求

常設耐震重要重大事故等対
処設備が設置される重大事
故等対処施設

基本方針
評価

Ⅳ-1-1 耐震設計
の基本方針

2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針 「(2) 重大事故等対処施設　h.」】
・重大事故等対処施設の構造計画及び配置計画に際しては，地震の影響が低減されるように考慮する。

※補足すべき事項の対象なし

― ― ― ― ― ― ―

【2.耐震設計の基本方針】
【2.2 準拠規格】
・準拠する規格としては，既に認可された設計及び工事の方法の認可申請書の添付書類(以下「既設工認」という。)
で適用実績がある規格の他，最新の規格基準についても技術的妥当性及び適用性を示した上で当該規格に準拠する。
・規格基準に規定のない評価手法等を用いる場合は，既往研究等において試験，研究等により妥当性が確認されてい
る手法，設定等について，適用条件及び適用範囲に留意し，その適用性を確認した上で用いる。

※補足すべき事項の対象なし

34
(2)　耐震設計上の重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類
a. 安全機能を有する施設の耐震設計上の重要度分類
安全機能を有する施設の耐震重要度を以下のとおり分類する。

冒頭宣言 基本方針

設計方針

38
上記に基づく耐震設計上の重要度分類を第3.1.1-1表に示す。
なお，同表には当該施設を支持する建物・構築物の支持機能が維持されることを確認する地震動及び波及的影響を考慮すべき施設に適用
する地震動についても併記する。

冒頭宣言 基本方針

設計方針

【2.耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針 「(2) 重大事故等対処施設　g.」】
・常設耐震重要重大事故等対処設備を支持する建物・構築物については，自重及び運転時の荷重等に加え，基準地震
動による地震力が作用した場合においても，接地圧に対する十分な支持性能を有する地盤(当該地盤に設置する建
物・構築物を含む。本項目では以下同様。)に設置する。
・また，常設耐震重要重大事故等対処施設が設置される重大事故等対処施設及びそれらを支持する建物・構築物につ
いては，上記に加え，基準地震動Ｓｓによる地震力が作用することによって弱面上のずれが発生しない地盤として，
事業指定(変更許可)を受けた地盤に設置する。
・常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備を支持する建物・構築物については，自重及び運
転時の荷重等に加え，代替する機能を有する安全機能を有する施設が属する耐震重要度分類のクラスに適用される地
震力が作用した場合においても，接地圧に対する十分な支持性能を有する地盤に設置する。
・常設耐震重要重大事故等対処設備を支持する建物・構築物は，地震発生に伴う地殻変動によって生じる支持地盤の
傾斜及び撓み並びに地震発生に伴う建物・構築物間の不等沈下，液状化及び揺すり込み沈下といった周辺地盤の変状
により，重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがない地盤として，事業指定(変更許可)を受け
た地盤に設置する。
・常設耐震重要重大事故等対処設備を支持する建物・構築物は，将来活動する可能性のある断層等の露頭がない地盤
として，事業指定(変更許可)を受けた地盤に設置する。
・常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設については，周辺地盤の変状により，重大事故
等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがない設計とする。
・常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処のうちその周辺地盤の液状化のおそれがある施設
は，その周辺地盤の液状化を考慮した場合においても，支持機能及び構造健全性が確保される設計とする。
・建物・構築物の基礎地盤として置き換えるMMRについては，基盤面及び周辺地盤の掘削に対する不陸整正及び建
物・構築物がMMRを介して鷹架層に支持されることを目的とする。そのため，直下の鷹架層と同等以上の支持性能を
有する設計とし，接地圧に対する支持性能評価においては鷹架層の支持力を適用する。
・これらの地盤の評価については，「Ⅳ－１－１－２ 地盤の支持性能に係る基本方針」に示す。

2.耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

Ⅳ-1-1 耐震設計
の基本方針

※補足すべき事項の対象なし

Ⅳ-1-1 耐震設計
の基本方針

3. 耐震設計上の重要度分類及び重大
事故等対処施設の設備分類
3.1 安全機能を有する施設の耐震設計
上の重要度分類

【3.耐震設計上の重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類】
【3.1 安全機能を有する施設の耐震設計上の重要度分類】
・安全機能を有する施設の耐震設計上の重要度を以下のとおり分類する。下記に基づく各施設の具体的な耐震設計上
の重要度分類及び当該施設を支持する構造物の支持機能が維持されることを確認する地震動を「Ⅳ－１－１－３　重
要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針」の第2.4-1表に，申請設備の耐震重要度分類について同添
付書類の第2.4-2表に示す。
※各施設の重要度分類及び支持機能の要求される地震動を「Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の
設備分類の基本方針」に示す。

※補足すべき事項の対象なし

164



基本設計方針の添付書類への展開
（第五条、第三十二条、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙３①
（Ⅳ-1-1_基本方針）(4/19)

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項展開先（小項目）

35

(a) Ｓクラスの施設
自ら放射性物質を内蔵している施設，当該施設に直接関係しておりその機能喪失により放射性物質を外部に拡散する可能性のある施設，
放射性物質を外部に放出する可能性のある事態を防止するために必要な施設及び事故発生の際に，外部に放出される放射性物質による影
響を低減させるために必要な施設であって，環境への影響が大きいもの。
イ.　その破損又は機能喪失により臨界事故を起こすおそれのある施設
ロ.　使用済燃料を貯蔵するための施設
ハ.　高レベル放射性液体廃棄物を内蔵する系統及び機器並びにその冷却系統
二.　プルトニウムを含む溶液を内蔵する系統及び機器
ホ.　上記ハ.及び二.の系統及び機器から放射性物質が漏えいした場合に，その影響の拡大を防止するための施設
へ.　上記ハ.，二.及びホ.に関連する施設で放射性物質の外部への放出を抑制するための施設
ト.　上記イ.からへ.の施設の機能を確保するために必要な施設

定義 基本方針

基本方針
設計方針

Ⅳ-1-1 耐震設計
の基本方針

3. 耐震設計上の重要度分類及び重大
事故等対処施設の設備分類
3.1 安全機能を有する施設の耐震設計
上の重要度分類

【3.耐震設計上の重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類】
【3.1 安全機能を有する施設の耐震設計上の重要度分類「(1) Ｓクラスの施設」】
・自ら放射性物質を内蔵している施設，当該施設に直接関係しておりその機能喪失により放射性物質を外部に拡散す
る可能性のある施設，放射性物質を外部に放出する可能性のある事態を防止するために必要な施設及び事故発生の際
に，外部に放出される放射性物質による影響を低減させるために必要な施設であって，環境への影響が大きいもの。
a．その破損又は機能喪失により臨界事故を起こすおそれのある施設
b．使用済燃料を貯蔵するための施設
c．高レベル放射性液体廃棄物を内蔵する系統及び機器並びにその冷却系統
d．プルトニウムを含む溶液を内蔵する系統及び機器
e．上記c.及びd.の系統及び機器から放射性物質が漏えいした場合に，その影響の拡大を防止するための施設
f．上記c.，d.及びe.に関連する施設で放射性物質の外部への放出を抑制するための施設
g．上記a.からｆ.の施設の機能を確保するために必要な施設

※補足すべき事項の対象なし
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(b) Ｂクラスの施設
安全機能を有する施設のうち，機能喪失した場合の影響がＳクラスに属する施設と比べ小さい施設。
イ.　放射性物質を内蔵している施設であって，Ｓクラスに属さない施設(ただし，内蔵量が少ないか又は貯蔵方式により，その破損によ
り公衆に与える放射線の影響が十分小さいものは除く。)
ロ.　放射性物質の放出を伴うような場合に，その外部放散を抑制するための施設で，Ｓクラスに属さない施設

定義 基本方針

基本方針
設計方針

Ⅳ-1-1 耐震設計
の基本方針

3. 耐震設計上の重要度分類及び重大
事故等対処施設の設備分類
3.1 安全機能を有する施設の耐震設計
上の重要度分類

【3.耐震設計上の重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類】
【3.1 安全機能を有する施設の耐震設計上の重要度分類 「(2) Ｂクラスの施設」】
・安全機能を有する施設のうち，機能喪失した場合の影響がＳクラスに属する施設と比べ小さい施設。
a．放射性物質を内蔵している施設であって，Ｓクラスに属さない施設(ただし，内蔵量が少ないか又は貯蔵方式によ
り，その破損により公衆に与える放射線の影響が十分小さいものは除く。)
b．放射性物質の放出を伴うような場合に，その外部放散を抑制するための施設で，Ｓクラスに属さない施設

※補足すべき事項の対象なし

37
(c) Ｃクラスの施設
Ｓクラスに属する施設及びＢクラスに属する施設以外の一般産業施設又は公共施設と同等の安全性が要求される施設。

定義 基本方針

基本方針
設計方針

Ⅳ-1-1 耐震設計
の基本方針

3. 耐震設計上の重要度分類及び重大
事故等対処施設の設備分類
3.1 安全機能を有する施設の耐震設計
上の重要度分類

【3.耐震設計上の重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類】
【3.1 安全機能を有する施設の耐震設計上の重要度分類 「(3) Ｃクラスの施設」】
・Ｓクラスに属する施設及びＢクラスに属する施設以外の一般産業施設又は公共施設と同等の安全性が要求される施
設。

※補足すべき事項の対象なし
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b. 重大事故等対処施設の設備分類
重大事故等対処施設について，施設の各設備が有する重大事故等に対処するために必要な機能及び設置状態を踏まえて，以下の設備分類
に応じた設計とする。

冒頭宣言 基本方針

基本方針

41
上記に基づく重大事故等対処施設の設備分類について第3.1.1-2表に示す。
なお，同表には，重大事故等対処設備を支持する建物・構築物の支持機能が損なわれないことを確認する地震力についても併記する。

定義 基本方針

設計方針

40

(a)　常設重大事故等対処設備
重大事故に至るおそれがある事故及び重大事故が発生した場合において，対処するために必要な機能を有する設備であって常設のもの。
 イ．常設耐震重要重大事故等対処設備
常設重大事故等対処設備であって，耐震重要施設に属する設計基準事故に対処するための設備が有する機能を代替するもの。
 ロ．常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備
常設重大事故等対処設備であって，上記イ．以外のもの。

定義 基本方針

設計方針 Ⅳ-1-1 耐震設計
の基本方針

3. 耐震設計上の重要度分類及び重大
事故等対処施設の設備分類
3.2 重大事故等対処施設の設備分類

【3.耐震設計上の重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類】
【3.2 重大事故等対処施設の設備分類 「(1) 常設重大事故等対処設備」 「ａ.常設耐震重要重大事故等対処設
備」】
・常設重大事故等対処設備であって，耐震重要施設に属する設計基準事故に対処するための設備が有する機能を代替
するもの。
【3.2 重大事故等対処施設の設備分類 「(1) 常設重大事故等対処設備」 「ｂ.常設耐震重要重大事故等対処設備以
外の常設重大事故等対処設備」】
・常設重大事故等対処設備であって，上記a. 以外のもの。

※補足すべき事項の対象なし
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b.　波及的影響に対する考慮
耐震重要施設は，耐震重要度の下位のクラスに属する施設の波及的影響によって，その安全機能が損なわれないものとする。

冒頭宣言 基本方針

基本方針 Ⅳ-1-1 耐震設計
の基本方針

3. 耐震設計上の重要度分類及び重大
事故等対処施設の設備分類
3.3 波及的影響に対する考慮

【3.耐震設計上の重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類】
【3.3 波及的影響に対する考慮】
・「3.1 安全機能を有する施設の耐震設計上の重要度分類」においてSクラスの施設に分類する施設である耐震重要
施設は，耐震重要度の下位のクラスに属する施設の波及的影響によって，その安全機能を損なわない設計とする。

92

評価に当たっては，以下の4つの観点をもとに，敷地全体を俯瞰した調査・検討を行い，各観点より選定した事象に対する波及的影響の評
価により波及的影響を考慮すべき施設を抽出し，耐震重要施設の安全機能への影響がないことを確認する。
波及的影響の評価に当たっては，耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力を適用する。なお，地震動又は地震力の選定に当たって
は，施設の配置状況，使用時間を踏まえて適切に設定する。また，波及的影響の確認においては水平2方向及び鉛直方向の地震力が同時に
作用する場合に影響を及ぼす可能性のある施設，設備を選定し評価する。
ここで，下位クラス施設とは，耐震重要施設以外の再処理施設内にある施設(資機材等含む。)をいう。
波及的影響を防止するよう現場を維持するため，機器設置時の配慮事項等を保安規定に定めて，管理する。
なお，原子力施設及び化学プラント等の地震被害情報をもとに，4つの観点以外に検討すべき事項がないか確認し，新たな検討事項が抽出
された場合には，その観点を追加する。

定義
運用要求

基本方針
施設共通　基本設計方針
(波及的影響に係る機器設
置時の配慮事項等)

基本方針
設計方針

Ⅳ-1-1 耐震設計
の基本方針

3. 耐震設計上の重要度分類及び重大
事故等対処施設の設備分類
3.3 波及的影響に対する考慮

【3.耐震設計上の重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類】
【3.3 波及的影響に対する考慮】
・この設計における評価に当たっては，以下の4つの観点をもとに，敷地全体及びその周辺を俯瞰した調査・検討を
行い，各観点より選定した事象に対する波及的影響の評価により波及的影響を考慮すべき施設を抽出し，耐震重要施
設の安全機能への影響がないことを確認する。
・波及的影響の評価に当たっては，耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力を適用し，地震動又は地震力の選
定は，施設の配置状況，使用時間を踏まえて適切に設定する。
・設定した地震動又は地震力について，動的地震力を用いる場合は，水平2方向及び鉛直方向の地震力が同時に作用
する場合に影響を及ぼす可能性のある施設，設備を選定し評価する。
・下位クラス施設とは，耐震重要施設の周辺にある耐震重要施設以外の再処理施設内にある施設(安全機能を有する
施設以外の施設及び資機材等含む)をいう。
・原子力施設及び化学プラント等の地震被害情報から新たに検討すべき事項が抽出された場合は，これを追加する。
※波及的影響の設計方針及び対象選定に対する考え方の詳細を「Ⅳ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針」に示
す。
※波及的影響の「Ⅳ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針」にて選定した波及的影響の設計対象とする下位クラ
ス施設の耐震評価方針については「Ⅳ－２－２－１ 波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設の耐震評価方
針」に示す。

93

設計方針

基本方針定義

(a)　設置地盤及び地震応答性状の相違に起因する相対変位又は不等沈下による影響
イ.　不等沈下
耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して不等沈下により，耐震重要施設の安全機能への影響がないことを確認する。
ロ.　相対変位
耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力による下位クラス施設と耐震重要施設の相対変位により，耐震重要施設の安全機能への影
響がないことを確認する。

(b)　耐震重要施設と下位クラス施設との接続部における相互影響
耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して，耐震重要施設に接続する下位クラス施設の損傷により，耐震重要施設の安全機
能への影響がないことを確認する。

(c)　建屋内における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下による耐震重要施設への影響
耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して，建屋内の下位クラス施設の損傷，転倒及び落下により，耐震重要施設の安全機
能への影響がないことを確認する。

(d)　建屋外における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下による耐震重要施設への影響
耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して，建屋外の下位クラス施設の損傷，転倒及び落下により，耐震重要施設の安全機
能への影響がないことを確認する。

Ⅳ-1-1 耐震設計
の基本方針

3. 耐震設計上の重要度分類及び重大
事故等対処施設の設備分類
3.2 重大事故等対処施設の設備分類

※補足すべき事項の対象なし【3.耐震設計上の重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類】
【3.2 重大事故等対処施設の設備分類】
・重大事故等対処設備について，施設の各設備が有する重大事故等に対処するために必要な機能及び設置状態を踏ま
え，以下のとおりに分類する。
・耐震設計上の分類に基づき耐震評価を行う申請設備の設備分類について「Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事
故等対処施設の設備分類の基本方針」の第4.3－1表に示す。
※重大事故等対処施設の設備分類の詳細を「Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本
方針」に示す。

＜波及的影響に対する考慮＞
⇒波及的影響の設計対象とする下位クラス施設について，設計
図書類を用いた机上検討や現場調査等による抽出の考え方，抽
出結果及び確認内容について補足説明する。
・[補足耐4]下位クラス施設の波及的影響の検討について(建
物・構築物，機器・配管系)

Ⅳ-1-1 耐震設計
の基本方針

【3.耐震設計上の重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類】
【3.3 波及的影響に対する考慮 「(1) 設置地盤及び地震応答性状の相違に起因する相対変位又は不等沈下による影
響」 「ａ．不等沈下」】
・耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に伴う不等沈下による，耐震重要施設の安全機能への影響
【3.3 波及的影響に対する考慮 「(1) 設置地盤及び地震応答性状の相違に起因する相対変位又は不等沈下による影
響」 「ｂ．相対変位」】
・耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に伴う下位クラス施設と耐震重要施設の相対変位による，耐震重要
施設の安全機能への影響
【3.3 波及的影響に対する考慮 「(2) 耐震重要施設と下位クラス施設との接続部における相互影響」】
・耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に伴う，耐震重要施設に接続する下位クラス施設の損傷による，耐
震重要施設の安全機能への影響
【3.3 波及的影響に対する考慮 「(3) 建屋内における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下による耐震重要施設へ
の影響」】
・耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に伴う，建屋内の下位クラス施設の損傷，転倒及び落下による，耐
震重要施設の安全機能への影響
【3.3 波及的影響に対する考慮 「(4) 建屋外における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下による耐震重要施設へ
の影響」】
・耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に伴う，建屋外の下位クラス施設の損傷，転倒及び落下による，耐
震重要施設の安全機能への影響
・波及的影響を考慮すべき下位クラス施設及びそれに適用する地震動を「Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故
等対処設備の設備分類の基本方針」の第2.4-1表及び第2.4-2表に示す。これらの波及的影響を考慮すべき下位クラス
施設は，耐震重要施設の有する安全機能を保持するよう設計する。
・工事段階においても，耐震重要施設の設計段階の際に検討した配置・補強等が設計どおりに施されていることを，
敷地全体及びその周辺を俯瞰した調査・検討を行うことで確認する。また，仮置資材等，現場の配置状況等の確認を
必要とする下位クラス施設についても合わせて確認する。
・以上の詳細な方針は，「Ⅳ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針」に示す。
※波及的影響の対象及び適用する地震動に対する考え方を「Ⅳ－１－１－３　重要度分類及び重大事故等対処設備の
設備分類の基本方針」に示す。
※波及的影響に対する設計方針の詳細については「Ⅳ－１－１－４　波及的影響に係る基本方針」に示す。

3. 耐震設計上の重要度分類及び重大
事故等対処施設の設備分類
3.3 波及的影響に対する考慮

＜波及的影響に対する考慮＞
⇒波及的影響の設計対象とする下位クラス施設について，設計
図書類を用いた机上検討や現場調査等による抽出の考え方，抽
出結果及び確認内容について補足説明する。
・[補足耐4]下位クラス施設の波及的影響の検討について(建
物・構築物，機器・配管系)
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基本設計方針の添付書類への展開
（第五条、第三十二条、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙３①
（Ⅳ-1-1_基本方針）(5/19)

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項展開先（小項目）

94

なお，常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設に対する波及的影響については，「耐震重要施設」を「常設耐
震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設」に，「耐震重要度の下位のクラスに属する施設」を「常設耐震重要重大事
故等対処設備が設置される重大事故等対処施設以外の施設」に，「安全機能」を「重大事故等に対処するために必要な機能」に読み替え
て適用する。

定義 基本方針

基本方針 Ⅳ-1-1 耐震設計
の基本方針

3. 耐震設計上の重要度分類及び重大
事故等対処施設の設備分類
3.3 波及的影響に対する考慮

【3.耐震設計上の重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類】
【3.3 波及的影響に対する考慮】
・常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設に対する波及的影響については，「耐震重要施
設」を「常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設」に，「耐震重要度の下位のクラスに属
する施設」を「常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設以外の施設」に，「安全機能」を
「重大事故等に対処するために必要な機能」に読み替えて適用する。

※補足すべき事項の対象なし

42
(3)　地震力の算定方法
耐震設計に用いる設計用地震力は，以下の方法で算定される静的地震力及び動的地震力とする。

定義 基本方針

評価条件 Ⅳ-1-1 耐震設計
の基本方針

4. 設計用地震力
4.1 地震力の算定方法

【4.設計用地震力】
【4.1 地震力の算定方法】
・耐震設計に用いる地震力の算定は以下の方法による。
※機能維持の確認に用いる設計用地震力の詳細については「Ⅳ－１－１－８　機能維持の基本方針」に示す。

※補足すべき事項の対象なし

43
a.　静的地震力
安全機能を有する施設に適用する静的地震力は，Ｓクラス，Ｂクラス及びＣクラスの施設に適用することとし，それぞれの耐震重要度に
応じて以下の地震層せん断力係数及び震度に基づき算定する。

冒頭宣言 基本方針

評価条件 Ⅳ-1-1 耐震設計
の基本方針

4. 設計用地震力
4.1 地震力の算定方法
4.1.1 静的地震力

【4.設計用地震力】
【4.1 地震力の算定方法】
【4.1.1 静的地震力】
・安全機能を有する施設に適用する静的地震力は，Ｓクラス，Ｂクラス及びＣクラスの施設に適用することとし，そ
れぞれの耐震重要度分類に応じて，以下の地震層せん断力係数Ｃｉ及び震度に基づき算定するものとする。

44
重大事故等対処施設については，常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設に，
代替する機能を有する安全機能を有する施設が属する耐震重要度に適用される地震力を適用する。

定義 基本方針

評価条件 Ⅳ-1-1 耐震設計
の基本方針

4. 設計用地震力
4.1 地震力の算定方法
4.1.1 静的地震力

【4.設計用地震力】
【4.1 地震力の算定方法】
【4.1.1 静的地震力】
・重大事故等対処施設については，常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置される重
大事故等対処施設に，代替する機能を有する安全機能を有する施設が属する耐震重要度分類のクラスに適用される静
的地震力を適用する。

45

(a)　建物・構築物
水平地震力は，地震層せん断力係数Ｃｉに，次に示す施設の耐震重要度に応じた係数を乗じ，さらに当該層以上の重量を乗じて算定するも

のとする。
Ｓクラス　　3.0
Ｂクラス　　1.5
Ｃクラス　　1.0
ここで，地震層せん断力係数Ｃｉは，標準せん断力係数Ｃ０を0.2以上とし，建物・構築物の振動特性，地盤の種類等を考慮して求められ

る値とする。
また，必要保有水平耐力の算定においては，地震層せん断力係数Ｃｉに乗じる施設の耐震重要度に応じた係数は，耐震重要度の各クラスと

もに1.0とし，その際に用いる標準せん断力係数Ｃ０は1.0以上とする。

Ｓクラスの施設については，水平地震力と鉛直地震力が同時に不利な方向の組合せで作用するものとする。鉛直地震力は，震度0.3以上を
基準とし，建物・構築物の振動特性及び地盤の種類等を考慮し，高さ方向に一定として求めた鉛直震度より算定する。

定義 基本方針

評価条件 Ⅳ-1-1 耐震設計
の基本方針

4. 設計用地震力
4.1 地震力の算定方法
4.1.1 静的地震力

【4.設計用地震力】
【4.1 地震力の算定方法】
【4.1.1 静的地震力 「(1) 建物・構築物」】
・水平地震力は，地震層せん断力係数Ｃｉに，次に示す施設の耐震重要度に応じた係数を乗じ，さらに当該層以上の

重量を乗じて算定するものとする。
Ｓクラス　　3.0
Ｂクラス　　1.5
Ｃクラス　　1.0
・地震層せん断力係数Ｃｉは，標準せん断力係数Ｃ０を0.2以上とし，建物・構築物の振動特性，地盤の種類等を考慮

して求められる値とする。
・必要保有水平耐力の算定においては，地震層せん断力係数Ｃｉに乗じる施設の耐震重要度分類に応じた係数は，Ｓ

クラス，Ｂクラス及びＣクラスともに1.0とし，その際に用いる標準せん断力係数Ｃ０は1.0以上とする。

・Ｓクラスの施設については，水平地震力と鉛直地震力が同時に不利な方向の組合せで作用するものとする。鉛直地
震力は，震度0.3以上を基準とし，建物・構築物の振動特性及び地盤の種類等を考慮し，高さ方向に一定として求め
た鉛直震度より算定する。

46

(b)　機器・配管系
耐震重要度の各クラスの地震力は，上記(a)に示す地震層せん断力係数Ｃｉに施設の耐震重要度に応じた係数を乗じたものを水平震度と

し，当該水平震度及び上記(a)の鉛直震度をそれぞれ20%増しとした震度より求めるものとする。
Ｓクラスの施設については，水平地震力と鉛直地震力は同時に不利な方向の組合せで作用するものとする。ただし，鉛直震度は高さ方向
に一定とする。
上記(a)及び(b)の標準せん断力係数Ｃ０等の割増し係数については，耐震性向上の観点から，一般産業施設及び公共施設の耐震基準との関

係を考慮して設定する。

定義 基本方針

評価条件 Ⅳ-1-1 耐震設計
の基本方針

4. 設計用地震力
4.1 地震力の算定方法
4.1.1 静的地震力

【4.設計用地震力】
【4.1 地震力の算定方法】
【4.1.1 静的地震力 「(2) 機器・配管系」】
・静的地震力は，上記(1)に示す地震層せん断力係数Ｃｉに施設の耐震重要度分類に応じた係数を乗じたものを水平震

度として，当該水平震度及び上記(1)の鉛直震度をそれぞれ20%増しとした震度より求めるものとする。
・Ｓクラスの施設については，水平地震力と鉛直地震力は同時に不利な方向の組合せで作用するものとする。ただ
し，鉛直震度は高さ方向に一定とする。
・上記(1)及び(2)の標準せん断力係数Ｃ０等の割増し係数については，耐震性向上の観点から，一般産業施設及び公

共施設の耐震基準との関係を考慮して設定する。

47

b.　動的地震力
安全機能を有する施設について，Ｓクラスの施設の設計に適用する動的地震力は，基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄから定める
入力地震動を適用する。
Ｂクラスの施設のうち共振のおそれのある施設については，上記Ｓクラスの施設に適用する弾性設計用地震動Ｓｄに２分の１を乗じたも
のから定める入力地震動を適用する。

定義 基本方針

評価条件 Ⅳ-1-1 耐震設計
の基本方針

4. 設計用地震力
4.1 地震力の算定方法
4.1.2 動的地震力

【4.設計用地震力】
【4.1 地震力の算定方法】
【4.1.2 動的地震力】
・安全機能を有する施設については，動的地震力は，Ｓクラスの施設及びＢクラスの施設のうち共振のおそれのある
ものに適用する。
・Ｓクラスの施設については，基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄから定める入力地震動を適用する。
・Ｂクラスの施設のうち共振のおそれのあるものについては，弾性設計用地震動Ｓｄから定める入力地震動の振幅を
2分の1にしたものによる地震力を適用する。

※補足すべき事項の対象なし

48

重大事故等対処施設については，常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設に基準地震動Ｓｓによる地震力を適
用する。
常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設のうち，Ｂクラスに属する施設の機能
を代替する施設であって共振のおそれのある施設については，「b.　動的地震力」に示す共振のおそれのあるＢクラス施設に適用する地
震力を適用する。
また，常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備で，代替する安全機能を有する施設がない常設重大事故等対処設
備のうち，Ｓクラスの施設は常設耐震重要重大事故等対処設備に適用する地震力を適用する。
なお，重大事故等対処施設のうち，安全機能を有する施設の基本構造と異なる施設については，適用する地震力に対して，要求される機
能及び構造健全性が維持されることを確認するため，当該施設の構造を適切にモデル化した上での地震応答解析，加振試験等を実施す
る。

定義 基本方針

評価条件 Ⅳ-1-1 耐震設計
の基本方針

4. 設計用地震力
4.1 地震力の算定方法
4.1.2 動的地震力

【4.設計用地震力】
【4.1 地震力の算定方法】
【4.1.2 動的地震力】
・重大事故等対処施設については，常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設に基準地震動
Ｓｓによる地震力を適用する。
・常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設のうち，Ｂクラ
スの施設の機能を代替する共振のおそれのある施設については，共振のおそれのあるＢクラス施設に適用する地震力
を適用する。
・常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備で，代替する安全機能を有する施設がない常設重
大事故等対処設備のうち，Ｓクラスの施設は常設耐震重要重大事故等対処設備に適用する地震力を適用する。
・重大事故等対処施設のうち，安全機能を有する施設の基本構造と異なる施設については，適用する地震力に対し
て，要求される機能及び構造健全性が維持されることを確認するため，当該施設の構造を適切にモデル化した上での
地震応答解析，加振試験等を実施する。

※補足すべき事項の対象なし

※補足すべき事項の対象なし
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基本設計方針の添付書類への展開
（第五条、第三十二条、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙３①
（Ⅳ-1-1_基本方針）(6/19)

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項展開先（小項目）

50
動的地震力は，水平2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて算定する。水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響確認に
当たっては，水平1方向及び鉛直方向地震力を組み合わせた既往の耐震計算への影響が考えられる施設，設備の部位を抽出し，建物・構築
物の3次元応答性状及びそれによる機器・配管系への影響を考慮した上で，既往の方法を用いた耐震性に及ぼす影響を評価する。

評価要求
基本方針
施設共通　基本設計方針
(動的地震力の組合せ方法)

基本方針
評価条件

57 地震力については，水平2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて算定する。 定義 基本方針

基本方針
評価条件

52
Ｂクラスの施設及びＢクラス施設の機能を代替する常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設のうち共振のおそれがあ
り，動的解析が必要なものに対しては，弾性設計用地震動Ｓｄに２分の１を乗じたものを用いる。

基本方針
設計方針
評価条件

基本方針

基本方針定義
安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設の動的解析においては，地盤の諸定数も含めて材料のばらつきによる変動幅を適切に考慮
する。

49

51

(a)　入力地震動
地質調査の結果によれば，重要な再処理施設の設置位置周辺は，新第三紀の鷹架層が十分な広がりをもって存在することが確認されてい
る。
解放基盤表面は，この新第三紀の鷹架層のＳ波速度が0.7km/s以上を有する標高約-70ｍの位置に想定することとする。
基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄは，解放基盤表面で定義する。
建物・構築物の地震応答解析モデルに対する入力地震動は，解放基盤表面からの地震波の伝播特性を適切に考慮した上で，必要に応じ２
次元FEM解析又は１次元波動論により，地震応答解析モデルの入力位置で評価した入力地震動を設定する。また，必要に応じて地盤の非線
形応答に関する動的変形特性を考慮することとし，地盤のひずみに応じた地盤物性値を用いて作成する。非線形性の考慮に当たっては，
地下水排水設備による地下水位の低下状態を踏まえ評価する。地下水排水設備の外側に配置される建物・構築物については，施設の構造
上の特徴，施設の周辺地盤及び周辺施設の配置状況を踏まえ，液状化による影響が生じるおそれがある場合には，その影響について確認
する。
地盤条件を考慮する場合には，地震動評価で考慮した敷地全体の地下構造との関係や対象建物・構築物の直下又は周辺の地質・速度構造
の違いにも留意する。
また，必要に応じ敷地における観測記録による検証や最新の科学的・技術的知見を踏まえ，地質・速度構造等の地盤条件を設定する。

定義 基本方針

4. 設計用地震力
4.1 地震力の算定方法
4.1.2 動的地震力

Ⅳ-1-1 耐震設計
の基本方針

【4.設計用地震力】
【4.1 地震力の算定方法】
【4.1.2 動的地震力】
・安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設の動的解析においては，地盤の諸定数も含めて材料のばらつきによ
る材料定数の変動幅を適切に考慮する。

Ⅳ-1-1 耐震設計
の基本方針

4. 設計用地震力
4.1 地震力の算定方法
4.1.2 動的地震力

【4.設計用地震力】
【4.1 地震力の算定方法】
【4.1.2 動的地震力】
(1)　入力地震動
・地質調査の結果によれば，重要な再処理施設の設置位置周辺は，新第三紀の鷹架層が十分な広がりをもって存在す
ることが確認されている。
解放基盤表面は，この新第三紀の鷹架層のＳ波速度が0.7km/s以上を有する標高約－70mの位置に想定することとす
る。
・基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄは，解放基盤表面で定義する。
・建物・構築物の地震応答解析モデルに対する入力地震動は，解放基盤表面からの地震波の伝播特性を適切に考慮し
た上で，必要に応じ2次元ＦＥＭ解析又は1次元波動論により，地震応答解析モデルの入力位置で評価した入力地震動
を設定する。また，必要に応じて地盤の非線形応答に関する動的変形特性を考慮することとし，地盤のひずみに応じ
た地盤物性値を用いて作成する。
・非線形性の考慮に当たっては，地下水排水設備による地下水位の低下を踏まえ評価する。
・地下水排水設備の外側に配置される建物・構築物については，施設の構造上の特徴，施設の周辺地盤及び周辺施設
の配置状況を踏まえ，液状化による影響が生じるおそれがある場合には，その影響について確認する。
・入力地震動の設定に用いる地下構造モデルについては，地震動評価で考慮した敷地全体の地下構造及び対象建物・
構築物の直下又は周辺の地質・速度構造の特徴を踏まえて適切に設定する。また，必要に応じ敷地における観測記録
による検証や最新の科学的・技術的知見を踏まえ，地質・速度構造等の地盤条件を設定する。
・Ｂクラスの施設のうち共振のおそれがあり，動的解析が必要なものに対しては，弾性設計用地震動Ｓｄに2 分の1
を乗じたものを用いる。

※基準地震動及び弾性設計用地震動の概要の詳細については「Ⅳ－１－１－１　基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震
動Ｓｄの概要」に示す。
※地震応答解析における解析条件及び方法の詳細については「Ⅳ－１－１－５　地震応答解析の基本方針」に示す。

＜地盤物性値の設定＞
⇒地震応答解析に用いる地盤モデル及び地盤物性値に関する根
拠を示すため，地盤モデル及び地盤物性値の設定内容について
補足説明する。
・[補足耐7]地震応答解析に用いる地盤モデル及び地盤物性値
の設定について
・[補足耐8]竜巻防護対策設備の耐震性評価に関する補足説明
・[補足耐63]排気筒の耐震性評価に関する補足説明
⇒土木構造物の地震応答解析に用いる地盤物性値について補足
説明する。
・[補足耐47]土木構造物の耐震安全性評価における共通事項に
ついて

＜材料物性のばらつき＞
⇒動的解析における材料物性のばらつきの考慮に関する根拠を
示すため，ばらつきの考慮に係る検討内容について補足説明す
る。
・[補足耐9]地震応答解析における材料物性のばらつきに関す
る検討
・[補足耐11]竜巻防護対策設備の地震応答解析における材料物
性のばらつきに伴う影響評価について
・[補足耐67]排気筒の地震応答解析における材料物性のばらつ
きに伴う影響評価について
・[補足耐49]土木構造物の地震応答解析における材料物性のば
らつきに関する検討について
⇒建物，構築物の材料物性のばらつきの影響を考慮した応答に
対する検討内容及び影響評価結果について補足説明する。
・[補足耐10]地震応答解析における材料物性のばらつきに伴う
影響評価について(機器，配管系)

Ⅳ-1-1 耐震設計
の基本方針

4. 設計用地震力
4.1 地震力の算定方法
4.1.2 動的地震力

【4.設計用地震力】
【4.1 地震力の算定方法】
【4.1.2 動的地震力】
・動的地震力は，水平2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて算定する。水平2方向及び鉛直方向地震力の組
合せによる影響確認に当たっては，水平1方向及び鉛直方向地震力を組み合わせた既往の耐震計算への影響が考えら
れる施設，設備の部位を抽出し，建物・構築物の3次元応答性状及びそれによる機器・配管系への影響を考慮した上
で，既往の方法を用いた耐震性に及ぼす影響を評価する。その方針を「Ⅳ－１－１－７ 水平２方向及び鉛直方向地
震力の組合せに関する影響評価方針」に示す。

＜水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せ＞
⇒水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価に
あたり，各設備における設備形状の観点から水平２方向影響有
無の整理，評価対象の抽出及び考え方について補足説明する。
・[補足耐12]水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する
設備の抽出及び考え方について

⇒水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価に
係る根拠を示すため，評価部位の抽出内容について補足説明す
る。
・[補足耐13]水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する
評価部位の抽出
・[補足耐51]土木構造物の水平2方向及び鉛直方向地震力の組
合せに関する影響評価について
・[補足耐56]竜巻防護対策設備の水平2方向及び鉛直方向地震
力の組合せに関する設備の抽出及び考え方について
・[補足耐65]排気筒の水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せ
に関する設備の抽出及び考え方について

＜地盤物性値の設定＞
⇒地震応答解析に用いる地盤モデル及び地盤物性値に関する根
拠を示すため，地盤モデル及び地盤物性値の設定内容について
補足説明する。
・[補足耐7]地震応答解析に用いる地盤モデル及び地盤物性値
の設定について
・[補足耐8]竜巻防護対策設備の耐震性評価に関する補足説明
・[補足耐63]排気筒の耐震性評価に関する補足説明
⇒土木構造物の地震応答解析に用いる地盤物性値について補足
説明する。
・[補足耐47]土木構造物の耐震安全性評価における共通事項に
ついて

＜材料物性のばらつき＞
⇒動的解析における材料物性のばらつきの考慮に関する根拠を
示すため，ばらつきの考慮に係る検討内容について補足説明す
る。
・[補足耐9]地震応答解析における材料物性のばらつきに関す
る検討
・[補足耐11]竜巻防護対策設備の地震応答解析における材料物
性のばらつきに伴う影響評価について
・[補足耐67]排気筒の地震応答解析における材料物性のばらつ
きに伴う影響評価について
・[補足耐49]土木構造物の地震応答解析における材料物性のば
らつきに関する検討について
⇒建物，構築物の材料物性のばらつきの影響を考慮した応答に
対する検討内容及び影響評価結果について補足説明する。
・[補足耐10]地震応答解析における材料物性のばらつきに伴う
影響評価について（機器・配管系）
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基本設計方針の添付書類への展開
（第五条、第三十二条、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙３①
（Ⅳ-1-1_基本方針）(7/19)

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項展開先（小項目）

58
ロ.　機器・配管系
動的解析による地震力の算定に当たっては，地震応答解析手法の適用性，適用限界等を考慮のうえ，適切な解析法を選定するとともに，
解析条件として考慮すべき減衰定数，剛性等の各種物性値は，適切な規格及び基準又は試験等の結果に基づき設定する。

定義 基本方針

設計方針
評価条件

59

機器については，形状，構造特性等を考慮して，代表的な振動モードを適切に表現できるよう質点系モデル，有限要素モデル等に置換
し，設計用床応答曲線を用いたスペクトルモーダル解析法又は時刻歴応答解析法により応答を求める。
また，時刻歴応答解析法及びスペクトルモーダル解析法を用いる場合は地盤物性等のばらつきを適切に考慮する。スペクトルモーダル解
析法には地盤物性等のばらつきを考慮した床応答曲線を用いる。
配管系については，適切なモデルを作成し，設計用床応答曲線を用いたスペクトルモーダル解析法により応答を求める。
スペクトルモーダル解析法及び時刻歴応答解析法の選択に当たっては，衝突・すべり等の非線形現象を模擬する観点又は既往研究の知見
を取り入れ実機の挙動を模擬する観点で，建物・構築物の剛性及び地盤物性のばらつきへの配慮をしつつ時刻歴応答解析法を用いる等，
解析対象とする現象，対象設備の振動特性・構造特性等を考慮し適切に選定する。
また，設備の3次元的な広がりを踏まえ，適切に応答を評価できるモデルを用い，水平2方向及び鉛直方向の応答成分について適切に組み
合わせるものとする。
なお，剛性の高い機器・配管系は，その設置床面の最大床応答加速度の1.2倍の加速度を静的に作用させて地震力を算定する。

定義
評価要求

基本方針
施設共通　基本設計方針
(機器・配管系の動的解析
方法)

設計方針
評価条件
評価方法

60

c. 設計用減衰定数
地震応答解析に用いる減衰定数は，安全上適切と認められる規格及び基準に基づき，設備の種類，構造等により適切に選定するととも
に，試験等で妥当性を確認した値も用いる。
なお，建物・構築物の地震応答解析に用いる鉄筋コンクリートの減衰定数の設定については，既往の知見に加え，既設施設の地震観測記
録等により，その妥当性を検討する。
また，地盤と土木構造物の連成系地震応答解析モデルの減衰定数については，地中構造物としての特徴，同モデルの振動特性を考慮して
適切に設定する。

定義 基本方針

設計方針
評価条件

55 動的解析に用いる解析モデルは，地震観測網により得られた観測記録により振動性状の把握を行い，解析モデルの妥当性の確認を行う。 定義 基本方針

基本方針
設計方針

Ⅳ-1-1 耐震設計
の基本方針

4. 設計用地震力
4.1 地震力の算定方法
4.1.2 動的地震力

【4.設計用地震力】
【4.1 地震力の算定方法】
【4.1.2 動的地震力】
・これらの地震応答解析を行う上で，更なる信頼性の向上を目的として設置した地震観測網から得られた観測記録に
より振動性状の把握を行う。地震観測網の概要については，「Ⅳ－１－１－５　地震応答解析の基本方針」の別紙
「地震観測網について」に示す。
※地震観測網の概要について「Ⅳ－１－１－５　地震応答解析の基本方針」に示す。

※補足すべき事項の対象なし

42
(3)　地震力の算定方法
耐震設計に用いる設計用地震力は，以下の方法で算定される静的地震力及び動的地震力とする。

定義 基本方針

評価条件 Ⅳ-1-1 耐震設計
の基本方針

4.設計用地震力
4.2 設計用地震力

【4.設計用地震力】
【4.2 設計用地震力】
・「4.1 地震力の算定方法」に基づく設計用地震力は「Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針」に示す地震力に従い
算定するものとする。
※設計用地震力の詳細は「Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針」に示す。

※補足すべき事項の対象なし

63

(b)　重大事故等対処施設
イ．建物・構築物
(イ)運転時の状態
再処理施設が運転している状態。
(ロ)重大事故等時の状態
再処理施設が，重大事故に至るおそれがある事故又は重大事故の状態で，重大事故等対処施設の機能を必要とする状態。
(ハ)設計用自然条件
設計上基本的に考慮しなければならない自然条件(積雪，風)。

定義 基本方針

基本方針
評価条件

※補足すべき事項の対象なし

(4)　荷重の組合せと許容限界
耐震設計における荷重の組合せと許容限界は，以下によるものとする。
また，耐震設計においては，安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能である閉じ込め機能，プロセス量等の維持機能，掃気
機能，崩壊熱等の除去機能，臨界防止機能，遮蔽機能，落下・転倒防止機能，支援機能，ソースターム制限機能，放出量の監視機能，換
気機能，気密性，支持機能，操作場所及びアクセスルートの保持機能等を維持する設計とする。
上記の機能のうち，遮蔽機能，落下・転倒防止機能，気密性，支持機能，操作場所及びアクセスルートの保持機能等については，安全機
能を有する施設の耐震重要度及び重大事故等対処施設の設備分類に応じた地震力に対して，当該機能が要求される施設の構造強度を確保
することで，機能が維持できる設計とする。
閉じ込め機能，プロセス量等の維持機能，掃気機能，崩壊熱等の除去機能，臨界防止機能，支援機能，ソースターム制限機能，放出量の
監視機能，換気機能等については，構造強度を確保するとともに，当該機能が要求される各施設の特性に応じて許容限界を適切に設定す
る。

a.　耐震設計上考慮する状態
地震以外に設計上考慮する状態を以下に示す。
(a)　安全機能を有する施設
イ．建物・構築物
(イ)運転時の状態
再処理施設が運転している状態。
(ロ)設計用自然条件
設計上基本的に考慮しなければならない自然条件(積雪，風)。
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評価方法
評価

基本方針
Ｓクラスの施設
常設耐震重要重大事故等対
処設備が設置される重大事
故等対処施設
上記の間接支持構造物

定義
評価要求

基本方針
評価条件

基本方針定義
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(b)　動的解析法
イ.　建物・構築物
動的解析に当たっては，対象施設の形状，構造特性，振動特性等を踏まえ，地震応答解析手法の適用性及び適用限界等を考慮のうえ，適
切な解析法を選定するとともに，建物・構築物に応じて十分な調査に基づく適切な解析条件を設定する。動的解析は，原則として，時刻
歴応答解析法を用いて求めるものとする。
また，３次元応答性状等の評価は，線形解析に適用可能な周波数応答解析法による。
建物・構築物の動的解析に当たっては，建物・構築物の剛性はそれらの形状，構造特性，振動特性，減衰特性を十分考慮して評価し，集
中質点系に置換した解析モデルを設定する。
動的解析には，建物・構築物と地盤の相互作用及び埋込み効果を考慮するものとし，解析モデルの地盤のばね定数は，基礎版の平面形
状，地盤の剛性等を考慮して定める。地盤の剛性等については，必要に応じて地盤の非線形応答を考慮することとし，地盤のひずみに応
じた地盤物性値に基づくものとする。設計用地盤定数の設定に当たっては，地盤の構造特性の考慮として，地震動評価で考慮した敷地全
体の地下構造との関係や対象建物・構築物の直下又は周辺の地質・速度構造の違いにも留意し，原則として，弾性波試験によるものを用
いる。

地盤－建物・構築物連成系の減衰定数は，振動エネルギの地下逸散及び地震応答における各部のひずみレベルを考慮して定める。
基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄに対する応答解析において，主要構造要素がある程度以上弾性範囲を超える場合には，実験等
の結果に基づき，該当する建物部分の構造特性に応じて，その弾塑性挙動を適切に模擬した復元力特性を考慮した応答解析を行う。
また，Ｓクラスの施設を支持する建物・構築物及び常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設を支持する建物・
構築物の支持機能を検討するための動的解析において，当該施設を支持する建物・構築物の主要構造要素がある程度以上弾性範囲を超え
る場合には，その弾塑性挙動を適切に模擬した復元力特性を考慮した応答解析を行う。

地震応答解析に用いる材料定数については，地盤の諸定数も含めて材料のばらつきによる変動幅を適切に考慮する。また，材料のばらつ
きによる変動が建物・構築物の振動性状や応答性状に及ぼす影響として考慮すべき要因を選定した上で，選定された要因を考慮した動的
解析により設計用地震力を設定する。

【4.設計用地震力】
【4.1 地震力の算定方法】
【4.1.2 動的地震力】
(2)　動的解析法
動的解析の方法，設計用減衰定数等については，「Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針」に，設計用床応答曲
線の作成方法については，「Ⅳ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針」に示す。

Ⅳ-1-1 耐震設計
の基本方針

＜減衰定数の適用＞
⇒機器・配管系の耐震評価に新たに適用した減衰定数(鉛直方
向の減衰定数，最新知見に基づいた減衰定数)の考え方，適用
性について補足説明する。
・[補足耐6]新たに適用した減衰定数について

＜SRSS法の適用性＞
⇒鉛直方向の動的地震力考慮に伴うSRSS法適用の妥当性につい
て補足説明する。
・[補足耐16]水平方向と鉛直方向の動的地震力の二乗和平方根
(SRSS)法による組合せについて

4. 設計用地震力
4.1 地震力の算定方法
4.1.2 動的地震力

【5.機能維持の基本方針】
・耐震設計においては，安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能である閉じ込め機能，プロセス量等の
維持機能，掃気機能，崩壊熱等の除去機能，臨界防止機能，遮蔽機能，落下・転倒防止機能，支援機能，ソースター
ム制限機能，放出量の監視機能，換気機能，気密性，支持機能，操作場所及びアクセスルートの保持機能，地下水排
水機能，飛来物防護機能，漏えい検知機能，火災防護機能，止水機能，ユーティリティ機能，貯水機能，分析機能，
廃棄機能を維持する設計とする。
・上記の機能のうち，遮蔽機能，落下・転倒防止機能，気密性，支持機能，操作場所及びアクセスルートの保持機
能，飛来物防護機能，止水機能，貯水機能，分析機能，廃棄機能については，安全機能を有する施設の耐震重要度及
び重大事故等対処施設の設備分類に応じた地震力に対して，当該機能が要求される施設の構造強度を確保すること
で，機能が維持できる設計とする。
・閉じ込め機能，プロセス量等の維持機能，掃気機能，崩壊熱等の除去機能，臨界防止機能，支援機能，ソースター
ム制限機能，放出量の監視機能，換気機能，地下水排水機能，漏えい検知機能，火災防護機能，ユーティリティ機能
については，構造強度を確保するとともに，当該機能が要求される各施設の特性に応じて評価項目を追加すること
で，機能維持設計を行う。

【5.1 構造強度】
・再処理施設は，安全機能を有する施設の耐震重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類に応じた地震力による
荷重と地震力以外の荷重の組合せを適切に考慮した上で，構造強度を確保する設計とする。また，変位及び変形に対
し，設計上の配慮を行う。
・自然現象に関する組合せは，「Ⅵ－１－１－１ 再処理施設の自然現象等による損傷の防止に関する説明書」に従
い行う。
・具体的な荷重の組合せ及び許容限界は「Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針」の第3.1-1表に示す。
【5.1.1 耐震設計上考慮する状態】
・地震以外に設計上考慮する状態を以下に示す。

＜耐震設計における安全機能＞
⇒再処理施設の耐震設計における機能維持を考慮すべき安全機
能について補足説明する。
・[補足耐53]耐震設計における安全機能の整理について

Ⅳ-1-1 耐震設計
の基本方針

5. 機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.1 耐震設計上考慮する状態
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基本設計方針の添付書類への展開
（第五条、第三十二条、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙３①
（Ⅳ-1-1_基本方針）(8/19)

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項展開先（小項目）
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(4)　荷重の組合せと許容限界
耐震設計における荷重の組合せと許容限界は，以下によるものとする。
また，耐震設計においては，安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能である閉じ込め機能，プロセス量等の維持機能，掃気
機能，崩壊熱等の除去機能，臨界防止機能，遮蔽機能，落下・転倒防止機能，支援機能，ソースターム制限機能，放出量の監視機能，換
気機能，気密性，支持機能，操作場所及びアクセスルートの保持機能等を維持する設計とする。
上記の機能のうち，遮蔽機能，落下・転倒防止機能，気密性，支持機能，操作場所及びアクセスルートの保持機能等については，安全機
能を有する施設の耐震重要度及び重大事故等対処施設の設備分類に応じた地震力に対して，当該機能が要求される施設の構造強度を確保
することで，機能が維持できる設計とする。
閉じ込め機能，プロセス量等の維持機能，掃気機能，崩壊熱等の除去機能，臨界防止機能，支援機能，ソースターム制限機能，放出量の
監視機能，換気機能等については，構造強度を確保するとともに，当該機能が要求される各施設の特性に応じて許容限界を適切に設定す
る。

a.　耐震設計上考慮する状態
地震以外に設計上考慮する状態を以下に示す。
(a)　安全機能を有する施設
イ．建物・構築物
(イ)運転時の状態
再処理施設が運転している状態。
(ロ)設計用自然条件
設計上基本的に考慮しなければならない自然条件(積雪，風)。

定義 基本方針

基本方針
評価条件

Ⅳ-1-1 耐震設計
の基本方針

5. 機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.1 耐震設計上考慮する状態

【5.機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.1 耐震設計上考慮する状態 「(1) 安全機能を有する施設」「a.建物・構築物」「(a) 運転時の状態」】
・再処理施設が運転している状態。
【5.1.1 耐震設計上考慮する状態 「(1) 安全機能を有する施設」「a.建物・構築物」「(b) 設計用自然条件」】
・設計上基本的に考慮しなければならない自然条件(積雪，風)。

＜土木構造物の要求機能＞
⇒土木構造物の要求機能について補足説明する。
・[補足耐2]洞道の設工認申請上の取り扱いについて
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ロ．機器・配管系
(イ)運転時の状態
再処理施設が運転している状態。
(ロ)運転時の異常な過渡変化時の状態
運転時に予想される機械又は器具の単一の故障若しくはその誤作動又は運転員の単一の誤操作及びこれらと類似の頻度で発生すると予想
される外乱によって発生する異常な状態であって，当該状態が継続した場合には温度，圧力，流量その他の再処理施設の状態を示す事項
が安全設計上許容される範囲を超えるおそれがあるものとして安全設計上想定すべき事象が発生した状態。
(ハ)設計基準事故時の状態
発生頻度が運転時の異常な過渡変化より低い異常な状態であって，当該状態が発生した場合には再処理施設から多量の放射性物質が放出
するおそれがあるものとして安全設計上想定すべき事象が発生した状態。

定義 基本方針

基本方針
評価条件

Ⅳ-1-1 耐震設計
の基本方針

5. 機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.1 耐震設計上考慮する状態

【5.機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.1 耐震設計上考慮する状態 「(1) 安全機能を有する施設」「b.機器・配管系」「(a) 運転時の状態」】
・再処理施設が運転している状態。
【5.1.1 耐震設計上考慮する状態 「(1) 安全機能を有する施設」「b.機器・配管系」「(b) 運転時の異常な過渡変
化時の状態」】
・運転時に予想される機械又は器具の単一の故障若しくはその誤作動又は運転員の単一の誤操作及びこれらと類似の
頻度で発生すると予想される外乱によって発生する異常な状態であって，当該状態が継続した場合には温度，圧力，
流量その他の再処理施設の状態を示す事項が安全設計上許容される範囲を超えるおそれがあるものとして安全設計上
想定すべき事象が発生した状態。
【5.1.1 耐震設計上考慮する状態 「(1) 安全機能を有する施設」「b.機器・配管系」「(c) 設計基準事故時の状
態」】
・発生頻度が運転時の異常な過渡変化より低い異常な状態であって，当該状態が発生した場合には再処理施設から多
量の放射性物質が放出するおそれがあるものとして安全設計上想定すべき事象が発生した状態。

※補足すべき事項の対象なし
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b.　荷重の種類
(a)　安全機能を有する施設
イ．建物・構築物
(イ)再処理施設のおかれている状態にかかわらず常時作用している荷重，すなわち固定荷重，積載荷重，土圧及び水圧
(ロ)運転時の状態で施設に作用する荷重
(ハ)地震力，積雪荷重及び風荷重
ただし，運転時の状態で施設に作用する荷重には，機器・配管系から作用する荷重が含まれるものとし，地震力には，地震時土圧，地震
時水圧及び機器・配管系からの反力が含まれるものとする。

定義 基本方針

基本方針
評価条件

Ⅳ-1-1 耐震設計
の基本方針

5. 機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.2 荷重の種類

【5.機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.2 荷重の種類 「(1) 安全機能を有する施設」「a.建物・構築物　(a)」】
・再処理施設のおかれている状態にかかわらず常時作用している荷重，すなわち固定荷重，積載荷重，土圧及び水圧
【5.1.2 荷重の種類 「(1) 安全機能を有する施設」「a.建物・構築物　(b)」】
・運転時の状態で施設に作用する荷重
【5.1.2 荷重の種類 「(1) 安全機能を有する施設」「a.建物・構築物　(c)」】
・地震力，積雪荷重及び風荷重
・運転時の状態で施設に作用する荷重には，機器・配管系から作用する荷重が含まれるものとし，地震力には，地震
時の土圧，機器・配管系からの反力，スロッシング等による荷重が含まれるものとする。

※補足すべき事項の対象なし

63 定義

(b)　重大事故等対処施設
イ．建物・構築物
(イ)運転時の状態
再処理施設が運転している状態。
(ロ)重大事故等時の状態
再処理施設が，重大事故に至るおそれがある事故又は重大事故の状態で，重大事故等対処施設の機能を必要とする状態。
(ハ)設計用自然条件
設計上基本的に考慮しなければならない自然条件(積雪，風)。

基本方針
評価条件

基本方針

基本方針

ロ．機器・配管系
(イ)運転時の状態
再処理施設が運転している状態。
(ロ)運転時の異常な過渡変化時の状態
運転時に予想される機械又は器具の単一の故障若しくはその誤作動又は運転員の単一の誤操作及びこれらと類似の頻度で発生すると予想
される外乱によって発生する異常な状態であって，当該状態が継続した場合には温度，圧力，流量その他の再処理施設の状態を示す事項
が安全設計上許容される範囲を超えるおそれがあるものとして安全設計上想定すべき事象が発生した状態。
(ハ)設計基準事故時の状態
発生頻度が運転時の異常な過渡変化より低い異常な状態であって，当該状態が発生した場合には再処理施設から多量の放射性物質が放出
するおそれがあるものとして安全設計上想定すべき事象が発生した状態。
(ニ)重大事故等時の状態
再処理施設が，重大事故に至るおそれがある事故又は重大事故の状態で，重大事故等対処施設の機能を必要とする状態。

定義64

基本方針
評価条件

※補足すべき事項の対象なし【5.機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.1 耐震設計上考慮する状態 「(2) 重大事故等対処施設」「b.機器・配管系」「(a) 運転時の状態」】
・再処理施設が運転している状態。
【5.1.1 耐震設計上考慮する状態 「(2) 重大事故等対処施設」「b.機器・配管系」「(b) 運転時の異常な過渡変化
時の状態」】
・運転時に予想される機械又は器具の単一の故障若しくはその誤作動又は運転員の単一の誤操作及びこれらと類似の
頻度で発生すると予想される外乱によって発生する異常な状態であって，当該状態が継続した場合には温度，圧力，
流量その他の再処理施設の状態を示す事項が安全設計上許容される範囲を超えるおそれがあるものとして安全設計上
想定すべき事象が発生した状態。
【5.1.1 耐震設計上考慮する状態 「(2) 重大事故等対処施設」「b.機器・配管系」「(c) 設計基準事故時の状
態」】
・発生頻度が運転時の異常な過渡変化より低い異常な状態であって，当該状態が発生した場合には再処理施設から多
量の放射性物質が放出するおそれがあるものとして安全設計上想定すべき事象が発生した状態。
【5.1.1 耐震設計上考慮する状態 「(2) 重大事故等対処施設」「b.機器・配管系」「(d) 重大事故等時の状態」】
・再処理施設が，重大事故に至るおそれがある事故又は重大事故の状態で，重大事故等対処施設の機能を必要とする
状態。

5. 機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.1 耐震設計上考慮する状態

Ⅳ-1-1 耐震設計
の基本方針

※補足すべき事項の対象なし【5.機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.1 耐震設計上考慮する状態 「(2) 重大事故等対処施設」「a.建物・構築物」「(a) 運転時の状態」】
・再処理施設が運転している状態。
【5.1.1 耐震設計上考慮する状態 「(2) 重大事故等対処施設」「a.建物・構築物」「(b) 重大事故等時の状態」】
・再処理施設が，重大事故に至るおそれがある事故又は重大事故の状態で，重大事故等対処施設の機能を必要とする
状態。
【5.1.1 耐震設計上考慮する状態 「(2) 重大事故等対処施設」「a.建物・構築物」「(c) 設計用自然条件」】
・設計上基本的に考慮しなければならない自然条件(積雪，風)。

5. 機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.1 耐震設計上考慮する状態

Ⅳ-1-1 耐震設計
の基本方針
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基本設計方針の添付書類への展開
（第五条、第三十二条、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙３①
（Ⅳ-1-1_基本方針）(9/19)

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項展開先（小項目）
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ロ．機器・配管系
(イ)運転時の状態で施設に作用する荷重
(ロ)運転時の異常な過渡変化時の状態で施設に作用する荷重
(ハ)設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重
(ニ)地震力
ただし，各状態において施設に作用する荷重には，常時作用している荷重，すなわち自重等の固定荷重が含まれるものとする。また，屋
外に設置される施設については，建物・構築物に準じる。

定義 基本方針

基本方針
評価条件

Ⅳ-1-1 耐震設計
の基本方針

5. 機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.2 荷重の種類

【5.機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.2 荷重の種類 「(1) 安全機能を有する施設」「b.機器・配管系　(a)」】
・運転時の状態で施設に作用する荷重
【5.1.2 荷重の種類 「(1) 安全機能を有する施設」「b.機器・配管系　(b)」】
・運転時の異常な過渡変化時の状態で施設に作用する荷重
【5.1.2 荷重の種類 「(1) 安全機能を有する施設」「b.機器・配管系　(c)」】
・設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重
【5.1.2 荷重の種類 「(1) 安全機能を有する施設」「b.機器・配管系　(d)」】
・地震力
・各状態において施設に作用する荷重には，常時作用している荷重，すなわち自重等の固定荷重が含まれるものとす
る。また，屋外に設置される施設の積雪荷重及び風荷重については，建物・構築物に準じる。

※補足すべき事項の対象なし
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(b)　重大事故等対処施設
イ．建物・構築物
(イ)再処理施設のおかれている状態にかかわらず常時作用している荷重，すなわち固定荷重，積載荷重，土圧及び水圧
(ロ)運転時の状態で施設に作用する荷重
(ハ)重大事故等時の状態で施設に作用する荷重
(ニ)地震力，積雪荷重及び風荷重
ただし，運転時及び重大事故等時の状態で施設に作用する荷重には，機器・配管系から作用する荷重が含まれるものとし，地震力には，
地震時土圧，地震時水圧及び機器・配管系からの反力が含まれるものとする。

定義 基本方針

基本方針
評価条件

Ⅳ-1-1 耐震設計
の基本方針

5. 機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.2 荷重の種類

【5.機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.2 荷重の種類 「(2) 重大事故等対処施設」「a.建物・構築物　(a)」】
・再処理施設のおかれている状態にかかわらず常時作用している荷重，すなわち固定荷重，積載荷重，土圧及び水圧
【5.1.2 荷重の種類 「(2) 重大事故等対処施設」「a.建物・構築物　(b)」】
・運転時の状態で施設に作用する荷重
【5.1.2 荷重の種類 「(2) 重大事故等対処施設」「a.建物・構築物　(c)」】
・重大事故等時の状態で施設に作用する荷重
【5.1.2 荷重の種類 「(2) 重大事故等対処施設」「a.建物・構築物　(d)」】
・地震力，積雪荷重及び風荷重
・運転時及び重大事故等時の状態で施設に作用する荷重には，機器・配管系から作用する荷重が含まれるものとし，
地震力には，地震時の土圧，機器・配管系からの反力，スロッシング等による荷重が含まれるものとする。

※補足すべき事項の対象なし
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ロ．機器・配管系
(イ)運転時の状態で施設に作用する荷重
(ロ)運転時の異常な過渡変化時の状態で施設に作用する荷重
(ハ)設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重
(ニ)重大事故等時の状態で施設に作用する荷重
(ホ)地震力
ただし，各状態において施設に作用する荷重には，常時作用している荷重，すなわち自重等の固定荷重が含まれるものとする。また，屋
外に設置される施設については，建物・構築物に準じる。

定義 基本方針

基本方針
評価条件

Ⅳ-1-1 耐震設計
の基本方針

5. 機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.2 荷重の種類

【5.機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.2 荷重の種類 「(2) 重大事故等対処施設」「b.機器・配管系　(a)」】
・運転時の状態で施設に作用する荷重
【5.1.2 荷重の種類 「(2) 重大事故等対処施設」「b.機器・配管系　(b)」】
・運転時の異常な過渡変化時の状態で施設に作用する荷重
【5.1.2 荷重の種類 「(2) 重大事故等対処施設」「b.機器・配管系　(c)」】
・設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重
【5.1.2 荷重の種類 「(2) 重大事故等対処施設」「b.機器・配管系　(d)」】
・重大事故等時の状態で施設に作用する荷重
【5.1.2 荷重の種類 「(2) 重大事故等対処施設」「b.機器・配管系　(e)」】
・地震力
・各状態において施設に作用する荷重には，常時作用している荷重，すなわち自重等の固定荷重が含まれるものとす
る。また，屋外に設置される施設の積雪荷重及び風荷重については，建物・構築物に準じる。

※補足すべき事項の対象なし
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c.　荷重の組合せ
地震力と他の荷重との組合せについては，「3.3 外部からの衝撃による損傷の防止」で設定している風及び積雪による荷重を考慮し，以
下のとおり設定する。
(a)　安全機能を有する施設
イ．建物・構築物
(イ)Ｓクラスの建物・構築物については，常時作用している荷重(固定荷重，積載荷重，土圧及び水圧)，運転時の状態で施設に作用する
荷重，積雪荷重及び風荷重と基準地震動Ｓｓによる地震力とを組み合わせる。
(ロ)Ｓクラス，Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物については，常時作用している荷重(固定荷重，積載荷重，土圧及び水圧)，運転時
の状態で施設に作用する荷重，積雪荷重及び風荷重と基準地震動Ｓｓ以外の地震動による地震力又は静的地震力とを組み合わせる。
この際，常時作用している荷重のうち，土圧及び水圧について，基準地震動Ｓｓによる地震力又は弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力と
組み合わせる場合は，当該地震時の土圧及び水圧とする。

定義 基本方針

基本方針
評価方法

Ⅳ-1-1 耐震設計
の基本方針

5. 機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.3 荷重の組合せ

【5.機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.3 荷重の組合せ】
・地震力と他の荷重との組合せは以下による。
【5.1.3 荷重の組合せ 「(1) 安全機能を有する施設」「a.建物・構築物　(a)」】
・Ｓクラスの建物・構築物については，常時作用している荷重(固定荷重，積載荷重，土圧及び水圧)，運転時の状態
で施設に作用する荷重，積雪荷重及び風荷重と基準地震動Ｓｓによる地震力とを組み合わせる。
【5.1.3 荷重の組合せ 「(1) 安全機能を有する施設」「a.建物・構築物　(b)」】
・Ｓクラスの建物・構築物については，常時作用している荷重(固定荷重，積載荷重，土圧及び水圧)，運転時の状態
で施設に作用する荷重，積雪荷重及び風荷重と弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力とを組み合わせ
る。
【5.1.3 荷重の組合せ 「(1) 安全機能を有する施設」「a.建物・構築物　(c)」】
・Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物については，常時作用している荷重(固定荷重，積載荷重，土圧及び水圧)，
運転時の状態で施設に作用する荷重，積雪荷重及び風荷重と，動的地震力又は静的地震力とを組み合わせる。
・常時作用している荷重のうち，土圧及び水圧について，基準地震動Ｓｓによる地震力又は弾性設計用地震動Ｓｄに
よる地震力と組み合わせる場合は，当該地震時の土圧及び水圧とする。

※補足すべき事項の対象なし
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ロ．機器・配管系
(イ)Ｓクラスの機器・配管系については，常時作用している荷重，運転時の状態で施設に作用する荷重，運転時の異常な過渡変化時に生
じる荷重，設計基準事故時に生じる荷重と基準地震動Ｓｓによる地震力，弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力とを組み合
わせる。
(ロ)Ｂクラスの機器・配管系については，常時作用している荷重，運転時の状態で施設に作用する荷重，運転時の異常な過渡変化時に生
じる荷重と共振影響検討用の地震動による地震力又は静的地震力とを組み合わせる。
(ハ)Ｃクラスの機器・配管系については，常時作用している荷重，運転時の状態で施設に作用する荷重，運転時の異常な過渡変化時に生
じる荷重と静的地震力とを組み合わせる。
なお，屋外に設置される施設については，建物・構築物と同様に積雪荷重及び風荷重を組み合わせる。

定義 基本方針

基本方針
評価方法

【5.機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.3 荷重の組合せ 「(1) 安全機能を有する施設」「b.機器・配管系　(a)」】
・Ｓクラスの機器・配管系については，常時作用している荷重，運転時の状態で施設に作用する荷重と地震力とを組
み合わせる。
【5.1.3 荷重の組合せ 「(1) 安全機能を有する施設」「b.機器・配管系　(b)」】
・Ｓクラスの機器・配管系については，運転時の異常な過渡変化時の状態及び設計基準事故時の状態のうち地震に
よって引き起こされるおそれのある事故等によって施設に作用する荷重は，その事故事象の継続時間等との関係を踏
まえ，適切な地震力とを組み合わせる。
【5.1.3 荷重の組合せ 「(1) 安全機能を有する施設」「b.機器・配管系　(c)」】
・Ｂクラスの機器・配管系については，常時作用している荷重，運転時の状態で施設に作用する荷重，運転時の異常
な過渡変化時に生じる荷重と共振影響検討用の地震動による地震力又は静的地震力とを組み合わせる。
【5.1.3 荷重の組合せ 「(1) 安全機能を有する施設」「b.機器・配管系　(d)」】
・Ｃクラスの機器・配管系については，常時作用している荷重，運転時の状態で施設に作用する荷重，運転時の異常
な過渡変化時に生じる荷重と静的地震力とを組み合わせる。
【5.1.3 荷重の組合せ 「(1) 安全機能を有する施設」「b.機器・配管系　(e)」】
・機器・配管系の運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故(以下「事故等」という。)時に生じるそれぞれの荷重
については，地震によって引き起こされるおそれのある事故等によって作用する荷重及び地震によって引き起こされ
るおそれのない事故等であっても，いったん事故等が発生した場合，長時間継続する事故等によって作用する荷重
は，その事故等の発生確率，継続時間及び地震動の超過確率の関係を踏まえ，適切な地震力と組み合わせて考慮す
る。なお，運転時の異常な過渡変化時の状態及び設計基準事故の状態で施設に作用する荷重は，運転時の状態で施設
に作用する荷重を超えるもの及び長時間施設に作用するものがないため，地震荷重と組み合わせるものはない。
・屋外に設置される施設については，建物・構築物と同様に積雪荷重及び風荷重を組み合わせる。

＜地震荷重と事故時荷重の組合せについて＞
⇒運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時の荷重と地震
荷重の組合せの検討内容について補足説明する。
・[補足耐14]地震荷重と事故時荷重の組合せについて

基本方針
評価方法

基本方針定義

(c)　荷重の組合せ上の留意事項
イ．　安全機能を有する施設のうち耐震重要度の異なる施設を支持する建物・構築物の当該部分の支持機能を確認する場合においては，
支持される施設の耐震重要度に応じた地震力と常時作用している荷重，運転時に施設に作用する荷重とを組み合わせる。
ロ. 　安全機能を有する施設のうち機器・配管系の運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故(以下「事故等」という。)時に生じるそ
れぞれの荷重については，地震によって引き起こされるおそれのある事故等によって作用する荷重及び地震によって引き起こされるおそ
れのない事故等であっても，いったん事故等が発生した場合，長時間継続する事故等による荷重は，その事故等の発生確率，継続時間及
び地震動の超過確率の関係を踏まえ，適切な地震力と組み合わせて考慮する。
ハ.　安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設に適用する動的地震力は，水平2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて算定
するものとする。
ニ.　積雪荷重については，屋外に設置されている安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設のうち，積雪による受圧面積が小さい施
設や，常時作用している荷重に対して積雪荷重の割合が無視できる施設を除き，地震力との組合せを考慮する。
ホ.　風荷重については，屋外の直接風を受ける場所に設置されている安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設のうち，風荷重の影
響が地震荷重と比べて相対的に無視できないような構造，形状及び仕様の施設においては，地震力との組合せを考慮する。
ヘ. 荷重として考慮する水圧のうち地下水圧については，地下水排水設備を踏まえた地下水位を考慮して設定する。
ト.　設備分類の異なる重大事故等対処施設を支持する建物・構築物の当該部分の支持機能を確認する場合においては，支持される施設の
設備分類に応じた地震力と常時作用している荷重(固定荷重，積載荷重，土圧及び水圧)，運転時の状態で施設に作用する荷重及び重大事
故等時の状態で施設に作用する荷重並びに積雪荷重及び風荷重を組み合わせる。
チ．常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系の，常時作用している荷重，運転時の異常な過渡
変化時の状態，設計基準事故時の状態及び重大事故等時の状態で施設に作用する荷重のうち，地震によって引き起こされるおそれがない
事象による荷重と，基準地震動Ｓｓ又は弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力との組合せについては，事故事象の発生確率，継続時間及び
地震動の年超過確率の積等を考慮し，工学的，総合的に勘案の上設定する。なお，継続時間については対策の成立性も考慮した上で設定
する。
リ．常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備で，代替する安全機能を有する施設がない常設重大事故等対処設備
のうち，Ｓクラスの施設は常設耐震重要重大事故等対処設備に係る機器・配管系の荷重の組合せを適用する。

73

5. 機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.3 荷重の組合せ

Ⅳ-1-1 耐震設計
の基本方針

170



基本設計方針の添付書類への展開
（第五条、第三十二条、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙３①
（Ⅳ-1-1_基本方針）(10/19)

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項展開先（小項目）

72

ロ．機器・配管系
(イ)常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系については，常時作用している荷重及び運転時の
状態で施設に作用する荷重と基準地震動Ｓｓによる地震力とを組み合わせる。
(ロ)常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系については，常時作用している荷重，運転時の異
常な過渡変化時の状態，設計基準事故時の状態及び重大事故等時の状態で施設に作用する荷重のうち，地震によって引き起こされるおそ
れがある事象によって作用する荷重と基準地震動Ｓｓによる地震力とを組み合わせる。
(ハ)常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系については，常時作用している荷重，運転時の異
常な過渡変化時の状態，設計基準事故時の状態及び重大事故等時の状態で施設に作用する荷重のうち，地震によって引き起こされるおそ
れがない事象による荷重は，基準地震動Ｓｓ又は弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力と組み合わせる。
(ニ)常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系については，常時
作用している荷重，運転時の状態で施設に作用する荷重及び運転時の異常な過渡変化時の状態と弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は
静的地震力とを組み合わせる。
なお，屋外に設置される施設については，建物・構築物と同様に積雪荷重及び風荷重を組み合わせる。

定義 基本方針

基本方針
評価方法

73

(c)　荷重の組合せ上の留意事項
イ．　安全機能を有する施設のうち耐震重要度の異なる施設を支持する建物・構築物の当該部分の支持機能を確認する場合においては，
支持される施設の耐震重要度に応じた地震力と常時作用している荷重，運転時に施設に作用する荷重とを組み合わせる。
ロ. 　安全機能を有する施設のうち機器・配管系の運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故(以下「事故等」という。)時に生じるそ
れぞれの荷重については，地震によって引き起こされるおそれのある事故等によって作用する荷重及び地震によって引き起こされるおそ
れのない事故等であっても，いったん事故等が発生した場合，長時間継続する事故等による荷重は，その事故等の発生確率，継続時間及
び地震動の超過確率の関係を踏まえ，適切な地震力と組み合わせて考慮する。
ハ.　安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設に適用する動的地震力は，水平2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて算定
するものとする。
ニ.　積雪荷重については，屋外に設置されている安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設のうち，積雪による受圧面積が小さい施
設や，常時作用している荷重に対して積雪荷重の割合が無視できる施設を除き，地震力との組合せを考慮する。
ホ.　風荷重については，屋外の直接風を受ける場所に設置されている安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設のうち，風荷重の影
響が地震荷重と比べて相対的に無視できないような構造，形状及び仕様の施設においては，地震力との組合せを考慮する。
ヘ. 荷重として考慮する水圧のうち地下水圧については，地下水排水設備による地下水位の低下を踏まえた設計用地下水位に基づき設定
する。
ト.　設備分類の異なる重大事故等対処施設を支持する建物・構築物の当該部分の支持機能を確認する場合においては，支持される施設の
設備分類に応じた地震力と常時作用している荷重(固定荷重，積載荷重，土圧及び水圧)，運転時の状態で施設に作用する荷重及び重大事
故等時の状態で施設に作用する荷重並びに積雪荷重及び風荷重を組み合わせる。
チ．常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系の，常時作用している荷重，運転時の異常な過渡
変化時の状態，設計基準事故時の状態及び重大事故等時の状態で施設に作用する荷重のうち，地震によって引き起こされるおそれがない
事象による荷重と，基準地震動Ｓｓ又は弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力との組合せについては，事故事象の発生確率，継続時間及び
地震動の年超過確率の積等を考慮し，工学的，総合的に勘案の上設定する。なお，継続時間については対策の成立性も考慮した上で設定
する。
リ．常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備で，代替する安全機能を有する施設がない常設重大事故等対処設備
のうち，Ｓクラスの施設は常設耐震重要重大事故等対処設備に係る機器・配管系の荷重の組合せを適用する。

定義 基本方針

基本方針
評価方法

【5.機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.3 荷重の組合せ 「(2) 重大事故等対処施設」「a.建物・構築物　(a)」】
・常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物については，常時作用している
荷重(固定荷重，積載荷重，土圧及び水圧)，積雪荷重，風荷重及び運転時の状態で施設に作用する荷重と基準地震動
Ｓｓによる地震力とを組み合わせる。
【5.1.3 荷重の組合せ 「(2) 重大事故等対処施設」「a.建物・構築物　(b)」】
・常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物については，常時作用している
荷重(固定荷重，積載荷重，土圧及び水圧)，積雪荷重，風荷重及び重大事故等時の状態で施設に作用する荷重のう
ち，地震によって引き起こされるおそれがある事象によって作用する荷重と基準地震動Ｓｓによる地震力とを組み合
わせる。
【5.1.3 荷重の組合せ 「(2) 重大事故等対処施設」「a.建物・構築物　(c)」】
・常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物については，常時作用している
荷重(固定荷重，積載荷重，土圧及び水圧)，積雪荷重，風荷重及び重大事故等時の状態で施設に作用する荷重のう
ち，地震によって引き起こされるおそれがない事象による荷重は，その事故事象の発生確率，継続時間及び地震動の
年超過確率の関係を踏まえ，適切な地震力(基準地震動Ｓｓ又は弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力)と組み合わせ
る。この組合せについては，事故事象の発生確率，継続時間及び地震動の年超過確率の積等を考慮し，工学的，総合
的に勘案の上設定する。なお，継続時間については対策の成立性も考慮した上で設定する。
・以上を踏まえ，重大事故等時の状態で施設に作用する荷重と地震力との組合せについては，いったん事故が発生し
た場合，長時間継続する事象による荷重と弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力とを組み合わせ，その状態からさらに
長期的に継続する事象による荷重と基準地震動Ｓｓによる地震力とを組み合わせることとなるが，弾性設計用地震動
Ｓｄとの組合せの目安となる継続時間がごく僅かであることから，重大事故等時の荷重と組み合わせる地震力は，基
準地震動Ｓｓによる地震力とする。
【5.1.3 荷重の組合せ 「(2) 重大事故等対処施設」「a.建物・構築物　(d)」】
・常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物
については，常時作用している荷重(固定荷重，積載荷重，土圧及び水圧)，運転時の状態で施設に作用する荷重，積
雪荷重及び風荷重と，弾性設計用地震動Ｓｄに2分の1を乗じたものによる地震力又は静的地震力とを組み合わせる。
・常時作用している荷重のうち，土圧及び水圧について，基準地震動Ｓｓによる地震力，弾性設計用地震動Ｓｄに2
分の1を乗じたものによる地震力と組み合わせる場合は，当該地震時の土圧及び水圧とする。

Ⅳ-1-1 耐震設計
の基本方針

5. 機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.3 荷重の組合せ

＜地震荷重と事故時荷重の組合せについて＞
⇒運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時の荷重と地震
荷重の組合せの検討内容について補足説明する。
・[補足耐14]地震荷重と事故時荷重の組合せについて

※補足すべき事項の対象なし

(b)　重大事故等対処施設
イ．建物・構築物
(イ)常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物については，常時作用している荷重(固定荷重，積
載荷重，土圧及び水圧)，積雪荷重，風荷重及び運転時の状態で施設に作用する荷重と基準地震動Ｓｓによる地震力とを組み合わせる。
(ロ)常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物については，常時作用している荷重(固定荷重，積
載荷重，土圧及び水圧)，積雪荷重，風荷重及び重大事故等時の状態で施設に作用する荷重のうち，地震によって引き起こされるおそれが
ある事象によって作用する荷重と基準地震動Ｓｓによる地震力とを組み合わせる。
(ハ)常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物については，常時作用している荷重(固定荷重，積
載荷重，土圧及び水圧)，積雪荷重，風荷重及び重大事故等時の状態で施設に作用する荷重のうち，地震によって引き起こされるおそれが
ない事象による荷重は，その事故事象の発生確率，継続時間及び地震動の年超過確率の関係を踏まえ，適切な地震力(基準地震動Ｓｓ又は
弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力)と組み合わせる。この組合せについては，事故事象の発生確率，継続時間及び地震動の年超過確率の
積等を考慮し，工学的，総合的に勘案の上設定する。なお，継続時間については対策の成立性も考慮した上で設定する。
(ニ)常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物については，常時
作用している荷重(固定荷重，積載荷重，土圧及び水圧)，運転時の状態で施設に作用する荷重，積雪荷重及び風荷重と，弾性設計用地震
動Ｓｄによる地震力又は静的地震力とを組み合わせる。
この際，常時作用している荷重のうち，土圧及び水圧について，基準地震動Ｓｓによる地震力又は弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力と
組み合わせる場合は，当該地震時の土圧及び水圧とする。

定義 基本方針

基本方針
評価方法

71

【5.機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.3 荷重の組合せ 「(2) 重大事故等対処施設」「b.機器・配管系　(a)」】
・常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系については，常時作用している
荷重及び運転時の状態で施設に作用する荷重と基準地震動Ｓｓによる地震力とを組み合わせる。
【5.1.3 荷重の組合せ 「(2) 重大事故等対処施設」「b.機器・配管系　(b)」】
・常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系については，常時作用している
荷重，運転時の異常な過渡変化時の状態，設計基準事故時の状態及び重大事故等時の状態で施設に作用する荷重のう
ち，地震によって引き起こされるおそれがある事象によって作用する荷重と基準地震動Ｓｓによる地震力とを組み合
わせる。
【5.1.3 荷重の組合せ 「(2) 重大事故等対処施設」「b.機器・配管系　(c)」】
・常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系の，常時作用している荷重，運
転時の異常な過渡変化時の状態，設計基準事故時の状態及び重大事故等時の状態で施設に作用する荷重のうち，地震
によって引き起こされるおそれがない事象による荷重と，基準地震動Ｓｓ又は弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力と
の組合せについては，事故事象の発生確率，継続時間及び地震動の年超過確率の積等を考慮し，工学的，総合的に勘
案の上設定する。なお，継続時間については対策の成立性も考慮した上で設定する。
・以上を踏まえ，重大事故等時の状態で施設に作用する荷重と地震力との組合せについては，いったん事故が発生し
た場合，長時間継続する事象による荷重と弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力とを組み合わせ，その状態からさらに
長期的に継続する事象による荷重と基準地震動Ｓｓによる地震力とを組み合わせることとなるが，弾性設計用地震動
Ｓｄとの組合せの目安となる継続時間がごく僅かであることから，重大事故等時の荷重と組み合わせる地震力は，基
準地震動Ｓｓによる地震力とする。
【5.1.3 荷重の組合せ 「(2) 重大事故等対処施設」「b.機器・配管系　(d)」】
・常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系
については，常時作用している荷重，運転時の状態で施設に作用する荷重及び運転時の異常な過渡変化時の状態と弾
性設計用地震動Ｓｄに2分の1を乗じたものによる地震力又は静的地震力とを組み合わせる。
・屋外に設置される施設については，建物・構築物と同様に積雪荷重及び風荷重を組み合わせる。

5. 機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.3 荷重の組合せ

Ⅳ-1-1 耐震設計
の基本方針

171



基本設計方針の添付書類への展開
（第五条、第三十二条、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙３①
（Ⅳ-1-1_基本方針）(11/19)

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項展開先（小項目）

74
d.　許容限界
各施設の地震力と他の荷重とを組み合わせた状態に対する許容限界は，以下のとおりとし，安全上適切と認められる規格及び基準又は試
験等で妥当性が確認されている値を用いる。

定義 基本方針

基本方針
評価方法

Ⅳ-1-1 耐震設計
の基本方針

5. 機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.5 許容限界

【5.機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.5 許容限界】
・各施設の地震力と他の荷重とを組み合わせた状態に対する許容限界は次のとおりとし，JEAG4601等の安全上適切と
認められる規格及び基準又は試験等で妥当性が確認されている値を用いる。

※補足すべき事項の対象なし

75

(a)　安全機能を有する施設
イ．建物・構築物
(イ)　Ｓクラスの建物・構築物(土木構造物を除く。)
ⅰ．基準地震動Ｓｓによる地震力との組合せに対する許容限界
建物・構築物全体としての変形能力(耐震壁のせん断ひずみ等)が終局耐力時の変形に対して十分な余裕を有し，部材・部位ごとのせん断
ひずみ・応力等が終局耐力時のせん断ひずみ・応力等に対して，妥当な安全余裕を有することとする。
なお，終局耐力とは，建物・構築物に対する荷重又は応力を漸次増大していくとき，その変形又はひずみが著しく増加するに至る限界の
最大耐力とし，既往の実験式等に基づき適切に定めるものとする。
ⅱ．弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力との組合せに対する許容限界
Ｓクラスの建物・構築物については，地震力に対しておおむね弾性状態に留まるように，発生する応力に対して，建築基準法等の安全上
適切と認められる規格及び基準による許容応力度を許容限界とする。

定義 基本方針

基本方針
評価方法

Ⅳ-1-1 耐震設計
の基本方針

5. 機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.5 許容限界

【5.機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.5 許容限界 「(1) 安全機能を有する施設」「a.建物・構築物」「(a)Ｓクラスの建物・構築物(土木構造物を
除く。）」「イ.基準地震動Ｓｓによる地震力との組合せに対する許容限界」】
・建物・構築物全体としての変形能力(耐震壁のせん断ひずみ等)が終局耐力時の変形に対して十分な余裕を有し，部
材・部位ごとのせん断ひずみ・応力等が終局耐力時のせん断ひずみ・応力等に対して，妥当な安全余裕を持たせるこ
ととする。
・終局耐力とは，建物・構築物に対する荷重又は応力を漸次増大していくとき，その変形又はひずみが著しく増加す
るに至る限界の最大耐力とし，既往の実験式等に基づき適切に定めるものとする。
【5.1.5 許容限界 「(1) 安全機能を有する施設」「a.建物・構築物」「(a)Ｓクラスの建物・構築物(土木構造物を
除く。）」「ロ.弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力との組合せに対する許容限界」】
・地震力に対しておおむね弾性状態に留まるように，発生する応力に対して，建築基準法等の安全上適切と認められ
る規格及び基準による許容応力度を許容限界とする。
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(ロ)　Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物(土木構造物を除く。)
上記(イ)ⅱ.による許容応力度を許容限界とする。

定義 基本方針

基本方針
評価方法

Ⅳ-1-1 耐震設計
の基本方針

5. 機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.5 許容限界

【5.機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.5 許容限界 「(1) 安全機能を有する施設」「a.建物・構築物」「(b)Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物
(土木構造物を除く。)」】
・上記(a)ロ.による許容応力度を許容限界とする。
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また，間接支持構造物については，支持する主要設備等又は補助設備の耐震重要度に適用する地震動による地震力に対して支持機能が損
なわれない設計とする。

評価要求

基本方針
施設共通　基本設計方針
(間接支持構造物の支持機
能における評価方法)

基本方針
評価方法
評価

Ⅳ-1-1 耐震設計
の基本方針

5. 機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.5 許容限界

【5.機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.5 許容限界 「(1) 安全機能を有する施設」「a.建物・構築物」「(c)耐震重要度の異なる施設を支持する建
物・構築物（土木構造物を除く。）」】
・上記(a)イ.を適用するほか，耐震重要度の異なる施設を支持する建物・構築物は，変形等に対してその支持機能が
損なわれない設計とする。なお，当該施設を支持する建物・構築物の支持機能が損なわれないことを確認する際の地
震力は，支持される施設に適用される地震力とする。
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(ハ)　建物・構築物の保有水平耐力
建物・構築物(土木構造物を除く。)については，当該建物・構築物の保有水平耐力が必要保有水平耐力に対して，耐震重要度に応じた適
切な安全余裕を有していることを確認する。

定義 基本方針

基本方針
評価方法

Ⅳ-1-1 耐震設計
の基本方針

5. 機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.5 許容限界

【5.機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.5 許容限界 「(1) 安全機能を有する施設」「a.建物・構築物」「(d)建物・構築物の保有水平耐力」】
・建物・構築物(構築物(屋外機械基礎)及び土木構造物を除く。)については，当該建物・構築物の保有水平耐力が必
要保有水平耐力に対して，耐震重要度に応じた適切な安全余裕を有していることを確認する。
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(c)　荷重の組合せ上の留意事項
イ．　安全機能を有する施設のうち耐震重要度の異なる施設を支持する建物・構築物の当該部分の支持機能を確認する場合においては，
支持される施設の耐震重要度に応じた地震力と常時作用している荷重，運転時に施設に作用する荷重とを組み合わせる。
ロ. 　安全機能を有する施設のうち機器・配管系の運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故(以下「事故等」という。)時に生じるそ
れぞれの荷重については，地震によって引き起こされるおそれのある事故等によって作用する荷重及び地震によって引き起こされるおそ
れのない事故等であっても，いったん事故等が発生した場合，長時間継続する事故等による荷重は，その事故等の発生確率，継続時間及
び地震動の超過確率の関係を踏まえ，適切な地震力と組み合わせて考慮する。
ハ.　安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設に適用する動的地震力は，水平2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて算定
するものとする。
ニ.　積雪荷重については，屋外に設置されている安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設のうち，積雪による受圧面積が小さい施
設や，常時作用している荷重に対して積雪荷重の割合が無視できる施設を除き，地震力との組合せを考慮する。
ホ.　風荷重については，屋外の直接風を受ける場所に設置されている安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設のうち，風荷重の影
響が地震荷重と比べて相対的に無視できないような構造，形状及び仕様の施設においては，地震力との組合せを考慮する。
ヘ. 荷重として考慮する水圧のうち地下水圧については，地下水排水設備による地下水位の低下を踏まえた設計用地下水位に基づき設定
する。
ト.　設備分類の異なる重大事故等対処施設を支持する建物・構築物の当該部分の支持機能を確認する場合においては，支持される施設の
設備分類に応じた地震力と常時作用している荷重(固定荷重，積載荷重，土圧及び水圧)，運転時の状態で施設に作用する荷重及び重大事
故等時の状態で施設に作用する荷重並びに積雪荷重及び風荷重を組み合わせる。
チ．常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系の，常時作用している荷重，運転時の異常な過渡
変化時の状態，設計基準事故時の状態及び重大事故等時の状態で施設に作用する荷重のうち，地震によって引き起こされるおそれがない
事象による荷重と，基準地震動Ｓｓ又は弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力との組合せについては，事故事象の発生確率，継続時間及び
地震動の年超過確率の積等を考慮し，工学的，総合的に勘案の上設定する。なお，継続時間については対策の成立性も考慮した上で設定
する。
リ．常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備で，代替する安全機能を有する施設がない常設重大事故等対処設備
のうち，Ｓクラスの施設は常設耐震重要重大事故等対処設備に係る機器・配管系の荷重の組合せを適用する。

定義 基本方針

基本方針
評価方法
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(ニ)　屋外重要土木構造物
ⅰ．基準地震動Ｓｓによる地震力との組合せに対する許容限界
構造部材の曲げについては限界層間変形角(層間変形角1/100)又は終局曲率，せん断についてはせん断耐力を許容限界とする。
なお，限界層間変形角，終局曲率及びせん断耐力の許容限界に対しては妥当な安全余裕を持たせることとする。
ⅱ．弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力との組合せに対する許容限界
地震力に対しておおむね弾性状態に留まるように，発生する応力に対して，安全上適切と認められる規格及び基準による許容応力度を許
容限界とする。

定義 基本方針

基本方針
評価方法

【5.機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.4 荷重の組合せ上の留意事項 (1)】
・安全機能を有する施設のうち耐震重要度の異なる施設を支持する建物・構築物の当該部分の支持機能を確認する場
合においては，支持される施設の耐震重要度に応じた地震力と常時作用している荷重，運転時に施設に作用する荷重
とを組み合わせる。
【5.1.4 荷重の組合せ上の留意事項 (2)】
・安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設に適用する動的地震力は，水平2方向及び鉛直方向について適切に
組み合わせて算定するものとする。
【5.1.4 荷重の組合せ上の留意事項 (3)】
・ある荷重の組合せ状態での評価が明らかに厳しいことが判明している場合には，その妥当性を示した上で，その他
の荷重の組合せ状態での評価は行わないものとする。
【5.1.4 荷重の組合せ上の留意事項 (4)】
・複数の荷重が同時に作用し，それらの荷重による応力の各ピークの生起時刻に明らかなずれがある場合は，その妥
当性を示した上で，必ずしもそれぞれの応力のピーク値を重ねなくてもよいものとする。
【5.1.4 荷重の組合せ上の留意事項 (5)】
・積雪荷重については，屋外に設置されている安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設のうち，積雪による受
圧面積が小さい施設や，常時作用している荷重に対して積雪荷重の割合が無視できる施設を除き，地震力との組合せ
を考慮する。
【5.1.4 荷重の組合せ上の留意事項 (6)】
・風荷重については，屋外の直接風を受ける場所に設置されている安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設の
うち，風荷重の影響が地震荷重と比べて相対的に無視できないような構造，形状及び仕様の施設においては，地震力
との組合せを考慮する。
【5.1.4 荷重の組合せ上の留意事項 (7)】
・荷重として考慮する水圧のうち地下水圧については，地下水排水設備による地下水位の低下を踏まえた設計用地下
水位に基づき設定する。
【5.1.4 荷重の組合せ上の留意事項 (8)】
・設備分類の異なる重大事故等対処施設を支持する建物・構築物の当該部分の支持機能を確認する場合においては，
支持される施設の設備分類に応じた地震力と常時作用している荷重(固定荷重，積載荷重，土圧及び水圧)，運転時の
状態で施設に作用する荷重及び重大事故等時の状態で施設に作用する荷重並びに積雪荷重及び風荷重を組み合わせ
る。
【5.1.4 荷重の組合せ上の留意事項 (9)】
・常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備で，代替する安全機能を有する施設がない常設重
大事故等対処設備のうち，Ｓクラスの施設は常設耐震重要重大事故等対処設備に係る機器・配管系の荷重の組合せを
適用する。

Ⅳ-1-1 耐震設計
の基本方針

5. 機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.5 許容限界

【5.機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.5 許容限界 「(1) 安全機能を有する施設」「a.建物・構築物」「(e)屋外重要土木構造物」「イ.基準地震動
Ｓｓによる地震力との組合せに対する許容限界」】
・構造部材の曲げについては限界層間変形角(1/100)又は終局曲率，せん断についてはせん断耐力を許容限界とす
る。
・限界層間変形角，終局曲率及びせん断耐力の許容限界に対しては妥当な安全余裕を持たせることとし，それぞれの
安全余裕については，屋外重要土木構造物の機能要求等を踏まえ設定する。

【5.1.5 許容限界 「(1) 安全機能を有する施設」「a.建物・構築物」「(e)屋外重要土木構造物」「ロ.弾性設計用
地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力との組合せに対する許容限界」】
・地震力に対しておおむね弾性状態に留まるように，発生する応力に対して，安全上適切と認められる規格及び基準
による許容応力度を許容限界とする。

※補足すべき事項の対象なし

＜水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せ＞
⇒水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価に
あたり，各設備における設備形状の観点から水平２方向影響有
無の整理，評価対象の抽出及び考え方について補足説明する。
・[補足耐12]水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する
設備の抽出及び考え方について
・[補足耐56]竜巻防護対策設備の水平2方向及び鉛直方向地震
力の組合せに関する設備の抽出及び考え方について
・[補足耐65]排気筒の水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せ
に関する設備の抽出及び考え方について

Ⅳ-1-1 耐震設計
の基本方針

5. 機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.4 荷重の組合せ上の留意事項
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基本設計方針の添付書類への展開
（第五条、第三十二条、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙３①
（Ⅳ-1-1_基本方針）(12/19)

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項展開先（小項目）
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(ホ) その他の土木構造物
安全上適切と認められる規格及び基準による許容応力度を許容限界とする。

定義 基本方針

基本方針
評価方法

Ⅳ-1-1 耐震設計
の基本方針

5. 機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.5 許容限界

【5.機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.5 許容限界 「(1) 安全機能を有する施設」「a.建物・構築物」「(f)その他の土木構造物」】
・安全上適切と認められる規格及び基準による許容応力度を許容限界とする。

※補足すべき事項の対象なし

90
また，間接支持構造物については，支持する主要設備等又は補助設備の耐震重要度に適用する地震動による地震力に対して支持機能が損
なわれない設計とする。

評価要求

基本方針
施設共通　基本設計方針
(間接支持構造物の支持機
能における評価方法)

基本方針
評価方法
評価

Ⅳ-1-1 耐震設計
の基本方針

5. 機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.5 許容限界

【5.機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.5 許容限界 「(1) 安全機能を有する施設」「a.建物・構築物」「(g)耐震重要度の異なる施設を支持する土木
構造物」】
・上記(e)イ.またはロ.を適用するほか，耐震重要度の異なる施設を支持する土木構造物は，変形等に対してその支
持機能が損なわれない設計とする。なお，当該施設を支持する土木構造物の支持機能が損なわれないことを確認する
際の地震力は，支持される施設に適用される地震力とする。

※補足すべき事項の対象なし

21
(e)Ｂクラス及びＣクラスの施設は，静的地震力に対しておおむね弾性状態に留まる範囲で耐えられる設計とする。また，Ｂクラスの施設
のうち，共振のおそれのある施設については，その影響についての検討を行う。検討に用いる地震動は，弾性設計用地震動Ｓｄに2分の1
を乗じたものとする。当該地震動による地震力は，水平2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて算定するものとする。

冒頭宣言
評価要求

基本方針(Ｂクラス及びＣ
クラスの施設)

基本方針
評価方法
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(ロ)　Ｂクラス及びＣクラスの機器・配管系
上記(イ)ⅱ.による応力を許容限界とする。

定義 基本方針

基本方針
評価方法
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(b)　重大事故等対処施設
イ．建物・構築物
(イ)　常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物
上記(a)イ.(イ)ⅰ.を適用する。

定義 基本方針

基本方針
評価方法

Ⅳ-1-1 耐震設計
の基本方針

5. 機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.5 許容限界

【5.機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.5 許容限界「(2) 重大事故等対処施設」「a.建物・構築物」「(a)常設耐震重要重大事故等対処設備が設置さ
れる重大事故等対処施設の建物・構築物」】
・上記(1)a.(a)イ.を適用する。

※補足すべき事項の対象なし

83
(ロ)　常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物
上記(a)イ.(ロ)を適用する。

定義 基本方針

基本方針
評価方法

Ⅳ-1-1 耐震設計
の基本方針

5. 機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.5 許容限界

【5.機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.5 許容限界 「(2) 重大事故等対処施設」「a.建物・構築物」「(b)常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常
設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物」】
・上記(1)a.(b)による許容応力度を許容限界とする。

※補足すべき事項の対象なし
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(ハ)　設備分類の異なる重大事故等対処施設を支持する建物・構築物(土木構造物を除く。)
上記(イ)を適用するほか，建物・構築物は，変形等に対してその支持機能が損なわれない設計とする。なお，当該施設を支持する建物・
構築物の支持機能が損なわれないことを確認する際の地震力は，支持される施設に適用される地震力とする。

定義 基本方針

基本方針
評価方法

Ⅳ-1-1 耐震設計
の基本方針

5. 機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.5 許容限界

【5.機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.5 許容限界 「(2) 重大事故等対処施設」「a.建物・構築物」「(c)設備分類の異なる重大事故等対処施設を支
持する建物・構築物(土木構造物を除く。)」】
・上記(a)を適用するほか，設備分類の異なる重大事故等対処施設を支持する建物・構築物は，変形等に対してその
支持機能が損なわれない設計とする。なお，当該施設を支持する建物・構築物の支持機能が損なわれないことを確認
する際の地震力は，支持される施設に適用される地震力とする。

※補足すべき事項の対象なし
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(ニ)　建物・構築物の保有水平耐力
建物・構築物(土木構造物を除く。)については，当該建物・構築物の保有水平耐力が必要保有水平耐力に対して，重大事故等対処施設が
代替する機能を有する安全機能を有する施設が属する耐震重要度に応じた適切な安全余裕を有していることを確認する。

定義 基本方針

基本方針
評価方法

Ⅳ-1-1 耐震設計
の基本方針

5. 機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.5 許容限界

【5.機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.5 許容限界 「(2) 重大事故等対処施設」「a.建物・構築物」「(d)建物・構築物の保有水平耐力」】
・建物・構築物(構築物(屋外機械基礎)及び土木構造物を除く。)については，当該建物・構築物の保有水平耐力が必
要保有水平耐力に対して，重大事故等対処設備が代替する機能を有する安全機能を有する施設が属する耐震重要度に
応じた適切な安全余裕を有していることを確認する。

※補足すべき事項の対象なし
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(ホ)　設備分類の異なる重大事故等対処施設を支持する土木構築物
上記(a)イ．(ニ)ⅰ.又は(a)イ．(ニ)ⅱ.を適用するほか，土木構造物は，変形に対してその支持機能が損なわれない設計とする。なお，
当該施設を支持する土木構造物の支持機能が損なわれないことを確認する際の地震力は，支持される施設に適用される地震力とする。

定義 基本方針

基本方針
評価方法

Ⅳ-1-1 耐震設計
の基本方針

5. 機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.5 許容限界

【5.機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.5 許容限界 「(2) 重大事故等対処施設」「a.建物・構築物」「(e)設備分類の異なる重大事故等対処施設を支
持する土木構造物」】
・上記(1)a.(e)イ.又は(1)a.(e)ロ.を適用するほか，設備分類の異なる重大事故等対処施設を支持する土木構造物
は，変形に対してその支持機能が損なわれない設計とする。なお，当該施設を支持する土木構造物の支持機能が損な
われないことを確認する際の地震力は，支持される施設に適用される地震力とする。

※補足すべき事項の対象なし
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ロ．機器・配管系
(イ)　常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系
上記(a)ロ.(イ)ⅰ.を適用する。

定義 基本方針

基本方針
評価方法

Ⅳ-1-1 耐震設計
の基本方針

5. 機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.5 許容限界

【5.機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.5 許容限界 「(2) 重大事故等対処施設」「b.機器・配管系」「(a)常設耐震重要重大事故等対処設備が設置さ
れる重大事故等対処施設の機器・配管系」】
・上記(1)b.(a)イ.を適用する。

＜疲労評価における等価繰返し回数の設定＞
⇒疲労評価を実施している設備について，適用する等価繰返し
回数の設定方法及び妥当性について補足説明する。
・[補足耐21]耐震評価における等価繰返し回数の妥当性確認に
ついて
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(ロ)　常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系
ⅰ．上記(a)ロ.(ロ)を適用する。
ⅱ．代替する安全機能を有する施設がない常設重大事故等対処設備のうちＳクラスの施設は，上記(イ)を適用する。

定義 基本方針

基本方針
評価方法

Ⅳ-1-1 耐震設計
の基本方針

5. 機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.5 許容限界

【5.機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.5 許容限界 「(2) 重大事故等対処施設」「b.機器・配管系」「(b)常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常
設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系」】
イ.上記(1)b.(b)による応力を許容限界とする。
ロ.代替する安全機能を有する施設がない常設重大事故等対処設備のうちＳクラスの施設は，上記(a)を適用する。

※補足すべき事項の対象なし

基本方針
評価方法

基本方針定義

ロ．機器・配管系
(イ)　Ｓクラスの機器・配管系
ⅰ．基準地震動Ｓｓによる地震力との組合せに対する許容限界
塑性域に達するひずみが生じる場合であっても，その量が小さなレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有し，その施設の機能に
影響を及ぼすことがない限度に応力，荷重を制限する値を許容限界とする。
ⅱ．弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力との組合せに対する許容限界
発生する応力に対して，応答が全体的におおむね弾性状態に留まるように，降伏応力又はこれと同等の安全性を有する応力を許容限界と
する。
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【5.機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.5 許容限界 「(1) 安全機能を有する施設」「b.機器・配管系」「(b)Ｂクラス及びＣクラスの機器・配管
系」】
・上記b.(a)ロ.による応力を許容限界とする。

5. 機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.5 許容限界

Ⅳ-1-1 耐震設計
の基本方針

【5.機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.5 許容限界 「(1) 安全機能を有する施設」「b.機器・配管系」「(a)Ｓクラスの機器・配管系」「イ.基準地
震動Ｓｓによる地震力との組合せに対する許容限界」】
・塑性域に達するひずみが生じる場合であっても，その量が小さなレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有
し，その施設の機能に影響を及ぼすことがない限度に応力，荷重を制限する値を許容限界とする。
【5.1.5 許容限界 「(1) 安全機能を有する施設」「b.機器・配管系」「(a)Ｓクラスの機器・配管系」「ロ.弾性設
計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力との組合せに対する許容限界」】
・発生する応力に対して，応答が全体的におおむね弾性状態に留まるように，降伏応力又はこれと同等の安全性を有
する応力を許容限界とする。

5. 機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.5 許容限界

Ⅳ-1-1 耐震設計
の基本方針

＜疲労評価における等価繰返し回数の設定＞
⇒疲労評価を実施している設備について，適用する等価繰返し
回数の設定方法及び妥当性について補足説明する。
・[補足耐21]耐震評価における等価繰返し回数の妥当性確認に
ついて

※補足すべき事項の対象なし
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基本設計方針の添付書類への展開
（第五条、第三十二条、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙３①
（Ⅳ-1-1_基本方針）(13/19)

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項展開先（小項目）

5-1
　Ｓクラスの施設及びそれらを支持する建物・構築物の地盤の接地圧に対する支持力の許容限界については，自重及び運転時の荷重等と
基準地震動Ｓｓによる地震力との組み合わせにより算定される接地圧が，安全上適切と認められる規格及び基準に基づく地盤の極限支持
力度に対して，妥当な余裕を有するよう設計する。

評価要求
Ｓクラスの施設及びそれら
を支持する建物・構築物

5-2
　また，上記のうち，Ｓクラスの施設の建物・構築物の地盤にあっては，自重及び運転時の荷重等と弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力
又は静的地震力との組み合わせにより算定される接地圧について，安全上適切と認められる規格及び基準に基づく地盤の短期許容支持力
度を許容限界とする。

定義
評価要求

Ｓクラスの施設

9-1
　常設耐震重要重大事故等対処設備を支持する建物・構築物の地盤の接地圧に対する支持力の許容限界については，自重及び運転時の荷
重等と基準地震動Ｓｓによる地震力との組み合わせにより算定される接地圧が，安全上適切と認められる規格及び基準に基づく地盤の極
限支持力度に対して，妥当な余裕を有するよう設計する。

評価要求
常設耐震重要重大事故等対
処設備を支持する建物・構
築物

基本方針
評価条件
評価方法
評価

Ⅳ-1-1 耐震設計
の基本方針

5. 機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.5 許容限界

【5.機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.5 許容限界 「(3) 基礎地盤の支持性能」 「a. Ｓクラスの建物・構築物，Ｓクラスの機器・配管系，常設耐
震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物，機器・配管系の基礎地盤」 「(a) 基
準地震動Ｓｓによる地震力との組合せに対する許容限界」】
・接地圧が，安全上適切と認められる規格及び基準による地盤の極限支持力度に対して妥当な余裕を有することを確
認する。

5-3
　Ｂクラス及びＣクラスの施設の建物・構築物の地盤においては，自重及び運転時の荷重等と，静的地震力及び動的地震力（Ｂクラスの
共振影響検討に係るもの）との組合せにより算定される接地圧に対して，安全上適切と認められる規格及び基準に基づく地盤の短期許容
支持力度を許容限界とする。

評価要求
施設共通 基本設計方針
（Ｂクラス及びＣクラスの
施設）

9-2

　常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備を支持する建物・構築物及び機器・配管系の地盤においては，自重及
び運転時の荷重等と，静的地震力及び動的地震力（Ｂクラスの施設の機能を代替する常設重大事故防止設備の共振影響検討に係るもの）
との組合せにより算定される接地圧に対して，安全上適切と認められる規格及び基準に基づく地盤の短期許容支持力度を許容限界とす
る。

評価要求

施設共通 基本設計方針
（常設耐震重要重大事故等
対処設備以外の常設重大事
故等対処設備を支持する建
物・構築物及び機器配管
系）

基本方針
評価条件
評価方法
評価

Ⅳ-1-1 耐震設計
の基本方針

基本方針
評価条件
評価方法

基本方針
評価条件

基本方針定義

(4)　荷重の組合せと許容限界
耐震設計における荷重の組合せと許容限界は，以下によるものとする。
また，耐震設計においては，安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能である閉じ込め機能，プロセス量等の維持機能，掃気
機能，崩壊熱等の除去機能，臨界防止機能，遮蔽機能，落下・転倒防止機能，支援機能，ソースターム制限機能，放出量の監視機能，換
気機能，気密性，支持機能，操作場所及びアクセスルートの保持機能等を維持する設計とする。
上記の機能のうち，遮蔽機能，落下・転倒防止機能，気密性，支持機能，操作場所及びアクセスルートの保持機能等については，安全機
能を有する施設の耐震重要度及び重大事故等対処施設の設備分類に応じた地震力に対して，当該機能が要求される施設の構造強度を確保
することで，機能が維持できる設計とする。
閉じ込め機能，プロセス量等の維持機能，掃気機能，崩壊熱等の除去機能，臨界防止機能，支援機能，ソースターム制限機能，放出量の
監視機能，換気機能等については，構造強度を確保するとともに，当該機能が要求される各施設の特性に応じて許容限界を適切に設定す
る。

a.　耐震設計上考慮する状態
地震以外に設計上考慮する状態を以下に示す。
(a)　安全機能を有する施設
イ．建物・構築物
(イ)運転時の状態
再処理施設が運転している状態。
(ロ)設計用自然条件
設計上基本的に考慮しなければならない自然条件(積雪，風)。
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Ⅳ-1-1 耐震設計
の基本方針

【5.機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.5 許容限界 「(3) 基礎地盤の支持性能」 「b. Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物，機器・配管系，常設
耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物，機
器・配管系の基礎地盤」】
・上記(3)a.(b)を適用する。

＜地盤の支持力度＞
⇒直接基礎及び杭基礎の支持力算定式又は平板載荷試験結果よ
り設定した極限支持力度の算定方法，パラメータ等の詳細につ
いて補足説明する。
・[補足盤１]地盤の支持性能について

5. 機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.5 許容限界

【5.機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.5 許容限界 「(3) 基礎地盤の支持性能」 「a. Ｓクラスの建物・構築物，Ｓクラスの機器・配管系，常設耐
震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物，機器・配管系の基礎地盤」 「(a) 基
準地震動Ｓｓによる地震力との組合せに対する許容限界」】
・接地圧が，安全上適切と認められる規格及び基準による地盤の極限支持力度に対して妥当な余裕を有することを確
認する。
【5.1.5 許容限界 「(3) 基礎地盤の支持性能」 「a. Ｓクラスの建物・構築物，Ｓクラスの機器・配管系，常設耐
震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物，機器・配管系の基礎地盤」 「(b) 弾
性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力との組合せに対する許容限界」】
・接地圧に対して，安全上適切と認められる規格及び基準による地盤の短期許容支持力度を許容限界とする。

Ⅳ-1-1 耐震設計
の基本方針

5. 機能維持の基本方針
5.2 機能維持

【5.機能維持の基本方針】
【5.2 機能維持 「(1) 建物・構築物」】
・再処理施設の安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能のうち，建物・構築物に要求される閉じ込め機
能，火災防護機能，遮蔽機能，気密性，支持機能，操作場所及びアクセスルートの保持機能，地下水排水機能，廃棄
機能，飛来物防護機能及び貯水機能の機能維持の方針を以下に示す。
【5.2 機能維持 「(1) 建物・構築物」「a.安全機能を有する施設」「(a) 閉じ込め機能の維持」】
・閉じ込め機能の維持が要求される施設は，地震時及び地震後において，放射性物質を限定された区域に閉じ込める
ため，安全機能を有する施設の耐震重要度に応じた地震動に対して，「5.1　構造強度」に基づく構造強度を確保す
ることで，閉じ込め機能が維持できる設計とする。
・閉じ込め機能の維持が要求される施設のうち，鉄筋コンクリート造の施設は，地震時及び地震後において，放射性
物質が漏えいした場合にその影響の拡大を防止するため，閉じ込め機能の維持が要求される壁及び床が安全機能を有
する施設の耐震重要度に応じた地震動に対して構造強度を確保することで閉じ込め機能が維持できる設計とする。
・また，閉じ込め機能が要求される壁・床・天井（開口部周り）に設置する扉及びハッチ等は，壁・床・天井（開口
部周り）がせん断ひずみの許容限界を満足していることで，閉じ込め機能を確保できる。

【5.2 機能維持 「(1) 建物・構築物」「a.安全機能を有する施設」「(b) 火災防護機能の維持」】
・火災防護機能の維持が要求される施設は，地震時及び地震後において，火災の影響を軽減するため，安全機能を有
する施設の耐震重要度に応じた地震動に対して，「5.1　構造強度」に基づく構造強度を確保することで，火災防護
機能が維持できる設計とする。
【5.2 機能維持 「(1) 建物・構築物」「a.安全機能を有する施設」「(c) 遮蔽機能の維持」】
・遮蔽機能の維持が要求される施設は，地震時及び地震後において，放射線業務従事者の放射線障害防止，再処理施
設周辺の空間線量率の低減，居住性の確保及び放射線障害から公衆等を守るため，安全機能を有する施設の耐震重要
度に応じた地震動に対して，「5.1　構造強度」に基づく構造強度を確保し，遮蔽体の形状及び厚さを確保すること
で，遮蔽機能が維持できる設計とする。
【5.2 機能維持 「(1) 建物・構築物」「a.安全機能を有する施設」「(d) 支持機能の維持」】
・機器・配管系等の設備を間接的に支持する機能の維持が要求される施設は，地震時及び地震後において，被支持設
備の機能を維持するため，被支持設備の安全機能を有する施設の耐震重要度に応じた地震動に対して，「5.1　構造
強度」に基づく構造強度を確保することで，支持機能が維持できる設計とする。
・支持機能の維持が要求される施設のうち，建物・構築物の鉄筋コンクリート造の施設は，耐震壁のせん断ひずみの
許容限界を満足すること又は基礎を構成する部材に生じる応力が終局強度に対し妥当な安全余裕を有していること
で，Ｓクラス設備等に対する支持機能が維持できる設計とする。
・屋外重要土木構造物については，構造部材の曲げについては界層間変形角(層間変形角1/100)又は終局曲率，せん
断についてはせん断耐力を許容限界とする。なお，限界層間変形角，終局曲率及びせん断耐力の許容限界に対しては
妥当な安全余裕をもたせることとし，機器・配管系の支持機能が維持できる設計とする。その他の土木構造物につい
ては，安全上適切と認められる規格及び基準による許容応力度を許容限界とし，機器・配管系の支持機能が維持でき
る設計とする。
【5.2 機能維持 「(1) 建物・構築物」「a.安全機能を有する施設」「(e) 地下水排水機能の維持」】
・地下水排水機能の維持が要求される施設は，地震時及び地震後において，建物・構築物の周囲の地下水を排水する
ため，安全機能を有する施設の耐震重要度に応じた地震動に対して，「5.1　構造強度」に基づく構造強度を確保す
ることで，地下水排水機能が維持できる設計とする。
・地下水排水機能の維持が要求される施設である地下水排水設備(サブドレン管，集水管，サブドレンピット及びサ
ブドレンシャフト)については，耐震設計において地下水位の低下を期待する建物・構築物の周囲の地下水を排水す
るため，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して機能が維持できる設計とする。
【5.2 機能維持 「(1) 建物・構築物」「a.安全機能を有する施設」「(f) 廃棄機能の維持」】
・廃棄機能の維持が要求される施設は，地震時及び地震後において，気体廃棄物を排気筒より廃棄する又は固体廃棄
物を保管廃棄するため，安全機能を有する施設の耐震重要度に応じた地震動に対して，「5.1　構造強度」に基づく
構造強度を確保することで，廃棄機能が維持できる設計とする。
【5.2 機能維持 「(1) 建物・構築物」「a.安全機能を有する施設」「(g) 飛来物防護機能の維持」】
・飛来物防護機能の維持が要求される施設は，地震時及び地震後において，設計竜巻によって発生する設計飛来物に
よる竜巻防護対象施設への影響を防止するため，安全機能を有する施設の耐震重要度に応じた地震動に対して，
「5.1　構造強度」に基づく構造強度を確保することで，飛来物防護機能が維持できる設計とする。
・これらの機能維持の考え方を，「Ⅳ－１－１－８　機能維持の基本方針」に示す。

＜土木構造物の要求機能＞
⇒土木構造物の要求機能について補足説明する。
・[補足耐2]洞道の設工認申請上の取り扱いについて

＜耐震設計における安全機能＞
⇒再処理施設の耐震設計における機能維持を考慮すべき安全機
能について補足説明する。
・[補足耐53]耐震設計における安全機能の整理について

＜間接支持構造物の評価＞
⇒間接支持構造物の評価に用いる解析モデル等に関する根拠を
示すため，解析モデル等の設定内容について補足説明する。
・[補足耐26]応力解析におけるモデル化，境界条件及び拘束条
件の考え方
・[補足耐27]地震荷重の入力方法
・[補足耐28]建物・構築物の耐震評価における組合せ係数法の
適用性について
・[補足耐29]応力解析における断面の評価部位の選定
・[補足耐30]応力解析における応力平均化の考え方
・[補足耐58]竜巻防護対策設備の応力解析におけるモデル化，
境界条件及び拘束条件の考え方
・[補足耐59]竜巻防護対策設備の耐震評価における組合せ係数
法の適用性について
・[補足耐57]竜巻防護対策設備の水平方向と鉛直方向の動的地
震力の二乗和平方根(SRSS)法による組合せについて
・[補足耐60]地震荷重の入力方法
・[補足耐61]応力解析における断面の評価部位の選定
・[補足耐68]排気筒の応力解析におけるモデル化，境界条件及
び拘束条件の考え方
・[補足耐69]地震荷重の入力方法
・[補足耐70]応力解析における断面の評価部位の選定

5. 機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.5 許容限界
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基本設計方針の添付書類への展開
（第五条、第三十二条、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙３①
（Ⅳ-1-1_基本方針）(14/19)

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項展開先（小項目）

基本方針
評価条件

基本方針定義

(4)　荷重の組合せと許容限界
耐震設計における荷重の組合せと許容限界は，以下によるものとする。
また，耐震設計においては，安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能である閉じ込め機能，プロセス量等の維持機能，掃気
機能，崩壊熱等の除去機能，臨界防止機能，遮蔽機能，落下・転倒防止機能，支援機能，ソースターム制限機能，放出量の監視機能，換
気機能，気密性，支持機能，操作場所及びアクセスルートの保持機能等を維持する設計とする。
上記の機能のうち，遮蔽機能，落下・転倒防止機能，気密性，支持機能，操作場所及びアクセスルートの保持機能等については，安全機
能を有する施設の耐震重要度及び重大事故等対処施設の設備分類に応じた地震力に対して，当該機能が要求される施設の構造強度を確保
することで，機能が維持できる設計とする。
閉じ込め機能，プロセス量等の維持機能，掃気機能，崩壊熱等の除去機能，臨界防止機能，支援機能，ソースターム制限機能，放出量の
監視機能，換気機能等については，構造強度を確保するとともに，当該機能が要求される各施設の特性に応じて許容限界を適切に設定す
る。

a.　耐震設計上考慮する状態
地震以外に設計上考慮する状態を以下に示す。
(a)　安全機能を有する施設
イ．建物・構築物
(イ)運転時の状態
再処理施設が運転している状態。
(ロ)設計用自然条件
設計上基本的に考慮しなければならない自然条件(積雪，風)。
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基本方針
評価条件

基本方針定義

(4)　荷重の組合せと許容限界
耐震設計における荷重の組合せと許容限界は，以下によるものとする。
また，耐震設計においては，安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能である閉じ込め機能，プロセス量等の維持機能，掃気
機能，崩壊熱等の除去機能，臨界防止機能，遮蔽機能，落下・転倒防止機能，支援機能，ソースターム制限機能，放出量の監視機能，換
気機能，気密性，支持機能，操作場所及びアクセスルートの保持機能等を維持する設計とする。
上記の機能のうち，遮蔽機能，落下・転倒防止機能，気密性，支持機能，操作場所及びアクセスルートの保持機能等については，安全機
能を有する施設の耐震重要度及び重大事故等対処施設の設備分類に応じた地震力に対して，当該機能が要求される施設の構造強度を確保
することで，機能が維持できる設計とする。
閉じ込め機能，プロセス量等の維持機能，掃気機能，崩壊熱等の除去機能，臨界防止機能，支援機能，ソースターム制限機能，放出量の
監視機能，換気機能等については，構造強度を確保するとともに，当該機能が要求される各施設の特性に応じて許容限界を適切に設定す
る。

a.　耐震設計上考慮する状態
地震以外に設計上考慮する状態を以下に示す。
(a)　安全機能を有する施設
イ．建物・構築物
(イ)運転時の状態
再処理施設が運転している状態。
(ロ)設計用自然条件
設計上基本的に考慮しなければならない自然条件(積雪，風)。
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(6)緊急時対策所
緊急時対策所については，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがない設
計とする。緊急時対策建屋については，耐震構造とし，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，遮蔽機能を確保する設計とする。
また，緊急時対策所の居住性を確保するため，鉄筋コンクリート構造とし，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，緊急時対策建屋の換
気設備の性能とあいまって十分な気密性を確保する設計とする。
なお，地震力の算定方法及び荷重の組合せと許容限界については，「(3)地震力の算定方法」及び「(4)荷重の組合せと許容限界」に示す
建物・構築物及び機器・配管系を適用する。

97

基本方針
設計方針
評価

緊急時対策所
緊急時対策建屋
緊急時対策建屋の換気設備

評価要求

Ⅳ-1-1 耐震設計
の基本方針

＜耐震設計における安全機能＞
⇒再処理施設の耐震設計における機能維持を考慮すべき安全機
能について補足説明する。
・[補足耐53]耐震設計における安全機能の整理について

＜動的機能維持評価＞
⇒動的機能維持評価の評価対象の抽出及び評価方法について補
足説明する。
・[補足耐24]動的機能維持評価手法の適用について

＜電気的機能維持評価＞
⇒電気盤等の機能維持評価に用いる水平方向加速度の保守性に
対する確認結果について補足説明する。
・[補足耐25]電気的機能維持評価手法の適用について

【5.機能維持の基本方針】
【5.2 機能維持 「(1) 建物・構築物」「b.重大事故等対処施設」「(a) 遮蔽機能の維持」】
・遮蔽機能の維持が要求される施設は，重大事故等対処施設の設備分類に応じた地震動に対して，「5.2(1)a.(c) 遮
蔽機能の維持」と同様の設計を行うことで，遮蔽機能が維持できる設計とする。
【5.2 機能維持 「(1) 建物・構築物」「b.重大事故等対処施設」「(b) 気密性の維持」】
・気密性の維持が要求される施設は，地震時及び地震後において，居住性確保のため，事故時に放射性気体の流入を
防ぐことを目的として，重大事故等対処施設の設備分類に応じた地震動に対して，「5.1 構造強度」に基づく構造強
度を確保すること及び換気設備の換気機能とあいまって施設の気圧差を確保することで，必要な気密性が維持できる
設計とする。
【5.2 機能維持 「(1) 建物・構築物」「b.重大事故等対処施設」「(c) 支持機能の維持」】
・機器・配管系等の設備を間接的に支持する機能の維持が要求される施設は，被支持設備の重大事故等対処施設の設
備分類に応じた地震動に対して，「5.2(1)a.(d) 支持機能の維持」と同様の設計を行うことで，支持機能が維持でき
る設計とする。
【5.2 機能維持 「(1) 建物・構築物」「b.重大事故等対処施設」「(d) 操作場所及びアクセスルートの保持機能の
維持」】
・操作場所及びアクセスルートの保持機能の維持が要求される施設は，地震時及び地震後において，地震を要因とし
て発生する重大事故等に対処するために必要となる操作場所及びアクセスルートを保持するため，重大事故等対処施
設の設備分類に応じた地震動に対して，「5.1 構造強度」に基づく構造強度を確保することで，操作場所及びアクセ
スルートの保持機能が維持できる設計とする。
・操作場所及びアクセスルートの保持機能の維持が要求される施設のうち，鉄筋コンクリート造の施設は，耐震壁の
せん断ひずみの許容限界を満足することで，操作場所及びアクセスルートの保持機能が維持できる設計とする。
・耐震壁以外の建物・構築物の部位に関しても，耐震壁がせん断ひずみの許容限界を満足していることで健全性が確
保されており，操作場所及びアクセスルートの保持機能を確保できる。
【5.2 機能維持 「(1) 建物・構築物」「b.重大事故等対処施設」「(e) 地下水排水機能の維持」】
・地下水排水機能の維持が要求される施設は，重大事故等対処施設の設備分類に応じた地震動に対して，
「5.2(1)a.(e)　地下水排水機能の維持」と同様の設計を行うことで，地下水排水機能が維持できる設計とする。
【5.2 機能維持 「(1) 建物・構築物」「b.重大事故等対処施設」「(f) 貯水機能の維持」】
・貯水機能の維持が要求される施設は，地震時及び地震後において，重大事故等への対処に必要となる水を確保する
ため，重大事故等対処施設の設備分類に応じた地震力に対して，「5.1 構造強度」に基づく構造強度を確保すること
で，貯水機能が維持できる設計とする。
・貯水機能の維持が要求される施設のうち，鉄筋コンクリート造の施設は，貯水機能の維持が要求される壁及び床
が，重大事故等対処施設の設備分類に応じた地震動に対して，おおむね弾性状態に留まることを基本とする。
・これらの機能維持の考え方を，「Ⅳ－１－１－８　機能維持の基本方針」に示す。
・重大事故等対処施設の設計においては，設計基準事故時の状態と重大事故等時の状態での評価条件の比較を行い，
重大事故等時の状態の方が厳しい場合は別途，重大事故等時の状態にて設計を行う。

5. 機能維持の基本方針
5.2 機能維持

Ⅳ-1-1 耐震設計
の基本方針

＜土木構造物の要求機能＞
⇒土木構造物の要求機能について補足説明する。
・[補足耐2]洞道の設工認申請上の取り扱いについて

＜耐震設計における安全機能＞
⇒再処理施設の耐震設計における機能維持を考慮すべき安全機
能について補足説明する。
・[補足耐53]耐震設計における安全機能の整理について

＜間接支持構造物の評価＞
⇒間接支持構造物の評価に用いる解析モデル等に関する根拠を
示すため，解析モデル等の設定内容について補足説明する。
・[補足耐26]応力解析におけるモデル化，境界条件及び拘束条
件の考え方
・[補足耐27]地震荷重の入力方法
・[補足耐28]建物・構築物の耐震評価における組合せ係数法の
適用性について
・[補足耐29]応力解析における断面の評価部位の選定
・[補足耐30]応力解析における応力平均化の考え方
・[補足耐58]竜巻防護対策設備の応力解析におけるモデル化，
境界条件及び拘束条件の考え方
・[補足耐59]竜巻防護対策設備の耐震評価における組合せ係数
法の適用性について
・[補足耐57]竜巻防護対策設備の水平方向と鉛直方向の動的地
震力の二乗和平方根(SRSS)法による組合せについて
・[補足耐60]地震荷重の入力方法
・[補足耐61]応力解析における断面の評価部位の選定
・[補足耐68]排気筒の応力解析におけるモデル化，境界条件及
び拘束条件の考え方
・[補足耐69]地震荷重の入力方法
・[補足耐70]応力解析における断面の評価部位の選定

5. 機能維持の基本方針
5.2 機能維持

【5.機能維持の基本方針】
【5.2 機能維持 「(2) 機器・配管系」】
・再処理施設の安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能として機器・配管系に要求される機能のうち，
遮蔽機能，落下・転倒防止機能，止水機能，分析機能及び廃棄機能については，「5.1　構造強度」に基づく構造強
度を確保することで，当該機能が維持できる設計とする。
・閉じ込め機能，プロセス量等の維持機能，掃気機能，崩壊熱等の除去機能，臨界防止機能，支援機能，ソースター
ム制限機能，放出量の監視機能，換気機能，地下水排水機能，火災防護機能及びユーティリティ機能については，
「5.1　構造強度」に基づく構造強度を確保するとともに，当該機能が要求される各施設の特性に応じて，動的機能
を維持する設計とする。
・閉じ込め機能，プロセス量等の維持機能，掃気機能，崩壊熱等の除去機能，臨界防止機能，支援機能，ソースター
ム制限機能，放出量の監視機能，換気機能，地下水排水機能，漏えい検知機能，火災防護機能及びユーティリティ機
能については，「5.1　構造強度」に基づく構造強度を確保するとともに，当該機能が要求される各施設の特性に応
じて，電気的機能を維持する設計とする。
・閉じ込め機能及び臨界防止機能については，「5.1　構造強度」に基づく構造強度を確保するとともに，当該機能
が要求される各施設の特性に応じて，閉じ込め機能及び臨界防止機能を維持する設計とする。
・動的機能維持，電気的機能維持，閉じ込め機能及び臨界防止機能の機能維持の方針を以下に示す。
【5.2 機能維持 「(2) 機器・配管系」「a.安全機能を有する施設」「(a) 動的機能維持」】
・動的機能が要求される設備は，地震時及び地震後において，その設備に要求される安全機能を維持するため，安全
機能を有する施設の耐震重要度に応じた地震動に対して，要求される動的機能が維持できることを実証試験又は解析
により確認することで，動的機能を維持する設計とする。実証試験等により確認されている機能維持加速度を超える
場合には，詳細検討により機能維持を満足する設計とする。
・動的機能が要求される弁等の機器の地震応答解析結果の応答加速度が当該機器を支持する配管の地震応答により増
加すると考えられるときは，当該配管の地震応答の影響を考慮し，一定の余裕を見込むこととする。
【5.2 機能維持 「(2) 機器・配管系」「a.安全機能を有する施設」「(b) 電気的機能維持」】
・電気的機能が要求される設備は，地震時及び地震後において，その設備に要求される安全機能を維持するため，安
全機能を有する施設の耐震重要度に応じた地震動に対して，要求される電気的機能が維持できることを実証試験又は
解析により確認することで，電気的機能を維持する設計とする。
【5.2 機能維持 「(2) 機器・配管系」「a.安全機能を有する施設」「(c) 閉じ込め機能の維持」】
・閉じ込め機能の維持が要求される設備のうち，グローブボックスは，地震時及び地震後において，グローブボック
スに要求される安全機能を維持するため，安全機能を有する施設の耐震重要度に応じた地震動に対して，要求される
閉じ込め機能が維持できることを試験又は解析により確認し，閉じ込め機能が維持できる設計とする。
【5.2 機能維持 「(2) 機器・配管系」「a.安全機能を有する施設」「(d) 臨界防止機能の維持」】
・臨界防止機能の維持が要求される設備は，地震時及び地震後において，臨界の発生を防止するため，安全機能を有
する施設の耐震重要度に応じた地震動に対して，核的制限値の維持に必要な形状寸法管理，複数の機器間の面間距離
の維持として地震時において発生する変位及び変形を制限することで，臨界防止機能が維持できる設計とする。
・これらの機能維持の考え方を，「Ⅳ－１－１－８　機能維持の基本方針」に示す。
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基本設計方針の添付書類への展開
（第五条、第三十二条、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙３①
（Ⅳ-1-1_基本方針）(15/19)

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項展開先（小項目）

22 (f)耐震重要施設は，耐震重要度の下位のクラスに属する施設の波及的影響によって，その安全機能を損なわない設計とする。
冒頭宣言
機能要求②
評価要求

耐震重要施設に対し波及的
影響を及ぼすおそれのある
耐震重要度の下位クラス施
設

基本方針
設計方針
評価

31
(e)常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設は，Ｂクラス及びＣクラスの施設，常設耐震重要重大事故等対処設
備以外の常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設，可搬型重大事故等対処設備の波及的影響によって，その重大事故等
に対処するために必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言
機能要求②
評価要求

重大事故等対処施設に対し
波及的影響を及ぼすおそれ
のある施設

基本方針
設計方針
評価

91
b.　波及的影響に対する考慮
耐震重要施設は，耐震重要度の下位のクラスに属する施設の波及的影響によって，その安全機能が損なわれないものとする。

冒頭宣言 基本方針

基本方針

95

c. 建物・構築物への地下水の影響
耐震設計において地下水位の低下を期待する建物・構築物は，周囲の地下水を排水し，基礎スラブ底面レベル以深に地下水位を維持でき
るよう地下水排水設備（サブドレンポンプ，水位検出器等）を設置する。また，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，必要な機能が保
持できる設計とするとともに，非常用電源設備又は基準地震動Ｓｓによる地震力に対し機能維持が可能な発電機からの給電が可能な設計
とする。

定義
機能要求①
機能要求②
評価要求

基本方針
地下水排水設備（集水管・
サブドレン管・サブドレン
ピット・サブドレンシャフ
ト・サブドレンポンプ・揚
水管・水位検出器・制御
盤・電源）

設計方針
評価

98

(7)　地震による周辺斜面の崩壊に対する設計方針
耐震重要施設及び常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設については，基準地震動Ｓｓによる地震力により周
辺斜面の崩壊の影響がないことが確認された場所に設置する。
なお，耐震重要施設及び常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設周辺においては平坦な造成地であることから,
地震力に対して，施設の安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能に重大な影響を与えるような崩壊を起こすおそれのある斜
面はない。

定義 基本方針

基本方針 Ⅳ-1-1 耐震設計
の基本方針

7. 地震による周辺斜面の崩壊に対す
る設計方針

【7.地震による周辺斜面の崩壊に対する設計方針】
・耐震重要施設及び常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設については，基準地震動Ｓｓ
による地震力により周辺斜面の崩壊の影響がないことが確認された場所に設置する。具体的には，JEAG4601の安定性
評価の対象とすべき斜面や，土砂災害防止法での土砂災害警戒区域の設定離間距離を参考に，個々の斜面高を踏まえ
て対象斜面を抽出する。
・上記に基づく対象斜面の抽出については，事業指定(変更許可)申請書にて記載，確認されており，その結果，耐震
重要施設及び常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設周辺においては，地震力に対して，
施設の安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能に重大な影響を与えるような崩壊を起こすおそれのある
斜面はないことを確認している。

※補足すべき事項の対象なし

(4)　荷重の組合せと許容限界
耐震設計における荷重の組合せと許容限界は，以下によるものとする。
また，耐震設計においては，安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能である閉じ込め機能，プロセス量等の維持機能，掃気
機能，崩壊熱等の除去機能，臨界防止機能，遮蔽機能，落下・転倒防止機能，支援機能，ソースターム制限機能，放出量の監視機能，換
気機能，気密性，支持機能，操作場所及びアクセスルートの保持機能等を維持する設計とする。
上記の機能のうち，遮蔽機能，落下・転倒防止機能，気密性，支持機能，操作場所及びアクセスルートの保持機能等については，安全機
能を有する施設の耐震重要度及び重大事故等対処施設の設備分類に応じた地震力に対して，当該機能が要求される施設の構造強度を確保
することで，機能が維持できる設計とする。
閉じ込め機能，プロセス量等の維持機能，掃気機能，崩壊熱等の除去機能，臨界防止機能，支援機能，ソースターム制限機能，放出量の
監視機能，換気機能等については，構造強度を確保するとともに，当該機能が要求される各施設の特性に応じて許容限界を適切に設定す
る。

a.　耐震設計上考慮する状態
地震以外に設計上考慮する状態を以下に示す。
(a)　安全機能を有する施設
イ．建物・構築物
(イ)運転時の状態
再処理施設が運転している状態。
(ロ)設計用自然条件
設計上基本的に考慮しなければならない自然条件(積雪，風)。

61

基本方針
評価条件

基本方針定義

＜地下水排水設備＞
⇒地下水排水設備に関する設計の考え方を示すため，地下水排
水設備に関する設計内容について補足説明する。
・[補足耐36]建物・構築物周辺の設計用地下水位の設定につい
て

5. 機能維持の基本方針
5.2 機能維持

【5.機能維持の基本方針】
【5.2 機能維持 「(2) 機器・配管系」「b.重大事故等対処施設」「(a) 動的機能維持」】
・動的機能が要求される設備は，重大事故等対処施設の設備分類に応じた地震動に対して，「5.2(2)a.(a) 動的機能
維持」と同様の設計を行うことで，動的機能を維持する設計とする。
【5.2 機能維持 「(2) 機器・配管系」「b.重大事故等対処施設」「(b) 電気的機能維持」】
・電気的機能が要求される設備は，重大事故等対処施設の設備分類に応じた地震動に対して，「5.2(2)a.(b) 電気的
機能維持」と同様の設計を行うことで，電気的機能を維持する設計とする。
【5.2 機能維持 「(2) 機器・配管系」「b.重大事故等対処施設」「(c) 閉じ込め機能の維持」】
・閉じ込め機能の維持が要求される設備のうち，グローブボックスは，重大事故等対処施設の設備分類に応じた地震
動に対して，「5.2(2)a.(c) 閉じ込め機能の維持」と同様の設計を行うことで，閉じ込め機能が維持できる設計とす
る。
【5.2 機能維持 「(2) 重大事故等対処施設」「b.機器・配管系」「(d) 臨界防止機能の維持」】
・臨界防止機能の維持が要求される設備は，重大事故等対処施設の設備分類に応じた地震動に対して，
「5.2(2)a.(d) 臨界防止機能の維持」と同様の設計を行うことで，臨界防止機能が維持できる設計とする。
・これらの機能維持の考え方を，「Ⅳ－１－１－８　機能維持の基本方針」に示す。
・重大事故等対処施設の設計においては，設計基準事故時の状態と重大事故等時の状態での評価条件の比較を行い，
重大事故等時の状態の方が厳しい場合は別途，重大事故等時の状態にて設計を行う。

＜動的機能維持評価＞
⇒動的機能維持評価の評価対象の抽出及び評価方法について補
足説明する。
・[補足耐24]動的機能維持評価手法の適用について

＜電気的機能維持評価＞
⇒電気盤等の機能維持評価に用いる水平方向加速度の保守性に
対する確認結果について補足説明する。
・[補足耐25]電気的機能維持評価手法の適用について

Ⅳ-1-1 耐震設計
の基本方針

Ⅳ-1-1 耐震設計
の基本方針

6.構造計画と配置計画 【6.構造計画と配置計画】
・安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設の構造計画及び配置計画に際しては，地震の影響が低減されるよう
に考慮する。
・建物・構築物は，原則として剛構造とし，重要な建物・構築物は，地震力に対し十分な支持性能を有する地盤に支
持させる。剛構造としない建物・構築物は，剛構造と同等又はそれを上回る耐震安全性を確保する。
・耐震設計において地下水位の低下を期待する建物・構築物は，周囲の地下水を排出し，基礎スラブ底面レベル以深
に地下水位を維持できるよう地下水排水設備(サブドレンポンプ，水位検出器等)を設置する。
・地下水排水設備は，安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設に適用される要求事項を満足するよう設計す
る。また，上記より対象となる建物・構築物の評価に影響するため，建物・構築物の機能要求を満たすように，基準
地震動Ｓｓによる地震力に対して機能を維持するとともに，非常用電源設備又は基準地震動Ｓｓによる地震力に対し
機能維持が可能な発電機からの給電が可能な設計とすることとし，その評価を「Ⅳ－２－１　再処理設備本体等に係
る耐震性に関する計算書」のうち地下水排水設備の耐震性についての計算書に示す。
・機器・配管系は，応答性状を適切に評価し，適用する地震力に対して構造強度を有する設計とする。配置に自由度
のあるものは，耐震上の観点からできる限り重心位置を低くし，かつ，安定性のよい据え付け状態になるよう，「9.
機器・配管系の支持方針」に示す方針に従い配置する。
・建物・構築物の建屋間相対変位を考慮しても，建物・構築物及び機器・配管系の耐震安全性を確保する設計とす
る。
・下位クラス施設は，耐震重要施設及び常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設に対して
離隔を取り配置する，又は耐震重要施設の有する安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能を保持する設
計とする。
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基本設計方針の添付書類への展開
（第五条、第三十二条、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙３①
（Ⅳ-1-1_基本方針）(16/19)

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項展開先（小項目）

75

(a)　安全機能を有する施設
イ．建物・構築物
(イ)　Ｓクラスの建物・構築物(土木構造物を除く。)
ⅰ．基準地震動Ｓｓによる地震力との組合せに対する許容限界
建物・構築物全体としての変形能力(耐震壁のせん断ひずみ等)が終局耐力時の変形に対して十分な余裕を有し，部材・部位ごとのせん断
ひずみ・応力等が終局耐力時のせん断ひずみ・応力等に対して，妥当な安全余裕を有することとする。
なお，終局耐力とは，建物・構築物に対する荷重又は応力を漸次増大していくとき，その変形又はひずみが著しく増加するに至る限界の
最大耐力とし，既往の実験式等に基づき適切に定めるものとする。
ⅱ．弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力との組合せに対する許容限界
Ｓクラスの建物・構築物については，地震力に対しておおむね弾性状態に留まるように，発生する応力に対して，建築基準法等の安全上
適切と認められる規格及び基準による許容応力度を許容限界とする。

定義 基本方針

基本方針
評価方法

78

(ニ)　屋外重要土木構造物
ⅰ．基準地震動Ｓｓによる地震力との組合せに対する許容限界
構造部材の曲げについては限界層間変形角(層間変形角1/100)又は終局曲率，せん断についてはせん断耐力を許容限界とする。
なお，限界層間変形角，終局曲率及びせん断耐力の許容限界に対しては妥当な安全余裕を持たせることとする。
ⅱ．弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力との組合せに対する許容限界
地震力に対しておおむね弾性状態に留まるように，発生する応力に対して，安全上適切と認められる規格及び基準による許容応力度を許
容限界とする。

定義 基本方針

基本方針
評価方法

79
(ホ) その他の土木構造物
安全上適切と認められる規格及び基準による許容応力度を許容限界とする。

定義 基本方針

基本方針
評価方法

80

ロ．機器・配管系
(イ)　Ｓクラスの機器・配管系
ⅰ．基準地震動Ｓｓによる地震力との組合せに対する許容限界
塑性域に達するひずみが生じる場合であっても，その量が小さなレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有し，その施設の機能に
影響を及ぼすことがない限度に応力，荷重を制限する値を許容限界とする。
ⅱ．弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力との組合せに対する許容限界
発生する応力に対して，応答が全体的におおむね弾性状態に留まるように，降伏応力又はこれと同等の安全性を有する応力を許容限界と
する。

定義 基本方針

基本方針
評価方法

82

(b)　重大事故等対処施設
イ．建物・構築物
(イ)　常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物
上記(a)イ.(イ)ⅰ.を適用する。

定義 基本方針

基本方針
評価方法

86
(ホ)　設備分類の異なる重大事故等対処施設を支持する土木構築物
上記(a)イ．(ニ)ⅰ.又は(a)イ．(ニ)ⅱ.を適用するほか，土木構造物は，変形に対してその支持機能が損なわれない設計とする。なお，
当該施設を支持する土木構造物の支持機能が損なわれないことを確認する際の地震力は，支持される施設に適用される地震力とする。

定義 基本方針

基本方針
評価方法

87
ロ．機器・配管系
(イ)　常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系
上記(a)ロ.(イ)ⅰ.を適用する。

定義 基本方針

基本方針
評価方法

基本方針

(5)　設計における留意事項
a.　主要設備等，補助設備，直接支持構造物及び間接支持構造物
主要設備等，補助設備及び直接支持構造物については，耐震重要度に応じた地震力に十分耐えられる設計とするとともに，安全機能を有
する施設のうち，耐震重要施設に該当する設備は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対してその安全機能が損なわれるおそれがない設計と
する。

89 定義

基本方針 【9.機器・配管系の支持方針】
・機器・配管系本体については「5. 機能維持の基本方針」に基づいて耐震設計を行う。それらの支持構造物の設計
方針については，機器は形状，配置等に応じて個別に支持構造物の設計を行うこと，配管系，電気計測制御装置等は
設備の種類，配置に応じて各々標準化された支持構造物の中から選定することから，それぞれ「Ⅳ－１－１－10 機
器の耐震支持方針」，「Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針」，「Ⅳ－１－１－11－２　ダクトの耐震支持方
針」及び「Ⅳ－１－１－12 電気計測制御装置等の耐震支持方針」にて示す。
※機器・配管系の支持方法及び支持構造物の耐震設計方針の詳細を「Ⅳ－１－１－10　機器の耐震支持方針」，「Ⅳ
－１－１－11－１　配管の耐震支持方針」及び「Ⅳ－１－１－11－２　ダクトの耐震支持方針」に示す。また，電気
計測制御装置等及びその支持構造物の耐震設計の基本方針の詳細を「Ⅳ－１－１－12　電気計測制御装置等の耐震支
持方針」に示す。

9. 機器・配管系の支持方針Ⅳ-1-1 耐震設計
の基本方針

＜アンカー定着部について＞
⇒屋内設備のアンカー定着部におけるコンクリート部の健全性
確認方法について補足説明する。
・[補足耐22]屋内設備に対するアンカー定着部の評価について

＜機器・配管の相対変位に対する考慮＞
⇒機器と配管の取り合い部に対し，相対変位を考慮した設計内
容及び剛な機器，剛ではない機器の変位による影響について補
足説明する。
・[補足耐43]機器と配管の相対変位に対する設計上の扱いにつ
いて

Ⅳ-1-1 耐震設計
の基本方針

8.ダクティリティに関する考慮 【8.ダクティリティに関する考慮】
・再処理施設は，構造安全性を一層高めるために，材料の選定等に留意し，その構造体のダクティリティ＊を高める
よう設計する。具体的には，「Ⅳ－１－１－９ 構造計画，材料選択上の留意点」に示す。
注記　＊：地震時を含めた荷重に対して，施設に生じる応力値等が，ある値を超えた際に直ちに損傷に至らないこ
と，又は直ちに損傷に至らない能力・特性。

※補足すべき事項の対象なし
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基本設計方針の添付書類への展開
（第五条、第三十二条、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙３①
（Ⅳ-1-1_基本方針）(17/19)

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項展開先（小項目）

13
(b)耐震重要施設（(a)においてＳクラスに分類する施設をいう。）は，その供用中に大きな影響を及ぼすおそれがある地震動(事業指定
(変更許可)を受けた基準地震動(以下「基準地震動Ｓｓ」という。))による地震力に対してその安全機能が損なわれるおそれがない設計と
する。

冒頭宣言 基本方針

基本方針

14 (c)Ｓクラスの施設は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対してその安全機能が損なわれるおそれがない設計とする。
冒頭宣言
評価要求

Ｓクラスの施設

基本方針
評価

21
(e)Ｂクラス及びＣクラスの施設は，静的地震力に対しておおむね弾性状態に留まる範囲で耐えられる設計とする。また，Ｂクラスの施設
のうち，共振のおそれのある施設については，その影響についての検討を行う。検討に用いる地震動は，弾性設計用地震動Ｓｄに2分の1
を乗じたものとする。当該地震動による地震力は，水平2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて算定するものとする。

冒頭宣言
評価要求

基本方針(Ｂクラス及びＣ
クラスの施設)

基本方針
評価方法

22 (f)耐震重要施設は，耐震重要度の下位のクラスに属する施設の波及的影響によって，その安全機能を損なわない設計とする。
冒頭宣言
機能要求②
評価要求

耐震重要施設に対し波及的
影響を及ぼすおそれのある
耐震重要度の下位クラス施
設

基本方針
設計方針
評価

26
(b)常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，重大事故等に対処する
ために必要な機能が損なわれるおそれがない設計とする。

冒頭宣言
評価要求

常設耐震重要重大事故等対
処設備が設置される重大事
故等対処施設

基本方針
評価

30

(d)常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設は，代替する機能を有する安全機能
を有する施設が属する耐震重要度に適用される地震力に十分耐えることができる設計とする。
また，代替する安全機能を有する施設がない常設重大事故等対処設備は，安全機能を有する施設の耐震設計における耐震重要度の分類の
方針に基づき，重大事故等対処時の使用条件を踏まえて，当該設備の機能喪失により放射線による公衆への影響の程度に応じて分類し，
その地震力に対し十分に耐えることができる設計とする。

冒頭宣言
評価要求

常設耐震重要重大事故等対
処設備以外の常設重大事故
等対処設備が設置される重
大事故等対処施設
代替する安全機能を有する
施設がない常設重大事故等
対処設備

基本方針
評価

31
(e)常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設は，Ｂクラス及びＣクラスの施設，常設耐震重要重大事故等対処設
備以外の常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設，可搬型重大事故等対処設備の波及的影響によって，その重大事故等
に対処するために必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言
機能要求②
評価要求

重大事故等対処施設に対し
波及的影響を及ぼすおそれ
のある施設

基本方針
設計方針
評価

Ⅳ-1-1 耐震設計
の基本方針

　 【10.耐震計算の基本方針】
・耐震設計方針に基づいて設計した施設について，耐震計算を行うに当たり，既設工認で実績があり，かつ，最新の
知見に照らしても妥当な手法及び条件を用いることを基本とする。
・最新の知見を適用する場合は，その妥当性及び適用可能性を確認した上で適用する。
・耐震計算における動的地震力の水平方向及び鉛直方向の組合せについては，水平1方向及び鉛直方向地震力の組合
せで実施した上で，その計算結果に基づき水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せが耐震性に及ぼす影響を評価す
る。
・評価対象設備である配管系，機器(容器及びポンプ類)及び電気計装品(盤，装置及び器具)のうち，複数設備に共通
して適用する計算方法については「Ⅳ－１－１－11－１　配管の耐震支持方針」，「Ⅳ－１－１－11－２　ダクトの
耐震支持方針」及び「Ⅳ－１－２　耐震計算書作成の基本方針」に示す。
・評価に用いる温度については，最高使用温度及び環境温度を適切に考慮する。そのうち環境温度については，「Ⅵ
－１－１－４　安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明
書」の「1.3.2(1)b.　環境温度及び湿度による影響」に従う。

※補足すべき事項の対象なし
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基本設計方針の添付書類への展開
（第五条、第三十二条、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙３①
（Ⅳ-1-1_基本方針）(18/19)

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項展開先（小項目）

54

建物・構築物の動的解析においては，地下水排水設備による地下水位の低下を考慮して適切な解析手法を選定する。このうち，地下水排
水設備の外側に配置される建物・構築物については，施設の構造上の特徴，施設の周辺地盤及び周辺施設の配置状況を踏まえ，液状化に
よる影響が生じるおそれがある場合には，その影響について確認する。ここで，地震時の地盤の有効応力の変化に応じた影響を考慮する
場合は，有効応力解析を実施する。有効応力解析に用いる液状化強度特性は，敷地の原地盤における代表性及び網羅性を踏まえた上で保
守性を考慮して設定することを基本とする。

定義
評価要求

基本方針
屋外重要土木構造物
竜巻防護対策設備

基本方針
設計方針
評価方法
評価

56

建物・構築物のうち土木構造物の動的解析に当たっては，構造物と地盤の相互作用を考慮できる連成系の地震応答解析手法を用いる。地
震応答解析手法は，地盤及び構造物の地震時における非線形挙動の有無や程度に応じて，線形，等価線形又は非線形解析のいずれかによ
る。地盤の地震応答解析モデルは，構造物と地盤の動的相互作用を考慮できる有限要素法を用いる。構造物の地震応答解析に用いる減衰
定数については，地盤と構造物の非線形性を考慮して適切に設定する。

定義
評価要求

土木構造物

設計方針
評価方法
評価

95

c. 建物・構築物への地下水の影響
耐震設計において地下水位の低下を期待する建物・構築物は，周囲の地下水を排水し，基礎スラブ底面レベル以深に地下水位を維持でき
るよう地下水排水設備（サブドレンポンプ，水位検出器等）を設置する。また，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，必要な機能が保
持できる設計とするとともに，非常用電源設備又は基準地震動Ｓｓによる地震力に対し機能維持が可能な発電機からの給電が可能な設計
とする。

定義
機能要求①
機能要求②
評価要求

基本方針
地下水排水設備（集水管・
サブドレン管・サブドレン
ピット・サブドレンシャフ
ト・サブドレンポンプ・揚
水管・水位検出器・制御
盤・電源）

設計方針
評価

Ⅳ-1-1 耐震設計
の基本方針

10. 耐震計算の基本方針
10.1 建物・構築物

【10.耐震計算の基本方針】
【10.1 建物・構築物】
・建物・構築物の耐震評価においては，地下水排水設備による地下水位の低下を考慮し，設計用地下水位を基礎スラ
ブ上端レベルに設定する。
・地下水位を基礎スラブ以深に維持することから，地下水圧のうち側面からの圧力は考慮しないこととするが，揚圧
力については考慮することとする。

＜地下水排水設備＞
⇒地下水排水設備に関する設計の考え方を示すため，地下水排
水設備に関する設計内容について補足説明する。
・[補足耐36]建物・構築物周辺の設計用地下水位の設定につい
て

53

(b)　動的解析法
イ.　建物・構築物
動的解析に当たっては，対象施設の形状，構造特性，振動特性等を踏まえ，地震応答解析手法の適用性及び適用限界等を考慮のうえ，適
切な解析法を選定するとともに，建物・構築物に応じて十分な調査に基づく適切な解析条件を設定する。動的解析は，原則として，時刻
歴応答解析法を用いて求めるものとする。
また，３次元応答性状等の評価は，線形解析に適用可能な周波数応答解析法による。
建物・構築物の動的解析に当たっては，建物・構築物の剛性はそれらの形状，構造特性，振動特性，減衰特性を十分考慮して評価し，集
中質点系に置換した解析モデルを設定する。
動的解析には，建物・構築物と地盤の相互作用及び埋込み効果を考慮するものとし，解析モデルの地盤のばね定数は，基礎版の平面形
状，地盤の剛性等を考慮して定める。地盤の剛性等については，必要に応じて地盤の非線形応答を考慮することとし，地盤のひずみに応
じた地盤物性値に基づくものとする。設計用地盤定数の設定に当たっては，地盤の構造特性の考慮として，地震動評価で考慮した敷地全
体の地下構造との関係や対象建物・構築物の直下又は周辺の地質・速度構造の違いにも留意し，原則として，弾性波試験によるものを用
いる。

地盤－建物・構築物連成系の減衰定数は，振動エネルギの地下逸散及び地震応答における各部のひずみレベルを考慮して定める。
基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄに対する応答解析において，主要構造要素がある程度以上弾性範囲を超える場合には，実験等
の結果に基づき，該当する建物部分の構造特性に応じて，その弾塑性挙動を適切に模擬した復元力特性を考慮した応答解析を行う。
また，Ｓクラスの施設を支持する建物・構築物及び常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設を支持する建物・
構築物の支持機能を検討するための動的解析において，当該施設を支持する建物・構築物の主要構造要素がある程度以上弾性範囲を超え
る場合には，その弾塑性挙動を適切に模擬した復元力特性を考慮した応答解析を行う。

地震応答解析に用いる材料定数については，地盤の諸定数も含めて材料のばらつきによる変動幅を適切に考慮する。また，材料のばらつ
きによる変動が建物・構築物の振動性状や応答性状に及ぼす影響として考慮すべき要因を選定した上で，選定された要因を考慮した動的
解析により設計用地震力を設定する。

定義
評価要求

基本方針
Ｓクラスの施設
常設耐震重要重大事故等対
処設備が設置される重大事
故等対処施設
上記の間接支持構造物

評価方法
評価

10.耐震計算の基本方針
10.1 建物・構築物

【10.耐震計算の基本方針】
【10.1 建物・構築物】
・建物・構築物の評価は，基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄを基に設定した入力地震動に対する構造全体と
しての変形，並びに地震応答解析による地震力及び「4.　設計用地震力」で示す設計用地震力による適切な応力解析
に基づいた地震応力と，組み合わすべき地震力以外の荷重により発生する局部的な応力が，「5.　機能維持の基本方
針」で示す許容限界内にあることを確認すること(解析による設計)により行う。
・評価手法は，以下に示す解析法によりJEAG4601に基づき実施することを基本とする。また，評価に当たっては，材
料物性のばらつき等を適切に考慮する。
　・時刻歴応答解析法
　・FEM等を用いた応力解析法
　・スペクトルモーダル解析法
・このうち，地下水排水設備の外側に配置される建物・構築物については，施設の構造上の特徴，施設の周辺地盤及
び周辺施設の配置状況を踏まえ，液状化による影響が生じるおそれがある場合には，その影響について確認する。こ
こで，地震時の地盤の有効応力の変化に応じた影響を考慮する場合は，有効応力解析を実施する。有効応力解析に用
いる液状化強度特性は，敷地の原地盤における代表性及び網羅性を踏まえた上で保守性を考慮して設定する。。
・具体的な評価手法は，「Ⅳ－２ 再処理施設の耐震性に関する計算書」に示す。
・設備の補強や追加等の改造工事に伴う地震応答解析モデルに重量増加を反映していない施設については，重量増加
による影響検討を行い，影響が否定できない施設は地震応答解析モデルに反映する。影響が軽微な施設は影響検討し
た結果を「Ⅳ－２－１　再処理設備本体等に係る耐震性に関する計算書」の地震応答計算書に示す。
※地震応答解析における解析条件及び方法の詳細については「Ⅳ－１－１－５　地震応答解析の基本方針」に示す。

＜既設工認と今回設工認の解析モデル及び手法の比較＞
⇒地震応答解析及び応力解析における解析モデルの設定根拠を
示すため，既設工認と今回設工認の解析モデル及び手法の比較
について補足説明する。
・[補足耐31]地震応答解析及び応力解析における既設工認と今
回設工認の解析モデル及び手法の比較
・[補足耐46]土木構造物の地震応答解析における既設工認と今
回設工認の解析モデル及び手法の比較について
・[補足耐66]地震応答解析及び応力解析における既設工認と今
回設工認の解析モデル及び手法の比較

＜地盤ばね，スケルトンカーブの設定＞
⇒地震応答解析に用いる地盤ばね，スケルトンカーブに関する
根拠を示すため，地盤ばね，スケルトンカーブの設定内容につ
いて補足説明する。
・[補足耐32]「建屋側面地盤ばね」及び「地盤のひずみ依存特
性」の評価手法について
・[補足耐33]地震応答解析における耐震壁のせん断スケルトン
カーブの設定
・[補足耐62]地震応答解析における支持架構のせん断スケルト
ンカーブの設定

＜隣接建屋の影響＞
⇒隣接建屋の影響検討に関する根拠を示すため，隣接建屋の検
討方法等の内容について補足説明する。
・[補足耐34]隣接建屋の影響に関する検討(建物，屋外機械基
礎)
・[補足耐55]隣接建屋の影響に関する検討（土木構造物）
⇒隣接建屋の影響を考慮した応答に対する検討内容及び影響評
価結果について補足説明する。
・[補足耐35]隣接建屋の影響に対する影響評価について(機
器・配管系)

＜液状化による影響＞
⇒液状化による影響評価に関する根拠を示すため，設計用地下
水位の設定内容，液状化による影響評価内容及び液状化の評価
条件となるパラメータについて補足説明する。
・[補足耐50]土木構造物の液状化の影響評価について
・[補足耐36]建物・構築物周辺の設計用地下水位の設定につい
て
・[補足盤1]地盤の支持性能について
⇒液状化による影響について設計用床応答曲線と液状化影響を
考慮した床応答曲線との比較等，影響確認結果について補足説
明する。
・[補足耐3]土木構造物の液状化に伴う機電設備の影響評価に
ついて

＜材料物性のばらつき＞
⇒動的解析における材料物性のばらつきの考慮に関する根拠を
示すため，ばらつきの考慮に係る検討内容について補足説明す
る。
・[補足耐9]地震応答解析における材料物性のばらつきに関す
る検討
・[補足耐11]竜巻防護対策設備の地震応答解析における材料物
性のばらつきに伴う影響評価について
・[補足耐67]排気筒の地震応答解析における材料物性のばらつ
きに伴う影響評価について
・[補足耐49]土木構造物の地震応答解析における材料物性のば
らつきに関する検討について
⇒建物，構築物の材料物性のばらつきの影響を考慮した応答に
対する検討内容及び影響評価結果について補足説明する。
・[補足耐10]地震応答解析における材料物性のばらつきに伴う
影響評価について(機器，配管系)

＜減衰定数の設定＞
⇒地震応答解析に用いる減衰定数に関する根拠を示すため，減
衰定数の設定内容について補足説明する。
・[補足耐5]地震応答解析モデルに用いる鉄筋コンクリート造
部の減衰定数に関する検討
・[補足耐47]土木構造物の耐震安全性評価における共通事項に
ついて

＜既設工認からの変更点＞
⇒耐震設計における補強，評価条件及び計算式の変更など既設
工認からの変更内容について補足説明する。
・[補足耐42]既設工認からの変更点について
・[補足耐63]排気筒の耐震性評価に関する補足説明

＜耐震評価上の補足事項＞
⇒耐震評価における評価条件等の設定について補足説明する。
・[補足耐54]耐震評価上の補足事項について

Ⅳ-1-1 耐震設計
の基本方針
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基本設計方針の添付書類への展開
（第五条、第三十二条、第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙３①
（Ⅳ-1-1_基本方針）(19/19)

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項展開先（小項目）
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d. 一関東評価用地震動(鉛直)
基準地震動Ｓｓ－Ｃ４は，水平方向の地震動のみであることから，水平方向と鉛直方向の地震力を組み合わせた影響評価を行う場合に
は，工学的に水平方向の地震動から設定した鉛直方向の評価用地震動(以下「一関東評価用地震動(鉛直)」という。)による地震力を用い
て，水平方向と鉛直方向の地震力を組み合わせた影響が考えられる施設に対して，許容限界の範囲内に留まることを確認する。

定義
評価要求

Ｓクラスの施設
常設耐震重要重大事故等対
処設備が設置される重大事
故等対処施設
上記の間接支持構造物

基本方針
評価

Ⅳ-1-1 耐震設計
の基本方針

10. 耐震計算の基本方針
10.1 建物・構築物

【10.耐震計算の基本方針】
【10.1 建物・構築物】
・基準地震動Ｓｓ－Ｃ４は，水平方向の地震動のみであることから，水平方向と鉛直方向の地震力を組み合わせた影
響評価に当たっては，工学的に水平方向の地震動から設定した鉛直方向の評価用地震動(以下「一関東評価用地震動
(鉛直)」という。)による地震力を用いた場合においても，水平方向と鉛直方向の地震力を組み合わせた影響が考え
られる施設に対して，許容限界の範囲内に留まることを確認する。具体的には，一関東評価用地震動(鉛直)を用いた
場合の応答と基準地震動Ｓｓの応答との比較により，基準地震動Ｓｓを用いて評価した施設の耐震安全性に影響を与
えないことを確認する。なお，施設の耐震安全性へ影響を与える可能性がある場合には詳細評価を実施する。影響評
価結果については，「Ⅳ－２－４－１ 一関東評価用地震動（鉛直）に関する影響評価結果」に示す。
・一関東評価用地震動(鉛直)の設計用応答スペクトルを第10.1-1図に，設計用模擬地震波の加速度時刻歴波形を第
10.1-2図に示す。また，弾性設計用地震動Ｓｄに対応するものとして，一関東評価用地震動（鉛直）に対して係数
0.5を乗じた地震動の設計用応答スペクトルを第10.1-3図に，加速度時刻歴を第10.1-4図に示す。

＜一関東評価用地震動（鉛直）＞
⇒一関東評価用地震動（鉛直）を用いた影響評価に関する検討
内容及び影響評価結果について補足説明する。
・[補足耐17]一関東評価用地震動(鉛直)に対する影響評価につ
いて(建物，屋外機械基礎)
・[補足耐18]竜巻防護対策設備の一関東評価用地震動（鉛直）
に対する影響評価について
・[補足耐48]土木構造物の一関東評価用地震動（鉛直）に対す
る影響評価について
・[補足耐64]排気筒の一関東評価用地震動(鉛直)に対する影響
評価について

58
ロ.　機器・配管系
動的解析による地震力の算定に当たっては，地震応答解析手法の適用性，適用限界等を考慮のうえ，適切な解析法を選定するとともに，
解析条件として考慮すべき減衰定数，剛性等の各種物性値は，適切な規格及び基準又は試験等の結果に基づき設定する。

定義 基本方針

設計方針
評価条件

80

ロ．機器・配管系
(イ)　Ｓクラスの機器・配管系
ⅰ．基準地震動Ｓｓによる地震力との組合せに対する許容限界
塑性域に達するひずみが生じる場合であっても，その量が小さなレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有し，その施設の機能に
影響を及ぼすことがない限度に応力，荷重を制限する値を許容限界とする。
ⅱ．弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力との組合せに対する許容限界
発生する応力に対して，応答が全体的におおむね弾性状態に留まるように，降伏応力又はこれと同等の安全性を有する応力を許容限界と
する。

定義 基本方針

基本方針
評価方法

87
ロ．機器・配管系
(イ)　常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系
上記(a)ロ.(イ)ⅰ.を適用する。

定義 基本方針

基本方針
評価方法
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d. 一関東評価用地震動(鉛直)
基準地震動Ｓｓ－Ｃ４は，水平方向の地震動のみであることから，水平方向と鉛直方向の地震力を組み合わせた影響評価を行う場合に
は，工学的に水平方向の地震動から設定した鉛直方向の評価用地震動(以下「一関東評価用地震動(鉛直)」という。)による地震力を用い
て，水平方向と鉛直方向の地震力を組み合わせた影響が考えられる施設に対して，許容限界の範囲内に留まることを確認する。

定義
評価要求

Ｓクラスの施設
常設耐震重要重大事故等対
処設備が設置される重大事
故等対処施設
上記の間接支持構造物

基本方針
評価

Ⅳ-1-1 耐震設計
の基本方針

10.耐震計算の基本方針
10.2 機器・配管系

【10.耐震計算の基本方針】
【10.2 機器・配管系】
・一関東評価用地震動(鉛直)を用いた建物・構築物の応答結果を用いた機器・配管系の影響評価結果については，
「Ⅳ－２－４－１ 一関東評価用地震動(鉛直)に関する影響評価結果」に示す。
・影響評価に当たっては水平方向と鉛直方向の地震力を組み合わせた影響が考えられる施設に対して，許容限界の範
囲内に留まることを確認する。具体的には，一関東評価用地震動(鉛直)を用いた場合の応答と基準地震動Ｓｓの応答
との比較により，基準地震動Ｓｓを用いて評価した施設の耐震安全性に影響を与えないことを確認する。なお，施設
の耐震安全性へ影響を与える可能性がある場合には詳細評価を実施する。

＜一関東評価用地震動（鉛直）＞
⇒一関東評価用地震動（鉛直）を用いた影響評価に関する検討
内容及び影響評価結果について示す。
・[補足耐19]一関東評価用地震動(鉛直)に対する影響評価につ
いて(機器・配管系)

59

機器については，形状，構造特性等を考慮して，代表的な振動モードを適切に表現できるよう質点系モデル，有限要素モデル等に置換
し，設計用床応答曲線を用いたスペクトルモーダル解析法又は時刻歴応答解析法により応答を求める。
また，時刻歴応答解析法及びスペクトルモーダル解析法を用いる場合は地盤物性等のばらつきを適切に考慮する。スペクトルモーダル解
析法には地盤物性等のばらつきを考慮した床応答曲線を用いる。
配管系については，適切なモデルを作成し，設計用床応答曲線を用いたスペクトルモーダル解析法により応答を求める。
スペクトルモーダル解析法及び時刻歴応答解析法の選択に当たっては，衝突・すべり等の非線形現象を模擬する観点又は既往研究の知見
を取り入れ実機の挙動を模擬する観点で，建物・構築物の剛性及び地盤物性のばらつきへの配慮をしつつ時刻歴応答解析法を用いる等，
解析対象とする現象，対象設備の振動特性・構造特性等を考慮し適切に選定する。
また，設備の3次元的な広がりを踏まえ，適切に応答を評価できるモデルを用い，水平2方向及び鉛直方向の応答成分について適切に組み
合わせるものとする。
なお，剛性の高い機器・配管系は，その設置床面の最大床応答加速度の1.2倍の加速度を静的に作用させて地震力を算定する。

定義
評価要求

基本方針
施設共通　基本設計方針
(機器・配管系の動的解析
方法)

設計方針
評価条件
評価方法

10.耐震計算の基本方針
10.2 機器・配管系

【10.耐震計算の基本方針】
【10.2 機器・配管系】
・機器・配管系の評価は，「4.設計用地震力」で示す設計用地震力による適切な応力解析に基づいた地震応力と，組
み合わすべき他の荷重による応力との組合せ応力が「5.機能維持の基本方針」で示す許容限界内にあることを確認す
ること(解析による設計)により行う。
・評価手法は，以下に示す解析法によりJEAG4601に基づき実施することを基本とし，その他の手法を適用する場合は
適用性を確認の上適用することとする。なお，時刻歴応答解析法及びスペクトルモーダル解析法を用いる場合は，材
料物性のばらつき等を適切に考慮する。
　・スペクトルモーダル解析法
　・時刻歴応答解析法
　・定式化された計算式を用いた解析法
　・FEM等を用いた応力解析法
・機器・配管系については，解析方法及び解析モデルを機器，配管系ごとに設定するとともに，安全機能に応じた評
価を行う。
・これら機器，配管系ごとに適用する解析方法及び解析モデルを「Ⅳ－１－１－５　地震応答解析の基本方針」の
「2.2(2)　解析方法及び解析モデル」に示す。
・具体的な評価手法は，「Ⅳ－１－１－10 機器の耐震支持方針」，「Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針」，
「Ⅳ－１－１－11－２ ダクトの耐震支持方針」及び「Ⅳ－１－２ 耐震計算書作成の基本方針」に示す。
・地震時及び地震後に機能維持が要求される設備については，地震応答解析により機器・配管系に作用する加速度が
振動試験又は解析等により機能が維持できることを確認した加速度(動的機能維持確認済加速度又は電気的機能維持
確認済加速度)以下，若しくは，静的又は動的解析により求まる地震荷重が許容荷重以下となることを確認する。
・水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価については，「Ⅳ－２－３ 水平２方向及び鉛直方向地震
力の組合せに関する影響評価結果」に示す。
※地震応答解析における解析条件及び方法の詳細については「Ⅳ－１－１－５　地震応答解析の基本方針」に示す。
※地震応答解析における地震力のうち設計用床応答曲線の詳細な作成方法について「Ⅳ－１－１－６　設計用床応答
曲線の作成方針」に示す。
※水平2方向及び鉛直報告の組合せに関する影響評価については，「Ⅳ－２－３　水平２方向及び鉛直方向地震力の
組合せに関する影響評価結果」に示す。
※機器・配管系の支持方法及び支持構造物の耐震設計方針の詳細を「Ⅳ－１－１－10　機器の耐震支持方針」，「Ⅳ
－１－１－11－１　配管の耐震支持方針」，「Ⅳ－１－１－11－２　ダクトの耐震支持方針」及び「Ⅳ－１－１－12
電気計測制御支持方針」に示す。
※基本方針に基づく耐震計算全体の流れのうち，機器の耐震計算全般に適用する評価条件及び複数の機器に共通して
用いる計算方法の詳細を「Ⅳ－１－２　耐震計算書作成の基本方針」に示す。
※水平2方向の影響評価方針の詳細については「Ⅳ－１－１－７　水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する
影響評価方針」に示す。

＜減衰定数の適用＞
⇒機器・配管系の耐震評価に新たに適用した減衰定数(鉛直方
向の減衰定数，最新知見に基づいた減衰定数)の考え方，適用
性について補足説明する。
・[補足耐6]新たに適用した減衰定数について

＜材料物性のばらつき＞
⇒建物，構築物の材料物性のばらつきの影響を考慮した応答に
対する検討内容及び影響評価結果について補足説明する。
・[補足耐10]地震応答解析における材料物性のばらつきに伴う
影響評価について(機器，配管系)

＜鉛直方向の動的地震力考慮における影響＞
⇒鉛直方向地震力の導入により浮き上がり等の影響を受ける設
備の抽出，影響確認内容及び確認結果について補足説明する。
・[補足耐15]鉛直方向の動的地震力考慮による設備の浮き上が
り等の影響について

＜SRSS法の適用性＞
⇒鉛直方向の動的地震力考慮に伴うSRSS法適用の妥当性につい
て補足説明する。
・[補足耐16]水平方向と鉛直方向の動的地震力の二乗和平方根
(SRSS)法による組合せについて

＜Sd評価結果の記載方法＞
⇒Sクラス設備の耐震計算書におけるSd評価結果の記載方法に
ついて補足説明する。
・[補足耐20]耐震Ｓクラス設備の耐震計算書におけるＳｄ評価
結果の記載方法

＜動的機能維持評価＞
⇒動的機能維持評価の評価対象の抽出及び評価方法について補
足説明する。
・[補足耐24]動的機能維持評価手法の適用について

＜電気的機能維持評価＞
⇒電気盤等の機能維持評価に用いる水平方向加速度の保守性に
対する確認結果について補足説明する。
・[補足耐25]電気的機能維持評価手法の適用について

＜固有周期の算出＞
⇒固有周期を算出せず剛とみなしている設備の固有周期の考え
方及び固有周期算出結果について補足説明する。
・[補足耐37]剛な設備の固有周期の算出について

＜機器・配管系の類型化＞
⇒設備の構造及び要求される安全機能に応じて設定した評価手
法ごとの計算式の分類を踏まえ機器・配管系に対する類型化の
分類の考え方について補足説明する。
・[補足耐38]機器・配管系の類型化に対する分類の考え方につ
いて

＜配管系の評価手法＞
⇒配管系の耐震評価における配管，ダクト等の標準支持間隔法
の設計内容及び保守性について補足説明する。
・[補足耐40]配管系の評価手法(定ピッチスパン法)について

＜既設工認からの変更点＞
⇒耐震設計における補強，評価条件及び計算式の変更など既設
工認からの変更内容について補足説明する。
・[補足耐42]既設工認からの変更点について

＜ダクトの耐震設計について＞
⇒ダクト評価で用いる補正係数，安全係数の設定根拠について
補足説明する。
・[補足耐44]ダクト評価で用いる補正係数，安全係数の設定根
拠について

＜耐震評価上の補足事項＞
⇒耐震評価における評価条件等の設定について補足説明する。
・[補足耐54]耐震評価上の補足事項について

Ⅳ-1-1 耐震設計
の基本方針
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基本設計方針の添付書類への展開
（第五条（安全機能を有する施設の地盤）、第三十二条（重大事故等対処施設の地盤）、

第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙３②
全体 (1/97)

1. 1.1 1.1.1 (1) a. (a) イ. (イ)以降 １回 第１回　記載概要 ２回 第２回　記載概要

Ⅳ 再処理施設の耐震性に関する説明書
Ⅳ-1 再処理施設の耐震性に関する基本方針

Ⅳ-1-1 耐震設計の基本方針
Ⅳ-1-1-1 基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄの概要
Ⅳ-1-1-2 地盤の支持性能に係る基本方針

Ⅳ-1-1-3
重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本
方針

Ⅳ-1-1-4 波及的影響に係る基本方針
Ⅳ-1-1-5 地震応答解析の基本方針

Ⅳ-1-1-5別紙 地震観測網について
Ⅳ-1-1-6 設計用床応答曲線の作成方針

Ⅳ-1-1-6別紙1 安全機能を有する施設の設計用床応答曲線

Ⅳ-1-1-7
水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評
価方針

Ⅳ-1-1-8 機能維持の基本方針
Ⅳ-1-1-9 構造計画，材料選択上の留意点
Ⅳ-1-1-10 機器の耐震支持方針
Ⅳ-1-1-11 配管系の耐震支持方針

Ⅳ-1-1-11-1 配管の耐震支持方針
Ⅳ-1-1-11-1別紙1 安全機能を有する施設の直管部標準支持間隔
Ⅳ-1-1-11-1別紙2 重大事故等対処施設の直管部標準支持間隔

Ⅳ-1-1-11-2 ダクトの耐震支持方針
Ⅳ-1-1-11-2別紙1 安全機能を有する施設の直管部標準支持間隔

Ⅳ-1-1-11-2別紙2 重大事故等対処施設の直管部標準支持間隔

Ⅳ-1-1-12 電気計測制御装置等の耐震支持方針
Ⅳ-1-1-13 地震時の臨界安全性検討方針

Ⅳ-1-2 耐震計算書作成の基本方針

Ⅳ-1-2-1 機器の耐震性に関する計算書作成の基本方針

Ⅳ-1-2-2 配管系の耐震性に関する計算書作成の基本方針

Ⅳ-2 再処理施設の耐震性に関する計算書
Ⅳ-2-1 再処理設備本体等に係る耐震性に関する計算書

Ⅳ-2-1-1 建物・構築物
・再処理設備本体等に係る建物・構築物の
耐震評価結果について記載。

○ 当該回次の申請施設に係る建物・構築物の耐震評価結果の説明 ○ 当該回次の申請施設に係る建物・構築物の耐震評価結果の説明

【建物・構築物】
・[補足耐31]地震応答解析及び応力
解析における既設工認と今回設工認
の解析モデル及び手法の比較
・[補足耐66]地震応答解析及び応力
解析における既設工認と今回設工認
の解析モデル及び手法の比較

Ⅳ-2-1-2 機器・配管系
再処理設備本体等に係る機器・配管系の耐
震評価結果について記載。

○ 当該回次の申請施設に係る機器・配管系の耐震評価結果の説明 ○ 当該回次の申請施設に係る機器・配管系の耐震評価結果の説明

【機器・配管系】
・[補足耐42]既設工認からの変更点
について
・[補足耐54]耐震評価上の補足事項
について

Ⅳ-2-2
波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設の耐
震評価結果

Ⅳ-2-2-1
波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設の耐
震評価方針

Ⅳ-2-2-2
波及的影響をおよぼすおそれのある下位クラス施設の
耐震性についての計算書

Ⅳ-2-2-2-1 建物・構築物
波及的影響の設計対象とする下位クラス施
設の建物・構築物の耐震評価結果について
記載。

○
当該回次の申請施設に係る波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の耐震評価
結果の説明(建物・構築物)

○
当該回次の申請施設に係る波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の耐震評価
結果の説明(建物・構築物)

－

Ⅳ-2-2-2-2 機器・配管系
波及的影響の設計対象とする下位クラス施
設の機器・配管系の耐震評価結果について
記載。

○
当該回次の申請施設に係る波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の耐震評価
結果の説明(機器・配管系)

○
当該回次の申請施設に係る波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の耐震評価
結果の説明(機器・配管系)

－

Ⅳ-2-3
水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評
価結果

Ⅳ-2-3-1 建物・構築物
水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関
する建物・構築物の影響評価結果について
記載。

○
当該回次の申請施設に係る水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する建物・構
築物の影響評価結果の説明

○
当該回次の申請施設に係る水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する建物・構
築物の影響評価結果の説明の追加

・[補足耐56]竜巻防護対策設備の水
平2方向及び鉛直方向地震力の組合
せに関する設備の抽出及び考え方に
ついて
・[補足耐65]排気筒の水平2方向及
び鉛直方向地震力の組合せに関する
設備の抽出及び考え方について

Ⅳ-2-3-2 機器・配管系
水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関
する機器・配管系の影響評価結果について
記載。

○
当該回次の申請施設に係る水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する機器・配
管系の影響評価結果の説明

○
当該回次の申請施設に係る水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する機器・配
管系の影響評価結果の説明

－

再処理目次
再処理添付書類構成案 記載概要

申請回次
補足説明資料

基本⽅針単位に展開しているため
展開先を参照

評価⽅針として展開しているため展開先を参照
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基本設計方針の添付書類への展開
（第五条（安全機能を有する施設の地盤）、第三十二条（重大事故等対処施設の地盤）、

第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙３②
全体 (2/97)

1. 1.1 1.1.1 (1) a. (a) イ. (イ)以降 １回 第１回　記載概要 ２回 第２回　記載概要
再処理目次

再処理添付書類構成案 記載概要
申請回次

補足説明資料

Ⅳ-2-4 耐震性に関する影響評価結果

Ⅳ-2-4-1 一関東評価用地震動(鉛直)に関する影響評価結果

Ⅳ-2-4-1-1 建物・構築物
一関東評価用地震動(鉛直)による建物・構
築物の影響評価結果について記載。

○
当該回次の申請施設に係る一関東評価用地震動(鉛直)による建物・構築物の影響評
価結果の説明

○
当該回次の申請施設に係る一関東評価用地震動(鉛直)による建物・構築物の影響評
価結果の説明

Ⅳ-2-4-1-2 機器・配管系
一関東評価用地震動(鉛直)による機器・配
管系の影響評価結果について記載。

○
当該回次の申請施設に係る一関東評価用地震動(鉛直)による機器・配管系の影響評
価結果の説明

○
当該回次の申請施設に係る一関東評価用地震動(鉛直)による機器・配管系の影響評
価結果の説明

Ⅳ-2-4-2 隣接建屋に関する影響評価結果

Ⅳ-2-4-2-1 建物・構築物
隣接建屋による建物・構築物の影響評価結
果について記載。

○ 当該回次の申請施設に係る隣接建屋による建物・構築物の影響評価結果の説明 ○ 当該回次の申請施設に係る隣接建屋による建物・構築物の影響評価結果の説明 －

Ⅳ-2-4-2-2 機器・配管系
隣接建屋による機器・配管系の影響評価結
果について記載。

○ 当該回次の申請施設に係る隣接建屋による機器・配管系の影響評価結果の説明 ○ 当該回次の申請施設に係る隣接建屋による機器・配管系の影響評価結果の説明 －

Ⅳ-2-4-3 液状化に関する影響評価結果

Ⅳ-2-4-3-1 建物・構築物
液状化による建物・構築物の影響評価結果
について記載。

－ 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○ 当該回次の申請施設に係る液状化による建物・構築物の影響評価結果の説明 －

Ⅳ-2-4-3-2 機器・配管系
液状化によるによる機器・配管系の影響評
価結果について記載。

－ 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○ 当該回次の申請施設に係る液状化による機器・配管系の影響評価結果の説明 －

Ⅳ-3 計算機プログラム(解析コード)の概要
耐震性に関する計算書で用いる計算機プロ
グラム(解析コード)の概要について記載。

○
当該回次の申請施設に係る耐震性に関する計算書で用いる計算機プログラム(解析
コード)の概要の説明

○
当該回次の申請施設に係る耐震性に関する計算書で用いる計算機プログラム(解析
コード)の概要の説明の追加

【建物・構築物，機器・配管系】
・[補足耐45]計算機プログラム（解
析コード）の概要について

Ⅳ-4 火災防護設備の耐震性に関する説明書

Ⅳ-4-1 火災防護設備の耐震計算の基本方針

Ⅳ-6-2-3 可搬型重大事故等対処設備等の耐震性に関する説明書

－：当該申請回次で記載しない項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
○：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
・「申請回次」について
凡例

【建物・構築物，機器・配管系】
・[補足耐18]竜巻防護対策設備の一
関東評価用地震動(鉛直)に対する影
響評価について
・[補足耐64]排気筒の一関東評価用
地震動(鉛直)に対する影響評価につ
いて

基本⽅針及び評価⽅針として展開しているため展開先を参照
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基本設計方針の添付書類への展開
（第五条（安全機能を有する施設の地盤）、第三十二条（重大事故等対処施設の地盤）、

第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙３②
(Ⅳ-1-1_耐震設計)(3/97)

1. 1.1 1.1.1 (1) a. (a) イ. (イ)以降 １回 第１回　記載概要 ２回 第２回　記載概要

Ⅳ-1-1 耐震設計の基本方針

1. 概要

・再処理施設の耐震設計が「再処理施設の
技術基準に関する規則」第五条及び第三十
二条(地盤)，第六条及び第三十三条(地震に
よる損傷の防止)に適合することを説明す
る。
・上記条文以外への適合性を説明する各資
料にて基準地震動に対して機能を保持する
としているものとして，第十一条 (火災等
による損傷の防止)に係る火災防護設備の耐
震性については「Ⅳ－４ 火災防護設備の耐
震性に関する説明書」にて説明する。第三
十五条(火災等による損傷の防止)に係る火
災防護設備の耐震性については「Ⅳ－４ 火
災防護設備の耐震性に関する説明書」，第
十二条（再処理施設内における溢水による
損傷の防止）及び第十三条（再処理施設内
における化学薬品の漏えいによる損傷の防
止）に係る溢水防護設備，化学薬品防護設
備の耐震性については「Ⅳ－５ 溢水及び化
学薬品への配慮が必要な施設の耐震性に関
する説明書」にて説明する。また，第三十
六条（重大事故等対処設備）に係る地震を
要因とする重大事故等に対する施設の耐震
性については「Ⅳ－６ 地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震性に関する説
明書」にて説明する。

○
再処理施設の耐震設計が技術基準規則の第５条，第６条に適合することについて説
明

○

再処理施設の耐震設計が技術基準規則の第32条，第33条に適合することについて説
明を追加

第36条要求による耐震性を説明する添付書類展開先の説明を追加

第5条及び第32条，第6条及び第33条以外の条文への適合性を示す添付書類におい
て，基準地震動に対して機能を保持するとしている設備の耐震性を説明する添付書
類展開先の説明を追加

【建物・構築物，機器・配管系】
・[補足耐1]耐震評価対象の網羅
性，既設工認との手法の相違点の整
理について（建物・構築物，機器・
配管系）

2. 耐震設計の基本方針

2.1 基本方針

・再処理施設の耐震設計は，安全機能を有
する施設については，地震により安全機能
が損なわれるおそれがないこと，重大事故
等対処施設については地震により重大事故
至るおそれがある事故又は重大事故に対処
するために必要な機能が損なわれるおそれ
がないことを目的とし，「技術基準規則」
に適合する設計とする。
・「Ⅳ 耐震性に関する説明書」における建
物・構築物とは，建物，構築物及び土木構
造物(屋外重要土木構造物及びその他の土木
構造物)の総称とする。再処理施設の構築物
は，屋外機械基礎，竜巻防護対策設備及び
排気筒であり，土木構造物は洞道である。
また，屋外重要土木構造物とは，耐震安全
上重要な機器・配管系の間接支持機能を求
められる土木構造物をいう。
・施設の設計にあたり考慮する，基準地震
動及び弾性設計用地震動の概要を「Ⅳ－１
－１－１ 基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地
震動Ｓｄの概要」に示す。

○ 安全機能を有する施設に関する基本方針の概要について説明 ○ 重大事故等対処施設の説明を追加
【建物・構築物】
・[補足耐2]洞道の設工認申請上の
取り扱いについて

再処理添付書類構成案 記載概要
申請回次

補足説明資料
再処理目次
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基本設計方針の添付書類への展開
（第五条（安全機能を有する施設の地盤）、第三十二条（重大事故等対処施設の地盤）、

第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙３②
(Ⅳ-1-1_耐震設計)(4/97)

1. 1.1 1.1.1 (1) a. (a) イ. (イ)以降 １回 第１回　記載概要 ２回 第２回　記載概要
再処理添付書類構成案 記載概要

申請回次
補足説明資料

再処理目次

a. 安全機能を有する施設は，地震の発生に
よって生ずるおそれがある安全機能の喪失
及びそれに続く放射線による公衆への影響
を防止する観点から，各施設の安全機能が
喪失した場合の影響の相対的な程度(以下
「耐震重要度」という。)に応じて，Ｓクラ
ス，Ｂクラス及びＣクラスに分類し，それ
ぞれの耐震重要度に応じた地震力に十分耐
えられる設計とする。

○ 安全機能を有する施設の耐震重要度の分類の方針について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

b. 耐震重要施設は，その供用中に大きな影
響を及ぼすおそれがある地震動(事業指定
(変更許可)を受けた基準地震動)による地震
力に対して，その安全機能が損なわれるお
それがない設計とする。

○ 安全機能を有する施設のうち耐震重要施設の設計方針について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

(1)

－△ 第１回での説明から追加事項なしＳクラス施設の耐震設計方針について説明

安全機能を有する施設

c. Ｓクラスの施設は，基準地震動Ｓｓによ
る地震力に対してその安全機能が損なわれ
るおそれがない設計とする。
・建物・構築物については，基準地震動Ｓ
ｓによる地震力に対して，建物・構築物全
体としての変形能力(耐震壁のせん断ひずみ
等)が終局耐力時の変形に対して十分な余裕
を有し，部材・部位ごとのせん断ひずみ・
応力等が終局耐力時のせん断ひずみ・応力
等に対して，妥当な安全余裕を有する設計
とする。
・機器・配管系については，塑性域に達す
るひずみが生じる場合であっても，その量
が小さなレベルに留まって破断延性限界に
十分な余裕を有し，その施設の機能を保持
できるように設計する。動的機器等につい
ては，基準地震動Ｓｓによる地震力に対し
て，当該機器に要求される機能を維持する
設計とする。このうち，動的機能が要求さ
れる機器については，当該機器の構造，動
作原理等を考慮した評価を行い，既往の研
究等で機能維持の確認がなされた機能確認
済加速度等を超えないことを確認する。
・Ｓクラスの施設は，事業指定(変更許可)
を受けた弾性設計用地震動による地震力又
は静的地震力のいずれか大きい方の地震力
に対しておおむね弾性状態に留まる範囲で
耐える設計とする。
・建物・構築物については，発生する応力
に対して，建築基準法等の安全上適切と認
められる規格及び基準による許容応力度を
許容限界とする。
・機器・配管系については，応答が全体的
におおむね弾性状態に留まる設計とする。

○

184



基本設計方針の添付書類への展開
（第五条（安全機能を有する施設の地盤）、第三十二条（重大事故等対処施設の地盤）、

第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙３②
(Ⅳ-1-1_耐震設計)(5/97)

1. 1.1 1.1.1 (1) a. (a) イ. (イ)以降 １回 第１回　記載概要 ２回 第２回　記載概要
再処理添付書類構成案 記載概要

申請回次
補足説明資料

再処理目次

d. Ｓクラスの施設について，静的地震力
は，水平方向地震力と鉛直方向地震力が同
時に不利な方向の組合せで作用するものと
する。
・基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓ
ｄよる地震力は，水平2方向及び鉛直方向に
ついて適切に組み合わせて算定するものと
する。

○ Ｓクラスの施設の地震力の組合せ方針について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

e. Ｂクラス及びＣクラスの施設は，静的地
震力に対しておおむね弾性状態に留まる範
囲で耐えられる設計とする。
・Ｂクラスの施設のうち，共振のおそれの
ある施設については，その影響についての
検討を行う。検討に用いる地震動は，弾性
設計用地震動Ｓｄに2分の1を乗じたものと
する。当該地震動による地震力は，水平2方
向及び鉛直方向について適切に組み合わせ
て算定するものとする。

○ Ｂクラス及びＣクラスの施設の耐震設計方針について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

f. 耐震重要施設は，耐震重要度の下位のク
ラスに属する施設(安全機能を有する施設以
外の施設及び資機材等含む)の波及的影響に
よって，その安全機能を損なわない設計と
する。

○ 耐震重要施設に対する波及的影響の設計方針について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

h. 安全機能を有する施設の構造計画及び配
置計画に際しては，地震の影響が低減され
るように考慮する。

○ 安全機能を有する施設の構造計画及び配置計画について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

－

安全機能を有する施設

g. 耐震重要施設及びそれらを支持する建
物・構築物については，自重及び運転時の
荷重等に加え，基準地震動Ｓｓによる地震
力が作用した場合においても，接地圧に対
する十分な支持性能を有する地盤（当該地
盤に設置する建物・構築物を含む。本項目
では以下同様。）に設置する。
・また，上記に加え，基準地震動Ｓｓによ
る地震力が作用することによって弱面上の
ずれが発生しない地盤として，事業指定(変
更許可)を受けた地盤に設置する。
・耐震重要施設以外の施設については，自
重及び運転時の荷重等に加え，耐震重要度
分類の各クラスに応じて算定する地震力が
作用した場合においても，接地圧に対する
十分な支持性能を有する地盤に設置する。
・耐震重要施設は，地震発生に伴う地殻変
動によって生じる支持地盤の傾斜及び撓み
並びに地震発生に伴う建物・構築物間の不
等沈下，液状化及び揺すり込み沈下といっ
た周辺地盤の変状により，その安全機能が
損なわれるおそれがない地盤として，事業
指定(変更許可)を受けた地盤に設置する。
・耐震重要施設は，将来活動する可能性の
ある断層等の露頭がない地盤として，事業
指定(変更許可)を受けた地盤に設置する。
・耐震重要施設については，周辺地盤の変
状により，その安全機能が損なわれるおそ
れがない設計とする。
・耐震重要施設のうち周辺地盤の液状化の
おそれがある施設は，その周辺地盤の液状
化を考慮した場合においても，支持機能及
び構造健全性が確保される設計とする。
・建物・構築物の基礎地盤として置き換え
るマンメイドロック（以下「MMR」とい
う。）については，基盤面及び周辺地盤の
掘削に対する不陸整正及び建物・構築物が
MMRを介して鷹架層に支持されることを目的
とする。そのため，直下の鷹架層と同等以
上の支持性能を有する設計とし，接地圧に
対する支持性能評価においては鷹架層の支
持力を適用する。
・これらの地盤の評価については，「Ⅳ－
１－１－２　地盤の支持性能に係る基本方
針」に示す。

○ 耐震重要施設における地盤の設計方針について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし

(1)
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基本設計方針の添付書類への展開
（第五条（安全機能を有する施設の地盤）、第三十二条（重大事故等対処施設の地盤）、

第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙３②
(Ⅳ-1-1_耐震設計)(6/97)

1. 1.1 1.1.1 (1) a. (a) イ. (イ)以降 １回 第１回　記載概要 ２回 第２回　記載概要
再処理添付書類構成案 記載概要

申請回次
補足説明資料

再処理目次

a. 重大事故等対処施設について，安全機能
を有する施設の耐震設計における動的地震
力又は静的地震力に対する設計方針を踏襲
し，重大事故等対処施設の構造上の特徴，
重大事故等時における運転状態及び重大事
故等の状態で施設に作用する荷重等を考慮
し，適用する地震力に対して重大事故等に
対処するために必要な機能が損なわれるお
それがない設計とする。
・重大事故等対処施設について，施設の各
設備が有する重大事故等に対処するために
必要な機能及び設置状態を踏まえて，常設
耐震重要重大事故等対処設備，常設耐震重
要重大事故等対処設備以外の常設重大事故
等対処設備に分類し，それぞれの設備分類
に応じて設計する。

－ 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○
常設耐震重要重大事故等対処設備，常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重
大事故等対処設備の設計方針について説明を追加

－

b. 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置
される重大事故等対処施設は，基準地震動
Ｓｓによる地震力に対して，重大事故等に
対処するために必要な機能が損なわれるお
それがない設計とする。
・建物・構築物については，基準地震動Ｓ
ｓによる地震力に対して，建物・構築物全
体としての変形能力(耐震壁のせん断ひずみ
等)が終局耐力時の変形に対して十分な余裕
を有し，部材・部位ごとのせん断ひずみ・
応力等が終局耐力時のせん断ひずみ・応力
等に対して，妥当な安全余裕を有する設計
とする。
・機器・配管系については，基準地震動Ｓ
ｓによる地震力に対して，その施設に要求
される機能を保持するように設計し，塑性
域に達するひずみが生じる場合であって
も，その量が小さなレベルに留まって破断
延性限界に十分な余裕を有し，その施設に
要求される機能を保持できる設計とする。
・動的機器等については，基準地震動Ｓｓ
による地震力に対して，当該機器に要求さ
れる機能を維持する設計とする。このう
ち，動的機能が要求される機器について
は，当該機器の構造，動作原理等を考慮し
た評価を行い，既往の研究等で機能維持の
確認がなされた機能確認済加速度等を超え
ないことを確認する。

－ 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○
常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の耐震設計方針
について説明を追加

－

c. 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置
される重大事故等対処施設に適用する基準
地震動Ｓｓによる地震力は，水平2方向及び
鉛直方向について適切に組み合わせて算定
するものとする。

－ 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○
常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の地震力の組合
せ方針について説明を追加

－

d. 常設耐震重要重大事故等対処設備以外の
常設重大事故等対処設備が設置される重大
事故等対処施設については，設計基準事故
に対処するための設備が有する機能を代替
する施設の属する耐震重要度に応じた地震
力に対し十分に耐えられる設計とする。
・代替する安全機能を有する施設がない常
設重大事故等対処設備は，安全機能を有す
る施設の耐震設計における耐震重要度の分
類方針に基づき，重大事故等対処時の使用
条件を踏まえて，当該設備の機能喪失によ
り放射線による公衆への影響の程度に応じ
て分類した地震力に対し十分に耐えられる
設計とする。

－ 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○
常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置される重大
事故等対処施設の設備の分類方針について説明を追加

－

e. 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置
される重大事故等対処施設は，Ｂクラス及
びＣクラスの施設，常設耐震重要重大事故
等対処設備以外の常設重大事故等対処設備
が設置される重大事故等対処施設，可搬型
重大事故等対処設備の波及的影響によっ
て，重大事故等に対処するために必要な機
能を損なわない設計とする。

－ 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○
常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設に対する波及的
影響の設計方針について説明を追加

－

f. 緊急時対策所の耐震設計における機能維
持の基本方針については，「5.2 機能維
持」に示す。

－ 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○ 緊急時対策所の耐震設計の展開先について説明を追加 －

(2)  重大事故等対処施設
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基本設計方針の添付書類への展開
（第五条（安全機能を有する施設の地盤）、第三十二条（重大事故等対処施設の地盤）、

第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙３②
(Ⅳ-1-1_耐震設計)(7/97)

1. 1.1 1.1.1 (1) a. (a) イ. (イ)以降 １回 第１回　記載概要 ２回 第２回　記載概要
再処理添付書類構成案 記載概要

申請回次
補足説明資料

再処理目次

h. 重大事故等対処施設の構造計画及び配置
計画に際しては，地震の影響が低減される
ように考慮する。

－ 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○ 重大事故等対処施設の構造計画及び配置計画について説明を追加 －

－

・準拠する規格としては，既に認可された
設計及び工事の方法の認可申請書の添付書
類で適用実績がある規格の他， 新の規格
基準についても技術的妥当性及び適用性を
示した上で当該規格に準拠する。なお，規
格基準に規定のない評価手法等を用いる場
合は，既往研究等において試験，研究等に
より妥当性が確認されている手法，設定等
について，適用条件及び適用範囲に留意
し，その適用性を確認した上で用いる。
・既設工認又は先行発電炉において実績の
ある主要な準拠規格を示す。
・JEAG4601に記載されているＡｓクラスを
含むＡクラスの施設をＳクラスの施設とし
た上で，基準地震動Ｓ２，Ｓ１をそれぞれ
基準地震動Ｓｓ，弾性設計用地震動Ｓｄと
読み替える。
・Ａクラスの施設をＳクラスの施設と読み
替える際には基準地震動Ｓｓ及び弾性設計
用地震動Ｓｄを適用するものとする。
・「発電用原子力設備に関する構造等の技
術基準」(昭和55年通商産業省告示第501
号， 終改正平成15年７月29日経済産業省
告示第277号)（以降，「Ⅳ 耐震性に関する
説明書」において「告示501号」という。）
に関する内容については，「発電用原子力
設備規格 設計・建設規格(2005年版(2007年
追補版を含む))＜第Ⅰ編 軽水炉規格＞JSME
S NC1」(以降，「Ⅳ 耐震性に関する説明
書」において「JSME S NC1」という。) に
従うものとし，一部の既設施設については
告示501号を適用する。

○ 準拠する規格について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし

－

2.2 準拠規格

○
常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設における地盤の
設計方針について説明を追加

重大事故等対処施設

g. 常設耐震重要重大事故等対処設備を支持
する建物・構築物については，自重及び運
転時の荷重等に加え，基準地震動Ｓｓによ
る地震力が作用した場合においても，接地
圧に対する十分な支持性能を有する地盤
（当該地盤に設置する建物・構築物を含
む。本項目では以下同様。）に設置する。
・また，上記に加え，基準地震動Ｓｓによ
る地震力が作用することによって弱面上の
ずれが発生しない地盤として，事業指定(変
更許可)を受けた地盤に設置する。
・常設耐震重要重大事故等対処設備以外の
常設重大事故等対処設備を支持する建物・
構築物については，自重及び運転時の荷重
等に加え，代替する機能を有する安全機能
を有する施設が属する耐震重要度分類のク
ラスに適用される地震力が作用した場合に
おいても，接地圧に対する十分な支持性能
を有する地盤に設置する。
・常設耐震重要重大事故等対処設備を支持
する建物・構築物は，地震発生に伴う地殻
変動によって生じる支持地盤の傾斜及び撓
み並びに地震発生に伴う建物・構築物間の
不等沈下，液状化及び揺すり込み沈下と
いった周辺地盤の変状により，重大事故等
に対処するために必要な機能が損なわれる
おそれがない地盤として，事業指定(変更許
可)を受けた地盤に設置する。
・常設耐震重要重大事故等対処設備を支持
する建物・構築物は，将来活動する可能性
のある断層等の露頭がない地盤として，事
業指定(変更許可)を受けた地盤に設置す
る。
・常設耐震重要重大事故等対処設備が設置
される重大事故等対処施設については，周
辺地盤の変状により，重大事故等に対処す
るために必要な機能が損なわれるおそれが
ない設計とする。
・常設耐震重要重大事故等対処設備が設置
される重大事故等対処施設のうちその周辺
地盤の液状化のおそれがある施設は，その
周辺地盤の液状化を考慮した場合において
も，支持機能及び構造健全性が確保される
設計とする。
・建物・構築物の基礎地盤として置き換
えるMMRについては，基盤面及び周辺地盤の
掘削に対する不陸整正及び建物・構築物が
MMRを介して鷹架層に支持されることを目的
とする。そのため，直下の鷹架層と同等以
上の支持性能を有する設計とし，接地圧に
対する支持性能評価においては鷹架層の支
持力を適用する。
・これらの地盤の評価については，「Ⅳ－
１－１－２ 地盤の支持性能に係る基本方
針」に示す。

－ 対象となる設備なしのため，記載事項なし

(2)
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基本設計方針の添付書類への展開
（第五条（安全機能を有する施設の地盤）、第三十二条（重大事故等対処施設の地盤）、

第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙３②
(Ⅳ-1-1_耐震設計)(8/97)

1. 1.1 1.1.1 (1) a. (a) イ. (イ)以降 １回 第１回　記載概要 ２回 第２回　記載概要
再処理添付書類構成案 記載概要

申請回次
補足説明資料

再処理目次

3.
耐震設計上の重要度分類及び重大事故等対処施設の設
備分類

3.1 安全機能を有する施設の耐震設計上の重要度分類

・安全機能を有する施設の耐震設計上の重
要度を以下のとおり分類する。下記に基づ
く各施設の具体的な耐震設計上の重要度分
類及び当該施設を支持する構造物の支持機
能が維持されることを確認する地震動を
「Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故
等対処施設の設備分類の基本方針」に，申
請設備の耐震重要度分類については，同添
付書類に示す。

○ 安全機能を有する施設に関する耐震重要度分類について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

(1) Ｓクラスの施設

・自ら放射性物質を内蔵している施設，当
該施設に直接関係しておりその機能喪失に
より放射性物質を外部に拡散する可能性の
ある施設，放射性物質を外部に放出する可
能性のある事態を防止するために必要な施
設及び事故発生の際に，外部に放出される
放射性物質による影響を低減させるために
必要な施設であって，環境への影響が大き
いもの。
a.その破損又は機能喪失により臨界事故を
起こすおそれのある施設
b.使用済燃料を貯蔵するための施設
c.高レベル放射性液体廃棄物を内蔵する系
統及び機器並びにその冷却系統
d.プルトニウムを含む溶液を内蔵する系統
及び機器
e.上記c.及びd.の系統及び機器から放射性
物質が漏えいした場合に，その影響の拡大
を防止するための施設
f.上記c.，d.及びe.に関連する施設で放射
性物質の外部への放出を抑制するための施
設
g.上記a.からf.の施設の機能を確保するた
めに必要な施設

○ Ｓクラス施設の分類の定義について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

(2) Ｂクラスの施設

・安全機能を有する施設のうち，機能喪失
した場合の影響がＳクラスに属する施設と
比べ小さい施設。
a.放射性物質を内蔵している施設であっ
て，Ｓクラスに属さない施設(ただし，内蔵
量が少ないか又は貯蔵方式により，その破
損により公衆に与える放射線の影響が十分
小さいものは除く。)
b.放射性物質の放出を伴うような場合に，
その外部放散を抑制するための施設で，Ｓ
クラスに属さない施設

○ Ｂクラス施設の分類の定義について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

(3) Ｃクラスの施設
・Ｓクラスに属する施設及びＢクラスに属
する施設以外の一般産業施設又は公共施設
と同等の安全性が要求される施設。

○ Ｃクラス施設の分類の定義について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

3.2 重大事故等対処施設の設備分類

・重大事故等対処施設の設備について，耐
震設計上の分類を各設備が有する重大事故
等に対処するために必要な機能及び設置状
態を踏まえ，以下のとおりに分類する。下
記の分類に基づき耐震評価を行う申請設備
の設備分類について「Ⅳ－１－１－３ 重要
度分類及び重大事故等対処施設の設備分類
の基本方針」に示す。

－ 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○ 重大事故等対処施設の設備分類の定義について説明を追加 －

(1) 常設重大事故等対処設備

a. 常設耐震重要重大事故等対処設備
・常設重大事故等対処設備であって，耐震
重要施設に属する設計基準事故に対処する
ための設備が有する機能を代替するもの。

－ 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○ 常設耐震重要重大事故等対処設備の設備分類の定義について説明を追加 －

b.
常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故
等対処設備

・常設重大事故等対処設備であって，上記
a. 以外のもの。

－ 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○
常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備の設備分類の定義
について説明を追加

－
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基本設計方針の添付書類への展開
（第五条（安全機能を有する施設の地盤）、第三十二条（重大事故等対処施設の地盤）、

第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙３②
(Ⅳ-1-1_耐震設計)(9/97)

1. 1.1 1.1.1 (1) a. (a) イ. (イ)以降 １回 第１回　記載概要 ２回 第２回　記載概要
再処理添付書類構成案 記載概要

申請回次
補足説明資料

再処理目次

(1)
設置地盤及び地震応答性状の相違に起因する相対変位
又は不等沈下による影響

a. 不等沈下
・耐震重要施設の設計に用いる地震動又は
地震力に伴う不等沈下による，耐震重要施
設の安全機能への影響。

○ 不等沈下による，耐震重要施設の安全機能への影響について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし

b. 相対変位

・耐震重要施設の設計に用いる地震動又は
地震力に伴う下位クラス施設と耐震重要施
設の相対変位による，耐震重要施設の安全
機能への影響。

○
下位クラス施設と耐震重要施設の相対変位による，耐震重要施設の安全機能への影
響について説明

△ 第１回での説明から追加事項なし

(2)
耐震重要施設と下位クラス施設との接続部における相
互影響

・耐震重要施設の設計に用いる地震動又は
地震力に伴う，耐震重要施設に接続する下
位クラス施設の損傷による，耐震重要施設
の安全機能への影響。

○
耐震重要施設と下位クラス施設との接続部における相互影響による耐震重要施設の
安全機能への影響について説明

△ 第１回での説明から追加事項なし

(3)
建屋内における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下
による耐震重要施設への影響

・耐震重要施設の設計に用いる地震動又は
地震力に伴う，建屋内の下位クラス施設の
損傷，転倒及び落下による，耐震重要施設
の安全機能への影響。

○
建屋内における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下による耐震重要施設の安全機
能への影響について説明

△ 第１回での説明から追加事項なし

(4)
建屋外における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下
による耐震重要施設への影響

・耐震重要施設の設計に用いる地震動又は
地震力に伴う，建屋外の下位クラス施設の
損傷，転倒及び落下による，耐震重要施設
の安全機能への影響。

○
建屋外における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下による耐震重要施設の安全機
能への影響について説明

△ 第１回での説明から追加事項なし

【建物・構築物，機器・配管系】
・[補足耐4]下位クラス施設の波及
的影響の検討について(建物・構築
物，機器・配管系)

・「3.1 安全機能を有する施設の耐震設計
上の重要度分類」においてＳクラスの施設
に分類する施設である耐震重要施設及び
「3.2 重大事故等対処施設の設備分類」に
示した常設耐震重要重大事故等対処設備が
設置される重大事故等対処施設は，耐震重
要度の下位のクラスに属する施設の波及的
影響によって，その安全機能を損なわない
設計とする。
・この設計における評価に当たっては，以
下の4つの観点をもとに，敷地全体及びその
周辺を俯瞰した調査・検討等を行い，各観
点より選定した事象に対する波及的影響の
評価により波及的影響を考慮すべき施設を
抽出し，耐震重要施設の安全機能への影響
がないことを確認する。
・波及的影響の評価に当たっては，耐震重
要施設の設計に用いる地震動又は地震力を
適用し，地震動又は地震力の選定は，施設
の配置状況，使用時間を踏まえて適切に設
定する。
・設定した地震動又は地震力について，動
的地震力を用いる場合は，水平2方向及び鉛
直方向の地震力が同時に作用する場合に影
響を及ぼす可能性のある施設，設備を選定
し評価する。
・ここで，下位クラス施設とは，耐震重要
施設の周辺にある耐震重要施設以外の再処
理施設内にある施設(安全機能を有する施設
以外の施設及び資機材等含む)をいう。
・原子力施設及び化学プラント等の地震被
害情報から新たに検討すべき事項が抽出さ
れた場合は，これを追加する。
・波及的影響を考慮すべき下位クラス施設
及びそれに適用する地震動を「Ⅳ－１－１
－３　重要度分類及び重大事故等対処施設
の設備分類の基本方針」に示す。これらの
波及的影響を考慮すべき下位クラス施設
は，耐震重要施設の有する安全機能を保持
するよう設計する。
・工事段階においても，耐震重要施設の設
計段階の際に検討した配置・補強等が設計
どおりに施されていることを，敷地全体及
びその周辺を俯瞰した調査・検討を行うこ
とで確認する。また，仮置資材等，現場の
配置状況等の確認を必要とする下位クラス
施設についても合わせて確認する。
・常設耐震重要重大事故等対処設備が設置
される重大事故等対処施設に対する波及的
影響については，「耐震重要施設」を「常
設耐震重要重大事故等対処設備が設置され
る重大事故等対処施設」に，「耐震重要度
の下位のクラスに属する施設」を「常設耐
震重要重大事故等対処設備が設置される重
大事故等対処施設以外の施設」に，「安全
機能」を「重大事故等に対処するために必
要な機能」に読み替えて適用する。
・以上の詳細な方針は，「Ⅳ－１－１－４
波及的影響に係る基本方針」に示す。

○ 耐震重要施設における波及的影響に対する考慮について説明3.3

【建物・構築物，機器・配管系】
・[補足耐4]下位クラス施設の波及
的影響の検討について(建物・構築
物，機器・配管系)

○ 重大事故等対処施設における波及的影響に対する考慮について説明を追加波及的影響に対する考慮
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基本設計方針の添付書類への展開
（第五条（安全機能を有する施設の地盤）、第三十二条（重大事故等対処施設の地盤）、

第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙３②
(Ⅳ-1-1_耐震設計)(10/97)

1. 1.1 1.1.1 (1) a. (a) イ. (イ)以降 １回 第１回　記載概要 ２回 第２回　記載概要
再処理添付書類構成案 記載概要

申請回次
補足説明資料

再処理目次

4. 設計用地震力

4.1 地震力の算定方法
・耐震設計に用いる地震力の算定は以下の
方法による。

○ 安全機能を有する施設の地震力の算定法について説明 ○ 重大事故等対処施設の地震力の算定法について説明を追加 －

4.1.1 静的地震力

・安全機能を有する施設に適用する静的地
震力は，Ｓクラス，Ｂクラス及びＣクラス
の施設に適用することとし，それぞれの耐
震重要度に応じて，以下の地震層せん断力
係数Ｃｉ及び震度に基づき算定するものとす

る。
・重大事故等対処施設については，常設耐
震重要重大事故等対処設備以外の常設重大
事故等対処設備が設置される重大事故等対
処施設に，代替する機能を有する安全機能
を有する施設が属する耐震重要度のクラス
に適用される地震力を適用する。

○ 安全機能を有する施設に適用する静的地震力について説明 ○ 重大事故等対処施設に適用する静的地震力について説明を追加 －

－△ 第１回での説明から追加事項なし

－△ 第１回での説明から追加事項なし(2)

・水平地震力は，地震層せん断力係数Ｃｉ

に，次に示す施設の耐震重要度に応じた係
数を乗じ，さらに当該層以上の重量を乗じ
て算定するものとする。
Ｓクラス　　3.0
Ｂクラス　　1.5
Ｃクラス　　1.0
・ここで，地震層せん断力係数Ｃｉは，標準

せん断力係数Ｃ０を0.2以上とし，建物・構

築物の振動特性，地盤の種類等を考慮して
求められる値とする。
・必要保有水平耐力の算定においては，地
震層せん断力係数Ｃｉに乗じる施設の耐震重

要度に応じた係数は，Ｓクラス，Ｂクラス
及びＣクラスともに1.0とし，その際に用い
る標準せん断力係数Ｃ０は1.0以上とする。

・Ｓクラスの施設については，水平地震力
と鉛直地震力が同時に不利な方向の組合せ
で作用するものとする。鉛直地震力は，震
度0.3以上を基準とし，建物・構築物の振動
特性及び地盤の種類等を考慮し，高さ方向
に一定として求めた鉛直震度より算定す
る。

○ 建物・構築物に適用する静的地震力について説明

機器・配管系

建物・構築物

・静的地震力は，上記(1)に示す地震層せん
断力係数Ｃｉに施設の耐震重要度に応じた係

数を乗じたものを水平震度として，当該水
平震度及び上記(1)の鉛直震度をそれぞれ
20%増しとした震度より求めるものとする。
・Ｓクラスの施設については，水平地震力
と鉛直地震力は同時に不利な方向の組合せ
で作用するものとする。ただし，鉛直震度
は高さ方向に一定とする。
・上記(1)及び(2)の標準せん断力係数Ｃ０等

の割増し係数については，耐震性向上の観
点から，一般産業施設及び公共施設の耐震
基準との関係を考慮して設定する。

○ 機器・配管系に適用する静的地震力について説明

(1)
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基本設計方針の添付書類への展開
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第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙３②
(Ⅳ-1-1_耐震設計)(11/97)

1. 1.1 1.1.1 (1) a. (a) イ. (イ)以降 １回 第１回　記載概要 ２回 第２回　記載概要
再処理添付書類構成案 記載概要

申請回次
補足説明資料

再処理目次

動的地震力

【建物・構築物】
・[補足耐7]地震応答解析に用いる
地盤モデル及び地盤物性値の設定に
ついて
・[補足耐8]竜巻防護対策設備の耐
震性評価に関する補足説明
・[補足耐47]土木構造物の耐震安全
性評価における共通事項について
・[補足耐9]地震応答解析における
材料物性のばらつきに関する検討
・[補足耐11]竜巻防護対策設備の地
震応答解析における材料物性のばら
つきに伴う影響評価について
・[補足耐49]土木構造物の地震応答
解析における材料物性のばらつきに
関する検討について
・[補足耐13]水平2方向及び鉛直方
向地震力の組合せに関する評価部位
の抽出
・[補足耐51]土木構造物の水平2方
向及び鉛直方向地震力の組合せに関
する影響評価について
・[補足耐56]竜巻防護対策設備の水
平2方向及び鉛直方向地震力の組合
せに関する設備の抽出及び考え方に
ついて
・[補足耐57]竜巻防護対策設備の水
平方向と鉛直方向の動的地震力の二
乗和平方根(SRSS)法による組合せに
ついて
・[補足耐63]排気筒の耐震性評価に
関する補足説明
・[補足耐65]排気筒の水平2方向及
び鉛直方向地震力の組合せに関する
設備の抽出及び考え方について
・[補足耐67]排気筒の地震応答解析
における材料物性のばらつきに伴う
影響評価について

【機器・配管系】
・[補足耐10]地震応答解析における
材料物性のばらつきに伴う影響評価
について（機器・配管系）
・[補足耐12]水平2方向及び鉛直方
向地震力の組合せに関する設備の抽
出及び考え方について

○ 重大事故等対処施設に適用する動的地震力について説明を追加○ 安全機能を有する施設に適用する動的地震力について説明

・安全機能を有する施設については，動的
地震力は，Ｓクラスの施設及びＢクラスの
施設のうち，共振のおそれのあるものに適
用する。Ｓクラスの施設については，基準
地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄから
定める入力地震動を適用する。
・Ｂクラスの施設のうち，共振のおそれの
あるものについては，弾性設計用地震動Ｓ
ｄから定める入力地震動の振幅を2分の1に
したものによる地震力を適用する。
・重大事故等対処施設については，常設耐
震重要重大事故等対処設備が設置される重
大事故等対処施設に基準地震動Ｓｓによる
地震力を適用する。
・常設耐震重要重大事故等対処設備以外の
常設重大事故等対処設備が設置される重大
事故等対処施設のうち，Ｂクラスの施設の
機能を代替する共振のおそれのある施設に
ついては，共振のおそれのあるＢクラスの
施設に適用する地震力を適用する。
・常設耐震重要重大事故等対処設備以外の
常設重大事故等対処設備で，代替する安全
機能を有する施設がない常設重大事故等対
処設備のうち，Ｓクラスの施設は常設耐震
重要重大事故等対処設備に適用する地震力
を適用する。
・重大事故等対処施設のうち，安全機能を
有する施設の基本構造と異なる施設につい
ては，適用する地震力に対して，要求され
る機能及び構造健全性が維持されることを
確認するため，当該施設の構造を適切にモ
デル化した上での地震応答解析，加振試験
等を実施する。
・安全機能を有する施設及び重大事故等対
処施設の動的解析においては，地盤の諸定
数も含めて材料のばらつきによる材料定数
の変動幅を適切に考慮する。
・動的地震力は，水平2方向及び鉛直方向に
ついて適切に組み合わせて算定する。水平2
方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影
響確認に当たっては，水平1方向及び鉛直方
向地震力を組み合わせた既往の耐震計算へ
の影響が考えられる施設，設備の部位を抽
出し，建物・構築物の3次元応答性状及びそ
れによる機器・配管系への影響を考慮した
上で，既往の方法を用いた耐震性に及ぼす
影響を評価する。その方針を「Ⅳ－１－１
－７ 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合
せに関する影響評価方針」に示す。

4.1.2

・地質調査の結果によれば，重要な再処理
施設の設置位置周辺は，新第三紀の鷹架層
が十分な広がりをもって存在することが確
認されている。
・解放基盤表面は，この新第三紀の鷹架層
のＳ波速度が0.7km/s以上を有する標高約－
70mの位置に想定することとする。
・基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓ
ｄは，解放基盤表面で定義する。
・建物・構築物の地震応答解析モデルに対
する入力地震動は，解放基盤表面からの地
震波の伝播特性を適切に考慮した上で，必
要に応じ2次元ＦＥＭ解析又は1次元波動論
により，地震応答解析モデルの入力位置で
評価した入力地震動を設定する。
・必要に応じて地盤の非線形応答に関する
動的変形特性を考慮することとし，地盤の
ひずみに応じた地盤物性値を用いて作成す
る。非線形性の考慮に当たっては，地下水
排水設備による地下水位の低下状態を踏ま
え評価する。
・地下水排水設備の外側に配置される建
物・構築物については，施設の構造上の特
徴，施設の周辺地盤及び周辺施設の配置状
況を踏まえ，液状化による影響が生じるお
それがある場合には，その影響について確
認する。
・入力地震動の設定に用いる地下構造モデ
ルについては，地震動評価で考慮した敷地
全体の地下構造及び対象建物・構築物の直
下又は周辺の地質・速度構造の特徴を踏ま
えて適切に設定する。
・必要に応じ敷地における観測記録による
検証や 新の科学的・技術的知見を踏ま
え，地質・速度構造等の地盤条件を設定す
る。
・Ｂクラスの施設のうち共振のおそれがあ
り，動的解析が必要なものに対しては，弾
性設計用地震動Ｓｄに2 分の1 を乗じたも
のを用いる。

入力地震動(1) 第１回での説明から追加事項なし

【建物・構築物】
・[補足耐7]地震応答解析に用いる
地盤モデル及び地盤物性値の設定に
ついて
・[補足耐8]竜巻防護対策設備の耐
震性評価に関する補足説明
・[補足耐47]土木構造物の耐震安全
性評価における共通事項について
・[補足耐9]地震応答解析における
材料物性のばらつきに関する検討
・[補足耐11]竜巻防護対策設備の地
震応答解析における材料物性のばら
つきに伴う影響評価について
・[補足耐49]土木構造物の地震応答
解析における材料物性のばらつきに
関する検討について
・[補足耐63]排気筒の耐震性評価に
関する補足説明
・[補足耐67]排気筒の地震応答解析
における材料物性のばらつきに伴う
影響評価について

【機器・配管系】
・[補足耐10]地震応答解析における
材料物性のばらつきに伴う影響評価
について（機器・配管系）

○ 入力地震動について説明 △
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基本設計方針の添付書類への展開
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第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙３②
(Ⅳ-1-1_耐震設計)(12/97)

1. 1.1 1.1.1 (1) a. (a) イ. (イ)以降 １回 第１回　記載概要 ２回 第２回　記載概要
再処理添付書類構成案 記載概要

申請回次
補足説明資料

再処理目次

(2) 動的解析法

・動的解析の方法，設計用減衰定数等につ
いては，「Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の
基本方針」に，設計用床応答曲線の作成方
法については，「Ⅳ－１－１－６ 設計用床
応答曲線の作成方針」に示す。

・これらの地震応答解析を行う上で，更な
る信頼性の向上を目的として設置した地震
観測網から得られた観測記録により振動性
状の把握を行う。地震観測網の概要につい
ては，「Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の基
本方針」の別紙「地震観測網について」に
示す。

○ 動的解析法について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし

【機器・配管系】
・[補足耐6]新たに適用した減衰定
数について
・[補足耐16]水平方向と鉛直方向の
動的地震力の二乗和平方根(SRSS)法
による組合せについて

4.2 設計用地震力

・「4.1 地震力の算定方法」に基づく設計
用地震力は「Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基
本方針」に示す地震力に従い算定するもの
とする。

○ 設計用地震力について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

5.1 構造強度

・再処理施設は，安全機能を有する施設の
耐震重要度及び重大事故等対処施設の設備
分類に応じた地震力による荷重と地震力以
外の荷重の組合せを適切に考慮した上で，
構造強度を確保する設計とする。また，変
位及び変形に対し，設計上の配慮を行う。
・自然現象に関する組合せは，「Ⅵ－１－
１－１ 再処理施設の自然現象等による損傷
の防止に関する説明書」に従い行う。
・具体的な荷重の組合せ及び許容限界は
「Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針」に
示す。

○ 安全機能を有する施設の構造強度を確保するための設計方針について説明 ○ 重大事故等対処施設の構造強度を確保するための設計方針について説明を追加

【建物・構築物，機器・配管系】
・[補足耐53]耐震設計における安全
機能の整理について

重大事故等対処施設の機能維持の基本方針について説明を追加○機能維持の基本方針

・耐震設計においては，安全機能及び重大
事故等に対処するために必要な機能である
閉じ込め機能，プロセス量等の維持機能，
掃気機能，崩壊熱等の除去機能，臨界防止
機能，遮蔽機能，落下・転倒防止機能，支
援機能，ソースターム制限機能，放出量の
監視機能，換気機能，気密性，支持機能，
操作場所及びアクセスルートの保持機能，
地下水排水機能，飛来物防護機能，漏えい
検知機能，火災防護機能，止水機能，ユー
ティリティ機能，貯水機能，分析機能，廃
棄機能を維持する設計とする。
・上記の機能のうち，遮蔽機能，落下・転
倒防止機能，気密性，支持機能，操作場所
及びアクセスルートの保持機能，飛来物防
護機能，止水機能，貯水機能，分析機能，
廃棄機能については，安全機能を有する施
設の耐震重要度及び重大事故等対処施設の
設備分類に応じた地震力に対して，当該機
能が要求される施設の構造強度を確保する
ことで，機能が維持できる設計とする。
・閉じ込め機能，プロセス量等の維持機
能，掃気機能，崩壊熱等の除去機能，臨界
防止機能，支援機能，ソースターム制限機
能，放出量の監視機能，換気機能，地下水
排水機能，漏えい検知機能，火災防護機
能，ユーティリティ機能については，構造
強度を確保するとともに，当該機能が要求
される各施設の特性に応じて評価項目を追
加することで，機能維持設計を行う。
・ここでは，上記を考慮し，各機能維持の
方針を示す。

○ 安全機能を有する施設の機能維持の基本方針について説明5.
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（第五条（安全機能を有する施設の地盤）、第三十二条（重大事故等対処施設の地盤）、
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別紙３②
(Ⅳ-1-1_耐震設計)(13/97)

1. 1.1 1.1.1 (1) a. (a) イ. (イ)以降 １回 第１回　記載概要 ２回 第２回　記載概要
再処理添付書類構成案 記載概要

申請回次
補足説明資料

再処理目次

5.1.1 耐震設計上考慮する状態
・地震以外に設計上考慮する状態を以下に
示す。

○ 設計上考慮する状態について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

(1) 安全機能を有する施設

a. 建物・構築物

(a) 運転時の状態 ・再処理施設が運転している状態。 ○
安全機能を有する施設の建物・構築物の耐震設計上考慮する状態のうち運転時の状
態について説明

△ 第１回での説明から追加事項なし

(b) 設計用自然条件
・設計上基本的に考慮しなければならない
自然条件(積雪，風)。

○
安全機能を有する施設の建物・構築物の耐震設計上考慮する状態のうち設計用自然
条件について説明

△ 第１回での説明から追加事項なし

b. 機器・配管系

(a) 運転時の状態 ・再処理施設が運転している状態。 ○
安全機能を有する施設の機器・配管系の耐震設計上考慮する状態のうち運転時の状
態について説明

△ 第１回での説明から追加事項なし －

(b) 運転時の異常な過渡変化時の状態

・運転時に予想される機械又は器具の単一
の故障若しくはその誤作動又は運転員の単
一の誤操作及びこれらと類似の頻度で発生
すると予想される外乱によって発生する異
常な状態であって，当該状態が継続した場
合には温度，圧力，流量その他の再処理施
設の状態を示す事項が安全設計上許容され
る範囲を超えるおそれがあるものとして安
全設計上想定すべき事象が発生した状態。

○
安全機能を有する施設の機器・配管系の耐震設計上考慮する状態のうち運転時の異
常な過渡変化時の状態について説明

△ 第１回での説明から追加事項なし －

(c) 設計基準事故時の状態

・発生頻度が運転時の異常な過渡変化より
低い異常な状態であって，当該状態が発生
した場合には再処理施設から多量の放射性
物質が放出するおそれがあるものとして安
全設計上想定すべき事象が発生した状態。

○
安全機能を有する施設の機器・配管系の耐震設計上考慮する状態のうち設計基準事
故時の状態について説明

△ 第１回での説明から追加事項なし －

(2) 重大事故等対処施設

a. 建物・構築物

(a) 運転時の状態 ・再処理施設が運転している状態。 － 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○
重大事故等対処施設の建物・構築物の耐震設計上考慮する状態のうち運転時の状態
について説明を追加

－

(b) 重大事故等時の状態
・再処理施設が重大事故に至るおそれがあ
る事故又は重大事故の状態で，重大事故等
対処施設の機能を必要とする状態。

－ 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○
重大事故等対処施設の建物・構築物の耐震設計上考慮する状態のうち重大事故等時
の状態について説明を追加

－

(c) 設計用自然条件
・設計上基本的に考慮しなければならない
自然条件(積雪，風)。

－ 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○
重大事故等対処施設の建物・構築物の耐震設計上考慮する状態のうち設計用自然条
件について説明を追加

－

b. 機器・配管系

(a) 運転時の状態 ・再処理施設が運転している状態。 － 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○
重大事故等対処施設の機器・配管系の耐震設計上考慮する状態のうち運転時の状態
について説明を追加

－

(b) 運転時の異常な過渡変化時の状態

・運転時に予想される機械又は器具の単一
の故障若しくはその誤作動又は運転員の単
一の誤操作及びこれらと類似の頻度で発生
すると予想される外乱によって発生する異
常な状態であって，当該状態が継続した場
合には温度，圧力，流量その他の再処理施
設の状態を示す事項が安全設計上許容され
る範囲を超えるおそれがあるものとして安
全設計上想定すべき事象が発生した状態。

－ 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○
重大事故等対処施設の機器・配管系の耐震設計上考慮する状態のうち運転時の異常
な過渡変化時の状態について説明を追加

－

(c) 設計基準事故時の状態

・発生頻度が運転時の異常な過渡変化より
低い異常な状態であって，当該状態が発生
した場合には再処理施設から多量の放射性
物質が放出するおそれがあるものとして安
全設計上想定すべき事象が発生した状態。

－ 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○
重大事故等対処施設の機器・配管系の耐震設計上考慮する状態のうち設計基準事故
時の状態について説明を追加

－

(d) 重大事故等時の状態
・再処理施設が重大事故に至るおそれがあ
る事故又は重大事故の状態で，重大事故等
対処施設の機能を必要とする状態。

－ 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○
重大事故等対処施設の建物・構築物の耐震設計上考慮する状態のうち重大事故等時
の状態について説明を追加

－

【建物・構築物】
・[補足耐2]洞道の設工認申請上の
取り扱いについて
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基本設計方針の添付書類への展開
（第五条（安全機能を有する施設の地盤）、第三十二条（重大事故等対処施設の地盤）、

第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙３②
(Ⅳ-1-1_耐震設計)(14/97)

1. 1.1 1.1.1 (1) a. (a) イ. (イ)以降 １回 第１回　記載概要 ２回 第２回　記載概要
再処理添付書類構成案 記載概要

申請回次
補足説明資料

再処理目次

5.1.2 荷重の種類

(1) 安全機能を有する施設

a. 建物・構築物

(a)再処理施設のおかれている状態にかかわ
らず常時作用している荷重，すなわち固定
荷重，積載荷重，土圧及び水圧
(b)運転時の状態で施設に作用する荷重
(c)地震力，積雪荷重及び風荷重
・ただし，運転時の状態で施設に作用する
荷重には，機器・配管系から作用する荷重
が含まれるものとし，地震力には，地震時
の土圧，機器・配管系からの反力，スロッ
シング等による荷重が含まれるものとす
る。

○ 安全機能を有する施設の建物・構築物の荷重の種類について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

b. 機器・配管系

(a)運転時の状態で施設に作用する荷重
(b)運転時の異常な過渡変化時の状態で施設
に作用する荷重
(c)設計基準事故時の状態で施設に作用する
荷重
(d)地震力
・ただし，各状態において施設に作用する
荷重には，常時作用している荷重，すなわ
ち自重等の固定荷重が含まれるものとす
る。また，屋外に設置される施設の積雪荷
重及び風荷重については，建物・構築物に
準じる。

○ 安全機能を有する施設の機器・配管系の荷重の種類について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

(2) 重大事故等対処施設

a. 建物・構築物

(a)再処理施設のおかれている状態にかかわ
らず常時作用している荷重，すなわち固定
荷重，積載荷重，土圧及び水圧
(b)運転時の状態で施設に作用する荷重
(c)重大事故等時の状態で施設に作用する荷
重
(d)地震力，積雪荷重及び風荷重
・ただし，運転時の状態及び重大事故等時
の状態で施設に作用する荷重には，機器・
配管系から作用する荷重が含まれるものと
し，地震力には，地震時の土圧，機器・配
管系からの反力，スロッシング等による荷
重が含まれるものとする。

－ 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○ 重大事故等対処施設の建物・構築物の荷重の種類について説明を追加 －

b. 機器・配管系

(a)運転時の状態で施設に作用する荷重
(b)運転時の異常な過渡変化時の状態で施設
に作用する荷重
(c)設計基準事故時の状態で施設に作用する
荷重
(d)重大事故等時の状態で施設に作用する荷
重
(e)地震力
・ただし，各状態において施設に作用する
荷重には，常時作用している荷重，すなわ
ち自重等の固定荷重が含まれるものとす
る。また，屋外に設置される施設の積雪荷
重及び風荷重については，建物・構築物に
準じる。

－ 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○ 重大事故等対処施設の機器・配管系の荷重の種類について説明を追加 －
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基本設計方針の添付書類への展開
（第五条（安全機能を有する施設の地盤）、第三十二条（重大事故等対処施設の地盤）、

第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙３②
(Ⅳ-1-1_耐震設計)(15/97)

1. 1.1 1.1.1 (1) a. (a) イ. (イ)以降 １回 第１回　記載概要 ２回 第２回　記載概要
再処理添付書類構成案 記載概要

申請回次
補足説明資料

再処理目次

5.1.3 荷重の組合せ
・地震力と他の荷重との組合せは以下によ
る。

○ 荷重の組合せについて説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

(1) 安全機能を有する施設

a. 建物・構築物

(a)Ｓクラスの建物・構築物については，常
時作用している荷重(固定荷重，積載荷重，
土圧及び水圧)，運転時の状態で施設に作用
する荷重，積雪荷重及び風荷重と基準地震
動Ｓｓによる地震力とを組み合わせる。
(b)Ｓクラスの建物・構築物については，常
時作用している荷重(固定荷重，積載荷重，
土圧及び水圧)，運転時の状態で施設に作用
する荷重，積雪荷重及び風荷重と弾性設計
用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力
とを組み合わせる。
(c)Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物に
ついては，常時作用している荷重(固定荷
重，積載荷重，土圧及び水圧)，運転時の状
態で施設に作用する荷重，積雪荷重及び風
荷重と，動的地震力又は静的地震力とを組
み合わせる。
・この際，常時作用している荷重のうち，
土圧及び水圧について，基準地震動Ｓｓに
よる地震力又は弾性設計用地震動Ｓｄによ
る地震力と組み合わせる場合は，当該地震
時の土圧及び水圧とする。

○ 安全機能を有する施設の建物・構築物の荷重の組合せについて説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

(a)Ｓクラスの機器・配管系については，常
時作用している荷重，運転時の状態で施設
に作用する荷重と地震力とを組み合わせ
る。
(b)Ｓクラスの機器・配管系については，運
転時の異常な過渡変化時の状態及び設計基
準事故時の状態のうち，地震によって引き
起こされるおそれのある事故等によって施
設に作用する荷重は，その事故事象の継続
時間等との関係を踏まえ，適切な地震力と
を組み合わせる。
(c)Ｂクラスの機器・配管系については，常
時作用している荷重，運転時の状態で施設
に作用する荷重，運転時の異常な過渡変化
時に生じる荷重と共振影響検討用の地震動
による地震力又は静的地震力とを組み合わ
せる。
(d)Ｃクラスの機器・配管系については，常
時作用している荷重，運転時の状態で施設
に作用する荷重，運転時の異常な過渡変化
時に生じる荷重と静的地震力とを組み合わ
せる。
(e)機器・配管系の運転時の異常な過渡変化
時及び設計基準事故(以下「事故等」とい
う。)時に生じるそれぞれの荷重について
は，地震によって引き起こされるおそれの
ある事故等によって作用する荷重及び地震
によって引き起こされるおそれのない事故
等であっても，いったん事故等が発生した
場合，長時間継続する事故等によって作用
する荷重は，その事故等の発生確率，継続
時間及び地震動の超過確率の関係を踏ま
え，適切な地震力と組み合わせて考慮す
る。
・運転時の異常な過渡変化時の状態及び設
計基準事故の状態で施設に作用する荷重
は，運転時の状態で施設に作用する荷重を
超えるもの及び長時間施設に作用するもの
がないため，地震荷重と組み合わせるもの
はない。
・屋外に設置される施設については，建
物・構築物と同様に積雪荷重及び風荷重を
組み合わせる。

○ 安全機能を有する施設の機器・配管系の荷重の組合せについて説明機器・配管系
【機器・配管系】
・[補足耐14]地震荷重と事故時荷重
の組合せについて

△ 第１回での説明から追加事項なしb.
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基本設計方針の添付書類への展開
（第五条（安全機能を有する施設の地盤）、第三十二条（重大事故等対処施設の地盤）、

第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙３②
(Ⅳ-1-1_耐震設計)(16/97)

1. 1.1 1.1.1 (1) a. (a) イ. (イ)以降 １回 第１回　記載概要 ２回 第２回　記載概要
再処理添付書類構成案 記載概要

申請回次
補足説明資料

再処理目次

(2) 重大事故等対処施設

重大事故等対処施設の建物・構築物の荷重の組合せ方針について説明を追加a. 建物・構築物

(a)常設耐震重要重大事故等対処設備が設置
される重大事故等対処施設の建物・構築物
については，常時作用している荷重(固定荷
重，積載荷重，土圧及び水圧)，積雪荷重，
風荷重及び運転時の状態で施設に作用する
荷重と基準地震動Ｓｓによる地震力とを組
み合わせる。
(b)常設耐震重要重大事故等対処設備が設置
される重大事故等対処施設の建物・構築物
については，常時作用している荷重(固定荷
重，積載荷重，土圧及び水圧)，積雪荷重，
風荷重及び重大事故等時の状態で施設に作
用する荷重のうち，地震によって引き起こ
されるおそれがある事象によって作用する
荷重と基準地震動Ｓｓによる地震力とを組
み合わせる。
(c)常設耐震重要重大事故等対処設備が設置
される重大事故等対処施設の建物・構築物
については，常時作用している荷重(固定荷
重，積載荷重，土圧及び水圧)，積雪荷重，
風荷重及び重大事故等時の状態で施設に作
用する荷重のうち，地震によって引き起こ
されるおそれがない事象による荷重は，そ
の事故事象の発生確率，継続時間及び地震
動の年超過確率の関係を踏まえ，適切な地
震力(基準地震動Ｓｓ又は弾性設計用地震動
Ｓｄによる地震力)と組み合わせる。この組
合せについては，事故事象の発生確率，継
続時間及び地震動の年超過確率の積等を考
慮し，工学的，総合的に勘案の上設定す
る。なお，継続時間については対策の成立
性も考慮した上で設定する。
・以上を踏まえ，重大事故等時の状態で施
設に作用する荷重と地震力との組合せにつ
いては，いったん事故が発生した場合，長
時間継続する事象による荷重と弾性設計用
地震動Ｓｄによる地震力とを組み合わせ，
その状態からさらに長期的に継続する事象
による荷重と基準地震動Ｓｓによる地震力
とを組み合わせることとなるが，弾性設計
用地震動Ｓｄとの組合せの目安となる継続
時間がごく僅かであることから，重大事故
等時の荷重と組み合わせる地震力は，基準
地震動Ｓｓによる地震力とする。
(d)常設耐震重要重大事故等対処設備以外の
常設重大事故等対処設備が設置される重大
事故等対処施設の建物・構築物について
は，常時作用している荷重(固定荷重，積載
荷重，土圧及び水圧)，運転時の状態で施設
に作用する荷重，積雪荷重及び風荷重と，
弾性設計用地震動Ｓｄに2分の1を乗じたも
のによる地震力又は静的地震力とを組み合
わせる。
・この際，常時作用している荷重のうち，
土圧及び水圧について，基準地震動Ｓｓに
よる地震力又は弾性設計用地震動Ｓｄに2分
の1を乗じたものによる地震力と組み合わせ
る場合は，当該地震時の土圧及び水圧とす
る。

－ 対象となる設備なしのため，記載事項なし －○
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基本設計方針の添付書類への展開
（第五条（安全機能を有する施設の地盤）、第三十二条（重大事故等対処施設の地盤）、

第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙３②
(Ⅳ-1-1_耐震設計)(17/97)

1. 1.1 1.1.1 (1) a. (a) イ. (イ)以降 １回 第１回　記載概要 ２回 第２回　記載概要
再処理添付書類構成案 記載概要

申請回次
補足説明資料

再処理目次

(a)常設耐震重要重大事故等対処設備が設置
される重大事故等対処施設の機器・配管系
については，常時作用している荷重及び運
転時の状態で施設に作用する荷重と基準地
震動Ｓｓによる地震力とを組み合わせる。
(b)常設耐震重要重大事故等対処設備が設置
される重大事故等対処施設の機器・配管系
については，常時作用している荷重，運転
時の異常な過渡変化時の状態，設計基準事
故時の状態及び重大事故等時の状態で施設
に作用する荷重のうち，地震によって引き
起こされるおそれがある事象によって作用
する荷重と基準地震動Ｓｓによる地震力と
を組み合わせる。
(c)常設耐震重要重大事故等対処設備が設置
される重大事故等対処施設の機器・配管系
の，常時作用している荷重，運転時の異常
な過渡変化時の状態，設計基準事故時の状
態及び重大事故等時の状態で施設に作用す
る荷重のうち，地震によって引き起こされ
るおそれがない事象による荷重と，基準地
震動Ｓｓ又は弾性設計用地震動Ｓｄによる
地震力との組合せについては，事故事象の
発生確率，継続時間及び地震動の年超過確
率の積等を考慮し，工学的，総合的に勘案
の上設定する。なお，継続時間については
対策の成立性も考慮した上で設定する。
・以上を踏まえ，重大事故等時の状態で施
設に作用する荷重と地震力との組合せにつ
いては，いったん事故が発生した場合，長
時間継続する事象による荷重と弾性設計用
地震動Ｓｄによる地震力とを組み合わせ，
その状態からさらに長期的に継続する事象
による荷重と基準地震動Ｓｓによる地震力
とを組み合わせることとなるが，弾性設計
用地震動Ｓｄとの組合せの目安となる継続
時間がごく僅かであることから，重大事故
等時の荷重と組み合わせる地震力は，基準
地震動Ｓｓによる地震力とする。
(d)常設耐震重要重大事故等対処設備以外の
常設重大事故等対処設備が設置される重大
事故等対処施設の機器・配管系について
は，常時作用している荷重，運転時の状態
で施設に作用する荷重及び運転時の異常な
過渡変化時の状態と弾性設計用地震動Ｓｄ
に2分の1を乗じたものによる地震力又は静
的地震力とを組み合わせる。
・屋外に設置される施設については，建
物・構築物と同様に積雪荷重及び風荷重を
組み合わせる。

－ 対象となる設備なしのため，記載事項なしb. 機器・配管系
【機器・配管系】
・[補足耐14]地震荷重と事故時荷重
の組合せについて

○ 重大事故等対処施設の機器・配管系の荷重の組合せ方針について説明を追加
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基本設計方針の添付書類への展開
（第五条（安全機能を有する施設の地盤）、第三十二条（重大事故等対処施設の地盤）、

第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙３②
(Ⅳ-1-1_耐震設計)(18/97)

1. 1.1 1.1.1 (1) a. (a) イ. (イ)以降 １回 第１回　記載概要 ２回 第２回　記載概要
再処理添付書類構成案 記載概要

申請回次
補足説明資料

再処理目次

(1)安全機能を有する施設のうち耐震重要度
の異なる施設を支持する建物・構築物の当
該部分の支持機能を確認する場合において
は，支持される施設の耐震重要度に応じた
地震力と常時作用している荷重，運転時に
施設に作用する荷重とを組み合わせる。

○
荷重の組合せ上の留意事項として，耐震重要度の異なる施設を支持する建物・構築
物の支持機能の確認における荷重の組合せについて説明

△ 第１回での説明から追加事項なし －

(2)安全機能を有する施設及び重大事故等対
処施設に適用する動的地震力は，水平2方向
及び鉛直方向について適切に組み合わせて
算定するものとする。

○ 荷重の組合せ上の留意事項として，動的地震力の組合せについて説明 △ 第１回での説明から追加事項なし

【機器・配管系】
・[補足耐12]水平2方向及び鉛直方
向地震力の組合せに関する設備の抽
出及び考え方について

(3)ある荷重の組合せ状態での評価が明らか
に厳しいことが判明している場合には，そ
の妥当性を示した上で，その他の荷重の組
合せ状態での評価は行わないものとする。

○
荷重の組合せ上の留意事項として，評価が明らかに厳しい場合における評価対応に
ついて説明

△ 第１回での説明から追加事項なし －

(4)複数の荷重が同時に作用し，それらの荷
重による応力の各ピークの生起時刻に明ら
かなずれがある場合は，その妥当性を示し
た上で，必ずしもそれぞれの応力のピーク
値を重ねなくてもよいものとする。

○
荷重の組合せ上の留意事項として，複数の荷重が同時に作用する場合の応力の重ね
合わせ方針について説明

△ 第１回での説明から追加事項なし －

(5)積雪荷重については，屋外に設置されて
いる安全機能を有する施設及び重大事故等
対処施設のうち，積雪による受圧面積が小
さい施設や，常時作用している荷重に対し
て積雪荷重の割合が無視できる施設を除
き，地震力との組合せを考慮する。

○
安全機能を有する施設の荷重の組合せ上の留意事項として，積雪荷重を組み合わせ
る場合の考慮事項について説明

○
重大事故等対処施設に対する積雪荷重を組み合わせる場合の考慮事項について説明
を追加

－

(6)風荷重については，屋外の直接風を受け
る場所に設置されている安全機能を有する
施設及び重大事故等対処施設のうち，風荷
重の影響が地震荷重と比べて相対的に無視
できないような構造，形状及び仕様の施設
においては，地震力との組合せを考慮す
る。

○
安全機能を有する施設の荷重の組合せ上の留意事項として，風荷重を組み合わせる
場合の考慮事項について説明

○
重大事故等対処施設に対する風荷重を組み合わせる場合の考慮事項について説明を
追加

－

(7)荷重として考慮する水圧のうち地下水圧
については，地下水排水設備による地下水
位の低下を踏まえた設計用地下水位に基づ
き設定する。

〇
荷重の組合せ上の留意事項として，考慮する地下水圧について，地下水排水設備に
よる地下水位の低下を踏まえた設計用地下水位に基づき設定することについて説明

〇
荷重の組合せ上の留意事項として，考慮する地下水圧について，地下水排水設備に
よる地下水位の低下を踏まえた設計用地下水位に基づき設定することについて説明

－

(8)設備分類の異なる重大事故等対処施設を
支持する建物・構築物の当該部分の支持機
能を確認する場合においては，支持される
施設の設備分類に応じた地震力と常時作用
している荷重(固定荷重，積載荷重，土圧及
び水圧)，運転時の状態で施設に作用する荷
重及び重大事故等時の状態で施設に作用す
る荷重並びに積雪荷重及び風荷重を組み合
わせる。

－ 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○
設備分類の異なる重大事故等対処施設における建物・構築物の当該部分の支持機能
の確認における地震力と組合せ荷重の組合せについて説明を追加

－

(9)常設耐震重要重大事故等対処設備以外の
常設重大事故等対処設備で，代替する安全
機能を有する施設がない常設重大事故等対
処設備のうち，Ｓクラスの施設は常設耐震
重要重大事故等対処設備に係る機器・配管
系の荷重の組合せを適用する。

－ 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○
荷重の組合せ上の留意事項として，常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重
大事故等対処設備で，代替する安全機能を有する施設がない常設重大事故等対処設
備のうち，Ｓクラスに対する荷重の組合せの適用方法について説明を追加

－

5.1.5 許容限界

・各施設の地震力と他の荷重とを組み合わ
せた状態に対する許容限界は次のとおりと
し，JEAG4601等の安全上適切と認められる
規格及び基準又は試験等で妥当性が確認さ
れている値を用いる。

○ 各施設の地震力と他の荷重とを組み合わせた状態に対する許容限界についての説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

(1) 安全機能を有する施設

a. 建物・構築物

(a) Ｓクラスの建物・構築物(土木構造物を除く。)

イ.
基準地震動Ｓｓによる地震力との組合せに対する許容
限界

・建物・構築物全体としての変形能力(耐震
壁のせん断ひずみ等)が終局耐力時の変形に
対して十分な余裕を有し，部材・部位ごと
のせん断ひずみ・応力等が終局耐力時のせ
ん断ひずみ・応力等に対して，妥当な安全
余裕を持たせることとする。
・終局耐力とは，建物・構築物に対する荷
重又は応力を漸次増大していくとき，その
変形又はひずみが著しく増加するに至る限
界の 大耐力とし，既往の実験式等に基づ
き適切に定めるものとする。

○ 建物・構築物の基準地震動による地震力との組合せに対する許容限界について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

ロ.
弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力と
の組合せに対する許容限界

・地震力に対しておおむね弾性状態に留ま
るように，発生する応力に対して，建築基
準法等の安全上適切と認められる規格及び
基準による許容応力度を許容限界とする。

○
建物・構築物の弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力との組合せに対する
許容限界について説明

△ 第１回での説明から追加事項なし －

5.1.4 荷重の組合せ上の留意事項
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基本設計方針の添付書類への展開
（第五条（安全機能を有する施設の地盤）、第三十二条（重大事故等対処施設の地盤）、

第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙３②
(Ⅳ-1-1_耐震設計)(19/97)

1. 1.1 1.1.1 (1) a. (a) イ. (イ)以降 １回 第１回　記載概要 ２回 第２回　記載概要
再処理添付書類構成案 記載概要

申請回次
補足説明資料

再処理目次

(b)
Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物(土木構造物を除
く。)

・上記(a)ロ.による許容応力度を許容限界
とする。

○ Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物の許容限界について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

(c)
耐震重要度の異なる施設を支持する建物・構築物（土
木構造物を除く。）

・上記(a)イ.を適用するほか，耐震重要度
の異なる施設を支持する建物・構築物は，
変形等に対してその支持機能が損なわれな
い設計とする。なお，当該施設を支持する
建物・構築物の支持機能が損なわれないこ
とを確認する際の地震力は，支持される施
設に適用される地震力とする。

○ 耐震重要度の異なる施設を支持する建物・構築物の許容限界について説明を追加 △ 第１回での説明から追加事項なし －

(d) 建物・構築物の保有水平耐力

・建物・構築物(構築物(屋外機械基礎)及び
土木構造物を除く。)については，当該建
物・構築物の保有水平耐力が必要保有水平
耐力に対して，耐震重要度に応じた適切な
安全余裕を有していることを確認する。

○ 安全機能を有する施設の建物・構築物の保有水平耐力について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

(e) 屋外重要土木構造物

イ.
基準地震動Ｓｓによる地震力との組合せに対する許容
限界

・構造部材の曲げについては限界層間変形
角(層間変形角1/100)又は終局曲率，せん断
についてはせん断耐力を許容限界とする。
・限界層間変形角，終局曲率及びせん断耐
力の許容限界に対しては妥当な安全余裕を
持たせることとする。

○
屋外重要土木構造物の基準地震動による地震力との組合せに対する許容限界につい
て説明

△ 第１回での説明から追加事項なし －

ロ.
弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力と
の組合せに対する許容限界

・地震力に対しておおむね弾性状態に留ま
るように，発生する応力に対して，安全上
適切と認められる規格及び基準による許容
応力度を許容限界とする。

○
屋外重要土木構造物の弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力との組合せに
対する許容限界について説明

△ 第１回での説明から追加事項なし －

(f) その他の土木構造物
安全上適切と認められる規格及び基準によ
る許容応力度を許容限界とする。

○ その他の土木構造物の許容限界について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

(g) 耐震重要度の異なる施設を支持する土木構造物

・上記(e)イ.またはロ.を適用するほか，耐
震重要度の異なる施設を支持する土木構造
物は，変形等に対してその支持機能が損な
われない設計とする。なお，当該施設を支
持する土木構造物の支持機能が損なわれな
いことを確認する際の地震力は，支持され
る施設に適用される地震力とする。

○ 耐震重要度の異なる施設を支持する土木構造物の許容限界について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

b. 機器・配管系

(a) Ｓクラスの機器・配管系

イ.
基準地震動Ｓｓによる地震力との組合せに対する許容
限界

・塑性域に達するひずみが生じる場合で
あっても，その量が小さなレベルに留まっ
て破断延性限界に十分な余裕を有し，その
施設の機能に影響を及ぼすことがない限度
に応力，荷重を制限する値を許容限界とす
る。

○ 機器・配管系の基準地震動による地震力との組合せに対する許容限界について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし

ロ.
弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力と
の組合せに対する許容限界

・発生する応力に対して，応答が全体的に
おおむね弾性状態に留まるように，降伏応
力又はこれと同等の安全性を有する応力を
許容限界とする。

○
機器・配管系の弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力との組合せに対する
許容限界について説明

△ 第１回での説明から追加事項なし

(b) Ｂクラス及びＣクラスの機器・配管系
・上記b.(a)ロ.による応力を許容限界とす
る。

○ Ｂクラス及びＣクラスの機器・配管系の許容限界について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

(2) 重大事故等対処施設

a. 建物・構築物

(a)
常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事
故等対処施設の建物・構築物

・上記(1)a.(a)イ.を適用する。 － 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○
常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物
の許容限界について説明を追加

－

(b)
常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故
等対処設備が設置される重大事故等対処施設の建物・
構築物

・上記(1)a.(b)による許容応力度を許容限
界とする。

－ 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○
常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置される重大
事故等対処施設の建物・構築物の許容限界について説明を追加

－

(c)
設備分類の異なる重大事故等対処施設を支持する建
物・構築物(土木構造物を除く。)

・上記(a)を適用するほか，重大事故等対処
施設を支持する建物・構築物は，変形等に
対してその支持機能が損なわれない設計と
する。なお，当該施設を支持する建物・構
築物の支持機能が損なわれないことを確認
する際の地震力は，支持される施設に適用
される地震力とする。

－ 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○
設備分類の異なる重大事故等対処施設を支持する建物・構築物の許容限界について
説明を追加

－

【機器・配管系】
・[補足耐21]耐震評価における等価
繰返し回数の妥当性確認について
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基本設計方針の添付書類への展開
（第五条（安全機能を有する施設の地盤）、第三十二条（重大事故等対処施設の地盤）、

第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙３②
(Ⅳ-1-1_耐震設計)(20/97)

1. 1.1 1.1.1 (1) a. (a) イ. (イ)以降 １回 第１回　記載概要 ２回 第２回　記載概要
再処理添付書類構成案 記載概要

申請回次
補足説明資料

再処理目次

(d) 建物・構築物の保有水平耐力

・建物・構築物(構築物(屋外機械基礎)及び
土木構造物を除く。)については，当該建
物・構築物の保有水平耐力が必要保有水平
耐力に対して，耐震重要度に応じた適切な
安全余裕を有していることを確認する。

－ 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○ 重大事故等対処施設の建物・構築物の保有水平耐力について説明を追加 －

(e)
設備分類の異なる重大事故等対処施設を支持する土木
構造物

・上記(1)a.(e)イ.又は(1)a.(e)ロ.を適用
するほか，重大事故等対処施設を支持する
土木構造物は，変形に対してその支持機能
が損なわれない設計とする。なお，当該施
設を支持する土木構造物の支持機能が損な
われないことを確認する際の地震力は，支
持される施設に適用される地震力とする。

－ 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○
設備分類の異なる重大事故等対処施設を支持する土木構造物の許容限界について説
明を追加

－

b. 機器・配管系

(a)
常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事
故等対処施設の機器・配管系

・上記(1)b.(a)イ.を適用する。 － 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○
常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系
の許容限界について説明を追加

【機器・配管系】
・[補足耐21]耐震評価における等価
繰返し回数の妥当性確認について

(b)
常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故
等対処設備が設置される重大事故等対処施設の機器・
配管系

イ.上記(1)b.(b)による応力を許容限界とす
る。
ロ.代替する安全機能を有する施設がない常
設重大事故等対処設備のうちＳクラスの施
設は，上記(a)を適用する。

－ 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○
常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置される重大
事故等対処施設の機器・配管系の許容限界について説明を追加

－

(3) 基礎地盤の支持性能

a.

Ｓクラスの建物・構築物，Ｓクラスの機器・配管系，
常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事
故等対処施設の建物・構築物，機器・配管系の基礎地
盤

(a)
基準地震動Ｓｓによる地震力との組合せに対する許容
限界

・接地圧が，安全上適切と認められる規格
及び基準による地盤の極限支持力度に対し
て妥当な余裕を有することを確認する。

○
Ｓクラスの建物・構築物，Ｓクラスの機器・配管系の基礎地盤の基準地震動Ｓｓに
よる地震力との組み合わせに対する許容限界について説明

○
常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築
物，機器・配管系の基礎地盤の基準地震動Ｓｓによる地震力との組み合わせに対す
る許容限界について説明を追加

(b)
弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力と
の組合せに対する許容限界

・接地圧に対して，安全上適切と認められ
る規格及び基準による地盤の短期許容支持
力度を許容限界とする。

○
Ｓクラスの建物・構築物，Ｓクラスの機器・配管系の基礎地盤の弾性設計用地震動
Ｓｄによる地震力又は静的地震力との組み合わせに対する許容限界について説明

△ 第１回での説明から追加事項なし

b.

Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物，機器・配管
系，常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大
事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の建
物・構築物，機器・配管系の基礎地盤

・(3)a.(b)を適用する。 ○
Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物，機器・配管系の基礎地盤の許容限界につい
て説明

○
常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置される重大
事故等対処施設の建物・構築物，機器・配管系の基礎地盤の許容限界について説明
を追加

【建物・構築物】
・[補足盤１]地盤の支持性能につい
て
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基本設計方針の添付書類への展開
（第五条（安全機能を有する施設の地盤）、第三十二条（重大事故等対処施設の地盤）、

第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙３②
(Ⅳ-1-1_耐震設計)(21/97)

1. 1.1 1.1.1 (1) a. (a) イ. (イ)以降 １回 第１回　記載概要 ２回 第２回　記載概要
再処理添付書類構成案 記載概要

申請回次
補足説明資料

再処理目次

5.2 機能維持

(1) 建物・構築物

・再処理施設の安全機能及び重大事故等に
対処するために必要な機能のうち，建物・
構築物に要求される閉じ込め機能，火災防
護機能，遮蔽機能，気密性，支持機能，操
作場所及びアクセスルートの保持機能，地
下水排水機能，廃棄機能，飛来物防護機能
及び貯水機能の機能維持の方針を以下に示
す。
・これらの機能維持の考え方を，「Ⅳ－１
－１－８　機能維持の基本方針」に示す。
・重大事故等対処施設の設計においては，
設計基準事故時の状態と重大事故等時の状
態での評価条件の比較を行い，重大事故等
時の状態の方が厳しい場合は別途，重大事
故等時の状態にて設計を行う。

〇 建物・構築物の安全機能を有する施設における機能維持方針について説明 〇 建物・構築物の重大事故等対処施設における機能維持方針について説明を追加

【建物・構築物】
・[補足耐2]洞道の設工認申請上の
取り扱いについて
・[補足耐53]耐震設計における安全
機能の整理について

a. 安全機能を有する施設

(a) 閉じ込め機能の維持

・閉じ込め機能の維持が要求される施設
は，地震時及び地震後において，放射性物
質を限定された区域に閉じ込めるため，安
全機能を有する施設の耐震重要度に応じた
地震動に対して，「5.1　構造強度」に基づ
く構造強度を確保することで，閉じ込め機
能が維持できる設計とする。
・閉じ込め機能の維持が要求される施設の
うち，鉄筋コンクリート造の施設は，地震
時及び地震後において，放射性物質が漏え
いした場合にその影響の拡大を防止するた
め，閉じ込め機能の維持が要求される壁及
び床が安全機能を有する施設の耐震重要度
に応じた地震動に対して構造強度を確保す
ることで閉じ込め機能が維持できる設計と
する。
また，閉じ込め機能が要求される壁・床・
天井に設置する扉及びハッチ等は，壁・
床・天井が発生する応力の許容限界を満足
していることで，閉じ込め機能を確保でき
る。

○
閉じ込め機能の維持が要求される安全機能を有する施設の機能維持方針について説
明

△ 第１回での説明から追加事項なし －

(b) 火災防護機能の維持

・火災防護機能の維持が要求される施設
は，地震時及び地震後において，火災の影
響を軽減するため，安全機能を有する施設
の耐震重要度に応じた地震動に対して，
「5.1　構造強度」に基づく構造強度を確保
することで，火災防護機能が維持できる設
計とする。

〇
火災防護機能の維持が要求される安全機能を有する施設の機能維持方針について説
明

△ 第１回での説明から追加事項なし －

(c) 遮蔽機能の維持

・遮蔽機能の維持が要求される施設は，地
震時及び地震後において，放射線業務従事
者の放射線障害防止，再処理施設周辺の空
間線量率の低減，居住性の確保及び放射線
障害から公衆等を守るため，安全機能を有
する施設の耐震重要度に応じた地震動に対
して，「5.1　構造強度」に基づく構造強度
を確保し，遮蔽体の形状及び厚さを確保す
ることで，遮蔽機能が維持できる設計とす
る。

○ 遮蔽機能の維持が要求される安全機能を有する施設の機能維持方針について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －
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基本設計方針の添付書類への展開
（第五条（安全機能を有する施設の地盤）、第三十二条（重大事故等対処施設の地盤）、

第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙３②
(Ⅳ-1-1_耐震設計)(22/97)

1. 1.1 1.1.1 (1) a. (a) イ. (イ)以降 １回 第１回　記載概要 ２回 第２回　記載概要
再処理添付書類構成案 記載概要

申請回次
補足説明資料

再処理目次

(d) 支持機能の維持

・機器・配管系等の設備を間接的に支持す
る機能の維持が要求される施設は，地震時
及び地震後において，被支持設備の機能を
維持するため，被支持設備の安全機能を有
する施設の耐震重要度に応じた地震動に対
して，「5.1　構造強度」に基づく構造強度
を確保することで，支持機能が維持できる
設計とする。
・支持機能の維持が要求される施設のう
ち，建物・構築物の鉄筋コンクリート造の
施設は，耐震壁のせん断ひずみの許容限界
を満足すること又は基礎を構成する部材に
生じる応力が終局強度に対し妥当な安全余
裕を有していることで，Ｓクラス設備等に
対する支持機能が維持できる設計とする。
・屋外重要土木構造物については，構造部
材の曲げについては限界層間変形角(層間変
形角1/100)又は終局曲率，せん断について
はせん断耐力を許容限界とする。なお，限
界層間変形角，終局曲率及びせん断耐力の
許容限界に対しては妥当な安全余裕をもた
せることとし，機器・配管系の支持機能が
維持できる設計とする。その他の土木構造
物については，安全上適切と認められる規
格及び基準による許容応力度を許容限界と
し，機器・配管系の支持機能が維持できる
設計とする。

○ 安全機能を有する施設の支持機能の維持について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし

【建物・構築物】
・[補足耐26]応力解析におけるモデ
ル化，境界条件及び拘束条件の考え
方
・[補足耐27]地震荷重の入力方法
・[補足耐28]建物・構築物の耐震評
価における組合せ係数法の適用性に
ついて
・[補足耐29]応力解析における断面
の評価部位の選定
・[補足耐30]応力解析における応力
平均化の考え方
・[補足耐8]竜巻防護対策設備の耐
震性評価に関する補足説明
・[補足耐58]竜巻防護対策設備の応
力解析におけるモデル化，境界条件
及び拘束条件の考え方
・[補足耐59]竜巻防護対策設備の耐
震評価における組合せ係数法の適用
性について
・[補足耐60]地震荷重の入力方法
・[補足耐61]応力解析における断面
の評価部位の選定
・[補足耐63]排気筒の耐震性評価に
関する補足説明
・[補足耐68]排気筒の応力解析にお
けるモデル化，境界条件及び拘束条
件の考え方
・[補足耐69]地震荷重の入力方法
・[補足耐70]応力解析における断面
の評価部位の選定

(e) 地下水排水機能の維持

・地下水排水機能の維持が要求される施設
は，地震時及び地震後において，建物・構
築物の周囲の地下水を排水するため，安全
機能を有する施設の耐震重要度に応じた地
震動に対して，「5.1　構造強度」に基づく
構造強度を確保することで，地下水排水機
能が維持できる設計とする。
・地下水排水機能の維持が要求される施設
である地下水排水設備(サブドレン管，集水
管，サブドレンピット及びサブドレンシャ
フト)については，耐震設計において地下水
位の低下を期待する建物・構築物の周囲の
地下水を排水するため，基準地震動Ｓｓに
よる地震力に対して機能が維持できる設計
とする。

〇
地下水排水機能の維持が要求される安全機能を有する施設の機能維持方針について
説明

△ 第１回での説明から追加事項なし －

(f) 廃棄機能の維持

・廃棄機能の維持が要求される施設は，地
震時及び地震後において，放射性廃棄物を
廃棄するため，安全機能を有する施設の耐
震重要度に応じた地震動に対して，「5.1
構造強度」に基づく構造強度を確保するこ
とで，廃棄機能が維持できる設計とする。

〇 廃棄機能の維持が要求される安全機能を有する施設の機能維持方針について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

(g) 飛来物防護機能の維持

・飛来物防護機能の維持が要求される施設
は，地震時及び地震後において，設計竜巻
によって発生する設計飛来物による竜巻防
護対象施設への影響を防止するため，安全
機能を有する施設の耐震重要度に応じた地
震動に対して，「5.1　構造強度」に基づく
構造強度を確保することで，飛来物防護機
能が維持できる設計とする。

〇
飛来物防護機能の維持が要求される安全機能を有する施設の機能維持方針について
説明

△ 第１回での説明から追加事項なし －

b. 重大事故等対処施設

(a) 遮蔽機能の維持

・遮蔽機能の維持が要求される施設は，重
大事故等対処施設の設備分類に応じた地震
動に対して，「5.2(1)a.(c) 遮蔽機能の維
持」と同様の設計を行うことで，遮蔽機能
が維持できる設計とする。

－ 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○
遮蔽機能の維持が要求される重大事故等対処施設の機能維持方針について説明を追
加

－

(b) 気密性の維持

・気密性の維持が要求される施設は，地震
時及び地震後において，居住性確保のた
め，事故時に放射性気体の流入を防ぐこと
を目的として，重大事故等対処施設の設備
分類に応じた地震動に対して，「5.1 構造
強度」に基づく構造強度を確保すること及
び換気設備の換気機能とあいまって施設の
気圧差を確保することで，必要な気密性が
維持できる設計とする。

－ 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○ 気密性の維持が要求される重大事故等対処施設の機能維持方針について説明を追加 －
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基本設計方針の添付書類への展開
（第五条（安全機能を有する施設の地盤）、第三十二条（重大事故等対処施設の地盤）、

第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙３②
(Ⅳ-1-1_耐震設計)(23/97)

1. 1.1 1.1.1 (1) a. (a) イ. (イ)以降 １回 第１回　記載概要 ２回 第２回　記載概要
再処理添付書類構成案 記載概要

申請回次
補足説明資料

再処理目次

(c) 支持機能の維持

・機器・配管系等の設備を間接的に支持す
る機能の維持が要求される施設は，被支持
設備の重大事故等対処施設の設備分類に応
じた地震動に対して，「5.2(1)a.(d) 支持
機能の維持」と同様の設計を行うことで，
支持機能が維持できる設計とする。

－ 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○ 重大事故等対処施設の支持機能の維持について説明を追加

【建物・構築物】
・[補足耐26]応力解析におけるモデ
ル化，境界条件及び拘束条件の考え
方
・[補足耐27]地震荷重の入力方法
・[補足耐28]建物・構築物の耐震評
価における組合せ係数法の適用性に
ついて
・[補足耐29]応力解析における断面
の評価部位の選定
・[補足耐30]応力解析における応力
平均化の考え方
・[補足耐63]排気筒の耐震性評価に
関する補足説明
・[補足耐68]排気筒の応力解析にお
けるモデル化，境界条件及び拘束条
件の考え方
・[補足耐69]地震荷重の入力方法
・[補足耐70]応力解析における断面
の評価部位の選定

(d) 操作場所及びアクセスルートの保持機能の維持

・操作場所及びアクセスルートの保持機能
の維持が要求される施設は，地震時及び地
震後において，地震を要因として発生する
重大事故等に対処するために必要となる操
作場所及びアクセスルートを保持するた
め，重大事故等対処施設の設備分類に応じ
た地震動に対して，「5.1 構造強度」に基
づく構造強度を確保することで，操作場所
及びアクセスルートの保持機能が維持でき
る設計とする。
・操作場所及びアクセスルートの保持機能
の維持が要求される施設のうち，鉄筋コン
クリート造の施設は，耐震壁のせん断ひず
みの許容限界を満足することで，操作場所
及びアクセスルートの保持機能が維持でき
る設計とする。
・耐震壁以外の建物・構築物の部位に関し
ても，耐震壁がせん断ひずみの許容限界を
満足していることで健全性が確保されてお
り，操作場所及びアクセスルートの保持機
能を確保できる。

－ 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○
操作場所及びアクセスルートの保持機能の維持が要求される重大事故等対処施設の
機能維持方針について説明を追加

－

(e) 地下水排水機能の維持

・地下水排水機能の維持が要求される施設
は，重大事故等対処施設の設備分類に応じ
た地震動に対して，「5.2(1)a.(e)　地下水
排水機能の維持」と同様の設計を行うこと
で，地下水排水機能が維持できる設計とす
る。

－ 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○
地下水排水機能の維持が要求される重大事故等対処施設の機能維持方針について説
明を追加

－

(f) 貯水機能の維持

・貯水機能の維持が要求される施設は，地
震時及び地震後において，重大事故等への
対処に必要となる水を確保するため，重大
事故等対処施設の設備分類に応じた地震力
に対して，「5.1 構造強度」に基づく構造
強度を確保することで，貯水機能が維持で
きる設計とする。
・貯水機能の維持が要求される施設のう
ち，鉄筋コンクリート造の施設は，貯水機
能の維持が要求される壁及び床が，重大事
故等対処施設の設備分類に応じた地震動に
対して，おおむね弾性状態に留まることを
基本とする。

－ 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○
貯水機能の維持が要求される重大事故等対処施設の機能維持方針について説明を追
加

－
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基本設計方針の添付書類への展開
（第五条（安全機能を有する施設の地盤）、第三十二条（重大事故等対処施設の地盤）、

第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙３②
(Ⅳ-1-1_耐震設計)(24/97)

1. 1.1 1.1.1 (1) a. (a) イ. (イ)以降 １回 第１回　記載概要 ２回 第２回　記載概要
再処理添付書類構成案 記載概要

申請回次
補足説明資料

再処理目次

a. 安全機能を有する施設

(a) 動的機能維持

・動的機能が要求される設備は，地震時及
び地震後において，その設備に要求される
安全機能を維持するため，安全機能を有す
る施設の耐震重要度に応じた地震動に対し
て，要求される動的機能が維持できること
を実証試験又は解析により確認すること
で，動的機能を維持する設計とする。実証
試験等により確認されている機能維持加速
度を超える場合には，詳細検討により機能
維持を満足する設計とする。
・動的機能が要求される弁等の機器の地震
応答解析結果の応答加速度が当該機器を支
持する配管の地震応答により増加すると考
えられるときは，当該配管の地震応答の影
響を考慮し，一定の余裕を見込むこととす
る。

○ 安全機能を有する施設の動的機能が要求される設備の機能維持方針について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし
【機器・配管系】
・[補足耐24]動的機能維持評価手法
の適用について

(b) 電気的機能維持

・電気的機能が要求される設備は，地震時
及び地震後において，その設備に要求され
る安全機能を維持するため，安全機能を有
する施設の耐震重要度に応じた地震動に対
して，要求される電気的機能が維持できる
ことを実証試験又は解析により確認するこ
とで，電気的機能を維持する設計とする。

○ 安全機能を有する施設の電気的機能が要求される設備の機能維持方針について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし
【機器・配管系】
・[補足耐25]電気的機能維持評価手
法の適用について

(c) 閉じ込め機能の維持

・閉じ込め機能の維持が要求される設備の
うち，グローブボックスは，地震時及び地
震後において，グローブボックスに要求さ
れる安全機能を維持するため，安全機能を
有する施設の耐震重要度に応じた地震動に
対して，要求される閉じ込め機能が維持で
きることを試験又は解析により確認し，閉
じ込め機能が維持できる設計とする。

○
閉じ込め機能の維持が要求される安全機能を有する施設の機能維持方針について説
明

△ 第１回での説明から追加事項なし －

(d) 臨界防止機能の維持

・臨界防止機能の維持が要求される設備
は，地震時及び地震後において，臨界の発
生を防止するため，安全機能を有する施設
の耐震重要度に応じた地震動に対して，核
的制限値の維持に必要な形状寸法管理，複
数の機器間の面間距離の維持として地震時
において発生する変位及び変形を制限する
ことで，臨界防止機能が維持できる設計と
する。

○
臨界防止機能の維持が要求される安全機能を有する施設の機能維持方針について説
明

△ 第１回での説明から追加事項なし －

b. 重大事故等対処施設

(2)

・再処理施設の安全機能及び重大事故等に
対処するために必要な機能として機器・配
管系に要求される機能のうち，遮蔽機能，
落下・転倒防止機能，止水機能，分析機能
及び廃棄機能については，「5.1　構造強
度」に基づく構造強度を確保することで，
当該機能が維持できる設計とする。
・閉じ込め機能，プロセス量等の維持機
能，掃気機能，崩壊熱等の除去機能，臨界
防止機能，支援機能，ソースターム制限機
能，放出量の監視機能，換気機能，地下水
排水機能，火災防護機能及びユーティリ
ティ機能については，「5.1　構造強度」に
基づく構造強度を確保するとともに，当該
機能が要求される各施設の特性に応じて，
動的機能を維持する設計とする。
・閉じ込め機能，プロセス量等の維持機
能，掃気機能，崩壊熱等の除去機能，臨界
防止機能，支援機能，ソースターム制限機
能，放出量の監視機能，換気機能，地下水
排水機能，漏えい検知機能，火災防護機能
及びユーティリティ機能については，「5.1
構造強度」に基づく構造強度を確保すると
ともに，当該機能が要求される各施設の特
性に応じて，電気的機能を維持する設計と
する。
・閉じ込め機能及び臨界防止機能について
は，「5.1　構造強度」に基づく構造強度を
確保するとともに，当該機能が要求される
各施設の特性に応じて，閉じ込め機能及び
臨界防止機能を維持する設計とする。
・動的機能維持，電気的機能維持，閉じ込
め機能及び臨界防止機能の機能維持の方針
を以下に示す。
・これらの機能維持の考え方を，「Ⅳ－１
－１－８　機能維持の基本方針」に示す。
・重大事故等対処施設の設計においては，
設計基準事故時の状態と重大事故等時の状
態での評価条件の比較を行い，重大事故等
時の状態の方が厳しい場合は別途，重大事
故等時の状態にて設計を行う。

【機器・配管系】
・[補足耐53]耐震設計における安全
機能の整理について

機器・配管系の重大事故等対処施設における機能維持方針について説明を追加〇機器・配管系の安全機能を有する施設における機能維持方針について説明〇機器・配管系
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基本設計方針の添付書類への展開
（第五条（安全機能を有する施設の地盤）、第三十二条（重大事故等対処施設の地盤）、

第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙３②
(Ⅳ-1-1_耐震設計)(25/97)

1. 1.1 1.1.1 (1) a. (a) イ. (イ)以降 １回 第１回　記載概要 ２回 第２回　記載概要
再処理添付書類構成案 記載概要

申請回次
補足説明資料

再処理目次

(a) 動的機能維持

・動的機能が要求される設備は，重大事故
等対処施設の設備分類に応じた地震動に対
して，「5.2(2)a.(a) 動的機能維持」と同
様の設計を行うことで，動的機能を維持す
る設計とする。

－ 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○
重大事故等対処施設の動的機能が要求される設備の機能維持方針について説明を追
加

【機器・配管系】
・[補足耐24]動的機能維持評価手法
の適用について

(b) 電気的機能維持

・電気的機能が要求される設備は，重大事
故等対処施設の設備分類に応じた地震動に
対して，「5.2(2)a.(b) 電気的機能維持」
と同様の設計を行うことで，電気的機能を
維持する設計とする。

－ 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○
重大事故等対処施設の電気的機能が要求される設備の機能維持方針について説明を
追加

【機器・配管系】
・[補足耐25]電気的機能維持評価手
法の適用について

(c) 閉じ込め機能の維持

・閉じ込め機能の維持が要求される設備の
うち，グローブボックスは，重大事故等対
処施設の設備分類に応じた地震動に対し
て，「5.2(2)a.(c) 閉じ込め機能の維持」
と同様の設計を行うことで，閉じ込め機能
が維持できる設計とする。

－ 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○
閉じ込め機能の維持が要求される重大事故等対処施設の機能維持方針について説明
を追加

－

(d) 臨界防止機能の維持

・臨界防止機能の維持が要求される設備
は，重大事故等対処施設の設備分類に応じ
た地震動に対して，「5.2(2)a.(d) 臨界防
止機能の維持」と同様の設計を行うこと
で，臨界防止機能が維持できる設計とす
る。

－ 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○
臨界防止機能の維持が要求される重大事故等対処施設の機能維持方針について説明
を追加

－

7. 地震による周辺斜面の崩壊に対する設計方針

・耐震重要施設及び常設耐震重要重大事故
等対処設備が設置される重大事故等対処施
設については，基準地震動Ｓｓによる地震
力により周辺斜面の崩壊の影響がないこと
が確認された場所に設置する。具体的に
は，JEAG4601の安定性評価の対象とすべき
斜面や，土砂災害防止法での土砂災害警戒
区域の設定離間距離を参考に，個々の斜面
高を踏まえて対象斜面を抽出する。上記に
基づく対象斜面の抽出については，事業指
定(変更許可)申請書にて記載，確認されて
おり，その結果，耐震重要施設及び常設耐
震重要重大事故等対処設備が設置される重
大事故等対処施設周辺においては，地震力
に対して，施設の安全機能及び重大事故等
に対処するために必要な機能に重大な影響
を与えるような崩壊を起こすおそれのある
斜面はないことを確認している。

○ 安全機能を有する施設の地震による周辺斜面の崩壊に対する設計方針について説明 ○
重大事故等対処施設の地震による周辺斜面の崩壊に対する設計方針について説明を
追加

－

6.
【建物・構築物，機器・配管系】
・[補足耐36]建物・構築物周辺の設
計用地下水位の設定について

構造計画と配置計画

・安全機能を有する施設及び重大事故等対
処施設の構造計画及び配置計画に際して
は，地震の影響が低減されるように考慮す
る。
・建物・構築物は，原則として剛構造と
し，重要な建物・構築物は，地震力に対し
十分な支持性能を有する地盤に支持させ
る。剛構造としない建物・構築物は，剛構
造と同等又はそれを上回る耐震安全性を確
保する。
・耐震設計において地下水位の低下を期待
する建物・構築物は，周囲の地下水を排出
し，基礎スラブ底面レベル以深に地下水位
を維持できるよう地下水排水設備(サブドレ
ンポンプ，水位検出器等)を設置する。
・地下水排水設備は，安全機能を有する施
設及び重大事故等対処施設に適用される要
求事項を満足するよう設計する。また，上
記より対象となる建物・構築物の評価に影
響するため，建物・構築物の機能要求を満
たすように，基準地震動Ｓｓによる地震力
に対して機能を維持するとともに，非常用
電源設備又は基準地震動Ｓｓによる地震力
に対し機能維持が可能な発電機からの給電
が可能な設計とすることとし，その評価を
「Ⅳ－２－１　再処理設備本体等に係る耐
震性に関する計算書」のうち地下水排水設
備の耐震性についての計算書に示す。
・機器・配管系は，応答性状を適切に評価
し，適用する地震力に対して構造強度を有
する設計とする。配置に自由度のあるもの
は，耐震上の観点からできる限り重心位置
を低くし，かつ，安定性のよい据え付け状
態になるよう，「9. 機器・配管系の支持方
針」に示す方針に従い配置する。
・建物・構築物の建屋間相対変位を考慮し
ても，建物・構築物及び機器・配管系の耐
震安全性を確保する設計とする。
・下位クラス施設は，耐震重要施設及び常
設耐震重要重大事故等対処設備が設置され
る重大事故等対処施設に対して離隔を取り
配置する，又は耐震重要施設の有する安全
機能及び重大事故等に対処するために必要
な機能を保持する設計とする。

安全機能を有する施設の構造計画及び配置計画について説明○ ○ 重大事故等対処施設の構造計画及び配置計画について説明を追加
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基本設計方針の添付書類への展開
（第五条（安全機能を有する施設の地盤）、第三十二条（重大事故等対処施設の地盤）、

第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙３②
(Ⅳ-1-1_耐震設計)(26/97)

1. 1.1 1.1.1 (1) a. (a) イ. (イ)以降 １回 第１回　記載概要 ２回 第２回　記載概要
再処理添付書類構成案 記載概要

申請回次
補足説明資料

再処理目次

8. ダクティリティに関する考慮

・再処理施設は，構造安全性を一層高める
ために，材料の選定等に留意し，その構造
体のダクティリティを高めるよう設計す
る。具体的には「Ⅳ－１－１－９　構造計
画，材料選択上の留意点」に示す。

○ ダクティリティの考慮内容について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

9. 機器・配管系の支持方針

・機器・配管系本体については「5.　機能
維持の基本方針」に基づいて耐震設計を行
う。それらの支持構造物の設計方針につい
ては，機器は形状，配置等に応じて個別に
支持構造物の設計を行うこと，配管系，電
気計測制御装置等は設備の種類，配置に応
じて各々標準化された支持構造物の中から
選定することから，それぞれ「Ⅳ－１－１
－10　機器の耐震支持方針」，「Ⅳ－１－
１－11－１　配管の耐震支持方針」，「Ⅳ
－１－１－11－２　ダクトの耐震支持方
針」及び「Ⅳ－１－１－12　電気計測制御
装置等の耐震支持方針」にて示す。

○ 機器・配管系の支持方針について説明 ○ ダクトの耐震支持方針について説明を追加

【機器・配管系】
・[補足耐22]屋内設備に対するアン
カー定着部の評価について
・[補足耐43]機器と配管の相対変位
に対する設計上の扱いについて

－10. 第１回での説明から追加事項なし耐震計算の基本方針について説明

・耐震設計方針に基づいて設計した施設に
ついて，耐震計算を行うに当たり，既設工
認で実績があり，かつ， 新の知見に照ら
しても妥当な手法及び条件を用いることを
基本とする。
・ 新の知見を適用する場合は，その妥当
性及び適用可能性を確認した上で適用す
る。
・耐震計算における動的地震力の水平方向
及び鉛直方向の組合せについては，水平1方
向及び鉛直方向地震力の組合せで実施した
上で，その計算結果に基づき水平2方向及び
鉛直方向地震力の組合せが耐震性に及ぼす
影響を評価する。
・評価対象設備である配管系，機器（容器
及びポンプ類）及び電気計装品（盤，装置
及び器具）のうち，複数設備に共通して適
用する計算方法については「Ⅳ－１－１－
11－１　配管の耐震支持方針」，「Ⅳ－１
－１－11－２　ダクトの耐震支持方針」及
び「Ⅳ－１－２　耐震計算書作成の基本方
針」に示す。
・評価に用いる温度については， 高使用
温度及び環境温度を適切に考慮する。その
うち環境温度については，「Ⅵ－１－１－
４　安全機能を有する施設及び重大事故等
対処設備が使用される条件の下における健
全性に関する説明書」の「1.3.2(1)b.　環
境温度及び湿度による影響」に従う。

耐震計算の基本方針 ○ △
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基本設計方針の添付書類への展開
（第五条（安全機能を有する施設の地盤）、第三十二条（重大事故等対処施設の地盤）、

第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙３②
(Ⅳ-1-1_耐震設計)(27/97)

1. 1.1 1.1.1 (1) a. (a) イ. (イ)以降 １回 第１回　記載概要 ２回 第２回　記載概要
再処理添付書類構成案 記載概要

申請回次
補足説明資料

再処理目次

【建物・構築物】
・[補足耐5]地震応答解析モデルに
用いる鉄筋コンクリート造部の減衰
定数に関する検討
・[補足耐9]地震応答解析における
材料物性のばらつきに関する検討
・[補足耐11]竜巻防護対策設備の地
震応答解析における材料物性のばら
つきに伴う影響評価について
・[補足耐17]一関東評価用地震動
(鉛直)に対する影響評価について
(建物，屋外機械基礎)
・[補足耐18]竜巻防護対策設備の一
関東評価用地震動(鉛直)に対する影
響評価について
・[補足耐31]地震応答解析及び応力
解析における既設工認と今回設工認
の解析モデル及び手法の比較
・[補足耐32]「建屋側面地盤ばね」
及び「地盤のひずみ依存特性」の評
価手法について
・[補足耐33]地震応答解析における
耐震壁のせん断スケルトンカーブの
設定
・[補足耐34]隣接建屋の影響に関す
る検討(建物，屋外機械基礎)
・[補足耐55]隣接建屋の影響に関す
る検討（土木構造物）
・[補足耐36]建物・構築物周辺の設
計用地下水位の設定について
・[補足耐46]土木構造物の地震応答
解析における既設工認と今回設工認
の解析モデル及び手法の比較につい
て
・[補足耐47]土木構造物の耐震安全
性評価における共通事項について
・[補足耐48]土木構造物の一関東評
価用地震動（鉛直）に対する影響評
価について
・[補足耐49]土木構造物の地震応答
解析における材料物性のばらつきに
関する検討について
・[補足耐50]土木構造物の液状化の
影響評価について
・[補足耐62]地震応答解析における
支持架構のせん断スケルトンカーブ
の設定
・[補足耐64]排気筒の一関東評価用
地震動(鉛直)に対する影響評価につ
いて
・[補足耐66]地震応答解析及び応力
解析における既設工認と今回設工認
の解析モデル及び手法の比較
・[補足耐67]排気筒の地震応答解析
における材料物性のばらつきに伴う
影響評価について
・[補足盤1]地盤の支持性能につい
て

【機器・配管系】
・[補足耐3]土木構造物の液状化に
伴う機電設備の影響評価について
・[補足耐10]地震応答解析における
材料物性のばらつきに伴う影響評価
について(機器，配管系)
・[補足耐35]隣接建屋の影響に対す
る影響評価について(機器・配管系)
・[補足耐42]既設工認からの変更点
について
・[補足耐54]耐震評価上の補足事項
について

建物・構築物

・建物・構築物の評価は，基準地震動Ｓｓ
及び弾性設計用地震動Ｓｄを基に設定した
入力地震動に対する構造全体としての変
形，並びに地震応答解析による地震力及び
「4.　設計用地震力」で示す設計用地震力
による適切な応力解析に基づいた地震応力
と，組み合わすべき地震力以外の荷重によ
り発生する局部的な応力が，「5.　機能維
持の基本方針」で示す許容限界内にあるこ
とを確認すること(解析による設計)により
行う。
・評価手法は，以下に示す解析法により
JEAG4601に基づき実施することを基本とす
る。また，評価に当たっては，材料物性の
ばらつき等を適切に考慮する。
　・時刻歴応答解析法
　・FEM等を用いた応力解析法
　・スペクトルモーダル解析法
・建物・構築物の動的解析においては，地
下水排水設備による地下水位の低下を考慮
して適切な解析手法を選定する。このう
ち，地下水排水設備の外側に配置される建
物・構築物については，施設の構造上の特
徴，施設の周辺地盤及び周辺施設の配置状
況を踏まえ，液状化による影響が生じるお
それがある場合には，その影響について確
認する。ここで，地震時の地盤の有効応力
の変化に応じた影響を考慮する場合は，有
効応力解析を実施する。有効応力解析に用
いる液状化強度特性は，敷地の原地盤にお
ける代表性及び網羅性を踏まえた上で保守
性を考慮して設定する。
・具体的な評価手法は，「Ⅳ－２　再処理
施設の耐震性に関する計算書」に示す。
・水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せに
関する影響評価については，「Ⅳ－２－３
水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに
関する影響評価結果」に示す。
・設備の補強や追加等の改造工事に伴う地
震応答解析モデルに重量増加を反映してい
ない施設については，重量増加による影響
検討を行い，影響が否定できない施設は地
震応答解析モデルに反映する。影響が軽微
な施設は影響検討した結果を「Ⅳ－２－１
再処理設備本体等に係る耐震性に関する計
算書」の地震応答計算書に示す。
・地震時及び地震後に機能維持が要求され
る設備については，FEMを用いた応力解析等
により，静的又は動的解析により求まる地
震応力と，組み合わすべき地震力以外の荷
重により発生する局部的な応力が，許容限
界内にあることを確認する。

○地下水排水設備
・建物・構築物の耐震評価においては，地
下水排水設備による地下水位の低下を考慮
し，設計用地下水位を基礎スラブ上端レベ
ルに設定する。また，地下水位を基礎スラ
ブ以深に維持することから，地下水圧のう
ち側面からの圧力は考慮しないこととする
が，揚圧力については考慮することとす
る。

〇一関東評価用地震動(鉛直)
・基準地震動Ｓｓ－Ｃ４は，水平方向の地
震動のみであることから，水平方向と鉛直
方向の地震力を組み合わせた影響評価に当
たっては，工学的に水平方向の地震動から
設定した鉛直方向の評価用地震動(以下「一
関東評価用地震動(鉛直)」という。)による
地震力を用いた場合においても，水平方向
と鉛直方向の地震力を組み合わせた影響が
考えられる施設に対して，許容限界の範囲
内に留まることを確認する。具体的には，
一関東評価用地震動(鉛直)を用いた場合の
応答と基準地震動Ｓｓの応答との比較によ
り，基準地震動Ｓｓを用いて評価した施設
の耐震安全性に影響を与えないことを確認
する。なお，施設の耐震安全性へ影響を与
える可能性がある場合には詳細評価を実施
する。影響評価結果については，「Ⅳ－２
－４－１　一関東評価用地震動（鉛直）に
関する影響評価結果」に示す。
・一関東評価用地震動(鉛直)の設計用応答
スペクトルを第10.1-1図に，設計用模擬地
震波の加速度時刻歴波形を第10.1-2図に示
す。また，弾性設計用地震動Ｓｄに対応す
るものとして，一関東評価用地震動（鉛
直）に対して係数0.5を乗じた地震動の設計
用応答スペクトルを第10.1-3図に，加速度
時刻歴を第10.1-4図に示す。

○ 建物・構築物の耐震計算の基本方針について説明 △10.1 第１回での説明から追加事項なし
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基本設計方針の添付書類への展開
（第五条（安全機能を有する施設の地盤）、第三十二条（重大事故等対処施設の地盤）、

第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙３②
(Ⅳ-1-1_耐震設計)(28/97)

1. 1.1 1.1.1 (1) a. (a) イ. (イ)以降 １回 第１回　記載概要 ２回 第２回　記載概要
再処理添付書類構成案 記載概要

申請回次
補足説明資料

再処理目次

凡例

・「申請回次」について

○：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目

△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目

－：当該申請回次で記載しない項目

【機器・配管系】
・[補足耐6]新たに適用した減衰定
数について
・[補足耐10]地震応答解析における
材料物性のばらつきに伴う影響評価
について(機器，配管系)
・[補足耐15]鉛直方向の動的地震力
考慮による設備の浮き上がり等の影
響について
・[補足耐16]水平方向と鉛直方向の
動的地震力の二乗和平方根(SRSS)法
による組合せについて
・[補足耐19]一関東評価用地震動
(鉛直)に対する影響確認について
(機器・配管系)
・[補足耐20]耐震Ｓクラス設備の耐
震計算書におけるＳｄ評価結果の記
載方法
・[補足耐24]動的機能維持評価手法
の適用について
・[補足耐25]電気的機能維持評価手
法の適用について
・[補足耐37]剛な設備の固有周期の
算出について
・[補足耐38]機器・配管系の類型化
に対する分類の考え方について
・[補足耐40]配管系の評価手法(定
ピッチスパン法)について
・[補足耐42]既設工認からの変更点
について
・[補足耐44]ダクト評価で用いる補
正係数，安全係数の設定根拠につい
て
・[補足耐54]耐震評価上の補足事項
について

○ 当該回次の申請範囲における機器・配管系の耐震計算の基本方針について説明機器・配管系

・機器・配管系の評価は，「4. 設計用地震
力」で示す設計用地震力による適切な応力
解析に基づいた地震応力と，組み合わすべ
き他の荷重による応力との組合せ応力が
「5. 機能維持の基本方針」で示す許容限界
内にあることを確認すること(解析による設
計)により行う。
・評価手法は，以下に示す解析法により
JEAG4601に基づき実施することを基本と
し，その他の手法を適用する場合は適用性
を確認の上，適用することとする。なお，
時刻歴応答解析法及びスペクトルモーダル
解析法を用いる場合は，材料物性のばらつ
き等を適切に考慮する。
　・スペクトルモーダル解析法
　・時刻歴応答解析法
　・定式化された計算式を用いた解析法
　・FEM等を用いた応力解析法
・機器・配管系については，解析方法及び
解析モデルを機器，配管系ごとに設定する
とともに，安全機能に応じた評価を行う。
・これら機器，配管系ごとに適用する解析
方法及び解析モデルを「Ⅳ－１－１－５
地震応答解析の基本方針」の「2.2(2) 解析
方法及び解析モデル」に示す。
・具体的な評価手法は，「Ⅳ－１－１－10
機器の耐震支持方針」，「Ⅳ－１－１－11
－１　配管の耐震支持方針」，「Ⅳ－１－
１－11－２　ダクトの耐震支持方針」及び
「Ⅳ－１－２　耐震計算書作成の基本方
針」に示す。

○動的機器
・地震時及び地震後に機能維持が要求され
る設備については，地震応答解析により機
器・配管系に作用する加速度が振動試験又
は解析等により機能が維持できることを確
認した加速度(動的機能維持確認済加速度又
は電気的機能維持確認済加速度)以下，若し
くは，静的又は動的解析により求まる地震
荷重が許容荷重以下となることを確認す
る。
・これらの水平2方向及び鉛直方向地震力の
組合せに関する影響評価については，「Ⅳ
－２－３　水平２方向及び鉛直方向地震力
の組合せに関する影響評価結果」に示す。

〇一関東評価用地震動(鉛直)
・一関東評価用地震動(鉛直)を用いた建
物・構築物の応答を用いた機器・配管系の
影響評価結果については，「Ⅳ－２－４－
１　一関東評価用地震動（鉛直）に関する
影響評価結果」に示す。
・影響評価に当たっては，水平方向と鉛直
方向の地震力を組み合わせた影響が考えら
れる施設に対して，許容限界の範囲内に留
まることを確認する。具体的には，一関東
評価用地震動(鉛直)を用いた場合の応答と
基準地震動Ｓｓの応答との比較により，基
準地震動Ｓｓを用いて評価した施設の耐震
安全性に影響を与えないことを確認する。
なお，施設の耐震安全性へ影響を与える可
能性がある場合には詳細評価を実施する。

○ 当該回次の申請範囲における機器・配管系の耐震計算の基本方針について説明10.2
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基本設計方針の添付書類への展開
（第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙３②
(Ⅳ-1-1-1_SsSd概要) (29/97)

1. 1.1 1.1.1 (1) a. (a) イ. (イ)以降 １回 第１回　記載概要 ２回 第２回　記載概要

Ⅳ-1-1-1 基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄの概要

1. 概要

・「Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針」のう
ち，「2. 耐震設計の基本方針」に基づき，
耐震設計に用いる基準地震動Ｓｓ及び弾性
設計用地震動Ｓｄについて説明する。

○ 耐震設計に用いる基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄの概要示す旨を説明 △ 第１回での説明から追加事項なし

2. 基本方針

・基準地震動Ｓｓは，まず「敷地ごとに震
源を特定して策定する地震動」を，次に
「震源を特定せず策定する地震動」を評価
する。そして，「敷地ごとに震源を特定し
て策定する地震動」及び「震源を特定せず
策定する地震動」の評価結果に基づき，基
準地震動Ｓｓを策定する。 後に，策定さ
れた基準地震動Ｓｓの応答スペクトルがど
の程度の超過確率に相当するかを確認す
る。
・弾性設計用地震動Ｓｄは，基準地震動Ｓ
ｓとの応答スペクトルの比率の値が，目安
として0.5を下回らないよう基準地震動Ｓｓ
に係数を乗じて設定する。
・基準地震動Ｓｓの策定は事業変更許可申
請書の添付書類四「6.地震」，弾性設計用
地震動Ｓｄの策定は事業変更許可申請書の
添付書類六「1.6 耐震設計」に記載のとお
りであり，以下にその概要を示す。

○ 基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄの策定の基本方針について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし

3. 敷地周辺の地震発生状況

・施設が位置する東北地方から北海道地方
では，海洋プレートである太平洋プレート
が陸域に向かって近づき，日本海溝から陸
のプレートの下方へ沈み込んでいることが
知られている。また，東北地方における活
断層の多くは南北方向の走向を示す逆断層
であり，この地域が東西方向に圧縮されて
いることを示唆している。東北地方から北
海道地方では上記に対応するように地震が
発生しており，その発生様式等から「プ
レート間地震」，「海洋プレート内地
震」，「内陸地殻内地震」及び「日本海東
縁部の地震」の4種類に大別される。これら
の地震のうち，敷地周辺ではプレート間地
震の発生数が も多く，また，マグニ
チュード7～8程度の大地震も発生してい
る。

○
敷地周辺における「プレート間地震」，「海洋プレート内地震」，「内陸地殻内地
震」及び「日本海東縁部の地震」の地震発生状況について説明

△ 第１回での説明から追加事項なし

3.1 被害地震

・日本国内の地震被害に関する資料につい
て記載。また，プレート間地震，海洋プ
レート内地震，内陸地殻内地震について，
被害地震の発生状況を示す。

○
地震被害に関する資料について記載するとともに，プレート間地震，海洋プレート
内地震，内陸地殻内地震について，被害地震の発生状況について説明

△ 第１回での説明から追加事項なし

3.2 被害地震の調査

・地震によって建物等に被害が発生するの
は震度5弱(1996年以前は震度Ⅴ)程度以上で
あるとされている。「日本被害地震総覧」
に記載されている震度分布図及び気象庁で
公表されている震度分布図によると，敷地
の震度がⅤ程度であったと推定される地震
は1763年１月陸奥八戸の地震，1856年日
高・胆振・渡島・津軽・南部の地震，1968
年十勝沖地震，1978年青森県東岸の2地震及
び1994年三陸はるか沖地震の6地震がある。
また，被害地震について，震央距離と地震
規模及び敷地で想定される震度との関係を
示す。

○
敷地の震度がⅤ程度以上と推定される地震被害地震を示し，震央距離と地震規模及
び敷地で想定される震度との関係について説明

△ 第１回での説明から追加事項なし

3.3 被害地震の評価

・敷地での震度がⅤ程度以上と推定される
主な被害地震の地震発生様式を，1884年以
前の地震については津波の被害記録等よ
り，また，1885年以降の地震については，
震源の位置，深さ等から，プレート間地震
と内陸地殻内地震に分けて分類する。

○
敷地での震度がⅤ程度以上と推定される主な被害地震に関してプレート間地震と内
陸地殻内地震の分類について説明

△ 第１回での説明から追加事項なし

3.4 地震カタログ間の比較

・「日本被害地震総覧」，「宇津カタログ
(1982)」及び｢気象庁地震カタログ｣から抽
出した被害地震と「理科年表」及び「宇佐
美カタログ(1979)」から抽出した被害地震
のうち，震央距離と地震規模及び敷地で想
定される震度との関係から敷地で震度Ⅴ程
度以上となる被害地震で，地震規模及び震
央位置の記載に差異が認められる地震，そ
の震央分布，また，地震規模及び震央位置
の差異が敷地に与える影響度の差を示す。

○
地震規模及び震央位置の記載に差異が認められる地震，その震央分布，地震規模及
び震央位置の差異が敷地に与える影響度の差について説明

△ 第１回での説明から追加事項なし

3.5 敷地周辺で発生したＭ5.0以上の中地震

・敷地周辺で発生したＭ5.0以上の中地震の
震央分布を示す。
・敷地付近を横切る幅500knの範囲に分布す
る震源の鉛直分布，太平洋プレートの沈み
込みの様子を深発地震面の等深線で表した
ものを示す。

○
敷地周辺で発生したＭ5.0以上の中地震の震央分布，敷地付近を横切る幅500knの範
囲に分布する震源の鉛直分布，太平洋プレートの沈み込みの様子を深発地震面の等
深線で表したものについて説明

△ 第１回での説明から追加事項なし

3.6 敷地周辺で発生したＭ5.0以下の小・微小地震

・敷地周辺で発生したＭ5.0以下の小・微小
地震のうち，震源深さが0～30km，30～
60km，60～100km及び100km以上の地震の震
央分布，震源の鉛直分布を示す。

○
敷地周辺で発生したＭ5.0以下の小・微小地震の震源深さ毎の震央分布，震源の鉛直
分布について説明

△ 第１回での説明から追加事項なし

※補足説明資料なし
(共通06　3.添付書類「③発電炉の
実績を踏まえた記載程度の整理」に
おいては，「発電炉との比較におい
ては，基本設計方針の記載の比較を
行った項目を対象」としており，基
準地震動の策定内容については発電
炉と同様基本設計方針に記載はない
ことから，別紙4による比較対象外
とする。なお，発電炉と比較した場
合，敷地周辺の地震発生状況等のサ
イト固有の差分が抽出されるが，記
載内容は事業変更許可申請書のとお
りであるため新たな論点が生じるも
のではない。)

再処理目次
再処理添付書類構成案 記載概要

申請回次
補足説明資料
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再処理目次
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申請回次
補足説明資料

3.7 活断層の分布状況
・敷地から半径100km程度の範囲について，
活断層の分布，敷地周辺の主な活断層の諸
元を示す。

○
敷地から半径100km程度の範囲について，活断層の分布，敷地周辺の主な活断層の諸
元について説明

△ 第１回での説明から追加事項なし

4. 地震の分類

・敷地周辺で発生する地震は，その発生様
式等からプレート間地震，海洋プレート内
地震，内陸地殻内地震及び日本海東縁部の
地震の4種類に大別される。

○
敷地周辺で発生する地震は，その発生様式等からプレート間地震，海洋プレート内
地震，内陸地殻内地震及び日本海東縁部の地震の４種類に大別される旨の説明

△ 第１回での説明から追加事項なし －

4.1 プレート間地震

・岩手県沖から十勝沖にかけての海域にお
いては，Ｍ7～8程度のプレート間地震が繰
り返し発生している。プレート間地震と考
えられる主な被害地震は，「3.3　被害地震
の評価」によると，1968年十勝沖地震(Ｍ
7.9)等がある。

○ 敷地周辺におけるプレート間地震の発生状況，主な被害地震について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

4.2 海洋プレート内地震

・東北地方から北海道にかけての海洋プ
レート内地震は，海溝軸付近から陸側で発
生する沈み込んだ海洋プレート内の地震
と，海溝軸付近ないしそのやや沖合で発生
する沈み込む海洋プレート内の地震の2種類
に分けられる。沈み込んだ海洋プレート内
の地震の震源分布は二重深発地震面を形成
しており，東北地方では二重深発地震面上
面の地震活動が優勢とされ，北海道では二
重深発地震面下面の地震活動が優勢とされ
ている。

○ 敷地周辺における海洋プレート内地震の発生状況，分類について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

4.3 内陸地殻内地震

・敷地周辺の活断層と被害地震との位置関
係，敷地周辺の活断層と小・微小地震との
位置関係を示す。東北地方においては，Ｍ7
クラスの内陸地殻内地震が，奥羽山脈付近
から日本海にかけて発生している。

○
敷地周辺の活断層と被害地震との位置関係，敷地周辺の活断層と小・微小地震との
位置関係について説明

△ 第１回での説明から追加事項なし －

4.4 日本海東縁部の地震

・日本海東縁部の比較的浅いところで発生
した1983年日本海中部地震(Ｍ7.7)及び1993
年北海道南西沖地震(Ｍ7.8)により，敷地周
辺において震度Ｖ程度以上の揺れが認めら
れていないことから，これら両地震は敷地
に大きな影響を及ぼすような地震ではな
い。

○
日本海東縁部の比較的浅いところで発生した地震により，敷地周辺において震度Ｖ
程度以上の揺れが認められていないことについて説明

△ 第１回での説明から追加事項なし －

5. 敷地地盤の振動特性

5.1 解放基盤表面の設定

・各種地質調査結果より，敷地の地盤は速
度構造的に特異性を有する地盤ではないと
考えられる。解放基盤表面については，敷
地地下で著しい高低差がなく，ほぼ水平で
相当な拡がりを有し，著しい風化を受けて
いない岩盤である鷹架層において，Ｓ波速
度が概ね0.7km/s以上となる標高－70mの位
置に設定した。

○
各種地質調査結果より，敷地の地盤は速度構造的に特異性を有する地盤ではないと
考えられること，解放基盤表面の設定位置について説明

△ 第１回での説明から追加事項なし －

5.2 地震観測記録

・代表地盤観測点で得られた地震観測記録
の中から，発生様式ごとの代表的な地震に
ついて，それぞれ地盤の各深さで得られた
観測記録の応答スペクトルを示す。これら
の図によると，地震によらず解放基盤表面
相当レベルまでは，地盤中におけるピーク
周期の遷移や，特定周期での特異な増幅が
ないことが確認できる。
・次に，震央距離が300km以内の地震の解放
基盤表面で得られた観測記録を対象に，地
震波の到来方向別の増幅特性に関して，敷
地から東西南北の4方位に分類して検討を
行った。これらの地震観測記録について検
討を行った結果，敷地に対する地震波の到
来方向の違いによって増幅特性が異なるよ
うな傾向はみられなかった。

○
代表的な地震について，地盤の各深さで得られた観測記録の応答スペクトルを示す
とともに，敷地に対する地震波の到来方向の違いによって増幅特性が異なるような
傾向はみられないことについて説明

△ 第１回での説明から追加事項なし －

5.3 深部地盤モデル

・断層モデルを用いた手法による地震動評
価のうち，統計的グリーン関数法による地
震動評価に用いる深部地盤モデルは，敷地
における代表地盤観測点の地震観測記録に
基づき作成した。作成した深部地盤モデル
を表に示す。深部地盤モデルについては，
敷地の地震観測記録を用いたスペクトルイ
ンバージョン法による検討及び経験的サイ
ト増幅特性の検討に加えて，敷地・敷地近
傍の地質調査結果等を用いて作成した3次元
地下構造モデルによる検討により妥当性を
検証した。

○
敷地における代表地盤観測点の地震観測記録に基づき作成した深部地盤モデルを示
すとともに，妥当性の検証について説明

△ 第１回での説明から追加事項なし －
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再処理目次
再処理添付書類構成案 記載概要

申請回次
補足説明資料

6. 基準地震動Ｓｓ

・基準地震動Ｓｓは，「敷地ごとに震源を
特定して策定する地震動」及び「震源を特
定せず策定する地震動」について，解放基
盤表面における水平方向及び鉛直方向の地
震動としてそれぞれ策定する。

○
基準地震動Ｓｓは，「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」及び「震源を特
定せず策定する地震動」について，解放基盤表面における水平方向及び鉛直方向の
地震動としてそれぞれ策定する旨の説明

△ 第１回での説明から追加事項なし －

6.1 敷地ごとに震源を特定して策定する地震動

6.1.1 検討用地震の選定

・「4.　地震の分類」に基づき，地震発生
様式等により分類した地震ごとに敷地に顕
著な影響を及ぼすと予想される検討用地震
を選定する。

○
地震発生様式等により分類した地震ごとに敷地に顕著な影響を及ぼすと予想される
検討用地震を選定する旨の説明

△ 第１回での説明から追加事項なし －

(1) プレート間地震

・敷地への影響については，「2011年東北
地方太平洋沖地震を踏まえた地震」が も
大きいと考えられ，プレート間地震の検討
用地震として「2011年東北地方太平洋沖地
震を踏まえた地震」を選定する。

○ プレート間地震において選定した検討用地震について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

(2) 海洋プレート内地震

・海洋プレート内地震について，敷地との
距離が も近い二重深発地震面上面の地震
が，敷地に対する影響が も大きい地震と
考えられることから，東北地方で 大規模
の2011年宮城県沖の地震(Ｍ7.2)と同様の地
震が敷地前面で発生することを考慮した二
重深発地震面上面の地震を「想定海洋プ
レート内地震」として検討用地震に選定す
る。

○ 海洋プレート内地震において選定した検討用地震について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

(3) 内陸地殻内地震

・内陸地殻内地震の地震動評価に用いる地
震発生層の上端深さ及び下端深さについて
は，文献等に基づき，上端深さを3km，下端
深さを15kmと設定した。
・敷地に影響を与えるおそれがあると考え
られる地震として選定した地震の断層面の
位置を図に示す。このうち，応答スペクト
ルに基づく方法により，敷地への影響が相
対的に大きい「出戸西方断層による地震」
を検討用地震として選定する。

○ 内陸地殻内地震において選定した検討用地震について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

(4) 日本海東縁部の地震

・日本海東縁部の地震については，「4.4
日本海東縁部の地震」のとおり，敷地に大
きな影響を及ぼすような地震はないことか
ら，検討用地震として選定しない。

○ 日本海東縁部の地震において選定した検討用地震はないことについて説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

6.1.2 検討用地震の地震動評価

・「6.1.1　検討用地震の選定」において選
定した「2011年東北地方太平洋沖地震を踏
まえた地震」，「想定海洋プレート内地
震」及び「出戸西方断層による地震」につ
いて，地震動評価を実施する。

○ 選定した検討用地震について地震動評価を実施する旨の説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

(1) プレート間地震

・基本モデルの設定，不確かさを考慮する
パラメータの選定，応答スペクトルに基づ
く地震動評価，断層モデルを用いた手法に
よる地震動評価について示す。

○
基本モデルの設定，不確かさを考慮するパラメータの選定，応答スペクトルに基づ
く地震動評価，断層モデルを用いた手法による地震動評価について説明

△ 第１回での説明から追加事項なし －

(2) 海洋プレート内地震

・基本モデルの設定，不確かさを考慮する
パラメータの選定，応答スペクトルに基づ
く地震動評価，断層モデルを用いた手法に
よる地震動評価について示す。

○
基本モデルの設定，不確かさを考慮するパラメータの選定，応答スペクトルに基づ
く地震動評価，断層モデルを用いた手法による地震動評価について説明

△ 第１回での説明から追加事項なし －

(3) 内陸地殻内地震

・基本モデルの設定，不確かさを考慮する
パラメータの選定，応答スペクトルに基づ
く地震動評価，断層モデルを用いた手法に
よる地震動評価について示す。

○
基本モデルの設定，不確かさを考慮するパラメータの選定，応答スペクトルに基づ
く地震動評価，断層モデルを用いた手法による地震動評価について説明

△ 第１回での説明から追加事項なし －
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6.2 震源を特定せず策定する地震動

6.2.1 評価方法

・震源を特定せず策定する地震動の評価に
当たっては，震源と活断層を関連付けるこ
とが困難な過去の内陸地殻内地震を検討対
象地震として選定し，それらの地震時に得
られた震源近傍における観測記録を収集
し，敷地の地盤物性を加味した応答スペク
トルを設定した。

○ 震源を特定せず策定する地震動の評価方法について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

6.2.2 検討対象地震の選定と震源近傍の観測記録の収集

・震源と活断層を関連付けることが困難な
過去の内陸地殻内地震の震源近傍の観測記
録の収集においては，以下の2種類の地震を
対象とする。
・震源断層がほぼ地震発生層の厚さ全体に
拡がっているものの，地表地震断層として
その全容を現すまでに至っていないＭＷ6.5

以上の地震
・断層破壊領域が地震発生層内部に留ま
り，国内においてどこでも発生すると考え
られる地震で，震源の位置も規模もわから
ない地震として地震学的検討から全国共通
で考慮すべきＭＷ6.5未満の地震

○
震源を特定せず策定する地震動の評価にあたっての観測記録の収集対象について説
明

△ 第１回での説明から追加事項なし －

(1) ＭＷ6.5以上の地震

・検討対象地震のうち，ＭＷ6.5以上の2008

年岩手・宮城内陸地震及び2000年鳥取県西
部地震の震源域と敷地周辺との地域差を検
討し，観測記録収集対象の要否について検
討を行う。震源を特定せず策定する地震動
として，「2008年岩手・宮城内陸地震(栗駒
ダム[右岸地山］)」，「2008年岩手・宮城
内陸地震(ＫｉＫ－ｎｅｔ金ヶ崎)」及び
「2008年岩手・宮城内陸地震(ＫｉＫ－ｎｅ
ｔ一関東)」を採用する。

○
震源を特定せず策定する地震動の評価にあたっての観測記録(ＭＷ6.5以上)の収集対

象について説明
△ 第１回での説明から追加事項なし －

(2) ＭＷ6.5未満の地震

・検討対象地震のうち，ＭＷ6.5未満の14地
震について，震源近傍の観測記録を収集し
て，その地震動レベルを整理した。震源を
特定せず策定する地震動として「2004年北
海道留萌支庁南部地震(Ｋ－ＮＥＴ港町)」
を採用する。

○
震源を特定せず策定する地震動の評価にあたっての観測記録(ＭＷ6.5未満)の収集対
象について説明

△ 第１回での説明から追加事項なし －

(3) 震源を特定せず策定する地震動の応答スペクトル

・震源を特定せず策定する地震動として採
用した「2008年岩手・宮城内陸地震(栗駒ダ
ム[右岸地山］)」，「2008年岩手・宮城内
陸地震(ＫｉＫ－ｎｅｔ金ヶ崎)」，「2008
年岩手・宮城内陸地震(ＫｉＫ－ｎｅｔ一関
東)」及び「2004年北海道留萌支庁南部地震
(Ｋ－ＮＥＴ港町)」の応答スペクトルを図
に示す。

○
震源を特定せず策定する地震動として採用した地震動の応答スペクトルについて説
明

△ 第１回での説明から追加事項なし －
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基本設計方針の添付書類への展開
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別紙３②
(Ⅳ-1-1-1_SsSd概要) (33/97)

1. 1.1 1.1.1 (1) a. (a) イ. (イ)以降 １回 第１回　記載概要 ２回 第２回　記載概要

再処理目次
再処理添付書類構成案 記載概要

申請回次
補足説明資料

6.3 基準地震動Ｓｓ

・「6.1 　敷地ごとに震源を特定して策定
する地震動」及び「6.2 　震源を特定せず
策定する地震動」の評価結果に基づき，基
準地震動Ｓｓを策定する。

○ 各地震動の評価結果に基づき，基準地震動Ｓｓを策定する旨の説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

6.3.1
敷地ごとに震源を特定して策定する地震動による基準
地震動Ｓｓ

(1) 応答スペクトルに基づく手法による基準地震動Ｓｓ

・応答スペクトルに基づく手法による基準
地震動Ｓｓは，設計用応答スペクトルに適
合する設計用模擬地震波により表すものと
する。Ｓｓ－ＡＨ，Ｓｓ－ＡＶの設計用応答

スペクトルを図に示す。策定した基準地震
動Ｓｓ－ＡＨ及びＳｓ－ＡＶの設計用模擬地

震波の加速度時刻歴波形を図に示す。

○
応答スペクトルに基づく手法による基準地震動Ｓｓについて，応答スペクトル，加
速度時刻歴波形について説明

△ 第１回での説明から追加事項なし －

(2) 断層モデルを用いた手法による基準地震動Ｓｓ

・「敷地ごとに震源を特定して策定する地
震動」における断層モデルを用いた手法に
よる地震動評価結果について，基準地震動
Ｓｓ－Ａの設計用応答スペクトルを一部周
期帯で上回るケースのうち5ケースを基準地
震動Ｓｓ－Ｂ１，Ｓｓ－Ｂ２，Ｓｓ－Ｂ
３，Ｓｓ－Ｂ４及びＳｓ－Ｂ５として設定
した。その応答スペクトル，加速度時刻歴
波形を図に示す。

○
断層モデルを用いた手法による基準地震動Ｓｓについて，応答スペクトル，加速度
時刻歴波形について説明

△ 第１回での説明から追加事項なし －

6.3.2 震源を特定せず策定する地震動による基準地震動Ｓｓ

・「震源を特定せず策定する地震動」は基
準地震動Ｓｓ－Ａの設計用応答スペクトル
を一部周期帯で上回ることから，4波を基準
地震動Ｓｓ－Ｃ１，Ｓｓ－Ｃ２，Ｓｓ－Ｃ
３及びＳｓ－Ｃ４(水平方向のみ)として設
定した。その応答スペクトル，加速度時刻
歴波形を図に示す。

○
震源を特定せず策定する地震動による基準地震動Ｓｓについて，応答スペクトル，
加速度時刻歴波形について説明

△ 第１回での説明から追加事項なし －

6.4 基準地震動Ｓｓの年超過確率

・日本原子力学会(2007)に基づいて算定し
た敷地における地震動の一様ハザードスペ
クトルと基準地震動Ｓｓの応答スペクトル
を比較する。

○
敷地における地震動の一様ハザードスペクトルと基準地震動Ｓｓの応答スペクトル
の比較について説明

△ 第１回での説明から追加事項なし －

6.5 建屋底面位置における地震動評価

・耐震重要施設等及び常設重大事故等対処
施設の耐震設計では，建屋底面位置におけ
る地震動を評価する必要がある。その際，
解放基盤表面以浅については，ｆ－１断層
及びｆ－２断層を境界として敷地内で地質
構造が異なることから，「中央地盤」，
「西側地盤」及び「東側地盤」の3つの領域
ごとに，解放基盤表面以浅の地盤モデルを
作成する。解放基盤表面以浅の地盤モデル
を表に示す。
・基準地震動Ｓｓによる建屋底面位置での
地震動の加速度波形，基準地震動Ｓｓとの
応答スペクトルによる比較，解放基盤表面
～建屋底面位置間の地震動の 大加速度分
布及び 大せん断ひずみ分布を図に示す。

○

「中央地盤」，「西側地盤」及び「東側地盤」の3つの領域ごとに，解放基盤表面以
浅の地盤モデルを示すとともに，基準地震動Ｓｓによる建屋底面位置での地震動の
加速度波形，基準地震動Ｓｓとの応答スペクトルによる比較，解放基盤表面～建屋
底面位置間の地震動の 大加速度分布及び 大せん断ひずみ分布について説明

△ 第１回での説明から追加事項なし －

7. 弾性設計用地震動Ｓｄ

7.1 設定根拠

・弾性設計用地震動は，基準地震動との応
答スペクトルの比率の値が目安として0.5を
下回らないよう基準地震動に係数を乗じて
設定する。具体的には，工学的判断によ
り，敷地ごとに震源を特定して策定する地
震動のうち基準地震動Ｓｓ－Ｂ１～Ｂ５及
び震源を特定せず策定する地震動のうち基
準地震動Ｓｓ－Ｃ１～Ｃ４に対して係数0.5
を乗じた地震動，敷地ごとに震源を特定し
て策定する地震動のうち基準地震動Ｓｓ－
Ａに対しては，基準地震動Ｓ１を上回るよ
う係数0.52を乗じた地震動を弾性設計用地
震動として設定する。Ｓｄ－ＡとＳｄ－Ｂ
１～Ｂ５及びＳｄ－Ｃ１～Ｃ４の応答スペ
クトル，加速度時刻歴波形， 大加速度を
図表に示す。

○
基準地震動に乗じる係数の設定方針を示すとともに，設定した弾性設計用地震動の
応答スペクトル，加速度時刻歴波形， 大加速度について説明

△ 第１回での説明から追加事項なし －

7.2
安全機能限界と弾性限界に対する入力荷重の比率につ
いて

・再処理施設の弾性設計用地震動Ｓｄを策
定するうえで基準地震動Ｓｓに乗じる倍率
は，原子炉施設の安全機能限界と弾性限界
に対応する入力荷重の比率が0.5程度である
という知見を踏まえて設定している。建物
の弾性限界と終局状態における建物の状態
については，原子炉施設と再処理施設は同
等の設計がなされていることから，再処理
施設の機能維持限界に対する弾性限界の比
率については，原子炉施設における知見を
適用することとする。

○ 基準地震動に乗じる係数0.5の考え方及び適用性について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

8. 参考文献一覧 参考文献の一覧について示す。 ○ 参考文献の一覧について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

凡例

・「申請回次」について

○：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目

△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目

－：当該申請回次で記載しない項目
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基本設計方針の添付書類への展開
（第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙３②
(Ⅳ-1-1-2地盤)(34/97)

1. 1.1 1.1.1 (1) a. (a) イ. (イ)以降 １回 第１回　記載概要 ２回 第２回　記載概要

Ⅳ-1-1-2 地盤の支持性能に係る基本方針

1. 概要
・耐震設計の基本方針に基づき，評価対象
施設の耐震安全性評価を実施するための概
要について記載する。

○ 概要説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

2. 基本方針

・安全機能を有する施設及び常設重大事故
等対処施設において，対象施設を設置する
地盤の物理特性，強度特性及び変形特性の
解析用物性値については，事業変更許可申
請書(添付書類四)に記載された値を用いる
ことを基本とする。
・事業変更許可申請書に記載されていない
地盤の解析用物性値は，新たに設定する。
・対象施設を設置する地盤の地震時におけ
る支持性能の評価については，安全機能を
有する施設及び常設重大事故等対処施設の
耐震重要度分類に応じた地震力により地盤
に作用する接地圧が，地盤の支持力度に対
して，妥当な余裕を有することを確認す
る。

○ 基本方針説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

3. 地盤の解析用物性値

3.1 事業変更許可申請書に記載された解析用物性値
・事業変更許可申請書に記載された解析用
物性値一覧表，設定根拠を示す。

○ 事業変更許可申請書に記載された解析用物性値一覧表，設定根拠についての説明 ○ 事業変更許可申請書に記載された解析用物性値一覧表，設定根拠についての説明

3.2 事業変更許可申請書に記載されていない解析用物性値
・事業変更許可申請書に記載されていない
解析用物性値の一覧表，設定根拠を示す。

○
事業変更許可申請書に記載されていない解析用物性値の一覧表，設定根拠について
の説明

○
事業変更許可申請書に記載されていない解析用物性値の一覧表，設定根拠について
の説明

3.3 耐震評価における地下水位設定方針

(1) 地下水排水設備に囲まれている建物・構築物

・地下水排水設備に囲まれている建物・構
築物については，基礎スラブ下端より深い
位置に設置されている地下水排水設備の排
水による地下水位の低下を考慮し，設計用
地下水位を基礎スラブ上端レベルに設定す
る。

○
地下水排水設備に囲まれている建物・構築物の設計用地下水位の設定方針について
の説明

△ 第１回での説明から追加事項なし

(2) 地下水排水設備の外側に配置される建物・構築物
・地下水排水設備の外側に配置される建
物・構築物の設計用地下水位は，耐震設計
上安全側となるように地表面に設定する。

○
地下水排水設備の外側に配置される建物・構築物の設計用地下水位の設定方針につ
いての説明

△ 第１回での説明から追加事項なし

4. 地盤の支持力度

・地盤の支持力度は，地盤工学会基準（JGS
1521-2003）地盤の平板載荷試験方法，又は
基礎指針2001の支持力算定式に基づき，対
象施設の支持地盤の室内試験結果から算定
する方法により設定する。

○ 地盤の支持力度の算定方法 △ 第１回での説明から追加事項なし

4.1 直接基礎の支持力度

・直接基礎の支持力度については，当該施
設直下の地盤を対象とした試験結果を適用
することを基本とする。直接基礎の支持力
度の算定については，地盤工学会基準
(JGS1521-2003)地盤の平板載荷試験結果，
又は平成11年３月29日付け11安（核規）第
163号にて認可を受けた設工認申請書に係る
使用前検査成績書における岩石試験結果を
用いて，以下に示す基礎指針2001による算
定式に基づき設定する。
・MMRについては，鷹架層と同等以上の力学
特性を有することから，鷹架層の極限支持
力度を適用する。

○ 算定方法説明 △ 第１回での説明から追加事項なし

4.2 杭基礎の支持力度

・杭基礎の押込み力に対する支持力評価に
は，杭先端の支持岩盤の支持力並びに杭周
面地盤の地盤改良体及び支持岩盤への杭根
入れ部分の杭周面摩擦力により算定される
極限支持力度を考慮する。
・杭基礎の引抜き力に対する支持力評価に
は，杭周面地盤の地盤改良体及び支持岩盤
への杭根入れ部分の杭周面摩擦力により算
定される極限支持力度を考慮する。

○ 算定方法説明 △ 第１回での説明から追加事項なし

5. 地質断面図

・地震応答解析に用いる地質断面図は，評
価対象地点近傍のボ－リング調査等の結果
に基づき，岩盤及び表層地盤の分布を設定
し作成する。敷地内地質平面図，地質断面
図を示す。

○ 地震応答解析に用いる地質断面図について，敷地内地質平面図，地質断面図を説明 △ 第１回での説明から追加事項なし

【建物・構築物】
・[補足耐7]地震応答解析に用いる
地盤モデル及び地盤物性値の設定に
ついて
・[補足耐47]土木構造物の耐震安全
性評価における共通事項について

6. 地盤の速度構造

6.1 入力地震動策定に用いる地下構造モデル

・入力地震動の設定に用いる地下構造モデ
ルについては，解放基盤表面から地震応答
解析モデルの基礎底面位置の鷹架層をモデ
ル化するとともに，地震動評価で考慮した
敷地全体の地下構造及び対象建物・構築物
の直下又は周辺の地質・速度構造の特徴を
踏まえて適切に設定する。

○ 入力地震動設定に用いる地下構造モデルについて説明 △ 第１回での説明から追加事項なし

6.2 地震応答解析に用いる解析モデル
・地震応答解析に用いる解析モデルについ
て，地下構造モデル，入力地震動算定の概
念図及びPS検層孔の位置図を示す。

○
当該回次の申請施設の地下構造モデル，入力地震動算定の概念図及びPS検層孔の位
置図について説明

○
当該回次の申請施設の地下構造モデル，入力地震動算定の概念図及びPS検層孔の位
置図について説明の追加

凡例
・「申請回次」について
○：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目

【建物・構築物】
・[補足盤1]地盤の支持性能につい
て

【建物・構築物】
・[補足耐7]地震応答解析に用いる
地盤モデル及び地盤物性値の設定に
ついて
・[補足耐47]土木構造物の耐震安全
性評価における共通事項について

【建物・構築物】
・[補足耐36]建物・構築物周辺の設
計用地下水位の設定について

【建物・構築物】
・[補足盤1]地盤の支持性能につい
て

再処理目次
再処理添付書類構成案 記載概要

申請回次
補足説明資料
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基本設計方針の添付書類への展開
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別紙３②
(Ⅳ-1-1-3_重要度分類)(35/97)

1. 1.1 1.1.1 (1) a. (a) イ. (イ)以降 １回 第１回　記載概要 ２回 第２回　記載概要

Ⅳ-1-1-3
重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本
方針

1. 概要

・「Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針」のう
ち「3. 耐震設計上の重要度分類及び重大事
故等対処施設の設備分類」に基づき，再処
理施設の耐震設計上の重要度分類及び重大
事故等対処施設の設備分類についての基本
方針について説明する。

○ 再処理施設の耐震設計上の重要度分類について概要を説明 ○ 重大事故等対処施設の設備分類について概要の説明を追加 －

2. 安全機能を有する施設の重要度分類

2.1 耐震設計上の重要度分類
・安全機能を有する施設の耐震設計上の重
要度を次のように分類する。

○ 安全機能を有する施設の耐震設計上の重要度分類について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

(1) Ｓクラスの施設

・自ら放射性物質を内蔵している施設，当
該施設に直接関係しておりその機能喪失に
より放射性物質を外部に拡散する可能性の
ある施設，これらの施設の機能喪失により
事故に至った場合の影響を緩和し，放射線
による公衆への影響を軽減するために必要
な機能を持つ施設及びこれらの重要な安全
機能を支援するために必要となる施設で
あって，環境への影響が大きいものであ
り，次の施設を含む。
a． その破損又は機能喪失により臨界事故
を起こすおそれのある施設
b． 使用済燃料を貯蔵するための施設
c． 高レベル放射性液体廃棄物を内蔵する
系統及び機器並びにその冷却系統
d． プルトニウムを含む溶液を内蔵する系
統及び機器
e． 上記c．及びd．の系統及び機器から放
射性物質が漏えいした場合に，その影響の
拡大を防止するための施設
f． 上記c．，d．及びe．に関連する施設で
放射性物質の外部への放出を抑制するため
の施設
g． 上記ａ．からｆ．の施設の機能を確保
するために必要な施設

○ Ｓクラスの施設について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

(2) Ｂクラスの施設

・安全機能を有する施設のうち，機能喪失
した場合の影響がＳクラスに属する施設と
比べ小さい施設。
a． 放射性物質を内蔵している施設であっ
て，Ｓクラスに属さない施設(ただし，内蔵
量が少ないか又は貯蔵方式により，その破
損により公衆に与える放射線の影響が十分
小さいものは除く。)
b． 放射性物質の放出を伴うような場合
に，その外部放散を抑制するための施設
で，Sクラスに属さない施設

○ Ｂクラスの施設について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

(3) Ｃクラスの施設
・Ｓクラスに属する施設及びＢクラスに属
する施設以外の一般産業施設又は公共施設
と同等の安全性が要求される施設。

○ Ｃクラスの施設について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

2.2 クラス別施設
・耐震設計上の重要度分類によるクラス別
施設を示す。

○ 重要度分類によるクラス別施設について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

(1) Ｓクラスの施設 ・Ｓクラスの施設に該当する施設を示す。 ○ Ｓクラスの施設に該当する施設について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

(2) Ｂクラスの施設 ・Ｂクラスの施設に該当する施設を示す。 ○ Ｂクラスの施設に該当する施設について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

(3) Ｃクラスの施設 ・Ｃクラスの施設に該当する施設を示す。 ○ Ｃクラスの施設に該当する施設について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

再処理目次
再処理添付書類構成案 記載概要

申請回次
補足説明資料
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基本設計方針の添付書類への展開
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別紙３②
(Ⅳ-1-1-3_重要度分類)(36/97)

1. 1.1 1.1.1 (1) a. (a) イ. (イ)以降 １回 第１回　記載概要 ２回 第２回　記載概要

再処理目次
再処理添付書類構成案 記載概要

申請回次
補足説明資料

・耐震重要度分類上の留意事項を示す。 ○ 耐震重要度分類上の留意事項について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

(1)再処理施設の安全機能は，その機能に直
接的に関連するもののほか，補助的な役割
をもつもの及び支持構造物等の間接的な施
設を含めて健全性を保持する観点で，これ
らを主要設備等，補助設備，直接支持構造
物，間接支持構造物及び波及的影響を検討
すべき設備に区分する。
・安全上要求される同一の機能上の分類に
属する主要設備等，補助設備及び直接支持
構造物については同一の耐震重要度とする
が，間接支持構造物の支持機能及び波及的
影響の評価については，それぞれ関連する
設備の耐震設計に適用される地震動に対し
て安全上支障がないことを確認する。

○ 耐震重要度分類上の留意事項として，設備の区分について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

(2)ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設
備の貯蔵ホールは，基準地震動にて臨界安
全が確保されていることの確認を行う。

○ 耐震重要度分類上の留意事項として，臨界安全の確保について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

(3)上位の分類に属する設備と下位の分類に
属する設備間で液体状の放射性物質を移送
するための配管及びサンプリング配管のう
ち，明らかに取扱い量が少ない配管は，設
備のバウンダリを構成している範囲を除
き，下位の分類とする。

○ 耐震重要度分類上の留意事項として，下位の分類とする設備について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

(4)ウラン・プルトニウム混合脱硝設備の定
量ポット，中間ポット及び脱硝装置のグ
ローブボックスは，収納するＳクラスの機
器へ波及的影響を及ぼさない設計とする。

○
耐震重要度分類上の留意事項として，収納するＳクラス機器への波及的影響につい
て説明

△ 第１回での説明から追加事項なし －

(5)分離施設の補助抽出器中性子検出器の計
数率高による工程停止回路及び遮断弁，抽
出塔供給溶解液流量高による送液停止回路
及び遮断弁，抽出塔供給有機溶媒液流量低
による工程停止回路及び遮断弁，第1洗浄塔
洗浄廃液密度高による工程停止回路及び遮
断弁及び精製施設のプルトニウム濃縮缶に
係る注水槽の液位低による警報及び注水槽
は，上位の分類に属するものへ波及的影響
を及ぼさない設計とする。

○
耐震重要度分類上の留意事項として，上位の分類に属するものへの波及的影響につ
いて説明

△ 第１回での説明から追加事項なし －

(6)竜巻防護対策設備は，竜巻防護施設に波
及的影響を及ぼさない設計とする。

○ 耐震重要度分類上の留意事項として，竜巻防護対策設備の波及的影響について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

(7)溢水防護設備は，地震及び地震を起因と
して発生する溢水によって安全機能を有す
る施設のうち，再処理施設内部で想定され
る溢水に対して，冷却，水素掃気，火災及
び爆発の防止，臨界防止等の安全機能を維
持するために必要な設備の安全機能が損な
われない設計とする。

○ 耐震重要度分類上の留意事項として，溢水防護設備の設計について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

(8)化学薬品防護設備は，地震及び地震を起
因として発生する化学薬品の漏えいによっ
て安全機能を有する施設のうち，再処理施
設内部で想定される化学薬品の漏えいに対
して，冷却，水素掃気，火災及び爆発の防
止，臨界防止等の安全機能を維持するため
に必要な設備の安全機能が損なわれない設
計とする。

○ 耐震重要度分類上の留意事項として，化学薬品防護設備の設計について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

(9)主排気筒及びその排気筒モニタのＳクラ
スとＢクラス以下の配管又はダクトの取合
いは，Ｂクラス以下の廃ガス処理設備又は
換気設備の機能が喪失したとしても，Ｓク
ラスの廃ガス処理設備又は換気設備に影響
を与えないようにする。

○ 耐震重要度分類上の留意事項として，ＳクラスとＢクラスの取合いについて説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

耐震重要度分類上の留意事項2.3
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基本設計方針の添付書類への展開
（第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙３②
(Ⅳ-1-1-3_重要度分類)(37/97)

1. 1.1 1.1.1 (1) a. (a) イ. (イ)以降 １回 第１回　記載概要 ２回 第２回　記載概要

再処理目次
再処理添付書類構成案 記載概要

申請回次
補足説明資料

2.4 再処理施設の区分

2.4.1 区分の概要

・当該施設に課せられる機能は，その機能
に直接的に関連するもののほか，補助的な
役割を持つもの，支持構造物等の間接的な
施設を含めた健全性が保たれて初めて維持
し得るものであることを考慮し，これらを
主要設備等，補助設備，直接支持構造物，
間接支持構造物及び波及的影響を考慮すべ
き施設に区分する。

○ 区分の概要について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

2.4.2 各区分の定義

・各区分の定義を示す。
(1) 主要設備等とは，当該機能に直接的に
関連する設備及び構築物をいう。
(2) 補助設備とは，当該機能に間接的に関
連し，主要設備等の補助的役割を持つ設備
をいう。
(3) 直接支持構造物とは，主要設備等，補
助設備に直接取り付けられる支持構造物又
はこれらの設備の荷重を直接的に受ける支
持構造物をいう。
(4) 間接支持構造物とは，直接支持構造物
から伝達される荷重を受ける構造物(建物・
構築物)をいう。
(5) 波及的影響を考慮すべき施設とは，下
位の耐震クラスに属するものの破損によっ
て上位の分類に属するものに波及的影響を
及ぼすおそれのある施設をいう。波及的影
響を考慮すべき施設の検討については，
「Ⅳ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方
針」に示す。

○ 各区分の定義について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

2.4.3 間接支持機能及び波及的影響

・同一系統設備に属する主要設備等，補助
設備及び直接支持構造物については，同一
の耐震重要度とするが，間接支持構造物の
支持機能及び設備相互間の影響について
は，それぞれ関連する設備の耐震設計に適
用される地震動に対して安全上支障ないこ
とを確認する。
・安全機能を有する施設の耐震設計上の重
要度分類及び安全機能を有する施設の申請
設備の耐震重要度分類表を示す。
・当該施設を支持する建物・構築物の支持
機能が維持されることを確認する地震動及
び波及的影響を考慮すべき施設に適用する
地震動 (以下「検討用地震動」という。)を
併記する。

○

間接支持機能及び波及的影響について説明

安全機能を有する施設の耐震設計上の重要度分類及び申請設備の耐震重要度分類表
について説明

△ 第１回での説明から追加事項なし －

3. 安全機能を有する施設の重要度分類の取合点
・機器とそれに接続する配管系又は配管系
中で重要度分類が異なる場合の取合点を示
す。

○ 安全機能を有する施設の重要度分類の取合点について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －
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別紙３②
(Ⅳ-1-1-3_重要度分類)(38/97)

1. 1.1 1.1.1 (1) a. (a) イ. (イ)以降 １回 第１回　記載概要 ２回 第２回　記載概要

再処理目次
再処理添付書類構成案 記載概要

申請回次
補足説明資料

4. 重大事故等対処施設の設備分類

4.1 耐震設計上の設備分類
・施設の各設備が有する重大事故等に対処
するために必要な機能及び設置状態を踏ま
えて, 以下の区分に分類する。

－ 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○ 重大事故等対処施設の設備分類について説明を追加 －

(1) 常設重大事故等対処設備

・重大事故に至るおそれがある事故及び重
大事故が発生した場合において，対処する
ために必要な機能を有する設備であって常
設のもの。

－ 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○ 常設重大事故等対処設備について説明を追加 －

a. 常設耐震重要重大事故等対処設備
・常設重大事故等対処設備であって，耐震
重要施設に属する設計基準事故に対処する
ための設備が有する機能を代替するもの。

－ 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○ 常設耐震重要重大事故等対処設備について説明を追加 －

b.
常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故
等対処設備

・常設重大事故等対処設備であって，上記
a．以外のもの。

－ 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○
常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備について説明を追
加

－

・設備分類上の留意事項を示す。 － 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○ 設備分類上の留意事項について説明 －

(1)重大事故等対処施設の設計においては，
重大事故等対処施設が代替する機能を有す
る安全機能を有する施設の耐震重要度に応
じた地震力を適用するが，適用に当たって
は以下を考慮する。

－ 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○ 設備分類上の留意事項について説明を追加 －

a. 常設耐震重要重大事故等対処設備につい
ては，耐震重要施設に属する安全機能を有
する施設の安全機能を代替する設備である
ことから，耐震重要施設の耐震設計に適用
する基準地震動による地震力に対して，重
大事故等に対処するために必要な機能が損
なわれない設計とする。

－ 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○
設備分類上の留意事項として，常設耐震重要重大事故等対処設備の設計について説
明を追加

－

b. 常設耐震重要重大事故等対処設備以外の
常設重大事故等対処設備については，代替
する安全機能を有する施設の耐震重要度に
応じた地震力に対して，重大事故等に対処
するために必要な機能が損なわれない設計
とする。

－ 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○
設備分類上の留意事項として，常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事
故等対処設備の設計について説明を追加

－

4.3 重大事故等対処施設の区分

4.3.1 区分の概要

・当該施設に課せられる機能は，その機能
に関連するもののほか，支持構造物等の間
接的な施設を含めた健全性が保たれて初め
て維持し得るものであることを考慮し，こ
れらを設備，直接支持構造物，間接支持構
造物及び波及的影響を考慮すべき施設に区
分する。

－ 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○ 区分の概要について説明を追加 －

4.3.2 各区分の定義

・各区分の定義を示す。
(1) 設備とは，重大事故等時に対処するた
めに必要な機能を有する設備で，重大事故
等時に当該機能に直接的に関連する設備及
び構築物，間接的に関連する設備及び構築
物をいう。
(2) 直接支持構造物とは，設備等に直接取
り付けられる支持構造物，又はこれらの設
備の荷重を直接的に受ける支持構造物をい
う。
(3) 間接支持構造物とは，直接支持構造物
から伝達される荷重を受ける構造物（建
物・構築物）をいう。
(4) 波及的影響を考慮すべき施設とは，下
位の耐震クラスに属するものの破損によっ
て上位の分類に属するものに波及的影響を
及ぼすおそれのある施設をいう。波及的影
響を考慮すべき施設の検討については，
「Ⅳ－１－１－４　波及的影響に係る基本
方針」に示す。

－ 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○ 各区分の定義について説明を追加 －

4.3.3 間接支持機能及び波及的影響

・設備の直接支持構造物については設備と
同一の設備分類とするが，間接支持構造物
の支持機能及び設備相互間の影響について
は，それぞれ関連する設備の耐震設計に適
用される地震動に対して安全上支障ないこ
とを確認する。
・重大事故等対処施設の耐震設計上の分類
別施設及び重大事故等対処施設の申請設備
の設備分類を示す。また，当該施設を支持
する建物・構築物の支持機能が維持される
ことを確認する地震動及び波及的影響を考
慮すべき施設に適用する地震動を併記す
る。

－ 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○

間接支持機能及び波及的影響について安全上支障がないことの説明を追加

耐震設計上の分類別施設及び重大事故等対処施設の申請設備の設備分類について説
明を追加

－

4.4 重大事故等対処施設の設備分類の取合点

・重大事故等対処施設の設備分類におけ
る，機器とそれに接続する配管系又は配管
系中で設備分類が異なる場合の取合点を示
す。

－ 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○ 重大事故等対処施設の設備分類の取合点について説明を追加 －

－：当該申請回次で記載しない項目

設備分類上の留意事項

凡例

・「申請回次」について

○：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目

△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目

4.2
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基本設計方針の添付書類への展開
（第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙３②
(Ⅳ-1-1-4_波及) (39/97)

1. 1.1 1.1.1 (1) a. (a) イ. (イ)以降 １回 第１回　記載概要 ２回 第２回　記載概要

Ⅳ-1-1-4 波及的影響に係る基本方針

1. 概要

・「Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針」の
「3.3 波及的影響に対する考慮」に基づ
き，安全機能を有する施設及び重大事故等
対処施設の耐震設計を行うに際して，波及
的影響を考慮した設計の基本的な考え方を
説明する。

○ 安全機能を有する施設における波及的影響に係る基本方針の概要について説明 ○ 重大事故等対処施設における波及的影響に係る基本方針の概要の説明を追加 －

2. 基本方針

・安全機能を有する施設のうち耐震重要施
設，重大事故等対処施設のうち常設耐震重
要重大事故等対処設備が設置される重大事
故等対処施設は，下位クラス施設の波及的
影響によって，その安全機能及び重大事故
等に対処するために必要な機能を損なわな
いように設計する。
・ここで，下位クラス施設とは，耐震重要
施設の周辺にある耐震重要施設以外の再処
理施設内にある施設(安全機能を有する施設
以外の施設及び資機材等含む)をいう。

○ 安全機能を有する施設における波及的影響に係る基本方針について説明 ○ 重大事故等対処施設における波及的影響に係る基本方針の説明を追加 －

3. 波及的影響を考慮した施設の設計方針

【建物・構築物，機器・配管系】
・[補足耐4]下位クラス施設の波及
的影響の検討について（建物・構築
物，機器・配管系）

重大事故等対処施設における波及的影響を考慮した施設の設計の観点の説明を追加

補足説明資料
再処理目次

再処理添付書類構成案 記載概要
申請回次

○
安全機能を有する施設における波及的影響を考慮した施設の設計の観点について説
明

○

・波及的影響を考慮した施設の設計におい
ては,「再処理施設の位置、構造及び設備の
基準に関する規則の解釈別記２」(以下「別
記２」という。)に記載の以下の4つの観点
で実施する。
(1) 設置地盤及び地震応答性状の相違に起
因する相対変位又は不等沈下による影響
(2) 耐震重要施設と下位クラス施設との接
続部における相互影響
(3) 建屋内における下位クラス施設の損
傷，転倒及び落下による耐震重要施設への
影響
(4) 建屋外における下位クラス施設の損
傷，転倒及び落下による耐震重要施設への
影響
・原子力施設情報公開ライブラリ(NUCIA：
ニューシア)から，原子力施設の地震被害情
報，官公庁等の公開情報から化学プラント
等の地震被害情報を抽出し，その要因を整
理する。地震被害の発生要因が別記２(1)～
(4)の検討事項に分類されない要因について
は，その要因も設計の観点に追加する。
・常設耐震重要重大事故等対処設備が設置
される重大事故等対処施設に対する波及的
影響については，上記に示す(1)～(4)の4つ
の事項について，「耐震重要施設」を「常
設耐震重要重大事故等対処設備が設置され
る重大事故等対処施設」に，「安全機能」
を「重大事故等に対処するために必要な機
能」に読み替えて適用する。

波及的影響を考慮した施設の設計の観点3.1
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基本設計方針の添付書類への展開
（第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙３②
(Ⅳ-1-1-4_波及) (40/97)

1. 1.1 1.1.1 (1) a. (a) イ. (イ)以降 １回 第１回　記載概要 ２回 第２回　記載概要
補足説明資料

再処理目次
再処理添付書類構成案 記載概要

申請回次

3.2 不等沈下又は相対変位の観点による設計

・建屋外に設置する安全機能を有する施設
及び重大事故等対処施設を対象に，別記２
(1)「設置地盤及び地震応答性状の相違等に
起因する相対変位又は不等沈下による影
響」の観点で，上位クラス施設の安全機能
及び重大事故等に対処するために必要な機
能を損なわないよう設計する。

○
安全機能を有する施設における不等沈下又は相対変位の観点による設計について説
明

○
重大事故等対処施設における不等沈下又は相対変位の観点による設計について説明
を追加

【建物・構築物，機器・配管系】
・[補足耐4]下位クラス施設の波及
的影響の検討について（建物・構築
物，機器・配管系）

重大事故等対処施設における地盤の不等沈下による影響について説明を追加○安全機能を有する施設における地盤の不等沈下による影響について説明

重大事故等対処施設における建屋間の相対変位による影響について説明を追加○安全機能を有する施設における建屋間の相対変位による影響について説明

○

○建屋間の相対変位による影響

・下位クラス施設が設置される地盤の不等
沈下により，上位クラス施設の安全機能及
び重大事故等に対処するために必要な機能
を損なわないよう設計する。
・離隔による防護を講じて設計する場合に
は，下位クラス施設の不等沈下を想定して
も上位クラス施設に衝突しない程度に十分
な距離をとって配置するか，下位クラス施
設と上位クラス施設の間に波及的影響を防
止するために，衝突に対する強度を有する
障壁を設置する。
・下位クラス施設を上位クラス施設への波
及的影響を及ぼす可能性がある位置に設置
する場合には，不等沈下を起こさない十分
な支持性能をもつ地盤に下位クラス施設を
設置する。下位クラス施設を上位クラス施
設に要求される支持性能が十分でない地盤
に設置する場合は，下位クラス施設が設置
される地盤の不等沈下を想定し，上位クラ
ス施設の有する機能を保持する設計とす
る。
・上記の方針で設計しない場合は，下位ク
ラス施設が設置される地盤の不等沈下を想
定し，上位クラス施設の有する機能を保持
するよう設計する。
・以上の設計方針のうち，不等沈下を想定
し，上位クラス施設の有する機能を保持す
るよう設計する下位クラス施設を「4．波及
的影響の設計対象とする下位クラス施設」
に，その設計方針を「5．波及的影響の設計
対象とする下位クラス施設の耐震設計方
針」に示す。

(1) 地盤の不等沈下による影響

・下位クラス施設と上位クラス施設との相
対変位により，上位クラス施設の安全機能
及び重大事故等に対処するために必要な機
能を損なわないよう設計する。
・離隔による防護を講じて設計する場合に
は，下位クラス施設と上位クラス施設との
相対変位を想定しても，下位クラス施設が
上位クラス施設に衝突しない程度に十分な
距離をとって配置するか，下位クラス施設
と上位クラス施設との間に波及的影響を防
止するために，衝突に対する強度を有する
障壁を設置する。
・下位クラス施設と上位クラス施設との相
対変位により，下位クラス施設が上位クラ
ス施設に衝突する位置にある場合には，衝
突部分の接触状況の確認，建屋全体評価又
は局部評価を実施し，衝突に伴い，上位ク
ラス施設について，それぞれその安全機能
及び重大事故等に対処するために必要な機
能が損なわれるおそれのないよう設計す
る。
・以上の設計方針のうち，建屋全体評価又
は局部評価を実施して設計する下位クラス
施設を「4. 波及的影響の設計対象とする下
位クラス施設」に，その設計方針を「5. 波
及的影響の設計対象とする下位クラス施設
の耐震設計方針」に示す。

(2)
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基本設計方針の添付書類への展開
（第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙３②
(Ⅳ-1-1-4_波及) (41/97)

1. 1.1 1.1.1 (1) a. (a) イ. (イ)以降 １回 第１回　記載概要 ２回 第２回　記載概要
補足説明資料

再処理目次
再処理添付書類構成案 記載概要

申請回次

【建物・構築物，機器・配管系】
・[補足耐4]下位クラス施設の波及
的影響の検討について（建物・構築
物，機器・配管系）

重大事故等対処施設における耐震重要施設と下位クラス施設との接続部における相
互影響について説明を追加

○
安全機能を有する施設における耐震重要施設と下位クラス施設との接続部における
相互影響について説明

○

・建屋内外に設置する安全機能を有する施
設及び重大事故等対処施設を対象に， 別記
２(2)「耐震重要施設と下位クラス施設との
接続部における相互影響」の観点で，上位
クラス施設の安全機能及び重大事故等に対
処するために必要な機能を損なわないよう
下位クラス施設を設計する。
・上位クラス施設と下位クラス施設との接
続部には，原則，Ｓクラスの隔離弁等を設
置することにより分離し，事故時等に隔離
されるよう設計する。隔離されない接続部
以降の下位クラス施設については，下位ク
ラス施設が上位クラス施設の設計に用いる
地震動又は地震力に対して，内部流体の内
包機能，機器・配管系の動的機能，構造強
度等を確保するよう設計する。又は，これ
らが維持されなくなる可能性がある場合
は，下位クラス施設の損傷と隔離によるプ
ロセス変化により，上位クラス施設の内部
流体の温度及び圧力に影響を与えても，支
持構造物を含めて系統としての機能が設計
の想定範囲内に維持されるよう設計する。
・以上の設計方針のうち，内部流体の内包
機能，機器・配管系の動的機能，構造強度
を確保するよう設計する下位クラス施設を
「4. 波及的影響の設計対象とする下位クラ
ス施設」に，その設計方針を「5. 波及的影
響の設計対象とする下位クラス施設の耐震
設計方針」に示す。

接続部の観点による設計3.3

3.4 損傷，転倒及び落下の観点による建屋内施設の設計
重大事故等対処施設における建屋内における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下
による耐震重要施設への影響について説明を追加

○
安全機能を有する施設における建屋内における下位クラス施設の損傷，転倒及び落
下による耐震重要施設への影響について説明

○

・建屋内に設置する安全機能を有する施設
及び重大事故等対処施設を対象に， 別記２
(3)「建屋内における下位クラス施設の損
傷，転倒及び落下による耐震重要施設への
影響」の観点で，上位クラス施設の安全機
能及び重大事故等に対処するために必要な
機能を損なわないよう設計する。
・離隔による防護を講じて設計する場合に
は，下位クラス施設の損傷，転倒及び落下
を想定しても上位クラス施設に衝突しない
程度に十分な距離をとって配置するか，下
位クラス施設と上位クラス施設の間に波及
的影響を防止するために衝突に対する強度
を有する障壁を設置する。
・下位クラス施設を上位クラス施設への波
及的影響を及ぼす可能性がある位置に設置
する場合には，上位クラス施設の設計に用
いる地震動又は地震力に対して，下位クラ
ス施設が損傷，転倒及び落下に至らないよ
う構造強度設計を行う。
・上記の方針で設計しない場合は，下位ク
ラス施設の損傷，転倒及び落下を想定し，
上位クラス施設の有する機能を保持するよ
う設計する。
・以上の設計方針のうち，構造強度設計を
行う，又は下位クラス施設の損傷，転倒及
び落下を想定し，上位クラス施設の有する
機能を保持するよう設計する下位クラス施
設を「4. 波及的影響の設計対象とする下位
クラス施設」に，その設計方針を「5. 波及
的影響の設計対象とする下位クラス施設の
耐震設計方針」に示す。

3.5
重大事故等対処施設における建屋外における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下
による耐震重要施設への影響について説明を追加

安全機能を有する施設における建屋外における下位クラス施設の損傷，転倒及び落
下による耐震重要施設への影響について説明

・建屋外に設置する安全機能を有する施設
及び重大事故等対処施設を対象に，別記２
(4)「建屋外における下位クラス施設の損
傷，転倒及び落下による耐震重要施設への
影響」の観点で，上位クラス施設の安全機
能及び重大事故等に対処するために必要な
機能を損なわないよう設計する。
・離隔による防護を講じて設計する場合に
は，下位クラス施設の損傷，転倒及び落下
を想定しても上位クラス施設に衝突しない
程度に十分な距離をとって配置するか，下
位クラス施設と上位クラス施設の間に波及
的影響を防止するために衝突に対する強度
を有する障壁を設置する。
・下位クラス施設を上位クラス施設への波
及的影響を及ぼす可能性がある位置に設置
する場合には，上位クラス施設の設計に用
いる地震動又は地震力に対して，下位クラ
ス施設が損傷，転倒及び落下に至らないよ
う構造強度設計を行う。
・上記の方針で設計しない場合は，下位ク
ラス施設の損傷，転倒及び落下を想定し，
上位クラス施設の有する機能を保持するよ
う設計する。
・以上の設計方針のうち，構造強度設計を
行う，又は下位クラス施設の損傷，転倒及
び落下を想定し，上位クラス施設の有する
機能を保持するよう設計する下位クラス施
設を「4. 波及的影響の設計対象とする下位
クラス施設」に，その設計方針を「5. 波及
的影響の設計対象とする下位クラス施設の
耐震設計方針」に示す。

○○損傷，転倒及び落下の観点による建屋外施設の設計
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基本設計方針の添付書類への展開
（第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙３②
(Ⅳ-1-1-4_波及) (42/97)

1. 1.1 1.1.1 (1) a. (a) イ. (イ)以降 １回 第１回　記載概要 ２回 第２回　記載概要
補足説明資料

再処理目次
再処理添付書類構成案 記載概要

申請回次

4. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設

・「3. 波及的影響を考慮した施設の設計方
針」に基づき，構造強度等を確保するよう
に設計するものとして選定した下位クラス
施設を示す。

○ 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし

4.1 不等沈下又は相対変位の観点

(1) 地盤の不等沈下による影響

(2) 建屋間の相対変位による影響

4.2 接続部の観点

4.3 建屋内施設の損傷,転倒及び落下の観点

(1) 施設の損傷，転倒及び落下による影響

4.4 建屋外施設の損傷，転倒及び落下の観点

(1) 施設の損傷，転倒及び落下による影響

5.
波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の耐震設
計方針

・「4. 波及的影響の設計対象とする下位ク
ラス施設」において選定した施設の耐震設
計方針を示す。

○ 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の耐震設計方針について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし

5.1 耐震評価部位

・波及的影響の設計対象とする下位クラス
施設の評価対象部位は，それぞれの損傷
モードに応じて選定する。
・評価対象下位クラス施設の不等沈下，相
対変位，接続部における相互影響，損傷，
転倒及び落下を防止するよう，主要構造部
材，支持部及び固定部等を対象とする。
・地盤の不等沈下又は下位クラス施設の転
倒を想定して設計する施設については，上
位クラス施設の機能に影響がないよう評価
部位を選定する。
・各施設の耐震評価部位は，「Ⅳ－２－２
－１ 波及的影響を及ぼすおそれのある下位
クラス施設の耐震評価方針」の「3.1 耐震
評価部位」に示す。

○ 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の耐震評価部位について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし

5.2 地震応答解析

・波及的影響の設計対象とする下位クラス
施設の耐震設計において実施する地震応答
解析については，「Ⅳ－１－１　耐震設計
の基本方針」の「10．耐震計算の基本方
針」に従い，既設工認で実績があり，かつ

新の知見に照らしても妥当な手法及び条
件を基本として行う。また，周辺地盤の液
状化のおそれのある施設は，その周辺地盤
の液状化による影響を考慮する。
・各施設の設計に適用する地震応答解析
は，「Ⅳ－２－２－１ 波及的影響を及ぼす
おそれのある下位クラス施設の耐震評価方
針」の「3.2 地震応答解析」に示す。

○ 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の地震応答解析について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし

5.3 設計用地震動又は地震力

・波及的影響の設計対象とする下位クラス
施設においては，上位クラス施設の設計に
用いる地震動又は地震力を適用する。
・各施設の設計に適用する地震動又は地震
力は，「Ⅳ－２－２－１ 波及的影響を及ぼ
すおそれのある下位クラス施設の耐震評価
方針」の「3.3 設計用地震動又は地震力」
に示す。

○
波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の設計用地震動又は地震力について説
明

△ 第１回での説明から追加事項なし

5.4 荷重の種類及び荷重の組合せ

・波及的影響の防止を目的とした設計にお
いて用いる荷重の種類及び荷重の組合せに
ついては，波及的影響を受けるおそれのあ
る上位クラス施設と同じ運転状態において
下位クラス施設に発生する荷重を組み合わ
せる。
・上位クラス施設に再処理施設内にある施
設(安全機能を有する施設以外の施設及び資
機材等含む)を設置する場合は，その施設の
荷重も考慮する。
・地盤の不等沈下又は転倒を想定し，上位
クラス施設の機能に影響がないよう設計す
る場合は，転倒等に伴い発生する荷重を組
み合わせる。
・荷重の設定においては，実運用・実事象
上定まる範囲を考慮して設定する。
・各施設の設計に適用する荷重の種類及び
組み合わせは，「Ⅳ－２－２－１ 波及的影
響を及ぼすおそれのある下位クラス施設の
耐震評価方針」の「3.4 荷重の種類及び荷
重の組合せ」に示す。

○
波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の荷重の種類及び荷重の組合せについ
て説明

△ 第１回での説明から追加事項なし

当該回次の申請施設における選定結果について説明を追加
・各観点において申請回次ごとに選定した
下位クラス施設を示す。

○ 当該回次の申請施設における選定結果について説明 ○

【建物・構築物，機器・配管系】
・[補足耐4]下位クラス施設の波及
的影響の検討について（建物・構築
物，機器・配管系）
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基本設計方針の添付書類への展開
（第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙３②
(Ⅳ-1-1-4_波及) (43/97)

1. 1.1 1.1.1 (1) a. (a) イ. (イ)以降 １回 第１回　記載概要 ２回 第２回　記載概要
補足説明資料

再処理目次
再処理添付書類構成案 記載概要

申請回次

5.5 許容限界

・波及的影響の設計対象とする下位クラス
施設の評価に用いる許容限界設定の考え方
を，建物・構築物及び機器・配管系に分け
て示す。

○ 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の許容限界について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし

5.5.1 建物・構築物

・建物・構築物について，離隔による防護
を講じることで，下位クラス施設の相対変
位等による波及的影響を防止する場合は，
下位クラス施設と上位クラス施設との距離
を基本として許容限界を設定する。
・施設の構造を保つことで，下位クラス施
設の損傷，転倒及び落下を防止する場合
は，鉄筋コンクリート造耐震壁の 大せん
断ひずみに対してJEAG4601-1987に基づく終
局点に対応するせん断ひずみ，部材に発生
する応力に対して終局耐力又は「建築基準
法及び同施行令」に基づく層間変形角の評
価基準値を基本として許容限界を設定す
る。

○ 建物・構築物の許容限界について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし

5.5.2 機器・配管系

・機器・配管系について，施設の構造を保
つことで，下位クラス施設の接続部におけ
る相互影響並びに損傷，転倒及び落下を防
止する場合は，評価部位に塑性ひずみが生
じる場合であっても，その量が小さなレベ
ルに留まって破断延性限界に十分な余裕を
有していることに相当する許容限界を設定
する。
・機器・配管系の動的機能維持を確保する
ことで，下位クラス施設の接続部における
相互影響を防止する場合は，機能確認済加
速度を許容限界として設定する。
・配管については，配管耐震評価上影響の
ある下位クラス配管を上位クラス配管に含
めて構造強度設計を行う。
・地盤の不等沈下又は転倒を想定する場合
は，下位クラス施設の転倒等に伴い発生す
る荷重により，上位クラス施設の評価部位
に塑性ひずみが生じる場合であっても，そ
の量が小さなレベルに留まって破断延性限
界に十分な余裕を有していること，また転
倒した下位クラス施設と上位クラス施設と
の距離を許容限界として設定する。

○ 機器・配管系の許容限界について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし

凡例

・「申請回次」について

○：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目

△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目

－：当該申請回次で記載しない項目

重大事故等対処施設における工事段階における下位クラス施設の調査・検討につい
て説明を追加

○
安全機能を有する施設における工事段階における下位クラス施設の調査・検討につ
いて説明

○

【建物・構築物，機器・配管系】
・[補足耐4]下位クラス施設の波及
的影響の検討について（建物・構築
物，機器・配管系）

6. 工事段階における下位クラス施設の調査・検討

・工事段階においても，上位クラス施設の
設計段階の際に検討した配置・補強等が設
計どおりに施されていることを，敷地全体
を俯瞰した調査・検討を行うことで確認す
る。また，仮置資材等，現場の配置状況等
の確認を必要とする下位クラス施設につい
ても合わせて確認する。
・工事段階における検討は，別記２の4つの
観点のうち，(3)及び(4)の観点，すなわち
下位クラス施設の損傷，転倒及び落下によ
る影響について，現場調査により実施す
る。
・確認事項としては，設計段階において検
討した離隔による防護の観点で行う。すな
わち，施設の損傷，転倒及び落下を想定し
た場合に上位クラス施設に衝突するおそれ
のある範囲内に下位クラス施設がないこ
と，又は間に衝撃に耐えうる障壁，緩衝物
等が設置されていること，仮置資材等につ
いては固縛など，転倒及び落下を防止する
措置が適切に講じられていることを確認す
る。
・仮置資材等の下位クラス施設自体が，明
らかに影響を及ぼさない程度の大きさ，重
量等の場合は対象としない。
・損傷，転倒及び落下により，上位クラス
施設に波及的影響を及ぼす可能性がある下
位クラス施設が抽出されれば，必要に応じ
て，上記の確認事項と同じ観点で対策・検
討を行う。すなわち，下位クラス施設の配
置を変更したり，間に緩衝物等を設置した
り，固縛等の転倒・落下防止措置等を講じ
たりすることで対策・検討を行う。
・工事段階における確認の後も，波及的影
響を防止するように現場を保持するため，
保安規定に機器設置時の配慮事項等を定め
て管理する。
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基本設計方針の添付書類への展開
（第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙３②
(Ⅳ-1-1-5_地震応答解析)(44/97)

1. 1.1 1.1.1 (1) a. (a) イ. (イ)以降 １回 第１回　記載概要 ２回 第２回　記載概要

Ⅳ-1-1-5 地震応答解析の基本方針

1. 概要

・「Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針」のう
ち，「4. 設計用地震力」に基づき，建物・
構築物及び機器・配管系の耐震設計を行う際
の地震応答解析の基本方針を説明する。

○ 地震応答解析の基本方針の概要について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

2. 地震応答解析の方針

2.1 建物・構築物

2.1.1 建物・構築物（2.1.2に記載のものを除く。）

再処理目次
再処理添付書類構成案 記載概要

申請回次
補足説明資料

(1)

【建物・構築物】
・[補足耐7]地震応答解析に用いる
地盤モデル及び地盤物性値の設定に
ついて
・[補足耐8]竜巻防護対策設備の耐
震性評価に関する補足説明
・[補足耐58]竜巻防護対策設備の応
力解析におけるモデル化，境界条件
及び拘束条件の考え方
・[補足耐63]排気筒の耐震性評価に
関する補足説明
・[補足耐68]排気筒の応力解析にお
けるモデル化，境界条件及び拘束条
件の考え方

○ 重大事故等対処施設における建物・構築物の入力地震動について説明を追加安全機能を有する施設における建物・構築物の入力地震動について説明入力地震動

・解放基盤表面は，Ｓ波速度が0.7km/s以上
であるT.M.S.L.-70mとしている。
・建物・構築物の地震応答解析における入力
地震動は，解放基盤表面で定義される基準地
震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄを基に，
対象建物・構築物の地盤条件を適切に考慮し
た上で，必要に応じ2次元FEM 解析又は1次元
波動論により，地震応答解析モデルの入力位
置で評価した入力地震動を設定する。
・建物・構築物の地震応答解析における入力
地震動は，地震動評価で考慮した敷地全体の
地下構造及び対象建物・構築物の直下又は周
辺の地質・速度構造の特徴を踏まえて適切に
設定した地下構造モデルを用いて設定すると
ともに，地盤の非線形応答に関する動的変形
特性を考慮する。地盤の非線形特性の考慮に
当たっては，地下水排水設備による地下水位
の低下状態を踏まえ評価する。地盤の動的変
形特性を考慮した入力地震動の算定に当たっ
ては，地盤のひずみの大きさに応じて解析手
法の適用性に留意する。地下水排水設備の外
側に配置される建物・構築物については，杭
基礎，地下躯体等の構造上の特徴，施設の周
辺地盤及び周辺施設の配置状況を踏まえ，液
状化による影響が生じるおそれがある場合に
は，その影響について確認する。更に必要に
応じ敷地における観測記録による検証や 新
の科学的・技術的知見を踏まえ，地質・速度
構造等の地盤条件を設定する。
・特に杭を介して岩盤に支持された建物・構
築物については杭の拘束効果についても適切
に考慮する。
・安全機能を有する施設における耐震Ｂクラ
スの建物・構築物及び重大事故等対処施設に
おける耐震Ｂクラスの施設の機能を代替する
常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設
重大事故等対処設備が設置される重大事故等
対処施設の建物・構築物のうち共振のおそれ
があり，動的解析が必要なものに対しては，
弾性設計用地震動Ｓｄを1/2倍したものを用
いる。

○
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基本設計方針の添付書類への展開
（第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙３②
(Ⅳ-1-1-5_地震応答解析)(45/97)

1. 1.1 1.1.1 (1) a. (a) イ. (イ)以降 １回 第１回　記載概要 ２回 第２回　記載概要

再処理目次
再処理添付書類構成案 記載概要

申請回次
補足説明資料

(2)

【建物・構築物】
・[補足盤1]地盤の支持性能につい
て
・[補足耐8]竜巻防護対策設備の耐
震性評価に関する補足説明
・[補足耐9]地震応答解析における
材料物性のばらつきに関する検討
・[補足耐11]竜巻防護対策設備の地
震応答解析における材料物性のばら
つきに伴う影響評価について
・[補足耐32]「建屋側面地盤ばね」
及び「地盤のひずみ依存特性」の評
価手法について
・[補足耐33]地震応答解析における
耐震壁のせん断スケルトンカ－ブの
設定
・[補足耐62]地震応答解析における
支持架構のせん断スケルトンカーブ
の設定
・[補足耐34]隣接建屋の影響に関す
る検討(建物，屋外機械基礎)
・[補足耐63]排気筒の耐震性評価に
関する補足説明
・[補足耐67]排気筒の地震応答解析
における材料物性のばらつきに伴う
影響評価について

【機器・配管系】
・[補足耐10]地震応答解析における
材料物性のばらつきに伴う影響評価
について(機器・配管系)
・[補足耐35]隣接建屋の影響に対す
る影響評価について(機器・配管系)

解析方法及び解析モデル

・動的解析による地震力の算定に当たって
は，地震応答解析手法の適用性，適用限界等
を考慮の上，適切な解析法を選定するととも
に，建物・構築物に応じた適切な解析条件を
設定する。また，原則として，建物・構築物
の地震応答解析及び床応答曲線の作成は，線
形解析及び非線形解析に適用可能な時刻歴応
答解析法による。
・建物・構築物の動的解析に当たっては，建
物・構築物の剛性はそれらの形状，構造特性
等を十分考慮して評価し，集中質点系等に置
換した解析モデルを設定する。
・動的解析には，建物・構築物と地盤との相
互作用を考慮するものとし，解析モデルの地
盤のばね定数は，基礎版の平面形状，基礎側
面と地盤の接触状況，地盤の剛性等を考慮し
て定める。各入力地震動が接地率に与える影
響を踏まえて，地盤ばねには必要に応じて，
基礎浮上りによる非線形性又は誘発上下動を
考慮できる浮上り非線形性を考慮するものと
する。設計用地盤定数の設定に当たっては，
地盤の構造特性の考慮として，地震動評価で
考慮した敷地全体の地下構造との関係や対象
建物・構築物位置での地質・速度構造の違い
にも留意し，原則として，弾性波試験による
ものを用いる。
・地盤－建物・構築物連成系の減衰定数は，
振動エネルギの地下逸散及び地震応答におけ
る各部のひずみレベルを考慮して定める。
・地震応答解析において，主要構造要素があ
る程度以上弾性範囲を超える場合には，実験
等の結果に基づき，該当する建物部分の構造
特性に応じて，その弾塑性挙動を適切に模擬
した復元力特性を考慮した地震応答解析を行
う。
・Ｓクラスの施設を支持する建物・構築物及
び常設耐震重要重大事故等対処設備が設置さ
れる重大事故等対処施設の建物・構築物の支
持機能を検討するための動的解析において，
建物・構築物の主要構造要素がある程度以上
弾性範囲を超える場合には，その弾塑性挙動
を適切に模擬した復元力特性を考慮した地震
応答解析を行う。
・地震応答解析に用いる材料定数について
は，材料物性のばらつき等を適切に考慮す
る。また，ばらつきによる変動が建物・構築
物の振動性状や応答性状に及ぼす影響として
考慮すべきばらつきの要因を選定した上で，
選定された要因を考慮した動的解析により設
計用地震力を設定する。
・建物・構築物の3次元応答性状及び機器・
配管系への影響については，建物・構築物の
3次元FEMモデルによる解析に基づき，施設の
重要性，建屋規模及び構造特性を考慮して評
価する。3次元応答性状等の評価は，周波数
応答解析法等による。解析方法及び解析モデ
ルについては，「Ⅳ－１－１－７ 水平２方
向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響
評価方針」に示す。
・建物・構築物の動的解析においては，地下
水排水設備による地下水位の低下を考慮して
適切な解析手法を選定する。このうち，地下
水排水設備の外側に配置される建物・構築物
については，杭基礎，地下躯体等の構造上の
特徴，施設の周辺地盤及び周辺施設の配置状
況を踏まえ，液状化による影響が生じるおそ
れがある場合には，その影響について確認す
る。液状化の影響確認にあたり，地震時の地
盤の有効応力の変化に応じた影響を考慮する
場合は，有効応力解析を実施する。有効応力
解析に用いる液状化強度特性は，敷地の原地
盤における代表性及び網羅性を踏まえた上
で，保守性を考慮して設定する。
・建屋の設置状況を踏まえ，隣接建屋が建
物・構築物の応答性状及び機器・配管系へ及
ぼす影響については，地盤3次元FEMモデルに
よる解析に基づき評価する。解析方法及び解
析モデルについては，「Ⅳ－２－４－２　隣
接建屋に関する影響評価結果」に示す。
・更なる信頼性の向上を目的として設置した
地震観測網から得られた観測記録により振動
性状を把握する。動的解析に用いるモデルに
ついては，地震観測網により得られた観測記
録を用い解析モデルの妥当性確認などを行
う。地震観測網の概要は，別紙「地震観測網
について」に示す。

○ 安全機能を有する施設における建物・構築物の解析方法及び解析モデルについて説明 ○
重大事故等対処施設における建物・構築物の解析方法及び解析モデルについて説明を
追加
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基本設計方針の添付書類への展開
（第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙３②
(Ⅳ-1-1-5_地震応答解析)(46/97)

1. 1.1 1.1.1 (1) a. (a) イ. (イ)以降 １回 第１回　記載概要 ２回 第２回　記載概要

再処理目次
再処理添付書類構成案 記載概要

申請回次
補足説明資料

a. 解析方法
・建物・構築物の地震応答を求める解析方法
を示す。

○ 解析方法について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし

b. 解析モデル ・建物・構築物の解析モデルの例を示す。 ○ 当該回次の申請施設における解析モデルについて説明 ○ 当該回次の申請施設における解析モデルについて説明を追加

2.1.2 屋外重要土木構造物

(1) 入力地震動

・屋外重要土木構造物の地震応答解析におけ
る入力地震動は，解放基盤表面で定義される
基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄを
基に，対象構造物の地盤条件を適切に考慮し
た上で，必要に応じ2次元FEM 解析又は1次元
波動論により，地震応答解析モデルの入力位
置で評価した入力地震動を設定する。地盤条
件を考慮する場合には，地震動評価で考慮し
た敷地全体の地下構造との関係にも留意し，
地盤の非線形応答に関する動的変形特性を考
慮する。
・地下水排水設備の外側に配置される屋外重
要土木構造物については，杭基礎，地下躯体
等の構造上の特徴，施設の周辺地盤及び周辺
施設の配置状況を踏まえ，液状化による影響
が生じるおそれがある場合には，その影響に
ついて確認する。

○ 安全機能を有する施設における屋外重要土木構造物の入力地震動について説明 ○ 重大事故等対処施設における屋外重要土木構造物の入力地震動について説明を追加
【建物・構築物】
・[補足耐47]土木構造物の耐震安全
性評価における共通事項について

(2)

【建物・構築物】
・[補足耐49]土木構造物の地震応答
解析における材料物性のばらつきに
関する検討について
・[補足耐50]土木構造物の液状化の
影響評価について
・[補足盤1]地盤の支持性能につい
て
・[補足耐55]隣接建屋の影響に関す
る検討(土木構造物)

【機器・配管系】
・[補足耐10]地震応答解析における
材料物性のばらつきに伴う影響評価
について(機器・配管系)
・[補足耐3]土木構造物の液状化に
伴う機電設備の影響確認について

△ 第１回での説明から追加事項なし屋外重要土木構造物の解析方法及び解析モデルについて説明解析方法及び解析モデル

・動的解析による地震力の算定に当たって
は，地震応答解析手法の適用性，適用限界等
を考慮の上，適切な解析法を選定するととも
に，各構造物に応じた適切な解析条件を設定
する。地震応答解析は，地盤と構造物の相互
作用を考慮できる手法とし，地盤及び構造物
の地震時における非線形挙動の有無や程度に
応じて，線形，等価線形又は非線形解析のい
ずれかにて行う。地震応答解析に用いる材料
定数については，材料物性のばらつき等によ
る変動が屋外重要土木構造物の振動性状や応
答性状に及ぼす影響を検討し，材料物性のば
らつき等を適切に考慮する。
・動的解析においては，地下水排水設備によ
る地下水位の低下を考慮して適切な解析手法
を選定する。地下水排水設備の外側に配置さ
れる屋外重要土木構造物については，杭基
礎，地下躯体等の構造上の特徴，施設の周辺
地盤及び周辺施設の配置状況を踏まえ，液状
化による影響が生じるおそれがある場合に
は，その影響について確認する。液状化の影
響確認にあたり，地震時の地盤の有効応力の
変化に応じた影響を考慮する場合は，有効応
力解析を実施する。有効応力解析に用いる液
状化強度特性は，敷地の原地盤における代表
性及び網羅性を踏まえた上で保守性を考慮し
て設定する。
・屋外重要土木構造物及び機器・配管系の液
状化に関する影響評価結果については，「Ⅳ
－２－４－３　液状化に関する影響評価結
果」に示す。
・地震応答解析では，水平地震動と鉛直地震
動の同時加振とするが，構造物の応答特性に
より水平2方向の同時性を考慮する必要があ
る場合は，水平2方向の組合せについて適切
に評価する。具体的な方針については，「Ⅳ
－１－１－７ 水平２方向及び鉛直方向地震
力の組合せに関する影響評価方針」に示す。

○
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基本設計方針の添付書類への展開
（第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙３②
(Ⅳ-1-1-5_地震応答解析)(47/97)

1. 1.1 1.1.1 (1) a. (a) イ. (イ)以降 １回 第１回　記載概要 ２回 第２回　記載概要

再処理目次
再処理添付書類構成案 記載概要

申請回次
補足説明資料

2.2 機器・配管系

a. 解析方法

・スペクトルモーダル解析法における 大値
は，二乗和平方根(SRSS)法により求める。時
刻歴応答解析法においては直接積分法又は
モーダル時刻歴解析による。

○ 解析方法について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし

【機器・配管系】
・[補足耐16]水平方向と鉛直方向の
動的地震力の二乗和平方根（SRSS）
法による組合せについて

b. 解析モデル
・機器・配管系の解析モデルの例を示す。
(a) 機器
(b) 配管系(配管及びダクト)

○ 代表的な解析モデルについて説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

3. 設計用減衰定数

・地震応答解析に用いる減衰定数は，
JEAG4601-1987，1991に記載されている減衰
定数を設備の種類，構造等により適切に選定
するとともに，試験等で妥当性が確認された
値も用いる。
・建物・構築物の地震応答解析に用いる鉄筋
コンクリートの材料減衰定数の設定について
は，既往の知見に加え，既設施設の地震観測
記録等により，その妥当性を検討する。入力
地震動による建物・構築物の応答レベル及び
構造形状の複雑さを踏まえ，既往の知見に加
え，地震観測記録等による検討を行い，適用
性が確認できたことから建物・構築物に対し
て5％と設定する。
・地盤と屋外重要土木構造物の連成系地震応
答解析モデルの減衰定数については，地中構
造物としての特徴及び同モデルの振動特性を
考慮して適切に設定する。
・機器・配管系における設計用減衰定数は，
対象設備に応じた値を適用する。

○ 申請施設における設計用減衰定数について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし

【建物・構築物】
・[補足耐5]地震応答解析モデルに
用いる鉄筋コンクリ－ト造部の減衰
定数に関する検討
・[補足耐47]土木構造物の耐震安全
性評価における共通事項について

【機器・配管系】
[補足耐6]新たに適用した減衰定数
について

(1) －

(2)

入力地震動又は入力地震力

・機器・配管系の地震応答解析における入力
地震動又は入力地震力は，基準地震動Ｓｓ及
び弾性設計用地震動Ｓｄ又は当該機器・配管
系の設置床における設計用床応答曲線若しく
は時刻歴応答波とする。
・設計用床応答曲線の作成方法については，
「Ⅳ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成
方針」に示す。
・建屋応答解析における各入力地震動が接地
率に与える影響を踏まえ，誘発上下動を考慮
するモデルを用いている場合については，鉛
直方向の加速度応答時刻歴に誘発上下動を考
慮することとする。
・安全機能を有する施設における耐震Ｂクラ
スの機器・配管系及び重大事故等対処施設に
おける耐震Ｂクラスの施設の機能を代替する
常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設
重大事故等対処設備が設置される重大事故等
対処施設の機器・配管系のうち共振のおそれ
があり，動的解析が必要なものに対しては，
弾性設計用地震動Ｓｄを基に線形解析により
作成した設計用床応答曲線の応答加速度を2
分の1倍したものを用いる。

○
安全機能を有する施設における機器・配管系の入力地震動又は入力地震力について説
明

○
重大事故等対処施設における機器・配管系の入力地震動又は入力地震力について説明
を追加

解析方法及び解析モデル

・動的解析による地震力の算定に当たって
は，地震応答解析手法の適用性，適用限界等
を考慮の上，適切な解析法を選定するととも
に，解析条件として考慮すべき減衰定数，剛
性等の各種物性値は，適切な規格・基準，あ
るいは実験等の結果に基づき設定する。
・機器の解析に当たっては，形状，構造特性
等を考慮して，代表的な振動モードを適切に
表現できるよう質点系モデル，はり，シェル
等の要素を使用した有限要素モデル等に置換
し，設計用床応答曲線を用いたスペクトル
モーダル解析法又は時刻歴応答解析法により
応答を求める。
・配管系については，適切なモデルを作成
し，設計用床応答曲線を用いたスペクトル
モーダル解析法又は時刻歴応答解析法により
応答を求める。
・スペクトルモーダル解析法又は時刻歴応答
解析法を用いる場合は材料物性のばらつき等
を適切に考慮する。
・スペクトルモーダル解析法及び時刻歴応答
解析法の選択に当たっては，衝突・すべり等
の非線形現象を模擬する観点又は既往研究の
知見を取り入れ実機の挙動を模擬する観点
で，材料物性のばらつき等への配慮を考慮し
つつ時刻歴応答解析法を用いる等，解析対象
とする現象，対象設備の振動特性・構造特性
等を考慮し適切に選定する。
・3次元的な広がりを持つ設備については，3
次元的な配置を踏まえ，適切にモデル化し，
水平2方向及び鉛直方向の応答成分について
適切に組み合わせるものとする。具体的な方
針については「Ⅳ－１－１－７ 水平２方向
及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評
価方針」に示す。
・剛性の高い機器・配管系は，その機器・配
管系の設置床面の 大応答加速度の1.2倍の
加速度を震度として作用させて構造強度評価
に用いる地震力を算定する。
・機器，配管系の評価については，これら解
析方法及び解析モデルに応じた評価を行う。
機器，配管系の評価方法について，「Ⅳ－１
－１－10　機器の耐震支持方針」，「Ⅳ－１
－１－11－１　配管の耐震支持方針」，「Ⅳ
－１－１－11－２　ダクトの耐震支持方針」
及び「Ⅳ－１－２　耐震計算書作成の基本方
針」に示す。

○ 安全機能を有する施設における機器・配管系の解析方法及び解析モデルについて説明 △ 第１回での説明から追加事項なし

【機器・配管系】
・[補足耐10]地震応答解析における
材料物性のばらつきに伴う影響評価
について(機器・配管系)
・[補足耐15]鉛直方向の動的地震力
考慮による設備の浮き上がり等の影
響について
・[補足耐38]機器・配管系の類型化
に対する分類の考え方について
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基本設計方針の添付書類への展開
（第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙３②
(Ⅳ-1-1-5_地震応答解析)(48/97)

1. 1.1 1.1.1 (1) a. (a) イ. (イ)以降 １回 第１回　記載概要 ２回 第２回　記載概要

再処理目次
再処理添付書類構成案 記載概要

申請回次
補足説明資料

Ⅳ-1-1-5 別紙 地震観測網について

1. 概要

・再処理施設の主要な建屋には，安全上重要
な施設の実地震時の振動特性を把握するため
に，各建屋に地震計を設置し，継続して地震
観測を行う。また，比較的規模の大きい地震
の観測記録が得られた場合は，それらの測定
結果に基づく解析等により主要な施設の健全
性を確認すること等に活用する。

○ 地震観測網の概要について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

2. 地震観測網の基本方針

・再処理施設における主要な建屋について
は，地震時の建屋の水平及び鉛直方向の振動
特性を把握するため，建屋の基礎上や 上部
等の適切な位置に地震計を配置することによ
り，実地震による建屋の振動（建屋増幅特
性）を観測する。
・地震計は水平2成分と鉛直1成分の計3成分
を観測するものとする。

○ 地震観測網の基本方針について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

3. 地震観測網の配置計画 ・各建屋の地震計の設置方針を示す。 ○ 地震観測網の配置計画について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

○：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目

△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目

－：当該申請回次で記載しない項目

凡例

・「申請回次」について
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基本設計方針の添付書類への展開
（第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙３②
(Ⅳ-1-1-6_FRS)(49/97)

1. 1.1 1.1.1 (1) a. (a) イ. (イ)以降 １回 第１回　記載概要 ２回 第２回　記載概要

Ⅳ-1-1-6 設計用床応答曲線の作成方針

1. 概要

・「Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針」のう
ち「4. 設計用地震力」に基づき，機器・配
管系の動的解析に用いる設計用床応答曲線
の作成方針及びその方針に基づき作成した
設計用床応答曲線に関して説明する。

○ 設計用床応答曲線の作成方針の概要について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

2. 床応答スペクトルに係る基本方針及び作成方法

(1)各再処理施設の解析モデルに対して，入
力地震動を用いた時刻歴応答解析を行い，
各質点位置における加速度応答時刻歴を求
める。
・建屋応答解析における各入力地震動が接
地率に与える影響を踏まえ，誘発上下動を
考慮するモデルを用いている場合について
は，鉛直方向の加速度応答時刻歴に誘発上
下動を考慮する。

○ 加速度応答時刻歴の算出について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

(2) (1)で求めた各質点の加速度応答時刻歴
を入力として，減衰付１自由度系の 大応
答スペクトルを必要な減衰定数の値に対し
て求める。
・解析モデルが2次元FEMモデル及び3次元
FEMモデル，多質点系モデルの多数の質点で
構成されるモデルについては，機器・配管
系の据付位置又は，その近傍の質点の加速
度応答時刻歴を入力とした応答スペクトル
を求める。

○ 床応答スペクトルの算出について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

(3) (2)で求めた床応答スペクトルに対し，
各再処理施設の固有周期のシフトを考慮
し，周期方向に±10％の拡幅を行い，設計
用床応答曲線とする。

○ 設計用床応答曲線の算出について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

2.2 解析方法

・2.1(1)で述べた方針で動的解析を行い，
各モデルの各質点における応答加速度の時
刻歴を求める。この応答加速度の時刻歴を
入力波として応答スペクトルを作成する。

○ 解析方法について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

2.3 減衰定数

・応答スペクトルは，「Ⅳ－１－１－５ 地
震応答解析の基本方針」の「3. 設計用減衰
定数」における機器・配管系の減衰定数を
用いて作成する。

○ 減衰定数について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

2.4 数値計算用諸元

(1) 構造強度評価に用いる数値計算用諸元
・構造強度評価に用いる数値計算用諸元と
して固有周期作成幅及び固有周期計算間隔
を示す。

○ 構造強度評価に用いる数値計算用諸元について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

2.5 応答スペクトルの適用方法

(1) 概要

・機器・配管系の設計用地震力を動的解析
によって求める場合は，それぞれの据付位
置を踏まえた応答スペクトルを使用して設
計震度を定める。この場合，以下のように
応答スペクトルを修正して使用する。

○ 応答スペクトルの適用方法の概要について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

補足説明資料
再処理目次

再処理添付書類構成案 記載概要
申請回次

2.1 基本方針
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基本設計方針の添付書類への展開
（第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙３②
(Ⅳ-1-1-6_FRS)(50/97)

1. 1.1 1.1.1 (1) a. (a) イ. (イ)以降 １回 第１回　記載概要 ２回 第２回　記載概要
補足説明資料

再処理目次
再処理添付書類構成案 記載概要

申請回次

2.6 設計用床応答曲線の作成
・建物・構築物における設計用床応答曲線
の作成方法及び設計用床応答曲線を作成す
る建物・構築物を示す。

○
設計用床応答曲線の作成，当該回次の申請施設において設計用床応答曲線を作成す
る建物・構築物について説明

○
当該回次の申請施設において設計用床応答曲線を作成する建物・構築物について説
明を追加

－

2.6.1 建物・構築物

・建物・構築物のコンクリート強度を設計
基準強度，地盤の物性を標準地盤とした解
析ケースの応答波を用いて作成した応答ス
ペクトルに対して，周期軸方向に±10％拡
幅したものを設計用応答曲線とする。

○ 建物・構築物の設計用応答曲線の作成について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

1. 概要
・各施設の機器・配管系の耐震設計に用い
る各床面の静的震度， 大床応答加速度及
び設計用床応答曲線について示す。

○ 各施設における設計用床応答曲線などの概要について説明 ○ 当該回次の申請施設における設計用床応答曲線などの概要について説明を追加 －

2. 応答スペクトル作成位置
・3.項に示す各施設の解析モデルについて
応答スペクトルを作成する。

○ 各施設における応答スペクトル作成位置について説明 ○ 当該回次の申請施設における応答スペクトル作成位置について説明を追加 －

3. 地震応答解析モデル
・各施設における地震応答解析モデルを示
す。

○ 各施設における地震応答解析モデルについて説明 ○ 当該回次の申請施設における地震応答解析モデルについて説明を追加 －

4. 基準地震動Ｓｓの設計用床応答曲線
・各施設における基準地震動Ｓｓに基づく
設計用床応答曲線を示す。

○ 各施設における基準地震動Ｓｓの設計用床応答曲線について説明 ○
当該回次の申請施設における基準地震動Ｓｓの設計用床応答曲線について説明を追
加

－

5. 弾性設計用地震動Ｓｄの設計用床応答曲線
・各施設における弾性設計用地震動Ｓｄに
基づく設計用床応答曲線を示す。

○ 各施設における弾性設計用地震動Ｓｄの設計用床応答曲線について説明 ○
当該回次の申請施設における弾性設計用地震動Ｓｄの設計用床応答曲線について説
明を追加

－

6. 大床応答加速度及び静的震度
・各施設における基準地震動Ｓｓ及び弾性
設計用地震動Ｓｄに基づく 大床応答加速
度及び静的震度を示す。

○ 各施設における 大床応答加速度と静的震度について説明 ○ 当該回次の申請施設における 大床応答加速度と静的震度について説明を追加 －

7. 一関東評価用地震動(鉛直)Ｓｓの設計用床応答曲線
・各施設における一関東評価用地震動(鉛
直)Ｓｓの設計用床応答曲線を示す。

○ 各施設における一関東評価用地震動(鉛直)Ｓｓの設計用床応答曲線について説明 ○
当該回次の申請施設における一関東評価用地震動(鉛直)Ｓｓの設計用床応答曲線に
ついて説明を追加

－

8. 一関東評価用地震動(鉛直)Ｓｄの設計用床応答曲線
・各施設における一関東評価用地震動(鉛
直)Ｓｄの設計用床応答曲線を示す。

○ 各施設における一関東評価用地震動(鉛直)Ｓｄの設計用床応答曲線について説明 ○
当該回次の申請施設における一関東評価用地震動(鉛直)Ｓｄの設計用床応答曲線に
ついて説明を追加

－

9.
一関東評価用地震動(鉛直)Ｓｓ及びＳｄの 大床応答
加速度

・各施設における一関東評価用地震動(鉛
直)Ｓｓ及びＳｄに基づく 大床応答加速度
を示す。

○
各施設における一関東評価用地震動(鉛直)Ｓｓ及びＳｄに基づく 大床応答加速度
について説明

○
当該回次の申請施設における一関東評価用地震動(鉛直)Ｓｓ及びＳｄに基づく 大
床応答加速度について説明を追加

－

(2) ○運用方法

a. 応答スペクトルは，基準地震動Ｓｓ又は
弾性設計用地震動Ｓｄによる地震応答解析
から得られる応答波を用いて作成した応答
スペクトルを固有周期の多少のずれによ
り，応答に大幅な変化が生じないよう周期
軸方向に±10%の拡幅を行ったものとする。
・評価対象設備に応じて振動方向に合わ
せ，水平方向(NS，EW)及び鉛直方向(UD)の
各方向の応答スペクトルを使用する。

b. 2次元FEMモデル及び3次元FEMモデル，多
質点系モデルの多数の質点で構成されるモ
デルにおいて，機器・配管系の据付位置が
複数の質点に跨る場合は，評価に用いる床
応答スペクトルを包絡して使用する。

c.建屋床より自立する機器・配管系につい
ては，設置階の応答スペクトルを用い，建
屋壁より支持される機器・配管系及び建屋
中間階に設置される機器・配管系について
は，上下階の応答スペクトルのうち安全側
のものを用いるものとする。また，建屋上
下階を貫通する配管系及び異なる建物，構
築物を渡る配管系については，それぞれの
据付位置の応答スペクトルのうち安全側の
ものを用いるものとする。ただし，応答ス
ペクトルの運用において合理性が示される
場合には，その方法を採用できるものとす
る。

d. 応答スペクトルを用いて動的解析を行う
場合には，モード合成を行うものとする。

応答スペクトルの運用方法について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

凡例

・「申請回次」について

○：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目

△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目

－：当該申請回次で記載しない項目

Ⅳ-1-1-6 別紙〇 安全機能を有する施設の設計用床応答曲線
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基本設計方針の添付書類への展開
（第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙３②
(Ⅳ-1-1-7_水平2方向)(51/97)

1. 1.1 1.1.1 1.1.1.1 (1) a. (a) イ. (イ)以降 １回 第１回　記載概要 ２回 第２回　記載概要

Ⅳ-1-1-7
水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響
評価方針

1. 概要

・「Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針」のう
ち，「4.1 地震力の算定方法 4.1.2 動的地
震力」に基づき，水平2方向及び鉛直方向地
震力の組合せに関する影響評価の方針につ
いて説明する。

○ 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針の概要について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

3.
水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響評
価に用いる地震動

・水平2方向及び鉛直方向地震力による影響
評価には,基準地震動Ｓｓを用いる。基準地
震動Ｓｓは，「Ⅳ－１－１－１　基準地震
動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄの概要」
による。
・水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せに
よる影響評価に用いる基準地震動Ｓｓは，
複数の基準地震動Ｓｓにおける地震動の特
性及び包絡関係を，施設の特性による影響
も考慮した上で確認し，本影響評価に用い
る。

○
水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響評価に用いる地震動について説
明

△ 第１回での説明から追加事項なし －

再処理目次
再処理添付書類構成案 記載概要

申請回次
補足説明資料

2. －○
常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設における水平２
方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価の基本方針の説明を追加

○
耐震重要施設及びその間接支持構造物並びにこれらの施設への波及的影響防止のた
めに耐震評価を実施する施設における水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関
する影響評価の基本方針について説明

基本方針

・施設の耐震設計では，設備の構造から地
震力の方向に対して弱軸及び強軸を明確に
し，地震力に対して配慮した構造としてい
る。
・基本設計方針に基づき，従来の設計手法
における水平1方向及び鉛直方向地震力を組
み合わせた耐震計算に対して，施設の構造
特性から水平2方向及び鉛直方向地震力の組
合せによる影響の可能性がある施設を評価
対象施設として抽出し，当該施設が有する
耐震性に及ぼす影響を評価する。
・評価対象は「再処理施設の技術基準に関
する規則」の第６条及び第33条に規定され
ている耐震重要施設及びその間接支持構造
物，常設耐震重要重大事故等対処設備が設
置される重大事故等対処施設並びにこれら
の施設への波及的影響防止のために耐震評
価を実施する施設とする。耐震Ｂクラスの
施設については共振のおそれのある施設を
評価対象とする。
・評価に当たっては，施設の構造特性から
水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せの影
響を受ける部位を抽出し，その部位につい
て水平2方向及び鉛直方向の荷重や応力を算
出し，施設が有する耐震性への影響を確認
する。
・施設が有する耐震性への影響が確認され
た場合は，詳細な手法を用いた検討等，新
たに設計上の対応策を講じる。
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基本設計方針の添付書類への展開
（第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙３②
(Ⅳ-1-1-7_水平2方向)(52/97)

1. 1.1 1.1.1 1.1.1.1 (1) a. (a) イ. (イ)以降 １回 第１回　記載概要 ２回 第２回　記載概要

再処理目次
再処理添付書類構成案 記載概要

申請回次
補足説明資料

4.
各施設における水平２方向及び鉛直方向地震力の組合
せに対する影響評価方針

4.1 建物・構築物

4.1.1 建物・構築物（4.1.2に記載のものを除く。）

4.1.1.1

【建物・構築物】
・[補足耐13]水平2方向及び鉛直方
向地震力の組合せに関する評価部位
の抽出
・[補足耐56]竜巻防護対策設備の水
平2方向及び鉛直方向地震力の組合
せに関する設備の抽出及び考え方に
ついて
・[補足耐65]排気筒の水平2方向及
び鉛直方向地震力の組合せに関する
設備の抽出及び考え方について

4.1.1.2

△ 第１回での説明から追加事項なし
水平方向及び鉛直方向地震力の組合せによる従来設計
手法の考え方

・従来の設計手法では，建物・構築物の地
震応答解析において，各水平方向及び鉛直
方向の地震動を質点系モデル又はフレーム
モデルにそれぞれの方向ごとに入力し解析
を行っている。また，再処理施設における
建物・構築物は，全体形状及び平面レイア
ウトから，地震力を主に耐震壁等で負担す
る構造であり，剛性の高い設計としてい
る。
・水平方向の地震力に対して，建物，構築
物(屋外機械基礎)はせん断力について評価
することを基本とし，建物・構築物に作用
するせん断力は，地震時に生じる力の流れ
が明解になるように，直交する2方向につり
合いよく配置された鉄筋コンクリート造耐
震壁等を主な耐震要素として構造計画を行
う。地震応答解析は，水平2方向の耐震壁等
に対して，それぞれ剛性を評価し，各水平
方向に対して解析を実施している。した
がって，建物・構築物に対し，水平2方向の
入力がある場合，各方向から作用するせん
断力を負担する部位が異なるため，水平2方
向の入力がある場合の評価は，水平1方向に
のみ入力がある場合と同等な評価となる。
ただし，水平方向の地震動に対し，負担す
る部位が明確でないものについては，その
構造特性を考慮した設計とする。
・一方，排気筒の水平方向の地震動に対
し，負担する部位が重複し明確ではないた
め，その入力方向に支持鉄塔の対角線方向
に作用する地震動に対して隅柱（主柱材）
の軸力が増大する場合を想定した検討を含
めた設計としている。
・鉛直方向の地震力に対しては，軸力につ
いて評価することを基本としている。建
物・構築物に作用する軸力は，鉄筋コンク
リート造耐震壁等を主な耐震要素として構
造計画を行う。
・「Ⅳ－２－１ 再処理設備本体等に係る耐
震性に関する計算書」及び「Ⅳ－２－２－
２ 波及的影響を及ぼすおそれのある下位ク
ラス施設の耐震性についての計算書」のう
ち建物・構築物の局部評価は，地震応答解
析により算出された応答を水平1方向及び鉛
直方向に組み合わせて行っている。

○
建物・構築物における水平方向及び鉛直方向地震力の組合せによる従来設計手法の
考え方について説明

水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響評価方
針

・建物・構築物において，水平2方向及び鉛
直方向地震力の組合せを考慮した場合に影
響を受ける可能性がある部位の評価を行
う。
・評価対象は，耐震重要施設及びその間接
支持構造物，常設耐震重要重大事故等対処
設備が設置される重大事故等対処施設，並
びにこれらの施設への波及的影響防止のた
めに耐震評価を実施する施設の部位とす
る。
・対象とする部位について，水平2方向及び
鉛直方向地震力の組合せによる影響が想定
される応答特性から水平2方向及び鉛直方向
地震力の組合せによる影響を受ける可能性
がある部位を抽出する。
・応答特性から抽出された水平2方向及び鉛
直方向地震力による影響を受ける可能性が
ある部位は，従来の評価結果の荷重又は応
力の算出結果等を水平2方向及び鉛直方向に
組み合わせ，各部位に発生する荷重や応力
を算出し，各部位が有する耐震性への影響
を確認する。各部位が有する耐震性への影
響が確認された場合，詳細な手法を用いた
検討等，新たに設計上の対応策を講じる。

○
耐震重要施設及びその間接支持構造物並びにこれらの施設への波及的影響防止のた
めに耐震評価を実施する施設の建物・構築物における水平２方向及び鉛直方向地震
力の組合せの影響評価方針について説明

○
常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物
における水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響評価方針の説明を追加
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基本設計方針の添付書類への展開
（第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙３②
(Ⅳ-1-1-7_水平2方向)(53/97)

1. 1.1 1.1.1 1.1.1.1 (1) a. (a) イ. (イ)以降 １回 第１回　記載概要 ２回 第２回　記載概要

再処理目次
再処理添付書類構成案 記載概要

申請回次
補足説明資料

4.1.2 屋外重要土木構造物

4.1.1.3
耐震重要施設及びその間接支持構造物並びにこれらの施設への波及的影響防止のた
めに耐震評価を実施する施設の建物・構築物における水平２方向及び鉛直方向地震
力の組合せの影響評価方法について説明

○
常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物
における水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響評価方法の説明を追加

水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響評価方
法

・建物・構築物において，従来の設計手法
における水平1方向及び鉛直方向地震力の組
み合わせに対して，水平2方向及び鉛直方向
地震力の組合せによる影響の可能性がある
耐震評価上の構成部位について，応答特性
から抽出し，影響を評価する。
(1) 影響評価部位の抽出
　a. 耐震評価上の構成部位の整理
　b. 応答特性の整理
　c. 荷重の組合せによる応答特性が想定さ
れる部位の抽出
　d. 3次元的な応答特性が想定される部位
の抽出
　e. 3次元FEMモデルによる精査
(2) 影響評価手法
　a. 水平2方向及び鉛直方向地震力の組合
せによる影響評価
　b. 機器・配管系への影響検討

○

4.1.2.1

【建物・構築物】
・[補足耐51]土木構造物の水平2方
向及び鉛直方向地震力の組合せに関
する影響評価について

4.1.2.2

水平方向及び鉛直方向地震力の組合せによる従来設計
手法の考え方

・屋外重要土木構造物である洞道について
は，建屋間を連結する鉄筋コンクリート造
の地中構造物である。構造的には，同一の
断面形状が長手方向に連続する一般部と，
建屋等に分岐する分岐部があり，洞道全体
としては，ほぼ一般部が占めている。
・一般的な地上構造物では，躯体の慣性力
が主たる荷重であるのに対し，洞道は地中
に埋設されているため，動土圧，動水圧等
の外力が主たる荷重となる。
洞道の一般部は，比較的単純な構造部材の
配置で構成され，ほぼ同一の断面が長手方
向に連続する構造的特徴を有することか
ら，3次元的な応答の影響は小さいため，2
次元断面での耐震評価を行う。
・洞道は，主に配管等の間接支持機能を維
持するため，管軸方向に対して空間を保持
できるように構造部材が配置されることか
ら，構造上の特徴として，明確な弱軸，強
軸を有する。
・強軸方向の地震時挙動は，弱軸方向に対
して，顕著な影響を及ぼさないことから，
従来設計手法では，弱軸方向を評価対象断
面として，耐震設計上求められる水平1方向
及び鉛直方向の地震力による耐震評価を実
施する。
・一般部では，弱軸方向の地震荷重に対し
て加振方向に垂直に配置された構造部材の
みで受けもつよう設計する。
・分岐部の従来設計手法に係る基本的な考
え方は一般部と同様であるが，分岐部にお
いては，加振方向に平行な構造部材の配置
状況も考慮し弱軸となる方向を評価対象と
し，弱軸方向の地震荷重に対して，加振方
向に垂直に配置された構造部材に加え加振
方向に平行に配置された構造部材でも受け
もつよう設計する。
・「Ⅳ－２－１　再処理設備本体等に係る
耐震性に関する計算書」における洞道の耐
震評価では，弱軸方向を評価対象断面と
し，水平１方向及び鉛直方向の地震力を同
時に作用させて評価を行っている。

○
屋外重要土木構造物における水平方向及び鉛直方向地震力の組合せによる従来設計
手法の考え方について説明を追加

△ 第１回での説明から追加事項なし

○
屋外重要土木構造物における水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響評価方
針について説明を追加

△ 第１回での説明から追加事項なし
水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響評価方
針

・洞道において，水平2方向及び鉛直方向地
震力の組合せを考慮した場合に影響を受け
る可能性がある構造物の評価を行う。
・洞道を構造形式ごとに分類し，構造形式
ごとに作用すると考えられる荷重を整理
し，荷重が作用する構造部材の配置から水
平2方向及び鉛直方向地震力による影響を受
ける可能性のある構造物を抽出する。
・抽出された構造物について，従来設計手
法での評価対象断面(弱軸方向)に直交する
断面(強軸方向)の応答が評価対象断面(弱軸
方向)の地震応答解析に基づく構造部材の照
査に影響を与える場合には，評価対象断面
(弱軸方向)の地震応答解析に基づく構造部
材の照査において，評価対象断面(弱軸方
向)に直交する断面(強軸方向)の地震応答解
析に基づく構造部材の発生応力を適切に組
み合わせることで，水平2方向及び鉛直方向
地震力による構造部材の発生応力を算出
し，構造物が有する耐震性への影響を確認
する。
・構造物が有する耐震性への影響が確認さ
れた場合は，詳細な手法を用いた検討等，
新たに設計上の対応策を講じる。
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基本設計方針の添付書類への展開
（第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙３②
(Ⅳ-1-1-7_水平2方向)(54/97)

1. 1.1 1.1.1 1.1.1.1 (1) a. (a) イ. (イ)以降 １回 第１回　記載概要 ２回 第２回　記載概要

再処理目次
再処理添付書類構成案 記載概要

申請回次
補足説明資料

4.1.2.3 第１回での説明から追加事項なし
水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響評価方
法

・洞道において，水平2方向及び鉛直方向地
震力の組合せの影響を受ける可能性があ
り，水平1方向及び鉛直方向の従来評価に加
え，更なる設計上の配慮が必要な構造物に
ついて，構造形式及び作用荷重の観点から
影響評価の対象とする構造物を抽出し，構
造物が有する耐震性への影響を評価する。
(1) 影響評価対象構造形式の抽出
　a. 構造形式の分類
　b. 従来設計手法における評価対象断面に
対して直交する荷重の整理
　c. 荷重の組合せによる応答特性が想定さ
れる構造形式の抽出
　d. 従来設計手法における評価対象断面以
外の3次元的な応答特性が想定される箇所の
抽出
　e. 従来設計手法の妥当性の確認
(2) 影響評価手法
　a. 水平2方向及び鉛直方向地震力の組合
せの影響評価
　b. 機器・配管系への影響検討

○
屋外重要土木構造物における水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響評価方
法について説明を追加

△
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基本設計方針の添付書類への展開
（第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙３②
(Ⅳ-1-1-7_水平2方向)(55/97)

1. 1.1 1.1.1 1.1.1.1 (1) a. (a) イ. (イ)以降 １回 第１回　記載概要 ２回 第２回　記載概要

再処理目次
再処理添付書類構成案 記載概要

申請回次
補足説明資料

4.2 機器・配管系

○
機器・配管系における水平方向及び鉛直方向地震力の組合せによる従来設計手法の
考え方について説明

○
水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響評価方
針

・機器・配管系において，水平2方向及び鉛
直方向地震力の組合せを考慮した場合に，
影響を受ける可能性がある設備(部位)の評
価を行う。
・評価対象は，耐震重要施設，常設耐震重
要重大事故等対処設備が設置される重大事
故等対処施設の機器・配管系及びこれらの
施設への波及的影響防止のために耐震評価
を実施する設備とする。
・対象とする設備を機種ごとに分類し，そ
れぞれの構造上の特徴により荷重の伝達方
向，その荷重を受ける構造部材の配置及び
構成等により水平2方向の地震力による影響
を受ける可能性がある設備(部位)を抽出す
る。
・構造上の特徴により影響の可能性がある
設備(部位)は，水平2方向及び鉛直方向地震
力の組合せによる影響の検討を実施する。
水平各方向の地震力が1:1で入力された場合
の発生値を従来の評価結果の荷重，算出応
力等を水平2方向及び鉛直方向に整理して組
み合わせる又は新たな解析等により高度化
した手法を用いる等により，水平2方向の地
震力による設備(部位)に発生する荷重や応
力を算出する。
・水平2方向及び鉛直方向地震力を組み合わ
せた荷重や応力の結果が従来の発生値と同
等である場合は影響のない設備とし，評価
対象には抽出せず，従来の発生値を超えて
耐震性への影響が懸念される場合は，設備
が有する耐震性への影響を確認する。
・設備が有する耐震性への影響が確認され
た場合は，詳細な手法を用いた検討等，新
たに設計上の対応策を講じる。

○

水平方向及び鉛直方向地震力の組合せによる従来設計
手法の考え方

・機器・配管系における従来の水平方向及
び鉛直方向地震力の組合せによる設計手法
では，建物・構築物の振動特性を考慮し，
変形するモードが支配的となり応答が大き
くなる方向(応答軸方向)に基準地震動Ｓｓ
を入力して得られる各方向の地震力(床応
答)を用いている。
・応答軸(強軸・弱軸)が明確となっている
設備の耐震評価においては，水平各方向の
地震力を包絡し，変形モードが支配的とな
る応答軸方向に入力するなど，従来評価に
おいて保守的な取り扱いを基本としてい
る。
・応答軸が明確となっていない設備で3次元
的な広がりを持つ設備の耐震評価において
は，基本的に3次元のモデル化を行ってお
り，建物・構築物の応答軸方向の地震力を
それぞれ入力し，この入力により算定され
る荷重や応力のうち大きい方を用いて評価
を実施している。
・応答軸以外の振動モードが生じ難い構造
の採用，応答軸以外の振動モードが生じ難
いサポート設計の採用といった構造上の配
慮等，水平方向の入力に対して配慮した設
計としている。

4.2.1

水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響評価方
法

4.2.2

・機器・配管系において，水平1方向及び鉛
直方向地震力を組み合わせた従来の耐震計
算に対して，水平2方向及び鉛直方向地震力
の組合せの影響の可能性がある設備を構造
及び発生値の増分の観点から抽出し，影響
を評価する。影響評価は従来設計で用いて
いる質点系モデルによる評価結果を用いて
行うことを基本とする。
・水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せの
影響を検討する際は，地震時に水平2方向及
び鉛直方向それぞれの 大応答が同時に発
生する可能性は極めて低いとした考え方で
ある非同時性を考慮したSRSS法又は組合せ
係数法(1.0：0.4：0.4)を適用する。この組
合せ方法については，現状の耐震評価が基
本的におおむね弾性範囲で留まる体系であ
ることに加え，国内と海外の機器の耐震解
析は，基本的に線形モデルで実施している
等類似であり，水平2方向及び鉛直方向の位
相差は機器の応答にも現れることから，米
国REGULATORY GUIDE l.92の「2.Combining
Effects Caused by Three Spatial
Components of an Earthquake」を参考とし
ているものである。
(1) 影響評価対象となる設備の整理
(2) 構造上の特徴による抽出
(3) 発生値の増分による抽出
(4) 水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せ
の影響評価

○4.2.3

○：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目

△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目

－：当該申請回次で記載しない項目

耐震重要施設及びその間接支持構造物並びにこれらの施設への波及的影響防止のた
めに耐震評価を実施する施設の機器・配管系における水平２方向及び鉛直方向地震
力の組合せの影響評価方法について説明

○
常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系
における水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響評価方法の説明を追加

【機器・配管系】
・[補足耐12]水平2方向及び鉛直方
向地震力の組合せに関する設備の抽
出及び考え方について

第１回での説明から追加事項なし

常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系
における水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響評価方針の説明を追加

△

凡例

・「申請回次」について

耐震重要施設及びその間接支持構造物並びにこれらの施設への波及的影響防止のた
めに耐震評価を実施する施設の機器・配管系における水平２方向及び鉛直方向地震
力の組合せの影響評価方針について説明
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基本設計方針の添付書類への展開
（第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙３②
(Ⅳ-1-1-8_機能維持) (56/97)

1. 1.1 1.1.1 (1) a. (a) イ. (イ)以降 １回 第１回　記載概要 ２回 第２回　記載概要

Ⅳ-1-1-8 機能維持の基本方針

1. 概要

・「Ⅳ－１－１　耐震設計の基本方針」の
うち，「4. 設計用地震力」に示す設計用地
震力の算定方法及び「5. 機能維持の基本方
針」に示す機能維持の考え方に基づき，安
全機能を有する施設及び重大事故等対処施
設の機能維持に関する基本的な考え方を説
明する。

○ 安全機能を有する施設における機能維持の基本方針の概要について説明 ○ 重大事故等対処施設における機能維持の基本方針の概要について説明を追加 －

(1) 静的地震力

a. 安全機能を有する施設
・静的地震力及び必要保有水平耐力は，地
震層せん断力係数及び震度に基づき算定す
る。

○ 安全機能を有する施設における静的地震力及び必要保有水平耐力について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

b. 重大事故等対処施設

・静的地震力は，常設耐震重要重大事故等
対処設備以外の常設重大事故等対処設備，
及び当該設備が設置される重大事故等対処
施設に適用する地震層せん断力係数及び震
度に基づき算定する。

- 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○ 重大事故等対処施設における静的地震力について説明を追加 －

(2) 動的地震力

a. 安全機能を有する施設
・動的地震力は，入力地震動又は入力地震
力に基づき算定する。

○ 安全機能を有する施設における動的地震力について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

b. 重大事故等対処施設
・動的地震力は，重大事故等対処施設の設
備分類及び施設区分に応じた入力地震動又
は入力地震力に基づき算定する。

- 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○ 重大事故等対処施設における動的地震力について説明を追加 －

(3) 設計用地震力

a. 安全機能を有する施設
・安全機能を有する施設の設計用地震力に
ついて示す。

○ 安全機能を有する施設における設計用地震力について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

b. 重大事故等対処施設
・重大事故等対処施設の設計用地震力につ
いて示す。

- 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○ 重大事故等対処施設における設計用地震力について説明を追加 －

3. 構造強度

○機能維持の確認に用いる設計用地震力

・機能維持の確認に用いる設計用地震力に
ついては，「Ⅳ－１－１　耐震設計の基本
方針」の「4. 設計用地震力」に示す設計用
地震力の算定方法に基づくこととし，具体
的な算定方法を示す。
・当該申請における機器・配管系の設計用
地震力の算定に際しては，「Ⅳ－１－１－
６ 設計用床応答曲線の作成方針」に定める
方法にて設定した設計用床応答曲線を用い
る。

2.

再処理目次
再処理添付書類構成案 記載概要

申請回次
補足説明資料

－安全機能を有する施設における機能維持の確認に用いる設計用地震力について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし
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基本設計方針の添付書類への展開
（第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙３②
(Ⅳ-1-1-8_機能維持) (57/97)

1. 1.1 1.1.1 (1) a. (a) イ. (イ)以降 １回 第１回　記載概要 ２回 第２回　記載概要

再処理目次
再処理添付書類構成案 記載概要

申請回次
補足説明資料

安全機能を有する施設 荷重の組合せ及び許容限界

(1) 建物・構築物
・安全機能を有する施設のうち，建物・構
築物の荷重の組合せ及び許容限界について
示す。

○
安全機能を有する施設のうち，建物・構築物の荷重の組合せ及び許容限界について
説明

△ 第１回での説明から追加事項なし －

(2) 機器・配管系
・安全機能を有する施設のうち，機器・配
管系の荷重の組合せ及び許容限界について
示す。

○
安全機能を有する施設のうち，機器・配管系の荷重の組合せ及び許容限界について
説明

△ 第１回での説明から追加事項なし －

(3) 地盤
・安全機能を有する施設のうち，地盤の荷
重の組合せ及び許容限界について示す。

○ 安全機能を有する施設のうち，地盤の荷重の組合せ及び許容限界について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

重大事故等対処施設 荷重の組合せ及び許容限界

(1) 建物・構築物
・重大事故等対処施設のうち，建物・構築
物の荷重の組合せ及び許容限界について示
す。

- 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○
重大事故等対処施設のうち，建物・構築物の荷重の組合せ及び許容限界について説
明を追加

－

(2) 機器・配管系
・安重大事故等対処施設のうち，機器・配
管系の荷重の組合せ及び許容限界について
示す。

- 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○
重大事故等対処施設のうち，機器・配管系の荷重の組合せ及び許容限界について説
明を追加

－

(3) 地盤
・重大事故等対処施設のうち，地盤の荷重
の組合せ及び許容限界について示す。

- 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○ 重大事故等対処施設のうち，地盤の荷重の組合せ及び許容限界について説明を追加 －

3.2 変位，変形の制限

・再処理施設として設置される建物・構築
物，機器・配管系の設計に当たっては，剛
構造とすることを原則としており，地震時
にこれらに生じる応力を許容応力値以内に
抑えることにより，変位，変形に対しては
特に制限を設けなくても機能は十分維持さ
れると考えられる。
・地震により生起される変位，変形に対し
設計上の注意を要する部分については以下
のような配慮を行い，設備の機能維持が十
分果たされる設計とする。

○ 変位，変形の制限について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし

【建物・構築物】
【機器・配管系】
・[補足耐53]耐震設計における安全
機能の整理について

重大事故等対処施設における構造強度上の制限について説明を追加3.1 構造強度上の制限

・再処理施設の耐震設計については，「Ⅳ
－１－１　耐震設計の基本方針」のうち，
「5.1 構造強度」に示す考え方に基づき，
安全機能を有する施設における各耐震重要
度及び重大事故等対処施設の設備分類に応
じた設計用地震力が加わった場合，これら
に生じる応力とその他の荷重によって生じ
る応力の合計値等を許容限界以下とする。
・許容限界は，施設の種類及び用途を考慮
し，安全機能が維持できるように十分に余
裕を見込んだ値又は重大事故等に対処する
ための機能が維持できる値とする。
・地震力による応力とその他の荷重による
応力の組合せに対する許容値を示す。
・機器・配管系の基準地震動Ｓｓ又は弾性
設計用地震動Ｓｄのみによる疲労解析に用
いる等価繰返し回数は，設備ごとに個別に
設定した値を用いる。
・弾性設計用地震動Ｓｄの疲労解析は，設
備ごとに個別に設定した弾性設計用地震動
Ｓｄの等価繰返し回数が基準地震動Ｓｓの
疲労解析に用いた等価繰返し回数以下であ
れば省略しても良いものとする。
・建物・構築物（構築物（屋外機械基
礎），土木構造物を除く。）の保有水平耐
力は，必要保有水平耐力に対して，妥当な
安全余裕を有する設計とする。支持性能が
必要となる施設の基礎地盤については，接
地圧が安全上適切と認められる規格及び基
準等による地盤の支持力又は支持力度と比
べて妥当な安全余裕を有する設計とし，安
全機能を有する施設における耐震重要度及
び重大事故等対処施設の設備分類に応じた
許容限界を設定する。
・耐震設計においては，地震力に加えて，
自然条件として積雪荷重及び風荷重を組合
せる。積雪荷重及び風荷重の設定フローを
示す。積雪荷重については，屋外に設置さ
れている施設のうち，積雪による受圧面積
が小さい施設又は埋設構造物等常時の荷重
に対して積雪荷重の割合が無視できる施設
を除き，地震力と組み合わせる。また，風
荷重については，屋外に設置されている施
設のうち，コンクリート構造物等の自重が
大きい施設を除いて，風荷重の影響が地震
力と比べて相対的に無視できないような構
造，形状及び仕様の施設においては，地震
力と組み合わせる。施設の区分ごとの，積
雪荷重及び風荷重の組合せを示す。

○ 安全機能を有する施設における構造強度上の制限について説明 ○

【建物・構築物，機器・配管系】
・[補足耐53]耐震設計における安全
機能の整理について
・[補足耐8]竜巻防護対策設備の耐
震性評価に関する補足説明
・[補足耐63]排気筒の耐震性評価に
関する補足説明

【機器・配管系】
・[補足耐21]耐震評価における等価
繰返し回数の妥当性確認について
・[補足耐14]地震荷重と事故時荷重
の組合せについて
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基本設計方針の添付書類への展開
（第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙３②
(Ⅳ-1-1-8_機能維持) (58/97)

1. 1.1 1.1.1 (1) a. (a) イ. (イ)以降 １回 第１回　記載概要 ２回 第２回　記載概要

再処理目次
再処理添付書類構成案 記載概要

申請回次
補足説明資料

(1) 建物間相対変位に対する配慮

・異なる施設間を渡る配管系の設計におい
ては，施設から生じる変位に対して，十分
安全側に算定された建物間相対変位に対し
配管ルート，支持方法又は伸縮継手の採用
等でこれを吸収できるように考慮する。

○ 建物間相対変位に対する配慮について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし

(2) 形状寸法管理に対する配慮

・核的制限値の維持に必要な形状寸法管理
を行う設備及び複数の機器間の面間距離を
核的制限値として設定している設備のうち
地震時において発生する変位及び変形を制
限する必要がある設備は，これを配慮した
設計とする。本方針については「Ⅳ－１－
１－13　地震時の臨界安全性検討方針」に
て説明する。

○ 形状寸法管理に対する配慮について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし

4. 機能維持

(1) 建物・構築物

・「Ⅳ－１－１　耐震設計の基本方針」の
うち「5.2(1)　建物・構築物」の考え方に
基づき，建物・構築物における機能維持の
方針を以下に示す。

〇 建物・構築物における機能維持の方針について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし
【建物・構築物】
・[補足耐53]耐震設計における安全
機能の整理について

a. 安全機能を有する施設

(a) 閉じ込め機能の維持

・閉じ込め機能の維持が要求される施設
は，「Ⅳ－１－１　耐震設計の基本方針」
のうち「5.2(1)a.(a)　閉じ込め機能の維
持」の考え方に基づき，地震時及び地震後
において，放射性物質を限定された区域に
閉じ込めるため，安全機能を有する施設の
耐震重要度に応じた地震動に対して，「3.1
構造強度上の制限」による構造強度を確保
することで，閉じ込め機能が維持できる設
計とする。
・閉じ込め機能の維持が要求される施設の
うち，鉄筋コンクリート造の施設は，地震
時及び地震後において，放射性物質が漏え
いした場合にその影響の拡大を防止するた
め，閉じ込め機能の維持が要求される壁及
び床が安全機能を有する施設の耐震重要度
に応じた地震動に対して構造強度を確保す
ることで閉じ込め機能が維持できる設計と
する。
・また，閉じ込め機能が要求される壁・
床・天井に設置する扉及びハッチ等は，
壁・床・天井が発生する応力の許容限界を
満足していることで，閉じ込め機能を確保
できる。

○
閉じ込め機能の維持が要求される安全機能を有する施設の機能維持方針について説
明

△ 第１回での説明から追加事項なし －

(b) 火災防護機能の維持

・火災防護機能の維持が要求される施設
は，「Ⅳ－１－１　耐震設計の基本方針」
のうち「5.2(1)a.(b)　火災防護機能の維
持」の考え方に基づき，地震時及び地震後
において，火災の影響を軽減するため，安
全機能を有する施設の耐震重要度に応じた
地震動に対して，「3.1 構造強度上の制
限」に基づく構造強度を確保することで，
火災防護機能が維持できる設計とする。

○
火災防護機能の維持が要求される安全機能を有する施設の機能維持方針について説
明

△ 第１回での説明から追加事項なし －

【建物・構築物】
【機器・配管系】
・[補足耐53]耐震設計における安全
機能の整理について
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基本設計方針の添付書類への展開
（第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙３②
(Ⅳ-1-1-8_機能維持) (59/97)

1. 1.1 1.1.1 (1) a. (a) イ. (イ)以降 １回 第１回　記載概要 ２回 第２回　記載概要

再処理目次
再処理添付書類構成案 記載概要

申請回次
補足説明資料

(d) 支持機能の維持

・機器・配管系等の設備を間接的に支持す
る機能の維持が要求される施設は，「Ⅳ－
１－１　耐震設計の基本方針」のうち
「5.2(1)a.(d)　支持機能の維持」の考え方
に基づき，地震時及び地震後において，被
支持設備が安全機能を有する施設の耐震重
要度に応じた地震動に対して，以下に示す
とおり，支持機能が維持できる設計とす
る。

○ 安全機能を有する施設における支持機能の維持について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし

イ. 建物・構築物（土木構造物以外）の支持機能の維持

・建物・構築物の支持機能の維持について
は，地震動に対して，被支持設備の機能を
維持できる構造強度を確保する設計とす
る。
・Ｓクラス設備等の支持機能の維持が要求
される建物・構築物が鉄筋コンクリート造
の場合は，基準地震動Ｓｓに対して，耐震
壁の 大せん断ひずみが「3.1 構造強度上
の制限」による許容限界を超えない設計と
すること又は基礎等を構成する部材に生じ
る応力若しくはひずみが「3.1 構造強度上
の制限」による許容限界を超えない設計と
することで，Ｓクラス設備等の支持機能が
維持できる設計とする。鉄骨造の場合は，
基準地震動Ｓｓに対して，部材に発生する
応力が「3.1 構造強度上の制限」による許
容限界を超えない設計とすることでＳクラ
ス設備等の支持機能が維持できる設計とす
る。
・耐震壁以外の建物・構築物の部位に関し
ても，耐震壁がせん断ひずみの許容限界を
満足している場合は，耐震壁の変形に追従
する建物・構築物の部位の健全性も確保さ
れており，支持機能を確保していると考え
ることができる。
・各建物間に生じる地震時相対変位につい
て，各建物が相互に干渉しないよう適切な
間隔を設けると同時に，各建物に渡る設備
からの反力に対しても十分な構造強度を確
保する設計とする。

○
安全機能を有する施設における建物・構築物（土木構造物以外）の支持機能の維持
について説明

△ 第１回での説明から追加事項なし

ロ. 土木構造物の支持機能の維持

・Ｓクラスの機器・配管系の間接支持機能
を求められる屋外重要土木構造物について
は，地震動に対して，構造部材の曲げにつ
いては限界層間変形角（層間変形角1/100）
又は終局曲率，せん断についてはせん断耐
力を許容限界とする。なお，限界層間変形
角，終局曲率及びせん断耐力の許容限界に
対しては妥当な安全余裕をもたせることと
する。その他の土木構造物については，安
全上適切と認められる規格及び基準による
許容応力度を許容限界とする。

○ 安全機能を有する施設における土木構造物の支持機能の維持について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし

【建物・構築物】
・[補足耐2]洞道の設工認申請上の
取り扱いについて
・[補足耐26]応力解析におけるモデ
ル化，境界条件及び拘束条件の考え
方
・[補足耐27]地震荷重の入力方法
・[補足耐28]建物・構築物の耐震評
価における組合せ係数法の適用性に
ついて
・[補足耐29]応力解析における断面
の評価部位の選定
・[補足耐30]応力解析における応力
平均化の考え方
・[補足耐61]応力解析における断面
の評価部位の選定
・[補足耐60]地震荷重の入力方法
・[補足耐59]竜巻防護対策設備の耐
震評価における組合せ係数法の適用
性について
・[補足耐58]竜巻防護対策設備の応
力解析におけるモデル化，境界条件
及び拘束条件の考え方
・[補足耐57]竜巻防護対策設備の水
平方向と鉛直方向の動的地震力の二
乗和平方根(SRSS)法による組合せに
ついて
・[補足耐66]地震応答解析及び応力
解析における既設工認と今回設工認
の解析モデル及び手法の比較
・[補足耐68]排気筒の応力解析にお
けるモデル化，境界条件及び拘束条
件の考え方
・[補足耐69]地震荷重の入力方法
・[補足耐70]応力解析における断面
の評価部位の選定

【建物・構築物】
・[補足耐2]洞道の設工認申請上の
取り扱いについて

・遮蔽機能の維持が要求される施設は，
「Ⅳ－１－１　耐震設計の基本方針」のう
ち「5.2(1)a.(c)　遮蔽機能の維持」の考え
方に基づき，地震時及び地震後において，
放射線業務従事者の放射線障害防止，再処
理施設周辺の空間線量率の低減，居住性の
確保及び放射線障害から公衆を守るため，
安全機能を有する施設の耐震重要度に応じ
た地震動に対して「3.1 構造強度上の制
限」に基づく構造強度を確保し，遮蔽体の
形状及び厚さを確保することで，遮蔽機能
が維持できる設計とする。
・遮蔽機能の維持が要求される施設のう
ち，鉄筋コンクリート造の施設は，安全機
能を有する施設の耐震重要度に応じた地震
動に対して，「3.1 構造強度上の制限」に
よる構造強度を確保し，遮蔽体の形状及び
厚さを確保することで，地震後における残
留ひずみを小さくし，ひび割れがほぼ閉塞
し，貫通するひび割れが直線的に残留しな
いこととすることで，遮蔽機能が維持でき
る設計とする。

○ 遮蔽機能の維持が要求される安全機能を有する施設の機能維持方針について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし遮蔽機能の維持(c)
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基本設計方針の添付書類への展開
（第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙３②
(Ⅳ-1-1-8_機能維持) (60/97)

1. 1.1 1.1.1 (1) a. (a) イ. (イ)以降 １回 第１回　記載概要 ２回 第２回　記載概要

再処理目次
再処理添付書類構成案 記載概要

申請回次
補足説明資料

(e) 地下水排水機能の維持

・地下水排水機能の維持が要求される施設
は，「Ⅳ－１－１　耐震設計の基本方針」
のうち「5.2(1)a.(e)　地下水排水機能の維
持」の考え方に基づき，地震時及び地震後
において，建物・構築物の周囲の地下水を
排水するため，安全機能を有する施設の耐
震重要度に応じた地震動に対して，「3.1
構造強度上の制限」に基づく構造強度を確
保することで，地下水排水機能が維持でき
る設計とする。
・地下水排水機能の維持が要求される施設
である地下水排水設備(サブドレン管，集水
管，サブドレンピット及びサブドレンシャ
フト)については，耐震設計において地下水
位の低下を期待する建物・構築物の周囲の
地下水を排水するため，基準地震動Ｓｓに
よる地震力に対して機能が維持できる設計
とする。

○
地下水排水機能の維持が要求される安全機能を有する施設の機能維持方針について
説明

△ 第１回での説明から追加事項なし －

(f) 廃棄機能の維持

・廃棄機能の維持が要求される施設は，
「Ⅳ－１－１　耐震設計の基本方針」のう
ち「5.2(1)a.(f)　廃棄機能の維持」の考え
方に基づき，地震時及び地震後において，
気体廃棄物を排気筒より廃棄する又は固体
廃棄物を保管廃棄するため，安全機能を有
する施設の耐震重要度に応じた地震動に対
して，「3.1 構造強度上の制限」に基づく
構造強度を確保することで，廃棄機能が維
持できる設計とする。

○ 廃棄機能の維持が要求される安全機能を有する施設の機能維持方針について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

(g) 飛来物防護機能の維持

・飛来物防護機能の維持が要求される施設
は，「Ⅳ－１－１　耐震設計の基本方針」
のうち「5.2(1)a.(g)　飛来物防護機能の維
持」の考え方に基づき，地震時及び地震後
において，設計竜巻によって発生する設計
飛来物による竜巻防護対象施設への影響を
防止するため，安全機能を有する施設の耐
震重要度に応じた地震動に対して，「3.1
構造強度上の制限」に基づく構造強度を確
保することで，飛来物防護機能が維持でき
る設計とする。

○
飛来物防護機能の維持が要求される安全機能を有する施設の機能維持方針について
説明

△ 第１回での説明から追加事項なし －

b. 重大事故等対処施設

(a) 遮蔽機能の維持

・遮蔽機能の維持が要求される施設は，重
大事故等対処施設の設備分類に応じた地震
動に対して，「4.(1)a.(c) 遮蔽機能の維
持」と同様の設計を行うことで，遮蔽機能
が維持できる設計とする。

－ 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○
遮蔽機能の維持が要求される重大事故等対処施設の機能維持方針について説明を追
加

【建物・構築物】
・[補足耐2]洞道の設工認申請上の
取り扱いについて

(b) 気密性の維持

・気密性の維持が要求される施設は，「Ⅳ
－１－１　耐震設計の基本方針」のうち
「5.2(1)b.(b)　気密性の維持」の考え方に
基づき，地震時及び地震後において，居住
性確保のため，事故時に放射性気体の流入
を防ぐことを目的として，重大事故等対処
施設の設備分類に応じた地震動に対して，
「3.1 構造強度上の制限」による構造強度
を確保すること及び同じく地震動に対して
機能を維持できる設計とする換気設備の換
気機能とあいまって，気密性維持の境界に
おいて気圧差を確保することで必要な気密
性が維持できる設計とする。
・気密性の維持が要求される施設のうち，
鉄筋コンクリート造の施設は，重大事故等
対処設備の設備分類に応じた地震動に対し
て，地震時及び地震後において，耐震壁の
せん断ひずみがおおむね弾性状態にとどま
ることを基本とする。その状態にとどまら
ない場合は，地震応答解析による耐震壁の
せん断ひずみから算定した空気漏えい量
が，設置する換気設備の性能を下回ること
で必要な気密性が維持できる設計とする。

－ 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○ 気密性の維持が要求される重大事故等対処施設の機能維持方針について説明を追加 －
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基本設計方針の添付書類への展開
（第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙３②
(Ⅳ-1-1-8_機能維持) (61/97)

1. 1.1 1.1.1 (1) a. (a) イ. (イ)以降 １回 第１回　記載概要 ２回 第２回　記載概要

再処理目次
再処理添付書類構成案 記載概要

申請回次
補足説明資料

(c) 支持機能の維持

・機器・配管系等の設備を間接的に支持す
る機能の維持が要求される施設は，被支持
設備の重大事故等対処施設の設備分類に応
じた地震動に対して，「4.(1)a.(d) 支持機
能の維持」と同様の設計を行うことで，支
持機能を維持する設計とする。

－ 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○ 重大事故等対処施設における支持機能の維持について説明を追加

【建物・構築物】
・[補足耐26]応力解析におけるモデ
ル化，境界条件及び拘束条件の考え
方
・[補足耐27]地震荷重の入力方法
・[補足耐28]建物・構築物の耐震評
価における組合せ係数法の適用性に
ついて
・[補足耐29]応力解析における断面
の評価部位の選定
・[補足耐30]応力解析における応力
平均化の考え方
・[補足耐68]排気筒の応力解析にお
けるモデル化，境界条件及び拘束条
件の考え方
・[補足耐69]地震荷重の入力方法
・[補足耐70]応力解析における断面
の評価部位の選定

(d) 操作場所及びアクセスルートの保持機能の維持

・操作場所及びアクセスルートの保持機能
の維持が要求される施設は，「Ⅳ－１－１
耐震設計の基本方針」のうち「5.2(1)b.(d)
操作場所及びアクセスルートの保持機能の
維持」の考え方に基づき，地震時及び地震
後において，地震を要因として発生する重
大事故等に対処するために必要となる操作
場所及びアクセスルートを保持するため，
重大事故等対処施設の設備分類に応じた地
震動に対して，「3.1 構造強度上の制限」
に基づく構造強度を確保することで，操作
場所及びアクセスルートの保持機能が維持
できる設計とする。
・操作場所及びアクセスルートの保持機能
の維持が要求される施設のうち，鉄筋コン
クリート造の施設は，耐震壁のせん断ひず
みの許容限界を満足することで，操作場所
及びアクセスルートの保持機能が維持でき
る設計とする。
・耐震壁以外の建物・構築物の部位に関し
ても，耐震壁がせん断ひずみの許容限界を
満足していることで健全性が確保されてお
り，操作場所及びアクセスルートの保持機
能を確保できる。

－ 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○
操作場所及びアクセスルートの保持機能の維持が要求される重大事故等対処施設の
機能維持方針について説明を追加

－

(e) 地下水排水機能の維持

・地下水排水機能の維持が要求される施設
は，重大事故等対処施設の設備分類に応じ
た地震動に対して，「4.(1)a.(e) 地下水排
水機能の維持」と同様の設計を行うこと
で，地下水排水機能が維持できる設計とす
る。

－ 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○
地下水排水機能の維持が要求される重大事故等対処施設の機能維持方針について説
明を追加

－

(f) 貯水機能の維持

・貯水機能の維持が要求される施設は，
「Ⅳ－１－１　耐震設計の基本方針」のう
ち「5.2(1)b.(f) 貯水機能の維持」の考え
方に基づき，地震時及び地震後において，
重大事故等への対処に必要となる水を確保
するため，重大事故等対処施設の設備分類
に応じた地震力に対して，「3.1 構造強度
上の制限」に基づく構造強度を確保するこ
とで，貯水機能が維持できる設計とする。
・貯水機能の維持が要求される施設のう
ち，鉄筋コンクリート造の施設は，貯水機
能の維持が要求される壁及び床が，重大事
故等対処施設の設備分類に応じた地震動に
対して，おおむね弾性状態に留まることを
基本とする。

－ 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○ 貯水機能の維持が要求される重大事故等対処施設の機能維持方針について説明 －

(2) 機器・配管系

・「Ⅳ－１－１　耐震設計の基本方針」の
うち「5.2(2)　機器・配管系」の考え方に
基づき，機器・配管系における機能維持の
方針を以下に示す。

〇 機器・配管系における機能維持の方針について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし
【機器・配管系】
・[補足耐53]耐震設計における安全
機能の整理について
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基本設計方針の添付書類への展開
（第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙３②
(Ⅳ-1-1-8_機能維持) (62/97)

1. 1.1 1.1.1 (1) a. (a) イ. (イ)以降 １回 第１回　記載概要 ２回 第２回　記載概要

再処理目次
再処理添付書類構成案 記載概要

申請回次
補足説明資料

a. 安全機能を有する施設

(a) 動的機能維持

・動的機能が要求される設備は，「Ⅳ－１
－１　耐震設計の基本方針」のうち
「5.2(2)a.(a) 動的機能維持」の考え方に
基づき，地震時及び地震後において，その
設備に要求される安全機能を維持するた
め，安全機能を有する施設の耐震重要度に
応じた地震動に対して，その機能種別によ
り回転機器及び弁について，以下の方法に
より機能維持を満足する設計とする。

○ 安全機能を有する施設の動的機能が要求される設備の機能維持方針について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし

イ. 回転機器及び弁

・地震時及び地震後に動作機能の維持が要
求される回転機器及び弁については，安全
機能を有する施設の耐震重要度に応じた地
震動による応答加速度が，加振試験等の既
往の研究によって機能維持を確認した加速
度（以下「動的機能確認済加速度」とい
う。）以下であること又は応答加速度によ
る解析等により機能維持を満足する設計と
する。動的機能確認済加速度を超える場合
には，詳細検討により機能維持を満足する
設計とする。標準的な機種の動的機能確認
済加速度（JEAG4601）を示す。
・適用形式を外れる場合は，地震時の応答
加速度が地震動を模擬した加振試験又は設
備が十分に剛であることを踏まえ，地震動
による応答を模擬した静的荷重試験によっ
て得られる，機能維持を確認した加速度以
下であること又は既往知見に基づいた解析
により機能維持を満足する設計とする。

○ 安全機能を有する施設における回転機器及び弁について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし

(イ) 回転機器（ポンプ，ブロワ類）

・地震時及び地震後に動的機能維持を要求
されるポンプについては，次のいずれかに
より，必要な機能を有することを確認す
る。
ⅰ. 計算による機能維持の評価
ⅱ. 実験による機能維持の評価

○ 安全機能を有する施設における回転機器（ポンプ，ブロワ類）について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし

(ロ) 弁

・地震時及び地震後に動的機能維持を要求
される弁については，次のいずれかによ
り，必要な機能を有することを確認する。
ⅰ. 計算による機能維持の評価
ⅱ. 実験による機能維持の評価

○ 安全機能を有する施設における弁について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし

(b) 電気的機能維持

・電気的機能が要求される設備は，「Ⅳ－
１－１　耐震設計の基本方針」のうち
「5.2(2)a.(b) 電気的機能維持」の考え方
に基づき，地震時及び地震後において，そ
の設備に要求される安全機能を維持するた
め，安全機能を有する施設の耐震重要度に
応じた地震動による応答加速度が各々の
盤，器具等に対する加振試験等により機能
維持を確認した加速度以下であること又は
解析による 大発生応力が許容応力以下で
あることにより，機能維持を満足する設計
とする。

○ 安全機能を有する施設の電気的機能が要求される設備の機能維持方針について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし
【機器・配管系】
・[補足耐25]電気的機能維持評価手
法の適用について

(c) 閉じ込め機能の維持

・閉じ込め機能の維持が要求される設備の
うち，グローブボックスは，「Ⅳ－１－１
耐震設計の基本方針」のうち「5.2(2)a.(c)
閉じ込め機能の維持」の考え方に基づき，
地震時及び地震後において，グローブボッ
クスに要求される安全機能を維持するた
め，安全機能を有する施設の耐震重要度に
応じた地震動による応答加速度が樹脂製パ
ネル等に対する加振試験等により機能維持
を確認した加速度以下であること又は解析
により，機能維持を満足する設計とする。

○
閉じ込め機能の維持が要求される安全機能を有する施設の機能維持方針について説
明

△ 第１回での説明から追加事項なし －

【機器・配管系】
・[補足耐24]動的機能維持評価手法
の適用について
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基本設計方針の添付書類への展開
（第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙３②
(Ⅳ-1-1-8_機能維持) (63/97)

1. 1.1 1.1.1 (1) a. (a) イ. (イ)以降 １回 第１回　記載概要 ２回 第２回　記載概要

再処理目次
再処理添付書類構成案 記載概要

申請回次
補足説明資料

b. 重大事故等対処施設

(a) 動的機能維持

・動的機能が要求される設備は，重大事故
等対処施設の設備分類に応じた地震力に対
して，「4.(2)a.(a) 動的機能維持」と同様
の設計を行うことで，機能維持を満足する
設計とする。

－ 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○
重大事故等対処施設の動的機能が要求される設備の機能維持方針について説明を追
加

【機器・配管系】
・[補足耐24]動的機能維持評価手法
の適用について

(b) 電気的機能維持

・電気的機能が要求される設備は，重大事
故等対処施設の設備分類に応じた地震動に
対して，「4.(2)a.(b) 電気的機能維持」と
同様の設計を行うことで，機能維持を満足
する設計とする。

－ 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○
重大事故等対処施設の電気的機能が要求される設備の機能維持方針について説明を
追加

【機器・配管系】
・[補足耐25]電気的機能維持評価手
法の適用について

(c) 閉じ込め機能の維持

・閉じ込め機能の維持が要求される設備の
うち，グローブボックスは，重大事故等対
処施設の設備分類に応じた地震動に対し
て，「4.(2)a.(c)　閉じ込め機能の維持」
と同様の設計を行うことで，機能維持を満
足する設計とする。

－ 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○
閉じ込め機能の維持が要求される重大事故等対処施設の機能維持方針について説明
を追加

－

－：当該申請回次で記載しない項目

凡例

・「申請回次」について

○：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目

△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
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基本設計方針の添付書類への展開
（第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙３②
(Ⅳ-1-1-9_構造計画)(64/97)

1. 1.1 1.1.1 (1) a. (a) イ. (イ)以降 １回 第１回　記載概要 ２回 第２回　記載概要

Ⅳ-1-1-9 構造計画，材料選択上の留意点

1. 概要

・再処理施設は，安全性及び信頼性の見地
から，通常運転時荷重に対してのみなら
ず，地震時荷重等の短期間に作用する荷重
に対して耐えるように設計する必要があ
る。
・これらの設計荷重は，強度設計の立場か
ら，安全側の値として定められているが，
重要施設の構造安全性を一層高めるために
は，その構造体のダクティリティを高める
ように設計することが重要である。
・「Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針」のう
ち，「8. ダクティリティに関する考慮」に
基づき，各施設のダクティリティを維持す
るために必要と考えられる構造計画，材料
の選択，耐力・強度等に対する制限及び品
質管理上の配慮を各項目別に説明する。
・構造特性等の違いから施設を建物・構築
物と機器・配管系に分けて示す。

○ 構造計画，材料選択上の留意点の概要について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

2. 構造計画

補足説明資料

2.1 －△ 第１回での説明から追加事項なし建物・構築物の構造計画について説明建物・構築物

・再処理施設の主要建屋は，主体構造が鉄
筋コンクリート造(一部鉄骨造)の建物であ
る。
・構造方式としては，壁構造とし，その床
及び壁体は機器の配置を考慮しながらつと
めて剛構造体となるよう配置し，鉛直荷重
がスムーズに基礎に伝達されるように配慮
し構造壁の有効性を高める。
・内外壁は放射線遮蔽壁としての機能を要
求されることが多く，そのために壁厚も厚
く，地震時水平力はこの壁で分担する。
・床スラブも壁同様，放射線遮蔽上の考慮
と建屋の耐震一体構造化の配慮から厚くす
るため，このスラブの剛性は大きくなって
いる。
・構造全体としての剛心と重心の偏心によ
るねじれモーメントができる限り小さくな
るように壁の配置及び壁厚を定め，ダク
ティリティを確保するために も重要なせ
ん断に対する耐力を増加させるよう十分な
配筋を行う。
・基礎はべた基礎で上部構造に生じる応力
を支持地盤に伝達させるに十分な剛性を持
ち，原則として岩盤に支持させる。
・耐震設計において地下水位の低下を期待
する建物・構築物は，周囲の地下水を排水
し，基礎スラブ底面レベル以深に地下水位
を維持できるよう下水排水設備(サブドレン
ポンプ，水位検出器等)を設置する。
・再処理施設の構築物(屋外機械基礎を除
く)は，主体構造がラーメン構造やトラス構
造の鉄骨造であり，基礎は直接基礎又は杭
基礎とし，岩盤又は建屋に支持させる。
・転倒モーメントの低減等の対策を講じる
必要のある場合は、支持架構に制振効果を
持つ座屈拘束ブレースやオイルダンパーを
付加した制振構造とする。
・座屈拘束ブレースは，ブレース材として
働く中心鋼材を鋼管とコンクリート(モルタ
ル)で拘束し，座屈させずに安定的に塑性化
するようにしたブレースである。
・オイルダンパーは，シリンダー内に設け
た油の流体抵抗を利用し，安定的にエネル
ギー吸収をするようにした部材である。

○

再処理目次
再処理添付書類構成案 記載概要

申請回次

－機器・配管系

・機器・配管系に対して十分なダクティリ
ティを持たせるために構造及び配置上，以
下の点に注意する。
・機器・配管系は，構造上，過度な応力集
中が生じるような設計は避けるとともに，
製作，施工面から溶接及び加工しやすい構
造，配置とし，十分な施工管理を行う。ま
た，熱処理等によりできる限り残留応力を
除去する製作法を採用する。
・疲労累積のレベルをできるだけ低く保つ
設計とし，必要な場合には疲労解析を行
い，疲労破壊に対して十分な余裕を持つこ
とを確認する。
・配管系に関しては，同一経路内で著しく
剛性が異なることなく，応力集中が生じな
いような全体のバランスのとれた配管経路
及び支持構造計画を立て，系全体の強度設
計の余裕を向上させるものとする。

○ 機器・配管系の構造計画について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし2.2
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基本設計方針の添付書類への展開
（第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙３②
(Ⅳ-1-1-9_構造計画)(65/97)

1. 1.1 1.1.1 (1) a. (a) イ. (イ)以降 １回 第１回　記載概要 ２回 第２回　記載概要
補足説明資料

再処理目次
再処理添付書類構成案 記載概要

申請回次

3. 材料の選択
・建物・構築物及び機器・配管系の材料に
ついて，ダクティリティを維持するために
必要と考えられる方針を示す。

○ 材料の選択について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

4. 耐力・強度等に対する制限

・建物・構築物及び機器・配管系の強度設
計に関しては，通常時の荷重に対してのみ
ならず，地震時荷重等のように短期間に作
用する荷重に対して十分な耐力・強度及び
ダクティリティを有するように考慮する。

○ 耐力・強度等に対する制限について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

4.1 建物・構築物

・建物・構築物の強度設計に関する基準，
規格等としては「建築基準法・同施行
令」，「鉄筋コンクリート構造計算規準・
同解説－許容応力度設計法－」等を準拠す
るものとする。

○ 建物・構築物の耐力・強度等に対する制限について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

3.1 －△ 第１回での説明から追加事項なし建物・構築物の材料の選択について説明建物・構築物

・建物・構築物に使用される材料，鉄筋コ
ンクリート材料，鉄骨材料については準拠
規格により選定する。
(1) 鉄筋コンクリート材料についての例
a. セメント
セメントは「JASS 5N」の規定による。
b. 骨材
使用する骨材の品質，粒形，大きさ，粒度
等は「JASS 5N」の規定による。
c. 水
コンクリートの練混ぜに使用する水は
「JASS 5N」の規定による。
d. 混和材
コンクリートに用いる混和材料としてはコ
ンクリート用フライアッシュ及びコンク
リート用化学混和剤等がある。これらの混
和材料は「JASS 5N」の規定による。
e. 鉄筋
鉄筋は「JIS G 3112(鉄筋コンクリート用棒
鋼)」に適合するものを使用する。
(2) 鉄骨材料についての例
飛来物防護ネットに使用する鉄骨は「建築
基準法第68条の25第1項」及び「JIS G 3136
（材質SN490B）」に適合するものを使用す
る。また，鉄骨の内，座屈拘束ブレースは
「BCJ評定-ST0126-05」にて保証されている
ものを使用する。

○

－機器・配管系

・機器・配管系に使用される構造材料は，
安全運転の見地から信頼性の高いものが必
要である。
・準拠規格において示されるもの及び化学
プラント，火力プラントや国内外の原子力
プラントにおいて十分な使用実績があり，
かつ，その材料特性が十分把握されている
ものを使用する。
・機器・配管系に使用される材料の鋼種
は，原則として規格・基準に示される炭素
鋼及び低合金鋼，（この２つを総称して
「フェライト鋼」と呼ぶ。），オーステナ
イト系ステンレス鋼及び非鉄金属を用い
る。このうちフェライト鋼については，使
用条件に対して脆性破壊防止の観点から延
性を確保できるよう必要な確認を行う。
・確認に当たって特に考慮すべき事項を以
下に示す。
(1) 均質な組成と機械的性質を持ち，強度
上有意な影響を及ぼす可能性のある欠陥が
ない材料を使用する。
(2) 使用温度及び供用期間中に対し，著し
い材料強度特性，破壊靭性の低下が生じに
くい材料を使用する。
(3) 素材として優れた特性を有するととも
に，溶接施工及び成形加工においても，そ
の優れた特性を持つ材料を使用する。
(4) 溶接材料は，溶接継手部が母材と同等
の性能が得られるよう選定する。
(5) 冷却材等に対する耐食性の良い材料を
使用する。

○ 機器・配管系の材料の選択について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし3.2
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基本設計方針の添付書類への展開
（第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙３②
(Ⅳ-1-1-9_構造計画)(66/97)

1. 1.1 1.1.1 (1) a. (a) イ. (イ)以降 １回 第１回　記載概要 ２回 第２回　記載概要
補足説明資料

再処理目次
再処理添付書類構成案 記載概要

申請回次

5. 品質管理上の配慮

・建物・構築物及び機器・配管系のダク
ティリティを維持するためには前項で示し
たように構造計画上の配慮，材料の選択及
び耐力・強度等に対する制限に留意すると
ともに，設計及び工事に係る品質マネジメ
ントシステムに関する説明書に基づき品質
管理を十分に行う。
・建物・構築物及び機器・配管系につい
て，計画，設計した耐力・強度等が得られ
るように，品質管理上特に留意すべき事項
を示す。

○ 品質管理上の配慮について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

機器・配管系の耐力・強度等に対する制限について説明機器・配管系

・機器・配管系の構造強度及び設計におい
ては， JSME S NC1，ＡＳＭＥ「Boiler and
Pressure Vessel Code」等を準用する。
・以下，機器・配管系のダクティリティを
維持するために必要な破壊防止の基本的考
え方を示す。
(1) 脆性破壊が生じないように，十分な靱
性を有する材料を選定する。
(2) 延性破壊又は疲労破壊が生じないよう
に「Ⅳ－１－１－８　機能維持の基本方
針」に基づき応力制限を行うとともに，必
要に応じて疲労解析を行う。
(3) 座屈現象が生じないように，発生荷重
を許容座屈荷重以下に制限する。
(4) クリープに関しては，使用温度におい
て供用期間中に支障が生じないように材料
を選定する。
(5) 応力腐食割れが生じないように，水質
管理，材料選定及び残留応力の低減等の配
慮を行う。

○4.2 －△ 第１回での説明から追加事項なし

5.1

－機器・配管系の品質管理上の配慮について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし

凡例

・「申請回次」について

○：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目

△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目

－：当該申請回次で記載しない項目

－

5.2

建物・構築物

・建物・構築物に対する品質管理は「JASS
5N」等に準拠するが，ダクティリティを保
証する意味で特に留意する項目を以下に示
す。
(1) 材料管理
セメント，水，骨材，鉄筋，鉄骨等が規定
の仕様を満たしていることを確認する。
(2) 配筋管理
配筋が設計図書及び仕様書どおりであるこ
とを確認する。
(3) 鉄骨等の溶接管理
規定どおりに溶接されていることを確認す
る。
(4) 調合管理
規定どおりに調合されていることを確認す
る。
(5) 打込み，養生管理
規定及び仕様書どおり打込み及び養生が行
われていることを確認する。
(6) 強度管理
設計した強度等が得られていることを確認
するため，規定等に従って試験し管理す
る。

○ 建物・構築物の品質管理上の配慮について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし

機器・配管系

・機器・配管系に対する品質管理は，JSME
S NC1，ASME「Boiler and Pressure Vessel
Code」等に準拠するが，ダクティリティを
保証する意味で特に留意する項目を次に示
す。
(1) 材料管理
素材及び溶接材料について設計仕様書等に
示すものが使用されていることを確認す
る。
(2) 強度管理
素材及び溶接部の試験片による強度，耐
圧，漏えい及び振動試験によって確認す
る。
(3) 製作・据付管理
設計仕様書，設計図書等に示すとおり製作
及び据付けが行われていることを確認す
る。
(4) 保守・点検
据付け後も定期事業者検査等必要な管理を
行う。

○
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基本設計方針の添付書類への展開
（第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙３②
(Ⅳ-1-1-10_機器支持方針)(67/97)

1. 1.1 1.1.1 (1) a. (a) イ. (イ)以降 １回 第１回　記載概要 ２回 第２回　記載概要

Ⅳ-1-1-10 機器の耐震支持方針

1. 概要

・機器の耐震設計を行う場合，基本設計条
件(耐震重要度，設計温度，圧力，動的・静
的機器等)，再処理施設固有の環境条件(地
震，風，雪，気温等)，形状，設置場所等を
考慮して各々に適した支持条件(拘束方向，
支持反力，相対変位等)を決め，支持構造物
を選定する必要がある。
・現地施工性や機器等の運転操作・保守点
検の際に支障とならないこと等についても
配慮し設計する。
・「Ⅳ－１－１　耐震設計の基本方針」の
うち，「9. 機器・配管系の支持方針」に基
づき，個別に設計する機器の支持方法及び
支持構造物の耐震設計方針を説明するもの
である。

○ 機器の耐震支持方針の概要について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

2. 機器の支持構造物

3. 支持構造物の設計手順

2.1

再処理目次
再処理添付書類構成案 記載概要

申請回次
補足説明資料

基本原則

・機器の耐震支持方針は下記によるものと
する。
(1) 重要な機器は岩盤上に設けた強固な基
礎又は岩盤により支持され十分耐震性を有
する建物・構築物内の基礎上に設置する。
(2) 支持構造物を含め十分剛構造とするこ
とで建物・構築物との共振を防止する。
(3) 剛性を十分に確保できない場合は，機
器系の振動特性に応じた地震応答解析によ
り，応力評価に必要な荷重等を算定し，そ
の荷重等に耐える設計とする。
(4) 重心位置を低くおさえる。
(5) 配管反力をできる限り機器にもたせな
い構造とする。
(6) 偏心荷重を避ける。
(7) 高温機器は熱膨張を拘束しない構造と
する。
(8) 動的機能が要求されるものについては
地震時に機能を喪失しない構造とする。
(9) 内部構造物については容器との相互作
用を考慮した構造とする。
(10) 建物・構築物内の基礎上に固定されて
いない移動式設備については，強固なガー
ダに設置し転倒等による落下を防止するた
めの措置を講じる。
(11) 支持架構上に設置される機器について
は，原則として架構を十分剛に設計する。
剛ではない場合は，架構の剛性を考慮した
地震荷重等に耐える設計とするとともに，
剛ではない架構に設置される機器について
は，架構の剛性を考慮した地震応答解析を
行う。解析にあたっては，設計用床応答曲
線又は時刻歴応答波を用いて耐震性の確認
を行うものとし，そのうち時刻歴応答波に
ついては，実機の挙動をより模擬する場合
に用いる。

○

第１回での説明から追加事項なし

【機器・配管系】
・[補足耐15]鉛直方向の動的地震力
考慮による設備の浮き上がり等の影
響について

3.1

機器の耐震支持方針の基本原則について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし

設計手順

・機器類の配置及び構造計画に際しては，
建物・構築物，配管，ダクト等機器類以外
の設備との関連，設置場所の環境条件，現
地施工性等の関連を十分考慮して総合的な
調整を行い，機器類の特性，運転操作及び
保守点検の際に支障とならないこと等につ
いての配慮を十分加味した耐震設計を行う
よう考慮する。
・支持構造物の設計は，建物・構築物基本
計画，機器の基本設計条件等から配置設計
を行い，支持する機器及び配管の耐震解析
並びに機能維持の検討により強度及び支持
機能を確認し，詳細設計を行う。このと
き，高温機器については，熱膨張解析によ
る熱膨張変位を拘束しない設計とするよう
配慮する。

○ 支持構造物の設計手順について説明 △ －
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基本設計方針の添付書類への展開
（第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙３②
(Ⅳ-1-1-10_機器支持方針)(68/97)

1. 1.1 1.1.1 (1) a. (a) イ. (イ)以降 １回 第１回　記載概要 ２回 第２回　記載概要

再処理目次
再処理添付書類構成案 記載概要

申請回次
補足説明資料

4. 支持構造物及び基礎の設計

4.1 支持構造物の設計

(1) 設計方針

・支持構造物の設計は，機器を剛に支持す
ることを原則とし，機器の重心位置をでき
る限り低くするとともに，偏心荷重をおさ
えるよう設計する。
・熱膨張変位の大きいものについては，そ
の変位を拘束することなく，自重，地震荷
重等に対し，有効な支持機能を有するよう
設計する。
・移動式設備の設計は，強固なガーダに設
置しレールからの転倒等による落下を防止
するよう設計する。

○ 支持構造物の設計方針について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし

【機器・配管系】
・[補足耐15]鉛直方向の動的地震力
考慮による設備の浮き上がり等の影
響について

(2) 荷重条件

・支持構造物設計に当たっては機器の自
重，積載荷重，運転荷重等通常時荷重の他
に，地震時荷重及び事故時荷重を考慮す
る。
・屋外機器については積雪荷重及び風荷重
の屋外特有の荷重を考慮する。
・荷重の種類及び組合せについては，「Ⅳ
－１－１－８　機能維持の基本方針」に従
う。

○ 支持構造物の荷重条件について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

(3) 種類及び選定
・支持構造物は大別して，機能材と構造材
とに分け設計を行い，下記に従い選定す
る。

○ 支持構造物の種類及び選定について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

a. 機能材

・耐圧母材の機能維持に必須のもので，母
材に直接接合されており構造物境界が明瞭
でなく，当該支持構造材の部分的損傷が直
接母材の機能低下をもたらすおそれのある
重要なものに使用する。
・部材については，容器と同等の応力算定
を行い，十分な強度を有するよう設計す
る。

○ 支持構造物の機能材について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

b. 構造材

・当該支持構造体が単に耐圧母材を支持す
ることのみを目的とするものであり，当該
材と母材との構造物境界が明瞭で，当該材
の部分的損傷は直接母材の機能低下をもた
らさないようなものに使用する。
・部材については，鋼構造設計規準等に準
拠して設計する。

○ 支持構造物の構造材について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

4.2 埋込金物の設計

(1) 設計方針

・機器の埋込金物は，支持構造物から加わ
る荷重を基礎に伝え，支持構造物と一体と
なって支持機能を満たすように設計する。
・埋込金物の選定は，機器の支持方法，支
持荷重及び配置を考慮して行う。このと
き，定着部は，原則としてボルトの限界引
き抜き力に対して，コンクリート設計基準
強度及びせん断力算定断面積による引き抜
き耐力が上回るよう埋込深さを算定するこ
とで，基礎ボルトに対して十分な余裕を持
つように設計する。

○ 埋込金物の設計方針について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし
【機器・配管系】
・[補足耐22]屋内設備に対するアン
カ－定着部の評価について

(2) 荷重条件

・埋込金物の設計は，機器から伝わる荷重
に対し，その荷重成分の組合せを考慮して
行う。荷重の種類及び組合せについては，
「Ⅳ－１－１－８　機能維持の基本方針」
に従う。

○ 埋込金物の荷重条件について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

(3) 種類及び選定
・埋込金物には下記の種類があり，それぞ
れ使用用途に合せて選定する。

○ 埋込金物の種類及び選定について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

a. 基礎ボルト形式(スリーブ付)
・タンク，ポンプ等，基礎ボルト本数が多
く，高い据付け精度が必要な機器に使用す
る。

○ 基礎ボルト形式(スリ－ブ付)について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

b. 基礎ボルト形式(スリーブ無し)
・基礎ボルト本数が少ない機器の支持構造
物，あるいは高い据付け精度が必要でない
機器，タンク等に多く使用する。

○ 基礎ボルト形式(スリ－ブ無し)について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

c. 後打アンカ

・打設後のコンクリートに穿孔機で孔をあ
けて設置するもので，ケミカルアンカ又は
メカニカルアンカを適用する。ただし，ケ
ミカルアンカは，要求される支持機能が維
持できる温度条件で使用する。メカニカル
アンカは振動が大きい箇所に使用しない。
・後打アンカの設計は，JEAG4601・補-1984
又は「各種合成構造設計指針・同解説」(日
本建築学会，2010年改定)に基づき設計す
る。また，アンカメーカが定める施工要領
に従い設置する。

○ 後打アンカについて説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －
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基本設計方針の添付書類への展開
（第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙３②
(Ⅳ-1-1-10_機器支持方針)(69/97)

1. 1.1 1.1.1 (1) a. (a) イ. (イ)以降 １回 第１回　記載概要 ２回 第２回　記載概要

再処理目次
再処理添付書類構成案 記載概要

申請回次
補足説明資料

4.3 基礎の設計

(1) 設計方針

・機器の基礎は，支持構造物から加わる自
重及び地震荷重に対し，有効な支持機能を
有するよう設計する。基礎の選定は，機器
の支持方法，支持荷重及び配置を考慮して
行う。

○ 基礎の設計方針について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

(2) 荷重条件

・基礎の設計は，機器から伝わる荷重に対
し，荷重成分の組合せを考慮して行う。
・荷重の種類及び組合せについては，「Ⅳ
－１－１－８　機能維持の基本方針」に従
う。

○ 基礎の荷重条件について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

(3) 種類及び選定
・基礎は機器の種類及び設置場所により，
下記に従い選定する。

○ 基礎の種類及び選定について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

a. 屋内の基礎

・屋内に設置される機器の支持構造物は，
建屋の床壁あるいは天井を基礎として設置
される。従って建屋設計に際しては，これ
ら機器からの荷重を十分考慮した堅固な鉄
筋コンクリート造とする。
・機器を床に設置する場合，一般に基礎は
水はけをよくするため，かさ上げする。支
持構造物は，鉄筋コンクリート造に十分深
く埋め込んだ基礎ボルトにより基礎に固定
する。
・機器を壁あるいは天井から支持する場合
は，一般にあらかじめ壁あるいは天井の鉄
筋コンクリート造に埋込金物を埋め込み，
支持構造物を溶接あるいはボルトにより固
定する。

○ 屋内の基礎について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

b. 屋外の基礎

・屋外に設置される機器は岩盤上の鉄筋コ
ンクリート造上に設置される。
・基礎は基礎自身の自重及び地震荷重の他
に基礎上に設置される機器からの通常時荷
重，地震時荷重，積雪荷重及び風荷重を考
慮して十分強固であるよう設計する。
・機器支持構造物は一般に基礎中に埋め込
んだ基礎ボルトにより固定する。

○ 屋外の基礎について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

4.4 機器の支持方法

(1) たて置の機器

a. スカートによる支持

・スカートはその外周下端に取り付けられ
たリブ及びベースプレートを介して基礎ボ
ルトにより基礎に固定する。スカート剛性
及び基礎ボルトサイズは，容器重量及び地
震力による転倒モーメント等に対し十分な
強度を有する設計とする。
・この形式の支持構造はたて型のタンク類
で比較的容量が大きいものに採用する。

○ スカ－トによる支持方法について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

b. ラグによる支持

・機器本体に取り付けられたラグにより支
持する形式のものである。この形式は機器
本体の半径方向の熱膨張を自由にし，円周
方向及び鉛直方向のラグ剛性で支持するも
のとする。
・この形式の支持構造は熱膨張を拘束しな
い機器に採用する。

○ ラグによる支持方法について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

c. 支持脚による支持

・形鋼を胴周囲対角線上の4箇所に取り付け
ベースプレートを基礎ボルト又は溶接によ
り基礎に固定する。脚剛性及び基礎ボルト
サイズは，容器重量及び地震力による転倒
モーメント等に対し十分な強度を有する設
計とする。
・この形式の支持構造は比較的軽中量のタ
ンクに採用する。

○ 支持脚による支持方法について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

d. 振れ止めによる支持

・長いたて形の容器は，固定部だけでな
く，中間部にも振れ止めを設ける設計とす
る。振れ止めは，振れ止め部の地震荷重に
対し，十分な強度を有する設計とする。
・この形式の支持構造は，胴部がたてに長
い容器等に採用する。

○ 振れ止めによる支持方法について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －
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基本設計方針の添付書類への展開
（第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙３②
(Ⅳ-1-1-10_機器支持方針)(70/97)

1. 1.1 1.1.1 (1) a. (a) イ. (イ)以降 １回 第１回　記載概要 ２回 第２回　記載概要

再処理目次
再処理添付書類構成案 記載概要

申請回次
補足説明資料

(2) 横置の機器

a. 支持脚による支持

・支持脚は鋼板製の溶接構造とし，多数の
基礎ボルトで基礎に固定する。支持脚は十
分な剛性及び強度を持たせ，基礎ボルト
は，地震力による転倒モーメント等に対し
十分な強度を有する設計とする。
・この形式の支持構造は容量の大きい横置
の熱交換器，タンク類に採用する。

○ 支持脚による支持方法について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

b. 支持架構による支持

・支持架構は，柱材，はり材，ブレース等
により構成しており，これらを多数の基礎
ボルトで基礎に固定する。支持架構は十分
な剛性及び強度を持たせ，基礎ボルトは地
震力による転倒モーメントに対し十分な強
度を有する設計とする。
・この形式の支持構造は，複雑な形状の設
備に採用する。

○ 支持架構による支持方法について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

(3) 内部構造物

a. 熱交換器

・熱交換器は，シェル＆チューブ形とプ
レート形に分類される。シェル＆チューブ
形の伝熱管は，Ｕ字管式のものと直管式の
ものとがあり，いずれもじゃま板によって
伝熱管を剛に支持し，地震及び流体による
振動を防止する。またプレート形の伝熱板
は締付ボルトにて側板に固定することで，
伝熱板の地震及び流体による振動を防止す
る。

○ 熱交換器の内部構造物の支持方法について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

b. タンク類

・タンク類でその内部にスプレイノズル，
冷却コイル，加熱コイル等が設けられるも
のについては，それらを機器本体からのサ
ポートにより取り付ける。

○ タンク類の内部構造物の支持方法について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

(4) 移動式設備

・建物・構築物内の基礎上に固定されてい
ない移動式設備については，ガーダに設置
しており，建物に固定するレールからの転
倒による落下を防止するための措置を講じ
る。

〇 移動式設備に対する考慮について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

5. その他特に考慮すべき事項

(1) 機器と配管の相対変位に対する考慮

・機器と配管との相対変位に対しては，配
管側のフレキシビリティでできる限り変位
を吸収することとし，機器側管台部又は支
持構造物に過大な反力を生じさせないよう
配管側のサポート設計において考慮する。

○ 機器と配管の相対変位に対する考慮について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし
【機器・配管系】
・[補足耐43]機器と配管の相対変位
に対する設計上の扱いについて

(2) 動的機器の支持に対する考慮

・ポンプ，ファン等の動的機器に対しては
地震力の他に機器の振動を考慮して支持構
造物の強度設計を行う。
・振動による軸芯のずれを起こさないよ
う，据付台の基礎へのグラウト固定，取付
ボルトの回り止め等の処置を行う。

○ 動的機器の支持に対する考慮について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

(3) 建屋・構築物との共振の防止

・支持に当たっては据付場所に応じ，建
屋・構築物の共振領域からできるだけ外れ
た固有振動数を持つよう考慮する。また，
共振領域近くで設計する場合は地震応答に
対して十分な強度余裕を持つようにする。

○ 建屋・構築物との共振の防止について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

(4) 波及的影響の防止

・耐震重要度分類における下位クラスの機
器の破損によって上位クラスの機器に波及
的影響を及ぼすことがないよう配置等を考
慮して設計するが，波及的影響が考えられ
る場合には，下位クラス機器の支持構造物
は上位クラスに適用される地震動に対して
設計する。

○ 波及的影響の防止について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

(5) 材料の選定

・材料選定に当たっては，使用条件下にお
ける強度に配慮し，十分な使用実績があ
り，材料特性が把握された安全上信頼性の
高いものを使用する。
・「Ⅳ－１－１－９　構造計画，材料選択
上の留意点」の「3. 材料の選択」に基づ
き，ダクティリティを持つよう配慮する。

○ 材料の選定について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

・「申請回次」について

○：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目

△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目

－：当該申請回次で記載しない項目

凡例
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基本設計方針の添付書類への展開
（第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙３②
(Ⅳ-1-1-11-1_配管支持方針)(71/97)

1. 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.1.1 (1) a. (a) イ. (イ)以降 １回 第１回　記載概要 ２回 第２回　記載概要

Ⅳ-1-1-11-1 配管の耐震支持方針
1. 配管の耐震支持方針

1.1 概要

・「Ⅳ－１－１　耐震設計の基本方針」の
うち「9. 機器・配管系の支持方針」に基づ
き，再処理施設の配管及び標準化された支
持構造物を用いた設計について，耐震設計
上十分安全であるように考慮すべき事項を
定めたものである。

○ 配管の耐震支持方針の概要について説明 ○ 当該回次における申請施設の概要について説明を追加 －

1.2 配管の設計手順

1.3 配管の設計
1.3.1 基本方針

1.3.1.1 重要度による設計方針

・配管は設備の重要度，口径及び 高使用
温度により分類して設計を行う。ただし，
本分類以外の確認方法についても，その妥
当性が確認できる範囲において採用するも
のとする。また，設計及び工事の計画の申
請範囲における解析法の適用範囲を示す。
・重大事故等対象施設の設備分類に応じた
口径及び 高使用温度による解析方法の適
用範囲について示す。
・配管の耐震評価は，「Ⅳ－１－１－５
地震応答解析の基本方針」の「2.2(2)　解
析方法及び解析モデル」に示す解析方法及
び解析モデルである，標準支持間隔を用い
た評価方法又は多質点系はりモデルを用い
た評価方法を適用して行う。
・本基本方針では，標準支持間隔を用いた
評価方法に適用する計算式を示し，多質点
系はりモデルを用いた評価方法に適用する
計算式については「Ⅳ－１－２－２　配管
系の耐震性に関する計算書作成の基本方
針」に示す。

○
安全機能を有する施設における重要度による設計方針，当該回次の申請範囲におけ
る解析法の適用範囲について説明

○
重大事故等対処施設の設備分類に応じた設計方針，当該回次の申請範囲における解
析法の適用範囲について説明を追加

【機器・配管系】
・[補足耐40]配管系の評価手法(定
ピッチスパン法)について

1.3.1.2 配管の設計において考慮すべき事項

(1) 配管の分岐部

・大口径配管からの分岐管については，原
則大口径配管の近傍を支持する。ただし，
大口径配管の熱膨張及び地震による変位が
大きい場合には，分岐部及び分岐管に過大
な応力を発生させないようフレキシビリ
ティを持たせた支持をする。

○ 配管の設計において考慮すべき事項として，配管の分岐部について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

(2) 配管と機器の接続部
・機器管台に加わる配管からの反力が許容
反力以内となるように配管経路及び支持方
法を決定する。

○ 配管の設計において考慮すべき事項として，配管と機器の接続部について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

再処理目次
再処理添付書類構成案 記載概要

申請回次
補足説明資料

1.2.1

配管及び支持構造物の設計手順

・配管経路は建屋形状，機器配置計画とと
もに系統の運転条件，機器等への接近性，
保守点検性の確保を考慮した上，配管の熱
膨張による変位の吸収，耐震設計上の重要
度に応じた耐震性の確保に関し 適設計と
なるよう配置を決定する。また，この際，
配管内にドレンが溜まったり，エアポケッ
トが生じたりしないようにするとともに，
水撃現象の生じる可能性のあるものについ
ては十分に配慮するものとする。
・地震による建屋間等相対変位を考慮する
必要のある場所に配置されるものについて
は，その変位による変形に対して十分耐え
られるようにし，また，ポンプ，容器等の
ノズルに対する配管反力が過大とならない
よう併せて考慮する。
・以上を考慮の上決定された配管経路につ
いて，多質点系はりモデル(3次元はりモデ
ル)による解析又は標準支持間隔法により配
管及び支持構造物の設計を行う。
・支持構造物は，標準化された製品の中か
ら，配管から受ける荷重に対して十分な強
度があるものを選定する。

－

1.2.2

・配管の耐震支持方針は下記によるものと
する。
(1) 支持構造物は，剛な床，壁面等から支
持することとする。
(2) 支持構造物を含め建屋との共振を防止
する。
(3) 架台はり及び内部鉄骨及びその他の設
備から支持する場合は，支持部剛性，支持
構造物の剛性を連成して設計する。また，
剛ではない設備から支持構造物を支持する
場合，配管は共振を避けるため剛性を十分
に確保した設計とする。
(4) 支持構造物は，拘束方向の支持点荷重
に対して十分な強度があり，かつ剛性を有
するものを選定する。
(5) 機器管台に接続される配管について
は，機器管台の許容荷重を超えないように
支持構造物の設計を行う。
(6) 高温となる配管については，熱膨張変
位を過度に拘束しない設計とする。
(7) 熱膨張変位を過度に拘束しないため
に，配管系の剛性を十分に確保できない場
合は，配管系の振動特性に応じた地震応答
解析により必要な荷重等を算定し，その荷
重等に耐える設計とする。
(8) 地震時の建屋間相対変位を考慮する場
所については，その変位に対して十分耐え
る設計とする。
(9) 水撃現象が生じる可能性のある場所に
ついては，その荷重に十分耐える設計とす
る。

○ 配管の設計手順における基本原則について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし基本原則

－○ 配管及び支持構造物の設計手順について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし
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基本設計方針の添付書類への展開
（第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙３②
(Ⅳ-1-1-11-1_配管支持方針)(72/97)

1. 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.1.1 (1) a. (a) イ. (イ)以降 １回 第１回　記載概要 ２回 第２回　記載概要

再処理目次
再処理添付書類構成案 記載概要

申請回次
補足説明資料

(3) 異なる建屋，構築物間を結ぶ配管

・異なる建屋，構築物間を結ぶ配管につい
ては，建屋，構築物間の相対変位を吸収で
きるように，配管にフレキシビリティを持
たせた構造とするか，又は，フレキシブル
ジョイントを設ける等の配慮を行い，過大
な応力を発生させない設計とする。

○
配管の設計において考慮すべき事項として，異なる建屋，構築物間を結ぶ配管につ
いて説明

△ 第１回での説明から追加事項なし －

(4) 弁

・配管の途中に弁等の集中荷重がかかる部
分については，この集中荷重にできる限り
近い部分を支持し，特に駆動装置付きの弁
は偏心荷重を考慮して，必要に応じて弁本
体を支持することにより過大な応力が生じ
ないようにする。弁は，発生応力が配管よ
り小さくなるよう配管よりも厚肉構造とす
る。

○ 配管の設計において考慮すべき事項として，弁について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

(5) 屋外配管
・主要な配管は岩盤で支持したダクト構造
内に配置し，建屋内配管と同様の耐震設計
とする。

○ 配管の設計において考慮すべき事項として，屋外配管について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

(6) 振動

・配管の支持方法及び支持点は，回転機器
等の振動あるいは内部流体の乱れによる配
管振動を生じないように考慮して決定す
る。

○ 配管の設計において考慮すべき事項として，振動について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

(7) 異なる耐震クラス配管との接続部

・耐震重要度Ｓクラス又はＢクラスの配管
について，それぞれ下位のクラスに属する
配管と弁等を境界として接続され，境界と
なる弁等が耐震支持されていない場合に
は，その影響を考慮し原則として境界以降
第一番目の耐震上有効な軸直角方向拘束点
までをＳクラス又はＢクラスの配管と同様
に扱い設計を行う。

○
配管の設計において考慮すべき事項として，異なる耐震クラス配管との接続部につ
いて説明

△ 第１回での説明から追加事項なし －

(8) 高温配管

・ 高使用温度が151℃以上であり，口径が
100A以上の配管は，熱膨張による応力を低
減するために一般に柔に設計する必要があ
る。また，耐震上の要求からは，剛に設計
する必要がある。したがって，配管設計は
双方の均衡をとった設計とする必要があ
り，支持位置及び支持条件を決めるに当
たっては，原則として次のような事項を考
慮し，地震，熱膨張による応力の制限を満
足する設計を行う。
a.　自重を支持するために，あるいは耐震
上剛性を高めるために，配管を拘束する場
合には，配管の熱膨張による変位が少ない
箇所にアンカサポート又はレストレイント
等を設けるものとする。
b.　配管の熱膨張による変位がある特定の
方向に大きい場合であって，その他の方向
に上記a.と同じ理由によって拘束する必要
がある場合は，熱膨張による変位方向を拘
束せず，目的とする方向を拘束するガイド
等を設けるものとする。
c.　熱膨張による鉛直方向変位が大きい箇
所で，配管の自重を支持する必要がある場
合は，スプリングハンガを用いる。
d.　熱膨張による変位が大きい方向を，耐
震上の要求から拘束する場合はスナバを用
いる。

○ 配管の設計において考慮すべき事項として，高温配管について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

○1.3.2 －多質点系はりモデルを用いた評価方法について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし多質点系はりモデルを用いた評価方法

・多質点系はりモデルを用いた評価方法で
は，原則として固定点から固定点までを独
立した1つのブロックとして，地震荷重，自
重 ，熱荷重等により配管に生じる応力が許
容応力以下となるように配管経路及び支持
方法を定める。
・はじめに仮のアンカサポート，レストレ
イント位置を定めて熱応力解析を行い，必
要に応じてアンカサポート，レストレイン
ト位置，個数等の変更あるいは配管経路の
見直しを行い，配管に生じる応力が許容応
力以下となるようにする。次に，地震応力
解析を行い，必要に応じてレストレイント
位置，個数等の変更あるいはスナバの追加
により，配管に生じる応力が許容応力以下
となるようにする。この際，自重応力の確
認もあわせて実施し，必要に応じてハンガ
の追加を検討する。
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基本設計方針の添付書類への展開
（第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙３②
(Ⅳ-1-1-11-1_配管支持方針)(73/97)

1. 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.1.1 (1) a. (a) イ. (イ)以降 １回 第１回　記載概要 ２回 第２回　記載概要

再処理目次
再処理添付書類構成案 記載概要

申請回次
補足説明資料

1.3.3.1 直管部の支持間隔

1.3.3.1.1 解析モデル
1.3.3.1.2 解析方法
1.3.3.1.3 解析条件

(1) 設計用地震力
(2) 設計用減衰定数
(3) 階層の区分
(4) 配管重量
(5) 配管応力
(6) 配管系の振動数

1.3.3.1.4 解析結果及び支持方針
1.3.3.2 曲がり部の支持間隔

1.3.3.2.1 解析モデル
1.3.3.2.2 解析条件及び解析方法
1.3.3.2.3 解析結果及び支持方針

1.3.3.3 集中質量部の支持間隔
1.3.3.3.1 解析モデル
1.3.3.3.2 解析条件及び解析方法
1.3.3.3.3 解析結果及び支持方針

1.3.3.4 分岐部の支持間隔
1.3.3.4.1 解析モデル
1.3.3.4.2 解析条件及び解析方法
1.3.3.4.3 解析結果及び支持方針

1.3.3.5 Z形部の支持間隔
1.3.3.5.1 解析モデル
1.3.3.5.2 解析条件及び解析方法
1.3.3.5.3 解析結果及び支持方針

1.3.3.6 門形部の支持間隔
1.3.3.6.1 解析モデル
1.3.3.6.2 解析条件及び解析方法
1.3.3.6.3 解析結果及び支持方針

標準支持間隔を用いた評価方法

・標準支持間隔法による配管の耐震計算
は，配管を直管部，曲がり部，集中質量
部，分岐部，Z形部，門形部及び分岐＋曲が
り部の各要素に分類し，要素ごとに許容値
を満足する 大の支持間隔を算出する。
・直管部については，各建屋における地震
時の応答解析結果に基づき，配管に生じる
応力が許容応力以下となるように 大の支
持間隔を求め，これを直管部に対する標準
支持間隔とする。配管の直管部は，この標
準支持間隔以内で支持することにより耐震
性を確保する。
・直管部の標準支持間隔算出に当たって
は，配管仕様，建屋，階層の区分及び減衰
定数ごとに，解析条件を満足する支持間隔
をそれぞれ計算し求める。
・配管の曲がり部，集中質量部，分岐部，Z
形部，門形部及び分岐＋曲がり部について
は，直管部と同等以上の耐震性を有するよ
うに，それぞれ直管部の標準支持間隔に対
する支持間隔比を求め，各要素の支持間隔
を算出する。配管の曲がり部，集中質量
部，分岐部，Z形部，門形部及び分岐＋曲が
り部については，各要素の支持間隔以内で
支持することにより耐震性を確保する。
・多質点系はりモデルを用いた評価方法で
は，これらの部位に対しては応力係数を考
慮しているが，標準支持間隔法では支持間
隔比を考慮することにより，多質点系はり
モデルを用いた評価方法より保守的な評価
となるようにする。
・複数階層を跨る配管を評価する場合は，
配管が跨る上層階と下層階の境界となるサ
ポートまでを考慮し，その境界となるサ
ポートで挟まれた範囲の支持間隔をすべて
抽出した上で， も短いものを適用して評
価を行う。
・グローブボックス内配管のように支持構
造物を支持する設備の応答の増幅が考えら
れる場合については，配管が剛となるよう
に支持間隔を設定し，共振しないよう考慮
する。
・セル，グローブボックス及びこれらと同
等の閉じ込め機能を有する施設のうち二重
配管については，標準支持間隔法を適用し
て設計を行う。標準支持間隔法の適用に当
たっては，原則，外側の管（以下「外管」
という。）及び内側の管（以下「内管」と
いう。）の支持点を同一とし，内管と外管
それぞれの支持間隔を算出した上で，双方
の支持間隔のうち短い支持間隔を用いる。
ただし，同一の支持点ではない場合は，
「1.3.3.10　設計上の処置方法」に応じた
設計を行う。
・上記により求めた直管部標準支持間隔，
曲がり部，集中質量部，分岐部，Z形部，門
形部及び分岐＋曲がり部の支持間隔を基に
配管に支持点を設定する場合の例を示す。
・その他，標準支持間隔法により配管を設
計する場合の考慮事項及び標準支持間隔法
で設計することが困難な場合の処置方法に
ついても示す。

○ 標準支持間隔を用いた評価方法について説明1.3.3

【機器・配管系】
・[補足耐38]機器・配管系の類型化
に対する分類の考え方について
・[補足耐40]配管系の評価手法(定
ピッチスパン法)について

・直管部の支持間隔における解析モデル，
解析方法，解析条件，解析結果及び支持方
針を示す。

○ 安全機能を有する施設における直管部の支持間隔について説明 ○ 重大事故等対処施設における直管部の解析条件の説明を追加

△ 第１回での説明から追加事項なし

【機器・配管系】
・[補足耐40]配管系の評価手法(定
ピッチスパン法)について

・曲がり部の支持間隔における解析モデ
ル，解析方法，解析条件，解析結果及び支
持方針を示す。

○ 曲がり部の支持間隔について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし

・分岐部の支持間隔における解析モデル，
解析方法，解析条件，解析結果及び支持方
針を示す。

○ 分岐部の支持間隔について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし

・集中質量部の支持間隔における解析モデ
ル，解析方法，解析条件，解析結果及び支
持方針を示す。

○ 集中質量部の支持間隔について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし

・Z形部の支持間隔における解析モデル，解
析方法，解析条件，解析結果及び支持方針
を示す。

○ Z形部の支持間隔について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし

・門形部の支持間隔における解析モデル，
解析方法，解析条件，解析結果及び支持方
針を示す。

○ 門形部の支持間隔について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし
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基本設計方針の添付書類への展開
（第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙３②
(Ⅳ-1-1-11-1_配管支持方針)(74/97)

1. 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.1.1 (1) a. (a) イ. (イ)以降 １回 第１回　記載概要 ２回 第２回　記載概要

再処理目次
再処理添付書類構成案 記載概要

申請回次
補足説明資料

1.3.3.7 分岐＋曲がり部の支持間隔
1.3.3.7.1 解析モデル
1.3.3.7.2 解析条件及び解析方法
1.3.3.7.3 解析結果及び支持方針

1.3.3.8 支持点の設定方法

・標準支持間隔法を適用して配管に支持点
を設ける場合の手順は，対象とする配管仕
様，建屋 ，床区分及び減衰定数に基づき，
直管部標準支持間隔を選定し，この直管部
標準支持間隔をもとに各要素(直管部，曲が
り部，集中質量部，分岐部，Z形部，門形部
及び分岐＋曲がり部)の支持間隔を定めると
ともに，各要素の評価方向が拘束されるよ
うに支持点の設定を行う。

○ 支持点の設定方法について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし

1.3.3.8.1 直管部標準支持間隔の選定と各要素の支持間隔

・直管部標準支持間隔は，配管仕様(圧力，
温度，材質，口径，板厚，保温材の有無，
内部流体及び単位長さ当たり重量) ，建
屋，階層の区分及び減衰定数別に算出して
いることから，設計する配管仕様，建屋，
階層の区分及び減衰定数に応じて選定す
る。直管部については，この直管部標準支
持間隔以内で支持し，その他の要素につい
ては，各々の支持間隔比に直管部標準支持
間隔を乗じた支持間隔以内で支持する。

○ 直管部標準支持間隔の選定と各要素の支持間隔について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし

1.3.3.8.2 各要素の評価方向

・配管の各要素(直管部，曲がり部，集中質
量部，分岐部，Z形部，門形部及び分岐＋曲
がり部)は，これらの形状が持つ特性から，
同程度の荷重が負荷されても方向により各
要素の応力又は固有振動数への影響が異な
るため，影響が大きい方向を評価(荷重)方
向と特定して支持間隔を定めている。
(1) 直管部及び集中質量部の支持間隔は，
配管軸直方向
(2) 曲がり部の支持間隔は，曲がり部をは
さむ両辺で作る面の面外方向
(3) 分岐部の支持間隔は，母管と分岐管が
作る面の面外方向
(4) 平面Z形部の支持間隔は，配管軸直方
向。立体Z形部は，配管軸直方向及び軸方向
(5) 門形部の支持間隔は，配管軸直方向
(6) 分岐＋曲がり部の支持間隔は，配管軸
直方向及び軸方向
・支持点の設定に当たっては，次に示す各
要素の評価方向が拘束されるようにする。
配管軸方向の評価は，配管軸方向の配管重
量を集中荷重とみなし，それに直交する配
管上の支持点で評価することとして，集中
質量部の支持間隔を用いる。
・各要素の方向(配管軸直と軸方向の3方向)
ごとに拘束されていない方向がないように
する。

○ 各要素の評価方向について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし

1.3.3.8.3 支持点の設定方法及び手順
・具体的な支持点の設定方法及び手順を示
す。

○ 支持点の設定方法及び手順について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし

1.3.3.9 支持点を設定する上での考慮事項
・配管の各要素に対応した支持間隔を満足
するとともに，次の事項も考慮して設計す
る。

○ 支持点を設定する上での考慮事項について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし

1.3.3.9.1 分岐部

・配管の分岐部で母管に熱膨張又は地震に
よる変位がある場合は，分岐部から第1支持
点までの長さＬを，これらの変位により発
生する応力が，許容応力以下となるように
定める。

○ 支持点を設定する上での考慮事項として，分岐部について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし

1.3.3.9.2 機器との接続部

・機器との接続部の熱膨張又は地震時の変
位による発生応力が大きい場合は，接続部
(固定点)近傍で支持することができない場
合がある。
・「1.3.3.9.1 分岐部」と同様に機器との
接続部の熱膨張又は地震時の変位により発
生する応力が，許容応力以下となるように
定める。

○ 支持点を設定する上での考慮事項として，機器との接続部について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし

1.3.3.9.3 建物・構築物の相対変位

・建物・構築物間に渡って設置される配管
については,地震時の建物・構築物間の相対
変位により生じる二次応力を次式で求め，
配管の設計及び支持方法を定める。

○ 支持点を設定する上での考慮事項として，建物・構築物の相対変位について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし

1.3.3.9.4 弁

・配管に弁が設置される場合は,「集中質量
部支持間隔グラフ」に基づき前後の支持点
を決定する。
・弁は,配管より厚肉構造であり,発生応力
は配管より小さくなる。一方,集中質量部の
支持間隔を求める際には,弁も配管と同一仕
様とした上で,弁重量を付加することで安全
側の評価を行っている。このため,弁の評価
は配管の評価で包絡される。
・地震時に動的機能維持が要求される弁に
対しては,必要に応じて多質点系はりモデル
を用いた評価を行い,弁駆動部の機能維持確
認済加速度を超える場合は,駆動部を支持す
る。

○ 支持点を設定する上での考慮事項として，弁について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし

【機器・配管系】
・[補足耐40]配管系の評価手法(定
ピッチスパン法)について

・分岐＋曲がり部の支持間隔における解析
モデル，解析方法，解析条件，解析結果及
び支持方針を示す。

○ 分岐＋曲がり部の支持間隔について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし
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基本設計方針の添付書類への展開
（第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙３②
(Ⅳ-1-1-11-1_配管支持方針)(75/97)

1. 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.1.1 (1) a. (a) イ. (イ)以降 １回 第１回　記載概要 ２回 第２回　記載概要

再処理目次
再処理添付書類構成案 記載概要

申請回次
補足説明資料

1.3.3.9.5 建屋階層

・支持間隔は階層の区分ごとに設定するた
め,当該配管を敷設する床区分に応じて,上
下階層の支持間隔を比較し,短い方の支持間
隔を運用して評価を行う。なお,複数階層を
跨る配管を評価する場合は,配管が跨る上層
階と下層階の境界となるサポートまでを考
慮し,その境界となるサポートで挟まれた範
囲の支持間隔をすべて抽出した上で も短
い標準支持間隔を適用して評価を行う。

○ 支持点を設定する上での考慮事項として，建屋階層について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし

1.3.3.10 設計上の処置方法

・標準支持間隔法による配管の耐震設計に
おいては，各要素の支持間隔又は各要素の
支持間隔を組み合わせた支持間隔を用い
る。標準支持間隔法によることが困難な場
合は，次のいずれかの方法で対処する。
(1) 配管系を多質点系はりモデルとして解
析を行い，配管の設計及び支持方法を定め
る。実際の配管条件に基づいた直管部標準
支持間隔法を算出し，配管間隔を設定す
る。
(2) 当該配管が150℃以下又は口径100A未満
であることを確認した上で，直管部標準支
持間隔を算出する解析モデルを，当該配管
固有の設計条件（制限振動数，適用床区
分，適用減衰定数，解析ブロック範囲，配
管系内 小必要支持点数，圧力，温度，支
持構造物の固有振動数，設計用床応答曲
線，材質，口径，板厚，保温材の有無，内
部流体及び単位長さ当たり重量）に応じて
設定する。

○ 設計上の処置方法について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし

2. 支持構造物の設計

2.1 概要

・支持構造物は，配管の地震荷重，自重，
熱荷重等に対して十分な強度を持たせる必
要がある。
・支持構造物の設計に当たっては，支持構
造物の型式ごとの定格荷重若しくは 大使
用荷重と支持点荷重を比較する荷重評価，
又は支持点荷重から求まる支持構造物に生
じる応力と使用材料により定まる許容応力
を比較する応力評価を行う。
・支持装置，支持架構及び付属部品から構
成される支持構造物並びに埋込金物の設計
の基本原則，選定方針，強度及び耐震評価
の方法等を示す。

○ 支持構造物の設計の概要について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

2.2 設計の基本方針

・設計の基本方針は，多質点系はりモデル
による解析又は標準支持間隔法により得ら
れる支持点荷重を用いて設計する支持構造
物に適用する。
・そのうち多質点系はりモデルによる解析
で設計する支持構造物は解析モデルにて定
めた拘束方向に対して設置し，標準支持間
隔法で設計する支持構造物は水平及び鉛直
方向の各方向に対し標準支持間隔以内で拘
束するよう設置する。

○ 支持構造物の設計における各解析手法の適用範囲について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

2.2.1 設計方針

・支持構造物にはアンカサポート，レスト
レイント，スナバ及びハンガがあり，物量
が多いことから標準化が図られている。標
準化された製品の中から使用条件に適合す
るものを選定する。

○ 支持構造物の設計方針について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

2.2.2 荷重条件

・支持構造物の設計は，配管から伝わる荷
重に対し，その荷重成分の組合せを考慮し
て行う。
・支持構造物の設計に用いる支持点荷重
は，耐震設計上の重要度分類に基づく設計
用地震力を条件とした配管の多質点系はり
モデルを用いた解析，又は標準支持間隔法
により得られる支持点荷重を支持構造物の
種別に応じて適切に組み合わせて求める。
・組み合わせる荷重としては，多質点系は
りモデルによる設計では，実際の拘束条件
を模擬しているため，解析で得られた各支
持点の荷重を用いる。
・一方，標準支持間隔法による設計では，
軸直2方向を拘束するモデルを用いるため，
2方向に生じる荷重のうち支持構造物の拘束
方向と同方向の荷重を組み合わせる。さら
にアンカサポート及びUバンドは3方向を拘
束することから，軸方向荷重を集中質量と
して考慮する。3方向拘束以外ではガイドサ
ポート及びUボルトは2方向，その他は1方向
の荷重を組み合わせる。

○ 支持構造物の荷重条件について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

2.2.3 種類及び選定
・支持構造物の種類及び機能別選定要領を
示す。

○ 支持構造物の種類及び選定について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

【機器・配管系】
・[補足耐40]配管系の評価手法(定
ピッチスパン法)について
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基本設計方針の添付書類への展開
（第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙３②
(Ⅳ-1-1-11-1_配管支持方針)(76/97)

1. 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.1.1 (1) a. (a) イ. (イ)以降 １回 第１回　記載概要 ２回 第２回　記載概要

再処理目次
再処理添付書類構成案 記載概要

申請回次
補足説明資料

(1) アンカサポート(ガイドサポート)

・アンカサポートは，配管に直接溶接され
るラグ又は配管固定用クランプと架構部分
から構成される。支持点荷重，配管口径及
び配管材質を基に選定する。
・アンカサポートと同様な構造及び機能で
あるが，一定の方向だけ熱膨張変位を許容
する場合はガイドサポートを選定する。

○ アンカサポ－ト(ガイドサポ－ト)の選定について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

(2)
レストレイント(架構式レストレイント，ロッドレスト
レイント及びUボルト)

・架構式レストレイント(支持架構)は，形
鋼を組み合わせて架構として床，壁面等の
近傍の配管を支持するもので，支持点荷
重，配管口径及び配管材質を基に選定す
る。
・ロッドレストレイントは，配管軸直方向
又は配管にラグを設置して配管軸方向の拘
束に使用するもので，支持点荷重に基づ
き，定格荷重を超えない範囲で支持点荷重
に近い定格荷重のロッドレストレイントを
選定する。
・Uボルトは，配管軸直方向を拘束する機能
を有し，支持点荷重を基にその仕様(材質，
形状及び寸法)を配管口径ごとに決めている
ことから，配管口径に応じたUボルトを選定
する。
・Uバンドは，U形状の鋼板により配管軸直
方向に加えて配管軸方向も拘束するもの
で，Uボルトと同様に配管口径に応じたUバ
ンドを選定する。

○
レストレイント(架構式レストレイント，ロッドレストレイント，Uボルト)の選定に
ついて説明

△ 第１回での説明から追加事項なし －

(3) スナバ(オイルスナバ及びメカニカルスナバ)

・支持点荷重及び熱膨張変位から，必要な
ストロークを有し，かつ定格荷重を超えな
い範囲で支持点荷重に近い定格荷重のスナ
バを選定する。通常はオイルスナバを選定
するが，保守の難易度が高い場所に設置す
る場合は，メカニカルスナバを選定する。

○ スナバ(オイルスナバ及びメカニカルスナバ)の選定について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

(4) スプリングハンガ

・スプリングハンガは，支持点荷重及び熱
膨張変位から，必要なストロークを有し，
かつ定格荷重を超えない範囲で支持点荷重
に近い定格荷重のスプリングハンガを選定
する。

○ スプリングハンガの選定について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

2.2.4 支持構造物の設計において考慮すべき事項

・支持構造物は支持装置，支持架構・付属
部品及び埋込金物に分類され，それぞれの
設計方針を2.3項，2.4項及び2.5項に示す。
なお，支持装置はロッドレストレイント，
オイルスナバ，メカニカルスナバ及びスプ
リングハンガを，支持架構は架構式レスト
レイントを，付属部品はラグ，Ｕボルト等
を示し，以下の点を考慮して設計する。
(1) 支持装置及び付属部品は，配管の地震
荷重，自重，熱荷重等による支持点荷重
が，使用される支持装置の定格荷重又は付
属部品の 大使用荷重以下となるよう選定
する。
(2) 支持架構は，配管の地震荷重，自重，
熱荷重等による支持点荷重から求まる支持
架構に生じる応力が，許容応力以下となる
よう構造を決定する。
(3) 地震荷重を拘束しないスプリングハン
ガ以外の支持構造物は，建物・構築物と共
振しないように十分な剛性を持たせるもの
とする。
(4) 支持構造物は点検の容易な構造とす
る。
(5) 原則として，支持構造物は，埋込金物
より建屋側へ荷重を伝える構造とする。
(6) 支持構造物の設計に当たっては，JSME
S NC1に従い熱荷重，自重等に対して十分な
強度を持たせるとともに，JEAG4601に従
い，地震荷重に対して十分な強度を持たせ
るものとする。

○ 支持構造物の設計において考慮すべき事項について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

2.3 支持装置の設計

2.3.1 概要

・支持装置は，型式ごとに基本形状が決
まっており，配管の地震荷重，自重，熱荷
重等による支持点荷重と型式ごとに設定さ
れる定格荷重の比較による荷重評価によっ
て選定する。

○ 支持装置の設計の概要について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

2.3.2 支持装置の選定

・支持装置は，以下の条件により選定す
る。
・各支持装置の定格荷重及び主要寸法を示
す。なお，本項に示す型式及び定格荷重は
代表的な支持装置を示したものであり，記
載のない型式であっても，同様に設定され
ている定格荷重により選定を行う。

○ 支持装置の選定について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

(1) ロッドレストレイント
・支持点荷重に基づき，定格荷重で選定す
る。

○ ロッドレストレイントの選定について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

(2) オイルスナバ及びメカニカルスナバ
・支持点荷重及び熱膨張変位に基づき，定
格荷重で選定する。

○ オイルスナバ，メカニカルスナバの選定について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

(3) スプリングハンガ
・支持点荷重及び熱膨張変位に基づき，定
格荷重で選定する。

○ スプリングハンガの選定について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

2.3.3 支持装置の使用材料
・JSME S NC1の適用を受ける箇所に使用す
る材料は，JSME S NC1付録材料図表Part1
に従うものとする。

○ 支持装置の使用材料について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

2.3.4 支持装置の強度及び耐震評価方法
・支持装置及び付属部品の強度及び耐震評
価の方法を以下に示す。

○ 支持装置の強度及び耐震評価方法について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

2.3.4.1 定格荷重

・支持装置の定格荷重は，JSME S NC1及び
JEAG4601を満足するよう設定されたもので
あり，支持点荷重を上回る定格荷重が設定
されている支持装置を選定することで，十
分な強度及び耐震性が確保される。

○ 支持装置の定格荷重について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －
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1. 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.1.1 (1) a. (a) イ. (イ)以降 １回 第１回　記載概要 ２回 第２回　記載概要

再処理目次
再処理添付書類構成案 記載概要

申請回次
補足説明資料

2.3.4.2 支持装置の強度計算式

2.3.4.2.1 記号の定義

(1) ロッドレストレイント
(2) オイルスナバ及びメカニカルスナバ
(3) スプリングハンガ

2.3.4.2.2 強度計算式

(1) ロッドレストレイント
(2) オイルスナバ
(3) メカニカルスナバ
(4) スプリングハンガ

2.4 支持架構及び付属部品の設計

2.4.1 概要

・配管の支持架構及び付属部品(ラグ，Uボ
ルト等)は，配管の支持点荷重から求まる支
持構造物に生じる応力と使用材料により定
まる許容応力の比較による応力評価，又
は， 大使用荷重と支持点荷重の比較によ
る荷重評価により設計する。
・支持架構は，上記応力評価によるほか，
特に機器配置，保守点検上の配慮等を考慮
して設計する必要があるため，その形状は
多種多様である。支持架構の代表構造例を
示す。

○ 支持架構及び付属部品の設計の概要について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

2.4.2 設計方針

・配管の支持架構は，非常に物量が多いこ
とから，基本形状ごとに，以下の要領で鋼
材選定の標準化を図って設計に適用する。
(1) 配管の支持点荷重から求まる支持構造
物に生じる応力と使用材料により定まる許
容応力の比較による応力評価，又は， 大
使用荷重と支持点荷重の比較による荷重評
価により設計する。
(2) 支持点荷重を条件とした強度及び耐震
評価を行い，発生応力が許容応力を超えな
いように使用する鋼材(山形鋼，溝形鋼，Ｈ
形鋼，角形鋼等)を決定する。

○ 支持架構及び付属部品の設計方針について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

2.4.3 荷重条件
・支持架構の設計は，配管から伝わる荷重
に対し，その荷重成分の組合せを考慮して
行う。

○ 支持架構及び付属部品の荷重条件について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

2.4.4 種類及び選定 ・支持架構の選定要領を示す。 ○ 支持架構及び付属部品の種類及び選定について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

(1) 支持条件の設定

・配管の支持点と床，壁面等からの距離及
び周囲の設備配置状況から，支持架構の基
本形状の中から適用タイプを選定する。
・支持点荷重は，地震時や各運転状態で生
じる荷重又は直管部標準支持間隔における
地震時の荷重を用いる。また，支持点荷重
を低減する必要のある場合は，実支持間隔
による荷重を適用する。

○ 支持条件の設定について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

(2) 支持点荷重に基づいた応力評価による鋼材選定
・地震時の支持点荷重により鋼材を選定す
る。

○ 支持点荷重に基づいた応力評価による鋼材選定について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

(3) 鋼材と諸設備間との配置調整

・決定した鋼材が，他の配管及び周囲の設
備との干渉がないか確認する。干渉がある
場合は，支持架構の形状寸法又は基本形状
の見直しを行って，再度鋼材選定を行う。

○ 鋼材と諸設備間との配置調整について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

2.4.5 支持架構及び付属部品の選定

・支持架構については，支持点荷重を条件
とした強度及び耐震評価を行い，発生応力
が許容応力を超えないように使用する鋼材
(山形鋼，溝形鋼，H形鋼，角形鋼，鋼管等)
を決定する。
・付属部品については，支持点荷重が 大
使用荷重を超えないように使用する付属部
品を選定する。
・設計荷重としての 大使用荷重を設定す
るに当たっては，様々な荷重条件の組合せ
に適用できるように，設計上の配慮として
各荷重成分を同値として定めている。
・標準的に使用する鋼材及び付属部品の仕
様を示す。
・付属部品については， 大使用荷重を超
える場合であっても個別の評価により健全
性の確認を行うことが可能である。

○ 支持架構及び付属部品の選定について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

2.4.6 支持架構及び付属部品の使用材料

・JSME S NC1の適用を受ける箇所に使用す
る材料は，JSME S NC1付録材料図表Part1に
従うものとする。ただし，ラグの材料は当
該配管に適用する材料とする。

○ 支持架構及び付属部品の使用材料について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

2.4.7 支持架構及び付属部品の強度及び耐震評価方法
・支持架構及び付属部品の強度及び耐震評
価の方法を以下に示す。

○ 支持架構及び付属部品の強度及び耐震評価方法について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

(1) 許容応力
・許容応力は，JSME S NC1及びJEAG4601に
基づくものとする。荷重の組合せに対する
許容応力を示す。

○ 許容応力について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

(2) 支持架構及び付属部品の強度計算式
a. 記号の定義

(a) 支持架構
(b) ラグ
(c) Uボルト
(d) Uバンド

b. 強度計算式

(a) 支持架構
(b) ラグ
(c) Uボルト
(d) Uバンド

・支持装置の強度計算式に使用する記号を
示す。

○ 記号の定義について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

－

・支持架構及び付属部品の強度計算に使用
する記号を示す。

○ 記号の定義について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

・支持装置の強度計算式を示す。なお，本
項に示す強度及び耐震計算式は代表的な形
状に対するものであり，記載のない形状に
ついても，同様の計算式で計算する。

○ 強度計算式について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし

－

・支持架構及び付属部品の強度計算式を示
す。なお，本項に示す強度及び耐震計算式
は代表的な形状に対するものであり，記載
のない形状についても，同様の計算式で計
算する。

○ 強度計算式について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし
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再処理目次
再処理添付書類構成案 記載概要

申請回次
補足説明資料

2.5 埋込金物の設計

2.5.1 概要

・埋込金物は，支持装置又は支持架構を建
屋側に取り付けるためのもので，コンク
リート打設前に埋め込まれるものとコンク
リート打設後に設置されるものがある。埋
込金物の概略図及び埋込金物の代表形状を
示す。

○ 埋込金物の設計の概要について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

2.5.2 埋込金物の設計

(1) 設計方針

・埋込金物は，支持構造物から加わる荷重
を基礎に伝え，支持構造物と一体となって
支持機能を満たすように設計する。埋込金
物の選定は，支持荷重及び配置を考慮して
行う。

○ 埋込金物の設計方針について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

(2) 荷重条件
・埋込金物の設計は，配管から伝わる荷重
に対し，その荷重成分の組合せを考慮して
行う。

○ 埋込金物の荷重条件について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

(3) 種類及び選定

・埋込金物は，コンクリート打設前に設置
し，そのまま埋め込まれるものと，コンク
リート打設後に後打アンカにより取り付け
られるものとに分類され，施工時期に応じ
て適用する。
・いずれの場合も支持装置又は支持架構を
溶接により剛に建屋側に取り付ける。
・コンクリート打設前に設置する埋込金物
は，鋼板(以下「ベースプレート」とい
う。)にスタッドジベルを溶接した埋込板及
び基礎ボルトで，用途及び荷重により数種
類の形式に分類される。コンクリート打設
後に支持装置及び支持架構の取付けが必要
な場合は，メカニカルアンカ又はケミカル
アンカを使用する。ただし，ケミカルアン
カは，要求される支持機能が維持できる温
度条件下で使用する。また，メカニカルア
ンカは振動が大きい箇所には使用しない。
後打アンカの設計は，JEAG4601・補-1984又
は「各種合成構造設計指針・同解説」(日本
建築学会，2010年改定)に基づき設計を行
い，アンカメーカが定める施工要領に従い
設置する。

○ 埋込金物の種類及び選定について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

2.5.3 基礎の設計

(1) 設計方針

・配管の基礎は，支持構造物から加わる自
重及び地震荷重に対し，有効な支持機能を
有するよう設計する。基礎の選定は，配管
の支持方法，支持荷重及び配置を考慮して
行う。

○ 基礎の設計方針について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

(2) 荷重条件
・基礎の設計は，配管から伝わる荷重に対
し，その荷重成分の組合せを考慮して行
う。

○ 基礎の荷重条件について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

2.5.4 埋込金物の選定

・埋込金物は，発生する荷重に基づき，タ
イプごとに定められた 大使用荷重を超え
ない範囲でタイプを選定する。なお， 大
使用荷重を超える場合であっても発生する
荷重の作用状態による個別の強度評価によ
り健全性の確認を行うことが可能である。
標準的な埋込金物の 大使用荷重及び主要
寸法を示す。

○ 埋込金物の選定について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

2.5.5 埋込金物の強度及び耐震評価方法
・埋込金物の強度及び耐震評価の方法を示
す。

○ 埋込金物の強度及び耐震評価方法について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

(1) 許容応力及び許容荷重

・許容応力及び許容荷重は，JEAG4601に基
づくものとする。埋込金物における荷重の
組合せに対する許容応力及び許容荷重を示
す。

○ 許容応力及び許容荷重について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

(2) 強度計算式

a. 記号の定義
・埋込金物の強度計算に使用する記号を示
す。

○ 記号の定義について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

b. 強度計算式

・埋込板には，支持架構より次の荷重が作
用する。
 (a) 軸方向荷重
 (b) 曲げモーメント
 (c) せん断荷重
 (d) 回転モーメント
以上の荷重により，
Ⅰ　ベースプレートには，(a)項と(b)項の
荷重の組合せにより，曲げ応力が発生す
る。
Ⅱ　スタッドジベルには，(a)項と(b)項の
荷重の組合せにより，引張応力が発生す
る。また，(c)項と(d)項の荷重の組合せに
より，せん断応力が発生する。
Ⅲ　コンクリートには，(a)項と(b)項の荷
重の組合せにより，引張応力が発生する。
発生応力及び発生荷重は，次の計算式によ
り求める。
・本項に示す強度及び耐震計算式は代表的
な形状に対するものであり，記載のない形
状についても，同様の計算式で計算する。

○ 強度計算式について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

c. 応力評価

・評価は，b.項で求めた発生応力及び発生
荷重が許容値以下であることを確認する。
 (a) ベースプレートの評価
 (b) スタッドジベルの評価
 (c) コンクリートの評価

○ 応力評価について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －
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再処理目次
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申請回次
補足説明資料

3. 耐震評価結果
・標準支持間隔法により得られる支持点荷
重を用いて設計する支持構造物に適用す
る。

○ 支持構造物に適用する支持点荷重について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

3.1 支持構造物の耐震評価結果

・各支持構造物について，定められた評価
荷重に対して十分な耐震強度を有すること
を確認した結果を示す。
・支持構造物は口径及び材質に応じた支持
点荷重に対していずれも同等の耐震裕度と
なるよう設計しており，本項では代表的な
型式に対する耐震評価結果を示す。

○ 支持構造物の耐震評価結果について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

3.2 支持構造物の基本形状の耐震計算結果

3.2.1 支持構造物の耐震計算結果

・支持構造物の基本形状及び耐震計算結果
を示す。
・本項における耐震計算結果は，支持構造
物の基本形状を示したものである。本項に
記載のない支持構造物については，基本形
状を基に，設置状況に応じた架構寸法の変
更，剛性を高めるための部材の追加又は基
本形状を組み合わせた評価となり計算方法
は同一であるため，耐震裕度としては同等
である。

○ 支持構造物の耐震計算結果について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

3.2.2 個別の処置方法

・支持構造物の評価において，支持点荷重
が 大使用荷重を超えた場合には，標準支
持間隔法であれば支持間隔の短縮化等によ
る支持点荷重低減，多質点系はりモデル解
析であれば使用鋼材又は構造の見直し等に
より強度向上を図るものとする。

○ 個別の処置方法について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

4. その他の考慮事項

(1) 機器と配管の相対変位に対する考慮

・機器と配管との相対変位に対しては，配
管側のフレキシビリティでできる限り変位
を吸収することとし，機器側管台部又は支
持構造物に過大な反力を生じさせないよう
配管側のサポート設計において考慮する。

○ 機器と配管の相対変位に対する考慮について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし
【機器・配管系】
・[補足耐43]機器と配管の相対変位
に対する設計上の扱いについて

(2) 建屋・構築物との共振の防止

・支持に当たっては据付場所に応じ，建
屋・構築物の共振領域からできるだけ外れ
た固有振動数を持つよう考慮する。また，
共振領域近くで設計する場合は地震応答に
対して十分な強度余裕を持つようにする。

○ 建屋・構築物との共振の防止について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

(3) 隣接する設備

・配管が他の配管又は諸設備と接近して設
置される場合は，地震，自重，熱膨張及び
機械的荷重による変位があっても干渉しな
いようにする。保温材を施工する配管につ
いては，保温材の厚みを含めても干渉しな
いようにする。

○ 隣接する設備について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

(4) 材料の選定

・材料選定に当たっては，使用条件下にお
ける強度に配慮し，十分な使用実績があ
り，材料特性が把握された安全上信頼性が
高いものを使用する。
・「Ⅳ－１－１－９　構造計画，材料選択
上の留意点」の「3. 材料の選択」に基づ
き，ダクティリティを持つよう配慮する。

○ 材料の選定について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －
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基本設計方針の添付書類への展開
（第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙３②
(Ⅳ-1-1-11-1_配管支持方針)(80/97)

1. 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.1.1 (1) a. (a) イ. (イ)以降 １回 第１回　記載概要 ２回 第２回　記載概要

再処理目次
再処理添付書類構成案 記載概要

申請回次
補足説明資料

1. 概要
・標準支持間隔法により算出した直管部標
準支持間隔の解析結果を施設ごとに示す。

○ 標準支持間隔法により算出した直管部標準支持間隔の解析結果の概要を説明 △ 第１回での説明から追加事項なし

2. 準拠規格
・直管部標準支持間隔法において準拠する
規格を示す。

○ 直管部標準支持間隔において準拠する規格を説明 △ 第１回での説明から追加事項なし

3. 計算精度と数値の丸め方
・解析に用いる計算精度と解析結果の数値
の丸め方を示す。

○ 直管部標準支持間隔の計算精度と数値の丸め方を説明 △ 第１回での説明から追加事項なし

1. 解析条件

1.1 配管設計条件

1.2 階層の区分

2. 解析結果
・各建屋の直管部標準支持間隔の解析結果
を示す。

○ 当該回次の申請施設の直管部標準支持間隔の解析結果を説明 ○ 当該回次の申請施設の直管部標準支持間隔の解析結果について説明を追加

1. 概要
・標準支持間隔法により算出した直管部標
準支持間隔の解析結果を施設ごとに示す。

－ 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○
標準支持間隔法により算出した直管部標準支持間隔の解析結果の概要について説明
を追加

2. 準拠規格
・直管部標準支持間隔法において準拠する
規格を示す。

－ 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○ 直管部標準支持間隔において準拠する規格について説明を追加

3. 計算精度と数値の丸め方
・解析に用いる計算精度と解析結果の数値
の丸め方を示す。

－ 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○ 直管部標準支持間隔の計算精度と数値の丸め方について説明を追加

1. 解析条件

1.1 配管設計条件

1.2 階層の区分

2. 解析結果
・各建屋の直管部標準支持間隔の解析結果
を示す。

－ 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○ 当該回次の申請施設の直管部標準支持間隔の解析結果について説明を追加

凡例

・「申請回次」について

○：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目

△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目

－：当該申請回次で記載しない項目

Ⅳ-1-1-11-1　別紙1　安全機能を有する施設の直管部標準支持間隔

【機器・配管系】
・[補足耐42]既設工認からの変更点
について
・[補足耐54]耐震評価上の補足事項
について

Ⅳ-1-1-11-1　別紙1-〇　各建屋の直管部標準支持間隔

・各建屋の直管部標準支持間隔における解
析条件を示す。

○

Ⅳ-1-1-11-1　別紙2　重大事故等対処施設の直管部標準支持間隔

Ⅳ-1-1-11-1　別紙2-〇　各建屋の直管部標準支持間隔

・各建屋の直管部標準支持間隔における解
析条件を示す。

－ 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○ 当該回次の申請施設の直管部標準支持間隔の解析条件について説明を追加

当該回次の申請施設の直管部標準支持間隔の解析条件を説明 ○ 当該回次の申請施設の直管部標準支持間隔の解析条件について説明を追加
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基本設計方針の添付書類への展開
（第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙３②
(Ⅳ-1-1-11-2_ダクト支持方針)(81/97)

1. 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.1.1 (1) a. (a) イ. (イ)以降 １回 第１回　記載概要 ２回 第２回　記載概要

Ⅳ-1-1-11-2 ダクトの耐震支持方針

1. 概要

・「Ⅳ－１－１　耐震設計の基本方針」のう
ち「9. 機器・配管系の支持方針」に基づきダ
クト，配管収納容器及び矩形構造の漏えい液
受皿並びにその支持構造物について，耐震設
計上十分安全であるように考慮すべき事項を
定めたものである。

－ 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○ ダクトの支持方針の概要について説明 －

2. 耐震設計の原則
・ダクト及びその支持構造物は，耐震設計上
の重要度分類に応じた地震力に対して十分な
強度を有するように設計する。

－ 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○ ダクト及びその支持構造物の耐震設計の原則について説明 －

3. ダクト及び支持構造物の設計手順

・ダクトの経路は，建屋の形状，機器の配
置，配管，ケーブルトレイ等の経路を考慮
し，耐震性を加味して決定する。
・ダクト経路について支持方法を定めて，ダ
クトが十分な耐震強度を有するように支持点
を決定する。
・ダクト支持構造物の設計，製作，据付まで
の作業の流れを概念的に示す。

－ 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○ ダクト及び支持構造物の設計手順について説明 －

4. ダクト設計の基本方針

4.1 重要度による設計方針

・ダクトは，耐震設計上の重要度分類に応じ
てクラス分類し地震時の加速度に対し，機能
が維持できるように支持間隔を座屈限界長さ
以下に確保する設計方針とする。

－ 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○ ダクトの設計上における重要度分類に応じた設計方針について説明 －

4.2 荷重の組合せ
・荷重の組合せは，「Ⅳ－１－１－８　機能
維持の基本方針」に基づいた算出式にて評価
を行う。

－ 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○ 荷重の組合せについて説明 －

4.3 解析条件

(1) 設計用地震力

・ダクトについては，「Ⅳ－１－１　耐震設
計の基本方針」に示す設計用地震力を用いて
評価を行う。
・設計用床応答曲線は，「Ⅳ－１－１－６
設計用床応答曲線の作成方針」に示す。
・減衰定数は，「Ⅳ－１－１－５　地震応答
解析の基本方針」に記載の減衰定数を用い
る。
・この際に使用する設計用床応答曲線は安全
側に谷埋め及びピーク保持を行う。
・ダクトの固有周期は，ダクトの設計に用い
る建屋床応答スペクトルの も大きいピーク
の固有周期よりも短周期側に避けることを原
則とする。

－ 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○ ダクトの評価における設計用地震力について説明 －

(2) 階層の区分

・解析に当たっては，設計用床応答曲線をい
くつかの階層に区分し，支持間隔を求めるも
のとする。階層の区分は，本資料の別紙「各
施設の直管部標準支持間隔」に示す。

－ 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○ 設計用地震力の階層包絡の区分について説明 －

(3) ダクト重量

・ダクトの重量としては，補強材重量を含め
た値とする。さらに，保温材の付くダクトに
ついては，その重量を考慮する。
・直管部標準支持間隔を算出するダクトの単
位長さ当たり重量を，本資料の別紙「各施設
の直管部標準支持間隔」に示す。

－ 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○ ダクトの評価における重量について説明 －

4.4 ダクト支持点の設計方法

・ダクト及びその支持構造物は適切な剛性を
有するとともに，許容座屈曲げモーメントを
満足する支持間隔とすることにより耐震性を
確保する。
・支持間隔の算定は，「Ⅳ－１－１－５　地
震応答解析の基本方針」に示す解析方法及び
解析モデルである，標準支持間隔を用いた評
価方法を適用し，ダクトの固有振動数に応じ
た地震力で算定する。

－ 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○ ダクト支持点の設計方法について説明
【機器・配管系】
・[補足耐40]配管系の評価手法(定
ピッチスパン法)について

4.4.1 標準支持間隔を用いた評価方法

・静的震度，1.2ZPA及び設計用床応答曲線か
ら地震力を算定し，ダクトに生じる曲げモー
メントが許容座屈曲げモーメント以下となる
ように支持間隔を算定する。

－ 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○ 標準支持間隔を用いた評価方法について説明
【機器・配管系】
・[補足耐38]機器・配管系の類型化
に対する分類の考え方について

4.5 標準支持間隔
・ダクトの標準支持間隔は，ダクトが薄板構
造であることを考慮した剛性評価及び座屈強
度に基づき定める。

－ 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○ ダクトの標準支持間隔について説明
【機器・配管系】
・[補足耐40]配管系の評価手法(定
ピッチスパン法)について

4.5.1 角ダクトの固有周期

4.5.2 丸ダクトの固有周期

4.5.3 角ダクトの座屈評価

4.5.4 丸ダクトの座屈評価

両端単純支持における固有周期の算定式について説明 【機器・配管系】
・[補足耐40]配管系の評価手法(定
ピッチスパン法)について
・[補足耐44]ダクト評価で用いる補
正係数，安全係数の設定根拠につい
て

再処理目次
再処理添付書類構成案 記載概要

申請回次
補足説明資料

・両端単純支持された角ダクト及び丸ダクト
に生じる曲げモーメントの算定式について示
す。

－ 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○ 地震時の両端単純支持における曲げモ－メントの算定式について説明

・両端単純支持された角ダクト、丸ダクトの
固有周期の算定式について示す。

－ 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○
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基本設計方針の添付書類への展開
（第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙３②
(Ⅳ-1-1-11-2_ダクト支持方針)(82/97)

1. 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.1.1 (1) a. (a) イ. (イ)以降 １回 第１回　記載概要 ２回 第２回　記載概要

再処理目次
再処理添付書類構成案 記載概要

申請回次
補足説明資料

4.6 支持方法

4.6.1 直管部

・直管部は，「4.5　標準支持間隔」で求まる
支持間隔以下で支持するものとし，直管部が
長い箇所には軸方向を拘束する支持構造物を
設けるものとする。
・矩形断面の角ダクトの支持間隔について
は，短辺長さを基準とし，角ダクトの直管部
標準支持間隔に支持間隔比を乗じた値を支持
間隔とする。
・異径・幅のダクトが混在する場合は，直管
部標準支持間隔が も短くなるダクトを選定
する。

－ 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○ 直管部の設計について説明

4.6.2 曲がり部

・曲がり部支持間隔を定めるための直管部標
準支持間隔との比を求める解析モデル，解析
方法，解析条件，解析結果及び曲がり部の支
持方針については，「Ⅳ－１－１－11－１
配管の耐震支持方針」に示す。

－ 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○ 曲がり部に対する設計について説明

4.6.3 集中質量部

・ダクトにダンパ等の重量物が取り付く場合
は，重量物自体又は近傍を支持するものとす
る。
・集中質量部支持間隔を定めるための直管部
標準支持間隔との比を求める解析モデル，解
析方法，解析条件，解析結果及び集中質量部
の支持方針については，「Ⅳ－１－１－11－
１　配管の耐震支持方針」に示す。

－ 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○ 集中質量部に対する設計について説明

4.6.4 分岐部

・分岐部支持間隔を定めるための直管部標準
支持間隔との比を求める解析モデル，解析方
法，解析条件，解析結果及び分岐部の支持方
針については，「Ⅳ－１－１－11－１　配管
の耐震支持方針」に示す。

－ 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○ 分岐部に対する設計について説明

4.7 ダクトの構造
・ダクトは，構造上，溶接型，ハゼ折型に大
別され，また断面形状は角及び丸ダクトがあ
る。

－ 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○ ダクトの構造について説明 －

4.8 伸縮継手の使用

(1)　ダクトが建物・構築物相互間を通過する
場合は，相対変位を吸収できるよう，必要に
応じて伸縮継手を設ける。
(2)　ダクトを他の機器類に接続する場合は，
相互作用を吸収できるよう，必要に応じて伸
縮継手を設ける。

－ 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○ 伸縮接手を用いた設計について説明 －

5. 支持構造物の設計

5.1 支持構造物の構造及び種類

(1)支持構造物は，形鋼を組み合わせた溶接構
造を原則とし，その用途に応じて以下に大別
する。
(a)　ダクト軸直角の2方向を拘束するもの
(b)　ダクト軸方向及び軸直角の3方向を拘束
するもの
(2)支持構造物の構造は，ダクトより作用する
地震荷重に対し十分な強度を有する構造とす
る。なお，ダクトの荷重は隣接する支持構造
物の距離より定まる荷重の負担割合（ダクト
長さ）と地震力から算定する。

－ 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○ 支持構造物の構造及び種類について説明 －

5.2 支持架構の設計

・ダクトの支持構造物は，地震時にダクトに
発生する荷重を支持する必要がある。支持構
造物の設計に当たっては，あらかじめ許容し
得る設計荷重に対する健全性を型式ごとに確
認し，支持点に発生する支持点荷重が設計荷
重以下になる支持構造物を選定する。これに
より支持構造物の耐震性が確保できる。
・支持架構及び埋込金物から構成される支持
構造物の設計原則，設計方法及び，選定方法
については，「Ⅳ－１－１－11－１　配管の
耐震支持方針」に示す。
・ダクトの支持架構の基本形状ごとに，鋼材
選定の標準化を図って設計に適用する。

－ 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○ 支持架構の設計について説明 －

5.3 支持架構の選定

・支持架構に用いる標準的な鋼材及び基本構
造を示す。記載する鋼材の中から個々の条件
に応じて単独又は組合せで使用するが，同等
以上の強度を持つほかの鋼材も使用可能とす
る。
・設計荷重としての 大使用荷重を設定する
にあたっては，様々な荷重条件の組合せに適
用できるように，設計上の配慮として各荷重
成分を同値として定めている。

－ 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○ 支持架構の選定について説明 －

5.4 支持架構の耐震評価結果

・各支持架構について，定められた 大使用
荷重に対して十分な耐震性を有することを確
認した結果を示す。
・支持架構は口径，材質に応じた支持点荷重
に対していずれも同等の耐震裕度となるよう
設計しており，本項では代表的な型式に対す
る耐震評価結果を示す。

－ 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○ 支持架構の耐震評価結果について説明 －

【機器・配管系】
・[補足耐40]配管系の評価手法(定
ピッチスパン法)について
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基本設計方針の添付書類への展開
（第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙３②
(Ⅳ-1-1-11-2_ダクト支持方針)(83/97)

1. 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.1.1 (1) a. (a) イ. (イ)以降 １回 第１回　記載概要 ２回 第２回　記載概要

再処理目次
再処理添付書類構成案 記載概要

申請回次
補足説明資料

1. 概要
・標準支持間隔法により算出した直管部標準
支持間隔の解析結果を施設ごとに示す。

－ 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○ 標準支持間隔法により算出した直管部標準支持間隔の解析結果の概要について説明

2. 準拠規格
・直管部標準支持間隔法において準拠する規
格を示す。

－ 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○ 直管部標準支持間隔において準拠する規格について説明

3. 計算精度と数値の丸め方
・解析に用いる計算精度と解析結果の数値の
丸め方を示す。

－ 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○ 直管部標準支持間隔の計算精度と数値の丸め方について説明

1. 解析条件

1.1 ダクト設計条件

1.2 階層の区分

2. 解析結果
・各建屋の直管部標準支持間隔の解析結果を
示す。

－ 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○ 当該回次の申請施設の直管部標準支持間隔の解析結果について説明

1. 概要
・標準支持間隔法により算出した直管部標準
支持間隔の解析結果を施設ごとに示す。

－ 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○ 標準支持間隔法により算出した直管部標準支持間隔の解析結果の概要について説明

2. 準拠規格
・直管部標準支持間隔法において準拠する規
格を示す。

－ 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○ 直管部標準支持間隔において準拠する規格について説明

3. 計算精度と数値の丸め方
・解析に用いる計算精度と解析結果の数値の
丸め方を示す。

－ 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○ 直管部標準支持間隔の計算精度と数値の丸め方について説明

1. 解析条件

1.1 ダクト設計条件

1.2 階層の区分

2. 解析結果
・各建屋の直管部標準支持間隔の解析結果を
示す。

－ 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○ 当該回次の申請施設の直管部標準支持間隔の解析結果について説明

凡例

・「申請回次」について

○：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目

△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目

－：当該申請回次で記載しない項目

Ⅳ-1-1-11-2　別紙1-〇　各建屋の直管部標準支持間隔

Ⅳ-1-1-11-2　別紙1　安全機能を有する施設の直管部標準支持間隔

【機器・配管系】
・[補足耐42]既設工認からの変更点
について
・[補足耐54]耐震評価上の補足事項
について

・各建屋の直管部標準支持間隔における解析
条件を示す。

当該回次の申請施設の直管部標準支持間隔の解析条件について説明○対象となる設備なしのため，記載事項なし－

○ 当該回次の申請施設の直管部標準支持間隔の解析条件について説明

Ⅳ-1-1-11-2　別紙2　重大事故等対処施設の直管部標準支持間隔

Ⅳ-1-1-11-2　別紙2-〇　各建屋の直管部標準支持間隔

・各建屋の直管部標準支持間隔における解析
条件を示す。

－ 対象となる設備なしのため，記載事項なし
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基本設計方針の添付書類への展開
（第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙３②
(Ⅳ-1-1-12_電気計測)(84/97)

1. 1.1 1.1.1 (1) a. (a) イ. (イ)以降 １回 第１回　記載概要 ２回 第２回　記載概要

Ⅳ-1-1-12 電気計測制御装置等の耐震支持方針

1. 概要

本方針は，「Ⅳ－１－１　耐震設計の基本
方針」のうち「9.　機器・配管系の支持方
針」に基づき，再処理施設の電気計測制御
装置等及び標準化された支持構造物を用い
た設計について，耐震設計上十分安全であ
るように考慮すべき事項を定めたものであ
る。

〇 電気計測制御装置等の耐震支持方針の概要について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

2. 基本原則

・電気計測制御装置等の耐震支持方針は下
記によるものとする。
(1)電気計測制御装置等は取付ボルト等によ
り支持構造物に固定される。支持構造物
は，剛な床，壁面等から支持することとす
る。
(2)支持構造物を含め十分剛構造とすること
で建屋との共振を防止する。
(3)剛性を十分に確保できない場合は，振動
特性に応じた地震応答解析により，応力評
価に必要な荷重等を算定し，その荷重等に
耐える設計とする。
(4)地震時に要求される電気的機能を喪失し
ない構造とする。

○ 電気計測制御装置等の耐震支持方針における基本原則について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

3. 支持構造物の設計

3.1 設計手順

・電気計測制御装置等の配置及び構造計画
に際しては，設置場所の環境条件，現地施
工性等の関連を十分考慮して総合的な調整
を行い，電気計測制御装置等の特性，運転
操作及び保守点検の際に支障とならないこ
と等についての配慮を十分加味した耐震設
計を行うよう考慮する。
・支持構造物の設計は，建屋基本計画，電
気計測制御装置等の基本設計条件等から配
置設計を行い，耐震解析及び機能維持の検
討により強度及び支持機能を確認し，詳細
設計を行う。

○ 電気計測制御装置等の支持構造物の設計について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

3.2 支持構造物及び埋込金物の設計

(1) 盤の設計

b. 荷重条件
・荷重の種類及び組合せについては「Ⅳ－
１－１－８　機能維持の基本方針」に従
う。

○ 盤の荷重条件について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

(2) 架台の設計

a. 設計方針

・架台に実装される器具は取付ボルト等に
より架台に固定する。
・架台は鋼材を組合せた溶接構造又はボル
ト締結構造とし，自重及び地震荷重に対
し，機能低下を起こすような変形を起こさ
ないよう設計する。
・架台は基礎ボルトにより，あるいは埋込
金物に溶接することにより自重及び地震荷
重に対し，有効な支持機能を有するよう設
計する。

○ 架台の設計方針について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

b. 荷重条件
・荷重の種類及び組合せについては「Ⅳ－
１－１－８　機能維持の基本方針」に従
う。

○ 架台の荷重条件について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

(3) 埋込金物の設計

a. 設計方針

・埋込金物は，支持構造物から加わる荷重
を基礎に伝え，支持構造物と一体となって
支持機能を満たすように設計する。埋込金
物の選定は，支持荷重及び配置を考慮して
行う。

○ 埋込金物の設計方針について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

再処理目次
再処理添付書類構成案 記載概要

申請回次
補足説明資料

a. －設計方針

・盤に実装される器具は取付ボルトにより
盤に固定する。
・盤には垂直自立形と壁掛形があり，鋼材
及び鋼板を組み合わせたフレーム及び筐体
で構成される箱型構造とする。
・垂直自立形の盤は基礎ボルトにより，あ
るいは床面に埋め込まれた埋込金物に溶接
することにより自重及び地震荷重に対し，
有効な支持機能を有するよう設計する。
・壁掛形の盤は基礎ボルトにより，あるい
は埋込金物に溶接することにより自重及び
地震荷重に対し，有効な支持機能を有する
よう設計する。

○ 盤の設計方針について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし
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基本設計方針の添付書類への展開
（第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙３②
(Ⅳ-1-1-12_電気計測)(85/97)

1. 1.1 1.1.1 (1) a. (a) イ. (イ)以降 １回 第１回　記載概要 ２回 第２回　記載概要

再処理目次
再処理添付書類構成案 記載概要

申請回次
補足説明資料

b. 荷重条件
・荷重の種類及び組合せについては「Ⅳ－
１－１－８　機能維持の基本方針」に従
う。

○ 埋込金物の荷重条件について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

c. 種類及び選定

・埋込金物には下記の種類があり，それぞ
れの使用用途にあわせて選定する。
　(a) 埋込金物形式
　(b) 基礎ボルト形式
　(c) 後打ちアンカ

○ 埋込金物の種類及び選定について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

(4) 基礎の設計

a. 設計方針

・電気計測制御装置等の基礎は，支持構造
物から加わる自重及び地震荷重に対し，有
効な支持機能を有するよう設計する。基礎
の選定は，電気計測制御装置等の支持方
法，支持荷重及び配置を考慮して行う。

○ 基礎の設計方針について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

b. 荷重条件

・基礎の設計は，電計測制御装置等から伝
わる荷重に対し，荷重成分の組合せを考慮
して行う。荷重の種類及び組合せについて
は，「Ⅳ－１－１－８　機能維持の基本方
針」に従う。

○ 基礎の荷重条件について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

4. 電気計測制御装置等の耐震設計方針

4.2 耐震設計の手順

・具体的な手順は，構造上及び機能上の性
質により異なるので，電気計測制御装置等
を盤，装置，器具及び電路類の4種類に大別
し，以下各々についてその手順を示す。

○ 耐震設計方針について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

耐震設計の範囲

・電気計測制御装置等の区分及び適用範囲
を示す。安全機能を有する施設のうち耐震
重要度Ｓクラスの電気計測制御装置等及び
重大事故等対処施設のうち常設耐震重要重
大事故等対処設備に分類される電気計測制
御装置等に該当する電気計測制御装置等を
対象とする。
・耐震重要度Ｓクラスの電気計測制御装置
等及び重大事故等対処施設のうち常設耐震
重要重大事故等対処設備に分類される電気
計測制御装置等が下位クラスの電気計測制
御装置等による波及的影響によって，それ
ぞれの安全機能及び重大事故等に対処する
ために必要な機能を損なわないように設計
する。

○

－

－○ 重大事故等対処施設に関する耐震設計の範囲について説明を追加安全機能を有する施設に関する耐震設計の範囲について説明4.1

盤の耐震設計手順

・盤は，多種多様の器具を収納する集合体
であるので，構造的，機能的に設計地震力
に対して健全でなければならない。
・解析モデル化が可能で解析が容易である
場合は「振動特性解析による方法」を採用
し，解析モデル化が不可能な場合又は解析
モデル化が可能であっても実験によって耐
震性を検定するのが容易な場合は，「振動
特性試験による方法」を採用する。
・振動特性解析又は振動特性試験によって
剛構造かどうかを判定し，剛構造であれば
静的解析により構造及び機能的健全性を確
認する。剛構造でない場合は，応答解析又
は応答試験を実施する。
・応答試験による場合は，取付けられる器
具を実装して行うことが容易な場合には，
実装集合体応答試験により構造的及び機能
的健全性を確認する。
・器具を実装して行うことが困難な場合に
は物理的，構造的に実物を模擬したものを
取付けた模擬集合体応答試験を行い構造的
健全性を確認するとともに，模擬器具取付
点の応答を測定し，器具の単体で検定され
た検定スペクトルと比較することにより機
能的健全性を確認する。
・応答解析による場合は，解析により構造
的健全性を確認するとともに器具の取付点
の応答と器具単体で得られた検定スペクト
ルとを比較することにより，機能的健全性
を確認する。

第１回での説明から追加事項なし△○ 盤の耐震設計方針について説明4.2.1
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基本設計方針の添付書類への展開
（第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙３②
(Ⅳ-1-1-12_電気計測)(86/97)

1. 1.1 1.1.1 (1) a. (a) イ. (イ)以降 １回 第１回　記載概要 ２回 第２回　記載概要

再処理目次
再処理添付書類構成案 記載概要

申請回次
補足説明資料

4.2.2 装置の耐震設計手順

・装置は，一般的に剛構造であり，その機
能は，構造的健全性が保たれている限り失
われることはない。したがって，耐震性の
検討は，静的解析を行って構造的健全性を
確かめる。
・剛構造でない場合は，盤と同様に応答解
析又は応答試験によって構造的健全性を確
認する。

○ 装置の耐震設計方針について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

4.2.5 既存資料の利用による耐震設計

・電気計測制御装置等の耐震設計は，既に
振動実験又は解析が行われており，かつ，
その電気計測制御装置等が本再処理施設に
使用されるものと同等又は類似と判断され
る場合には，その実験データ又は解析値を
利用して耐震設計を行う。

○ 既存資料の利用による耐震設計方針について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目

－：当該申請回次で記載しない項目

凡例

・「申請回次」について

○：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目

－△ 第１回での説明から追加事項なし器具の耐震設計手順

・器具の耐震性の検討は，構造，機能の両
面について行う。
・器具は，構造的及び機能的健全性を保持
し得る限界入力，又は許容入力値を求める
一般検定試験(又は限界性能試験)を行い，
検定スペクトルを求め，これと取付け位置
の応答とを比較することにより耐震性を判
定する。
・一般検定試験を行えない場合は，器具取
付け位置の動的入力によって応答試験を行
うことにより耐震性を判定する。
・器具の中で，計器用変成器等のように剛
体と見なせるものであって構造的に健全で
あれば，その機能が維持されるものについ
ては装置と同様に静的解析を行って構造的
健全性を確認する。

○ 器具の耐震設計方針について説明

4.2.4

4.2.3

・電路類は，構造的に健全ならば機能が維
持されるので構造的検討のみを行う。この
際には多質点系はりモデルによる解析又は
標準支持間隔法を用いる。多質点系はりモ
デルによる解析の場合は，固有振動数に応
じて応答解析による方法，又は静的解析に
よる方法を用いて構造的健全性を確認す
る。
・標準支持間隔法を用いる場合は，静的又
は動的地震力による応力が許容応力以下と
なる標準支持間隔を設定し，標準支持間隔
以内で支持することにより耐震性を確保す
る。
・各建屋間，建屋と建屋外地盤とにまた
がって設置されるものについては，それら
の地震時の相対変位を吸収できる構造とす
る。
・熱膨張等を考慮しなければならないもの
については，その荷重に対して構造的健全
性を確認する方針とする。

○ 電路類の耐震設計方針について説明
【機器・配管系】
・[補足耐40]配管系の評価手法(定
ピッチスパン法)について

△ 第１回での説明から追加事項なし電路類の耐震設計手順
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基本設計方針の添付書類への展開
（第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙３②
(Ⅳ-1-1-13_臨界安全)(87/97)

1. 1.1 1.1.1 (1) a. (a) イ. (イ)以降 １回 第１回　記載概要 ２回 第２回　記載概要

Ⅳ-1-1-13 地震時の臨界安全性検討方針

1. 概要

・「Ⅳ－１－１－８　機能維持の基本方
針」の「4.2　形状寸法管理に対する配慮」
に基づき，「第四条　核燃料物質の臨界防
止」にて形状寸法管理等を行う設備に対す
る，耐震設計上の検討方針を説明するもの
である。

－ 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○ 耐震設計上の検討方針について説明 －

2.1 検討方法

・臨界の発生を防止するために定められた
核的制限値のうち，地震力に対して十分な
構造強度を持ち，変形量が許容変位以下に
収まることで核的制限値を確保できる設計
とする。
（1）変形量に対する検討内容
地震時の変位を添付書類「Ⅳ－１－１－５
地震応答解析の基本方針」，「Ⅳ－１－１
－８　機能維持の基本方針」に基づき算定
し，許容変位又は核的制限値以下であるこ
とを確認する。
ただし，設備が剛の場合は許容変位に比べ
地震時の変位は十分小さいと判断されるた
め，当該設備が剛であることの確認をもっ
て許容変位以下であると判定する。
（2）中性子吸収材固定部に対する検討内容
中性子吸収材を設置している設備について
は，臨界計算に基づく許容変位設定におけ
る中性子吸収材の考慮又は地震後の臨界安
全性を考慮し，中性子吸収材固定部の耐震
性を評価する。

－ 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○ 変形量及び中性子吸収材固定部に対する検討内容について説明 －

3. 検討内容に対する耐震設計方針
設計における検討内容に対する，耐震設計
上の実施内容を以下に示す。

－ 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○ 設計における検討内容について説明 －

3.1 解析方法及び解析モデル

・解析方法及び解析モデルとしては，「Ⅳ
－１－１－５　地震応答解析の基本方針」
に基づき，形状，構造特性等を考慮して，
代表的な振動モードを適切に表現できるよ
う設定する。

－ 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○ 解析方法，解析モデルの設定方針について説明 －

3.2 設計用地震動又は地震力

・設計用地震力は，「Ⅳ－１－１－８ 機能
維持の基本方針」の第2.「機能維持の確認
に用いる設計用地震力」2-1表に示すSクラ
ス施設の入力地震動に対し，「Ⅳ-１-１-６
設計用床応答曲線の作成方針」に基づき算
定した設備据付位置の設計用地震力を用い
る。

－ 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○ 適用する設計用地震力について説明 －

3.3 荷重の種類及び荷重の組合せ
・荷重の種類及び荷重の組み合わせとして
は，「Ⅳ－１－１－８　機能維持の基本方
針」にて設定した荷重の組合せを用いる。

－ 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○ 荷重の種類及び荷重の組合せ方針について説明 －

4. 検討結果

・地震時に臨界安全性を確保する機器の耐
震性検討結果については，「Ⅳ－２　再処
理施設の耐震性に関する計算書」の中で示
す。

－ 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○ 地震時に臨界安全性を確保する機器の耐震性検討結果について説明 －

・「申請回次」について

○：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目

△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目

－：当該申請回次で記載しない項目

対象となる設備なしのため，記載事項なし ○ 当該回次の申請施設の対象施設及び検討条件について説明－

凡例

記載概要
申請回次

補足説明資料

・地震時の臨界安全性として，形状寸法管
理等にて臨界を防止している設備について
は，地震時においても適切な臨界管理を行
う体系の未臨界確保のために設定する値
（以下，「核的制限値」という。）を確保
し，安全機能を損なわない設計であること
の確認のための検討を行う。
・検討にあたっては，以下の説明書に基づ
き選定された設備を対象に，平常運転時に
実効増倍率が0.95以下となる核燃料物質収
納部の変位（以下，「許容変位」という）
を臨界計算に基づき設定し，地震時の変位
に対して，以下の説明書に示す根拠に基づ
いて設定した許容変位以下であることを確
認する。また，地震時の許容変位の設定に
おいて中性子吸収材の存在を考慮した設備
は，中性子吸収材固定部の耐震性を評価す
る。
(1) 平成９年５月27日付け９安(核規)第245
号にて認可を受けた設工認申請書の「Ⅳ－
１－３　申請設備に係る地震時の臨界安全
性の検討方針」及び「Ⅳ－２－２－１－２
再処理設備本体の地震時の臨界安全性の評
価書」による。
(2) 平成10年６月９日付け９安(核規)第596
号にて認可を受けた設工認申請書の「Ⅳ－
１－４　申請設備に係る地震時の臨界安全
性の検討方針」及び「Ⅳ－２－２－２－４
再処理設備本体の地震時の臨界安全性の評
価書」による。
(3) 平成11年１月29日付け10安(核規)第538
号にて認可を受けた設工認申請書の「Ⅳ－
１－４　申請設備に係る地震時の臨界安全
性の検討方針」，「Ⅳ－２－２－２－３
再処理設備本体の地震時の臨界安全性の評
価書」及び「Ⅳ－２－２－３－２　製品貯
蔵施設の地震時の臨界安全性の評価書」に
よる。

－地震時の臨界安全性に対する検討内容

再処理目次
再処理添付書類構成案

2.
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基本設計方針の添付書類への展開
（第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙３②
(Ⅳ-1-2-1_機器基本方針)(88/97)

1. 1.1 1.1.1 (1) a. (a) イ. (イ)以降 １回 第１回　記載概要 ２回 第２回　記載概要

機器の耐震性に関する計算書作成の基本方針

1. 概要

・「Ⅳ－１－１　耐震設計の基本方針」に基
づき設計した機器が，設計用地震力に対して
十分な耐震性を有していることを確認するた
めの耐震計算の方法について説明するもので
ある。
・機器の耐震評価は，「Ⅳ－１－１－５　地
震応答解析の基本方針」の「2.2(2)　解析方
法及び解析モデル」に示す解析方法及び解析
モデルである，質点系モデルによる定式化さ
れた計算式を用いた解析法又は有限要素モデ
ルによるFEM等を用いた応力解析法を適用して
行う。

○ 機器の耐震計算方法の概要について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし

【機器・配管系】
・[補足耐20]耐震Ｓクラス設備の耐
震計算書におけるＳｄ評価結果の記
載方法

2. 耐震評価の方針

・機器の耐震評価は，「Ⅳ－１－１　耐震設
計の基本方針」の「2.2　準拠規格」に示す準
拠規格に基づき，「Ⅳ－１－１－５　地震応
答解析の基本方針」の「3.　設計用減衰定
数」における機器・配管系の減衰定数を用い
た上で，「Ⅳ－１－１－８　機能維持の基本
方針」にて設定した荷重の組合せを用いて算
出した設計用地震力による応力が許容限界内
に収まることを確認する。確認結果を示すに
当たっては，耐震評価に用いた評価条件の記
載方針について示す。

○ 機器の評価方針，評価条件について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

2.1 評価条件の記載方法

2.1.1 準拠規格

・準拠規格は，「Ⅳ－１－１　耐震設計の基
本方針」の「2.2　準拠規格」に示した規格の
うち，評価に用いる規格及び年度を記載す
る。

○ 評価に用いる規格及び年度を説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

2.1.2 圧力・温度条件
・圧力条件は及び温度条件は，設備の本文仕
様表に示す 高使用圧力及び 高使用温度を
記載する。

○ 圧力・温度条件について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

2.1.3 寸法

・寸法は，原則として公称値を記載する。
・なお，腐食を考慮する場合においては，
「Ⅴ-2　再処理施設の強度計算書及び強度評
価書」に示す腐食代を考慮した評価を行う。

○ 寸法について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

2.1.4 計算精度と数値の丸め方

・耐震評価に用いる計算精度は耐震性の結果
に影響を及ぼさない桁数を確保する。
・耐震計算書において数値を示す際の数値の
丸め方を示す。

○ 計算精度と数値の丸め方について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

補足説明資料

Ⅳ-1-2-1

再処理目次
再処理添付書類構成案 記載概要

申請回次
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基本設計方針の添付書類への展開
（第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙３②
(Ⅳ-1-2-1_機器基本方針)(89/97)

1. 1.1 1.1.1 (1) a. (a) イ. (イ)以降 １回 第１回　記載概要 ２回 第２回　記載概要
補足説明資料

再処理目次
再処理添付書類構成案 記載概要

申請回次

3.1 定式化された計算式による評価を行う機器
3.1.1 準拠規格
3.1.2 拘束条件
3.1.3 断面特性
3.1.4 材料特性
3.1.5 解析モデルの設定
3.1.6 固有周期の算出
3.1.7 減衰定数
3.1.8 設計用地震動
3.1.9 自重，機械的荷重
3.1.10 積雪荷重，風荷重
3.1.11 荷重の組み合わせ
3.1.12 許容限界
3.1.13 評価

3.2 有限要素モデル等を用いて評価を行う機器
3.2.1 準拠規格
3.2.2 拘束条件
3.2.3 断面特性
3.2.4 材料特性
3.2.5 解析モデルの設定
3.2.6 固有周期の算出
3.2.7 減衰定数
3.2.8 設計用地震動
3.2.9 自重，機械的荷重
3.2.10 積雪荷重，風荷重
3.2.11 荷重の組み合わせ
3.2.12 許容限界
3.2.13 評価

3.3 計算式の設定

・設計プロセスによる分類は定式化された計
算式による評価を行う機器と有限要素モデル
等を用いて評価を行う機器の2分類となるが，
「3.1.12　許容限界」及び「3.2.12　許容限
界」の許容応力の設定の違いにより容器類と
支持構造物に分けて計算式を設定する。
・また，「3.2.4　拘束条件」に示した移動式
設備については拘束条件の設定が異なるた
め，個別に計算式を設定する。
・設計プロセスによる分類と各計算式を示
す。
(1)定式化された計算式による評価を行う機器
Ⅳ-1-2-1-1　定式化された計算式による評価
　　　　　　を行う機器　容器類
Ⅳ-1-2-1-2　定式化された計算式による評価
　　　　　　を行う機器　支持構造設備

(2)有限要素モデル等を用いて評価を行う機器
Ⅳ-1-2-1-3　有限要素モデル等を用いて評価
　　　　　　を行う機器　容器類
Ⅳ-1-2-1-4　有限要素モデル等を用いて評価
　　　　　　を行う機器　支持構造設備
Ⅳ-1-2-1-5　有限要素モデル等を用いて評価
　　　　　　を行う機器　移動式設備

○ 設計プロセスによる分類及び当該回次の申請施設における各計算式について説明する。 ○ 当該回次の申請施設における各計算式について説明する。

3.4 疲労評価の計算式

・構造強度評価において，地震動のみによる
一次＋二次応力の変動値が「Ⅳ－１－１－８
機能維持の基本方針」の「3.1　構造強度上の
制限」に示す許容限界2Ｓyを超える場合に適
用する疲労評価の計算式を示す。

○ 疲労評価の計算式の概要について説明 ○ 当該回次の申請施設における疲労評価の計算式について説明を追加

・有限要素モデル等を用いて評価を行う機器
の評価条件を示す

○ 有限要素モデル等を用いて評価を行う機器の評価条件について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし

・定式化された計算式による評価を行う機器
の評価条件を示す。

○ 第１回での説明から追加事項なし△定式化された計算式による評価を行う機器の評価条件について説明

【機器・配管系】
・[補足耐38]機器・配管系の類型化
に対する分類の考え方について

・機器の構造は，要求機能に応じて設計条
件，形状，材料，板厚等を設定したうえで決
定する。これを受けて，耐震設計のプロセス
としては，耐震重要度分類を定め，設計用地
震力及び運転状態から求められた荷重や変位
量に対し，構造強度として各部材の算出応力
が許容限界以下であること，機器の動的機
能，電気的機能及び閉じ込め機能が維持でき
ること並びに臨界安全性が確保できることを
解析により評価する。
・機器の解析に当たっては，形状，構造特性
等を考慮して，代表的な振動モードを適切に
表現できるように質点系モデル，はり又は
シェル等の要素を使用した有限要素モデル等
に置換する。
・解析方法及び解析モデルの選定は，構造が
複雑ではなく，重心位置を1質点又は2質点に
置換できる機器は「Ⅳ－１－１－５　応答解
析の基本方針」の「2.2(2)　解析方法及び解
析モデル」に示す「質点系モデルにより定式
化された計算式による評価を行う機器」を選
定する。
・また，構造が複雑であり重心位置が1質点又
は2質点に置換できない機器は，振動モードや
地震応答特性を適切に表現するため，「Ⅳ－
１－１－５　応答解析の基本方針」の
「2.2(2)　解析方法及び解析モデル」に示す
「有限要素モデルに置換して評価を行う機
器」を選定する。
・「質点系モデルにより定式化された計算式
による評価を行う機器」と「有限要素モデル
に置換して評価を行う機器」の設計プロセス
における評価条件を示す。

第１回での説明から追加事項なし△基本方針に示す機器の耐震計算方法について説明○耐震計算方法3.
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基本設計方針の添付書類への展開
（第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙３②
(Ⅳ-1-2-1_機器基本方針)(90/97)

1. 1.1 1.1.1 (1) a. (a) イ. (イ)以降 １回 第１回　記載概要 ２回 第２回　記載概要
補足説明資料

再処理目次
再処理添付書類構成案 記載概要

申請回次

Ⅳ-1-2-1-4 有限要素モデル等を用いて評価を行う機器　支持構造設備

1. 概要

・「Ⅳ－１－１　耐震設計の基本方針」に基
づき，十分な構造強度及び動的機能を有して
いることを確認するための計算方法を示すも
のである。なお，計算方法にかかわらず設備
全体に適用する評価条件については，「Ⅳ－
１－２－１　機器の耐震性に関する計算書作
成の基本方針」の「2.　耐震評価の方針」に
示す。

○ 当該回次の申請施設における各分類の計算方法の概要について説明 ○ 当該回次の申請施設における各分類の計算方法の概要について説明

【機器・配管系】
・[補足耐42]既設工認からの変更点
について
・[補足耐54]耐震評価上の補足事項
について

2. 準拠規格
・「Ⅳ-１-１　耐震設計の基本方針」の「2.2
準拠規格」に示す規格のうち，本評価に対す
る準拠規格について示す。

○ 当該回次の申請施設における準拠規格について説明 ○ 当該回次の申請施設における準拠規格について説明を追加 －

3. 構造強度評価

3.1 構造に応じた評価方針 ・構造に応じた評価方針を示す。 ○ 当該回次の申請施設における構造に応じた評価方針について説明 ○ 当該回次の申請施設における構造に応じた評価方針について説明を追加 －

3.2 評価条件の設定
・耐震評価では，解析により固有周期を求
め，解析モデルを用いた地震応答解析を行っ
たのち応力評価を行う。

〇 評価条件の設定について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

3.2.1 計算条件

・計算条件として，「Ⅳ-１-１-８　機能維持
の基本方針」の第2-1表に示した耐震設計上の
重要度分類に応じた入力地震動に対し，「Ⅳ-
１-１-６　設計用床応答曲線の作成方針」に
基づき算定した設備据付位置に応じた設計用
地震力を用いる。
・減衰定数については，「Ⅳ-１-１-５　地震
応答解析の基本方針」の「3.　設計用減衰定
数」における機器・配管系の減衰定数に基づ
き，構造に応じた適切な減衰定数を適用す
る。

○ 当該回次の申請施設における計算条件について説明 ○ 当該回次の申請施設における計算条件について説明を追加 －

3.2.2 荷重の組合せ及び許容応力

3.2.2.1 荷重の組合せ

・荷重の組合せは，「Ⅳ－１－１－８　機能
維持の基本方針」の第3.1-1表に基づき設定す
る。
・考慮する荷重については，「Ⅳ－１－１－
８　機能維持の基本方針」の第3.1-3表に基づ
き設定する。

○ 当該回次の申請施設における荷重の組合せについて説明 ○ 当該回次の申請施設における荷重の組合せについて説明 －

3.2.2.2 許容応力
・許容応力は，「Ⅳ－１－１－８　機能維持
の基本方針」の第3.1-1表に基づき設定する。

○ 当該回次の申請施設における許容応力について説明 ○ 当該回次の申請施設における許容応力について説明を追加 －

3.2.3 計算方法
・耐震計算における記号，固有周期の計算方
法，応力の計算方法を示す。

○ 当該回次の申請施設における計算方法について説明 ○ 当該回次の申請施設における計算方法について説明を追加 －

3.3 評価
・算出した応力が許容応力以下であることを
示す。

○ 当該回次の申請施設における評価について説明 ○ 当該回次の申請施設における評価について説明を追加 －

4. 動的機能維持評価

4.1 評価方針

・地震時及び地震後に動作機能の維持が要求
される機器の機能維持評価は，本項に示す荷
重及び荷重の組合せ並びに許容応力に基づ
き，評価部位において，解析モデルを用いて
算出した固有周期に基づく設計用地震力によ
る応力又は応答加速度が許容値内に収まるこ
とを確認する。
・評価部位のうち，「Ⅳ－１－１－８　機能
維持の基本方針」の第4-1表に示す加速度の適
用範囲から外れる場合又は動的機能確認済加
速度を超える場合は，詳細検討により機能維
持を満足することを確認する。
・詳細検討に当たっては,「Ⅳ－１－１－５
応答解析の基本方針」の「2.2(2)　解析方法
及び解析モデル」に示す質点系モデルに置換
し，地震応答解析により算出した荷重を組み
合わせて応力を算出する。

○ 当該回次の申請施設における評価方針について説明 ○ 当該回次の申請施設における評価方針について説明 －
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基本設計方針の添付書類への展開
（第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙３②
(Ⅳ-1-2-1_機器基本方針)(91/97)

1. 1.1 1.1.1 (1) a. (a) イ. (イ)以降 １回 第１回　記載概要 ２回 第２回　記載概要
補足説明資料

再処理目次
再処理添付書類構成案 記載概要

申請回次

4.2 評価条件の設定

4.2.1 計算条件

・計算条件は，「Ⅳ-１-１-８　機能維持の基
本方針」の第2-1表に示した耐震設計上の重要
度分類に応じた入力地震動に対し，「Ⅳ-１-
１-６　設計用床応答曲線の作成方針」に基づ
き算定した設備据付位置の設計用地震力を用
いる。
・減衰定数については，「Ⅳ-１-１-５　地震
応答解析の基本方針」の「3.　設計用減衰定
数」における機器・配管系の減衰定数に基づ
き，構造に応じた適切な減衰定数を適用す
る。

○ 当該回次の申請施設における計算条件について説明 ○ 当該回次の申請施設における計算条件について説明を追加 －

4.2.2 荷重の組合せ及び許容値

4.2.2.1 荷重の組合せ
・詳細検討を実施する場合の荷重の組合せ及
び考慮する荷重は，3.2.3.1項と同様に設定す
る。

○ 当該回次の申請施設における荷重の組合せについて説明 ○ 当該回次の申請施設における荷重の組合せについて説明 －

4.2.2.2 許容値

・動的機能確認済加速度は，「Ⅳ－１－１－
８　機能維持の基本方針」の第4.1-1表に示す
動的機能確認済加速度を用いることとし，耐
震計算書にその旨を記載する。
・詳細検討を行う設備については，設備ごと
に評価部位及び許容値を設定し，その内容を
耐震計算書に示す。

○ 当該回次の申請施設における許容値について説明 ○ 当該回次の申請施設における許容値について説明を追加 －

4.3 評価
・設備の応答加速度が許容値以下であること
を示す。

○ 当該回次の申請施設における評価について説明 ○ 当該回次の申請施設における評価について説明を追加 －

5. 詳細検討

5.1
機能確認済み加速度の適用範囲外設備に対する詳細検
討

・機能維持評価のうち，「Ⅳ－１－１－８
機能維持の基本方針」の第4-1表に示す加速度
の適用範囲から外れる設備について詳細検討
を行う。

○
当該回次の申請施設における機能確認済み加速度の適用範囲外設備に対する詳細検討に
ついて説明

○
当該回次の申請施設における機能確認済み加速度の適用範囲外設備に対する詳細検討に
ついて説明を追加

－

5.1.1 機能確認済み加速度の適用範囲外設備の計算方法
・耐震計算における記号，固有周期の計算方
法，応力等の計算方法を示す。

○ 当該回次の申請施設における計算方法について説明 ○ 当該回次の申請施設における計算方法について説明を追加 －

5.2 機能確認済み加速度を超える設備に対する詳細検討

・機能維持評価のうち，「Ⅳ－１－１－８
機能維持の基本方針」の第4-1表に示す動的機
能確認済加速度を超える場合には，以下に示
す計算式を用いた詳細検討により機能維持を
満足することを確認する。

○
当該回次の申請施設における機能確認済み加速度を超える設備に対する詳細検討につい
て説明

○
当該回次の申請施設における機能確認済み加速度を超える設備に対する詳細検討につい
て説明を追加

－

5.2.1 原動機の計算方法
・原動機の耐震計算における記号，固有周期
の計算方法，応力等の計算方法を示す。

○ 当該回次の申請施設における計算方法について説明 ○ 当該回次の申請施設における計算方法について説明を追加 －

5.3 評価
・設備の応答加速度が許容値以下であること
を示す。

○ 当該回次の申請施設における評価について説明 ○ 当該回次の申請施設における評価について説明を追加 －

6. 電気的機能維持評価

6.1 評価方針

・地震時及び地震後に電気的機能を要求され
る設備は，応答加速度が電気的機能確認済加
速度内に収まることを確認する。
・電気的機能確認済加速度を超える場合は，
詳細検討により機能維持を満足することを確
認する。
・詳細検討に当たっては,「Ⅳ－１－１－５
応答解析の基本方針」の「2.2(2)　解析方法
及び解析モデル」に示す質点系モデルに置換
し，地震応答解析により算出した荷重を組み
合わせて応力を算出する。

○ 当該回次の申請施設における評価方針について説明 ○ 当該回次の申請施設における評価方針について説明 －

6.2 評価条件の設定

6.2.1 計算条件

・計算条件は，「Ⅳ-１-１-８　機能維持の基
本方針」の第2-1表に示した耐震設計上の重要
度分類に応じた入力地震動に対し，「Ⅳ-１-
１-６　設計用床応答曲線の作成方針」に基づ
き算定した設備据付位置の設計用地震力を用
いる。
・減衰定数については，「Ⅳ-１-１-５　地震
応答解析の基本方針」の「3.　設計用減衰定
数」における機器・配管系の減衰定数に基づ
き，構造に応じた適切な減衰定数を適用す
る。

○ 当該回次の申請施設における計算条件について説明 ○ 当該回次の申請施設における計算条件について説明を追加 －

6.2.2 荷重の組合せ及び許容値

6.2.2.1 荷重の組合せ
・詳細検討を実施する場合の荷重の組合せ及
び考慮する荷重は，3.2.3.1項と同様に設定す
る。

○ 当該回次の申請施設における荷重の組合せについて説明 ○ 当該回次の申請施設における荷重の組合せについて説明 －

6.2.2.2 許容値

・電気的機能確認済加速度は，「Ⅳ－１－１
－８　機能維持の基本方針」に基づき加振試
験により確認した加速度を用いることとし，
耐震計算書にその旨を記載する。
・詳細検討を行う設備については，設備ごと
に評価部位及び許容値を設定し，その内容を
耐震計算書に示す。

○ 当該回次の申請施設における許容値について説明 ○ 当該回次の申請施設における許容値について説明を追加 －

6.3 評価
・設備の応答加速度が許容値以下であること
を示す。

○ 当該回次の申請施設における評価について説明 ○ 当該回次の申請施設における評価について説明を追加 －

凡例
・「申請回次」について
○：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目
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基本設計方針の添付書類への展開
（第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙３②
(Ⅳ-1-2-2_多質点基本方針)(92/97)

1. 1.1 1.1.1 (1) a. (a) イ. (イ)以降 １回 第１回　記載概要 ２回 第２回　記載概要

配管系の耐震性に関する計算書作成の基本方針

1. 概要

・「Ⅳ－１－１　耐震設計の基本方針」に
基づき，耐震性に関する説明が求められて
いる配管(耐震設計上の重要度分類Ｓクラス
又はＳｓ機能維持の計算を行うもの)，配管
に取り付く支持構造物，及び配管に取り付
く弁が十分な耐震性を有していることを確
認するための耐震計算方法について記載し
たものである。
・解析の方針及び減衰定数については，
「Ⅳ－１－１－５　地震応答解析の基本方
針」に従うものとする。

－ 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○ 計算書作成の基本方針の概要について説明

【機器・配管系】
・[補足耐20]耐震Ｓクラス設備の耐
震計算書におけるＳｄ評価結果の記
載方法
・[補足耐42]既設工認からの変更点
について
・[補足耐54]耐震評価上の補足事項
について

2. 一般事項

2.1 評価方針

・配管，配管に取り付く支持構造物，及び
配管に取り付く弁の耐震評価は，「Ⅳ－１
－１－８　機能維持の基本方針」のうち
「3. 構造強度上の制限」にて設定した荷重
及び荷重の組合せ並びに許容限界に基づ
き，「3. 評価部位」にて設定する箇所にお
いて，「4. 固有周期」で算出した固有周期
に基づく設計用地震力による応力等が許容
限界内に収まることを，「5. 構造強度評
価」にて示す方法にて確認することで実施
する。また，配管に取り付く弁の機能維持
評価は，「Ⅳ－１－１－８　機能維持の基
本方針」のうち「5.1 動的機能維持」にて
設定した動的機器の機能維持の方針に基づ
き，地震時の応答加速度が動的機能確認済
加速度以下であることを，「6. 機能維持評
価」にて示す方法にて確認することで実施
する。

－ 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○ 配管全体の評価方針について説明 －

2.2 準拠規格
・「Ⅳ－１－１　耐震設計の基本方針」に
示す規格のうち，本評価に対する準拠規格
を示す。

－ 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○ 評価における準拠規格について説明 －

2.3 記号の説明
・計算式中に説明のない記号の定義を示
す。

－ 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○ 計算書の記号について説明 －

2.4 計算精度と数値の丸め方

・耐震評価に用いる計算精度は耐震性の結
果に影響を及ぼさない桁数を確保する。ま
た，耐震計算書において数値を示す際の数
値の丸め方を示す。

－ 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○ 計算精度と数値の丸め方について説明 －

3． 評価部位

・配管の耐震評価については，「5.1 構造
強度評価方法」に示す条件に基づき一次応
力評価，一次＋二次応力評価及び疲労評価
を実施する。
・配管に取り付く支持構造物の耐震評価に
ついては，「Ⅳ－１－１－11－１　配管の
耐震支持方針」に基づき，種類及び型式に
区分して評価を実施する。
・配管に取り付く弁の耐震評価について
は，「Ⅳ－１－１－８　機能維持の基本方
針」に基づき，動的機能維持要求弁に対す
る動的機能維持評価を実施し，計算により
求めた弁応答加速度が機能確認済加速度以
下であることを確認する。

－ 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○ 配管の耐震評価における評価部位について説明 －

Ⅳ-1-2-2

再処理目次
再処理添付書類構成案 記載概要

申請回次
補足説明資料
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別紙３②
(Ⅳ-1-2-2_多質点基本方針)(93/97)

1. 1.1 1.1.1 (1) a. (a) イ. (イ)以降 １回 第１回　記載概要 ２回 第２回　記載概要

再処理目次
再処理添付書類構成案 記載概要

申請回次
補足説明資料

4． 固有周期

4.1 固有周期の計算方法

・固有周期の計算は，多質点系はりモデル
による解析により実施する。なお，計算に
用いる解析コードの検証及び妥当性確認等
の概要については，「Ⅳ－３　計算機プロ
グラム(解析コード)の概要」に示す。

－ 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○ 固有周期の計算について説明 －

5. 構造強度評価

5.1 構造強度評価方法。

・(1)配管の構造強度評価は，固有周期の計
算と同様の解析モデル，解析コードを用い
て，地震応答解析を行い，得られたモーメ
ント等から5.4 計算方法に記載した方法で
構造強度評価を実施する。
・(2)配管の構造強度評価では以下の荷重を
考慮する。
・a.内圧
・b.機械的荷重(自重その他の長期的荷重)
・c.機械的荷重(逃がし弁又は安全弁の吹出
し反力及びその他の短期的荷重)
・d.地震荷重(基準地震動Ｓｓ，弾性設計用
地震動Ｓｄ及び静的震度による慣性力及び
相対変位)
・(3)配管に取り付く支持構造物の構造強度
については，「Ⅳ－１－１－11－１　配管
の耐震支持方針」に基づき，以下に示す種
類及び型式に区分して評価を実施する。
・a.オイルスナバ
・b.メカニカルスナバ
・c.ロッドレストレイント
・d.スプリングハンガ
・e.レストレイント
・f.アンカ
・(4)耐震計算に用いる寸法は，原則として
公称値を使用する。なお，腐食を考慮する
場合においては，「Ⅴ－3　強度計算書」に
示す腐食代を考慮した評価を行う。

－ 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○ 配管の構造強度評価における方法について説明 －

5.2 荷重の組合せ及び許容応力
・荷重の組合せ及び許容応力は，「Ⅳ－１
－１－８　機能維持の基本方針」に基づき
設定する。

－ 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○ 荷重の組合せ及び許容応力について説明 －

5.3 設計用地震力

・設計用地震力は，「Ⅳ－１－１－６ 設計
用床応答曲線の作成方針」に基づき策定し
た設計用床応答曲線を用いる。また，減衰
定数は「Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の基
本方針」に記載の減衰定数を用いる。
・設計用床応答曲線は配管系が設置されて
いるレベルを包絡する設計用床応答曲線を
適用する。

－ 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○ 耐震評価における設計用地震力について説明 －

配管系の解析モデルの考慮事項について説明対象となる設備なしのため，記載事項なし

・配管系の解析モデル作成に当たっては，
以下を考慮する。
・(1)配管系は多質点系はりモデルとし，曲
げ，せん断，ねじり及び軸力に対する剛性
を考慮する。
・(2)弁等の偏心重量がある場合には，その
影響を評価できるモデル化を行う。また，
弁の剛性を考慮したモデル化を行う。
・(3)同一モデルに含める範囲は，原則とし
てアンカ点からアンカ点までとする。
・(4)分岐管がある場合には，その影響を考
慮できるモデル化を行う。ただし，母管に
対して分岐管の径が十分に小さく，分岐管
の振動が母管に与える影響が小さい場合に
はこの限りではない。
・(5)質点は応力が高くなると考えられる点
に設定するとともに，代表的な振動モード
を十分に表現できるように，適切な間隔で
設ける。
・(6)配管の支持構造物は，以下の境界条件
として扱うことを基本とする。
・a.レストレイント：拘束方向の剛性を考
慮する。
・b.スナバ：拘束方向の剛性を考慮する。
・c.アンカ：6方向の剛性を考慮する。
・d.ガイド：拘束方向及び回転拘束方向の
剛性を考慮する。
・e.ハンガ：拘束方向の剛性を考慮する。
・(7)配管系の重量は，配管自体の重量の他
に弁等の集中重量，保温材等の付加重量及
び管内流体の重量を考慮するものとする。

計算モデル ○－
【機器・配管系】
・[補足耐38]機器・配管系の類型化
に対する分類の考え方について

4.1.1

273



基本設計方針の添付書類への展開
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別紙３②
(Ⅳ-1-2-2_多質点基本方針)(94/97)

1. 1.1 1.1.1 (1) a. (a) イ. (イ)以降 １回 第１回　記載概要 ２回 第２回　記載概要

再処理目次
再処理添付書類構成案 記載概要

申請回次
補足説明資料

5.4 計算方法

(1) 一次応力 ・一次応力の算出式について示す。 － 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○ 一次応力の算出式について説明 －

(2) 一次＋二次応力 ・一次＋二次応力の算出式について示す。 － 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○ 一次＋二次応力の算出式について説明 －

5.5 応力の評価
・5.4項で求めた応力及び疲労累積係数が
「Ⅳ－１－１－８　機能維持の基本方針」
に示す許容値以下であることを確認する。

－ 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○ 応力及び疲労累積係数における評価について説明 －

6. 機能維持評価

6.1 動的機能維持評価方法

・配管モデルの地震応答解析から得られた
弁の応答加速度と機能確認済加速度との比
較により，地震時又は地震後の動的機能維
持を評価する。
・機能確認済加速度は，「Ⅳ－１－１－８
機能維持の基本方針」による。
・弁応答加速度が機能確認済加速度を超過
する場合は構造強度評価を実施し，計算応
力が許容応力以下であることを確認する。

－ 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○ 動的機能維持の評価方法について説明 －

7. 耐震計算書のフォーマット
・耐震計算書のフォーマットについて示
す。

－ 対象となる設備なしのため，記載事項なし ○ 多質点はりモデルの計算書のフォ－マットについて説明 －

△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目

凡例
・「申請回次」について
○：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
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基本設計方針の添付書類への展開
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別紙３②
(Ⅳ-2-2-1_波及下位クラス)(95/97)

1. 1.1 1.1.1 (1) a. (a) イ. (イ)以降 １回 第１回　記載概要 ２回 第２回　記載概要

Ⅳ-2-2-1
波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設の耐
震評価方針

1. 概要

・「Ⅳ－１－１－４　波及的影響に係る基
本方針」の「4.波及的影響の設計対象とす
る下位クラス施設」にて選定した波及的影
響の設計対象とする下位クラス施設の耐震
評価方針を説明する。

○ 安全機能を有する施設に関する下位クラス施設の耐震評価方針の概要について説明 ○ 重大事故等対処施設に関する下位クラス施設の耐震評価方針の説明を追加 －

2. 基本方針

・波及的影響の設計対象とする下位クラス
施設は，「Ⅳ－１－１－４　波及的影響に
係る基本方針」の「5. 波及的影響の設計対
象とする下位クラス施設の耐震設計方針」
に基づき，以下「3.耐震評価方針」に示す
とおり，耐震評価部位，地震応答解析，設
計用地震動又は地震力，荷重の種類及び荷
重の組合せ並びに許容限界を定めて耐震評
価を実施する。
・この耐震評価を実施するものとして，
「Ⅳ－１－１－４　波及的影響に係る基本
方針」の「4.波及的影響の設計対象とする
下位クラス施設」にて選定した波及的影響
の設計対象とする下位クラス施設を示す。

○
下位クラス施設の耐震評価における基本方針，当該回次の申請施設に係る波及的影
響の設計対象とする下記クラス施設について説明

○
当該回次の申請施設の波及的影響の設計対象とする下記クラス施設について説明を
追加

－

3. 耐震評価方針

3.1 耐震評価部位

・耐震評価部位については，対象設備の構
造及び波及的影響の観点を考慮し，
JEAG4601を含む工事計画での実績を参照し
た上で，耐震評価上厳しい箇所を選定す
る。

○ 耐震評価部位の選定について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

3.1.1 不等沈下又は相対変位の観点

(1) 地盤の不等沈下による影響
・地盤の不等沈下による影響を受ける下位
クラス施設について記載。

○ 当該回次の申請施設における選定結果について説明 ○ 当該回次の申請施設における選定結果について説明を追加 －

(2) 建屋間の相対変位による影響
・建屋間の相対変位による影響を受ける下
位クラス施設について記載。

○ 当該回次の申請施設における選定結果について説明 ○ 当該回次の申請施設における選定結果について説明を追加 －

3.1.2 接続部の観点
・接続部の観点による影響を受ける下位ク
ラス施設について記載。

○ 当該回次の申請施設における選定結果について説明 ○ 当該回次の申請施設における選定結果について説明を追加 －

3.1.3
建屋内における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下
の観点

・建屋内における下位クラス施設の損傷，
転倒及び落下の観点による影響を受ける下
位クラス施設について記載。

○ 当該回次の申請施設における選定結果について説明 ○ 当該回次の申請施設における選定結果について説明を追加 －

3.1.4
建屋外における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下
の観点

・建屋外における下位クラス施設の損傷，
転倒及び落下の観点による影響を受ける下
位クラス施設について記載。

○ 当該回次の申請施設における選定結果について説明 ○ 当該回次の申請施設における選定結果について説明を追加 －

3.2 地震応答解析

・地震応答解析については，「Ⅳ－１－１
－４　波及的影響に係る基本方針」の「5.2
地震応答解析」に基づき，下位クラス施設
に適用する方法として，「Ⅳ－１－１－５
地震応答解析の基本方針」に記載の建物・
構築物，機器・配管系それぞれの地震応答
解析の方針に従い実施する。

○ 地震応答解析について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

3.3 設計用地震動又は地震力

・設計用地震動又は地震力については，
「Ⅳ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方
針」の「5.3 設計用地震動又は地震力」に
基づき，上位クラス施設の設計に適用する
地震動又は地震力として，基準地震動を適
用する。

○ 設計用地震動又は地震力について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

再処理目次
再処理添付書類構成案 記載概要

申請回次
補足説明資料
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別紙３②
(Ⅳ-2-2-1_波及下位クラス)(96/97)

1. 1.1 1.1.1 (1) a. (a) イ. (イ)以降 １回 第１回　記載概要 ２回 第２回　記載概要

再処理目次
再処理添付書類構成案 記載概要

申請回次
補足説明資料

3.4 荷重の種類及び荷重の組合せ

・荷重の種類及び組合せについては，「Ⅳ
－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針」
の「5.4　荷重の種類及び荷重の組合せ」に
基づき，波及的影響の防止を目的とした設
計において用いる荷重の種類及び荷重の組
合せとして，波及的影響を受けるおそれの
ある上位クラス施設と同じ運転状態におい
て下位クラス施設に発生する荷重を組み合
わせる。
・屋外に設置されている施設については，
「Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針」の
「3.1 構造強度上の制限」に基づき積雪荷
重及び風荷重を組み合わせる。

○ 荷重の種類及び荷重の組合せについて説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

3.5 許容限界

・波及的影響の設計対象とする下位クラス
施設の評価に用いる許容限界については，
「Ⅳ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方
針」の「5.5 許容限界」に基づき，波及的
影響を受けるおそれのある上位クラス施設
と同じ運転状態において，下位クラス施設
が波及的影響を及ぼすおそれがないよう，
また，上位クラス施設の機能に影響がない
よう，以下，建物・構築物，機器・配管系
に分けて設定する。

○ 許容限界について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

3.5.1 建物・構築物

・建物・構築物については，「Ⅳ－１－１
－４　波及的影響に係る基本方針」の「5.5
許容限界」に基づき，距離及び終局耐力を
許容限界とする。
・終局耐力においては，鉄筋コンクリート
造耐震壁を主要構造とする建物・構築物に
ついてはJEAG4601に基づく終局点に対応す
るせん断ひずみ，それ以外の建物・構築物
については崩壊機構が形成されないこと又
は「鋼構造設計規準－許容応力度設計法
－」((社)日本建築学会，2005)等に基づく
終局耐力を設定することを基本とする。

○ 建物・構築物の許容限界について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

3.5.2 機器・配管系

・機器・配管系については，「Ⅳ－１－１
－４ 　波及的影響に係る基本方針」の
「5.5 　許容限界」に基づき，破断延性限
界に十分な余裕を有していることに相当す
る許容限界として，「Ⅳ－１－１－８　機
能維持の基本方針」の「3.1 構造強度上の
制限」に示す基準地震動Ｓｓとの荷重の組
合せに適用する許容限界を設定する。

○ 機器・配管系の許容限界について説明 △ 第１回での説明から追加事項なし －

3.6 まとめ

・波及的影響の設計対象とする下位クラス
施設の耐震評価方針を示す。
・各施設の詳細な評価は，「Ⅳ－２－２－
２　波及的影響を及ぼすおそれのある下位
クラス施設の耐震性についての計算書」以
降の各計算書に示す。

○ 当該回次の申請施設における耐震評価方針について説明 ○ 当該回次の申請施設における耐震評価方針について説明を追加 －

凡例

・「申請回次」について

○：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目

△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目

－：当該申請回次で記載しない項目
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基本設計方針の添付書類への展開
（第六条、第三十三条（地震による損傷の防止））

別紙３②
(Ⅳ-4-1_火災防護計算方針)(97/97)

1. 1.1 1.1.1 (1) a. (a) イ. (イ)以降 １回 第１回　記載概要 ２回 第２回　記載概要

Ⅳ-4-1 火災防護設備の耐震計算の基本方針

1. 概要

・「Ⅲ－１ 火災等による損傷の防止に関す
る説明書」のうち，「5.1.3 構造強度設
計」に基づき，及び「Ⅲ－１－１　火災防
護設備の耐震設計」火災感知設備及び消火
設備に対する，基準地震動Ｓｓにおける耐
震計算の方針を示す。

○ 火災感知設備の耐震計算方針について説明 ○
重大事故等対処施設に係わる火災感知設備及び消火設備の耐震計算方針について説
明

－

2. 火災感知設備及び消火設備の評価方針

・火災区域及び火災区画に設置する火災感
知設備及び消火設備は，地震時においても
火災を早期に感知及び消火する機能を維持
するため，火災区域及び火災区画に設置さ
れる火災防護上重要な機器等の耐震需要度
分類に応じて，機能を維持できる設計とし
する。
・具体的には，耐震Ｓクラス機器を設置す
る火災区域又は火災区画の火災感知設備及
び消火設備は，耐震Ｃクラスであるが，地
震による火災を考慮する場合，地震時に主
要な構造部材が，火災を早期に感知及び消
火する機能を維持可能な構造強度を確保
し，電気的及び動的機能維持を維持できる
設計とする。

○ 火災感知設備及び消火設備の評価方針について説明 ○ 重大事故等対処施設に係わる火災感知設備及び消火設備の評価方針について説明 －

2.1 評価方針

(1) 要求機能

「Ⅲ－１－１　火災防護設備の耐震設計」
の「4.1　火災感知設備及び消火設備に要求
される機能及び機能維持の方針」において
整理した，火災感知設備及び消火設備の機
能維持の考え方を示す。

○ 火災感知設備及び消火設備の機能維持の考え方について説明 ○
重大事故等対処施設に係わる火災感知設備及び消火設備の機能維持の考え方につい
て説明

－

(2) 機能維持に対する評価方針の整理

・火災感知設備及び消火設備の必要となる
機能である火災防護上重要な機器等への火
災の影響を限定し，火災を早期に感知する
機能を維持する設計とする。
・感知及び消火機能として動的及び電気的
機能維持が要求される設備は，地震時にお
いて，その設備に要求される機能を維持す
るため，基準地震動Ｓｓの地震力に対し
て，要求される動的機能が維持できること
を試験により確認することで，動的及び電
気的機能を維持する設計とする。

○ 火災感知設備及び消火設備の機能維持に対する評価方針について説明 ○
重大事故等対処施設に係わる火災感知設備及び消火設備の機能維持に対する評価方
針について説明

－

3. 基準地震動Ｓｓの地震力に対する耐震計算の基本方針

・基準地震動Ｓｓの地震力による火災感知
設備及び消火設備の成立性確認にあたり，
既設工認で実績があり，かつ， 新の知見
に照らしても妥当な手法及び条件を用いる
ことを基本とする。また， 新の知見を適
用する場合は，その妥当性と適用可能性を
確認した上で適用する。
・火災感知設備及び消火設備のうち，形
状，構造特性に応じたモデルに置換して定
式化された計算式等を用いる設備の計算方
針については「Ⅳ－４－２－１　火災防護
設備に係る耐震性に関する計算書」に示
す。

○
安全冷却水B冷却塔に係わる火災感知設備の基準地震動Ｓｓの地震力に対する耐震計
算の基本方針について説明

○
安全冷却水B冷却塔以外に設置される火災感知設備及び消火設備の基準地震動Ｓｓの
地震力に対する耐震計算の基本方針について説明

－

(1) 耐震設計の基本方針

・火災感知設備及び消火設備の設計は，基
準地震動Ｓｓの地震力による適切な応答解
析に基づいた地震応力と，組み合わすべき
他の荷重による応力との組合せが「2.1　評
価方針」で示す許容限界内にあることを確
認すること(解析による設計)により行う。
・評価手法は，解析法によりJEAG4601に基
づき実施することを基本とし，その他の手
法を適用する場合は適用性を確認の上適用
することとする。なお，材料物性の不確か
さを適切に考慮する。

○ 安全冷却水B冷却塔に係わる火災感知設備の耐震設計の基本方針について説明 ○
安全冷却水B冷却塔以外に設置される火災感知設備及び消火設備の耐震設計の基本方
針について説明

－

(2) 耐震性に関する計算書作成の基本方針

・火災感知設備及び消火設備に関する計算
書作成の基本方針は，「Ⅳ－１－２－１
機器の耐震性に関する計算書作成の基本方
針」に基づき，基準地震動Ｓｓの地震力に
おける計算書を作成する。

○
安全冷却水B冷却塔に係わる火災感知設備の耐震性に関する計算書作成の基本方針に
ついて説明

○
安全冷却水B冷却塔以外に設置される火災感知設備及び消火設備の耐震性に関する計
算書作成の基本方針について説明

－

・「申請回次」について

○：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目

△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目

－：当該申請回次で記載しない項目

再処理目次
再処理添付書類構成案 記載概要

申請回次
補足説明資料

凡例
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別紙４リスト 令和４年11月８日　R13

資料№ 名称 提出日 Rev

別紙４－１ 耐震設計の基本方針 11/8 11

別紙４－２ 地盤の支持性能に係る基本方針 10/7 5

別紙４－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針 11/8 7

別紙４－４ 波及的影響に係る基本方針 11/8 7

別紙４－５ 地震応答解析の基本方針 11/8 7

別紙４－６ 設計用床応答曲線の作成方針 11/8 7

別紙４－７ 水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針 11/1 6

別紙４－８ 機能維持の基本方針 11/8 7

別紙４－９ 構造計画，材料選択上の留意点 10/7 4

別紙４－10 機器の耐震支持方針 11/8 7

別紙４－11 配管の耐震支持方針 11/8 7

別紙４－12 ダクトの耐震支持方針 － － 設備の申請に合わせて次回以降に本方針を追加する

別紙４－13 電気計測制御装置等の耐震支持方針 11/8 7 旧資料番号：別紙４－12

別紙４－14 地震時の臨界安全性検討方針 － － 設備の申請に合わせて次回以降に本方針を追加する

別紙４－15 波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設の耐震評価方針 11/1 6 旧資料番号：別紙４－13

別紙４－16 機器の耐震性に関する計算書作成の基本方針 11/8 7 旧資料番号：別紙４－14

別紙４－17 配管系の耐震性に関する計算書作成の基本方針 － － 設備の申請に合わせて次回以降に本方針を追加する

別紙
備考
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別紙４リスト 令和４年11月８日　R13

資料№ 名称 提出日 Rev

別紙
備考

別紙４－18 安全冷却水B冷却塔の地震応答計算書 11/1 4 旧資料番号：別紙４－15

別紙４－19 安全冷却水B冷却塔基礎の耐震計算書 11/1 5 旧資料番号：別紙４－16

別紙４－20 安全冷却水Ｂ冷却塔の耐震計算書 11/8 6 旧資料番号：別紙４－17

別紙４－21 安全冷却水Ｂ冷却塔　飛来物防護ネットの計算書 11/8 3 旧資料番号：別紙４－18

別紙４－22
水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価結果
　建物・構築物
　　建物及び屋外機械基礎

11/1 4 旧資料番号：別紙４－19

別紙４－23
水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価結果
　建物・構築物
　　竜巻防護対策設備

11/8 3 旧資料番号：別紙４－20

別紙４－24
水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価結果
　機器・配管系

11/1 5 旧資料番号：別紙４－21

別紙４－25
一関東評価用地震動(鉛直)に関する影響評価結果
　建物・構築物
　　建物及び屋外機械基礎

11/1 3 旧資料番号：別紙４－22

別紙４－26
一関東評価用地震動(鉛直)に関する影響評価結果
　建物・構築物
　　竜巻防護対策設備

11/8 3
旧資料番号：別紙４－23
別紙４－21地震応答計算書3.1項による

別紙４－27
一関東評価用地震動(鉛直)に関する影響評価結果
　機器・配管系

11/1 5 旧資料番号：別紙４－24

別紙４－28

隣接建屋に関する影響評価結果
　建物・構築物
　　建物及び屋外機械基礎
　　　安全冷却水B冷却塔の隣接建屋に関する影響評価結果

11/1 4 旧資料番号：別紙４－25

別紙４－29
隣接建屋に関する影響評価結果
　建物・構築物
　　竜巻防護対策設備

- -
安全冷却水Ｂ冷却塔飛来物防護ネットの周辺構造物の影響について補足にて考慮し
ており，計算書としては記載しないため欠番とする。

別紙４－30
隣接建屋に関する影響評価結果
　機器・配管系

11/8 6 旧資料番号：別紙４－27

別紙４－31 計算機プログラム（解析コード）の概要 11/8 3

別紙４－32 火災防護設備の耐震計算の基本方針 11/8 1

別紙４－33 火災感知器の耐震性についての計算書 11/8 1

別紙４－34 火災防護設備の水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価結果 11/8 1

別紙４－35 火災防護設備の一関東評価用地震力(鉛直)に関する影響評価結果 11/8 0

別紙４－36 火災防護設備の隣接建屋に関する影響評価結果 11/8 0
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令和４年 11 月８日 Ｒ11 

 

 

 

別紙４－１ 
 
 
 

耐震設計の基本方針 
  

下線： 
・プラントの違いによらない記載内容の差異 
・章立ての違いによる記載位置の違いによる差異   

二重下線： 
・プラント固有の事項による記載内容の差異 
・後次回の申請範囲に伴う差異 

破線下線： 
・基本設計方針での後次回申請による差異 
 

【凡例】 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ-１-１ 耐震設計の基本方針】(1／78) 

別紙４－１ 

再処理施設 発電炉 
備考 

基本設計方針 添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１ 
 

目 次 

 

第 1章 共通項目 

3. 自然現象等 

3.1 地震による損傷の防止 

3.1.1 耐震設計 

(1) 耐震設計の基本方針 

a. 安全機能を有する施設 

b. 重大事故等対処施設 

(2) 耐震設計上の重要度分類及び重大事故等対処施設

の設備分類 

a. 安全機能を有する施設の耐震設計上の重要度分

類 

b. 重大事故等対処施設の設備分類 

(3) 地震力の算定方法 

a. 静的地震力 

b. 動的地震力 

c. 設計用減衰定数 

(4) 荷重の組合せと許容限界 

a. 耐震設計上考慮する状態 

b. 荷重の種類 

c. 荷重の組合せ 

d. 許容限界 

(5) 設計における留意事項 

a. 主要設備等，補助設備，直接支持構造物，及び

間接支持構造物 

b. 波及的影響に対する考慮 

c. 建物・構築物への地下水の影響 

d. 一関東評価用地震動（鉛直） 

(6) 緊急時対策所 

(7) 地震による周辺斜面の崩壊に対する設計方針 

 

Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針 

目 次 

  

1. 概要 

2. 耐震設計の基本方針 

2.1  基本方針 

2.2  準拠規格 

3. 耐震設計上の重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類 

3.1  安全機能を有する施設の耐震設計上の重要度分類 

3.2  重大事故等対処施設の設備分類 

3.3  波及的影響に対する考慮 

4. 設計用地震力 

4.1  地震力の算定方法 

4.2  設計用地震力 

5. 機能維持の基本方針 

5.1  構造強度 

5.2  機能維持 

6. 構造計画と配置計画 

7. 地震による周辺斜面の崩壊に対する設計方針 

8. ダクティリティに関する考慮 

9. 機器・配管系の支持方針 

10. 耐震計算の基本方針 

10.1 建物・構築物 

10.2 機器・配管系 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅴ－２－１－１ 耐震設計の基本方針の概要 

目 次 

 

1. 概要  

2. 耐震設計の基本方針  

2.1 基本方針  

2.2 適用規格  

3. 耐震重要度分類及び重大事故等対処施設の設備の分類  

3.1 耐震重要度分類  

3.2 重大事故等対処施設の設備の分類  

3.3 波及的影響に対する考慮  

4. 設計用地震力  

4.1 地震力の算定法  

4.2 設計用地震力  

5. 機能維持の基本方針  

5.1 構造強度  

5.2 機能維持  

6. 構造計画と配置計画  

7. 地震による周辺斜面の崩壊に対する設計方針  

8. ダクティリティに関する考慮  

9. 機器・配管系の支持方針について  

10. 耐震計算の基本方針  

10.1 建物・構築物  

10.2 機器・配管系  

10.3 土木構造物(屋外重要土木構造物及びその他の土木構造

物)  

 

 

 

 

 

・基本設計方針との構

成の差は，発電炉の

添付書類構成との整

合を図ったためであ

り，基本設計方針の

内容との整合は，添

付書類記載箇所で示

している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 再処理施設では，

「建物・構築物」を

建物，構築物及び土

木構造物の総称とし

たことによる差異で

あり，新たに論点が

生じるものではな

い。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ-１-１ 耐震設計の基本方針】(2／78) 

別紙４－１ 

再処理施設 発電炉 
備考 

基本設計方針 添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１ 
3. 自然現象等 

3.1 地震による損傷の防止 

3.1.1 耐震設計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 耐震設計の基本方針 

 

再処理施設は，次の方針に基づき耐震設計を行う。 

なお，以下の項目における建物・構築物とは，建物，構築物

及び土木構造物(屋外重要土木構造物及びその他の土木構造物)

の総称とする。 

また，屋外重要土木構造物とは，耐震安全上重要な機器・配

管系の間接支持機能を求められる土木構造物をいう。 

 

【記載箇所：第 1章 2.地盤に記載している内容】 

なお，以下の項目における建物・構築物とは，建物，構築物

及び土木構造物(屋外重要土木構造物及びその他の土木構造物)

の総称とする。 

また，屋外重要土木構造物とは，耐震安全上重要な機器・配

管系の間接支持機能を求められる土木構造物をいう。 

 

【記載箇所：3.1.1(1)a．安全機能を有する施設に記載している

内容】 

(b)  耐震重要施設（(a)においてＳクラスに分類する施設を

いう。）は，その供用中に大きな影響を及ぼすおそれがあ

る地震動(事業指定(変更許可)を受けた基準地震動(以下

「基準地震動Ｓｓ」という。))による地震力に対してその

安全機能が損なわれるおそれがない設計とする。 

 

【記載箇所：3.1.1(1)a．安全機能を有する施設に記載している

内容】 

(c) (中略) 

また，Ｓクラスの施設は，事業指定(変更許可)を受けた

弾性設計用地震動(以下「弾性設計用地震動Ｓｄ」とい

う。)による地震力又は静的地震力のいずれか大きい方の地

震力に対しておおむね弾性状態に留まる範囲で耐えられる

設計とする。 

 

1. 概要 

本資料は，再処理施設の耐震設計が「再処理施設の技術基準に関する規

則」(以下「技術基準規則」という。)第五条 (地盤)及び第六条(地震によ

る損傷の防止)に適合することを説明するものである。第三十二条(地盤)

及び第三十三条(地震による損傷の防止)に係る説明については施設の申請

に合わせて次回以降に詳細を説明する。 

なお，上記条文以外への適合性を説明する各資料にて基準地震動に対し

て機能を保持するとしているものとして，第十一条 (火災等による損傷の

防止)に係る火災防護設備の耐震性については「Ⅳ－４ 火災防護設備の耐

震性に関する説明書」にて説明する。第三十五条(火災等による損傷の防

止)に係る火災防護設備の耐震性については「Ⅳ－４ 火災防護設備の耐震

性に関する説明書」，第十二条(再処理施設内における溢水による損傷の防

止)及び第十三条(再処理施設内における化学薬品の漏えいによる損傷の防

止)に係る溢水防護設備，化学薬品防護設備の耐震性については「Ⅳ－５ 

溢水及び化学薬品への配慮が必要な施設の耐震性に関する説明書」にて，

それぞれの防護設備の申請に合わせて次回以降に詳細を説明する。また，

第三十六条（重大事故等対処設備）に係る地震を要因とする重大事故等に

対する施設の耐震性については「Ⅳ－６ 地震を要因とする重大事故等に

対する施設の耐震性に関する説明書」にて説明する。 

 

2. 耐震設計の基本方針 

2.1 基本方針 

再処理施設の耐震設計は，安全機能を有する施設については，地震に

より安全機能が損なわれるおそれがないことを目的とし，「技術基準規

則」に適合する設計とする。 

 

 

 

 

なお，「Ⅳ 耐震性に関する説明書」における建物・構築物とは，建

物，構築物及び土木構造物(屋外重要土木構造物及びその他の土木構造物)

の総称とする。再処理施設の構築物は，屋外機械基礎，竜巻防護対策設備

及び排気筒であり，土木構造物は洞道である。 

また，屋外重要土木構造物とは，耐震安全上重要な機器・配管系の間接

支持機能を求められる土木構造物をいう。 

 

 

施設の設計にあたり考慮する，基準地震動及び弾性設計用地震動の概要

を「Ⅳ－１－１－１ 基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄの概要」

に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 概要 

本資料は，発電用原子炉施設の耐震設計が「実用発電用原子

炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」(以下「技術基

準規則」という。)第4 条及び第49 条(地盤)並びに第5 条及び

第50 条(地震による損傷の防止)に適合することを説明するも

のである。 

なお，上記条文以外への適合性を説明する各資料にて基準地震

動Ｓｓに対して機能を保持するとしているものとして，第11条

及び第52 条に係る火災防護設備の耐震性については添付書類

「Ⅴ-2-別添1」に，第12条に係る溢水防護に係る設備の耐震性

については添付書類「Ⅴ-2-別添2」に，第54 条に係る可搬型重

大事故等対処設備等の耐震性については添付書類「Ⅴ-2-別添

3」にて説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

2. 耐震設計の基本方針 

2.1 基本方針 

発電用原子炉施設の耐震設計は，設計基準対象施設につ

いては地震により安全機能が損なわれるおそれがないこ

と，重大事故等対処施設については地震により重大事故に

至るおそれがある事故又は重大事故(以下「重大事故等」と

いう。)に対処するために必要な機能が損なわれるおそれが

ないことを目的とし，「技術基準規則」に適合する設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設の設計に当たり考慮する，基準地震動Ｓｓ及び弾性

設計用地震動Ｓｄの概要を添付書類「Ⅴ-2-1-2基準地震動

Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄの策定概要」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 重大事故等対処施設

の内容については，

後次回で比較結果を

示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 重大事故等対処施設

の内容については，

後次回で比較結果を

示す。 

 

 再処理施設におけ

る建物・構築物の

定義を記載したも

のであり，記載の

差異により新たな

論点が生じるもの

ではない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ-１-１ 耐震設計の基本方針】(3／78) 

別紙４－１ 

再処理施設 発電炉 
備考 

基本設計方針 添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１ 
 

a．安全機能を有する施設 

(a) 安全機能を有する施設は，地震の発生によって生ずるお

それがある安全機能の喪失及びそれに続く放射線による公

衆への影響を防止する観点から，施設の安全機能が喪失し

た場合の影響の相対的な程度(以下「耐震重要度」とい

う。)に応じて，Ｓクラス，Ｂクラス又はＣクラスに分類

し，それぞれの耐震重要度に応じた地震力に十分耐えられ

る設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b)  耐震重要施設（(a)においてＳクラスに分類する施設を

いう。）は，その供用中に大きな影響を及ぼすおそれがある

地震動(事業指定(変更許可)を受けた基準地震動(以下「基

準地震動Ｓｓ」という。))による地震力に対してその安全

機能が損なわれるおそれがない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 安全機能を有する施設 

a. 安全機能を有する施設は，地震の発生によって生ずるおそれが

ある安全機能の喪失及びそれに続く放射線による公衆への影響を

防止する観点から，各施設の安全機能が喪失した場合の影響の相

対的な程度(以下「耐震重要度」という。)に応じて，Ｓクラス，

Ｂクラス及びＣクラスに分類(以下「耐震重要度分類」という。)

し，それぞれの耐震重要度に応じた地震力に十分耐えられる設計

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 耐震重要施設（a.においてＳクラスに分類する施設をいう。）

は，その供用中に大きな影響を及ぼすおそれがある地震動(事業指

定(変更許可)を受けた基準地震動(以下「基準地震動Ｓｓ」とい

う。))による地震力に対してその安全機能が損なわれるおそれが

ない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 設計基準対象施設は，地震により発生するおそれがある

安全機能の喪失(地震に伴って発生するおそれがある津波及

び周辺斜面の崩壊等による安全機能の喪失を含む。)及びそ

れに続く放射線による公衆への影響を防止する観点から，

各施設の安全機能が喪失した場合の影響の相対的な程度(以

下「耐震重要度」という。)に応じて，Ｓクラス，Ｂクラス

又はＣクラスに分類(以下「耐震重要度分類」という。)

し，それぞれに応じた地震力に十分耐えられる設計とす

る。 

重大事故等対処施設については，施設の各設備が有する

重大事故等時に対処するために必要な機能及び設置状態を

踏まえて，常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大

事故防止設備，常設耐震重要重大事故防止設備，常設重大

事故緩和設備及び可搬型重大事故等対処設備に耐震設計上

の区分を分類する。 

重大事故等対処施設のうち，常設耐震重要重大事故防止

設備以外の常設重大事故防止設備が設置される重大事故等

対処施設(特定重大事故等対処施設を除く。)は，上記に示

す，代替する機能を有する設計基準事故対処設備が属する

耐震重要度分類のクラスに適用される地震力に十分に耐え

ることができる設計とする。 

本施設と常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等

対処施設の両方に属する重大事故等対処施設については，

基準地震動Ｓｓによる地震力を適用するものとする。な

お，特定重大事故等対処施設に該当する施設は本申請の対

象外である。 

 

 

 (1) 設計基準対象施設のうち，地震により生ずるおそれがあ

るその安全機能の喪失に起因する放射線による公衆への影

響の程度が特に大きいもの(以下「耐震重要施設」とい

う。)は，その供用中に当該耐震重要施設に大きな影響を及

ぼすおそれがある地震による加速度によって作用する地震

力に対して，その安全機能が損なわれるおそれがない設計

とする。 

 

重大事故等対処施設のうち，常設耐震重要重大事故防止

設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対

処施設(特定重大事故等対処施設を除く。)は，基準地震動

Ｓｓによる地震力に対して，重大事故等に対処するために

必要な機能が損なわれるおそれがない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 事業変更許可申請書

に合わせて記載した

基本設計方針に整合

させた表現としてお

り，記載の差異によ

り新たな論点が生じ

るものではない。 

 事業変更許可申請書

において，敷地に到

達する津波はないこ

と，また耐震重要施

設又は常設耐震重要

重大事故等対処施設

の周辺に崩壊を起こ

すおそれのある斜面

がないことを記載し

ているため，当該事

項に係る内容は記載

していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 事業変更許可申請書

に合わせて記載した

基本設計方針に整合

させた表現としてお

り，記載の差異によ

り新たな論点が生じ

るものではない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ-１-１ 耐震設計の基本方針】(4／78) 

別紙４－１ 

再処理施設 発電炉 
備考 

基本設計方針 添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 設計基準対象施設における建物・構築物及び土木構造物

(屋外重要土木構造物及びその他の土木構造物)について

は，耐震重要度分類の各クラスに応じて算定する地震力が

作用した場合においても，接地圧に対する十分な支持力を

有する地盤に設置する。 

常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設

備が設置される重大事故等対処施設については，基準地震

動Ｓｓによる地震力が作用した場合においても，接地圧に

対する十分な支持力を有する地盤に設置する。 

また，常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事

故防止設備が設置される重大事故等対処施設については，

代替する機能を有する設計基準事故対処設備が属する耐震

重要度分類のクラスに適用される地震力が作用した場合に

おいても，接地圧に対する十分な支持力を有する地盤に設

置する。 

耐震重要施設については，地盤変状が生じた場合におい

ても，その安全機能が損なわれないよう，適切な対策を講

ずる設計とする。 

常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設

備が設置される重大事故等対処施設については，地盤変状

が生じた場合においても，重大事故等に対処するために必

要な機能が損なわれるおそれがないよう，適切な対策を講

ずる設計とする。 

また，耐震重要施設及び常設耐震重要重大事故防止設備

又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施

設は，その周辺地盤を強制的に液状化させることを仮定し

た場合においても，支持機能及び構造健全性が確保される

設計とする。 

これらの地盤の評価については，添付書類「Ⅴ－２－１

－３ 地盤の支持性能に係る基本方針」に示す。 

 

 

(4) Ｓクラスの施設((6)に記載のものを除く。)について，静

的地震力は，水平地震力と鉛直地震力が同時に不利な方向

の組合せで作用するものとする。 

 

Ｓクラスの施設及び常設耐震重要重大事故防止設備又は

常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設に

ついては，基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄによ

る地震力は，水平２方向及び鉛直方向について適切に組み

合わせて算定するものとする。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ-１-１ 耐震設計の基本方針】(5／78) 

別紙４－１ 

再処理施設 発電炉 
備考 

基本設計方針 添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１ 
 

(c) Ｓクラスの施設は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対し

てその安全機能が損なわれるおそれがない設計とする。 

 

 

建物・構築物については，基準地震動Ｓｓによる地震力

に対して，建物・構築物全体としての変形能力(耐震壁のせ

ん断ひずみ等)が終局耐力時の変形に対して十分な余裕を有

し，部材・部位ごとのせん断ひずみ・応力等が終局耐力時

のせん断ひずみ・応力等に対して，妥当な安全余裕を有す

る設計とする。 

機器・配管系については，基準地震動Ｓｓによる地震力

に対して，その施設に要求される機能を保持する設計と

し，塑性域に達するひずみが生じる場合であっても，その

量が小さなレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を

有し，その施設に要求される機能に影響を及ぼさない，ま

た，動的機器等については，基準地震動Ｓｓによる応答に

対してその設備に要求される機能を保持する設計とする。

なお，動的機能が要求される機器については，当該機器の

構造，動作原理等を考慮した評価を行い，既往の研究等で

機能維持の確認がなされた機能確認済加速度等を超えてい

ないことを確認する。 

また，Ｓクラスの施設は，事業指定(変更許可)を受けた

弾性設計用地震動(以下「弾性設計用地震動Ｓｄ」とい

う。)による地震力又は静的地震力のいずれか大きい方の地

震力に対しておおむね弾性状態に留まる範囲で耐えられる

設計とする。 

建物・構築物については，弾性設計用地震動Ｓｄによる

地震力又は静的地震力のいずれか大きい方の地震力により

発生する応力に対して，建築基準法等の安全上適切と認め

られる規格及び基準による許容応力度を許容限界とする。 

機器・配管系については，弾性設計用地震動Ｓｄによる

地震力又は静的地震力のいずれか大きい方の地震力による

応答が全体的におおむね弾性状態に留まる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Ｓクラスの施設は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対してその安

全機能が損なわれるおそれがない設計とする。 

 

 

建物・構築物については，基準地震動Ｓｓによる地震力に対し

て，建物・構築物全体としての変形能力(耐震壁のせん断ひずみ

等)が終局耐力時の変形に対して十分な余裕を有し，部材・部位ご

とのせん断ひずみ・応力等が終局耐力時のせん断ひずみ・応力等

に対して，妥当な安全余裕を有する設計とする。 

機器・配管系については，基準地震動Ｓｓによる地震力に対し

て，塑性域に達するひずみが生じる場合であっても，その量が小

さなレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有し，その施

設の機能を保持できるように設計する。動的機器等については，

基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，当該機器に要求される機

能を維持する設計とする。このうち，動的機能が要求される機器

については，当該機器の構造，動作原理等を考慮した評価を行

い，既往の研究等で機能維持の確認がなされた機能確認済加速度

等を超えないことを確認する。 

また，Ｓクラスの施設は，事業指定(変更許可)を受けた弾性設

計用地震動(以下「弾性設計用地震動Ｓｄ」という。)による地震

力又は静的地震力のいずれか大きい方の地震力に対しておおむね

弾性状態に留まる範囲で耐える設計とする。 

 

建物・構築物については，弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力

又は静的地震力のいずれか大きい方の地震力により発生する応力

に対して，建築基準法等の安全上適切と認められる規格及び基準

による許容応力度を許容限界とする。 

機器・配管系については，弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力

又は静的地震力のいずれか大きい方の地震力による応答が全体的

におおむね弾性状態に留まる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) Ｓクラスの施設((6)に記載のものを除く。)は，基準地震動

Ｓｓによる地震力に対してその安全機能が保持できる設計と

する。 

 

建物・構築物については，構造物全体としての変形能力(終

局耐力時の変形)に対して十分な余裕を有するように，機器・

配管系については，塑性ひずみが生じる場合であっても，そ

の量が小さなレベルにとどまって破断延性限界に十分な余裕

を有し，その施設の機能を保持できるように設計する。動的

機器等については，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，

当該機器に要求される機能を維持する設計とする。このう

ち，動的機能が要求される機器については，当該機器の構

造，動作原理等を考慮した評価を行い，既往の研究等で機能

維持の確認がなされた機能確認済加速度等を超えないことを

確認する。 

 

 

 

 

 

 

また，弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力

のいずれか大きい方の地震力に対しておおむね弾性状態にと

どまる範囲で耐える設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備

が設置される重大事故等対処施設は，基準地震動Ｓｓによる

地震力に対して，重大事故等に対処するために必要な機能が

損なわれるおそれがない設計とする。建物・構築物について

は，構造物全体としての変形能力(終局耐力時の変形)に対し

て十分な余裕を有するように，機器・配管系については，塑

性ひずみが生じる場合であっても，その量が小さなレベルに

とどまって破断延性限界に十分な余裕を有し，その施設の機

能を保持できるように設計する。 

 

動的機器等については，基準地震動Ｓｓによる地震力に対

して，当該機器に要求される機能を維持する設計とする。こ

のうち，動的機能が要求される機器については，当該機器の

構造，動作原理等を考慮した評価を行い，既往の研究等で機

能維持の確認がなされた機能確認済加速度等を超えていない

ことを確認する。 

 

 再処理施設では，土

木構造物を，建物・

構築物に含むことに

よる差異 

 事業変更許可申請書

に合わせて記載した

基本設計方針に整合

させた表現としてお

り，記載の差異によ

り新たな論点が生じ

るものではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 事業変更許可申請書

に合わせて記載した

基本設計方針に整合

させた表現としてお

り，記載の差異によ

り新たな論点が生じ

るものではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(9/78)頁へ 

(69/78)頁へ 

(2/78)頁へ 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ-１-１ 耐震設計の基本方針】(6／78) 

別紙４－１ 

再処理施設 発電炉 
備考 

基本設計方針 添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１ 
 

 

 

(d) Ｓクラスの施設について，静的地震力は，水平地震力と

鉛直地震力が同時に不利な方向の組合せで作用するものと

する。 

 

 

また，基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄによる

地震力は，水平 2方向及び鉛直方向について適切に組み合

わせて算定するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(e) Ｂクラス及びＣクラスの施設は，静的地震力に対してお

おむね弾性状態に留まる範囲で耐えられる設計とする。 

 

 

 

 

d. Ｓクラスの施設について，静的地震力は，水平方向地震力と鉛

直方向地震力が同時に不利な方向の組合せで作用するものとす

る。 

 

 

また，基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力

は，水平2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて算定す

るものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. Ｂクラス及びＣクラスの施設は，静的地震力に対しておおむね

弾性状態に留まる範囲で耐えられる設計とする。 

 

 

 

【記載箇所：2.1基本方針に記載している内容】 

(4) Ｓクラスの施設((6)に記載のものを除く。)について，静的

地震力は，水平地震力と鉛直地震力が同時に不利な方向の組

合せで作用するものとする。 

 

Ｓクラスの施設及び常設耐震重要重大事故防止設備又は常

設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設につい

ては，基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄによる地震

力は，水平２方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて

算定するものとする。 

 

 

(6) 屋外重要土木構造物，津波防護施設，浸水防止設備及び津

波監視設備並びに浸水防止設備又は津波監視設備が設置され

た建物・構築物は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，

それぞれの施設及び設備に要求される機能が保持できる設計

とする。 

常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備

が設置される重大事故等対処施設の土木構造物は，基準地震

動Ｓｓによる地震力に対して，重大事故等時に対処するため

に必要な機能が損なわれるおそれがない設計とする。 

新設屋外重要土木構造物は，構造部材の曲げについては許

容応力度，構造部材のせん断については許容せん断応力度を

許容限界とするが，構造部材のうち，鉄筋コンクリートの曲

げについては限界層間変形角又は終局曲率，鋼材の曲げにつ

いては終局曲率，鉄筋コンクリート及び鋼材のせん断につい

てはせん断耐力を許容限界とする場合もある。既設屋外重要

土木構造物の構造部材のうち，鉄筋コンクリートの曲げにつ

いては限界層間変形角又は終局曲率，鋼材の曲げについては

終局曲率，鉄筋コンクリート及び鋼材のせん断についてはせ

ん断耐力を許容限界とする。 

なお，限界層間変形角，終局曲率及びせん断耐力の許容限

界に対しては妥当な安全余裕を持たせることとし，それぞれ

安全余裕については各施設の機能要求等を踏まえ設定する。 

津波防護施設及び浸水防止設備が設置された建物・構築物

については，当該施設及び建物・構築物が構造全体として変

形能力(終局耐力時の変形)及び安定性について十分な余裕を

有するとともに，その施設に要求される機能が保持できるも

のとする。 

浸水防止設備及び津波監視設備については，その施設に要

求される機能が保持できるものとする。 

基準地震動Ｓｓによる地震力は，水平２方向及び鉛直方向

について適切に組み合わせて算定するものとする。 

 

 

 

(7) Ｂクラスの施設は，4.1 項に示す耐震重要度分類に応じた

静的地震力に対しておおむね弾性状態にとどまる範囲で耐え

る設計とする。 

 

 

 

 再処理施設では，

「建物・構築物」

を建物，構築物及

び土木構造物の総

称としたことによ

る差異であり，新

たに論点が生じる

ものではない。 

 

 

 

 再処理施設では，

「建物・構築物」

を建物，構築物及

び土木構造物の総

称としたことによ

る差異であり，新

たに論点が生じる

ものではない。 

 再処理施設におい

ては，敷地高さに

津波が到達しない

ことを事業変更許

可申請書において

記載しており，該

当設備はない。 

 再処理施設では，

重大事故等対処施

設の土木構造物は

ない。 

 

 

 

 再処理施設におい

ては，敷地高さに

津波が到達しない

ことを事業変更許

可申請書において

記載しており，該

当設備はない。 

 

 

 

 

 

 事業変更許可申請書

に合わせて記載した

基本設計方針に整合

(4/78)頁から 

(50/78)，(69/78)頁へ 

(48/78)，(49/78)頁へ 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ-１-１ 耐震設計の基本方針】(7／78) 

別紙４－１ 

再処理施設 発電炉 
備考 

基本設計方針 添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１ 
また，Ｂクラスの施設のうち，共振のおそれのある施設

については，その影響についての検討を行う。検討に用い

る地震動は，弾性設計用地震動Ｓｄに2分の1を乗じたもの

とする。当該地震動による地震力は，水平2方向及び鉛直方

向について適切に組み合わせて算定するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(f) 耐震重要施設は，耐震重要度の下位のクラスに属する施

設の波及的影響によって，その安全機能を損なわない設計

とする。 

 

 

 

 

【記載箇所：第 1章 2.地盤に記載している内容】 

2. 地盤 

安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設は，地震力

が作用した場合においても当該施設を十分に支持することが

できる地盤（当該地盤に設置する建物・構築物を含む。「2. 

地盤」では以下同様。）に設置する。 

 

2.1 安全機能を有する施設の地盤 

地震の発生によって生じるおそれがあるその安全機能の喪

失に起因する放射線による公衆への影響の程度が特に大きい

施設(以下「耐震重要施設」という。)及びそれらを支持する建

物・構築物については，自重及び運転時の荷重等に加え，その

供用中に大きな影響を及ぼすおそれがある地震動(以下「基準

地震動Ｓｓ」という。)による地震力が作用した場合において

も，接地圧に対する十分な支持性能を有する地盤に設置する。 

また，上記に加え，基準地震動Ｓｓによる地震力が作用する

ことによって弱面上のずれが発生しない地盤として，事業指定

(変更許可)を受けた地盤に設置する。 

 

耐震重要施設以外の施設については，自重及び運転時の荷重

等に加え，耐震重要度分類の各クラスに応じて算定する地震力

が作用した場合においても，接地圧に対する十分な支持性能を

有する地盤に設置する。 

 

耐震重要施設は，地震発生に伴う地殻変動によって生じる支

持地盤の傾斜及び撓み並びに地震発生に伴う建物・構築物間の

不等沈下，液状化及び揺すり込み沈下といった周辺地盤の変状

により，その安全機能が損なわれるおそれがない地盤として，

事業指定(変更許可)を受けた地盤に設置する。 

 

また，Ｂクラスの施設のうち，共振のおそれのある施設につい

ては，その影響についての検討を行う。検討に用いる地震動

は，弾性設計用地震動Ｓｄに 2分の 1を乗じたものとする。当

該地震動による地震力は，水平 2方向及び鉛直方向について適

切に組み合わせて算定するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. 耐震重要施設は，耐震重要度の下位のクラスに属する施設(安

全機能を有する施設以外の施設及び資機材等含む)の波及的影響

によって，その安全機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g. 耐震重要施設及びそれらを支持する建物・構築物については，

自重及び運転時の荷重等に加え，基準地震動Ｓｓによる地震力が

作用した場合においても，接地圧に対する十分な支持性能を有す

る地盤（当該地盤に設置する建物・構築物を含む。本項目では以

下同様。）に設置する。 

 

 

また，上記に加え，基準地震動Ｓｓによる地震力が作用するこ

とによって弱面上のずれが発生しない地盤として，事業指定(変

更許可)を受けた地盤に設置する。 

 

耐震重要施設以外の施設については，自重及び運転時の荷重等

に加え，耐震重要度分類の各クラスに応じて算定する地震力が作

用した場合においても，接地圧に対する十分な支持性能を有する

地盤に設置する。 

 

耐震重要施設は，地震発生に伴う地殻変動によって生じる支持

地盤の傾斜及び撓み並びに地震発生に伴う建物・構築物間の不等

沈下，液状化及び揺すり込み沈下といった周辺地盤の変状によ

り，その安全機能が損なわれるおそれがない地盤として，事業指

定(変更許可)を受けた地盤に設置する。 

 

また，共振のおそれのあるものについては，その影響につ

いての検討を行う。その場合，検討に用いる地震動は，弾性

設計用地震動Ｓｄに2 分の1 を乗じたものとする。当該地震

動による地震力は，水平２方向及び鉛直方向について適切に

組み合わせて算定するものとする。 

Ｃクラスの施設は，4.1 項に示す耐震重要度分類に応じた

静的地震力に対しておおむね弾性状態にとどまる範囲で耐え

る設計とする。 

常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設

備が設置される重大事故等対処施設は，上記に示す，代替す

る機能を有する設計基準事故対処設備が属する耐震重要度分

類のクラスに適用される地震力に対して，おおむね弾性状態

にとどまる範囲で耐えられる設計とする。 

 

(8) 耐震重要施設及び常設耐震重要重大事故防止設備又は常設

重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設が，それ

以外の発電所内にある施設(資機材等含む)の波及的影響によ

って，それぞれの安全機能及び重大事故等に対処するために

必要な機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【記載箇所：2.1基本方針に記載している内容】 

(3) 設計基準対象施設における建物・構築物及び土木構造物(屋

外重要土木構造物及びその他の土木構造物)については，耐震

重要度分類の各クラスに応じて算定する地震力が作用した場

合においても，接地圧に対する十分な支持力を有する地盤に

設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

させた表現としてお

り，記載の差異によ

り新たな論点が生じ

るものではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 再処理施設では，

「建物・構築物」を

建物，構築物及び土

木構造物の総称とし

たことによる差異で

あり，新たに論点が

生じるものではな

い。 

 事業変更許可申請書

に合わせて記載した

基本設計方針に整合

させた表現としてお

り，記載の差異によ

り新たな論点が生じ

るものではない。 

 事業変更許可申請

書に合わせて記載

した基本設計方針

に整合させた表現

としており，記載の

差異により新たな

論点が生じるもの

(10/78)頁へ 

(10/78)頁へ 

(4/78)頁から 

(66/78)，(69/78)頁へ 

(50/78)，(69/78)頁へ 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ-１-１ 耐震設計の基本方針】(8／78) 

別紙４－１ 

再処理施設 発電炉 
備考 

基本設計方針 添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１ 
 

【記載箇所：第 1章 2.地盤に記載している内容】 

耐震重要施設は，将来活動する可能性のある断層等の露頭が

ない地盤として，事業指定(変更許可)を受けた地盤に設置す

る。 

 

 

(g) 耐震重要施設については，周辺地盤の変状により，その

安全機能が損なわれるおそれがない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【記載箇所：3.1.1(1)a．安全機能を有する施設に記載している

内容】 

 (b)  耐震重要施設（(a)においてＳクラスに分類する施設を

いう。）は，その供用中に大きな影響を及ぼすおそれがあ

る地震動(事業指定(変更許可)を受けた基準地震動(以下

「基準地震動Ｓｓ」という。))による地震力に対してその

安全機能が損なわれるおそれがない設計とする。 

 

 

 

耐震重要施設は，将来活動する可能性のある断層等の露頭がな

い地盤として，事業指定(変更許可)を受けた地盤に設置する。 

 

 

 

耐震重要施設については，周辺地盤の変状により，その安全機

能が損なわれるおそれがない設計とする。 

 

 

 

 

また，耐震重要施設のうち周辺地盤の液状化のおそれがある施

設は，その周辺地盤の液状化を考慮した場合においても，支持機

能及び構造健全性が確保される設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建物・構築物の基礎地盤として置き換えるマンメイドロック

（以下「MMR」という。）については，基盤面及び周辺地盤の掘削

に対する不陸整正及び建物・構築物が MMRを介して鷹架層に支持

されることを目的とする。そのため，直下の鷹架層と同等以上の

支持性能を有する設計とし，接地圧に対する支持性能評価におい

ては鷹架層の支持力を適用する。 

 

 

これらの地盤の評価については，「Ⅳ－１－１－２ 地盤の支

持性能に係る基本方針」に示す。 

 

 

 

 

h． 安全機能を有する施設の構造計画及び配置計画に際しては，地

震の影響が低減されるように考慮する。 

 

 

 

 

 

 

 

【記載箇所：2.1基本方針に記載している内容】 

(3) (中略) 

耐震重要施設については，地盤変状が生じた場合において

も，その安全機能が損なわれないよう，適切な対策を講ずる

設計とする。 

 

(中略) 

 

また，耐震重要施設及び常設耐震重要重大事故防止設備又

は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設

は，その周辺地盤を強制的に液状化させることを仮定した場

合においても，支持機能及び構造健全性が確保される設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これらの地盤の評価については，添付書類「Ⅴ-2-1-3 地盤

の支持性能に係る基本方針」に示す。 

 

 

 

 

(9) 設計基準対象施設及び重大事故等対処施設の構造計画及び

配置計画に際しては，地震の影響が低減されるように考慮す

る。 

 

 

 

 

ではない。 

 

 事業変更許可申請

書に合わせて記載

した基本設計方針

に整合させた表現

としており，記載の

差異により新たな

論点が生じるもの

ではない。 

 

 

 

 周辺地盤の液状化

のおそれがある施

設については，液状

化の影響を考慮す

るものとし，液状化

特性は敷地地盤の

試験結果に基づき，

ばらつき及び不確

実性を考慮した上

で設定する。そのた

め，周辺地盤を強制

的に液状化させる

ことを仮定した設

計は行わない。 

 

 MMRの設計方針を示

すものであり，記載

の差異により新た

な論点が生じるも

のではない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ-１-１ 耐震設計の基本方針】(9／78) 

別紙４－１ 

再処理施設 発電炉 
備考 

基本設計方針 添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１ 
b.重大事故等対処施設 

 

 

(a)  重大事故等対処施設について，安全機能を有する施設の

耐震設計における動的地震力又は静的地震力に対する設計

方針を踏襲し，重大事故等対処施設の構造上の特徴，重大

事故等時における運転状態及び重大事故等の状態で施設に

作用する荷重等を考慮し，適用する地震力に対して重大事

故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがな

い設計とする。 

 

 

 

 

 

 重大事故等対処施設について，施設の各設備が有する重

大事故等に対処するために必要な機能及び設置状態を踏ま

えて，常設耐震重要重大事故等対処設備，常設耐震重要重

大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備に分類

し，それぞれの設備分類に応じて設計する。 

 

 

 

 

 

 

(b) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故

等対処施設は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，重

大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれ

がない設計とする。 

建物・構築物については，基準地震動Ｓｓによる地震力

に対して，建物・構築物全体としての変形能力(耐震壁のせ

ん断ひずみ等)が終局耐力時の変形に対して十分な余裕を有

し，部材・部位ごとのせん断ひずみ・応力等が終局耐力時

のせん断ひずみ・応力等に対して，妥当な安全余裕を有す

る設計とする。 

機器・配管系については，基準地震動Ｓｓによる地震力

に対して，その施設に要求される機能を保持する設計と

し，塑性域に達するひずみが生じる場合であっても，その

量が小さなレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を

有し，その施設に要求される機能に影響を及ぼさない設計

とする。 

 

また，動的機器等については，基準地震動Ｓｓによる応

答に対して，その設備に要求される機能を保持する設計と

する。なお，動的機能が要求される機器については，当該

機器の構造，動作原理等を考慮した評価を行い，既往の研

究等で機能維持の確認がなされた機能確認済加速度等を超

えていないことを確認する。 

 

 

(2) 重大事故等対処施設 

重大事故等対処施設の基本方針については，重大事故等対処施設の申

請に合わせて次回以降に詳細を説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【記載箇所：2.1基本方針に記載している内容】 

 (2) (中略) 

重大事故等対処施設については，施設の各設備が有する重

大事故等時に対処するために必要な機能及び設置状態を踏ま

えて，常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防

止設備，常設耐震重要重大事故防止設備，常設重大事故緩和

設備及び可搬型重大事故等対処設備に耐震設計上の区分を分

類する。 

 

 

 

【記載箇所：2.1基本方針に記載している内容】 

 (1) (中略) 

重大事故等対処施設のうち，常設耐震重要重大事故防止設

備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施

設(特定重大事故等対処施設を除く。)は，基準地震動Ｓｓに

よる地震力に対して，重大事故等に対処するために必要な機

能が損なわれるおそれがない設計とする。 

 

 (5) (中略) 

常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備

が設置される重大事故等対処施設は，基準地震動Ｓｓによる

地震力に対して，重大事故等に対処するために必要な機能が

損なわれるおそれがない設計とする。建物・構築物について

は，構造物全体としての変形能力(終局耐力時の変形)に対し

て十分な余裕を有するように，機器・配管系については，塑

性ひずみが生じる場合であっても，その量が小さなレベルに

とどまって破断延性限界に十分な余裕を有し，その施設の機

能を保持できるように設計する。 

 

動的機器等については，基準地震動Ｓｓによる地震力に対

して，当該機器に要求される機能を維持する設計とする。こ

のうち，動的機能が要求される機器については，当該機器の

構造，動作原理等を考慮した評価を行い，既往の研究等で機

能維持の確認がなされた機能確認済加速度等を超えていない

ことを確認する。 

 

 

 

 重大事故等対処施

設の内容について

は，後次回で比較

結果を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3/78)頁から 

(3/78)，(5/78)頁から 
(11/78)， (70/78)頁へ 

290



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ-１-１ 耐震設計の基本方針】(10／78) 

別紙４－１ 

再処理施設 発電炉 
備考 

基本設計方針 添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１ 
 

 

 

 

(c)   常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事

故等対処施設に適用する基準地震動Ｓｓによる地震力

は，水平2 方向及び鉛直方向について適切に組み合わせ

て算定するものとする。 

 

 

 

 

(d)  常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故

等対処設備が設置される重大事故等対処施設は，代替す

る機能を有する安全機能を有する施設が属する耐震重要

度に適用される地震力に十分耐えることができる設計と

する。 

また，代替する安全機能を有する施設がない常設重大

事故等対処設備は，安全機能を有する施設の耐震設計に

おける耐震重要度の分類の方針に基づき，重大事故等対

処時の使用条件を踏まえて，当該設備の機能喪失により

放射線による公衆への影響の程度に応じて分類し，その

地震力に対し十分に耐えることができる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(e)  常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事

故等対処施設は，Ｂクラス及びＣクラスの施設，常設耐

震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設

備が設置される重大事故等対処施設，可搬型重大事故等

対処設備の波及的影響によって，その重大事故等に対処

するために必要な機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

(f)  緊急時対策所の耐震設計の基本方針については，「(6) 

緊急時対策所」に示す。 

 

 

 

 

 

  

 

【記載箇所：2.1基本方針に記載している内容】 

 (4) (中略) 

常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備

が設置される重大事故等対処施設については，基準地震動Ｓ

ｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力は，水平２方向及

び鉛直方向について適切に組み合わせて算定するものとす

る。 

 

【記載箇所：2.1基本方針に記載している内容】 

(2) (中略) 

重大事故等対処施設のうち，常設耐震重要重大事故防止設

備以外の常設重大事故防止設備が設置される重大事故等対処

施設(特定重大事故等対処施設を除く。)は，上記に示す，代

替する機能を有する設計基準事故対処設備が属する耐震重要

度分類のクラスに適用される地震力に十分に耐えることがで

きる設計とする。 

本施設と常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対

処施設の両方に属する重大事故等対処施設については，基準

地震動Ｓｓによる地震力を適用するものとする。なお，特定

重大事故等対処施設に該当する施設は本申請の対象外であ

る。 

 

(7) (中略) 

常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設

備が設置される重大事故等対処施設は，上記に示す，代替す

る機能を有する設計基準事故対処設備が属する耐震重要度分

類のクラスに適用される地震力に対して，おおむね弾性状態

にとどまる範囲で耐えられる設計とする。 

 

 

 

【記載箇所：2.1基本方針に記載している内容】 

(8) (中略) 

常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備

が設置される重大事故等対処施設が，それ以外の発電所内に

ある施設(資機材等含む)の波及的影響によって，それぞれの

安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能を損な

わない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 重大事故等対処施

設の内容について

は，後次回で比較

結果を示す。 
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【Ⅳ-１-１ 耐震設計の基本方針】(11／78) 

別紙４－１ 

再処理施設 発電炉 
備考 

基本設計方針 添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１ 
 

【記載箇所：第 1章 2.地盤に記載している内容】 

2.2 重大事故等対処施設の地盤 

 

常設耐震重要重大事故等対処設備を支持する建物・構築物に

ついては，自重及び運転時の荷重等に加え，基準地震動Ｓｓに

よる地震力が作用した場合においても，接地圧に対する十分な

支持性能を有する地盤に設置する。 

 

また，上記に加え，基準地震動Ｓｓによる地震力が作用する

ことによって弱面上のずれが発生しない地盤として，事業指定

(変更許可)を受けた地盤に設置する。 

 

常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対

処設備を支持する建物・構築物については，自重及び運転時の

荷重等に加え，代替する機能を有する安全機能を有する施設が

属する耐震重要度分類のクラスに適用される地震力が作用し

た場合においても，接地圧に対する十分な支持性能を有する地

盤に設置する。 

 

常設耐震重要重大事故等対処設備を支持する建物・構築物

は，地震発生に伴う地殻変動によって生じる支持地盤の傾斜及

び撓み並びに地震発生に伴う建物・構築物間の不等沈下，液状

化及び揺すり込み沈下といった周辺地盤の変状により，重大事

故に至るおそれのある事故(運転時の異常な過渡変化及び設計

基準事故を除く。)又は重大事故に対処するために必要な機能

が損なわれるおそれがない地盤として，事業指定(変更許可)を

受けた地盤に設置する。 

 

常設耐震重要重大事故等対処設備を支持する建物・構築物

は，将来活動する可能性のある断層等の露頭がない地盤とし

て，事業指定(変更許可)を受けた地盤に設置する。 

 

(g)  常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故

等対処施設については，周辺地盤の変状により，重大事

故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれ

がない設計とする。 

 

【記載箇所：3.1.1(1)耐震設計の基本方針に記載している内

容】 

b.重大事故等対処施設 

(b) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故

等対処施設は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，重

大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれ

がない設計とする。 

 

 

 

 

【記載箇所：2.1基本方針に記載している内容】 

 (3)  

(中略) 

常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備

が設置される重大事故等対処施設については，基準地震動Ｓ

ｓによる地震力が作用した場合においても，接地圧に対する

十分な支持力を有する地盤に設置する。 

また，常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故

防止設備が設置される重大事故等対処施設については，代替

する機能を有する設計基準事故対処設備が属する耐震重要度

分類のクラスに適用される地震力が作用した場合において

も，接地圧に対する十分な支持力を有する地盤に設置する。 

(中略) 

常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備

が設置される重大事故等対処施設については，地盤変状が生

じた場合においても，重大事故等に対処するために必要な機

能が損なわれるおそれがないよう，適切な対策を講ずる設計

とする。 

(中略) 

常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備

が設置される重大事故等対処施設は，その周辺地盤を強制的

に液状化させることを仮定した場合においても，支持機能及

び構造健全性が確保される設計とする。 

これらの地盤の評価については，添付書類「Ⅴ-2-1-3 地盤

の支持性能に係る基本方針」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【記載箇所：2.1基本方針に記載している内容】 

 

(9) (中略)重大事故等対処施設の構造計画及び配置計画に際し

ては，地震の影響が低減されるように考慮する。 

 

 

 

 

 

 重大事故等対処施設

の内容については，

後次回で比較結果を

示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4/78)頁から 

(8/78)頁から 

(9/78)頁から 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ-１-１ 耐震設計の基本方針】(12／78) 

別紙４－１ 

再処理施設 発電炉 
備考 

基本設計方針 添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2  準拠規格 

準拠する規格としては，既に認可された設計及び工事の方法の認可申請

書の添付書類(以下「既設工認」という。)で適用実績がある規格の他，最

新の規格基準についても技術的妥当性及び適用性を示した上で当該規格に

準拠する。なお，規格基準に規定のない評価手法等を用いる場合は，既往

研究等において試験，研究等により妥当性が確認されている手法，設定等

について，適用条件及び適用範囲に留意し，その適用性を確認した上で用

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

既設工認又は先行発電炉において実績のある主要な準拠規格を以下に示

す。 

・「原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1987」(社)日本電気協会 

 

・「原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容応力編 JEAG4601･補

-1984」(社)日本電気協会 

・「原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1991 追補版」(社)日本電気

協会 

(以降，「Ⅳ 耐震性に関する説明書」において「JEAG4601」と記載してい

るものは上記３指針を指す。) 

・建築基準法・同施行令 

・鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説－許容応力度設計法－((社)日

本建築学会，1999 改定) 

・原子力施設鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説((社)日本建築学

会，2005 制定) 

・鋼構造設計規準－許容応力度設計法－((社)日本建築学会，2005 改定) 

 

・鉄骨鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説－許容応力度設計と保有水

平耐力－((社)日本建築学会，2001 改定) 

・建築耐震設計における保有耐力と変形性能((社)日本建築学会，1990改

定) 

・建築基礎構造設計指針((社)日本建築学会，2001 改定) 

・発電用原子力設備規格コンクリート製原子炉格納容器規格((社)日本機

械学会，2003) 

・各種合成構造設計指針・同解説((社)日本建築学会，2010改定) 

 

・コンクリート標準示方書［構造性能照査編］((社)土木学会，2002年制

定) 

・道路橋示方書(Ⅰ共通編・Ⅳ下部構造編)・同解説((社)日本道路協会，

平成14年3月) 

 

2.2 適用規格 

適用する規格としては，既に認可された工事計画の添付書類

(以下「既工事計画」という。)で適用実績がある規格のほか，

最新の規格基準についても技術的妥当性及び適用性を示したう

えで適用可能とする。なお，規格基準に規定のない評価手法等

を用いる場合は，既往研究等において試験，研究等により妥当

性が確認されている手法，設定等について，適用条件，適用範

囲に留意し，その適用性を確認した上で用いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

既工事計画において実績のある適用規格を以下に示す。 

 

・「原子力発電所耐震設計技術指針 ＪＥＡＧ４６０１－1987」 

(社)日本電気協会 

・「原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容応力編 

ＪＥＡＧ４６０１・補－1984」(社)日本電気協会 

・「原子力発電所耐震設計技術指針 ＪＥＡＧ４６０１－1991 追

補版」(社)日本電気協会 

(以降，「ＪＥＡＧ４６０１」と記載しているものは上記3指針を

指す。) 

・建築基準法・同施行令 

・鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説－許容応力度設計法

－((社)日本建築学会，1999 改定) 

・原子力施設鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説((社)日本

建築学会，2005 制定) 

・鋼構造設計規準－許容応力度設計法－((社)日本建築学会，

2005 改定) 

・鉄骨鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説－許容応力度設

計と保有水平耐力－((社)日本建築学会，2001 改定) 

・建築耐震設計における保有耐力と変形性能((社)日本建築学

会，1990改定) 

・建築基礎構造設計指針((社)日本建築学会，2001 改定) 

・発電用原子力設備規格コンクリート製原子炉格納容器規格

((社)日本機械学会，2003) 

・各種合成構造設計指針・同解説((社)日本建築学会，2010改

定) 

・コンクリート標準示方書［構造性能照査編］((社)土木学会，

2002 年制定) 

・道路橋示方書(Ⅰ共通編・Ⅳ下部構造編)・同解説((社)日本道

路協会，平成14 年3月) 

 

 

 今回設工認で準拠

する規格として，

再処理施設の既設

工認又は先行発電

炉において実績の

ある主要な準拠規

格を記載した。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ-１-１ 耐震設計の基本方針】(13／78) 

別紙４－１ 

再処理施設 発電炉 
備考 

基本設計方針 添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・道路橋示方書(Ⅴ耐震設計編)・同解説((社)日本道路協会，平成14年3

月) 

 

 

・地盤工学会基準(JGS1521－2003)地盤の平板載荷試験方法 

 

 

ただし，JEAG4601に記載されているＡｓクラスを含むＡクラスの施設を

Ｓクラスの施設とした上で，基準地震動Ｓ２，Ｓ１をそれぞれ基準地震動

Ｓｓ，弾性設計用地震動Ｓｄと読み替える。 

 

なお，Ａクラスの施設をＳクラスの施設と読み替える際には基準地震動

Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄを適用するものとする。 

 

また，「発電用原子力設備に関する構造等の技術基準」(昭和 55年通商産

業省告示第 501 号，最終改正平成 15 年７月 29 日経済産業省告示第 277

号)(以降，「Ⅳ 耐震性に関する説明書」において「告示 501 号」という。)

に関する内容については，「発電用原子力設備規格 設計・建設規格(2005年

版(2007年追補版を含む))＜第Ⅰ編 軽水炉規格＞JSME S NC1」(以降，「Ⅳ 

耐震性に関する説明書」において「JSME S NC1」という。) に従うものと

し，一部の既設施設については告示 501号を適用する。 

 

 

 

・道路橋示方書(Ⅴ耐震設計編)・同解説((社)日本道路協会，平

成14 年3 月) 

・水道施設耐震工法指針・解説((社)日本水道協会，1997 年版) 

・地盤工学会基準(JGS1521－2003)地盤の平板載荷試験方法 

・地盤工学会基準(JGS3521－2004)剛体載荷板による岩盤の平板

載荷試験方法 

 

ただし，ＪＥＡＧ４６０１に記載されているＡｓクラスを含

むＡクラスの施設をＳクラスの施設とした上で，基準地震動Ｓ

２，Ｓ１をそれぞれ基準地震動Ｓｓ，弾性設計用地震動Ｓｄと

読み替える。 

なお，Ａクラスの施設をＳクラスと読み替える際には基準地

震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄを適用するものとする。 

 

また，「発電用原子力設備に関する構造等の技術基準」(昭和 55 

年通商産業省告示第 501号，最終改正平成 15年 7月 29 日経済産

業省告示第 277 号)に関する内容については，「発電用原子力設備

規格 設計・建設規格(2005年版(2007年追補版を含む))＜第Ⅰ編 

軽水炉規格＞JSME S NC1－2005／2007」(日本機械学会)(以下「設

計・建設規格」という。)に従うものとする。 

 今回設工認で準拠

する規格として，再

処理施設の既設工

認又は先行発電炉

において実績のあ

る主要な準拠規格

を記載した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 再処理施設は既設

設備があり，それら

設備の設計にあた

り実施した試験等

に告示 501 号を用

いていることから，

建設時の設計条件

等を変更できない

設備については告

示 501 号を適用す

る必要があるため，

記載の差異により

新たな論点が生じ

るものではない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ-１-１ 耐震設計の基本方針】(14／78) 

別紙４－１ 

再処理施設 発電炉 
備考 

基本設計方針 添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１ 
(2) 耐震設計上の重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分

類 

a. 安全機能を有する施設の耐震設計上の重要度分類 

安全機能を有する施設の耐震重要度を以下のとおり分類する。 

 

 

 

 

 

 

(a)  Ｓクラスの施設 

自ら放射性物質を内蔵している施設，当該施設に直接関

係しておりその機能喪失により放射性物質を外部に拡散す

る可能性のある施設，放射性物質を外部に放出する可能性

のある事態を防止するために必要な施設及び事故発生の際

に，外部に放出される放射性物質による影響を低減させる

ために必要な施設であって，環境への影響が大きいもの。 

 

 

 

イ. その破損又は機能喪失により臨界事故を起こすおそれ

のある施設 

ロ. 使用済燃料を貯蔵するための施設 

ハ. 高レベル放射性液体廃棄物を内蔵する系統及び機器並

びにその冷却系統 

二. プルトニウムを含む溶液を内蔵する系統及び機器 

ホ. 上記ハ.及び二.の系統及び機器から放射性物質が漏え

いした場合に，その影響の拡大を防止するための施設 

へ. 上記ハ.，二.及びホ.に関連する施設で放射性物質の

外部への放出を抑制するための施設 

ト. 上記イ.からへ.の施設の機能を確保するために必要な

施設 

 

 

(b)  Ｂクラスの施設 

安全機能を有する施設のうち，機能喪失した場合の影響

がＳクラスに属する施設と比べ小さい施設。 

 

 

イ. 放射性物質を内蔵している施設であって，Ｓクラスに

属さない施設(ただし，内蔵量が少ないか又は貯蔵方式

により，その破損により公衆に与える放射線の影響が

十分小さいものは除く。) 

ロ. 放射性物質の放出を伴うような場合に，その外部放散

を抑制するための施設で，Ｓクラスに属さない施設 

 

(c)  Ｃクラスの施設 

Ｓクラスに属する施設及びＢクラスに属する施設以外の

一般産業施設又は公共施設と同等の安全性が要求される施

設。 

 

3. 耐震設計上の重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類 

 

3.1  安全機能を有する施設の耐震設計上の重要度分類 

安全機能を有する施設の耐震設計上の重要度を以下のとおり分類する。

下記に基づく各施設の具体的な耐震設計上の重要度分類及び当該施設を支

持する構造物の支持機能が維持されることを確認する地震動を「Ⅳ－１－

１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針」の第

2.4-1表に，申請設備の耐震重要度分類について同添付書類の第2.4-2表に

示す。 

 

(1) Ｓクラスの施設 

自ら放射性物質を内蔵している施設，当該施設に直接関係しておりその

機能喪失により放射性物質を外部に拡散する可能性のある施設，放射性物

質を外部に放出する可能性のある事態を防止するために必要な施設及び事

故発生の際に，外部に放出される放射性物質による影響を低減させるため

に必要な施設であって，環境への影響が大きいもの。 

 

 

 

 

a. その破損又は機能喪失により臨界事故を起こすおそれのある施

設 

b. 使用済燃料を貯蔵するための施設 

c. 高レベル放射性液体廃棄物を内蔵する系統及び機器並びにその

冷却系統 

d. プルトニウムを含む溶液を内蔵する系統及び機器 

e. 上記c.及びd.の系統及び機器から放射性物質が漏えいした場合

に，その影響の拡大を防止するための施設 

f. 上記c.，d.及びe.に関連する施設で放射性物質の外部への放出

を抑制するための施設 

g. 上記a.からf.の施設の機能を確保するために必要な施設 

 

 

 

(2) Ｂクラスの施設 

安全機能を有する施設のうち，機能喪失した場合の影響がＳクラスに属

する施設と比べ小さい施設。 

 

 

a. 放射性物質を内蔵している施設であって，Ｓクラスに属さない

施設(ただし，内蔵量が少ないか又は貯蔵方式により，その破損

により公衆に与える放射線の影響が十分小さいものは除く。) 

 

b. 放射性物質の放出を伴うような場合に，その外部放散を抑制す

るための施設で，Ｓクラスに属さない施設 

 

(3) Ｃクラスの施設 

Ｓクラスに属する施設及びＢクラスに属する施設以外の一般産業施設又

は公共施設と同等の安全性が要求される施設。 

 

 

3. 耐震重要度分類及び重大事故等対処施設の設備の分類 

 

3.1 耐震重要度分類 

設計基準対象施設の耐震設計上の重要度を以下の通り分類す

る。下記に基づく各施設の具体的な耐震設計上の重要度分類及

び当該施設を支持する構造物の支持機能が維持されることを確

認する地震動を添付書類「Ⅴ-2-1-4 重要度分類及び重大事故等

対処施設の施設区分の基本方針」の表2-1 に，申請設備の耐震

重要度分類について同資料表2-2 に示す。 

 

(1) Ｓクラスの施設 

地震により発生するおそれがある事象に対して，原子炉を停

止し，炉心を冷却するために必要な機能を持つ施設，自ら放射

性物質を内蔵している施設，当該施設に直接関係しており，そ

の機能喪失により放射性物質を外部に拡散する可能性のある施

設，これらの施設の機能喪失により事故に至った場合の影響を

緩和し，放射線による公衆への影響を軽減するために必要な機

能を持つ施設及びこれらの重要な安全機能を支援するために必

要となる施設，並びに地震に伴って発生するおそれがある津波

による安全機能の喪失を防止するために必要となる施設であっ

て，その影響が大きい施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Ｂクラスの施設 

安全機能を有する施設のうち，機能喪失した場合の影響がＳ

クラスの施設と比べ小さい施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Ｃクラスの施設 

Ｓクラスに属する施設及びＢクラスに属する施設以外の一般

産業施設又は公共施設と同等の安全性が要求される施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 事業変更許可申請

書に合わせて記載

した基本設計方針

に整合させた表現

としており，記載

の差異により新た

な論点が生じるも

のではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 事業変更許可申請

書に合わせて記載

した基本設計方針

に整合させた表現

としており，記載

の差異により新た

な論点が生じるも

のではない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ-１-１ 耐震設計の基本方針】(15／78) 

別紙４－１ 

再処理施設 発電炉 
備考 

基本設計方針 添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１ 
上記に基づく耐震設計上の重要度分類を第3.1.1-1表に示

す。 

なお，同表には当該施設を支持する建物・構築物の支持機

能が維持されることを確認する地震動及び波及的影響を考慮

すべき施設に適用する地震動についても併記する。 

 

b. 重大事故等対処施設の設備分類 

 

 

 

重大事故等対処施設について，施設の各設備が有する重大

事故等に対処するために必要な機能及び設置状態を踏まえ

て，以下の設備分類に応じた設計とする。 

 

 

 

(a) 常設重大事故等対処設備 

重大事故に至るおそれがある事故及び重大事故が発生し

た場合において，対処するために必要な機能を有する設備

であって常設のもの。 

 

 

イ．常設耐震重要重大事故等対処設備 

常設重大事故等対処設備であって，耐震重要施設に属

する設計基準事故に対処するための設備が有する機能を

代替するもの。 

ロ．常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等

対処設備 

常設重大事故等対処設備であって，上記イ．以外のも

の。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記に基づく重大事故等対処施設の設備分類について第

3.1.1-2表に示す。 

なお，同表には，重大事故等対処設備を支持する建物・構

築物の支持機能が損なわれないことを確認する地震力につい

ても併記する。 

 

 

 

 

 

 

3.2 重大事故等対処施設の設備分類 

重大事故等対処施設の設備分類については，重大事故等対処施設の申

請に合わせて次回以降に詳細を説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 重大事故等対処施設の設備の分類 

重大事故等対処施設の設備について，耐震設計上の区分を

設備が有する重大事故等に対処するために必要な機能及び設

置状態を踏まえて，以下の通りに分類する。下記の分類に基

づき耐震評価を行う申請設備の設備分類について，添付書類

「Ⅴ-2-1-4 重要度分類及び重大事故等対処施設の施設区分の

基本方針」の表4-1 に示す。 

 

 

 

(1) 基準地震動Ｓｓによる地震力に対して重大事故等に対処

するために必要な機能が損なわれるおそれのないよう設計

するもの 

 

 

a. 常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故防止設備であって，耐震重要施設に属する

設計基準事故対処設備が有する機能を代替するもの 

 

b. 常設重大事故緩和設備 

重大事故等対処設備のうち，重大事故が発生した場合に

おいて，当該重大事故の拡大を防止し，又はその影響を緩

和するための機能を有する設備であって常設のもの 

 

 

 (2) 静的地震力に対して十分耐えるよう，また共振のおそれ

のある施設については弾性設計用地震動Ｓｄに2 分の1 

を乗じたものによる地震力に対しても十分に耐えるよう

設計するもの 

 

a. 常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止

設備 

常設重大事故防止設備であって，耐震Ｂクラス又はＣ

クラスに属する設計基準事故対処設備が有する機能を代

替するもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 重大事故等対処施

設の内容について

は，後次回で比較

結果を示す。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ-１-１ 耐震設計の基本方針】(16／78) 

別紙４－１ 

再処理施設 発電炉 
備考 

基本設計方針 添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１ 
【記載箇所：3.1.1(5)設計における留意事項に記載している内

容】 

b. 波及的影響に対する考慮 

耐震重要施設は，耐震重要度の下位のクラスに属する施

設の波及的影響によって，その安全機能が損なわれないも

のとする。 

 

 

 

評価に当たっては，以下の 4 つの観点をもとに，敷地全体

を俯瞰した調査・検討を行い，各観点より選定した事象に対

する波及的影響の評価により波及的影響を考慮すべき施設

を抽出し，耐震重要施設の安全機能への影響がないことを確

認する。 

波及的影響の評価に当たっては，耐震重要施設の設計に用

いる地震動又は地震力を適用する。なお，地震動又は地震力

の選定に当たっては，施設の配置状況，使用時間を踏まえて

適切に設定する。また，波及的影響の確認においては水平 2

方向及び鉛直方向の地震力が同時に作用する場合に影響を

及ぼす可能性のある施設，設備を選定し評価する。 

 

ここで，下位クラス施設とは，耐震重要施設以外の再処理

施設内にある施設(資機材等含む。)をいう。 

波及的影響を防止するよう現場を維持するため，機器設置

時の配慮事項等を保安規定に定めて，管理する。 

 

 

なお，原子力施設及び化学プラント等の地震被害情報をも

とに，4 つの観点以外に検討すべき事項がないか確認し，新

たな検討事項が抽出された場合には，その観点を追加する。 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 設置地盤及び地震応答性状の相違に起因する相対変位

又は不等沈下による影響 

イ. 不等沈下 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して

不等沈下により，耐震重要施設の安全機能への影響がないこ

とを確認する。 

ロ. 相対変位 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力による下

位クラス施設と耐震重要施設の相対変位により，耐震重要施

設の安全機能への影響がないことを確認する。 

 

 

 

 

 

3.3  波及的影響に対する考慮 

 

「3.1 安全機能を有する施設の耐震設計上の重要度分類」においてＳク

ラスの施設に分類する施設である耐震重要施設は，耐震重要度の下位のク

ラスに属する施設の波及的影響によって，その安全機能を損なわない設計

とする。 

 

 

この設計における評価に当たっては，以下の 4つの観点をもとに，敷地

全体及びその周辺を俯瞰した調査・検討を行い，各観点より選定した事象

に対する波及的影響の評価により波及的影響を考慮すべき施設を抽出し，

耐震重要施設の安全機能への影響がないことを確認する。 

 

波及的影響の評価に当たっては，耐震重要施設の設計に用いる地震動又

は地震力を適用し，地震動又は地震力の選定は，施設の配置状況，使用時

間を踏まえて適切に設定する。 

設定した地震動又は地震力について，動的地震力を用いる場合は，水平

2 方向及び鉛直方向の地震力が同時に作用する場合に影響を及ぼす可能性

のある施設，設備を選定し評価する。 

 

ここで，下位クラス施設とは，耐震重要施設の周辺にある耐震重要施設

以外の再処理施設内にある施設(安全機能を有する施設以外の施設及び資

機材等含む)をいう。 

 

 

 

また，原子力施設及び化学プラント等の地震被害情報から新たに検討す

べき事項が抽出された場合は，これを追加する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 設置地盤及び地震応答性状の相違に起因する相対変位又は不等沈下に

よる影響 

a.不等沈下 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に伴う不等沈下による，

耐震重要施設の安全機能への影響 

 

b.相対変位 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に伴う下位クラス施設と

耐震重要施設の相対変位による，耐震重要施設の安全機能への影響 

 

 

 

 

 

 

3.3 波及的影響に対する考慮 

 

「3.1 耐震重要度分類」及び「3.2 重大事故等対処施設の設

備の分類」に示した耐震重要施設及び常設耐震重要重大事故防

止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処

施設(以下「上位クラス施設」という。)は，下位クラス施設の

波及的影響によって，それぞれその安全機能及び重大事故等に

対処するために必要な機能を損なわない設計とする。 

この設計における評価に当たっては，敷地全体及びその周辺

を俯瞰した調査・検討等を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここで，下位クラス施設とは，上位クラス施設の周辺にある

上位クラス施設以外の施設(資機材等含む)をいう。 

耐震重要施設に対する波及的影響については，以下に示す(1)

～(4)の4つの事項から検討を行う。 

 

 

また，原子力発電所の地震被害情報等から新たに検討すべき

事項が抽出された場合は，これを追加する。 

 

常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設

置される重大事故等対処施設に対する波及的影響については，以

下に示す(1)～(4)の4つの事項について，「耐震重要施設」を「常

設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置さ

れる重大事故等対処施設」に，「安全機能」を「重大事故等時に

対処するために必要な機能」に読み替えて適用する。 

 

(1) 設置地盤及び地震応答性状の相違等に起因する相対変位又

は不等沈下による影響 

a. 不等沈下 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に伴う不等沈

下による，耐震重要施設の安全機能への影響 

 

b. 相対変位 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に伴う下位ク

ラス施設と耐震重要施設の相対変位による，耐震重要施設の安

全機能への影響 

 

 

 

 

 

 

 

 重大事故等対処施

設の内容について

は，後次回で比較

結果を示す。 

 事業変更許可申請

書に合わせて記載

した基本設計方針

に整合させた表現

としており，記載

の差異により新た

な論点が生じるも

のではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 事業変更許可申請

書に合わせて記載

した基本設計方針

に整合させた表現

としており，記載

の差異により新た

な論点が生じるも

のではない。 

 

 

 事業変更許可申請

書に合わせて記載

した基本設計方針

に整合させた表現

としており，記載

の差異により新た

な論点が生じるも

のではない。 

 

 

 

 

 

 

(17/78)頁へ 

(63/78)頁から 

(63/78)頁から 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ-１-１ 耐震設計の基本方針】(17／78) 

別紙４－１ 

再処理施設 発電炉 
備考 

基本設計方針 添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１ 
(b) 耐震重要施設と下位クラス施設との接続部における相

互影響 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して，

耐震重要施設に接続する下位クラス施設の損傷により，耐震

重要施設の安全機能への影響がないことを確認する。 

 

(c) 建屋内における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下

による耐震重要施設への影響 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して，

建屋内の下位クラス施設の損傷，転倒及び落下により，耐震

重要施設の安全機能への影響がないことを確認する。 

 

(d) 建屋外における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下に

よる耐震重要施設への影響 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して，

建屋外の下位クラス施設の損傷，転倒及び落下により，耐震

重要施設の安全機能への影響がないことを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大

事故等対処施設に対する波及的影響については，「耐震重要

施設」を「常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重

大事故等対処施設」に，「耐震重要度の下位のクラスに属す

る施設」を「常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される

重大事故等対処施設以外の施設」に，「安全機能」を「重大事

故等に対処するために必要な機能」に読み替えて適用する。 

(2) 耐震重要施設と下位クラス施設との接続部における相互影響 

 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に伴う，耐震重要施設に

接続する下位クラス施設の損傷による，耐震重要施設の安全機能への影響 

 

 

(3) 建屋内における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下による耐震重要

施設への影響 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に伴う，建屋内の下位ク

ラス施設の損傷，転倒及び落下による，耐震重要施設の安全機能への影響 

 

 

(4) 建屋外における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下による耐震重要

施設への影響 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に伴う，建屋外の下位ク

ラス施設の損傷，転倒及び落下による，耐震重要施設の安全機能への影響 

 

 

 

 

波及的影響を考慮すべき下位クラス施設及びそれに適用する地震動を

「Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本

方針」の第 2.4-1表及び第 2.4-2 表に示す。これらの波及的影響を考慮す

べき下位クラス施設は，耐震重要施設の有する安全機能を保持するよう設

計する。 

 

 

また，工事段階においても，耐震重要施設の設計段階の際に検討した配

置・補強等が設計どおりに施されていることを，敷地全体及びその周辺を

俯瞰した調査・検討を行うことで確認する。また，仮置資材等，現場の配

置状況等の確認を必要とする下位クラス施設についても合わせて確認す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上の詳細な方針は，「Ⅳ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針」

に示す。 

(2) 耐震重要施設と下位クラス施設との接続部における相互影

響 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に伴う，耐震

重要施設に接続する下位クラス施設の損傷による，耐震重要施

設の安全機能への影響 

 

(3) 建屋内における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下等に

よる耐震重要施設への影響 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に伴う，建屋

内の下位クラス施設の損傷，転倒及び落下等による，耐震重要

施設の安全機能への影響 

 

(4) 建屋外における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下等に

よる耐震重要施設への影響 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して，建

屋外の下位クラス施設の損傷，転倒及び落下等による，耐震重

要施設の安全機能への影響 

 

 

 

上記の観点から調査・検討等を行い，波及的影響を考慮すべ

き下位クラス施設及びそれに適用する地震動を添付書類「Ⅴ-2-

1-4 重要度分類及び重大事故等対処施設の施設区分の基本方

針」の表2-1 及び表2-2 並びに表4-1 及び表4-2 に示す。 

上記の観点から調査・検討等を行い抽出された波及的影響を

考慮すべきこれらの下位クラス施設は，上位クラス施設の有す

る機能を保持するよう設計する。 

また，工事段階においても，上位クラス施設の設計段階の際

に検討した配置・補強等が設計どおりに施されていることを，

敷地全体及びその周辺を俯瞰した調査・検討を行うことで確認

する。また，仮置資材等，現場の配置状況等の確認を必要とす

る下位クラス施設についても併せて確認する。 

 

【記載箇所：3.3 波及的影響に対する考慮に記載している内

容】 

常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が

設置される重大事故等対処施設に対する波及的影響について

は，以下に示す(1)～(4)の4つの事項について，「耐震重要施

設」を「常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和

設備が設置される重大事故等対処施設」に，「安全機能」を「重

大事故等時に対処するために必要な機能」に読み替えて適用す

る。 

 

以上の詳細な方針は，添付書類「Ⅴ-2-1-5 波及的影響に係る

基本方針」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 事業変更許可申請

書に合わせて記載

した基本設計方針

に整合させた表現

としており，記載

の差異により新た

な論点が生じるも

のではない。 

 (1)～(3)に合わせ

た表現としてお

り，記載の差異に

より新たな論点が

生じるものではな

い。 

• 記載の適正化とし

て，波及的影響を

考慮すべき下位ク

ラス施設に対する

設計についてまと

めて記載してお

り，内容は同様で

あるため，記載の

差異により新たな

論点が生じるもの

ではない。 

 

 

 

 

 重大事故等対処施

設の内容について

は，後次回で比較

結果を示す。 

 

(16/78)頁から 

(64/78)頁から 

(64/78)頁から 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ-１-１ 耐震設計の基本方針】(18／78) 

別紙４－１ 

再処理施設 発電炉 
備考 

基本設計方針 添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１ 
 

(3) 地震力の算定方法 

耐震設計に用いる設計用地震力は，以下の方法で算定される

静的地震力及び動的地震力とする。 

 

 

 

a. 静的地震力 

安全機能を有する施設に適用する静的地震力は，Ｓクラ

ス，Ｂクラス及びＣクラスの施設に適用することとし，そ

れぞれの耐震重要度に応じて以下の地震層せん断力係数及

び震度に基づき算定する。 

 

 

 

 

 

重大事故等対処施設については，常設耐震重要重大事故

等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置される重

大事故等対処施設に，代替する機能を有する安全機能を有

する施設が属する耐震重要度に適用される地震力を適用す

る。 

 

 

(a) 建物・構築物 

水平地震力は，地震層せん断力係数Ｃｉに，次に示す施

設の耐震重要度に応じた係数を乗じ，さらに当該層以上

の重量を乗じて算定するものとする。 

Ｓクラス  3.0 

Ｂクラス  1.5 

Ｃクラス  1.0 

ここで，地震層せん断力係数Ｃｉは，標準せん断力係数

Ｃ０を0.2以上とし，建物・構築物の振動特性，地盤の種

類等を考慮して求められる値とする。 

また，必要保有水平耐力の算定においては，地震層せ

ん断力係数Ｃｉに乗じる施設の耐震重要度に応じた係数

は，耐震重要度の各クラスともに1.0とし，その際に用い

る標準せん断力係数Ｃ０は1.0以上とする。 

Ｓクラスの施設については，水平地震力と鉛直地震力

が同時に不利な方向の組合せで作用するものとする。 

鉛直地震力は，震度0.3以上を基準とし，建物・構築物

の振動特性及び地盤の種類等を考慮し，高さ方向に一定

として求めた鉛直震度より算定する。 

 

(b) 機器・配管系 

耐震重要度の各クラスの地震力は，上記(a)に示す地震

層せん断力係数Ｃｉに施設の耐震重要度に応じた係数を乗

じたものを水平震度とし，当該水平震度及び上記(a)の鉛

直震度をそれぞれ20％増しとした震度より求めるものと

する。 

Ｓクラスの施設については，水平地震力と鉛直地震力

4. 設計用地震力 

4.1  地震力の算定方法 

耐震設計に用いる地震力の算定は以下の方法による。 

 

 

 

 

4.1.1 静的地震力 

安全機能を有する施設に適用する静的地震力は，Ｓクラス，Ｂクラス及

びＣクラスの施設に適用することとし，それぞれの耐震重要度に応じて，

以下の地震層せん断力係数Ｃｉ及び震度に基づき算定するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 建物・構築物 

水平地震力は，地震層せん断力係数Ｃｉに，次に示す施設の耐震重要度

に応じた係数を乗じ，さらに当該層以上の重量を乗じて算定するものとす

る。 

Ｓクラス  3.0 

Ｂクラス  1.5 

Ｃクラス  1.0 

ここで，地震層せん断力係数Ｃｉは，標準せん断力係数Ｃ0を0.2以上と

し，建物・構築物の振動特性，地盤の種類等を考慮して求められる値とす

る。 

また，必要保有水平耐力の算定においては，地震層せん断力係数Ｃｉに

乗じる施設の耐震重要度に応じた係数は，Ｓクラス，Ｂクラス及びＣクラ

スともに1.0とし，その際に用いる標準せん断力係数Ｃ0は1.0以上とす

る。 

Ｓクラスの施設については，水平地震力と鉛直地震力が同時に不利な方

向の組合せで作用するものとする。鉛直地震力は，震度0.3以上を基準と

し，建物・構築物の振動特性及び地盤の種類等を考慮し，高さ方向に一定

として求めた鉛直震度より算定する。 

 

 

(2) 機器・配管系 

静的地震力は，上記(1)に示す地震層せん断力係数Ｃｉに施設の耐震重

要度に応じた係数を乗じたものを水平震度として，当該水平震度及び上記

(1)の鉛直震度をそれぞれ20%増しとした震度より求めるものとする。 

 

 

Ｓクラスの施設については，水平地震力と鉛直地震力は同時に不利な方

4. 設計用地震力 

4.1 地震力の算定法 

耐震設計に用いる地震力の算定は以下の方法による。 

 

 

 

 

(1) 静的地震力 

設計基準対象施設に適用する静的地震力は，Ｓクラスの施設

(津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備を除く。)，Ｂ

クラス及びＣクラスの施設に適用することとし，それぞれ耐震

重要度分類に応じて，以下の地震層せん断力係数Ｃｉ及び震度に

基づき算定するものとする。 

 

 

 

 

重大事故等対処施設については，常設耐震重要重大事故防止

設備以外の常設重大事故防止設備が設置される重大事故等対処

施設に，代替する機能を有する設計基準事故対処設備が属する

耐震重要度分類のクラスに適用される静的地震力を適用する。 

 

 

 

a. 建物・構築物 

水平地震力は，地震層せん断力係数Ｃｉに，次に示す施設の耐

震重要度分類に応じた係数を乗じ，さらに当該層以上の重量を

乗じて算定するものとする。 

Ｓクラス 3.O 

Ｂクラス 1.5 

Ｃクラス 1.0 

ここで，地震層せん断力係数Ｃｉは，標準せん断力係数Ｃ０を

0.2 以上とし，建物・構築物の振動特性，地盤の種類等を考慮

して求められる値とする。 

また，必要保有水平耐力の算定においては，地震層せん断力

係数Ｃｉに乗じる施設の耐震重要度分類に応じた係数は，Ｓク

ラス，Ｂクラス及びＣクラスともに1.0 とし，その際に用いる

標準せん断力係数Ｃ０は1.0 以上とする。 

Ｓクラスの施設については，水平地震力と鉛直地震力が同時

に不利な方向の組合せで作用するものとする。鉛直地震力は，

震度0.3 以上を基準とし，建物・構築物の振動特性，地盤の種

類等を考慮し，高さ方向に一定として求めた鉛直震度より算定

するものとする。 

 

b. 機器・配管系 

静的地震力は，上記a.に示す地震層せん断力係数Ｃｉに施設の

耐震重要度分類に応じた係数を乗じたものを水平震度として，

当該水平震度及び上記a.の鉛直震度をそれぞれ20％増しとした

震度より求めるものとする。 

 

Ｓクラスの施設については，水平地震力と鉛直地震力は同時

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 再処理施設におい

ては，敷地高さに

津波が到達しない

ことを事業変更許

可申請書において

記載しており，該

当設備はない。 

 

 重大事故等対処施

設の内容について

は，後次回で比較

結果を示す。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ-１-１ 耐震設計の基本方針】(19／78) 

別紙４－１ 

再処理施設 発電炉 
備考 

基本設計方針 添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１ 
は同時に不利な方向の組合せで作用するものとする。た

だし，鉛直震度は高さ方向に一定とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記(a)及び(b)の標準せん断力係数Ｃ０等の割増し係数に

ついては，耐震性向上の観点から，一般産業施設及び公共

施設の耐震基準との関係を考慮して設定する。 

 

 

 

b. 動的地震力 

安全機能を有する施設について，Ｓクラスの施設の設計

に適用する動的地震力は，基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用

地震動Ｓｄから定める入力地震動を適用する。 

 

 

 

 

Ｂクラスの施設のうち共振のおそれのある施設について

は，上記Ｓクラスの施設に適用する弾性設計用地震動Ｓｄ

に2分の1を乗じたものから定める入力地震動を適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等対処施設については，常設耐震重要重大事故

等対処設備が設置される重大事故等対処施設に基準地震動

Ｓｓによる地震力を適用する。 

常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等

対処設備が設置される重大事故等対処施設のうち，Ｂクラ

スに属する施設の機能を代替する施設であって共振のおそ

れのある施設については，「b. 動的地震力」に示す共振の

おそれのあるＢクラス施設に適用する地震力を適用する。 

 

また，常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大

事故等対処設備で，代替する安全機能を有する施設がない

常設重大事故等対処設備のうち，Ｓクラスの施設は常設耐

震重要重大事故等対処設備に適用する地震力を適用する。 

なお，重大事故等対処施設のうち，安全機能を有する施

設の基本構造と異なる施設については，適用する地震力に

対して，要求される機能及び構造健全性が維持されること

向の組合せで作用するものとする。ただし，鉛直震度は高さ方向に一定と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記(1)及び(2)の標準せん断力係数Ｃ0等の割増し係数については，耐

震性向上の観点から，一般産業施設及び公共施設の耐震基準との関係を考

慮して設定する。 

 

 

 

4.1.2  動的地震力 

安全機能を有する施設については，動的地震力は，Ｓクラスの施設及び

Ｂクラスの施設のうち共振のおそれのあるものに適用する。Ｓクラスの施設に

ついては，基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄから定める入力地震動を

適用する。 

 

 

 

Ｂクラスの施設のうち共振のおそれのあるものについては，弾性設計用

地震動Ｓｄから定める入力地震動の振幅を2分の1にしたものによる地震力

を適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に不利な方向の組合せで作用するものとする。ただし，鉛直震

度は高さ方向に一定とする。 

 

c. 土木構造物(屋外重要土木構造物及びその他の土木構造物) 

土木構造物の静的地震力については，ＪＥＡＧ４６０１の規

定を参考に，Ｃクラスの建物・構築物に適用される静的地震力

を適用する。 

 

 

 

 

上記a.，b.及びc.の標準せん断力係数Ｃ０等の割増し係数の適

用については，耐震性向上の観点から，一般産業施設，公共施

設等の耐震基準との関係を考慮して設定する。 

 

 

 

(2) 動的地震力 

設計基準対象施設については，動的地震力は，Ｓクラスの施

設，屋外重要土木構造物及びＢクラスの施設のうち共振のおそ

れのあるものに適用する。Ｓクラスの施設(津波防護施設，浸水

防止設備及び津波監視設備を除く。)については，基準地震動Ｓ

ｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄから定める入力地震動を適用す

る。 

 

Ｂクラスの施設のうち共振のおそれのあるものについては，

弾性設計用地震動Ｓｄから定める入力地震動の振幅を2 分の1 

にしたものによる地震力を適用する。 

 

 

屋外重要土木構造物，津波防護施設，浸水防止設備及び津波

監視設備並びに浸水防止設備又は津波監視設備が設置された建

物・構築物については，基準地震動Ｓｓによる地震力を適用す

る。 

 

重大事故等対処施設については，常設耐震重要重大事故防止

設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施

設に基準地震動Ｓｓによる地震力を適用する。 

常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備

が設置される重大事故等対処施設のうち，Ｂクラスの施設の機

能を代替する共振のおそれのある施設については，共振のおそ

れのあるＢクラスの施設に適用する地震力を適用する。 

常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が

設置される重大事故等対処施設の土木構造物については，基準

地震動Ｓｓによる地震力を適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 再処理施設では，

「建物・構築物」

を建物，構築物及

び土木構造物の総

称としたことによ

る差異であり，新

たに論点が生じる

ものではない。 

 事業変更許可申請

書に合わせて記載

した基本設計方針

に整合させた表現

としており，記載

の差異により新た

な論点が生じるも

のではない。 

 再処理施設では，

「建物・構築物」

を建物，構築物及

び土木構造物の総

称としたことによ

る差異であり，新

たに論点が生じる

ものではない。 

 再処理施設におい

ては，敷地高さに

津波が到達しない

ことを事業変更許

可申請書において

記載しており，該

当設備はない。 

 

 重大事故等対処施

設の内容について

は，後次回で比較

結果を示す。 

 

 

 

 再処理施設では，

重大事故等対処施

設の土木構造物は

ない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ-１-１ 耐震設計の基本方針】(20／78) 

別紙４－１ 

再処理施設 発電炉 
備考 

基本設計方針 添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１ 
を確認するため，当該施設の構造を適切にモデル化した上

での地震応答解析，加振試験等を実施する。 

 

安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設の動的解

析においては，地盤の諸定数も含めて材料のばらつきによ

る変動幅を適切に考慮する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

動的地震力は，水平2方向及び鉛直方向について適切

に組み合わせて算定する。水平2方向及び鉛直方向地震

力の組合せによる影響確認に当たっては，水平1方向及

び鉛直方向地震力を組み合わせた既往の耐震計算への影

響が考えられる施設，設備の部位を抽出し，建物・構築

物の3次元応答性状及びそれによる機器・配管系への影

響を考慮した上で，既往の方法を用いた耐震性に及ぼす

影響を評価する。 

 

【記載箇所：3.1.1(3)b. (b) イ.建物・構築物に記載している

内容】 

地震力については，水平2方向及び鉛直方向について適

切に組み合わせて算定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全機能を有する施設の動的解析においては，地盤の諸定数も含めて材

料のばらつきによる材料定数の変動幅を適切に考慮する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

動的地震力は，水平2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて算

定する。水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響確認に当たっ

ては，水平1方向及び鉛直方向地震力を組み合わせた既往の耐震計算への

影響が考えられる施設，設備の部位を抽出し，建物・構築物の3次元応答

性状及びそれによる機器・配管系への影響を考慮した上で，既往の方法を

用いた耐震性に及ぼす影響を評価する。その方針を「Ⅳ－１－１－７ 水

平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

動的解析においては，地盤の諸定数も含めて材料のばらつき

による材料定数の変動幅を適切に考慮する。 

動的解析の方法等については，添付書類「Ⅴ-2-1-6 地震応答

解析の基本方針」に，設計用床応答曲線の作成方法について

は，添付書類「Ⅴ-2-1-7 設計用床応答曲線の作成方針」に示

す。 

 

 

 

 

 

 

動的地震力は水平２方向及び鉛直方向について適切に組み合

わせて算定する。動的地震力の水平２方向及び鉛直方向の組合

せについては，水平1 方向及び鉛直方向地震力を組み合わせた

既往の耐震計算への影響の可能性がある施設・設備を抽出し，3 

次元応答性状の可能性も考慮した上で既往の方法を用いた耐震

性に及ぼす影響を評価する。その方針を添付書類「Ⅴ-2-1-8 水

平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針」

に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 事業変更許可申請

書に合わせて記載

した基本設計方針

に整合させた表現

としており，記載

の差異により新た

な論点が生じるも

のではない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ-１-１ 耐震設計の基本方針】(21／78) 

別紙４－１ 

再処理施設 発電炉 
備考 

基本設計方針 添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１ 
 

(a) 入力地震動 

地質調査の結果によれば，重要な再処理施設の設置位置

周辺は，新第三紀の鷹架層が十分な広がりをもって存在す

ることが確認されている。 

解放基盤表面は，この新第三紀の鷹架層のＳ波速度が

0.7ｋｍ/ｓ以上を有する標高約－70ｍの位置に想定するこ

ととする。 

基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄは，解放基盤

表面で定義する。 

建物・構築物の地震応答解析モデルに対する入力地震動

は，解放基盤表面からの地震波の伝播特性を適切に考慮し

た上で，必要に応じ2次元ＦＥＭ解析又は1次元波動論によ

り，地震応答解析モデルの入力位置で評価した入力地震動

を設定する。また，必要に応じて地盤の非線形応答に関す

る動的変形特性を考慮することとし，地盤のひずみに応じ

た地盤物性値を用いて作成する。非線形性の考慮に当たっ

ては，地下水排水設備による地下水位の低下状態を踏まえ

評価する。地下水排水設備の外側に配置される建物・構築

物については，施設の構造上の特徴，施設の周辺地盤及び

周辺施設の配置状況を踏まえ，液状化による影響が生じる

おそれがある場合には，その影響について確認する。 

地盤条件を考慮する場合には，地震動評価で考慮した敷

地全体の地下構造との関係や対象建物・構築物の直下又は

周辺の地質・速度構造の違いにも留意する。 

また，必要に応じ敷地における観測記録による検証や最

新の科学的・技術的知見を踏まえ，地質・速度構造等の地盤

条件を設定する。 

 

Ｂクラスの施設及びＢクラス施設の機能を代替する常設

重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設のう

ち共振のおそれがあり，動的解析が必要なものに対して

は，弾性設計用地震動Ｓｄに2 分の1 を乗じたものを用い

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 入力地震動 

地質調査の結果によれば，重要な再処理施設の設置位置周辺は，新

第三紀の鷹架層が十分な広がりをもって存在することが確認されてい

る。 

解放基盤表面は，この新第三紀の鷹架層のＳ波速度が0.7km/s以上を

有する標高約－70ｍの位置に想定することとする。 

 

基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄは，解放基盤表面で定義

する。 

建物・構築物の地震応答解析モデルに対する入力地震動は，解放基

盤表面からの地震波の伝播特性を適切に考慮した上で，必要に応じ2次

元ＦＥＭ解析又は1次元波動論により，地震応答解析モデルの入力位置

で評価した入力地震動を設定する。 

また，必要に応じて地盤の非線形応答に関する動的変形特性を考慮

することとし，地盤のひずみに応じた地盤物性値を用いて作成する。

非線形性の考慮に当たっては，地下水排水設備による地下水位の低下

状態を踏まえ評価する。地下水排水設備の外側に配置される建物・構

築物については，施設の構造上の特徴，施設の周辺地盤及び周辺施設

の配置状況を踏まえ，液状化による影響が生じるおそれがある場合に

は，その影響について確認する。入力地震動の設定に用いる地下構造

モデルについては，地震動評価で考慮した敷地全体の地下構造及び対

象建物・構築物の直下又は周辺の地質・速度構造の特徴を踏まえて適

切に設定する。 

 

また，必要に応じ敷地における観測記録による検証や最新の科学的・

技術的知見を踏まえ，地質・速度構造等の地盤条件を設定する。 

 

 

Ｂクラスの施設のうち共振のおそれがあり，動的解析が必要なもの

に対しては，弾性設計用地震動Ｓｄに2 分の1 を乗じたものを用い

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 事業変更許可申請

書に合わせて記載

した基本設計方針

に整合させるた

め，入力地震動の

設定について明記

したものであり，

記載の差異により

新たな論点が生じ

るものではない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ-１-１ 耐震設計の基本方針】(22／78) 

別紙４－１ 

再処理施設 発電炉 
備考 

基本設計方針 添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１ 
(b) 動的解析法 

イ. 建物・構築物 

動的解析に当たっては，対象施設の形状，構造特性，

振動特性等を踏まえ，地震応答解析手法の適用性及び適

用限界等を考慮のうえ，適切な解析法を選定するととも

に，建物・構築物に応じて十分な調査に基づく適切な解

析条件を設定する。 

動的解析は，原則として，時刻歴応答解析法を用いて

求めるものとする。 

また，3次元応答性状等の評価は，線形解析に適用可能

な周波数応答解析法による。 

建物・構築物の動的解析に当たっては，建物・構築物

の剛性はそれらの形状，構造特性，振動特性，減衰特性

を十分考慮して評価し，集中質点系に置換した解析モデ

ルを設定する。 

動的解析には，建物・構築物と地盤の相互作用及び埋

込み効果を考慮するものとし，解析モデルの地盤のばね

定数は，基礎版の平面形状，地盤の剛性等を考慮して定

める。地盤の剛性等については，必要に応じて地盤の非

線形応答を考慮することとし，地盤のひずみに応じた地

盤物性値に基づくものとする。設計用地盤定数の設定に

当たっては，地盤の構造特性の考慮として，地震動評価

で考慮した敷地全体の地下構造との関係や対象建物・構

築物の直下又は周辺の地質・速度構造の違いにも留意

し，原則として，弾性波試験によるものを用いる。 

地盤－建物・構築物連成系の減衰定数は，振動エネル

ギの地下逸散及び地震応答における各部のひずみレベル

を考慮して定める。 

基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄに対する応

答解析において，主要構造要素がある程度以上弾性範囲

を超える場合には，実験等の結果に基づき，該当する建

物部分の構造特性に応じて，その弾塑性挙動を適切に模

擬した復元力特性を考慮した応答解析を行う。 

また，Ｓクラスの施設を支持する建物・構築物及び常

設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等

対処施設を支持する建物・構築物の支持機能を検討する

ための動的解析において，当該施設を支持する建物・構

築物の主要構造要素がある程度以上弾性範囲を超える場

合には，その弾塑性挙動を適切に模擬した復元力特性を

考慮した応答解析を行う。 

地震応答解析に用いる材料定数については，地盤の諸

定数も含めて材料のばらつきによる変動幅を適切に考慮

する。また，材料のばらつきによる変動が建物・構築物

の振動性状や応答性状に及ぼす影響として考慮すべき要

因を選定した上で，選定された要因を考慮した動的解析

により設計用地震力を設定する。 

 

 

 

 

 

(2) 動的解析法 

動的解析の方法，設計用減衰定数等については，「Ⅳ－１－１－５ 

地震応答解析の基本方針」に，設計用床応答曲線の作成方法について

は，「Ⅳ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

動的解析の方法等については，添付書類「Ⅴ-2-1-6 地震応答

解析の基本方針」に，設計用床応答曲線の作成方法について

は，添付書類「Ⅴ-2-1-7 設計用床応答曲線の作成方針」に示

す。 

 

 

動的地震力は水平２方向及び鉛直方向について適切に組み合

わせて算定する。動的地震力の水平２方向及び鉛直方向の組合

せについては，水平1 方向及び鉛直方向地震力を組み合わせた

既往の耐震計算への影響の可能性がある施設・設備を抽出し，3 

次元応答性状の可能性も考慮した上で既往の方法を用いた耐震

性に及ぼす影響を評価する。その方針を添付書類「Ⅴ-2-1-8 水

平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針」

に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 事業変更許可申請

書に合わせて記載

した基本設計方針

に整合させた表現

としており，記載

の差異により新た

な論点が生じるも

のではない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ-１-１ 耐震設計の基本方針】(23／78) 

別紙４－１ 

再処理施設 発電炉 
備考 

基本設計方針 添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１ 
c. 設計用減衰定数 

地震応答解析に用いる減衰定数は，安全上適切と認めら

れる規格及び基準に基づき，設備の種類，構造等により適

切に選定するとともに，試験等で妥当性を確認した値も用

いる。 

 

なお，建物・構築物の地震応答解析に用いる鉄筋コンク

リートの減衰定数の設定については，既往の知見に加え，

既設施設の地震観測記録等により，その妥当性を検討す

る。 

 

また，地盤と土木構造物の連成系地震応答解析モデルの

減衰定数については，地中構造物としての特徴，同モデル

の振動特性を考慮して適切に設定する。 

 

建物・構築物の動的解析においては，地下水排水設

備による地下水位の低下を考慮して適切な解析手法を

選定する。このうち，地下水排水設備の外側に配置さ

れる建物・構築物については，施設の構造上の特徴，

施設の周辺地盤及び周辺施設の配置状況を踏まえ，液

状化による影響が生じるおそれがある場合には，その

影響について確認する。ここで，地震時の地盤の有効

応力の変化に応じた影響を考慮する場合は，有効応力

解析を実施する。有効応力解析に用いる液状化強度特

性は，敷地の原地盤における代表性及び網羅性を踏ま

えた上で保守性を考慮して設定することを基本とす

る。 

 

動的解析に用いる解析モデルは，地震観測網により

得られた観測記録により振動性状の把握を行い，解析

モデルの妥当性の確認を行う。 

 

建物・構築物のうち土木構造物の動的解析に当たっ

ては，構造物と地盤の相互作用を考慮できる連成系の

地震応答解析手法を用いる。地震応答解析手法は，地

盤及び構造物の地震時における非線形挙動の有無や程

度に応じて，線形，等価線形又は非線形解析のいずれ

かによる。地盤の地震応答解析モデルは，構造物と地

盤の動的相互作用を考慮できる有限要素法を用いる。

構造物の地震応答解析に用いる減衰定数については，

地盤と構造物の非線形性を考慮して適切に設定する。 

 

地震力については，水平2方向及び鉛直方向につい

て適切に組み合わせて算定する。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ-１-１ 耐震設計の基本方針】(24／78) 

別紙４－１ 

再処理施設 発電炉 
備考 

基本設計方針 添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１ 
 

ロ. 機器・配管系 

動的解析による地震力の算定に当たっては，地震応答

解析手法の適用性，適用限界等を考慮のうえ，適切な解

析法を選定するとともに，解析条件として考慮すべき減

衰定数，剛性等の各種物性値は，適切な規格及び基準又

は試験等の結果に基づき設定する。 

機器については，形状，構造特性等を考慮して，代表

的な振動モードを適切に表現できるよう質点系モデル，

有限要素モデル等に置換し，設計用床応答曲線を用いた

スペクトルモーダル解析法又は時刻歴応答解析法により

応答を求める。 

また，時刻歴応答解析法及びスペクトルモーダル解析法

を用いる場合は地盤物性等のばらつきを適切に考慮する。

スペクトルモーダル解析法には地盤物性等のばらつきを

考慮した床応答曲線を用いる。 

配管系については，適切なモデルを作成し，設計用床応

答曲線を用いたスペクトルモーダル解析法により応答を求

める。 

スペクトルモーダル解析法及び時刻歴応答解析法の選択

に当たっては，衝突・すべり等の非線形現象を模擬する観

点又は既往研究の知見を取り入れ実機の挙動を模擬する観

点で，建物・構築物の剛性及び地盤物性のばらつきへの配

慮をしつつ時刻歴応答解析法を用いる等，解析対象とする

現象，対象設備の振動特性・構造特性等を考慮し適切に選

定する。 

また，設備の3次元的な広がりを踏まえ，適切に応答を

評価できるモデルを用い，水平2方向及び鉛直方向の応答

成分について適切に組み合わせるものとする。 

 

なお，剛性の高い機器・配管系は，その設置床面の最大

床応答加速度の1.2倍の加速度を静的に作用させて地震力を

算定する。 

 

 

c. 設計用減衰定数 

地震応答解析に用いる減衰定数は，安全上適切と認めら

れる規格及び基準に基づき，設備の種類，構造等により適

切に選定するとともに，試験等で妥当性を確認した値も用

いる。 

 

なお，建物・構築物の地震応答解析に用いる鉄筋コンク

リートの減衰定数の設定については，既往の知見に加え，

既設施設の地震観測記録等により，その妥当性を検討す

る。 

 

また，地盤と土木構造物の連成系地震応答解析モデルの

減衰定数については，地中構造物としての特徴，同モデル

の振動特性を考慮して適切に設定する。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ-１-１ 耐震設計の基本方針】(25／78) 

別紙４－１ 

再処理施設 発電炉 
備考 

基本設計方針 添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１ 
 

 

【記載箇所：3.1.1(3)b. (b) イ.建物・構築物に記載している

内容】 

動的解析に用いる解析モデルは，地震観測網により

得られた観測記録により振動性状の把握を行い，解析

モデルの妥当性の確認を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【記載箇所：3.1.1 耐震設計に記載している内容】 

(3) 地震力の算定方法 

耐震設計に用いる設計用地震力は，以下の方法で算定さ

れる静的地震力及び動的地震力とする。 

 

 

 

 

 

これらの地震応答解析を行う上で，更なる信頼性の向上を目的として設

置した地震観測網から得られた観測記録により振動性状の把握を行う。地

震観測網の概要については，「Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の基本方

針」の別紙「地震観測網について」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2  設計用地震力 

「4.1 地震力の算定方法」に基づく設計用地震力は「Ⅳ－１－１－８ 

機能維持の基本方針」の第2-1表に示す地震力に従い算定するものとす

る。 

 

 

 

 

 

これらの地震応答解析を行う上で，更なる信頼性の向上を目

的として設置した地震観測網から得られた観測記録により振動

性状の把握を行う。地震観測網の概要については，添付書類

「Ⅴ-2-1-6 地震応答解析の基本方針」の別紙「地震観測網につ

いて」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 設計用地震力 

「4.1 地震力の算定法」に基づく設計用地震力は添付書類

「Ⅴ-2-1-9 機能維持の基本方針」の表 2-1 に示す地震力に従い

算定するものとする。 
(18/78)頁から 

(23/78)頁から 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ-１-１ 耐震設計の基本方針】(26／78) 

別紙４－１ 

再処理施設 発電炉 
備考 

基本設計方針 添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１ 
 (4) 荷重の組合せと許容限界 

耐震設計における荷重の組合せと許容限界は，以下による

ものとする。 

また，耐震設計においては，安全機能及び重大事故等に対

処するために必要な機能である閉じ込め機能，プロセス量等

の維持機能，掃気機能，崩壊熱等の除去機能，臨界防止機

能，遮蔽機能，落下・転倒防止機能，支援機能，ソースター

ム制限機能，放出量の監視機能，換気機能，気密性，支持機

能，操作場所及びアクセスルートの保持機能等を維持する設

計とする。 

上記の機能のうち，遮蔽機能，落下・転倒防止機能，気密

性，支持機能，操作場所及びアクセスルートの保持機能等に

ついては，安全機能を有する施設の耐震重要度及び重大事故

等対処施設の設備分類に応じた地震力に対して，当該機能が

要求される施設の構造強度を確保することで，機能が維持で

きる設計とする。 

閉じ込め機能，プロセス量等の維持機能，掃気機能，崩壊

熱等の除去機能，臨界防止機能，支援機能，ソースターム制

限機能，放出量の監視機能，換気機能等については，構造強

度を確保するとともに，当該機能が要求される各施設の特性

に応じて許容限界を適切に設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. 耐震設計上考慮する状態 

地震以外に設計上考慮する状態を以下に示す。 

(a) 安全機能を有する施設 

イ. 建物・構築物 

 

 

 

(イ) 運転時の状態 

再処理施設が運転している状態。 

 

 

 

5. 機能維持の基本方針 

耐震設計においては，安全機能である閉じ込め機能，プロセス量等の維

持機能，掃気機能，崩壊熱等の除去機能，臨界防止機能，遮蔽機能，落

下・転倒防止機能，支援機能，ソースターム制限機能，放出量の監視機

能，換気機能，支持機能，地下水排水機能，飛来物防護機能，漏えい検知

機能，火災防護機能，止水機能，ユーティリティ機能，分析機能，廃棄機

能を維持する設計とする。 

上記の機能のうち，遮蔽機能，落下・転倒防止機能，支持機能，飛来物

防護機能，止水機能，分析機能，廃棄機能については，安全機能を有する

施設の耐震重要度に応じた地震力に対して，当該機能が要求される施設の

構造強度を確保することで，機能が維持できる設計とする。 

閉じ込め機能，プロセス量等の維持機能，掃気機能，崩壊熱等の除去機

能，臨界防止機能，支援機能，ソースターム制限機能，放出量の監視機

能，換気機能，地下水排水機能，漏えい検知機能，火災防護機能，ユーテ

ィリティ機能については，構造強度を確保するとともに，当該機能が要求

される各施設の特性に応じて評価項目を追加することで，機能維持設計を

行う。 

 

ここでは，上記を考慮し，各機能維持の方針を示す。 

 

5.1 構造強度 

再処理施設は，安全機能を有する施設の耐震重要度に応じた地震力によ

る荷重と地震力以外の荷重の組合せを適切に考慮した上で，構造強度を確

保する設計とする。また，変位及び変形に対し，設計上の配慮を行う。 

 

 

自然現象に関する組合せは，「Ⅵ－１－１－１ 再処理施設の自然現象等

による損傷の防止に関する説明書」に従い行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

具体的な荷重の組合せ及び許容限界は「Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基

本方針」の第3.1-1表に示す。 

 

5.1.1  耐震設計上考慮する状態 

地震以外に設計上考慮する状態を以下に示す。 

(1) 安全機能を有する施設 

a. 建物・構築物 

 

 

 

(a) 運転時の状態 

再処理施設が運転している状態。 

 

 

 

5. 機能維持の基本方針 

耐震設計における安全機能維持は，設計基準対象施設の耐震

重要度分類及び重大事故等対処施設の施設区分に応じた地震動

に対して，施設の構造強度の確保を基本とする。 

 

 

 

 

耐震安全性が応力の許容限界のみで律することができない施

設等，構造強度に加えて，各施設の特性に応じた動的機能，電

気的機能，気密性，止水性，遮蔽性，支持機能，通水機能及び

貯水機能の維持を必要とする施設については，その機能が維持

できる設計とする。 

気密性，止水性，遮蔽性，支持機能，通水機能及び貯水機能

の維持については，構造強度を確保することを基本とする。必

要に応じて評価項目を追加することで，機能維持設計を行う。 

 

 

ここでは，上記を考慮し，各機能維持の方針を示す。 

 

5.1 構造強度 

発電用原子炉施設は，設計基準対象施設の耐震重要度分類及

び重大事故等対処施設の施設区分に応じた地震動に伴う地震力

による荷重と地震力以外の荷重の組合せを適切に考慮した上

で，構造強度を確保する設計とする。また，変位及び変形に対

し，設計上の配慮を行う。 

自然現象に関する組合せは，添付書類「Ⅴ-1-1-2-1-1 発電用

原子炉施設に対する自然現象等による損傷の防止に関する基本

方針」に従い行う。なお，添付書類「Ⅴ-1-1-2 発電用原子炉施

設の自然現象等による損傷の防止に関する説明書」のうち添付

書類「Ⅴ-1-1-2-2-1 耐津波設計の基本方針」，添付書類「Ⅴ-1-

1-10 通信連絡設備に関する説明書」，添付書類「Ⅴ-4-2 生体遮

蔽装置の放射線の遮蔽及び熱除去についての計算書」，添付書類

「Ⅴ-1-7-3 中央制御室の居住性に関する説明書」及び添付書類

「Ⅴ-1-9-3-1 緊急時対策所の機能に関する説明書」における耐

震設計方針についても本項に従う。 

具体的な荷重の組合せと許容限界は添付書類「Ⅴ-2-1-9 機能

維持の基本方針」の表3-1 に示す。 

 

(1) 耐震設計上考慮する状態 

地震以外に設計上考慮する状態を以下に示す。 

 

a. 建物・構築物 

設計基準対象施設については以下の(a)～(c)の状態，重大

事故等対処施設については以下の(a)～(d)の状態を考慮す

る。 

(a) 運転時の状態 

発電用原子炉施設が運転状態にあり，通常の自然条件下

におかれている状態 

ただし，運転状態には通常運転時，運転時の異常な過渡

変化時を含むものとする。 

 

 

 重大事故等対処施

設の内容について

は，後次回で比較

結果を示す。 

 基本設計方針に整合

させた表現としてお

り，記載の差異によ

り新たな論点が生じ

るものではない。 

 本内容については，

補足説明資料「【耐

震建物 30】耐震設計

における安全機能の

整理について」にて

示す。 

 

 

 

 

 重大事故等対処施

設の内容について

は，後次回で比較

結果を示す。 

 

 

 

・第 1回申請である冷

却塔に対する記載と

しており，その他の

施設については後次

回で比較結果を示

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 事業変更許可申請

書に合わせて記載

した基本設計方針

に整合させた表現

(29/78)頁へ 

(55/78)，(56/78)，(57/78)，

(58/78)，（60/78），（61/78），

(62/78）頁へ 
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【Ⅳ-１-１ 耐震設計の基本方針】(27／78) 

別紙４－１ 

再処理施設 発電炉 
備考 

基本設計方針 添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ロ) 設計用自然条件 

設計上基本的に考慮しなければならない自然条件

(積雪，風)。 

 

 

 

 

 

 

ロ. 機器・配管系 

 

 

 

 

 

(イ) 運転時の状態 

再処理施設が運転している状態。 

 

 

 

(ロ) 運転時の異常な過渡変化時の状態 

運転時に予想される機械又は器具の単一の故

障若しくはその誤作動又は運転員の単一の誤操

作及びこれらと類似の頻度で発生すると予想さ

れる外乱によって発生する異常な状態であっ

て，当該状態が継続した場合には温度，圧力，流

量その他の再処理施設の状態を示す事項が安全

設計上許容される範囲を超えるおそれがあるも

のとして安全設計上想定すべき事象が発生した

状態。 

(ハ) 設計基準事故時の状態 

発生頻度が運転時の異常な過渡変化より低い

異常な状態であって，当該状態が発生した場合

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 設計用自然条件 

設計上基本的に考慮しなければならない自然条件(積雪，風)。 

 

 

 

 

 

 

 

b. 機器・配管系 

 

 

 

 

 

(a) 運転時の状態 

再処理施設が運転している状態。 

 

 

 

(b) 運転時の異常な過渡変化時の状態 

運転時に予想される機械又は器具の単一の故障若しくはその誤

作動又は運転員の単一の誤操作及びこれらと類似の頻度で発生す

ると予想される外乱によって発生する異常な状態であって，当該

状態が継続した場合には温度，圧力，流量その他の再処理施設の

状態を示す事項が安全設計上許容される範囲を超えるおそれがあ

るものとして安全設計上想定すべき事象が発生した状態。 

 

 

 

(c) 設計基準事故時の状態 

発生頻度が運転時の異常な過渡変化より低い異常な状態であっ

て，当該状態が発生した場合には再処理施設から多量の放射性物

 

(b) 設計基準事故時の状態 

発電用原子炉施設が設計基準事故時にある状態 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) 設計用自然条件 

設計上基本的に考慮しなければならない自然条件(風，積

雪) 

 

(d) 重大事故等時の状態 

発電用原子炉施設が，重大事故に至るおそれのある事故

又は重大事故の状態で，重大事故等対処施設の機能を必要

とする状態 

 

b. 機器・配管系 

設計基準対象施設については以下の(a)～(d)の状態，重大

事故等対処施設については以下の(a)～(e)の状態を考慮す

る。 

 

 

(a) 通常運転時の状態 

原子炉の起動，停止，出力運転，高温待機及び燃料取替

え等が計画的又は頻繁に行われた場合であって，運転条件

が所定の制限値以内にある運転状態 

 

(b) 運転時の異常な過渡変化時の状態 

通常運転時に予想される機械又は器具の単一の故障若し

くはその誤作動又は運転員の単一の誤操作及びこれらと類

似の頻度で発生すると予想される外乱によって発生する異

常な状態であって，当該状態が継続した場合には炉心又は

原子炉冷却材圧カバウンダリの著しい損傷が生ずるおそれ

があるものとして安全設計上想定すべき事象が発生した状

態 

 

 

(c) 設計基準事故時の状態 

発生頻度が運転時の異常な過渡変化より低い異常な状態

であって，当該状態が発生した場合には発電用原子炉施設

としており，再処

理施設において

は，運転時の異常

な過渡変化時及び

設計基準事故時の

状態で施設に作用

する荷重は，通常

運転時の状態で施

設に作用する荷重

を超えるもの及び

長時間施設に作用

するものがない。 

 本内容について

は，補足説明資料

「【耐震機電 22】

地震荷重と事故時

荷重との組み合わ

せについて」にて

示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 事業変更許可申請

書に合わせて記載

した基本設計方針

に整合させた表現

としており，記載

の差異により新た

な論点が生じるも

のではない。 

 

 事業変更許可申請

書に合わせて記載

した基本設計方針

に整合させた表現

としており，記載

の差異により新た

な論点が生じるも

のではない。 

 

(29/78)頁へ 

(29/78)頁へ 

(29/78)頁へ 

(29/78)頁へ 
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【Ⅳ-１-１ 耐震設計の基本方針】(28／78) 

別紙４－１ 

再処理施設 発電炉 
備考 

基本設計方針 添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１ 
には再処理施設から多量の放射性物質が放出す

るおそれがあるものとして安全設計上想定すべ

き事象が発生した状態。 
 

質が放出するおそれがあるものとして安全設計上想定すべき事象

が発生した状態。 

 

 

から多量の放射性物質が放出するおそれがあるものとして

安全設計上想定すべき事象が発生した状態(使用済燃料に関

する事象を含む。) 

 

 

(d) 設計用自然条件 

設計上基本的に考慮しなければならない自然条件(風，積

雪) 

 

c. 土木構造物 

設計基準対象施設については以下の(a)～(c)の状態，重大

事故等対処施設については， 

以下の(a)～(d)の状態を考慮する。 

 

(a) 運転時の状態 

発電用原子炉施設が運転状態にあり，通常の自然条件下

におかれている状態 

ただし，運転状態には通常運転時，運転時の異常な過渡変

化時を含むものとする。 

 

(b) 設計基準事故時の状態 

発電用原子炉施設が設計基準事故時にある状態 

 

(c) 設計用自然条件 

設計上基本的に考慮しなければならない自然条件(風，積

雪) 

 

(d) 重大事故等時の状態 

発電用原子炉施設が，重大事故に至るおそれのある事

故，又は重大事故の状態で，重大事故等対処施設の機能を

必要とする状態 

 

 

 事業変更許可申請

書に合わせて記載

した基本設計方針

に整合させた表現

としており，記載

の差異により新た

な論点が生じるも

のではない。 

 再処理施設では，

「建物・構築物」

を建物，構築物及

び土木構造物の総

称としたことによ

る差異であり，新

たに論点が生じる

ものではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 再処理施設では，

重大事故等対処施

設の土木構造物は

ない。 

 

(30/78) ，(32/78)頁へ 

(29/78)頁へ 
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【Ⅳ-１-１ 耐震設計の基本方針】(29／78) 

別紙４－１ 

再処理施設 発電炉 
備考 

基本設計方針 添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１ 
(b) 重大事故等対処施設 

イ. 建物・構築物 

 

 

(イ) 運転時の状態 

再処理施設が運転している状態。 

 

 

 

 

 

 

 

(ロ)  重大事故等時の状態 

再処理施設が，重大事故に至るおそれがあ

る事故又は重大事故の状態で，重大事故等対

処施設の機能を必要とする状態。 

 

 

(ハ) 設計用自然条件 

設計上基本的に考慮しなければならない自

然条件(積雪，風)。 

 

 

ロ. 機器・配管系 

 

 

 

(イ) 運転時の状態 

再処理施設が運転している状態。 

 

 

 

(ロ) 運転時の異常な過渡変化時の状態 

運転時に予想される機械又は器具の単一の

故障若しくはその誤作動又は運転員の単一の

誤操作及びこれらと類似の頻度で発生すると

予想される外乱によって発生する異常な状態

であって，当該状態が継続した場合には温度，

圧力，流量その他の再処理施設の状態を示す

事項が安全設計上許容される範囲を超えるお

それがあるものとして安全設計上想定すべき

事象が発生した状態。 

 

(ハ) 設計基準事故時の状態 

発生頻度が運転時の異常な過渡変化より低

い異常な状態であって，当該状態が発生した

場合には再処理施設から多量の放射性物質が

放出するおそれがあるものとして安全設計上

想定すべき事象が発生した状態。 

 

(2) 重大事故等対処施設 

重大事故等対処施設の耐震設計上考慮する状態については，重大事

故等対処施設の申請に合わせて次回以降に詳細を説明する。 

 

【記載箇所：5.1(1)a. 建物・構築物に記載している内容】 

a. 建物・構築物 

設計基準対象施設については以下の(a)～(c)の状態，重大事

故等対処施設については以下の(a)～(d)の状態を考慮する。 

(a) 運転時の状態 

発電用原子炉施設が運転状態にあり，通常の自然条件下に

おかれている状態 

ただし，運転状態には通常運転時，運転時の異常な過渡変

化時を含むものとする。 

(b) 設計基準事故時の状態 

発電用原子炉施設が設計基準事故時にある状態 

 

【記載箇所：5.1(1)a. 建物・構築物に記載している内容】 

(d) 重大事故等時の状態 

発電用原子炉施設が，重大事故に至るおそれのある事故又

は重大事故の状態で，重大事故等対処施設の機能を必要とす

る状態 

 

【記載箇所：5.1(1)a. 建物・構築物に記載している内容】 

(c) 設計用自然条件 

設計上基本的に考慮しなければならない自然条件(風，積

雪) 

 

【記載箇所：5.1(1)b. 機器・配管系に記載している内容】 

b. 機器・配管系 

設計基準対象施設については以下の(a)～(d)の状態，重大事

故等対処施設については以下の(a)～(e)の状態を考慮する。 

 

(a) 通常運転時の状態 

原子炉の起動，停止，出力運転，高温待機及び燃料取替え

等が計画的又は頻繁に行われた場合であって，運転条件が所

定の制限値以内にある運転状態 

 

(b) 運転時の異常な過渡変化時の状態 

通常運転時に予想される機械又は器具の単一の故障若しく

はその誤作動又は運転員の単一の誤操作及びこれらと類似の

頻度で発生すると予想される外乱によって発生する異常な状

態であって，当該状態が継続した場合には炉心又は原子炉冷

却材圧カバウンダリの著しい損傷が生ずるおそれがあるもの

として安全設計上想定すべき事象が発生した状態 

 

 

 

 

(c) 設計基準事故時の状態 

発生頻度が運転時の異常な過渡変化より低い異常な状態で

あって，当該状態が発生した場合には発電用原子炉施設から

多量の放射性物質が放出するおそれがあるものとして安全設

計上想定すべき事象が発生した状態(使用済燃料に関する事象

を含む。) 

 

 

 重大事故等対処施

設の内容について

は，後次回で比較

結果を示す。 
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【Ⅳ-１-１ 耐震設計の基本方針】(30／78) 

別紙４－１ 

再処理施設 発電炉 
備考 

基本設計方針 添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１ 
 

 

 

 

(ニ) 重大事故等時の状態 

再処理施設が，重大事故に至るおそれがあ

る事故又は重大事故の状態で，重大事故等対

処施設の機能を必要とする状態。 

 

(d) 設計用自然条件 

設計上基本的に考慮しなければならない自然条件(風，積

雪) 

 

(e) 重大事故等時の状態 

発電用原子炉施設が，重大事故に至るおそれのある事故，

又は重大事故の状態で，重大事故等対処施設の機能を必要と

する状態 

 

 

 重大事故等対処施

設の内容について

は，後次回で比較

結果を示す。 
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【Ⅳ-１-１ 耐震設計の基本方針】(31／78) 

別紙４－１ 

再処理施設 発電炉 
備考 

基本設計方針 添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１ 
b. 荷重の種類 

(a) 安全機能を有する施設 

イ．建物・構築物 

 

 

 

(イ) 再処理施設のおかれている状態にかかわらず常時

作用している荷重，すなわち固定荷重，積載荷重，土

圧及び水圧 

  

(ロ) 運転時の状態で施設に作用する荷重  

 

 

 

 

 

 

 

(ハ) 地震力，積雪荷重及び風荷重 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただし，運転時の状態で施設に作用する荷重には，機

器・配管系から作用する荷重が含まれるものとし，地震力

には，地震時土圧，地震時水圧及び機器・配管系からの反

力が含まれるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ．機器・配管系 

 

 

 

 

(イ) 運転時の状態で施設に作用する荷重  

(ロ) 運転時の異常な過渡変化時の状態で施設に作用す

る荷重  

(ハ) 設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重  

 

5.1.2  荷重の種類 

(1) 安全機能を有する施設 

 a. 建物・構築物 

 

 

 

(a) 再処理施設のおかれている状態にかかわらず常時作用している

荷重，すなわち固定荷重，積載荷重，土圧及び水圧 

 

 

(b) 運転時の状態で施設に作用する荷重 

 

 

 

 

 

 

 

(c) 地震力，積雪荷重及び風荷重 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただし，運転時の状態で施設に作用する荷重には，機器・配管系から作

用する荷重が含まれるものとし，地震力には，地震時の土圧，機器・配管

系からの反力，スロッシング等による荷重が含まれるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 機器・配管系 

 

 

 

 

(a) 運転時の状態で施設に作用する荷重 

(b) 運転時の異常な過渡変化時の状態で施設に作用する荷重 

 

(c) 設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重 

 

(2) 荷重の種類 

 

a. 建物・構築物 

設計基準対象施設については以下の(a)～(d)の荷重，重大事

故等対処施設については以下の(a)～(e)の荷重とする。 

 

(a) 原子炉のおかれている状態にかかわらず常時作用している

荷重，すなわち固定荷重，積載荷重，土圧，水圧及び通常の気

象条件による荷重 

 

(b) 運転時の状態で施設に作用する荷重 

 

 

 

(c) 設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重(長時間継続す

る事象による荷重と異常時圧力の最大値の2 種類を考慮する。) 

 

 

(d) 地震力，風荷重，積雪荷重 

 

 

(e) 重大事故等時の状態で施設に作用する荷重 

 

 

 

 

 

 

 

ただし，運転時の状態，設計基準事故時の状態及び重大事故

等時の状態での荷重には，機器・配管系から作用する荷重が含

まれるものとし，地震力には，地震時の土圧，機器・配管系か

らの反力，スロッシング等による荷重が含まれるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 機器・配管系 

設計基準対象施設については以下の(a)～(d)の荷重，重大事

故等対処施設については以下の(a)～(e)の荷重とする。 

 

 

(a) 通常運転時の状態で施設に作用する荷重 

(b) 運転時の異常な過渡変化時の状態で施設に作用する荷重 

 

(c) 設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重(長時間継続す

る事象による荷重と異常時圧力の最大値の2 種類を考慮する。) 

 

 

 

 

 

 

 事業変更許可申請

書に合わせて記載

した基本設計方針

に整合させた表現

としており，記載

の差異により新た

な論点が生じるも

のではない。 

 設計基準事故時の

扱いは(26/78)ペー

ジの 5.1.1(1)と同

様。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 地震力には，基本

設計方針に示す地

震時水圧としてス

ロッシングの他，

構築物からの反力

や慣性力が含まれ

るため，その他の

荷重を含めた表現

とした。 

 

 

 

 

 

 

 事業変更許可申請

書に合わせて記載

した基本設計方針

に整合させた表現

としており，記載

(33/78)頁へ 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ-１-１ 耐震設計の基本方針】(32／78) 

別紙４－１ 

再処理施設 発電炉 
備考 

基本設計方針 添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１ 
 

(ニ) 地震力  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただし，各状態において施設に作用する荷重には，常時

作用している荷重，すなわち自重等の固定荷重が含まれる

ものとする。また，屋外に設置される施設については，建

物・構築物に準じる。 

 

 

 

 

 

 

 

(d) 地震力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ただし，各状態において施設に作用する荷重には，常時作用している 

荷重，すなわち自重等の固定荷重が含まれるものとする。また，屋外に

設置される施設の積雪荷重及び風荷重については，建物・構築物に準じ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(d) 地震力，風荷重，積雪荷重 

 

 

 

 

 

 

(e) 重大事故等時の状態で施設に作用する荷重 

 

 

 

 

 

【記載箇所：5.1(1)b.機器・配管系に記載している内容】 

(d) 設計用自然条件 

設計上基本的に考慮しなければならない自然条件(風，積雪) 

 

 

 

 

 

 

 

c. 土木構造物 

設計基準対象施設については以下の(a)～(d)の荷重，重大事

故等対処施設については以下の(a)～(e)の荷重とする。 

(a) 原子炉のおかれている状態にかかわらず常時作用している

荷重，すなわち固定荷重，積載荷重，土圧，水圧及び通常の気

象条件による荷重 

(b) 運転時の状態で施設に作用する荷重 

(c) 設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重 

(d) 地震力，風荷重，積雪荷重 

(e) 重大事故等時の状態で施設に作用する荷重 

の差異により新た

な論点が生じるも

のではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 事業変更許可申請

書に合わせて記載

した基本設計方針

に整合させた表現

としており，記載

の差異により新た

な論点が生じるも

のではない。 

 

 再処理施設では，

「建物・構築物」

を建物，構築物及

び土木構造物の総

称としたことによ

る差異であり，新

たに論点が生じる

ものではない。 

 

 再処理施設では，

重大事故等対処施

設の土木構造物は

ない。 
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【Ⅳ-１-１ 耐震設計の基本方針】(33／78) 

別紙４－１ 

再処理施設 発電炉 
備考 

基本設計方針 添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１ 
(b) 重大事故等対処施設 

イ．建物・構築物 

 

 

 

(イ) 再処理施設のおかれている状態にかかわらず常時

作用している荷重，すなわち固定荷重，積載荷重，土

圧及び水圧 

 

(ロ) 運転時の状態で施設に作用する荷重  

 

(ハ) 重大事故等時の状態で施設に作用する荷重  

 

 

(ニ) 地震力，積雪荷重及び風荷重 

 

 

 

ただし，運転時及び重大事故等時の状態で施設に作用する

荷重には，機器・配管系から作用する荷重が含まれるものと

し，地震力には，地震時土圧，地震時水圧及び機器・配管系

からの反力が含まれるものとする。 

 

 

ロ．機器・配管系 

 

 

 

(イ) 運転時の状態で施設に作用する荷重  

(ロ) 運転時の異常な過渡変化時の状態で施設に作用す

る荷重  

(ハ) 設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重  

 

 

(ニ) 重大事故等時の状態で施設に作用する荷重  

 

(ホ) 地震力  

 

 

ただし，各状態において施設に作用する荷重には，常時作

用している荷重，すなわち自重等の固定荷重が含まれるもの

とする。また，屋外に設置される施設については，建物・構

築物に準じる。 
 

(2) 重大事故等対処施設 

重大事故等対処施設の荷重の種類については，重大事故等対処施設の

申請に合わせて次回以降に詳細を説明する。 

 

【記載箇所：5.1(2)a. 建物・構築物に記載している内容】 

a. 建物・構築物 

設計基準対象施設については以下の(a)～(d)の荷重，重大事故

等対処施設については以下の(a)～(e)の荷重とする。 

 

(a) 原子炉のおかれている状態にかかわらず常時作用している

荷重，すなわち固定荷重，積載荷重，土圧，水圧及び通常の気

象条件による荷重 

 

(b) 運転時の状態で施設に作用する荷重 

 

(c) 設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重(長時間継続す

る事象による荷重と異常時圧力の最大値の2 種類を考慮する。) 

 

(d) 地震力，風荷重，積雪荷重 

 

(e) 重大事故等時の状態で施設に作用する荷重 

 

ただし，運転時の状態，設計基準事故時の状態及び重大事故

等時の状態での荷重には，機器・配管系から作用する荷重が含

まれるものとし，地震力には，地震時の土圧，機器・配管系か

らの反力，スロッシング等による荷重が含まれるものとする。 

 

【記載箇所：5.1(2)b. 機器・配管系に記載している内容】 

b. 機器・配管系 

設計基準対象施設については以下の(a)～(d)の荷重，重大事

故等対処施設については以下の(a)～(e)の荷重とする。 

 

(a) 通常運転時の状態で施設に作用する荷重 

(b) 運転時の異常な過渡変化時の状態で施設に作用する荷重 

 

(c) 設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重(長時間継続す

る事象による荷重と異常時圧力の最大値の2 種類を考慮する。) 

(d) 地震力，風荷重，積雪荷重 

(e) 重大事故等時の状態で施設に作用する荷重 

 

 

 重大事故等対処施

設の内容について

は，後次回で比較

結果を示す。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ-１-１ 耐震設計の基本方針】(34／78) 

別紙４－１ 

再処理施設 発電炉 
備考 

基本設計方針 添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１ 
c. 荷重の組合せ 

地震力と他の荷重との組合せについては，「3.3 外部からの

衝撃による損傷の防止」で設定している風及び積雪による荷重

を考慮し，以下のとおり設定する。 

(a) 安全機能を有する施設 

イ．建物・構築物 

 

 

 

 

 

(イ) Ｓクラスの建物・構築物については，常時作用して

いる荷重(固定荷重，積載荷重，土圧及び水圧)，運転

時の状態で施設に作用する荷重，積雪荷重及び風荷重

と基準地震動Ｓｓによる地震力とを組み合わせる。 

 

 

 

 

(ロ) Ｓクラス，Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物に

ついては，常時作用している荷重(固定荷重，積載荷

重，土圧及び水圧)，運転時の状態で施設に作用する

荷重，積雪荷重及び風荷重と基準地震動Ｓｓ以外の地

震動による地震力又は静的地震力とを組み合わせる。 

 

 

 

 

 

 

 

この際，常時作用している荷重のうち，土圧及び水圧につ

いて，基準地震動Ｓｓによる地震力又は弾性設計用地震動Ｓ

ｄによる地震力と組み合わせる場合は，当該地震時の土圧及

び水圧とする。 

 

 

 

 

 

 

5.1.3  荷重の組合せ 

地震力と他の荷重との組合せは以下による。 

 

 

(1) 安全機能を有する施設 

a. 建物・構築物 

 

 

 

 

 

(a) Ｓクラスの建物・構築物については，常時作用している荷重

(固定荷重，積載荷重，土圧及び水圧)，運転時の状態で施設に

作用する荷重，積雪荷重及び風荷重と基準地震動Ｓｓによる地

震力とを組み合わせる。 

 

 

 

 

(b) Ｓクラスの建物・構築物については，常時作用している荷重

(固定荷重，積載荷重，土圧及び水圧)，運転時の状態で施設に

作用する荷重，積雪荷重及び風荷重と弾性設計用地震動Ｓｄに

よる地震力又は静的地震力とを組み合わせる。 

 

 

(c) Ｂクラス及びＣクラス施設の建物・構築物については，常時作

用している荷重(固定荷重，積載荷重，土圧及び水圧)，運転時

の状態で施設に作用する荷重，積雪荷重及び風荷重と，動的地

震力又は静的地震力とを組み合わせる。 

 

 

この際，常時作用している荷重のうち，土圧及び水圧について，基準

地震動Ｓｓによる地震力又は弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力と組み

合わせる場合は，当該地震時の土圧及び水圧とする。 

(3) 荷重の組合せ 

地震力と他の荷重との組合せは以下による。 

 

 

a. 建物・構築物(d.に記載のものを除く。) 

 

 

 

 

 

 

(a) Ｓクラスの建物・構築物及び常設耐震重要重大事故防止設

備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設

の建物・構築物については，常時作用している荷重及び運転時

の状態で施設に作用する荷重と地震力とを組み合わせる。※1，

※2，※3 

 

 

 

(b) Ｓクラスの建物・構築物については，常時作用している荷

重及び設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重のうち長時

間その作用が続く荷重と弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又

は静的地震力を組み合わせる。 

 

【記載箇所：5.1(3)荷重の組合せに記載している内容】 

(e) Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物並びに常設耐震重要

重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置される重

大事故等対処施設の建物・構築物については，常時作用してい

る荷重及び運転時の状態で施設に作用する荷重と，動的地震力

又は静的地震力を組み合わせる。 

 

 

 

 

(c) 常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備

が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物については，

常時作用している荷重，設計基準事故時の状態及び重大事故等

時の状態で施設に作用する荷重のうち，地震によって引き起こ

されるおそれのある事象による荷重と地震力とを組み合わせ

る。重大事故等による荷重は設計基準対象施設の耐震設計の考

え方及び確率論的な考察を踏まえ，地震によって引き起こされ

るおそれのない事象による荷重として扱う。 

 

 

(d) 常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備

が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物については，

常時作用している荷重，設計基準事故時の状態及び重大事故等

時の状態で施設に作用する荷重のうち，地震によって引き起こ

されるおそれのない事象による荷重は，その事故事象の発生確

率，継続時間及び地震動の年超過確率の関係を踏まえ，適切な

地震力(基準地震動Ｓｓ又は弾性設計用地震動Ｓｄによる地震

 

 

 

 

 再処理施設におい

ては，敷地高さに

津波が到達しない

ことを事業変更許

可申請書において

記載しているた

め，発電炉の

「d.」に該当する

設備はない。 

 事業変更許可申請

書に合わせて記載

した基本設計方針

に整合させた表現

としており，記載

の差異により新た

な論点が生じるも

のではない。 

 事業変更許可申請

書に合わせて記載

した基本設計方針

に整合させた表現

とした上で，耐震

クラスに応じて記

載を分けて明確化

した。 

 

 

 事業変更許可申請

書に合わせて記載

した基本設計方針

に整合させた表現

としており，記載

の差異により新た

な論点が生じるも

のではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(41/78)頁へ 

(35/78)頁から 

(41/78)頁へ 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ-１-１ 耐震設計の基本方針】(35／78) 

別紙４－１ 

再処理施設 発電炉 
備考 

基本設計方針 添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１ 
力)と組み合わせる。この組合せについては，事故事象の発生確

率，継続時間及び地震動の年超過確率の積等を考慮し，工学

的，総合的に勘案の上設定する。なお，継続時間については対

策の成立性も考慮した上で設定する。 

以上を踏まえ，原子炉格納容器バウンダリを構成する施設(原子

炉格納容器内の圧力，温度の条件を用いて評価を行うその他の

施設を含む)については，いったん事故が発生した場合，長時間

継続する事象による荷重と弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力

を組み合わせ，その状態からさらに長期的に継続する事象によ

る荷重と基準地震動Ｓｓによる地震力を組み合わせる。また，

その他の施設については，いったん事故が発生した場合，長時

間継続する事象による荷重と基準地震動Ｓｓによる地震力を組

み合わせる。 

 

 

(e) Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物並びに常設耐震重要

重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置される重

大事故等対処施設の建物・構築物については，常時作用してい

る荷重及び運転時の状態で施設に作用する荷重と，動的地震力

又は静的地震力を組み合わせる。 

 

 

 

※1 Ｓクラスの建物・構築物の設計基準事故時の状態で施設に

作用する荷重については，b．機器・配管系の考え方に沿った下

記の2つの考え方に基づき検討した結果として後者を踏まえ，施

設に作用する荷重のうち長時間その作用が続く荷重と弾性設計

用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力を組み合わせること

としている。この考え方は，ＪＥＡＧ４６０１における建物・

構築物の荷重の組合せの記載とも整合している。 

・常時作用している荷重及び設計基準事故時の状態のうち地震

によって引き起こされるおそれのある事象によって施設に作用

する荷重は，その事故事象の継続時間等との関係を踏まえ，適

切な地震力と組み合わせて考慮する。 

・常時作用している荷重及び設計基準事故時の状態のうち地震

によって引き起こされるおそれのない事象であっても，いった

ん事故が発生した場合，長時間継続する事象による荷重は，そ

の事故事象の発生確率，継続時間及び地震動の年超過確率の関

係を踏まえ，適切な地震力と組み合わせる。 

※2 原子炉格納容器バウンダリを構成する施設については，異

常時圧力の最大値と弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力とを組

み合わせる。 

 

 

 

 

 

※3 原子炉建屋基礎盤については，常時作用している荷重及び

運転時の状態で施設に作用する荷重と弾性設計用地震動Ｓｄに

よる地震力又は静的地震力との組合せも考慮する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 再処理施設におい

ては，運転時の異

常な過渡変化時及

び設計基準事故時

の状態で施設に作

用する荷重は，通

常運転時の状態で

施設に作用する荷

重を超えるもの及

び長時間施設に作

用するものがな

い。 

 

 

 

 

 発電炉固有の機能

要求であり，再処

理施設には類似す

る機能要求がない

ため，記載の差異

により新たな論点

が生じるものでは

ない。 

 弾性設計用地震動

Ｓｄとの組合せが

必要なＳクラスの

基礎盤はないこと

(34/78)，(41/78)，(42/78)頁へ 

(41/78)頁へ 
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【Ⅳ-１-１ 耐震設計の基本方針】(36／78) 

別紙４－１ 

再処理施設 発電炉 
備考 

基本設計方針 添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１ 
から，記載の差異

により新たな論点

が生じるものでは

ない。 
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【Ⅳ-１-１ 耐震設計の基本方針】(37／78) 

別紙４－１ 

再処理施設 発電炉 
備考 

基本設計方針 添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１ 
ロ．機器・配管系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(イ)  Ｓクラスの機器・配管系については，常時作用して

いる荷重，運転時の状態で施設に作用する荷重，運転

時の異常な過渡変化時に生じる荷重，設計基準事故時

に生じる荷重と基準地震動Ｓｓによる地震力，弾性設

計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力とを組

み合わせる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ロ)  Ｂクラスの機器・配管系については，常時作用して

いる荷重，運転時の状態で施設に作用する荷重，運転時

の異常な過渡変化時に生じる荷重と共振影響検討用の

地震動による地震力又は静的地震力とを組み合わせる。 

 

 

 

(ハ)  Ｃクラスの機器・配管系については，常時作用して

いる荷重，運転時の状態で施設に作用する荷重，運転時

の異常な過渡変化時に生じる荷重と静的地震力とを組

み合わせる。 

 

【記載箇所：3.1.1(4)c.荷重の組合せに記載している内容】 

(c) 荷重の組合せ上の留意事項 

ロ. 安全機能を有する施設のうち機器・配管系の運転時の異

常な過渡変化時及び設計基準事故 (以下「事故等」という。) 

時に生じるそれぞれの荷重については，地震によって引き起

こされるおそれのある事故等によって作用する荷重及び地

震によって引き起こされるおそれのない事故等であっても，

いったん事故等が発生した場合，長時間継続する事故等によ

る荷重は，その事故等の発生確率，継続時間及び地震動の超

過確率の関係を踏まえ，適切な地震力と組み合わせて考慮す

る。 

 

 

 

 

b. 機器・配管系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) Ｓクラスの機器・配管系については，常時作用している荷重，

運転時の状態で施設に作用する荷重と地震力とを組み合わせ

る。 

 

 

 

 

(b) Ｓクラスの機器・配管系については，運転時の異常な過渡変化

時の状態及び設計基準事故時の状態のうち地震によって引き起

こされるおそれのある事故等によって施設に作用する荷重は，

その事故事象の継続時間等との関係を踏まえ，適切な地震力と

を組み合わせる。 

 

 

(c) Ｂクラスの機器・配管系については，常時作用している荷重，

運転時の状態で施設に作用する荷重，運転時の異常な過渡変化

時に生じる荷重と共振影響検討用の地震動による地震力又は静

的地震力とを組み合わせる。 

 

 

 

(d) Ｃクラスの機器・配管系については，常時作用している荷重，

運転時の状態で施設に作用する荷重，運転時の異常な過渡変化

時に生じる荷重と静的地震力とを組み合わせる。 

 

 

 

 

(e) 機器・配管系の運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故

(以下「事故等」という。)時に生じるそれぞれの荷重について

は，地震によって引き起こされるおそれのある事故等によって

作用する荷重及び地震によって引き起こされるおそれのない事

故等であっても，いったん事故等が発生した場合，長時間継続

する事故等によって作用する荷重は，その事故等の発生確率，

継続時間及び地震動の超過確率の関係を踏まえ，適切な地震力

と組み合わせて考慮する。 

 

 

 

 

 

b. 機器・配管系(d.に記載のものを除く。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) Ｓクラスの機器・配管系及び常設耐震重要重大事故防止設

備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設

の機器・配管系については，通常運転時の状態で施設に作用す

る荷重と地震力とを組み合わせる。 

 

 

 

(b) Ｓクラスの機器・配管系については，運転時の異常な過渡

変化時の状態及び設計基準事故時の状態のうち地震によって引

き起こされるおそれのある事象によって施設に作用する荷重

は，その事故事象の継続時間等との関係を踏まえ，適切な地震

力とを組み合わせる。※ 

 

【記載箇所：5.1(3)b. 機器・配管系に記載している内容】 

 (f) Ｂクラス及びＣクラスの機器・配管系並びに常設耐震重要

重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置される重

大事故等対処施設の機器・配管系については，通常運転時の状

態で作用する荷重及び運転時の異常な過渡変化時の状態で施設

に作用する荷重と，動的地震力又は静的地震力を組み合わせ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

【記載箇所：5.1(3)b. 機器・配管系に記載している内容】 

 (d) Ｓクラスの機器・配管系については，運転時の異常な過渡

変化時の状態及び設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重

のうち地震によって引き起こされるおそれのない事象であって

も，いったん事故が発生した場合，長時間継続する事象による

荷重は，その事故事象の発生確率，継続時間及び地震動の年超

過確率の関係を踏まえ，適切な地震力と組み合わせる。原子炉

格納容器については，放射性物質の最終障壁であることを踏ま

え，LOCA後の最大内圧と弾性設計用地震動Ｓｄとの組合せを考

慮する。 

 

 

 

 

 再処理施設におい

ては，敷地高さに

津波が到達しない

ことを事業変更許

可申請書において

記載しているた

め，発電炉の

「d.」に該当する

設備はない。 

 

 事業変更許可申請

書に合わせて記載

した基本設計方針

に整合させた表現

としており，記載

の差異により新た

な論点が生じるも

のではない。 

 

 

 

 

 

 事業変更許可申請

書に合わせて記載

した基本設計方針

に整合させた表現

とした上で，耐震

クラスに応じて記

載を分けて明確化

した。 

 

 

 

 

 

 

 事業変更許可申請

書に合わせて記載

した基本設計方針

に整合させた表現

としており，記載

の差異により新た

な論点が生じるも

のではない。 

 発電炉固有の設備

についての記載で

あり，再処理施設

には機能要求上該

当する設備がない

ため，記載の差異

(42/78)頁へ 

(39/78)頁から 

(38/78)頁から (45/78)頁から 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ-１-１ 耐震設計の基本方針】(38／78) 

別紙４－１ 

再処理施設 発電炉 
備考 

基本設計方針 添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，屋外に設置される施設については，建物・構築物と同

様に積雪荷重及び風荷重を組み合わせる。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，運転時の異常な過渡変化時の状態及び設計基準事故の

状態で施設に作用する荷重は，運転時の状態で施設に作用する

荷重を超えるもの及び長時間施設に作用するものがないため，

地震荷重と組み合わせるものはない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，屋外に設置される施設については，建物・構築物と同様に積雪

荷重及び風荷重を組み合わせる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) 常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備

が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系については，

運転時の異常な過渡変化時の状態，設計基準事故時の状態及び

重大事故等時の状態で施設に作用する荷重のうち，地震によっ

て引き起こされるおそれのある事象による荷重と地震力とを組

み合わせる。重大事故等による荷重は設計基準対象施設の耐震

設計の考え方及び確率論的な考察を踏まえ，地震によって引き

起こされるおそれのない事象による荷重として扱う。 

 

(d) Ｓクラスの機器・配管系については，運転時の異常な過渡

変化時の状態及び設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重

のうち地震によって引き起こされるおそれのない事象であって

も，いったん事故が発生した場合，長時間継続する事象による

荷重は，その事故事象の発生確率，継続時間及び地震動の年超

過確率の関係を踏まえ，適切な地震力と組み合わせる。原子炉

格納容器については，放射性物質の最終障壁であることを踏ま

え，LOCA後の最大内圧と弾性設計用地震動Ｓｄとの組合せを考

慮する。 

 

により新たな論点

が生じるものでは

ない。 

 再処理施設におい

ては，通常運転時

を超える荷重はイ

ンターロックの作

動により直ちに収

束することから，

長時間施設に作用

する事故時荷重は

無いことを記載し

ており，記載の差

異により新たな論

点が生じるもので

はない。 

 本内容について

は，補足説明資料

「【耐震機電 22】

地震荷重と事故時

荷重との組み合わ

せについて」にて

示す。 

 事業変更許可申請

書に合わせて記載

した基本設計方針

に整合させた表現

としており，記載

の差異により新た

な論点が生じるも

のではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(43/78)頁へ 

(37/78)頁へ 

319



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ-１-１ 耐震設計の基本方針】(39／78) 

別紙４－１ 

再処理施設 発電炉 
備考 

基本設計方針 添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(e) 常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備

が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系については，

運転時の異常な過渡変化時の状態，設計基準事故時の状態及び

重大事故等時の状態で施設に作用する荷重のうち，地震によっ

て引き起こされるおそれのない事象による荷重は，その事故事

象の発生確率，継続時間及び地震動の年超過確率の関係を踏ま

え，適切な地震力(基準地震動Ｓｓ又は弾性設計用地震動Ｓｄに

よる地震力)と組み合わせる。この組合せについては，事故事象

の発生確率，継続時間及び地震動の年超過確率の積等を考慮

し，工学的，総合的に勘案の上設定する。なお，継続時間につ

いては対策の成立性も考慮した上で設定する。 

以上を踏まえ，重大事故等時の状態で施設に作用する荷重と

地震力(基準地震動Ｓｓ又は弾性設計用地震動Ｓｄによる地震

力)との組合せについては，以下を基本設計とする。原子炉冷却

材圧力バウンダリを構成する設備については，いったん事故が

発生した場合，長期間継続する事象のうち，長時間継続する事

象による荷重と弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力を組み合わ

せ，その状態からさらに長期的に継続する事象による荷重と基

準地震動Ｓｓによる地震力を組み合わせる。また，原子炉格納

容器バウンダリを構成する設備(原子炉格納容器内の圧力，温度

条件を用いて評価を行うその他の施設を含む。)については，い

ったん事故が発生した場合，長時間継続する事象による荷重と

弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力とを組み合わせ，その状態

からさらに長期的に継続する事象による荷重と基準地震動Ｓｓ

による地震力とを組み合わせる。また，その他の施__設につい

ては，いったん事故が発生した場合，長時間継続する事象によ

る荷重と基準地震動Ｓｓによる地震力を組み合わせる。 

 

(f) Ｂクラス及びＣクラスの機器・配管系並びに常設耐震重要

重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置される重

大事故等対処施設の機器・配管系については，通常運転時の状

態で作用する荷重及び運転時の異常な過渡変化時の状態で施設

に作用する荷重と，動的地震力又は静的地震力を組み合わせ

る。 

 

 

 

※ 原子炉格納容器バウンダリを構成する設備については，異常

時圧力最大値と弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力とを組み合

わせる。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ-１-１ 耐震設計の基本方針】(40／78) 

別紙４－１ 

再処理施設 発電炉 
備考 

基本設計方針 添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１ 
c. 土木構造物 

(a) 屋外重要土木構造物，常設耐震重要重大事故防止設備又は

常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設の土木

構造物については，常時作用している荷重及び運転時に施設に

作用する荷重と地震力とを組み合わせる。なお，屋外重要土木

構造物，常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和

設備が設置される重大事故等対処施設の土木構造物について

は，運転時の異常な過渡変化時の状態，設計基準事故時の状態

及び重大事故時の状態で施設に作用する荷重のうち地震によっ

て引き起こされるおそれのある事象による荷重はない。 

(b) その他の土木構造物並びに常設耐震重要重大事故防止設備

以外の常設重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施設

の土木構造物については，常時作用している荷重及び運転時の

状態で施設に作用する荷重と，動的地震力又は静的地震力を組

み合わせる。 

なお，常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止

設備が設置される重大事故等対処施設の土木構造物について

は，運転時の異常な過渡変化時の状態で作用する荷重はない。 

 

d. 津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備並びに浸水防

止設備が設置された建物・構築物 

(a) 津波防護施設及び浸水防止設備が設置された建物・構築物

については，常時作用している荷重及び運転時の状態で施設に

作用する荷重と基準地震動Ｓｓによる地震力を組み合わせる。 

(b) 浸水防止設備及び津波監視設備については，常時作用して

いる荷重及び運転時の状態で施設に作用する荷重等と基準地震

動Ｓｓによる地震力とを組み合わせる。 

上記 d.(a)及び(b)については，地震と津波が同時に作用する可

能性について検討し，必要に応じて基準地震動Ｓｓによる地震

力と津波による荷重の組合せを考慮する。また，津波以外によ

る荷重については，「(2) 荷重の種類」に準じるものとする。 

 再処理施設では，

「建物・構築物」

を建物，構築物及

び土木構造物の総

称としたことによ

る差異であり，新

たに論点が生じる

ものではない。 

 再処理施設では，

重大事故等対処施

設の土木構造物は

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 再処理施設におい

ては，敷地高さに

津波が到達しない

ことを事業変更許

可申請書において

記載しているた

め，該当設備はな

い。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ-１-１ 耐震設計の基本方針】(41／78) 

別紙４－１ 

再処理施設 発電炉 
備考 

基本設計方針 添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１ 
(b) 重大事故等対処施設 

イ．建物・構築物 

(イ) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重

大事故等対処施設の建物・構築物については，常時作

用している荷重(固定荷重，積載荷重，土圧及び水圧)，

積雪荷重，風荷重及び運転時の状態で施設に作用する

荷重と基準地震動Ｓｓによる地震力とを組み合わせ

る。 

 

(ロ) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重

大事故等対処施設の建物・構築物については，常時作

用している荷重(固定荷重，積載荷重，土圧及び水圧)，

積雪荷重，風荷重及び重大事故等時の状態で施設に作

用する荷重のうち，地震によって引き起こされるおそ

れがある事象によって作用する荷重と基準地震動Ｓ

ｓによる地震力とを組み合わせる。 

 

(ハ) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重

大事故等対処施設の建物・構築物については，常時作

用している荷重(固定荷重，積載荷重，土圧及び水圧)，

積雪荷重，風荷重及び重大事故等時の状態で施設に作

用する荷重のうち，地震によって引き起こされるおそ

れがない事象による荷重は，その事故事象の発生確

率，継続時間及び地震動の年超過確率の関係を踏ま

え，適切な地震力(基準地震動Ｓｓ又は弾性設計用地

震動Ｓｄによる地震力)と組み合わせる。この組合せ

については，事故事象の発生確率，継続時間及び地震

動の年超過確率の積等を考慮し，工学的，総合的に勘

案の上設定する。なお，継続時間については対策の成

立性も考慮した上で設定する。 

 

 

 

 

 

(ニ) 常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大

事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の

建物・構築物については，常時作用している荷重(固

定荷重，積載荷重，土圧及び水圧)，運転時の状態で

施設に作用する荷重，積雪荷重及び風荷重と，弾性設

計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力とを組

み合わせる。 

 

この際，常時作用している荷重のうち，土圧及び水圧につ

いて，基準地震動Ｓｓによる地震力又は弾性設計用地震動Ｓ

ｄによる地震力と組み合わせる場合は，当該地震時の土圧及

び水圧とする。 

 

 

 

 

(2) 重大事故等対処施設 

重大事故等対処施設の荷重の組合せについては，重大事故等対処

施設の申請に合わせて次回以降に詳細を説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【記載箇所：5.1(3)a. 建物・構築物に記載している内容】 

a. 建物・構築物(d.に記載のものを除く。) 

(a) Ｓクラスの建物・構築物及び常設耐震重要重大事故防止設

備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設

の建物・構築物については，常時作用している荷重及び運転時

の状態で施設に作用する荷重と地震力とを組み合わせる。※1，

※2，※3 

 

(e) Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物並びに常設耐震重要

重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置される重

大事故等対処施設の建物・構築物については，常時作用してい

る荷重及び運転時の状態で施設に作用する荷重と，動的地震力

又は静的地震力を組み合わせる。 

 

 (c) 常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備

が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物については，

常時作用している荷重，設計基準事故時の状態及び重大事故等

時の状態で施設に作用する荷重のうち，地震によって引き起こ

されるおそれのある事象による荷重と地震力とを組み合わせ

る。重大事故等による荷重は設計基準対象施設の耐震設計の考

え方及び確率論的な考察を踏まえ，地震によって引き起こされ

るおそれのない事象による荷重として扱う。 

 

(d) 常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備

が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物については，

常時作用している荷重，設計基準事故時の状態及び重大事故等

時の状態で施設に作用する荷重のうち，地震によって引き起こ

されるおそれのない事象による荷重は，その事故事象の発生確

率，継続時間及び地震動の年超過確率の関係を踏まえ，適切な

地震力(基準地震動Ｓｓ又は弾性設計用地震動Ｓｄによる地震

力)と組み合わせる。この組合せについては，事故事象の発生確

率，継続時間及び地震動の年超過確率の積等を考慮し，工学

的，総合的に勘案の上設定する。なお，継続時間については対

策の成立性も考慮した上で設定する。 

以上を踏まえ，原子炉格納容器バウンダリを構成する施設(原子

炉格納容器内の圧力，温度の条件を用いて評価を行うその他の

施設を含む)については，いったん事故が発生した場合，長時間

継続する事象による荷重と弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力

を組み合わせ，その状態からさらに長期的に継続する事象によ

る荷重と基準地震動Ｓｓによる地震力を組み合わせる。また，

その他の施設については，いったん事故が発生した場合，長時

間継続する事象による荷重と基準地震動Ｓｓによる地震力を組

み合わせる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 重大事故等対処施

設の内容について

は，後次回で比較

結果を示す。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ-１-１ 耐震設計の基本方針】(42／78) 

別紙４－１ 

再処理施設 発電炉 
備考 

基本設計方針 添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１ 
ロ．機器・配管系 

(イ) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大

事故等対処施設の機器・配管系については，常時作用し

ている荷重及び運転時の状態で施設に作用する荷重と

基準地震動Ｓｓによる地震力とを組み合わせる。 

 

(ロ) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大

事故等対処施設の機器・配管系については，常時作用し

ている荷重，運転時の異常な過渡変化時の状態，設計基

準事故時の状態及び重大事故等時の状態で施設に作用

する荷重のうち，地震によって引き起こされるおそれが

ある事象によって作用する荷重と基準地震動Ｓｓによ

る地震力とを組み合わせる。 

 

(ハ) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大

事故等対処施設の機器・配管系については，常時作用し

ている荷重，運転時の異常な過渡変化時の状態，設計基

準事故時の状態及び重大事故等時の状態で施設に作用

する荷重のうち，地震によって引き起こされるおそれが

ない事象による荷重は，基準地震動Ｓｓ又は弾性設計用

地震動Ｓｄによる地震力と組み合わせる。 

 

【記載箇所：3.1.1(4)c.荷重の組合せに記載している内容】 

(c) 荷重の組合せ上の留意事項 

チ． 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事

故等対処施設の機器・配管系の，常時作用している荷重，

運転時の異常な過渡変化時の状態，設計基準事故時の状

態及び重大事故等時の状態で施設に作用する荷重のう

ち，地震によって引き起こされるおそれがない事象によ

る荷重と，基準地震動Ｓｓ又は弾性設計用地震動Ｓｄに

よる地震力との組合せについては，事故事象の発生確

率，継続時間及び地震動の年超過確率の積等を考慮し，

工学的，総合的に勘案の上設定する。なお，継続時間に

ついては対策の成立性も考慮した上で設定する。 

 

 

 

(ニ) 常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事

故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の機器・

配管系については，常時作用している荷重，運転時の状

態で施設に作用する荷重及び運転時の異常な過渡変化

時の状態と弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静

的地震力とを組み合わせる。 

 

なお，屋外に設置される施設については，建物・構築物と同

様に積雪荷重及び風荷重を組み合わせる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【記載箇所：5.1(3)a. 建物・構築物に記載している内容】 

(e) Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物並びに常設耐震重要

重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置される重

大事故等対処施設の建物・構築物については，常時作用してい

る荷重及び運転時の状態で施設に作用する荷重と，動的地震力

又は静的地震力を組み合わせる。 

 

 

 

【記載箇所：5.1(3)b. 機器・配管系に記載している内容】 

b. 機器・配管系(d.に記載のものを除く。) 

 

(a) Ｓクラスの機器・配管系及び常設耐震重要重大事故防止設

備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設

の機器・配管系については，通常運転時の状態で施設に作用す

る荷重と地震力とを組み合わせる。 

 

(b) Ｓクラスの機器・配管系については，運転時の異常な過渡

変化時の状態及び設計基準事故時の状態のうち地震によって引

き起こされるおそれのある事象によって施設に作用する荷重

は，その事故事象の継続時間等との関係を踏まえ，適切な地震

力とを組み合わせる。※ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 重大事故等対処施

設の内容について

は，後次回で比較

結果を示す。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ-１-１ 耐震設計の基本方針】(43／78) 

別紙４－１ 

再処理施設 発電炉 
備考 

基本設計方針 添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１ 
 

【記載箇所：5.1(3)b. 機器・配管系に記載している内容】 

(f) Ｂクラス及びＣクラスの機器・配管系並びに常設耐震重要

重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置される重

大事故等対処施設の機器・配管系については，通常運転時の状

態で作用する荷重及び運転時の異常な過渡変化時の状態で施設

に作用する荷重と，動的地震力又は静的地震力を組み合わせ

る。 

 

(c) 常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備

が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系については，

運転時の異常な過渡変化時の状態，設計基準事故時の状態及び

重大事故等時の状態で施設に作用する荷重のうち，地震によっ

て引き起こされるおそれのある事象による荷重と地震力とを組

み合わせる。重大事故等による荷重は設計基準対象施設の耐震

設計の考え方及び確率論的な考察を踏まえ，地震によって引き

起こされるおそれのない事象による荷重として扱う。 

 

 

 

(e) 常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備

が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系については，

運転時の異常な過渡変化時の状態，設計基準事故時の状態及び

重大事故等時の状態で施設に作用する荷重のうち，地震によっ

て引き起こされるおそれのない事象による荷重は，その事故事

象の発生確率，継続時間及び地震動の年超過確率の関係を踏ま

え，適切な地震力(基準地震動Ｓｓ又は弾性設計用地震動Ｓｄに

よる地震力)と組み合わせる。この組合せについては，事故事象

の発生確率，継続時間及び地震動の年超過確率の積等を考慮

し，工学的，総合的に勘案の上設定する。なお，継続時間につ

いては対策の成立性も考慮した上で設定する。 

以上を踏まえ，重大事故等時の状態で施設に作用する荷重と

地震力(基準地震動Ｓｓ又は弾性設計用地震動Ｓｄによる地震

力)との組合せについては，以下を基本設計とする。原子炉冷却

材圧力バウンダリを構成する設備については，いったん事故が

発生した場合，長期間継続する事象のうち，長時間継続する事

象による荷重と弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力を組み合わ

せ，その状態からさらに長期的に継続する事象による荷重と基

準地震動Ｓｓによる地震力を組み合わせる。また，原子炉格納

容器バウンダリを構成する設備(原子炉格納容器内の圧力，温度

条件を用いて評価を行うその他の施設を含む。)については，い

ったん事故が発生した場合，長時間継続する事象による荷重と

弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力とを組み合わせ，その状態

からさらに長期的に継続する事象による荷重と基準地震動Ｓｓ

による地震力とを組み合わせる。また，その他の施__設につい

ては，いったん事故が発生した場合，長時間継続する事象によ

る荷重と基準地震動Ｓｓによる地震力を組み合わせる。 

 

 

 

 

 

 重大事故等対処施

設の内容について

は，後次回で比較

結果を示す。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ-１-１ 耐震設計の基本方針】(44／78) 

別紙４－１ 

再処理施設 発電炉 
備考 

基本設計方針 添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１ 
(f) Ｂクラス及びＣクラスの機器・配管系並びに常設耐震重要

重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置される重

大事故等対処施設の機器・配管系については，通常運転時の状

態で作用する荷重及び運転時の異常な過渡変化時の状態で施設

に作用する荷重と，動的地震力又は静的地震力を組み合わせ

る。 

 

 

※ 原子炉格納容器バウンダリを構成する設備については，異常

時圧力最大値と弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力とを組み合

わせる。 

 

 重大事故等対処施

設の内容について

は，後次回で比較

結果を示す。 

 

 

 

 

 発電炉固有の設備

についての記載で

あり，再処理施設

には機能要求上該

当する設備がない

ため，記載の差異

により新たな論点

が生じるものでは

ない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ-１-１ 耐震設計の基本方針】(45／78) 

別紙４－１ 

再処理施設 発電炉 
備考 

基本設計方針 添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１ 
(c) 荷重の組合せ上の留意事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ． 安全機能を有する施設のうち耐震重要度の異なる施設

を支持する建物・構築物の当該部分の支持機能を確認する

場合においては，支持される施設の耐震重要度に応じた地

震力と常時作用している荷重，運転時に施設に作用する荷

重とを組み合わせる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ. 安全機能を有する施設のうち機器・配管系の運転時の異

常な過渡変化時及び設計基準事故 (以下「事故等」とい

う。) 時に生じるそれぞれの荷重については，地震によっ

て引き起こされるおそれのある事故等によって作用する荷

重及び地震によって引き起こされるおそれのない事故等で

あっても，いったん事故等が発生した場合，長時間継続す

る事故等による荷重は，その事故等の発生確率，継続時間

及び地震動の超過確率の関係を踏まえ，適切な地震力と組

み合わせて考慮する。 

 

 

 

 

 

ハ.  安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設に適用

する動的地震力は，水平2方向及び鉛直方向について適切に

組み合わせて算定するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.4  荷重の組合せ上の留意事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)  安全機能を有する施設のうち耐震重要度の異なる施設を支持する

建物・構築物の当該部分の支持機能を確認する場合においては，支持

される施設の耐震重要度に応じた地震力と常時作用している荷重，運

転時に施設に作用する荷重とを組み合わせる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)  安全機能を有する施設に適用する動的地震力は，水平 2 方向及び

鉛直方向について適切に組み合わせて算定するものとする。 

 

 

(3) ある荷重の組合せ状態での評価が明らかに厳しいことが判明してい

る場合には，その妥当性を示した上で，その他の荷重の組合せ状態で

の評価は行わないものとする。 

 

(4) 複数の荷重が同時に作用し，それらの荷重による応力の各ピーク

の生起時刻に明らかなずれがある場合は，その妥当性を示した上で，

必ずしもそれぞれの応力のピーク値を重ねなくてもよいものとする。 

 

 

 

e. 荷重の組合せ上の留意事項 

(a) 動的地震力については，水平２方向と鉛直方向の地震力と

を適切に組み合わせて算定するものとする。 

(b) ある荷重の組合せ状態での評価が明らかに厳しい場合に

は，その妥当性を示した上で，その他の荷重の組合せ状態での

評価は行わないものとする。 

(c) 複数の荷重が同時に作用し，それらの荷重による応力の各

ピークの生起時刻に明らかなずれがある場合は，その妥当性を

示した上で，必ずしもそれぞれの応力のピーク値を重ねなくて

もよいものとする。 

(d) 設計基準対象施設において上位の耐震重要度分類の施設を

支持する建物・構築物の当該部分の支持機能を確認する場合に

おいては，支持される施設の耐震重要度分類に応じた地震力

と，常時作用している荷重，運転時に施設に作用する荷重及び

その他必要な荷重とを組み合わせる。 

 

重大事故等対処施設を支持する建物・構築物の当該部分の支

持機能を確認する場合においては，支持される施設の設備区分

に応じた地震力と常時作用している荷重，重大事故等時の状態

で施設に作用する荷重及びその他必要な荷重とを組み合わせ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【記載箇所：5.1(3)e.荷重の組合せ上の留意事項に記載してい

る内容】 

 (a) 動的地震力については，水平２方向と鉛直方向の地震力と

を適切に組み合わせて算定するものとする。 

 

 

 (b) ある荷重の組合せ状態での評価が明らかに厳しい場合に

は，その妥当性を示した上で，その他の荷重の組合せ状態での

評価は行わないものとする。 

 

 (c) 複数の荷重が同時に作用し，それらの荷重による応力の各

ピークの生起時刻に明らかなずれがある場合は，その妥当性を

示した上で，必ずしもそれぞれの応力のピーク値を重ねなくて

もよいものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 事業変更許可申請

書に合わせて記載

した基本設計方針

に整合させた表現

としており，記載

の差異により新た

な論点が生じるも

のではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 事業変更許可申請

書に合わせた記載

とした。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ-１-１ 耐震設計の基本方針】(46／78) 

別紙４－１ 

再処理施設 発電炉 
備考 

基本設計方針 添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１ 
ニ. 積雪荷重については，屋外に設置されている安全機能を

有する施設及び重大事故等対処施設のうち，積雪による受

圧面積が小さい施設や，常時作用している荷重に対して積

雪荷重の割合が無視できる施設を除き，地震力との組合せ

を考慮する。 

 

 

 

 

ホ. 風荷重については，屋外の直接風を受ける場所に設置さ

れている安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設の

うち，風荷重の影響が地震荷重と比べて相対的に無視でき

ないような構造，形状及び仕様の施設においては，地震力

との組合せを考慮する。 

 

 

ヘ. 荷重として考慮する水圧のうち地下水圧については，地下

水排水設備による地下水位の低下を踏まえた設計用地下水

位に基づき設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

ト. 設備分類の異なる重大事故等対処施設を支持する建物・

構築物の当該部分の支持機能を確認する場合においては，

支持される施設の設備分類に応じた地震力と常時作用して

いる荷重(固定荷重，積載荷重，土圧及び水圧)，運転時の

状態で施設に作用する荷重及び重大事故等時の状態で施設

に作用する荷重並びに積雪荷重及び風荷重を組み合わせ

る。 

 

チ． 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故

等対処施設の機器・配管系の，常時作用している荷重，運転

時の異常な過渡変化時の状態，設計基準事故時の状態及び重

大事故等時の状態で施設に作用する荷重のうち，地震によっ

て引き起こされるおそれがない事象による荷重と，基準地震

動Ｓｓ又は弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力との組合せ

については，事故事象の発生確率，継続時間及び地震動の年

超過確率の積等を考慮し，工学的，総合的に勘案の上設定す

る。なお，継続時間については対策の成立性も考慮した上で

設定する。 

 

 

リ．常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等

対処設備で，代替する安全機能を有する施設がない常設重

大事故等対処設備のうち，Ｓクラスの施設は常設耐震重要

重大事故等対処設備に係る機器・配管系の荷重の組合せを

適用する。 

(5) 積雪荷重については，屋外に設置されている安全機能を有する施設

のうち，積雪による受圧面積が小さい施設や，常時作用している荷重

に対して積雪荷重の割合が無視できる施設を除き，地震力との組合せ

を考慮する。 

 

 

 

 

 

(6) 風荷重については，屋外の直接風を受ける場所に設置されている安

全機能を有する施設のうち，風荷重の影響が地震荷重と比べて相対的

に無視できないような構造，形状及び仕様の施設においては，地震力

との組合せを考慮する。 

 

 

 

(7) 荷重として考慮する水圧のうち地下水圧については，地下水排水設

備による地下水位の低下を踏まえた設計用地下水位に基づき設定す

る。 

 

 

 

 

(e) 地震と組み合わせる自然条件として，風及び積雪を考慮す

る。風及び積雪は，施設の設置場所，構造等を考慮して，風荷

重及び積雪荷重として地震荷重と組み合わせる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【記載箇所：5.1(3)e.荷重の組合せ上の留意事項に記載してい

る内容】 

 (d) (中略) 

重大事故等対処施設を支持する建物・構築物の当該部分の支

持機能を確認する場合においては，支持される施設の設備区分

に応じた地震力と常時作用している荷重，重大事故等時の状態

で施設に作用する荷重及びその他必要な荷重とを組み合わせ

る。 

 

 

 事業変更許可申請

書に合わせて記載

した基本設計方針

に整合させた表現

としており，記載

の差異により新た

な論点が生じるも

のではない。 

 

 事業変更許可申請

書に合わせて記載

した基本設計方針

に整合させた表現

としており，記載

の差異により新た

な論点が生じるも

のではない。 

 荷重として考慮す

る水圧のうち地下

水圧については，

地下水排水設備の

設置による地下水

位の低下を考慮す

ることを明記して

おり，記載の差異

により新たな論点

が生じるものでは

ない。 

 重大事故等対処施

設の内容について

は，後次回で比較

結果を示す。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ-１-１ 耐震設計の基本方針】(47／78) 

別紙４－１ 

再処理施設 発電炉 
備考 

基本設計方針 添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１ 
d. 許容限界 

各施設の地震力と他の荷重とを組み合わせた状態に対する

許容限界は，以下のとおりとし，安全上適切と認められる規

格及び基準又は試験等で妥当性が確認されている値を用い

る。 

(a) 安全機能を有する施設 

イ. 建物・構築物 

(イ)Ｓクラスの建物・構築物(土木構造物を除く。) 

 

 

 

 

 

 

 

ⅰ. 基準地震動Ｓｓによる地震力との組合せに対する許

容限界 

建物・構築物全体としての変形能力(耐震壁のせん断

ひずみ等)が終局耐力時の変形に対して十分な余裕を有

し，部材・部位ごとのせん断ひずみ・応力等が終局耐

力時のせん断ひずみ・応力等に対して，妥当な安全余

裕を有することとする。 

なお，終局耐力とは，建物・構築物に対する荷重又

は応力を漸次増大していくとき，その変形又はひずみ

が著しく増加するに至る限界の最大耐力とし，既往の

実験式等に基づき適切に定めるものとする。 

 

ⅱ. 弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力

との組合せに対する許容限界 

Ｓクラスの建物・構築物については，地震力に対し

ておおむね弾性状態に留まるように，発生する応力に

対して，建築基準法等の安全上適切と認められる規格

及び基準による許容応力度を許容限界とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.5  許容限界 

各施設の地震力と他の荷重とを組み合わせた状態に対する許容限界は次

のとおりとし，JEAG4601等の安全上適切と認められる規格及び基準又は試

験等で妥当性が確認されている値を用いる。 

 

(1) 安全機能を有する施設 

a.建物・構築物 

(a)Ｓクラスの建物・構築物(土木構造物を除く。) 

 

 

 

 

 

 

 

イ.基準地震動Ｓｓによる地震力との組合せに対する許容限界 

 

建物・構築物全体としての変形能力(耐震壁のせん断ひずみ

等)が終局耐力時の変形に対して十分な余裕を有し，部材・部

位ごとのせん断ひずみ・応力等が終局耐力時のせん断ひず

み・応力等に対して，妥当な安全余裕を持たせることとす

る。 

なお，終局耐力とは，建物・構築物に対する荷重又は応力

を漸次増大していくとき，その変形又はひずみが著しく増加

するに至る限界の最大耐力とし，既往の実験式等に基づき適

切に定めるものとする。 

 

 

 

ロ.弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力との組合せ

に対する許容限界 

地震力に対しておおむね弾性状態に留まるように，発生す

る応力に対して，建築基準法等の安全上適切と認められる規

格及び基準による許容応力度を許容限界とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 許容限界 

各施設の地震力と他の荷重とを組み合わせた状態に対する許

容限界は次の通りとし，ＪＥＡＧ４６０１等の安全上適切と認

められる規格及び基準又は試験等で妥当性が確認されている値

を用いる。 

 

a. 建物・構築物 

(a) Ｓクラスの建物・構築物(d.に記載のものは除く。) 

 

 

 

 

 

 

 

ロ. 基準地震動Ｓｓによる地震力との組合せに対する許容限界 

 

建物・構築物が構造物全体としての変形能力(終局耐力時の変

形)に対して十分な余裕を有し，終局耐力に対して妥当な安全余

裕をもたせることとする。 

 

 

 

 

また，終局耐力は，建物・構築物に対する荷重又は応力を漸

次増大していくとき，その変形又はひずみが著しく増加するに

至る限界の最大耐力とし，既往の実験式等に基づき適切に定め

るものとする。 

 

イ. 弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力との組

合せに対する許容限界 

建築基準法等の安全上適切と認められる規格及び基準による

許容応力度を許容限界とする。 

 

 

 

ただし，冷却材喪失事故時に作用する荷重との組合せ(原子炉

格納容器バウンダリを構成する施設における長期的荷重との組

合せを除く。)に対しては，下記ロ.に示す許容限界を適用す

る。 

 

 (b) 常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備

が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物 

上記(a)に示すＳクラスの建物・構築物の基準地震動Ｓｓによ

る地震力との組合せに対する許容限界を適用する。 

 

ただし，原子炉格納容器バウンダリを構成する施設の設計基

準事故時の状態における長期的荷重と弾性設計用地震動Ｓｄに

よる地震力との組合せに対する許容限界は，上記(a)イ.に示す

Ｓクラスの建物・構築物の弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力

又は静的地震力との組合せに対する許容限界を適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 再処理施設では，

「建物・構築物」を

建物，構築物及び土

木構造物の総称とし

たことによる差異で

あり，新たに論点が

生じるものではな

い。 

 発電炉の「d.」に該

当する設備はない。 

 事業変更許可申請書

に合わせて記載した

基本設計方針に整合

させた表現としてお

り，記載の差異によ

り新たな論点が生じ

るものではない。 

 

 

 

 

 

 事業変更許可申請書

に合わせて記載した

基本設計方針に整合

させた表現としてお

り，記載の差異によ

り新たな論点が生じ

るものではない。 

 発電炉固有の機能要

求であり，再処理施

設には類似する機能

要求がないため，記

載の差異により新た

な論点が生じるもの

ではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 (52/78)頁へ 

(67/78)頁へ 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ-１-１ 耐震設計の基本方針】(48／78) 

別紙４－１ 

再処理施設 発電炉 
備考 

基本設計方針 添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１ 
(ロ)Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物(土木構造物を除

く。) 

 

上記(イ)ⅱ.による許容応力度を許容限界とする。 

 

 

【記載箇所：3.1.1(5)設計における留意事項に記載している内

容】 

a. 主要設備等，補助設備，直接支持構造物及び間接支持構造

物 

(中略) 

また，間接支持構造物については，支持する主要設備等又は

補助設備の耐震重要度に適用する地震動による地震力に対して

支持機能が損なわれない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 (ハ)建物・構築物の保有水平耐力 

建物・構築物(土木構造物を除く。)については，当該建

物・構築物の保有水平耐力が必要保有水平耐力に対して，

耐震重要度に応じた適切な安全余裕を有していることを確

認する。 

 

 

 

 

 

 

 

(ニ)屋外重要土木構造物 

 

 

 

 

 

 

 

ⅰ. 基準地震動Ｓｓによる地震力との組合せに対する

許容限界 

 

 

 

 

構造部材の曲げについては限界層間変形角(層間変

形角1/100)又は終局曲率，せん断についてはせん断

耐力を許容限界とする。 

 

 

(b)Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物(土木構造物を除く。) 

 

 

上記(a)ロ.による許容応力度を許容限界とする。 

 

 

 

 

(c)耐震重要度の異なる施設を支持する建物・構築物(土木構造物を

除く。) 

上記(a)イ.を適用するほか，耐震重要度の異なる施設を支持す

る建物・構築物は，変形等に対してその支持機能が損なわれない

設計とする。なお，当該施設を支持する建物・構築物の支持機能

が損なわれないことを確認する際の地震力は，支持される施設に

適用される地震力とする。 

 

 

 

 

 

(d)建物・構築物の保有水平耐力 

建物・構築物(構築物(屋外機械基礎)及び土木構造物を除く。)

については，当該建物・構築物の保有水平耐力が必要保有水平耐

力に対して，耐震重要度に応じた適切な安全余裕を有しているこ

とを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

(e)屋外重要土木構造物 

 

 

 

 

 

 

 

イ．基準地震動Ｓｓによる地震力との組合せに対する許容限界 

 

 

 

 

 

構造部材の曲げについては限界層間変形角(層間変形角1/100)又

は終局曲率，せん断についてはせん断耐力を許容限界とする。 

 

 

 

(c) Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物並びに常設耐震重要

重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置される重

大事故等対処施設の建物・構築物 

上記(a)イ.による許容応力度を許容限界とする。 

 

 

 

 

(d) 耐震重要度の異なる施設又は施設区分の異なる重大事故等

対処施設を支持する建物・構築物 

上記(a)ロ.の項を適用するほか，耐震重要度の異なる施設又

は施設区分の異なる重大事故等対処施設を支持する建物・構築

物の変形等に対して，その支持機能を損なわないものとする。

なお，当該施設を支持する建物・構築物の支持機能が維持され

ることを確認する際の地震動は，支持される施設に適用される

地震動とする。 

 

 

 

 

(e) 建物・構築物の保有水平耐力 

建物・構築物については，当該建物・構築物の保有水平耐力

が必要保有水平耐力に対して耐震重要度分類又は重大事故等対

処施設が代替する機能を有する設計基準事故対処設備が属する

耐震重要度分類に応じた安全余裕を有しているものとする。 

ここでは，常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処

施設については，上記における重大事故等対処施設が代替する

機能を有する設計基準対象施設が属する耐震重要度分類をＳク

ラスとする。 

 

【記載箇所：2.1基本方針，5.1(4)c.土木構造物に記載している

内容】 

c. 土木構造物 

(a) 屋外重要土木構造物及び常設耐震重要重大事故防止設備又

は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設の土

木構造物 

 

 

 

 

ロ. 基準地震動Ｓｓによる地震力との組合せに対する許容限界 

新設屋外重要土木構造物の構造部材の曲げについては許容応

力度，構造部材のせん断については許容せん断応力度を許容限

界とするが，構造部材のうち，鉄筋コンクリートの曲げについ

ては限界層間変形角又は終局曲率，鋼材の曲げについては終局

曲率，鉄筋コンクリート及び鋼材のせん断についてはせん断耐

力を許容限界とする場合もある。既設屋外重要土木構造物の構

造部材のうち，鉄筋コンクリートの曲げについては限界層間変

形角又は終局曲率，鋼材の曲げについては終局曲率，鉄筋コン

クリート及び鋼材のせん断についてはせん断耐力を許容限界と

する。 

 再処理施設では，

「建物・構築物」を

建物，構築物及び土

木構造物の総称とし

たことによる差異で

あり，新たに論点が

生じるものではな

い。 

 再処理施設では，

「建物・構築物」を

建物，構築物及び土

木構造物の総称とし

たことによる差異で

あり，新たに論点が

生じるものではな

い。 

 事業変更許可申請書

に合わせて記載した

基本設計方針に整合

させた表現としてお

り，記載の差異によ

り新たな論点が生じ

るものではない。 

 事業変更許可申請書

に合わせて記載した

基本設計方針に整合

させた表現とした上

で，階層間で算定す

る保有水平耐力の対

象外の施設を明確化

した。 

 

 再処理施設では，

「建物・構築物」を

建物，構築物及び土

木構造物の総称とし

たことによる差異で

あり，新たに論点が

生じるものではな

い。 

 再処理施設では，重

大事故等対処施設の

土木構造物はない。 

 再処理施設では，新

設屋外重要土木構

造物はない。 

 事業変更許可申請書

に合わせて記載した

基本設計方針に整合

させた表現としてお

り，記載の差異によ

(49/78)，(52/78)頁へ 

(63/78)頁から 

(67/78)頁へ 

(52/78)頁へ 

(52/78)頁へ 

(51/78)頁から 

(6/78)，(51/78)頁から 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ-１-１ 耐震設計の基本方針】(49／78) 

別紙４－１ 

再処理施設 発電炉 
備考 

基本設計方針 添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１ 
 

なお，限界層間変形角，終局曲率及びせん断耐力の

許容限界に対しては妥当な安全余裕を持たせることと

する。 

 

 

 

 

ⅱ. 弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震

力との組合せに対する許容限界 

地震力に対しておおむね弾性状態に留まるよう

に，発生する応力に対して，安全上適切と認められ

る規格及び基準による許容応力度を許容限界とす

る。 

 

 

(ホ) その他の土木構造物 

 

 

安全上適切と認められる規格及び基準による許容応力

度を許容限界とする。 

 

 

 

 

 

 

【記載箇所：3.1.1(5)設計における留意事項に記載している内

容】 

a. 主要設備等，補助設備，直接支持構造物及び間接支持構造

物 

(中略) 

また，間接支持構造物については，支持する主要設備等又は

補助設備の耐震重要度に適用する地震動による地震力に対して

支持機能が損なわれない設計とする。 

 

 

 

 

ロ. 機器・配管系 

(イ)Ｓクラスの機器・配管系 

 

ⅰ. 基準地震動Ｓｓによる地震力との組合せに対する

許容限界 

塑性域に達するひずみが生じる場合であっても，

その量が小さなレベルに留まって破断延性限界に十

分な余裕を有し，その施設の機能に影響を及ぼすこ

とがない限度に応力，荷重を制限する値を許容限界

とする。 

 

 

 

なお，限界層間変形角，終局曲率及びせん断耐力の許容限界

に対しては妥当な安全余裕を持たせることとする。 

 

 

 

 

 

ロ．弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力との組合せ

に対する許容限界 

地震力に対しておおむね弾性状態に留まるように，発生する応

力に対して，安全上適切と認められる規格及び基準による許容応

力度を許容限界とする。 

 

 

 

(f)その他の土木構造物 

 

 

安全上適切と認められる規格及び基準による許容応力度を許容限

界とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(g)耐震重要度の異なる施設を支持する土木構造物 

上記(e)イ.またはロ.を適用するほか，耐震重要度の異なる施設

を支持する土木構造物は，変形等に対してその支持機能が損なわ

れない設計とする。なお，当該施設を支持する土木構造物の支持

機能が損なわれないことを確認する際の地震力は，支持される施

設に適用される地震力とする。 

 

 

 

 

b.機器・配管系 

(a)Ｓクラスの機器・配管系 

 

イ. 基準地震動Ｓｓによる地震力との組合せに対する許容限界 

 

塑性域に達するひずみが生じる場合であっても，その量が小さ

なレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有し，その施設

の機能に影響を及ぼすことがない限度に応力，荷重を制限する値

を許容限界とする。 

 

 

 

 

なお，限界層間変形角，終局曲率及びせん断耐力の許容限界

に対しては妥当な安全余裕を持たせることとし，それぞれの安

全余裕については各施設の機能要求等を踏まえ設定する。 

 

 

 

 

イ. 静的地震力との組合せに対する許容限界 

 

安全上適切と認められる規格及び基準による許容応力度を許

容限界とする。 

 

 

 

 

(b) その他の土木構造物及び常設耐震重要重大事故防止設備以

外の常設重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施設の

土木構造物 

安全上適切と認められる規格及び基準による許容応力度を許

容限界とする。 

 

 

 

 

 

 

 

【記載箇所：5.1(4)a.建物・構築物に記載している内容】 

(d) 耐震重要度の異なる施設又は施設区分の異なる重大事故等

対処施設を支持する建物・構築物 

上記(a)ロ.の項を適用するほか，耐震重要度の異なる施設又

は施設区分の異なる重大事故等対処施設を支持する建物・構築

物の変形等に対して，その支持機能を損なわないものとする。

なお，当該施設を支持する建物・構築物の支持機能が維持され

ることを確認する際の地震動は，支持される施設に適用される

地震動とする。 

 

 

b. 機器・配管系 

(a) Ｓクラスの機器・配管系(d.に記載のものは除く。) 

 

ロ. 基準地震動Ｓｓによる地震力との組合せに対する許容限界 

 

塑性ひずみが生じる場合であっても，その量が小さなレベル

にとどまって破断延性限界に十分な余裕を有し，その施設に要

求される機能に影響を及ぼすことがない限度に応力，荷重等を

制限する。 

 

 

 

り新たな論点が生じ

るものではない。 

 再処理施設では，屋

外重要土木構造物は

全て鉄筋コンクリー

ト造であり，鋼材は

ないため記載しな

い。 

 事業変更許可申請

書に合わせて記載

した基本設計方針

に整合させた表現

としており，記載

の差異により新た

な論点が生じるも

のではない。 

 再処理施設では，

重大事故等対処施

設の土木構造物は

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 再処理施設では，

「建物・構築物」

を建物，構築物及

び土木構造物の総

称としたことによ

る差異であり，新

たに論点が生じる

ものではない。 

 

 

 

 発電炉の「d.」に

該当する設備はな

い。 

 事業変更許可申請

書に合わせて記載

した基本設計方針

に整合させた表現

としており，記載

の差異により新た

な論点が生じるも

のではない。 

(63/78)頁から 

(48/78)頁から 

 (68/78)，(74/78)頁へ 

(50/78)頁から 

 (6/78)，(51/78)頁から 

 (51/78)頁から 

 (51/78)頁から 

(67/78)頁へ 

(68/78)頁へ 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ-１-１ 耐震設計の基本方針】(50／78) 

別紙４－１ 

再処理施設 発電炉 
備考 

基本設計方針 添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１ 
ⅱ. 弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力

との組合せに対する許容限界 

発生する応力に対して，応答が全体的におおむね

弾性状態に留まるように，降伏応力又はこれと同等

の安全性を有する応力を許容限界とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ロ)Ｂクラス及びＣクラスの機器・配管系 

上記(イ)ⅱ.による応力を許容限界とする。 

【記載箇所：3.1.1(1)a. 安全機能を有する施設に記載している

内容】 

 (e) Ｂクラス及びＣクラスの施設は，静的地震力に対してお

おむね弾性状態に留まる範囲で耐えられる設計とする。また，

Ｂクラスの施設のうち，共振のおそれのある施設については，

その影響についての検討を行う。検討に用いる地震動は，弾性

設計用地震動Ｓｄに2分の1を乗じたものとする当該地震動によ

る地震力は，水平2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせ

て算定するものとする。 

 

 

ロ. 弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力との組合

せに対する許容限界 

発生する応力に対して，応答が全体的におおむね弾性状態に留

まるように，降伏応力又はこれと同等の安全性を有する応力を許

容限界とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b)Ｂクラス及びＣクラスの機器・配管系 

上記b.(a)ロ.による応力を許容限界とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ. 弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力との組

合せに対する許容限界 

応答が全体的におおむね弾性状態にとどまるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

ただし，冷却材喪失事故時に作用する荷重との組合せ(原子炉

格納容器バウンダリを構成する設備，非常用炉心冷却設備等に

おける長期的荷重との組合せを除く。)に対しては，下記(a)ロ.

に示す許容限界を適用する。 

 

 

 

 

 

ロ. 基準地震動Ｓｓによる地震力との組合せに対する許容限界 

塑性ひずみが生じる場合であっても，その量が小さなレベル

にとどまって破断延性限界に十分な余裕を有し，その施設に要

求される機能に影響を及ぼすことがない限度に応力，荷重等を

制限する。 

 

 

(b) 常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備

が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系 

上記(a)ロ.に示すＳクラスの機器・配管系の基準地震動Ｓｓ

による地震力との組合せに対する許容限界を適用する。 

 

ただし，原子炉格納容器バウンダリを構成する設備及び非常

用炉心冷却設備等の弾性設計用地震動Ｓｄと設計基準事故時の

状態における長期的荷重との組合せに対する許容限界は，上記

(a)イ.に示すＳクラスの機器・配管系の弾性設計用地震動Ｓｄ

による地震力又は静的地震力との組合せに対する許容限界を適

用する。 

 

(c) Ｂクラス及びＣクラスの機器・配管系及び常設耐震重要重

大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置される重大

事故等対処施設の機器・配管系 

応答が全体的におおむね弾性状態にとどまるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 事業変更許可申請書

に合わせて記載した

基本設計方針に整合

させた表現としてお

り，記載の差異によ

り新たな論点が生じ

るものではない。 

 

 発電炉固有の設備

についての記載で

あり，再処理施設

には機能要求上該

当する設備がない

ため，記載の差異

により新たな論点

が生じるものでは

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 事業変更許可申請

書に合わせて記載

した基本設計方針

に整合させた表現

としており，記載

の差異により新た

な論点が生じるも

のではない。 

 

 

(52/78)頁へ 

(6/78)，(7/78)頁から 

 (68/78)頁へ 

(49/78)頁へ 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ-１-１ 耐震設計の基本方針】(51／78) 

別紙４－１ 

再処理施設 発電炉 
備考 

基本設計方針 添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１ 
 

 

 

 

 

 

 

 

(d) チャンネル・ボックス 

チャンネル・ボックスは，地震時に作用する荷重に対して，

燃料集合体の冷却材流路を維持できること及び過大な変形や破

損により制御棒の挿入が阻害されることがないものとする。 

 

c. 土木構造物 

(a) 屋外重要土木構造物及び常設耐震重要重大事故防止設備又

は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設の土

木構造物 

イ. 静的地震力との組合せに対する許容限界 

安全上適切と認められる規格及び基準による許容応力度を許

容限界とする。 

 

ロ. 基準地震動Ｓｓによる地震力との組合せに対する許容限界 

新設屋外重要土木構造物の構造部材の曲げについては許容応

力度，構造部材のせん断については許容せん断応力度を許容限

界とするが，構造部材のうち，鉄筋コンクリートの曲げについ

ては限界層間変形角又は終局曲率，鋼材の曲げについては終局

曲率，鉄筋コンクリート及び鋼材のせん断についてはせん断耐

力を許容限界とする場合もある。既設屋外重要土木構造物の構

造部材のうち，鉄筋コンクリートの曲げについては限界層間変

形角又は終局曲率，鋼材の曲げについては終局曲率，鉄筋コン

クリート及び鋼材のせん断についてはせん断耐力を許容限界と

する。 

なお，限界層間変形角，終局曲率及びせん断耐力の許容限界

に対しては妥当な安全余裕を持たせることとし，それぞれの安

全余裕については各施設の機能要求等を踏まえ設定する。 

 

 

 

(b) その他の土木構造物及び常設耐震重要重大事故防止設備以

外の常設重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施設の

土木構造物 

安全上適切と認められる規格及び基準による許容応力度を許

容限界とする。 

 

 

d. 津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備並びに浸水防

止設備が設置された建物・構築物 

津波防護施設及び浸水防止設備が設置された建物・構築物に

ついては，当該施設及び建物・構築物が構造全体として変形能

力(終局耐力時の変形)及び安定性について十分な余裕を有する

とともに，その施設に要求される機能(津波防護機能及び浸水防

止機能)が保持できるものとする。 

浸水防止設備及び津波監視設備については，その施設に要求さ

れる機能(浸水防止機能及び津波監視機能)が保持できるものと

する。 

 発電炉固有の機能

要求であり，再処

理施設には類似す

る機能要求がない

ため，記載の差異

により新たな論点

が生じるものでは

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 再処理施設におい

ては，敷地高さに

津波が到達しない

ことを事業変更許

可申請書において

記載しているた

め，該当設備はな

い。 

(49/78)頁へ 

(48/78)，(49/78)頁へ 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ-１-１ 耐震設計の基本方針】(52／78) 

別紙４－１ 

再処理施設 発電炉 
備考 

基本設計方針 添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１ 
(b) 重大事故等対処施設 

イ. 建物・構築物 

(イ) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故

等対処施設の建物・構築物 

上記(a)イ.(イ)ⅰ.を適用する。 

 

(ロ) 常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等

対処設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物 

上記(a)イ.(ロ)を適用する。 

 

(ハ) 設備分類の異なる重大事故等対処施設を支持する建

物・構築物(土木構造物を除く。) 

上記(イ)を適用するほか，建物・構築物は，変形等に対

してその支持機能が損なわれない設計とする。なお，当該

施設を支持する建物・構築物の支持機能が損なわれないこ

とを確認する際の地震力は，支持される施設に適用される

地震力とする。 

 

(ニ) 建物・構築物の保有水平耐力 

建物・構築物(土木構造物を除く。)については，当該建

物・構築物の保有水平耐力が必要保有水平耐力に対して，

重大事故等対処施設が代替する機能を有する安全機能を有

する施設が属する耐震重要度に応じた適切な安全余裕を有

していることを確認する。 

 

(ホ)  設備分類の異なる重大事故等対処施設を支持する土木

構造物 

上記(a)イ.(ニ)ⅰ.又は(a)イ.(ニ)ⅱ.を適用するほか，

土木構造物は，変形に対してその支持機能が損なわれない

設計とする。なお，当該施設を支持する土木構造物の支持

機能が損なわれないことを確認する際の地震力は，支持さ

れる施設に適用される地震力とする。 

 

 

 

 

ロ. 機器・配管系 

(イ) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大

事故等対処施設の機器・配管系 

上記(a)ロ.(イ)ⅰ.を適用する。 

(ロ) 常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事

故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の機

器・配管系 

ⅰ. 上記(a)ロ.(ロ)を適用する。 

ⅱ. 代替する安全機能を有する施設がない常設重大事故

等対処設備のうちＳクラスの施設は，上記(イ)を適用

する。 

 

(2) 重大事故等対処施設  

重大事故等対処施設の許容限界については，重大事故等対処施設

の申請に合わせて次回以降に詳細を説明する。 

 

【記載箇所：5.1(4)a.建物・構築物に記載している内容】 

 (b) 常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備

が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物 

上記(a)に示すＳクラスの建物・構築物の基準地震動Ｓｓによ

る地震力との組合せに対する許容限界を適用する。 

ただし，原子炉格納容器バウンダリを構成する施設の設計基

準事故時の状態における長期的荷重と弾性設計用地震動Ｓｄに

よる地震力との組合せに対する許容限界は，上記(a)イ.に示す

Ｓクラスの建物・構築物の弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力

又は静的地震力との組合せに対する許容限界を適用する。 

 

 (c) Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物並びに常設耐震重要

重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置される重

大事故等対処施設の建物・構築物 

上記(a)イ.による許容応力度を許容限界とする。 

 

(d) 耐震重要度の異なる施設又は施設区分の異なる重大事故等

対処施設を支持する建物・構築物 

上記(a)ロ.の項を適用するほか，耐震重要度の異なる施設又

は施設区分の異なる重大事故等対処施設を支持する建物・構築

物の変形等に対して，その支持機能を損なわないものとする。

なお，当該施設を支持する建物・構築物の支持機能が維持され

ることを確認する際の地震動は，支持される施設に適用される

地震動とする。 

 

(e) 建物・構築物の保有水平耐力 

建物・構築物については，当該建物・構築物の保有水平耐力

が必要保有水平耐力に対して耐震重要度分類又は重大事故等対

処施設が代替する機能を有する設計基準事故対処設備が属する

耐震重要度分類に応じた安全余裕を有しているものとする。 

ここでは，常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処

施設については，上記における重大事故等対処施設が代替する

機能を有する設計基準対象施設が属する耐震重要度分類をＳク

ラスとする。 

 

【記載箇所：5.1(4)b.機器・配管系に記載している内容】 

 (b) 常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備

が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系 

上記(a)ロ.に示すＳクラスの機器・配管系の基準地震動Ｓｓ

による地震力との組合せに対する許容限界を適用する。 

ただし，原子炉格納容器バウンダリを構成する設備及び非常

用炉心冷却設備等の弾性設計用地震動Ｓｄと設計基準事故時の

状態における長期的荷重との組合せに対する許容限界は，上記

(a)イ.に示すＳクラスの機器・配管系の弾性設計用地震動Ｓｄ

による地震力又は静的地震力との組合せに対する許容限界を適

用する。 

 

 (c) Ｂクラス及びＣクラスの機器・配管系及び常設耐震重要重

大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置される重大

事故等対処施設の機器・配管系 

応答が全体的におおむね弾性状態にとどまるものとする。 

 

 重大事故等対処施

設の内容について

は，後次回で比較

結果を示す。 

 発電炉固有の原子

炉格納容器につい

ての記載であり，

新たな論点が生じ

るものではない。 

 
(47/78)頁から 

(50/78)頁から 

(67/78)頁へ 

(68/78)頁へ 

 (68/78)，(75/78)頁へ 

(48/78)頁から 

(48/78)頁から 

(48/78)頁から 

333



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ-１-１ 耐震設計の基本方針】(53／78) 

別紙４－１ 

再処理施設 発電炉 
備考 

基本設計方針 添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【記載箇所：2.1安全機能を有する施設の地盤に記載している内

容】 

Ｓクラスの施設及びそれらを支持する建物・構築物の地盤の

接地圧に対する支持力の許容限界については，自重及び運転時

の荷重等と基準地震動Ｓｓによる地震力との組み合わせによ

り算定される接地圧が，安全上適切と認められる規格及び基準

に基づく地盤の極限支持力度に対して，妥当な余裕を有するよ

う設計する。 

 

【記載箇所：2.2重大事故等対処施設の地盤に記載している内容】 

常設耐震重要重大事故等対処設備を支持する建物・構築物の

地盤の接地圧に対する支持力の許容限界については，自重及び

運転時の荷重等と基準地震動Ｓｓによる地震力との組み合わ

せにより算定される接地圧が，安全上適切と認められる規格及

び基準に基づく地盤の極限支持力度に対して，妥当な余裕を有

するよう設計する。 

 

【記載箇所：2.1安全機能を有する施設の地盤に記載している内

容】 

また，上記のうち，Ｓクラスの施設の建物・構築物の地盤に

あっては，自重及び運転時の荷重等と弾性設計用地震動Ｓｄに

よる地震力又は静的地震力との組み合わせにより算定される

接地圧について，安全上適切と認められる規格及び基準に基づ

く地盤の短期許容支持力度を許容限界とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 基礎地盤の支持性能 

a. Ｓクラスの建物・構築物，Ｓクラスの機器・配管系の基礎地盤 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 基準地震動Ｓｓによる地震力との組合せに対する許容限界 

接地圧が，安全上適切と認められる規格及び基準による地盤の

極限支持力度に対して妥当な余裕を有することを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力との組合せ

に対する許容限界 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. 基礎地盤の支持性能 

(a) Ｓクラスの建物・構築物，Ｓクラスの機器・配管系，屋外

重要土木構造物，常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大

事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築

物，機器・配管系，土木構造物，津波防護施設，浸水防止設備

及び津波監視設備並びに浸水防止設備又は津波監視設備が設置

された建物・構築物の基礎地盤 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ. 基準地震動Ｓｓによる地震力との組合せに対する許容限界 

接地圧が，安全上適切と認められる規格及び基準等による地

盤の極限支持力度に対して妥当な余裕を有することを確認す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ. 弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力との組

合せに対する許容限界 

(屋外重要土木構造物，常設耐震重要重大事故防止設備又は常設

重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構

築物，機器・配管系，土木構造物，津波防護施設，浸水防止設

備及び津波監視設備並びに浸水防止設備又は津波監視設備が設

置された建物・構築物の基礎地盤を除く。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 再処理施設では，「建

物・構築物」を建

物，構築物及び土木

構造物の総称とした

ことによる差異であ

り，新たに論点が生

じるものではない。 

 重大事故等対処施設

の内容については，

後次回で比較結果を

示す。 

 事業変更許可申請書

において，敷地に到達

する津波はないこと

を記載しているため，

当該事項に係る内容

は記載していない。 

 事業変更許可申請書

に合わせて記載した

基本設計方針に整合

させた表現としてお

り，記載の差異により

新たな論点が生じる

ものではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 再処理施設では，「建

物・構築物」を建物，

構築物及び土木構造物

の総称としたことによ

る差異であり，新たに

論点が生じるものでは

ない。 

 再処理施設では，重大

事故等対処施設の土木

構造物はない。 

 再処理施設において

は，敷地高さに津波が

到達しないことを事業

変更許可申請書におい
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ-１-１ 耐震設計の基本方針】(54／78) 

別紙４－１ 

再処理施設 発電炉 
備考 

基本設計方針 添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【記載箇所：2.1安全機能を有する施設の地盤に記載している内

容】 

Ｂクラス及びＣクラスの施設の建物・構築物の地盤において

は，自重及び運転時の荷重等と，静的地震力及び動的地震力(Ｂ

クラスの共振影響検討に係るもの)との組合せにより算定され

る接地圧に対して，安全上適切と認められる規格及び基準に基

づく地盤の短期許容支持力度を許容限界とする。 

 

【記載箇所：2.2重大事故等対処施設の地盤に記載している内容】 

常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対

処設備を支持する建物・構築物及び機器・配管系の地盤におい

ては，自重及び運転時の荷重等と，静的地震力及び動的地震力

(Ｂクラスの施設の機能を代替する常設重大事故等対処設備の

共振影響検討に係るもの)との組合せにより算定される接地圧

に対して，安全上適切と認められる規格及び基準に基づく地盤

の短期許容支持力度を許容限界とする。 

 

 

 

 

接地圧に対して，安全上適切と認められる規格及び基準による

地盤の短期許容支持力度を許容限界とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物，機器・配管系の基礎地盤 

上記(3)a.(b)を適用する。 

 

 

 

 

 

接地圧に対して，安全上適切と認められる規格及び基準等に

よる地盤の短期許容支持力度を許容限界とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物，機器・配管系及び

その他の土木構造物，常設耐震重要重大事故防止設備以外の常

設重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施設の建物・

構築物，機器・配管系及び土木構造物の基礎地盤 

上記(a)ロ.による許容支持力度を許容限界とする。 

て記載しているため，

該当設備はない。 

 事業変更許可申請書

に合わせて記載した

基本設計方針に整合

させた表現としてお

り，記載の差異により

新たな論点が生じる

ものではない。 

 

 

 

 

 

 再処理施設では，「建

物・構築物」を建

物，構築物及び土木

構造物の総称とした

ことによる差異であ

り，新たに論点が生

じるものではない。 

 再処理施設では，重

大事故等対処施設の

土木構造物はない。 

 重大事故等対処施設

の内容については，

後次回で比較結果を

示す。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ-１-１ 耐震設計の基本方針】(55／78) 

別紙４－１ 

再処理施設 発電炉 
備考 

基本設計方針 添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１ 
【記載箇所：3.1.1(4) 荷重の組合せと許容限界に記載している

内容】 

耐震設計における荷重の組合せと許容限界は，以下による

ものとする。 

また，耐震設計においては，安全機能及び重大事故等に対

処するために必要な機能である閉じ込め機能，プロセス量等

の維持機能，掃気機能，崩壊熱等の除去機能，臨界防止機

能，遮蔽機能，落下・転倒防止機能，支援機能，ソースター

ム制限機能，放出量の監視機能，換気機能，気密性，支持機

能，操作場所及びアクセスルートの保持機能等を維持する設

計とする。 

上記の機能のうち，遮蔽機能，落下・転倒防止機能，気密

性，支持機能，操作場所及びアクセスルートの保持機能等に

ついては，安全機能を有する施設の耐震重要度及び重大事故

等対処施設の設備分類に応じた地震力に対して，当該機能が

要求される施設の構造強度を確保することで，機能が維持で

きる設計とする。 

閉じ込め機能，プロセス量等の維持機能，掃気機能，崩壊

熱等の除去機能，臨界防止機能，支援機能，ソースターム制

限機能，放出量の監視機能，換気機能等については，構造強

度を確保するとともに，当該機能が要求される各施設の特性

に応じて許容限界を適切に設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2  機能維持 

(1) 建物・構築物 

再処理施設の安全機能のうち，建物・構築物に要求される閉じ込め機

能，火災防護機能，遮蔽機能，支持機能，地下水排水機能，廃棄機能及び

飛来物防護機能の機能維持の方針を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 機能維持 

 

 

 

 

 

 

(1) 動的機能維持 

動的機能が要求される機器は，地震時及び地震後において，

その機器に要求される安全機能を維持するため，制御棒挿入機

能に係る機器，回転機器及び弁の機種別に分類し，制御棒挿入

機能に係る機器については，燃料集合体の相対変位，回転機器

及び弁については，その加速度を用いることとし，設計基準対

象施設の耐震重要度分類及び重大事故等対処施設の施設区分に

応じた地震動に対して，各々に要求される動的機能が維持でき

ることを試験又は解析により確認することで，当該機能を維持

する設計とするか，若しくは応答加速度による解析等により当

該機能を維持する設計とする。 

弁等の機器の地震応答解析結果の応答加速度が当該機器を支

持する配管の地震応答により増加すると考えられるときは，当

該配管の地震応答の影響を考慮し，一定の余裕を見込むことと

する。 

 

(2) 電気的機能維持 

電気的機能が要求される機器は，地震時及び地震後におい

て，その機器に要求される安全機能を維持するため，設計基準

対象施設の耐震重要度分類及び重大事故等対処施設の施設区分

に応じた地震動に対して，要求される電気的機能が維持できる

ことを試験又は解析により確認し，当該機能を維持する設計と

する。 

添付書類「Ⅴ-1-1-2 発電用原子炉施設の自然現象等による損

傷の防止に関する説明書」のうち添付書類「Ⅴ-1-1-2-2-1 耐津

波設計の基本方針」における津波監視設備及び添付書類「Ⅴ-1-

1-10 通信連絡設備に関する説明書」における通信連絡設備に関

する電気的機能維持の耐震設計方針についても本項に従う。 

 

(3) 気密性の維持 

気密性の維持が要求される施設は，地震時及び地震後におい

て，放射線障害から公衆等を守るため，事故時の放射性気体の

放出，流入を防ぐことを目的として，設計基準対象施設の耐震

重要度分類及び重大事故等対処施設の施設区分に応じた地震動

に対して「5.1 構造強度」に基づく構造強度の確保に加えて，

構造強度の確保と換気設備の性能があいまって施設の気圧差を

確保することで，十分な気密性を確保できる設計とする。添付

書類「Ⅴ-1-7-3中央制御室の居住性に関する説明書」及び添付

書類「Ⅴ-1-9-3-1 緊急時対策所の機能に関する説明書」におけ

る気密性の維持に関する耐震設計方針についても本項に従う。 

 

 

 

 

 

 機能維持の方針に

ついて，建物・構

築物及び機器・配

管系並びに安全機

能を有する施設及

び重大事故等対処

施設を分けて記載

することによる差

異であり，記載の

差異により新たな

論点が生じるもの

ではない(以降，

5.2において同様の

理由の差異は説明

を省略する)。 

 各機能の整理につ

いては，補足説明

資料「【耐震建物

30】建物・構築物

の耐震設計におけ

る安全機能の整理

について」に示

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(60/78)，(62/78)頁へ 

(60/78)，(62/78)頁へ 

(59/78)頁へ 

(26/78)頁から 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ-１-１ 耐震設計の基本方針】(56／78) 

別紙４－１ 

再処理施設 発電炉 
備考 

基本設計方針 添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【記載箇所：3.1.1(4) 荷重の組合せと許容限界に記載している

内容】 

 （中略） 

上記の機能のうち，遮蔽機能，落下・転倒防止機能，気密

性，支持機能，操作場所及びアクセスルートの保持機能等に

ついては，安全機能を有する施設の耐震重要度及び重大事故

等対処施設の設備分類に応じた地震力に対して，当該機能が

要求される施設の構造強度を確保することで，機能が維持で

きる設計とする。 

閉じ込め機能，プロセス量等の維持機能，掃気機能，崩壊

熱等の除去機能，臨界防止機能，支援機能，ソースターム制

限機能，放出量の監視機能，換気機能等については，構造強

度を確保するとともに，当該機能が要求される各施設の特性

に応じて許容限界を適切に設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ａ．安全機能を有する施設 

(a) 閉じ込め機能の維持 

閉じ込め機能の維持が要求される施設は，地震時及び地震後に

おいて，放射性物質を限定された区域に閉じ込めるため，安全機

能を有する施設の耐震重要度に応じた地震動に対して，「5.1 構

造強度」に基づく構造強度を確保することで，閉じ込め機能が維

持できる設計とする。 

閉じ込め機能の維持が要求される施設のうち，鉄筋コンクリー

ト造の施設は，地震時及び地震後において，放射性物質が漏えい

した場合にその影響の拡大を防止するため，閉じ込め機能の維持

が要求される壁及び床が安全機能を有する施設の耐震重要度に応

じた地震動に対して構造強度を確保することで閉じ込め機能が維

持できる設計とする。 

また，閉じ込め機能が要求される壁・床・天井に設置する扉及

びハッチ等は，壁・床・天井が発生する応力の許容限界を満足し

ていることで，閉じ込め機能を確保できる。 

 

 

 

(b) 火災防護機能の維持 

火災防護機能の維持が要求される施設は，地震時及び地震後に

おいて，火災の影響を軽減するため，安全機能を有する施設の耐

震重要度に応じた地震動に対して，「5.1 構造強度」に基づく構

造強度を確保することで，火災防護機能が維持できる設計とす

る。 

 

  (c) 遮蔽機能の維持 

遮蔽機能の維持が要求される施設は，地震時及び地震後におい

て，放射線業務従事者の放射線障害防止，再処理施設周辺の空間

線量率の低減，居住性の確保及び放射線障害から公衆等を守るた

め，安全機能を有する施設の耐震重要度に応じた地震動に対し

て，「5.1 構造強度」に基づく構造強度を確保し，遮蔽体の形状

及び厚さを確保することで，遮蔽機能を維持する設計とする。 

 

 

 

 

 

(4) 止水性の維持 

止水性の維持が要求される施設は，地震時及び地震後におい

て，防護対象設備を設置する建物及び区画に，津波に伴う浸水

による影響を与えないことを目的として，基準地震動Ｓｓによ

る地震力に対して「5.1 構造強度」に基づく主要な構造部材の

構造健全性の維持に加えて，間隙が生じる可能性のある構造物

間の境界部について，地震力に対して生じる相対変位量等を確

認し，その止水性を維持する設計とする。添付書類「Ⅴ-1-1-2 

発電用原子炉施設の自然現象等による損傷の防止に関する説明

書」のうち添付書類「Ⅴ-1-1-2-2-1 耐津波設計の基本方針」に

おける止水性の維持に関する耐震設計方針についても本項に従

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 遮蔽性の維持 

遮蔽性の維持が要求される施設については，地震時及び地震

後において，放射線障害から公衆等を守るため，設計基準対象

施設の耐震重要度分類及び重大事故等対処施設の施設区分に応

じた地震動に対して，「5.1 構造強度」に基づく構造強度を確保

し，遮蔽体の形状及び厚さを確保することで，遮蔽性を維持す

る設計とする。添付書類「Ⅴ-4-2 生体遮蔽装置の放射線の遮蔽

及び熱除去についての計算書」及び添付書類「Ⅴ-1-9-3-1 緊急

時対策所の機能に関する説明書」における遮蔽性の維持に関す

る耐震設計方針についても本項に従う。 

 

 

 津波に起因する止

水性については，

事業変更許可申請

書において，敷地

に到達する津波は

ないことを記載し

ているため，当該

事項に係る内容は

記載していない。 

 

 

 

 

 

 再処理施設の閉じ込

め機能の維持が要

求される施設の設計

方針であるため，記

載の差異により新た

な論点が生じるもの

ではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 再処理施設の火災

防護機能の維持が

要求される施設の

設計方針であるた

め，記載の差異によ

り新たな論点が生

じるものではない。 

 

 安全機能を有する

施設と重大事故等

対処施設を分けて

記載したことによ

る差異であり，記

載の差異により新

たな論点が生じる

ものではない(以

降，5.2において同

様の理由の差異は

説明を省略する)。
(58/78) 頁へ 

(26/78)頁から 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ-１-１ 耐震設計の基本方針】(57／78) 

別紙４－１ 

再処理施設 発電炉 
備考 

基本設計方針 添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【記載箇所：3.1.1(4) 荷重の組合せと許容限界に記載している

内容】 

 （中略） 

上記の機能のうち，遮蔽機能，落下・転倒防止機能，気密

性，支持機能，操作場所及びアクセスルートの保持機能等に

ついては，安全機能を有する施設の耐震重要度及び重大事故

等対処施設の設備分類に応じた地震力に対して，当該機能が

要求される施設の構造強度を確保することで，機能が維持で

きる設計とする。 

閉じ込め機能，プロセス量等の維持機能，掃気機能，崩壊

熱等の除去機能，臨界防止機能，支援機能，ソースターム制

限機能，放出量の監視機能，換気機能等については，構造強

度を確保するとともに，当該機能が要求される各施設の特性

に応じて許容限界を適切に設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(d) 支持機能の維持 

機器・配管系等の設備を間接的に支持する機能の維持が要求さ

れる施設は，地震時及び地震後において，被支持設備の機能を維

持するため，被支持設備の安全機能を有する施設の耐震重要度に

応じた地震動に対して，「5.1 構造強度」に基づく構造強度を確保

することで，支持機能が維持できる設計とする。 

支持機能の維持が要求される施設のうち，鉄筋コンクリート造

の施設は，耐震壁のせん断ひずみの許容限界を満足すること又は

基礎を構成する部材に生じる応力が終局強度に対し妥当な安全余

裕を有していることで，Ｓクラス設備等に対する支持機能が維持

できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋外重要土木構造物については，構造部材の曲げについては限

界層間変形角(層間変形角1/100)又は終局曲率，せん断については

せん断耐力を許容限界とする。なお，限界層間変形角，終局曲率

及びせん断耐力の許容限界に対しては妥当な安全余裕をもたせる

こととし，機器・配管系の支持機能が維持できる設計とする。そ

の他の土木構造物については，安全上適切と認められる規格及び

基準による許容応力度を許容限界とし，機器・配管系の支持機能

が維持できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 支持機能の維持 

機器・配管系等の設備を間接的に支持する機能の維持が要求

される施設は，地震時及び地震後において，被支持設備の機能

を維持するため，被支持設備の耐震重要度分類及び重大事故等

対処施設の施設区分に応じた地震動に対して，構造強度を確保

することで，支持機能が維持できる設計とする。 

建物・構築物の鉄筋コンクリート造の場合は，耐震壁のせん

断ひずみの許容限界を満足すること又は基礎を構成する部材に

生じる応力が終局強度に対し妥当な安全余裕を有していること

で，Ｓクラス設備等に対する支持機能が維持できる設計とす

る。 

 

地震力が作用した場合において，新設屋外重要土木構造物の

構造部材の曲げについては，許容応力度，構造部材のせん断に

ついては許容せん断応力度を許容限界とするが，構造部材のう

ち，鉄筋コンクリートの曲げについては限界層間変形角又は終

局曲率，鋼材の曲げについては終局曲率，鉄筋コンクリート及

び鋼材のせん断についてはせん断耐力を許容限界とする場合も

ある。 

また，既設屋外重要土木構造物の構造部材のうち，鉄筋コン

クリートの曲げについては限界層間変形角又は終局曲率，鋼材

の曲げについては終局曲率，鉄筋コンクリート及び鋼材のせん

断についてはせん断耐力を許容限界とする。なお，限界層間変

形角，終局曲率及びせん断耐力に対しては妥当な安全余裕を持

たせることとし，機器・配管系の支持機能が維持できる設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各機能の整理につ

いては，補足説明

資料「【耐震建物

30】耐震設計にお

ける安全機能の整

理について」に示

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 新設屋外重要土木

構造物はない。 

 

 

 

 

 

 再処施設において

屋外重要土木構造

物は全て鉄筋コン

クリート構造物で

あるため，鋼材に

ついては記載して

いない。 

• 再処理施設では，そ

の他の土木構造物

にも支持機能を要求

される構造物がある

ことから，支持機能

が要求されるその他

の土木構造物の設

計方針を記載した。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ-１-１ 耐震設計の基本方針】(58／78) 

別紙４－１ 

再処理施設 発電炉 
備考 

基本設計方針 添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１ 
 

 

 

 

 

 

 

【記載箇所：3.1.1(4) 荷重の組合せと許容限界に記載している

内容】 

 （中略） 

上記の機能のうち，遮蔽機能，落下・転倒防止機能，気密

性，支持機能，操作場所及びアクセスルートの保持機能等に

ついては，安全機能を有する施設の耐震重要度及び重大事故

等対処施設の設備分類に応じた地震力に対して，当該機能が

要求される施設の構造強度を確保することで，機能が維持で

きる設計とする。 

閉じ込め機能，プロセス量等の維持機能，掃気機能，崩壊

熱等の除去機能，臨界防止機能，支援機能，ソースターム制

限機能，放出量の監視機能，換気機能等については，構造強

度を確保するとともに，当該機能が要求される各施設の特性

に応じて許容限界を適切に設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【記載箇所：3.1.1(4) 荷重の組合せと許容限界に記載している

内容】 

 （中略） 

上記の機能のうち，遮蔽機能，落下・転倒防止機能，気密

性，支持機能，操作場所及びアクセスルートの保持機能等に

ついては，安全機能を有する施設の耐震重要度及び重大事故

等対処施設の設備分類に応じた地震力に対して，当該機能が

要求される施設の構造強度を確保することで，機能が維持で

きる設計とする。 

閉じ込め機能，プロセス量等の維持機能，掃気機能，崩壊

熱等の除去機能，臨界防止機能，支援機能，ソースターム制

限機能，放出量の監視機能，換気機能等については，構造強

度を確保するとともに，当該機能が要求される各施設の特性

に応じて許容限界を適切に設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

(e) 地下水排水機能の維持 

地下水排水機能の維持が要求される施設は，地震時及び地震後

において，建物・構築物の周囲の地下水を排水するため，安全機

能を有する施設の耐震重要度に応じた地震動に対して，「5.1 構

造強度」に基づく構造強度を確保することで，地下水排水機能が

維持できる設計とする。 

地下水排水機能の維持が要求される施設である地下水排水設備

(サブドレン管，集水管，サブドレンピット及びサブドレンシャフ

ト)については，耐震設計において地下水位の低下を期待する建

物・構築物の周囲の地下水を排水するため，基準地震動Ｓｓによ

る地震力に対して機能が維持できる設計とする。 

 

(f) 廃棄機能の維持 

廃棄機能の維持が要求される施設は，地震時及び地震後におい

て，放射性廃棄物を廃棄するため，安全機能を有する施設の耐震

重要度に応じた地震動に対して，「5.1 構造強度」に基づく構造

強度を確保することで，廃棄機能が維持できる設計とする。 

 

 

 

(g) 飛来物防護機能の維持 

飛来物防護機能の維持が要求される施設は，地震時及び地震後

において，設計竜巻によって発生する設計飛来物による竜巻防護

対象施設への影響を防止するため，安全機能を有する施設の耐震

重要度に応じた地震動に対して，「5.1 構造強度」に基づく構造

強度を確保することで，飛来物防護機能が維持できる設計とす

る。 

 

 

b．重大事故等対処施設 

重大事故等対処施設の基本方針については，重大事故等対処施設の申

請に合わせて次回以降に詳細を説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

車両型設備の間接支持構造物については，地震動に対して，

転倒評価を実施することで機器・配管系の間接支持機能を維持

できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【記載箇所：5.2機能維持に記載している内容】 

(5) 遮蔽性の維持 

遮蔽性の維持が要求される施設については，地震時及び地震

後において，放射線障害から公衆等を守るため，設計基準対象

施設の耐震重要度分類及び重大事故等対処施設の施設区分に応

じた地震動に対して，「5.1 構造強度」に基づく構造強度を確保

し，遮蔽体の形状及び厚さを確保することで，遮蔽性を維持す

る設計とする。添付書類「Ⅴ-4-2 生体遮蔽装置の放射線の遮蔽

及び熱除去についての計算書」及び添付書類「Ⅴ-1-9-3-1 緊急

時対策所の機能に関する説明書」における遮蔽性の維持に関す

る耐震設計方針についても本項に従う。 

 

 

 

 

 

 

 

 再処理施設のうち

地下水排水機能の

維持が要求される

施設の設計方針で

あるため，記載の差

異により新たな論

点が生じるもので

はない。 

 

 

 

 

 再処理施設のうち

廃棄機能の維持が

要求される施設の

設計方針であるた

め，記載の差異によ

り新たな論点が生

じるものではない。 

 

 再処理施設のうち

飛来物防護機能の

維持が要求される

施設の設計方針で

あるため，記載の差

異により新たな論

点が生じるもので

はない。 

 

 重大事故等対処施

設の内容について

は，後次回で比較

結果を示す。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ-１-１ 耐震設計の基本方針】(59／78) 

別紙４－１ 

再処理施設 発電炉 
備考 

基本設計方針 添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１ 
【記載箇所：3.1.1(6)緊急時対策所に記載している内容】 

(6) 緊急時対策所 

緊急時対策所については，基準地震動Ｓｓによる地震力に対

して，重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるお

それがない設計とする。緊急時対策建屋については，耐震構造

とし，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，遮蔽機能を確保

する設計とする。 

また，緊急時対策所の居住性を確保するため，鉄筋コンク

リート構造とし，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，緊

急時対策建屋の換気設備の性能とあいまって十分な気密性を

確保する設計とする。 

なお，地震力の算定方法及び荷重の組合せと許容限界につ

いては，「(3)地震力の算定方法」及び「(4)荷重の組合せと許

容限界」に示す建物・構築物及び機器・配管系を適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【記載箇所：5.2機能維持に記載している内容】 

(3) 気密性の維持 

気密性の維持が要求される施設は，地震時及び地震後におい

て，放射線障害から公衆等を守るため，事故時の放射性気体の

放出，流入を防ぐことを目的として，設計基準対象施設の耐震

重要度分類及び重大事故等対処施設の施設区分に応じた地震動

に対して「5.1 構造強度」に基づく構造強度の確保に加えて，

構造強度の確保と換気設備の性能があいまって施設の気圧差を

確保することで，十分な気密性を確保できる設計とする。添付

書類「Ⅴ-1-7-3中央制御室の居住性に関する説明書」及び添付

書類「Ⅴ-1-9-3-1 緊急時対策所の機能に関する説明書」におけ

る気密性の維持に関する耐震設計方針についても本項に従う。 

 

 

【記載箇所：5.2機能維持に記載している内容】 

 (6) 支持機能の維持 

機器・配管系等の設備を間接的に支持する機能の維持が要求

される施設は，地震時及び地震後において，被支持設備の機能

を維持するため，被支持設備の耐震重要度分類及び重大事故等

対処施設の施設区分に応じた地震動に対して，構造強度を確保

することで，支持機能が維持できる設計とする。 

建物・構築物の鉄筋コンクリート造の場合は，耐震壁のせん

断ひずみの許容限界を満足すること又は基礎を構成する部材に

生じる応力が終局強度に対し妥当な安全余裕を有していること

で，Ｓクラス設備等に対する支持機能が維持できる設計とす

る。 

 

【記載箇所：5.2機能維持に記載している内容】 

車両型設備の間接支持構造物については，地震動に対して，

転倒評価を実施することで機器・配管系の間接支持機能を維持

できる設計とする。 

 

(7) 通水機能及び貯水機能の維持 

非常時に冷却する海水を確保するための通水機能及び貯水機

能の維持が要求される非常用取水設備は，地震時及び地震後に

おいて，通水機能及び貯水機能を維持するため，基準地震動Ｓ

ｓによる地震力に対して，構造強度を確保することで，通水機

能及び貯水機能が維持できる設計とする。 

地震力が作用した場合において，新設屋外重要土木構造物の構

造部材の曲げについては，許容応力度，構造部材のせん断につ

いては許容せん断応力度を許容限界とするが，構造部材のう

ち，鉄筋コンクリートの曲げについては限界層間変形角又は終

局曲率，鋼材の曲げについては終局曲率，鉄筋コンクリート及

び鋼材のせん断についてはせん断耐力を許容限界とする場合も

ある。地震力が作用した場合において，既設屋外重要土木構造

物の構造部材のうち，鉄筋コンクリートの曲げについては限界

層間変形角又は終局曲率，鋼材の曲げについては終局曲率，鉄

筋コンクリート及び鋼材のせん断についてはせん断耐力を許容

限界とする。なお，限界層間変形角，終局曲率及びせん断耐力

に対しては妥当な安全余裕を持たせることとし，通水機能及び

貯水機能が維持できる設計とする。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ-１-１ 耐震設計の基本方針】(60／78) 

別紙４－１ 

再処理施設 発電炉 
備考 

基本設計方針 添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１ 
【記載箇所：3.1.1(4) 荷重の組合せと許容限界に記載している

内容】 

耐震設計における荷重の組合せと許容限界は，以下による

ものとする。 

また，耐震設計においては，安全機能及び重大事故等に対

処するために必要な機能である閉じ込め機能，プロセス量等

の維持機能，掃気機能，崩壊熱等の除去機能，臨界防止機

能，遮蔽機能，落下・転倒防止機能，支援機能，ソースター

ム制限機能，放出量の監視機能，換気機能，気密性，支持機

能，操作場所及びアクセスルートの保持機能等を維持する設

計とする。 

上記の機能のうち，遮蔽機能，落下・転倒防止機能，気密

性，支持機能，操作場所及びアクセスルートの保持機能等に

ついては，安全機能を有する施設の耐震重要度及び重大事故

等対処施設の設備分類に応じた地震力に対して，当該機能が

要求される施設の構造強度を確保することで，機能が維持で

きる設計とする。 

閉じ込め機能，プロセス量等の維持機能，掃気機能，崩壊

熱等の除去機能，臨界防止機能，支援機能，ソースターム制

限機能，放出量の監視機能，換気機能等については，構造強

度を確保するとともに，当該機能が要求される各施設の特性

に応じて許容限界を適切に設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【記載箇所：3.1.1(4) 荷重の組合せと許容限界に記載している

内容】 

（中略） 

閉じ込め機能，プロセス量等の維持機能，掃気機能，崩壊

熱等の除去機能，臨界防止機能，支援機能，ソースターム制

限機能，放出量の監視機能，換気機能等については，構造強

度を確保するとともに，当該機能が要求される各施設の特性

に応じて許容限界を適切に設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 機器・配管系 

再処理施設の安全機能として機器・配管系に要求される機能のうち，遮

蔽機能，落下・転倒防止機能，止水機能，分析機能及び廃棄機能について

は，「5.1 構造強度」に基づく構造強度を確保することで，当該機能が維

持できる設計とする。 

閉じ込め機能，プロセス量等の維持機能，掃気機能，崩壊熱等の除去機

能，臨界防止機能，支援機能，ソースターム制限機能，放出量の監視機

能，換気機能，地下水排水機能，火災防護機能及びユーティリティ機能に

ついては，「5.1 構造強度」に基づく構造強度を確保するとともに，当該

機能が要求される各施設の特性に応じて，動的機能を維持する設計とす

る。 

閉じ込め機能，プロセス量等の維持機能，掃気機能，崩壊熱等の除去機

能，臨界防止機能，支援機能，ソースターム制限機能，放出量の監視機

能，換気機能，地下水排水機能，漏えい検知機能，火災防護機能及びユー

ティリティ機能については，「5.1 構造強度」に基づく構造強度を確保す

るとともに，当該機能が要求される各施設の特性に応じて，電気的機能を

維持する設計とする。 

閉じ込め機能及び臨界防止機能については，「5.1 構造強度」に基づく

構造強度を確保するとともに，当該機能が要求される各施設の特性に応じ

て，閉じ込め機能及び臨界防止機能を維持する設計とする。 

動的機能維持，電気的機能維持，閉じ込め機能及び臨界防止機能の機能

維持の方針を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a．安全機能を有する施設 

 (a) 動的機能維持 

動的機能が要求される設備は，地震時及び地震後において，そ

の設備に要求される安全機能を維持するため，安全機能を有する

施設の耐震重要度に応じた地震動に対して，要求される動的機能

が維持できることを実証試験又は解析により確認することで，動

的機能を維持する設計とする。実証試験等により確認されている

機能維持加速度を超える場合には，詳細検討により機能維持を満

足する設計とする。 

 

 

 

動的機能が要求される弁等の機器の地震応答解析結果の応答加

速度が当該機器を支持する配管の地震応答により増加すると考え

られるときは，当該配管の地震応答の影響を考慮し，一定の余裕

を見込むこととする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【記載箇所：5.2機能維持に記載している内容】 

(1) 動的機能維持 

動的機能が要求される機器は，地震時及び地震後において，

その機器に要求される安全機能を維持するため，制御棒挿入機

能に係る機器，回転機器及び弁の機種別に分類し，制御棒挿入

機能に係る機器については，燃料集合体の相対変位，回転機器

及び弁については，その加速度を用いることとし，設計基準対

象施設の耐震重要度分類及び重大事故等対処施設の施設区分に

応じた地震動に対して，各々に要求される動的機能が維持でき

ることを試験又は解析により確認することで，当該機能を維持

する設計とするか，若しくは応答加速度による解析等により当

該機能を維持する設計とする。 

弁等の機器の地震応答解析結果の応答加速度が当該機器を支

持する配管の地震応答により増加すると考えられるときは，当

該配管の地震応答の影響を考慮し，一定の余裕を見込むことと

する。 

 

 

 機器・配管系の機能

維持の方針につい

て，構造強度の確保

で機能を維持するも

のは「5.1 構造強

度」に基づく設計に

より機能維持設計を

行うこと，「5.2 機

能維持」では構造強

度の確保に加えて確

認が必要な動的機

能，電気的機能及び

閉じ込め機能の機能

維持方針を記載する

ことを明記したもの

であり，記載の差異

により新たな論点が

生じるものではな

い。 

 機器・配管系につい

ては，建物・構築物

と異なり，構造強度

を確保する安全機能

の項目が多数あるこ

と，また，構造強度

の確保に加えて確認

が必要な機能維持の

確認事項があるた

め，機能維持の確認

事項ごとに分類した

記載としている。 

 各機能の整理につい

ては，補足説明資料

「【耐震建物 30】建

物・構築物の耐震設

計における安全機能

の整理について」に

示す。 

 発電炉固有の設備

についての記載で

あり，再処理施設

には機能要求上該

当する設備がない

ため，記載の差異

により新たな論点

が生じるものでは

ない。 

 記載の適正化とし

て，申請書間の整

合を図るため，「基

本設計方針」及び
(55/78)頁から 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ-１-１ 耐震設計の基本方針】(61／78) 

別紙４－１ 

再処理施設 発電炉 
備考 

基本設計方針 添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１ 
 

【記載箇所：3.1.1(4) 荷重の組合せと許容限界に記載している

内容】 

（中略） 

閉じ込め機能，プロセス量等の維持機能，掃気機能，崩壊

熱等の除去機能，臨界防止機能，支援機能，ソースターム制

限機能，放出量の監視機能，換気機能等については，構造強

度を確保するとともに，当該機能が要求される各施設の特性

に応じて許容限界を適切に設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 電気的機能維持 

電気的機能が要求される設備は，地震時及び地震後において，

その設備に要求される安全機能を維持するため，安全機能を有す

る施設の耐震重要度に応じた地震動に対して，要求される電気的

機能が維持できることを実証試験又は解析により確認すること

で，電気的機能を維持する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) 閉じ込め機能の維持 

閉じ込め機能の維持が要求される設備のうち，グローブボック

スは，地震時及び地震後において，グローブボックスに要求され

る安全機能を維持するため，安全機能を有する施設の耐震重要度

に応じた地震動に対して，要求される閉じ込め機能が維持できる

ことを試験又は解析により確認し，閉じ込め機能が維持できる設

計とする。 

 

(d) 臨界防止機能の維持 

臨界防止機能の維持が要求される設備は，地震時及び地震後に

おいて，臨界の発生を防止するため，安全機能を有する施設の耐

震重要度に応じた地震動に対して，核的制限値の維持に必要な形

状寸法管理，複数の機器間の面間距離の維持として地震時におい

て発生する変位及び変形を制限することで，臨界防止機能が維持

できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【記載箇所：5.2機能維持に記載している内容】 

(2) 電気的機能維持 

電気的機能が要求される機器は，地震時及び地震後におい

て，その機器に要求される安全機能を維持するため，設計基準

対象施設の耐震重要度分類及び重大事故等対処施設の施設区分

に応じた地震動に対して，要求される電気的機能が維持できる

ことを試験又は解析により確認し，当該機能を維持する設計と

する。 

添付書類「Ⅴ-1-1-2 発電用原子炉施設の自然現象等による損

傷の防止に関する説明書」のうち添付書類「Ⅴ-1-1-2-2-1 耐津

波設計の基本方針」における津波監視設備及び添付書類「Ⅴ-1-

1-10 通信連絡設備に関する説明書」における通信連絡設備に関

する電気的機能維持の耐震設計方針についても本項に従う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「Ⅳ－１－１－８ 

機能維持の基本方

針」と記載を合わ

せたものであり，

記載の差異により

新たな論点が生じ

るものではない。 

 

 津波に起因する津

波監視設備につい

ては，事業変更許

可申請書におい

て，敷地に到達す

る津波はないこと

を記載しているた

め，当該事項に係

る内容は記載して

いない。 

 

 再処理施設の閉じ込

め機能の維持が要

求される施設の設計

方針であるため，記

載の差異により新た

な論点が生じるもの

ではない。 

 

 臨界防止機能の維持

が要求される施設の

設計方針であるた

め，記載の差異によ

り新たな論点が生じ

るものではない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ-１-１ 耐震設計の基本方針】(62／78) 

別紙４－１ 

再処理施設 発電炉 
備考 

基本設計方針 添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１ 
【記載箇所：3.1.1(4) 荷重の組合せと許容限界に記載している

内容】 

耐震設計における荷重の組合せと許容限界は，以下による

ものとする。 

また，耐震設計においては，安全機能及び重大事故等に対

処するために必要な機能である閉じ込め機能，プロセス量等

の維持機能，掃気機能，崩壊熱等の除去機能，臨界防止機

能，遮蔽機能，落下・転倒防止機能，支援機能，ソースター

ム制限機能，放出量の監視機能，換気機能，気密性，支持機

能，操作場所及びアクセスルートの保持機能等を維持する設

計とする。 

上記の機能のうち，遮蔽機能，落下・転倒防止機能，気密

性，支持機能，操作場所及びアクセスルートの保持機能等に

ついては，安全機能を有する施設の耐震重要度及び重大事故

等対処施設の設備分類に応じた地震力に対して，当該機能が

要求される施設の構造強度を確保することで，機能が維持で

きる設計とする。 

閉じ込め機能，プロセス量等の維持機能，掃気機能，崩壊

熱等の除去機能，臨界防止機能，支援機能，ソースターム制

限機能，放出量の監視機能，換気機能等については，構造強

度を確保するとともに，当該機能が要求される各施設の特性

に応じて許容限界を適切に設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b．重大事故等対処施設 

重大事故等対処施設の基本方針については，重大事故等対処施設の申

請に合わせて次回以降に詳細を説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これらの機能維持の考え方を，「Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方

針」に示す。 

 

 

 

 

 

【記載箇所：5.2機能維持に記載している内容】 

(1) 動的機能維持 

動的機能が要求される機器は，地震時及び地震後において，

その機器に要求される安全機能を維持するため，制御棒挿入機

能に係る機器，回転機器及び弁の機種別に分類し，制御棒挿入

機能に係る機器については，燃料集合体の相対変位，回転機器

及び弁については，その加速度を用いることとし，設計基準対

象施設の耐震重要度分類及び重大事故等対処施設の施設区分に

応じた地震動に対して，各々に要求される動的機能が維持でき

ることを試験又は解析により確認することで，当該機能を維持

する設計とするか，若しくは応答加速度による解析等により当

該機能を維持する設計とする。 

弁等の機器の地震応答解析結果の応答加速度が当該機器を支

持する配管の地震応答により増加すると考えられるときは，当

該配管の地震応答の影響を考慮し，一定の余裕を見込むことと

する。 

 

 

【記載箇所：5.2機能維持に記載している内容】 

(2) 電気的機能維持 

電気的機能が要求される機器は，地震時及び地震後におい

て，その機器に要求される安全機能を維持するため，設計基準

対象施設の耐震重要度分類及び重大事故等対処施設の施設区分

に応じた地震動に対して，要求される電気的機能が維持できる

ことを試験又は解析により確認し，当該機能を維持する設計と

する。 

添付書類「Ⅴ-1-1-2 発電用原子炉施設の自然現象等による損

傷の防止に関する説明書」のうち添付書類「Ⅴ-1-1-2-2-1 耐津

波設計の基本方針」における津波監視設備及び添付書類「Ⅴ-1-

1-10 通信連絡設備に関する説明書」における通信連絡設備に関

する電気的機能維持の耐震設計方針についても本項に従う。 

 

 

 

 

これらの機能維持の考え方を，添付書類「Ⅴ-2-1-9 機能維持

の基本方針」に示す。なお，重大事故等対処施設の設計におい

ては，設計基準事故時の状態と重大事故等時の状態での評価条

件の比較を行い，重大事故等時の状態の方が厳しい場合は別

途，重大事故等時の状態にて設計を行う。 

 重大事故等対処施

設の内容について

は，後次回で比較

結果を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 重大事故等対処施

設の内容について

は，後次回で比較

結果を示す。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ-１-１ 耐震設計の基本方針】(63／78) 

別紙４－１ 

再処理施設 発電炉 
備考 

基本設計方針 添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１ 
 

 

(5) 設計における留意事項 

a. 主要設備等，補助設備，直接支持構造物及び間接支持構造

物 

主要設備等，補助設備及び直接支持構造物については，

耐震重要度に応じた地震力に十分耐えられる設計とすると

ともに，安全機能を有する施設のうち，耐震重要施設に該

当する設備は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対してその

安全機能が損なわれるおそれがない設計とする。 

また，間接支持構造物については，支持する主要設備等

又は補助設備の耐震重要度に適用する地震動による地震力

に対して支持機能が損なわれない設計とする。 

 

 

b. 波及的影響に対する考慮 

耐震重要施設は，耐震重要度の下位のクラスに属する施

設の波及的影響によって，その安全機能が損なわれないも

のとする。 

 

 

評価に当たっては，以下の 4 つの観点をもとに，敷地全体

を俯瞰した調査・検討を行い，各観点より選定した事象に対

する波及的影響の評価により波及的影響を考慮すべき施設

を抽出し，耐震重要施設の安全機能への影響がないことを確

認する。 

波及的影響の評価に当たっては，耐震重要施設の設計に用

いる地震動又は地震力を適用する。なお，地震動又は地震力

の選定に当たっては，施設の配置状況，使用時間を踏まえて

適切に設定する。また，波及的影響の確認においては水平 2

方向及び鉛直方向の地震力が同時に作用する場合に影響を

及ぼす可能性のある施設，設備を選定し評価する。 

ここで，下位クラス施設とは，耐震重要施設以外の再処理

施設内にある施設(資機材等含む。)をいう。 

波及的影響を防止するよう現場を維持するため，機器設置

時の配慮事項等を保安規定に定めて，管理する。 

なお，原子力施設及び化学プラント等の地震被害情報をも

とに，4 つの観点以外に検討すべき事項がないか確認し，新

たな検討事項が抽出された場合には，その観点を追加する。 

 

(a) 設置地盤及び地震応答性状の相違に起因する相対変位

又は不等沈下による影響 

イ. 不等沈下 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して

不等沈下により，耐震重要施設の安全機能への影響がないこ

とを確認する。 

ロ. 相対変位 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力による下

位クラス施設と耐震重要施設の相対変位により，耐震重要施

設の安全機能への影響がないことを確認する。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ-１-１ 耐震設計の基本方針】(64／78) 

別紙４－１ 

再処理施設 発電炉 
備考 

基本設計方針 添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１ 
(b) 耐震重要施設と下位クラス施設との接続部における相

互影響 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して，

耐震重要施設に接続する下位クラス施設の損傷により，耐震

重要施設の安全機能への影響がないことを確認する。 

 

(c) 建屋内における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下

による耐震重要施設への影響 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して，

建屋内の下位クラス施設の損傷，転倒及び落下により，耐震

重要施設の安全機能への影響がないことを確認する。 

 

(d) 建屋外における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下に

よる耐震重要施設への影響 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して，

建屋外の下位クラス施設の損傷，転倒及び落下により，耐震

重要施設の安全機能への影響がないことを確認する。 

 

 

 

なお，常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重

大事故等対処施設に対する波及的影響については，「耐震重

要施設」を「常設耐震重要重大事故等対処設備が設置され

る重大事故等対処施設」に，「耐震重要度の下位のクラスに

属する施設」を「常設耐震重要重大事故等対処設備が設置

される重大事故等対処施設以外の施設」に，「安全機能」を

「重大事故等に対処するために必要な機能」に読み替えて

適用する。 

 

 

c. 建物・構築物への地下水の影響 

耐震設計において地下水位の低下を期待する建物・構築

物は，周囲の地下水を排水し，基礎スラブ底面レベル以深

に地下水位を維持できるよう地下水排水設備(サブドレンポ

ンプ，水位検出器等)を設置する。また，基準地震動Ｓｓに

よる地震力に対して，必要な機能が保持できる設計とする

とともに，非常用電源設備又は基準地震動Ｓｓによる地震

力に対し機能維持が可能な発電機からの給電が可能な設計

とする。 

 

 

 

d. 一関東評価用地震動(鉛直) 

基準地震動Ｓｓ－Ｃ４は，水平方向の地震動のみである

ことから，水平方向と鉛直方向の地震力を組み合わせた影

響評価を行う場合には，工学的に水平方向の地震動から設

定した鉛直方向の評価用地震動(以下「一関東評価用地震動

(鉛直)」という。)による地震力を用いて，水平方向と鉛直

方向の地震力を組み合わせた影響が考えられる施設に対し

て，許容限界の範囲内に留まることを確認する。 

 

(66/78) ，(72/78)頁へ 

(73/78)，(75/78)頁へ 

(17/78)頁へ 

(17/78)頁へ 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ-１-１ 耐震設計の基本方針】(65／78) 

別紙４－１ 

再処理施設 発電炉 
備考 

基本設計方針 添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１ 
(6) 緊急時対策所 

緊急時対策所については，基準地震動Ｓｓによる地震力に対

して，重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるお

それがない設計とする。緊急時対策建屋については，耐震構造

とし，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，遮蔽機能を確保

する設計とする。 

また，緊急時対策所の居住性を確保するため，鉄筋コンク

リート構造とし，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，緊

急時対策建屋の換気設備の性能とあいまって十分な気密性を

確保する設計とする。 

なお，地震力の算定方法及び荷重の組合せと許容限界につ

いては，「(3)地震力の算定方法」及び「(4)荷重の組合せと許

容限界」に示す建物・構築物及び機器・配管系を適用する。 

 

 

 

 

 (59/78)頁へ 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ-１-１ 耐震設計の基本方針】(66／78) 

別紙４－１ 

再処理施設 発電炉 
備考 

基本設計方針 添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１ 
 

【記載箇所：3.1.1(1)a．安全機能を有する施設に記載している

内容】 

(f) 耐震重要施設は，耐震重要度の下位のクラスに属する施

設の波及的影響によって，その安全機能を損なわない設計

とする。 

 

【記載箇所：3.1.1(5)設計における留意事項に記載している内

容】 

c. 建物・構築物への地下水の影響 

耐震耐震設計において地下水位の低下を期待する建物・

構築物は，周囲の地下水を排水し，基礎スラブ底面レベル

以深に地下水位を維持できるよう地下水排水設備(サブドレ

ンポンプ，水位検出器等)を設置する。また，基準地震動Ｓ

ｓによる地震力に対して，必要な機能が保持できる設計と

するとともに，非常用電源設備又は基準地震動Ｓｓによる

地震力に対し機能維持が可能な発電機からの給電が可能な

設計とする。 

 

 

【記載箇所：3.1.1(1)b. 重大事故等対処施設に記載している内

容】 

(e) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故

等対処施設は，Ｂクラス及びＣクラスの施設，常設耐震重

要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設

置される重大事故等対処施設，可搬型重大事故等対処設備

の波及的影響によって，その重大事故等に対処するために

必要な機能を損なわない設計とする。 

 

 

【記載箇所：3.1.1(5)設計における留意事項に記載している内

容】 

b. 波及的影響に対する考慮 

耐震重要施設は，耐震重要度の下位のクラスに属する施設

の波及的影響によって，その安全機能が損なわれないもの

とする。 

 

 

(7) 地震による周辺斜面の崩壊に対する設計方針 

耐震重要施設及び常設耐震重要重大事故等対処設備が設置

される重大事故等対処施設については，基準地震動Ｓｓによ

る地震力により周辺斜面の崩壊の影響がないことが確認され

た場所に設置する。 

なお，耐震重要施設及び常設耐震重要重大事故等対処設備が

設置される重大事故等対処施設周辺においては平坦な造成地

であることから，地震力に対して，施設の安全機能及び重大事

故等に対処するために必要な機能に重大な影響を与えるよう

な崩壊を起こすおそれのある斜面はない。 

 

 

 

6.  構造計画と配置計画 

安全機能を有する施設の構造計画及び配置計画に際しては，地震の影響

が低減されるように考慮する。 

 

 

建物・構築物は，原則として剛構造とし，重要な建物・構築物は，地震

力に対し十分な支持性能を有する地盤に支持させる。剛構造としない建

物・構築物は，剛構造と同等又はそれを上回る耐震安全性を確保する。ま

た，耐震設計において地下水位の低下を期待する建物・構築物は，周囲の

地下水を排出し，基礎スラブ底面レベル以深に地下水位を維持できるよう

地下水排水設備(サブドレンポンプ，水位検出器等)を設置する。地下水排

水設備は，安全機能を有する施設に適用される要求事項を満足するよう設

計する。また，上記より対象となる建物・構築物の評価に影響するため，

建物・構築物の機能要求を満たすように，基準地震動Ｓｓによる地震力に

対して機能を維持するとともに，非常用電源設備又は基準地震動Ｓｓによ

る地震力に対し機能維持が可能な発電機からの給電が可能な設計とするこ

ととし，その評価を「Ⅳ－２－１ 再処理設備本体等に係る耐震性に関す

る計算書」のうち地下水排水設備の耐震性についての計算書に示す。 

 

 

 

 

機器・配管系は，応答性状を適切に評価し，適用する地震力に対して構

造強度を有する設計とする。配置に自由度のあるものは，耐震上の観点か

らできる限り重心位置を低くし，かつ，安定性のよい据え付け状態になる

よう，「9. 機器・配管系の支持方針」に示す方針に従い配置する。 

 

 

また，建物・構築物の建屋間相対変位を考慮しても，建物・構築物及び

機器・配管系の耐震安全性を確保する設計とする。 

下位クラス施設は，耐震重要施設に対して離隔を取り配置する，又は耐

震重要施設の有する安全機能を保持する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

7. 地震による周辺斜面の崩壊に対する設計方針 

耐震重要施設については，基準地震動Ｓｓによる地震力により周辺斜面

の崩壊の影響がないことが確認された場所に設置する。 

 

具体的には，JEAG4601の安定性評価の対象とすべき斜面や，土砂災害防

止法での土砂災害警戒区域の設定離間距離を参考に，個々の斜面高を踏ま

えて対象斜面を抽出する。 

 

上記に基づく対象斜面の抽出については，事業指定(変更許可)申請書に

て記載，確認されており，その結果，耐震重要施設周辺においては，地震

力に対して，施設の安全機能に重大な影響を与えるような崩壊を起こすお

それのある斜面はないことを確認している。 

 

6. 構造計画と配置計画 

設計基準対象施設及び重大事故等対処施設の構造計画及び配

置計画に際しては，地震の影響が低減されるように考慮する。 

 

 

建物・構築物は，原則として剛構造とし，重要な建物・構築

物は，地震力に対し十分な支持性能を有する地盤に支持させ

る。剛構造としない建物・構築物は，剛構造と同等又はそれを

上回る耐震安全性を確保する。 

 

原子炉建屋の評価においては，原子炉建屋地下排水設備を設

置し，原子炉建屋基礎盤底面レベル以深に地下水位を維持する

ことから，浮力及び水圧は考慮しないこととする。原子炉建屋

地下排水設備は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して機能を

維持することとし，その評価を添付書類「Ⅴ-２－２－２－１～

Ⅴ－２－２－２－９」に示す。 

 

 

 

 

 

 

機器・配管系は，応答性状を適切に評価し，適用する地震力

に対して構造強度を有する設計とする。配置に自由度のあるも

のは，耐震上の観点からできる限り重心位置を低くし，かつ，

安定性のよい据え付け状態になるよう，「9. 機器・配管系の支

持方針について」に示す方針に従い配置する。 

 

また，建物・構築物の建屋間相対変位を考慮しても，建物・

構築物及び機器・配管系の耐震安全性を確保する設計とする。 

下位クラス施設は，上位クラス施設に対して離隔を取り配置

する若しくは，上位クラス施設の有する機能を保持する設計と

する。 

 

 

 

 

 

7. 地震による周辺斜面の崩壊に対する設計方針 

耐震重要施設及び常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重

大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設については，

基準地震動Ｓｓによる地震力により周辺斜面の崩壊の影響がな

いことが確認された場所に設置する。具体的には，ＪＥＡＧ４

６０１－1987 の安定性評価の対象とすべき斜面や，土砂災害防

止法での土砂災害警戒区域の設定離間距離を参考に，個々の斜

面高を踏まえて対象斜面を抽出する。 

上記に基づく対象斜面の抽出とその耐震安定性評価について

は，設置(変更)許可申請書にて記載・確認されており，その結

果，敷地内土木構造物による斜面の保持等の措置を講じる必要

がないことを確認している。 

 

 

 重大事故等対処施

設の内容について

は，後次回で比較

結果を示す。 

 

 

・地下水関連の説明内

容との整合を図り，

以下の事項を記載し

た。 

⇒地下水位の低下を

期待する建物・構築

物に地下水排水設備

を設けること 

⇒耐震評価の前提と

して地下水排水設備

により地下水位を維

持すること 

⇒地下水排水設備の

評価は後次回で示す

こと 

(耐震評価における考

慮事項と評価結果の

展開に関する内容で

あるため本章にて記

載。) 

本内容については，

「補足説明資料

【耐震建物 13】建

物・構築物周辺の

設計用地下水位の

設定について」に

示す。 

 

 

 

 

 

 重大事故等対処施

設の内容について

は，後次回で比較

結果を示す。 

 

 

 

 事業変更許可申請

書に合わせた記載

とした。 

 

 

(7/78)頁から 

(10/78)頁から 

(63/78)頁から 

(64/78)頁から 

(72/78)頁から 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ-１-１ 耐震設計の基本方針】(67／78) 

別紙４－１ 

再処理施設 発電炉 
備考 

基本設計方針 添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１ 
 

 

【記載箇所：3.1.1(4)d.許容限界に記載している内容】 

(a) 安全機能を有する施設 

 イ. 建物・構築物 
(イ) Ｓクラスの建物・構築物(土木構造物を除く。) 

ⅰ. 基準地震動Ｓｓによる地震力との組合せに対する許容

限界 

建物・構築物全体としての変形能力(耐震壁のせん断ひず

み等)が終局耐力時の変形に対して十分な余裕を有し，部

材・部位ごとのせん断ひずみ・応力等が終局耐力時のせん

断ひずみ・応力等に対して，妥当な安全余裕を有すること

とする。 

なお，終局耐力とは，建物・構築物に対する荷重又は応

力を漸次増大していくとき，その変形又はひずみが著しく

増加するに至る限界の最大耐力とし，既往の実験式等に基

づき適切に定めるものとする。 

 

ⅱ. 弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力と

の組合せに対する許容限界 

Ｓクラスの建物・構築物については，地震力に対してお

おむね弾性状態に留まるように，発生する応力に対して，

建築基準法等の安全上適切と認められる規格及び基準によ

る許容応力度を許容限界とする。 

 

 

【記載箇所：3.1.1(4)d.(b)イ.建物・構築物に記載している内

容】 

(イ) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故

等対処施設の建物・構築物 

上記(a)イ.(イ)ⅰ.を適用する。 

 

 

【記載箇所：3.1.1(4)d.(a)イ.建物・構築物に記載している内

容】 

(ニ) 屋外重要土木構造物 

ⅰ. 基準地震動Ｓｓによる地震力との組合せに対する許

容限界 

構造部材の曲げについては限界層間変形角(層間変形

角1/100)又は終局曲率，せん断についてはせん断耐力

を許容限界とする。 

なお，限界層間変形角，終局曲率及びせん断耐力の

許容限界に対しては妥当な安全余裕を持たせることと

する。 

 

ⅱ. 弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力

との組合せに対する許容限界 

地震力に対しておおむね弾性状態に留まるように，

発生する応力に対して，安全上適切と認められる規格

及び基準による許容応力度を許容限界とする。 

 

 

 

8. ダクティリティに関する考慮 

再処理施設は，構造安全性を一層高めるために，材料の選定等に留意

し，その構造体のダクティリティ＊を高めるよう設計する。具体的には，

「Ⅳ－１－１－９ 構造計画，材料選択上の留意点」に示す。 
注記 ＊：地震時を含めた荷重に対して，施設に生じる応力値等が，ある値を超えた際に直

ちに損傷に至らないこと又は直ちに損傷に至らない能力・特性。 

 

 

8. ダクティリティに関する考慮 

発電用原子炉施設は，構造安全性を一層高めるために，材料

の選定等に留意し，その構造体のダクティリティを高めるよう

設計する。具体的には，添付書類「Ⅴ-2-1-10 ダクティリティ

に関する設計方針」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 用語の解説を記載

した。 

(47/78)頁から 

(52/78)頁から 

(48/78)，(49/78)頁から 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ-１-１ 耐震設計の基本方針】(68／78) 

別紙４－１ 

再処理施設 発電炉 
備考 

基本設計方針 添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１ 
(ホ) その他の土木構造物 

安全上適切と認められる規格及び基準による許容応力度

を許容限界とする。 

 

 

【記載箇所：3.1.1(4)d. (b)イ.建物・構築物に記載している内

容】 

(ホ)  設備分類の異なる重大事故等対処施設を支持する土

木構造物 

上記(a)イ.(ニ)ⅰ.又は(a)イ.(ニ)ⅱ.を適用するほか，土

木構造物は，変形に対してその支持機能が損なわれない設計

とする。なお，当該施設を支持する土木構造物の支持機能が

損なわれないことを確認する際の地震力は，支持される施設

に適用される地震力とする。 

 

 

 

【記載箇所：3.1.1(4)d.許容限界に記載している内容】 

ロ. 機器・配管系 

(イ) Ｓクラスの機器・配管系 

ⅰ. 基準地震動Ｓｓによる地震力との組合せに対する許容

限界 

塑性域に達するひずみが生じる場合であっても，その

量が小さなレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕

を有し，その施設の機能に影響を及ぼすことがない限度

に応力，荷重を制限する値を許容限界とする。 

 

ⅱ. 弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力と

の組合せに対する許容限界 

発生する応力に対して，応答が全体的におおむね弾性

状態に留まるように，降伏応力又はこれと同等の安全性

を有する応力を許容限界とする。 

 

 

 

 

 

【記載箇所：3.1.1(4)d. (b)ロ.機器・配管系に記載している内

容】 

(イ) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故

等対処施設の機器・配管系 

上記(a)ロ.(イ)ⅰ.を適用する。 

(52/78)頁から 

(49/78)，(50/78)頁から 

(52/78)頁から 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ-１-１ 耐震設計の基本方針】(69／78) 

別紙４－１ 

再処理施設 発電炉 
備考 

基本設計方針 添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１ 
【記載箇所：3.1.1(5)設計における留意事項に記載している内

容】 

a. 主要設備等，補助設備，直接支持構造物及び間接支持構造物 

主要設備等，補助設備及び直接支持構造物については，耐

震重要度に応じた地震力に十分耐えられる設計とするととも

に，安全機能を有する施設のうち，耐震重要施設に該当する

設備は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対してその安全機能

が損なわれるおそれがない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【記載箇所：3.1.1(1)a．安全機能を有する施設に記載している

内容】 

 (b)  耐震重要施設（(a)においてＳクラスに分類する施設を

いう。）は，その供用中に大きな影響を及ぼすおそれがあ

る地震動(事業指定(変更許可)を受けた基準地震動(以下

「基準地震動Ｓｓ」という。))による地震力に対してその

安全機能が損なわれるおそれがない設計とする。 

 

【記載箇所：3.1.1(1)a. 安全機能を有する施設に記載している

内容】 

 (c) Ｓクラスの施設は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対し

てその安全機能が損なわれるおそれがない設計とする。 

 

 

 

 (e) Ｂクラス及びＣクラスの施設は，静的地震力に対してお

おむね弾性状態に留まる範囲で耐えられる設計とする。ま

た，Ｂクラスの施設のうち，共振のおそれのある施設につい

ては，その影響についての検討を行う。検討に用いる地震動

は，弾性設計用地震動Ｓｄに2分の1を乗じたものとする当該

地震動による地震力は，水平2方向及び鉛直方向について適

切に組み合わせて算定するものとする。 

 

 

 

 

 (f)  耐震重要施設は，耐震重要度の下位のクラスに属する施

設の波及的影響によって，その安全機能を損なわない設計と

する。 

 

 

9. 機器・配管系の支持方針 

機器・配管系本体については「5. 機能維持の基本方針」に基づいて耐

震設計を行う。それらの支持構造物の設計方針については，機器は形状，

配置等に応じて個別に支持構造物の設計を行うこと，配管系，電気計測制

御装置等は設備の種類，配置に応じて各々標準化された支持構造物の中か

ら選定することから，それぞれ「Ⅳ－１－１－10 機器の耐震支持方

針」，「Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針」，「Ⅳ－１－１－11－２ 

ダクトの耐震支持方針」及び「Ⅳ－１－１－12 電気計測制御装置等の耐

震支持方針」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. 耐震計算の基本方針 

前述の耐震設計方針に基づいて設計した施設について，耐震計算を行う

に当たり，既設工認で実績があり，かつ，最新の知見に照らしても妥当な

手法及び条件を用いることを基本とする。 

 

一方，最新の知見を適用する場合は，その妥当性及び適用可能性を確認

した上で適用する。 

耐震計算における動的地震力の水平方向及び鉛直方向の組合せについて

は，水平1方向及び鉛直方向地震力の組合せで実施した上で，その計算結

果に基づき水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せが耐震性に及ぼす影響

を評価する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価対象設備である配管系，機器(容器及びポンプ類)及び電気計装品

(盤，装置及び器具)のうち，複数設備に共通して適用する計算方法につい

ては「Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針」，「Ⅳ－１－１－11－２ 

ダクトの耐震支持方針」及び「Ⅳ－１－２ 耐震計算書作成の基本方針」

に示す。 

 

9. 機器・配管系の支持方針について 

機器・配管系本体については「5. 機能維持の基本方針」に基

づいて耐震設計を行う。それらの支持構造物については，設計

の考え方に共通の部分があること，特にポンプやタンク等の補

機類，電気計測制御装置，配管系については非常に多数設置す

ることからその設計方針をまとめる。 

具体的には，添付書類「Ⅴ-２-1-11 機器・配管の耐震支持設

計方針」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. 耐震計算の基本方針 

前述の耐震設計方針に基づいて設計した施設について，耐震

計算を行うに当たり，既工事計画で実績があり，かつ，最新の

知見に照らしても妥当な手法及び条件を用いることを基本とす

る。 

一方，最新の知見を適用する場合は，その妥当性と適用可能

性を確認した上で適用する。 

耐震計算における動的地震力の水平方向及び鉛直方向の組合

せについては，水平１方向及び鉛直方向地震力の組合せで実施

した上で，その計算結果に基づき水平２方向及び鉛直方向地震

力の組合せが耐震性に及ぼす影響を評価する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価対象施設のうち，配管及び弁並びに補機(容器及びポンプ

類)及び電気計装品(盤，装置及び器具)は多数施設しているこ

と，また，設備として共通して使用できることから，その計算

方針については添付書類「Ⅴ-2-1-12 配管及び支持構造物の耐

震計算について」及び添付書類「Ⅴ-2-1-13 計算書作成の方

法」に示す。 

 

 

 再処理施設におい

ては，機器を主要

機器と補機とに区

別していないこと

から，記載の差異

により新たな論点

が生じるものでは

ない。 

 機器，配管系，電

気計測制御装置等

の耐震支持方針に

ついて，発電炉と

記載内容は同様で

あるが，各々の支

持構造物の設計方

法は異なることか

ら既認可時より設

計方針を書き分け

ているものであ

り，添付書類構成

の差異により新た

な論点が生じるも

のではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 再処理施設におい

ては，機器を主要

機器と補機とに区

別していないこと

から，記載の差異

により新たな論点

(3/78)頁から 

(63/78)頁から 

(5/78)頁から 

(6/78) ，(7/78)頁から 

(7/78)頁から 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ-１-１ 耐震設計の基本方針】(70／78) 

別紙４－１ 

再処理施設 発電炉 
備考 

基本設計方針 添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１ 
 

 

 

 

 

 

【記載箇所：3.1.1(1)b. 重大事故等対処施設に記載している内

容】 

(b) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故

等対処施設は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，重

大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれ

がない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【記載箇所：3.1.1(1)b. 重大事故等対処施設に記載している内

容】 

(d) 常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等

対処設備が設置される重大事故等対処施設は，代替する機

能を有する安全機能を有する施設が属する耐震重要度に適

用される地震力に十分耐えることができる設計とする。 

   また，代替する安全機能を有する施設がない常設重大事

故等対処設備は，安全機能を有する施設の耐震設計におけ

る耐震重要度の分類の方針に基づき，重大事故等対処時の

使用条件を踏まえて，当該設備の機能喪失により放射線に

よる公衆への影響の程度に応じて分類し，その地震力に対

し十分に耐えることができる設計とする。 

(e) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故

等対処施設は，Ｂクラス及びＣクラスの施設，常設耐震重

要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設

置される重大事故等対処施設，可搬型重大事故等対処設備

の波及的影響によって，その重大事故等に対処するために

必要な機能を損なわない設計とする。 

 

 

評価に用いる温度については，最高使用温度及び環境温度を適切に考慮

する。そのうち環境温度については，「Ⅵ－１－１－４ 安全機能を有す

る施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関

する説明書」の「1.3.2(1)b. 環境温度及び湿度による影響」に従う。 

 

 

 

 

 

評価に用いる環境温度については，添付書類「Ⅴ-1-1-6 安全

設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健

全性に関する説明書」に従う。 

 

 

が生じるものでは

ない。 

・評価には本文仕様

表に記載している

最高使用温度以外

に環境温度を考慮

しており，環境温

度の詳細について

は他条文にて示し

ていることから，

呼び込み先を明記

したものであり，

記載の差異により

新たな論点が生じ

るものではない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ-１-１ 耐震設計の基本方針】(71／78) 

別紙４－１ 

再処理施設 発電炉 
備考 

基本設計方針 添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１ 
【記載箇所：3.1.1(3)b.動的地震力に記載している内容】 

(b) 動的解析法 

イ. 建物・構築物 

動的解析に当たっては，対象施設の形状，構造特性，振

動特性等を踏まえ，地震応答解析手法の適用性及び適用限

界等を考慮のうえ，適切な解析法を選定するとともに，建

物・構築物に応じて十分な調査に基づく適切な解析条件を

設定する。 

動的解析は，原則として，時刻歴応答解析法を用いて求

めるものとする。 

また，3次元応答性状等の評価は，線形解析に適用可能な

周波数応答解析法による。 

建物・構築物の動的解析に当たっては，建物・構築物の

剛性はそれらの形状，構造特性，振動特性，減衰特性を十

分考慮して評価し，集中質点系に置換した解析モデルを設

定する。 

動的解析には，建物・構築物と地盤の相互作用及び埋込

み効果を考慮するものとし，解析モデルの地盤のばね定数

は，基礎版の平面形状，地盤の剛性等を考慮して定める。

地盤の剛性等については，必要に応じて地盤の非線形応答

を考慮することとし，地盤のひずみに応じた地盤物性値に

基づくものとする。設計用地盤定数の設定に当たっては，

地盤の構造特性の考慮として，地震動評価で考慮した敷地

全体の地下構造との関係や対象建物・構築物の直下又は周

辺の地質・速度構造の違いにも留意し，原則として，弾性

波試験によるものを用いる。 

地盤－建物・構築物連成系の減衰定数は，振動エネルギ

の地下逸散及び地震応答における各部のひずみレベルを考

慮して定める。 

基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄに対する応答

解析において，主要構造要素がある程度以上弾性範囲を超

える場合には，実験等の結果に基づき，該当する建物部分

の構造特性に応じて，その弾塑性挙動を適切に模擬した復

元力特性を考慮した応答解析を行う。 

また，Ｓクラスの施設を支持する建物・構築物及び常設

耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処

施設を支持する建物・構築物の支持機能を検討するための

動的解析において，当該施設を支持する建物・構築物の主

要構造要素がある程度以上弾性範囲を超える場合には，そ

の弾塑性挙動を適切に模擬した復元力特性を考慮した応答

解析を行う。 

地震応答解析に用いる材料定数については，地盤の諸定

数も含めて材料のばらつきによる変動幅を適切に考慮す

る。また，材料のばらつきによる変動が建物・構築物の振

動性状や応答性状に及ぼす影響として考慮すべき要因を選

定した上で，選定された要因を考慮した動的解析により設

計用地震力を設定する。 

 

 

 

 

 

 

10.1 建物・構築物 

建物・構築物の評価は，基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄを基

に設定した入力地震動に対する構造全体としての変形，並びに地震応答解

析による地震力及び「4. 設計用地震力」で示す設計用地震力による適切

な応力解析に基づいた地震応力と，組み合わすべき地震力以外の荷重によ

り発生する局部的な応力が，「5. 機能維持の基本方針」で示す許容限界

内にあることを確認すること(解析による設計)により行う。 

 

 

評価手法は，以下に示す解析法によりJEAG4601に基づき実施することを

基本とする。また，評価に当たっては，材料物性のばらつき等を適切に考

慮する。 

・時刻歴応答解析法 

・FEM等を用いた応力解析法 

・スペクトルモーダル解析法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.1 建物・構築物 

建物・構築物の評価は，基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震

動Ｓｄを基に設定した入力地震動に対する構造全体としての変

形，並びに地震応答解析による地震力及び「4．設計用地震力」

で示す設計用地震力による適切な応力解析に基づいた地震応力

と，組み合わすべき地震力以外の荷重により発生する局部的な

応力が，「5. 機能維持の基本方針」で示す許容限界内にあるこ

とを確認すること(解析による設計)により行う。 

 

評価手法は，以下に示す解析法によりJEAG4601に基づき実施

することを基本とする。また，評価に当たっては，材料物性の

ばらつき等を適切に考慮する。 

・時刻歴応答解析法 

・FEM 等を用いた応力解析 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3 土木構造物(屋外重要土木構造物及びその他の土木構造物) 

土木構造物(屋外重要土木構造物及びその他の土木構造物)の

評価は，「4. 設計用地震力」で示す設計用地震力による適切な

応力解析に基づいた地震応力と，組み合わすべき他の荷重によ

る応力との組合せ応力が「5. 機能維持の基本方針」で示す許容

限界内にあることを確認すること(解析による設計)により行

う。 

屋外重要土木構造物については，構造物と地盤の相互作用を

考慮できる連成系の地震応答解析手法とし，地盤及び構造物の

地震時における非線形挙動の有無や程度に応じて，線形，等価

線形，非線形解析のいずれかにて行う。また，評価に当たって

は，材料物性のばらつきを適切に考慮する。 

・時刻歴応答解析法 

・FEM 等を用いた応力解析 

その他の土木構造物の評価手法は，JEAG4601に基づき実施す

ることを基本とする。 

屋外重要土木構造物の具体的な評価手法については，添付書類

「Ⅴ-２-２ 耐震設計上重要な設備を設置する施設の耐震性につ

いての計算書」及び添付書類「Ⅴ-２-３～Ⅴ-２-１０」の各申

請設備の耐震計算書に示す。また，水平２方向及び鉛直方向地

震力の組合せに関する影響評価については，添付書類「Ⅴ-２-

１２ 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価

結果」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 スペクトルモーダル

解析法の適用につい

ては，発電炉では適

用しておらず，適用

している他先行プラ

ント(高浜三号機)に

合わせた記載として

おり，記載の差異に

より新たな論点が生

じるものではない。

飛来物防護板(主排

気筒接続用 屋外配

管及び屋外ダクト 

分離建屋屋外)等は

非線形を考慮する必

要のある部材を適用

していないことか

ら，スペクトルモー

ダル解析法を適用す

る。 

 再処理施設では，

「建物・構築物」を

建物，構築物及び土

木構造物の総称とし

たことによる差異で

あり，新たに論点が

生じるものではな

い。屋外重要土木構

造物の解析手法につ

いては，Ⅳ－１－１

－５地震応答解析の

基本方針 2.1.2(2)解

析方法及び解析モデ

ルで比較結果を示

す。 

(22/78)頁から 

(76/78)頁から 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ-１-１ 耐震設計の基本方針】(72／78) 

別紙４－１ 

再処理施設 発電炉 
備考 

基本設計方針 添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１ 
 

【記載箇所：3.1.1(3)b.(b)イ.建物・構築物に記載している内容】 

建物・構築物の動的解析においては，地下水排水設備に

よる地下水位の低下を考慮して適切な解析手法を選定す

る。このうち，地下水排水設備の外側に配置される建物・

構築物については，施設の構造上の特徴，施設の周辺地盤

及び周辺施設の配置状況を踏まえ，液状化による影響が生

じるおそれがある場合には，その影響について確認する。

ここで，地震時の地盤の有効応力の変化に応じた影響を考

慮する場合は，有効応力解析を実施する。有効応力解析に

用いる液状化強度特性は，敷地の原地盤における代表性及

び網羅性を踏まえた上で保守性を考慮して設定することを

基本とする。 

 

 

【記載箇所：3.1.1(3)b.(b)イ.建物・構築物に記載している内容】 

建物・構築物のうち土木構造物の動的解析に当たって

は，構造物と地盤の相互作用を考慮できる連成系の地震応

答解析手法を用いる。地震応答解析手法は，地盤及び構造

物の地震時における非線形挙動の有無や程度に応じて，線

形，等価線形又は非線形解析のいずれかによる。地盤の地

震応答解析モデルは，構造物と地盤の動的相互作用を考慮

できる有限要素法を用いる。構造物の地震応答解析に用い

る減衰定数については，地盤と構造物の非線形性を考慮し

て適切に設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【記載箇所：3.1.1(5)設計における留意事項に記載している内

容】 

c. 建物・構築物への地下水の影響 

耐震設計において地下水位の低下を期待する建物・構築

物は，周囲の地下水を排水し，基礎スラブ底面レベル以深

に地下水位を維持できるよう地下水排水設備(サブドレンポ

ンプ，水位検出器等)を設置する。また，基準地震動Ｓｓに

よる地震力に対して，必要な機能が保持できる設計とする

とともに，非常用電源設備又は基準地震動Ｓｓによる地震

力に対し機能維持が可能な発電機からの給電が可能な設計

とする。 

  

 

 

 

建物・構築物の動的解析においては，地下水排水設備による地下水位の

低下を考慮して適切な解析手法を選定する。 

このうち，地下水排水設備の外側に配置される建物・構築物について

は，施設の構造上の特徴，施設の周辺地盤及び周辺施設の配置状況を踏ま

え，液状化による影響が生じるおそれがある場合には，その影響について

確認する。 

ここで，地震時の地盤の有効応力の変化に応じた影響を考慮する場合

は，有効応力解析を実施する。有効応力解析に用いる液状化強度特性は，

敷地の原地盤における代表性及び網羅性を踏まえた上で保守性を考慮して

設定する。 

 

 

 

 

具体的な評価手法は，「Ⅳ－２ 再処理施設の耐震性に関する計算書」

に示す。 

 

 

 

 

 

また，水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価につい

ては，「Ⅳ－２－３ 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影

響評価結果」に示す。 

 

設備の補強や追加等の改造工事に伴う地震応答解析モデルに重量増加を

反映していない施設については，重量増加による影響検討を行い，影響が

否定できない施設は地震応答解析モデルに反映する。影響が軽微な施設は

影響検討した結果を「Ⅳ－２－１ 再処理設備本体等の係る耐震性に関す

る計算書」に示す。 

 

地震時及び地震後に機能維持が要求される設備については，FEMを用い

た応力解析等により，静的又は動的解析により求まる地震応力と，組み合

わすべき地震力以外の荷重により発生する局部的な応力が，許容限界内に

あることを確認する。 

 

 

 

 

建物・構築物の耐震評価においては，地下水排水設備による地下水位の

低下を考慮し，設計用地下水位を基礎スラブ上端レベルに設定する。ま

た，水位を基礎スラブ以深に維持することから，地下水圧のうち側面から

の圧力は考慮しないこととするが，揚圧力については考慮することとす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

具体的な評価手法は，添付書類「Ⅴ-２-２ 耐震設計上重要な

設備を設置する施設の耐震性についての計算書」，添付書類「Ⅴ

-２-３～Ⅴ-２-１０」の各申請設備の耐震計算書及び添付書類

「Ⅴ-２-１１ 波及的影響を及ぼすおそれのある施設の耐震性に

ついての計算書」に示す。 

 

 

また，水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響

評価については，添付書類「Ⅴ-２-１２ 水平２方向及び鉛直方

向地震力の組合せに関する影響評価結果」に示す。 

 

原子炉建屋においては，設備の補強や追加等の改造工事に伴

う重量増加を地震応答解析モデルに反映していないことを踏ま

え，重量増加を反映した地震応答解析について，添付書類「Ⅴ-

2-2-1 原子炉建屋の地震応答計算書」の別紙に示し，各耐震計

算書の別紙においてその影響を検討する。 

 

地震時及び地震後に機能維持が要求される設備については，

FEM を用いた応力解析等により，静的又は動的解析により求ま

る地震応力と，組み合わすべき地震力以外の荷重により発生す

る局部的な応力が，許容限界内にあることを確認する。 

 

 

 

 

原子炉建屋の評価においては，原子炉建屋地下排水設備を設

置し，原子炉建屋基礎盤底面レベル以深に地下水位を維持する

ことから，浮力及び水圧は考慮しないこととする。原子炉建屋

地下排水設備は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して機能を

維持することとし，その評価を添付書類「Ⅴ-２－２－２－１～

Ⅴ－２－２－２－９」に示す。 

 

 

 

 

 再処理施設では，地

震時の地盤の有効応

力の変化に応じた影

響を考慮する場合に

は，有効応力解析を

実施することを明確

化した。発電炉との

資料構成の違いであ

り，Ⅳ－１－１－５

地震応答解析の基本

方針 2.1.1(2)解析方

法及び解析モデル，

2.1.2(2)解析方法及

び解析モデルで比較

結果を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 安全冷却水Ｂ冷却塔

は地震応答解析モデ

ルに反映していない

改造工事に伴う重量

増加はない。地震応

答解析モデルに反映

していない改造工事

に伴う重量増加によ

る影響のおそれのあ

るその他の施設につ

いては，後次回で示

す。 

 

 

・再処理施設におい

て，設計用地下水位

のレベル及び水圧に

関する記載を明確化

しており，記載の差

異により新たな論点

が生じるものではな

い。 

 

 

(64/78)頁から 

(23/78)頁から 

(23/78)頁から 

(66/78)頁へ 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ-１-１ 耐震設計の基本方針】(73／78) 

別紙４－１ 

再処理施設 発電炉 
備考 

基本設計方針 添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１ 
 

【記載箇所：3.1.1(5)設計における留意事項に記載している内

容】 

d. 一関東評価用地震動(鉛直) 

基準地震動Ｓｓ－Ｃ４は，水平方向の地震動のみである

ことから，水平方向と鉛直方向の地震力を組み合わせた影

響評価を行う場合には，工学的に水平方向の地震動から設

定した鉛直方向の評価用地震動(以下「一関東評価用地震動

(鉛直)」という。)による地震力を用いて，水平方向と鉛直

方向の地震力を組み合わせた影響が考えられる施設に対し

て，許容限界の範囲内に留まることを確認する。 

 

 

 

 

基準地震動Ｓｓ－Ｃ４は，水平方向の地震動のみであることから，水平

方向と鉛直方向の地震力を組み合わせた影響評価に当たっては，工学的に

水平方向の地震動から設定した鉛直方向の評価用地震動(以下「一関東評

価用地震動(鉛直)」という。)による地震力を用いた場合においても，水

平方向と鉛直方向の地震力を組み合わせた影響が考えられる施設に対し

て，許容限界の範囲内に留まることを確認する。具体的には，一関東評価

用地震動(鉛直)を用いた場合の応答と基準地震動Ｓｓの応答との比較によ

り，基準地震動Ｓｓを用いて評価した施設の耐震安全性に影響を与えない

ことを確認する。なお，施設の耐震安全性へ影響を与える可能性がある場

合には詳細評価を実施する。影響評価結果については，「Ⅳ－２－４－１ 

一関東評価用地震動（鉛直）に関する影響評価結果」に示す。 

一関東評価用地震動(鉛直)の設計用応答スペクトルを第 10.1-1図に，

設計用模擬地震波の加速度時刻歴波形を第 10.1-2図に示す。また，弾性

設計用地震動Ｓｄに対応するものとして，一関東評価用地震動（鉛直）に

対して係数 0.5 を乗じた地震動の設計用応答スペクトルを第 10.1-3図

に，加速度時刻歴波形を第 10.1-4図に示す。 

 

 

 

 

 事業変更許可申請書

において，『基準地

震動Ｓｓ－Ｃ４は，

水平方向の地震動の

みであることから，

水平方向と鉛直方向

の地震力を組み合わ

せた影響評価を行う

場合には，工学的に

水平方向の地震動か

ら設定した鉛直方向

の評価用地震動(以

下「一関東評価用地

震動(鉛直)」とい

う。)による地震力

を用いる。』として

いることを受け，そ

の方針について記載

した。 

・本内容については，

「補足説明資料【耐

震建物 12】一関東評

価用地震動(鉛直)に

対する影響評価につ

いて(建物，屋外機械

基礎)」及び「補足説

明資料【耐震建物

23】竜巻防護対策設

備の耐震性評価に関

する補足説明」に示

す。 

(64/78)頁から 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ-１-１ 耐震設計の基本方針】(74／78) 

別紙４－１ 

再処理施設 発電炉 
備考 

基本設計方針 添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１ 
【記載箇所：3.1.1(3)b.(b)動的解析法に記載している内容】 

ロ. 機器・配管系 

動的解析による地震力の算定に当たっては，地震応答

解析手法の適用性，適用限界等を考慮のうえ，適切な解

析法を選定するとともに，解析条件として考慮すべき減

衰定数，剛性等の各種物性値は，適切な規格及び基準又

は試験等の結果に基づき設定する。 

機器については，形状，構造特性等を考慮して，代表

的な振動モードを適切に表現できるよう質点系モデル，

有限要素モデル等に置換し，設計用床応答曲線を用いた

スペクトルモーダル解析法又は時刻歴応答解析法により

応答を求める。 

また，時刻歴応答解析法及びスペクトルモーダル解析法

を用いる場合は地盤物性等のばらつきを適切に考慮する。

スペクトルモーダル解析法には地盤物性等のばらつきを

考慮した床応答曲線を用いる。 

配管系については，適切なモデルを作成し，設計用床

応答曲線を用いたスペクトルモーダル解析法により応答

を求める。 

スペクトルモーダル解析法及び時刻歴応答解析法の選

択に当たっては，衝突・すべり等の非線形現象を模擬す

る観点又は既往研究の知見を取り入れ実機の挙動を模擬

する観点で，建物・構築物の剛性及び地盤物性のばらつ

きへの配慮をしつつ時刻歴応答解析法を用いる等，解析

対象とする現象，対象設備の振動特性・構造特性等を考

慮し適切に選定する。 

また，設備の3次元的な広がりを踏まえ，適切に応答を

評価できるモデルを用い，水平2方向及び鉛直方向の応答

成分について適切に組み合わせるものとする。 

なお，剛性の高い機器・配管系は，その設置床面の最

大床応答加速度の1.2倍の加速度を静的に作用させて地震

力を算定する。 

 

 

 

【記載箇所：3.1.1(4)d.ロ.(イ) Ｓクラスの機器・配管系に記

載している内容】 

ⅰ. 基準地震動Ｓｓによる地震力との組合せに対する許容

限界 

塑性域に達するひずみが生じる場合であっても，その

量が小さなレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕

を有し，その施設の機能に影響を及ぼすことがない限度

に応力，荷重を制限する値を許容限界とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2 機器・配管系 

機器・配管系の評価は，「4. 設計用地震力」で示す設計用地震力による

適切な応力解析に基づいた地震応力と，組み合わすべき他の荷重による応

力との組合せ応力が「5. 機能維持の基本方針」で示す許容限界内にある

ことを確認すること(解析による設計)により行う。 

 

評価手法は，以下に示す解析法によりJEAG4601に基づき実施することを

基本とし，その他の手法を適用する場合は適用性を確認の上適用すること

とする。なお，時刻歴応答解析法及びスペクトルモーダル解析法を用いる

場合は，材料物性のばらつき等を適切に考慮する。 

 

・スペクトルモーダル解析法 

・時刻歴応答解析法 

・定式化された計算式を用いた解析法 

・FEM 等を用いた応力解析法 

 

 

機器・配管系については，解析方法及び解析モデルを機器，配管系ごと

に設定するとともに，安全機能に応じた評価を行う。 

これら機器，配管系ごとに適用する解析方法及び解析モデルを「Ⅳ－１

－１－５ 地震応答解析の基本方針」の「2.2(2) 解析方法及び解析モデ

ル」に示す。 

具体的な評価手法は，「Ⅳ－１－１－10 機器の耐震支持方針」，「Ⅳ－

１－１－11－１ 配管の耐震支持方針」，「Ⅳ－１－１－11－２ ダクトの

耐震支持方針」及び「Ⅳ－１－２ 耐震計算書作成の基本方針」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，地震時及び地震後に機能維持が要求される設備については，地震

応答解析により機器・配管系に作用する加速度が振動試験又は解析等によ

り機能が維持できることを確認した加速度(動的機能維持確認済加速度又

は電気的機能維持確認済加速度)以下，若しくは，静的又は動的解析によ

り求まる地震荷重が許容荷重以下となることを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2 機器・配管系 

機器・配管系の評価は，「4. 設計用地震力」で示す設計用地

震力による適切な応力解析に基づいた地震応力と，組み合わす

べき他の荷重による応力との組合せ応力が「5. 機能維持の基本

方針」で示す許容限界内にあることを確認すること(解析による

設計)により行う。 

評価手法は，以下に示す解析法によりＪＥＡＧ４６０１に基

づき実施することを基本とし，その他の手法を適用する場合は

適用性確認の上適用することとする。なお，時刻歴応答解析法

及びスペクトルモーダル解析法を用いる場合は，材料物性のば

らつき等を適切に考慮する。 

・スペクトルモーダル解析法 

・時刻歴応答解析法 

・定式化された評価式を用いた解析法 

・FEM 等を用いた応力解析 

 

 

 

 

 

 

 

具体的な評価手法は，添付書類「Ⅴ-2-1-12 配管及び支持構

造物の耐震計算について」，添付書類「Ⅴ-2-1-13 計算書作成の

方法」，添付書類「Ⅴ-２-３～Ⅴ-２-１０」の各申請設備の耐震

計算書及び添付書類「Ⅴ-２-１１ 波及的影響を及ぼすおそれの

ある施設の耐震性についての計算書」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，地震時及び地震後に機能維持が要求される設備につい

ては，地震応答解析により機器に作用する加速度が振動試験又

は解析等により機能が維持できることを確認した加速度(動的機

能維持確認済加速度又は電気的機能維持確認済加速度)以下，若

しくは，静的又は動的解析により求まる地震荷重が許容荷重以

下となることを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本資料内の整合を

図るため 10.項に合

わせた記載とし

た。 

 再処理施設におい

ては，解析方法及

び解析モデルを機

器，配管系ごとに

設定したうえで評

価を行うことを記

載したものであ

り，記載の差異に

より新たな論点が

生じるものではな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 記載の適正化とし

て，配管系に接続

されている機能維

持要求のある設備

を有していること

について明記して

おり，記載の差異

により新たな論点

が生じるものでは

ない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ-１-１ 耐震設計の基本方針】(75／78) 

別紙４－１ 

再処理施設 発電炉 
備考 

基本設計方針 添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１ 
【記載箇所：3.1.1(4)d. (b) ロ.機器・配管系に記載している内

容】 

(イ) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故

等対処施設の機器・配管系 

上記(a)ロ.(イ)ⅰ.を適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【記載箇所：3.1.1(5)設計における留意事項に記載している内

容】 

d. 一関東評価用地震動(鉛直) 

基準地震動Ｓｓ－Ｃ４は，水平方向の地震動のみであるこ

とから，水平方向と鉛直方向の地震力を組み合わせた影響評

価を行う場合には，工学的に水平方向の地震動から設定した

鉛直方向の評価用地震動(以下「一関東評価用地震動(鉛直)」

という。)による地震力を用いて，水平方向と鉛直方向の地震

力を組み合わせた影響が考えられる施設に対して，許容限界

の範囲内に留まることを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これらの水平 2 方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価につ

いては，「Ⅳ－２－３ 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する

影響評価結果」に示す。 

 

 

 

 

 

一関東評価用地震動(鉛直)を用いた建物・構築物の応答を用いた機器・

配管系の影響評価結果については，「Ⅳ－２－４－１ 一関東評価用地震

動(鉛直)に関する影響評価結果」に示す。 

影響評価に当たっては水平方向と鉛直方向の地震力を組み合わせた影響が

考えられる施設に対して，許容限界の範囲内に留まることを確認する。具

体的には，一関東評価用地震動(鉛直)を用いた場合の応答と基準地震動Ｓ

ｓの応答との比較により，基準地震動Ｓｓを用いて評価した施設の耐震安

全性に影響を与えないことを確認する。なお，施設の耐震安全性へ影響を

与える可能性がある場合には詳細評価を実施する。 

 

 

 

 

 

 

制御棒の地震時挿入性については，加振試験結果から挿入機

能に支障を与えない燃料集合体変位と地震応答解析から求めた

燃料集合体変位とを比較することにより評価する。 

具体的な計算手法については，添付書類「Ⅴ－２－３～Ⅴ-２

-１０」の各申請設備の耐震計算書に示す。 

 

これらの水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影

響評価については，添付書類「Ⅴ-2-12 水平２方向及び鉛直方

向地震力の組合せに関する影響評価結果」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 発電炉固有の制御

棒の地震時挿入性

についての記載で

あり，新たな論点

が生じるものでは

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 事業変更許可申請書

において，『基準地

震動Ｓｓ－Ｃ４は，

水平方向の地震動の

みであることから，

水平方向と鉛直方向

の地震力を組み合わ

せた影響評価を行う

場合には，工学的に

水平方向の地震動か

ら設定した鉛直方向

の評価用地震動(以

下「一関東評価用地

震動(鉛直)」とい

う。)による地震力

を用いる。』として

いることを受け，そ

の方針について記載

した。 

 本内容については，

「補足説明資料【耐

震機電 12】一関東評

価用地震動(鉛直)に

対する影響確認につ

いて(機器・配管

系)」に示す。 

 

(52/78)頁から 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ-１-１ 耐震設計の基本方針】(76／78) 

別紙４－１ 

再処理施設 発電炉 
備考 

基本設計方針 添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１ 
  10.3 土木構造物(屋外重要土木構造物及びその他の土木構造物) 

土木構造物(屋外重要土木構造物及びその他の土木構造物)の

評価は，「4. 設計用地震力」で示す設計用地震力による適切な

応力解析に基づいた地震応力と，組み合わすべき他の荷重によ

る応力との組合せ応力が「5. 機能維持の基本方針」で示す許容

限界内にあることを確認すること(解析による設計)により行

う。 

屋外重要土木構造物については，構造物と地盤の相互作用を

考慮できる連成系の地震応答解析手法とし，地盤及び構造物の

地震時における非線形挙動の有無や程度に応じて，線形，等価

線形，非線形解析のいずれかにて行う。また，評価に当たって

は，材料物性のばらつきを適切に考慮する。 

・時刻歴応答解析法 

・FEM 等を用いた応力解析 

その他の土木構造物の評価手法は，JEAG4601に基づき実施す

ることを基本とする。 

屋外重要土木構造物の具体的な評価手法については，添付書類

「Ⅴ-２-２ 耐震設計上重要な設備を設置する施設の耐震性につ

いての計算書」及び添付書類「Ⅴ-２-３～Ⅴ-２-１０」の各申

請設備の耐震計算書に示す。また，水平２方向及び鉛直方向地

震力の組合せに関する影響評価については，添付書類「Ⅴ-２-

１２ 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価

結果」に示す。 

 

 

 

10.4 津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備 

津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備の評価は，「4. 

設計用地震力」で示す設計用地震力による適切な応力解析に基

づいた地震応力と，組み合わすべき他の荷重による応力との組

合せ応力が「5. 機能維持の基本方針」で示す許容限界内にある

ことを確認すること(解析による設計)により行う。 

津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備については，防

潮堤，貯留堰，浸水防止蓋，逆流防止設備，潮位計，津波・構

内監視カメラ等，様々な構造形式がある。このため，これらの

施設・設備の評価は，それぞれの施設・設備に応じ，「10.1 建

物・構築物」，「10.2機器・配管系」，「10.3 土木構造物(屋外重

要土木構造物及びその他の土木構造物)」に示す手法に準じるこ

ととする。また，水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関

する影響評価については，添付書類「Ⅴ-２-１２ 水平２方向及

び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価結果」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 事業変更許可申請

書において，敷地

に到達する津波は

ないことを記載し

ているため，当該

事項に係る内容は

記載していない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ-１-１ 耐震設計の基本方針】(77／78) 

別紙４－１ 

再処理施設 発電炉 
備考 

基本設計方針 添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

第 10.1-1図 一関東評価用地震動(鉛直)の設計用応答スペクトル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 10.1-2図 一関東評価用地震動(鉛直)の加速度時刻歴波形 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

• 事業変更許可申請書

に合わせた記載とし

た。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ-１-１ 耐震設計の基本方針】(78／78) 

別紙４－１ 

再処理施設 発電炉 
備考 

基本設計方針 添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅴ－２－１－１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 10.1-3図 一関東評価用地震動（鉛直）に対して係数 0.5 を乗じた地震

動の設計用応答スペクトル 

 

 

 

 

 

 

 

第 10.1-4図 一関東評価用地震動（鉛直）に対して係数 0.5 を乗じた地震

動の加速度時刻歴波形 

 

 

• 事業変更許可申請書

に合わせた記載とし

た。 
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令和４年 10 月７日 Ｒ５ 

 

 

 

別紙４－２ 
 

 

 

地盤の支持性能に係る基本方針 

  

下線： 
・プラントの違いによらない記載内容の差異 
・章立ての違いによる記載位置の違いによる差異   

二重下線： 
・プラント固有の事項による記載内容の差異 
・後次回の申請範囲に伴う差異 

【凡例】 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ-１-１-2 地盤の支持性能に係る基本方針】(1／39) 
別紙４－２ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－２ 添付書類Ⅴ－２－１－３ 
 Ⅳ－１－１－２ 地盤の支持性能に係る基本方針 

 

目 次 

  

1. 概要 

2. 基本方針 

3. 地盤の解析用物性値 

3.1  事業変更許可申請書に記載された解析用物性値 

3.2  事業変更許可申請書に記載されていない解析用物性値 

3.3  耐震評価における地下水位設定方針 

4. 地盤の支持力 

4.1  直接基礎の支持力度 

4.2  杭基礎の支持力 

 

 

 

 

 

5. 地質断面図 

6. 地盤の速度構造 

6.1  入力地震動策定に用いる地下構造モデル 

6.2  地震応答解析に用いる解析モデル 

 

Ⅴ－２－１－３ 地盤の支持性能に係る基本方針 

 

目 次 

 

1. 概要 

2. 基本方針 

3. 地盤の解析用物性値 

3.1  事業変更許可申請書に記載された解析用物性値 

3.2  事業変更許可申請書に記載されていない解析用物性値 

3.3  耐震評価における地下水位設定方針 

4. 地盤の支持力度 

4.1  直接基礎の支持力度 

4.2  杭基礎の支持力度 

4.3  地中連続壁基礎の支持力算定式 

 

 

 

4.4  杭の支持力試験について 

5. 地質断面図 

6. 地盤の速度構造 

6.1  入力地震動策定に用いる地下構造モデル 

6.2  地震応答解析に用いる浅部地盤の解析モデル 

 

 

 

 

 

 

7.地盤の液状化強度特性の代表性，網羅性及び保守性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・申請対象施設に

地中連続壁基礎

は存在しない。 

 

・杭基礎の支持力

評価については,

基礎指針 2001 に

よる杭基礎の支

持力算定式を用

いるため，杭の支

持力試験は実施

していない。 

 

・再処理施設では，

敷地全体のデー

タと液状化強度

試験に用いたデ

ータを比較し，液

状化しやすいデ

ータを用いてい

ることで代表性

及び網羅性があ

ることを確認し

ている。確認結果

については，補足

説明資料 耐震地

盤01（地盤の支持

性能について）と

して説明する。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ-１-１-2 地盤の支持性能に係る基本方針】(2／39) 
別紙４－２ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－２ 添付書類Ⅴ－２－１－３ 
 

2. 耐震設計の基本方針 

 
2.1  基本方針 

再処理施設の耐震設計は，安全機能を有する施設については，

地震により安全機能が損なわれるおそれがないことを目的と

し，「技術基準規則」に適合する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 概要 

本資料は，「Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針」のうち「2. 耐震設計の基

本方針｣に基づき，安全機能を有する施設の耐震安全性評価を実施するにあ

たり，評価対象施設を設置する地盤の物理特性，強度特性及び変形特性の地

盤物性値の設定並びに支持性能評価で用いる地盤諸元の基本的な考え方を

示したものである。 

 

 

 

 

 

重大事故等対処施設の基本方針については，重大事故等対処施設の申請に

合わせて次回以降に詳細を説明する。 

 

 

 

 

1. 概要 

本資料は，添付書類「Ｖ-2-1-1 耐震設計の基本方針の概要」

に基づき，設計基準対象施設並びに常設耐震重要重大事故防止

設備以外の常設重大事故防止設備，常設耐震重要重大事故防止

設備及び常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施

設（特定重大事故等対処施設を除く。）（以下「常設重大事故等対

処施設」という。）の耐震安全性評価を実施するに当たり，対象

施設を設置する地盤の物理特性，強度特性，変形特性等の地盤物

性値の設定及び支持性能評価で用いる地盤諸元の基本的な考え

方を示したものである。 

 

 

 

 

 

 

・重大事故等対処

施設については後

次回で比較結果を

示す。 

 

 

 

 

 

・基本設計方針に

基づいた記載とし

ており，記載の差

異により新たな論

点が生じるもので

はない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ-１-１-2 地盤の支持性能に係る基本方針】(3／39) 
別紙４－２ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－２ 添付書類Ⅴ－２－１－３ 
【記載箇所：10.1 建物・構築物の基本方針に記載している内

容】 

建物・構築物の評価は，基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地

震動Ｓｄを基に設定した入力地震動に対する構造全体とし

ての変形，並びに地震応答解析による地震力及び「4. 設計

用地震力」で示す設計用地震力による適切な応力解析に基づ

いた地震応力と，組み合わすべき地震力以外の荷重により発

生する局部的な応力が，「5. 機能維持の基本方針」で示す

許容限界内にあることを確認すること（解析による設計）に

より行う。 

評価手法は，以下に示す解析法により JEAG4601 に基づき

実施することを基本とする。また，評価に当たっては，材料

物性のばらつき等を適切に考慮する。 

 

 

【記載箇所：5.1.5 許容限界に記載している内容】 

(3) 基礎地盤の支持性能 

ａ．Ｓクラスの建物・構築物，Ｓクラスの機器・配管系の基

礎地盤 

 

(a) 基準地震動Ｓｓによる地震力との組合せに対する許

容限界 

接地圧が，安全上適切と認められる規格及び基準

による地盤の極限支持力度に対して妥当な余裕を有

することを確認する。 

(b) 弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力

との組合せに対する許容限界 

接地圧に対して，安全上適切と認められる規格及

び基準による地盤の短期許容支持力度を許容限界と

する。 

 

重大事故等対処施設の基礎地盤については，重大事故

等対処施設の申請に合わせて次回以降に詳細を説明す

る。 

 

ｂ．Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物，機器・配管系の

基礎地盤 

 

上記(3)a.(b)を適用する。 

 

重大事故等対処施設の基礎地盤については，重大事故

等対処施設の申請に合わせて次回以降に詳細を説明す

る。 

 

 

 

 

                          

 

 

2. 基本方針 

安全機能を有する施設において，対象施設を設置する地盤の物理特性，強

度特性及び変形特性の地盤物性値については，各種試験に基づき，解析用物

性値として設定する。また，設定する解析用物性値は，全応力解析及び有効

応力解析に用いるものとし，必要に応じてそれぞれ設定する。全応力解析に

用いる解析用物性値は，事業変更許可申請書（添付書類四）に記載された値

を用いることを基本とする。事業変更許可申請書に記載されていない地盤の

解析用物性値は，新たに設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象施設を設置する地盤の地震時における支持性能の評価については，安

全機能を有する施設の耐震重要度分類に応じた地震力により地盤に作用す

る接地圧が，地盤の支持力度に対して，妥当な余裕を有することを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 基本方針 

設計基準対象施設及び常設重大事故等対処施設において，対

象施設を設置する地盤の物理特性，強度特性，変形特性等の解析

用物性値については，各種試験に基づき設定する。また，全応力

解析及び有効応力解析等に用いる解析用物性値をそれぞれ設定

する。全応力解析に用いる解析用物性値は，設置変更許可申請書

（添付書類六）に記載した値を用いることを基本とする。有効応

力解析に用いる解析用物性値は，工事計画認可申請において新

たに設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象設備を設置する地盤の地震時における支持性能評価につ

いては，設計基準対象施設及び常設重大事故等対処施設の耐震

重要度分類又は施設区分に応じた地震力により地盤に作用する

接地圧が地盤の極限支持力に基づく許容限界＊以下であること

を確認する。 

注記 ＊：妥当な安全余裕を持たせる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 重大事故等対

処施設につい

ては後次回申

請以降に示す。 

 

・ 再処理施設で

は有効応力解

析に限らず，全

応力解析に用

いる解析用物

性値について

も設工認にて

新たに設定す

る。 

 

 

 

 

 

 

・ 重大事故等対

処施設につい

ては後次回申

請以降に示す。 

・ 短期許容支持

力度を含める

ため，支持力度

とした。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ-１-１-2 地盤の支持性能に係る基本方針】(4／39) 
別紙４－２ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－２ 添付書類Ⅴ－２－１－３ 
【記載箇所：2.2 準拠規格に記載している内容】 

準拠する規格としては，既に認可された設計及び工事の方

法の認可申請書の添付書類（以下「既設工認」という。）で

適用実績のある規格の他，最新の規格基準についても技術的

妥当性及び適用性を示した上で当該規格に準拠する。なお，

規格基準に規定のない評価手法等を用いる場合は，既往研究

等において試験，研究等により妥当性が確認されている手

法，設定等について，適用条件及び適用範囲に留意し，その

適用性を確認した上で用いる。 

 

既設工認又は先行発電炉において実績のある主要な準拠

規格を以下に示す。 

 

（中略） 

・建築基礎構造設計指針（（社）日本建築学会，2001 改定） 

 

（中略） 

・地盤工学会基準（JGS1521-2003）地盤の平板載荷試験方

法 

 

支持地盤の支持力度は，地盤工学会基準（JGS 1521-2003）地盤の平板載

荷試験方法，又は建築基礎構造設計指針（日本建築学会，2001）（以下「基礎

指針2001」という。）の支持力算定式に基づき，対象施設の支持地盤の室内試

験結果から算定する方法から設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

杭基礎の押込み力に対する支持力評価には，杭先端の支持岩盤の支持力並

びに杭周面地盤の改良地盤及び支持岩盤への杭根入れ部分の杭周面摩擦力

により算定される極限支持力を考慮する。 

 

 

 

 

 

 

 

杭基礎の引抜き力に対する支持力評価には，杭周面地盤の改良地盤及び支

持岩盤への杭根入れ部分の杭周面摩擦力により算定される極限支持力を考

慮する。 

 

 

 

極限支持力は，道路橋示方書（Ⅰ共通編・Ⅳ下部構造編）・同

解説（日本道路協会，平成14年3 月）（以下「道路橋示方書」と

いう。）及び建築基礎構造設計指針（日本建築学会，2001）（以下

「基礎指針」という。）の支持力算定式に基づき，対象施設の支

持岩盤の室内試験結果（せん断強度）等より設定する。また，杭

の支持力試験を実施している場合は，極限支持力を支持力試験

から設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

杭基礎の押込み力に対する支持力評価において，原地盤の地

盤物性を考慮した耐震設計で保守的に配慮した支持力評価を行

う場合，及び豊浦標準砂の液状化強度特性により強制的に液状

化させることを仮定した耐震設計を行う場合は，第四系の杭周

面摩擦力を支持力として考慮せず，杭先端の支持岩盤への接地

圧に対する支持力評価を行うことを基本とする。ただし，杭を根

入れした岩盤及び岩着している地盤改良体とその上方の非液状

化層が連続している場合は，その杭周面摩擦力を支持力として

考慮する。 

 

杭基礎の引抜き力に対する支持力評価において，原地盤の地

盤物性を考慮した耐震設計で保守的に配慮した支持力評価を行

う場合，及び豊浦標準砂の液状化強度特性により強制的に液状

化させることを仮定した耐震設計を行う場合は，第四系の杭周

面摩擦力を支持力として考慮せず，新第三系（久米層）の杭周面

摩擦力により算定される極限支持力を考慮することを基本とす

る。ただし，杭周面地盤に地盤改良体がある場合は，その杭周面

摩擦力を支持力として考慮する。 

 

・適用する基準の

差異。 

・当該建物・構築物

において地盤の

平板載荷試験を

実施している場

合は，その試験結

果を適用する。ま

た，平板載荷試験

を実施していな

い場合は基礎指

針2001 の岩石強

度試験による支

持力算定式を適

用し，規格基準に

規定のない評価

手法等は適用し

ない。 

・杭の支持力試験

は，支持力評価に

て基礎指針 2001

による杭基礎の

支持力算定式を

用いるため，実施

していない。 

 

 

・再処理施設の杭

基礎は第四系の

杭周面地盤を改

良地盤にて置換

しているため，そ

の杭周面摩擦力

を合わせて考慮

することを前提

としている。 

 

・再処理施設の杭

基礎は第四系の

杭周面地盤を改

良地盤にて置換

しているため，そ

の杭周面摩擦力

を合わせて考慮

することを前提

としている。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ-１-１-2 地盤の支持性能に係る基本方針】(5／39) 
別紙４－２ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－２ 添付書類Ⅴ－２－１－３ 
【記載箇所：10.1 建物・構築物の基本方針に記載している内

容】 

建物・構築物の評価は，基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地

震動Ｓｄを基に設定した入力地震動に対する構造全体とし

ての変形，並びに地震応答解析による地震力及び「4. 設計

用地震力」で示す設計用地震力による適切な応力解析に基づ

いた地震応力と，組み合わすべき地震力以外の荷重により発

生する局部的な応力が，「5. 機能維持の基本方針」で示す

許容限界内にあることを確認すること（解析による設計）に

より行う。 

評価手法は，以下に示す解析法により JEAG4601 に基づき

実施することを基本とする。また，評価にあたっては，材料

物性のばらつき等を適切に考慮する。 

 
【記載箇所：2.2 準拠規格に記載している内容】 

準拠する規格としては，既に認可された設計及び工事の方

法の認可申請書の添付書類（以下「既設工認」という。）で

適用実績のある規格の他，最新の規格基準についても技術的

妥当性及び適用性を示した上で当該規格に準拠する。なお，

規格基準に規定のない評価手法等を用いる場合は，既往研究

等において試験，研究等により妥当性が確認されている手

法，設定等について，適用条件及び適用範囲に留意し，その

適用性を確認した上で用いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 地盤の解析用物性値 

3.1 事業変更許可申請書に記載された解析用物性値 

事業変更許可申請書に記載された解析用物性値一覧表を第 3-1 表及び第

3-1 図に，設定根拠を第 3-2 表に示す。事業変更許可申請書に記載された解

析用物性値については，原位置試験及び室内試験から得られた各種物性値を

基に設定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 地盤の解析用物性値 

3.1 設置変更許可申請書に記載された解析用物性値 

全応力解析に用いる解析用物性値として，設置変更許可申請

書に記載された解析用物性値を表3-1及び図3-1～図3-10に，設

定根拠を表3-2 に示す。設置変更許可申請書に記載された解析

用物性値については，原位置試験及び室内試験から得られた各

種物性値を基に設定した。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ-１-１-2 地盤の支持性能に係る基本方針】(6／39) 
別紙４－２ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－２ 添付書類Ⅴ－２－１－３ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                

 

 

 
                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・事業変更許可に

記載されている

解析用物性値を

記載しており，地

盤の対象もプラ

ント固有の差異

である。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ-１-１-2 地盤の支持性能に係る基本方針】(11／39) 
別紙４－２ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－２ 添付書類Ⅴ－２－１－３ 
 

 
 

第 3-1 図（１） 変形特性のひずみ依存性（凝灰岩[Ttf]） 

 

 
 

第 3-1 図（２） 変形特性のひずみ依存性（軽石凝灰岩[Tpt]） 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ-１-１-2 地盤の支持性能に係る基本方針】(12／39) 
別紙４－２ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－２ 添付書類Ⅴ－２－１－３ 
 

 
 

第3-1図（３） 変形特性のひずみ依存性（砂質軽石凝灰岩[Tspt]） 

 

 
 

第 3-1 図（４） 変形特性のひずみ依存性（泥岩(上部層)[Tmss]） 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ-１-１-2 地盤の支持性能に係る基本方針】(13／39) 
別紙４－２ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－２ 添付書類Ⅴ－２－１－３ 
 

 
 

第 3-1 図（５） 変形特性のひずみ依存性（泥岩(下部層)[Tms]） 

 

 
 

第 3-1 図（６） 変形特性のひずみ依存性（細粒砂岩[Tfs]） 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ-１-１-2 地盤の支持性能に係る基本方針】(14／39) 
別紙４－２ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－２ 添付書類Ⅴ－２－１－３ 
 

 
 

第 3-1 図（７） 変形特性のひずみ依存性（凝灰質砂岩[Tts]） 

 

 
 

第 3-1 図（８） 変形特性のひずみ依存性（軽石質砂岩[Tpps]） 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ-１-１-2 地盤の支持性能に係る基本方針】(15／39) 
別紙４－２ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－２ 添付書類Ⅴ－２－１－３ 
 

 
 

第 3-1 図（９） 変形特性のひずみ依存性（粗粒砂岩[Tcs]） 
 

 
 

第 3-1 図（10） 変形特性のひずみ依存性（砂岩・凝灰岩互層[Talst]） 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ-１-１-2 地盤の支持性能に係る基本方針】(16／39) 
別紙４－２ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－２ 添付書類Ⅴ－２－１－３ 
 

 
 

第 3-1 図（11） 変形特性のひずみ依存性（礫混り砂岩[Tss]） 
 

 
 

第 3-1 図（12） 変形特性のひずみ依存性（軽石混り砂岩[Tps]） 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ-１-１-2 地盤の支持性能に係る基本方針】(17／39) 
別紙４－２ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－２ 添付書類Ⅴ－２－１－３ 
 

 
 

第 3-1 図（13） 変形特性のひずみ依存性（礫岩[Tcg]） 
 

 
 

第 3-1 図（14） 変形特性のひずみ依存性（砂岩・泥岩互層[Talsm]） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・事業変更許可に
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解析用物性値を

記載しており，地

盤の対象もプラ

ント固有の差異

である。なお，動

的変形特性と減

衰特性を分割し

て表示している

が，記載項目は同

じである。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ-１-１-2 地盤の支持性能に係る基本方針】(18／39) 
別紙４－２ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－２ 添付書類Ⅴ－２－１－３ 
 

 
 

第 3-1 図（15） 変形特性のひずみ依存性（ｆ－１断層） 
 

 
 

第 3-1 図（16） 変形特性のひずみ依存性（ｆ－２断層） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・事業変更許可に

記載されている

解析用物性値を

記載しており，地

盤の対象もプラ

ント固有の差異

である。なお，動

的変形特性と減

衰特性を分割し

て表示している

が，記載項目は同

じである。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ-１-１-2 地盤の支持性能に係る基本方針】(19／39) 
別紙４－２ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－２ 添付書類Ⅴ－２－１－３ 
 

 
 

第 3-1 図（17） 変形特性のひずみ依存性（風化岩） 
 

 

 
 

第 3-1 図（18） 変形特性のひずみ依存性（新第三系鮮新統[PP1]） 
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解析用物性値を
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盤の対象もプラ

ント固有の差異

である。なお，動

的変形特性と減

衰特性を分割し

て表示している

が，記載項目は同

じである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ｂ）減衰特性

（ａ）動的変形特性

0

5

10

15

20

1.0E-04 1.0E-03 1.0E-02 1.0E-01 1.0E+00 1.0E+01

減
衰

率
ｈ

(％
)

せん断ひずみ γ (％)

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.0E-04 1.0E-03 1.0E-02 1.0E-01 1.0E+00 1.0E+01

正
規

化
せ

ん
断

弾
性

係
数

Ｇ
/
Ｇ

０

せん断ひずみ γ (％)

 773.0
0 53.211 GG

  911.00189.0114.0  h

10-4 10-3 10-2 10-1 100 101

10-4 10-3 10-2 10-1 100 101

（ａ）動的変形特性

（ｂ）減衰特性

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.0E-04 1.0E-03 1.0E-02 1.0E-01 1.0E+00 1.0E+01

正
規

化
せ

ん
断

弾
性

係
数

Ｇ
/
Ｇ

０

せん断ひずみ γ (％)

0

5

10

15

20

1.0E-04 1.0E-03 1.0E-02 1.0E-01 1.0E+00 1.0E+01

減
衰

率
ｈ

(％
)

せん断ひずみ γ (％)

 776.0
0 32.511 GG

  26.100692.00786.0  h

10-4 10-3 10-2 10-1 100 101

10-4 10-3 10-2 10-1 100 101

379



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ-１-１-2 地盤の支持性能に係る基本方針】(20／39) 
別紙４－２ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－２ 添付書類Ⅴ－２－１－３ 
 

 
 

第 3-1 図（19） 変形特性のひずみ依存性（第四系下部～中部更新統(六ヶ所

層)[PP2]） 

 

 

 
 

第 3-1 図（20） 変形特性のひずみ依存性（第四系中部更新統～完新統

[PH]） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・事業変更許可に
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記載しており，地

盤の対象もプラ

ント固有の差異

である。なお，動
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衰特性を分割し

て表示している

が，記載項目は同

じである。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ-１-１-2 地盤の支持性能に係る基本方針】(21／39) 
別紙４－２ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－２ 添付書類Ⅴ－２－１－３ 
 

 
 

第 3-1 図（21） 変形特性のひずみ依存性（造成盛土[fl]） 
 

 

 
 

第 3-1 図（22） 変形特性のひずみ依存性（埋戻し土[bk]） 
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ント固有の差異

である。なお，動
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衰特性を分割し

て表示している

が，記載項目は同

じである。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ-１-１-2 地盤の支持性能に係る基本方針】(22／39) 
別紙４－２ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－２ 添付書類Ⅴ－２－１－３ 
 

 
第 3-1 図（23） 変形特性のひずみ依存性（流動化処理土Ａ） 
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である。なお，動
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て表示している
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ-１-１-2 地盤の支持性能に係る基本方針】(23／39) 
別紙４－２ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－２ 添付書類Ⅴ－２－１－３ 
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ん
断

強
度

三
軸

圧
縮

試
験

鷹
架

層

第
3
-2

表
 

事
業

変
更

許
可

申
請

書
に

記
載

さ
れ

た
解

析
用

物
性

値
の

設
定

根
拠

 

注
記

 
Vs

：
S
波

速
度

，
V
p：

P
波

速
度
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ-１-１-2 地盤の支持性能に係る基本方針】(24／39) 
別紙４－２ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－２ 添付書類Ⅴ－２－１－３ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【記載箇所：2.1.（1）安全機能を有する施設に記載している

内容】 

g. （中略） 

耐震重要施設については，周辺地盤の変状により，その

安全機能が損なわれるおそれがない設計とする。 

 

また，耐震重要施設のうちその周辺地盤の液状化のお

それがある施設は，その周辺地盤の液状化を考慮した場

合においても，支持機能及び構造健全性が確保される設

計とする。 

 

これらの地盤の評価については，「Ⅳ－１－１－２ 地

盤の支持性能に係る基本方針」に示す。 

 

【記載箇所：10.1 建物・構築物に記載している内容】 

建物・構築物の動的解析にて，地震時の地盤の有効応力の

変化に応じた影響を考慮する場合は，有効応力解析を実施す

る。有効応力解析に用いる液状化強度特性は，敷地の原地盤

における代表性及び網羅性を踏まえた上で保守性を考慮し

て設定する。 

 

 

3.2 事業変更許可申請書に記載されていない解析用物性値 

事業変更許可申請書に記載されていない解析用物性値の一覧表を第3-3表

に，設定根拠を第 3-4 表に示す。 

なお，地盤の物理的及び力学的特性は，日本産業規格（JIS）又は地盤工学

会（JGS）の基準に基づいた試験の結果から設定することとした。 

また，今回申請対象施設以外の解析用物性値については，当該施設の申請

時において示す。 

 

3.2.1 全応力解析に用いる解析用物性値 

建物・構築物の地震応答解析に用いる解析用物性値については，地盤の実

態を考慮し，直下又は近傍のボーリング結果に基づき設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 有効応力解析に用いる解析用物性値 

建物・構築物の動的解析において，地震時における地盤の有効応力の変化

に応じた影響を考慮する場合は，有効応力解析を実施する。 

 

地盤の液状化強度特性は，代表性及び網羅性を踏まえた上で保守性を考慮

し，包絡値に設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 設置変更許可申請書に記載されていない解析用物性値 

設置変更許可申請書に記載されていない解析用物性値を表3-

3～表3-5 に，その設定根拠を表3-6～表3-8 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1 有効応力解析に用いる解析用物性値 

建物・構築物の動的解析において，地震時における地盤の有効

応力の変化に応じた影響を考慮する場合は，有効応力解析を実

施する。 

地盤の液状化強度特性は，代表性及び網羅性を踏まえた上で

保守性を考慮し，原地盤の液状化強度試験データの最小二乗法

による回帰曲線と，その回帰係数の自由度を考慮した不偏分散

に基づく標準偏差σを用いて，液状化強度を「回帰曲線－1σ」

にて設定することを基本とする。 

 

 

 

 

 

また，構造物への地盤変位に対する保守的な配慮として，地盤

を強制的に液状化させることを仮定した影響を考慮する場合

は，原地盤よりも十分に小さい液状化強度特性（敷地に存在しな

い豊浦標準砂の液状化強度特性）を設定する。 

設置変更許可申請書における解析物性値は全応力解析用に設

定しているため，液状化検討対象層の物理的及び力学的特性か

ら，各層の有効応力解析に必要な物性値を設定する。 

 

 

 

なお，地盤の物理的及び力学的特性は，日本工業規格（JIS）

又は地盤工学会（JGS）の基準に基づいた試験の結果から設定す

ることとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・再処理施設では

有効応力解析の

他，全応力解析に

用いる解析用物

性値についても

設工認にて新た

に設定する。本内

容については，

「補足説明資料

【耐震建物08】地

震応答解析に用

いる地盤モデル

及び地盤物性値

の設定について」

に示す。 

 

 

・保守性に対する

設定方法の差異

であり，地盤の剛

性変化を踏まえ

たうえで包絡値

に設定している

ことから問題な

い。 

 

・再処理施設では，

有効応力解析に

用いる液状化強

度特性は，敷地の

原地盤における

代表性及び網羅

性を踏まえた上

で保守性を考慮

して設定する方

針であり，地盤を

強制的に液状化

させることを仮

定した影響は考

慮しないため，記

載しない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ-１-１-2 地盤の支持性能に係る基本方針】(25／39) 
別紙４－２ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－２ 添付書類Ⅴ－２－１－３ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 強制的に液状化させることを仮定した有効応力解析に用

いる解析用物性値 

施設の耐震評価においては，敷地に存在しない豊浦標準砂の

液状化強度特性により地盤を強制的に液状化させることを仮定

した解析ケースを設定する場合がある。 

豊浦標準砂の液状化強度特性は，文献（CYCLIC UNDRAINED 

TRIAXIAL STRENGTH OF SAND BY A COOPERATIVE TEST 

PROGRAM[Soils and Foundations,JSSMFE.26-3.(1986)]）から引

用した相対密度73.9～82.9％の豊浦標準砂の液状化強度試験デ

ータに対し，それらを全て包含する「ＦＬＩＰ＊」の液状化特性

を設定する。 

なお，豊浦標準砂は，山口県豊浦で産出される天然の珪砂であ

り，敷地には存在しないものである。豊浦標準砂は，淡黄色の丸

みのある粒から成り，粒度が揃い均質で非常に液状化しやすい

特性を有していることから，液状化強度特性に関する研究及び

それに伴う実験などで多く用いられている。 

注記 ＊：有効応力解析コード「ＦＬＩＰ（Finite element 

analysis of Liquefaction Program）」は，1988年に運輸省港湾

技術研究所（現，（独）港湾空港技術研究所）において開発され

た平面ひずみ状態を対象とする有効応力解析法に基づく2 次元

地震応答解析プログラムである。 

 

 

・再処理施設では，

有効応力解析に

用いる液状化強

度特性は，敷地の

原地盤における

代表性及び網羅

性を踏まえた上

で保守性を考慮

して設定する方

針であり，地盤を

強制的に液状化

させることを仮

定した影響は考

慮しないため，記

載しない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ-１-１-2 地盤の支持性能に係る基本方針】(26／39) 
別紙４－２ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－２ 添付書類Ⅴ－２－１－３ 
 

 

 

 

【記載箇所：2.1.（1）安全機能を有する施設に記載している

内容】 

g. （中略） 

建物・構築物の基礎地盤として置き換えるマンメイドロッ

ク（以下「MMR」という。）については，基盤面及び周辺地盤

の掘削に対する不陸整正及び建物・構築物が MMR を介して

鷹架層に支持されることを目的とする。そのため，直下の鷹

架層と同等以上の支持性能を有する設計とし，接地圧に対す

る支持性能評価においては鷹架層の支持力を適用する。 

これらの地盤の評価については，添付書類「Ⅳ－１－１－

２ 地盤の支持性能に係る基本方針」に示す。 

3.2.3 その他の解析用物性値 

 

 

 

 

 

 (1)MMR 

MMR（コンクリート）については，「原子力施設鉄筋コンクリート構造計算

規準・同解説（（社）日本建築学会，2005 年）」及び「原子力発電所耐震設計

技術指針 JEAG4601-1987（（社）日本電気協会）」に基づき，解析用物性値を

設定する。 

 

 

 

 

 

 (2)改良地盤 

改良地盤については，原位置試験及び室内試験に基づき解析用物性値を設

定する。 

また，「3.1 事業変更許可申請書に記載された解析用物性値」における流

動化処理土を含め，改良地盤は非液状化層とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3 その他の解析用物性値 

(1) 捨石 

捨石については，「港湾構造物設計事例集（（財）沿岸技術研究

センター，平成19 年3月）」に基づき，表3-3 のとおり解析用物

性値を設定する。 

 

(2) 人工岩盤（コンクリート） 

人工岩盤（コンクリート）については，「原子力施設鉄筋コン

クリート構造計算規準・同解説（日本建築学会，2005）」に基づ

き，表3-4 のとおり解析用物性値を設定する。 

 

 

 

 

 

 

(3) 地盤改良体 

地盤改良体（セメント改良）については，既設改良体又は既設

改良体を模擬した再構成試料による試験結果及び文献（地盤工

学への物理探査技術の適用と事例（地盤工学会，2001 年），わか

りやすい土木技術ジェットグラウト工法（鹿島出版社 柴崎他，

1983 年））等を参考に表3-5 のとおり解析用物性値を設定する。 

また，地盤改良体（薬液注入）については，改良対象の原地盤

の解析用物性値と同等の物性値を用いるとともに，非液状化層

とする。 

なお，上記物性値とは別に，地盤改良試験施工を実施する主排

気筒，非常用ガス処理系配管支持架構及び緊急時対策所建屋に

おける地盤改良体（セメント改良）の解析用物性及びばらつきの

設定については，各対象施設近傍にて実施した地盤改良試験施

工結果を用いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・申請対象施設の

周辺地盤に設計

上考慮すべき捨

石は存在してい

ない。 

 

・MMRは準拠する文

献が異なるが，同

様の考慮を行っ

ている。 

 

 

 

 

 

 

・改良地盤は，目的

別に複数設定さ

れているが，第 1

回申請対象とな

る安全冷却水Ｂ

冷却塔の周囲に

施工した改良地

盤の解析用物性

値を記載し、今回

申請対象施設以

外のものについ

ては当該施設の

申請時に示す。 

・安全冷却水Ｂ冷

却塔の改良地盤

の解析用物性値

は試験結果をも

とに設定してい

るため，文献によ

る設定としてい

ない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ-１-１-2 地盤の支持性能に係る基本方針】(27／39) 
別紙４－２ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－２ 添付書類Ⅴ－２－１－３ 
 

第 3-3 表（１） 事業変更許可申請書に記載されていない解析用物性値 

（液状化検討対象層） 

 

 
 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・再処理施設では，

許可に記載され

ていない解析用

物性値の液状化

検討対象層につ

いて，埋戻し土が

該当し，地盤物性

の違いはプラン

ト固有の差異で

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

湿潤密度
ρt

(g/cm3)

間隙率 n

粘着力
C u’
(kPa)

内部摩擦角
φ u’
(°)

S波速度
Vs

（m/s）

動せん断
弾性係数

Ｇ ma

(kPa)

基準化拘束圧
σ' ma

(kPa)

ポアソン比 ν

履歴減衰
上限値

h max

変相角 φp

w 1

p 1

p 2

c 1

S 1

変形
特性

変形
特性

34.0

10.3

1.81

0.005

0.5

液状化
パラメータ

1.0

273

52.3

1.26×10
5

0.171

0.33

区 分
埋戻し土

bk

1.82＋0.0028Ｄ物理
特性

強度
特性

0

0.46

39.7
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ-１-１-2 地盤の支持性能に係る基本方針】(28／39) 
別紙４－２ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－２ 添付書類Ⅴ－２－１－３ 
 

第 3-3 表（２） 事業変更許可申請書に記載されていない解析用物性値 

（非液状化層） 

 
G：動せん断弾性係数（N/mm2），τ：せん断応力（N/mm2） 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・再処理施設では，

許可に記載され

ていない解析用

物性値を示すう

えで，対象は改良

地盤及び MMR が

該当し，地盤物性

の違いはプラン

ト固有の差異で

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位体積
重量

γt

(kN/m
3
)

初期せん断
弾性係数

Ｇ 0

(N/mm2)

動ポア
ソン比

νd

区 分 改良地盤B

MMR（コンクリート）

（設計基準強度　14.7N/mm2）

物理
特性

16.9 23.0

動的
変形
特性

1,100 8,021

0.33 0.20

正規化せん
断弾性係数

Ｇ/Ｇ 0
1

－
1＋0.4730(τ/0.001056/G0)

0.7120

減衰率 ｈ
2･0.7120(1-G/GO)

0.05
π(0.7120＋2)
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ-１-１-2 地盤の支持性能に係る基本方針】(29／39) 
別紙４－２ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－２ 添付書類Ⅴ－２－１－３ 
第 3-4 表（１） 事業変更許可申請書に記載されていない解析用物性値の設定

根拠 

（液状化検討対象層） 

 
※：液状化による構造物被害予測プログラム FLIP において必要な各種パラ

メタの簡易設定法，港湾技研資料 No.869（運輸省港湾技研研究所，1997

年） 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・再処理施設では，

許可に記載され

ていない解析用

物性値の設定根

拠を示すうえで，

対象は埋戻し土

が該当し，地盤物

性の設定の違い

はプラント固有

の差異である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

湿潤密度
ρt

(g/cm3)

間隙率 n

粘着力
C u’
(kPa)

内部摩擦角
φ u’
(°)

S波速度
Vs

（m/s）

動せん断
弾性係数

Ｇ ma

(kPa)

基準化拘束圧
σ' ma

(kPa)

ポアソン比 ν

履歴減衰
上限値

h max

変相角 φp

w 1

p 1

p 2

c 1

S 1

変形
特性

PS検層結果（平均値）

PS検層によるS波速度，
密度に基づき設定

PS検層実施範囲の平均値を設定

慣用値
※

動的変形特性に
基づき設定

変形
特性 液状化

パラメータ

液状化試験結果に基づく
要素シミュレーション

により設定

区 分
埋戻し土

bk

物理
特性

強度
特性

物理試験に基づき設定

三軸圧縮試験
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ-１-１-2 地盤の支持性能に係る基本方針】(30／39) 
別紙４－２ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－２ 添付書類Ⅴ－２－１－３ 
第 3-4 表（２） 事業変更許可申請書に記載されていない解析用物性値の設定

根拠 

（非液状化層） 

 
Vs：S 波速度，Vp：P波速度 

＊1：原子力施設鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説 

（（社）日本建築学会，2005 年） 

＊2：原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1987 

（（社）日本電気協会） 
                                  

 

 

 

 

 

 

 

・再処理施設では，

許可に記載され

ていない解析用

物性値の設定根

拠を示すうえで，

対象は改良地盤

及び MMR が該当

する。地盤物性の

設定の違いはプ

ラント固有の差

異である。 

 

 

 

 

 

 

 

区 分 改良地盤B

MMR（コンクリート）

（設計基準強度　14.7N/mm2）

物理
特性

単位体積重量 湿潤密度試験 RC-N規準
＊1
に基づき

設計基準強度により設定

動的
変形
特性

初期せん断
弾性係数

　Vsの設計値及び
単位体積重量から算出

RC-N規準＊1に基づき
設計基準強度により設定

動ポアソン比
超音波速度測定による

Vp及びVsから算出 RC-N規準
＊1

に基づき設定

正規化せん
断弾性係数

繰返し三軸試験 －

減衰率 繰返し三軸試験 JEAG＊2の減衰定数
に基づき設定
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ-１-１-2 地盤の支持性能に係る基本方針】(31／39) 
別紙４－２ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－２ 添付書類Ⅴ－２－１－３ 
 

【記載箇所：6. 構造計画と配置計画に記載している内容】 

また，耐震設計において地下水位の低下を期待する建

物・構築物は，周囲の地下水を排水し，基礎スラブ底面レ

ベル以深に地下水位を維持できるよう地下水排水設備(サブ

ドレンポンプ，水位検出器等)を設置する。 

 

【記載箇所：10.1 建物・構築物に記載している内容】 

建物・構築物の耐震評価においては，地下水排水設備によ

る地下水位の低下を考慮し，設計用地下水位を基礎スラブ上

端レベルに設定する。また，地下水排水設備により，地下水

位を基礎スラブ以深に維持することから，地下水圧のうち側

面からの圧力は考慮しないこととするが，揚圧力については

考慮することとする。 

 

 

3.3 耐震評価における地下水位設定方針 

 

建物・構築物の耐震評価においては，周囲の地下水位の状況を踏まえた地

下水位を設定する。地下水位の設定にあたり，地下水による建物・構築物へ

与える影響を低減させることを目的として地下水排水設備を設置している

ため，地下水排水設備に囲まれている建物・構築物と地下水排水設備の外側

に配置される建物・構築物に区分して設定する。 

 

(1)地下水排水設備に囲まれている建物・構築物 

建物・構築物の耐震評価において，地下水排水設備に囲まれている建物・

構築物については，基礎スラブ下端より深い位置に設置されている地下水排

水設備の排水による地下水位の低下を考慮し，設計用地下水位を基礎スラブ

上端レベルに設定する。 

 

 

 

(2)地下水排水設備の外側に配置される建物・構築物 

建物・構築物の耐震評価において，地下水排水設備の外側に配置される建

物・構築物の設計用地下水位は，耐震設計上安全側となるように地表面に設

定する。 

 

 

3.3 耐震評価における地下水位設定方針 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 建物・構築物の耐震評価における地下水位設定方針 

建物・構築物の耐震評価においては，敷地における将来の防潮

堤設置による地下水位上昇の可能性を踏まえ，地下水位を地表

面に設定する。ただし，原子炉建屋の地下水位については，原子

炉建屋地下排水設備を設置することにより，地下水位を原子炉

建屋基礎盤底面レベル以深に維持しているため，地下水位は原

子炉建屋の基礎盤底面レベルより低い位置に設定する。 

 

(2) 土木構造物（津波防護施設等を含む）の耐震評価における

地下水位設定方針 

土木構造物の耐震評価においては，敷地における将来の防潮

堤設置による地下水位上昇の可能性を踏まえ，地下水位を地表

面に設定する。 

 

・敷地における将

来の防潮堤等設

置による地下水

位上昇の可能性

はない。また，発

電炉と同様に地

下水排水設備の

影響を考慮した

地下水位設定方

針であるが，地下

水排水設備との

位置関係による

設定としている。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ-１-１-2 地盤の支持性能に係る基本方針】(32／39) 
別紙４－２ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－２ 添付書類Ⅴ－２－１－３ 
【記載箇所：2.2 準拠規格に記載している内容】 

準拠する規格としては，既に認可された設計及び工事の方

法の認可申請書の添付書類（以下「既設工認」という。）で

適用実績のある規格の他，最新の規格基準についても技術的

妥当性及び適用性を示した上で当該規格に準拠する。なお，

規格基準に規定のない評価手法等を用いる場合は，既往研究

等において試験，研究等により妥当性が確認されている手

法，設定等について，適用条件及び適用範囲に留意し，その

適用性を確認した上で用いる。 

 

既設工認又は先行発電炉において実績のある主要な準拠

規格を以下に示す。 

 

（中略） 

・建築基礎構造設計指針（（社）日本建築学会，2001 改定） 

 

（中略） 

・地盤工学会基準（JGS1521-2003）地盤の平板載荷試験方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 地盤の支持力 

地盤の極限支持力は，地盤工学会基準（JGS 1521-2003）地盤の平板載荷

試験方法，又は基礎指針 2001 の支持力算定式に基づき設定する。なお，直

接基礎の短期許容支持力度については，算定された極限支持力度の 2/3 倍と

して設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 直接基礎の支持力度 

直接基礎の支持力度については，当該施設直下の地盤を対象とした試験結

果を適用することを基本とする。安全冷却水Ｂ冷却塔の直接基礎の支持力度

については，平成 11 年３月 29 日付け 11 安（核規）第 163 号にて認可を受

けた設工認申請書に係る使用前検査成績書における岩石試験結果を用いて，

以下に示す基礎指針 2001 による算定式に基づき設定する。 

MMR については，鷹架層と同等以上の力学特性を有することから，鷹架層

の極限支持力度を適用する。 

なお，今回申請対象施設以外の支持力度の設定については，当該施設の申

請時において示す。 

 

 

 

 

 

・基礎指針 2001 による極限支持力算定式 

qｕ＝iｃ・α・c・Nｃ＋iｒ・β・γ1・B・η・Nｒ＋iｑ・γ2・Dｆ・Nｑ 

 

qｕ： 単位面積あたりの極限鉛直支持力度（kN/m2） 

Nｃ，Nγ，Nｑ： 支持力係数 

c： 支持地盤の粘着力（kN/m2） 

γ1： 支持地盤の単位体積重量（kN/m3） 

γ2： 根入れ部分の土の単位体積重量（kN/m3） 

（γ1，γ2には，地下水位以下の場合には水中単位体積

重量を用いる） 

α，β： 基礎の形状係数 

η： 基礎の寸法効果による補正係数 

iｃ，iγ，iｑ： 荷重の傾斜に対する補正係数 

B： 基礎幅（m） 

Dｆ： 根入れ深さ（m） 

 

 

4. 極限支持力 

極限支持力は，道路橋示方書及び基礎指針の支持力算定式に

基づき，対象施設の岩盤の室内試験結果（せん断強度）等より設

定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 直接基礎及びケーソン基礎の支持力算定式 

道路橋示方書及び基礎指針による直接基礎の支持力算定式を

以下に示す。 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

・適用する基準の

差異。再処理施設

の支持力度の算

定においては，地

盤工学会基準の

平板載荷試験又

は基礎指針 2001

の岩石強度試験

による支持力算

定式を適用し，規

格基準に規定の

ない評価手法等

は適用しない。ま

た，短期許容支持

力度の設定につ

いて記載した。 

 

・申請対象施設に

ケーソン基礎は

存在しない。 

・当該建物・構築物

の設置箇所にお

ける試験結果よ

りエンドースさ

れ た 基 礎 指 針

2001 に基づき極

限支持力度を算

定する。 

・MMRについては岩

盤以上の強度を

有する設計とす

るため，岩盤の極

限支持力度を適

用する。 

 

・発電炉に記載の

支持力算定式の

うち道路橋示方

書に基づく算定

式については，再

処理施設に該当

しないため，記載

を省略する。 

 

 

 

 

 

 

392



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ-１-１-2 地盤の支持性能に係る基本方針】(33／39) 
別紙４－２ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－２ 添付書類Ⅴ－２－１－３ 
【記載箇所：2.2 準拠規格に記載している内容】 

準拠する規格としては，既に認可された設計及び工事の方

法の認可申請書の添付書類（以下「既設工認」という。）で

適用実績のある規格の他，最新の規格基準についても技術的

妥当性及び適用性を示した上で当該規格に準拠する。なお，

規格基準に規定のない評価手法等を用いる場合は，既往研究

等において試験，研究等により妥当性が確認されている手

法，設定等について，適用条件及び適用範囲に留意し，その

適用性を確認した上で用いる。 

 

既設工認又は先行発電炉において実績のある主要な準拠

規格を以下に示す。 

 

（中略） 

・建築基礎構造設計指針（（社）日本建築学会，2001 改定） 

 

 

4.2 杭基礎の支持力 

基礎指針2001による杭基礎における支持力算定式を以下に示す。 

 

 

杭基礎の押込み力に対する支持力評価には，杭先端の支持岩盤の支持力並

びに杭周面地盤の地盤改良体及び支持岩盤への杭根入れ部分の杭周面摩擦

力により算定される極限支持力を考慮することを基本とする。 

 

 

 

 

 

 

 

杭基礎の引抜き力に対する支持力評価には，杭周面地盤の地盤改良体及び

支持岩盤への杭根入れ部分の杭周面摩擦力により算定される極限支持力を

考慮することを基本とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 杭基礎の支持力算定式 

道路橋示方書及び基礎指針による杭基礎における各工法の支

持力算定式を以下に示す。 

 

杭基礎の押込み力に対する支持力評価において，原地盤の地

盤物性を考慮した耐震設計で保守的に配慮した支持力評価を行

う場合，及び豊浦標準砂の液状化強度特性により強制的に液状

化させることを仮定した耐震設計を行う場合は，第四系の杭周

面摩擦力を支持力として考慮せず，杭先端の支持岩盤への接地

圧に対する支持力評価を行うことを基本とする。ただし，杭を根

入れした岩盤及び岩着している地盤改良体とその上方の非液状

化層が連続している場合は，その杭周面摩擦力を支持力として

考慮する。 

 

杭基礎の引抜き力に対する支持力評価において，原地盤の地

盤物性を考慮した耐震設計で保守的に配慮した支持力評価を行

う場合，及び豊浦標準砂の液状化強度特性により強制的に液状

化させることを仮定した耐震設計を行う場合は，第四系の杭周

面摩擦力を支持力として考慮せず，新第三系（久米層）の杭周面

摩擦力により算定される極限支持力を考慮することを基本とす

る。ただし，杭周面地盤に地盤改良体がある場合は，その杭周面

摩擦力を支持力として考慮する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・適用する基準の

差異。 

 

・再処理施設の杭

基礎は第四系の

杭周面地盤を地

盤改良体にて置

換しているため，

その杭周面摩擦

力を合わせて考

慮することを前

提としている。 

 

・再処理施設の杭

基礎は第四系の

杭周面地盤を地

盤改良体にて置

換しているため，

その杭周面摩擦

力を合わせて考

慮することを前

提としている。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ-１-１-2 地盤の支持性能に係る基本方針】(34／39) 
別紙４－２ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－２ 添付書類Ⅴ－２－１－３ 
 

・基礎指針 2001 による極限支持力算定式 

Ru＝Rp＋Rf 

Ru： 極限支持力（kN） 

Rp： 極限先端支持力（kN） 

 Rp＝qp・Ap 

 qp：極限先端支持力度（kN/m2） 

 Ap：杭先端の閉塞断面積（m2） 

Rf： 極限周面摩擦力（kN） 

 Rf＝Rfs＋Rfc 

 Rfs：砂質土部分の極限周面摩擦力（kN） 

 Rfs＝τs・Ls・ψ 

 τs： 砂質土部分の極限周面摩擦力度(kN/m2) 

 Ls ： 砂質土部分の長さ（m） 

 ψ：  杭の周長（m） 

 Rfc：粘性土部分の極限周面摩擦力（kN） 

 Rfc＝τc・Lc・ψ 

 τc： 粘性土部分の極限周面摩擦力度(kN/m2) 

 Ls ： 粘性土部分の長さ（m） 

 

・基礎指針 2001 による最大引抜き抵抗力算定式 

RTU ＝(ΣτstiLsi＋ΣτctiLci)ψ＋W 

RTU： 最大引抜き抵抗力（kN） 

τsti： 砂質土の i層における杭引抜き時の最大周面摩擦力度（kN/m2）*1 

Lsi： 砂質土の i層における杭の長さ（m） 

τcti： 粘性土の i層における杭引抜き時の最大周面摩擦力度（kN/m2） 

Lci： 粘性土の i層における杭の長さ（m） 

ψ： 杭の周長（m） 

W： 杭の自重（kN）*2 

*1：押込み時の極限周面摩擦力度の 2/3 とする。 

*2：地下水位以下の部分については浮力を考慮する。 

 

 

 

 
 

 

 

4.3 地中連続壁基礎の支持力算定式 

道路橋示方書による地中連続壁基礎における支持力算定式を

以下に示す。 

 

4.4 杭の支持力試験について 

杭の支持力試験を実施している使用済燃料乾式貯蔵建屋につ

いては，極限支持力を支持力試験結果から設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・再処理施設では、

瞬間的に生じる

杭の引抜き力に

対し、最大引抜き

抵抗力にて評価

することを基本

とする。ただし、

最大引抜き抵抗

力に相当する引

抜き荷重が繰り

返される場合に

おいては、残留引

抜き抵抗力で評

価する。 

 

・申請対象施設に

地中連続壁基礎

は存在しない。 

 

・杭基礎の支持力

については，支持

力評価にて基礎

指針 2001 による

杭基礎における

支持力算定式に

より算定するた

め，杭の支持力試

験は実施してい

ない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ-１-１-2 地盤の支持性能に係る基本方針】(35／39) 
別紙４－２ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－２ 添付書類Ⅴ－２－１－３ 
 

【記載箇所：4.1.2 動的地震力に記載している内容】 

 （中略） 

動的解析においては，地盤の諸定数も含めて材料のばらつ

きによる材料定数の変動幅を適切に考慮する。動的解析の方

法，設計用減衰定数等については，「Ⅲ－１－１－５ 地震

応答解析の基本方針」に，設計用床応答曲線の作成方法につ

いては，「Ⅲ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針」

に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 地質断面図 

地震応答解析に用いる地質断面図は，評価対象地点近傍のボ－リング調査

等の結果に基づき，岩盤及び表層地盤の分布を設定し作成する。第 5-1 図に

敷地内地質平面図を示す。 

 

代表例として，第 5-1 図に示す断面位置の地質断面図を第 5-2 図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 地質断面図 

地震応答解析に用いる地質断面図は，評価対象地点近傍のボ

－リング調査等の結果に基づき，岩盤，堆積物及び埋戻土の分布

を設定し作成する。図5-1 に敷地内で実施したボ－リング調査

位置図を示す。 

代表例として，図5-1 に示す断面位置の地質断面図を図5-2 

に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・プラント固有の

差異。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ-１-１-2 地盤の支持性能に係る基本方針】(36／39) 
別紙４－２ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－２ 添付書類Ⅴ－２－１－３ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・プラント固有の

差異。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ-１-１-2 地盤の支持性能に係る基本方針】(37／39) 
別紙４－２ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－２ 添付書類Ⅴ－２－１－３ 
 

【記載箇所：4.1.2 動的地震力に記載している内容】 

 （中略） 

入力地震動の設定に用いる地下構造モデルについては，地

震動評価で考慮した敷地全体の地下構造及び対象建物・構築

物の直下又は周辺の地質・速度構造の特徴を踏まえて適切に

設定する。 

 

 

 

 

6. 地盤の速度構造 

6.1 入力地震動策定に用いる地下構造モデル 

入力地震動の設定に用いる地下構造モデルについては，解放基盤表面

（T.M.S.L.－70m）から地震応答解析モデルの基礎底面位置の鷹架層をモデ

ル化するとともに，地震動評価で考慮した敷地全体の地下構造及び対象建

物・構築物の直下又は周辺の地質・速度構造の特徴を踏まえて適切に設定す

る。 

なお，地下構造モデルの設定については，繰返し三軸試験による地下構造

のひずみ依存特性を解析用地盤物性値として用いる。 

 

6.2 地震応答解析に用いる解析モデル 

安全冷却水Ｂ冷却塔の地下構造モデルを第6-1表に，入力地震動算定の概

念図を第6-1図に示す。安全冷却水Ｂ冷却塔は直下において速度構造データ

が得られていないことから，近傍のPS検層孔として制御建屋直下のPS検層孔

を選定する。第6-2図に安全冷却水Ｂ冷却塔に係るPS検層孔の位置図を示す。 

 

 

 

なお，今回申請対象施設以外の解析モデルについては，当該施設の申請時

において示す。 

また，有効応力解析コード「ＦＬＩＰ」では，平均有効主応力の関数式に

て動的変形特性をモデル化する。 

 

 

 

 

 
 

第6-1表 入力地震動の策定に用いる地下構造モデル（安全冷却水Ｂ冷却塔） 

 

 
＊1：支持地盤相当の岩盤に支持されているとみなし，MMR直下の支持地盤の物性値を

設定する。 

＊2：第3-1図（６）に示す細粒砂岩のひずみ依存特性を設定する。 

＊3：第3-1図（９）に示す粗粒砂岩のひずみ依存特性を設定する。 

＊4：第3-1図（５）に示す泥岩（下部層）のひずみ依存特性を設定する。 

                                  

 

 

 

 

 

6. 地盤の速度構造 

6.1 入力地震動策定に用いる地下構造モデル 

入力地震動の設定に用いる地下構造モデルについては，解放

基盤表面（EL.－370m）から解析モデル底面位置の久米層をモデ

ル化する。地下構造モデルを表6-1 に示す。入力地震動算定の

概念図を図6-1 に示す。 

なお，繰返し三軸試験により，久米層はせん断剛性及び履歴減

衰のひずみ依存特性を有していることを確認していることか

ら，久米層のモデル化においては，繰返し三軸試験による久米層

のひずみ依存特性を解析用地盤物性値として用いる。 

 

6.2 地震応答解析に用いる浅部地盤の解析モデル 

地震応答解析に用いる地盤の速度構造モデルとして，図6-2 

に示す位置で実施したPS 検層の結果に基づく地層ごとのせん

断波速度Vs 及び粗密波速度Vp を表6-2 に示す。 

表6-2 では，PS 検層結果を2 種類の速度構造モデルとして取

り纏めている。表6-2 のうち平均値として記載した速度構造モ

デルは，全応力解析に適用する。 

 

 

また，有効応力解析コード「ＦＬＩＰ」では，平均有効主応力

の関数式にて動的変形特性をモデル化する必要がある。よって，

表6-2 のうち平均有効主応力依存式として記載した速度構造モ

デルは，有効応力解析に適用することを基本とする。ただし，一

部の全応力解析に対しては，平均有効主応力の関数式にてせん

断波速度Vs をモデル化する場合がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・地下構造モデル

の設定の違いに

よる記載。本内容

については，補足

説明資料 耐震建

物 08 （地震応答

解析に用いる地

盤モデル及び地

盤物性値の設定

について）に示

す。 

 

・解析モデルの設

定の違いによる

記載。 

 

 

・再処理施設では，

有効応力解析に

用いる動的変形

特性について，平

均有効主応力の

関数式を適用し

ている。 

 

 

・ 解析モデルの設

定の違いによる

記載。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▽基礎底面

▽解放基盤表面
＊4

-70.00
泥岩（下部層） 16.9 790 1880 －

18.1 940 2040
-25.57

泥岩（下部層） 16.9 790 1880

▽MMR下端
MMR ＊1 ＊1 ＊1

細粒砂岩

36.63

9.02

＊1
39.00

細粒砂岩

18.3 680 1910

＊2
37.08

粗粒砂岩 ＊3

53.80

＊2

標高
T.M.S.L.（m）

岩種
単位体積重量

γt（kN/m3）

S波速度

Vs（m/s）

P波速度

Vp（m/s）
減衰定数

h-γ

剛性低下率

G/G0-γ
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ-１-１-2 地盤の支持性能に係る基本方針】(38／39) 
別紙４－２ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－２ 添付書類Ⅴ－２－１－３ 
 

 
 

第6-1図 入力地震動算定の概念図 

（安全冷却水Ｂ冷却塔） 

                        

 

 

 

 
 

第 6-2 図 安全冷却水Ｂ冷却塔の地盤モデル作成に用いる PS 検層孔位置図 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                          

 

 

・ 解析モデルの設

定の違いによる

記載。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 解析モデルの設

定の違い及びプ

ラント固有によ

る記載。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼基礎底面

一次元波動論に
基づく地震応答解析

鷹架層

解放基盤表面
▼T.M.S.L. -70.0m

基準地震動Ss及び
弾性設計用地震動Sd

反
射
波

入
射
波

ENFN

基礎底面位置の
地盤応答 2E を入力

底面ロッキングばね

底面スウェイばね

鉛直ばね

（水平方向）（鉛直方向）

D-4

＿ ＿
N3-E5

   ＿
N3-E5 D-E5

  _
L-U

C-4

_
K-V

L-4

M-V

安全冷却水B冷却塔

：地盤モデルの作成に用いるPS検層孔
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ-１-１-2 地盤の支持性能に係る基本方針】(39／39) 
別紙４－２ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－２ 添付書類Ⅴ－２－１－３ 
  

 

 

7. 地盤の液状化強度特性の代表性，網羅性及び保守性 

本章では，「3.2.1 有効応力解析に用いる解析用物性値」及び

「3.2.2 強制的に液状化させることを仮定した有効応力解析に

用いる解析用物性値」に記載した地盤の液状化強度特性の代表

性，網羅性及び保守性についての確認結果を記載する。 

7.1 液状化強度試験箇所の代表性及び網羅性 

「3.2.1 有効応力解析に用いる解析用物性値」は設置変更許

可段階での液状化強度試験結果に基づき設定されているが，工

事計画認可申請段階においては，液状化検討対象層の分布状況

を踏まえた平面及び深度方向のデータ拡充を目的とするととも

に，液状化強度試験箇所のＮ値と細粒分含有率Fc を用いて道路

橋示方書に基づき算定される液状化強度比RL を指標とした保守

的な試験箇所の選定による液状化強度試験結果の代表性向上を

目的とし，追加液状化強度試験を実施した。設置変更許可段階及

び追加液状化強度試験箇所の平面配置を図7-1 に示す。 

これらの液状化強度試験箇所の代表性及び網羅性について

は，上記の液状化強度比RL の平均値と，敷地内調査孔（敷地で

取得した全データ）のＮ値と細粒分含有率Fc を用いて算定され

る液状化強度比RLの平均値を比較することにより確認する。 

液状化強度試験箇所の代表性及び網羅性の確認結果の例とし

て，du 層とAs 層における液状化強度比RL の比較結果を図7-2 

に示す。液状化強度試験箇所の液状化強度比RL の平均値が敷地

内調査孔の液状化強度比RL の平均値よりも小さいことから，液

状化強度試験箇所の代表性及び網羅性を確認した。 

 

7.2 地盤の液状化強度特性における代表性及び保守性 

「3.2.1 有効応力解析に用いる解析用物性値」に記載した地

盤の液状化強度特性に対し，追加液状化強度試験結果との比較

等を行うことでその代表性を確認する。また，「3.2.2 強制的に

液状化させることを仮定した有効応力解析に用いる解析用物性

値」に記載した敷地に存在しない豊浦標準砂の液状化強度特性

と，これら原地盤の液状化強度試験結果を比較することでその

保守性を確認する。 

地盤の液状化強度特性における代表性及び保守性の確認結果

の例として，du層とAs層の液状化強度特性の比較結果を図7-3 

に示す。 

追加液状化強度試験結果が「3.2.1 有効応力解析に用いる解

析用物性値」に記載した地盤の液状化強度特性を上回っている

こと，及び要素シミュレーション結果であるＦＬＩＰ 原地盤の

解析用液状化強度特性（設置変更許可申請段階，－1σ）がおお

むね液状化強度試験結果の下限を通っていることから，地盤の

液状化強度特性における代表性を確認した。 

さらに，「3.2.2 強制的に液状化させることを仮定した有効応

力解析に用いる解析用物性値」に記載した敷地に存在しない豊

浦標準砂の液状化強度特性が全ての液状化強度試験結果よりも

十分小さいことを確認することで，地盤の液状化強度特性にお

ける保守性を確認した。 

・再処理施設では，

敷地全体のデー

タと液状化強度

試験に用いたデ

ータを比較し，液

状化しやすいデ

ータを用いてい

ることで代表性

及び網羅性があ

ることを確認し

ている。確認結果

については，他サ

イトの審査実績

も鑑みて，補足説

明資料 耐震地盤

01（地盤の支持性

能について）にお

いて説明する。 

・なお，再処理施設

では，有効応力解

析に用いる液状

化強度特性は，敷

地の原地盤にお

ける代表性及び

網羅性を踏まえ

た上で保守性を

考慮して設定す

る方針であり，地

盤を強制的に液

状化させること

を仮定した影響

は考慮しないた

め，記載しない。 

 

 

399



 

 

令和４年 11 月８日 Ｒ７ 

 

 

 

別紙４－３ 
 

 

 

重要度分類及び重大事故等対処設備 

の設備分類の基本方針 

  

下線： 
・プラントの違いによらない記載内容の差異 
・章立ての違いによる記載位置の違いによる差異   

二重下線： 
・プラント固有の事項による記載内容の差異 
・後次回の申請範囲に伴う差異 

【凡例】 
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発電炉－再処理施設 記載比較 
【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(1／269) 

 

別紙４－３ 

 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方

針 

 

目 次 

 

1. 概要 

2. 安全機能を有する施設の重要度分類 

2.1 耐震設計上の重要度分類 

2.2 クラス別施設 

2.3 耐震重要度分類上の留意事項 

 

 

 

 

 

2.4. 再処理施設の区分 

3. 安全機能を有する施設の重要度分類の取合点 

4. 重大事故等対処施設の設備分類 

4.1 耐震設計上の設備分類  

4.2 設備分類上の留意事項 

4.3 重大事故等対処施設の区分 

4.4 重大事故等対処施設の設備分類の取合点 

 

Ⅴ-2-1-4 重要度分類及び重大事故等対処施設の施設区分の基

本方針 

 

目 次 

 

1. 概要 

2. 設計基準対象施設の重要度分類 

2.1 耐震設計上の重要度分類 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 発電用原子炉施設の区分 

3. 設計基準対象施設の重要度分類の取合点 

4. 重大事故等対処施設の設備の分類 

4.1 耐震設計上の設備の分類 

 

4.2 重大事故等対処施設の区分 

5. 重大事故等対処施設の設備分類の取合点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 事業変更許可申請

書に基づき再処理

施設における各ク

ラスに分類する施

設，耐震重要度分

類上の留意事項を

記載した。 

 

 

• 重大事故等対処施

設については後次

回で比較結果を示

す。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 
【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(2／269) 

 

別紙４－３ 

 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

3. 耐震設計上の重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類 

 

3.1 安全機能を有する施設の耐震設計上の重要度分類 

安全機能を有する施設の耐震設計上の重要度を以下のとおり

分類する。下記に基づく各施設の具体的な耐震設計上の重要度

分類及び当該施設を支持する構造物の支持機能が維持されるこ

とを確認する地震動を「Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大

事故等対処施設の設備分類の基本方針」の第2.4-1表に，申請設

備の耐震重要度分類について同添付書類の第2.4-2表に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Ｓクラスの施設 

自ら放射性物質を内蔵している施設，当該施設に直接関係し

ておりその機能喪失により放射性物質を外部に拡散する可能性

のある施設，放射性物質を外部に放出する可能性のある事態を

防止するために必要な施設及び事故発生の際に，外部に放出さ

れる放射性物質による影響を低減させるために必要な施設であ

って，環境への影響が大きいもの。 

 

 

 

 

 

a. その破損又は機能喪失により臨界事故を起こすおそれ

のある施設 

b. 使用済燃料を貯蔵するための施設 

c. 高レベル放射性液体廃棄物を内蔵する系統及び機器並

びにその冷却系統 

d. プルトニウムを含む溶液を内蔵する系統及び機器 

e. 上記c.及びd.の系統及び機器から放射性物質が漏えい

した場合に，その影響の拡大を防止するための施設 

f. 上記c.，d.及びe.に関連する施設で放射性物質の外部

への放出を抑制するための施設 

g. 上記a.からf.の施設の機能を確保するために必要な施

設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 概要 

本資料は，「Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針」のうち「3. 耐震設計

上の重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類」に基づき，再処理

施設の耐震設計上の重要度分類についての基本方針について説明するも

のである。 

なお，重大事故等対処施設の設備分類については次回以降に詳細を説

明する。 

 

 

 

 

 

 

2. 安全機能を有する施設の重要度分類 

2.1 耐震設計上の重要度分類 

安全機能を有する施設の耐震設計上の重要度を次のように分類する。 

 

 

(1) Ｓクラスの施設 

自ら放射性物質を内蔵している施設，当該施設に直接関係してお

りその機能喪失により放射性物質を外部に拡散する可能性のある施

設，これらの施設の機能喪失により事故に至った場合の影響を緩和

し，放射線による公衆への影響を軽減するために必要な機能を持つ

施設及びこれらの重要な安全機能を支援するために必要となる施設

であって，環境への影響が大きいもの。 

 

 

 

 

 

a． その破損又は機能喪失により臨界事故を起こすおそれのある

施設 

b． 使用済燃料を貯蔵するための施設 

c． 高レベル放射性液体廃棄物を内蔵する系統及び機器並びにそ

の冷却系統 

d． プルトニウムを含む溶液を内蔵する系統及び機器 

e． 上記 c．及びｄ．の系統及び機器から放射性物質が漏えいした

場合に，その影響の拡大を防止するための施設 

f． 上記 c．，ｄ．及び e．に関連する施設で放射性物質の外部へ

の放出を抑制するための施設 

g． 上記ａ．からｆ．の施設の機能を確保するために必要な施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 概要 

本資料は，添付書類「Ⅴ-2-1-1 耐震設計の基本方針の概要」

のうち「3. 耐震重要度分類及び重大事故等対処施設の設備の分

類」に基づき設計基準対象施設の耐震設計上の重要度分類及び

重大事故等対処施設の施設区分についての基本方針について説

明するものである。 

 

 

 

 

 

 

 

2. 設計基準対象施設の重要度分類 

2.1 耐震設計上の重要度分類 

設計基準対象施設の耐震設計上の重要度を次のように分類す

る。 

 

(1) Ｓクラスの施設 

地震により発生するおそれがある事象に対して，原子炉を停

止し，炉心を冷却するために必要な機能を持つ施設，自ら放射

性物質を内蔵している施設，当該施設に直接関係しておりその

機能喪失により放射性物質を外部に拡散する可能性のある施

設，これらの施設の機能喪失により事故に至った場合の影響を

緩和し，放射線による公衆への影響を軽減するために必要な機

能を持つ施設及びこれらの重要な安全機能を支援するために必

要となる施設，並びに地震に伴って発生するおそれがある津波

による安全機能の喪失を防止するために必要となる施設であっ

て，その影響が大きいものであり，次の施設を含む。 

 

a. 原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器・配管系 

 

b. 使用済燃料を貯蔵するための施設 

c. 原子炉の緊急停止のために急激に負の反応度を付加するため

の施設，及び原子炉の停止状態を維持するための施設 

d. 原子炉停止後，炉心から崩壊熱を除去するための施設 

e. 原子炉冷却材圧力バウンダリ破損事故後，炉心から崩壊熱を

除去するための施設 

f. 原子炉冷却材圧力バウンダリ破損事故の際に，圧力障壁とな

り放射性物質の放散を直接防ぐための施設 

g. 放射性物質の放出を伴うような事故の際に，その外部放散を

抑制するための施設であり，上記の「放射性物質の放散を直接

防ぐための施設」以外の施設 

h. 津波防護機能を有する設備（以下「津波防護施設」とい

う。）及び浸水防止機能を有する設備（以下「浸水防止設備」と

いう。） 

i. 敷地における津波監視機能を有する施設（以下「津波監視設

備」という。） 

 

 

 

 

 

 

• 重大事故等対処施

設については後次

回で比較結果を示

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 事業変更許可申請

書において，敷地

に到達する津波は

ないことを記載し

ているため，当該

事項に係る内容は

記載していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 事業変更許可申請

書において，敷地

に到達する津波は

ないことを記載し

ているため，当該

事項に係る内容は

記載していない。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 
【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(3／269) 

 

別紙４－３ 

 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
(2) Ｂクラスの施設 

安全機能を有する施設のうち，機能喪失した場合の影響がＳ

クラスに属する施設と比べ小さい施設。 

 

a. 放射性物質を内蔵している施設であって，Ｓクラスに

属さない施設(ただし，内蔵量が少ないか又は貯蔵方式

により，その破損により公衆に与える放射線の影響が

十分小さいものは除く。) 

b. 放射性物質の放出を伴うような場合に，その外部放散

を抑制するための施設で，Ｓクラスに属さない施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Ｃクラスの施設 

Ｓクラスに属する施設及びＢクラスに属する施設以外の一般

産業施設又は公共施設と同等の安全性が要求される施設。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Ｂクラスの施設 

安全機能を有する施設のうち，機能喪失した場合の影響がＳクラ

スに属する施設と比べ小さい施設。 

 

a． 放射性物質を内蔵している施設であって，Ｓクラスに属さな

い施設（ただし，内蔵量が少ないか又は貯蔵方式により，そ

の破損により公衆に与える放射線の影響が十分小さいものは

除く。） 

b． 放射性物質の放出を伴うような場合に，その外部放散を抑制

するための施設で，Ｓクラスに属さない施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Ｃクラスの施設 

Ｓクラスに属する施設及びＢクラスに属する施設以外の一般産業

施設又は公共施設と同等の安全性が要求される施設。 

 

 

(2) Ｂクラスの施設 

安全機能を有する施設のうち，機能喪失した場合の影響がＳ

クラスの施設と比べ小さい施設であり，次の施設を含む。 

 

a. 原子炉冷却材圧力バウンダリに直接接続されていて，１次冷

却材を内蔵しているか又は内蔵し得る施設 

b. 放射性廃棄物を内蔵している施設（ただし，内蔵量が少ない

又は貯蔵方式により，その破損により公衆に与える放射線の影

響が「実用発電用原子炉の設置，運転等に関する規則」（昭和53 

年通商産業省令第77 号）第2 条第2 項第6 号に規定する「周辺

監視区域」外における年間の線量限度に比べ十分に小さいもの

は除く。） 

c. 放射性廃棄物以外の放射性物質に関連した施設で，その破損

により，公衆及び従事者に過大な放射線被ばくを与える可能性

のある施設 

d. 使用済燃料を冷却するための施設 

e. 放射性物質の放出を伴うような場合に，その外部放散を抑制

するための施設で，Ｓクラスに属さない施設 

 

(3) Ｃクラスの施設 

Ｓクラスに属する施設及びＢクラスに属する施設以外の一般

産業施設又は公共施設と同等の安全性が要求される施設 
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発電炉－再処理施設 記載比較 
【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(4／269) 

 

別紙４－３ 

 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

3.1 安全機能を有する施設の耐震設計上の重要度分類 

(1) Ｓクラスの施設 

自ら放射性物質を内蔵している施設，当該施設に直接関係し

ておりその機能喪失により放射性物質を外部に拡散する可能性

のある施設，放射性物質を外部に放出する可能性のある事態を

防止するために必要な施設及び事故発生の際に，外部に放出さ

れる放射性物質による影響を低減させるために必要な施設であ

って，環境への影響が大きいもの。 

a. その破損又は機能喪失により臨界事故を起こすおそれ

のある施設 

b. 使用済燃料を貯蔵するための施設 

c. 高レベル放射性液体廃棄物を内蔵する系統及び機器並

びにその冷却系統 

d. プルトニウムを含む溶液を内蔵する系統及び機器 

e. 上記c.及びd.の系統及び機器から放射性物質が漏えい

した場合に，その影響の拡大を防止するための施設 

f. 上記c.，d.及びe.に関連する施設で放射性物質の外部

への放出を抑制するための施設 

g. 上記a.からf.の施設の機能を確保するために必要な施

設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2  クラス別施設 

耐震設計上の重要度分類によるクラス別施設を以下に示す。 

(1) Ｓクラスの施設 

a．その破損又は機能喪失により臨界事故を起こすおそれのある施設 

(a) 形状寸法管理を行う設備のうち，平常運転時その破損又は機

能喪失により臨界を起こすおそれのある設備。 

b．使用済燃料を貯蔵するための施設 

(a) 使用済燃料受入れ設備の燃料取出し設備，使用済燃料貯蔵設

備の燃料貯蔵設備,燃料移送設備，燃料送出し設備のプール，ピ

ット，移送水路，ラック，架台。 

c．高レベル放射性液体廃棄物を内蔵する系統及び機器並びにその

冷却系統 

(a) 高レベル廃液を内蔵する系統及び機器のうち安全上重要な施

設。 

d．プルトニウムを含む溶液を内蔵する系統及び機器 

(a) プルトニウムを含む溶液を内蔵する系統及び機器のうち安全

上重要な施設。 

e．上記c．及びd．の系統及び機器から放射性物質が漏えいした場合

に，その影響の拡大を防止するための施設 

(a) 上記c．及びd．のＳクラスの設備を収納するセル等及びせん

断セル。 

f．上記c．，d．及びe．に関連する施設で放射性物質の外部への放

出を抑制するための施設 

(a) 上記c．及びd．のＳクラスの機器の廃ガス処理設備のうち安

全上重要な施設。 

(b) 上記e．のＳクラスのセル等の換気設備のうち安全上重要な施

設。 

(c) 上記e．のＳクラスのセル等を収納する構築物の換気設備のう

ち安全上重要な施設。 

g．上記a．～f．の施設の機能を確保するために必要な施設 

(a) 非常用所内電源系統，安全圧縮空気系及び安全蒸気系。 

(b) 安全冷却水系及び使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の使

用済燃料の貯蔵施設の使用済燃料貯蔵設備のプール水浄化・冷

却設備のプール水冷却系(以下「プール水冷却系」という。)。 

(c) 安全保護回路及び保護動作を行う機器。 

(d) 安全上重要な施設の漏えい液を受ける漏えい液受皿の集液溝

の液位警報及び漏えい液受皿から漏えい液を回収するための系

統のうち安全上重要な施設。 

(e) 計測制御系統施設等に係る安全上重要な施設のうち，地震後

においても，その機能が継続して必要な施設。 

h．その他の施設 

(a) 固化セル移送台車。 

(b) ガラス固化体貯蔵設備の収納管，通風管。 

(c) ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設備のうち貯

蔵室から排風機までの範囲。 

(d) 使用済燃料貯蔵設備の補給水設備。 

(e) その機能喪失により臨界に至る可能性のある計測制御系統施

設に係る安全上重要な施設は，Ｓクラスとするか又は検出器の故

障を検知し警報を発する故障警報及び工程停止のための系統を

Ｓクラスとする。 

(f) 制御建屋中央制御室換気設備。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 事業変更許可申請

書に基づき再処理

施設におけるＳク

ラスに分類する施

設を記載した。 
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別紙４－３ 

 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

 

 

 

 

(2) Ｂクラスの施設 

安全機能を有する施設のうち，機能喪失した場合の影響がＳ

クラスに属する施設と比べ小さい施設。 

a. 放射性物質を内蔵している施設であって，Ｓクラスに

属さない施設(ただし内蔵量が少ないか又は貯蔵方式に

より，その破損により公衆に与える放射線の影響が十

分小さいものは除く。) 

b. 放射性物質の放出を伴うような場合に，その外部放散

を抑制するための施設で，Ｓクラスに属さない施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Ｃクラスの施設 

Ｓクラスに属する施設及びＢクラスに属する施設以外の一般

産業施設又は公共施設と同等の安全性が要求される施設。 

 

 

(g) 水素掃気用の安全圧縮空気系はＳクラスとする。 

また，Ｓクラスの水素掃気用の安全圧縮空気系が接続されている

機器は，溶液の放射線分解により発生する水素の爆発を適切に防

止するため，Ｓクラスとする。 

(h) 遮蔽設備のうち安全上重要な施設。 

 

(2) Ｂクラスの施設 

a．放射性物質を内蔵している施設であって，Ｓクラスに属さない

施設(ただし，内蔵量が少ないか又は貯蔵方式により，その破損

により公衆に与える放射線の影響が十分小さいものは除く。) 

(a) 使用済燃料貯蔵設備のプール水浄化系。 

(b) 高レベル廃液を内蔵する設備のうち，溶解施設，分離施設，

高レベル廃液処理設備，高レベル廃液ガラス固化設備の系統及

び機器。 

(c) プルトニウムを含む溶液を内蔵する設備のうち，溶解施設，

分離施設，精製施設，ウラン・プルトニウム混合脱硝設備の系

統及び機器。 

(d) ウランを内蔵する系統及び機器。 

(e) プルトニウムを含む粉体を内蔵する系統及び機器。 

(f) 酸回収設備及び溶媒回収設備。 

(g) 低レベル廃液処理設備，ただし，使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設等からの洗濯廃液等，床ドレンの一部，試薬ドレ

ン，手洗いドレン，空調ドレンに係る設備及び海洋放出管の一

部を除く。 

(h) 低レベル固体廃棄物処理設備。 

(i) 分析設備。 

b．放射性物質の放出を伴うような場合に，その外部放散を抑制す

るための施設でＳクラスに属さない施設 

(a) Ｂクラスの設備を収納するセル等。 

(b) Ｂクラスの機器の廃ガス処理設備のうち，塔槽類から排風機

を経て弁までの範囲。 

(c) Ｂクラスのセル等の換気設備のうち，セル等から排風機を経

てダンパまでの範囲。 

c．その他の施設 

(a) 放射性物質を取り扱う移送機器及び装置類。ただし，以下の

設備を除く。 

イ．放射性物質の環境への放出のおそれがない移送機器及び装

置類。 

ロ．放射性物質の濃度が非常に低いか，又は内蔵量が非常に小

さいものを取り扱う移送機器及び装置類。 

(b) 主要な遮蔽設備。 

 

(3) Ｃクラスの施設 

上記Ｓクラス及びＢクラスに属さない施設。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 事業変更許可申請

書に基づき再処理

施設におけるＳク

ラスに分類する施

設を記載した。 

 

• 事業変更許可申請

書に基づき再処理

施設におけるＢク

ラスに分類する施

設を記載した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 事業変更許可申請

書に基づき再処理

施設におけるＣク

ラスに分類する施

設を記載した。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 
【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(6／269) 

 

別紙４－３ 

 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
3. 耐震設計上の重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類 

3.1 安全機能を有する施設の耐震設計上の重要度分類 

安全機能を有する施設の耐震設計上の重要度を以下のとおり

分類する。下記に基づく各施設の具体的な耐震設計上の重要度

分類及び当該施設を支持する構造物の支持機能が維持されるこ

とを確認する地震動を「Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大

事故等対処施設の設備分類の基本方針」の第2.4-1表に，申請設

備の耐震重要度分類について同添付書類の第2.4-2表に示す。 

 

(1) Ｓクラスの施設 

自ら放射性物質を内蔵している施設，当該施設に直接関係し

ておりその機能喪失により放射性物質を外部に拡散する可能性

のある施設，放射性物質を外部に放出する可能性のある事態を

防止するために必要な施設及び事故発生の際に，外部に放出さ

れる放射性物質による影響を低減させるために必要な施設であ

って，環境への影響が大きいもの。 

a. その破損又は機能喪失により臨界事故を起こすおそれ

のある施設 

b. 使用済燃料を貯蔵するための施設 

c. 高レベル放射性液体廃棄物を内蔵する系統及び機器並

びにその冷却系統 

d. プルトニウムを含む溶液を内蔵する系統及び機器 

e. 上記c.及びd.の系統及び機器から放射性物質が漏えい

した場合に，その影響の拡大を防止するための施設 

f. 上記c.，d.及びe.に関連する施設で放射性物質の外部

への放出を抑制するための施設 

g. 上記a.からf.の施設の機能を確保するために必要な施

設 

 

(2) Ｂクラスの施設 

安全機能を有する施設のうち，機能喪失した場合の影響がＳ

クラスに属する施設と比べ小さい施設。 

a. 放射性物質を内蔵している施設であって，Ｓクラスに

属さない施設(ただし内蔵量が少ないか又は貯蔵方式に

より，その破損により公衆に与える放射線の影響が十

分小さいものは除く。) 

b. 放射性物質の放出を伴うような場合に，その外部放散

を抑制するための施設で，Ｓクラスに属さない施設 

 

(3) Ｃクラスの施設 

Ｓクラスに属する施設及びＢクラスに属する施設以外の一般

産業施設又は公共施設と同等の安全性が要求される施設。 

 

 

 

 

2.3  耐震重要度分類上の留意事項 

(1) 再処理施設の安全機能は，その機能に直接的に関連するもののほ

か，補助的な役割をもつもの及び支持構造物等の間接的な施設を含め

て健全性を保持する観点で，これらを主要設備等，補助設備，直接支

持構造物，間接支持構造物及び波及的影響を検討すべき設備に区分す

る。 

 

   安全上要求される同一の機能上の分類に属する主要設備等，補助設

備及び直接支持構造物については同一の耐震重要度とするが，間接支

持構造物の支持機能及び波及的影響の評価については，それぞれ関連

する設備の耐震設計に適用される地震動に対して安全上支障がないこ

とを確認する。 

(2) ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備の貯蔵ホールは，基準地

震動にて臨界安全が確保されていることの確認を行う。 

 

(3) 上位の分類に属する設備と下位の分類に属する設備間で液体状の放

射性物質を移送するための配管及びサンプリング配管のうち，明らか

に取扱い量が少ない配管は，設備のバウンダリを構成している範囲を

除き，下位の分類とする。 

(4) ウラン・プルトニウム混合脱硝設備の定量ポット，中間ポット及び

脱硝装置のグローブボックスは，収納するＳクラスの機器へ波及的

影響を及ぼさない設計とする。 

(5) 分離施設の補助抽出器中性子検出器の計数率高による工程停止回路

及び遮断弁，抽出塔供給溶解液流量高による送液停止回路及び遮断

弁，抽出塔供給有機溶媒液流量低による工程停止回路及び遮断弁，

第１洗浄塔洗浄廃液密度高による工程停止回路及び遮断弁及び精製

施設のプルトニウム濃縮缶に係る注水槽の液位低による警報及び注

水槽は，上位の分類に属するものへ波及的影響を及ぼさない設計と

する。 

(6) 竜巻防護対策設備は，竜巻防護施設に波及的影響を及ぼさない設計

とする。 

(7) 溢水防護設備は，地震及び地震を起因として発生する溢水によって

安全機能を有する施設のうち，再処理施設内部で想定される溢水に

対して，冷却，水素掃気，火災及び爆発の防止，臨界防止等の安全

機能を維持するために必要な設備の安全機能が損なわれない設計と

する。 

(8) 化学薬品防護設備は，地震及び地震を起因として発生する化学薬品

の漏えいによって安全機能を有する施設のうち，再処理施設内部で

想定される化学薬品の漏えいに対して，冷却，水素掃気，火災及び

爆発の防止，臨界防止等の安全機能を維持するために必要な設備の

安全機能が損なわれない設計とする。 

(9) 主排気筒及びその排気筒モニタのＳクラスとＢクラス以下の配管又

はダクトの取合いは，Ｂクラス以下の廃ガス処理設備又は換気設備の

機能が喪失したとしても，Ｓクラスの廃ガス処理設備又は換気設備に

影響を与えないようにする。 

 • 事業変更許可申請

書に基づき，耐震

重要度分類上の留

意事項を記載し

た。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 
【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(7／269) 

 

別紙４－３ 

 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 2.4 再処理施設の区分 

2.4.1 区分の概要 

当該施設に課せられる機能は，その機能に直接的に関連するもののほ

か，補助的な役割を持つもの，支持構造物等の間接的な施設を含めた健全

性が保たれて初めて維持し得るものであることを考慮し，これらを主要設

備等，補助設備，直接支持構造物，間接支持構造物及び波及的影響を考慮

すべき施設に区分する。 

 

 

2.4.2 各区分の定義 

 各区分の設備は次のものをいう。 

(1) 主要設備等とは，当該機能に直接的に関連する設備及び構築物をい

う。 

(2) 補助設備とは，当該機能に間接的に関連し，主要設備等の補助的役

割を持つ設備をいう。 

(3) 直接支持構造物とは，主要設備等，補助設備に直接取り付けられる

支持構造物，又はこれらの設備の荷重を直接的に受ける支持構造物を

いう。 

(4) 間接支持構造物とは，直接支持構造物から伝達される荷重を受ける

構造物（建物・構築物）をいう。 

(5) 波及的影響を考慮すべき施設とは，下位の耐震クラスに属するもの

の破損によって上位の分類に属するものに波及的影響を及ぼすおそれ

のある施設をいう。波及的影響を考慮すべき施設の検討については，

「Ⅳ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針」に示す。 

 

 

2.4.3 間接支持機能及び波及的影響 

同一系統設備に属する主要設備等，補助設備及び直接支持構造物につい

ては同一の耐震重要度とするが，間接支持構造物の支持機能及び設備相互

間の影響については，それぞれ関連する設備の耐震設計に適用される地震

動に対して安全上支障ないことを確認するものとする。 

 

 

安全機能を有する施設の耐震設計上の重要度分類を第 2.4-1 表に，安

全機能を有する施設の申請設備の耐震重要度分類表を第 2.4-2 表に示

す。 

なお，第 2.4-2 表においては，申請書本文「第２章 表１ 主要設備

リスト」に示す建物・構築物及び機器・配管系について，「Ⅳ－２ 再

処理施設の耐震性に関する計算書」に耐震計算書を添付する施設(Ｓク

ラス施設，波及的影響を考慮する施設)を示す。また，配管系について

は，「Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針 別紙」及び「Ⅳ－１

－１－11－２ ダクトの耐震支持方針 別紙」に直管部標準支持間隔を

添付する施設を示す。 

 

同表には，当該施設を支持する建物・構築物の支持機能が維持される

ことを確認する地震動及び波及的影響を考慮すべき施設に適用する地震

動（以下「検討用地震動」という。）を併記する。 

 

 

2.2 発電用原子炉施設の区分 

2.2.1 区分の概要 

当該施設に課せられる機能は，その機能に直接的に関連する

もののほか，補助的な役割を持つもの，支持構造物等の間接的

な施設を含めた健全性が保たれて初めて維持し得るものである

ことを考慮し，これらを主要設備，補助設備，直接支持構造

物，間接支持構造物及び波及的影響を考慮すべき施設に区分す

る。 

 

2.2.2 各区分の定義 

各区分の設備は次のものをいう。 

(1) 主要設備とは，当該機能に直接的に関連する設備をいう。 

 

(2) 補助設備とは，当該機能に間接的に関連し，主要設備の補

助的役割を持つ設備をいう。 

(3) 直接支持構造物とは，主要設備，補助設備に直接取り付け

られる支持構造物，若しくはこれらの設備の荷重を直接的に受

ける支持構造物をいう。 

(4) 間接支持構造物とは，直接支持構造物から伝達される荷重

を受ける構造物（建物・構築物・車両）をいう。 

(5) 波及的影響を考慮すべき施設とは，下位クラス施設のう

ち，その破損等によって上位クラス施設に波及的影響を及ぼす

おそれのある施設をいう。波及的影響を考慮すべき施設の検討

については，添付書類「Ⅴ-2-1-5 波及的影響に係る基本方針」

に示す。 

 

2.2.3 間接支持機能及び波及的影響 

同一系統設備に属する主要設備，補助設備及び直接支持構造

物については同一の耐震重要度とするが，間接支持構造物の支

持機能及び設備相互間の影響については，それぞれ関連する設

備の耐震設計に適用される地震動に対して安全上支障ないこと

を確認するものとする。 

 

設計基準対象施設の耐震重要度分類に対するクラス別施設を

表2-1 に，設計基準対象施設の申請設備の耐震重要度分類を表

2-2 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

同表には，当該施設を支持する構造物の支持機能が維持され

ることを確認する地震動及び波及的影響を考慮すべき施設に適

用する地震動（以下「検討用地震動」という。）を併記する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 再処理施設におけ

る主要設備等に

は，構築物を含め

るため，記載の差

異により新たな論

点が生じるもので

はない。 

 

• 再処理施設におい

ては安全機能を有

する施設として車

両を有していない

ため，記載の差異

により新たな論点

が生じるものでは

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 再処理施設におけ

る申請設備の耐震

重要度分類表への

設備の示し方を説

明した内容であ

り，記載の差異に

より新たな論点が

生じるものではな

い。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 
【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(8／269) 

 

別紙４－３ 

 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

 

  

3. 安全機能を有する施設の重要度分類の取合点 

 

 

(1) 機器とそれに接続する配管系又は配管系の中で重要度分類が異なる

場合の取合点は，原則として，上位クラス側の第1弁とする。取合点

となる第１弁は，上位の重要度分類に属するものとする(第3-1図参

照)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3-1図 配管系中の取合点 

 

 

(2) 再処理施設のセル内へと試薬等を供給する系統においては，保守・

点検を必要としない水封により放射性物質を閉じ込める設計としてい

る。水封による重要度分類の取合点を設定する場合は，水封している

液浸部により上位クラス側から下位クラス側への放射性流体の逆流を

防止する設計とし，取合点となる液浸部は，上位の重要度分類に属す

るものとする(第3-2図参照)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3-2 水封による取合点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 設計基準対象施設の重要度分類の取合点 

設計基準対象施設の重要度分類の取合点は，以下の通りとす

る。 

(1) 機器とそれに接続する配管系との重要度分類が異なる場合

の取合点は，原則として，機器から見て第1 弁とする。取合点

となる第1 弁は，上位の重要度分類に属するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 再処理施設におけ

る重要度分類の取

合点について記載

したものであり，記

載の差異により新

たな論点が生じる

ものではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 安全機能に対する

重要度分類の取合

点について，「補足

説明資料【耐震建物

30】耐震設計におけ

る安全機能の整理

について」にて詳細

を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

セル 

 
廃ガス処理 

試薬 

 

パルスカラム 液浸部 

上位クラス 

下位クラス 

セル排気系 
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【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(9／269) 

 

別紙４－３ 

 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
(3) セル内における気体廃棄物の廃棄施設は，弁の故障などにより流路

が阻害されることがないよう，弁は介さずに上位クラス配管との接続

部を取合点とし，気体状の放射性物質を保持している下位クラスの配

管等が損傷した場合においても，セル内に閉じ込め，換気設備による

放出経路維持等により施設全体として放射性物質を閉じ込める設計と

している。また，溶液の移送を行う配管は塔槽類に接続されており，

塔槽類を介して気体廃棄物の廃棄施設に接続されることから，上位ク

ラスの塔槽類との接続位置を取合点とする(第3-3図参照)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3-3図 弁,水封を介さない取合点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 原子炉格納容器バウンダリは，バウンダリを構成する弁ま

でをＳクラスとする（図3-1 参照）。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 安全機能に対する

重要度分類の取合

点について，「補足

説明資料【耐震建物

30】耐震設計におけ

る安全機能の整理

について」にて詳細

を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 発電炉固有の設計

上の考慮であり，再

処理施設において

は修正方針（2）に記

載している内容に

て対応しているた

め，記載の差異によ

り新たな論点が生

じるものではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂクラス 

塔槽類 Ｓクラス 

塔槽類 

セル 

 
廃ガス処理 

上位クラス 

下位クラス 

上位クラス 

下位クラス 

セル排気系 
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(3) 配管系中で重要度が異なる場合の取合点は，原子炉冷却材

圧力バウンダリ周りで第2 隔離弁までがバウンダリの場合は第2 

弁（注1），その他は上位クラスから見て第1 弁（注2）とする。

取合点となる弁は，図3-2 に示すように上位の重要度分類に属

するものとする。 

 

   

• JEAG4601-1984 にお

いて，耐震重要度分

類は，通常時閉ある

いは隔離可能な弁

を設置することで

上位クラスと下位

クラスの境界とす

ることとされてい

る。発電炉における

原子炉冷却材圧力

バウンダリ（以下

「RCPB」という。）

については，「発電

用軽水型原子炉施

設に関する安全設

計審査指針」及び

「実用発電原子炉

及びその附属施設

の位置，構造及び設

備の基準に関する

規則 第 17条」の解

釈にて示されてお

り，通常時閉かつ事

故時閉のラインの

隔離弁以外は第 2隔

離弁までと定義さ

れている。また，

RCPB の耐震重要度

分類がＳクラスと

定義されているこ

とから第 2隔離弁を

含む場合を上位ク

ラスとして記載し

ている。また，その

他は上位クラスか

ら見て第 1弁として

いる。 

一方，再処理施設

においては発電炉

の定義に該当する

設備はなく，再処

理施設の弁は発電

炉における「その

他は上位クラスか

ら見て第 1弁」に

該当することか

ら，記載の差異に

より新たな論点が

生じるものではな

い。 
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3.2 重大事故等対処施設の設備分類 

重大事故等対処施設の設備分類については，重大事故等対

処施設の申請に合わせて次回以降に詳細を説明する。 

 

重大事故等対処施設の設備について，耐震設計上の分類を

各設備が有する重大事故等に対処するために必要な機能及び

設置状態を踏まえ，以下のとおりに分類する。下記の分類に

基づき耐震評価を行う申請設備の設備分類について添付書類

「Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処設備の設

備分類の基本方針」の第 4.2-１表に示す。 

 

(1) 常設重大事故等対処設備 

 

 

a. 常設耐震重要重大事故等対処設備 

常設重大事故等対処設備であって，耐震重要施設に属す

る設計基準事故に対処するための設備が有する機能を代替

する設備 

 

b. 常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等

対処設備 

常設重大事故等対処設備であって，上記 a. 以外のもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 重大事故等対処施設の設備分類  

4.1  耐震設計上の設備分類 

重大事故等対処施設の設備分類については，重大事故等対処施設の申

請に合わせて次回以降に詳細を説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2  設備分類上の留意事項 

重大事故等対処施設の設備分類上の留意事項については，重大事故等

対処施設の申請に合わせて次回以降に詳細を説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 重大事故等対処施設の設備の分類 

4.1 耐震設計上の設備の分類 

重大事故等対処施設について，耐震設計上の区分を設備が有

する重大事故等時に対処するために必要な機能を踏まえて，以

下の通りに分類する。 

 

(1) 基準地震動Ｓｓによる地震力に対して重大事故等時に対処

するために必要な機能が損なわれるおそれのないように設計す

るもの 

 

a. 常設耐震重要重大事故防止設備 

常設重大事故防止設備であって，耐震重要施設に属する設計

基準事故対処設備が有する機能を代替するもの 

 

 

b. 常設重大事故緩和設備 

重大事故等対処設備のうち，重大事故が発生した場合におい

て，当該重大事故の拡大を防止し，又はその影響を緩和するた

めの機能を有する設備であって常設のもの 

 

(2) 静的地震力又は弾性設計用地震動Ｓｄに2 分の1 を乗じた

ものによる地震力に対して十分に耐えるよう設計するもの 

 

a. 常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備 

常設重大事故防止設備であって，耐震Ｂクラス又はＣクラス

に属する設計基準事故対処設備が有する機能を代替するもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 重大事故等対処施

設ついては，後次

回で比較結果を示

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 重大事故等対処施

設ついては，後次

回で比較結果を示

す。 
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4.3 重大事故等対処施設の区分 

重大事故等対処施設の区分については，重大事故等対処施設の申請に

合わせて次回以降に詳細を説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 重大事故等対処施設の区分 

4.2.1 区分の概要 

当該施設に課せられる機能は，その機能に関連するもののほ

か，支持構造物等の間接的な施設を含めた健全性が保たれて初

めて維持し得るものであることを考慮し，これらを設備，直接

支持構造物，間接支持構造物及び波及的影響を考慮すべき施設

に区分する。 

 

4.2.2 各区分の定義 

各区分の設備とは次のものをいう。 

(1) 設備とは，重大事故等時に対処するために必要な機能を有

する設備で，重大事故等時に当該機能に直接的に関連する設備

及び間接的に関連する設備をいう。 

(2) 直接支持構造物とは，設備に直接取り付けられる支持構造

物，若しくはこれらの設備の荷重を直接的に受ける支持構造物

をいう。 

(3) 間接支持構造物とは，直接支持構造物から伝達される荷重

を受ける構造物（建物・構築物・車両）をいう。 

(4) 波及的影響を考慮すべき施設とは，下位クラス施設の破損

等によって上位クラス施設に波及的影響を及ぼすおそれのある

施設をいう。波及的影響を考慮すべき施設の検討については，

添付書類「Ⅴ-2-1-5 波及的影響に係る基本方針」に示す。 

 

4.2.3 間接支持機能及び波及的影響 

設備の直接支持構造物については設備と同一の設備分類とす

るが，間接支持構造物の支持機能及び設備相互間の影響につい

ては，それぞれ関連する設備の耐震設計に適用される地震動に

対して安全上支障のないことを確認するものとする。 

 

重大事故等対処施設の耐震設計上の分類別施設を表4-1 に，

重大事故等対処施設の申請設備の設備分類を表4-2 に示す。ま

た，同表には，当該施設を支持する構造物の支持機能が維持さ

れることを確認する地震動及び波及的影響を考慮すべき施設に

適用する地震動（以下「検討用地震動」という。）を併記する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 重大事故等対処施

設については，後

次回で比較結果を

示す。 
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4.4  重大事故等対処施設の設備分類の取合点 

重大事故等対処施設の設備分類の取合点については，重大事故等対処

施設の申請に合わせて次回以降に詳細を説明する。 

 

 

 

 

 

 

5. 重大事故等対処施設の設備分類の取合点 

重大事故等対処施設の設備分類の取合点は，以下の通りとす

る。 

(1) 機器とそれに接続する配管系との，上位クラス施設と下位

クラス施設の取合点は，原則として，機器から見て第1 弁とす

る。取合点となる第1 弁は，上位クラス施設に属するものとす

る。 

(2) 配管系中の上位クラス施設と下位クラス，施設の取合点

は，原子炉冷却材圧力バウンダリ周りで第2 隔離弁までがバウ

ンダリの場合は第2 弁（注1），その他は上位クラスから見て第1 

弁（注2）とする。取合点となる弁は，図5-1 に示すように上位

クラス施設に属するものとする。 

ここで上位クラス施設とは，耐震重要施設及び常設耐震重要

重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置されている

重大事故等対処施設をいい，下位クラス施設とは，上位クラス

の施設以外の発電所内にある施設（資機材等を含む。）をいう。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 重大事故等対処施

設については，後

次回で比較結果を

示す。 
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• 設備と重要度分類

の関係性を示す表

の構成としては，

発電炉と同等とな

っており，記載内

容は事業変更許可

申請書に基づいた

記載としているた

め，新たな論点が

生じるものではな

い。 

 

 

414



発電炉－再処理施設 記載比較 
【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(15／269) 

 

別紙４－３ 

 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

 

• 設備と重要度分類

の関係性を示す表

の構成としては，

発電炉と同等とな

っており，記載内

容は事業変更許可

申請書に基づいた

記載としているた

め，新たな論点が

生じるものではな

い。 
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容は事業変更許可
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別紙４－３ 

 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

 • 設備と重要度分類

の関係性を示す表

の構成としては，

発電炉と同等とな

っており，記載内

容は事業変更許可

申請書に基づいた

記載としているた

め，新たな論点が

生じるものではな

い。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 
【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(24／269) 

 

別紙４－３ 

 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

 • 設備と重要度分類

の関係性を示す表

の構成としては，

発電炉と同等とな

っており，記載内

容は事業変更許可

申請書に基づいた

記載としているた

め，新たな論点が

生じるものではな

い。 

424



発電炉－再処理施設 記載比較 
【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(25／269) 

 

別紙４－３ 

 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

 • 設備と重要度分類

の関係性を示す表

の構成としては，

発電炉と同等とな

っており，記載内

容は事業変更許可

申請書に基づいた

記載としているた

め，新たな論点が

生じるものではな

い。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 
【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(26／269) 

 

別紙４－３ 

 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

 • 設備と重要度分類

の関係性を示す表

の構成としては，

発電炉と同等とな

っており，記載内

容は事業変更許可

申請書に基づいた

記載としているた

め，新たな論点が

生じるものではな

い。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 
【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(27／269) 

 

別紙４－３ 

 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

 • 設備と重要度分類

の関係性を示す表

の構成としては，

発電炉と同等とな

っており，記載内

容は事業変更許可

申請書に基づいた

記載としているた

め，新たな論点が

生じるものではな

い。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 
【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(28／269) 

 

別紙４－３ 

 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

 • 設備と重要度分類

の関係性を示す表

の構成としては，

発電炉と同等とな

っており，記載内

容は事業変更許可

申請書に基づいた

記載としているた

め，新たな論点が

生じるものではな

い。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 
【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(29／269) 

 

別紙４－３ 

 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

 • 設備と重要度分類

の関係性を示す表

の構成としては，

発電炉と同等とな

っており，記載内

容は事業変更許可

申請書に基づいた

記載としているた

め，新たな論点が

生じるものではな

い。 

 

429



発電炉－再処理施設 記載比較 
【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(30／269) 

 

別紙４－３ 

 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

 • 設備と重要度分類

の関係性を示す表

の構成としては，

発電炉と同等とな

っており，記載内

容は事業変更許可

申請書に基づいた

記載としているた

め，新たな論点が

生じるものではな

い。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 
【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(31／269) 

 

別紙４－３ 

 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

 • 設備と重要度分類

の関係性を示す表

の構成としては，

発電炉と同等とな

っており，記載内

容は事業変更許可

申請書に基づいた

記載としているた

め，新たな論点が

生じるものではな

い。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 
【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(32／269) 

 

別紙４－３ 

 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

 • 設備と重要度分類

の関係性を示す表

の構成としては，

発電炉と同等とな

っており，記載内

容は事業変更許可

申請書に基づいた

記載としているた

め，新たな論点が

生じるものではな

い。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 
【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(33／269) 

 

別紙４－３ 

 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

 • 設備と重要度分類

の関係性を示す表

の構成としては，

発電炉と同等とな

っており，記載内

容は事業変更許可

申請書に基づいた

記載としているた

め，新たな論点が

生じるものではな

い。 

 

433



発電炉－再処理施設 記載比較 
【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(34／269) 

 

別紙４－３ 

 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

 • 設備と重要度分類

の関係性を示す表

の構成としては，

発電炉と同等とな

っており，記載内

容は事業変更許可

申請書に基づいた

記載としているた

め，新たな論点が

生じるものではな

い。 

 

434



発電炉－再処理施設 記載比較 
【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(35／269) 

 

別紙４－３ 

 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

 • 設備と重要度分類

の関係性を示す表

の構成としては，

発電炉と同等とな

っており，記載内

容は事業変更許可

申請書に基づいた

記載としているた

め，新たな論点が

生じるものではな

い。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 
【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(36／269) 

 

別紙４－３ 

 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

 • 設備と重要度分類

の関係性を示す表

の構成としては，

発電炉と同等とな

っており，記載内

容は事業変更許可

申請書に基づいた

記載としているた

め，新たな論点が

生じるものではな

い。 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(37／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

  

 

 

 

437



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(38／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(39／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(40／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(41／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(42／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(43／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(44／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(45／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(46／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(47／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(48／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

 

 

448



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(49／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(50／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(51／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(52／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

  

452



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(53／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

  

453



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(54／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(55／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
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発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(56／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

  

456



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(57／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

  

457



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(58／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

  

458



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(59／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

  

459



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(60／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

  

460



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(61／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

  

461



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(62／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

  

462



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(63／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

  

463



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(64／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

  

464



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(65／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

  

465



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(66／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

  

466



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(67／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

  

467



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(68／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

  

468



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(69／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

  

469



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(70／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

  

470



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(71／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

  

471



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(72／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

  

472



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(73／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

  

473



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(74／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

  

474



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(75／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

  

475



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(76／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

  

476



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(77／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

  

477



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(78／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

  

478



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(79／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

  

479



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(80／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

  

480



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(81／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

  

481



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(82／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

  

482



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(83／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

  

483



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(84／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

  

484



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(85／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

  

485



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(86／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

  

486



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(87／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

  

487



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(88／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

  

488



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(89／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

  

489



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(90／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

  

490



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(91／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

  

491



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(92／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

  

492



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(93／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

  

493



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(94／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

  

494



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(95／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

  

495



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(96／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

  

496



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(97／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

  

497



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(98／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

  

498



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(99／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

  

499



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(100／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

  

500



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(101／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

  

501



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(102／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

  

502



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(103／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

  

503



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(104／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

  

504



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(105／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

  

505



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(106／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

  

506



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(107／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

  

507



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(108／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

  

508



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(109／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

  

509



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(110／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

  

510



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(111／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

  

511



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(112／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

  

512



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(113／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

  

513



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(114／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

  

514



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(115／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

  

515



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(116／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

  

516



発電炉－再処理施設 記載比較 

【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(117／269) 

別紙４－３ 

再処理施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅳ－１－１ 添付書類Ⅳ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
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